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地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 1 09_土木・建築 都道府県 佐賀県 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

河川法第32条第2項
河川法施行令第18条第2項

河川法に基づく流水占用料
等の徴収方法を条例で定め
ることとする規制緩和

河川法第３２条で政令に委任している流水占用料等の徴収方法
を、条例で定めることを可能とする規制緩和。

【支障】河川に係る流水占用料等（河川法第２３条、第２４条若しくは第２５条の許可又は第２３条の２の登録を受けた者から徴収する
ことができる流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料をいう。）については、河川法施行令第１８条第
２項に定めるところにより、流水占用等の期間が複数年に及ぶ場合でも毎年度徴収しなければならない。しかし、本県の流水占用料
等のうち特に土地占用料については、毎年の調定件数千数百件のうち高額な２件（ゴルフ場）を除けば、平均が３，０００円程度と低
額である。
このように低額な流水占用料等も毎年調定、徴収事務を行うことは、行政事務の効率化の観点から問題がある。
【改正の必要性】流水占用料の徴収方法を政令ではなく、条例で定めることにより、流水占用等の期間が複数年に及ぶ場合は、希
望により全許可期間分を一括徴収することを可能としたい。これにより、県の行政コスト軽減による行政の効率化と、申請者の負担
軽減による住民サービスの向上が実現できる。なお、道路法においては、占用料の額・徴収方法は条例に委任（道路法３９条２項）
されており、本県では、道路占用料については複数年度にまたがるものを一括徴収することを可能としている。

６　【国土交通省】
（11）河川法（昭39法167）
（ⅲ）流水占用料等の徴収方法（施行令18条２項１号）については、都道府県の意
見を踏まえて条例委任について検討を進め、平成27年中に結論を得る。

H26 2 11_その他 都道府県 佐賀県 法務省、財務省、
厚生労働省、農林
水産省

A　権限移譲 出入国管理及び難民認定法第6条
関税法第15条の3
検疫法第4条
植物防疫法第6条、第8条
家畜伝染病予防法第38条、第40条

国際ビジネス機受入の際の
ＣＩＱ業務の移譲

地方管理空港における国際ビジネス機受入に限って、出入国の
際に必要となる税関、入国管理、検疫のいわゆるＣＩＱ業務を、希
望する都道府県に移譲すること。

【支障】
ＣＩＱ業務は、関税法などにもとづき、国の職員が行っているが、国際定期便の運航頻度が少ない地方管理空港では、国の職員が
常駐しておらず、運航時に出張対応するケースが多い。このため、国際ビジネス機（運航申請が直前でかつ変更も多い、１便当たり
の搭乗者数は少ない）の運航希望に対して空港のスロット、スポットに余裕があってもＣＩＱ体制の制約から臨機応変な対応ができな
い。
【改正の必要性】
国際ビジネス機に限り、空港管理者である自治体がＣＩＱ業務を行うことができるよう、権限を移譲し、臨機応変なＣＩＱ業務を可能と
する。この趣旨は、首都圏に集中している国際ビジネス機の受入を、意欲のある地方で進めることにより、経済への刺激や、閉鎖的
と思われている日本のビジネスジェット環境の改善につなげるものである。
【効果】
運航計画の変更も頻繁に行われる国際ビジネス機の地方空港離発着に対して、県が機動的に対応することにより、利用者の利便
性の向上が図られることや、ビジネスジェットに関連した新産業の創出、地方空港の利活用促進などがある。
【懸念の解消策】
移譲後は法定受託事務とし、国からマニュアル提供、県からの研修派遣により、水準を維持し、事務執行する。ビジネス機は、社会
的地位や知名度が高い利用者が多く、身元がハッキリしており、搭乗人員も少ないことから県の体制でも出入国者等を管理できる。
さらに、不測の事態に備えた訓練、国等との連携の徹底など、水準維持に万全の体制を整える。

４【法務省】（１）出入国管理及び難民認定法（昭26令319）
４【財務省】（１）関税法（昭29法61）
４【厚生労働省】（５）検疫法（昭26法201）
４【農林水産省】（２）植物防疫法（昭25法151）及び家畜伝染病予防法（昭26法
166）
国際ビジネス機の受入れに伴い、出入国の際に必要となる税関・出入国管理・検
疫（ＣＩＱ）業務については、提案団体が求める臨機応変な対応を行うことについ
て、当該団体に通知する。
また、今後、他の地方公共団体から同様の提案があった場合は、個々の空港の
状況やＣＩＱ職員の体制整備の状況を踏まえ、臨機応変な対応を行うことについ
て個別に検討する。

H26 6 11_その他 一般市 新見市 法務省 A　権限移譲 不動産登記法第１１９条及び第１２０
条、商業登記法第１０条及び第１２
条

法務業務に係る各種証明書
交付事務の権限移譲

不動産登記の登記事項証明書、地図の証明書や商業・法人登
記の登記事項証明書、印鑑証明書などの交付事務について、市
が直接行うことができるように権限移譲を要望する。

岡山地方法務局新見支局の廃止統合に伴い、各種証明書の交付申請について、本市利用者の利便性が大きく損なわれ、本市利
用者の時間的経済的負担が増加している。
また、法務局庁舎外の市役所庁舎などで、登記に関する証明書を取得することができる法務局窓口としての「法務局証明サービス
センター」を設置し、“民間委託”により、各種証明書交付事務を行っている自治体もあるが、本市で同様の事務を“直接”行うこと
は、法により制限されている。
本市が直接、各種証明書の交付を行うことにより、法務局支局の廃止統合前の新見地域での交付が可能となり、利用者の時間的経
済的負担が大幅に改善される。

４【法務省】
（２）不動産登記法（平16法123）及び商業登記法（昭38法125）
不動産登記及び商業・法人登記に係る登記事項証明書等の交付事務（不動産
登記法119条及び120条、商業登記法10条及び12条）については、競争の導入に
よる公共サービスの改革に関する法律（平18法51）に基づく民間委託との関係や
行政の効率化の観点に留意しつつ、登記所等が遠隔地に所在し利用が困難な
地域の希望する市町村において、登記事項証明書等の交付を受けられるように
するなど、住民サービスを改善する方策について検討を進め、平成27年中に結
論を得る。

H26 7 05_教育・文化 一般市 新見市 文部科学省（文化
庁）

A　権限移譲 文化財保護法第９３条及び第９４
条、文化財保護法施行令第５条

土木工事等に係る埋蔵文化
財関連事務の権限移譲

文化財保護法第９３条及び第９４条に関する事務（施工者からの
届出の受理、発掘調査の実施等その他必要な事項の指示）につ
いて、文化財専門職員を有し、希望する市町村に当該事務を移
譲する。

【制度改正の経緯】
埋蔵文化財包蔵地として周知されている土地を開発しようとする場合には、施工者から文化財保護法９３条または９４条の届出・通
知が市町村教育委員会を経由して都道府県教育委員会へ進達し、審査後、市町村教育委員会を経由して通知することとなってい
るが、文化財専門職員を有し権限移譲を希望する市町村においては当該市町村教育委員会で実施できるよう届出の受理や通知
に関する権限を移譲する。
【具体的な支障事例】
・93条・94条に係る事務処理は、本市の意見を附して都道府県に進達し、都道府県はその意見を参考またはそのまま通知文に記
載し、本市を経由して申請者に通知を行っており、判断し意見を附す業務が重なっている。
・県に進達するための文書作成に時間を要する場合が多く、「もう少し早く通知が出ないものか」との業者からの要望もある。
【制度改正による効果】
都道府県教委への意見書を作成するための期間や同教委への進達及び同教委から市町村教委への通知にかかる期間の短縮が
見込まれ、少なくとも１週間程度の短縮が期待される。

H26 8 04_雇用・労働 一般市 新見市 総務省 対象外 地方公務員等共済組合法第３条第
１項

保育士及び幼稚園教諭の人
事異動に伴う共済組合の統
一

幼稚園に勤務する職員であっても市町村職員共済組合への加
入を可能とする。

本市では、保育士と幼稚園教諭を一本化して保育教諭とし、保育所と幼稚園の職員交流を促進するとともに、認定こども園につい
ては６園整備し、保育所と幼稚園の垣根を越えた子育て支援環境の整備を図っている。
平成２５年７月からは幼稚園業務の所管を市長部局のこども課に移管し、保育所、認定こども園とあわせて一体的な児童福祉施策
の整備に努めている。
こうした中、職員の加入する共済組合については、幼稚園勤務の場合は公立学校共済組合、保育所勤務の場合は市町村職員共
済組合と定められているため、幼稚園と保育所間を異動する度に共済を変更しなくてはならず、その都度、本人及び市に多量の事
務が生じ負担となるほか、共済が実施する福祉事業（生命保険、個人年金、貸付等）の継続ができないなど職員本人の不利益も生
じている。
このため、幼稚園勤務となった場合においても、市町村共済組合に継続して加入できるよう規制の緩和を望むものである。
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H26 9 11_その他 一般市 新見市 総務省 B　地方に対す
る規制緩和

公職選挙法第４６条 国政選挙への電子投票の導
入

特例法の制定により国政選挙での電子投票の実施を可能にす
る。

本市では平成１４年２月に施行の「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等
の特例に関する法律」に基づき、市長・市議選挙における電子投票を実施している。
これまで計４回の電子投票に成功しており、開票事務の迅速・効率化、無効投票の減少、投票方法のバリアフリー化という効果を実
証し、電子投票の信頼性はゆるぎないものとなっている。
現行の法制下においては、電子投票で実施する地方選挙と、自書式投票で実施するしかない国政選挙が混在することから、住民
から戸惑いとともに全ての選挙での電子投票の実施を望む声が多く寄せられているところである。
また、国政選挙への電子投票導入が認められていないことが、導入を検討している多くの自治体の障壁になっており、原状のままで
は、電子投票制度の普及は遅々として進まないばかりか、制度を維持することも困難になるのではないかと危惧するところである。
なお、国政選挙への導入によって、開票時間の大幅な短縮や無効票の減少などの有効性が広く有権者に浸透することで、導入に
対するコンセンサスが得られやすくなると考えており、電子投票が広く全国に普及することで経費節減にも寄与するものと考えてい
る。

H26 10 09_土木・建築 一般市 新見市 国土交通省、農林
水産省

B　地方に対す
る規制緩和

河川法第２３条、補助事業等により
取得し、又は効用の増加した財産
の処分等の承認基準について（平
成２０年５月２３日２０経第３８５号農
林水産省大臣官房経理課長通達）
第４条

かんがい用水の目的外利用
における申請手続き及び財
産の処分等承認基準の緩和

かんがい用水の目的外利用（畜産用水等）について、変更、新規
取得手続き、目的外利用申請の簡素化及び目的外利用に伴う
国庫補助金の返還を不要とするよう制度改正を要望する。

本市南部にはカルスト地形の大地が広がっており、河川・地下水に乏しいため、県が国庫補助で整備した畑地かんがい施設によ
り、農地のかんがいを行っている。しかし、耕作放棄等により灌漑面積が減少傾向にあり、許可済みの水利権に余剰が発生してお
り、将来的に当該施設の維持管理が困難となることが予想される。
当該地域に畜産施設や農産加工施設などが新設された場合、かんがい施設を利用するには目的外利用（畜産用水、工業用水等）
になるため、県が行う変更・新規取得手続・目的外利用申請等に相当の期間を要することになる。このため、余剰範囲内で用途の
定めのない取水量を確保し、用途・必要水量決定後に届出等による変更手続きになるよう制度改正を行うことを要望する。
また、当該施設は建設後３０年以上を経過し、補助目的を達成したものと見なすことができるが、収益が見込まれる（他のかんがい
用水受益者と同様に使用料等を負担するため）場合は､国庫補助金の返還が生じる。当該施設の有効利用及び維持管理費の確
保のため、目的外利用による国庫補助金の返還が生じないよう、合わせて制度改正を要望する。

H26 11 09_土木・建築 一般市 新見市 農林水産省 対象外 補助事業等により取得し、又は効
用の増加した財産の処分等の承認
基準について（平成２０年５月２３日
２０経第３８５号農林水産省大臣官
房経理課長通達）第５条

公共的団体における国庫補
助事業により取得した財産の
処分等承認基準の緩和

「補助金等適正化中央連絡会議の決定事項の通知について」
（平成20年４月17日付け20経第1 1 2 号大臣官房長通知）により
補助事業等により取得した財産処分について、一定期間を経過
した財産の処分は補助金の返還を緩和されているところである
が、公共的団体が行う財産処分についても地方自治体と同様の
基準に緩和することを要望する。

　公共的団体である本市の森林組合は、平成１７年の市町合併に合わせて旧１市４町の各森林組合の合併により誕生した。
　合併前の各森林組合が国庫補助事業等により整備した施設について、合併後の社会情勢の変化や森林組合の事業内容等の変
化により施設整備当初と大きく状況が変化し、その見直しの必要も生じている。
　また、林業自体の衰退が激しく、木材価格の低迷や組合員数の減少により森林組合の経営も困難な状況となっている。
　このような状況の中で、本市森林組合が経営改善のため各施設の見直しを検討しているが、長期利用財産（補助対象財産のう
ち、補助目的に従った利用により１０年を経過したもの）の処分（解体）を行った場合、国庫補助金の返還が生じる（平成２０年５月２３
日２０経第３８５号農林水産省大臣官房経理課長通達（以下「経理課長通達」という。）別表３目的外使用の部上記以外の場合の
款）。しかし、地方公共団体である本市が所有する施設を同じ条件で処分する場合は国庫補助金の返還は生じない（経理課長通達
別表２目的外使用の部収益がない場合の款）。
　公共的団体においても地方自治体と同様に合併後の財産の取り扱いについて苦慮しているところが多くあるため、公共的団体が
財産処分を行う場合の取り扱いについては、地方自治体と同じ条件になるよう財産処分等の承認基準を緩和されるよう要望するも
のである。

H26 12 07_産業振興 一般市 新見市 内閣府（金融庁） 対象外 資金決済に関する法律第１４条 発行保証金の供託の免除
（プレミアム付き商品券発行
事業）

地方自治体の補助を受けて商工会議所が行う市内共通商品券
発行事業（前払式支払手段）について、発行保証金の供託の適
用除外とするよう制度改正を要望する。

　新見市においては、本年４月の消費税引き上げにより、市内消費の落ち込みが懸念されることから、市内への経済対策として新見
商工会議所が以前から発行していた、市内共通商品券１０億円分に５％の上乗せをし、プレミアム商品券として、発行することになっ
た。５％の上乗せ部分の５千万円は本市の補助とし、今年４月～６月に販売した。
　しかし、新見商工会議所が発行している市内共通商品券は、使用期限のない前払式支払手段により発行しているため、資金決済
に関する法律、及び資金決済に関する法律施行令により、基準日未使用残高の二分の一の額以上の額に相当する額の発行保証
金を、最寄りの供託所に供託しなければならず、発行元である新見商工会議所にとっては大きな負担となっている。
　このため地方自治体の補助を受けて商工会議所が行う市内共通商品券発行事業については供託金の規制適用除外とするよう制
度改正を行うものである。

H26 13 02_農業・農地 都道府県 佐賀県 農林水産省、経済
産業省、厚生労働
省、国土交通省

B　地方に対す
る規制緩和

農村地域工業等導入促進法第５条
第８項、第９項
「農村地域工業等導入促進法の運
用について」（昭和63年8月18日付
け63構改Ｂ第855号）第４の４連絡
調整等

実態的に法令に根拠のない
農政局協議を求めている通
知の廃止

農村地域工業等導入促進法に基づき県が実施計画を策定又は
変更する場合及び市町村が策定又は変更する実施計画につい
て同法第５条第９項により県が協議に応じようとする場合の国との
連絡調整を廃止すること。

【支障】農村地域工業等導入促進法（以下「農工法」）第５条の規定に基づき、都道府県は関係市町村の意見をきいたうえで、また、
市町村は都道府県知事に協議しその同意を得たうえで農工実施計画（以下、実施計画という。）を策定・変更することができる。実
施計画に定められた工業等導入地区においては、転用面積が４haを超える場合であっても、都道府県知事が許可権者となってい
る。このように、実施計画の策定やこれに伴う農地転用許可は、地方自治体の権限とされているが、農林水産省構造改善局長等通
知において、都道府県が実施計画を策定又は変更しようとする場合及び市町村が策定又は変更する実施計画について協議に応
じようとする場合には、あらかじめ地方農政局等関係省庁と十分連絡調整を行うこととされている。この連絡調整は法令に根拠を持
たないものであるが、この連絡調整の際に、様々な指摘（ある地区での実施計画の未完工を理由に、近隣地区の実施計画の作成を
認めない等）を受ける結果、実施計画の作成に２年から数年かかるなど、工業団地の開発に大幅な遅れが発生している。
【改正の必要性】都道府県が実施計画を策定する場合や市町村からの協議に応じようとする場合には、関係市町村や関係部局との
間で十分に調整を行っていることや地方の状況については地元自治体が最も熟知していることなどから、農工法の趣旨を踏まえ、
迅速な処理を図るうえでも、事実上の協議となっている国との連絡調整通知は廃止すること。

６【厚生労働省（８）】【農林水産省（11）】【経済産業省（７）】【国土交通省（13）】
農村地域工業等導入促進法（昭46法112）（厚生労働省、経済産業省及び国土
交通省と共管）
（ⅰ）都道府県が、農村地域工業等導入実施計画を策定又は変更する場合（５条
１項）及び市町村が策定又は変更する当該計画について協議に応じようとする場
合（５条９項）、「農村地域工業等導入促進法の運用について」（昭63農林水産省
構造改善局、昭63通商産業省立地公害局、昭63労働省職業安定局、昭63運輸
省貨物流通局）において、あらかじめ地方農政局、経済産業局、都道府県労働
局、地方運輸局等と十分連絡調整を行うこと等とされている事項については、廃
止する。

H26 14 02_農業・農地 一般市 燕市 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

農地法第４条第３項・第５条第３項 農地の転用に係る都道府県
農業会議への諮問の廃止

農地の転用の際に必要となる都道府県農業会議への諮問を廃
止する。

①許可に際しては、県農業会議への意見聴取が義務化されている。しかし、同会議は月１回しか開催されていないことから、申請か
ら許可までに要する期間が係りすぎるため、申請に対し「迅速な事務処理」の支障となっている。

②同会議は、各農業委員会等からの大量の案件を短時間で処理するため、会議は実質的には形式化しており、地域の実情を踏ま
え検討されている点で、農業委員会の審査だけで十分であると考える。
　
申請から許可までの時間が短縮され、住民に対するサービスの向上が図られ、更には事務量の削減に繋げられることから、農地転
用の際に必要となる県農業会議への諮問を廃止していただきたい。
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H26 15 11_その他 一般市 燕市 法務省 B　地方に対す
る規制緩和

人権擁護委員法第6条第3項 人権擁護委員推薦の議会諮
問の廃止

人権擁護委員候補者の推薦に当たり、議会の意見を聞く義務付
けを廃止する。

人権擁護委員の推薦には、人選、推薦日程等かなりの労力を要している。
委員の再任、新任とも適任者と思って推薦したくともなかなか了解を得られないこともあり、かなりの日程が必要である。併せて、議会
に承認を得るためには任期満了の半年以上も前から選任の作業にかかり、議会提案のための議案作成が必要になることから、この
承認手続きにかかる作業を少しでも省略することができれば、本人の了承を得たのちすぐに法務大臣への推薦が可能となり、手続
き的に負担が軽減される。また、議会提案では承認されなかったことはないため問題ないと考える。

６【法務省】
（２）人権擁護委員法（昭24法139）
人権擁護委員の推薦（６条３項）については、事務の効率化に資する観点から、
市町村議会への意見聴取を推薦の都度行うのではなく、市町村の実情に応じ
て、一定期間に推薦されることが予定されている委員候補者について一括して意
見を聞くことも可能である旨、市町村に周知する。

H26 17 02_農業・農地 一般市 飯田市 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

農業振興地域の整備に関する法律
第８条

農業振興地域の整備に関す
る法律に基づいた市町村計
画のうち、農用地区域の設
定・変更については、都道府
県知事の同意を不要とする

① 現行では、定住促進のための住宅をはじめ地域振興や住民
福祉のための公共施設の建設にあたっては、農振除外審査及び
許可と、農地転用の審査と許可が必要であり、例外規定により開
発相当と判断されるまで１年ほどの期間が必要となる。
②地域事情を把握している市町村が主体となって、定住促進や
安心して暮らせる環境づくり等住民福祉の向上を進めるため、農
用地区域の設定や変更については、都道府県知事の同意を不
要とする。

・支障となる手続きの現状と事例
開発を進める場合、農振除外の申し出の審査対象には建物の平面図、立面図を整えることが必要になる。土地収用法に基づく開
発計画でない限り、市町村の開発であっても同様の手続きが必要である。建設に至るまでには、農振除外の審査及び許可と農地転
用の審査及び許可の手続きが必要であり、例外規定である宅地開発相当と判断されるまでに、最短でも１年程度の期間が必要にな
るため、定住希望者が計画を断念するケースがある。

・迅速な事業推進の必要性
定住促進のための住宅や福祉施設等の整備により地域の活力維持と暮らしやすい環境づくりを進める必要があり、地域事情を把握
している基礎自治体である市町村は、国・県と協力して優良農地の確保や保全・維持に努めつつ、迅速な事業推進を図っていく必
要がある。

・地域の実情を踏まえた必要性
特に、中山間地域等では営農活動の条件が不利な農地が多く、過疎化による担い手不足、鳥獣害等による農作物被害、農業経営
の不安等による離農が多い。農地の条件不利な地域では、農業収入による生計は非常に困難であり、中山間地域の危機的な状況
を打開していくため、特に若年層の後継者、定住者の確保のためには、就業の場と住居を確保をすることを第一に検討すべきであ
る。若い定住者が将来的には、地域コミュニティの中心となり、農業の担い手となっていくことが期待できるものと考える。

・以上の理由により、農用地区域の設定や変更については、都道府県知事の同意を不要とする。

H26 18 09_土木・建築 一般市 狛江市 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

建築基準法第49条第２項
都市計画法第８条

特別用途地区の指定に係る
国の承認の報告化

用途地域等の制限緩和する場合、現状国の承認が必要な手続
きであるが、特別用途地区の指定について国への報告とすること
で、市の土地利用を有効活用できるようにする。

【制度改正の必要性】
市内において特別用途地区の手法を活用し、土地を有効に活用していきたいと考えている。
狛江市の玄関口である狛江駅北口は、再開発事業により駅前広場など整備されているが、南口については基盤の整備も進んでい
ない。
狛江駅の再開発事業を検討する中で、様々な手法が考えられる。都市計画事業として開発を行うことも１つであるが、住民発意によ
る地区計画の設定や特別用途地区を設定し商店を呼び込み、狛江独自のまちづくりを推進することもできると考えている。

【制度改正の内容】
建築基準法第49条第２項の国土交通大臣の承認を規制緩和をしていただき報告とすることで、手続きの時間を短縮し、地元住民と
の調整など市民との協働の時間に活用したい。

６　【国土交通省】
（１）建築基準法（昭25法201）
（ⅶ）以下に掲げる事務については、事務の迅速かつ円滑な執行に資するため、
国土交通大臣が認めた具体的な事例に関して、地方公共団体に情報提供を行
う。
・特別用途地区内における地方公共団体の条例による建築基準法の制限緩
和（49条２項）
・地区計画等の目的を達成するために行う市町村の条例による建築基準法
の制限緩和（68条の２第５項）
・伝統的建造物群保存地区内における市町村の条例による建築基準法の制
限緩和（85条の３）

H26 ４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国と地方の役
割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕組みの充実を図るととも
に、農地転用に係る事務・権限について、地方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条の２第１項）
を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の設定基準案に加え、国の
目標面積案について、都道府県知事の意見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及び都道府県の
目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定
するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と協議する場（協議の場）を
設けることとする。協議の場の議事等については、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案及び都道府県
の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違がある場合には、その要因
分析等を行い、施策効果の見込み方等について協議する。これらの過程を通じ
て、国と地方が十分な議論を行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び
都道府県の目標面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日地方六団体）
において提案されている「農地の総量確保の目標管理」の仕組みに係る実効性を
検証することとし、今後の制度設計の議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置については、別紙を
基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法附則２項）につ
いては、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農林水産大臣
との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指定市町村にあっては、当
該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確保する目標
を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣が指定する市町村（指
定市町村）の長については、都道府県知事と同様の権限を有するものとして、農
地転用に係る事務・権限を移譲する。あわせて、農用地区域内における開発許
可（農振法15条の２）に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項及び５条３
項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せて検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏まえ、必要に
応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るとともに、農地転用許可等に係
る事例集を作成するなど地方公共団体における農地転用許可制度等の適正な
運用の確保に資するよう必要な支援を行うものとする。

・支障となる手続きの現状と事例
開発計画を進めるためには、農用地区域からの除外（以下「農振除外」と標記。）の許可を受け、その後農地転用の手続きを進める
こととなることから、農地転用が許可される見込みがない事案については農振除外の手続きが進められない。そのため、農振除外が
必要な大規模な開発については、国、県との事前協議を行い、除外相当と認められた後に農振除外の申請を行うこととなる。国との
協議は非常に長期間を要するため、開発計画の速やかな推進は困難である。

・迅速な事業推進の必要性
農家の後継者の住宅整備等小規模な開発に伴う転用についても、農振除外の手続きにおいて県との協議に相当な時間を要し、後
継者の定住に支障がある。

・地域の実情を踏まえた必要性
農地転用許可は、農用地区域の設定とともに優良農地を守る制度であると同時に、土地利用行政の一角を占める制度である。地
域事情を把握している基礎自治体が、土地利用行政を総合的に担っていく必要があるという観点から、市町村に許可権限を移譲す
べきである。

①農地転用許可については、大臣許可・協議等の事務処理に多
大な時間や手間を要し、迅速性に欠けるため支障があり、地域事
情を把握している市町村に権限を移譲すべきである。総合的な
土地利用行政を担う観点から、基礎自治体である市町村に権限
を移譲すべきである。
②現行の許可権限は、面積４ha超の農地にあっては「国（農林水
産大臣）」、４ha以下２ha超は、国の事前協議に基づいて「都道府
県知事」、２ha以下は「都道府県知事」（権限移譲を受けた市町
村は除く。）にある。これらすべての許可権者を「市町村へ移行」
する。

農地転用許可権限の移譲農地法第４条及び第５条A　権限移譲農林水産省飯田市一般市02_農業・農地16
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H26 19 04_雇用・労働 都道府県 愛知県 厚生労働省 A　権限移譲 職業安定法第5条第3号
厚生労働省組織規則第762条

ハローワークの全面移管 全てのハローワーク（公共職業安定所）及び都道府県労働局の
職業安定部（ハローワーク業務の統括部門）の事務・権限の都道
府県への移譲

【制度改正の必要性】
職業安定法の目的（第１条）を一層推進するためには、産業振興、人材育成、福祉など、地域の実情に応じた取組を推進している
都道府県自身が、それらの施策と連携しつつ雇用施策を運用することが効果的である。例えば、愛知県においては、県で造成した
「産業空洞化対策減税基金」を活用した企業誘致や、「アジアNo1航空宇宙産業クラスター形成特区」など、産業政策とリンクした積
極的な職業紹介等を一体的に実行することで、雇用政策をより効果的に推進できる。また、労働局は都道府県単位で設置されてお
り、ハローワークは受け皿の問題がなく、すぐに地方移管が可能。
【現行制度の支障事例】
国は、H25年12月の閣議決定で、現行制度上の取組（一体的実施、求人情報のオンライン提供等）を積極的に進めるとしているが、
これらに県が別途人員・予算を措置することで、二重行政が生じる懸念がある。
【懸念の解消策】
①雇用保険との財政責任と運営責任の不一致については、国が示す基準のもと、都道府県がこれまでと同様に執行することは可
能。
②職業紹介の全国ネットワークの維持は、国が全体のネットワークを維持し、都道府県は一定のセキュリティーの基でアクセス許可
を受けることで可能。
③全国一斉の雇用対策は、都道府県と厚生労働省との連絡調整により一体的実施は十分可能。
④ILO条約については、国が統一基準のもと、地方への地方自治法に基づく助言・勧告、是正指示を行い条約の趣旨を満たすこと
は可能。

４【厚生労働省】
（１）職業安定法（昭22法141）及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派
遣労働者の保護等に関する法律（昭60法88）
公共職業安定所（ハローワーク）が行う無料職業紹介事業、地方公共団体が行う
無料職業紹介事業の指導監督並びに国以外の者が行う職業紹介、労働者の募
集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の指導監督については、以下の方向
性により見直す。
（ⅰ）国と地方公共団体が同一施設内で国の無料職業紹介事業と地方公共団体
の業務を一体的に実施する取組（一体的実施）、「ハローワーク特区」の取組、ハ
ローワークの求人情報を地方公共団体にオンラインで提供する取組など、ハロー
ワークと地方公共団体との一層の連携強化の取組を通じ、地方公共団体と一体と
なった雇用対策をこれまで以上に推進する。
（ⅱ）以上の取組の成果と課題を検証し、その結果等を踏まえ、これらの事務・権
限の移譲等について、引き続き検討・調整を進める。その際には、ＩＬＯ第88号条
約との整合性、都道府県を越えた職業紹介の適切な実施、雇用対策における機
動性の担保、保険者の変更等雇用保険財政の根本に関わる議論等に留意す
る。
（ⅲ）地方公共団体が行う無料職業紹介事業について、民間とは明確に異なる公
的性格を持つものであり、国に準ずるものとして法律上位置付けるなどの措置を
講ずる。
（ⅳ）ハローワークの求職情報を地方公共団体に提供する取組を、平成27年度か
ら開始する。

H26 21 06_環境・衛生 都道府県 愛知県 厚生労働省 A　権限移譲 水道法施行令第14条第1項 水道事業（給水人口５万人
超）の認可・指導監督権限の
移譲

給水人口５万人超の水道事業への認可及び指導監督事務は、
厚生労働大臣の権限とされているが、これを全て都道府県知事
に移譲すべき。

【支障事例】
水源の公正な配分、合理的配置等を考慮した水道事業の統合等による水道施設整備の要請が高まる中で、給水人口５万人を超え
る水道事業者に対して県の権限が及ばないことは、県が水道事業の統合等を視野に入れた働きかけを行う上で支障となっている。
【制度改正の必要性】
移譲を進めることにより、広域化の推進、事業者の利便性の向上、及び事業者に対する都道府県による迅速かつきめ細やかな指
導・監督の実施が期待される。
【愛知県内の水道事業者の認可権限について】（平成２６年４月１日現在）
大臣認可水道事業者　　３２事業体
県認可水道事業者　　１１事業体（簡易水道事業除く）

４【厚生労働省】
（７）水道法（昭32法177）
以下に掲げる事務・権限（厚生労働省の所管に係るものに限る。）については、広
域化等を推進する水道事業基盤強化計画（仮称）を策定した上で、業務の監視
体制を十分に整える都道府県であって、当該事務・権限の移譲を希望するものに
対し、都道府県内で水利調整が完結する水道事業等（都道府県が経営主体であ
るものを除く。）を対象に移譲する。
なお、都道府県内で水利調整が完結しない水道用水供給事業から受水する水道
事業については、当該水道用水供給事業との事業統合を行うことを上記計画に
盛り込んだ場合には移譲対象とする。
（以下一部抜粋）
・水道事業の認可（６条１項）
・水道用水供給事業の認可（26条）
・水道事業及び水道用水供給事業に係る報告の徴収及び立入検査（39条１項）

H26 22 07_産業振興 都道府県 愛知県 経済産業省 A　権限移譲 新産業集積創出基盤構築支援事
業委託要綱

産業クラスターの支援に関す
る事務の都道府県への移譲

「新産業集積創出基盤構築支援事業」の委託先の選定事務等の
権限及び財源の移譲

【制度改正の必要性】
次世代成長産業の育成・振興施策、地域産業の振興については、一定の集積地域が存在する地点を中核として実施する必要があ
ることから、全国的な視点が必要であるとしても、地方が実施することが必要である。よって、産業クラスター集積促進の事業につい
ては、自由度を高めて都道府県に移譲すべきである。

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国と地方の役
割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕組みの充実を図るととも
に、農地転用に係る事務・権限について、地方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条の２第１項）
を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の設定基準案に加え、国の
目標面積案について、都道府県知事の意見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及び都道府県の
目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定
するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と協議する場（協議の場）を
設けることとする。協議の場の議事等については、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案及び都道府県
の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違がある場合には、その要因
分析等を行い、施策効果の見込み方等について協議する。これらの過程を通じ
て、国と地方が十分な議論を行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び
都道府県の目標面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日地方六団体）
において提案されている「農地の総量確保の目標管理」の仕組みに係る実効性を
検証することとし、今後の制度設計の議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置については、別紙を
基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法附則２項）につ
いては、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農林水産大臣
との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指定市町村にあっては、当
該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確保する目標
を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣が指定する市町村（指
定市町村）の長については、都道府県知事と同様の権限を有するものとして、農
地転用に係る事務・権限を移譲する。あわせて、農用地区域内における開発許
可（農振法15条の２）に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項及び５条３
項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せて検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏まえ、必要に
応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るとともに、農地転用許可等に係
る事例集を作成するなど地方公共団体における農地転用許可制度等の適正な
運用の確保に資するよう必要な支援を行うものとする。

【制度改正の必要性】
農地転用に関する事務は法令に則って実施されていることから、地域の実情に精通した地方が大規模農地の転用に関する事務を
執行しても、無秩序な開発を招くとは考えにくい。国の許可権限の地方への移譲や協議を廃止することで、審査期間の短縮が図ら
れることを考慮すると地方で行う方が効果的な事務ができる。

農地の転用（4ha超）に関する許可権限を都道府県知事に移譲す
る。

農地転用許可（4ha超）権限
の移譲

農地法4条1項、5条1項A　権限移譲農林水産省愛知県都道府県02_農業・農地20H26



年
年度別
管理番

号
分野

提案団体の
属性

提案
団体

関係府省
提案
区分

根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 23 07_産業振興 都道府県 愛知県 経済産業省 対象外 なし 情報処理の促進に関する業
務の都道府県への移譲

地域の中小企業等によるITを利活用して経営革新、生産性向上
を図るための取組に対する支援事務の権限移譲

【制度改正の必要性】
IT総合戦略本部の戦略である世界最先端IT国家創造宣言において、基盤構築に係る部分は全国的な視点で行うことが必要と認
識するが、地方の中小企業等へのIT利活用促進の取組に関しては、基盤構築ではなく利用であるため、地域ごとに地場産業のカ
テゴリーが異なるなど、それぞれに特化した施策が必要と考える。例えば製造業においても輸送機器が盛んな地域においては機械
系の設計ツールやそれを連携したシステムの活用が必要であり、観光業に力を入れたい地域においては地域資源を広く周知する
ためのツールやシステムの活用が必要となる。ゆえに、地域の実情に精通した地方自治体が最適なIT利活用となるよう施策を行う
べきである。

H26 24 07_産業振興 都道府県 愛知県 経済産業省 A　権限移譲 中小企業のものづくり基盤技術の
高度化に関する法律第4条、第5条
戦略的基盤技術高度化支援事業
公募要領・交付金交付要綱

ものづくり高度化支援に関す
る事務の都道府県への移譲

研究開発計画の認定業務（申請受付、認定、計画変更対応等）
「戦略的基盤技術高度化支援事業」執行業務（公募／採択、契
約、事業管理、確定等）
「戦略的基盤技術高度化支援事業」等のフォローアップ及び成
果普及
地域中小企業者及び関係者を対象とした「中小ものづくり高度化
法」や「戦略的基盤技術高度化支援事業」への改善要望受付や
相談業務 等の権限移譲

【制度改正の必要性】
平成26年2月には、最新技術の動向を踏まえ、健康・医療、環境・エネルギーなど需要側産業の視点に立った「特定ものづくり基盤
技術高度化指針」に改正されたところであるが、地場産業振興、地域資源の活用など、地域振興の視点が欠けている。そこで、中
小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律の目的に「地域振興」を加え、都道府県に権限を移譲して、地域のニーズに
合った事業を実施すべきである。

４【経済産業省】
（14）中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律（平18法33）
法４条３項に基づき認定された特定研究開発等計画に基づく特定研究開発等に
対する補助等（戦略的基盤技術高度化支援事業）については、国と都道府県の
連携強化を図るため、都道府県における相談事務の強化を目的とした公募前の
情報提供及び意見交換を行うとともに、都道府県に対し、交付決定等に係る情報
提供を行う。

H26 25 07_産業振興 都道府県 愛知県 経済産業省 A　権限移譲 中小企業の新たな事業活動の促進
に関する法律第11条、第12条
中小企業・小規模事業者連携促進
支援補助金（新連携支援事業）要
綱

新連携支援に関する事務の
都道府県への移譲

地域における関係機関との案件発掘等に係る調整
新事業活動促進法による事業計画認定・承認に係る事務
補助金の交付・確定に係る事務の権限移譲

【制度改正の必要性】
事業の目的が、分野を異にする事業者が有機的に連携し、その経営資源を有効に組み合わせて、新事業活動を行うことにより新た
な事業分野の開拓を図ることであることから、地方が地域の中小企業のニーズに基づくきめ細かい支援を行うことが必要である。全
国的な視点があるとしても地域振興に関するものであることから、自由度を高めて都道府県に交付すべきである。

４【経済産業省】
（10）中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律（平11法18）
（ⅱ）異分野連携新事業分野開拓計画の認定（11条１項）については、国と都道
府県の連携強化を図るため、都道府県に対し、事業実施主体から提出された当
該計画の認定に関する情報提供を行う。

H26 26 07_産業振興 都道府県 愛知県 経済産業省 A　権限移譲 中小企業地域資源活用促進法第6
条、第7条
小規模事業者等JAPANブランド育
成・地域産業資源活用支援補助金
（地域産業資源活用支援事業）交
付要綱

地域産業資源活用事業計画
の認定権限等の都道府県へ
の移譲

地域における関係機関との案件発掘に係る調整
地域資源活用促進法による事業計画認定に係る事務
補助金の交付・確定に係る事務の権限移譲

【制度改正の必要性】
事業目的は、中小企業が、地域固有の産業資源を活用し、新事業展開を図ることを支援するものであるので、地方が地域資源の
指定から事業計画の認定まで地域の中小企業のニーズの基づくきめ細かい支援を行うことが必要である。全国的な視点があるとし
ても地域振興に関するものであるから、自由度を高めて都道府県に交付すべきである。

４【経済産業省】
（15）中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律（平
19法39）
（ⅰ）地域産業資源活用事業計画の認定（６条１項）については、国と都道府県の
連携強化を図るため、都道府県に対し、事業実施主体から提出された地域産業
資源活用事業計画に係る情報提供を、原則として経済産業局に事前相談があっ
た段階で行うとともに、各経済産業局が設置している評価委員会に関係都道府県
が構成員として参画し、認定の判断に主体的に関与できることなどを、平成26年
度中に通知する。その上で、都道府県への権限移譲については、平成29年度ま
での法施行状況を検証し、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
（ⅱ）地域産業資源活用事業計画の認定事業者に対する補助（地域産業資源活
用支援事業）については、国と都道府県の連携強化を図るため、都道府県に対
し、支援要件等の公募に関する情報提供を行う。あわせて、都道府県が自ら支援
を行う案件を優先的に採択するなどの措置を講ずる。

H26 27 07_産業振興 都道府県 愛知県 経済産業省、農林
水産省

A　権限移譲 中小企業者と農林漁業者との連携
による事業活動の促進に関する法
律第4条、第5条
中小企業・小規模事業者連携促進
支援補助金　農商工等連携対策支
援事業要綱

農商工連携に関する事務の
都道府県への移譲

地域における関係機関との案件発掘等に係る調整
農商工等連携促進法による事業計画認定・承認に係る事務
補助金の交付・確定に係る事務の権限移譲

【制度改正の必要性】
事業の目的が、農林漁業者と商工業者等が通常の商取引関係を超えて協力し、お互いの強みを活かして新商品・新サービスの開
発、生産等を行い、需要の開拓を行うことであることから、地方が地域の中小企業のニーズに基づくきめ細かい支援を行うことが必
要である。全国的な視点があるとしても地域振興に関するものであることから、自由度を高めて都道府県に交付すべきである。

［再掲］
４【農林水産省（９）】【経済産業省（18）】
中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律（平20法
38）（農林水産省と共管）［再掲］
（ⅰ）農商工等連携事業計画の認定（４条１項）については、都道府県に対し、事
業実施主体から提出された当該計画の認定に関する情報提供を行うとともに、法
認定取得後の事業化状況について都道府県と連携して事業化に向けた指導及
び助言を行うなど、都道府県との連携強化を図る。
（ⅱ）農商工等連携事業計画の認定事業者に対する補助（農商工等連携対策支
援事業）については、国と都道府県の連携強化を図るため、都道府県に対し、支
援要件等の公募に関する情報提供を行う。

H26 28 07_産業振興 都道府県 愛知県 経済産業省（中小
企業庁）

A　権限移譲 産業競争力強化法第127条、第128
条

中小企業再生支援に関する
事務等の都道府県への移譲

支援業務を行う認定支援機関（中小企業再生支援協議会等）の
業務運営の適正化や監督業務の権限移譲

【制度改正の必要性】
25年3月の中小企業金融円滑化法の終了を踏まえ、今後、地域における中小企業の経営改善・事業再生・業種転換等の支援の重
要性が高まるものと考えており、地方自治体に権限移譲することで、より一層実効性のある施策展開が図られるため。（ただし財源付
与を条件とする）
また、下記の理由等から２５年６月の全国知事会でも地方自治体への移譲を求めている。
「国の支援基準に沿って再生支援を行うことから地域ごとに異なる運用となる余地はほとんどないこと」、「知見の集約や情報共有は
国でなくても十分可能であること」、「債権者として直接貸付や債務保証をしていることから債権放棄には利益相反を生じることにもな
るが、債権放棄は適正な手続きがあれば地方自治体としても対応せざるを得ず、地方自治体が行う認定支援機関の認定や監督に
は影響がないこと」
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H26 29 07_産業振興 都道府県 愛知県 経済産業省 A　権限移譲 商店街の活性化のための地域住民
の需要に応じた事業活動の促進に
関する法律
第4条から第7条及び第12条、第13
条
地域商業自立促進事業要綱

地域商店街活性化に関する
事務の都道府県への移譲

「地域商店街活性化に関する法律」の業務のうち、「地域コミュニ
ティの担い手」として行う、
「商店街活性化や支援に関する事務」の権限移譲

【制度改正の必要性】
本県は毎年１８０近い商店街等に対して各種支援を行い、商店街等の現状を熟知している。本県が当該事務の実施主体となること
により、県の持つ情報やネットワークを活用した円滑で効果的な事業計画及び執行を行うことができる。

４【経済産業省】
（19）商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関す
る法律（平21法80）
（ⅰ）商店街活性化事業計画の認定（４条１項）及び商店街活性化支援事業計画
の認定（６条１項）については、国と都道府県の連携強化を図るため、都道府県に
対し、事業実施主体から提出された当該計画に係る情報提供を、原則として経済
産業局に事前相談があった段階で行うとともに、意見聴取を行う。
（ⅱ）商店街活性化に対する補助（地域商業自立促進事業）については、国と都
道府県の連携強化を図るため、都道府県に対し、支援要件等の公募に関する情
報提供を行う。あわせて、事業への地方公共団体による関与の強い案件を優先
的に採択するなどの措置を講ずる。

H26 30 07_産業振興 都道府県 愛知県 経済産業省 A　権限移譲 小規模事業者等JAPANブランド育
成・地域産業資源活用支援補助金
（地域産業資源活用支援事業）交
付要綱

ＪＡＰＡＮブランド育成支援事
業の事務の都道府県への移
譲

地域における関係機関との案件発掘等に係る調整
補助金の交付・確定に係る事務の権限移譲

【制度改正の必要性】
事業の目的が、複数の中小企業等が連携して、世界に通用するブランド力の確立を目指す取組みに要する経費の一部を補助する
ことにより、地域中小企業の海外販路の拡大を図るとともに、地域経済の活性化及び地域中小企業の振興に寄与することであること
から、地方が地域の中小企業のニーズに基づくきめ細かい支援を行うことが必要である。全国的な視点があるとしても地域振興に関
するものであることから、自由度を高めて都道府県に交付すべきである。

４【経済産業省】
（23）ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業
国と都道府県の連携強化を図るため、都道府県に対し、事業実施主体から提出
された補助金事業計画に係る情報提供を行うとともに、当該計画について意見聴
取を行う。

H26 31 07_産業振興 都道府県 愛知県 経済産業省 A　権限移譲 中心市街地活性化に関する法律第
40条、第41条
中心市街地再興戦略事業費補助
金交付要綱

中心市街地の活性化に関す
る事務の都道府県への移譲

「中心市街地の活性化に関する法律」の業務のうち、「特定民間
中心市街地活性化事業計画の認定事務」と「中心市街地再興戦
略事業費補助金」の交付事務の権限移譲

【制度改正の必要性】
特定民間中心市街地活性化事業計画の認定事務については、法に規定する基本計画はすでに国が認定済みであり、特定民間中
心市街地活性化事業計画の認定はその事業計画の範囲内であるから地方に任せるべきである。これまでのところ支障となる具体的
事例はないが、法改正が実施されたことにより基本計画策定件数が増加することも想定されるため、都道府県による地域の実情に
応じた事務処理がより効率的である。また、事業者への利便性の確保や迅速な事業執行の確保の観点から、市町村の現場に近い
都道府県が認定を行うことが適当かつ効果的と考える。
他方、国認定基本計画に位置づけられた個別事業については、都道府県が地域の実情に応じて補助スキームを定め、財政支援
することがより効果的である。そして、中心市街地再興戦略事業費補助金の交付事務は、地域の実情に応じた視点が必要であり、
市町村の基本計画を存知し、市町村及び地域と緊密に連携する都道府県での実施が効率的である。
具体的な実施方法は、財源移譲を受けた上で、都道府県の単独補助事業として実施する。すなわち、都道府県が個別事業計画を
認定し、市町村と一体となった財政支援を実施する。また、都道府県は市町村に対して補助を行う。（間接補助を想定）

４【経済産業省】
（８）中心市街地の活性化に関する法律（平10法92）（内閣官房と共管）
民間事業者等が特定民間中心市街地活性化事業計画や中心市街地活性化に
対する補助（中心市街地再興戦略事業費補助金）等を活用する際に、都道府県
に対する事前の情報提供や都道府県としての意見表明など積極的な関与を促す
ため、中心市街地活性化協議会に都道府県が参加することが可能であることに
ついて、地方公共団体に周知する。

H26 32 07_産業振興 都道府県 愛知県 経済産業省 A　権限移譲 対内投資等地域活性化立地推進
事業費補助金要綱

企業立地促進に関する事務
の都道府県への移譲

企業立地促進に関する補助金等の権限移譲 【制度改正の必要性】
企業立地促進に関する事務については、国際競争力を有する企業を中核として産学官連携による産業集積の形成及び活性化に
向けた取組を行っており、全国的な視点があるとしても、地域の強みを活かすことにより当該地域から我が国全体の産業競争力強
化に資する産業発展が期待できることから、自由度を高めて、都道府県に企業立地促進に関する補助金（対内投資等地域活性化
立地推進事業費補助金）等の権限移譲及びそれに伴う財源の交付をすべき。

４【経済産業省】
（16）企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関す
る法律（平19法40）
法５条５項に基づき同意された基本計画に基づく事業に係る施設等整備に対す
る補助については、国と都道府県の連携強化を図るため、採択に当たって関係
地方公共団体の意見を踏まえることを公募要領に明記するなど、地方公共団体と
の連携がより強化される仕組みを構築する。

H26 33 09_土木・建築 都道府県 愛知県 内閣府、国土交通
省

対象外 道路法施行規則
（一般国道の指定区間を指定する
政令 の制定又は改廃の立案の基
準）
第1条の2

直轄道路の事務・権限の移
譲

平成25年12月の「事務・権限の移譲等に関する見直し方針（閣議
決定）」に基づき、直轄道路の事務・権限の移譲、及び直轄事業
のあり方について、適切な見直しを行うこと。

【制度改正の必要性】
直轄道路の移譲に伴う財源措置について、所要の法整備を行った上で確実に措置するとともに、個別協議において合意に至らな
かった路線についても、引き続き移管に向けた検討を進められたい。
なお、国と地方の役割分担や社会資本を巡る状況変化を踏まえ、国際拠点空港と高規格幹線道路を直結する道路（西知多道路）
など、直轄事業のあり方についても、適切な見直しを行われたい。

H26 34 10_運輸・交通 都道府県 愛知県 国土交通省 A　権限移譲 道路運送法4条、9条、11条等
地域公共交通確保維持改善事業
費補助金交付要綱第2編第1章に
係る補助金

旅客自動車運送事業（バス・
タクシー事業）の許認可等の
地方運輸局から都道府県へ
の移譲
地域公共交通確保維持改善
事業費補助金（バス路線維
持に限る）による助成事務の
地方運輸局から都道府県へ
の移譲

旅客自動車運送事業に関する許認可等の事務・権限及び地域
公共交通確保維持改善事業費補助金（バス路線維持に限る）に
よる自動車運送事業に対する助成について、地方運輸局から都
道府県に移譲する。

【制度改正の必要性】
バス事業の許認可事務及びバス路線の維持に係る助成措置・運用の基準算定は国がその役割を担っており、具体の事務は地方
運輸局において処理されている。地域住民の足を確保するためのバス路線の確保について、地方の実情に応じた運行維持対策を
講じるためには、本来地方がその役割を果たすべきであると考えられ、そのために必要な権限と財源を一括して県に移譲すべきで
ある。
なお、移譲にあたっては、地域の交通ネットワークの形成に関する主体的な取組を可能とするよう自動車運送事業に対する助成も
含めて、自治体、事業者等地域の関係者の適切な役割分担の下で、その実効性を高める新たな制度的枠組の構築をした上で、権
限の移譲を行うこと。また、運送事業の許認可等は、法的に様々なケースが想定され専門的な知識や経験を有する職員の育成を
する必要があることから、移譲にあたっては、ノウハウの継承、人材育成支援など人的支援の円滑な業務移譲のため必要な財源措
置等を確実に講じていただきたい。

４【国土交通省】
（７）地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平19法59）及び道路運送法
（昭26法183）
平成26年11月20日に施行された地域公共交通の活性化及び再生に関する法律
の一部を改正する法律（平26法41）により、地方公共団体が先頭に立って、まち
づくりと連携して、持続可能な公共交通ネットワークを実現するための新たな枠組
みが整備されたことを踏まえ、地域公共交通網形成計画等を作成する意欲のあ
る地方公共団体に対し、計画作成のノウハウや知識・データを提供し、個別に相
談に対応するなど、地域の取組の効果が十分発揮されるよう、環境整備を進め
る。
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H26 35 01_土地利用（農
地除く）

都道府県 愛知県 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

国土利用計画法第9条第1項 土地利用基本計画の策定義
務の廃止

都道府県に対する土地利用基本計画の策定の義務付けを廃止
する。

【制度改正の必要性】
土地利用基本計画は、五地域の範囲を示した地形図（以下「計画図」という）と土地利用の調整に関する事項を示したもの（以下「計
画書」という）で構成されており、国土利用計画法（以下「法」という。）第９条第１項において、都道府県による策定が義務付けられて
いる。この土地利用基本計画は、国土利用計画（全国計画及び県計画）を基本とするとされており、計画書はその内容を反映させ
ているにすぎず、この点、国土利用計画があれば十分と言える。また、計画図については、個別規制法との一体性が確保されること
が重要とされているが、実態としては、個別規制法による地域・区域に合わたものにすぎないため、個別に計画図として作成する意
義は乏しい。このため、全国的にも「後追い計画」との批判が多い。
なお、本県では、個別の土地開発事業等に関する具体的な土地利用については、要綱設置した土地利用に関する庁内の会議（愛
知県土地対策会議）において、部局を跨って審議することにより、個別規正法の総合調整を図っており、土地利用基本計画によら
ず、個別規正法の総合調整機能を果たしている。
【支障事例】
以上のように、本県においては、土地利用基本計画を策定する意義は乏しいが、計画の策定及び変更、管理（審議会にかける必
要のない１ha未満の計画図変更についても、絶えず、個別規制法による諸計画に合わせて修正していかなければならず、修正件数
は年間100件以上ある。）にあたり、多大な事務量が生じている。

６【国土交通省】
（14）国土利用計画法（昭49法92）
（ⅰ）土地利用基本計画（９条）については、運用の実態を把握した上で論点を整
理し、必要な措置を講ずる。

H26 36 01_土地利用（農
地除く）

都道府県 愛知県 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

国土利用計画法
第39条第4項、第7項

土地利用審査会委員の任
命・解任に係る議会の同意
の廃止

実情に即した審議会運営を行うため、都道府県知事が行う土地
利用審査会委員の任命・解任に当たって、都道府県の議会の同
意を不要とする。

【制度改正の必要性】
土地利用審査会については、私人の土地取引を規制する権限を有し、国民の財産権の制約に関してきわめて大きな影響力を持つ
ため、その任命・解任については都道府県の議会の同意が必要とされている。しかしながら、実際に、土地取引に関して都道府県
知事の許可が必要となる規制区域については、制度創設以後、指定された区域は存在せず、議会同意を必要とする理由はない。
また、国土利用計画法と関連の深い、都市計画法に基づく「開発審査委員会」などにおいて、議会同意が義務付けられていないこ
とと比べると、他の審議会との均衡を失している。
【現行制度の支障事例】
議会同意に係る事務手続きは５カ月程度要し、長期間の事務処理負担を強いられる上、任期途中で欠員が生じた場合、議会同意
の制約により迅速な任命・解任が困難なため、審査会において適切な土地利用目的の審査ができず、地域住民の生活環境に悪影
響を及ぼすおそれがある。

６【国土交通省】
（14）国土利用計画法（昭49法92）
（ⅲ）土地利用審査会（39条10項）については、委員任期の延長や審査会開催方
法の簡素化など事務負担の軽減について、地方公共団体に情報提供を行う。

H26 37 01_土地利用（農
地除く）

都道府県 愛知県 農林水産省（林野
庁）

B　地方に対す
る規制緩和

森林法第６条第５項 地域森林計画に係る農林水
産大臣の協議、同意の廃止

都道府県が定める地域森林計画に係る農林水産大臣の協議、
同意を廃止すべき。

【制度改正の必要性】
森林法第６条第５項の規定による大臣協議、同意については、全国的な政策目標を定めている全国森林計画における伐採立木材
積、造林面積、間伐立木材積、保安林整備の計画量について、林野庁が算出した割当量を都道府県に強いるシステムとなってお
り、県が森林計画区の実情に基づく計画量を掲げることが困難となっている。協議については、技術的助言の機会として許容できる
が、同意規定については廃止すべきである。

４　【農林水産省】
（４）森林法（昭26法249）
（ⅰ）都道府県知事の地域森林計画に係る農林水産大臣への同意を要しない協
議（６条５項）に関し、当該計画の内容のうち、委託を受けて行う森林の施業又は
経営の実施、森林施業の共同化その他森林施業の合理化に関する事項（５条２
項５号の２）に係る協議については、見直す方向で検討し、森林・林業基本計画
の変更（森林・林業基本法（昭39法161）11条７項）に合わせて結論を得る。

02_農業・農地38H26 ４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国と地方の役
割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕組みの充実を図るととも
に、農地転用に係る事務・権限について、地方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条の２第１項）
を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の設定基準案に加え、国の
目標面積案について、都道府県知事の意見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及び都道府県の
目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定
するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と協議する場（協議の場）を
設けることとする。協議の場の議事等については、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案及び都道府県
の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違がある場合には、その要因
分析等を行い、施策効果の見込み方等について協議する。これらの過程を通じ
て、国と地方が十分な議論を行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び
都道府県の目標面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日地方六団体）
において提案されている「農地の総量確保の目標管理」の仕組みに係る実効性を
検証することとし、今後の制度設計の議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置については、別紙を
基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法附則２項）につ
いては、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農林水産大臣
との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指定市町村にあっては、当
該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確保する目標
を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣が指定する市町村（指
定市町村）の長については、都道府県知事と同様の権限を有するものとして、農
地転用に係る事務・権限を移譲する。あわせて、農用地区域内における開発許
可（農振法15条の２）に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項及び５条３
項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せて検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏まえ、必要に
応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るとともに、農地転用許可等に係
る事例集を作成するなど地方公共団体における農地転用許可制度等の適正な
運用の確保に資するよう必要な支援を行うものとする。

【支障事例】
法令に規定はないが、協議に先立つ事前相談が慣例となっており、その分、審査期間に遅れが生じている。
【制度改正の必要性】
農地転用に関する事務は法令に則って実施されていることから、地域の実情に精通した地方が大規模農地の転用に関する事務を
執行しても、無秩序な開発を招くとは考えにくい。国の許可権限の地方への移譲や協議を廃止することで、審査期間の短縮が図ら
れることを考慮すると地方で行う方が効果的な事務ができる。

同左2ha超4ha以下の農地転用許
可に係る農林水産大臣への
協議の廃止

農地法附則2項B　地方に対す
る規制緩和

農林水産省愛知県都道府県



年
年度別
管理番

号
分野

提案団体の
属性

提案
団体

関係府省
提案
区分

根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 40 02_農業・農地 都道府県 愛知県 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

農業振興地域の整備に関する法律
第３条第４号、地域資源を活用した
農林漁業者等による新事業の創出
等及び地域の農林水産物の利用
促進に関する法律第５条第８項

農家レストランの農用地区域
内設置の容認

収穫体験や農業体験により都市住民を集客する農産物の生産
施設に併設される農家レストラン等について、農振法の農業用施
設とし、農地法においても農地転用の許可相当とする。

【現状】
農家レストランは、農振法上の農業用施設として認められていないため、農振農用地区域内への設置ができず、収穫体験や農業体
験など、都市住民を集客する農産物の生産施設と併設し、同一敷地内で多様なサービスを展開する上で支障となっている。
【支障事例】
いちごの収穫体験（いちご狩り）を営んでいる農家が、利用者の増大に対応するため、新たに農用地区域内農地を借りて収穫体験
施設を増設することとした。その際、所得の拡大や利用者サービスの向上を図るべく、自家及び地域の農産物を用いた農家レストラ
ンを同一敷地内に併設しようとしたが、農家レストランは農業用施設に該当しないとして認められなかった。
【制度改正の必要性】
主として同一市町村内で生産される農畜産物又はそれを原材料として製造･加工したものの提供を行う農家レストランについては、
農業用施設とするよう要件を緩和することで、農業者が当該施設を農用地区域内に設置することが可能となる。これにより、農業者
等の所得向上および農業の6次産業化が推進される。

６　【農林水産省】
（９）農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
農家レストランの農用地区域内への設置については、事務・権限の移譲等に関す
る見直し方針について（平成25年12月20日閣議決定）に基づき、国家戦略特別
区域制度の下でその活用事例について、可能な限り速やかに効果を検証し、全
国に適用することを検討する。
　なお、地域再生法の一部を改正する法律（平26法128）において、農家レストラ
ンを含む六次産業化に資する施設等の整備について、農地法（昭27法229）及び
農業振興地域の整備に関する法律における農地転用許可及び農用地区域の変
更基準等の特例を措置したところであり、当該特例措置について、地方公共団体
に周知する。

H26 41 03_医療・福祉 都道府県 愛知県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

医療法第30条の４第２項、第５項、
第６項
医療法施行令第５条の２、第５条の
３
医療法施行規則第30条の30、第30
条の31、第30条の32
医療法第30条の４第２項第11号に
規定する療養病床及び一般病床に
係る基準病床数の算定に使用する
数値等（昭和61年厚生省告示第
165号）

基準病床数を算定する際の
加減算の容認

基準病床数の算定方法を都道府県独自の加減ができるようにす
る。

【現状】
基準病床数は全国一律の算定方法が定められており、基準病床数を超える地域では特殊な病床に該当する場合のみ、厚生労働
大臣に協議をした上で病床を整備できる。
【支障事例】
国が定める規制のため、高度医療を提供するための病床や、がん、緩和ケアに係る病床など地域に必要な病床が基準病床超過を
理由に整備困難となっている。
【制度改正の必要性】
医療法施行令第５条の２及び第５条の３における厚生労働大臣協議を廃止し、地域の実状に応じて都道府県が基準病床数を独自
に加減算可能とすることで、基準病床数を超えている地域でも、高度医療を提供するための病床や、がん、緩和ケアなど地域医療
のニーズに応じた病床を整備することが可能となり、地域住民の生命と安心の確保につながる。
なお、増床は無秩序な増床ではなく、医療従事者の偏在を招かない程度の地域に真に必要とされる最低限度の増床を想定してい
る。

６【厚生労働省】
（３）医療法（昭23法205）
（ⅰ）医療計画に定める基準病床数制度（30条の４第２項12号）については、都道
府県における地域医療構想の策定・運用状況を共有しつつ、今後の医療需要の
増大や地域ごとに異なる実情を踏まえた医療提供体制の在り方について検討を
進める。

H26 42 03_医療・福祉 都道府県 愛知県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

高齢者の医療の確保に関する法
律、第9条第1項、第11条第1項、第
12条第1項

都道府県医療費適正化計画
の策定義務の廃止

都道府県医療費適正化計画の策定義務及び当該計画に係る評
価（中間年度、最終年度）を廃止すべき。

【現状】
当該計画においては、「医療費適正化を推進することによる計画期間における医療に要する費用の見通しに関する事項」を定める
ことが義務付けられているが、その算定を都道府県が独自で行うことは技術的に困難であるため、国から提供される推計ツールによ
り一律に行われている。
【支障事例】
「医療費適正化を推進することによる計画期間における医療に要する費用の見通しに関する事項」の医療費の算定には、推計ツー
ルにおいて「メタボリックシンドローム該当者・予備軍の減少率」と「平均在院日数の短縮」に係る数値を用いる必要があり、したがっ
てこの２項目について計画において目標として記載せざるを得ない状況となっている。
また、医療に要する費用の見通しについては、厚生労働省から提供される各種データ、推計ツールを用いて算定していることから、
進捗状況について把握、管理することが現実的に不可能であり、義務化するまでの必要性は考えられない。

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国と地方の役
割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕組みの充実を図るととも
に、農地転用に係る事務・権限について、地方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条の２第１項）
を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の設定基準案に加え、国の
目標面積案について、都道府県知事の意見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及び都道府県の
目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定
するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と協議する場（協議の場）を
設けることとする。協議の場の議事等については、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案及び都道府県
の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違がある場合には、その要因
分析等を行い、施策効果の見込み方等について協議する。これらの過程を通じ
て、国と地方が十分な議論を行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び
都道府県の目標面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日地方六団体）
において提案されている「農地の総量確保の目標管理」の仕組みに係る実効性を
検証することとし、今後の制度設計の議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置については、別紙を
基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法附則２項）につ
いては、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農林水産大臣
との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指定市町村にあっては、当
該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確保する目標
を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣が指定する市町村（指
定市町村）の長については、都道府県知事と同様の権限を有するものとして、農
地転用に係る事務・権限を移譲する。あわせて、農用地区域内における開発許
可（農振法15条の２）に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項及び５条３
項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せて検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏まえ、必要に
応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るとともに、農地転用許可等に係
る事例集を作成するなど地方公共団体における農地転用許可制度等の適正な
運用の確保に資するよう必要な支援を行うものとする。

【支障事例】
平成22年の県基本方針の策定に際し、当初、県で算定した目標値は基準年比で98％であった。これは、農業県であると同時に工
業県でもある本県は都市と農村が近接しており、都市的土地需要が大変高い地域である等、本県の実情を踏まえた上で、政策努
力も加味して設定した数値である。
しかし、国は、基準年比102％と設定した国の目標を全国一律にあてはめようとし、102％ありきの議論に終始し、最終的に、当県の
実情にそぐわない100％という目標値とすることで、基本方針変更の同意が得られることとなった。
【制度改正の必要性】
平成22年の国の基本指針変更に伴う県の基本方針変更の際には、国の確保すべき農用地区域内農地面積の目標に沿うことを求
められ、県の実情にそぐわない目標面積とせざるを得なかった。地域の実情に即した、県の自主的・主体的な取組を阻害することの
ないよう、大臣協議、同意は廃止する。

都道府県が農業振興地域整備基本方針を定める際には、農振
法により、基本方針のうち「確保すべき農用地等の面積の目標そ
の他の農用地等の確保に関する事項」と「農業振興地域として指
定することを相当とする地域の位置及び規模に関する事項」につ
いては農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならないこ
とになっているが、この条項を廃止する。

農業振興地域整備基本方針
に係る農林水産大臣の協
議、同意の廃止

農業振興地域の整備に関する法律
第4条、第5条

B　地方に対す
る規制緩和

農林水産省愛知県都道府県02_農業・農地39H26
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地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 43 05_教育・文化 都道府県 愛知県 文部科学省 対象外 学校教育法
第108条
第122条
第132条

高等学校専攻科卒業生の大
学への編入学の制度化

高等学校専攻科卒業生の大学への編入学に係る法的制約を撤
廃すべき。

【制度改正の必要性】
産業の伝統を継承し、さらに発展させていくためには、専攻科でより高度な知識、技術・技能を身に付けた者が大学へ編入し、より
専門的に研究をすることのできる環境を整えることが不可欠である。

H26 44 05_教育・文化 都道府県 愛知県 文部科学省 B　地方に対す
る規制緩和

公立義務教育諸学校の学級編制
及び教職員定数の標準に関する法
律
第7条第2項、第15条
公立義務教育諸学校の学級編制
及び教職員定数の標準に関する法
律
施行令第2条、第5条

市町村立学校の教職員の加
配要件の見直し

市町村立学校の教職員の加配について、実態に即した配置が行
えるよう、加配要件の大括り化を行うべき。

【制度改正の必要性】
加配教職員定数は、施行令において加配要件が定められており、これに基づき加配要件ごとの定数が都道府県別に決められてい
る。しかしながら、学校が抱える課題は様々であり、課題解決に必要となる教職員定数は、市町村や都道府県など、地域によって大
きく変わるところであるが、加配要件ごとに定数が決められていることにより、必要な定数が措置できないものもある。
【支障事例】
例えば、少人数指導に係る加配定数は、ほぼ小中学校全校に配置できるものの、特別支援教育に関する定数等は必要数に満た
ないような場合、配分された加配定数全体の中で加配要件の枠を超え、より地域の実態に即して学校へ配置できるよう調整すること
ができない。また、近年課題となっている、通常学級に在籍する発達障害などの児童生徒への対応や、職務遂行能力を十分に発
揮できない職員（事務職員等）への対応など、既存の加配要件では対応が困難な課題も増加している。
【求める措置内容】
このようなことから、現行の加配要件に縛られずに、学校や市町村が抱える個々の課題に柔軟な対応ができるよう、加配要件の大括
り化が必要である。

H26 45 07_産業振興 都道府県 愛知県 経済産業省 B　地方に対す
る規制緩和

企業立地の促進等による地域にお
ける産業集積の形成及び活性化に
関する法律
第5条 第1項

企業立地促進法に基づく産
業集積の形成又は活性化に
関する基本的な計画に係る
国の同意協議の見直し

地域産業活性化協議会の関係法令に関わる地方支分部局への
意見聴取、協議内容の報告等による事務の迅速化

【支障事例】
国との協議や意見の調整に時間を要し、迅速な企業立地の支障となっている。
【制度改正の必要性】
地域の特性・強みを活かした企業立地を通じて地域産業の活性化を目指す法律の考え方によれば、都道府県と市町村等が協議し
て策定する「基本計画」に国の同意を義務付ける必要はない。

［再掲］
６【経済産業省】
（10）企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関す
る法律（平19法40）
基本計画及びその変更に係る同意（５条１項及び６条１項）については、同意を得
るまでの時間の短縮を図るため、事前審査・事前協議を原則行わないこととすると
ともに、法定協議に当たっての留意事項を取りまとめ、地方公共団体に情報提供
を行う。

H26 46 09_土木・建築 都道府県 愛知県 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

河川法
第79条第2項1号

二級河川の河川整備基本方
針等に係る国土交通大臣へ
の協議の廃止

県が管理している二級河川の河川整備基本方針及び河川整備
計画については、国土交通大臣の同意を要する協議が必要とさ
れているが、この協議を廃止することにより、円滑な事務手続の進
行を図る。

【現状】
二級河川の管理は知事が行うこととされており、この二級河川については河川整備基本方針を定めるとともに、当該基本方針に即し
て河川整備計画を定めなければならないこととされているが、基本方針等を定め、又は変更しようとする場合は、あらかじめ国土交
通大臣に協議してその同意を得なければならないこととされている。
【制度改正の必要性】
河川整備基本方針等は、その記載内容が法令に規定されていること（河川法施行令10条、10条の2、10条の3）に加え、学識経験者
の意見聴取（法16条の2第3項）、公聴会の開催（法16条の2第4項）、関係市町村長の意見聴取（法16条の2第5項・令10条の4第1
項）を経て、知事が河川管理者としての権限と責任において策定するものであって、その内容が、十分に地域の意向を反映するとと
もに専門的知見に裏付けられたものであることに鑑みれば、国の同意を必要とする現制度は、単に手続を迂遠なものとするのみなら
ず、県の自主性を阻害するものである。　県管理河川においては、延長や流域面積が小さい水系が数多く存在し、また事業の進捗
に応じ適宜変更が必要となる。実務においては、現在のところ１水系あたり３～４ヶ月程度の審査期間を要しているが、６ヶ月以上の
期間を要したものもあり、策定水系数が増えると、事前協議や審査に要する期間が長期化する懸念がある。
【求める措置内容】
県の主体的な判断と地域のニーズに対する迅速な対応を可能とするため、この同意を要する協議を廃止することとし、仮に国に対し
て何らかの情報提供が必要であるとしても、報告程度に留めるよう制度改正されたい。

６　【国土交通省】
（11）河川法（昭39法167）
（ⅱ）二級河川における河川整備基本方針又は河川整備計画を定め、又は変更
しようとする場合の国土交通大臣への同意を要する協議（79条２項）については、
当該協議の迅速化を図るため、技術的知見、先行事例等の情報提供を継続的
に行うなど、国と地方公共団体の連携強化を図る。

H26 47 10_運輸・交通 都道府県 愛知県 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

港湾法第2条第6項 港湾施設に係る国土交通大
臣認定の廃止

港湾区域と臨港地区を外れて整備される港湾施設において、国
が、港湾計画策定時又は補助採択時に建設を了承したものは大
臣の施設認定は適用除外とすべき。

【現状】
港湾施設は、港湾法第２条第５項の規定で、港湾区域（いわゆる水域）及び臨港地区内に存することが要件となっている。このた
め、同条第６項で、「港湾区域及び臨港地区内にないものについても、国土交通大臣が港湾管理者の申請によって認定したもの
は、港湾施設とみなす」と規定されている。（施設認定）
【支障事例について】
別紙のとおり
【制度改正の必要性】
港湾事業で設置する施設は港湾施設とみなされることが必要であるが、事業スケジュール的に施設認定を得る時間がない場合も想
定されるが、認定を受けるまでに事前審査を含め約２～３ケ月を要することとなっている。このため、港湾計画又は補助採択時に国
が建設を了承した施設については、施設認定を適用除外することとすれば、事業の円滑化に大きく寄与するものと考えられる。
 ＜適用除外すべきと考える理由＞
現在、港湾施設の整備にあたり、港湾区域及び臨港地区に納めることができない場合は、港湾管理者としては施設認定で対応せ
ざるを得ないが、事業スケジュール的に施設認定を得る時間がない場合も想定されるのが実情である。港湾計画上で位置づけがな
された区域や補助事業認可申請において、港湾計画、補助申請をもって施設認定を兼ねることとすれば、事業の円滑化に寄与す
るものと考える。

H26 48 01_土地利用（農
地除く）

都道府県 愛知県 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

公有水面埋立法第27条第3項、第
29条第3項

埋立地の権利移転等・用途
変更に係る都道府県知事の
許可に係る国土交通大臣の
協議の廃止

港湾管理者は、背後の都市計画との整合性等地域の実情に応じ
た港湾行政を行っており、また、埋立地の有効かつ適切な利活
用の促進の観点から、用地の売却・貸付についても迅速に対応
する必要があり、公有水面の埋立地に関する国土交通大臣の協
議は廃止すべき。

【制度改正の必要性】
公有水面埋立法第27条第3項において、都道府県知事（港湾管理者）が権利移転等に係る許可をするときに、同法第29条第3項に
おいて、都道府県知事（港湾管理者）が用途変更に係る許可をするときに、それぞれ国土交通大臣に協議することが定められてい
る。しかしながら、昨今の経済事情においては、企業が埋立地を取得するにあたってのあり方が多様化してる上、経営判断が迅速
化しているため、一刻も早い許可を求められている。すでに標準ガイドラインが示されており、これに則した厳正な審査を港湾管理
者が行うことで、期間の短縮化が図られその企業ニーズに応えることができ、なおかつ埋立地を有効に利活用をしていくことができ
る。
【事情変更（現行制度の支障事例）】
企業との交渉端緒において、通常の契約行為に要する期間とは別に、4か月（大臣協議1月とその事前調整3月）が必要であることを
説明すると、調達コストの見通し・出店計画など経営判断に時間を要することになり、進出をためらう要因となっている。標準ガイドラ
インのなお書きでは、この期間の柔軟な対応が可能とされているが、企業のリスク管理としては４か月を見込む必要がある。
また、外資系企業の進出事例が増加傾向にあり、同協議による保留条件を付けた契約に難色を示される。さらに、港湾利用として
の埋立地の取得形態が多様化しており、様々な企業提案スキームに対して、港湾管理者として機動的に個別的判断が必要な事例
もある。
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H26 49 10_運輸・交通 都道府県 愛知県 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

港湾法第58条第3項 埋立地の権利移転等・用途
変更に関する処分制限期間
等短縮に係る国土交通大臣
の協議の廃止

港湾管理者は、背後の都市計画との整合性等地域の実情に応じ
た港湾行政を行っており、また、埋立地の有効かつ適切な利活
用の促進の観点から、用地の売却・貸付や用途変更にも迅速に
対応する必要がある。そのため、本特例措置を適用しようとする
場合における、国土交通大臣の協議を廃止すべき。

【制度改正の必要性】
港湾法第58条第3項において、港湾管理者が国土交通省令で定める事項を告示し、処分制限期間を短縮するときは、あらかじめ国
土交通大臣に協議しなければならないとされている。しかしながら、昨今の経済事情においては、企業が埋立地を取得するにあたっ
てのあり方が多様化してる上、経営判断が迅速化している。すでに標準ガイドラインが示されており、これに則した厳正な審査を港湾
管理者が行うことで、その企業ニーズに応え、埋立地を有効に利活用をしていくことができる。
【事情変更（現行制度の支障事例）】
標準ガイドラインによると4か月（大臣協議1月とその事前調整3月）を要することとされており、なお書きでは、この期間の柔軟な対応
が可能と記載されているものの、低未利用地の活性化を促進し、臨海部の活性化に資する迅速かつ柔軟な対応を行うためには、判
断材料を欲する企業に対して時機を逸する原因となる。

H26 50 01_土地利用（農
地除く）

都道府県 愛知県 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

都市計画法第6条第１項 都市計画法の規定に基づく
地域の実情に応じた基礎調
査の実施

都道府県はおおむね５年ごとに都市計画に関する詳細な基礎調
査を行うこととされているが、そもそも地域が主体的なまちづくりを
進めるに当たって必要となる調査は、地域の実情に応じて実施さ
れるべきである。
このため、都市施設の位置、利用状況及び整備の状況、土地利
用等の5年間で大幅な変化が生じない調査項目については「必
要があると認めるとき」に実施する旨の規程に改めるべき。

【現状】
おおむね5年に1回の人口や建物の立地状況等の調査が義務づけられている。
【支障事例】
例えば、本県では、5年をかけて全調査項目を実施しており、毎年50,000千円程度の調査費を要している。
【求める措置内容】
しかし、5年間で大幅な変化が生じない調査項目（市街化調整区域内の都市施設や土地利用等）もあることから、地域の実情にあわ
せ、必要に応じた調査期間の選択及び実施が可能となるよう、調査項目によっては地域の実情に応じた調査期間の選択が可能と
なるよう基礎調査の実施方法を見直すべきである。

H26 51 09_土木・建築 都道府県 愛知県 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

道路法
第30条第3項

道路構造基準の条例委任適
用範囲の拡大

第１次一括法の適用により、道路構造基準の一部を地域におい
て定められることとなったが、この基準は都道府県道又は市町村
道のみに適用されるもので、都道府県が管理する指定区間外の
国道には適用されない。道路管理者の一体的な道路管理促進の
観点からも、都道府県が管理する指定区間外の国道についても
適用すべき。

【制度改正の必要性】
都道府県道と指定区間外国道の同一管理者が２つの構造基準を使用することは、業務の煩雑化を招くとともに、地域の責任の判断
による、より魅力ある道路空間の形成や地域の実状に応じた道路整備、管理の支障となる。

H26 52 09_土木・建築 都道府県 愛知県 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

道路法
第45条第2項

道路標識設置基準の条例委
任適用範囲の拡大

第１次一括法の適用により、道路標識設置基準の一部を地域に
おいて定められることとなったが、この基準は都道府県道又は市
町村道のみに適用されるもので、都道府県が管理する指定区間
外の国道には適用されない。道路管理者の一体的な道路管理促
進の観点からも、都道府県が管理する指定区間外の国道につい
ても適用すべき。

【制度改正の必要性】
都道府県道と指定区間外国道の同一道路管理者が２つの設置基準を使用することは、業務の煩雑化を招くとともに、地域の責任の
判断による、より魅力ある道路空間の形成や地域の実状に応じた道路整備、管理の支障となる。

H26 53 09_土木・建築 都道府県 愛知県 国土交通省 対象外 道路整備特別措置法　第10条第1
項、第4項、第12条第1項、第6項、
第13条第1項、第15条第1項、第4
項

地方道路公社が管理する有
料道路の料金、徴収期間等
に係る国土交通大臣の許可
（認可）制から届出制への変
更

地域の実情に応じた道路事業の推進のため、地方道路公社が管
理する都道府県道等の有料道路の料金及び料金徴収期間等に
ついて、道路管理者が直接管理する有料道路と同様に柔軟に設
定できるよう、国土交通大臣の許可（認可）制を届出制とすべき。

【制度改正の必要性】
第２次一括法により都道府県等が直接管理する有料道路については、条例に基づく管理運営が可能となり、国土交通大臣への届
出のみで足りることとされた。地方道路公社が管理する都道府県道等の有料道路についても、生活対策・観光施策など地方の裁量
で、地域の実情に応じた整備・管理・運営ができるよう、許可（認可）制を届出制に変更すべきである。

H26 54 10_運輸・交通 都道府県 愛知県 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

道路運送法第78条第1項第2号、道
路運送法施行規則第49条第1号、2
号、第51条の2第1号等、市町村運
営有償運送の登録に関する処理方
針について（H18.9.15自動車交通
局長通達）、過疎地有償運送の登
録に関する処理方針について
（H18.9.15）

市町村運営有償運送（交通
空白輸送）の路線を定める
義務の廃止又は過疎地有償
運送の主体に市町村を追加
ならびに自家用有償運送
（市町村運営有償運送及び
過疎地有償運送）の用途に
旅行者の輸送を追加

過疎地域における市町村運営有償運送の交通空白輸送につい
て、路線を定めなくとも可能とする。
過疎地有償輸送について、実施主体に市町村を追加する。
また、用途に旅行者の輸送を追加する。

【制度改正の必要性】
市町村運営有償運送については、デマンド輸送の場合でも、基本となる路線を定める必要がある。そのため、事務が煩雑であるとと
もに、点在する住宅の高齢者に対して弾力的なドア・ツー・ドアのサービスを行うことができない。また、路線を定める必要がない過疎
地域有償運送については、運営主体は「特定非営利活動法人等」とされており、市町村が主体となることができない。過疎地域にお
いては、健常な高齢者向けにドア・ツー・ドアのサービスを行いたいが、採算性の問題等で商工会などの参入が見込めない場合、市
町村が主体となることも検討する必要がある。また、利用者は当該地域内の住民等に限定されているが、自家用車を持たない旅行
者にも過疎山村を訪れていただく機会を増やすため、運行が限られる土日の路線をカバーできる仕組みを検討する必要がある。
【求める措置内容】
ついては、交通手段の限られた過疎地域において、市町村運営有償運送について、路線を定めたくとも可能とするか、又は過疎地
有償運送の対象に市町村を追加する必要がある。また、自家用有償運送（市町村運営有償運送及び過疎地有償運送）用途に旅
行者の輸送を追加する必要がある。これにより高齢者等に対するきめこまかな対応を実現するとともに、誘客の可能性を広げること
ができる。

６【国土交通省】
（３）道路運送法（昭26法183）
自家用有償旅客運送の旅客の範囲（施行規則49条）については、市町村の区域
内に営業所を有するバス・タクシー事業者等による地域外からの旅行者へのサー
ビスの提供が困難であることが確認されている等の一定の条件を満たす場合に
は、これら旅行者の運送も可能とするよう拡大する。
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地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 55 10_運輸・交通 都道府県 愛知県 国土交通省 対象外 道路運送法第82条第1項 過疎地域における市町村運
営有償運送（交通空白地域）
による貨物運送の容認

一般乗合旅客自動車運送事業者に限って認められている旅客の
運送に付随した貨物の運送を、過疎地域における市町村運営有
償運送（交通空白地域）に拡大する。

【現状】
過疎地域における市町村営バスについては、乗車人員も限られていることから乗車スペースに空きがあるのが現状である。
【制度改正の必要性】
この空きスペースを活用して、生活物資や農作物等を有償で運搬することにより、効率的な運行と運行財源の確保が可能となる。

H26 56 11_その他 都道府県 愛知県 総務省 B　地方に対す
る規制緩和

公職選挙法第202条、第203条、第
206条及び第207条

市町村選挙における争訟手
続の見直し

市町村が管理執行する選挙における異議の申出において市町
村選挙管理委員会の決定に不服のある者が、直ちに市町村選管
を被告として、裁判所に訴訟を提起することができるよう、公職選
挙法を改正されたい。

【現状】
市町村の自治事務である市町村長又は議会議員の選挙に係る選挙無効及び当選無効の訴えについては、市町村選管に対する
異議の申出（公選法202①、206①）、都道府県選管に対する審査の申立て（公選法202②、206②）を経て、都道府県選管の裁決に
不服がある場合は、都道府県選管を被告として高等裁判所に訴訟を提起することができる（公選法203、207）こととなっている。
【制度改正の必要性】
都道府県選管が審査庁として介在し、また、市町村の選挙に係る訴えであるにも関わらず都道府県選管が被告となることは、都道
府県の知事又は議会議員の選挙に係る同様の訴えにおいて都道府県選管への異議申出の後、直ちに都道府県選管を被告として
出訴できることと比較して不均衡であり、市町村の自主・自律の観点から、このような制度は見直されるべきである。
【支障事例】
なお、平成18年5月に執行された愛知県内の市議会議員補欠選挙における事例では、選挙の効力を争う異議申出に対する市選
管の決定を経て、県選管に対し審査申立がなされ、最終的には平成19年3月の最高裁の判決をもって選挙の無効が確定した。

６【総務省】
（５）公職選挙法（昭25法100）
市町村の議会の議員又は長の選挙及び当選の効力に係る争訟手続（202条、
203条、206条及び207条）については、市町村選挙管理委員会の決定に不服の
ある者が、直ちに市町村選挙管理委員会を被告として訴訟を提起できることとす
ることについて検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

H26 57 01_土地利用（農
地除く）

都道府県 愛知県 総務省、農林水産
省、国土交通省

B　地方に対す
る規制緩和

過疎地域自立促進特別措置法第5
条第4項

過疎地域自立促進方針に係
る関係大臣の協議、同意の
廃止

県が過疎地域の自立促進に関する基本的な事項や産業の振
興、観光の開発、交通通信体系の整備などに関する基本的な事
項について定めた「過疎地域自立促進方針」を策定する際には、
あらかじめ総務大臣、農林水産大臣および国土交通大臣に協議
し、同意を得ることとされているが、この同意を要する協議を廃止
し、方針策定後の関係大臣への提出制度に改める。

【現状】
過疎地域自立促進特別措置法第5条第4項によると、「都道府県は、自立促進方針を定めようとするときは、あらかじめ、総務大臣、
農林水産大臣及び国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、総務大臣、農林水産大臣及び国
土交通大臣は、同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議をするものとする」と定められている。
【支障事例】
自立促進方針の策定に際しては、大臣の同意を得るために、2ヶ月以上を要し、調整に時間を要している。この方針に基づき、市町
村は「過疎地域自立促進市町村計画」を策定することになるため、市町村は方針策定を待たねばならず、厳しいスケジュールでの
策定を強いられている。
【制度改正の必要性】
同意協議を廃止することにより、都道府県及び市町村がスムーズに事務を行うことができるようになる。
【求める措置内容】
ついては、地方の主体性を尊重し、国の関与を見直し、手続きの簡素化を図るべく、過疎地域自立促進方針に係る関係大臣の同
意を要する協議は廃止すべきである。
なお、過疎地域自立促進特別法と同様の趣旨で制定されている山村振興法に基づく「山村振興基本方針」に関する国への協議は
すでに廃止されている。

６【総務省（８）】【農林水産省（13）】【国土交通省（17）】
過疎地域自立促進特別措置法（平12法15）（総務省、農林水産省及び国土交通
省と共管）
都道府県が策定する過疎地域自立促進方針に係る関係大臣への協議について
は、その迅速化を図るため、事前協議と正式協議の手続の一本化について検討
を進め、平成27年中に結論を得る。

H26 58 10_運輸・交通 都道府県 千葉県 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

地域公共交通確保維持改善事業
費補助金交付要綱第２条第１項第
１号、第２項、第３条第１項、第５
項、第７５条、第７７条

ノンステップバス導入に係る
バリアフリー化設備等整備事
業補助金における計画策定
の義務付けの廃止

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱により、路
線バス事業者等がノンステップバス導入のためにバリアフリー化
設備等整備事業補助金を受ける場合には、国や地方公共団体、
学識経験者等で構成する協議会での議論やパブリックコメント等
を経て「生活交通ネットワーク計画」又は「生活交通改善事業計
画」を策定することが都道府県等に義務付けられているが、この
計画の策定義務を廃止すること。また、これに伴い、協議会に課
せられている補助対象事業の評価事務も廃止すること。

【制度改正の経緯】
平成２３年３月に地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱が制定され、路線バス事業者等がノンステップバス導入のた
めにバリアフリー化設備等整備事業補助金を受ける場合は、国や地方公共団体、学識経験者等で構成する協議会での議論やパ
ブリックコメント等を経て「生活交通ネットワーク計画」又は「生活交通改善事業計画」を策定することが都道府県等に義務付けられ
た。また、導入計画の変更や補助金の追加募集の場合なども同様の手続きを経て計画を変更する必要があり、地方公共団体に
とって大きな事務負担となっている。
【支障事例及び制度改正の必要性】
ノンステップバスの導入はバリアフリー化の推進に必要なものであり、これまで協議会やパブリックコメントにおいても反対意見等は
出ていない。また、実際の補助額は導入費用の１割未満であり、導入計画は事業者の経営判断によるところが大きいのが実情であ
ることから、協議会での議論やパブリックコメントを実施する有意性は低いと考える。
さらに、当該補助制度は、平成２３年度から赤字バス路線の補助金などと統合され、他のメニューと同様に計画策定が義務付けられ
たが、統合前の公共交通移動円滑化設備整備費補助金では計画策定は不要であったという経緯もある。
これらのことから、ノンステップバスの導入など協議会での議論等が不適当な補助金については計画の策定義務を廃止すること。ま
た、これに伴い、協議会に課せられている補助対象事業の評価事務も廃止すること。
なお、本県では当該補助金のみに係る協議会は書面開催とするなど事務負担の軽減を図っているが、計画策定の義務付け自体
を廃止すべきと考える。

６【国土交通省】
（20）地域公共交通確保維持改善事業費補助金
　（ⅱ）バリアフリー化設備等整備に対する補助については、ノンステップバスの導
入台数を削減する場合等について、手続を簡略化する。

H26 60 01_土地利用（農
地除く）

その他 関西広域連合 国土交通省 A　権限移譲 国土形成計画法第９条（広域地方
計画）、第10条（広域地方計画協議
会）

国土形成計画法に基づく広
域地方計画の策定権限の移
譲

国土形成計画法に基づく広域地方計画の策定権限について、関
西広域連合のような府県域を越える広域行政組織への移譲を求
める。
また、権限の移譲がなされるまでの当面の措置として、広域地方
計画協議会への参画等を通じてその意見が反映されることを併
せて求める。

現在は、個別に広域地方計画協議会に参画している構成府県・政令市の意見を踏まえ計画が策定されているが、その意見は地方
において広域的に意見調整されたものではなく、必ずしも地方の側にとって地域ニーズを十分に反映できるしくみとはなっていな
い。関西広域連合であれば、既に防災、観光・文化振興、産業振興、医療、環境保全などの広域事務や関西全体の利害調整を図
るための取組を推進していることから、構成府県・政令市と密接に連携しながら、また、市町村や各種団体、地域住民の声を幅広く
聞きながら計画策定に取り組むことができ、関西地域内で意見調整され、地域の実情を踏まえた広域地方計画の策定が可能であ
る。
地方分権の観点から、府県域を越える広域行政組織において地方自らが地域間の意見調整等を積極的に行い、主体的に企画・
立案することで、市町村や関係団体等の意見も踏まえ、住民目線にたった地域ニーズを反映した広域的なプロジェクトの効率的・効
果的な実施が可能となる。

H26 61 09_土木・建築 その他 関西広域連合 国土交通省 A　権限移譲 道路法第12条（国道の新設又は改
築）、第13条（国道の維持、修繕そ
の他の管理）、河川法第9条（一級
河川の管理）等（道路法、河川法等
に基づく、直轄国道及び直轄河川
に係る整備等に関する計画、工事
及び管理の実施等に係る部分）

複数都道府県に跨がる直轄
国道・河川に係る権限の移
譲

昨年12月20日の政府の「事務・権限の移譲等に関する見直し方
針について」の閣議決定を受けて、直轄国道・河川の権限移譲に
ついて、国土交通省地方整備局と都道府県及び政令市との個別
協議が再開され、協議が整ったものについては、移譲が進められ
ることとされている。
しかしながら、今回の権限移譲は、同一府県内に起終点がある区
間やバイパスの現道区間などに限定されており、移譲先も単独の
都道府県及び政令市のみとなっている。
複数の都道府県に跨がるものについて、関西広域連合など、広
域行政組織等への移譲を求める。

道路・河川のインフラ整備等については、国土交通省地方整備局と都道府県及び政令市がそれぞれ事業を実施していることから総
合的な対応が困難な状況であるが、関西広域連合であれば、防災、観光・文化振興、産業振興、医療、環境保全など広域行政を
現在推進しており、構成府県・政令市と一体的に事業を実施することで、圏域内の市町村や各種団体、地域住民の声を幅広く聞き
ながら、従来の縦割り行政にとらわれない、より地域の実情に応じた総合的な施策展開が可能となる。
また、国による直轄事業では、住民から距離があるため、その意向が反映されにくいが、地方が事業を実施することで、地域住民
(議会)の関心やチェック機能も高まり、その民意を反映しやすいものとなるとともに、許認可に係る事務も含めて道路や河川に関する
窓口を一元化することで、地域住民や民間事業者の利便性が向上する。
地域の実情を踏まえた地方分権改革の取組をさらに進めるために、災害時の対応等を含めた国と地方との適切な役割分担を考慮
しながらも、複数の都道府県に跨がる直轄国道・河川についても可能な限り移譲を実現することで、防災、観光・文化振興、産業振
興、医療、環境保全と連携した総合行政の観点から、住民目線にたった地域ニーズを反映した効率的・効果的なまちづくりが可能と
なる。
全国知事会の意見（平成25年11月14日、「直轄道路・河川の権限移譲に伴う財源措置について(案)」に対する意見）で言及されて
いるように、複数の都道府県に跨がるものについて広域での移譲を進めるため、財源措置等を含めて、その受入体制の枠組みづく
りの検討が必要であり、具体の移譲に当たっては、所要財源の確保、人員・資機材の移管が前提となる。
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H26 62 10_運輸・交通 その他 関西広域連合 国土交通省（観光
庁）

A　権限移譲 「観光圏の整備による観光旅客の
来訪及び滞在の促進に関する法
律」第８条第３項（観光圏整備実施
計画の認定）

観光圏整備実施計画の認定
に係る事務・権限の国から広
域連合への移譲

観光圏整備実施計画の認定に係る事務・権限（広域連合の構成
府県市が実施主体である観光圏整備事業は除く）について、広
域連合への移譲を求める。
また、広域連合による認定を受けた団体等が、従来の国の認定と
同様に、国の特例措置の支援（旅行業法の特例等）が受けられる
こと及び補助事業「観光ブランド確立支援事業」の補助対象者と
なることを求める。

関西広域連合は、関西地域をエリアとする広域観光に取り組んでおり、観光圏の整備においては、各構成府県市が行う観光圏整
備事業を広域的視点で捉え、関西全体を「日本の顔」となる国際観光エリアとしてそれぞれの観光圏を効果的に整備し、有機的に
結びつけて周遊型に国内外の観光客を誘致するなど、広域連合が認定において主体性を発揮することにより、国際観光エリア
「KANSAI」のブランド確立と創意・工夫に基づく効果的な観光地整備を行うことができる。
現行の観光庁の認定は、全国的見地から一元的に実施するため、関西など一定エリア内における複数の観光圏相互の連携や効
果的な誘客など、エリア全体の最適化の視点が弱い。

H26 63 03_医療・福祉 その他 関西広域連合 厚生労働省 A　権限移譲 健康保険法第65・66・68・71・73・
78・80・81条
国民健康保険法第41・45条の２
高齢者の医療の確保に関する法律
第66・72条　等

保険医療機関の指定・指導
権限の地方厚生局から広域
連合への移譲

健康保険法等に基づく「保険医療機関の指定・指導権限」につい
て、関西広域連合のような府県域を越える広域行政組織への移
譲を求める。

【制度改革の必要性】
今後大きな課題となる「2025年」問題への対応として、「社会保障制度改革」の中で、地域で必要な医療の確保に向けて「地域医療
ビジョンの策定」「病床の機能分化」等について、地方分権の観点から、今こそ、地方が主体的に医療体制のあり方を考える時期を
迎えている。
こうした状況下において、地方が、その地域における必要な医療を確保していくためには、医療提供体制の整備について、積極的
に関わっていくシステムづくりが必要となる。
【提案内容及び効果】
「医療法人の認可・指導監督」、「病院の開設許可等の権限」を有する府県との緊密な連携が図れるとともに、事務執行体制の集約
化により、高度で専門的な事務執行が可能となる「広域連合」（まずは、府県域を越える唯一の意思決定機関「関西広域連合」）に
おいて、「保険医療機関の指定・指導権限」を受け、地方において効果的な「医療提供体制の確保」及び行財政の効率化を図ること
を目指す。
また、現状において、診療報酬に関する個別指導の実施率が十分ではないとの指摘があり、責任ある広域行政主体が実施すること
により、ガバナンスの効いた適正な個別指導の実施により、医療費の適正化に向けた動きとなる。
【調整が必要な事項】
保険医療機関の指定等については、高度な専門知識が必要となるため、保険医療業務に精通した医師、歯科医師及び専門官等
の人材及び事務費にかかる財源を確保する必要がある。

H26 64 06_環境・衛生 その他 関西広域連合 経済産業省、環境
省

A　権限移譲 特定家庭用機器再商品化法第15
条,第16条,第27条,第28条,第52条,
第53条

特定家庭用機器再商品化法
に基づく権限の広域連合へ
の移譲

特定家庭用機器再商品化法に基づく報告・立入検査・指導・助
言および勧告・命令に係る事務・権限の広域連合への移譲を求
める（事業所が複数ある場合はそのすべてが広域連合の区域内
にある場合に限る。）

３Ｒ等に関する消費者への啓発は各府県・市町村が実施し、法律上再生利用・再資源化の責任を負う事業者への指導は国が行っ
ているため、一連の施策としての連携が取りにくい状況にある。
事業所が一の府県の区域を越えて存在する場合は、事務・権限を広域連合へ移譲することにより、事務の効率化を図ることができ
る。また、各府県・市町村の３Ｒ等への取組との連携が可能となる。
なお、事務・権限の移譲にあたっては財源、人材等の移管が前提となる。

４【経済産業省（９）】【環境省（４）】
特定家庭用機器再商品化法（平10法97）（経済産業省と環境省と共管）
小売業者又は製造業者等に対する指導、助言、勧告、命令、報告徴収及び立入
検査については、関係する審議会において都道府県等から意見聴取を行いつ
つ、実施主体や国の関与等の在り方を含めた的確な執行の在り方について、原
則として平成27年中に検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

H26 65 06_環境・衛生 その他 関西広域連合 環境省 A　権限移譲 自然公園法第10条、第20条、第21
条、第22条、第33条、第34条、第35
条

国立公園に係る管理権限の
移譲

国と地方の二重行政を解消し、行財政の効率化を図るとともに、
関西広域連合で取り組んでいる山陰海岸ジオパークの推進な
ど、関係府県にまたがる広域施策を展開する上で想定される事
業の調整や意思決定、必要な環境整備に迅速に対応するため、
国立公園内における｢許認可｣及び｢施設整備･維持管理｣の権限
について、環境省本省が有する大臣権限を除き、一部、権限移
譲を求める。

自然公園法に基づく国立公園内の許認可及び施設整備に関する事務・権限について、国と各府県の二重行政を改め、行財政の
効率化を図るとともに、山陰海岸ジオパーク内における関係施策の一元化を図り、弾力的かつ迅速な施策展開を行うことができるよ
う、権限移譲を求める。
１．許認可事務
・特別保護地区内における行為の許認可などについては、標準的な処理期間が１～３ケ月程度かかるなど、各府県とも事務処理に
時間を要している現状がある。
・権限移譲により、広域的に行う調査やイベント、看板整備等の許認可について一括対応、処理の迅速化が期待される。
２．施設整備
・現在は、環境省の地方事務所が各府県の要望を取りまとめて順位付けし本省への要求を行っているが、自然歩道の災害復旧事
業において県が求める復旧ルートが認められず単県費での対応を余儀なくされた事例(鳥取県)や、過去に補助を受け整備した施
設の再整備が認められなかった事例(兵庫県)など、地域の実情に即していない場合が見受けられる。
・これを一括して関西広域連合が担うことで、ジオサイト（地形地質などジオパークを特色づける見学場所や拠点施設）の特性や
ニーズに沿い、広域的な視点で整備案件を優先順位付けることが可能となり、地域の実情に応じた重点的な環境整備への対応が
期待される。

H26 66 11_その他 その他 関西広域連合 総務省 B　地方に対す
る規制緩和

地方自治法第291条の２第４項 広域連合が国に移譲を要請
できる事務の範囲の拡大

地方自治法において、広域連合が国に移譲を要請することがで
きる事務は、広域連合に密接に関連する事務に限定されている
が、同法の規定を改正し、「当該広域連合の事務に密接に関連
する」を削除し、幅広い事務の移譲を要請できる仕組みの構築を
求める。

関西広域連合は、関西２府５県における広域行政を担う責任主体として平成22年12月に設立された。設立から３年以上が経過し、７
つの広域事務を始めとした課題に、構成団体が一丸となって取り組んできた。
今後更なる広域行政に取り組むため、直轄道路、河川の管理権限の移譲など、国が実施している様々な事務・権限について移譲
を求めようとしている。
しかし、当該規定により移譲を求めることができる事務は、関西広域連合が現在担っている事務と密接に関連する事務に限定され
ることから、地方自治法に基づく国への事務移譲の要請ができない。

H26 67 11_その他 その他 関西広域連合 総務省 B　地方に対す
る規制緩和

地方自治法第291条の３第２項 広域連合の規約変更手続き
の弾力化

地方自治法において、広域連合が規約変更を行うにあたって
は、総務大臣許可を受ける際に、国の関係行政機関の長との協
議が必要とされているが、同法を改正し、協議を廃止し報告にか
えるなど規約変更手続きを弾力化することを求める。

規約変更を行う場合、総務大臣の許可が必要となるが、総務大臣許可の際には関係行政機関の長への協議が必要となっている。

当該協議には相当の期間を要し、その間、広域連合が処理する広域行政課題への的確かつ迅速な対応に支障が生じるおそれが
あるため、協議を廃止し報告にかえるなど、規約変更手続きを弾力化する必要がある。
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H26 68 01_土地利用（農
地除く）

町 酒々井町 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

都市計画法第１９条第３項 町村の都市計画の決定に関
する都道府県の同意の廃止

都市計画法第１９条第３項において都市計画の決定にあっては、
市は協議しなければならないとあり、町村においては都道府県知
事の同意を得ることとなっていることから、町村における知事同意
の廃止を求めるものである。

【制度改正の必要性】
都市計画法第１９条第３項において都市計画の決定にあっては、町村は都道府県知事の同意（市は協議）を得ることとされている。
都市計画法第１９条第３項は、平成２３年のいわゆる「一括法」に基づき改正されたが、市や町村が同様の行政課題や地域の諸問
題に取り組む中で、一括法の目的が「地域の自主性の強化や自由度の拡大」を図るものであるにもかかわらず、一律に町村のみ除
外され同意が必要とされている。
本町は、町域が小さい（１９．０２ｋ㎡）ことから人口規模は、２１,４７９人（５月１日現在）であるが首都圏近郊整備地帯に属し、昭和４２
年に都市計画区域（区域区分は昭和４５年）となり、これまで、都市計画道路、下水道及び土地区画整理など各種都市計画事業を
行い、都市計画に関わる行政経験は十分あり、適切な判断を行うことが可能である。
※（全国には本町より人口規模の小さな市が２４ある。）
これらのことから、本町の自主性を高め、併せて効率的なまちづくりを進めるため、町村の都市計画の決定に関する都道府県知事
の同意の廃止を提案するものである。

【具体的な支障事例】
現在、民間活力の活用も見据えた町独自の地区計画の導入を検討しているが、現行では、県作成の地区計画策定に関するガイド
ラインにおいて全県的に統一した運用が求められていることなどから、町独自の立地特性を活かした都市計画決定が難しくなってい
る。

６　【国土交通省】
（12）都市計画法（昭43法100）
（ⅳ）町村の都市計画の決定又は変更に係る都道府県知事への同意を要する協
議（19条３項（21条２項で準用する場合を含む。））については、制度の運用実態
等を調査し、その結果等を踏まえて検討し、平成27年中に結論を得る。

H26 70 09_土木・建築 一般市 草津市 国土交通省 A　権限移譲 住宅地区改良法第２９条第１項、公
営住宅法第４４条第１項

改良住宅の譲渡処分に必要
となる国の承認権限を都道
府県へ移譲

①耐用年を経過した改良住宅の承認権限の移譲
公営住宅法施行令第12条に規定する耐用年を経過した改良住
宅について、公営住宅法第44条第１項中「国土交通大臣」を「都
道府県知事」に改める改正を行う。この改正により、国土交通大
臣の承認権限がなくなるために、当該承認権限を地方整備局長
に委任している公営住宅施行規則第24条第３項の規定を削除す
る改正を行う。なお、改良住宅には、住宅地区改良法第29条第１
項で公営住宅法第44条が準用される。
②耐用年を経過した改良住宅への国の関与の確保
改良住宅等管理要領（昭和54年５月11日建設省住整発第６号）
第16第９項（改良住宅の用途廃止に関する規定）のように、改良
住宅の譲渡が完了したことの報告をもって国の関与があったもの
とする。

【制度改正の必要性】
草津市では、これまでのところ改良住宅の譲渡の実績がないことから本市における支障事例はないものの、まもなく耐用年を迎える
改良住宅の譲渡に着手する予定である。
ただ、改良住宅の譲渡に向けての事前協議を滋賀県に申し入れてから国土交通大臣の改良住宅の譲渡の承認を得るまでに４か月
から５か月を要するとする他市の事例を確認しており、４か月から５か月もの長期間の事務手続き中に、改良住宅の譲渡を受けようと
する者の気が変わり、譲渡を受けることを取りやめてしまうことを危惧している。
この危惧を解消する方法として、承認権限を国土交通大臣から都道府県知事に移すことにより、都道府県との事前協議から国土交
通大臣の承認を得るまでの期間を短縮する方法が考えられる。

【制度改正の効果】
期間が短縮されれば、譲渡を受けようとする者が譲渡を受けることを取りやめるおそれが低減し、譲渡がより推進されやすくなる。
また、耐用年を過ぎた改良住宅は、補助事業の目的を一定果たしており、国の関与が弱められることに合理性があると考える。

６　【国土交通省】
（10）住宅地区改良法（昭35法84）
　耐用年数を経過した改良住宅の処分については、法29条１項において準用す
る公営住宅法（昭26法193）44条３項の規定により改良住宅の用途を廃止した上
で、地方公共団体の判断により譲渡を行うことが可能であることを、地方公共団体
に通知する。

H26 71 07_産業振興 都道府県 山梨県 経済産業省、総務
省

A　権限移譲 産業競争力強化法第１１３条 創業支援事業計画の認定権
限の都道府県への移譲

市町村が策定する創業支援事業計画の認定権限を経済産業省
から都道府県へ移譲する。

【制度の概要】
創業支援事業計画は、産業競争力強化法第１１３条において、市町村が、民間事業者や経済団体、金融機関等と連携して、これを
策定し、主務大臣の認定を受けることとされている。
【制度改正の必要性】
本県では、商工会議所、商工会連合会等の経済団体と、地銀、信金、信組、政府系等の金融機関及び県等が一堂に会し、毎月一
度、創業や新たな産業分野への参入等に係る県内企業の経済活動等について情報共有を図っており、このように地域の実情を把
握している県が計画を認定することが適切であり、一体的な創業支援につながる。この取り組みについては、H22から開始し、それ
ぞれの機関が有する支援ノウハウや支援制度の効果的な活用等を図る中、県内企業の新分野へのチャレンジ等を支援してきた
が、特に本年度からは、県や地元金融機関、経済団体等が出資して組成する新たなファンドを活用した起業・創業を推進するた
め、この連携組織の中に特別なチームを設けて支援することとしており、今後も別途創業支援事業計画を国が認定するのであれ
ば、一体的な運用に支障が生じる。
【本県の状況】
連携を図るべき民間事業者等が当該市町村の区域を越えて活動を行っていることが多く、また、特に経済団体等にあっては県の区
域での活動が盛んになっていることから、計画の認定が進んでいない状況にある。
【懸念の解消策】
市町村で策定する計画については、県へ認定権限を移譲することで、創業を促す技術シーズや、これをサポートする支援機関、政
策リソースなどの効率化が図られ、現下の重要課題である開業率の向上に資することが期待される。

４【総務省（２）】【経済産業省（22）】
産業競争力強化法（平25法98）（総務省、経済産業省と共管）
（ⅰ）創業支援事業計画の認定（113条１項）については、当該計画の策定及び実
施に資するため、都道府県に当該計画の認定申請等の情報提供を行うとともに、
都道府県の関係機関が創業支援事業者として参画できることを、平成26年度中
に地方公共団体に通知する。
（ⅱ）創業支援事業計画の認定については、創業支援に係る国家目標の早期達
成に向け、原則として平成27年度中に現在の制度枠組みを含めた検証を行い、
その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

H26 73 02_農業・農地 都道府県 山梨県 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

農地法第４条及び第５条
（平成２４年３月２８日付け（２３農振
第２５０８号）農水省通知、平成２５
年３月３１日付け（２４農振第２６５７
号）農水省通知）

農地の法面や畦畔に太陽光
発電パネルを設置する場合
の許可期限の延長

農地の法面や畦畔に太陽光発電パネルを設置する場合の許可
は、一時転用が認められており、許可から３年後には一旦撤去
し、再度許可を取得して設置しなければならないが、こうした規制
を緩和し、本地の営農が続く限り設置を可能とする。

【国の方針】
平成24年3月28日付け(23農振第2508号)農水省通知で、法面等に太陽光発電パネルを設置する場合は3年を最長とする一時転
用許可が必要であるとされ、転用期間満了時に撤去しなければならない。
一方、本地については、平成25年3月31日付け(24農振第2657号)農水省通知で、本地に支柱を立てて営農を継続しながら太陽光
発電パネルを設置する場合は、同じく一時転用とするものの、営農継続が確認できれば延長が可能と示された。
【農家等の意見】
法面等に設置する場合は、本地に支柱を立てて発電パネルを設置する場合に比べ、本地の作物への影響は少ないと考えられるの
で、法面等から3年を最長に撤去しなければならないことについては、延長して欲しいとの農家からの声が出ている。
また、防草シート代わりのシート型太陽光パネルの設置については、農作業に影響がなければ、設置期間の延長は問題ないので
はないかとの意見がある。
【要望事項】
法面等に太陽光発電パネルを設置することについては、営農継続と法面機能を維持することを前提に、平成25年3月通知の本地
の取り扱いに準じ、長期にわたる設置を可能とするよう規制の緩和が望まれる。

６　【農林水産省】
（５）農地法（昭27法229）
（ⅴ）太陽光発電設備を農地の法面又は畦畔に設置する場合の農地転用許可制
度の取扱いについては、先行的な事例における営農への影響等を検証しつつ、
一時転用の転用期間が満了する場合に、再度一時転用許可を行うことができるよ
う見直しを行う。

H26 74 07_産業振興 都道府県 山梨県 内閣官房、内閣府 A　権限移譲 中心市街地の活性化に関する法律
第９条第１項

中心市街地活性化基本計画
の認定権限の都道府県への
移譲

中心市街地活性化基本計画の認定の権限を内閣府から都道府
県へ移譲する。

【現行制度の課題】
中心市街地活性化基本計画については、市町村が作成し、内閣総理大臣が認定しており、法律上の都道府県の位置付けは、基
本計画策定後における支援のみである。
しかし、中心市街地は、当該市町村の中心であるばかりでなく、周辺市町村も含む広域圏の中心であることから、その活性化は広域
的な視点からとらえるべき課題である。
【制度改正の必要性】
基本計画は、当該市町村における中心市街地の活性化の実現に相当程度寄与するものでなければならず、地域における社会
的、経済的及び文化的活動の拠点となるにふさわしい、魅力ある中心市街地の形成が図られるためには、地域の実情に応じた取り
組みが不可欠であり、そのための基本計画の認定は、地域の特性、実情を熟知し、今後の課題を十分に把握した都道府県が認定
するべきと考える。
さらに、基本計画の認定が移譲されることにより、計画の策定、変更への対応も迅速になり、刻々と変化する地域の状況を反映し
た、より効果的な計画の実施が可能となるものである。
【懸念の解消策】
認定においては、国の基本方針を踏まえて行い、国へは当該計画を報告することにより、移譲が可能と考える。
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H26 75 05_教育・文化 中核市 松山市 文部科学省 A　権限移譲 地方教育行政の組織及び運営に
関する法律　第37条第1項、第41条
第1項、第2項、第42条、第46条、第
58条
公立義務教育諸学校の学級編制
及び教職員定数の標準に関する法
律　第3条第2項
市町村立学校職員給与負担法　第
1条

県費負担教職員の人事権
(任命権)及び教職員定数設
定権限等の移譲

都道府県教育委員会の県費負担教職員の人事権(任命権)、県
費負担教職員に係る定数の決定、及び学級編成基準の決定に
ついての権限を中核市に移譲する。
また、県費負担教職員の給与負担、及び管理事務すべてを行う
ための必要経費確保のため財源についても移譲する。
（参考）
指定都市については、第４次一括法により移譲済み

少子高齢化・国際化が進む中、これまでの画一的な施策では対応できない様々な教育課題が生じていて、少人数学級の更なる推
進や地域の特性に応じた教育職員の配置等を柔軟に行い、様々な教育ニーズに対応できる地方分権型の仕組みづくりが必要と
なっている。
そのためには、地方の権限と責任の明確化や一体化、地域に根ざした優秀な人材を確保・育成することが必要であり、既に移譲さ
れている服務の監督に関する権限だけでなく、市町村立学校職員給与負担法第１条及び第２条に規定する職員（県費負担教職
員）の人事権（任命権）や、これに関係する県費負担教職員の定数の決定権、学級編成基準の決定についても移譲される必要があ
る。人事権が住民により近い立場にある市に移譲されることにより教職員の人事評価を的確に反映させることが可能になると考える。
また、人事権（任命権）やこれに関する決定権が移譲される場合には、財源の確保も必須となる。具体的には、教職員の異動や新
規教職員採用、管理職選考、懲戒・分限処分、給与手続きなどに関する事務を行う人員体制の構築と事務処理に係る経費の担保
が必須となると考える。このように、事務処理に係る経費を担保したうえで、県費負担教職員の給与等の負担についても移譲される
ことで、移譲された市はより責任感を持って教職員の異動や管理、監督責任を果たすこととなると考える。
なお、権限の移譲に当たっては、個々の都道府県の特例条例による権限移譲ではなく、法改正による権限移譲とすることとし、移譲
を希望する基礎自治体への県費負担教職員の人事権等の権限移譲の早期実現を強く要望する。
※制度改正による効果や人事交流の仕組みについては別紙のとおり

５【文部科学省】
（２）市町村立学校職員給与負担法（昭23法135）、義務教育費国庫負担法（昭27
法303）、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭31法162）、公立義務教
育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律（昭33法116）
県費負担教職員の給与等の負担（市町村立学校職員給与負担法１条）、都道府
県教育委員会の県費負担教職員の任命権（地方教育行政の組織及び運営に関
する法律37条１項）、県費負担教職員に係る定数の決定（地方教育行政の組織
及び運営に関する法律41条１項及び２項）及び学級編制基準の決定（公立義務
教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律３条２項）について
は、県費負担教職員の任命権に係る条例による事務処理特例制度（地方教育行
政の組織及び運営に関する法律55条１項）の運用状況を踏まえつつ、広域での
人事調整の仕組みにも配慮した上で、中核市等に権限を移譲する方向で検討を
行い、小規模市町村を含めた関係者の理解を得て、結論が得られたものから順
次実施する。
また、条例による事務処理特例制度のより一層の活用を図るため、当該制度によ
る人事権の移譲を希望する中核市等については、平成27年度以降、関係する都
道府県や市町村との協議の場を設けるなど、合意形成に向けた支援を行うこと
を、関係団体に速やかに通知する。

H26 76 02_農業・農地 中核市 松山市 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

耕作放棄地再生利用緊急対策実
施要綱
別紙１　第４助成措置の１　第１の１
関係（１）

耕作放棄地再生利用緊急対
策事業の補助要件の見直し

耕作放棄地再生利用緊急対策事業の助成措置にある再生利用
活動の区分において、土壌改良は２年目までとされているが、５
年間に拡大いただきたい。

土づくりの最終目的は、農家が期待するような生産量又は品質を安定的に与えてくれる土壌をつくることである。
痩せた土壌を正常な状態に回復させるには、少なくとも３年間程度の期間は必要であり、本市の農業指導センターでは、農家から
提出された耕作放棄地の土も含む年間２００件程度の土壌分析を実施したところ、ほぼ全件について土壌改良の必要があるとの診
断結果が出ている。
例えば、ビニールハウスで栽培する野菜等は、雨が降らないことなどにより肥料が土の中に浸透しにくく、表面に堆積すること、ホウ
レンソウなども作付け前に土に石灰を撒くため、土の中に浸透しないと、土が極度にアルカリ性になり、土壌改良の必要性も高いこと
から、再生後２年目までの期間に制限せず、農業の根幹となる土づくりへの支援期間を手厚くすることで、これまで同事業に躊躇を
していた農業者が、安心して活用できる事業と成り得るものと考える。
なお、５年間という期間は、同対策実施要領で、再生した農地において５年間の耕作状況の確認のみならず、指導、支援等が求め
られているため。

H26 77 03_医療・福祉 中核市 松山市 内閣府、文部科学
省、厚生労働省

A　権限移譲 就学前の子どもに関する教育、保
育等の総合的な提供の推進に関す
る法律第３条第１項

認定こども園の認定に係る
事務・権限の移譲

平成２７年４月施行予定の子ども・子育て支援新制度では、幼保
連携型認定こども園の認定に係る認可については、中核市が行
うこととされるが、幼保連携型認定こども園以外の認定こども園に
係る認可についても中核市の所管とされたい。

【制度改正の経緯】
現在、都道府県の所管である認定こども園の認定に関する事務の内、子ども・子育て支援新制度における改正後の「就学前の子ど
もに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」において、幼保連携型認定こども園については、中核市が行うこと
とされており、平成２６年３月２８日事務連絡により他の類型の認定こども園については、地方自治法第２５２条の１７の２により条例の
定めるところにより市町村が処理することができるようになったところである。
【具体的な支障事例等制度改正の必要性】
認定こども園の全ての類型は、新制度において、市町村から給付を受ける施設型給付の対象になため、確認に関する事務は、市
町村が行うこととなる。認定と確認に関する事務は共通する部分もあり、一体的に行う方が、事業者、自治体双方にとって利便性が
あり、条例による権限移譲により、解決するものであるが、周辺市町村などが、統一して活用することにはならないと考えられ、返って
事業者にとっては、複雑なものになると思われる。
【権限移譲の具体的な効果】
条例によらず、権限移譲を行うことにより、少なくとも中核市ごとに権限が異なるということがなくなり、認定こども園に関する事務の一
層の簡素化により、新制度の目的の一つでもある認定こども園の普及を図ることができると考える。

H26 78 09_土木・建築 中核市 松山市 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

公営住宅法第16条、第28条
公営住宅法施行令第1条第3号、第
8条

公営住宅における寡婦（夫）
控除のみなし適用

公営住宅の入居基準及び家賃決定基準となる所得の算定基準
においては、所得税法の課税所得額計算方法が採用されている
ことから、「非婚の母」、「非婚の父」に対しては寡婦控除規定が適
用されない。このため、入居基準及び家賃決定基準となる所得が
高く算定され、その結果として収入基準に応じて決定される家賃
が高い階層に入ってしまうことなどがある。こうした「非婚」「既婚」
による格差をなくするため、みなし適用を各自治体の判断で選択
できるよう規制の緩和を求める。

【制度改正の経緯】
２０１３年９月４日の最高裁大法廷決定は、父母が婚姻関係になかったということは、「子にとって選択の余地がない事柄を理由に不
利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、権利を保障すべきだという考えが確立されてきている」として、非嫡出子への
法定相続分差別を憲法１４条１項に違反する、と判断している。
このことは、婚姻歴の有無で、寡婦控除の適用が差別されて、その子に不利益を及ぼすことが許されないことも示している。
【支障事例】
これにより、「非婚」「既婚」を問わず、世帯の実情に沿った家賃階層を適用できることはもとより、支払う家賃の軽減のみであれば、
減免規定の適用も考えられるが、加えて政令月収の収入分位により認定される収入超過者となる事案も回避できると考える。
【懸念の解消策】
公営住宅の入居基準及び家賃決定基準となる所得の算定基準において、「非婚」「既婚」による格差をなくすため、「非婚」であって
も控除が受けられるよう、公営住宅法施行令第1条第3号を改正し、みなし適用を各自治体の判断で選択できるよう、規制の緩和を
求める。

６　【国土交通省】
（４）公営住宅法（昭26法193）
（ⅳ）入居者の収入の算定（施行令１条３号）上、非婚の母又は父についても、寡
婦控除又は寡夫控除の対象とすることについて検討を行い、平成27年中に必要
な措置を講ずる。

H26 79 09_土木・建築 中核市 松山市 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

社会資本整備総合交付金交付要
綱
社会資本整備総合交付金の計画
別流用について（平成23年3月31日
改正）
国土交通省説明資料（ＨＰ）
「社会資本整備総合交付金制度等
の関係」

社会資本整備総合交付金事
業における交付金間の流用
について

現在、交付金事業は社会資本整備総合交付金と防災・安全交付
金の２本立てになっているが、従来、一つの交付金事業で自由に
利活用できていたものが事業間での利用が出来ないケースが生
じるなど自由度が低下し、使い勝手の良さが評価されていた交付
金制度の魅力が低下しているため、社会資本整備に必要な事業
間での交付金の融通が可能となるよう、見直しを行い、交付金事
業の魅力の向上、両交付金の相乗効果を発揮できる制度とす
る。

【地域の実情】
松山市の下水道人口普及率は59.9％（H24末）であり、全国平均76.3％（H24末）と比較しても16％以上低い数字となっている。ま
た、松山市は南海トラフ地震防災対策推進地域にも指定されていることや耐用年数を迎えている施設があるため、耐震化・長寿命
化も喫緊の課題となっている。
【国の方向性】
国においては汚水処理施設の整備を今後10年間で概ね完成することを目標に掲げており、松山市では、早急な未普及改善事業
の進捗が必要となっている。
【懸念の解消策】
しかしながら、下水道財政の硬直化を防ぐため、建設投資規模の拡大は見込めない状況であり、可能な建設投資規模の中で必要
な事業を効率的に進めていくよう、五箇年計画を策定し、計画的に事業を進めているところであるが、防災・安全交付金に含まれる
浄化センターなどの施設の長寿命化や耐震化は事業規模が大きく、大幅な内示額の減少に対して対応できない。従前は、未普及
改善事業で調整していたが、防災・安全交付金が創設されたことにより、施設の長寿命化・耐震化と未普及改善事業間の調整が出
来なくなったため苦慮している。



年
年度別
管理番

号
分野

提案団体の
属性

提案
団体

関係府省
提案
区分

根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 81 01_土地利用（農
地除く）

町 松前町 国土交通省 A　権限移譲 都市計画法第15条第1項第2号 区域区分に関する都市計画
の決定権限に係る市町村へ
の移譲

都市計画法第１５条第１項第２号を削除し、区域区分に関する都
市計画は市町村が定めるものとすること

【制度改正の必要性】
現在、少子高齢化や財源状況の悪化など、多くの問題が全国的に表面化し、基礎自治体が疲弊している状況である。
そのようななか、総務省の地域力創造グループでは、本格的な地方分権改革の時代のなかで、地域の元気を創造し活性化するた
めの施策を実施しているが、自立した地域を目指すためには、基礎自治体の判断で土地利用の誘導を行うことも必要である。
都市計画法による区域区分は、高度経済成長期における人口増加という社会情勢のなかで設定されたもので、現在の時代とは大
きな隔たりがあり、区域区分制度を画一的に適用する合理性はなくなっている。
また、その決定については、都道府県が行うことになっており、基礎自治体が独自のまちづくりを行ううえでの阻害要因となっている。
もちろん無秩序な開発等は抑制しなければならないが、土地利用の誘導を基礎自治体が行うことができるような体制にすることで、
地域特性を活かした独自のまちづくりを展開することが可能となり、地域の活性化につながるものと考える。
そのため、地域に密着した土地利用に関する各種の規制については、基礎自治体の責任において主体的な取り組みを行うことが
必要であると考え、都市計画法第15条の改正を求める。

【制度改正によって生じる懸念に対する方策】
区域区分に関する都市計画を決定するにあたり、周辺市町との調整を図る機関が必要であると考えるが、関係する首長や有識者
等で構成する広域調整協議会等を設立し、広域的な調整を図りたいと考えている。

H26 82 01_土地利用（農
地除く）

一般市 新座市 国土交通省 A　権限移譲 都市計画法第１５条第１項 区域区分に関する都市計画
の決定権限に係る市への移
譲

区域区分に関する都市計画の決定については、県が定めることと
なっているが、この権限について市への移譲を希望するものであ
る。

【制度改正の必要性】
区域区分は、都市計画区域の無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るために必要な種々の都市計画を定める根幹となる
ものであることから、本来は地域の実情及び課題を熟知した上で都市の将来像を描くことができなければ、適切に決定又は変更を
することは困難と思われる。
また、超高齢社会を迎えようとする中で、都市間競争の激化が想定されており、根幹的な都市計画こそ、基礎自治体である市が、自
らの理想と責任において定められるようにすることで、基礎自治体各々が知恵を出し、魅力的な都市を創造することができるのでは
ないかと考える。
よって、区域区分決定に係る権限について、市への移譲を希望するものである。

【制度改正によって生じる懸念に対する方策】
なお、県のマスタープランとして、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針があり、区域区分はもちろんのこと、市の定める都市
計画はこれと整合を図る必要があることから、もし市が区域区分の決定権限を有しても、広域的な見地は担保されるものと思われ
る。

H26 83 01_土地利用（農
地除く）

一般市 新座市 国土交通省 A　権限移譲 土地区画整理法第52条第1項 市施行土地区画整理事業の
認可権限の市への移譲

市が土地区画整理事業を施行しようとする場合には、事業計画
に定める事項のうち、「設計の概要」について、知事の認可を受け
なければならないが、当該認可の権限について、移譲を希望する
ものである。

【制度改正の必要性】
（仮称）大和田二・三丁目地区土地区画整理事業は、市街化調整区域から市街化区域への編入と合わせて市が実施するもので、
現在事業計画等を作成している。
本地区は、速やかに事業を完了するため、法的な事業認可が得られるまでの間に、企業誘致や想定換地割込みを行っている。
しかし、設計概要の認可が遅れ、結果として事業に遅れが生じた場合、進出企業の撤退等を誘因するとともに、関係地権者の意欲
低下につながることが懸念される。
このことから、事業のスタートとなる「設計の概要」の認可が速やかに行われる必要がある。
なお、地方公共団体施行の土地区画整理事業において、スピード感を持って事業を推進していく潜在的なニーズは高いと推察され
る。
以上のことから、現在、県が有している市施行土地区画整理事業の認可権限について、市に移譲願うものである。

【過去の議論を踏まえた検討】
設計の概要については、省令第９条において、詳細な技術基準が定められており、これに基づけば、適否の判断は市でも可能であ
る。実際に、組合施行の土地区画整理事業については、既に市に認可の権限が移譲されており、市は省令第９条等に基づいて審
査し、認可事務を行っている。
また、事業計画については、設計の概要を含め公衆の縦覧に供し（法第５５条第１項）、利害関係者は意見書を提出することができ
（同条第２項）、当該意見書については都市計画審議会に付議しなければならない（同条第３項）こととなっており、利害関係者の意
見や専門家等第三者の判断を考慮する制度が確立されているため、市が独断で定めるものではない。

02_農業・農地80H26 ４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国と地方の役
割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕組みの充実を図るととも
に、農地転用に係る事務・権限について、地方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条の２第１項）
を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の設定基準案に加え、国の
目標面積案について、都道府県知事の意見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及び都道府県の
目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定
するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と協議する場（協議の場）を
設けることとする。協議の場の議事等については、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案及び都道府県
の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違がある場合には、その要因
分析等を行い、施策効果の見込み方等について協議する。これらの過程を通じ
て、国と地方が十分な議論を行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び
都道府県の目標面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日地方六団体）
において提案されている「農地の総量確保の目標管理」の仕組みに係る実効性を
検証することとし、今後の制度設計の議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置については、別紙を
基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法附則２項）につ
いては、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農林水産大臣
との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指定市町村にあっては、当
該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確保する目標
を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣が指定する市町村（指
定市町村）の長については、都道府県知事と同様の権限を有するものとして、農
地転用に係る事務・権限を移譲する。あわせて、農用地区域内における開発許
可（農振法15条の２）に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項及び５条３
項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せて検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏まえ、必要に
応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るとともに、農地転用許可等に係
る事例集を作成するなど地方公共団体における農地転用許可制度等の適正な
運用の確保に資するよう必要な支援を行うものとする。

現在、少子高齢化や財源状況の悪化など、多くの問題が全国的に表面化し、基礎自治体が疲弊している状況である。
そのようななか、総務省の地域力創造グループでは、本格的な地方分権改革の時代のなかで、地域の元気を創造し活性化するた
めの施策を実施しているが、自立した地域を目指すためには、基礎自治体の判断で土地利用の誘導を行うことも必要である。
土地利用はまちづくりの基本であり、地域の実情や住民ニーズを反映しながら、よりよいまちづくりを展開するため、優良農地をどの
ように守り、どのように有効活用していくのかという判断については、地域の実情を一番理解している基礎自治体の責任において行
うべきである。
しかし、現行制度では、大臣や知事の許可になっており、地方分権を進めるうえでの阻害要因になるとともに、迅速性にも欠けてい
る状況である。
地域の経済や住民の生活を考慮しながら、よりよい土地利用を進めることは、地方分権を進めるうえで重要な施策の一つであり、そ
れを担うのは基礎自治体である。
そのため、農地転用の許可を市町村が行うことができるよう、農地法第4条及び第5条の改正を求める。

農地法第4条及び第5条を改正し、農地転用の許可を市町村が
行うようにする

全ての市町村に転用許可権
限を移譲

農地法第4条第1項、第5条第1項A　権限移譲農林水産省松前町町
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根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 84 05_教育・文化 中核市 和歌山市 文部科学省 A　権限移譲 地方教育行政の組織及び運営に
関する法律
公立義務教育諸学校の学級編制
及び教職員定数の標準に関する法
律
市町村立学校職員給与負担法

県費負担教職員の人事権や
学級編制基準制定権及び教
職員定数権に関する権限の
市への移譲

県費負担教職員の人事配置や学級編制に関する１学級の定数
の基準の制定及び教員配当の定数の決定に関する権限移譲を
希望する中核市に移譲する。
（参考）
指定都市については、第４次一括法により移譲済み

【制度改正の経緯】
現場に近い市が子どもの状況や学校の運営状況をより詳細に把握しており、市が主体性を発揮し、創意工夫を活かした特色ある質
の高い義務教育を実現するとともに、地域に根ざした人材を育成・確保するためには、人事権や学級編制基準及び教員定数の決
定に関する権限が市に移譲されることが不可欠である。
【制度改正の必要性】
本市においては、地域の実情に応じ、児童生徒に対してきめ細かい個に応じた指導を推進し、学力の向上や心の教育の充実を図
りたいと考えているが、そのためには、より良い教育環境が必要であり、上記の人事権等の市への移譲が必要と考える。
【制度改正による効果】
市に人事権があることにより、学校地域の実情にあった教職員配置、市立学校が必要としている能力の高い教員の採用を、市が責
任を持って実施できる。
【小規模市町村との人事交流】
現在、和歌山県の場合には、郡市間の人事交流を実施し調整しており、このシステムを続けることが必要である。
【権限移譲に伴う財源移譲】
人事権と給与負担が一致することにより、権限と責任の一元化が図られ、より地域の実情に応じた教育施策の実現が可能になると
考えるため、権限移譲にあたっては、県費負担教職員の給与負担、及び必要な所要額全額の財源を市に移譲する。

［再掲］
５【文部科学省】
（２）市町村立学校職員給与負担法（昭23法135）、義務教育費国庫負担法（昭27
法303）、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭31法162）、公立義務教
育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律（昭33法116）
県費負担教職員の給与等の負担（市町村立学校職員給与負担法１条）、都道府
県教育委員会の県費負担教職員の任命権（地方教育行政の組織及び運営に関
する法律37条１項）、県費負担教職員に係る定数の決定（地方教育行政の組織
及び運営に関する法律41条１項及び２項）及び学級編制基準の決定（公立義務
教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律３条２項）について
は、県費負担教職員の任命権に係る条例による事務処理特例制度（地方教育行
政の組織及び運営に関する法律55条１項）の運用状況を踏まえつつ、広域での
人事調整の仕組みにも配慮した上で、中核市等に権限を移譲する方向で検討を
行い、小規模市町村を含めた関係者の理解を得て、結論が得られたものから順
次実施する。
また、条例による事務処理特例制度のより一層の活用を図るため、当該制度によ
る人事権の移譲を希望する中核市等については、平成27年度以降、関係する都
道府県や市町村との協議の場を設けるなど、合意形成に向けた支援を行うこと
を、関係団体に速やかに通知する。

H26 88 03_医療・福祉 一般市 田辺市 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

介護保険法第27条、第28条、第29
条、第32条、第33条、第33条の２
介護保険法施行規則第38条第1項
第2号、第41条2項、第52条第1項
第2号、第55条第2項

介護保険制度に係る要支
援・要介護認定有効期間の
弾力的運用及び緩和

要支援・要介護認定有効期間について、介護認定審査会におい
て１２月間以上の認定有効期間の意見が付された場合、事務局
（市）の裁量によりその前後３月間内で認定有効期間が設定でき
るよう希望します。また、要介護５の認定を受け、かつ、主治医意
見書及び前回認定結果により、状態が改善する可能性が極めて
低いと介護認定審査会で判断された場合については、認定有効
期間を長期（無期限）とできるよう希望するものです。

要支援及び要介護認定有効期間については、介護保険法（第28条及び第33条）に基づき、同施行規則（第38条第１項第２号、第
41条第2項、第52条第１項第２号及び第55条第２項）において、市町村が認定審査会の意見に基づき３月間から24月間までの範囲
で定める期間とされています。
現状、要支援・要介護認定者は増加してきている中、認定調査員及び介護認定審査会委員の確保が困難となっています。加えて、
新規要支援・要介護認定申請月、区分変更申請月及び更新申請月が偏ってしまう傾向にあり、月当たりの業務量にかなりのばらつ
きが生じており、調査員、審査委員会委員への負担が増えるとともに、要支援・要介護認定の遅延の原因の一つとなっております。
この新規認定、区分変更及び更新に係る申請件数は、現在月平均で約420件ですが、月によって100件から150件程度の差がでて
おり、また認定有効期間については認定審査会の意見に基づき決定しますが、ほとんどが６月間、12月間、24月間となっていること
から次回更新月も偏ってしまう傾向となっています。
本提案を実施することにより、介護認定業務に係る負担軽減が図られるとともに、月当たりの業務量を平準化することができ、介護
保険被保険者の不利益を防げるものと考えます。

H26 89 03_医療・福祉 中核市 松山市 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

介護保険法第135条
介護保険法施行令第41条、第42条

介護保険料の特別徴収対象
年金の優先順位撤廃

介護保険の被保険者が複数の年金を受給している場合に、１つ
でも年額18万円以上の年金があれば、介護保険料の特別徴収を
実施することができるように、特別徴収対象年金の優先順位を撤
廃すること。

【支障】
年額18万円以上の年金を受給している被保険者については、介護保険料の特別徴収を実施している。
一方、複数の年金を受給している被保険者の場合は、特別徴収の対象となる年金が、年金保険者及び年金種別により優先順位付
けされ、特定されている。
そのため、優先順位が上位の年金からしか特別徴収を実施することはできず、仮に上位の年金が年額18万円以上の条件を満たさ
ない場合は、下位の年金が年額18万円以上の条件を満たしていたとしても、特別徴収を実施することができないという規制が設けら
れている。
優先順位が設定されていることで、年額18万円以上の年金の受給がある被保険者であったとしても、特別徴収を実施することができ
ない場合があり、保険料徴収事務において支障となっている。
なお、同様に年金からの特別徴収を行っている全国後期高齢者医療広域連合協議会から保険料の特別徴収について要望が出さ
れている。これに対して、平成21年11月20日付けの厚生労働省回答において、特別徴収の対象となる年金の優先順位の変更は、
各年金保険者の大規模なシステム改修が必要であるため、保険料徴収を含めた新たな制度全体のあり方を議論する中で検討すべ
き課題であると考えを示されているが、5年を経過しようとする現在も未だ制度改正のスケジュールが出ていない状況にある。
【効果】
優先順位を撤廃することで、年額18万円以上の年金の受給がある被保険者であれば、すべて特別徴収の対象者とすることができ、
保険料収納率の向上、市町村の事務処理の軽減に資することができる。

６【厚生労働省】
（12）介護保険法（平９法123）
（ⅳ）介護保険料の特別徴収に関し、対象年金の優先順位が決められているが、
優先順位が下位の年金からも徴収することについて、各年金保険者のシステム改
修方法の研究や関係者の意見等を踏まえながら実現可能性も含めて検討し、平
成30年度からの第７期介護保険事業計画の実施時期に向けて一定の結論を得
る。

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国と地方の役
割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕組みの充実を図るととも
に、農地転用に係る事務・権限について、地方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条の２第１項）
を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の設定基準案に加え、国の
目標面積案について、都道府県知事の意見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及び都道府県の
目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定
するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と協議する場（協議の場）を
設けることとする。協議の場の議事等については、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案及び都道府県
の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違がある場合には、その要因
分析等を行い、施策効果の見込み方等について協議する。これらの過程を通じ
て、国と地方が十分な議論を行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び
都道府県の目標面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日地方六団体）
において提案されている「農地の総量確保の目標管理」の仕組みに係る実効性を
検証することとし、今後の制度設計の議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置については、別紙を
基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法附則２項）につ
いては、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農林水産大臣
との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指定市町村にあっては、当
該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確保する目標
を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣が指定する市町村（指
定市町村）の長については、都道府県知事と同様の権限を有するものとして、農
地転用に係る事務・権限を移譲する。あわせて、農用地区域内における開発許
可（農振法15条の２）に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項及び５条３
項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せて検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏まえ、必要に
応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るとともに、農地転用許可等に係
る事例集を作成するなど地方公共団体における農地転用許可制度等の適正な
運用の確保に資するよう必要な支援を行うものとする。

【支障】土地利用法制と所管省庁は法制・所管ともに縦割りであるが、都市計画法制が一定の権限移譲が進んでいるのに対して、農
地法の権限移譲はほとんど進んでいない。このため、地域における土地の最適な利用を判断する責任が、地方自治体に十分ない
ため、まちづくりを地方自治体が行っているという実感が乏しい。また、農地転用について農林水産大臣の許可、協議を必要とする
案件があるため、手続に時間がかかることから、行政の効率性の観点からも問題がある。
【改正の必要性】農地転用に関する事務権限を市町村に移譲する。これにより、地域の実情を把握する市町村が事務を行うことで
事務の迅速化が図られるとともに、地域における土地利用の責任を地方が担うことが可能となる（別途、農地法附則第２項に基づく、
国への協議を廃止することも提案）。
【懸念の解消策】農地転用の事務移譲に伴い、国全体で確保すべき農地が守られなくなるという懸念に対しては、地方六団体農地
制度PT報告書（添付）で提案しているとおり、国、都道府県、市町村の間で確保すべき農地の総量等について、実質的な協議を
行ったうえで、事後に第三者機関による評価を行うことで実効性を確保すること等により、解消が可能である。

農地法第４条及び５条の農地転用の許可に関する事務・権限を、
農林水産大臣及び都道府県知事から、市町村長へ移譲するこ
と。

農地転用の許可等に関する
事務・権限の移譲

農地法第４条、第５条A　権限移譲農林水産省佐賀県都道府県02_農業・農地91H26
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求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 92 05_教育・文化 指定都市 新潟市 文部科学省 B　地方に対す
る規制緩和

学校教育法第４条第１項第２号 市立の特別支援学校の設置
について都道府県の認可制
度の廃止

市立の特別支援学校を設置する場合、都道府県の教育委員会
の認可が必要だが、規制緩和により都道府県への届出制とする。
（参考）
指定都市立の高等学校等の設置に係る都道府県教育委員会の
認可については、第４次一括法により廃止済み

【制度改正の経緯】
本事務は、市立高等学校等とともに、地方分権第三次勧告で「認可を許容する」とされたが、今回の第４次一括法で、高校・中等教
育学校については、設置認可権限が指定都市に移譲されることとなった。これにより、幼稚園・小・中・高等学校・中等教育学校を市
が設置する場合、県の認可が不要となる。
また平成２９年度には（特別支援学校（小・中学部）の教職員を含めた）県費負担教職員の定数権等も指定都市に移譲されることと
なり、特別支援学校についても、学級編成や教職員の配置の面では指定都市が権限を持つこととなる。
【支障事例】
一方、本市においては、特別支援学校に通う児童生徒の数は増加しており、平成２２年度、それまで市内１か所だった市立特別支
援学校を市の東西に分離拡充して受け入れ態勢を充実している。今後もさらに特別支援学校への就学を希望する生徒が増えるこ
とが予想され、市立の特別支援学校の設置が課題となっているところである。
【実現した場合の効果】
特別支援学校の設置認可権限の規制緩和により、幼稚園から高等学校まで学校の設置・教職員の配置について、総合的な施策を
展開することが容易となるとともに、より地域のニーズに応じた特別支援学校の設置を迅速に進めることが可能となる。
【３次勧告以降の事情変更】等は別紙のとおり

５【文部科学省】
（１）学校教育法（昭22法26）
指定都市の設置する特別支援学校の設置廃止等の認可（４条１項２号）について
は、事前届出とした上で指定都市に移譲する。

H26 93 01_土地利用（農
地除く）

指定都市 新潟市 国土交通省 A　権限移譲 都市計画法第6条、都市計画運用
指針「Ⅲ－２運用に当たっての基本
的考え方　２市町村の主体性と広
域的な調整」

都市計画基礎調査の実施権
限の指定都市への移譲

都市計画基礎調査の実施主体を現行法の都道府県から指定都
市に移譲する。

【制度改正の必要性】
都市計画運用指針において『都市計画の決定に当たっては、市町村が中心的な主体となるべきであり、市町村の区域を超える特に
広域的・根幹的な都市計画についてのみ、都道府県が決定することとしている』こと、並びに区域区分や都市計画区域マスタープラ
ンの決定が、指定都市へと移譲が進んでいることを踏まえ、都市計画立案の基となる都市計画基礎調査についても指定都市が主
体となるべきである。
【支障事例】
新潟県の都市計画基礎調査は、県と関係市町で役割分担し実施しているが、土地利用や建物利用に関する調査など調査ボリュー
ムが大きい調査項目は、関係市町が実施しているのが実態である。
人口調査など調査区分の設定は関係市町の案をもとに行われているが、調査途中における修正や変更に対応されないなど、調査
実施途中の変更に対する柔軟性が欠ける部分が生じたほか、調査区分による人口データをＧＩＳ対応の成果データとしたかった
が、県及び関係市町間で調整がつかず、それが叶わなかった事例がある。
【制度改正の効果】
指定都市が調査主体となれば、指定都市独自による調査区分の設定や、調査結果データをGIS対応の仕様とするなど、指定都市
が必要とする調査を柔軟に実施することができる。
【懸念に対する方策】
都道府県の都市計画区域の指定などに必要な調査については、あらかじめ、都道府県と指定都市が相談し、調査項目やその仕様
を決めておくことで、調査の統一性を保つことが可能と考える。
権限移譲に伴う指定都市の事務負担の増加については、現在の都道府県に対する交付税措置と同様に指定都市に対する交付税
措置で支援していただきたい。

H26 94 06_環境・衛生 指定都市 新潟市 厚生労働省 A　権限移譲 食品衛生法第13条第1項、第13条
第4項、第14条第1項、第28条第1
項　等

総合衛生管理製造過程
（HACCP）の承認等における
事務・権限の保健所設置市
への移譲

総合衛生管理製造過程（HACCP）の承認等における事務・権限
を保健所設置市へ移譲する。

総合衛生管理製造過程については、現状では地方厚生局（以下、厚生局）が管轄しており、新規申請あるいは更新申請を行うため
には、最寄りの厚生局（新潟市の場合は、さいたま市内の関東信越厚生局）を訪れる必要があり、事業者にとって大きな負担となっ
ている。また、施設の監視指導については厚生局からの職員の派遣が年に数回と限られているため、より身近な保健所設置市に権
限が移譲されることにより、効率的な監視指導を行うことができると考えられる。
現在のところ、新潟市内の承認施設は５施設であるが、今後は国からのガイドラインに基づいてHACCP導入が推進された場合、承
認施設がさらに増える可能性がある。
権限移譲にあたり、以下の事項について御配慮いただけるけるようお願いしたい。
①申請に係る手数料条例を改正する必要があり、他都市の状況把握を含め、準備が整うまでに時間を要するため、十分な周知期
間を設けていただきたい。
②承認の手続きについては、施設への監視・指導が伴い高度な知識を要する業務であるため、移譲する際には自治体職員を対象
にした研修会を開催するなど、体制の整備をお願いしたい。
③移譲された後についても、厚生局等による技術的なバックアップ、相談受付体制をお願いしたい。

４【厚生労働省】
（２）食品衛生法（昭22法233）
総合衛生管理製造過程の承認等については、地方分権の観点及び食品の安全
性の確保を図る観点から、現在、地方厚生局が行っている承認等を含め、制度の
在り方について検討し、平成27年中に結論を得る。

H26 95 10_運輸・交通 都道府県 岡山県 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

地域公共交通確保維持改善事業
費補助金交付要綱第６条1項1号別
表４

地方バス路線の運行費補助
要件の緩和

地域間幹線系統確保維持費国庫補助金の補助対象基準におけ
る「１日当たりの輸送量」の下限を、都道府県の判断によって緩和
できるようにすることを求める。

【支障事例】
現行の「地域間幹線系統確保維持費国庫補助金」においては、補助対象基準で輸送量は15人以上と定められているため、人口減
少が著しい過疎地域等では、輸送量が15人に達せず、岡山県においても、補助対象系統は、平成20年度の36系統から、平成25年
度は22系統と大幅に減少し、また、平均乗車密度が5人未満となり、補助金額が減額される場合も多くなっている。これらの地域間
幹線系統は中山間地域等の住民にとって、高校への通学、地域の基幹病院への通院、買い物等の生活の足として不可欠であり、
維持していく必要がある。
【制度の改正案】
こうした状況を踏まえ、都道府県が特別な支援が必要と考える条例等で指定する過疎地域等（例：岡山県中山間地域の振興に関す
る基本条例における中山間地域）においては、都道府県の判断で、国の定める範囲内（輸送量12～15人）で、補助対象基準を緩
和できるようにすることを提案するものである。
【制度改革の効果】
バス路線だけではなく、他の交通手段や地理的な条件などを都道府県で勘案し、判断することにより実態に即した支援が可能とな
る。

６【国土交通省】
（20）地域公共交通確保維持改善事業費補助金
（ⅰ）地域間幹線系統及び地域内フィーダー系統に対する補助については、地
域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律（平26法41）
により整備された新たな枠組みの下、国土交通大臣が認定した地域公共交通再
編実施計画に基づいて地域公共交通ネットワークを再構築する取組に対する支
援の要件を見直す。

H26 96 06_環境・衛生 都道府県 岡山県 環境省 B　地方に対す
る規制緩和

瀬戸内海環境保全特別措置法第５
条及び第８条

瀬戸内海環境保全特別措置
法に基づく許可手続の見直
し

瀬戸内海沿岸域での事業活動において、過剰な規制と考えられ
る瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく許可手続きを緩和し、
他の閉鎖性海域の沿岸域と同等の事業活動環境とすること。
＜具体的内容＞
現状では、事業場からの排出水質に変更がなくても排水量が１㎥
/日増加するだけで、また、水量水質に全く変更がなくても特定施
設を更新するだけで、事前の水質影響評価や申請後３週間の告
示縦覧が必要であるなど、極めて不合理な制度となっており、地
域の事業活動を妨げる要因となっているので、社会通念上軽微と
考えられる変更等の場合には、事前の水質影響評価及び申請後
の告示縦覧は、省略するべきである。

【現行制度】
瀬戸内海の流域では、水質汚濁防止法に基づく特定施設を設置する工場・事業場のうち、最大排水量が50㎥/日以上のものは、
瀬戸内海環境保全特別措置法（以下「瀬戸内法」という。）に基づき、特定施設等の設置・変更を行う場合はあらかじめ許可が必要
であり、その手続きの際には、事前に周辺水域の水質影響評価を行うことや申請後３週間の告示縦覧を行うことが定められているた
め、より環境負荷の少ない施設や新製品の製造に対応する施設への更新を早急に実現したいという事業者からの要望に対しても、
申請から許可までには最低でも１か月以上の期間を要しており、事業者の支障となっている。（水質汚濁防止法のみ適用される東京
湾、伊勢湾などの地域の場合は、届出後速やかに実施制限期間を短縮し、着工可能である。）
【支障事例】
これについては、瀬戸内海が国立公園に指定された豊かな海であることや、過去において、赤潮の発生や水質汚濁が進んだことを
契機に瀬戸内法が制定されたという経緯があるものの、現時点において、瀬戸内海より環境基準の達成率が低い閉鎖性海域（東京
湾、伊勢湾等）では、このような許可手続きは行われておらず、瀬戸内地域の事業活動を迅速かつ円滑に行う上で、大きな障害と
なっている。
【懸念の解消】
瀬戸内海では、東京湾及び伊勢湾と同様に、５年ごとに水質総量削減計画が策定され、また、個別の事業場に対しては総量規制
基準が適用されており、これらの制度により水質保全の目的は、達成可能である。

６【環境省】
（３）瀬戸内海環境保全特別措置法（昭48法110）
特定施設の構造等の変更許可（８条１項）については、円滑な事業活動への配慮
という観点も踏まえ、事前の環境影響評価や告示縦覧の省略が可能であるか（施
行規則７条の２の適用対象となるか）の照会について速やかに検討し、関係地方
公共団体に必要な周知を行う。
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H26 97 11_その他 都道府県 岡山県 農林水産省（水産
庁）

B　地方に対す
る規制緩和

沿岸漁業改善資金助成法第１１
条、同法施行令第６条

沿岸漁業改善資金に係る支
払猶予措置等の適用等の条
件の緩和

沿岸漁業改善資金の支払猶予及び違約金の減免について、次
のとおり措置を求める。

沿岸漁業改善資金助成法第１１条に「ただし、災害その他政令で
定めるやむを得ない理由により違約金の徴収が著しく困難である
と認められる場合には、違約金の支払いを減免することができる」
旨の規定を追加する。
同法施行令第６条の「やむを得ない理由」に「社会情勢の変化に
伴う漁業経営の悪化」を追加し、同法第１１条についてもこれを適
用する。

沿岸漁業改善資金は、近代的な漁業技術や合理的な漁業生産方式の導入を促進するために、無利子で貸し付ける資金である。
本資金の借受人において一旦償還金の延滞が生じると、償還の期間は長期化する傾向があり、借受人の経営を圧迫し、場合に
よっては事業継続を断念せざるを得ない事態も生じている。
また、沿岸漁業改善資金助成法第１１条において定める違約金の率は年１２．２５％と高率で、漁業者の負担感を増す結果となって
いる上、支払猶予等の措置はあるものの、適用は極めて限定的で、近年の厳しい漁業事情に伴う経営悪化等には対応できない状
態である。このため、借受人の経営状況の悪化を理由とする支払猶予措置、漁業経営や違約金徴収の状況などに応じた違約金の
減免が可能となるよう適用条件の緩和を求めるものである。
本県での一例を挙げると、ノリ養殖業を営んでいた漁業者が施設整備のため同資金を借り入れたが、海域環境の悪化等により、養
殖の不振が続き、経営を継続することができず漁業を廃業した。これに伴い、償還金の滞納が発生したが、県職員が勤務時間外に
督促に行ってもほとんど返済されず、その後、借受人が漁業廃業に伴い工面した資金により元本を返済したが、違約金について
は、借受人の経済状態がほぼ破綻していることから、回収金以上に人件費がかかるような状況が続いた。
今回、支払猶予条件の緩和を行うことで漁業経営が継続でき、また違約金の減免により、漁業経営が破綻したような者を救済し、生
活の再建を図ることができ、併せて県の事務事業の効率化が期待できる。

H26 98 11_その他 都道府県 岡山県 農林水産省（水産
庁）

B　地方に対す
る規制緩和

強い水産業づくり交付金費用・便益
分析要領

産地水産業強化支援事業に
おける施設の改築に係る便
益の算定方法（強い水産業
づくり交付金費用・便益分析
要領）の見直し

「強い水産業づくり交付金費用・便益分析要領」において、施設
を改築する場合の便益算定方法を明確化し、施設整備による効
果全体を便益として算定できるよう次のとおり措置を求める。

同要領に「『改築』について、費用対効果（Ｂ／Ｃ≧１）の算定は、
施設の新設と同様、施設の導入によってもたらされる効果全体を
便益として算定できる」旨を追加する。

産地水産業強化支援事業は、水産業の発展及び水産物の安定供給を図るため、荷さばき施設や漁獲物加工処理施設等の整備
を支援する事業である。
本事業において既存施設の機能向上等を図る新たな施設整備は「改築」として扱われるが、既存施設と比較して「改築」後に増加
する効果のみを便益として算定した場合、費用対効果（Ｂ／Ｃ≧１）を満たすことが極めて困難である。
一昨年、カキ養殖業が盛んな漁協において、むき身処理施設の「改築」を計画したが、漁場計画上、大幅な生産量の増大は見込め
ないことから、「改築」後に増加する便益は、ベルトコンベアの増設によるカキ陸揚げ時間の短縮など労働時間の短縮、これらに伴う
燃料費削減、単価の高い時期に集中出荷することによる生産額の増大などに限定された。
これらの理由により、本県における当交付金を活用した「改築」事業は、平成１７年以降、１件しか執行できていない状況である。
よって、施設の改築に係る便益の算定にあたっては、施設整備による効果全体を便益として算定できるよう「強い水産業づくり交付
金費用・便益分析要領」において明確化を行う必要がある。
今回の明確化を行うことで、「改築」がスムーズに行われ、水産業の発展及び水産物の安定供給につなげることができる。

６　【農林水産省】
（21）産地水産業強化支援事業
「強い水産業づくり交付金（経営構造改善目標）費用・便益分析要領」（平22水産
庁漁政部、漁港漁場整備部）において、従前より既存施設の全てを取り壊した上
で新たな施設整備を行う場合の便益算定方法については、新築として取り扱われ
ていることを、地方公共団体に通知する。

H26 99 05_教育・文化 都道府県 岡山県 文部科学省 B　地方に対す
る規制緩和

補助金等に係る予算の執行の適正
化に関する法律第２２条
文部科学省所管一般会計補助金
等に係る財産処分承認基準（通達）

公立学校施設整備費補助金
等に係る財産処分における
国庫納付金不要条件の緩和

国庫補助事業完了後１０年未満に当該学校施設の取壊しや有償
譲渡等を行う場合、国庫納付金が必要とされているが、地域の児
童福祉や高齢者福祉に資する施設への活用等の一定の条件を
満たすものについては、１０年以上経過した学校施設と同様に、
国庫納付金相当額以上の額の基金積立を行うことにより国庫納
付金を不要とする。

【支障事例】
国庫補助事業完了後１０年未満の学校において、余裕教室を放課後児童クラブに貸与・譲渡等しようとすると、「文部科学省所管一
般会計補助金等に係る財産処分承認基準」により、有償無償にかかわらず耐用年数に応じた残存価額相当額の国庫納付金が生じ
るため、保護者からの強い要望があるにもかかわらず適当な設置場所がなく、放課後児童クラブの設置を見送っている事例がある。
【改正の必要性】
児童生徒の減少により余裕教室が増加傾向にある中、その有効な活用を進める必要があるが、放課後児童クラブは主に当該学校
の在籍児童が利用するものであり、地域の児童福祉に資するものである。児童福祉法の改正（H27.4.1施行）により、児童クラブの対
象が小4から小6に拡大するため、放課後児童クラブの場所の確保の必要性が一層増大することが見込まれるが、特に都市部を中
心として、運動場にプレハブを建てるスペースもないため、余裕教室を転用することが益々求められる。また、地域のお年寄りの利
用が見込まれる民間デイケア施設等の高齢者福祉に資する利用も考えられる。
【懸念の解消策】
現行制度において国庫納付金が必要となる国庫補助事業完了後１０年未満の学校施設の財産処分についても、地域の児童福祉
や高齢者福祉に資する施設への活用等の一定の条件を満たすものについては、国庫納付金の納付に代えて、学校施設整備のた
めに市町村に設置した基金に国庫納付金相当額以上の額を積み立てることを条件として貸与・譲渡等を認めてほしい。

02_農業・農地100H26 ４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国と地方の役
割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕組みの充実を図るととも
に、農地転用に係る事務・権限について、地方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条の２第１項）
を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の設定基準案に加え、国の
目標面積案について、都道府県知事の意見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及び都道府県の
目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定
するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と協議する場（協議の場）を
設けることとする。協議の場の議事等については、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案及び都道府県
の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違がある場合には、その要因
分析等を行い、施策効果の見込み方等について協議する。これらの過程を通じ
て、国と地方が十分な議論を行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び
都道府県の目標面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日地方六団体）
において提案されている「農地の総量確保の目標管理」の仕組みに係る実効性を
検証することとし、今後の制度設計の議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置については、別紙を
基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法附則２項）につ
いては、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農林水産大臣
との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指定市町村にあっては、当
該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確保する目標
を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣が指定する市町村（指
定市町村）の長については、都道府県知事と同様の権限を有するものとして、農
地転用に係る事務・権限を移譲する。あわせて、農用地区域内における開発許
可（農振法15条の２）に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項及び５条３
項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せて検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏まえ、必要に
応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るとともに、農地転用許可等に係
る事例集を作成するなど地方公共団体における農地転用許可制度等の適正な
運用の確保に資するよう必要な支援を行うものとする。

【制度改正の必要性】
農地転用許可に当たっての審査基準は同一であり、面積要件により許可権者を変える必要性に乏しく、許可権限を市町村へ移譲
すること、農林水産大臣への協議を廃止することにより事務の迅速化を図るべきである。
【支障事例】
地方農政局における手続に一定程度時間を要するため、立地を計画している企業等が刻々と変化する経済情勢に基づくビジネス
チャンスを逃す場合や、不要な出費を強いる場合がある。
【制度改正の経緯】
本県では、現在、４ha以下の農地転用許可権限を全ての市町村に移譲しているが、何ら問題なく事務処理ができている。市町村か
らは、より迅速な事務処理を可能にするため、県農業会議の意見聴取の義務付けを廃止すべきとの多数の意見がある。

①4haを超える農地転用に係る農林水産大臣の許可権限を市町
村長へ移譲する。
②4ha以下の農地転用に係る知事の許可権限を市町村長へ移譲
する。

農地転用許可権限の市町村
への移譲

農地法第４条第１項及び第５条第１
項

A　権限移譲農林水産省岡山県都道府県



年
年度別
管理番

号
分野

提案団体の
属性

提案
団体

関係府省
提案
区分

根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 101 02_農業・農地 都道府県 岡山県 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

農業振興地域の整備に関する法律
第8条第4項

農業振興地域整備計画を策
定・変更する場合の都道府
県知事への協議の廃止

農業振興地域の整備に関する法律に基づき市町村が農業振興
地域整備計画を策定・変更する際の都道府県知事への協議を廃
止する。

【制度概要】
市町村農業振興地域整備計画の策定・変更については、法律の基準に従って計画策定・変更をし、このうち農用地利用計画につ
いては都道府県知事との協議・同意を必要とするしくみとなっている。
【支障事例】
当県では、農地転用（４㏊以下）に係る許可権限を平成20年度までに全市町村に移譲しているが、農業振興地域の整備に関する
法律において、市町村農業振興地域整備計画の策定・変更にあたって都道府県知事への協議・同意が義務づけられているため、
農地制度上の権限が市町村において完結しておらず、市町村による真の意味での自主的･主体的な地域づくりが可能となっていな
い。
【制度改正の必要性】
同計画の策定･変更については、法令上基準が示されており、その基準に従って計画策定・変更を行えば足り、都道府県知事への
協議を廃止することによって事務の迅速化が図られる。

H26 103 11_その他 一般市 栃木市 法務省 B　地方に対す
る規制緩和

人権擁護委員法第6条第3項 人権擁護委員推薦の議会諮
問の廃止

人権擁護委員候補者の推薦に当たり、議会の意見を聞く義務付
けを廃止する。

人権擁護委員の推薦については、議会の意見を聞くことが義務付けられているため、推薦が必要となる都度、市議会定例会に議案
提出しているが、推薦手続きにおいては、法務局が弁護士会及び人権擁護委員連合会の意見を求める規定もあり、市町村議会の
意見を義務付ける必然性はないと思われる。

地方議会の諮問の義務付けを廃止することで、国が委嘱する委員の市町村推薦手続きが簡素化され、議会及び市町村の業務負
担が減少する。

［再掲］
６【法務省】
（２）人権擁護委員法（昭24法139）
人権擁護委員の推薦（６条３項）については、事務の効率化に資する観点から、
市町村議会への意見聴取を推薦の都度行うのではなく、市町村の実情に応じ
て、一定期間に推薦されることが予定されている委員候補者について一括して意
見を聞くことも可能である旨、市町村に周知する。

H26 105 02_農業・農地 一般市 栃木市 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

農業振興地域の整備に関する法律
第８条第４項、第１３条第４項

農用地利用計画に係る都道
府県知事への協議及び同意
を廃止

農業振興地域整備計画の農用地利用計画を策定及び変更する
場合、策定及び変更の際に必要な都道府県知事への協議及び
同意を廃止する。

【具体的な支障事例】
農業振興地域制度は、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、都道府県知事が農業振興地域を指定し、これに基づいて
市町村が農用地区域を定めることにより 優良農地の確保と計画的な農業の振興を目指す制度であるが、本市のように、３度の市町
合併を行い、市域が広域となった自治体では、市政推進の指針となる総合計画やまちづくりの指針となる都市計画マスタープランと
整合性を図った適切な土地利用の見直しが必要となっている。特に本市の土地利用上の大きな特徴として、東北縦貫自動車道と
北関東自動車道の結節点に位置し、３か所のICを有しており、周辺地域は、物流・産業の拠点など将来の地域振興に大きな期待が
寄せられている。さらに、少子高齢化に伴う人口減少対策として、定住促進の強化対策を本市は打出しており、安定的な雇用の確
保が求められている。しかしながら、３か所のIC周辺地域は、ほとんどが農振農用地に該当しており、ICが設置された地理的優位性
が一向に活かされていないのが実情である。市のまちづくりの方向性を定めた総合計画や都市計画マスタープランを推し進めていく
上では、農業振興制度が大きなハードルとなっている。
【廃止の必要性】
農用地利用計画の変更に係る都道府県知事への協議及び同意を廃止としていただきたい。地域の実情を反映したまちづくりを効
果的に進めていくには、市の責任の下、将来のあるべき姿を考え、計画的かつダイナミックな土地利用の見直しを決めていくことが
重要である。また、農振除外の手続きについても、時間的な短縮と地域住民へのサービス向上が図られ、事務量の削減にも繋がる
ものである。

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国と地方の役
割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕組みの充実を図るととも
に、農地転用に係る事務・権限について、地方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条の２第１項）
を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の設定基準案に加え、国の
目標面積案について、都道府県知事の意見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及び都道府県の
目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定
するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と協議する場（協議の場）を
設けることとする。協議の場の議事等については、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案及び都道府県
の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違がある場合には、その要因
分析等を行い、施策効果の見込み方等について協議する。これらの過程を通じ
て、国と地方が十分な議論を行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び
都道府県の目標面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日地方六団体）
において提案されている「農地の総量確保の目標管理」の仕組みに係る実効性を
検証することとし、今後の制度設計の議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置については、別紙を
基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法附則２項）につ
いては、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農林水産大臣
との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指定市町村にあっては、当
該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確保する目標
を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣が指定する市町村（指
定市町村）の長については、都道府県知事と同様の権限を有するものとして、農
地転用に係る事務・権限を移譲する。あわせて、農用地区域内における開発許
可（農振法15条の２）に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項及び５条３
項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せて検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏まえ、必要に
応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るとともに、農地転用許可等に係
る事例集を作成するなど地方公共団体における農地転用許可制度等の適正な
運用の確保に資するよう必要な支援を行うものとする。

【制度概要】
国は、食料の安定供給という責務から、どの程度の農用地等を確保しておくかを全国的な見地から判断する必要があるとし、農業振
興地域整備基本方針の策定・変更にあたっては国の協議・同意を得ることとしている。
国の基本指針における「確保すべき農用地等の面積の目標」については、「食料・農業・農村基本計画」の供給熱量ベースの食糧
自給率の目標50％を基に算定し、各都道府県の確保面積の合計が国の確保面積と一致する仕組となっている。
【支障事例】
都道府県の確保面積の算定にあたっては、全国一律の基準で行われており、各都道府県ごとに農家の高齢化・担い手不足、条件
不利農地の存在やその他地理的条件の差異など様々な要因があるにもかかわらず、それらは全く考慮されていない。
また、「協議」でありながら、国の確保面積と各都道府県の確保面積の合計値が一致することとなるよう国から各都道府県の確保面
積が押し付けられ、それに応じなければ国の同意がないという実態がある。
【制度改正の必要性】
確保面積目標算定について国への協議を廃止し、県の地域性・独自性が反映できるようなしくみとすべきである。

農業振興地域の整備に関する法律に基づき都道府県が農業振
興地域整備基本方針を策定・変更する際の農林水産大臣への
協議を廃止する。

農業振興地域整備基本方針
を策定・変更する場合の農
林水産大臣への協議の廃止

農業振興地域の整備に関する法律
第4条第5項

B　地方に対す
る規制緩和

農林水産省岡山県都道府県02_農業・農地102H26
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求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 107 09_土木・建築 中核市 金沢市 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

河川管理施設等構造令第47条第2
項
課長通達16令第47条関係（2）

樋門の最小断面の緩和 樋門の最小断面は課長通達により内径1.0m以上と決められてい
るが、集水エリア等を考慮し、より小さい断面でも樋門を設置でき
るよう最小断面の条件を緩和したい。

河川や用水からの排水や取水機能を持つ樋門の設置基準が、現在は課長通達（平成11年10月15日改正）により内径1.0m以上とさ
れているが、金沢市では、平成21年度以降、一定の開度を保持し開口する「バランスウエイト式フラップゲート」を採用していおり、よ
り堆積土砂等が排除される構造としている。
今後設置する予定の樋門は、市内北部の大宮川の河口付近などを想定しており、既設排水の機能確保を考慮すると、流量的に
1.0ｍ以下で十分な箇所が出てくる予定である。将来的に地元が費用負担する樋門が多く、より小さい樋管の方が、地元が修繕や
改良する時に金額の抑制効果があり、当然、施工費（初期投資）も抑制できる。
求める制度改正の内容は、例えば、通達を改正して、内径1.0mという基準にとらわれることなく、流量や河川構造など地域の実情に
応じて樋管のサイズを柔軟に決定できる旨、但し書きを加える等により、柔軟な樋門の設置を可能としたい。

６　【国土交通省】
（11）河川法（昭39法167）
（ⅳ）樋門の構造（河川管理施設等構造令（昭51令199）47条２項）について、国土
交通大臣がその構造が同項の規定によるものと同等以上の効力があると認める
施設については設置が可能であること（同令73条４号）等を、地方公共団体に改
めて情報提供する。

H26 108 11_その他 中核市 金沢市 内閣府 A　権限移譲 特定非営利活動促進法第9条 特定非営利活動法人の所轄
事務を中核市へ移譲

現行の特定非営利活動促進法に定める所轄庁は、都道府県の
知事又は指定都市の長とされているが、ここに中核市の長を加え
ることで、事務権限を移譲したい。

【支障事例】
特定非営利活動法人については、現行の所轄庁は都道府県知事又は指定都市の長とされていることから、主たる事務所の所在地
が金沢市にあるNPO法人は約170あるにもかかわらず、各団体の特徴や得意分野、その他具体的な活動実態を十分把握できてい
るとはいえず、本市と協働してまちづくりに取り組むNPO法人が固定化することで、本市の協働事業がマンネリ化・硬直化する傾向
にある。
また、都道府県のように法人化を目指すNPO及びNPO法人からの「法人化に関する相談・認可（変更）申請・事業報告」等が皆無の
ため、「各団体の顔が見えづらい」ほか、団体や法人に関する情報を県のHP等を通じて「断片的にしか取得できない」など、団体の
一元的・総体的な管理が不可能なことにより、団体との連携不足や事務処理上のタイムロス等が生じている。
【制度改正による効果】
権限移譲により、主たる事務所の所在地が金沢市にあるNPO法人に関する情報を一元・相対的に管理することで、各団体の特徴を
活かした協働事業が展開可能となり、ＮＰＯ法人の知識や経験をまちづくりに活かせるようになる。
また、相談・申請等に対応する中で、本市職員の「NPO法や協働に関する知識の習得」、「協働意識の醸成」等が一層図られること
も期待され、本市の重点施策である「自立した市民と協働したまちづくりの達成」に近づくとともに、県と本市との協働のまちづくりに
関する知識や意識の一体感が醸成される。
さらに、各団体の特性を活かしたマッチング（連携）事業が行えるほか、現在必要とされる関係各所への情報確認・把握にかかる時
間が不要となり、機を逸することなく、団体への働きかけができる等効果的な連携事業の計画・実施も容易になる。

５【内閣府】
（２）特定非営利活動促進法（平10法７）
特定非営利活動法人の設立認証等を担う所轄庁の権限（９条）については、条例
による事務処理特例制度による運用状況や都道府県、中核市等の意見を踏まえ
つつ、中核市への移譲について検討し、必要な措置を講ずる。

H26 109 01_土地利用（農
地除く）

一般市 二本松市 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

都市計画法第１９条第３項
都市計画法施行令第１４条
都市計画法施行規則第１３条の２

都市計画の軽易な変更の見
直し

都市計画法施行令第１４条第１項第２号中「法第１８条第３項」の
次に「又は法第１９条第３項」を追加、又は都市計画法施行規則
第１３条の２の条文に同規則第１３条各号の条文を追加することに
より、市町村が決定する都市計画の軽易な変更を道府県と同様と
し、道路や公園等に関する都市計画の変更を行いやすくする。

【制度改正の内容】
都市計画法第２１条の軽易な変更は、その内容が細かく規定されており、変更内容も限定的で、既決定時に両者の調整は済んで
いるものと解される。
これまでの地方分権改革で市町村が決定できる都市計画の種類が拡大したが、軽易な変更として取り扱う項目に、道府県と市町村
とでは大きな違いがある。このことから、都市計画事業の進捗にも影響が出ている。よって、市町村が決定する都市計画の軽易な変
更についても、道府県と同様の項目とすることを提案する。
【具体的な支障事例及び制度改正の必要性】
都市計画法施行規則第１３条各号に掲げるものが、市町村決定の都市計画に関して、軽易な変更として認められていないことによ
り、次のような支障事例が生じており、同様の支障事例が公園等の場合にも想定される。
・都市計画道路施行の際、詳細測量を行なって実施設計を行い、事業認可を得ようとした場合、都市計画決定した線形と事業認可
を受けようとする線形がずれてくる場合は都市計画変更をした上で事業認可申請する必要がある。この変更の手続きに時間を要し
てしまうと、事業予定地に建築物等が建築されてしまう恐れがあり、移転補償が困難になり道路完成の遅延が予想される。また、施
工中に地盤状況等により線形変更が必要となった場合、変更手続きに時間を要すると工事期間も長くなり、工事費増大の恐れがあ
る。このようなことから、軽易な変更として手続きの期間を短縮させたい。
（参考）
通常の変更　案の縦覧から決定告示まで約６週間
軽易な変更（名称の変更）　都市計画審議会召集から決定告示まで約１週間
軽易な変更（名称の変更以外）　案の縦覧から決定告示まで約４週間

６　【国土交通省】
（12）都市計画法（昭43法100）
（ⅲ）市町村が都市計画の変更を行う場合における軽易な変更とされる事項（施
行規則13条の２）については、制度の運用実態や地方公共団体の意向を調査
し、その結果等を踏まえて見直しを検討し、平成27年中に結論を得る。

H26 110 08_消防・防災・
安全

指定都市 浜松市 総務省（消防庁） B　地方に対す
る規制緩和

消防組織法第45条第1項、第49条
第2項及び第3項
緊急消防援助隊に関する政令第6
条
緊急消防援助隊設備整備費補助
金交付要綱第3条

緊急消防援助隊設備整備費
補助金に係る零細補助基準
の廃止又は緩和

緊急消防援助隊設備整備費補助金交付要綱第3条に規定され
ている、県及び指定都市が補助金の交付を受けるための基準
（交付額が9,500万円以上）について、基準の廃止又は緩和を求
めるもの。

【支障事例】
消防組織法第45条に規定される緊急消防援助隊（以下「緊援隊」）の車両整備に交付される緊急消防援助隊設備整備費補助金に
ついては、同補助金交付要綱第3条において、指定都市にあっては、交付額が9,500万円（以下「基準額」）に満たない場合は、交
付決定を行わないこととされている。
本市では、緊援隊の車両更新は毎年1～2台程度必要だが、これに係る算定額が基準額に満たないため、当該補助金を活用でき
ない。（添付「参考①・②」）
このため、更新の先送り等により更新年度を集中化しなければならず、平成19年度以降は更新期間を延長して対応している。今後
も、平成28年度及び平成33年度に更新を集中させ整備せざるを得ない見通しであり、関係車両以外の車両等の更新時期にも影響
を及ぼすとともに、老朽化による年間の車両維持管理費の増大や、更新の先送りが困難な場合は、全額市費による更新を余儀なく
されている。
※他の指定都市にも同様の課題が見られる。
【制度改正の必要性】
基準額の廃止又は緩和により、当該補助金を実情に即した形とすることで、上記の課題を解決し、各自治体における緊援隊の計画
的整備に大きく資するものとなる。ひいては、平成30年度を目途とする緊援隊の規模増強の計画達成につながるものと考える。（添
付「参考③」）

６【総務省】
（10）緊急消防援助隊設備整備費補助金
指定都市に係る緊急消防援助隊設備整備費補助金の交付基準については、近
時の指定都市の行政規模を踏まえ、緩和の方向で見直しを行う。

H26 111 02_農業・農地 指定都市 仙台市 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

卸売市場法第９条、第１１条
卸売市場法施行令第７条

中央卸売市場業務にかかる
業務規程に関して、農林水
産大臣の認可を一部の事項
につき事後報告とすること

消費税法及び地方税法の改正に伴い、中央卸売市場業務にか
かる業務規程の変更が発生し、当該規程変更にあたっては卸売
市場法に基づき農林水産大臣の認可が必要となっている。消費
税法及び地方税法の改正に関し、税負担の適正な転嫁を関係
省庁で申し合わせていることを踏まえ、消費税率の変更に伴う業
務規程の変更については、事後報告に変更すべきである。

【支障事例】
本年４月の消費税率の５％から８％への引き上げに伴い、業務規程に相当する仙台市中央卸売市場業務条例及び同業務条例施
行規則に規定する、卸売業者が市長に提出しべき報告書の「卸売予定数量等の報告」及び「売買仕切り書の記載事項」の消費税
率を１００分の５から１００分の８に改めた。この変更については農林水産省より大臣の認可が必要との見解が示されたことから、認可
申請を行った。
認可申請には、必要な利害関係者への意見聴取、条例の改正に係る議案の議決証明書発行の事務処理が必要となり、多大な時
間と労力を費やした。
【制度改革の必要性】
消費税法の改正は国会で審議・議決され、また、法改正後、物価担当官会議を開催し消費税の適正な転嫁を関係省庁で申し合わ
せていることを踏まえれば、このように法改正に起因し、政府の方針が明確に示されているものについては大臣の認可事項から除外
する必要がある。
【類似事例】
一般ガス事業者の定めるガス料金については、ガス事業法第17条第6項で「他の法律の規定により支払うべき費用の額の増加に対
応する場合として経済産業省令で定める場合」には、値上げによる約款の変更に伴う経済産業大臣の認可を必要としないと規定さ
れており、経済産業省令で定める場合として、ガス事業法施行規則第19条の3の2第1項第2号で「消費税相当額の増加に対応する
場合」と定められている。これにより、消費税増税によるガス料金の改定については、大臣の認可を必要としていない。

６　【農林水産省】
（10）卸売市場法（昭46法35）
中央卸売市場業務規程の記載事項（９条）の一部については、地方公共団体の
判断により、条例以外の規則等で定めることができることを、今後の「中央卸売市
場業務規程の作成について」（平11農林水産省食品流通局）の改正に合わせ、
地方公共団体に通知する。

H26 112 01_土地利用（農
地除く）

指定都市 仙台市 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

都市計画法施行令第6条第1項第6
号
都市計画運用指針C．C-1.(1)

都市計画法施行令及び都市
計画運用指針の改正

下水道に関する排水区域、管渠を都市計画に定める事項から削
除すべきである。

都市の排水処理については公共下水道，農業集落排水，浄化槽，潅漑排水，準用河川などの手法があるが，都市計画に位置付
けているのは下水道法で位置付けられる下水道だけであり，都市内の排水処理の全てを都市計画では網羅していない。
現行制度は，高度成長期に都市計画の観点で下水道の整備促進を図る目的で位置付けられているが，都市の成熟化や人口減少
の時代となった現在，当初の都市計画的観点が希薄となっており，近年行われている手続きは，家1件の建築に伴う区域の追加
や，区画整理により市街化編入した区域の追加など，都市計画的議論の余地がないものがほとんどである。
また，都市計画図の中に下水道の排水区域を図示しないため，一般の方が都市計画決定された下水道の排水区域を見るために
は，都市計画案を縦覧するか，都市計画決定図書の原議を開示請求するしかない。
下水道の管渠は下水排除面積1,000ha以上のものについて決定することとなっているが，どのようなルートで下水が流れるかを示し
た図に過ぎず，
地下鉄の決定のように平面位置や縦断高さを決定して他の構造物に対して制限を掛けるようなものではない。また，管渠は一般的
に道路下に占用するため，土地収用の必要も生じない
下水道の都市計画決定については，土地収用の観点や都市計画的な観点から市民にとって迷惑施設となる可能性がある処理場，
ポンプ場などの施設の位置に限定し，排水区域及び管渠の項目を削除すべきである。
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H26 113 01_土地利用（農
地除く）

指定都市 仙台市 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

都市計画法第59条第1項 都市計画法の改正 都道府県知事の認可が必要となる都市計画事業から下水道を削
除すべきである。

現行制度は，高度成長期に都市計画の観点で下水道の整備促進を図る目的で位置付けられているが，都市の成熟化や人口減少
の時代となった現在，当初の都市計画的観点が希薄となっており，都市計画的議論の余地がないものがほとんどであり，都市計画
道路や都市公園のように都市計画事業として整備を行う必要がある事業とは異なり，下水道事業は下水道法で整備計画が担保さ
れていることから，都市計画事業認可取得手続き自体が事務的な負担となっている。

H26 114 03_医療・福祉 都道府県 千葉県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

介護保険法第１１５条の４５第２項第
６号（地域における医療及び介護の
総合的な確保を推進するための関
係法律の整備等に関する法律によ
る改正後の介護保険法。当該条項
の施行期日は平成２７年４月１日。）

介護保険法地域支援事業の
認知症施策に係る「保健医
療及び福祉に関する専門的
知識を有する者」の要件の
緩和

平成２７年度以降、介護保険法の地域支援事業として「保健医療
及び福祉に関する専門的知識を有する者」を設置して認知症支
援事業を実施することが市町村に義務付けられるが、「専門的知
識を有する者」として、国が養成する認知症地域支援推進員だけ
ではなく、都道府県や市町村が認知症地域支援推進員に準じる
者として独自に養成する者も対象とすること。

【制度改正の経緯】
平成２７年度以降、介護保険法の地域支援事業に認知症支援事業が位置付けられ、市町村に実施が義務付けられる。この事業は
「保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者」（以下「専門的知識を有する者」）を置き実施することとされ、具体的には国が
養成する認知症地域支援推進員と想定されているが、都道府県や市町村が認知症地域支援推進員に準じる者として独自に養成
する者も対象とすること。
【支障事例】
千葉県では、認知症高齢者の急増という現状に鑑み、認知症多職種協働の連携役を早急に養成する必要があると判断し、平成２４
年度に研修体系及びプログラムを作成、２５年度から独自に認知症コーディネーターの養成を開始しており、その役割の多くは認知
症地域支援推進員と重複している。
認知症コーディネーターの養成研修プログラムは、県内の医療、介護、福祉等各分野の多くの関係者で検討・協議を重ね、現場の
声を取り入れて作成したものであり、地域の特性に応じた養成を行っている。既に６９人を養成し、２７年度までに１６０人の養成を目
指しており、今後も配置促進を図っていく予定としている。
しかし、地域支援事業で配置が義務付けられる「専門的知識を有する者」について認知症地域支援推進員しか認められないことと
なると、本県のこれまでの取組が活かされず、継続していくことが困難となる。
【制度改正の必要性】
認知症地域支援推進員に準じる者として一定の質は確保しつつ、自治体が自主的な取組により地域の特性を踏まえて養成した者
も対象とすることで、認知症の人が住み慣れた地域で生活するためのより効果的な支援が可能となるため、要件を緩和する必要が
ある。

６【厚生労働省】
（19）認知症地域支援推進員等設置事業
地域支援事業実施要綱に基づく認知症地域支援推進員等設置事業について
は、国が定める研修を受講した者のほか、地方公共団体が独自に養成する者を
活用することもできるように、平成27年度の早期に当該実施要綱の見直しを行う。

H26 115 06_環境・衛生 一般市 三豊市 環境省 B　地方に対す
る規制緩和

廃棄物の処理及び清掃に関する法
律第7条、廃棄物の処理及び清掃
に関する法律施行令第4条の5

一般廃棄物収集運搬業の許
可期間の延長

一般廃棄物収集運搬業の許可の期間は、廃棄物の処理及び清
掃に関する法律第7条において、「一年を下らない範囲で政令で
定める期間」とされ、同法施行令第4条の5の規定では2年とされ
ている。これに対し、同法で規定される産業廃棄物処理業の許可
の期間は5年であり、更に平成22年の法律改正により優良事業者
制度が導入され、優良な産業廃棄物処理業者については、許可
期間が7年と2年延長されている。
一般廃棄物収集運搬業の許可期間についても、優良な事業者に
対しては、原則2年延長して4年とする特例を認めてほしい。

【支障事例】
本市は合併後、市域が広がり事業所数が多いことから、市が、現在以上のきめ細かい指導を行うことには限界がある。また、一般廃
棄物収集運搬の許可業者が市町村合併時の10社から延べ21社に増加し、事務が煩雑化している。
【制度改正の必要性】
一般廃棄物収集運搬業を行う優良事業者に対する許可期間を延長することにより、事業者の資質の向上と行政事務の軽減が図ら
れる。また、優良事業者としての特例を与えることにより、事業所に対する市の指導等について一層の協力が見込まれ、行政の補完
的立場を持ち合わせた事業活動の展開が期待される。
【懸念の解消】
平成24年、本件に関する全国市長会の要望に対して、国は、「一般廃棄物処理業者の行う処理事業は、市町村が実施する一般廃
棄物の処理を補完する極めて公共性の高い事業であることから、更新期限をできるだけ短くすることにより、一層の信頼を高める必
要がある」と回答している。
信頼性の確保について、市町村は収集運搬業者と日頃から直接顔を合わせる機会があり、日常的なチェックや確認が可能であるこ
とから、今回は、収集運搬業に限るものとして提案する。

H26 116 11_その他 一般市 三豊市 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

厚生労働省所管一般会計補助金
等に係る財産処分承認基準（平成
20年4月17日会発第041700号）

補助金返還要件の緩和（各
省庁の財産処分基準の見直
し）

現在、施設の売却等の財産処分にあたっては「補助金等に係る
予算の執行の適正化に関する法律」及び所管行政庁の財産処
分承認基準により、補助金の返還が余儀なくされている。
多くの遊休化・老朽化した施設の有効活用を検討していく中で、
それが弊害となり、民間への売却等に際し、契約交渉の過程にお
いて不利になるため、財産処分承認基準を見直し、有償譲渡や
有償貸付の場合であっても、補助金返還を求めず、事務処理の
簡素化を図ってほしい。

【制度改正の経緯】
全国の多くの自治体は、平成の合併後、約10年が過ぎようとしており、合併に伴う施設管理の増数増大化や更新費用の問題が喫緊
の課題となっている。しかしながら、各所管省庁の「補助金等に係る財産処分基準」により補助金返還が余儀なくされており、施設運
用計画にも大きく影響をきたしている。
【支障事例及び解消策】
事例として、今年度、市では厚生労働省所管の施設である「三豊市豊中町南福祉ふれあいセンター」の有償譲渡を行う予定だが、
鉄骨建造物であれば処分制限期間が47年ということになっており、老朽化建造物であっても残存算定され、期間相応分の補助金が
返還請求されることとなる。企業や自治会などへの売却活用にあたっては、価格交渉において補助金返還額も考慮しなければなら
ず、市町村が公共施設再配置計画に基づき、施設の統廃合等の検討を進めるにあたり、財産処分基準中にある「有償譲渡及び有
償貸付を除く」という部分が弊害となり、契約交渉において不利になっている。
【制度改正の必要性】
三豊市では、議会特別委員会での協議やパブリックコメントを経て、平成25年6月に公共施設再配置計画を策定し、将来維持でき
る施設量の試算や目標数値、公共施設のあり方や方向性について定めた。
厚生労働省の基準の中にある「有償譲渡及び有償貸付を除く」という部分は、全ての場合にあてはめるのではなく、市町村がその計
画をもとに適正であると判断して行う財産処分については、地域の特色や自主性を発揮した地域づくりにつながり、地方分権の一歩
になると考えられるため、目的外にはあたらず、特例として国庫納付を求めない旨の改正を求める。

H26 117 01_土地利用（農
地除く）

一般市 芦別市 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

都市公園法第１６条 都市公園の保存規定の弾力
化

都市公園法第１６条第１項に、第４号として「都市計画法第１８条
の２第１項の規定による市町村の都市計画に関する基本的な方
針に定められている場合」を加える。
「市町村の都市計画に関する基本的な方針」いわゆる「都市計画
マスタープラン」は、都市計画法第６条の２に定める「都市計画区
域の整備、開発及び保全の方針」に即すこととなっており、策定
にあたっては都道府県との協議の機会がある。また、同法第１８
条の２第２項には、「市町村は、基本方針を定めようとするときは、
あらかじめ、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必
要な措置を講ずるものとする。」の規定があり、住民の意見を反映
する機会も設けられていることから、「都市計画マスタープラン」で
定められた場合に限っての廃止は、地域住民の意向がまちづくり
に反映された結果となる。

【制度改正の必要性】
国土交通省が提唱するコンパクトなまちづくりに向かう中で、住民を中心市街地へと誘導していくと、各地区に点在する都市公園に
ついても整理の必要が生じるが、人が住まなくなった地区の公園を整理したいという消極的な理由では、都市公園法第１６条の保存
規定により、原則として都市公園を廃止することはできないのが現状である。
ついては、都市公園法第１６条の改正を提案する。
【具体的な支障事例】
①旧炭鉱地区における都市公園の取扱
旧炭鉱地区については、２５０mの範囲内に人が住んでいない又は改良住宅の移転集約により近い将来人が住まなくなる状況であ
るにも関わらず都市公園の廃止ができず、税金を使って管理し続けることに市民の理解が得られない。さらに、遊具等がある場合
は、事故の懸念もあることから、廃止して更地とする対応が必要である。
②長期未着手となっている都市公園の取扱
都市計画決定している未開設公園は、土地に都市計画法上の制限がかかっていることから、公園以外の土地利用ができず、売却
などもできない状況である。
【制度改正によって生じる懸念に対する方策】
都市公園を廃止した場合、都市景観や都市環境の悪化が懸念されるが、旧炭鉱地区においては、人が住まなくなった中に公園だ
けが残るという状況であり、景観や環境が悪化するといった議論をするレベルではない。
また、本市においては、一人当たり都市公園等面積が４０．２５㎡／人と全国平均を大きく上回っており、現に市民が居住している地
区において、避難場所としての都市公園は確保されていることから、災害時の避難場所が確保できないといった問題は生じないと考
えられる。

６　【国土交通省】
（７）都市公園法（昭31法79）
（ⅰ）公園管理者である地方公共団体が、都市の集約化等の地域の実情に応じ、
都市公園を廃止することが都市公園を存続させることと比較し公益上より重要で
あると、客観性を確保しつつ慎重に判断した場合については、都市公園の廃止
に係る「公益上特別の必要がある場合」（16条１号）に該当し廃止できることを明確
化し、地方公共団体に通知する。
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02_農業・農地120H26

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国と地方の役
割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕組みの充実を図るととも
に、農地転用に係る事務・権限について、地方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条の２第１項）
を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の設定基準案に加え、国の
目標面積案について、都道府県知事の意見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及び都道府県の
目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定
するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と協議する場（協議の場）を
設けることとする。協議の場の議事等については、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案及び都道府県
の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違がある場合には、その要因
分析等を行い、施策効果の見込み方等について協議する。これらの過程を通じ
て、国と地方が十分な議論を行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び
都道府県の目標面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日地方六団体）
において提案されている「農地の総量確保の目標管理」の仕組みに係る実効性を
検証することとし、今後の制度設計の議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置については、別紙を
基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法附則２項）につ
いては、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農林水産大臣
との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指定市町村にあっては、当
該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確保する目標
を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣が指定する市町村（指
定市町村）の長については、都道府県知事と同様の権限を有するものとして、農
地転用に係る事務・権限を移譲する。あわせて、農用地区域内における開発許
可（農振法15条の２）に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項及び５条３
項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せて検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏まえ、必要に
応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るとともに、農地転用許可等に係
る事例集を作成するなど地方公共団体における農地転用許可制度等の適正な
運用の確保に資するよう必要な支援を行うものとする。

【提案の背景】
農地転用に当たっては、農地面積が４haを超える場合は農林水産大臣、４ha以下の場合は知事が許可権限を有している。これに
ついて、政府においては、平成25年12月20日に「事務・権限の移譲等に関する見直し方針」を閣議決定し、この中で、農地転用許
可制度については、平成26年を目途として、農地確保の施策のあり方等とともに、農地転用事務の実施主体や国の関与等のあり方
について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとしている。
【制度改正の必要性】
大臣許可案件の処理には、知事許可に比べ、事前協議等に数カ月以上の期間が加わるため、迅速な事務処理に支障を来たして
いる。例えば、企業立地等の転用需要に対し、開発者の事業展開のスピードを勘案した迅速な農業上の土地利用調整や許可処分
等が必要であるにもかかわらず、行政間の長期にわたる協議等によって農業振興を含む地域経済の活性化の機会を逃す可能性
があることなどがあげられる。大臣の許可権限を知事に移譲することにより、事前協議が不要となり、迅速な事務処理を行うことが可
能となる。
【懸念への対応】
大臣許可権限の知事への移譲により、大規模な案件に係る適正な農地転用許可事務の運用の確保が課題となるが、農地転用許
可事務は、法令化された許可基準に従って処理するものであり地方自治体においても公平かつ厳格な運用の確保は可能である。
なお、本県では、優良な農地を確保、保全するとともに、農地法に基づく農地転用許可制度を適正に運用するなど、県土の合理的
な土地利用の推進に努めている。

農地法第４条又は第５条に基づく農地の転用許可権限のうち、農
地面積が４haを超えるものに係る農林水産大臣の許可権限の都
道府県知事への移譲

４haを超える農地に係る転用
許可権限の移譲

農地法第４条、第５条A　権限移譲農林水産省静岡県都道府県02_農業・農地121H26

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国と地方の役
割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕組みの充実を図るととも
に、農地転用に係る事務・権限について、地方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条の２第１項）
を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の設定基準案に加え、国の
目標面積案について、都道府県知事の意見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及び都道府県の
目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定
するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と協議する場（協議の場）を
設けることとする。協議の場の議事等については、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案及び都道府県
の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違がある場合には、その要因
分析等を行い、施策効果の見込み方等について協議する。これらの過程を通じ
て、国と地方が十分な議論を行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び
都道府県の目標面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日地方六団体）
において提案されている「農地の総量確保の目標管理」の仕組みに係る実効性を
検証することとし、今後の制度設計の議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置については、別紙を
基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法附則２項）につ
いては、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農林水産大臣
との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指定市町村にあっては、当
該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確保する目標
を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣が指定する市町村（指
定市町村）の長については、都道府県知事と同様の権限を有するものとして、農
地転用に係る事務・権限を移譲する。あわせて、農用地区域内における開発許
可（農振法15条の２）に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項及び５条３
項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せて検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏まえ、必要に
応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るとともに、農地転用許可等に係
る事例集を作成するなど地方公共団体における農地転用許可制度等の適正な
運用の確保に資するよう必要な支援を行うものとする。

【提案の背景】
農地転用に当たっては、農地面積が４ha以下の場合は知事（又は権限移譲市長）が許可権限を有しているが、２haの農地転用につ
いては、農林水産大臣との協議が必要となっている。政府においては、平成25年12月20日に「事務・権限の移譲等に関する見直し
方針」を閣議決定し、この中で、農地転用許可制度について、平成26年を目途として、農地確保の施策のあり方等とともに、農地転
用事務の実施主体や国の関与等のあり方について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとしている。
【制度改正の必要性】
大臣協議が必要な案件の処理には、協議不要の案件に比べ、事前協議等に数カ月以上の期間が加わるため、迅速な事務処理に
支障を来たしている。例えば、企業立地等の転用需要に対し、開発者の事業展開のスピードを勘案した迅速な農業上の土地利用
調整や許可処分等が必要であるにもかかわらず、行政間の長期にわたる協議等によって農業振興を含む地域経済の活性化の機
会を逃す可能性があることなどがあげられる。大臣協議の廃止により、事前協議が不要となり、迅速な事務処理を行うことが可能とな
る。
【懸念への対応】
大臣協議の廃止により、大規模な案件に係る適正な農地転用許可事務の運用の確保が課題となるが、農地転用許可事務は、法令
化された許可基準に従って処理するものであり地方自治体においても公平かつ厳格な運用の確保は可能である。なお、本県では、
優良な農地を確保、保全するとともに、農地法に基づく農地転用許可制度を適正に運用するなど、県土の合理的な土地利用の推
進に努めている。

農地法附則第２項により都道府県知事に義務付けられている、２
haを超え４ha以下の農地転用許可等に係る農林水産大臣協議の
廃止

２haを超え４ha以下の農地に
係る転用許可等に係る農林
水産大臣との協議の廃止

農地法附則第２項B　地方に対す
る規制緩和

農林水産省静岡県都道府県
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H26 122 09_土木・建築 都道府県 石川県 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

社会資本整備総合交付金交付要
綱附属第Ⅱ編
「特定構造物改築事業」

河川管理施設長寿命化対策
（特定構造物改築事業）の制
度拡充について

今後４０年間に必要となる延命化措置及び改築の合計事業費が
４億円未満の河川管理施設についても、交付対象とする

【制度改正の経緯】
社会資本整備総合交付金の特定構造物改築事業については、地方公共団体が実施する水門、ポンプ設備等の河川管理施設の
長寿命化対策工事に対して交付する事業であり、その交付対象は、今後４０年間に必要となる延命化措置及び改築の合計事業費
が概ね４億円以上の施設とされている。
しかしながら、長寿命化対策の重要度、優先度は、事業費の多寡で決めるべきではなく、施設の老朽度合い、施設の動作不良によ
る周辺の人家・資産等への影響も勘案するなど、地域の実情に応じて決めるべきものである。

【支障事例】
石川県には、県管理の堰や水門などの河川管理施設２１施設あるが、交付金の対象となるのは５施設のみであり、交付金を活用で
きないため対策が遅れているその他の１６施設においては、今後の河川管理施設の老朽化が進行することとなる。
さらに、長寿命化対策を実施できない１６施設のうち、今後２０年間で、約６割の施設が建設後４０年のライフサイクルタイムを超える
施設となり、老朽化が更に進行することとなる。
これら老朽化の影響により、洪水時等の緊急時に動作不良等が生じ、施設機能を発揮できずに、浸水被害が発生する恐れがある。

【懸念の解消策】
こうしたことから、事業の多寡にかかわらず地域の実情に応じ、自治体において効果的・効率的に河川管理施設の長寿命化対策を
進めていけるよう、交付対象の事業費要件をなくすことが必要である。

H26 123 03_医療・福祉 都道府県 石川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

医療法第４６条の３
Ｓ６１．６．２６厚生省健康政策局長
通知「医療法人制度の改正及び都
道府県医療審議会について」

医療法人の理事長の医師要
件の撤廃に向けた特例認可
制度の廃止

医療法人の理事長は、原則医師又は歯科医師がなることとされ
ており、非医師が理事長となる場合には県知事の認可が必要とさ
れているが、医療機関の管理者は医師であり、理事長が医師で
ある必要がないため、理事長の医師要件の撤廃に向けて医療法
人の理事長の特例認可制度を廃止する。

【制度改正の経緯・支障事例】
医療法第４６条の３により、医療法人の理事長は、原則、医師又は歯科医師がなることとされ、非医師が理事長となる場合には知事
の認可が必要である。
Ｓ６１．６．２６厚生省健康政策局長通知により、知事の認可は、理事長が死亡等により、理事長の職務を継続することが不可能に
なった際、その子女が医科又は歯科大学在学中か、又は卒業後、臨床研修等を終えるまでの間、医師又は歯科医師でない配偶
者等が理事長に就任しようとする場合等に行われるが、医師又は歯科医師の跡継ぎがいないため事業承継ができず、廃業しなけ
ればならないことがある。
【懸念の解消策】
しかし、医療法人が開設する医療機関の管理者は医師でなければならないこと、医療法人の業務は社団たる医療法人は社員総
会、財団たる医療法人は評議会及び理事会の議決を経て決定しており、理事長が独断で行うことができないこと、医療法第６３条以
下において、法令違反、運営不適正等があった場合における医療法人の監督権限が都道府県に与えられていることから、理事長
が非医師であっても、医療提供上の問題はない。また、医療費抑制が求められる中、医療機関の経営効率化の推進が必要であり、
経営経験豊かな人材を意思決定に生かす仕組みとすることが重要であるため、理事長の医師要件の撤廃に向けて医療法人の理
事長の特例認可制度を廃止すべき。

H26 124 02_農業・農地 町 松前町 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

農地法第4条第2項、第5条第2項 転用許可基準の条例委任 農地法第４条及び第５条を改正し、地域の実情に合った許可基
準を設定できるよう条例委任すること。

現在、少子高齢化や財源状況の悪化など、多くの問題が全国的に表面化し、基礎自治体が疲弊している状況である。
そのようななか、総務省の地域力創造グループでは、本格的な地方分権改革の時代のなかで、地域の元気を創造し活性化するた
めの施策を実施しているが、自立した地域を目指すためには、基礎自治体の判断で土地利用の誘導を行うことも必要である。
土地利用はまちづくりの基本であり、地域の実情や住民ニーズを反映しながら、よりよいまちづくりを展開するため、優良農地をどの
ように守り、どのように有効活用していくのかという判断については、地域の実情を一番理解している基礎自治体の責任において行
うべきである。
しかし、現行制度では、大臣や知事の許可になっており、地方分権を進めるうえでの阻害要因になるとともに、迅速性にも欠けてい
る状況である。
地域の経済や住民の生活を考慮しながら、よりよい土地利用を進めることは、地方分権を進めるうえで重要な施策の一つであり、そ
れを担うのは基礎自治体である。
そのため、地域の実情にあった許可基準を設定できるよう、農地法第４条及び第５条の改正を求める。
【支障事例１】
片側２車線の町道が完成し、分断線としては認められたが、「特別な施設の立地条件を必要とする施設」で規定している「流通業務
施設」「休憩所」「給油所」等の施設については、国、県道ではないということで認められていない。
【支障事例２】
自治体が設置する地域のコミュニティ施設や消防団の施設等、公共性の高い施設にも、同様の立地条件が適用されるため地域が
要望する場所に設置できない例があった。

H26 126 03_医療・福祉 都道府県 富山県 厚生労働省 A　権限移譲 薬事法第14条第1項、同条第9項、
同法第81条、薬事法施行令第80条
第2項第5号
（承認基準）「かぜ薬の製造(輸入)
承認基準」S45.9.30薬発第842号ほ
か14通知
（地方承認の範囲）「薬事法施行令
第八十条第二項第五号に基づき厚
生労働大臣が指定する医薬品の種
類等」S45.10.19厚生省告示第366
号
（一般用漢方製剤）H24.8.30薬食
審査発0830第1号
（新範囲医薬部外品）H21.2.6厚労
省告示第25号、H16.7.16薬食発第
0716002号、H20.11.14薬食発第
1114001号

医薬品製造販売等の地方承
認権限の範囲拡大

①承認基準の範囲内であるが地方委任の対象外とされている一
般用医薬品
②承認基準が制定されている一般用漢方製剤
③新範囲医薬部外品(平成16年4月に医薬品から医薬部外品に
移行された整腸剤、殺菌消毒薬等)の承認権限を、順次都道府
県知事に移譲すること

【経緯】国は、かぜ薬等１５薬効群の一般用医薬品の製造販売に係る承認審査について、配合可能な成分やその配合量を定めた
承認基準を策定している。医薬品の承認は薬事法第14条第１項の規定により厚生労働大臣が行うが、画一的な審査ができる範囲
の医薬品については、同法第81条、同施行令第80条第2項第5号の規定により、その権限が都道府県知事に移譲されている。この
知事承認の範囲(厚生省告示第366号)の大部分は承認基準の範囲と一致しているが、生薬のみからなる製剤など一部が除外され
ている。
このような状況から、本県が平成20年の構造改革特区(第14次)の中で、知事承認範囲の拡大を提案した結果、一部について地方
に権限が移譲されたが、未だ知事承認の対象外のものが存在する。
また、一般用漢方製剤についても承認基準が制定されているが、国が承認審査を行っているほか、新範囲医薬部外品についても
国承認とされている。
【必要性】地方委任の対象から除外されている部分を順次見直し、知事の権限で承認する範囲を拡大することで、地方による迅速
な審査、新製品の早期上市による経済の活性化が期待できる。(大臣承認の標準的事務処理期間が10カ月のところ、富山県知事
承認の事務処理期間は4カ月)
【具体的支障事例】現在、大臣権限の一般用医薬品の承認には長期の事務処理期間を要しており、業界からは地方承認の範囲拡
大による審査の迅速化を求める声も聞こえている。
【懸念とその解消法】新たに地方に移譲される部分の審査事務については、県ごとの事情により円滑な審査が難しい懸念も考えられ
るが、審査要領の整備や審査担当者の研修の実施などにより解消できると考える。

４【厚生労働省】
（８）医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭
35法145）
医薬品及び医薬部外品の承認（14条１項）については、以下の承認基準を見直
し、都道府県知事の事務・権限とする品目等を拡大する。
（ⅰ）一般用医薬品のうち、かぜ薬等４薬効群の承認基準
（ⅱ）医薬部外品のうち、薬用歯みがき類等５種類の承認基準

H26 127 09_土木・建築 都道府県 富山県 国土交通省 対象外 特定多目的ダム法
第２条第１項、第21条、第22条

ダム使用権の貸与及び一時
転用

ダム使用権について、本来の特定用途に供するまでの間、第三
者に貸与するとともに、特定用途以外の他用途への一時転用を
可能とする。

【規制緩和の必要性】
富山県では、国直轄の多目的ダム（宇奈月ダム）を水源とする水道用水供給事業（東部水道用水供給事業）を実施するため、特定
多目的ダム法第17条の規定によるダム使用権の設定を受けている。
しかしながら、受水団体における水需要の伸び悩みから、浄水場等の専用施設の建設を見合わせており、現在のところ、ダム使用
権は未利用となっているとともに、取水に係る水利権の許可（河川法第23条）申請をしていないところである。
特定多目的ダム法では、第21条、第22条の規定においてダム使用権の第三者への貸与が認められておらず、また、同法第２条第
１項の規定によりダムの用途が発電、水道、工業用水に限定されていることから、現行制度上は、水道用水としての水需要が発生す
るまでの一時的な貸与、他用途への転用（例：修景、消流雪、地下水涵養、防火、発電等）ができない状況である。
県において多大な投資をして確保した水資源を有効に利活用する観点から、こうした規制を緩和し、ダム使用権の第三者への貸与
及び特定用途以外の他用途への一時転用を可能とすることは有意義と考える。
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求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 128 11_その他 都道府県 岩手県 内閣府（消費者庁） B　地方に対す
る規制緩和

地方消費者行政活性化基金管理
運営要領第２（４）③

地方消費者行政活性化基金
の活用要件に係る義務付け
の廃止

H27年度以降の基金活用の要件から「自主財源化計画の策定」
を撤廃すること。

【制度改正の必要性】
地方公共団体の事業予算については、単年度ごとに財政状況、施策の優先順位等を勘案し、議会の議決を経て措置されているも
のであることから、基金活用後において、それまで基金の活用により充実・強化した地方消費者行政の体制について維持・充実を求
めている「自主財源化計画」の策定を基金等活用の要件とすることは、財源措置を要望する地方公共団体に対し不当な義務付けを
するものである。仮に要件を定めるとすれば、基金活用期間の消費者行政の活性化の方針等を示す地方公共団体の計画の策定と
すべきである。

H26 129 11_その他 都道府県 岩手県 内閣府（消費者庁） B　地方に対す
る規制緩和

地方消費者行政活性化基金管理
運営要領別添２第２（１）

地方消費者行政活性化基金
の特例適用要件に係る義務
付けの廃止

基金等活用期間延長の特例の適用要件とされている「基金等活
用経過後においても地方公共団体の取組として基金等を活用し
て整備した体制を維持・強化することを、平成25年度から毎年度
首長が施政方針演説等で対外的に表明すること」を撤廃するこ
と。

【制度改正の必要性】
基金等活用期間を延長するための特例要件である首長表明は、地方公共団体に対する不当な義務付けである。要件について
は、消費者行政に係る事業について予算化することが、地方公共団体の十分な意思表明になると考えられる。仮に要件を定めると
すれば、消費者行政の活性化の方針等を示す地方公共団体の計画の策定や地方公共団体の総合計画又は個別計画で「消費者
行政の維持・充実を定めること」等に止めるべきである。
【支障事例】
本県においては、特例適用を希望したものの、首長が平成25年度末に改選されたため、首長表明を行う機会がなかった市町村が
あったほか、以下のとおり要件に該当しないと判断された事例があること。
①消費者の安全と安心を確保するため、啓発活動に継続的に取り組んで参ります。（「啓発活動」は「消費者行政」の一部分。「啓発
活動」が「消費者行政」であれば要件クリア）
②消費者行政については、・・・出前講座の開催や情報提供など積極的に推進して参ります。（「基金活用後」に当たる文言なし。「こ
れからも」「継続的に」等が加われば要件クリア）〕

６【消費者庁】
（１）地方消費者行政活性化基金
地方消費者行政に対する国の財政措置の活用期間の特例については、地方公
共団体による消費者行政関係予算の確保等に向けた自主的な取組を促進する
ための仕組みであり、その趣旨及び特例の適用を受けるための具体的な表明方
法について、地方公共団体に改めて周知する。

H26 130 07_産業振興 都道府県 岩手県 環境省 B　地方に対す
る規制緩和

再生可能エネルギー等導入地方公
共団体支援基金事業及び災害等
廃棄物処理基金事業実施要領
再生可能エネルギー導入地方公共
団体支援基金事業実施要領

再生可能エネルギー導入地
方公共団体支援基金事業に
係る対象事業の要件緩和

被災県（青森県、岩手県、宮城県、仙台市、秋田県、山形県、福
島県、茨城県）を対象とした上記基金事業の対象について、被災
県以外を対象とする「再生可能エネルギー等導入推進基金事
業」と同様に「省エネ設備」も対象とするよう要件緩和すること。

【制度改正の必要性】
平成23年度に被災県を対象とする、災害時に最低限必要となる電気又は熱の供給のための再生可能エネルギー設備を防災拠点
へ設置する事業として創設。
その後、被災県以外の都道府県にも展開され、平成25年度からの実施県等においては、被災県に認められていない①高効率照明
（屋内高所照明を除く）、②高効率空調にも補助率2/3（民間施設は1/3）が適用されている。
被災県に対しても、必要最低限の再エネ設備導入のみならず、今後の避難所等設備の維持の面から省エネ設備の導入を認めるよ
う、対象設備の拡大を求めるもの。
【支障事例】
①EMS（エネルギーマネジメントシステム）関連設備、発電量等表示装置、電気自動車等の事業対象化を求められているが、これら
は直接発電・発熱に寄与しないことから対象外とされており、市町村から事業対象化を求められている。
②屋外高所照明のうち、水銀灯からLED等の高効率照明への更新は対象となっている一方、ハロゲン灯など水銀灯以外の照明か
らの更新は対象外となっている。多くの市町村では、避難所として体育館を指定しており、現状が水銀灯以外の場合であっても、高
効率照明に更新することが可能となるよう、対象拡大を望んでいる。

６【環境省】
（７）再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業
既に造成されている基金の範囲内において効率的に事業を執行するため、平成
27年度から高効率照明及び高効率空調の導入を、補助対象に含める。

H26 131 01_土地利用（農
地除く）

都道府県 岩手県 農林水産省（林野
庁）

A　権限移譲 森林法第26条、第26条の2 林野庁以外が所管する国有
保安林（重要流域の1号～3
号保安林は除く）の指定の解
除権限の都道府県知事への
移譲

国が所有者である保安林（国有保安林）の指定の解除権限は農
林水産大臣にあるが、都道府県知事に指定の解除権限がある民
有保安林（重要流域の１号～３号保安林以外の保安林）を道路
等の事業用地として林野庁以外の国の機関が買収し、国有保安
林とした場合、その林野庁以外が所管する国有保安林の指定の
解除権限を都道府県知事に移譲する。

【制度改正の必要性】
知事権限（森林法第26条の2）で解除できる民有保安林が、国が買収することにより大臣権限（森林法第26条）で解除する国有保安
林となり、知事権限で解除事務を行うより時間を要している。
国（林野庁以外）で民有保安林を買収するのは、道路等の事業用地とする場合であり、特に東日本大震災からの復興に係る事業を
行うにあたり、速やかな保安林の指定の解除が求められている。
【現行制度の事務の流れ】
①知事権限の場合
「申請→県で審査・県報で予定告示→（法定期間40日経過後）→直近の県報発行日に県が確定告示」
②大臣権限の場合
「申請→県で審査・林野庁に提出→林野庁で審査・県に予定通知発出→県報で予定告示→（法定期間40日経過後）→林野庁で
官報に確定告示」
【支障事例】
知事権限と比較した場合、大臣権限は解除の確定までに2ヶ月程度多く時間を要している。
（本県の事例数：H24_4件、H25_2件、H26_2件。計8件。）
【提案実現した場合の効果】
林野庁の審査が無くなり、官報確定告示が県報確定告示となることから、2ヵ月程度手続きが短縮となる。

４　【農林水産省】
（３）森林法（昭26法249）
（ⅱ）国が事業を実施するに当たり、当該事業実施予定地に保安林が存在する場
合には、事業着手の迅速化に資するよう、速やかに地方公共団体（都道府県の
保安林担当部局）に情報提供を行い、保安林の解除に向けた手続を進めるととも
に、当該保安林の解除が完了した後に用地買収を行うよう事業実施者に対し要
請する。

H26 132 02_農業・農地 施行時特例
市

長岡市 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

農業振興地域の整備に関する法律
第８条第４項、第13条第４項

農用地利用計画に係る都道
府県との同意・協議の廃止
等

農用地利用計画に係る都道府県の同意を要する協議を廃止す
る。

＜概要＞
農用地利用計画の策定・変更については、法律により市町村が定めることとなっているにもかかわらず、都道府県の同意を要する協
議が必要となる。この都道府県の同意を要する協議を一定規模の市町村に限って廃止することにより、農業振興を図りつつ、地域
独自の土地利用が迅速に促進されることが可能となるもの。

＜地域の実情を踏まえた必要性＞
土地利用に係る実質的な権限が市町村に無いことから、地域独自の土地利用を迅速に行うことができず、地域振興の妨げとなって
いる。特に人口減少に歯止めがかからない地域経済の現状をみると、地域資本の集約及び活性化が重要な課題である。一定規模
の市町村に限り要件緩和を行うことは、人口急減に直面する地方の農業振興を図りつつ、国家戦略に基づく、産業の集積の実現に
よる地域振興を図ることができる。

＜具体的な支障事例＞
雇用創出及び定住確保のための企業誘致等に支障をきたしている。また、災害に伴う住宅移転等、迅速に対応したい場合、都道
府県の同意・協議の廃止がなされれば、事前相談期間、法定協議期間等が不要となり、農振除外に要する期間が２ヶ月程度短縮
することが可能となる。

H26 133 02_農業・農地 施行時特例
市

長岡市 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

農地法第４条第３項、第５条第３項 都道府県農業会議への諮問
の義務付けの廃止

都道府県農業会議への諮問の義務付けを廃止する。 ＜概要＞
一定面積以下の農地転用許可について、都道府県から権限移譲を受けている市町村にあっても、都道府県農業会議への諮問、
答申を受けることが規定されていることから、市町村農業委員会での審議による「許可」決定から、許可書発行まで２０日以上を要し
ている。

＜都道府県農業会議への諮問の義務付けの廃止等の必要性＞
都道府県農業会議への諮問の義務付けを廃止することにより、申請から許可までの期間が短縮され、迅速な手続きが可能となる。

＜具体的な支障事例＞
豪雪地という地域特性から、転用事業のための工事期間は降雪時期を除かなければならない。許可までの日数を要することにより、
市民に不利益を与える可能性がある。
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H26 134 02_農業・農地 施行時特例
市

長岡市 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

農地法第３条第２項、農地法施行
規則第２条、農地法第2条第3項の
解釈基準を示した、農林水産事務
次官通知「農地法関係事務に係る
処理基準」（平成12年6月1日付12
構改B第404号）

中山間地域における「農業
生産法人要件」の緩和

農業生産法人の要件である「その法人の主たる事業が農業であ
ること」の判断基準を「農業の売上高が法人事業全体の過半を占
めること」と定めた、農林水産事務次官通知「農地法関係事務に
係る処理基準」の当該箇所を撤廃する。

＜概要＞
「農業生産法人」の要件は、農地法で「主たる事業が農業であること」と定められている。その解釈については、農林水産事務次官
通知「農地法関係事務に係る処理基準」で｢農業に係る売上高が事業全体の売上高の過半を占めていること」とされているが、中山
間地域に限り、経営多角化を促し雇用確保と地域経営の安定持続への寄与を図る観点から「売上高の過半要件」を撤廃するもの。

＜支障事例・必要性＞
大規模資本企業の農業参入に歯止めをかけるための「農業売上高の過半要件」が、一般的に経営基盤が脆弱である中山間地域
の既存の農業生産法人にとって、経営安定や多角化の阻害要因となる場合がある。中山間地域の農家が安定経営のため法人化し
事業拡大する場合、農業生産だけではなく、複合的で多角的な経営が求められる。農業外収入が過半を超えると農業生産法人の
要件を満たさなくなる現行基準下では、自立した産業として当然求められる、経営多角化が制限されることから規制緩和が必要。

＜効果＞
中山間地域での規制緩和により、農業生産法人が農業生産のみならず全国の中山間地域共通課題である独居老人への給食サー
ビス、買物代行やバス運行、除雪などの事業を総合的に担うことが可能になる。そのような、農業外収入が事業全体の過半を占める
ような法人育成と、コミュニティビジネスとして地域経営を持続させていくことが人口減少問題や活性化などの諸問題解決において
有効な手段であると考える。

６　【農林水産省】
（５）農地法（昭27法229）
（ⅰ）農業生産法人の事業要件のうち法人の主たる事業である農業に関連する事
業（２条３項１号）については、自己の生産した農畜産物を原料又は材料の一部と
して使用する給食及び宅配の事業が含まれることを明確化し、地方公共団体に
通知する。

H26 135 11_その他 施行時特例
市

長岡市 総務省 対象外 地方税法第22条 税情報を福祉目的の給付等
に活用できるような法整備

「臨時福祉給付金」のような課税状況を基準とする給付施策等を
実施する場合、地方税法第22条の規定を回避できるような条項
を盛り込んだ法律の整備

＜支障事例＞
地方税法第22条の規定には税情報の「窃用」に対する罰則が規定されており、これは、地方において「個人情報保護審議会」など、
あらゆる手段を講じたとしても免れ得ないものと解釈されている。
このたびの「臨時福祉給付金」では、住民税の「非課税」が根幹的要件となっており、対象者に漏れなく通知案内するためには、課
税データを活用することが必要不可欠であったため、住民税担当課が、非課税者宛てに特別に送付する「非課税のお知らせ」に、
「給付金」の申請書を同封するという「窮余の策」で対応することしたが、税担当課との連携などやりにくいところがあった。

＜解決策＞
「控除」から「給付」へという流れにより、今後もこのような給付施策が増加していくことが予想される中、地方税法第22条に抵触しない
ような税情報の活用が可能となる法整備を要望する。
「国民健康保険法」や「介護保険法」などにおいては、「収入の状況等の文書の閲覧や資料の提供要求」が本法に規定されているこ
とで税情報の活用が可能となっているが、給付施策のたびに特別な立法措置を行うことは、今回と同様、時間的な制約などで立法
できないことが想定されるため、汎用的な立法措置が必要と考える。

H26 136 03_医療・福祉 施行時特例
市

長岡市 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

放課後児童健全育成事業の設備
及び運営に関する基準（厚生労働
省令第63号）第10条第3項

放課後児童健全育成事業の
設備及び運営に関する基準
の「職員」基準の緩和

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（厚生
労働省令）で定める「職員」基準（従うべき基準）ついて、市町村
の放課後児童健全育成事業の実情に応じた運用を可能とするよ
う「従うべき基準」の緩和を望む。

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（厚生労働省令）の「職員」基準において、放課後児童支援員について
は、当該基準第10条第３項の規定に該当し、都道府県が実施する研修を修了した者と定義された。
 「従うべき基準」として規定された「職員」基準が、長岡市において支障が生じることから、長岡市の実情に応じた運用が可能となる
よう別紙のとおり緩和を望む。

・農地の確保に資する国・地方の施策の充実
・農地の総量確保の目標管理
・農地転用許可制度・農用地区域設定制度の見直し

〔基本的認識と改革の方向性〕
○真に守るべき農地を確保する必要性は国・地方共通の認識
○地方が主体となり、農地を確保しつつ、都市・農村を通じた総合的なまちづくりを推進
→国、都道府県、市町村が責任を共有し、実効性ある農地の総量確保の仕組みを構築するとともに、個別の農地転用許可等は、
市町村が担うべき
〔見直しの方向性〕
 ○農地の総量確保（マクロ管理）の仕組みを充実
・市町村が主体的に設定した目標の積上げを基本とし、国、都道府県、市町村が議論を尽くした上で国の総量確保目標を設定（国
と地方の議論が実質的に機能する枠組みを設置）（地域の実情により、必要に応じて、都道府県は広域的な調整を実施）
・地方では新たに市町村計画において確保すべき農用地等の面積目標を明記（現行は、面積目標の設定は国・都道府県のみ）
耕作放棄地の発生抑制・再生など施策効果ごとに目標設定
目標管理に係る実行計画の実施状況等を第三者機関が事後評価
○農地転用許可制度等（ミクロ管理）の見直し
・農地転用許可等について、大臣許可・協議を廃止し、土地利用行政を総合的に担っていく観点から市町村に移譲
・その際、必要に応じて転用基準の更なる明確化等
・市町村農業委員会選任委員の学識経験者の比率を高めることを可能とする
・都道府県農業会議への意見聴取は、一律の義務付けを廃止（地域の実情を踏まえ、必要に応じて聴取）
 ○農地において農業が力強く営まれるための取組を充実
国は制度の枠組みづくりを行い、地方は農地中間管理機構の活用をはじめ、担い手への農地の集積・集約化や耕作放棄地対策
等の具体の施策を推進
※別紙参照

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国と地方の役
割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕組みの充実を図るととも
に、農地転用に係る事務・権限について、地方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条の２第１項）
を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の設定基準案に加え、国の
目標面積案について、都道府県知事の意見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及び都道府県の
目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定
するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と協議する場（協議の場）を
設けることとする。協議の場の議事等については、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案及び都道府県
の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違がある場合には、その要因
分析等を行い、施策効果の見込み方等について協議する。これらの過程を通じ
て、国と地方が十分な議論を行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び
都道府県の目標面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日地方六団体）
において提案されている「農地の総量確保の目標管理」の仕組みに係る実効性を
検証することとし、今後の制度設計の議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置については、別紙を
基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法附則２項）につ
いては、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農林水産大臣
との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指定市町村にあっては、当
該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確保する目標
を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣が指定する市町村（指
定市町村）の長については、都道府県知事と同様の権限を有するものとして、農
地転用に係る事務・権限を移譲する。あわせて、農用地区域内における開発許
可（農振法15条の２）に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項及び５条３
項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せて検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏まえ、必要に
応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るとともに、農地転用許可等に係
る事例集を作成するなど地方公共団体における農地転用許可制度等の適正な
運用の確保に資するよう必要な支援を行うものとする。

H26 138 02_農業・農地 全国知事会・
全国市長会・
全国町村会

全国知事会、全国市長
会、全国町村会

農林水産省 A　権限移譲 農振法第３条の２、第４条、第５条の
２、第５条の３、第８条、農地法第４
条、第５条、附則第２項、農業委員
会等に関する法律第12条

農地制度のあり方について
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H26 139 03_医療・福祉 都道府県 埼玉県、福井県、静岡
県、愛知県、奈良県、
兵庫県、鳥取県、全国
知事会

厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

医療法第30条の４第６項、第７項
医療法施行令第５条の２第１項、第
５条の３第１項
医療法施行規則第30条の31第１
項、第30条の32

特例により病床の新設・増床
ができる事情の基準の緩和

医療法30条の４第６項の規定に基づき医療法施行令５条の２で
定める基準病床数の算定の特例が認められる事情を、都道府県
知事が医療計画を達成するため特に必要と認める場合につい
て、特例措置の対象とすべき。
医療法30条の４第７項の規定に基づき同施行令第５条の３で定め
る基準病床数の特例が認められる事情についても同じ。

【現状】
現在、基準病床数については国の定める基準に従い算定しているが、地方ブロックごとに同一の数値を用いており、ブロック内の都
道府県の人口規模や医療資源の配置状況等の違いが反映されない仕組みとなっている。基準病床数算定の特例措置の規定はあ
るが、都道府県知事の裁量の範囲は極めて限定的である。
例えば、既存病床数が基準病床数を超過している二次医療圏でも、当該圏域の医療実情が療養病床が多く一般病床が少ない(既
存病床数の4割が療養病床であるような圏域)、あるいは中小病院が多く（高度）急性期医療を提供できる医療機関が少ない（病院
数が少ないうえに病床数が多い病院でも250床というような圏域、30病院中500床以上の大規模病院が3病院で、うち１病院はがんの
高度専門病院というような圏域）などの状況にある場合、当該圏域にある病院を療養病床から一般病床（高度急性期機能）に転換さ
せることや中小病院を統合することは事実上不可能であり、いつまでも状況を改善できない。
【制度改正の必要性】
地域の実情に精通した都道府県において、知事が、医療計画にそって、地域社会に求められる医療機能を整備しようとするものに
ついて、特に必要があると認める場合について、特例措置の対象にできるようにすべき。

［再掲］
６【厚生労働省】
（３）医療法（昭23法205）
（ⅰ）医療計画に定める基準病床数制度（30条の４第２項12号）については、都道
府県における地域医療構想の策定・運用状況を共有しつつ、今後の医療需要の
増大や地域ごとに異なる実情を踏まえた医療提供体制の在り方について検討を
進める。

H26 140 03_医療・福祉 都道府県 埼玉県、福井県、三重
県、全国知事会

厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

医療法第30条の４第８項
医療法施行規則第30条の32の２第
１項

特例により病床の新設・増床
ができる病床の種別の基準
の緩和

医療法第30条の４第８項の規定に基づき医療法施行規則30条の
32の２第１項で定める病床を、参酌すべき基準とし、地域の実情
に応じて外国人患者の受け入れ体制を整備できるように条例で
基準を定めることができるようにすべき。

【現状】
在留外国人にとって、日本語や英語が通じないことによる生活面での不安は大きいと考えられ、特に、安心して受けられる医療体制
の確保は重要である。特に多くの在留外国人が暮らしている都道府県（例えば、在留外国人が約4万人、外国人労働者数が約２万
人という県がある。）においては喫緊の課題となっている。
一方で、医療機関においては、経験上、診療面でのトラブル、未収金といった問題があることから、外国人患者の受入れに必ずしも
積極的でない面がある。
【制度改正の必要性】
医療機関における外国人患者の受入体制の整備を促進するためには、関係者のコンセンサスを得ながら、都道府県として必要な
支援をしていくことが必要となる。
その具体的な取組として、例えば、外国人患者受入れ医療機関認証制度等の認証を受けた医療機関に対する病床規制の緩和が
必要である。
よって、医療法施行規則30条の32の２第1項で定める病床を参酌すべき基準とし、地域の実情に応じて外国人患者の受け入れ体
制を整備できるように条例で基準を定めることができるようにすべき。

［再掲］
６【厚生労働省】
（３）医療法（昭23法205）
（ⅰ）医療計画に定める基準病床数制度（30条の４第２項12号）については、都道
府県における地域医療構想の策定・運用状況を共有しつつ、今後の医療需要の
増大や地域ごとに異なる実情を踏まえた医療提供体制の在り方について検討を
進める。

H26 141 02_農業・農地 都道府県 北海道、青森県、山形
県、群馬県、石川県、
福井県、静岡県、愛知
県、三重県、奈良県、
鳥取県、岡山県、山口
県、徳島県、熊本県、
全国知事会

農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

農業振興地域の整備に関する法律
第３条第４号
農業振興地域の整備に関する法律
施行規則第１条
農林水産省関係国家戦略特別区
域法第26条に規定する政令等規制
事業に係る省令の特例に関する措
置を定める命令

農用地区域内への農家レス
トランの設置に係る基準の緩
和

農家レストランを農業振興地域の整備に関する法律第3条第4号
及び同法施行規則第1条に定める農業用施設と位置づけ、農用
地区域内において農家レストランの設置を可能とすべき。

【具体的な支障事例】現在、農用地区域（農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項に定める農用地区域をいう。以下同じ）内
においては、農家レストランは国家戦略特別区域内においては農業用施設と認められているが、それ以外の地域では認められてい
ないため、設置することができない。
このため、果樹園や観光農園等を経営する農業生産法人が、経営強化・集客増及び都市等との地域間交流を図って農家レストラ
ンを開設することを検討したものの、その候補となる土地が農用地区域内であり、必要な要件に該当しないため当該土地を農用地
区域から除外することができず、実現できていないなど、農家の事業拡大の支障となる事例が出てきている。
【制度改正の必要性】「農林水産業・地域の活力創造プラン」では、『経営感覚を持ち自らの判断で消費者・実需者ニーズの変化等
に対応する「チャレンジする農林水産業経営者」が活躍できる環境を整備し、その潜在力を発揮させることによって、ＩＣＴ等も活用
し、６次産業化や輸出促進をはじめ、付加価値を高める新商品の開発や国内外の市場における需要開拓などを進める』こととしてい
る。
農家レストランは、生産現場と隣接する最適地に立地することで、生産・加工・販売・観光等が一体化し、都市と農村の交流による農
村の活性化、農村の雇用確保、農業者の所得の向上及び経営基盤の強化に繋がるものと期待できる。
「農林水産業・地域の活力創造プラン」の実現に資するよう、国家戦略特別区域外においても、農家レストランの農用地区域内への
設置を認めるよう、規制を緩和するべきである。

６　【農林水産省】
（９）農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
農家レストランの農用地区域内への設置については、事務・権限の移譲等に関す
る見直し方針について（平成25年12月20日閣議決定）に基づき、国家戦略特別
区域制度の下でその活用事例について、可能な限り速やかに効果を検証し、全
国に適用することを検討する。
　なお、地域再生法の一部を改正する法律（平26法128）において、農家レストラ
ンを含む六次産業化に資する施設等の整備について、農地法（昭27法229）及び
農業振興地域の整備に関する法律における農地転用許可及び農用地区域の変
更基準等の特例を措置したところであり、当該特例措置について、地方公共団体
に周知する。

H26 142 02_農業・農地 施行時特例
市

佐賀市 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

農業振興地域の整備に関する法律
施行規則第４条の４第１項第２７号

農業振興地域の整備に関す
る法律施行規則第４条の４第
１項第２７号に基づく計画（２
７号計画）の要件緩和

「地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画（２７号計画）」
について、現行の“直接農業の振興を図るもの”だけではなく、
“（間接的に）農業の振興を図るもの”や、“地域振興を図るもの”
にも適用を拡げられるなど地方の実情に応じた弾力的な運用を
可能とすること。

【支障】
佐賀市における新工業団地開発は、平成１８年の新工業団地の適地調査に始まり、平成２１年には地元の同意のもと候補地を決定
した。以降、庁内における検討会議や佐賀県及び九州農政局等との十数回に及ぶ協議を重ねてきた。
当初の計画では、平成２２年に用地買収に着手し、平成２５年には分譲開始という予定であったが、平成２１年の農地法等の一部改
正により、２７号計画が「直接的な農業の振興」に限定され、当初認められていた農地の流動化を目的とした工業団地の開発が認め
られなくなった。そのため、農政局への協議に入ることすらできず、工業団地の開発に支障をきたしている。
【必要性】
今後の農業振興のためには、農地の流動化を促し、その農地を作業効率の高い大規模区画農地として担い手に集約することで、
農業経営の規模拡大による効率性と生産性の向上を図ることが求められている。
農地の流動化を促進する目的で「農業従事者の就業機会の増大に寄与する施設」として工業団地を開発し、離農を希望する小規
模農家や、担い手への農地集約を希望する兼業農家の就業機会を増大させ、これによって流動化した農地が担い手に集約され
る。これらにより、本市の農業生産性の向上が図られることから、農業の振興にも資するものであり、ひいては地域の活性化にも寄与
するものである。

H26 143 02_農業・農地 施行時特例
市

佐賀市 農林水産省 A　権限移譲 農地法第４条及び第５条 農地転用に係る事務・権限
の市町村への移譲

農地転用に係る国の許可権限を地方公共団体に移譲すること。 【支障】
佐賀市における新工業団地開発は、平成１８年の新工業団地の適地調査に始まり、平成２１年には地元の同意のもと候補地を決定
した。以降、庁内における検討会議や佐賀県及び九州農政局等との十数回に及ぶ協議を重ねてきた。
当初の計画では、平成２２年に用地買収に着手し、平成２５年には分譲開始という予定であったが、平成２１年の農地法等の一部改
正により、農地転用許可要件や、２７号計画で認められる施設の要件が以前より厳しくなったこともあり、事業着手の手法を見出せな
い状況となり、未だ用地買収に着手できない状況となっている。
本市の平野部分は都市計画区域だけであり、その中で市街化区域内では一団の土地の確保は難しく、市街化調整区域内の農地
しか工業団地の適地が無いというのが実情である。しかし、市街化調整区域の大規模な農地の開発については、農政局の協議・許
可が必要であり、手続が長期化している。そのため、企業も農地の開発を回避する傾向にあり、実際に佐賀市内に適当な広さ・条件
の用地が無いとのことで市外に流出した企業もある。

【必要性】
農地転用許可権限を市に移譲することにより、本市の構想の下に農業と工業、市街地のバランスある土地利用が促進され、地域に
おける雇用の確保や企業誘致による自主財源の確保等、地域経済の活性化を図ることができる。

H26 144 11_その他 施行時特例
市

草加市 総務省 対象外 特別交付税に関する省令第３条、
第４条第１号ホ、第５条

特別地方交付税の減額に対
する見直し

国は、自治体職員給与を国の基準に従って定めることを「是正指
導」し、また職員定数においても更なる削減を行うことを求め、そ
の対応次第で地方交付税を増減するという手法で、自治経営の
根幹である行政組織運営に過剰とも思える関与を行っている。
この関与の見直しをお願いする。本提案は、税制改正に関する
提案であり、国から地方への権限移譲にも規制緩和にも該当しな
いため、提案対象外である。

『別紙参照』
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【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 147 11_その他 都道府県 鳥取県、京都府 総務省 A　権限移譲 情報通信格差是正事業費補助金
交付要綱第20条
無線システム普及支援事業費等補
助金交付要綱第20条

移動通信用鉄塔整備事業に
係る財産処分の届出受理権
限の移譲

情報通信格差是正事業費補助金交付要綱第２０条（補足事項）
に定める移動通信用鉄塔施設・設備の財産処分の届出の受理
権限を都道府県に移譲する。

当該補助金の財産処分の届出の内容は、移動通信サービス対象地域の拡大や、通信の高速化により地域住民等利用者の利便性
向上を図るための機器更新に係る財産処分の届出がほとんどで、技術的なチェックを要しないものである。
しかしながら現在は、財産処分に係る届出先が総務省とされているため、都道府県を経由する必要があり、都道府県への申請から
総務省の届出受理までに概ね２週間程度の時間を要しており、結果として利用者の利便性向上に時間を要している。（総務省から
の届出受理連絡を待って、その旨市町村に通知している）
ついては、届出の受理権限を都道府県に移譲し、申請者（市町村）及び都道府県並びに総務省における事務手続きの簡素化を図
り、事務処理期間の短縮、ひいては利用者の利便性向上を図る必要がある。

４【総務省】
（３）移動通信用鉄塔施設整備事業
財産処分の届出受理権限については、都道府県及び市町村の意見を踏まえ、都
道府県に移譲する方向で、権限移譲の対象とする財産処分の範囲等の検討を進
め、平成27年中に結論を得る。

H26 148 04_雇用・労働 都道府県 鳥取県、徳島県 厚生労働省 A　権限移譲 厚生労働省設置法第4条第1項第
54号、第23条、第24条
職業安定法第5条第3号、第8条、
第17条、第18条　等

職業安定法に基づき公共職
業安定所が行う無料職業紹
介事業の都道府県への移譲

職業安定法に基づき公共職業安定所が行う無料職業紹介事業
を希望する都道府県に移譲する。

【制度改正の必要性】
人口全国最少の鳥取県は、人口将来推計において今後も人口減が見込まれている。人口減少を食い止める施策の実施は喫緊の
課題であり、特に若年層の流出を防ぐため、ハローワークの職業紹介機能を、単なる就労支援だけでなく、自治体の定住推進策の
一つに位置付け、地方のイニシアチブで一体的に運用していく必要がある。
【支障事例】
現在、無料の職業紹介事業が国の一元管理下（職業安定法第５条第３号）にあり、ハローワークによる職業紹介では一律にマニュ
アル化された説明対応や就業指導となっているため、求職者・求人双方の思いが合致せず、雇用ミスマッチの発生要因となってい
る。
【効果】
権限移譲によって、次のようなメリットが期待できる。
（１）自治体が進める人口減対策とハローワークの就業支援対策の一体的運用が可能となる。
（２）ハローワークの限られた人員だけではきめ細かな就労支援は不可能であり、自治体のマンパワーを最大限に生かすことで、地
域内での求職者・求人双方の最適なマッチングを実現することが可能となる。

［再掲］
４【厚生労働省】
（１）職業安定法（昭22法141）及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派
遣労働者の保護等に関する法律（昭60法88）
公共職業安定所（ハローワーク）が行う無料職業紹介事業、地方公共団体が行う
無料職業紹介事業の指導監督並びに国以外の者が行う職業紹介、労働者の募
集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の指導監督については、以下の方向
性により見直す。
（ⅰ）国と地方公共団体が同一施設内で国の無料職業紹介事業と地方公共団体
の業務を一体的に実施する取組（一体的実施）、「ハローワーク特区」の取組、ハ
ローワークの求人情報を地方公共団体にオンラインで提供する取組など、ハロー
ワークと地方公共団体との一層の連携強化の取組を通じ、地方公共団体と一体と
なった雇用対策をこれまで以上に推進する。
（ⅱ）以上の取組の成果と課題を検証し、その結果等を踏まえ、これらの事務・権
限の移譲等について、引き続き検討・調整を進める。その際には、ＩＬＯ第88号条
約との整合性、都道府県を越えた職業紹介の適切な実施、雇用対策における機
動性の担保、保険者の変更等雇用保険財政の根本に関わる議論等に留意す
る。
（ⅲ）地方公共団体が行う無料職業紹介事業について、民間とは明確に異なる公
的性格を持つものであり、国に準ずるものとして法律上位置付けるなどの措置を
講ずる。
（ⅳ）ハローワークの求職情報を地方公共団体に提供する取組を、平成27年度か
ら開始する。

H26 149 04_雇用・労働 都道府県 鳥取県、徳島県 厚生労働省 A　権限移譲 雇用保険法第7条、第15条
雇用保険法施行規則第6条、第7
条、第28条の2等

雇用保険法に基づく雇用保
険の適用・認定・給付等業務
の都道府県への移譲

仮にハローワークの都道府県移管が実現しなかった場合でも、自
治体が設置するふるさとハローワーク等において雇用保険手続き
が行えるよう、雇用保険法に基づく雇用保険の適用・認定・給付
等業務を希望する都道府県に移譲する。

【制度改正の必要性】
鳥取県では、ハローワークの廃止された境港市、八頭郡について、住民サービスを維持するため、「鳥取県ふるさとハローワーク」
をそれぞれ設置し、職業紹介事業等を継続して実施している。しかしふるさとハローワークでは雇用保険手続ができず、該当者はそ
の都度米子市、鳥取市のハローワークに出向かねばならず、利便性を著しく損ね、利用者数も伸び悩んでいる。
今後、地方では人口の激減が予測されており、地域内で雇用保険手続から職業紹介までを完結できる仕組みを設けることが必要
である。
【支障事例】
現在、雇用保険への加入や喪失、失業認定・給付等の手続業務は国の所管（雇用保険法第７条、第１５条）となっており、自治体が
運営するふるさとハローワークでは実施できない。
【効果】
権限移譲によって、ふるさとハローワークのエリア内の事業所及び雇用保険の被保険者は、わざわざ遠方に出向かないでも手続き
が可能となり、ハローワークの本来機能である雇用保険手続と職業紹介の一体サービスを、地域ごとに格差なく享受できることとな
る。

［再掲］
４【厚生労働省】
（９）雇用保険法（昭49法116）
雇用保険の適用、認定、給付等については、国と地方公共団体が同一施設内で
国の無料職業紹介事業と地方公共団体の業務を一体的に実施する取組（一体
的実施）を行う施設における雇用保険関係業務の実施について、引き続き、地方
公共団体の希望を踏まえ、利用者から十分なニーズが見込める場合には、積極
的に取り組む。

H26 150 06_環境・衛生 都道府県 鳥取県・大阪府 厚生労働省 A　権限移譲 水道法施行令第１４条第１項、第２
項

水道事業等（計画給水人口
５万人超の特定水源水道事
業並びに１日最大給水量が2
万５千立方メートルを超える
水道用水供給事業）に関す
る認可等の権限移譲

水道事業等（計画給水人口５万人超の特定水源水道事業並び
に１日最大給水量が2万５千立方メートルを超える水道用水供給
事業）に関する認可等の権限を、都道府県に移譲する。

【改正の必要性】
都道府県域で完結する水道事業の認可・指導監督については，事業の規模等により監督官庁を分離することは非効率である。
なお、水利調整の要否が、移譲するか否かの判断基準のひとつとされているが、計画給水人口５万人以下の水道事業においても
水利調整を要するものは存在している。
また、厚生労働省の新水道ビジョン（H25.3策定）では、都道府県は圏域の水道事業者間の調整役としての役割を果たすことが求め
られている。
【移譲による効果】
国の認可審査期間は都道府県（本県では水道事業の認可等の標準処理期間は２１日）に比して長期であり、指導監督の密度は都
道府県に比して小さいことから、衛生対策の迅速化による水道水の安全性確保や将来にわたる安定供給のための方策等について
地域の実情に応じたきめ細やかな指導・監督が可能となるよう権限移譲を求める。

［再掲］
４【厚生労働省】
（７）水道法（昭32法177）
以下に掲げる事務・権限（厚生労働省の所管に係るものに限る。）については、広
域化等を推進する水道事業基盤強化計画（仮称）を策定した上で、業務の監視
体制を十分に整える都道府県であって、当該事務・権限の移譲を希望するものに
対し、都道府県内で水利調整が完結する水道事業等（都道府県が経営主体であ
るものを除く。）を対象に移譲する。
なお、都道府県内で水利調整が完結しない水道用水供給事業から受水する水道
事業については、当該水道用水供給事業との事業統合を行うことを上記計画に
盛り込んだ場合には移譲対象とする。
（以下一部抜粋）
・水道事業の認可（６条１項）
・水道用水供給事業の認可（26条）
・水道事業及び水道用水供給事業に係る報告の徴収及び立入検査（39条１項）

農林水産省鳥取県、大阪府都道府県02_農業・農地151H26 ４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国と地方の役
割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕組みの充実を図るととも
に、農地転用に係る事務・権限について、地方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条の２第１項）
を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の設定基準案に加え、国の
目標面積案について、都道府県知事の意見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及び都道府県の
目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定
するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と協議する場（協議の場）を
設けることとする。協議の場の議事等については、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案及び都道府県
の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違がある場合には、その要因
分析等を行い、施策効果の見込み方等について協議する。これらの過程を通じ
て、国と地方が十分な議論を行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び
都道府県の目標面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日地方六団体）
において提案されている「農地の総量確保の目標管理」の仕組みに係る実効性を
検証することとし、今後の制度設計の議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について

「必要性」
 農地転用許可の審査期間の短縮により、農地以外の土地利用計画との調整の迅速化を図ることができる。また、農地転用許可事
務の効率化により、地域の実情に応じた迅速な調整が可能となる（住民に、より身近な基礎的自治体において総合的な土地利用の
観点からの判断が迅速にできる。）。
 農地転用は、営農条件や周辺の市街地化の状況など許可の可否を判断する基準が明確であり、転用申請に対して当該農地が許
可基準に適合している場合は許可しなければならないものである。
 農業を含む地域経済の活性化のためには、長期にわたる事前調整を廃止して農地転用事務の迅速化を図り、地域の実情に応じ
た土地利用調整や許可事務が必要である。

4ヘクタールを超える農地転用に係る農地法第4条第1項及び第5
条第1項の農林水産大臣の許可を市町村長の許可に改め、権限
を市町村に移譲する（併せて4ヘクタール以下の農地転用に係る
農地法第4条第1項及び第5条第1項の知事の許可を市町村長の
許可に改め、権限を市町村へ移譲する。）。

農地転用の農林水産大臣及
び都道府県知事の許可権限
の市町村への移譲

農地法第4条第1項及び第5項並び
に第5条第1項及び第4項

A　権限移譲
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求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 152 10_運輸・交通 都道府県 鳥取県、京都府、大阪
府

国土交通省 A　権限移譲 道路運送法第4条、9条、9条の2、9
条の3、15条

旅客自動車運送事業にかか
る許認可等の権限の地方運
輸局から都道府県への移譲

２以上の都道府県にまたがる路線を除き、道路運送法に基づく許
認可等の権限を都道府県に移譲する。

【制度改正の必要性】
地方と大都市部では公共交通にかかる諸条件が著しく異なることから、道路運送法に基づく事業者の事業計画（路線や営業区間な
ど）の変更などについて、地域の実情に応じてより迅速な対応ができる制度とすることで、事業者の負担を軽減し、住民サービスの
向上を図る。ただし、2つ以上の都道府県にまたがる路線については、自治体ごとの対応が異なることも予想されるため、今回は対
象外とした。
【効果】
地域の自主性及び自立性を高めることが求められる中、路線や営業区間の変更など旅客自動車運送事業の許認可等に関する業
務について、生活交通ネットワーク計画の作成、地域協議会への参画等により地域の交通事情・利用者ニーズについて熟知してい
る都道府県が総合的に実施することで、地域住民及び事業者にとってより身近でかつ迅速な対応が可能となる。

［再掲］
４【国土交通省】
（７）地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平19法59）及び道路運送法
（昭26法183）
平成26年11月20日に施行された地域公共交通の活性化及び再生に関する法律
の一部を改正する法律（平26法41）により、地方公共団体が先頭に立って、まち
づくりと連携して、持続可能な公共交通ネットワークを実現するための新たな枠組
みが整備されたことを踏まえ、地域公共交通網形成計画等を作成する意欲のあ
る地方公共団体に対し、計画作成のノウハウや知識・データを提供し、個別に相
談に対応するなど、地域の取組の効果が十分発揮されるよう、環境整備を進め
る。

H26 153 01_土地利用（農
地除く）

都道府県 鳥取県、徳島県 国土交通省 A　権限移譲 都市計画法第15条第1項第2号 都市計画区域の整備、開発
及び保全の方針に関する都
市計画の決定権限に係る市
町村への移譲

都市計画法第15条において、都市計画区域の整備、開発及び
保全の方針に関する都市計画（都市計画法第6条の2）の策定主
体は都道府県とされているが、都市計画区域が単一の市町村の
区域内で完結する場合の策定権限を市町村へ移譲する。

【制度改正の必要性】
市町村合併を経て、単一の市町村の区域内で完結する都市計画区域が多くなってきており、合併による市町村の広域化に伴い、こ
れまで以上に市町村の主体性を拡大させ、より地域の実情に沿った都市づくりを実現していくことができるような制度とする必要があ
る。
※鳥取県：19都市計画区域のうち、17都市計画区域が単一の市町村の区域内で完結。
上記市町村の広域化を背景として二重行政の解消等の観点で、単一の市町村の区域内で完結する都市計画区域における都市計
画区域の整備、開発及び保全の方針（以下「都市計画区域マスタープラン」という。）に関する都市計画の策定権限については、
「第四次分権一括法」において、単一の市町村の区域を超える広域的見地からの調整機能や関連制度との整合性が確保される場
合、指定都市においては移譲されることとなった。
これについて、二重行政の解消といった趣旨であることを踏まえると、上記条件を満たすのであれば、指定都市に限らずその他の
市町村においても移譲すべきであるから、単一の市町村の区域内で完結する都市計画区域においては、マスタープランの策定権
限を市町村に移譲して頂きたい。
※都市計画区域マスタープランの策定権限が市町村に移譲された場合、国の関与（都市計画法の手続きにおける国協議～同意）
が廃止されることからも、より地域の主体性が拡大される。
※市町村が都市計画区域マスタープランと都市計画決定する際、都市計画法１９条３項による県協議が必要であるため、県の広域
的調整は担保される。
【具体的な支障事例】
都道府県が都市計画区域マスタープランを策定する場合は、関係市町村の意見を尊重しながら策定することとなるため、特に単一
の市町村の区域内で完結する都市計画区域の場合、都市計画区域マスタープランと市町村の都市計画に関する基本的な方針
（以下「市町村マスタープラン」という。）とでは、基本的な方向性はほぼ同文となり、市町村マスタープランに限り地区名、路線名が
記載される等具体的な地区における方向性が記述されるというのが実態である。

H26 154 06_環境・衛生 都道府県 鳥取県 経済産業省、環境
省

A　権限移譲 特定家庭用機器再商品化法第14
～16条、第27～28条、第47条、第
52～53条

特定家庭用機器再商品化法
に基づく報告・立入検査・勧
告・命令に係る事務・権限の
移譲

特定家庭用機器再商品化法に基づく国の報告・立入検査・勧
告・命令に係る事務・権限を都道府県へ移譲する。
なお、各自治体、地域の状況は様々であることから希望する都道
府県の手挙げ方式とする。
権限の移譲を受けた都道府県は、地方自治法に基づく事務処理
特例条例により、希望する市町村に一般廃棄物処理関係の権限
を移譲するものとする。

廃棄物処理法に基づく指導監督や３Ｒ等に関する消費者への啓発等は都道府県・市町村が実施している一方、各種リサイクル法
に基づく事業者への指導監督は国が行っており、一連の施策としての連携が取りにくい状況にある。
また、国の各府省が共管していることにより、縦割り行政の弊害が生じるおそれがある。
そのため、事業所が一の都道府県の区域内のみにある場合は、報告・立入のほか、指導・助言等の事務・権限を一体的に都道府
県、市町村に移譲することで、事務の効率化を図ることが可能である。
その際、権限に係る事務処理基準、財源、人材等について併せて国から措置することが必要である。

［再掲］
４【経済産業省（９）】【環境省（４）】
特定家庭用機器再商品化法（平10法97）（経済産業省、環境省と共管）
小売業者又は製造業者等に対する指導、助言、勧告、命令、報告徴収及び立入
検査については、関係する審議会において都道府県等から意見聴取を行いつ
つ、実施主体や国の関与等の在り方を含めた的確な執行の在り方について、原
則として平成27年中に検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

H26 155 07_産業振興 都道府県 鳥取県・徳島県 外務省 対象外 出入国管理及び難民認定法第６条
外務省設置法第４条

ロシア人が日本に上陸する
時に必要とされている査証取
得に係る規制緩和

ロシア人が日本に上陸する時に必要とされている査証について、
日本に上陸する場合、旅行会社取扱による団体旅行者に限り、
数次査証の取得（１回の滞在期間は１５日以内）を可能とする。

・ロシア人観光客を増やし、地域経済の活性化と、訪日外国人の増加に寄与する。
・日本の旅行会社が身元を保証し、ロシアの旅行会社が扱う旅行者を対象とすることで、不法滞在のリスクを回避する。

・境港にはウラジオストク（ロシア）、東海（韓国）を結ぶ環日本海定期貨客船航路が平成２１年６月に開設（境港　金曜日９：００入港、
土曜日１９：００出港）。
・境港近郊には皆生温泉、大山、鳥取砂丘、松江、出雲など外国人・ロシア人観光客を惹きつける観光資源が豊富にある。
・同航路による日ロ双方の観光客の増加を見込み、平成２１年１２月にロシアの旅行会社が境港に日本法人を開設しているが、同航
路を利用するロシア人の数は少ない。

・因みにロシアにおいて、港湾を限定し、団体観光参加者に限り７２時間無査証で滞在することが平成２１年５月から可能になった。

・また、平成２６年１月１日から韓国とロシアの国民は査証なしで最長６０日まで相手国に滞 在できるようになった。

（ ）農 転用許可（農 法 条及 条） 権限移譲等
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置については、別紙を
基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法附則２項）につ
いては、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農林水産大臣
との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指定市町村にあっては、当
該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確保する目標
を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣が指定する市町村（指
定市町村）の長については、都道府県知事と同様の権限を有するものとして、農
地転用に係る事務・権限を移譲する。あわせて、農用地区域内における開発許
可（農振法15条の２）に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項及び５条３
項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せて検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏まえ、必要に
応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るとともに、農地転用許可等に係
る事例集を作成するなど地方公共団体における農地転用許可制度等の適正な
運用の確保に資するよう必要な支援を行うものとする。
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【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 156 05_教育・文化 都道府県 鳥取県、京都府、大阪
府

文部科学省 B　地方に対す
る規制緩和

高等学校等就学支援金の支給に
関する法律施行規則第８条

高等学校等就学支援金の受
給権者に対する通知事務の
簡素化

高等学校等就学支援金の給付事務のうち都道府県又は学校設
置者から生徒個人に対する通知を、学校が別途行っている徴収
金のお知らせと兼ねることを認めることとする。（個人ごとの支給額
については学校設置者に対する一覧の送付とし、受給資格認定
通知、支給停止通知など資格に係るものは従前のとおりとする。）

高等学校等就学支援金に係る生徒個人に対する通知は、平成26年度約14,000件（鳥取県）と数量が膨大であり、事務負担が大き
い。一方、学校設置者は、対象生徒に対して、各学校の規程に基づき授業料及び学校徴収金の金額を記載した納付通知を納付
の時機が到来するごとに作成しており、当該納付通知により、生徒は授業料及び就学支援金の交付額を確認できる。このため、都
道府県及び学校設置者の事務負担の軽減を図る観点から、生徒個人に対する支給決定（変更）通知書及び支給実績通知書につ
いては、学校設置者への一覧の通知をもって代えることができることとしてもらいたい。

６【文部科学省】
（４）高等学校等就学支援金の支給に関する法律（平22法18）
高等学校等就学支援金の支給額の通知（施行規則８条）については、授業料等
の納付通知に支給額を記載し、支給額の通知とすることも可能であること等を、事
務処理要領において明確化し、都道府県等に通知する。

H26 157 03_医療・福祉 都道府県 鳥取県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

健康保険法第８６条第１項
高齢者の医療の確保に関する法律
第７６条第１項
「厚生労働大臣の定める評価療養
及び選定療養」（平成18年厚生労
働省告示第495号）第１条第１号
「厚生労働大臣の定める先進医療
及び施設基準」(平成20年厚生労
働省告示第129号)

ロボット手術に係る先進医療
の対象化

一定の水準を持つ医療機関における保険診療の対象外のロボッ
ト手術を、「厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準」(平
成20年厚生労働省告示第129号)に規定する先進医療の対象と
する。

【支障事例】
ロボット手術については、一部の保険適用を除いて保険外診療となっているが、既に本県の鳥取大学医学部附属病院では、年間４
０～６０件の保険外診療のロボット手術が安全に行われており、患者の身体的負担軽減となっている。
今後、ロボット手術の需要は増えると思われるにもかかわらず、ロボット手術が先進医療の対象外であれば、ロボット手術の患者へ
の恩恵を阻むとともに、鳥取大学医学部附属病院でのロボット手術の発展を阻害するものである。
【改正の必要性】
今後の大きな課題となる「２０２５年」問題への対応として、社会保障制度改革の中で、地域で必要な医療の確保に向けた「地域医療
ビジョン」の策定や病床の機能分化を進めることとなっており、地方分権の観点から、地方が主体的に医療体制を考える時期に来て
いる。
ついては、鳥取大学医学部附属病院などロボット手術について一定の水準を持つ医療機関に対しては、ロボット手術を先進医療の
対象としていただきたい。
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医療法第３０条の４第８項
医療法施行令第５条の４第２項
医療法施行規則第３０条の３２の２
第１項

病床過剰圏域での新規病床
設置に係る厚生労働省との
事前協議及び同意の廃止

医療計画公示後に特別の事情などが生じた場合に、医療法施行
令第５条の４第２項に規定する病床過剰圏域における病院・診療
所の開設・増床の許可に関する厚生労働大臣との事前協議及び
同意を廃止する。

【経緯・支障】
全国知事会においても、「義務付け・枠付けの見直しに係る提案」として基準病床数の都道府県による独自の加減可能化を提案し
ていたが、国が特例病床の協議に同意する際の留意事項を示したことのみにとどまった（平成２５年４月２４日付厚生労働省医政局
指導課長通知）。
一例として、鳥取県においても周産期母子医療センターのＮＩＣＵの病床利用率が高く、今後増床の検討をする場合、上記通知で
示された特例病床の留意事項によると、鳥取県内の出生数では特例病床の適用が難しい状況である。
【制度改正の必要性】
地域の実情に応じた医療体制を確保するためにも必要な病床数を地方自治体が決定できる取り扱いが必要である。
※特定の病床等の特例の事務の取り扱いについて（平成２５年４月２４日厚生労働省医政局指導課長通知）
　特例病床算定の留意事項（補足）２．④
　　　ＮＩＣＵやＧＣＵの増床にあたっては、原則として、都道府県内の増床後のそれぞれの総数が以下の数を超えないようにする。
　　　　　　ＮＩＣＵ：総出生数（都道府県内）／１０，０００人×３０床
　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　（鳥取県の状況）
　　　　　　総出生数４，７７１人（Ｈ２４）／１０，０００人×３０床＝１４．３床
　　　　　　　県内の既存ＮＩＣＵ病床数　１８床　＞　１４．３床

［再掲］
６【厚生労働省】
（３）医療法（昭23法205）
（ⅰ）医療計画に定める基準病床数制度（30条の４第２項12号）については、都道
府県における地域医療構想の策定・運用状況を共有しつつ、今後の医療需要の
増大や地域ごとに異なる実情を踏まえた医療提供体制の在り方について検討を
進める。
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児童福祉法第４５条
児童福祉施設の設備及び運営に
関する基準第１１条

児童発達支援センターにお
ける利用者への食事提供方
法の基準の緩和

児童福祉施設の利用者への食事提供方法については、「児童福
祉施設の設備及び運営に関する基準」により、施設内での調理
が義務付けられているが、児童発達支援センターにおける食事
提供方法について、施設外で調理されたものを搬入し提供する
方法等施設内での調理以外の方法も認める。

【現行制度】
児童発達支援センターを利用している障がい児に食事を提供する場合は，「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」により、
当該センター内で調理をする方法により提供しなければならないことから、当該センターを設置する場合は、調理員の確保や調理
用設備などの整備が必要である。
【支障事例】
本県のような人口が少ない県では、児童発達支援センターの規模が小さく、利用者も少なく、かつサービス提供に係る報酬額（収入
額）も少ない中で、自前の施設で食事を提供することは、非常にコストがかかり、非効率的であり、当該センターの設置や施設の経
営上大きな問題となっている。
【規制緩和の必要性】
施設内調理以外の方法（配食を行っている民間事業者が調理した食事を外部搬入、関連する施設で一体的に調理した食事を提
供、地域の学校給食センターが調理した給食を搬入等）を認めるなど、地域の実情に合わせて柔軟な対応ができるよう、規制緩和
することにより、人口の少ない地域においても、児童発達支援センターの設置促進と安定的な運営が可能となる。
【規制緩和の効果】
外部搬入方式等が可能となれば、児童発達支援センターの設置や運営に係るコストが削減できるとともに、食事の提供数が少数で
あっても、食材の質の確保及び種類豊富な献立を効率的に提供することが可能となる。また、コストの削減により、経営の効率化が
図られることから、新たな児童発達支援センターの設置を促し地域支援体制の強化が図られるとともに、削減したコストを障がい特
性に応じた療育の実施等障がい児の処遇の向上に充てることができる。

H26 160 04_雇用・労働 都道府県 鳥取県、京都府、大阪
府、徳島県

厚生労働省、経済
産業省

B　地方に対す
る規制緩和

中小企業における労働力の確保及
び良好な雇用の機会の創出のため
の雇用管理の改善の促進に関する
法律第4条第3項

中小企業労働力確保法に基
づく改善計画の都道府県の
認定の廃止

中小企業労働力確保法に基づき事業主が策定する改善計画に
ついて、都道府県の認定を廃止する。

【制度改正の必要性】
企業が当該計画の認定申請を行うのは国の助成金受給申請の条件になっていることによるもの。
現在、中小企業等に対する従業員の処遇や環境改善促進のための助成制度の中で当該認定を条件としている助成金は、事業主
団体を対象としたもの１件しかなく、従業員の処遇改善等に関する国の政策において、認定そのものの必要性が薄れていると思わ
れる。
改善計画の認定を条件とする助成制度が減ったことに伴い、本県に改善計画を提出する企業等もほとんどなくなっている。
【支障事例】
当該計画の認定が助成金申請要件となっている場合の手順は次のとおりで煩雑。
①企業等は、予定している改善計画が助成金の対象となるか、労働局に相談する。
②企業等は、都道府県への認定申請書を作成し提出する。
③都道府県は、国が定める認定審査基準等に照らして認定するか否かを判断する（場合によっては、あらかじめ国に協議し同意を
得る必要がある）。
④都道府県から認定通知を受領した後、企業等は、国の定める日までに、労働局に助成金の受給資格認定申請を行う。
【効果】
改善計画に係る都道府県の認定事務を廃止し、改善計画の項目のうち必要なものを助成金受給資格認定申請書に追加すること
で、企業は、上記の②の手続が不要となり、企業等の負担が軽減され、助成金を活用して雇用環境の改善を図る企業等が増加す
る可能性がある。
②、③がなくなることで、事務の簡素化が図られるとともに、企業等は、労働局への申請までの時間短縮を図ることができ、事業実施
期間開始予定までのスケジュールを立てやすくなる。

６【厚生労働省（９）】【経済産業省（９）】
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管
理の改善の促進に関する法律（平３法57）（経済産業省と共管）
事業協同組合等が作成する改善計画の認定（４条１項）については、これを要件
とする現行の助成金の活用促進を図る観点から検討し、手続の簡素化を図る。
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厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

「放課後児童健全育成事業費等の
国庫補助について」（平成２６年４月
１日厚生労働省発雇児０４０１第１５
号厚生労働省事務次官通知）

放課後児童クラブの補助要
件緩和

人口減少の課題を抱えた地方においても、多様な保育ニーズへ
の対応を実情に応じて柔軟に行えるよう、放課後児童クラブの利
用児童数の下限の要件を緩和すべき。

【制度改正の必要性】
現在、小規模な放課後児童クラブ（利用者９人以下）や開設日数が少ない（２４９日以下※特例あり）放課後児童クラブの運営費につ
いては、国庫補助対象外となっているが、県内の中山間地域をはじめとした、少子化が進行している地域においては、国庫補助要
件に満たない放課後児童クラブが以下のとおり存在している。
【具体的な支障事例】
放課後児童クラブの運営にあたっては、安全管理上、職員の複数配置が必要であるが、小規模なクラブについては特に保育料収
入が少ないことから、市町村単独では運営が困難であり、県単独補助で支援している状況にある。
【制度改正の必要性】
中山間地域をはじめとした、少子化が進行している地域においても、他の地域と同様に、放課後児童クラブを実施していく必要があ
るが、地域の実情を踏まえた保育ニーズに対応していくためには、５人以上、２４９日以下のクラブについても国庫補助対象とする
等、補助要件の緩和が必要である。

　○県内の全クラブ数に対する国庫補助対象外クラブ数
　　　平成２３年度：８クラブ／１３５クラブ
　　　平成２４年度：７クラブ／１３７クラブ
　　　平成２５年度：６クラブ／１３８クラブ
　　　平成２６年度（予定）：５クラブ／１４４クラブ

６【厚生労働省】
（21）放課後児童健全育成事業
放課後児童健全育成事業の補助要件について、子ども・子育て支援新制度の施
行に伴い、平成27年度から、10人未満の放課後児童クラブについても補助対象と
するよう見直す。

H26 162 03_医療・福祉 都道府県 鳥取県、徳島県 内閣府、文部科学
省、厚生労働省

B　地方に対す
る規制緩和

子ども子育て支援法５９条、６１条
（児童福祉法第６条）

地域子ども・子育て支援事業
における要件緩和

子ども・子育て支援新制度のなかで「森のようちえん」といった地
域の特性を活かした子育て支援事業が実施できるように、子ど
も・子育て支援法第５９条に定める「地域子ども・子育て支援事
業」において、市町村の裁量で必要と考える事業を組み込むこと
が出来るよう、対象要件を緩和する。

森のようちえんとは、自然体験活動を基軸にした子育て・保育や乳幼児期教育の総称で、国内でも広がりを見せているが、既存の
保育所・幼稚園、さらには子ども・子育て支援新制度の枠組にない。
このため、市町村の子ども・子育て支援事業計画（法第６１条）において、広がりつつある森のようちえんに入所する児童が計上され
ず、保護者のニーズ等現状を踏まえた総合的な子ども・子育て支援のための計画にならないという支障が生じる。
1950年代にデンマークで始まったもので、以後自然環境を活用した保育(幼児教育)として世界に広がっており、北欧等では制度化
も進み、公的補助や専門指導者の養成プログラムも確立されている。
鳥取県と長野県の実施団体を実例対象に、「森のようちえん」における幼児の発達について調査・分析したところ（鳥取大学へ委
託）、身体性、精神性、知性、社会性ともに好ましい発達が得られたとの結果が出ている。
これらを受けて、本県では、全国に先駆けて「森のようちえん」の運営費補助等の支援を行うとともに、平成25年度から、官民協働で
「森のようちえん認証制度」について検討し、Ｈ27年4月からの創設を目指しているところ。
この「森のようちえん」を地域子ども・子育て支援事業のひとつとして確立することになれば、都市部にはない、自然豊かな地域の特
色を活かした子育て支援として、移住定住の促進や地域の活性化につながる。
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厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

介護労働者の雇用管理の改善等
に関する法律第8条第3項

介護労働者の雇用管理の改
善等に関する法律に基づく
改善計画の都道府県の認定
の廃止

介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律に基づき事業主
が策定する改善計画について，都道府県の認定を廃止する。

【制度改正の必要性】
企業が当該計画の認定申請を行うのは国の助成金受給申請の条件になっていたためであるが、現在、当法律に基づく支援策のう
ち当該認定を条件としているものはなく、認定そのものの必要性が薄れていると思われる。
当該計画の認定を条件とする国の助成金がなくなったことに伴い、本県への当該改善計画の認定申請は、平成２３年度以降実績
がない(全国的にも同様と推測)。
【効果】
当該認定を条件とした支援策が新たに創設された場合においても、助成金の受給資格認定申請を行う前に、下記②及び③の手続
が必要となることから、既存の助成制度と同様、当該改善計画の認定を条件としないことが、企業等にとって負担軽減になる。
①企業等は、改善計画が助成金の対象となるか、労働局に確認
②企業等は、都道府県に対して、改善計画の認定申請を行う
③都道府県は、申請内容を確認し、認定手続等を行う。
④企業等は、定められた期日までに、労働局に助成金の受給資格認定申請を行う。

６【厚生労働省】
（10）介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律（平４法63）
介護事業主が策定する改善計画の認定（８条）の廃止を含め、介護労働者の労
働環境の改善による魅力ある職場づくりに向けた実効性のある仕組みについて、
地方の意見も踏まえつつ検討し、平成27年中に結論を得る。

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国と地方の役
割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕組みの充実を図るととも
に、農地転用に係る事務・権限について、地方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条の２第１項）
を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の設定基準案に加え、国の
目標面積案について、都道府県知事の意見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及び都道府県の
目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定
するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と協議する場（協議の場）を
設けることとする。協議の場の議事等については、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案及び都道府県
の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違がある場合には、その要因
分析等を行い、施策効果の見込み方等について協議する。これらの過程を通じ
て、国と地方が十分な議論を行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び
都道府県の目標面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日地方六団体）
において提案されている「農地の総量確保の目標管理」の仕組みに係る実効性を
検証することとし、今後の制度設計の議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置については、別紙を
基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法附則２項）につ
いては、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農林水産大臣
との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指定市町村にあっては、当
該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確保する目標
を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣が指定する市町村（指
定市町村）の長については、都道府県知事と同様の権限を有するものとして、農
地転用に係る事務・権限を移譲する。あわせて、農用地区域内における開発許
可（農振法15条の２）に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項及び５条３
項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せて検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏まえ、必要に
応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るとともに、農地転用許可等に係
る事例集を作成するなど地方公共団体における農地転用許可制度等の適正な
運用の確保に資するよう必要な支援を行うものとする。

【必要性】
国の基本指針における「確保すべき農用地等の面積の目標」は、各都道府県の確保面積の合計と一致する仕組みとなっている。
このため、国と県との協議で、国は全国一律の基準で算定された確保面積を求め、県の地域性・独自性を十分に反映した内容によ
り異なる確保面積を提示しても同意を得ることは困難となっている。
よって、地域の実情を踏まえた仕組みにするとともに、協議・同意制を意見聴取など都道府県の意向を拘束しない方法に変えるべ
き。
※H22年度作成の県基本方針の農林水産省との事前協議で、本県の実態を踏まえ目標面積はH21年比22%減となる見込みとの実
情を伝えたが、国の基本指針の目標面積の算定割合と同じ2%(800ha)増となるよう求められた。

農業振興地域整備基本方針を策定・変更する場合の農業振興
地域の整備に関する法律第4条第5項の規定を削り、農林水産大
臣への協議を廃止する。

農業振興地域整備基本方針
を策定・変更する場合の農
林水産大臣への協議の廃止

農業振興地域の整備に関する法律
第4条第5項

B　地方に対す
る規制緩和

農林水産省鳥取県、京都府、徳島
県

都道府県02_農業・農地164H26
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地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 165 02_農業・農地 都道府県 鳥取県、大阪府、徳島
県

農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

農業振興地域の整備に関する法律
第8条第4項

農業振興地域整備計画を策
定・変更する場合の農用地
区域の設定・変更に係る都
道府県知事への協議の廃止

農業振興地域整備計画を策定・変更する場合の農業振興地域
の整備に関する法律第8条第4項の規定を削り、都道府県知事へ
の協議を廃止する。

【必要性】
市町村が定める農業振興地域整備計画は、当該市町村の自主的・主体的な土地利用に関する計画等と整合が図られており、同計
画（農用地利用計画）の策定・変更に係る都道府県知事への協議、同意は廃止すべきである。
都道府県との協議が必要とされているため、市町村の自主的・主体的な農業振興地域整備計画（農用地利用計画）を迅速に作成・
変更できない。

H26 166 02_農業・農地 都道府県 鳥取県 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

学校給食用牛乳供給対策要領第２ 学校給食用牛乳の供給価格
及び供給事業者決定に係る
制度見直し

学校給食用牛乳の供給価格及び供給事業者決定について、適
正価格を担保することを前提に、地域の実情に合わせ、県の裁
量により行うことができるようにする。

学校給食用牛乳供給対策要綱第６により、知事は供給価格及び供給事業者を毎年度決定することとなっている。
また、学校給食用牛乳供給対策要領第２により、知事は供給価格及び供給事業者の決定に当たり、競争原理を機能させることが義
務付けられている。
しかしながら、当県では、県内産生乳で牛乳を製造するメーカーが１者(県内のみ)しかなく、競争原理を導入した価格決定で、県外
事業者（県外産牛乳）に供給業者が決定される場合があり、平成２６年度には県内の一部の市町で県産牛乳を児童生徒に供給で
きない事態が発生した。
本県では、県産品の利用促進を図り、活力に満ちあふれ、県民が心豊かに安心して生活できる県の構築を目指した鳥取県産業振
興条例を制定するとともに、地産地消を推進してきているが、今回の事態はこれと相反するものとなった。
ついては、県内に県内産生乳で牛乳を製造するメーカーが１者しかない場合においては、県の設定する予定価格との見積もり合わ
せで適正価格を担保するなどにより、価格決定等を県の裁量により行うことができるよう規制緩和が必要である。

６　【農林水産省】
（17）学校給食用牛乳安定需要確保対策事業
供給価格及び供給事業者の決定に係る補助条件については、透明性の高い手
法を通じて、適正にこれらを決定できることが明確である場合、競争入札によらず
とも、学校給食用牛乳の供給に対する助成の対象となり得ることを、地方公共団
体に周知する。

H26 167 09_土木・建築 都道府県 鳥取県 農林水産省 対象外 土地改良法施行令（昭和24年制令
第295号)第59条
土地改良財産の管理及び処分に
関する基本通達５－０－４（他目的
使用等の使用料）

農業用ダムの用水から供給
する畜産用水、消雪用水の
使用料減免

農業用ダムのかんがい用水について、家畜の飲雑用水や夏場の
乳牛の暑熱対策に導水して使用する場合、消雪用水を導水して
使用する場合は「目的外使用料」を減免できることとする。

農業用ダム用水の畜産用水への活用については、夏場の暑熱による乳牛の生乳生産量の落ち込みを回避するため、牛舎の室温
を下げるため、屋根への散水や換気扇・扇風機送水、細霧装置による冷房などの対策には、大量の水道水が使用されている。
農業用ダムからのかんがい用水を、畜産用水に振り替えることにより、乳牛の暑熱対策と併せ畜産農家の経費節減につなげることが
可能となる。
また、消雪用水への活用ついては、特に北栄町旧栄村エりアにおいて、冬期の消雪用水の水量不足が顕著で、消雪パイプからの
散水量が十分なく、積雪時の地域交通の阻害されている。
この現状を踏まえ、農業用ダムからのかんがい用水を、不足する消雪用水の補給水に振り替え活用されることで、冬期の地域生活
道の交通確保と産業振興と民生の安定に繋げることができる。
この場合における最大のボトルネックは、土地改良法施行令第５９条の規定及び基本通達５－０－４に基づき、水使用の便益分の
施設使用料を事業費の投入額の比率により支払う「バックアロケーション」（目的外使用料）を 求められることで、公共上水道を使用
する場合に比較して割高となり、経済的メリットを享受できない。
このため、「バックアロケーション」（目的外使用料）を減免できる規制緩和を行うことにより、かんがい用水の有効利用が図られ、 酪
農家の生乳生産安定化と経費節減、冬期の地域生活道の安定的な交通確保や産業振興に資するに同時に、地域貢献用水として
の多面的機能の認知度アップにもつながる。

H26 168 01_土地利用（農
地除く）

都道府県 鳥取県、京都府、大阪
府、徳島県

農林水産省（林野
庁）

B　地方に対す
る規制緩和

森林法第２６条の２第４項 保安林解除に係る国への協
議の廃止

保安施設事業施行地内の民有林保安林において、知事権限の
保安林解除に係る国への協議を廃止する。

森林法第２６条の２第４項第２号に基づく「保安施設事業等の施行に係る土地の区域内にある保安林」の保安林解除にあたっては、
農林水産大臣に協議し、同意を得なければならないとされている。
前記以外の４号以下の保安林解除にあたっては、国との協議は不要であり、保安施設事業により、保安林機能の維持向上を図っ
た４号以下保安林の解除にあたっても県による適正な審査が可能であり、国との協議は不要と考える。
国への協議を廃止することで保安林解除手続きをより速やかに行い、事業進捗を図ることが可能となる。（国の標準処理期間は、協
議書受理日から起算して30日）。

※本県に係る保安施設事業等施行地の多くは、海岸部の飛砂防備保安林に指定されており、今後、高規格幹線道路（山陰道）の
整備や国道・県道の道路改良等において保安林解除の増加が予想される。

※なお、本県の保安林は重要流域内にあるため、同項第１号は該当しない。

６　【農林水産省】
（４）森林法（昭26法249）
（ⅲ）法25条１項４号から７号に掲げる目的を達成するために指定される保安林の
うち、その全部又は一部が保安施設事業等の施行に係る土地の区域内にある保
安林の解除を都道府県知事が行う場合の農林水産大臣への同意を要する協議
（26条の２第４項２号）については、制度の運用実態を調査しつつ、同意を要しな
い協議に見直す方向で検討し、平成27年中に結論を得る。

H26 169 02_農業・農地 都道府県 鳥取県 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

・農業振興地域の整備に関する法
律　第３条第４号
・農業振興地域の整備に関する法
律施行規則　第１条
・農林水産省関係国家戦略特別区
域法第26条に規定する政令等規制
事業に係る省令の特例に関する措
置を定める命令

農用地区域内への農家レス
トランの設置の容認

農家レストランを農業振興地域の整備に関する法律第3条第4号
及び同法施行規則第1条に定める農業用施設と位置づけ、農用
地区域内において農家レストランの設置を可能とする。

現在、農用地区域内農用地（農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項に定める農用地をいう。以下同じ）においては、農家
レストランは国家戦略特別区域内においては農業用施設と認められているが、それ以外の地域では認められていないため、設置す
ることができない。
このため、果樹園や観光農園等を経営する農業生産法人が、経営強化・集客増及び都市等との地域間交流を図って農家レストラ
ンを開設することを検討したものの、その候補となる土地が農用地区域内農用地であり、必要な要件に該当しないため当該土地を
農用地から除外することができず、実現できていないなど、農家の事業拡大の支障となる事例が出てきている。
「農林水産業・地域の活力創造プラン」では、『経営感覚を持ち自らの判断で消費者・実需者ニーズの変化等に対応する「チャレン
ジする農林水産業経営者」が活躍できる環境を整備し、その潜在力を発揮させることによって、６次産業化や輸出促進をはじめ、付
加価値を高める新商品の開発や国内外の市場における需要開拓などを進める』こととしている。
農家レストランは、生産現場と隣接する最適地に立地することで、生産・加工・販売・観光等が一体化し、都市と農村の交流による農
村の活性化、農村の雇用確保、農業者の所得の向上及び経営基盤の強化に繋がるものと期待できる。
「農林水産業・地域の活力創造プラン」の実現に資するよう、国家戦略特別区域外においても、農家レストランの農用地区域内農地
への設置を認めるよう、規制を緩和するべきである。

６　【農林水産省】
（９）農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
農家レストランの農用地区域内への設置については、事務・権限の移譲等に関す
る見直し方針について（平成25年12月20日閣議決定）に基づき、国家戦略特別
区域制度の下でその活用事例について、可能な限り速やかに効果を検証し、全
国に適用することを検討する。
　なお、地域再生法の一部を改正する法律（平26法128）において、農家レストラ
ンを含む六次産業化に資する施設等の整備について、農地法（昭27法229）及び
農業振興地域の整備に関する法律における農地転用許可及び農用地区域の変
更基準等の特例を措置したところであり、当該特例措置について、地方公共団体
に周知する。

H26 170 09_土木・建築 都道府県 鳥取県、京都府、徳島
県

農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

・会計法第48条
・農林畜水産業関係補助金等交付
規則第3条第2号

農林水産省（林野庁及び水
産庁を除く）が所管する農山
漁村地域整備交付金以外の
補助公共事業の繰越及び翌
債の手続に関する事務の委
任

農林水産省（林野庁及び水産庁を除く。）が所管する農山漁村地
域整備交付金以外の補助公共事業（岩美広域の道整備交付金
など）の繰越事務を都道府県知事又は知事の指定する職員に委
任すること。

繰越制度の活用については、財務省においてヒアリングの省略、添付資料の撤廃等の事務の見直し・改善が行われている。（「繰越
制度の一層の活用に向けた取組について」（平成22年1月15日財務省））
農林水産省が所管する補助公共事業のうち、林野庁及び水産庁が所管するもの並びに農山漁村地域整備交付金における繰越事
務は、会計法第48条第１項により都道府県に委任されているため、上記の事務の改善もあっておよそ1週間程度の短期間で処理さ
れているが、
その他の補助公共事業については、繰越事務が都道府県に委任されていないため、農林畜水産業関係補助金等交付規則第３条
第２号に基づき、県が地方農政局に対して繰越承認申請した後地方農政局が地方財務局に繰越承認申請を行う2段階の手続が必
要で、繰越の承認まで約３～４週間を要している。
特に年度末近くに成立する補正予算については、経済対策等の趣旨に則り年度内発注等迅速な対応が求められるが、繰越事務
委任を受けていない事業については繰越承認までに時間がかかるうえ、地方農政局が財務局に繰越申請するまで繰越承認日の見
通しも立たないことから、入札に際しては中止となることも視野に入れて手続を行っている状況にあり、繰越手続に要する期間を短
縮する必要がある。
ついては、農林水産省が所管する補助公共事業について、林野庁及び水産庁所管事業並びに農山漁村地域整備交付金の繰越
事務が委任されている実情を鑑みて、その他の補助公共事業についても繰越事務処理の簡素化及び迅速化を図るため、繰越事
務を委任していただきたい。

６　【農林水産省】
（27）農林水産省が所管する補助公共事業に係る繰越し（翌債）の手続に関する
事務
　農林水産省が所管する補助公共事業に係る繰越し（財政法（昭22法34）14条の
３第１項及び42条ただし書）及び繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担
（43条の３）の手続に関する事務を、都府県の知事又は知事の指定する職員が行
う（会計法（昭22法35）48条１項）ことについては、実現に向け、予算決算及び会
計令（昭22勅令165）140条に規定する手続を進める。
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団体

関係府省
提案
区分

根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 171 01_土地利用（農
地除く）

都道府県 鳥取県、京都府、大阪
府、徳島県

国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

都市計画法第18条第3項
都市計画法施行令12条第4号イ及
びホ

一般国道（指定区間外）及び
一級河川（指定区間）に関す
る都市計画決定に係る国の
同意協議の廃止

都道府県が定める都市計画のうち、国土交通大臣協議～同意
(都市計画法18条3項）が必要なものについては、「国の利害に重
大な関係がある都市計画」 として、都市計画法施行令12条に明
記されている。
（都市計画区域の整備、開発及び保全の方針・区域区分・高速
自動車国道・一般国道・一級河川等）

このうち、一般国道（指定区間外）・一級河川（指定区間）につい
ては、国土交通大臣協議～同意手続きの廃止を提案するもの。

【具体的な支障事例】
都市計画法に基づく国土交通大臣協議～同意（以下「国協議～同意」という。）については、本県においても、過去に多数の国協議
～同意を必要とする案件があったが、国から直轄事業との整合性の観点で構造設計に対して反対意見が出された等の要因により、
いずれも協議が長期化し、中には開始から半年以上を要したケースもある。これにより、事業着手や供用が遅れるといった支障が生
じている。
【過去の検討経緯を踏まえた制度改正の必要性】
当該協議については、「義務付け・枠付けの第４次見直し」の検討の際に、既に上記と同様の理由により地方から国に対して廃止の
提案がなされたが、当該提案に対して国は、「国の利害に重大な関係がある都市計画であり、国協議～同意の廃止は困難」である
との見解を示した。ただし、国において地方の意見を踏まえ、手続きの迅速化のために「義務付け・枠付けの第４次見直し（平成25
年7月24日付都市局長通知）」（以下「標準処理期間通知」という。）において、標準処理期間(事前協議60日間、法定協議30日間）
を設定していただいたところである。
これに対し本県としては、「国の利害に重大な関係がある」という国の見解について、具体的にどのようなものを想定しているのか不
明確であるため、当該見解を理由に廃止しないことについて承服できないこと、標準処理期間通知以後、国協議～同意の案件が
あったが、国から協議時期が遅いという指摘を受け、その遅延理由を問われ続けたことにより、事前協議前の下協議に半年程度を
要す結果となるなど、手続きの迅速化に繋がっていないこと。
「一般国道（指定区間外）」及び「一級河川（指定区間）」（以下これらを「協議不要希望施設」という。）については、都道府県が整備
や管理を主体的に行っており、個別法（道路法等）において同様の審査が行われていることから、国協議～同意を廃止しても国との
利害の調整は担保され得るものと考えていることから、協議不要希望施設に係る国の関与を廃止することを提案する。
これにより、県民の悲願である高速道路ネットワークの早期供用や、県民の安全安心のための県土の強靭化に向けた取組の促進
が可能となる。

H26 172 10_運輸・交通 都道府県 鳥取県、京都府、大阪
府、徳島県

国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

地域公共交通確保維持改善事業
費補助金交付要綱別表４及び別表
５

地域公共交通確保維持改善
事業に係る要件の緩和

地域間幹線系統確保維持費国庫補助金について、地方の実情
に合わせたバス補助制度となるよう要件の緩和など制度を見直
す。

【制度改正の必要性】バス路線の維持・確保は社会政策としてとらえるべきだが、国の補助制度は全国一律に一定の運行規模や経
営効率化の指標を基準とするため、乗客数の減少、収支率の悪化が続く中山間地のバス路線では指標が基準を下回り運行赤字の
一部が補助対象外となっている。
特に中山間地における交通弱者にとってバスは基軸となる交通手段であることから、中山間地における補助要件の緩和等、地方の
実情に合わせてバス補助制度を見直すこと。
また見直しに際しては地方の意見を十分に反映させること。
【支障事例】広域行政圏中心市へ繋がり複数市町村をまたがって運行する生活の重要路線でありながら、人口の少ない中山間地を
含む系統では平均乗車密度が低いため補助要件を満たすことができす、バスの存続が難しくなっている。(採択条件である平均乗
車率５人以上では、県内全２８路線中、運行赤字全額対象となるのが１路線のみとなる。）
【効果】要件緩和により、人口が少ない中山間地域を結ぶ系統においても補助要件を満たすこととなり、生活の足を確保することが
可能となる。（採択条件である平均乗車率を５人から３人に引き下げると、県内全２８路線中、運行赤字全額対象となるのが１路線か
ら１３路線に拡大される。）
【求める要件緩和の内容】補助対象路線の１日当たり輸送量：１５～１５０人について、中山間地域は「１５人以上」の要件を９人（本県
における平均的な平均乗車密度＝３人程度であるため、最低運行回数3回を乗算）まで引き下げる。
補助対象経費の対象：平均乗車密度５人で運行赤字全額について、５人未満は人数按分して算出とされているものを中山間地域
は「５人」の要件を３人まで引き下げる。

［再掲］
６【国土交通省】
（20）地域公共交通確保維持改善事業費補助金
（ⅰ）地域間幹線系統及び地域内フィーダー系統に対する補助については、地
域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律（平26法41）
により整備された新たな枠組みの下、国土交通大臣が認定した地域公共交通再
編実施計画に基づいて地域公共交通ネットワークを再構築する取組に対する支
援の要件を見直す。

H26 173 07_産業振興 都道府県 鳥取県、大阪府、徳島
県

経済産業省 B　地方に対す
る規制緩和

企業立地の促進等による地域にお
ける産業集積の形成及び活性化に
関する法律第５条

企業立地促進法に基づく産
業集積の形成又は活性化に
関する基本的な計画に係る
国の同意協議の見直し

企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活
性化に関する法律の規定による、基本計画に係る国の協議、同
意の廃止

策定から国との協議や意見の調整、同意までに６か月かかるなど時間を要し、迅速な企業立地の支障となっている。
地域の特性・強みを生かした企業立地を通じて地域産業の活性化を目指すという法の考え方によれば、都道府県と市町村等が協
議して策定する「基本計画」に国の同意を義務付ける必要はない。
国の同意が不要となれば、より迅速に企業立地計画・事業高度化計画の認定が可能となり、基本計画の同意まで企業の投資にス
トップをかけることがなくなる。
都道府県が定める基本計画に係る国の協議、同意を廃止すべき。

［再掲］
６【経済産業省】
（10）企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関す
る法律（平19法40）
基本計画及びその変更に係る同意（５条１項及び６条１項）については、同意を得
るまでの時間の短縮を図るため、事前審査・事前協議を原則行わないこととすると
ともに、法定協議に当たっての留意事項を取りまとめ、地方公共団体に情報提供
を行う。

H26 174 07_産業振興 都道府県 鳥取県、徳島県 経済産業省 対象外 補助金等に係る予算の執行の適正
化に関する法律第７条（補助金等
の交付の条件）第2項
経済産業省平成２５年度補正予算
「中小企業・小規模事業者ものづく
り・商業・サービス革新事業（ものづ
くり、商業・サービス）」
各実施団体（地域事務局）の公募
要領等

設備投資に対する補助金に
係る「収益納付」ルールの廃
止

「中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業」
の実施要領における収益納付の規定を廃止する。

「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」（第７条第2項）では収益納付の条件を付す「ことができる」という規定があり、
現在国の各種補助金ではこれが一律に適用されている。
中小企業を対象とした産業振興を目的とする補助金。なかでも、設備投資も対象事業とされ、生産設備としての活用が想定されて
いる「中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業」については弊害が大きく、補助事業の実施者、補助金交付を
行う実施機関双方にとって大きな負担になるだけでなく、収益を納付する定めがあること自体が企業活動を制限、意欲を減退させる
ことにつながり、当該補助金の本来の目的を阻害することになるため、収益納付の規定撤廃が必要。

H26 175 01_土地利用（農
地除く）

都道府県 鳥取県、大阪府、徳島
県

国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

都市計画法第18条第3項、都市計
画法施行令12条第4号イ及びホ

区域区分に関する都市計画
決定に係る国の同意協議の
廃止

都市計画法に基づき都道府県が区域区分を決定・変更する際の
国土交通大臣への同意協議を廃止する。

【具体的な支障事例】都市計画法に基づく国土交通大臣協議～同意（以下「国協議～同意」という。）については、本県においても、
過去に多数の国協議～同意を必要とする案件があったが、いずれも協議が長期化し、区域区分に関する協議においては、開始か
ら２年以上を要したケースもある。
【過去の検討経緯を踏まえた制度改正の必要性】当該協議については、「義務付け・枠付けの第４次見直し」の検討の際に、既に上
記と同様の理由により地方から国に対して廃止の提案がなされたが、当該提案に対して国は、「国の利害に重大な関係がある都市
計画であり、国協議～同意の廃止は困難」であるとの見解を示した。ただし、国において地方の意見を踏まえ、手続きの迅速化のた
めに「義務付け・枠付けの第４次見直し（平成25年7月24日付都市局長通知）」（以下「標準処理期間通知」という。）において、標準
処理期間(事前協議60日間、法定協議30日間）を設定していただいたところである。
これに対し本県としては、「国の利害に重大な関係がある」という国の見解について、具体的にどのようなものを想定しているのか不
明確であるため、当該見解を理由に廃止しないことについて承服できないこと、当該協議～同意を廃止したとしても、国土形成全国
計画を基本とした広域地方計画（国土形成計画法）において今後10年間の国土形成に関する方針が定められているため、これに
基づき、都道府県の責任で国土形成上の観点での調整は可能と考えること、さらに、都道府県内部で農政部局との調整を行うた
め、都市的土地利用と農地保全との調整も可能と考えることから、地域の実情に応じたまちづくりを自らの判断で迅速に進めるため
に、区域区分に係る国土交通大臣への同意協議を廃止して頂きたい。

６　【農林水産省】
（７）都市計画法（昭43法100）
国土交通大臣が区域区分（７条１項）に関する都市計画を定め、若しくはその決
定若しくは変更に同意しようとするとき、又は都道府県が区域区分に関する都市
計画を定めようとするとき（国土交通大臣の同意を要するときを除く。）における農
林水産大臣に対する協議（23条１項）については、市街化区域となる区域が農用
地区域（農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）（農振法）８条２項１号）と
重複する場合等に限ることとし、その対象範囲を見直す。
なお、上記の措置に伴い、農地法（昭27法229）、農振法等において所要の見直
しを行うこととする。
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求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 176 01_土地利用（農
地除く）

都道府県 鳥取県、京都府、大阪
府

国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

国土利用計画法第9条第10項、14
項

土地利用基本計画の策定・
変更に係る国土交通大臣へ
の協議の意見聴取・報告へ
の変更

国土利用計画法に基づき都道府県が土地利用基本計画を策
定・変更する際に義務付けられている国土交通大臣への協議を
廃止し、意見聴取・報告へ変更する。

【支障事例】
　国土利用計画法に基づき、都道府県が土地利用基本計画を策定・変更する際に義務付けられている国土交通大臣への協議を
行うことにより、計画策定・変更に時間を要している。
　具体的には、現在の手続きフローである①市町村意見聴取→②国との事前調整→③審議会諮問→④国への協議を、①市町村
意見聴取→②国への意見聴取（国意見の計画への反映）→③審議会諮問→④国への報告に変更することにより、2重の手続きが
解消され約1か月間の期間短縮が図られる。
【制度改正の必要性】
　国は、協議を行う理由として、個別規制法の地域・区域には、国の権限・関与に係るものが多く（都市計画に係る大臣協議、国立
公園に係る大臣指定など）、予め調整が必要であることなどを挙げているが、都市計画法第18条の規定による都市計画決定時の市
町村意見の聴取と同様に、大臣意見を聴取する制度とすれば調整は可能になる。また、審議会で意見が付された場合には、再
度、国への意見聴取を行うことによって適切な計画の策定が可能であると考える。

６【国土交通省】
（14）国土利用計画法（昭49法92）
（ⅱ）土地利用基本計画の変更（９条10項及び14項）については、過去の国と都
道府県との協議における国の指摘事項等、計画変更に当たって有益な情報を地
方公共団体に提供するなど、国と都道府県の協議の円滑化を図る。

H26 177 10_運輸・交通 都道府県 鳥取県、徳島県 国土交通省
（観光庁）

B　地方に対す
る規制緩和

外国人観光旅客の旅行の容易化
等の促進による国際観光の振興に
関する法律　第４条、第１１条～２４
条

地域限定通訳案内士の育成
及び確保にかかる事務の都
道府県への移譲

地域限定通訳案内士の要件等を各都道府県知事が定め、運用
することができることとするため、「外国人観光旅客の旅行の容易
化等の促進による国際観光の振興に関する法律」について、以
下の点を修正する。
第４条　外客来訪促進計画への位置づけを不要へ
第１１条　第２項　本法律で定めるのではなく、各都道府県の条例
で定める
ウ　第１３条～第２１条　不要（各都道府県条例による）　　。

【制度改正の必要性】
ここ数年、境港への大型のクルーズ客船の寄港が相次いでいるが、寄港地での通訳ガイド確保のニーズに応えられていない。ま
た、鳥取の特色であるエコツーリズムやスポーツツーリズム等をテーマとした観光の推進を図っているが、当該分野に精通した通訳
案内士の有資格者は存在せず、無償で県内観光団体や、ボランティアガイドが対応している状況。このことが、本県の特色あるイン
バウンドの推進に当たり、ネックになっている。全国的にも、通訳案内士不足、またコスト高が要因で、無資格者が通訳案内業務を
行っていることが常態化しているとも聞く。現在、鳥取県を対象とした地域限定通訳案内士制度は存在しない。地域限定通訳案内
士制度は、過去に複数の自治体で実施されていたが、試験実施等の事務量の割に受験者が集まらず、制度の休止が相次いでい
ると聞いており、試験実施のコストが制度運営のネックとなっていると考えられる。また、通訳案内士からのヒアリングによると、試験の
レベルが非常に高く、試験の難易度が通訳案内士の不足の一要因。
【期待される効果】
地域限定通訳案内士の人数が大幅に増加し、通訳ガイド不足が緩和されるとともに、地域の観光知識を豊富に有し、一定の外国語
能力もある地域の人材を活用し、地域独自の観光形態の推進を図ることができる。
【懸念の解消策】
外国語の能力については、外国語能力検定試験の一定水準を基準とすることで担保し、観光情報の知識については、所定の研修
を受けることで担保することを想定。

６【国土交通省】
（16）外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する
法律（平９法91）
（ⅰ）地方公共団体が実施する研修を修了すれば、当該地方公共団体が設定す
る区域において、通訳ガイドの資格を付与する特例制度を創設する。
（ⅱ）上記の特例を一般制度化するに当たっては、当該特例ガイドがもたらす効
果やその影響、通訳案内士制度への社会的要請等を踏まえ、同制度の在り方に
ついて検討する。

H26 180 01_土地利用（農
地除く）

都道府県 佐賀県・長崎県・熊本
県・大分県・沖縄県

国土交通省 A　権限移譲 土地収用法１７条 土地収用法に基づく事業認
定の権限移譲

都道府県が起業者である事業については、国土交通省（地方整
備局）が事業認定を行っているが、これを都道府県が事業認定を
行うことができるよう権限移譲を行うこと。

【支障】社会資本の整備は、地域のニーズを踏まえ迅速な推進を図る必要がある。しかしながら、都道府県が起業者である事業につ
いては、土地収用法第17条に基づき事業認定を国土交通省（地方整備局）が行っていることもあり、迅速な対応ができない。県に
よっては、約３年間に１０回程度の事前相談を行い、必要性を理解してもらった例や、そもそも土地収用の必要性を理解してもらえ
ず、事業そのものの進捗が図れていない例もある。
【改正の必要性】事業の必要性や公益性などの判断は、地域の実状に精通した地方自治体においても可能であることから、都道府
県が起業者である事業については、都道府県へ権限移譲する。これにより、迅速な判断を可能とし、コストを逓減しつつ、社会資本
整備の事業効果を早期に出現することができる。
【懸念の解消策】国が起業者である事業については、国土交通省（本省）が事業認定を行っていることから、都道府県が起業者であ
る事業の事業認定を都道府県が行うことは許容されるものと考える。また、公平性は、事業部局以外の職員が事業認定の事務を行
うこと（参考：改正後の行政不服審査法の審理員）や、土地収用法３４条の７に基づく審議会を活用することなどにより担保できる。

02_農業・農地178H26 ４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国と地方の役
割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕組みの充実を図るととも
に、農地転用に係る事務・権限について、地方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条の２第１項）
を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の設定基準案に加え、国の
目標面積案について、都道府県知事の意見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及び都道府県の
目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定
するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と協議する場（協議の場）を
設けることとする。協議の場の議事等については、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案及び都道府県
の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違がある場合には、その要因
分析等を行い、施策効果の見込み方等について協議する。これらの過程を通じ
て、国と地方が十分な議論を行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び
都道府県の目標面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日地方六団体）
において提案されている「農地の総量確保の目標管理」の仕組みに係る実効性を
検証することとし、今後の制度設計の議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置については、別紙を
基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法附則２項）につ
いては、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農林水産大臣
との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指定市町村にあっては、当
該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確保する目標
を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣が指定する市町村（指
定市町村）の長については、都道府県知事と同様の権限を有するものとして、農
地転用に係る事務・権限を移譲する。あわせて、農用地区域内における開発許
可（農振法15条の２）に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項及び５条３
項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せて検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏まえ、必要に
応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るとともに、農地転用許可等に係
る事例集を作成するなど地方公共団体における農地転用許可制度等の適正な
運用の確保に資するよう必要な支援を行うものとする。

【支障】土地利用法制と所管省庁は法制・所管ともに縦割りであるが、都市計画法制が一定の権限移譲が進んでいるのに対して、農
地法の権限移譲はほとんど進んでいない。このため、地域における土地の最適な利用を判断する責任が、地方自治体に十分ない
ため、まちづくりを地方自治体が行っているという実感が乏しい。また、農地転用について農林水産大臣の許可、協議を必要とする
案件があるため、手続に時間がかかることから、行政の効率性の観点からも問題がある。
【改正の必要性】農地法附則第２項の２ha超４ha未満の農地転用に関する都道府県から国への協議を廃止する。これにより、地域の
実情を把握する地方自治体が事務を行うことで事務の迅速化が図られるとともに、地域における土地利用の責任を地方が担うこと
が可能となる（別途、農地転用に関する事務権限を市町村長に移譲することを提案中）。
【懸念の解消策】農地転用の事務移譲に伴い、国全体で確保すべき農地が守られなくなるという懸念に対しては、地方六団体農地
制度PT報告書（添付）で提案しているとおり、国、都道府県、市町村の間で確保すべき農地の総量等について、実質的な協議を
行ったうえで、事後に第三者機関による評価を行うことで実効性を確保すること等により、解消が可能である。

農地法附則第２項の２ｈａ超４ｈａ未満の農地転用に係る都道府県
から農林水産大臣への協議を廃止する。

農地転用の許可に対する農
林水産大臣協議の廃止

農地法附則第２項B　地方に対す
る規制緩和

農林水産省佐賀県都道府県
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求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 182 02_農業・農地 都道府県 秋田県 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

畜産公共事業による畜舎整備の工
事費単価の上限（H11年3月）

畜産公共事業による畜舎整
備の工事費単価の上限
（H11年3月）の見直し

畜産公共事業による畜舎整備の工事費単価の上限（H11年3月）
を実勢単価に即したものに見直すこと

【見直しの必要性】
畜産公共事業による畜舎整備の工事費単価の上限（H11年3月）が、現在の工事費単価の実情と乖離したものとなっている。
国では、本ガイドライン等を基にした事業費算定による予算措置がなされているため、事業実施に際しては、実勢価格と予算額の差
額が増大し、度重なる入札不調により工事の遅れや冬期工事による費用のかかり増しが発生したり、事業内容の見直しや事業参加
者の負担額の増加が発生するなど、計画どおりの事業実施が困難となるケースが発生している。

６　【農林水産省】
（20）農山漁村地域整備交付金
現行の草地畜産基盤整備事業については、公共工事の品質確保の促進に関す
る法律（平17法18）にのっとり、経済性に配慮しつつ価格以外の多様な要素をも
考慮し、価格及び品質が総合的に優れた内容の契約を行うこととしており、畜産
公共事業（平成21年度で終了）に適用されていた畜舎整備の工事費単価の上限
は適用されないことを、地方公共団体に通知する。

H26 183 08_消防・防災・
安全

都道府県 秋田県 厚生労働省　復興
庁

B　地方に対す
る規制緩和

被災した子どもの健康・生活対策等
総合支援事業（子育て支援対策費
補助金）実施要綱

被災した子どもの健康・生活
対策等総合支援事業（子育
て支援対策費補助金）の実
施主体等の拡大

被災した子どもの健康・生活対策等総合支援事業（子育て支援
対策費補助金）の中の「子ども健やか訪問事業」及び「親を亡くし
た子ども等への相談・援助事業」について、実施主体及び事業者
に被災県以外の現に避難者を受け入れている都道府県を加える
こと

【見直しの必要性】平成２６年度に創設された「被災した子どもの健康・生活対策等総合支援事業（子育て支援対策費補助金）」に
おける「子ども健やか訪問事業」は、東日本大震災により被災し仮設住宅で長期間避難生活を余儀なくされている子どもを持つ家
庭等に対し訪問指導を行う事業であり、「親を亡くした子ども等への相談・援助事業」は、被災した子どもに対する心と体のケアに関
する相談・援助を行う事業である。
両事業はいずれも事業主体は被災県（岩手県、宮城県、福島県）及び被災指定都市（仙台市ほか）に限定されており、被災児童を
受け入れている都道府県では活用することが出来ない。被災県以外に避難されている家庭等では、二重生活による生活費の掛か
りましや父親の不在による子どもへの影響、親のストレス等多くの問題を抱えている。避難先がどこであろうと避難している子どもを持
つ家庭等や子どもたちに対する相談・支援を行うことは必要であり、被災県以外でもこの事業が活用できるよう見直しを行う必要が
ある。
【具体的な支障事例】受入都道府県と被災県は様々な面でお互い連携を図りながら事業を実施しているが、上記事業の実施要綱
に基づき被災県以外に避難している子どもや子育て家庭等への支援事業を行うためには、実施主体である被災県等が避難先の都
道府県等に事業を委託することで可能となる。しかしながら、県外避難者は全国に避難しており避難先の都道府県等に対し個別に
事業委託をすることは現実的には困難であると考える。また、本県には４県から避難されている方がいるが、仮に事業を実施しない
県があった場合、避難者として同じ県に避難しているにも関わらず、避難元によって支援サービスが受けられないといった事態が生
じる。受入都道府県は避難元がどこであろうと平等に支援を行っている。
【見直しによる効果】受入都道府県の避難者については受入自治体が一番実情を把握していることから、受入都道府県が実施主体
及び事業者となることで、避難元がどこであろうと避難している子どもや子育て家庭等に対し等しくサービスの提供が可能となり避難
している方々は安心して生活を送ることができる。

[再掲]
６【厚生労働省（22）】【復興庁（１）】
被災した子どもの健康・生活対策等総合支援事業（復興庁と共管）
「子ども健やか訪問事業」等の実施主体を、被災県・被災県内の市町村としている
要件について、事業の積極的な活用を図るため、避難者のいる都道府県又は市
町村等への委託により実施することができることを周知する。
[措置済み（平成26年９月30日付け雇用均等・児童家庭局総務課通知）]

H26 184 03_医療・福祉 都道府県 山梨県 厚生労働省 A　権限移譲 がん診療連携拠点病院等の整備に
関する指針

がん診療連携拠点病院等の
指定権限の都道府県への移
譲

がん診療連携拠点病院等の指定権限を厚生労働省から都道府
県に移譲する。

【制度改正の経緯】
「がん診療連携拠点病院」については、指定要件が厳格化されたことに伴い、全ての指定病院（山梨県内４病院）が平成27年3月ま
でに、厚生労働省の指定を受け直さなければならない。また、新たに設けられた「地域がん診療病院」については、県内で２病院が
指定を目指している。更に、これらの指定は、4年ごとに更新をしなければ、指定の効力を失ってしまう。
【支障事例】
指定に当たっては、各病院が「指定更新推薦書」を都道府県に提出し、都道府県がその内容を審査するとともに、推薦意見書等を
添付したうえで厚生労働省に推薦する。また、厚生労働省が開催する「がん診療連携拠点病院の指定に関する検討会」において、
都道府県のプレゼンテーションが求められている。
【制度改正の必要性】
厚生労働省が定める「がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針」によれば、指定に必要となる要件は明示され、公表されてい
ることから、県が一旦審査をするのであれば、厚生労働省が都道府県からの推薦やプレゼンテーションを経て指定しなければならな
い必要性は低いものと思われ、県においても指定は可能であることから、処理の迅速化及び事務処理の効率化を図るため、権限移
譲が必要と考える。

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国と地方の役
割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕組みの充実を図るととも
に、農地転用に係る事務・権限について、地方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条の２第１項）
を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の設定基準案に加え、国の
目標面積案について、都道府県知事の意見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及び都道府県の
目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定
するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と協議する場（協議の場）を
設けることとする。協議の場の議事等については、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案及び都道府県
の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違がある場合には、その要因
分析等を行い、施策効果の見込み方等について協議する。これらの過程を通じ
て、国と地方が十分な議論を行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び
都道府県の目標面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日地方六団体）
において提案されている「農地の総量確保の目標管理」の仕組みに係る実効性を
検証することとし、今後の制度設計の議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置については、別紙を
基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法附則２項）につ
いては、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農林水産大臣
との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指定市町村にあっては、当
該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確保する目標
を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣が指定する市町村（指
定市町村）の長については、都道府県知事と同様の権限を有するものとして、農
地転用に係る事務・権限を移譲する。あわせて、農用地区域内における開発許
可（農振法15条の２）に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項及び５条３
項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せて検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏まえ、必要に
応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るとともに、農地転用許可等に係
る事例集を作成するなど地方公共団体における農地転用許可制度等の適正な
運用の確保に資するよう必要な支援を行うものとする。

【見直しの必要性】
・農地法附則第２項において、都道府県知事は、当分の間、２ヘクタールを超える農地転用について、あらかじめ農林水産大臣に
協議しなければならないこととしている。
・農地転用については、法令に基づく許可基準が定められており、許可権者に関わらず、許可の可否判断は同一である。
・大臣協議（事前調整及び公文書協議）に一定期間（１～２週間）を要し、迅速な許可事務に支障をきたしており、協議は必要ない。
・県は国に対して審査書類や計画図等の資料を提供することに異存はない。

２ｈａを超え、４ｈａ以下の都道府県知事許可案件について、農林
水産大臣との協議を廃止すること

農地転用許可に係る農林水
産大臣の協議の廃止

農地法附則第２項B　地方に対す
る規制緩和

農林水産省秋田県都道府県02_農業・農地181H26
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H26 185 03_医療・福祉 都道府県 山梨県 厚生労働省 A　権限移譲 健康保険法第７６条第２項(同法第
１４９条において準用する場合を含
む。）、高齢者の医療の確保に関す
る法律第７１条第１項

診療報酬を定める一部の権
限の都道府県への移譲

健康保険法第７６条第２項及び高齢者の医療の確保に関する法
律第７１条第１項に基づき、厚生労働大臣が定めることとされてい
る診療報酬のうち、入院基本料について、都道府県知事が定め
られるようにする。

【制度改正の経緯】
改正医療法において、都道府県は、地域にふさわしいバランスのとれた医療機能の分化と連携を適切に推進するための地域医療
構想（ビジョン）を策定し、医療機能の更なる分化を推進することとされた。
【支障事例】
地域医療構想を実現する仕組みとして、医療関係者等との「協議の場」を設置し、医療機関相互の協議によることとされたが、協議
だけで進まない場合、知事が講ずることができる措置は、医療機関への要請や要請に従わない場合の医療機関名の公表などに限
られているため、実効性に乏しく、地域医療構想に沿って必要な医療機能への転換を進めることは極めて困難となることが懸念され
る。
【制度改正の必要性】
地域医療構想に沿って医療機関を必要な医療機能へ誘導していくための実効性のある方策として、現在、厚生労働大臣が定めて
いる診療報酬のうち、入院基本料について、地域の状況に応じ、都道府県知事が定められるようにすることが必要である。

H26 186 03_医療・福祉 都道府県 山梨県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

妊娠・出産包括支援モデル事業実
施要綱

厚生労働省の妊娠・出産包
括支援モデル事業における
事業の実施主体となる対象
の拡大

国で本年度から実施しているモデル事業においては、産後ケア
事業等を実施する市町村を補助対象としているが、都道府県と市
町村が広域的に連携して事業を実施する場合、補助対象をこの
広域的連携主体都道府県にも拡大するよう要望する。

【制度改正の経緯】本県の合計特殊出生率は、平成２５年、１．４４で全国の２９位と依然低迷しており、先般行った調査では、ほしい
子どもの数まで増やさない理由として、経済的な理由とともに育児への不安を訴える声が根強くあった。現行の県・市町村の公的な
支援として、妊娠から乳幼児期までステージごとに支援メニューがあるが、出産直後の母親に対する施策は手薄な状況にあることか
ら、育児の不安や負担感を軽減するための新たな産後育児支援が必要と考えている。
【解決に向けた取り組み】このため、本県では、妊娠・出産から子育てに至る切れ目ない支援を実現するため、産前産後ケアセン
ターを平成２７年度中に開設することとし、本年度は、県と市町村が広域的に連携して事業を実施する仕組みづくりに向けた取り組
みを行っている。
センターは、需要調査の結果等から、居室６床を備えたものを県内に１箇所整備することとし、助産師等専門スタッフを配置して通
年稼働とするが、このような施設を、小規模市町村が単独で運営することは困難といえ、全県的にバランスの取れた安定的なサービ
スを実現するためには、この仕組みの導入が不可欠となるものと考える。
県の関与としては、この連携組織の事務局として運営を主導するとともに、利用者に利用料金の一部を負担させた残額相当分を市
町村と折半で負担し、運営を委託する事業者への委託料として拠出するものである。
この取り組みは、一部の高い財政力を有する自治体だけでなく、全国各地の母親に産後ケアサービスの提供を可能にする先駆的
モデルケースとなるものと言え、少子化問題の突破口となる可能性を有する革新的な取り組みと考える。

６【厚生労働省】
（18）母子保健医療対策等総合支援事業
（ⅰ）現在、妊娠・出産包括支援モデル事業の事業主体を市町村のみとしている
ことについて、平成27年度から都道府県による市町村の体制整備のための後方
支援（人材育成研修等）を新たに補助の対象とするよう見直す。

H26 187 03_医療・福祉 都道府県 福井県 厚生労働省 A　権限移譲 麻薬及び向精神薬取締法第２４条
第１０項、１１項、同法施行規則第９
条の２

麻薬小売業者間譲渡許可権
限の都道府県への移譲

麻薬小売業者間譲渡許可権限を都道府県に移譲する 【具体的な支障事例】
麻薬小売業者（薬局）は、麻薬処方せんを所持する者以外の者に麻薬を譲り渡すことはできないが、厚生労働大臣の許可を受けれ
ば一定の条件の下、麻薬小売業者間で譲渡できることとなっている。麻薬小売業者間譲渡許可の実際の事務は地方厚生局麻薬
取締部が行っている。
一方、麻薬小売業者の免許は都道府県知事の権限であり、通常の監視指導は都道府県が行っている。
小売業者にとっては、緩和ケアの推進等で利用が増えている麻薬を有効利用するため、小売業者間譲渡許可を取得し、業者間で
麻薬の譲受を行いたいが、許可申請などの手続きを県外にある厚生局にしなければいけないため、時間がかかるなど不便な状況
にある。
また、都道府県にとっては許可情報が事後に厚生局から送られるため、許可の事実を把握できず、監視指導の時期が合わない場
合がある。
【制度改正の効果】
都道府県が麻薬小売業者の免許と併せて事務を行うことで、効率的な事務処理、実質的な監視指導が可能となる。

４【厚生労働省】
（６）麻薬及び向精神薬取締法（昭28法14）
麻薬小売業者間での麻薬の譲渡しの許可に関する事務・権限（24条11項、施行
規則９条の２）については、都道府県に移譲する。

H26 188 03_医療・福祉 都道府県 福井県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律に
基づく指定障害福祉サービス等及
び基準該当障害福祉サービスに要
する費用の額の算定に関する基準
（平成18年９月29日厚生労働省告
示第523号）第6の12等
障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律に
基づく指定障害福祉サービス等及
び基準該当障害福祉サービスに要
する費用の額の算定に関する基準
等の制定に伴う実施上の留意事項
について（平成18年10月31日障発
第1031001号厚生労働省社会・援
護局障害保健福祉部長通知）第二
の2の(6)⑬等

障害福祉サービスにおける
加算の送迎算定要件の緩和

障害福祉サービス事業所が利用者の送迎を行った場合に算定
できる送迎加算について、地域の実情に応じて都道府県が決定
できるようにすること。

【制度の概要】
障害福祉サービス事業所が、居宅と事業所間で利用者の送迎を行った場合は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支
援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平
成18年９月29日厚生労働省告示第523号）」により、送迎加算を算定できる。ただし、この告示において、送迎加算の要件を「居宅と
障害福祉サービス事業所との間の送迎を行った場合」に限定しているため、「最寄駅と障害福祉サービス事業所間」等の送迎は対
象外となっている。
【支障事例】
当県は、公共交通機関が充足していないため、各障害福祉サービス事業所から公共交通機関の最寄駅までが２～５キロ程度である
ことが普通にあり、その場合、最寄駅から事業所まで、利用者が歩いて通うことは不可能である。一方、利用者の居宅についても、
農村集落から山間部、海岸地域まで広範囲に渡っており、各事業所からは、それらの利用者宅への送迎に時間を要する状況であ
る。
【規制緩和の必要性】このような中、自身で公共交通機関を使用しながら最寄駅まで来ることのできる利用者には、居宅への送迎に
代えて最寄駅までの送迎としてもらうことは効率的であり、現実的である。
また、公共交通機関の利用は、障害のある利用者にとって欠かせない社会との接点であり、自立訓練の意味合いもあり大変有意義
な時間となっている。
このようなことから、送迎加算の算定について、地域の実情を熟知している都道府県の裁量で決定できるようにすることが必要であ
る。

H26 189 03_医療・福祉 都道府県 福井県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

医療法第４５条第２項 一人医師医療法人の設立許
可に係る手続の簡素化

一人医師医療法人の設立認可（認可をしない処分を除く）手続に
係る医療審議会の意見聴取を廃止（報告事項化）する。

【現在の状況】
医療法人の設立認可の審査については、都道府県が、厚生労働省の医療法人運営管理指導要綱やモデル定款を踏まえ、厳正に
実施している。
また、設立認可申請を行う医療機関の多くが、これまで個人医療機関として診療を行っている実績があり、継続性の観点から、医療
審議会の意見を踏まえ、認可できなかった事例はない。
【具体的な支障・求める改正の具体的内容】
医療法人の設立認可は、医療審議会の意見を聴取する必要があるため、設立が医療審議会の日程に制約される。
このため、地域医療に与える影響が比較的少ない一人医師医療法人の設立認可にあたっては、手続き簡素化の観点から、医療審
議会の意見聴取を廃止し、報告事項としたい。
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H26 190 04_雇用・労働 都道府県 和歌山県、大阪府 厚生労働省 A　権限移譲 職業安定法第５条第３号他 ハローワークの全面移管 ハローワークのすべての事務・権限を都道府県に移管する。 【効果】
ハローワークが行う無料職業紹介、雇用保険の認定・給付等の事務と、地方が行う職業訓練、福祉等に関する相談業務等が、地方
自治体主導のもと一体的に実施されることにより、以下のこと等が可能となる。
（１）求職者のニーズに応じたワンストップの就労支援
生活保護や育児相談などの多様な求職者ニーズに応じた相談から職業紹介までの、きめの細かいワンストップサービスが実現す
る。
（２）企業のニーズに応じた戦略的な雇用施策の実施
企業ニーズを把握している県が、職業訓練や職業紹介を一体的に展開することで、企業が求める人材を育成し、雇用に繋げていく
ことが可能となる。

［再掲］
４【厚生労働省】
（１）職業安定法（昭22法141）及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派
遣労働者の保護等に関する法律（昭60法88）
公共職業安定所（ハローワーク）が行う無料職業紹介事業、地方公共団体が行う
無料職業紹介事業の指導監督並びに国以外の者が行う職業紹介、労働者の募
集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の指導監督については、以下の方向
性により見直す。
（ⅰ）国と地方公共団体が同一施設内で国の無料職業紹介事業と地方公共団体
の業務を一体的に実施する取組（一体的実施）、「ハローワーク特区」の取組、ハ
ローワークの求人情報を地方公共団体にオンラインで提供する取組など、ハロー
ワークと地方公共団体との一層の連携強化の取組を通じ、地方公共団体と一体と
なった雇用対策をこれまで以上に推進する。
（ⅱ）以上の取組の成果と課題を検証し、その結果等を踏まえ、これらの事務・権
限の移譲等について、引き続き検討・調整を進める。その際には、ＩＬＯ第88号条
約との整合性、都道府県を越えた職業紹介の適切な実施、雇用対策における機
動性の担保、保険者の変更等雇用保険財政の根本に関わる議論等に留意す
る。
（ⅲ）地方公共団体が行う無料職業紹介事業について、民間とは明確に異なる公
的性格を持つものであり、国に準ずるものとして法律上位置付けるなどの措置を
講ずる。
（ⅳ）ハローワークの求職情報を地方公共団体に提供する取組を、平成27年度か
ら開始する。

H26 191 03_医療・福祉 都道府県 和歌山県 厚生労働省 A　権限移譲 健康保険法第６３条第３項第１号、
第６４条、第７３条、第７８条第１項、
第８０条
国民健康保険法第４１条、第４５条
の２
高齢者の医療の確保に関する法律
第６６条、第７２条

保険医療機関及び保険薬局
の指定・指導権限並びに保
険医及び保険薬剤師の登
録・指導権限の移譲

保険医療機関及び保険薬局の指定・指導権限並びに保険医及
び保険薬剤師の登録・指導権限を都道府県知事に移譲する。

【移譲の必要性】
今後、大きな課題となる「２０２５年問題」へ対応するため、地域で必要な医療の確保に向けて「地域医療ビジョンの策定」「病床の機
能分化」等について、都道府県が主体的に医療体制のあり方を考える時期であり、これらを実現させるため、都道府県が医療提供
体制の整備について、積極的に関わる必要がある。
【移譲による効果】
そこで、「保険医療機関の指定・指導」権限を都道府県へ移譲することにより、従前から実施している医療法に基づく「医療法人の認
可・指導監督・病院の開設許可等」権限と合わさって、地域完結型の主体的な医療行政を推進することができ、ひいては、より効果
的な「医療提供体制の確保」「医療費の適正化」を図ることができる。
また、診療報酬に関する個別指導について、現在は、地方厚生（支）局と都道府県が共同で実施しているが、実施状況が十分では
ない状況であり、地域に密着した都道府県が実施することにより、適正な個別指導を実施し、医療費の適正化に向けた動きとなる。

H26 192 03_医療・福祉 都道府県 和歌山県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

地域保健法施行令第４条第１項 保健所長の医師資格要件の
緩和

地域保健法施行令第４条関係で定めている要件（保健所長は医
師でなければならい）を、地方の状況に応じ、一定の基準に基づ
き変更できるように各都道府県へ条例委任する。
要件の緩和については、
①同４条第1項で、保健所長は医師でなければならいとしている
が、「必ずしも医師でなくても専門的な知識があれば良い」とす
る。(ただし、別途医師を配置)
②同項において、定められている「医師であって次の号のいずれ
かに該当する」における要件の実務経験等の緩和を求める。
③同条第２項における医師以外の者を保健所長とする例外的措
置に関して定められている要件の実務経験等の緩和を求める。

【経緯】
公衆衛生医師の確保が困難である状況が慢性的に続いている中、これまでも保健所長の医師資格要件の廃止を含めた職務のあり
方について検討がなされており、鳥インフルエンザ等の健康危機管理部分に専門的知識、経験が必要である点、組織運営面にお
いても医師という専門的立場が好ましいという点から医師資格要件は必要であるという意見が強かったが、一方で、地方分権の流れ
に逆行であるという意見、医師不足から保健所長の兼務や若年の保健所長が生じ、組織管理が困難であることを考えると所長でな
くてもスタッフとして医師がいれば良いという意見もあり、平成１６年４月に例外的措置として医師以外の者を保健所長とすることが認
められたところ。
【実状を踏まえた必要性】
要件が厳しく例外的措置の適用件数は少数であり、保健所長の兼務の抜本的解決には至っておらず、当県においても同様の兼務
が問題となっている。２４年度の全国知事会からの提案に対し、地域保健の水準低下から国民全体の不利益につながるとの考えか
ら厚生労働省として移譲に反対との回答があったが、人材確保の努力・制度の要件緩和にもかかわらず改善されていないことを考え
ると、「今後の一層の努力により改善が見られない場合は資格要件を見直す必要がある」とした平成１６年３月検討委員会報告を踏
まえ、再度検討願いたい。
【当県の状況（７保健所１支所）】
・平成２５年度：１保健所において兼務　１名退職
・平成２６年度：１名採用　１保健所において兼務の状況変わらず
・　今　　　後   ：定年退職等を考えると２～３保健所において兼務の可能性あり

H26 193 01_土地利用（農
地除く）

都道府県 和歌山県、大阪府 農林水産省（林野
庁）

A　権限移譲 "森林法第２５条、第２５条の２、第２
６条、第２６条の２第１項、２の第２
項、２の第３項、２の第４項、第２７条
の第１項、第２項、第３項、第３２条
の第１項、第２項、第３項、第３３条
の２、第３３条の３第４４条"

重要流域における民有林の
保安林の指定・解除及び指
定施業要件の変更に関する
事務・権限の移譲

重要流域※における民有林の保安林の指定・解除及び指定施
業要件の変更に係る事務・権限については、都道府県に移譲す
る。

※重要流域とは、２以上の都府県の区域にわたる河川流域

保安林の指定・解除及び指定施業要件の変更に係る事務・権限は、地方分権一括法施行（平成１２年）により農林水産大臣からか
ら都道府県知事へ一部権限移譲され、民有林のうち①水源涵養②土砂流出防備③土砂崩壊防備の重要流域内は農林水大臣（直
接執行事務）、①②③の重要流域以外は都道府県知事（法定受託事務）、それ以外の保安林は都道府県知事（自治事務）となって
いる。
また、保安林の指定・解除及び指定施業要件の変更を農林水産大臣に申請する場合には、その森林に所在地を所管する都道府
県知事は遅滞なくその申請書を農林水産大臣に進達しなければならないこととなっている。

上記①②③の重要流域内の保安林指定・解除及び指定施業要件の変更の権限を都道府県に移譲することにより、国が申請書を
受理してから予定通知の施行までの期間（標準処理期間９０日）が無くなることとなり、申請から指定までに要する期間は大幅に短縮
されるものと考えられる。
また、現行でも県経由の際、県においても国と同様の審査をしたうえで申請書の進達を行っていることから、移譲後も都道府県にお
いて審査を遺漏なく実施することは可能である。

４　【農林水産省】
（３）森林法（昭26法249）
（ⅰ）保安林の指定・解除については、一の都道府県内で完結する一級水系内の
一級河川の全区間の都道府県への移譲が行われた場合に加え、一級河川を擁
さない重要流域においては、当該流域の全ての県から要請があるときに、国と当
該流域の県が協議を行い、協議が整った場合、重要流域の指定を外すことによ
り、当該流域の保安林の指定・解除の権限を都道府県に移譲する。協議に際して
は、関係する市町村の意見を十分に聴取するとともに、近年の集中豪雨等による
山地災害が多発している状況も踏まえ、法25条１項１号から３号までに掲げる保安
林の指定の趣旨に鑑み、権限移譲後においても保安林の適正配備がなされるよ
う留意する。

H26 194 01_土地利用（農
地除く）

都道府県 和歌山県 農林水産省（林野
庁）

B　地方に対す
る規制緩和

森林法第２６条の２第４項、森林法
施行法令第３の３

都道府県知事権限の保安林
（重要流域以外）の指定の解
除に際しての大臣協議（同
意）の廃止

都道府県知事権限の保安林（重要流域以外）の指定の解除に係
る農林水産大臣への協議（同意）を廃止する。

都道府県知事権限の保安林（重要流域以外）の指定の解除に当たっては、指定の理由の消滅（法第２６条の２第１項）については１
ha以上及び公益上の理由の解除（同条第２項）については５ha以上の場合に農林水産大臣に協議し、同意を得る必要がある。（法
定受託事務）
　
しかしながら、都道府県知事の審査及び農林水産大臣の協議に係る審査は同じ基準に基づいて行われるため、両者の審査の結果
が大きく異なるとは考えられない。
また、大規模な解除等の案件については申請者をはじめ関係者から迅速な対応が求められるケースもあり、大臣への協議を廃止す
ることにより、国への協議等に要する期間（標準処理期間３０日）が無くなることとなり、より一層の事務の簡素化及び迅速化を図るこ
とが可能となる。

［再掲］
６　【農林水産省】
（４）森林法（昭26法249）
（ⅲ）法25条１項４号から７号に掲げる目的を達成するために指定される保安林の
うち、その全部又は一部が保安施設事業等の施行に係る土地の区域内にある保
安林の解除を都道府県知事が行う場合の農林水産大臣への同意を要する協議
（26条の２第４項２号）については、制度の運用実態を調査しつつ、同意を要しな
い協議に見直す方向で検討し、平成27年中に結論を得る。
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（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

農林水産省和歌山県、大阪府都道府県02_農業・農地195H26

B　地方に対す
る規制緩和

農地法附則第２項 面積が2ｈａ超4ｈａ以下の農
地転用許可にかかる農林水
産大臣協議の廃止

面積が2ｈａ超4ｈａ以下の農地転用許可に係る農林水産大臣への
協議を廃止する

【制度改正の必要性】
県が行う農地転用許可事務は、市町村農業委員会の審査、県農業会議への諮問からなる３段階の過程で行われ、客観的かつ総
合的な判断が担保されており、面積の大小によって協議の要否を区別することに合理性はない。

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国と地方の役
割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕組みの充実を図るととも
に、農地転用に係る事務・権限について、地方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条の２第１項）
を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の設定基準案に加え、国の
目標面積案について、都道府県知事の意見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及び都道府県の
目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定
するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と協議する場（協議の場）を
設けることとする。協議の場の議事等については、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案及び都道府県
の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違がある場合には、その要因
分析等を行い、施策効果の見込み方等について協議する。これらの過程を通じ
て、国と地方が十分な議論を行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び
都道府県の目標面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日地方六団体）
において提案されている「農地の総量確保の目標管理」の仕組みに係る実効性を
検証することとし、今後の制度設計の議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置については、別紙を
基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法附則２項）につ
いては、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農林水産大臣
との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指定市町村にあっては、当
該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確保する目標
を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣が指定する市町村（指
定市町村）の長については、都道府県知事と同様の権限を有するものとして、農
地転用に係る事務・権限を移譲する。あわせて、農用地区域内における開発許
可（農振法15条の２）に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項及び５条３
項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せて検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏まえ、必要に
応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るとともに、農地転用許可等に係
る事例集を作成するなど地方公共団体における農地転用許可制度等の適正な
運用の確保に資するよう必要な支援を行うものとする。

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国と地方の役
割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕組みの充実を図るととも
に、農地転用に係る事務・権限について、地方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条の２第１項）
を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の設定基準案に加え、国の
目標面積案について、都道府県知事の意見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及び都道府県の
目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定
するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と協議する場（協議の場）を
設けることとする。協議の場の議事等については、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案及び都道府県
の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違がある場合には、その要因
分析等を行い、施策効果の見込み方等について協議する。これらの過程を通じ
て、国と地方が十分な議論を行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び
都道府県の目標面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日地方六団体）
において提案されている「農地の総量確保の目標管理」の仕組みに係る実効性を
検証することとし、今後の制度設計の議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置については、別紙を
基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法附則２項）につ
いては、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農林水産大臣
との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指定市町村にあっては、当
該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確保する目標
を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣が指定する市町村（指
定市町村）の長については、都道府県知事と同様の権限を有するものとして、農
地転用に係る事務・権限を移譲する。あわせて、農用地区域内における開発許
可（農振法15条の２）に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項及び５条３
項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せて検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏まえ、必要に
応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るとともに、農地転用許可等に係
る事例集を作成するなど地方公共団体における農地転用許可制度等の適正な
運用の確保に資するよう必要な支援を行うものとする。

【制度改正の必要性】
４ha以下の農地転用については、都道府県知事が許可することとされているが、４haを超える転用についても県全体の農業施策の
観点から、都道府県知事による許可が望ましい。
県が行う農地転用許可事務は、市町村農業委員会での審査、県農業会議への諮問からなる３段階の過程で行われ、客観的かつ
総合的な判断が担保されており、面積の大小によって許可権者が変わることに合理性はない。

面積が４ｈａ以上の農地転用許可権限を都道府県知事に権限移
譲する

面積が４ｈａ以上の農地転用
許可権限を都道府県知事に
権限移譲

農地法４条、５条A　権限移譲

H26 196 02_農業・農地 都道府県 和歌山県、大阪府 農林水産省
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求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 198 01_土地利用（農
地除く）

都道府県 奈良県 農林水産省（林野
庁）

A　権限移譲 森林法第２５条第１項、第２６条第１
項、第３３条の２第１項、第１９６条の
２

保安林の指定、解除等の権
限の移譲

大臣権限である重要流域における１～３号保安林の指定、解除
等を知事権限とすること。

【制度改正の経緯】
・大臣権限である保安林の指定、解除等については、国の審査、国からの予定通知、確定通知等の手続きがあり、指定や解除等の
確定に相当の期間を要する。
・昨今、保安林の指定、解除等の事務処理については、迅速な手続きが求められている。
・全体の９割以上を占める大臣権限により行われている重要流域の1号～3号保安林の指定、解除等の手続きが、知事権限となれ
ば、処理までの期間を短縮することが可能となる。
・保安林の解除を伴う公共工事についても、これまでより早期に着工することが可能となる。
【具体的な効果】
・指定の確定告示までの期間：
　　大臣権限（H25実績平均）約280日→知事権限（H25実績平均）約80日
・解除の確定告示までの期間：
　　大臣権限（H25実績平均）約1年→知事権限（H25実績平均）約6ヶ月
・指定施業要件の変更の確定告示までの期間：
　　大臣権限（H25実績平均）約280日→知事権限（H25実績平均）約80日
【制度改正に伴う問題の有無】
・大臣権限における国の審査については、県が内容審査し進達しているため、実体は形式審査となっている。また、大臣権限と知事
権限の指定、解除等の基準に差違はない。
・既に重要流域以外の１号～３号保安林や、４号以下のその他の保安林については、知事権限で保安林の指定、解除等を行って
おり、重要流域における１～３号における権限を知事に移譲しても国土保全の根幹を揺るがすとは考えがたい。

［再掲］
４　【農林水産省】
（３）森林法（昭26法249）
（ⅰ）保安林の指定・解除については、一の都道府県内で完結する一級水系内の
一級河川の全区間の都道府県への移譲が行われた場合に加え、一級河川を擁
さない重要流域においては、当該流域の全ての県から要請があるときに、国と当
該流域の県が協議を行い、協議が整った場合、重要流域の指定を外すことによ
り、当該流域の保安林の指定・解除の権限を都道府県に移譲する。協議に際して
は、関係する市町村の意見を十分に聴取するとともに、近年の集中豪雨等による
山地災害が多発している状況も踏まえ、法25条１項１号から３号までに掲げる保安
林の指定の趣旨に鑑み、権限移譲後においても保安林の適正配備がなされるよ
う留意する。

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国と地方の役
割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕組みの充実を図るととも
に、農地転用に係る事務・権限について、地方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条の２第１項）
を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の設定基準案に加え、国の
目標面積案について、都道府県知事の意見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及び都道府県の
目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定
するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と協議する場（協議の場）を
設けることとする。協議の場の議事等については、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案及び都道府県
の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違がある場合には、その要因
分析等を行い、施策効果の見込み方等について協議する。これらの過程を通じ
て、国と地方が十分な議論を行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び
都道府県の目標面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日地方六団体）
において提案されている「農地の総量確保の目標管理」の仕組みに係る実効性を
検証することとし、今後の制度設計の議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について

【制度改正の必要性】
農地転用許可に当たっての審査基準は同一であり、面積要件により許可権者を変える必要性に乏しく、許可権限を市町村へ移譲
すること、農林水産大臣への協議を廃止することにより事務の迅速化を図るべきである。
【支障事例】
地方農政局における手続に一定程度時間を要するため、立地を計画している企業等が刻々と変化する経済情勢に基づくビジネス
チャンスを逃す場合や、不要な出費を強いる場合がある。
【制度改正の経緯】
本県では、現在、４ha以下の農地転用許可権限を全ての市町村に移譲しているが、何ら問題なく事務処理ができている。市町村か
らは、より迅速な事務処理を可能にするため、県農業会議の意見聴取の義務付けを廃止すべきとの多数の意見がある。

2haを超える農地転用の知事の許可に係る農林水産大臣への協
議を廃止する。

農地転用許可事務に関する
農林水産大臣への協議の廃
止

農地法附則第２項B　地方に対す
る規制緩和

農林水産省岡山県都道府県02_農業・農地199H26

02_農業・農地197H26 ４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国と地方の役
割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕組みの充実を図るととも
に、農地転用に係る事務・権限について、地方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条の２第１項）
を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の設定基準案に加え、国の
目標面積案について、都道府県知事の意見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及び都道府県の
目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定
するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と協議する場（協議の場）を
設けることとする。協議の場の議事等については、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案及び都道府県
の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違がある場合には、その要因
分析等を行い、施策効果の見込み方等について協議する。これらの過程を通じ
て、国と地方が十分な議論を行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び
都道府県の目標面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日地方六団体）
において提案されている「農地の総量確保の目標管理」の仕組みに係る実効性を
検証することとし、今後の制度設計の議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置については、別紙を
基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法附則２項）につ
いては、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農林水産大臣
との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指定市町村にあっては、当
該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確保する目標
を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣が指定する市町村（指
定市町村）の長については、都道府県知事と同様の権限を有するものとして、農
地転用に係る事務・権限を移譲する。あわせて、農用地区域内における開発許
可（農振法15条の２）に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項及び５条３
項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せて検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏まえ、必要に
応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るとともに、農地転用許可等に係
る事例集を作成するなど地方公共団体における農地転用許可制度等の適正な
運用の確保に資するよう必要な支援を行うものとする。

【根拠条文】４ｈａを超える農地転用は農林水産大臣の許可が必要である。
【改正の必要性】
農地転用の大臣許可については、多大な時間を要し、迅速性に欠け、地域の活性化や県内の雇用を生み出す工場や商業施設の
立地を進めていく上で課題となっている。
地域の実情を把握する地方が事務を行うことで、地域における農業の実情とスピードを重視する企業のニーズに対応しながら、優
良農地の確保と地域経済の活性化の両立が可能となり、総合的なまちづくりを進めることができる。
【具体的な支障事例】
大規模商業施設を誘致するため、市街化区域編入したが、その後の交通協議で市街化調整区域内で道路拡幅が必要となった。
本来市街化区域内の農地転用は許可不要であるが、一連の事業計画のもとに市街化区域と市街化調整区域にまたがって転用が
行われその面積の合計が４ｈａを超える場合は市街化調整区域にある農地転用は大臣許可が必要とのこと。開発事業者が道路拡
幅を行う場合大臣許可手続きに相当の時間を要することとなり事業計画が遅れることが予測されたため、開発事業者による道路拡
幅は断念し、市が直接施工した。

４ｈａを超える農地の転用にかかる許可権限を大臣から都道府県
知事に移譲する。

農地転用の農林水産大臣許
可権限を都道府県に移譲

農地法第４条第１項、第５条第１項A　権限移譲農林水産省奈良県都道府県
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【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 201 11_その他 一般市 花巻市 総務省 B　地方に対す
る規制緩和

定住自立圏構想推進要綱（平成２０
年１２月２６日付け総行応第３９号総
務事務次官通知）

定住自立圏構想推進要綱に
定める「中心市」の要件の緩
和

定住自立圏構想における「中心市」の要件として昼夜間人口比率
等が定められているが、当該要件を満たさない市であっても、中
心市宣言を実施しようとする団体については、中心市として位置
づけを可能とする。

定住自立圏構想推進要綱は、中心市と近隣市町村が自らの意思で協定を締結し、形成される圏域ごとの「集約とネットワーク」の考
え方に基づき、互いに連携・協力することにより、圏域全体の活性化を図ることを目的としている。
中心地の要件には、①人口が５万人程度（少なくとも４万人を超えていること。）、②昼夜間人口比率が１以上（合併市町村に対する
特例措置有）など規定されているが、夜間人口に対する昼間人口が１人でも少ない場合には、中心市として要件を欠くこととなり、本
制度を活用した住民の居住確保対策や地域の魅力向上対策が展開できない現状である。
そこで、人口要件と同様に昼夜間人口比率についても要件に幅を持たせ、「昼間人口を夜間人口で除して得た数字が１以上又は
概ね１程度」とすることによって中心市宣言をしようとする市の後押しをすることが必要である。
本市の具体的な現状は、別紙のとおり

６【総務省】
（11）定住自立圏構想推進要綱
定住自立圏構想における中心市の要件については、連携中枢都市圏構想にお
ける連携中枢都市の要件の考え方も参考に検討を進め、平成27年度中に結論を
得る。

H26 202 02_農業・農地 一般市 瑞穂市 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

農地法第4条、5条 農地法の改正
市町村が独自の事業を計画
した場合の「農地法」に係る
許可基準の緩和

農地法4条、5条、第１項の末尾に、ただし、次の各号のいずれか
に該当する場合はこの限りでないと記述されている。
各号の追加として、「地方分権の趣旨に沿い市町村が地方の発
展のため、総合的かつ計画的に事業を実施しようとする場合」を
記述する。

【地域の実情】
当市は、名古屋市が通勤・通学圏内で今後も人口増加が見込まれており、東海環状自動車道の開通による交通利便性が向上する
地域となっている。
東海環状自動車道へのアクセスのために作られる新設道路用地の多くが、農用地区域内農地であるが、周辺の農地は利用価値が
向上し集約的な農業の実現可能が期待できるとともに、商業・工業等の企業立地との両立も可能であると考えている。
また、この地域は、今年中に準都市計画区域の指定をし、その後順次、特別用途制限地域を指定し、農地を確保しつつ商業・工業
等の企業立地にも配慮した健全なまちづくりを進める方針である。
【改正理由】
国全体の食糧自給の観点から、全国一律に農地を守るという考えもあるが、一方で地域によっては、中山間地に見られるように耕作
放棄地が広がり農地を守ることができない又は得策でない場合がある。また、ハイテク技術を用いた農業の推進など、必ずしも農地
を減らすことが農業を衰退させることに繋がらないという考え方もある。
そこで、市町村の事情に配慮した許可基準の緩和をお願いしたい。
【改正すべき制度の根拠条文】
（農地の転用の制限）　第4条、
（農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限）　第5条
「地方分権の趣旨に沿い市町村が地方の発展のため、総合的かつ計画的な事業を計画した場合」を、ただし書きの各号の一つとし
て追加する。

02_農業・農地200H26 ４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国と地方の役
割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕組みの充実を図るととも
に、農地転用に係る事務・権限について、地方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条の２第１項）
を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の設定基準案に加え、国の
目標面積案について、都道府県知事の意見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及び都道府県の
目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定
するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と協議する場（協議の場）を
設けることとする。協議の場の議事等については、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案及び都道府県
の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違がある場合には、その要因
分析等を行い、施策効果の見込み方等について協議する。これらの過程を通じ
て、国と地方が十分な議論を行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び
都道府県の目標面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日地方六団体）
において提案されている「農地の総量確保の目標管理」の仕組みに係る実効性を
検証することとし、今後の制度設計の議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置については、別紙を
基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法附則２項）につ
いては、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農林水産大臣
との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指定市町村にあっては、当
該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確保する目標
を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣が指定する市町村（指
定市町村）の長については、都道府県知事と同様の権限を有するものとして、農
地転用に係る事務・権限を移譲する。あわせて、農用地区域内における開発許
可（農振法15条の２）に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項及び５条３
項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せて検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏まえ、必要に
応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るとともに、農地転用許可等に係
る事例集を作成するなど地方公共団体における農地転用許可制度等の適正な
運用の確保に資するよう必要な支援を行うものとする。

【制度改正の必要性】
農地転用許可に当たっての審査基準は同一であり、面積要件により許可権者を変える必要性に乏しく、許可権限を市町村へ移譲
すること、農林水産大臣への協議を廃止することにより事務の迅速化を図るべきである。
【支障事例】
地方農政局における手続に一定程度時間を要するため、立地を計画している企業等が刻々と変化する経済情勢に基づくビジネス
チャンスを逃す場合や、不要な出費を強いる場合がある。
【制度改正の経緯】
本県では、現在、４ha以下の農地転用許可権限を全ての市町村に移譲しているが、何ら問題なく事務処理ができている。市町村か
らは、より迅速な事務処理を可能にするため、県農業会議の意見聴取の義務付けを廃止すべきとの多数の意見がある。

農地転用許可に係る県農業会議への意見聴取の義務付けを廃
止する。

農地転用許可事務に関する
農業会議の意見聴取の廃止

農地法第４条第３項及び第５条第３
項

B　地方に対す
る規制緩和

農林水産省岡山県都道府県

事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置については、別紙を
基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法附則２項）につ
いては、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農林水産大臣
との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指定市町村にあっては、当
該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確保する目標
を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣が指定する市町村（指
定市町村）の長については、都道府県知事と同様の権限を有するものとして、農
地転用に係る事務・権限を移譲する。あわせて、農用地区域内における開発許
可（農振法15条の２）に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項及び５条３
項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せて検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏まえ、必要に
応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るとともに、農地転用許可等に係
る事例集を作成するなど地方公共団体における農地転用許可制度等の適正な
運用の確保に資するよう必要な支援を行うものとする。
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【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 203 02_農業・農地 一般市 瑞穂市 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

農業振興地域の整備に関する法律
第8条、4項（農振法）

農業振興地域の整備に関す
る法律（農振法）の改正
市町村が独自の事業を計画
した場合の「農業振興地域
の整備に関する法律（農振
法）」に係る手続きの簡素化

農振法第8条4項、市町村は、農業振興地域整備計画を定めよう
とするとき又は変更しようとするときは、都道府県知事に協議し、
その同意を得なければならない。
上記に、「ただし、地方分権の趣旨に沿い市町村が地方の発展
のため、総合的かつ計画的に事業を実施しようとする場合は、都
道府県知事との協議・同意を省略することができる」を追加。

【地域の実情】
当市は、名古屋市が通勤・通学圏内で今後も人口増加が見込まれており、東海環状自動車道の開通による交通利便性が向上する
地域となっている。
東海環状自動車道へのアクセスのために作られる新設道路用地の多くが、農用地区域内農地であるが、周辺の農地は利用価値が
向上し集約的な農業の実現可能が期待できるとともに、商業・工業等の企業立地との両立も可能であると考えている。
また、この地域は、今年中に準都市計画区域の指定をし、その後順次、特別用途制限地域を指定し、農地を確保しつつ商業・工業
等の企業立地にも配慮した健全なまちづくりを進める方針である。

【改正理由】
農地転用をするには、前段の処理として、当該農用地区域内の土地を農用地区域から除外するため、農業振興地域整備計画を変
更しなければならない。この計画変更にあたり、市町村の意向を十分に反映させるため、特殊な場合の例外規定を設ける。

【改正すべき制度の根拠条文】
（農地の転用の制限）　第８条、４項の追加
「ただし、地方分権の趣旨に沿い市町村が地方の発展のため、総合的かつ計画的な事業を計画した場合は、都道府県知事との協
議・同意を省略することができる」を追加。

H26 204 03_医療・福祉 一般市 瑞穂市 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

児童福祉法第１８条の４、第４５条
児童福祉施設の設備及び運営に
関する基準第３３条

「保育支援員（仮称）」の保育
士配置定数への算入

国が示す一定基準の研修課程を受講した者を「保育支援員（仮
称）」と位置づけ、原則的な保育時間以外の時間帯において、保
育士とみなして保育業務に携わることができるよう、従事できるよう
配置基準の見直しをするもの。

【制度改正の経緯】瑞穂市は交通至便な位置にあり、人口流入が続き、平成１５年度合併後、１０年間で５，０００人余り（約１１％）人
口が増加している。この地域の土地柄から公立保育所が多く、その中で要支援児を保育する保育士（補助職員である保育士は、全
て保育士有資格者である。）を要支援児に対する加配保育士等、保育の質を確保する取り組みを長年実施してきた。
【支障事例】しかし、朝・夜の時間帯の保育士確保に支障を来している。これは、補助職員としての保育士の就労希望時間帯が９時
から１５時までが主流であるため、朝・夜の短時間労働の保育士がいないからである。
【制度改正の必要性】現下の少子化対策は、経済の活性化と労働力の市場への投入（平成２６年６月「日本再興戦略」改定2014に
て「女性の活躍推進」）を図る国策であるが、子どもの居場所である第１優先の保育所の保育士の確保が困難な状況下にあるので、
早期に保育所の体制強化を図り、子どもの受け皿を確保して、女性の就労機会の拡大を図るべきである。保育業務の安全・安心を
担保する保育の質の検証を併せて実施しながら、地域の実情も加味して政策を総動員すべきである。
【懸案の解消策】平成２６年６月３０日の子ども・子育て会議にて議論されている小規模保育における保育従事者としての「子育て支
援員（仮称）」を、保育所における原則的な保育時間以外の時間帯においては、おむつ交換やおやつ等の生活の支援が主となる
ため、保育士２人のうち１人の「保育支援員（仮称）」を保育士とみなして保育業務に携わることができるよう、「保育支援員（仮称）」と
して保育士配置基準の見直しを行う。

６【厚生労働省】
（１）児童福祉法（昭22法164）
（ⅱ）児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭23厚生省令63）のうち、保
育所に係る基準については、次のとおりとする。
・朝、夕の時間帯であって、保育する児童が１人である場合等における保育士の
数が２人を下回ってはならないという取扱い（基準33条２項）について、地方の実
情を踏まえて、引き続き検討を進める。
上記（ⅰ）（ⅱ）に加え、平成27年４月からの子ども・子育て支援新制度の着実な施
行を図るとともに、「待機児童解消加速化プラン」及び「保育士確保プラン」に基づ
き、地方公共団体と連携して、保育士確保対策（潜在保育士の復帰支援を含
む。）に強力に取り組む。

H26 205 06_環境・衛生 一般市 安芸高田市 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

旅館業法第３条
旅館業法施行令第１条、第２条
旅館業法施行規則第５条

中山間地域における旅館業
法の客室延床面積要件の緩
和

農林漁業者が営む民宿については、旅館業法施行令に規定す
る客室延床面積要件が緩和されているところであるが、これを中
山間地域に存在する非農林漁家にも拡大すること。
適用対象としては、過疎地域自立促進特別措置法第２条第１項
に規定する過疎地域を想定している。

【改正の必要性】
少子高齢化に伴う急速な人口減少は、大きな問題であり、少子化対策と合わせて、他の地域からの移住促進を図ることも合わせて
取り組む必要がある。移住に際しては、気候、風土、その土地に住む人の気質等を知るとともに、地域に溶けこむ必要がある。
移住への段階の一つとして、中山間地域に存する民家等に滞在して生活体験を行うことが考えられるが、現行法規制では、農林漁
業者が体験を提供する民宿を営む場合においてのみ規制緩和されており、非農林漁家については規制緩和の対象となっていな
い。
農林漁業体験でなくとも、中山間地域に存する民家等に滞在して行う生活体験自体に価値があると考えるため、非農林漁家が生活
体験を提供する民宿を営もうとする場合にあっても、農林漁家の場合と同様の規制緩和を提案する。
【具体的な支障事例】
非農林漁業者が生活体験を提供する民宿を開業しようとする際、客室延床面積が33㎡以上なければ開業できず、内容的にも大幅
な施設改修を伴うことが予想される等、非常に難易度の高いものである。
農林漁業体験のみが農山漁村体験ではなく、農地等を持たずとも、地域の伝統、文化、生活等を伝える体験を提供することは可能
である。
【改正による効果】
都市と中山間地域の交流が促進され、移住者確保の一翼を担うと考えられる。また、その交流を通して、中山間地域の文化が見直
されることで、地域住民の誇りとなり、人口流出防止にもつながることを想定している。
【想定される課題】
市内に存する旅館業者との競合が懸念材料となるが、今回提案する内容は、人と人との交流を促進するためのものであり、目的が
異なるため、競合はないと考える。

H26 206 01_土地利用（農
地除く）

都道府県 青森県 農林水産省（林野
庁）

A　権限移譲 森林法第２５、２６条 民有保安林の指定・解除等
事務・権限の移譲

国に事務・権限がある重要流域に係る第１～３号保安林の指定・
解除等について、その事務・権限を都道府県に移譲する。

（１）現状
重要流域における第１～３号民有保安林の指定・解除等の事務・権限が国にあるため、申請から決定告示までに相当の期間（約１
年程度）を要しており、迅速な行政手続きのネックとなっている。
 
（２）支障事例
ア　指定
・　申請後は保安林と同等の行為制限（伐採・作業行為等）が森林所有者に課せられるにもかかわらず、決定告示まで税法上の優
遇措置が受けられないため、県民への行政サービスの低下を招いている。
イ　解除
・  予定告示まで申請地の用地活用が図れないため、県民への行政サービスの低下を招いている。
＜手続きの流れ＞
 申請（知事）→適否審査（大臣）→予定通知（大臣）→予定告示（知事)
→決定告示（大臣）

（３）要望内容
 重要流域のうち、２以上の都府県にわたらない流域における第１～３号民有保安林指定・解除等の事務・権限について、手続きに
要する期間の短縮（約２～３ヶ月に短縮）を図るため、「地方分権改革推進要綱（第１次）（平成２０年６月２０日地方分権改革推進本
部決定）」の方針の趣旨に即して、都道府県知事に移譲していただきたい。

［再掲］
４　【農林水産省】
（３）森林法（昭26法249）
（ⅰ）保安林の指定・解除については、一の都道府県内で完結する一級水系内の
一級河川の全区間の都道府県への移譲が行われた場合に加え、一級河川を擁
さない重要流域においては、当該流域の全ての県から要請があるときに、国と当
該流域の県が協議を行い、協議が整った場合、重要流域の指定を外すことによ
り、当該流域の保安林の指定・解除の権限を都道府県に移譲する。協議に際して
は、関係する市町村の意見を十分に聴取するとともに、近年の集中豪雨等による
山地災害が多発している状況も踏まえ、法25条１項１号から３号までに掲げる保安
林の指定の趣旨に鑑み、権限移譲後においても保安林の適正配備がなされるよ
う留意する。

H26 207 02_農業・農地 一般市 木津川市 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

農地法第４条第２項第１号ロ
同法施行令第１１条第１号

農地転用許可基準の一部条
例委任

農地法第４条第２項第１号ロに規定する農用地区分の基準（いわ
ゆる「第１種農地」の基準）を農地転用許可権者（農地法第４条第
１項に定める農地転用許可権者から事務処理特例条例等により
当該権限の委譲を受けたものを含む。）の条例へ委任する。
農地法第５条についても同様。

農地法第４条第１項及び同法第５条第１項の規定による農地転用の許可（２haを超えるものを除く。）は、都道府県の自治事務とされ
ている。
しかしながら、許可の基準については、同法及び関係政省令により全国的に統一された基準となっており、許可権者が地域の特性
を踏まえて判断する際の支障となっている。
特に、同法第４条第２項第１号ロに規定する「良好な営農条件を備えている農地」の基準のうち、同法施行令第１１条第１号に規定
する集団的に存在する農地の基準については、実際の農業生産性などに関わらずおおむね１０ha以上の規模の一団の農地の区
域内であることをもって「良好な営農条件を備えた農地」とするものであり、本市の区域内において別紙に詳述する支障が生じてい
る。
なお、提案の実現により優良農地が減少する恐れがあるとの指摘に対しては、現行の基準が農業生産性の低い農地を「良好な営
農条件を備えている農地」と誤って規定している恐れがあるのであり、実際に農業生産性が高い農地を減少させるものではない。
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地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 208 02_農業・農地 一般市 木津川市 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

農業振興地域の整備に関する法律
第１０条第３項第１号
同法施行令第６条

農用地区域指定基準の一部
条例委任

農業振興地域の整備に関する法律第１０条第３項第１号に規定
する農用地区域に指定すべき農用地等の集団性の規模に関す
る基準を市町村の条例へ委任する。

農業振興地域の整備に関する法律第８条第１項の規定による農業振興地域整備計画の策定は、市町村の自治事務とされている。
しかしながら、当該計画のうち農用地利用計画（同法第８条第４項の「農用地利用計画」。）に定めるべき農用地区域（同法第８条第
２項第１号の「農用地区域」。）の基準は、同法第１０条第３項第５号を除き同法及び関係政省令により全国的に統一された基準と
なっており、市町村が地域の特性を踏まえて判断する際の支障となっている。
特に、同法第１０条第３項第１号に規定する「集団的に存在する農用地で政令で定める規模以上のもの」の基準については、同法
施行令第６条により「１０ha」と定められており、市町村が同法第１０条第１項の規定に基づき「自然的経済的社会的諸条件を考慮」し
て定める余地はない。
農用地区域は、農地法第４条第２項及び第５条第２項の規定により原則として農地を農地以外の用途へ転換することが認められな
いことから、提案事項「農地転用許可基準の一部条例委任」と同様の支障が生じており、市町村が地域の自然的経済的社会的諸条
件を考慮して指定が行えるよう現行の指定基準を参酌すべき基準としたうえで市町村の条例へ委任する。

H26 209 01_土地利用（農
地除く）

一般市 磐田市 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

都市計画法第19条第3項、第21条
第2項

市町村の都市計画決定に係
る都道府県同意協議の廃止

都市計画の決定及び変更に関し、都道府県知事への同意協議
を廃止し、報告のみで都市計画決定できることとする。

都市計画の決定及び変更に関し、都道府県都市計画審議会の縦覧及び議を経ることに関する市町の事務処理が煩雑になってい
ること、都道府県都市計画審議会の議を経るまでの期間が長期間となっていることが市町の円滑かつ迅速な土地利用施策の妨げと
なっている。

【具体的な支障事例】
県との同意協議があることにより、都市計画決定、変更をするにあたり、半年から１年の期間を要することになり、事務量が増えてい
る。
市が考えている都市計画決定を、県との調整の中で変更しなければならないこともあり、市が行いたい市街化拡大や、用途規制など
を推進することに支障をきたしている。
【制度改正による効果】
人口減少が問題となっている中、市街化区域の拡大、地域の特性に合った用途地域設定などにより、企業誘致や人口増加の施策
を市独自の考えに基づいて、推進することができる。

H26 210 01_土地利用（農
地除く）

一般市 磐田市 国土交通省 A　権限移譲 都市計画法第29条第1項、第34条
第1項第14号、第78条第1項、第3
項

開発行為の許可権限の希望
する市町村への移譲

現在、都道府県及び指定都市、中核市及び特例市のみに設置
が認められている開発審査会について、希望する市町村につい
ては、開発許可権限の移譲を可能とするとともに、開発審査会を
設置できることとする。

都道府県開発審査会の判断が地域の実情に即していないこと、当道府県開発審査会との調整事務及び開発審査会での決定まで
の期間が長期化していることが市町の円滑かつ迅速な土地利用の妨げとなっている。

【具体的な支障事例】
基準・運用の差異
都道府県開発審査会の基準・運用が地域の実情に即していないため、開発審査会を設置している市の基準・運用と差異があり、許
可できる案件に差ができている。
都道府県開発審査会との調整事務
事前協議から承認までに相当な期間を要するため、円滑かつ迅速な土地利用の妨げとなっている。

【制度改正による効果】
企業・人口流出の抑制
地域の実情に即した開発審査会の基準・運用により、企業や人口の流出に歯止めを掛けることが期待できる。
事務処理期間の短縮
市町村と都道府県との調整が不要となり事務処理期間が短縮され、円滑な土地利用を図ることができる。

５　【国土交通省】
（１）都市計画法（昭43法100）
（ⅱ）開発許可に関する事務（29条１項）については、条例による事務処理特例制
度（地方自治法（昭22法67）252条の17の２第１項）を活用して当該事務を処理す
る市町村（34条14号に該当する開発行為の許可に係る事務を処理する市町村に
限る。）において、より主体的かつ円滑に当該事務を行うことができるよう運用を見
直すこととし、当該市町村が、地域の実情に応じて自らの案件を効率的に処理す
る観点から、特段の支障がない限り都道府県開発審査会の開催に係る事務を自
ら行うことができること、都道府県開発審査会への提案基準を主体的に作成でき
ること等を明確化することについて、制度の運用実態や都道府県の意向等を調査
した上で、地方公共団体に通知する。

H26 211 02_農業・農地 一般市 磐田市 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

農業振興地域の整備に関する法律
第8条第4項、第13条4項

農用地利用計画の変更等の
際の都道府県知事への協
議・同意の撤廃

農業振興地域整備計画における農用地利用計画を定める、また
は変更する際の都道府県知事への協議及び同意の撤廃

農用地利用計画の変更・決定に関する都道府県知事への協議に関する調整における事務処理が煩雑であること及び協議に係る
期間が長期化する傾向にあることから、市町村の迅速かつ円滑な土地利用の妨げになっている。

農振除外は約半年ほどの期間が必要になるが、そのうち県との協議に約２ヶ月掛かっている。具体的には11月に受付をした場合、1
月初旬に県に資料提出し、2月初旬の事前ヒアリング及び現地調査を経て3月初旬に事前協議申請を行うスケジュールとなり除外申
出者からも時間が掛かりすぎるという声が多く上がっている。
同意については市職員も県職員も同じ法の審査基準に従って審査しており市の裁量の余地もないため撤廃しても問題ないと考え
る。

H26 212 02_農業・農地 一般市 磐田市 農林水産省 A　権限移譲 農地法第４条、第５条 ４ha超の農地転用許可に係
る権限の市町村への移譲

４ha超の農地転用許可に係る権限の市町村への移譲 【支障事例】
国内外屈指の光技術を有する浜松ホトニクス㈱が、光電子増倍管の生産拠点である豊岡製作所（磐田市下神増）において工場拡
張を計画したとき、面積が３ha超であったため、農林水産大臣協議に約１年の期間を費やすこととなり、成長分野でさらに頑張ろうと
する企業の投資活動を遅らせる大きな要因となった。例えばこの面積が４haの農林水産大臣許可案件となれば、さらに期間を要す
るものであると考えられる。

【必要性】
磐田市では、新東名高速道路の（仮称）磐田スマートＩＣが平成29年度の開業をめざして整備を進めており、東名高速道路の磐田Ｉ
Ｃ及び遠州豊田ＰＡスマートＩＣを含めて、周辺地域における土地利用の重要性は日増しに高まっている。しかしながら、現行農地法
下では、農地転用に係る手続きに期間を要すことがあり、迅速に土地利用を進めることが難しい。こうした状況を踏まえ、農地法の
権限移譲等をさらに進めることで、手続き期間が短縮され、基礎自治体の責任と創意工夫のもと、住みやすいまちづくりに取り組む
ことができるようになる

【効果】
４ha超の農地転用許可の権限移譲により、手続き期間が１年以上短縮が見込まれる。

H26 213 02_農業・農地 一般市 磐田市 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

農地法附則第２項 ２ha超４ha以下の農地転用
許可に係る農林水産大臣協
議の廃止

２ha超４ha以下の農地転用許可に係る農林水産大臣協議の廃止 【支障事例】
国内外屈指の光技術を有する浜松ホトニクス㈱が、光電子増倍管の生産拠点である豊岡製作所（磐田市下神増）において工場拡
張を計画したとき、面積が３ha超であったため、農林水産大臣協議に約１年の期間を費やすこととなり、成長分野でさらに頑張ろうと
する企業の投資活動を遅らせる大きな要因となった。

【必要性】
磐田市では、新東名高速道路の（仮称）磐田スマートＩＣが平成29年度の開業をめざして整備を進めており、東名高速道路の磐田Ｉ
Ｃ及び遠州豊田ＰＡスマートＩＣを含めて、周辺地域における土地利用の重要性は日増しに高まっている。しかしながら、現行農地法
下では、農地転用に係る手続きに期間を要すことがあり、迅速に土地利用を進めることが難しい。こうした状況を踏まえ、農地法の
権限移譲等をさらに進めることで、手続き期間が短縮され、基礎自治体の責任と創意工夫のもと、住みやすいまちづくりに取り組む
ことができるようになる

【効果】
２ha超４ha以下の農地転用の大臣協議の廃止により、手続き期間が半年から１年程度の短縮が見込まれる。
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H26 214 02_農業・農地 一般市 磐田市 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

農地法第４条第３項及び第５条第３
項

県農業会議の意見聴取の廃
止

県農業会議の意見聴取の廃止 【支障事例】
農地法第４条第３項及び第５条第３項の規定があることから、磐田市農業委員会において「許可相当」と判断された案件であっても、
その日から1週間から10日後に開催される県農業会議の意見聴取後でなければ、当該案件について許可をすることができない状況
にある。

【必要性】
本件については、面積の多寡にかかわらず転用案件のすべてに適用されるものであるため、民間の企業活動だけでなく個人の住
宅建築等にも影響が生じている。現行農地法下では、農地転用に係る手続きに期間を要すことがあり、迅速に土地利用を進めるこ
とが難しい。こうした状況を踏まえ、農地法の権限移譲等をさらに進めることで、手続き期間が短縮され、基礎自治体の責任と創意
工夫のもと、住みやすいまちづくりに取り組むことができるようになる

【効果】
農業会議の意見聴取の廃止により、手続き期間が10日程度の短縮が見込まれる。

H26 215 01_土地利用（農
地除く）

都道府県 福島県 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

公有水面埋立法第２７条第３項 埋立地の権利移転等に係る
都道府県知事の許可に係る
国土交通大臣の協議の一部
廃止

公有水面埋立法に基づく権利移転等に係る国土交通大臣への
協議について、免許出願時に権利移転に係る要件を満たしてい
る場合は不要とする。

公有水面埋立の免許申請を都道府県知事に行った場合、埋立面積５０ha超等の国土交通大臣の認可を要する許可に当たって
は、埋立の申請に係る「公有水面埋立免許願書」（法第２条関係）の添付図書において、当該願書中「３　埋立地の用途」の概要（権
利移転の予定を含む）が判明する資料を添付しており、分譲埋立てとして権利移転を含めて認可を得ていても、実際の権利移転の
際に国土交通大臣の協議が必要とされており、事務処理が二重となっている。このため、免許の出願内容どおりに権利移転する場
合については、国土交通大臣への協議を不要とすることを求める。

H26 216 02_農業・農地 指定都市 新潟市 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

農業振興地域の整備に関する法律
等10条第4項、農地法第4条第1
項、第5条第1項

耕作放棄地を再生した場
合、一定の割合の面積につ
いて同一市域内で農振除
外・農地転用を認めること

耕作放棄地を再生した場合、一定の割合の面積について同一市
域で航空機産業の企業用地などとして開発する際に、農振除外
や農地転用の許可を可能にするよう提案します。

【法律の改正箇所】
法第10条第4項の「農用地とすることが適当な土地に含まれないもの」として、計画を策定し、耕作放棄地を解消した面積分の土地
について取り扱うものとする。

【支障事例・過去の議論】
ある土地を利用するためにその区域を都市計画区域へ編入するとなると、計画から実行までに年単位の時間を要するため、市街地
区域内に適地がない場合、企業が手を挙げた際に迅速な対応が出来ず、その数年間に社会情勢が変化する懸念もある。
例えば、国でも成長戦略の一つとして期待される航空機産業の取組を例に挙げると、本市では現在ＮＩＩＧＡＴＡ　ＳＫＹ　ＰＲＯＪＥＣ
Ｔを進めているが、市内に工場を設置した際には、計画から設置場所の決定まで８カ月で実現している。
しかし、今後このように企業が成長産業へ進出を計画しても、開発可能な地域には限りがある。同時に、空港周辺への航空機産業
の集積など既に整備された社会インフラを活用し、関連事業が一体となって集積することで一層の成長が見込まれる。
一方で、無秩序に農地を転用することは食料自給率の低下を招くことから、耕作放棄地を再生させ、これまでと同様の食料生産を
図る必要がある。
成長産業の育成のためには、迅速な対応が必要であり、提案が実現すれば、農産物の生産量を確保しながらも、企業が手を挙げ
た際にスピード感のある対応が可能となるため、規制緩和を図り、産業の成長化に繋げたい。農地としての貴重性も理解できるが、
該当する地域の農業価値と新たな産業的価値との比較を是非検討させて頂きたい。

H26 217 09_土木・建築 市区長会 全国市長会 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

建築基準法第6条 備蓄（防災）倉庫の建築確認
申請の不要化

避難場所等に専ら防災のための備蓄（防災）倉庫の用途に供す
る簡易な施設を整備する際に、建築確認申請を不要とする。

【提案の背景】
全国的に自主防災組織の設立が進む中、各地域において防災資機材の整備が進められている。
上記資機材の整備に合わせ、備蓄（防災）倉庫を購入・設置する場合が多くみられる。
【支障事例】
ところが、備蓄（防災）倉庫の設置に当たっては、場合によっては、建築確認を受ける必要があり、これに伴う基礎工事や事務手続
きが、地域にとって非常に大きな負担となっている。（→具体的な支障事例は別紙のとおり）
なお、現行法においても、防火・準防火地域外において、建築物を増築・改築をする場合で、床面積の合計が10平方メートル以内
であれば、建築確認は不要となっている。
【解消策】
ついては、防火・準防火の区分や新築・増築の違いなどで、建築確認申請の要・不要を決定するのではなく、例えば床面積の合計
が10平方メートル以内であれば一律に確認申請を不要とするなどの簡略化を図っていただきたい。

６　【国土交通省】
（１）建築基準法（昭25法201）
（ⅲ）防災備蓄倉庫等の建築基準法上の取扱いの明確化を図るため、小規模な
備蓄倉庫については、外部から荷物の出し入れを行うことができ、かつ、人が内
部に立ち入らないものについては、建築物（２条１項１号）に当たらず、建築確認
（６条１項）が不要であることを、地方公共団体に通知する。

H26 218 09_土木・建築 市区長会 全国市長会 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

建築基準法第48条、建築基準法施
行令第130条の4

用途地域等内の建築物の制
限緩和

地方公共団体が設置する備蓄（防災）倉庫について、建築基準
法第48条関係の別表第二に掲げる施設、または同法施行令第
130条の4第1項第2号に掲げる施設のいずれかに盛り込んでいた
だきたい。

【提案の背景】
東日本大震災の教訓や新たな被害想定を踏まえた災害対策を推進するためには、災害時に地域住民に供するための備蓄量の増
量、備蓄品種の多様化が必要不可欠となっている。
しかし、既存の備蓄（防災）倉庫の容量では対応しきれず、新たな保管場所の確保が課題となっている。
【支障事例】
ところが、現行法において、地方公共団体が第一種低層住居専用地域内へ備蓄（防災）倉庫を設置しようとする場合、建築主事を
設置しない市町村では、特定行政庁の許可が必要な状況となっている。これに伴う期間、労力、費用を要し、備蓄物資の整備推進
に支障となっている。（→具体的な状況は別紙のとおり）
【解消策】
地方公共団体が設置する備蓄（防災）倉庫について、建築基準法第48条関係の別表第二に掲げる施設、または同法施行令第130
条の4第1項第2号に掲げる施設のいずれかに盛り込んでいただきたい。
【その他】
なお、現行法においては、本提案が実現したとしても、特定行政庁に建築確認を受ける必要があるが、上段「建築確認申請の不要
化」の提案が実現すれば、本件についても建築確認申請が不要となるものも出てくるため、両提案合わせての実現を求める。

６　【国土交通省】
（１）建築基準法（昭25法201）
（ⅳ）地方公共団体が近隣住民のために必要な公益施設として設置する防災備
蓄倉庫については、「地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物、老人
福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの」（施行令130条の４第１
項２号）に該当し、特定行政庁の許可（48条１項）を得ずに、第一種低層住居専用
地域において建築できることを、地方公共団体に通知する。
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H26 219 03_医療・福祉 市区長会 全国市長会 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

国民健康保険法第８条 資格を喪失した被保険者の
受診に伴う過誤調整に係る
事務処理の見直し

資格を喪失した被保険者の受診に伴う過誤調整について、被保
険者を介さず保険者等の間において直接処理できるよう措置を
講じること。

【支障事例】
転職等により、国民健康保険から別の保険に異動したときに起こる。
過誤調整の方法は、旧保険者の国保が医療機関に支払った額を被保険者に一旦負担してもらい、その被保険者が新たに加入し
た保険者に請求する。
過誤調整は、１市で年間２００件を超えている団体がある。
被保険者としては、医療機関で既に一部負担金を支払っており、更に保険者負担分の肩代わりについて、納得してもらうのに時間
がかかる。また、途中で連絡がつかなくなる場合もあり、最悪の場合、支払ってもらえないこともある。
これは保険者にとって煩雑であり、被保険者にも負担である。
【提案に対する国の対応等】
この提案は、全国市長会において、国に対し、平成11年６月から要望・提言している。
厚労省では、市町村事務の負担の軽減の観点から、事務の効率化への取り組みは必要であるとしているところであるが、資格喪失
後受診に伴う保険者間の過誤調整は、被保険者が新保険者に療養費の請求を行う際に、被保険者と旧保険者で合意した上で、旧
保険者に受領について委任を行うことで、その療養費を新保険者から旧保険者に直接支払わせることは可能であり、具体的な処理
が実施できる体制の構築について、関係者と協議し検討したいとしている。
この対応では、保険者が被保険者と接触する必要があり、保険者と被保険者ともに、事務的な負担が残ることから、被保険者を介さ
ず保険者等の間において直接処理できる仕組みが必要である。
【効果】
本提案が実現すれば、被保険者は事務的金銭的な負担が無くなり、保険者は迅速な事務処理が可能となり、事務的負担も軽減す
る。

６【厚生労働省】
（７）国民健康保険法（昭33法192）
資格を喪失した被保険者の受診に伴う過誤調整について、被保険者から旧保険
者に対し療養費の受領について委任を行うことで、現保険者から旧保険者に直接
支払う事務処理の普及を図る。その上で、被保険者資格のオンライン確認により
過誤を減少させるための仕組み等、保険者の事務負担の更なる軽減に繋がる方
策を検討し、必要な措置を講ずる。

H26 221 01_土地利用（農
地除く）

一般市 中津市 国土交通省 A　権限移譲 都市計画法第２９条第1項 開発行為の許可権限の希望
する市町村への移譲

都市計画法第２９条第1項の規定に基づく都市計画区域又は準
都市計画区域内における開発行為の許可権限を希望する市町
村に移譲する。

【制度改正を求める理由】
今回の法改正を希望する具体的理由として、本市のまちづくりを具現化する視点から、開発行為許可基準を県内一律ではなく、市
独自で定める権限が必要と考えているからである。

【制度改正の必要性】
現在、開発行為許可基準のうち技術的なものは、都市計画法施行令第２５条に規定する技術的細目の範囲内で、大分県において
は「運用基準」により詳細を規定している。開発行為の許可にあたっては、当該運用基準に基づき様々な権限が担保されているが、
事務処理特例条例により開発行為許可権限が市に移譲された場合であっても、開発行為許可基準（特に技術的基準）について、
当該運用基準とは異なるところの市独自の基準を設定できることまでは担保されていない。これでは単なる県下統一基準に基づく
審査機関となる蓋然性が高く、独自のまちづくりを行う上で足かせとなる。
以上のことから、事務処理特例条例による許可権限の移譲ではなく、法に基づく権限の付与を求めるもの。

H26 222 03_医療・福祉 都道府県 滋賀県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律第
29条第１項
障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律に
基づく指定障害福祉サービス等及
び基準該当障害福祉サービスに要
する費用の額の算定に関する基準
別表第６の２等

重度障害者の地域生活支援
を行うための報酬体系の見
直し

医療依存度や介護の困難性が高い者が利用する事業所の報酬
体系を見直すこと。
具体的には、①現行の人員配置体制加算(Ⅰ)の配置基準を超え
て手厚い人員配置をしている事業所に対する加算区分の新設、
②「重症心身障害者対応看護師配置加算」の新設、③「強度行
動障害者通所特別支援加算」の新設を図ること。

【支援事例】
重症心身障害者を多数受入れている生活介護事業所では、看護師は約３人（運営基準では、”常勤・非常勤を問わず１人置く”と
なっているのみ。）、生活支援員は１：１対応に近い人員配置を行っており、こうした事業所に対して、報酬に上乗せ補助を行ってい
る。
【制度改正の必要性】
重症心身障害者への支援にあたっては密度の高い医療的なケアが求められ、また強度行動障害者の支援にあたっては常時見守り
が必要であることから、こうした重度障害者への適切な支援を行うためには、現行の報酬基準では対応が困難であり、現場の実態に
即した報酬体系への見直しが必要である。

H26 223 03_医療・福祉 都道府県 滋賀県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

社会福祉施設等施設整備費国庫
補助金交付要綱別表第３－１等
社会福祉施設等耐震化等臨時特
例基金管理運営要領別紙２

重度障害者の地域生活支援
を支える施設整備基準等の
見直し

社会福祉施設等施設整備費の国庫負担（補助）基準を見直すこ
と。
具体的には、①「共同生活介護・共同生活援助」（グループホー
ム）の整備基準（単価）に、重度障害対応事業所を対象とした区
分の新設、②「生活介護」の整備基準（単価）に、重度障害対応
事業所を対象とした区分の新設を図ること。
社会福祉施設等耐震化等臨時特例交付金交付基準（単価）を見
直すこと。
具体的には、グループホームのスプリンクラー等整備における基
準単価の見直しを図ること。

【支援事例】
本県では、重症心身障害者等に対応した生活介護事業所やグループホームの整備を促進するため、特殊浴槽等設備の整備等の
掛かり増し経費の補助を行っている。
【制度改正の必要性】
ストレッチャー等を利用することが多い重症心身障害者が通所事業所やグループホームを利用するにあたっては、特殊浴槽の設置
のほか、廊下や部屋等のスペースも広くとる必要がある。
災害時の対応にあたっては、スプリンクラーの設置など施設設備面での対応も重要である。
重症心身障害者や強度行動障害者等の重度の障害がある人が、身近な地域で継続した生活を送るためには、こうした人たちを受
け入れることができるための施設整備と、それを支援するための制度見直しが必要である。

H26 224 03_医療・福祉 都道府県 滋賀県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

「保育士修学資金貸付制度の運営
について」（平成２５年２月２６日付
け雇児発第0236第６号　厚生労働
省雇用均等・児童家庭局長通知）

保育士修学資金貸付事業の
貸付対象の住所要件の撤廃

保育士修学資金貸付事業の貸付対象は、県内に住民登録をし
ている者または県内の保育士養成施設に修学している者等とさ
れており、保育士不足が著しい地域で人材を確保するためには、
より広域的な確保が必要であることから、貸付対象の住所要件を
撤廃

【現行の制度】保育士修学資金貸付事業については、「保育士修学資金貸付制度の運営について」（平成２５年２月２６日付け雇児
発第0226第６号）において、その対象者は県内に住民登録をしている者または県内の保育士養成施設に修学している者等とされて
いる。

【本県の状況】県内の保育士養成施設は４校で、定員は３３０名であり、県外の保育士養成施設での修学者も含め、保育士養成校
による県内の資格取得者は毎年５００人程度となっているが、これら養成数では増大する保育ニーズに応えられていない状況であ
る。
本県では、保育士・保育所支援センターを設置するとともに、保育士修学資金貸付事業など、総合的な保育士確保対策に取り組ん
でいるところであるが、保育士の有効求人倍率が常に１倍を超えており、時には３倍、４倍という状況で保育士不足が深刻である。

【制度改正の必要性】保育士の有効求人倍率が１倍を下回り、比較的保育士が充足している府県もあり、こうした府県の在住者も対
象に保育士の確保を図ることが、喫緊の保育士不足を解消するために必要である。
こうしたことから、県外在住であっても、滋賀県内保育所への就労を希望する県外在住の県外学生に対して、修学資金を貸付けるこ
とができるよう住所要件の撤廃が必要である。

６【厚生労働省】
（20）保育士修学資金貸付制度
保育士修学資金貸付事業に係る貸付対象者の住所要件について、平成26年度
末までに廃止する。
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H26 226 03_医療・福祉 都道府県 三重県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

医薬品、医薬部外品、化粧品及び
医療機器の品質管理の基準に関
する省令第4条第3項第2号、第25
条

品質保証責任者の資格要件
の緩和

医療機器分野への新規参入を促進する観点から、品質保証責
任者の資格要件を緩和する。

【支障事例等】他業種のメーカーが医療機器分野へ新規参入するにあたり、製造販売（設計・流通・販売）を行うためには、省令の
規定により、品質保証責任者の設置が義務付けられている。その資格要件として、品質管理業務その他これに類する業務に３年以
上の従事経験が求められているため、製造や品質等の管理能力があるにも関わらず、製造販売業許可を取得できない状況にあ
る。
【制度改正の必要性等】こういった参入障壁を無くし、同分野への新規参入を促進する観点から、品質保証責任者の資格要件のう
ち、品質管理業務その他これに類する業務に、医療機器だけではなく、他業種での実務経験（ISO9001の取得等）も適用できるよ
う、または安全管理責任者の資格要件と同様に、第２種・第３種製造販売業の実務経験を緩和するなど、要件を緩和する。

H26 227 01_土地利用（農
地除く）

都道府県 宮城県 総務省、農林水産
省、国土交通省

B　地方に対す
る規制緩和

過疎地域自立促進特別措置法第６
条第４項、第７項
平成２２年１２月２２日付け総行過第
１４３号、２２農振第１７３０号、国都
地第７１号

過疎地域自立促進市町村計
画の変更に係る協議の一部
簡略化

過疎地域自立促進市町村計画の変更に係る都道府県の協議が
必要なもののうち、事業を中止した場合又は大幅な事業量の減
があった場合については、協議から提出のみとするよう求めるも
の。

過疎地域自立促進市町村計画については、過疎地域市町村において事業の見直しに伴い、おおむね毎年変更の手続きを行って
いる。
この変更の手続きは、過疎地域自立促進特別措置法等に記載のとおり、あらかじめ都道府県に協議しなければならない。一方で文
言の修正等形式的な変更又は軽微な変更については、変更の手続きを省略して差し支えないものとしている。
そこで、都道府県への協議が必要なもののうち、事業の中止又は大幅な事業量の減については、予算の増額が伴うものではなく、
市町村が主体的に判断することが可能であり、仮に規制緩和がなされ、変更後の計画の県への提出のみとなっても、遺漏なく事務
を実施することは可能であると思われるため、市町村の事務量を削減するためにも軽微な変更として取り扱い、変更の手続きを協議
から提出のみとするように求めるもの。

H26 228 01_土地利用（農
地除く）

都道府県 宮城県 農林水産省（林野
庁）

A　権限移譲 森林法第２６条、第２６条の２ 林野庁所管外の国有林にお
ける保安林の指定解除権限
に係る都道府県への移譲

林野庁所管外の国有林については、民有林であれば知事権限
である保安林の種類であっても、大臣権限による保安林の指定
解除となることから、当該大臣権限の一部について、県への移譲
を求めるもの。

森林法第２６条の２により、民有林である保安林については、都道府県知事が指定解除を行うこととされている一方、国有林である
保安林は、森林法第２６条により農林水産大臣が指定解除を行うこととされている。
国有林のうち林野庁所管外の国有林は、国の公共事業実施に伴い民有林を買収したことにより国有林になるケースが多いが、当該
国有林は実質的には民有林と同様に県において管理されていることから、知事権限により指定解除を行うほうが、合理的に事務処
理を行うことができる。
また、大臣権限の場合は申請書を提出してから保安林の指定が解除され、事業着手可能となるまでに約半年を要するが、知事権
限であれば約４ヶ月で事業着手できることから、事業の迅速化に寄与することができる。
以上により、林野庁所管外の国有林に係る保安林の指定解除の大臣権限の一部について、都道府県知事への移譲を求めるもの。

〔再掲〕
４　【農林水産省】
（３）森林法（昭26法249）
（ⅱ）国が事業を実施するに当たり、当該事業実施予定地に保安林が存在する場
合には、事業着手の迅速化に資するよう、速やかに地方公共団体（都道府県の
保安林担当部局）に情報提供を行い、保安林の解除に向けた手続を進めるととも
に、当該保安林の解除が完了した後に用地買収を行うよう事業実施者に対し要
請する。

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国と地方の役
割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕組みの充実を図るととも
に、農地転用に係る事務・権限について、地方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条の２第１項）
を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の設定基準案に加え、国の
目標面積案について、都道府県知事の意見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及び都道府県の
目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定
するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と協議する場（協議の場）を
設けることとする。協議の場の議事等については、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案及び都道府県
の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違がある場合には、その要因
分析等を行い、施策効果の見込み方等について協議する。これらの過程を通じ
て、国と地方が十分な議論を行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び
都道府県の目標面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日地方六団体）
において提案されている「農地の総量確保の目標管理」の仕組みに係る実効性を
検証することとし、今後の制度設計の議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置については、別紙を
基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法附則２項）につ
いては、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農林水産大臣
との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指定市町村にあっては、当
該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確保する目標
を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣が指定する市町村（指
定市町村）の長については、都道府県知事と同様の権限を有するものとして、農
地転用に係る事務・権限を移譲する。あわせて、農用地区域内における開発許
可（農振法15条の２）に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項及び５条３
項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せて検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏まえ、必要に
応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るとともに、農地転用許可等に係
る事例集を作成するなど地方公共団体における農地転用許可制度等の適正な
運用の確保に資するよう必要な支援を行うものとする。

【支障事例等】
現在の農地転用事務においては、２ha超４ha以下の農地転用については知事許可であるものの、農林水産大臣への協議が必要と
なっており、また、４ha超の場合には農林水産大臣の許可が必要となることから、大規模な農地転用では、国との協議・調整に多大
な時間と手間を要し、迅速に農地転用ができない場合があり、これにより企業が進出をとりやめるといったケースがある。
【制度改正の必要性】
都市計画法では都市計画決定権限の多くが市町村に移譲されているにも関わらず、農地では国の関与が残っており、総合的な地
域づくりのためには、土地利用行政は基礎自治体である市町村が総合的に担い、地域の実情に怖じた土地利用を市町村が自ら判
断する仕組みを実現する必要がある。農地の重要性については地方も認識しており、適正な審査を行っている。実情を把握する地
方が事務を行うことで事務の迅速化が図られ、地域における農業の事情とスピードを重視する企業のニーズに対応しながら、優良
農地の確保と地域経済の活性化の両立が可能となることから、移譲すべきである。

農地法第４条及び５条の農地転用の許可に関する事務・権限を
市町村に移譲する。
農地法附則第２項の２ha超４ha以下の農地転用に係る国への協
議を廃止する。

農地転用の許可等に関する
事務・権限の移譲

農地法第4条、第5条、附則第2項A　権限移譲農林水産省三重県都道府県02_農業・農地225H26
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H26 229 01_土地利用（農
地除く）

都道府県 宮城県 農林水産省（林野
庁）

B　地方に対す
る規制緩和

森林法第２６条の２第４項 保安林の指定解除に係る国
の同意協議の廃止

知事権限となっている保安林の指定解除において、一定の場合
は国の同意が法定されているが、事務の迅速化を図るため、国
の同意協議の廃止を求めるもの。

森林法第２６条の２第４項の規定により、知事権限とされている保安林の指定解除のうち、面積が政令で定める規模以上の保安林
及び治山事業等の施行区域内にある保安林の指定解除については、あらかじめ農林水産大臣の同意を得る必要がある。
国との協議には１～２ヶ月を要し、その間、事業着手を遅らせることになることから、事務の迅速化を図るため、国の同意及び協議の
廃止を求めるもの。

［再掲］
６　【農林水産省】
（４）森林法（昭26法249）
（ⅲ）法25条１項４号から７号に掲げる目的を達成するために指定される保安林の
うち、その全部又は一部が保安施設事業等の施行に係る土地の区域内にある保
安林の解除を都道府県知事が行う場合の農林水産大臣への同意を要する協議
（26条の２第４項２号）については、制度の運用実態を調査しつつ、同意を要しな
い協議に見直す方向で検討し、平成27年中に結論を得る。

H26 230 05_教育・文化 都道府県 宮城県 文部科学省 B　地方に対す
る規制緩和

学校施設環境改善交付金交付要
綱別表１（２３）
26施施助第６号「平成26年度学校
施設環境改善交付金の事業概要
について（通知）」[14]スポーツ施設
整備事業

学校施設環境改善交付金
（スポーツ施設整備事業）に
係る補助要件の大規模修繕
への拡大

学校施設環境改善交付金（スポーツ施設整備事業）は、地域ス
ポーツ施設の新・改築、改造等が対象となっているが、東京オリ
ンピックにおけるキャンプ地並びに会場予定施設の整備のため
にも、現行施設の大規模修繕費について、補助対象とするよう求
めるもの

【支障事例】
現在の学校施設改善交付金のうちスポーツ（社会体育施設）施設整備事業は、施設の新・改築、改造等が対象となっている。しか
し、近年の財政状況等より、新規の建設は非常に難しく、施設の長寿命化を図るための改修・修繕を計画的に実施し、中長期的な
コストの縮減・平準化を推進することが必要となっている。
また、平成２６年４月２２日付け総務大臣通知「公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進について」に基づき、「公共施設等総
合管理計画」を策定することとなるが、「経済財政運営と改革の基本方針2014について」（H26.6.24閣議決定）にも記載のある当該
計画を円滑に実施する上でも、財政的な支援が必要である。
【制度改正の必要性】
特に、東京オリンピックにおけるキャンプ地並びに会場予定施設の宮城スタジアムは、県内唯一の第一種陸上競技場であり、地域
の競技力向上・発展に中核的役割を担っているほか、2002FIFAワールドカップの会場としての実績もあり、世界規模のイベント開催
の会場として重要な施設である。このため、大会会場としての整備のためにも、施設修繕は急務となっていることから、施設の大規模
修繕費（事業費２億円（過去急増市町村にあっては３億円））についても、補助対象とするよう求める。

H26 231 03_医療・福祉 都道府県 高知県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

医療提供体制施設整備交付金要
綱

医療機関の耐震化に対する
国庫補助事業の補助対象の
拡大

医療提供体制施設整備交付金の交付対象事業の一つである医
療施設耐震整備事業について、「耐震構造耐震指標であるＩｓ値
が0.3未満の建物を有する病院」を対象とした補助基準額を未耐
震とされるＩｓ値が0.6未満の全ての病院が活用できるようにすると
ともに、補助対象を有床診療所まで拡大すること。

【制度改正の経緯】
南海トラフ地震等の大規模地震が発生した場合、地域の医療機関においては、入院患者や医療従事者等の安全確保が必要であ
るとともに、被災した負傷者の受入れなど、地域の医療救護活動に重要な役割を担うことになる。特に負傷者が多く、また道路等の
寸断により、孤立する地域も多く想定される本県のような地域においては、災害拠点病院や二次救急医療機関に止まらず、一般病
院や有床診療所においても、医療救護活動への参画が求められる。
【支障事例】
災害時の医療救護体制を強化するうえで、医療施設の耐震化は不可欠であるが、資金の問題などで事業化に至っていないところも
多く、耐震化が思うように進んでいない状況である。（病院の耐震化率 62%、有床診療所の耐震化率 51%）
【制度改正の必要性】
医療施設の耐震化の促進については、国土強靭化政策大綱にも掲げられているが、地域の医療機関が必要とする内容での施策
の具体化が求められる。
【懸念の解消策】
既存の医療提供体制施設整備交付金をより一般病院が活用しやすく、更に有床診療所も対象に加えるなど、医療機関にとってで
きるだけ負担の少ない形で活用できるように制度を拡充することが必要である。

H26 232 06_環境・衛生 都道府県 高知県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

水道水源開発等施設整備費国庫
補助金交付要綱

上水道の耐震化に対する国
庫補助事業の採択基準の緩
和

南海トラフ地震防災対策推進地域においては、上水道の耐震化
に対する国庫補助事業の採択基準の資本単価要件を撤廃する
こと。

【制度改正の経緯】
国土強靭化基本法が施行され、水道施設の耐震化は重要な課題として挙げられている。とりわけ、南海トラフ地震防災対策推進地
域にある本県にとって、水道施設の耐震化は、喫緊に取り組むべき課題となっている。
【支障事例】
中央防災会議が発表した南海トラフ地震の被害想定では、高知県は被災直後の断水率が99％、被災1ヶ月後でも51％であり、被害
が想定されている都道府県の中でも群を抜いた数値となっている（被害想定（40都道府県の断水率の平均）：被災直後31％、被災
1ヶ月4％）。
しかし、上水道施設の耐震化に係る国庫補助メニューの採択基準には、資本単価要件（90円／㎥以上）が課せられており、本県全
ての上水道事業体は、基準をクリアできずに国庫補助を受けることができていない（県内上水道事業体16市町村の平均資本単価
は55.1円/㎥）ため、上水道施設の耐震化が進んでいない。
【制度改正の必要性】
施設を新設する際に資本単価要件を課すことは理解できるが、耐震化をすることに資本単価要件を課すことが合理的でない。ま
た、資本単価要件が90円/㎥であるが、その設定根拠が明確でない。
このことから、南海トラフ地震防災対策推進地域に指定された地域において、国土強靭化政策大綱による水道施設の耐震化を促
進するには、上水道の耐震化事業に対して、資本単価要件を課さないことが必要である。

H26 233 08_消防・防災・
安全

指定都市 熊本市 総務省（消防庁） B　地方に対す
る規制緩和

緊急消防援助隊設備整備費補助
金交付要綱第３条
消防組織法第44条、第45条、第49
条
緊急消防援助隊に関する政令第６
条

緊急消防援助隊設備整備費
補助金に係る補助金採択基
準の廃止

本市では、緊急消防援助隊設備整備費補助金を活用し、緊急消
防援助隊登録車両の更新に合わせ、車両の更新を行っている。
しかしながら、財政状況が非常に厳しい中で、指定都市にあって
は、補助金採択基準（交付額ベース。以下同じ。）が9,500万円以
上と高額であるため、当該補助金を活用し車両更新を行う際に苦
慮している。
そのため、緊急消防援助隊登録車両の整備に対しては、等しく
交付決定が受けられるよう、補助金採択基準の廃止をお願いす
る。

【支障事例】
指定都市消防本部は、緊急消防援助隊として多くの部隊を登録しており、全国各地で発生する大規模災害に率先して部隊を派遣
し、被災地での救助救援活動に貢献しているところである。
緊急消防援助隊設備整備費補助金を活用する事業は様々であるが、消防車両の整備が主なものである。
本市は近年指定都市へ移行したが、指定都市移行前においては、水槽付ポンプ車1台（3,000万円程度）でも当該補助金を活用し
て購入できていた。
しかしながら、指定都市移行後においては、補助金採択基準が9,500万円に変更されたため、補助対象費用で１億9,000万円以上
が必要となり、１台2,500万円程度のポンプ車や救急車では、更新する台数を年度に集中させるか、梯子車（１億7,000万円程度）や
救助工作車（9,000万円程度）などの高額な車両と共に更新するなどの手法をとる必要がある。
このように、緊急消防援助隊設備整備費補助金について、補助額採択基準額が指定都市移行後は950万円から9,500万円の10倍
となり、補助金の要望ができにくい状況のため、消防車両の整備に支障をきたしている。

［再掲］
６【総務省】
（10）緊急消防援助隊設備整備費補助金
指定都市に係る緊急消防援助隊設備整備費補助金の交付基準については、近
時の指定都市の行政規模を踏まえ、緩和の方向で見直しを行う。
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H26 235 07_産業振興 都道府県 広島県 経済産業省 A　権限移譲 商工会議所法第25条第1号，第2号
及び第4号，第46条第2項
商工会議所法施行令第7条第1項
第4号

商工会議所に係る経済産業
大臣の認可権限の都道府県
知事への移譲

商工会議所法に基づく商工会議所に係る経済産業大臣の定款
変更の認可権限を都道府県知事に移譲する。

【制度改正の必要性】
定款変更の認可権限については，国と都道府県に権限が分散している。都道府県に移譲されることにより定款変更の窓口一元化，
申請者の負担軽減につながる。
【懸念の解消】
第４次一括法で移譲とならなかった定款変更の３事項については，次のとおり，都道府県においても認可事務を実施することは可能
と考える。
（目的）法で実施事業が規定され，日本商工会議所による標準定款例に倣って各商工会議所の定款が作られている。県に移譲す
ることで同質性が堅持できなくなるとは考えにくい。
（名称）既会議所の名称は県においても把握でき，県に移譲することで誤認混同を与えるような名称変更が発生することは考えにく
い。
（地区）県境を越えた区域を商工会議所の地域とする場合の定款変更について国に権限を残すという対処も検討できるのではない
か。

４【経済産業省】
（２）商工会議所法（昭28法143）
商工会議所に係る設立の認可、定款変更の認可等の事務・権限については、関
係団体の意見及び地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図る
ための関係法律の整備に関する法律（平26法51）38条の施行状況等を踏まえつ
つ、実施主体の在り方について平成27年中に検討を行い、その結果に基づいて
必要な措置を講ずる。

H26 236 04_雇用・労働 都道府県 広島県 厚生労働省 A　権限移譲 職業安定法第5条第3号ほか 職業安定業務の都道府県へ
の移管

職業安定業務について，ハローワーク特区及び一体的実施を地
方の提案に沿って速やかに進め，移管可能性の検証を行い，都
道府県労働局（公共職業安定所）から都道府県へ移管する。

【制度改正の必要性】
利用者にとって複数の行政機関を行き来することが大きな負担となっている。ハローワークの移管により，次のような効果がある。
①就職だけでなく必要な支援を身近な場所で受けられる。
②企業支援と雇用政策の一体化が可能になる。
③学校教育との連携を強化できる。
【現行制度の支障事例】
一体的実施や求人情報オンライン提供では，県に職業紹介の権限がないため，企業支援や人材育成など産業施策との一体的な
展開は困難。また，現行の地方公共団体の無料職業紹介は，Ｕターンなど業務範囲が限定されるため，広範囲な産業施策との展
開は困難。
【懸念の解消】
①「雇用保険の財政責任と運営主体の不一致」については，職業紹介だけでなく雇用保険の認定・給付を含む一体的な事務移管
を求めており，働く意思の確認が可能であるため，両者の分離による濫給は生じない。また，雇用保険を都道府県で分離することな
く全国単位で維持することを想定しているため，保険集団は大きいままであり，保険の分割による地域格差などの発生はない。
②「職業紹介の全国ネットワークの維持」については，総合的雇用情報システムの一体性維持を想定している。（統一マニュアルに
従い運用管理）
③「全国一斉の雇用対策」については，一斉の対応が必要な場合は，連絡調整を行えば統一的・機動的な連携は十分可能であり，
むしろ，移譲により地方自治体が情勢に応じて臨機応変な対応をとることが可能になる利点が大きい。
④「ILO条約」については，国が全国統一基準を設計し，法に基づき地方に助言・勧告，是正指示をすれば条約の趣旨を満たすこ
とは可能

［再掲］
４【厚生労働省】
（１）職業安定法（昭22法141）及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派
遣労働者の保護等に関する法律（昭60法88）
公共職業安定所（ハローワーク）が行う無料職業紹介事業、地方公共団体が行う
無料職業紹介事業の指導監督並びに国以外の者が行う職業紹介、労働者の募
集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の指導監督については、以下の方向
性により見直す。
（ⅰ）国と地方公共団体が同一施設内で国の無料職業紹介事業と地方公共団体
の業務を一体的に実施する取組（一体的実施）、「ハローワーク特区」の取組、ハ
ローワークの求人情報を地方公共団体にオンラインで提供する取組など、ハロー
ワークと地方公共団体との一層の連携強化の取組を通じ、地方公共団体と一体と
なった雇用対策をこれまで以上に推進する。
（ⅱ）以上の取組の成果と課題を検証し、その結果等を踏まえ、これらの事務・権
限の移譲等について、引き続き検討・調整を進める。その際には、ＩＬＯ第88号条
約との整合性、都道府県を越えた職業紹介の適切な実施、雇用対策における機
動性の担保、保険者の変更等雇用保険財政の根本に関わる議論等に留意す
る。
（ⅲ）地方公共団体が行う無料職業紹介事業について、民間とは明確に異なる公
的性格を持つものであり、国に準ずるものとして法律上位置付けるなどの措置を
講ずる。
（ⅳ）ハローワークの求職情報を地方公共団体に提供する取組を、平成27年度か
ら開始する。

H26 237 06_環境・衛生 都道府県 広島県 厚生労働省 A　権限移譲 水道法第6条ほか
水道法施行令第14条第1項

水道事業に係る厚生労働大
臣の認可・指導監督権限の
都道府県知事への移譲

水道法に基づき厚生労働大臣が行っている水道事業等（計画給
水人口５万人超の特定水源水道事業及び１日最大給水量が２万
５千立方メートルを超える水道用水供給事業）に関する認可等の
権限を都道府県に移譲する。

【制度改正の必要性】
事業認可の事前協議及び審査に要する時間は（国よりも）県の方が短いため、市町からは県への移譲要望あり（担当者レベルで聞
取り）
国がH25.3に公表した「新水道ビジョン」には、都道府県の役割について「認可権限等の枠組みにとらわれることなく、広域的な事業
間調整機能や流域単位の連携推進機能を発揮することが求められる。」と記述されている。これを実現するためには、平素からの認
可や指導監督を通じた水道事業者との連携関係の構築や水道事業者の状況把握が必要であるところ、現行制度ではこれを図るこ
とができない。
【懸念の解消】
給水人口が5万人を超える水道事業であっても、認可事務の基準は同様であり、技術的な問題はない。

［再掲］
４【厚生労働省】
（７）水道法（昭32法177）
以下に掲げる事務・権限（厚生労働省の所管に係るものに限る。）については、広
域化等を推進する水道事業基盤強化計画（仮称）を策定した上で、業務の監視
体制を十分に整える都道府県であって、当該事務・権限の移譲を希望するものに
対し、都道府県内で水利調整が完結する水道事業等（都道府県が経営主体であ
るものを除く。）を対象に移譲する。
なお、都道府県内で水利調整が完結しない水道用水供給事業から受水する水道
事業については、当該水道用水供給事業との事業統合を行うことを上記計画に
盛り込んだ場合には移譲対象とする。
（以下一部抜粋）
・水道事業の認可（６条１項）
・水道用水供給事業の認可（26条）
・水道事業及び水道用水供給事業に係る報告の徴収及び立入検査（39条１項）

02_農業・農地234H26 ４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国と地方の役
割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕組みの充実を図るととも
に、農地転用に係る事務・権限について、地方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条の２第１項）
を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の設定基準案に加え、国の
目標面積案について、都道府県知事の意見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及び都道府県の
目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定
するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と協議する場（協議の場）を
設けることとする。協議の場の議事等については、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案及び都道府県
の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違がある場合には、その要因
分析等を行い、施策効果の見込み方等について協議する。これらの過程を通じ
て、国と地方が十分な議論を行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び
都道府県の目標面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日地方六団体）
において提案されている「農地の総量確保の目標管理」の仕組みに係る実効性を
検証することとし、今後の制度設計の議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置については、別紙を
基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法附則２項）につ
いては、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農林水産大臣
との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指定市町村にあっては、当
該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確保する目標
を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣が指定する市町村（指
定市町村）の長については、都道府県知事と同様の権限を有するものとして、農
地転用に係る事務・権限を移譲する。あわせて、農用地区域内における開発許
可（農振法15条の２）に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項及び５条３
項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せて検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏まえ、必要に
応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るとともに、農地転用許可等に係
る事例集を作成するなど地方公共団体における農地転用許可制度等の適正な
運用の確保に資するよう必要な支援を行うものとする。

【支障事例】
4ヘクタールを超える農地転用について農林水産大臣が許可する場合であっても，各農業委員会において意見書を添付するため
に農業委員会でも審査は行われており，二重の審査が行われている。また，地方農政局における手続に一定程度時間を要する。こ
のため，刻々と変化する経済情勢に基づくビジネスチャンスを企業等が逃す場合や，不要な出費を強いる場合があり，許可権限を
都道府県へ移譲することにより事務の迅速化を図るべきである。
【懸念の解消】
国は，現行制度について，大規模農地転用については，優良農地の確保や大規模農地転用によって用排水系統を分断し周辺農
地に大きな影響をもたらすこととなり慎重な判断が必要となるなど農地転用制度の適正な運用を図るためとしているが，農地転用許
可について県（本県では市町へ権限移譲済）が行う場合と農林水産大臣が行う場合で許可の基準が変わるものではなく，都道府県
（本県では市町）は審査能力を有することから，許可権限を都道府県へ移譲することによる支障はない。

4ヘクタールを超える農地転用に係る農林水産大臣の許可権限
を都道府県知事へ移譲する。

4ヘクタールを超える農地転
用の農林水産大臣の許可権
限の都道府県知事への移譲

農地法第4条第1項及び第5条第1
項

A　権限移譲農林水産省広島県都道府県
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求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 238 07_産業振興 都道府県 広島県 経済産業省 A　権限移譲 中小企業による地域産業資源を活
用した事業活動の促進に関する法
律第6条
小規模事業者等JAPANブランド育
成・地域産業資源活用支援補助金
（地域産業資源活用支援事業）交
付要綱

地域産業資源活用事業計画
の認定権限等の都道府県へ
の移譲

中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関
する法律に基づき，都道府県が指定する地域産業資源について
中小企業者が作成する地域産業資源活用事業計画の認定権限
及びその支援措置に係る財源を都道府県知事に移譲する。

【制度改正の必要性】
地方が地域の中小企業・経済団体のニーズに基づき，きめ細かい支援を行うことが必要であり，また，地域振興に関するものである
ことから，個々の地域が有する地域産業資源の強みを生かした事業展開を行うため，都道府県の自由度を高めることが適当と考え
られる。
現行では，国の計画承認手続が，概ね７月，１０月，２月の年３回とされているが，都道府県が認定を行うことで，必要な時期に必要
な回数を実施でき，実効性の高い施策展開ができる。
【財源移譲のスキーム】
計画認定権限と合わせて，地域資源活用新事業展開支援事業補助金及び関係事務費を移譲
（補助金の流れ）県から中小企業者等へ交付（国は関与しない。）
（補助内容）現行制度並み（補助率2/3，補助限度額3,000万円）
（財源措置）当面は交付金により措置し，将来的には税源移譲等による一般財源化
（全国的視点の担保）審査会への販路開拓に係る有識者等の活用により，都道府県においても全国的な視点からの計画の認定及
び補助金の採択は十分に可能である。
【懸念の解消】
それぞれの地域の資源を活用するという事業の性格上，モデル事業として全国的に普及・拡大していくケースは想定しにくく，国が
行うメリットは少ない。一方で，国が画一的な視点で認定を行うことで，地域の実情や課題が十分に反映されないデメリットの方が大
きい。

［再掲］
４【経済産業省】
（15）中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律（平
19法39）
（ⅰ）地域産業資源活用事業計画の認定（６条１項）については、国と都道府県の
連携強化を図るため、都道府県に対し、事業実施主体から提出された地域産業
資源活用事業計画に係る情報提供を、原則として経済産業局に事前相談があっ
た段階で行うとともに、各経済産業局が設置している評価委員会に関係都道府県
が構成員として参画し、認定の判断に主体的に関与できることなどを、平成26年
度中に通知する。その上で、都道府県への権限移譲については、平成29年度ま
での法施行状況を検証し、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
（ⅱ）地域産業資源活用事業計画の認定事業者に対する補助（地域産業資源活
用支援事業）については、国と都道府県の連携強化を図るため、都道府県に対
し、支援要件等の公募に関する情報提供を行う。あわせて、都道府県が自ら支援
を行う案件を優先的に採択するなどの措置を講ずる。

H26 239 06_環境・衛生 都道府県 広島県 環境省 B　地方に対す
る規制緩和

水質汚濁防止法第4条の3 水質汚濁防止法に基づく総
量削減計画の策定における
環境大臣の同意協議の廃止

国の定める総量削減基本方針に基づき都道府県知事が総量削
減計画を策定・変更する際に義務付けられている環境大臣の同
意協議を廃止し，意見聴取へ変更する。

【制度改正の必要性】
国への協議を行うことにより，計画策定に時間を要する（H23策定時には，国への協議に約2か月を要した。）。
同意協議を廃止して意見聴取に変更することにより，現在の手続フロー（①国との事前調整→②審議会諮問→③国への協議）にお
ける③の廃止となり，H23実績では約2か月（現行の標準処理期間ベースで協議40日）の期間短縮効果が見込まれる。
【懸念の解消】
国は，同意協議を行う理由として，各都道府県間の調整，国の諸施策との整合性確保を挙げているが，都道府県は，国と事前調整
を行いながら，都道府県ごとの削減目標量を定めた国総量削減基本方針に基づき，総量削減計画を策定している。大臣同意を廃
止したとしても，上記①の段階で大臣意見を聴取することにより，各都道府県間の調整，国の諸施策との整合性確保は担保される。

H26 240 06_環境・衛生 都道府県 広島県 環境省 B　地方に対す
る規制緩和

容器包装に係る分別収集及び再商
品化の促進等に関する法律第9条

容器包装に係る分別収集及
び再商品化の促進等に関す
る法律に基づく都道府県分
別収集促進計画の策定義務
の廃止

市町村分別収集計画に適合するよう都道府県が策定する都道府
県分別収集促進計画の策定義務を廃止する。

【制度改正の必要性】
都道府県分別収集促進計画は，市町村分別収集計画に適合するよう定めることとされており，市町村の分別収集量等を集約するも
ので，策定意義に乏しい。
【懸念の解消】
第６条に規定する都道府県の責務である市町村への技術的援助等は，法の規定により，本計画とは関係なく実施可能である。
なお，第８条第４項，第５項の市町村の提出義務等については，県において技術的支援，助言等を実施するために市町村計画の
内容を把握する必要があるため，現行のままとすることが望ましいと考える。

H26 241 04_雇用・労働 都道府県 広島県 厚生労働省、経済
産業省

B　地方に対す
る規制緩和

中小企業における労働力の確保及
び良好な雇用の機会の創出のため
の雇用管理の改善の促進に関する
法律第4条第3項

中小企業労働力確保法に基
づく改善計画の都道府県の
認定の廃止

中小企業労働力確保法に基づき事業主が雇用管理を改善する
ために策定する改善計画について，都道府県の認定を廃止す
る。

【制度改正の必要性】
法における支援措置（助成金）を国（労働局・ハローワーク）へ申請する要件として，知事の改善計画の認定が義務付けられている
が，助成金受給の際には，別途国へ申請が必要であり，申請者に大きな負担となっている。具体的には，計画認定の申請書類7種
類のうち4種類が助成金受給の申請書類と重複している。
【懸念の解消策】
改善計画の認定は，助成金受給の要件のほか，中小企業信用保険法等の特例の要件にもなっているが，現実には，改善計画の
認定後に助成金受給以外の支援を活用した事例はなく，支障はないと考える。

［再掲］
６【厚生労働省】
（９）中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇
用管理の改善の促進に関する法律（平３法57）（経済産業省と共管）
事業協同組合等が作成する改善計画の認定（４条１項）については、これを要件
とする現行の助成金の活用促進を図る観点から検討し、手続の簡素化を図る。

H26 242 04_雇用・労働 都道府県 広島県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

介護労働者の雇用管理の改善等
に関する法律第8条第3項

介護労働者の雇用管理の改
善等に関する法律に基づく
改善計画の都道府県の認定
の廃止

介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律に基づき事業主
が雇用管理を改善するために策定する改善計画について，都道
府県の認定を廃止する。

【制度改正の必要性】
介護労働者の雇用管理の改善を促進するために設けられた助成金制度が平成22年度末に廃止されており，認定制度が形骸化し
ている。（助成金制度廃止後に改善計画の認定申請が行われた例はない。）
助成金制度廃止前は，法における支援措置（助成金）を国（労働局・ハローワーク）へ申請する要件として，知事の改善計画の認定
が義務付けられていたが，助成金受給の際には別途国へ申請が必要であり，二重に手続きすることとなり，申請者に大きな負担と
なっていた。当該認定を要件とした支援策が新たに創設された場合においても，都道府県が計画認定を行い国（各地方労働局）が
助成金等窓口になるのは企業の負担となるため，避けるべきである。

［再掲］
６【厚生労働省】
（10）介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律（平４法63）
介護事業主が策定する改善計画の認定（８条）の廃止を含め、介護労働者の労
働環境の改善による魅力ある職場づくりに向けた実効性のある仕組みについて、
地方の意見も踏まえつつ検討し、平成27年中に結論を得る。

H26 243 02_農業・農地 都道府県 広島県 農林水産省、国土
交通省、総務省

B　地方に対す
る規制緩和

特定農山村地域における農林業等
の活性化のための基盤整備の促進
に関する法律第4条第8項

農林業等活性化基盤整備計
画の作成・変更する場合の
都道府県知事への協議・同
意の廃止

市町村が特定農山村法に基づき農林業等活性化基盤整備計画
を作成・変更する場合の都道府県知事への協議・同意を廃止す
る。

【制度改正の必要性】
農林業等活性化基盤整備計画の作成・変更にあたって都道府県知事の同意が必要な事項は、農林業等活性化基盤整備促進事
業の実施に関する事項と計画の一部分であり、本法自体が、市町村が中心となって地域の自主性を生かしつつ農林業その他の事
業の振興を図ることを目的とされている。
市町村の基盤整備計画の策定について迅速化が図られることにより、その後の事業を早期に実施することが可能となる。
【懸念の解消】
本法令による義務付けによる調整以外での調整を行っているとことであり、本法令による義務付けの必要性がないと考える。

６【総務省（７）】【農林水産省（12）】【国土交通省（15）】
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する
法律（平５法72）（総務省、農林水産省及び国土交通省と共管）
特定農山村地域である市町村が作成又は変更する農林業等活性化基盤整備計
画に係る都道府県知事への同意を要する協議（４条８項）については、当該計画
の内容のうち、農林地所有権移転等促進事業（２条３項３号）に係る事項以外の
事項に関しては、同意を要しない協議とする。
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H26 244 09_土木・建築 都道府県 広島県 国土交通省 対象外 道路整備特別措置法第10条第4
項，第12条，第13条第1項

地方道路公社が管理する有
料道路の料金設定における
国土交通大臣の許可及び認
可の廃止

道路整備特別措置法に基づく地方道路公社が管理する有料道
路の料金設定における国土交通大臣の許可及び認可を廃止し，
届出制に変更する。

【制度改正の必要性】
地方道路公社が管理する有料道路は，利用実態上，地域に密着した利用が大勢であり，その料金は地域生活に大きな影響を与え
ることから，地域の実情に応じた柔軟な対応が必要である。
届出制とされた場合，地方道路公社が管理する有料道路において，生活対策・観光施策など地方の裁量で，地域の実情に応じた
整備・管理・運営が可能となる。
【支障事例】
直近において，料金値下げに伴う償還期間延長について国に事前相談したところ，他事例がないこと，他の全国の有料道路への波
及が懸念されることなどから，認められなかった事例がある。

H26 245 01_土地利用（農
地除く）

都道府県 広島県 農林水産省（林野
庁）

B　地方に対す
る規制緩和

森林法第26条の2第4項 保安林解除に係る農林水産
大臣への協議の廃止

森林法に基づき保安林の指定を解除する際に義務付けられてい
る農林水産大臣への同意協議を廃止する。

【制度改正の必要性】
公共事業等に伴う保安林の解除において，国への協議を廃止することにより，事務処理期間が短縮されスムーズに事業が執行で
き，地域住民の生活の利便性の向上等が期待できる。
【懸念の解消】
知事権限の保安林解除においても，国権限の解除と同等の審査を実施していることから，協議の廃止に伴う保安林の持つ公益的
機能の著しい低下等への懸念はないと考える。

［再掲］
６　【農林水産省】
（４）森林法（昭26法249）
（ⅲ）法25条１項４号から７号に掲げる目的を達成するために指定される保安林の
うち、その全部又は一部が保安施設事業等の施行に係る土地の区域内にある保
安林の解除を都道府県知事が行う場合の農林水産大臣への同意を要する協議
（26条の２第４項２号）については、制度の運用実態を調査しつつ、同意を要しな
い協議に見直す方向で検討し、平成27年中に結論を得る。

H26 246 01_土地利用（農
地除く）

都道府県 広島県 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

国土利用計画法第9条第10項，第
14項

土地利用基本計画の策定・
変更に係る国土交通大臣へ
の協議の意見聴取への変更

国土利用計画法に基づき、都道府県が土地利用基本計画を策
定・変更する際に義務付けられている国土交通大臣への協議を
廃止し，意見聴取へ変更する。

【制度改正の必要性】
国への協議を行うことにより，計画策定・変更に時間を要する（H25計画変更時には，国への協議を行ってから回答を得るまでに約1
か月を要した。）。　協議を廃止して意見聴取に変更することにより，現在の処理手順（①市町意見聴取→②国との事前調整→②審
議会諮問→④国への協議）における④の廃止となり，約1か月間の期間短縮が図られる。
【懸念の解消】
国は，協議を行う理由として，個別規制法の地域・区域には，国の権限・関与に係るものが多く（都市計画に係る大臣協議，国立公
園に係る大臣指定など），あらかじめ調整が必要であることなどを挙げている。
事前調整が必要であることには異論ないが，都市計画決定等の事務が自治事務化され，用途地域等，都市計画決定の権限が移
譲されるなど，土地利用基本計画の変更の中で最も件数が多い都市計画の分野で権限を有している関係市町との調整は意見聴
取で対応していることから，同様に，国立公園・国定公園の指定等の権限を有する国との調整も意見聴取で担保できるものと考え
る。具体的には，意見照会を受けた国土交通省が，関係省庁に意見照会を行い，取りまとめ結果を都道府県に回答する制度を想
定している。

［再掲］
６【国土交通省】
（14）国土利用計画法（昭49法92）
（ⅱ）土地利用基本計画の変更（９条10項及び14項）については、過去の国と都
道府県との協議における国の指摘事項等、計画変更に当たって有益な情報を地
方公共団体に提供するなど、国と都道府県の協議の円滑化を図る。

H26 247 03_医療・福祉 都道府県 広島県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

児童福祉法第45条
児童福祉施設の設備及び運営に
関する基準第33条

児童福祉法に基づく保育所
の保育士数に係る基準緩和

最低2人の保育士を置くこととされている認可保育所の人員配置
の基準について，2人のうち1人については，保育士補助者的な
者で可とするなど柔軟に対応できるよう基準を緩和する。

【具体的な支障事例】
中山間地域等の保育所では少子化の影響で，保育所の入所人数が減少している。一方，中山間地域等では，就労人口の減少とと
もに，保育士不足が顕著になっている。
保育士の人員配置は入所児童数により算定し，入所児童数は変化するため，特定の保育所における具体例を示すことは難しい
が，県の中山間地域に所在する市において，「保育士が足りないため，定員数の入所児童数を受けることができないことがある」と
いった状況がある。
県が運営する「保育士人材バンク」において，中山間地域では，求人情報94人に対し求職人数は11人となっており，人口減少が顕
著な中山間地域における保育士不足は更に深刻な状況となっている。
【制度改正の必要性】
このような中，保育士配置の最低基準の2人の確保も難しい場合もあり，左記のような柔軟な対応が必要である。基準緩和の具体的
内容としては，例えば，一定程度の研修を受けた保育の支援員のような人材の配置などが考えられる。

[再掲]
６【厚生労働省】
（１）児童福祉法（昭22法164）
（ⅱ）児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭23厚生省令63）のうち、保
育所に係る基準については、次のとおりとする。
・朝、夕の時間帯であって、保育する児童が１人である場合等における保育士の
数が２人を下回ってはならないという取扱い（基準33条２項）について、地方の実
情を踏まえて、引き続き検討を進める。
上記（ⅰ）（ⅱ）に加え、平成27年４月からの子ども・子育て支援新制度の着実な施
行を図るとともに、「待機児童解消加速化プラン」及び「保育士確保プラン」に基づ
き、地方公共団体と連携して、保育士確保対策（潜在保育士の復帰支援を含
む。）に強力に取り組む。

H26 248 07_産業振興 都道府県 広島県 内閣官房、内閣府 B　地方に対す
る規制緩和

中心市街地の活性化に関する法律
第9条第1項

市町村が作成する中心市街
地活性化基本計画に係る内
閣総理大臣の認定の廃止

中心市街地の活性化に関する法律に基づき市町村が作成する
中心市街地活性化基本計画に係る内閣総理大臣の認定を廃止
する。

【制度改正の必要性】
中心市街地の活性化に関する法律は，地域のまちづくりに密接に関連するものであり，市町村で完結できるようにすることで，市町
村の自主性・自立性の確保，計画実行までの効率化に繋がる。
第１次一括法による見直しは，同法第9条第2項の一部のみを廃止するもので，市町村の計画を国が認定するという体系は変わって
いない。本県内で基本計画の認定を受けた１市においては具体的な問題は生じていないが，現行の制度体系では，今後の基本計
画策定において，市町村の自主性・自立性が確保されず，まちづくりに対する創意工夫等が活かされない等の支障事例が生ずるこ
とが懸念される。
本県内で認定を受けた１市では，事前調整を経た上で認定申請を行った後に認定までに１か月余りを要しており，認定の廃止によ
り当該期間の短縮効果も見込まれる。
【懸念の解消】
基本計画策定後の支援措置等に係る関係府省との調整は引き続き必要と考えるが，現在も実施している事前協議等により担保さ
れると考える。

H26 249 01_土地利用（農
地除く）

都道府県 広島県 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

都市計画法施行令第12条第1号及
び第2号

区域区分等に関する都市計
画決定に係る国の同意協議
の廃止

都市計画法に基づき都道府県が区域区分に関する都市計画（区
域区分を定める都市計画区域マスタープランを含む。）を決定・
変更する際の国土交通大臣への同意協議を廃止する。

【制度改正の必要性】
区域区分に関する都市計画の決定（変更）については，国土交通大臣の同意が法定されているが，この同意にあたっては，法第23
条の規定により，関係大臣に対する協議，意見聴取（農林漁業との調整など）が義務付けられており，この協議に関して都道府県及
び指定都市が行う事前調整事務に多大な時間を要している（事前協議を含めて約2年を要した事例あり。予定していた都市計画審
議会へ諮ることができなかった。）。
都市計画手続の簡素化を図り，地域の実情に対応したまちづくりを自らの判断で効果的かつ迅速に進めるために，同意協議を廃
止することが必要である。
【懸念の解消】
国は「国土交通大臣が農林水産大臣との協議により都市計画的土地利用と農地保全を調整する仕組の保持が必要」としているが，
都道府県内部で農政部局との調整を行うことで，都市的土地利用と農地保全との調整は十分行うことができる。

〔再掲〕
６　【農林水産省】
（７）都市計画法（昭43法100）
国土交通大臣が区域区分（７条１項）に関する都市計画を定め、若しくはその決
定若しくは変更に同意しようとするとき、又は都道府県が区域区分に関する都市
計画を定めようとするとき（国土交通大臣の同意を要するときを除く。）における農
林水産大臣に対する協議（23条１項）については、市街化区域となる区域が農用
地区域（農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）（農振法）８条２項１号）と
重複する場合等に限ることとし、その対象範囲を見直す。
なお、上記の措置に伴い、農地法（昭27法229）、農振法等において所要の見直
しを行うこととする。
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H26 251 02_農業・農地 都道府県 広島県 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

農業振興地域の整備に関する法律
第8条第4項

農業振興地域整備計画を策
定・変更する場合の都道府
県知事への協議の廃止

農業振興地域の整備に関する法律に基づき市町村が農業振興
地域整備計画を策定・変更する際の都道府県知事への協議を廃
止する。

【制度改正の必要性】
市町農業振興地域整備計画の策定・変更の同意について、法律にその基準が示されており、その基準に従って計画策定・変更を
すればよく、県の同意を廃止することによって事務の迅速化が実現できる。

H26 252 07_産業振興 都道府県 広島県 経済産業省 A　権限移譲 改正後の商工会及び商工会議所
による小規模事業者の支援に関す
る法律第5条
同法施行令第3条

小規模事業者支援法に基づ
く経営発達支援計画に係る
経済産業大臣の認定権限の
都道府県への移譲

商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法
律の一部改正により新設予定の経営発達支援計画に係る経済
産業大臣の認定権限について，都道府県知事に移譲する。

【制度改正の必要性】
現行制度（基盤施設計画）は，国が作成した商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律実施要領により，都
道府県知事が計画認定していることから，新設される経営発達支援計画についても，地域の実情を踏まえた計画とするために，現
行制度同様に，都道府県が認定することが望ましい。
複数の都道府県で，各商工会議所が地域や地域内小規模事業者等がどうあるべきかという中期的な目標を策定し，目標達成に向
けて効果的に事業を実施させ，目標達成状況について評価する事業評価システムを導入する動きが広がっており，目標達成に向
けて方向性を統一するためにも，都道府県が認定することが望ましい。≪事業評価システムの導入状況≫導入済：６団体，検討中：
３団体
【懸念の解消】
全国統一の基準や運用が必要な点は，国が作成する要領等により確保されるものと考える。

４【経済産業省】
（６）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律（平５法51）
商工会又は商工会議所が都道府県と共同で行う経営発達支援事業についての
経営発達支援計画の認定（５条１項）については、都道府県の意見が踏まえられ
ていることが判断の要素となることを、平成26年度中に商工会、商工会議所等に
通知する。
［措置済み（平成26 年12月19日付け中小企業庁経営支援部小規模企業振興課
通知）］

H26 253 01_土地利用（農
地除く）

一般市 高岡市 国土交通省 A　権限移譲 都市計画法第78条第1項
開発許可制度運用方針Ⅱ-3

開発審査会設置の主体の拡
大

条例により都道府県知事の権限に属する事務の全部を処理する
こととされた市町村（以下事務処理市町村）は開発審査会の設置
を可能とする。（都市計画法第78条の見直し）

【制度改正の必要性】
現在、都市計画区域において開発行為をしようとする者は、都市計画法第29条第1項の定めにより、都道府県知事の許可を受けな
ければならない。当該許可権限について富山県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例により、高岡市に移譲されて
いるところ。
市街化調整区域に係る開発行為の許可基準については、同法第34条各号に定めのあるものであるが、同条第1号から第13号に該
当しないものについては、第14号により、都道府県知事が開発審議会（同法第78条）の議を経て、同号に掲げる要件に該当するも
のと認める必要がある。しかしながら、同法第78条において、開発審査会を設置するのは都道府県及び指定都市等（中核市、特例
市）とされており、いずれにも該当しない高岡市は開発審査会を設置することができない。すなわち、高岡市は許可の権限があるに
も関わらず、一定の場合には県の機関へ審査を委ねなければならない状況となっている。

【制度改正の内容】
開発行為の許可については、都道府県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例（事務処理特例条例）により、事務処
理市町村に権限が移譲されていることから、開発許可の審査機関としての性質を有する開発審査会についても、同様に取り計らうこ
とができることとすることが望ましい。
現行の定めは前提としながらも、国、県との協議を経るなどして、適当と認められた希望する事務処理市町村は、定型的に処理する
ことが困難な案件においても、地域の実情を踏まえ自らの責任において審査し、自ら許可することができるように、制度を見直してい
ただきたい。

〔再掲〕
５　【国土交通省】
（１）都市計画法（昭43法100）
（ⅱ）開発許可に関する事務（29条１項）については、条例による事務処理特例制
度（地方自治法（昭22法67）252条の17の２第１項）を活用して当該事務を処理す
る市町村（34条14号に該当する開発行為の許可に係る事務を処理する市町村に
限る。）において、より主体的かつ円滑に当該事務を行うことができるよう運用を見
直すこととし、当該市町村が、地域の実情に応じて自らの案件を効率的に処理す
る観点から、特段の支障がない限り都道府県開発審査会の開催に係る事務を自
ら行うことができること、都道府県開発審査会への提案基準を主体的に作成でき
ること等を明確化することについて、制度の運用実態や都道府県の意向等を調査
した上で、地方公共団体に通知する。

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国と地方の役
割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕組みの充実を図るととも
に、農地転用に係る事務・権限について、地方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条の２第１項）
を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の設定基準案に加え、国の
目標面積案について、都道府県知事の意見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及び都道府県の
目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定
するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と協議する場（協議の場）を
設けることとする。協議の場の議事等については、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案及び都道府県
の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違がある場合には、その要因
分析等を行い、施策効果の見込み方等について協議する。これらの過程を通じ
て、国と地方が十分な議論を行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び
都道府県の目標面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日地方六団体）
において提案されている「農地の総量確保の目標管理」の仕組みに係る実効性を
検証することとし、今後の制度設計の議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置については、別紙を
基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法附則２項）につ
いては、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農林水産大臣
との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指定市町村にあっては、当
該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確保する目標
を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣が指定する市町村（指
定市町村）の長については、都道府県知事と同様の権限を有するものとして、農
地転用に係る事務・権限を移譲する。あわせて、農用地区域内における開発許
可（農振法15条の２）に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項及び５条３
項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せて検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏まえ、必要に
応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るとともに、農地転用許可等に係
る事例集を作成するなど地方公共団体における農地転用許可制度等の適正な
運用の確保に資するよう必要な支援を行うものとする。

【制度改正の必要性】
国は、食料の安定供給という責務からどの程度の農用地等を確保しておくかを全国的な見地から判断する必要であることから協議・
同意を得ることとしており、国の基本指針における「確保すべき農用地等の面積の目標」については、「食料・農業・農村基本計画」
の供給熱量ベースの食糧自給率の目標50％を基に算定されており、各都道府県の確保面積の合計が国の確保面積と一致する仕
組となっている。
各都道府県に対しては農家の高齢化、農業の担い手不足、条件不利な農地の状況、地理的条件等都道府県の実情をあまり考慮
せず全国一律の基準で確保面積の算定がされいる。また、農振法第12条の2に規定されている市町村による基礎調査実施中で農
用地等の面積の減少が見込まるものについても確実ではないとして考慮されないなど都道府県の実態を反映されておらず、協議と
なっているものの実態としては、国の確保面積と各都道府県の確保面積の合計値が一致することとなるよう国から各都道府県の確
保面積が押し付けられており、それに応じなければ同意されないという実態があり、各都道府県の確保面積の算定方法は不合理で
ある。
確保面積目標算定について県の地域性・独自性が反映できるよう、協議ではなく、国への意見聴取等に変えるべき。

農業振興地域の整備に関する法律に基づき都道府県が農業振
興地域整備基本方針を策定・変更する際の農林水産大臣への
協議を廃止する。

農業振興地域整備基本方針
を策定・変更する場合の農
林水産大臣への協議の廃止

農業振興地域の整備に関する法律
第4条第5項

B　地方に対す
る規制緩和

農林水産省広島県都道府県02_農業・農地250H26
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求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 254 01_土地利用（農
地除く）

一般市 高岡市 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

【都市計画法】・第34条第1項第1号
～14号
【開発許可制度運用方針】・Ⅲ-13

市街化調整区域における開
発許可基準の追加

市街化調整区域の開発基準である都市計画法第34条に、「市街
化調整区域において、法に基づく許可を受けて建築された後、
一定期間適正に利用された土地等を利活用する開発行為で、工
場等の用に供する用途で周辺環境における市街化を促進する
おそれがないと認められるもの」の要件追加。

【制度改正の必要性】
市街化調整区域においてかつて住宅・商業目的などで開発許可を受けた土地・建築物を工場として用途転用することは都市計画
法第34条に定められた許可基準に該当せず原則許可されない状況となっている。
市街化調整区域は原則開発が抑制されるべき区域であるが、人口減少が著しく、産業が停滞している状況にある本市においては、
広大な敷地を有し、建築に併せて各種インフラも整備されている当該土地・既存建築物が、企業の受け皿として有効活用され、地
域産業の活性化、雇用の確保につながっていくことが望ましいと考えている。
これらの既存建築物の未活用は空き家や廃墟の増加につながり、周辺環境や治安の悪化の原因ともなる。また、既存建築物や開
発許可を受けた土地の有効活用は、既存集落や生産活動等を維持するための貴重なストックとしての役割を果たすだけでなく、市
街化調整区域における農地転用の伴う開発行為の抑制につながることも期待されることから、周辺環境に影響を及ぼさない、一定
期間適正に利用された土地であることなど、一定の要件に合致した場合は既存建築物の工場への用途変更への制限を緩和できる
よう、法律への明文化についてご配意いただきたい。
【現行制度で対応困難な理由】
都市計画法第34条10号については、一定（概ね1ｈａ以上等）の広がりを持たない特定の土地・建築物を対象に地区計画を定めるこ
とは困難であること、同法同条14号については、「開発審査会を設置するのは都道府県及び指定都市等（中核市、特例市）とされて
おり、いずれにも該当しない高岡市は開発審査会を設置することができないこと」から現行制度での対応が困難である。

H26 255 11_その他 一般市 鎌ケ谷市 法務省 B　地方に対す
る規制緩和

戸籍法第１０条第１項及び第３項
平成２年７月３０日付法務省民２第３
１７８号民事局第二課長回答「戸籍
謄抄本の電話予約による平日時間
外又は休祭日等の交付は認められ
ない」

住民票取次所における戸籍
謄抄本の交付の可能化

鎌ケ谷市で実施している住民票取次所の交付に、戸籍謄抄本の
交付を追加する。本市では、申請者からの電話予約により、住民
票を民間商店や公民館等を取次所として配達し、市役所開庁時
以外でも交付できるようにしています。しかし、戸籍謄抄本につい
ては、法務省からの通知（回答）により電話予約による交付ができ
ません。市役所開庁時以外の休祭日及び最寄りの取次所での戸
籍謄抄本の交付を要望する市民も多く住民サービスの向上につ
ながります。

鎌ケ谷市は、千葉県北西部に位置し人口約１０万人、面積約２千ｈａで、支所、出張所（１カ所）が無く、住民サービスとして住民票の
取次所での交付を実施しています。取次所では休祭日や夜間でも交付が可能です。民間取次所７か所、公共８か所、平成２５年度
実績７５３件。一方、戸籍謄抄本については、平日窓口と郵送請求のみ交付が可能で、電話予約による時間外や休祭日について
は法務省通知（回答)で交付不可であることを住民に説明しています。住民からの戸籍交付に関する問合わせについては、１日に５
件程、月曜日は特に多く１日１０件以上です。例としては、パスポートの申請や婚姻届、転籍届などの添付書類、携帯電話の家族割
に使用するので戸籍交付の電話問合せがあり、仕事の関係で平日来庁は困難であることから、身近な住民サービスである取次所で
の戸籍謄抄本の交付を要望されることが多々あります。
戸籍謄抄本の電話予約受付手順としては、電話予約時に、申請人等の住所、氏名、生年月日、本籍地、電話番号、必要な理由
（使用目的）を聞いて交付書類を取次所に配送します。本籍地に違いがある場合は、配送できない旨の連絡をしますが、本籍地に
相違があることを伝えるだけですので、法務省回答にある、本籍地を教示することや対象戸籍の有無については、電話連絡者に回
答することはありません。また、電話予約の対象を戸籍謄抄本のみとして、除籍、改製原戸籍、戸籍の附票（住所の遍歴）を交付対
象外にすることから、個人の所在探索を助長する恐れはありません。

６【法務省】
（１）戸籍法（昭22法224）
（ⅰ）戸籍謄本等の交付の請求（10条１項）については、申請時及び交付時に適
切な本人確認が行われる体制等が確保されていると法務局が判断する場合に限
り、オンラインやファクシミリによる交付申請が可能であり、特定の市町村において
その取扱いが認められた場合は、その旨を他の市町村に周知する。

H26 258 06_環境・衛生 その他 豊橋田原ごみ処理広
域化ブロック会議

環境省 B　地方に対す
る規制緩和

循環型社会形成推進交付金交付
取扱要領14-(1)、別表1-Ⅲ-1-(11)

循環型社会形成推進交付金
（廃焼却施設解体）の補助要
件の緩和

ごみ処理施設の広域化を実施した場合、施設の統廃合により廃
止施設の解体が必要となるが、循環型社会形成推進交付金の対
象は、施設の解体に合わせて新たな廃棄物処理関連施設の整
備を伴う場合に限定されており、跡地利用のない場合は交付対
象とならない。また、廃棄物処理施設の解体はダイオキシン類の
飛散防止対策等に莫大な費用を要するため、財政的な問題から
解体撤去が進んでいないのが現状である。ついては、広域化に
伴う廃止施設の解体については、新たな廃棄物処理施設整備を
伴わない場合でも、交付対象として頂きたい。

【広域化の経緯】
国は、ごみ処理施設におけるダイオキシン類対策等適正処理の推進に向け、平成９年に「ごみ処理の広域化計画について」（平成
９年５月28日付け衛環第173号厚生省環境整備課長通知）を都道府県に通知し、ごみ処理の広域化を進めている。

【制度改正の内容】
循環型社会形成推進交付金交付取扱要領14-(1)では、廃焼却施設の解体については跡地に新たな廃棄物処理施設を整備する
場合にのみ交付対象事業に含めることができるとしている。これをごみ処理広域化に伴い廃止となる廃焼却施設等の解体について
は交付対象となるように交付条件の拡大を望む。

【制度改正による効果】
今回の交付条件の拡大を行うことによってこれまで広域化に消極的であった自治体が広域化を積極的に進めることとなり、さらに防
災面からも未解体の廃焼却炉が減ることは、国の目指す方向性に合致するものである。また、広域化のスケールメリットを生かすこと
で国、地方自治体双方にとって将来的に経費の節減につながる。

【地域の実情】
豊橋市と田原市でも国の方針に従い、豊橋田原ごみ処理広域化計画を定め、平成34年度に現在の豊橋市既存焼却施設の周辺に
両市の焼却と粗大ごみを共同処理する施設を建設する計画となっている。新施設稼働時点で廃焼却施設は豊橋市に5炉、田原市
に4炉あり、解体費用は約30億円と見込んでいる。

H26 259 03_医療・福祉 指定都市 相模原市 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

「放課後児童健全育成事業費等の
国庫補助について」（平成２６年４月
１日厚生労働省発雇児０４０１第１５
号厚生労働省事務次官通知）

放課後児童健全育成事業等
実施要綱の緩和

放課後児童健全育成事業等実施要綱における補助対象の児童
数（現行は１０人以上）の緩和

【国の動向】核家族化の進行、女性の社会進出など社会状況の変化に伴い、放課後児童クラブのニーズは年々高まりつつあり、国
においても平成３１年度までに、新たに約３０万人分の定員枠を拡大する方針が示された。
【本市の実情】本市における放課後児童クラブは、公設公営を６６箇所設置し約４，２００人の児童の受入れを行っており、また、運営
費補助を行っている民設民営が２１箇所あり約５８０人の児童の受入れを行っている。（平成２６年度）
本市においてもニーズは年々増加しており、児童数の４０％から５０％を超えるニーズが発生している学校区もあることから、公設公
営の放課後児童クラブについては、待機児童が発生している施設において小学校施設等を活用した整備や、既存施設の改修によ
る一定規模（１０人から４０人）の定員枠の拡大を行っているが、小学校における少人数学級の推進等の影響により、現状においても
小学校施設の活用による定員枠の拡大が困難な状況であり、今後はさらに困難な状況が予想される。
【本市の実情を踏まえた必要性】このため、今後、待機児童対策の推進にあたり、公設公営の放課後児童クラブによる一定規模の
定員枠の拡大に加えて、例えばマンションの一室を借り上げて当該事業を実施するなど、民間資源を活用した小規模な定員枠の
拡大についても積極的に図っていく必要がある。
こうした中、放課後児童健全育成事業等実施要綱における補助対象である現行の児童数１０人以上の基準は、事業の効率性及び
安定性の観点から設けられているものと考えられるが、本市の実情を踏まえ、緩和を提案するもの。

[再掲]
６【厚生労働省】
（21）放課後児童健全育成事業
放課後児童健全育成事業の補助要件について、子ども・子育て支援新制度の施
行に伴い、平成27年度から、10人未満の放課後児童クラブについても補助対象と
するよう見直す。

H26 260 08_消防・防災・
安全

指定都市 相模原市、浜松市 防衛省、内閣府、
総務省（消防庁）

A　権限移譲 自衛隊法第８３条第１項
災害対策基本法第６８条の２

防衛大臣への自衛隊の災害
派遣要請の権限を都道府県
から指定都市へ移譲

現行、自衛隊への派遣要請は都道府県が行うこととされている
が、災害現場の状況を直接知りうる基礎自治体であり、かつ、都
道府県と同等の規模能力を有する指定都市へ移譲すること。

【制度改正の必要性】
近年のゲリラ豪雨など、局地的、即時的な自然災害が増加している状況を踏まえると、人命が脅かされる災害が発生し、それが市町
村の対応能力を越えることが明白になった場合、広域調整を経ずして、災害現場の状況を知りうる市町村がいち早く災害派遣要請
を行うことができるよう、自衛隊法を改正すべきであると考える。
それを基本としながら、以下の考え方により、まずは指定都市にその権限を移譲する必要があると考える。
指定都市は基礎自治体である一方で、道府県と同等の権限を有していること。
日ごろから、訓練等を通じ、自衛隊、警察、医療機関等との情報の共有や連携を円滑に遂行できる環境を整えていること。
指定都市には、道府県による出先機関などの行政支援機能がほとんど置かれておらず、また、土木事業をはじめ、災害時の対応に
つながる事業についても、指定都市がその多くを行っていることから、道府県が指定都市の状況を把握し難い状況にあると考えられ
ること。

H26 261 07_産業振興 都道府県 埼玉県 経済産業省、経済
産業省（中小企業
庁）

A　権限移譲 経済産業省組織規則第231条19号
等
中小企業の新たな事業活動の促進
に関する法律第9条
地域需要創造型等起業・創業促進
補助金交付要綱

新たな需要を創造する新商
品・サービスを提供するため
の創業支援に関する事務・
権限の都道府県に移譲

経済産業局等が行っている中小企業やベンチャーの支援、地域
産業の振興、産学官連携推進に関する事務・権限のうち、新たな
需要を創造する新商品・サービスを提供するための創業支援に
関する事務・権限を都道府県に移譲すること。

【制度改正の必要性等】
 県では、地域経済の担い手である中小企業に対して、資金融資、経営革新、技術開発等の支援を行っている。一方、経済産業局
においても、中小企業の技術開発・人材育成等による事業高度化や経営の向上、新事業の創出等の支援、中心市街地の活性化
等に関する事務を行っている。
このため、中小企業への支援に関して、国と地方に窓口が分かれており、ワンストップでの総合的な支援が実現していない。
しかし、地域経済の担い手である中小企業への支援は、地域の情報やネットワークを有し、日頃から地域の中小企業と連携が深い
都道府県が一元的に積極的に担うことにより、ワンストップで効果的・効率的に行える。
こうしたことから、新たな需要を創造する新商品・サービスを提供するための創業支援に関する事務・権限（中小企業の新たな事業
の創出等）を都道府県に移譲すべきである。
また、これに関連する下記の補助事業等についても移譲すべきである（都道府県に交付金として交付し、都道府県の判断で柔軟に
対象団体に交付できる自由度の高い制度とすること。）。
地域需要創造型等起業・創業促進事業（創業補助金）
小規模事業者活性化補助金

４【経済産業省】
［再掲］
４【経済産業省】
（22）産業競争力強化法（平25法98）（総務省と共管）
（ⅲ）創業等に要する経費に対する補助（地域需要創造型等起業・創業促進補助
金）については、国と都道府県の連携強化を図るため、都道府県の担当者が地
域審査会に参加できるようにするなどの措置を講ずる。
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求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 263 04_雇用・労働 都道府県 埼玉県 厚生労働省 A　権限移譲 厚生労働省設置法第4条第1項第
54号、第23条、第24条
職業安定法第5条第3号、第8条、
第17条、第18条　等

ハローワークの地方移管 ハローワーク特区の効果等について検証を行い、ハローワークに
関する事務・権限を国から地方自治体に移譲すること。
それまでの間においても、地方自治体が行う無料職業紹介の法
的位置づけを明確化するとともに、希望する地方自治体において
ハローワーク職員用端末と同内容の情報を活用して職業紹介を
行うことができる環境を整備すること。

【制度改正の経緯】
全国知事会が求めてきたハローワークの地方移管は実現していないが、アクション・プラン等に基づき、平成24年10月から、東西2
か所（埼玉県と佐賀県）で試行的にハローワーク特区が実施されている。
平成25年12月20日に閣議決定された「事務・権限の移譲等に関する見直し方針について」では、①ハローワーク求人情報の地方
自治体へのオンライン提供を積極的に進めること、②国と地方の一体的実施やハローワーク特区などの取組を通じ、地方と一体と
なった雇用対策を推進すること、③これらの取組の成果と課題を検証し、その結果等を踏まえ、ハローワークの事務・権限の移譲等
について引き続き検討・調整を進めることなどの方針が示されている。
【制度改正の必要性】
求職者が必要としている支援を提供するには、職業紹介に加え、求職中の生活・住宅相談やキャリアカウンセリング等のサービスを
一体的に実施する必要があり、二重行政を解消して国と地方を通じた簡素で効率的な行政体制とするためにも、総合行政である地
方自治体にハローワークの事務・権限を移管することが必要である。
また、国から地方自治体に提供される情報は、求人情報など国が把握している情報の一部であり、求職者情報や相談記録、事業
主指導記録等は提供の対象となっていない。このため現状では地方自治体においてハローワークと同等の条件で職業紹介サービ
スを行える環境になっていない。
地方自治体が職業紹介をより効果的に行えるように、ハローワーク職員用端末と同様の情報を活用できるようにすることが必要であ
る。

［再掲］
４【厚生労働省】
（１）職業安定法（昭22法141）及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派
遣労働者の保護等に関する法律（昭60法88）
公共職業安定所（ハローワーク）が行う無料職業紹介事業、地方公共団体が行う
無料職業紹介事業の指導監督並びに国以外の者が行う職業紹介、労働者の募
集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の指導監督については、以下の方向
性により見直す。
（ⅰ）国と地方公共団体が同一施設内で国の無料職業紹介事業と地方公共団体
の業務を一体的に実施する取組（一体的実施）、「ハローワーク特区」の取組、ハ
ローワークの求人情報を地方公共団体にオンラインで提供する取組など、ハロー
ワークと地方公共団体との一層の連携強化の取組を通じ、地方公共団体と一体と
なった雇用対策をこれまで以上に推進する。
（ⅱ）以上の取組の成果と課題を検証し、その結果等を踏まえ、これらの事務・権
限の移譲等について、引き続き検討・調整を進める。その際には、ＩＬＯ第88号条
約との整合性、都道府県を越えた職業紹介の適切な実施、雇用対策における機
動性の担保、保険者の変更等雇用保険財政の根本に関わる議論等に留意す
る。
（ⅲ）地方公共団体が行う無料職業紹介事業について、民間とは明確に異なる公
的性格を持つものであり、国に準ずるものとして法律上位置付けるなどの措置を
講ずる。
（ⅳ）ハローワークの求職情報を地方公共団体に提供する取組を、平成27年度か
ら開始する。

H26 264 04_雇用・労働 都道府県 埼玉県 厚生労働省 対象外 障害者雇用促進法　第38条、第43
条、第46条、第47条、第82条　等

障害者雇用の実態に関する
情報の開示

ハローワークが各種法令に基づき事業主に対して行う指導権限
の移譲については「ハローワークの地方移管」の中で包括的に求
めているところであるが、移譲が実現するまでの間においても障
害者雇用に関する事業主への調査結果等について地方自治体
への情報開示を進めること。

【制度改正の必要性等】
民間企業の障害者雇用率は本社所在地別の集計となっており、障害者雇用の実態を的確に反映したものになっていない。
（本県では県外に本社がある事業所が多く、障害者雇用率が実態より低く出る傾向がある。）
本県は効果的な障害者雇用施策を推進するには事業所所在地別の障害者雇用率を調査・公表すべきであることをかねてから主張
しているが、実現していない。
効果的な障害者雇用促進施策を推進するためにも、県内事業所における障害者雇用の実態把握は不可欠である。
このため、国が行っている障害者雇用の実態調査結果データなど、地方自治体が必要とする情報の開示を積極的に進めること。

H26 265 10_運輸・交通 都道府県 埼玉県 国土交通省 A　権限移譲 道路運送法第4条、第5条、第9条
第1、3、4、5項、第11条第1、3項、
第15条第1、3、4項、第15条の2第
1、2、3、5項、第15条の3第1、2、3
項、第19条、第19条の2、第19条の
3、第21条第2項、第22条の2第1、
2、3、4、5、7項、第27条第2項、第
30条第4項、第31条、第35条、第36
条第1、2項、第37条、第38条第1、2
項、第84条、第89条
地域公共交通確保維持改善事業
費補助金交付要綱第2編第１章に
係る補助金

旅客自動車運送事業（バス
事業）の許認可等の地方運
輸局から都道府県への移譲
地域公共交通確保維持改善
事業費補助金（バス路線維
持等に限る）による助成事務
の地方運輸局から都道府県
への移譲

県内で路線が完結する旅客自動車運送事業の許認可（バス事
業）及び当該自動車運送業に関する助成事務を移譲すること

＜許認可権限について＞
【制度改正の必要性等】道路運送法第４、５条等の路線バスの事業経営（路線・営業区域・営業所位置等に関する事業計画）、運賃
等に関する許認可及び監査・行政処分権限は国が持っている。
国が持つ許認可及び監査・行政処分権限について、県へ移譲することにより、地域公共交通の実情が把握しやすくなるとともに、地
域の実情に根差したよりきめ細かな施策の検討や展開が可能となり、県民への交通サービスの提供に資する。
なお、他都県をまたぐ路線に係る旅客自動車運送事業の許認可については、他都県との調整が必要であるため、引き続き国が広
域的な観点から事務をとることが適当と考えられる。
＜路線維持確保のための補助事業について＞
【制度改正の必要性等】バス路線の新設・廃止は、事業採算性を考慮して判断されることから、路線の採算性の確保が最大の課題
となっている。
このため、限界集落のような過疎地域におけるバス路線の新設・変更は、許認可の権限の所在の有無ではなく、実質的に行政によ
る支援の有無に大きく左右される。
現在、バス路線の維持確保に向けた補助事業を、国、県、市町村がそれぞれ行っているが、バス路線の休廃止に際しては、県が地
域協議会を開催し、国、市町村、事業者等と協議・調整を行っている。
そこで、補助事業を県に一元化することにより、許認可事務とも相まって地域公共交通の実情が把握しやすくなるとともに、地域の実
情に根差したよりきめ細かな施策の検討や展開が可能となり、県民への交通サービスの提供に資する。
したがって、地域事情等に精通した地方自治体が総合行政の観点から交通政策を展開することが効果的である。

［再掲］
４【国土交通省】
（７）地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平19法59）及び道路運送法
（昭26法183）
平成26年11月20日に施行された地域公共交通の活性化及び再生に関する法律
の一部を改正する法律（平26法41）により、地方公共団体が先頭に立って、まち
づくりと連携して、持続可能な公共交通ネットワークを実現するための新たな枠組
みが整備されたことを踏まえ、地域公共交通網形成計画等を作成する意欲のあ
る地方公共団体に対し、計画作成のノウハウや知識・データを提供し、個別に相
談に対応するなど、地域の取組の効果が十分発揮されるよう、環境整備を進め
る。

４ha超の農地転用許可の権限については農林水産大臣から地方
に移譲すること。
（ただし、優良農地の確保の観点から、国が関与する一定の権限
の留保は必要。）

【制度改正の必要性等】
農地法第４条、第５条による4ha超の農地転用は農林水産大臣許可となっているため、自治体が持つ他法令許可等との確認・調整
作業に多くの時間を要し、審査期間が長期化してる。
【制度改正の経緯】
平成２５年１２月２０日に閣議決定された「事務・権限の移譲等に関する見直し方針について」では、「農地転用に係る事務・権限に
ついては、地方の意見も踏まえつつ、農地法等の一部を改正する法律（Ｈ２１法５７）附則第１９条第４項に基づき、同法施行後５年
を目途として、地方分権の観点及び農地の確保の観点から、農地の確保のための施策の在り方等とともに、農地転用事務の実施主
体や国に関与等の在り方について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」とされている。
農林水産省は、「大規模な農地の転用許可については、農地がまとまって失われるだけでなく、集団的な優良農地において、周辺
農地の無秩序な開発を招くおそれがあることなど影響が大きく、国レベルの視点に立った判断を行うことが必要」との見解を示してい
る。
【懸念への対応】
本県では、2ha超4ha以下の転用許可権限が移譲された平成10年11月から平成25年末までの間に、大臣許可案件の調整を24件処
理しており、地方が権限の移譲を受けても、法を適正に運用し、事務処理を行う十分な能力を備えている。
ただし、優良農地の確保の重要性を考慮すると、国レベルの視点からの考察も必要と思われるため、地方自治法第245条の5に規
定する是正の要求の対象に2ha超の案件も含まれるよう農地法第59条を改正するなど、国が関与する権限を留保すること。

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国と地方の役
割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕組みの充実を図るととも
に、農地転用に係る事務・権限について、地方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条の２第１項）
を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の設定基準案に加え、国の
目標面積案について、都道府県知事の意見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及び都道府県の
目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定
するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と協議する場（協議の場）を
設けることとする。協議の場の議事等については、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案及び都道府県
の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違がある場合には、その要因
分析等を行い、施策効果の見込み方等について協議する。これらの過程を通じ
て、国と地方が十分な議論を行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び
都道府県の目標面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日地方六団体）
において提案されている「農地の総量確保の目標管理」の仕組みに係る実効性を
検証することとし、今後の制度設計の議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置については、別紙を
基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法附則２項）につ
いては、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農林水産大臣
との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指定市町村にあっては、当
該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確保する目標
を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣が指定する市町村（指
定市町村）の長については、都道府県知事と同様の権限を有するものとして、農
地転用に係る事務・権限を移譲する。あわせて、農用地区域内における開発許
可（農振法15条の２）に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項及び５条３
項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せて検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏まえ、必要に
応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るとともに、農地転用許可等に係
る事例集を作成するなど地方公共団体における農地転用許可制度等の適正な
運用の確保に資するよう必要な支援を行うものとする。

H26 262 02_農業・農地 都道府県 埼玉県 農林水産省 A　権限移譲 農地法第４条、第５条 農地転用許可の移譲
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H26 266 06_環境・衛生 都道府県 埼玉県 環境省 A　権限移譲 浄化槽法第５条第１項、第２項、第
４項、第７条第２項、第７条の２第１
項、第２項、第３項、第10条の２、第
11条第２項、第11条の２、第12条第
１項、第2項、第12条の２第１項、第
２項、第３項、第53条第１項、第２項

浄化槽法に基づく設置届出
等の受理、保守点検等の指
導権限の市への移譲

現在は浄化槽法上、県の権限となっているが、浄化槽は一般家
庭が設置しているものがほとんどであり、きめ細かい対応が可能
になるように市へ権限を移譲すること

【現状】浄化槽法第５条に基づく浄化槽設置届出の受理や第１２条等に基づく保守点検等の指導権限等については、法律上、県の
権限となっているが、本県では特例条例を活用した市町村への移譲が進んでいる。届出については６１市町村のうち５６市町村（３５
市２０町１村）、指導権限については６１市町村のうち２４市町（１６市８町）に移譲済みである。
【制度改正の必要性等】実態として第５条の設置届出や第１１条の２等による廃止届出・管理者の変更届出が提出されないことが少
なくなく、浄化槽管理者を管理する台帳の精度が低くなっている。そのため、浄化槽管理者に実施が義務付けられている法定検査
等（７条、１１条）の受検指導を効果的に行うことができない。
法定検査（１１条）については、その実施率の低さが問題となっているが、県レベルでは細かい指導が困難であるのが実情であり、住
民により密着している市が指導を行う方が効果的である。
届出等の提出先が、住民に身近な市となれば、下水道接続や転居等の手続と合わせて提出させるなど、よりきめ細かな対応が可能
である。
また、類似の例として水道法に基づく簡易専用水道の清掃、法定検査等の指導権限がH25.4.1に市へ法令移譲されている。
特例条例で移譲を受けている市町村において、事務処理に当たって特に支障は生じていない。
こうしたことから、都道府県と市町村の法律上の役割分担を実情に合わせて見直すべきである。
（なお、設置届出等の受理は県内のほとんどの市町村に移譲済みであるが、保守点検等の指導については４０市の半数程度にとど
まっているので、移譲対象を市とするものである。）

H26 267 06_環境・衛生 都道府県 埼玉県 環境省 A　権限移譲 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に
関する法律第9条第1項、第4項、第
5項、第7項、第8項、第9項、第11
項、第13項、第10条第1項、2項、第
75条第1項、3項

有害鳥獣の捕獲許可等の市
町村への移譲

有害鳥獣の捕獲等の許可、許可証及び従事者証の交付、違反
者に対する措置命令、許可の取消を行うことは地域に密着した事
務であるので、市町村に移譲すること

【制度改正の必要性等】
鳥獣保護法第９条に基づく有害鳥獣の捕獲等の許可、許可証及び従事者証の交付や第１０条に基づく措置命令や許可の取消に
ついては、法律上、県の権限となっているが、本県では特例条例で全市町村に移譲済みである。
地域の実情に詳しい市町村が処理することで迅速に対応でき、農作物被害等、鳥獣被害に関する住民からの相談に応じ速やかに
調査を実施している。また、市町村と地元狩猟者との連携により、円滑に有害鳥獣捕獲が実施されている。
特例条例で移譲を受けている市町村において、事務処理に当たって特に支障は生じていない。
こうしたことから、都道府県と市町村の法律上の役割分担を実情に合わせて見直すべきである。

H26 268 06_環境・衛生 都道府県 埼玉県 環境省 A　権限移譲 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に
関する法律第19条第1項、第3項、
第5項、第6項、第20条第3項、第21
条第1項、第22条第1項

鳥獣飼養の登録の市町村へ
の移譲

鳥獣の飼養の登録、登録票の交付は地域に密着した事務であ
り、市町村に移譲すること

【制度改正の必要性等】
鳥獣保護法第１９条に基づく鳥獣の飼養の許可、登録証の交付については、法律上、県の権限となっているが、本県では特例条例
で全市町村に移譲済みである。
地域の実情に詳しい市町村が処理することで迅速に対応でき、住民からの問い合わせや通報に対して速やかに対応している。
特例条例で移譲を受けている市町村において、事務処理に当たって特に支障は生じていない。
こうしたことから、都道府県と市町村の法律上の役割分担を実情に合わせて見直すべきである。

H26 269 06_環境・衛生 都道府県 埼玉県 環境省 A　権限移譲 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に
関する法律第24条第1項、第3項、
第4項、第5項、第6項、第8項、第9
項、第10項、第75条第1項、第3項

販売禁止鳥獣の販売許可等
の市町村への移譲

販売禁止鳥獣等（ヤマドリ及びその卵とこれらを加工した食料品）
の販売許可、許可証の交付、違反者に対する措置命令、許可取
消は、市町村に移譲すること

【制度改正の必要性等】
鳥獣保護法第２４条に基づく販売禁止鳥獣等の販売許可、許可証の交付、措置命令や許可取り消しについては、法律上、県の権
限となっているが、本県では特例条例で県内市町村にほぼ移譲済みである。
地域の実情に詳しい市町村が処理することで迅速に対応でき、住民からの問い合わせや通報に対して速やかに対応している。
特例条例で移譲を受けている市町において、事務処理に当たって特に支障は生じていない。
こうしたことから、都道府県と市町村の法律上の役割分担を実情に合わせて見直すべきである。

H26 270 03_医療・福祉 都道府県 埼玉県 厚生労働省 A　権限移譲 児童福祉法第59条第1,3,4,5,6,7
項、第59条の2第1,2項、第59条の2
の5第1,2項

認可外保育施設の届出受理
等の市町村への移譲

認可外保育施設の設置届出の受理、立入検査、報告徴収、改善
勧告等は、市町村に移譲すること

【制度改正の必要性等】児童福祉法第５９条の２に基づく認可外保育施設の設置届出の受理や第５９条等に基づく立入検査、改善
勧告等については、法律上、県の権限となっているが、本県では特例条例により保育行政の主体である市町村に移譲が進み、全
市町村に移譲済みである。
地域の実情に詳しい市町村が処理することで、保護者へ施設の情報を詳しく提供できるなど、迅速で的確な対応ができている。
特例条例で移譲を受けている市町村において、事務処理に当たって特に支障は生じていない。
こうしたことから、都道府県と市町村の法律上の役割分担を実情に合わせて見直すべきである。

H26 272 09_土木・建築 都道府県 埼玉県 農林水産省、国土
交通省

対象外 土地改良法第９０条
水資源機構法第２６条
地方財政法第１７条の２第２項
高速自動車国道法施行令第１１条
第３項
道路法施行令第２３条第１項
交通安全施設等整備事業の推進
に関する法律施行令第２条第２項
電線共同溝の整備等に関する特別
措置法施行令第１１条第２項
地すべり等防止法施行令第１０条

直轄事業負担金制度の廃止 直轄事業負担金制度のうち維持管理費負担金については平成
23年度から全廃されたが、建設費負担金については廃止が実現
されていない。建設費負担金についても早期に廃止すること。

【制度改正の経緯】
直轄事業負担金制度については、全国知事会等が長年にわたり長年にわたり廃止を求めてきた。
直轄事業負担金制度のうち維持管理費負担金については平成23年度から全廃されたが、建設費負担金については廃止が実現さ
れていない。
平成２２年１月１４日　国土交通省の「直轄事業負担金制度等に関するワーキングチーム」が公表した制度廃止に向けた工程表（素
案）では、平成２５年度までに「直轄事業負担金制度の廃止とその後のあり方について結論を得る」とされた。
平成２４年１１月３０日「地域主権推進大綱」が閣議決定され、直轄事業負担金の廃止について、平成２５年度までに「直轄事業負担
金制度の廃止とその後のあり方について結論を得る」と明記されたが動きはない。
【制度改正の必要性等】
直轄事業負担金制度は、国の事業に対して地方が費用負担する不合理な制度であり、埼玉県の直轄事業負担金は272億円に達し
ており、大きな負担を強いられている（平成26年度当初予算額）。
道路法施行令第２３条第１項等による建設費に係る直轄事業負担金制度を早期に廃止すべきである。
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H26 273 03_医療・福祉 都道府県 埼玉県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

地域保健法施行令第４条 保健所長の医師資格要件の
緩和

保健所長以外の職員に医師を配置する場合は、保健所長の医
師資格要件を撤廃できることとすること。

【制度改正の経緯】
地方分権改革推進委員会の勧告を踏まえた義務付け・枠付けの第３次、第４次の見直しの検討においても、保健所長の医師資格
要件の撤廃が検討された。
地方からは、医師の確保が困難なこと、欠員を補うために２つの保健所長を兼務させている実情があることを支障として挙げ、地域
保健法施行令第４条第２項各号のいずれにも該当する医師でない職員を保健所長として配置することができる臨時的措置について
は、時限的な措置であり、資格要件が非常に厳しく、全国的な実績もほとんどなく、支障事例の根本的な解決にはならないと主張し
た。
厚労省は、保健所長は多岐にわたる専門分野について統括する立場として、医療、公衆衛生等に幅広い知見を有する必要があ
り、感染症対策などの緊急的な対応を要する際に、科学的かつ医学的見地から速やかに的確な判断と意思決定、医療機関をはじ
めとする関連施設との連携を図る必要があること等から、保健所長の要件を政令に委任している。その要件を条例に委任すると、保
健所長の専門性が十分に確保されず、地域保健の水準が低下する恐れがあり、結果的に国民全体の不利益につながることから、
条例への委任は困難とした。
【支障事例等】
本県において、公衆衛生医師の確保が困難なため、一人の保健所長が２か所の保健所長を兼務することがあった事例が生じてい
る。
しかし、所長以外であっても保健所内に医師を配置すれば、医学的知見の確保は可能である。
そのため、地域保健法施行令第4条を従うべき基準から参酌基準に改め、保健所において保健所長以外の職員に医師を配置する
場合には保健所長の医師資格要件について撤廃できるようにするべきである。

H26 274 03_医療・福祉 都道府県 埼玉県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

児童福祉法第４５条第２項第２号、
附則第４条
児童福祉施設の設備及び運営に
関する基準
（昭和２３年１２月２９日厚生省令第
６３号）
地域の自主性及び自立性を高める
ための改革の推進を図るための関
係法律の整備に関する法律附則第
４条の基準を定める省令（平成２３
年厚生労働省令第１１２号）

保育所に配置する職員数や
居室面積に係る義務付け・
枠付けの見直し

保育所における居室等の面積、保育士の配置について、従うべ
き基準から標準あるいは参酌基準に変更し、地域の実情に応じ
て基準を設定できるようにすること。

【制度改正の必要性等】住民に身近な行政サービスである保育所の設置運営基準については、地域ごとの事情は千差万別である
ことから、全国一律の規制を行うのではなく、地方自治体の裁量の余地を広げ、地域の実情に応じた基準を設定できるようにするこ
とが必要である。
（待機児童が多く、地価が高く市街地が過密した都市部と、待機児童が少なく、地価も比較的安価で土地利用にゆとりのある地域と
を一律に同じ基準で縛ることは不合理である。）
そのため、児童福祉法第45条第2項第2号等により従うべき基準とされている保育所における居室等の面積、保育士の配置につい
て、標準あるいは参酌基準に変更し、地域の実情に応じて基準を設定できるようにすべきある。
【制度改正の経緯】第１次一括法に基づき、平成２４年４月から児童福祉施設・サービスの人員・設備・運営基準等は都道府県等の
条例に委任され、人員・居室面積等の厚生労働省令で定める基準は従うべき基準、その他は参酌すべき基準とされた。
ただし、保育所の居室面積基準について、地価が高く、待機児童が１００人以上いる地域において厚生労働大臣が指定する地域に
あっては、政令で定める日までの間は、「標準」とする特例措置が創設された。
（平成23年9月に34都市が指定され、その後の追加等で現在は40都市（埼玉県内は3市））
埼玉県においては、平成24年12月議会で埼玉県児童福祉法施行条例を制定し、第1次一括法附則第4条の規定により厚生労働大
臣が指定した地域は平成27年3月31日までの間、満1歳以上満2歳未満の幼児に限り、1人当たり居室面積を2.5㎡まで緩和可能と
した。

６【厚生労働省】
（１）児童福祉法（昭22法164）
（ⅱ）児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭23厚生省令63）のうち、保
育所に係る基準については、次のとおりとする。
・居室面積（同基準32条）については、三大都市圏の一部に限り、待機児童解消
までの一時的措置として、平成27年3月31日までの間、居室の面積に関する基準
に係る規定を「標準」としている措置を、平成32年3月31日まで延長する。
・朝、夕の時間帯であって、保育する児童が１人である場合等における保育士の
数が２人を下回ってはならないという取扱い（同基準33条２項）について、地方の
実情を踏まえて、引き続き検討を進める。
上記（ⅰ）（ⅱ）に加え、平成27年４月からの子ども・子育て支援新制度の着実な施
行を図るとともに、「待機児童解消加速化プラン」及び「保育士確保プラン」に基づ
き、地方公共団体と連携して、保育士確保対策（潜在保育士の復帰支援を含
む。）に強力に取り組む。

H26 275 03_医療・福祉 都道府県 埼玉県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

医療法第３０条の４第２・５・８項、医
療法施行令第５条の４、医療法施
行規則第３０条の３０・３２の２・別表
第６、「医療法第３０条の４第２項第
１２号に規定する療養病床及び一
般病床に係る基準病床の算定に使
用する数値等」
厚生労働省医政局長通知「医療計
画について」

基準病床数の算定基準等の
緩和

基準病床数の算定において、将来推計人口値を使用できるよう、
厚生労働省医政局長通知の人口の定義を改めること。
基準病床数の算定に使用する退院率及び平均在院日数の地方
ブロック別の係数について、過去の実績に基づく設定を見直し、
全国一律とするなど地域間格差を是正すること。
基準病床数制度について、一定の要件等を設定した上で、地域
の実情に応じて知事が独自に基準病床数の加算などを行えるよ
う、医療法等の規定を改正すること。また、特例病床制度につい
ては、厚生労働大臣への協議を廃止すること。

【改正の必要性】①現在の基準病床数の算定方法には問題があり、医療計画期間の５年間の医療ニーズに見合った病床数を算定
できない。
本県は急速な高齢化の進展により、年齢階級別人口の構成が大きく変化し、医療ニーズの急増が見込まれている（平成30年：患者
数58,000人）。しかし、基準病床数の算定に使用する性別・年齢階級別人口は、最近（＝過去）値を使用することとなっている。この
ため、医療計画期間中に改定しない限り、計画の終期（平成２９年度末）までに必要な基準病床数の算定ができない状況である（現
在の基準病床数：46,451床）。
そのため、基準病床数の算定に使用する性別・年齢階級別人口を最近（＝過去）値ではなく、将来推計人口値を使用できるように
運用を改めるべきである。
【改正の必要性】②基準病床数の算定に使用する数値の一部（退院率や平均在院日数）は、全国一律の値ではなく地方ブロックご
とに定められている。このことは、病床規制以前（昭和６０年）の病床が影響し続け、対人口比の地域間格差が解消されない要因の
一つになっている。
そのため、基準病床数の算定に使用する退院率などの地方ブロック別の係数について、過去の実績に基づく設定を見直すべきで
ある。
【改正の必要性】③行政が積極的に関与して不足する医療機能の誘導を図ろうとしても病床過剰地域では、厚労大臣の同意を要す
るなど主体的かつ迅速な対応を行うことができない。
そのため、基準病床数制度については、一定の要件等を設定した上で、地域の実情に応じて知事が独自に基準病床数の加算など
を行えるようにすること。また、特例病床制度については、厚労大臣への協議を廃止すべきである。

［再掲］
６【厚生労働省】
（３）医療法（昭23法205）
（ⅰ）医療計画に定める基準病床数制度（30条の４第２項12号）については、都道
府県における地域医療構想の策定・運用状況を共有しつつ、今後の医療需要の
増大や地域ごとに異なる実情を踏まえた医療提供体制の在り方について検討を
進める。

H26 276 03_医療・福祉 都道府県 埼玉県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

指定地域密着型サービスの事業の
人員、設備及び運営に関する基準
第３条の４第１項
指定居宅サービスに要する費用の
額の算定に関する基準別表指定居
宅サービス介護給付費単位数表３
訪問看護費ハ

高齢者に対する定期巡回・
随時対応サービスにおける
人員基準の緩和

看護職員に係る人員基準について、利用者数に応じた段階制に
するなど緩和すること。この場合、サービスの質を確保するため、
基準を下回ったときの減算措置等を講じること。

【制度改正の必要性等】
高齢者が住み慣れた家庭や地域で安心して暮らし続けていくためには、医療や介護、生活支援などのサービスを切れ目なく提供し
ていく体制を整備していく必要がある。
定期巡回・随時対応サービスは、地域包括ケアシステムを構築する上で中核を担うサービスであり、本県では、このサービスがすべ
ての市町村で提供されるよう普及促進に努めている。
定期巡回・随時対応サービスは、二つの形態（一体型事業所、連携型事業所）で提供されているサービスであり、現在、１８事業者
が２５市町でサービスを提供しているが、普及率はまだ４割と低い。
その要因として、一体型事業所は、訪問看護の利用がなくても人材確保が困難な看護職員を常勤換算２.５以上配置しなければなら
ず、これが収益を圧迫することから参入をためらうということが挙げられる。
また、連携型で事業を実施しようとする事業所は、連携先となる指定訪問看護事業所が受け取る介護報酬額が低いために連携先
の確保が困難となっており、参入できないということが挙げられる。
【懸念の対応策等】
普及を促進するためには、一体型事業所の看護職員に係る人員基準について、基準を下回ったときの報酬減額を担保に利用者
数に応じた段階制とすること及び連携先となる既存の指定訪問看護事業所が受け取る介護報酬額を引き上げて連携型事業所が連
携先を確保しやすくすることが必要である。

H26 277 07_産業振興 都道府県 埼玉県 経済産業省、国土
交通省、総務省（消
防庁）

B　地方に対す
る規制緩和

高圧ガス保安法一般高圧ガス保安
規則（一般則）第7条の３

水素ステーションの設置に係
る高圧ガス保安法令等の見
直し

高圧ガス保安法関連法令、建築基準法関連法令、消防法関連
法令を改正し、水素ステーションの設置について規制改革実施
計画（平成25年6月14日閣議決定）（：次世代自動車の世界最速
普及）に基づき、速やかに規制を緩和すること。

【制度改正の必要性等】
水素ステーションの設置にあたっては、従来の規制の中では想定されていない事項があり、また、欧米に比べ、必要以上に厳しい
安全基準が定められている。
水素エネルギーの普及拡大を図る上で、2015年から市販される燃料電池車に安定的、かつ安価に水素を供給する必要があるが、
設置基準が厳しいことで、欧米に比べ、設置コストが５～６倍となっており、設置事業者に多くの負担となっている。このため、安全性
が確認された事項については、欧米並みのコストで水素ステーションが設置できるよう、規制を緩和する必要がある。国は平成２７年
中に全国で１００か所の設置を計画しているが、現時点では４０か所程度にとどまっている。
本県では、平成26年5月に有識者や自動車メーカー、水素供給企業等からなる「埼玉県水素エネルギー普及推進協議会」を設置し
た。協議会において、水素ステーションや燃料電池自動車に普及に関し、行政に対する要望や、規制改革実施計画に基づく規制
緩和を速やかに実施する必要がある旨の意見が出された。
高圧ガス保安法施行規則第７条の3等を改正し、水素ステーションの設置を促進すべきである。

６【経済産業省】
（２）高圧ガス保安法（昭26法204）
水素ステーションの設置に係る基準（一般高圧ガス保安規則（昭41通商産業省令
53）等）については、規制改革実施計画（平成25年６月14日閣議決定）等に基づ
き、平成27年に予定される水素ステーションの普及開始に向け、検討を行い、そ
の結果に基づいて必要な措置を講ずる。

６【総務省】
（４）消防法（昭23法186）
液化水素スタンドに係る消防法上の基準の整備については、規制改革実施計画
（平成25年６月14日閣議決定）に基づき、高圧ガス保安法（昭26法204）上の技術
基準が定められたことを踏まえて検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を
講ずる。

６【国土交通省】
（１）建築基準法（昭25法201）
（ⅴ）液化水素スタンドに係る建築基準法上の基準の整備については、規制改革
実施計画（平成25年６月14日閣議決定）に基づき、高圧ガス保安法（昭26法204）
上の技術基準が定められたことを踏まえて検討を行い、その結果に基づいて必要
な措置を講ずる。
［措置済み（建築基準法施行令の一部を改正する政令（平26令232）、圧縮ガス又
は液化ガスを燃料電池又は内燃機関の燃料として用いる自動車にこれらのガス
を充填するための設備の基準を定める件（平26国土交通省告示1203）］
また、第二種製造者に相当する小規模な圧縮水素スタンドに係る基準の整備に
ついては、規制改革実施計画に基づき、高圧ガス保安法上の技術基準が定めら
れた場合は、それを踏まえて建築基準法48条の規定に基づく許可に係る技術的
助言を行う。
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H26 278 01_土地利用（農
地除く）

都道府県 埼玉県 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

都市公園法施行規則第７条の２第
３項

都市公園の駐車場への太陽
光発電施設の設置基準緩和

都市公園法施行規則を改正し、太陽光発電施設の設置基準を
緩和すること。

【制度改正の必要性等】
本県では、再生可能エネルギーの普及にあたっては、有効な空間を利用して太陽光発電施設等を設置することを進めているところ
である。
都市公園には、広く、太陽光の遮蔽物が少ない大規模な駐車場を備えているものがあることから、その駐車場上部空間を活用する
ことにより、効果的な太陽光発電施設を設置できる可能性がある。
しかしながら、占用許可の対象となる太陽光発電施設については、都市公園法施行規則第七条の二において、「既設の建築物に
設置し、かつ、当該建築物の建築面積を増加させない」ものである旨が規定されていることから、駐車場上部空間を活用して太陽光
発電を設置することが困難な状態にある。
この規制が緩和されることにより未利用空間を活用した太陽光発電設備の設置場所として活用できる。
都市公園法施行規則第7条の2第3項を改正し、都市公園の駐車場上部空間を活用して太陽光発電施設を設置できるようにするこ
と。

６　【国土交通省】
（７）都市公園法（昭31法79）
（ⅱ）都市公園の公園施設である駐車場の上部空間を活用した占用物件としての
太陽電池発電施設の設置については、当該太陽電池発電施設が公園施設とし
ての屋根の機能を併せ持つ場合、「既設の建築物に設置し、かつ、当該建築物
の建築面積を増加させない」との基準（施行規則７条の２第３号）には抵触せず、
設置ができることを地方公共団体に通知する。

H26 279 01_土地利用（農
地除く）

都道府県 埼玉県 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

都市公園法施行令第５条 電気自動車用充電器の公園
施設としての位置付の付与

都市公園法施行令を改正し、電気自動車用充電器を公園施設と
して位置づけ、公園管理者による電気自動車用充電器の設置を
可能とすること。

【制度改正の必要性等】
都市公園等については電気自動車等用充電器の需要が大きく見込まれるところであるが、電気自動車等用充電器が都市公園法
上の公園施設として位置付けられていないため、公園管理者が公園施設として設置することができない。
将来、電気自動車の使用者となる住民の多くが既に都市公園を利用しており、都市公園は住民にとって身近な公共施設である。ま
た、急速充電時間には約３０分を要するが、都市公園にある広場や遊具、運動施設や教養施設などで、この時間を有効に過ごすこ
とができる施設が既に整備されている。このように、電気自動車等用充電器の需要が期待できる。
都市公園法施行令第5条を改正し、電気自動車等用充電器を都市公園法上の公園施設として位置付けること。

６　【国土交通省】
（７）都市公園法（昭31法79）
（ⅲ）公園施設である駐車場に設ける電気自動車用充電器については、公園管
理者が、当該施設が設けられる都市公園の効用を全うするものであると判断した
場合には、設置できることを地方公共団体に周知する。

H26 280 06_環境・衛生 都道府県 埼玉県 経済産業省（資源
エネルギー庁）

対象外 電気事業法施行規則附則第１７条 電気自動車用普通充電器の
設置に係る電気事業法の規
制緩和

電気自動車用普通充電器を設置する場合においても、急速充電
器と同様に、同一敷地内において複数の電気需給契約が可能と
なるように、電気事業法施行規則を改正すること。

【制度改正の必要性等】
施設への電気の需給については、原則、同一敷地内における複数の電気需給契約が認められていないものの、電気自動車用急
速充電器を設置する場合にあっては、特例需要場所とされ、別途電気需給を行うことが可能になった。しかしながら、普通充電器に
あっては、特例需要場所には含まれないことから、既存施設から電気需給を行うことが必要であり、設置場所が電源から遠い場合、
その設置に過大な負担が生じている。
本県においては平成26年3月31日時点、埼玉県次世代自動車インフラ整備ビンジョンに基づき、公共性を有する急速充電器182
基、普通充電器94基が申請されており、急速充電器のみならず普通充電器についても設置の需要がある。このため、規制を緩和す
ることにより、より一層の充電器の普及ひいては電気自動車等の普及が期待できる。
電気事業法施行規則附則第１７条を改正し、電気自動車用普通充電器を設置する場合においても、急速充電器と同様に、同一敷
地内において複数の電気需給契約が可能となるように、電気事業法施行規則を改正すること。

H26 281 11_その他 都道府県 埼玉県 総務省、財務省 対象外 地方財政法附則第３３条の９ 高金利地方債の繰上償還や
借換えの要件緩和

財政指標などを要件とせず、補償金免除繰上償還を実施するた
めの特例措置を講じること。

【制度改正の経緯】
公的資金による地方債を繰上償還するには、利子相当額を「補償金」として支払わなければならない制度となっている。
平成１９年度から２１年度までの臨時特例措置として、地方公共団体に対する公的資金の貸付金のうち、金利５％以上の地方債に
ついて補償金を免除した繰上償還が実施された。
平成２２年度から２４年度までは対象団体等の要件が緩和され措置が延長された。
平成２５年度は、東日本大震災の特定被災地方公共団体に対象団体を限り、補償金免除繰上償還が実施された。
【制度改正の必要性等】
本県においては、平成１９年度から２４年度までの特例措置により、６％以上の借入７４６億円について繰上償還を実施した。
しかし、財政指標などの要件により金利５％以上６％未満の借入については繰上償還が認められず、依然として１４１億円の残債（平
成２４年度決算ベース（普通会計債及び公営企業債の合計））がある。
地方公共団体に対する公的資金の貸付金のうち高金利地方債の金利負担が財政運営を圧迫しているため、地方財政法附則第３３
条の９の特例措置について、財政指標などを要件とせずに延長を行い、地方自治体の財政負担を軽減する必要がある。

H26 282 05_教育・文化 都道府県 埼玉県 文部科学省 対象外 高等学校等就学支援金の支給に
関する法律　第４条、第５条、第６
条、第１７条
高等学校等就学支援金の支給に
関する法律施行令第１条第２項
高等学校等就学支援金の支給に
関する法律施行規則第７条第２項、
第３項、第４項
高等学校等就学支援金交付金交
付要綱
高等学校等就学支援金事務処理
要領

高等学校等就学支援金制度
の手続の簡素化

高等学校就学支援金に係る所得の審査回数を縮小するととも
に、単位制高校生への就学支援金の額の算出方法を簡略化（月
額に割らず、1単位当たり単価のままで支給）することを求める。

【制度改正の経緯】
　景気雇用情勢が依然として厳しい中、所得が低い世帯の生徒の就学の機会を引き続き確保するなど、教育の機会均等を確保す
る観点から経済的負担を軽減する必要がある。平成２６年４月から公立高等学校においても、就学支援金制度が導入された。
【支障事例等】
　公立高等学校の定時制（単位制）及び通信制（単位制）では、授業料が高等学校等就学支援金の支給限度額を超過する場合が
多く生じており、それを生徒や都道府県が負担している。通信制高校など単位制高校については、就学支援金の額が１単位当たり
単価で定められており、月額で支給される。この結果、履修単位数によって生徒ごとに支給額が異なることになり、一人一人のデー
タ管理や集計作業が生じ、非常に事務が煩雑となっている。所得の基準年度が第１期と第２～４期で分かれており、制度が分かりづ
らい上、１年生は年２回の所得審査が必要であるなど、事務が煩雑となっている。また、生徒、保護者は申請に当たり、所得審査の
ための課税証明書等を添付する必要がある。
　このため、高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令第１条第２項並びに高等学校等就学支援金の支給に関する法律
施行規則第７条第２項、第３項及び第４項を改め、所得の審査回数を縮小するとともに、単位制高校生への就学支援金の額の算出
方法を、月額に割らず、1単位当たり単価とし簡略化すべきである。

H26 283 05_教育・文化 都道府県 埼玉県 文部科学省 対象外 高等学校等就学支援事業費補助
金（就学のための給付金）の国庫補
助基準及び事務処理等について
（通知）

奨学のための給付金制度に
係る証明書類の一部廃止

奨学のための給付金制度の申請に係る所得等証明書類につい
て、世帯区分に応じた証明書類のうち、23歳未満の扶養されてい
る兄・姉がいる高校生等の世帯について、申請者（保護者）の誓
約をもって健康保険証の写しの提出を廃止することを求める。

【制度改正の経緯】
　平成26年４月に低所得世帯生徒への対応について、高等学校等就学支援金制度に所得制限を導入することにより捻出する財源
を活用し、奨学のための給付金制度（国庫負担３分の１の国庫補助事業として、予算の範囲内で補助金を交付）が創設された。
【支障事例等】
　この給付制度は、補助対象を３つの世帯（①生活保護受給世帯（平成26年度875世帯見込み）、②保護者全員等の市町村民税
非課税世帯（同3,604世帯）、③保護者全員等の市町村民税非課税世帯（同2,187世帯）で、23歳未満の扶養されている兄・姉がい
る高校生等の世帯）に区分しており、その確認に必要な証明書類は多岐にわたり、それぞれの世帯で必要とする所得等証明書類も
異なっており、事務が煩雑である。
　特に上記③の世帯については、世帯全員の健康保険証の写し等を添付する必要があり、①②の世帯と提出書類が異なることか
ら、申請者の誤解を招きやすく、年齢も誤りがないか（本当に２３歳未満か）を全て確認する必要があり、審査に多大な時間がかか
る。
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求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 284 06_環境・衛生 都道府県 埼玉県 経済産業省、国土
交通省

対象外 住宅・ビルの革新的省エネ技術導
入促進事業費補助金（ネット・ゼロ・
エネルギー・ハウス支援事業）公募
要領
住宅のゼロ・エネルギー化推進事
業公募要領

既成市街地エコタウン化推
進のための関連補助事業の
補助要件緩和及び申請手続
の簡素化

既存住宅の省エネ化、再生可能エネルギーの一層の活用及び
蓄電池の普及を進めることを目的とする補助事業について、一般
住民及び中小企業等が主体となって取り組むことができるよう補
助要件及び申請手続を簡略化すること。

【制度改正の必要性等】
経済産業省及び国土交通省が所管する「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業」及び「住宅のゼロ・エネルギー化推進事業」
は、年間一次エネルギー消費量がネットで概ねゼロとなる新築及び既築の住宅への補助事業である。前者は建築主または所有者
に対して、後者は中小工務店を交付対象とした事業であるが、住宅の熱損失係数やエネルギー削減率を算出しなければならない
ため、一般住民や中小企業では申請が困難である。
また、年間一次エネルギー消費量がネットで概ねゼロになるまでには至らない省エネ改修等についても対象にするなど、一般住民
が取り組むことができるようにする必要がある。
既存住宅の省エネ化、再生可能エネルギーの一層の活用及び蓄電池の普及を進めるため、住宅・ビルの革新的省エネ技術導入
促進事業費補助金（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業）公募要領及び住宅のゼロ・エネルギー化推進事業公募要領を改
め、一般住民及び中小企業等が主体となって取り組むことができるよう補助要件及び申請手続を簡略化すること。

H26 285 06_環境・衛生 都道府県 埼玉県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

厚生労働省発健０４０１第１２号平成
２ ６ 年４ 月１ 日厚生労働事務次官
「水道水源開発等施設整備費国庫
補助金交付要綱」

水道水源開発等施設整備費
国庫補助金の採択基準の緩
和

水道水源開発等施設整備費国庫補助金交付要綱に基づく「特
定広域化施設整備費」の採択基準を緩和（「居住人口５０万人以
上」及び「給水量の増大」を削除）すること。
また、「水道広域化促進事業費」の採択基準を緩和（統合協定書
における「３年以内」を延長）すること。

【現状】
水道事業は水需要低迷のため給水収益が減少するなどの厳しい財政状況の中で、老朽化した施設更新や耐震化のための費用増
加、今後の職員の退職による技術力の低下等、様々な課題に直面している。
水道の広域化は、スケールメリットによる効率化や更新を控えた施設の統廃合等に有効な手法である。
本県では、平成23年3月「埼玉県水道整備基本構想」を改定し、埼玉県水道ビジョンと位置付け、将来（おおむね半世紀先）の”水
源から蛇口までの一元化した県内水道一本化”を見据え、広域化を段階的に取り組みつつ、水道事業の運営基盤強化を推進し、
県民に利用し続けていただく水道を目指すこととしている。
【制度改正の必要性等】
この広域化の推進に関して現行でも国庫補助があるものの、そのうち「特定広域化施設整備費」の対象には居住人口50万人以上や
給水量増大に伴う新設・増設が、「水道広域化促進事業費」の対象には統合後の水道事業が認可を受けている又は統合予定日が
3年以内の事業者間での協定書の締結等が条件とされている。
しかし、小規模な市町村の区域では人口や施設更新等に関する要件を満たすことが困難であり、採択要件を満たすことができな
い。
また、水道事業者間では方針、経営、施設整備状況に格差があり、事業統合を目指す段階的な広域化方策を実施するには3年間
では短く、困難が予想される。

H26 286 03_医療・福祉 都道府県 埼玉県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

「保育所の設置認可等について」の
取扱いについて（平成12年3月30日
児保第10号厚生省児童家庭局保
育課長通知）
不動産の貸与を受けて保育所を設
置する場合の要件緩和について
（平成16年5月24日厚生労働省雇
用均等・児童家庭・社会・援護局長
連名通知）
改正児童福祉法第35条第5項第1
号（平成27年4月1日施行予定）

認可外保育所から認可保育
所への移行に伴う経済的要
件の緩和

認可外保育施設からの移行に際しては、認可保育所への移行が
進むよう、過去３年間黒字経営であるなど適正に運営されている
ことが確認できる場合は、1,000万円の資金要件をなくすなど審
査要件である経済的基礎の条件を緩和すること。

【制度改正の必要性等】認可保育所の審査要件では、経済的基礎｛①土地・建物等について所有権を有すること（賃借の場合は原
則として賃借権を設定・登記し、社会福祉法人以外の場合は１年間の賃借料に相当する額と1,000万円の合計額の資金を有するこ
と）、②社会福祉法人以外の場合は年間事業費の1/12相当の資金を有すること｝を求めていること、保育所運営費から認可前に生
じた運転資金に係る借入金の返済ができないことといった制約がある。
これらの制約が、認可化移行の足かせになるおそれがあるほか、無理に資金があると見せかけて、認可を受けて、かえって認可後
の運営に支障を来す事態が生じかねない。
そのため、「保育所の設置認可等について」の取扱いについて等を改め、認可外保育施設からの移行に際しては、認可保育所への
移行が進むよう、過去３年間黒字経営であるなど適正に運営されていることが確認できる場合は、1,000万円の資金要件をなくすな
ど審査要件である経済的基礎の条件を緩和すべきである。
なお、平成27年4月1日施行予定の改正児童福祉法第35条第5項第1号において、保育所の認可申請に対する審査基準として経済
的基礎要件が明文化されている。

６【厚生労働省】
（１）児童福祉法（昭22法164）
（ⅰ）保育所の設置認可等に係る経済的基礎の要件（子ども・子育て支援法及び
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一
部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平24法67）に
よる改正後の35 条５項１号）については、当該認可の事務は自治事務であり、保
有する資産の額を保育所が安定的に運営可能と都道府県等が認めた額とするこ
と等について周知する。
〔措置済み（平成26年12月12日付け雇用均等・児童家庭局、社会・援護局通
知）〕

H26 287 09_土木・建築 都道府県 埼玉県 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

社会資本整備総合交付金　交付要
綱附属第２編 イ－１２－（７）

老朽化する都市公園の管理
に対応した長寿命化対象事
業の要件緩和

「公園施設長寿命化対策支援事業」について、面積（２ｈａ以上）
や総事業費（1,500万円以上）などの交付対象事業の要件の緩和
を図ること。

【現状】
高度成長期以降に整備された県内の多くの都市公園では、年々、施設の老朽化が進展している。
（本県内の都市公園は、平成25年3月31日現在で、4,892箇所が開設されている。）
このため、本県では、公園施設の劣化や損傷を適切に把握した上で、公園施設の維持保全、撤去・更新等に係る費用が最小とな
るよう「公園施設長寿命化計画」を策定し、「公園施設長寿命化対策支援事業」を活用しながら、公園施設の計画的な維持管理・更
新に取り組んでいる。
【制度改正の必要性等】
しかし、「公園施設長寿命化対策支援事業」は市町によって、面積要件などの交付対象事業の要件を満たさない施設があり、近隣
住民が日常的に使用している施設でありながら、計画的な維持管理・更新を行うことが困難な状況にあり、利用者の安全確保に懸念
がある。（そのため、市町からも本県に当該事業の要件を緩和できないか相談が寄せられているところである。）
そのため、社会資本整備総合交付金交付要綱を改め、「公園施設長寿命化対策支援事業」について、面積（２ｈａ以上）や総事業
費（1,500万円以上）などの交付対象事業の要件の緩和を図るべきである。

H26 288 05_教育・文化 都道府県 埼玉県 文部科学省 B　地方に対す
る規制緩和

学校施設環境改善交付金交付要
綱別表１（１）
26施施助第６号「平26年度学校施
設環境改善交付金の事業概要に
ついて（通知）」[１]３（１）

公立学校施設の老朽化対策
のための長寿命化改良事業
の補助要件の見直し

公立学校施設の老朽化対策のため、危険建物の改築と同様の
耐力度調査を要件としている長寿命化改良事業について、耐力
度調査を要件としないか、コンクリート圧縮強度試験など簡易調
査で代替可能とするなどの要件緩和を図ることを求める。

【現状】
本県の公立小中学校施設の約７割は昭和44年度から昭和59年度の児童生徒急増期に建設されており、今後はこれらの施設が更
新時期を一時的に集中して迎えることが予想される。全国的にも、建築後25年以上経過した公立小中学校施設が保有面積の約７
割を占めるなど、老朽化対策の推進は全国的な課題である。
【支障事例】
しかし、「平成26年度学校施設環境改善交付金の事業概要について（通知）」において、長寿命化改良事業については、危険建物
の改築と同様の耐力度調査を要件としていることから、本制度を活用した取組事例は全国的に少ない。一方、コンクリート圧縮強度
試験による調査は、簡易ではあるが建物の劣化状況の検証は可能であり、１棟(3,000㎡)当たり約300万円(1,000円/㎡)を要する耐
力度調査に比し、１棟当たり約20万円で済む。

６【文部科学省】
（７）学校施設環境改善交付金
（ⅰ）長寿命化改良事業の補助要件である耐力度調査については、地方公共団
体の負担を軽減するため、撤廃を含めて見直す。

H26 289 05_教育・文化 指定都市 京都市 文部科学省 B　地方に対す
る規制緩和

学校教育法第４条
学校教育法施行規則第３条～第１
９条

市立総合支援学校（特別支
援学校）の設置の際の都道
府県の認可の廃止

市立総合支援学校高等部の設置に関して都道府県の認可を廃
止し，都道府県への事前の届出制とする。
（参考）
指定都市立の高等学校等の設置に係る都道府県教育委員会の
認可については、第４次一括法により廃止済み

【支障事例】
学校の設置・管理は市が行うが，設置等（分校の設置，分校の本校化等を含む）に当たっては，京都府（都道府県）の認可が必要と
なっている。
直近の例として，京都市立白河総合支援学校東山分校（高等部のみ設置）の開校（平成２５年４月開校）に当たり，学校（分校）の設
置のための認可申請及び学科の新設のための認可申請を学校教育法施行規則第７条の規定に基づき，京都府に事前に（平成２４
年３月）提出及び許可を得る手続きを行っており，申請に当たっては，申請書類だけでなく，当該校舎の図面や関連規則の整備状
況など関連書類を事前に提出する等の必要があった。
上記の例のような事前の認可申請に係る事務上の負担やスケジュールの簡略化を図ることができ，スムーズな事業進捗・行政運営
につなげることができる。
また，教職員配置について，仮に認可の決定時期が遅延するなどの事態が生じた場合には，特別支援学校の教員配置，校種間異
動など総合的な人事異動を行う上で計画的に進捗できないなどの支障をもたらす可能性がある。
なお，指定都市の設置する高等学校の設置に係る手続については，平成２６年５月２８日に成立した第４次一括法において，都道
府県の「認可」から都道府県への「事前の届出」へと見直されている。

［再掲］
５【文部科学省】
（１）学校教育法（昭22法26）
指定都市の設置する特別支援学校の設置廃止等の認可（４条１項２号）について
は、事前届出とした上で指定都市に移譲する。



年
年度別
管理番

号
分野

提案団体の
属性

提案
団体

関係府省
提案
区分

根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 290 08_消防・防災・
安全

指定都市 京都市 内閣府 B　地方に対す
る規制緩和

災害救助法第４条
建築基準法第８５条
特定非常災害の被害者の権利利
益の保全等を図るための特別措置
に関する法律第８条

災害時の応急借上げ住宅に
係る入居に関する事務の簡
素化

応急借上げ住宅の供与期間の延長について，現在，１回につき
「１年以内」とされているものを，複数年とすることができるようにす
る。

【支障事例等】
応急借上げ住宅（いわゆる「みなし仮設」）は，被災者（入居者），市町村（受付窓口），都道府県（賃借人），不動産業者，賃貸人の
５者間で契約書等の多くの書類を往復する煩雑な手続となり，被災自治体の負担となる。
特定非常災害の場合は，２年を超えた場合でも，応急仮設住宅の延長が特別に認められているが，供与期間の延長は１回につき１
年以内とされているため，複数回の延長が必要となり，みなし仮設ではその度に契約更改が必要となる。
「応急借り上げ住宅（みなし仮設）」は民間の一般的なアパートなどを借り上げて使用するため，応急建設住宅とは異なり，既に建築
基準法を満たした建築物であることから，１年を超える期間の延長を一度に認めるとしても，安全上，防火上及び衛生上の問題は生
じないのではないかと考える。
みなし仮設の供与期間の延長に係る事務については，被災地はもとより，例えば，東日本大震災の被災者を市営住宅（みなし仮設
と位置付け）において受け入れている本市においても，毎年，供与期間の延長の可否決定等を行うなどの事務を行う必要がある。
【制度改正による効果】
入居期間の複数年決定などの事務の簡素化に配慮した制度の見直しを行うことで，被災者の住まいの確保に要する時間の短縮，
手続きの負担軽減につながるとともに，行政の事務負担も軽減される。
また，行政の事務負担の軽減により，他の災害対応業務に労力をまわすことができるため，復興に向けたスピードアップにつながる
と考えている。

H26 291 03_医療・福祉 指定都市 京都市 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

介護保険法第７０条，第７５条，第７
８条の２，第７８条の５，第１１５条の
２，第１１５条の５，第１１５条の１２及
び第１１５条の１５
老人福祉法第１４条，第１４条の２，
第１４条の３，第１５条，第１５条の２
及び第１６条

介護保険サービス事業者に
おける事業開始等の届出等
事務の負担軽減等

訪問介護等の介護保険法上の事業等は，老人福祉法上の事業
等にも該当するため，両法上の届出等をする必要があるが，一方
の届出等があった場合，他方も届出等があったこととする「みなし
規定」を設ける。

【支障事例】
訪問介護や通所介護などの介護保険法に基づく事業等は，老人福祉法に基づく老人居宅生活支援事業等に該当するものである
ことから，介護保険法上の届出等と別に老人福祉法上の届出を行う必要があり，一の事業者がそれぞれの法律に基づき２種類の届
出を行うなど，事業者への負担や届出事務の非効率が生じている。
事業者にとっては，介護保険法及び老人福祉法に基づき，同様の内容の申請等が別々に必要となることで，指定（開設）時や変更
時等に事務が繁雑になっており，同じ内容の申請等を提出することに対する負担感が強い。また，いずれか一方を提出することで
申請等が完了したと誤解が生じる場合もある。
【制度改正による効果】
重複して実施していた事務の効率化及び事業者の負担軽減を図ることができる。
また，従前から，現場の介護従事者は事務処理量が多いことで介護業務（利用者へのケア）が圧迫されていると言われているが，事
業者の負担軽減により介護のケアの質の向上も期待される。

６【厚生労働省】
（11）老人福祉法（昭38法133）及び介護保険法（平９法123）
介護保険サービスを提供するに当たって、老人福祉法上の老人居宅生活支援事
業の開始、変更の届出（老人福祉法14条及び14条の２）等と、介護保険法上の指
定居宅サービス事業所の指定、変更の申請（介護保険法70条及び75条）等のそ
れぞれの手続が必要であるが、申請書の一本化や重複する必要書類の省略等、
地域の実情に応じて手続を簡素化することは現行制度上問題ないことを、地方公
共団体に周知する。

H26 293 02_農業・農地 都道府県 三重県 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

農業協同組合法第72条の8第１項 農事組合法人の事業要件の
緩和

農事組合法人の農業経営の安定化に向け、農事組合法人の形
態のまま、他者が生産する農畜産物を使用した製造又は加工事
業を実施することができるよう事業範囲の緩和を図る。

【支障事例等】
農業協同組合法第72条の8第1項第2号により、農事組合法人の事業範囲は、自ら生産する農畜産物を原料又は材料とする製造又
は加工事業と規定されており、他者から仕入れた農畜産物や獣肉等を使用する農家レストラン等の６次産業については、農事組合
法人の形態のままでは実施することが難しい。
【制度改正の必要性等】
６次産業は農業経営の安定化と地域の活性化に寄与すると考えられ、農事組合法人の事業範囲を緩和し、６次産業に参入しやす
い環境を整える必要がある。
また、現在の制度では、株式会社への組織変更が想定されているが、議決権が出資割合に応じる株式会社よりも一組合員一票の
議決権である農事組合法人の方が６次産業を担う集落営農に馴染みやすいこと、農事組合法人の方が法人税負担が軽いこと、設
立手続きが容易であること等を踏まえると、農事組合法人における事業範囲の緩和が必要である。

６　【農林水産省】
（１）農業協同組合法（昭22法132）
農事組合法人は、自らが行う農業に関連する事業であって農畜産物を原料又は
材料として使用する製造又は加工の事業を行うことができるとされており、その範
囲内であれば、自ら生産する農畜産物だけでなく、他者から購入した農畜産物を
原料又は材料として使用する農家レストランも行うことができることを、都道府県に
通知する。

農地の確保に資する国・地方の施策を充実させる。
農地の総量確保の目標管理を行う。
農地転用許可制度・農用地区域設定制度の見直しを行う。

【農地の確保に資する国・地方の施策の充実】
実効性ある農地の総量確保の目標管理の仕組みを構築する。具体的には、国指針として「確保すべき農用地等の面積の目標」を
設定することとし、この設定に際し、農地確保の施策効果ごとの目標を設定する。従来、市町村は目標設定に関与することができな
かったが、これらの目標は、国、都道府県、市町村が十分議論を尽くした上で設定することとする。このため、単に国が地方の意見
を聴取するのではなく、国と地方が透明性を確保した中で、実質的な議論を行うための新たな枠組みを設けることとする。なお、「確
保すべき農用地等の面積の目標」については、国指針、都道府県方針、市町村計画に明記することとする。また、農地確保の施策
について確実に実行に移すため、国、都道府県、市町村それぞれのレベルで、「実行計画」を策定する。
【農地の総量確保の目標管理】
個々の農地転用許可等については、大臣許可・協議を廃止し、土地利用行政を総合的に担っていく観点から、市町村に移譲し、
国、都道府県の関与は不要とするべきである。また、市町村計画の策定のうち農用地区域の設定・変更についても、都道府県知事
の同意を不要とするべきである。
【農地転用許可制度・農用地区域設定制度の見直し】
上記の目標達成に向け、国は農地の確保に資する制度の枠組みづくりを行い、地方は、農地中間管理機構の活用をはじめ、担い
手への農地の集積・集約化や耕作放棄地対策などの具体の施策を推進する。

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国と地方の役
割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕組みの充実を図るととも
に、農地転用に係る事務・権限について、地方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条の２第１項）
を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の設定基準案に加え、国の
目標面積案について、都道府県知事の意見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及び都道府県の
目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定
するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と協議する場（協議の場）を
設けることとする。協議の場の議事等については、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案及び都道府県
の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違がある場合には、その要因
分析等を行い、施策効果の見込み方等について協議する。これらの過程を通じ
て、国と地方が十分な議論を行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び
都道府県の目標面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日地方六団体）
において提案されている「農地の総量確保の目標管理」の仕組みに係る実効性を
検証することとし、今後の制度設計の議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置については、別紙を
基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法附則２項）につ
いては、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農林水産大臣
との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指定市町村にあっては、当
該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確保する目標
を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣が指定する市町村（指
定市町村）の長については、都道府県知事と同様の権限を有するものとして、農
地転用に係る事務・権限を移譲する。あわせて、農用地区域内における開発許
可（農振法15条の２）に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項及び５条３
項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せて検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏まえ、必要に
応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るとともに、農地転用許可等に係
る事例集を作成するなど地方公共団体における農地転用許可制度等の適正な
運用の確保に資するよう必要な支援を行うものとする。

H26 292 02_農業・農地 都道府県 三重県 農林水産省 A　権限移譲 農振法第３条の２、第４条、第５条の
２、第５条の３、第８条
農地法第４条、第５条、附則第２項

農地制度のあり方について
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【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 294 09_土木・建築 都道府県 三重県 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

建築基準法第20条第1項第2号、第
25条

畜舎等の建築基準等の緩和 畜舎等に対しても建築基準法の規制が設けられており、それがコ
スト増加の要因となっていることから、建築基準等の緩和を図る。

【制度改正の必要性等】
建築基準法では、畜舎等に対しても、原則、住宅など一般の建築物と同様の規制が設けられており、木造で大規模な畜舎を建築
する場合、延べ面積が500㎡を超える場合には構造計算が必要であるほか、1,000㎡を超える場合には防火基準を遵守する必要が
あるなど、コスト増加の要因となっていることから、建築基準法の該当項目に畜舎に関する例外規定を設ける。
【支障事例等】
規模拡大のため1,000㎡を超える畜舎建設を行った事例では、いずれも木造ではなく、鉄骨造りで対応せざるを得なかった。

H26 296 07_産業振興 都道府県 三重県 内閣官房、内閣府 B　地方に対す
る規制緩和

総合特別区域法第8条第2項
総合特別区域法施行規則第8条第
1項

国際戦略総合特区にかかる
区域指定方法の運用見直し

国際戦略総合特区の区域指定は、地番に基づいて行われている
ので、市町の区域に基づく指定となるよう運用を見直す。

【支障事例等】
国際戦略総合特区において、区域拡大申請を行った後に、既指定区域の法人から、既指定区域の隣地へ建物を拡張（増設）する
計画の申し出があったが、隣地を追加申請するタイミングに間に合わず、結果として、この法人が投資促進税制を活用することがで
きない事例があった。国際戦略総合特区の区域指定は既存事業者の工場敷地を地番指定しているため、工場を指定地番以外へ
拡大する場合や、新たに同事業を手掛ける事業者が現れた場合は、円滑に特区制度を活用することができない。
【制度改正の必要性】
このため、区域指定の段階では市町区域の指定とするよう運用を見直し、事業計画認定申請の段階において区域を限定するなど
柔軟に対応できるようにすれば、産業クラスターの形成につながる。

６【内閣官房（２）】【内閣府（１）】
総合特別区域法（平23法81）（内閣官房、内閣府と共管）
（ⅰ）総合特別区域の市町村区域での指定について、地方公共団体から合理的
な理由をもって申請がある場合には、市町村区域での指定が可能であることを速
やかに地方公共団体へ通知するとともに、市町村区域での指定に関する相談に
関しては、事業の推進に支障のないよう積極的に対応する。

H26 297 11_その他 都道府県 三重県 経済産業省 B　地方に対す
る規制緩和

補助事業等により取得し又は効用
の増加した財産の処分等の取扱い
について（平成16年6月10日大臣官
房会計課通知）

研究開発支援制度に基づく
補助対象施設の柔軟な活用
を図るための経済産業省通
知の見直し

国の研究開発支援制度では、開発試作用施設を商用ベースに
転用した場合、補助金返還等の手続きを要するが、試作から商
用化までを短期で実施できるよう、たとえ償却期間内の補助対象
プラントであっても、返還等を行わず商用ベースに転用できるよ
う、補助金適正化法の運用を見直す。

【支障事例等】
補助対象となったプラント等は目的外の使用が限定的にしか認められていないため、例えば、試験研究用に導入した設備等の場
合、その試験研究が事業化につながる場合でも、事業化においてはその設備を使用することはできず、設備を十分に活用できない
状況が発生する。
【制度改正の必要性等】
このため、償却期間内の補助対象プラントであっても、補助金返還等を行わず商用ベースに転用できるように運用を見直し、企業の
事業活動に即した形で、補助金対象施設の柔軟な活用を図り、企業の競争力を強化すべきである。具体的には、平成16年6月10
日付け平成16･06･10会課第5号通知「補助事業等により取得し又は効用の増加した財産の処分等の取扱いについて」の「５．承認
申請等の特例」の（２）に開発試作用施設を本来の開発意図に沿った用途に転用する場合を追加し、補助金返還等が生じないよう
にするべき。

６【経済産業省】
（３）補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭30法179）
経済産業省の実施する国庫補助事業等により取得し又は効用の増加した財産の
転用については、中小企業者が研究開発を主たる目的とする補助事業等の成果
を活用して実施する事業に使用するために行う処分制限財産（設備に限る。）の
転用に当たる場合には、収益の国庫納付条件を付さないことができるとしているこ
とを、地方公共団体に通知する。

H26 298 11_その他 都道府県 福島県 内閣官房、総務省
（消防庁）

B　地方に対す
る規制緩和

武力攻撃事態等における国民の保
護のための措置に関する法律第34
条第５項及び第８項

国民保護計画の変更に係る
内閣総理大臣への協議の廃
止

都道府県が国民保護計画を作成、変更する際は、あらかじめ総
務大臣を経由して内閣総理大臣への協議が義務付けられている
が、この協議を廃止する。

【根拠条文】
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
第34条第５項　都道府県知事は、その国民の保護に関する計画を作成するときは、あらかじめ、総務大臣を経由して内閣総理大臣
に協議しなければならない。

【提案事項・支障事例】
各都道府県の国民保護計画を変更する際、現状では、総務大臣・内閣総理大臣への協議（年に１度の閣議決定）を経ることとされ
ており、その変更作業は内閣府から示されるスケジュールに沿って進めることとなっている。
年に一度の閣議決定に間に合わない変更内容は、計画に具備することができず、次の閣議決定まで変更することができないため、
適宜時期を捉えた変更が困難な場合がある。
このことから、県民の生命、身体及び財産を保護するための計画の変更を迅速に決定できるよう、協議を不要としていただきたい。
なお、同じく県民の生命、身体及び財産を保護する目的で策定している地域防災計画は、平成２３年度に第１次一括法により内閣
府総理大臣への協議が不要とされたことから、都道府県の国民保護計画も内閣府総理大臣等への協議を不要とし、速やかな策定・
変更を行うことができるようにしていただきたい。

６【内閣官房（１）】【総務省（９）】
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平16法112）
（内閣官房、総務省と共管）
都道府県知事が都道府県の国民の保護に関する計画を変更するときに行う内閣
総理大臣への協議（34条５項及び８項）については、年に複数回、協議の機会を
設けるなど、都道府県が当該計画を適時に見直すことができるよう対応する。

H26 299 06_環境・衛生 都道府県 福島県 厚生労働省 A　権限移譲 水道法第46条第1項、水道法施行
令第14条第１項及び第２項

都道府県による水道（用水
供給）事業の認可事務、立
入検査等に関する権限の拡
大

厚生労働大臣が行う計画給水人口5万人超の水道事業及び一
日最大給水量2万5千立方メートル超の水道用水供給事業の認
可事務、立入検査等について、その権限の全部又は一部を都道
府県知事に移譲する。

【現状と課題】
水道事業及び水道用水供給事業の認可と立入検査等の事務は、厚生労働大臣が行うこととされているが、そのうち、同法第46条に
より、給水人口が5万人以下の水道事業及び一日最大給水量が25,000㎥以下である水道用水供給事業は、都道府県知事が行うも
のとされている。
現在、当県内の水道事業は、給水人口や料金収入の減少、水道施設の更新需要の増大など厳しい経営環境の変化に直面してい
る。また、小規模な事業体が多く、技術的基盤が脆弱であり、安定的に水を供給し続けるための中長期的な経営を考慮した運営基
盤が十分に構築されていない現状にある。
【課題解決に係る施策の方向性】
これらの課題解決には、近隣水道事業者等との連携により運営基盤の強化を図ることが有効であるが、その具体化には、地方の中
核となる水道事業者等の存在が不可欠である。
厚生労働省が平成25年に発表した「新水道ビジョン」において、都道府県や中核となる水道事業者等には、地域全体の最適化の
観点から、連携体制への積極的な関与が期待されているところである。
【施策に係る支障】
しかしながら、都道府県は、地域の中核となる計画給水人口5万人超の水道事業及び一日最大給水量25,000㎥超の水道用水供給
事業の立入検査等の権限を有していないため、当該地域の関係水道事業体間の調整等に支障を来している状況にある。
【提案事項】
持続可能な地域水道の整備に都道府県が積極的に関与するためにも、都道府県知事に移譲している事業認可や立入検査等の権
限の範囲を拡大すべきである。

［再掲］
４【厚生労働省】
（７）水道法（昭32法177）
以下に掲げる事務・権限（厚生労働省の所管に係るものに限る。）については、広
域化等を推進する水道事業基盤強化計画（仮称）を策定した上で、業務の監視
体制を十分に整える都道府県であって、当該事務・権限の移譲を希望するものに
対し、都道府県内で水利調整が完結する水道事業等（都道府県が経営主体であ
るものを除く。）を対象に移譲する。
なお、都道府県内で水利調整が完結しない水道用水供給事業から受水する水道
事業については、当該水道用水供給事業との事業統合を行うことを上記計画に
盛り込んだ場合には移譲対象とする。
（以下一部抜粋）
・水道事業の認可（６条１項）
・水道用水供給事業の認可（26条）
・水道事業及び水道用水供給事業に係る報告の徴収及び立入検査（39条１項）
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H26 301 01_土地利用（農
地除く）

都道府県 福島県 農林水産省（林野
庁）

B　地方に対す
る規制緩和

森林法６条５項 都道府県が定める地域森林
計画に係る国への協議、同
意の廃止

「地域森林計画」の樹立等の際に、農林水産大臣への協議・同意
が義務付けられているが、国への協議、同意を廃止し、届出制へ
移行。

【根拠条文】
森林法第６条第５項 　都道府県知事は、地域森林計画をたて、又はこれを変更しようとするときは、前条第三項に規定する事項を
除き、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に協議しなければならない。この場合において、当該地域森林計画に定
める事項のうち、同条第二項第二号の森林の整備及び保全の目標、同項第三号の伐採立木材積、同項第四号の造林面積、同項
第四号の二の間伐立木材積並びに同項第七号の保安林の整備については、農林水産大臣の同意を得なければならない。

【提案事項・支障事例】
　「地域森林計画」の樹立及び変更の際に、農林水産大臣への協議・同意が義務付けられており、事前協議、本協議、同意までの
手続きに時間を要していることから、都道府県の自主的・主体的な取り組みが行えるよう、協議、同意を廃止し、届出としてほしい。
　事前協議における調整期間がおよそ２週間とされており、協議、同意にいたる事務手続きに時間を要している。

［再掲］
４　【農林水産省】
（４）森林法（昭26法249）
（ⅰ）都道府県知事の地域森林計画に係る農林水産大臣への同意を要しない協
議（６条５項）に関し、当該計画の内容のうち、委託を受けて行う森林の施業又は
経営の実施、森林施業の共同化その他森林施業の合理化に関する事項（５条２
項５号の２）に係る協議については、見直す方向で検討し、森林・林業基本計画
の変更（森林・林業基本法（昭39法161）11条７項）に合わせて結論を得る。

H26 302 09_土木・建築 都道府県 福島県 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

道路法第30条第1項及び第2項、道
路標識、区画線及び道路標識に関
する命令

道路法（道路の構造の技術
基準、道路標識の基準）の
条例委任

道路の構造の技術基準及び道路標識の基準について、条例を
制定したところであるが、条例委任については、県道及び市町村
道のみに適用されるものであり、県が管理する指定区間外の国道
については適用されないこととなっている。道路管理者の一体的
な管理の観点から県が管理する国道についても適用できるように
すべきである。

【現状と支障事例】
・道路管理者が、道路構造と標識設置に係る基準について、国道と県道の管理に２つの基準を使用している現状にあり、業務の煩
雑化を招くとともに、地域の実情に応じた道路整備及び管理の支障となっている。
・具体的には、指定区間外国道において、整備済み区間と新たに整備する区間で幅員が異なってしまう事例が生じ、地域の実情に
応じた車道（路肩）及び歩道に係る幅員設定ができない。また、管理する指定区間外国道の道路標識においても、県道の様に地域
の実情に応じた文字設定ができないこととなっている。

【課題解決のための施策等】
・国道の構造の技術基準を県が管理する指定区間外国道についても委任を求める。
・法令の規定としては道路構造基準第３０条１項で国道と表記されていること及び２項に指定区間外国道に関する表記がないことが
支障となっている。このため、道路法第３０条第１項の「国道」を「直轄国道」とし、第２項の「都道府県道及び市町村道」に「指定区間
外国道」を追記していただきたい。
・委任された場合の構造の技術基準については県が定めた条例の内容と同様としたい。（参考資料として「資料１」を添付。）
なお、道路標識については、設計速度に応じて設定されている文字の大きさについて、県条例によって、１．０～１．５倍の範囲内で
自由に設定できることとした。（参考資料として「資料２」を添付。）

【その他】
同一構造規格の場合に交差部分で、直轄国道と指定区間外国道の構造が異なることが懸念されるが、現時点では、このような事例
がないため対応策は検討していない。

H26 303 10_運輸・交通 都道府県 福島県 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

港湾法第２条第６項 港湾施設に係る国土交通大
臣の認定の一部廃止

港湾法第２条第６項に規定されている国土交通大臣の認定につ
いて、条件を満たしている場合は不要とする。

【提案事項・支障事例】
従来港湾区域であった水域が公有水面の埋立てにより土地となり、しかも臨港地区が設定されていない場合には、その区域内の施
設はそのままでは港湾施設ではないとされており、供用を開始するためには、国の機関が直轄工事で建設した施設等であっても、
当該施設を臨港地区に指定するか、港湾管理者（県）から国土交通大臣に港湾施設に認定するよう申請する必要がある。
臨港地区への指定については、埋立てた（土地となった）後、原則として地方港湾審議会に諮問し、都市計画区域内であれば都市
計画法に基づく臨港地区の指定手続きが必要となり、加えて埋立竣功後面積と字界が決定しないと指定できないため、完成から臨
港地区への指定（供用開始）まで多大な時間を要する。よって、埋立て前に事前の協議を進めることができる国土交通大臣への港
湾施設に係る認定申請をした方が、迅速な供用開始ができる。
このため、国土交通大臣の認定が必要とされているもののうち、国の機関による直轄工事や国の機関がその必要性を認め都道府県
が補助事業等で建設した施設については、既に港湾施設としての条件が認められたものとして、あらためての協議を不要としていた
だきたい。
協議が不要となれば、認定申請のために必要とされる埋立竣功書類に係る事務作業が軽減されるとともに、事前協議から認定まで
に少なくとも６ヶ月程度時間を要しているところ、この分の期間が短縮されることとなる。

H26 300 02_農業・農地 都道府県 福島県 農林水産省 A　権限移譲 農地法第4条第1項、第5条第1項 農地転用等に関する知事・
農林水産大臣の許可権限の
市町村への移譲

農地転用等に関する知事・農林水産大臣の許可権限を法律によ
り市町村に移譲する。

【提案事項】
農地の転用は、住民に身近な市町村が権限を持ち、迅速かつ簡素に許可事務を行うことが必要であり、農地転用等に関する許可
権限を法律により市町村に移譲するべきである。
このことにより、住民にとっては、申請から許可までの時間の短縮、地域の実情をよく知る市町村農業委員会で事務処理が行われ
説明等が簡略化されるとともに、行政にとっては、市町村（農業委員会）の主体的な意思決定や地域の特色を生かした事務執行が
可能となるため、まちづくりの主体である市町村による総合的な行政が展開されることとなる。

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国と地方の役
割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕組みの充実を図るととも
に、農地転用に係る事務・権限について、地方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条の２第１項）
を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の設定基準案に加え、国の
目標面積案について、都道府県知事の意見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及び都道府県の
目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定
するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と協議する場（協議の場）を
設けることとする。協議の場の議事等については、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案及び都道府県
の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違がある場合には、その要因
分析等を行い、施策効果の見込み方等について協議する。これらの過程を通じ
て、国と地方が十分な議論を行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び
都道府県の目標面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日地方六団体）
において提案されている「農地の総量確保の目標管理」の仕組みに係る実効性を
検証することとし、今後の制度設計の議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置については、別紙を
基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法附則２項）につ
いては、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農林水産大臣
との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指定市町村にあっては、当
該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確保する目標
を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣が指定する市町村（指
定市町村）の長については、都道府県知事と同様の権限を有するものとして、農
地転用に係る事務・権限を移譲する。あわせて、農用地区域内における開発許
可（農振法15条の２）に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項及び５条３
項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せて検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏まえ、必要に
応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るとともに、農地転用許可等に係
る事例集を作成するなど地方公共団体における農地転用許可制度等の適正な
運用の確保に資するよう必要な支援を行うものとする。
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根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 304 03_医療・福祉 都道府県 福島県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

地域保健法第10条
地域保健法施行令第４条

保健所長の医師資格要件の
緩和

保健所長の医師資格要件について、条例委任（参酌基準化）す
る。

【現状と課題】
保健所長の医師資格要件については、保健所に医師が配置されている場合に限り、医師と同等以上の専門性を有すると認められ
る場合等一定要件を満たす職員であれば医師以外の者であっても保健所長に充てることができるよう要件緩和されているものの、
なお要件が厳しく、該当職員の確保は困難である。
【支障事例】
保健所長職に適した人材の確保が非常に難しいことから、地域によっては、一人の所長が他の管轄地域の所長を兼務するケースも
出ている。このケースでは、保健所長不在の保健所はもとより、本務側の保健所においても円滑な業務運営に支障が生じる場合が
ある。また、突発的な健康危機管理事案等に対して、本務、兼務の両管轄地域の対応が十分に行えない場合も想定される。
【提案事項及び効果】
保健所長の資格要件を、保健所設置主体の条例に委ねることにより、保健所における健康危機管理等の役割を十分考慮しつつ
も、地域における公衆衛生医師不足の実情に応じた対応措置が可能となる。
具体的には、保健所長以外の職員に医師を配置する場合には、保健所長に係る医師資格要件を問わないこととしていただきた
い。
特に、所長クラスの公衆衛生医師の確保が困難な地域や複数保健所長を一人の所長が兼務しているような事態が生じている地域
等においては、保健所内に医師を配置した場合に保健所長の医師資格要件が廃止できれば、柔軟な人事配置が可能となることか
ら、管轄地域における円滑な業務運営にも寄与するものである。

H26 308 03_医療・福祉 都道府県 熊本県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

医療法第42条の2
平成20年厚生労働省告示第119号
「医療法第42条の2第1項第5号に
規定する厚生労働大臣が定める基
準」
厚生労働省医政局長通知（平成20
年3月31日医政発第0331008号）
「社会医療法人の認定について」

社会医療法人の認定要件拡
充

社会医療法人の認定要件である「へき地医療への支援実績」に
ついて、へき地診療所だけでなくへき地医療拠点病院への医師
派遣についても認定要件とすること

【支障】へき地診療所を支えるへき地拠点病院の常勤医師数が減少傾向にあり、へき地拠点病院からへき地診療所への医師派遣
が厳しい状況にある。
【制度改正の必要性】平成20年厚生労働省告示第119号「医療法第42条の2第1項第5号に規定する厚生労働大臣が定める基準」
第３条１号イ「へき地にある診療所」を「へき地にある診療所又はへき地医療拠点病院」に改め、へき地医療等を行う社会医療法人
の認定要件を拡充し、その数を増やすことで、へき地医療拠点病院の支援体制を確保する。
（参考）本県では、県内のへき地診療所17か所のうち、常勤医師を確保できている診療所は４か所のみ。また、へき地医療を支える
へき地医療拠点病院の常勤医師数が減少傾向にあり、ここ10年でピーク時から約30%減少している病院もある。

６【厚生労働省】
（３）医療法（昭23法205）
（ⅱ）社会医療法人の認定（42条の２第１項）については、以下の方向で認定要件
の緩和について検討し、平成27年度中の実施を目指す。
・二の都道府県において病院及び診療所を開設する医療法人について、全ての
医療機関が一の二次医療圏及び隣接する市町村に設置されている場合には、
当該二の都道府県の医療計画に必要な事項が記載されていること等を要件とし
て、当該病院において救急医療等確保事業を実施することにより、社会医療法人
として認定できることとする。
・へき地の医療の確保に必要な事業に係る業務の基準として、へき地診療所への
医師の派遣等の要件について、へき地医療拠点病院への医師の派遣及び当該
へき地医療拠点病院からへき地診療所への医師の派遣等についても加え、社会
医療法人として認定できることとする。

H26 310 03_医療・福祉 都道府県 熊本県、佐賀県、大分
県

厚生労働省 A　権限移譲 麻薬及び向精神薬取締法第２４条
第１１項及び麻薬及び向精神薬取
締法施行規則第９条の２

麻薬及び向精神薬取締法に
基づく麻薬小売業者間譲渡
許可の国から都道府県への
移譲

厚生労働省（地方厚生局麻薬取締部）が行っている麻薬小売業
者間譲渡許可を都道府県知事が行うことができるよう権限を移譲
すること

【支障】
麻薬の譲渡は、麻薬小売業者の免許を有しなければ行うことができないが、当該免許交付は都道府県知事が行い、麻薬小売業者
間譲渡の許可は九州厚生局で行っている。許可申請者は、事前相談のために、厚生労働省地方厚生局麻薬取締部を訪問する場
合もあり、移動距離や時間、経済的な面での負担となっている。
【制度改正の必要性】
麻薬小売業者（薬局）は在庫を十分に抱えているところが少ない状況にある中、麻薬小売業者間譲渡許可は、医療用麻薬を麻薬
小売業者（薬局）間で譲渡譲受できる実質唯一の方法である。麻薬処方せんを持つ患者への迅速な調剤提供を行い、在宅緩和ケ
アを推進するためにも、麻薬及び向精神薬取締法第２４条第１１項及び麻薬及び向精神薬取締法施行規則第９条の２、麻薬小売
業者間譲渡に係る許可権限を、厚生労働省地方厚生局（麻薬取締部）から都道府県に移譲する必要がある。

[再掲]
４【厚生労働省】
（６）麻薬及び向精神薬取締法（昭28法14）
麻薬小売業者間での麻薬の譲渡しの許可に関する事務・権限（24条11項、施行
規則９条の２）については、都道府県に移譲する。

A　権限移譲 農地法第4条
農地法第5条

農地転用の許可権限の国か
ら都道府県への移譲

４haを超える農地転用の許可権限について、国から都道府県へ
権限を移譲すること

【支障】
農地転用については、土地利用者の利便のためにも事務手続の迅速化を図る必要がある。しかしながら、4ha超の国許可案件の農
地転用については、申請から許可まで1年間を要している事例があるなど事務手続の迅速化を阻害している。
【制度改正の必要性】
許可基準が法令で定められており、国と県との間で意見が異なることもなかった点や事務手続きの簡素化による住民サービスの向
上を考慮すると、都道府県へ権限を移譲するべきである。

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国と地方の役
割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕組みの充実を図るととも
に、農地転用に係る事務・権限について、地方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条の２第１項）
を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の設定基準案に加え、国の
目標面積案について、都道府県知事の意見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及び都道府県の
目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定
するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と協議する場（協議の場）を
設けることとする。協議の場の議事等については、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案及び都道府県
の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違がある場合には、その要因
分析等を行い、施策効果の見込み方等について協議する。これらの過程を通じ
て、国と地方が十分な議論を行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び
都道府県の目標面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日地方六団体）
において提案されている「農地の総量確保の目標管理」の仕組みに係る実効性を
検証することとし、今後の制度設計の議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置については、別紙を
基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法附則２項）につ
いては、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農林水産大臣
との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指定市町村にあっては、当
該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確保する目標
を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣が指定する市町村（指
定市町村）の長については、都道府県知事と同様の権限を有するものとして、農
地転用に係る事務・権限を移譲する。あわせて、農用地区域内における開発許
可（農振法15条の２）に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項及び５条３
項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せて検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏まえ、必要に
応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るとともに、農地転用許可等に係
る事例集を作成するなど地方公共団体における農地転用許可制度等の適正な
運用の確保に資するよう必要な支援を行うものとする。

H26 313 02_農業・農地 都道府県 熊本県 農林水産省
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H26 315 10_運輸・交通 都道府県 熊本県 総務省、国土交通
省

B　地方に対す
る規制緩和

地方自治法第252条の17の3第3項
（条例による事務処理の特例の効
果）
軌道法施行令第6条第1項
軌道法に規定する国土交通大臣の
権限に属する事務で都道府県が処
理するもの等を定める政令第1条第
1項及び第2項

事務処理特例条例により移
譲した場合の市町村から国
への協議に係る都道府県の
経由の廃止（軌道法部分）

軌道法関係の認可に係る国（地方運輸局）への協議等に伴う、知
事経由事務を廃止できるようにすること。

【支障】
本県では、地方自治法第252条の17の2第1項の規定に基づき、軌道法施行令第6条第1項の規定による認可（軌道法に規定する
国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令第1条第1項及び第2項の規定により知事が行うこと
とされた認可に限る。）を熊本市に移譲している。なお、本件事務は、熊本市の政令市移行（平成24年度）により、道路法の規定に
基づき同市内の県道等の管理が同市に移管されたことを受けて、事務の合理化を目的に25年度から移譲したもの。しかし、当該認
可に伴う国への協議は、同法第252条の17の3第3項の規定により、知事を経由することとなっており、十分な事務の簡素化に繋がっ
ていない。
【制度改正の必要性】
経由事務が廃止された場合、市、県及び九州運輸局担当課間の文書の往復に要する期間（２～３週間程度）が短縮されると考えら
れる。なお、この期間短縮については、軌道事業者（熊本市交通局）及び同市都市建設局土木管理課も要望しているところである。
【その他】
軌道法関係の協議に限れば、全国的にも事務移譲対象市町村数及び協議件数が少ないこと、また、軌道事業者による地方運輸
局担当課との事前相談が慣例化していることから、本件経由制度が廃止されても、国の行政機関の負担増には繋がらないと考えら
れる。

H26 318 11_その他 一般市 萩市 法務省 B　地方に対す
る規制緩和

人権擁護委員法第6条第3項 人権擁護委員候補推薦の議
会諮問の廃止

人権擁護委員候補者の推薦にあたり、議会の意見を聞く義務付
けの廃止

人権擁護委員の候補者の推薦に当たっては、市長村長は市町村議会の意見を聞いて委員候補者を推薦することが求められてい
る。
人権擁護委員の任期は3年間であるが、任期満了日が、それぞれの委員によって異なるため、年4回の人権擁護委員の任期の始
期にあわせた推薦が必要で、該当委員の任期満了から逆算すると、半年以上前からの事務作業を要し、その手続きが負担となって
いる。
また、居住する市町村を区域とする国の委員を市町村長が推薦後、議会諮問が必要なのは人権擁護委員だけであり、行政相談
員、民生委員などの推薦手続きと差がある。
以上のことから、事務手続き等の簡略化を図るため、人権擁護委員の推薦は市町村長の権限とし、議会の意見を聞く義務付けの廃
止を求める。

［再掲］
６【法務省】
（２）人権擁護委員法（昭24法139）
人権擁護委員の推薦（６条３項）については、事務の効率化に資する観点から、
市町村議会への意見聴取を推薦の都度行うのではなく、市町村の実情に応じ
て、一定期間に推薦されることが予定されている委員候補者について一括して意
見を聞くことも可能である旨、市町村に周知する。

H26 319 03_医療・福祉 一般市 萩市 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

児童福祉施設の設備及び運営に
関する基準第11条第1項

保育所における給食の自園
調理原則の廃止又は過疎地
域等での適用除外

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準により、保育所は、
調理室の設置が義務付けられ、自園調理を原則としている。
保育所・小・中学校を含め、地域一体となった食育を推進するとと
もに、公立保育園の合理的運営を進める観点から、3歳未満児の
給食についても、調理室の設置の義務付けや自園調理の原則を
緩和し、外部搬入を認めるよう求めるもの。

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和23年厚生省第63条）第11条第1項において、「児童福祉施設において、入所し
ている者に食事を提供するときは、当該児童福祉施設内で調理する方法により行わなければならない。」とされている。
現在、一定の要件を満たす保育所においては、満3才以上児の給食の外部搬入は認められているが、3才未満児の食事の提供に
ついては、特区認定を受けた場合を除き外部搬入は認められていない。地方都市では少子化が進行し、市街地保育所を除き、周
辺部の保育所は入所児童が減少しているにも関わらず、保育所給食は自園調理を原則としているため、業務委託をする場合を除
き、調理員の配置が必須となっている。
過疎地域においては、公営の共同調理場等を活用することにより、職員配置の合理化をすることができるとともに、地域における一
体的な食育を推進することが可能となる。
現在も分園のある園については、本園から給食を搬送しており、特例の要件である設備、衛生基準の遵守、食育プログラムに基づ
いた食事の提供をしている。
アレルギー児童が増加傾向にあるなか、公営の共同調理場等から保育所へ給食を搬入することにより、就学後においてもアレル
ギー児童への対応がスムーズに行えるとともに、地域における保育所・小学校・中学校を一体とした食育活動の展開が期待でき、運
営の合理化が可能となることから、3歳未満児の給食についても、調理室の設置の義務付けや自園調理の原則を緩和し、外部搬入
を認めるよう求める。

６【厚生労働省】
（１）児童福祉法（昭22法164）
（ⅱ）児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭23厚生省令63）のうち、保
育所に係る基準については、次のとおりとする。
・保育所における食事の提供（同基準11条１項）に関し、３歳未満児に対する給食
の外部搬入については、平成28年度の構造改革特別区域推進本部評価・調査
委員会の評価を踏まえて検討する。

02_農業・農地314H26 ４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国と地方の役
割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕組みの充実を図るととも
に、農地転用に係る事務・権限について、地方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条の２第１項）
を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の設定基準案に加え、国の
目標面積案について、都道府県知事の意見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及び都道府県の
目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定
するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と協議する場（協議の場）を
設けることとする。協議の場の議事等については、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案及び都道府県
の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違がある場合には、その要因
分析等を行い、施策効果の見込み方等について協議する。これらの過程を通じ
て、国と地方が十分な議論を行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び
都道府県の目標面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日地方六団体）
において提案されている「農地の総量確保の目標管理」の仕組みに係る実効性を
検証することとし、今後の制度設計の議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置については、別紙を
基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法附則２項）につ
いては、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農林水産大臣
との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指定市町村にあっては、当
該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確保する目標
を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣が指定する市町村（指
定市町村）の長については、都道府県知事と同様の権限を有するものとして、農
地転用に係る事務・権限を移譲する。あわせて、農用地区域内における開発許
可（農振法15条の２）に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項及び５条３
項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せて検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏まえ、必要に
応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るとともに、農地転用許可等に係
る事例集を作成するなど地方公共団体における農地転用許可制度等の適正な
運用の確保に資するよう必要な支援を行うものとする。

【支障】
農地転用については、土地利用者の利便のためにも事務手続の迅速化を図る必要がある。しかしながら、2ha超から4ha以下の農地
については知事許可にもかかわらず、国への協議が必要で、1カ月～数カ月の協議期間を要しており、事務手続の迅速化を阻害し
ている。
【制度改正の必要性】
国への協議は「当分の間」として平成10年に法改正が行われ既に16年経過している。農地転用については、許可基準が法令で定
められており国と県との間で意見が異なることもなかった点や事務手続の迅速化による住民サービスの向上を考慮すると、「協議」は
廃止すべきである。

知事許可の２ha超から４ha以下の農地転用について国への協議
を廃止すること

２ha超から４ha以下の国への
協議の廃止

農地法附則第２B　地方に対す
る規制緩和

農林水産省熊本県都道府県
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求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 320 11_その他 一般市 萩市 総務省 B　地方に対す
る規制緩和

地方自治法第96条第1項第13号 自動車事故の損害賠償金額
が一定額以下のものに係る
議会の議決事項の例外化

議会の議決事件を定めた地方自治法第96条第1項第13号「法律
上その義務に属する損害賠償の額を定めること」の規定に、自動
車事故に係る損害賠償事案について、損害賠償金額が一定額
以下のものを議決事項から除外する法改正

地方自治法第96条第１項第13号の規定により、普通地方公共団体が、国家賠償法、民法等により損害賠償の義務を負う場合、そ
の損害賠償の額の決定については、すべての事案について議会の議決を得ることとされているが、自動車事故に係る損害賠償の
額については、自賠責保険基準、裁判・弁護士基準等により算定され、市が恣意的に決定することは困難である。
また、実際に業務上で発生する自動車事故による損害賠償事案は、金額が少額のものが大部分であることから、自動車事故に係る
損害賠償額を定めることについては、一定の金額以下のものは議決対象から除外する措置をお願いしたい。

H26 323 03_医療・福祉 一般市 萩市 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

健康保険法第第76条第２項（同法
第149条において準用する場合を
含む。）、
高齢者の医療の確保に関する法律
第71条第１項、
診療報酬の算定方法の一部改正
に伴う実施上の留意事項について
（平成26年3月5日保医発0305第3
号通知）

ドクターヘリでの診療行為に
対する診療報酬算定方法の
見直し

基地病院以外に病院間搬送する場合にドクターヘリ内で行う診
療行為について、厚生労働大臣が定める診療報酬の算定方法
の見直しを行う。

【現状】
厚生労働大臣が定める診療報酬の算定方法では、患者を救急用の自動車等で保険医療機関に搬送する際、診療上の必要から、
当該自動車等に同乗して診療を行った場合に救急搬送診療料が算定できるとされている。
【支障事例】
患者を基地病院以外の医療機関に病院間搬送した際、基地病院から搬送元の医療機関に、ドクターヘリ内で行った診療行為につ
いて診療報酬相当額の請求があった。このような場合、基地病院からは保険請求できないという見解が中国四国厚生局から示さ
れ、その医療費は基地病院と搬送元の医療機関の合議に委ねるという見解が示されたことによる。当市としても、事例を示して、中
国四国厚生局に確認したが、やはり基地病院、搬送元の医療機関双方ともに保険請求できないという回答であった。
何故、搬送元の医療機関が負担しなければならないのか。また、他県において、根拠は未確認であるが基地病院が保険請求してい
る事例を聞いている。
【求める改正】
従って、基地病院において保険請求できるよう、厚生労働大臣が定める診療報酬の算定方法について見直しを求める。

H26 324 03_医療・福祉 一般市 萩市 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

国民健康保険法第62条 医療費の適正化対策の促進 保険者が医療費適正化対策を強力に推進し、法的根拠をもって
重複・頻回受診者に対する適正な指導・対策に取り組めるよう、
国において、国民健康保険法第62条に係る「療養に関する指示」
に重複・頻回受診者への適正指導を明記する。

現在、医療費適正化対策としては、国保連合会から年１回、各保険者に提供される重複・頻回受診者のリストを活用し、指導が必要
と思われる重複・頻回受診者に対して保健師が訪問活動を行っているところである。
一方、この訪問活動は、「重複・頻回受診者に係る医療の適正化対策の推進について（通知）」(平成10年8月5日保険発第126号)を
根拠に実施しているため、訪問活動に強制力がない。また、指導権限が明記されていないため、各保険者の対応に差があり、有効
な適正化対策とはなっていない状況である。
ついては、各保険者が医療費適正化対策を強力に推進し、法的根拠をもって重複・頻回受診者に対する適正な指導・対策に取り
組めるよう、国において、国民健康保険法第62条に係る「療養に関する指示」に重複・頻回受診者への適正指導を明記するなど、
抜本的な取組を要望する。

H26 325 10_運輸・交通 一般市 萩市 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

道路運送法第79条の4第1項第5
号、道路運送法施行規則第51条の
7及び第51条の8、
「運営協議会に関する国土交通省
としての考え方について（H18.9.15
自動車交通局長通達）」、「地域公
共交通会議に関する国土交通省と
しての考え方について（H18.9.15自
動車交通局長通達）」、「自家用有
償旅客運送者が利用者から収受す
る対価の取扱いについて
（H18.9.15自動車交通局長通達）」

過疎地有償運送等自家用有
償旅客運送の実施に係る要
件の緩和

過疎地有償運送等自家用有償旅客運送の実施に係る運営協議
会の運用ルールについて、道路運送法第79条の4第1項第5号の
ただし書きとして、市町村又は市町村が承認する団体について
は、交通事業者を除いた市町村、実施主体及び地域住民の合
意により合意されたものはこの限りではない、とするよう規制を緩
和。

【現状】
人口減少・少子高齢化の進展に伴い、中山間地域等交通空白地域における高齢者の移動手段の確保が喫緊の課題となってい
る。
平成18年の道路運送法改正により自家用有償旅客運送が制度化されたが、次の支障事例のとおり地域の実情を踏まえた円滑な実
施が困難となっている。
【支障事例・効果】
①過疎地有償運送について、道路運送法第79条の4により国土交通大臣は運営協議会で協議が調っていない場合、自家用有償
旅客運送者の登録を拒否することとされているが、運営協議会は実質的に利害調整の場となり合意形成が困難②「自家用有償旅
客運送者が利用者から収受する対価の取扱いについて」において、対価設定について、実費の範囲内であること、営利目的として
いると認められない妥当な範囲内であることとし、具体的には、当該地域におけるタクシーの上限運賃の2分の1の範囲内であること
を目安とされているが、資金の脆弱な運送実施主体では採算性確保されない等、不合理なケースが存在する。
ついては、過疎地有償運送の実施にあたっては、運営協議会における合意形成要件を廃し、採算性を考慮した対価設定を可能に
する等、市町村の責任、裁量による事業実施ができるよう要望する。
【更に制度改正が必要と考えられる根拠】
「自家用有償旅客運送の事務・権限の地方公共団体への移譲等のあり方に関する検討会　検討会最終とりまとめ」において、運営
協議会の合意形成の手法として、「利害調整ではなく関係者間の認識の共有により合意形成の円滑化に資する雰囲気が作られるこ
とを徹底すべき」とされるが、構成員に交通事業者が含まれたままでは利害関係が優先され合意形成が困難となることが危惧され
る。

H26 326 11_その他 都道府県 大分県、福岡県、長崎
県、熊本県、宮崎県、
沖縄県

総務省 B　地方に対す
る規制緩和

地方財政法第５条の３ 地方債協議制度から届出制
度への移行

現在、実質公債費比率が１８％以上の団体は許可団体、１８％未
満の団体は協議団体、１６％未満の団体は届出団体（＝協議不
要団体）となっており、民間資金の借入れに当たっては協議をす
ることを要しないとされている。他方、公的資金については、届出
制度の対象外であり、協議制度が残されている。今年度は届出
制度導入３年目に当たることから、届出制度をさらに拡大し、①公
的資金についても、届出制度の対象とするとともに、②届出団体
の要件を１６％未満から１８％未満まで拡大することを求める。

【改正の必要性】
協議不要団体が９割を超えているものの、届出実施団体が２割にも達していない現状を考慮すると、地方分権の推進の観点から届
出制度をさらに定着させるための制度の拡充が必要である。
①届出実施団体が増加していない理由の一つとして、総務省や都道府県への協議・届出の時期やその事務手続きが異なるため、
結果として二重の手間が必要となる点が挙げられる。公的資金にも届出制度を導入することで、事務の軽減が図られる。　なお、公
的資金については、財政融資資金確保のため、財務省で事前に毎月の借入額を把握する必要があるが、公的資金を協議制度か
ら届出制度に移行した場合でも、別途借入れ希望調査を実施して必要な情報を補うことで、「地方債発行タイミングの自由度の拡
大」という届出制度のメリットは維持できる。
②また、実質公債費比率が１８％と１６％という僅か２％の幅を挟んで３つの制度に分かれているが、特に本県のように、１６％前後の
団体については、毎年度協議と届出で区分が変わることがあり、決算数値が確定するまでの間は届出か協議かが決まらず、事務的
な支障が大きい。　１８％と１６％で財政健全化の状態が大きく異なるとは考えられず、１８％に一本化し、区分の簡素化を図るべきで
ある。
（現行）
民間資金　１６％未満＝届出、１８％未満＝協議、１８％以上＝許可
公的資金　１８％未満＝協議、１８％以上＝許可
（見直案）
民間＋公的資金　１８％未満＝届出、１８％以上＝許可

６【総務省】
（３）地方財政法（昭23法109）
地方債の発行に関する国の関与の在り方（５条の３等）については、地方公共団
体、市場関係者等の意見を踏まえ、地方債の信用維持等の観点に留意しつつ、
届出制度の対象範囲等について検討を進め、平成27年度中に結論を得る。
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H26 327 02_農業・農地 都道府県 大分県、長崎県 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

野菜生産出荷安定法施行規則第２
条

野菜価格安定対策事業の産
地指定における共同出荷割
合の見直し

野菜指定産地の基準について、野菜指定産地の作付面積要件
は満たしているものの、共同出荷要件（区域内指定野菜の出荷
数量に対する割合が３分の２超）を欠如していることから、野菜指
定産地を解除した産地がある。指定野菜の安定的な供給体制の
確立や、セーフティネット機能の強化による担い手の確保、規模
拡大を進めるため、共同出荷要件を廃止し、対象産地を広く捉え
ることを求めるもの。

【改正の必要性】
国民の消費生活を維持するために必要な野菜を生産する野菜指定産地は、対象市場に安定的に出荷するための出荷計画を立
て、需給バランスを維持する重要な役割を担っている。野菜価格安定事業は、これまで大規模生産者要件の追加等改正を行って
きた経緯があるが、野菜指定産地の規模要件は満たしているものの、共同出荷要件が欠如していることから、野菜指定産地を解除
した産地がある。そのため、農家の不安定な経営状況を招き、産地縮小が加速するとともに消費者への安定供給が心配される。
特に、大分県では、園芸品目の生産拡大を積極的に実施し、就農者の確保、産地拡大を進めており、高齢化や後継者不足が加速
する農村地域では、新たな担い手を確保し、産地の維持拡大を図るため、セーフティネット機能が必要である。
一方、今年度から開始される農地中間管理機構を活用した担い手への農地集積を進め、経営規模の拡大や産地規模の拡大な
ど、野菜指定産地の活性化を進める好機である。
市場出荷における需給バランスの調整と農業経営の安定化を図るため、今後、産地の主体となる大規模経営体を中心とした産地
拡大を進めるとともに、共販要件を廃止し、対象産地を広く捉える必要がある。
（現行要件）共同出荷2/3以上　→　（改定案）廃止

H26 328 06_環境・衛生 都道府県 大分県、福岡県、長崎
県、沖縄県、山口県

厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

毒物及び劇物取締法第８条第１項
第２号

毒物劇物取扱責任者の資格
要件に係る規制緩和

毒物劇物取扱責任者の資格要件の認定基準の一つである「高等
学校において３０単位以上の化学に関する科目を修得しているこ
と」について、指導要録の保存年限（２０年）を経過した場合は証
明できないため、単位取得数までの確認を求めず、「応用化学に
関する学科を修了したこと」の確認で認定するようにすることを求
めるもの。

【支障】毒物劇物取扱責任者の資格については、毒物及び劇物取締法第８条第１項第２号において、「厚生労働省令で定める学校
で、応用化学に関する学課を修了した者」が資格要件の１つとなっている。資格の確認方法については、平成１３年２月７日医薬化
発第５号厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室長通知「毒物及び劇物取締法に係る法定受託事務の実施につ
いて」の第１の４及び平成１４年１月１１日医薬化発第０１１１００１号厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室長通知
「毒物劇物取扱責任者の資格の確認について」において、「高等学校において応用化学に関する学科を修了した者については、３
０単位以上の化学に関する科目を修得していることを確認すること」となっており、現行は成績証明書等で確認している。
しかし、学校教育法施行規則第２８条第２項の規定により指導要録等の保管期間２０年が経過している場合は、成績証明書等の発
行が受けられず資格要件を満たしているか確認できない。また、成績証明書等の発行が受けられない場合の取扱いについては、
厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室から「当時の教育課程が明記された書類と卒業証書の両方が必須とな
る。高等学校等に確認のうえ、確実に修得した科目のみをカウントしてもらいたい。」との回答があり、当時の教育課程が明記された
書類としては、「学校要覧」等が該当するが、これについては永年保存との規定がないため、卒業後２０年以上経過していた場合、
当該高等学校に保存されていない可能性がある。
以上のことから、資格要件を満たしているにもかかわらず個人の責によらず毒物劇物取扱責任者になれない事例が発生している。

H26 329 09_土木・建築 都道府県 大分県・佐賀県・長崎
県・宮崎県・沖縄県

国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

河川法第７９条 県が管理する二級河川の河
川整備基本方針、河川整備
計画の策定に係る国土交通
大臣への同意制度の見直し

二級河川に係る河川整備基本方針及び河川整備計画の策定に
ついては、県が河川管理者としての権限、責任により策定するも
のであるため、国（国土交通大臣）の同意申請及びそれに要する
内容協議を見直し、期間を要することなく地域のニーズに応じた
迅速な対応が可能となるよう、報告制度とすること。

【制度改正の経緯】本県は、台風常襲地帯にあって、毎年洪水被害が発生しており、計画的な治水対策が必要となっている。さらに
今後、老朽化対策や地震・津波対策などの機能改善に向けた新規事業による取り組みが多く見込まれ、多数の河川整備基本方針
等の策定、変更が必須となっている。特に地震・津波事業については、河川と海岸、港湾、道路などが連携して取り組むことが効果
的であり、河川事業についても円滑かつ計画的な対応が必要となっている。このため、二級河川について県が自主的に策定・変更
できるよう見直しを要望するものである。
【支障事例】近年では、一河川の基本方針策定において同意申請書を提出し、同意されるまでに約１年４ヶ月を要した。
【懸念の解消策】平成１９年度に懸念された国の技術的知見や全国的バランスの確保については、一級河川についてこれまでどお
りの手続きを踏まえるとともに、国と連携し、新たな知見等の情報収集に努めることにより、二級河川策定時に反映できると考えてい
る。

［再掲］
６　【国土交通省】
（11）河川法（昭39法167）
（ⅱ）二級河川における河川整備基本方針又は河川整備計画を定め、又は変更
しようとする場合の国土交通大臣への同意を要する協議（79条２項）については、
当該協議の迅速化を図るため、技術的知見、先行事例等の情報提供を継続的
に行うなど、国と地方公共団体の連携強化を図る。

H26 330 09_土木・建築 一般市 八幡市 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

建築基準法48条別表２ 自校分とあわせて他校分の
給食を作る場合（いわゆる親
子方式）の給食施設に係る
建築基準法の緩和

建築基準法48条別表２の（へ）欄２項及び（と）欄２項、「原動機を
使用する工場で作業場の床面積の合計が50㎡を超えるもの」に
「（学校の給食調理室を除く）」を加える。

【提案の内容】
学校内または学校敷地内に併設されている給食調理室で、他の学校の給食を調理する場合（いわゆる親子方式）の共同調理場を
住居系地域においても建築できるように提案するものです。
新たに中学校等で学校給食を実施する場合において、児童数の減少により、調理能力に余裕のある学校で、他校分の給食もあわ
せて調理しようとするもので、既存施設の有効活用及び経費の節減を図れるものと考えます。また、既存の給食調理室を利用する
ため、近隣環境への影響は少ないと考えます。
【制度改正の必要性及び現行制度で対応困難な理由】
本市では、実施していなかった中学校給食を今後実施する方向で現在検討をしています。実施方法として、自校方式、共同調理場
方式、親子方式等がありますが、この内、児童数の減少で調理能力に余裕がある既存の小学校の調理場で調理する親子方式が、
既存施設の有効活用や経費の軽減などから、有力な候補と考えています。しかし、親子方式は用途が工場として取り扱われるため、
住居系の用途地域では建築基準法に抵触します。例外規定により、個別に建築許可を得る方法がありますが、許可を担保されたも
のではありません。給食の実施方法の検討等を複数年かけ、市民や議会に報告し、予算の計上ができても、最終的に建築審査会
の同意が得られずに不許可となる可能性があります。そのため、建築許可の制度に期待することは困難と考えます。

６　【国土交通省】
（１）建築基準法（昭25法201）
（ⅵ）住居系の用途地域における自校分と併せて他校分の給食を作る場合の学
校給食共同調理場の建築については、特定行政庁が許可（48条１項から７項）を
するに当たって積極的な対応を行うことができるよう、先進的な事例に関して、地
方公共団体に情報提供を行う。

H26 331 11_その他 都道府県 群馬県 総務省 B　地方に対す
る規制緩和

公職選挙法第202条2項、第203
条、第206条2項、第207条

市町村選挙における争訟手
続の見直し

県選管が実施している市町村選挙に対する不服審査制度を廃止
し、市町村選管への異議申し立て後直ちに提訴できる仕組みと
すべき。

①地方自治法の改正により都道府県選挙管理委員会は市町村選挙管理委員会の指揮監督権を有しない。
②市町村の選挙について実情を最も把握しているのは当該市町村の選挙管理委員会であり、訴訟上の当事者主義にもかなう。
③市町村選挙管理委員会の決定に不服がある者が直ちに高等裁判所に市町村選管を被告として訴訟を提起することができるよう
にすることは、争訟のスピードアップにつながり、当事者双方にとってもメリットがある。

［再掲］
６【総務省】
（５）公職選挙法（昭25法100）
市町村の議会の議員又は長の選挙及び当選の効力に係る争訟手続（202条、
203条、206条及び207条）については、市町村選挙管理委員会の決定に不服の
ある者が、直ちに市町村選挙管理委員会を被告として訴訟を提起できることとす
ることについて検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
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H26 332 11_その他 都道府県 群馬県 総務省 B　地方に対す
る規制緩和

政治資金規正法第20条第4項、第
20条の2第2項

政治資金収支報告書のイン
ターネット公表の公表期間の
制限撤廃

政治資金規正法に定める収支報告書のインターネットでの掲出
は、法定受託事務の処理基準において、3年と定められている。
県民の利便性の向上や事務の効率化の観点から、掲出期間の
制限を撤廃すべき。

①本県では収支報告書の文書保存期間を5年とし、閲覧期間の3年を超えるものについての公開は、公文書開示請求により対応し
ている。
○平成２２年度請求件数（請求対象団体数）
　　３４団体分
○平成２３年度請求件数（請求対象団体数）
　　７団体分
○平成２４年度請求件数（請求対象団体数）
　　３団体分
○平成２５年度請求件数（請求対象団体数）
　　請求なし
※複数の団体の閲覧等請求の場合もあり、請求ベースでは件数は上記より減少する。
②インターネットによる提出期限を文書保存期間と合わせることで、情報の透明性向上と公開手続きの簡素化、利便性向上につな
がる。
③政治活動の透明性の確保の観点から、政治団体の活動内容を国民の監視下におくということは政治資金規正法の立法趣旨にも
かなうものである。
④事務上の支障を考慮しても、長期間にわたって収支報告書を公表することで得られる利益は大きく、かつ、法解釈の変更によっ
て容易に達成できる事項である。
⑤都道府県の判断で可能な限り公表しておけるよう、制限（法解釈上の取扱い）を撤廃されたい。

H26 333 01_土地利用（農
地除く）

都道府県 群馬県 農林水産省（林野
庁）

A　権限移譲 森林法第25条、第26条 保安林の指定・解除の一部
移譲

既開設道路の曲線修正や法面保護工事のような比較的軽微な
改良工事については、県民の利便性向上につなげるため、保安
林の解除に係る権限を知事に移譲すべき。

①地方分権改革推進委員会第1次勧告で都道府県への移譲で取り上げられた重要流域の民有林の保安林の指定・解除の権限に
ついては、土地利用（開発・保全）の権限のほとんどが地方に移管される中、未だに国に残っている。
②保安林区域内においては、幅員4m以下の林道等については、工事等を行う場合、「作業許可」として知事が処理できる。一方、
幅員4ｍを超える道路については、曲線改良や法面保護等の小規模な工事であっても、重要流域であることをもって国（林野庁）に
よる保安林解除が必要となっている。こうした工事は、現に作業許可で実施している内容（規模）と大差なく、県で処理することによ
り、工期の短縮等が図られ、県民の利便性向上につながる。
③下流域への影響を考えた場合、幅員や道路の属性による差異は関係なく、（解除する総）面積の方がより重要な要素である。
④農林水産省は、第４３回地方分権改革推進委員会において、国民の生命・財産の保全及び地球温暖化対策における国の責任
の観点から直接執行が必要とする資料を提出しているが、公益上の理由のうち既開設道路の改良工事に係るものなどに限定した場
合には、そうした懸念は当たらない。
⑤本県では、世界遺産に登録された資産に向かう道路が地滑りのため通行できなくなっており、本格的な復旧工事を行うためには
保安林解除が必要であるが、手続に時間がかかれば、資産へのアクセスが支障を来すことになる。

［再掲］
４　【農林水産省】
（３）森林法（昭26法249）
（ⅰ）保安林の指定・解除については、一の都道府県内で完結する一級水系内の
一級河川の全区間の都道府県への移譲が行われた場合に加え、一級河川を擁
さない重要流域においては、当該流域の全ての県から要請があるときに、国と当
該流域の県が協議を行い、協議が整った場合、重要流域の指定を外すことによ
り、当該流域の保安林の指定・解除の権限を都道府県に移譲する。協議に際して
は、関係する市町村の意見を十分に聴取するとともに、近年の集中豪雨等による
山地災害が多発している状況も踏まえ、法25条１項１号から３号までに掲げる保安
林の指定の趣旨に鑑み、権限移譲後においても保安林の適正配備がなされるよ
う留意する。

H26 334 07_産業振興 都道府県 群馬県 経済産業省 A　権限移譲 商工会議所法第27条、第28条、第
46条第2項第1号、2号、4号及び第
4項、第59条第1項第1号、2号、第2
項及び第4項

商工会議所に係る経済産業
大臣の許認可権限の都道府
県への移譲

事務の効率化や地域の商工関係団体に対する事務の一元化を
進めるため、商工会議所に対する認可や取り消し等の権限を、都
道府県等に移譲すべき。

①商工会については、認可や取り消し等を含め都道府県等がすべての指導監督を行っている。一方、商工会議所については、認
可や取り消し等を除く日常の指導監督を都道府県等が行っているが、いずれも、地域において商工業の発展に向けて活動する団
体に変わりはない。
②第19回地方分権改革推進委員会において、経済産業省から、「商工会議所は世界各国に存在し、輸出品の原産地証明など国
境を越えた事業への支援活動を行っており、国際的な信用を維持するために国が指導・監督について一定の権限を保持」する必
要があるとの回答がされているが、そのことのみをもって、一部の権限のみを国に残すことに具体的なメリットは不明である。
③少なくとも希望する団体に対しては、手挙げ方式により権限移譲が可能となるようにするなど、地域の実情に応じた処理ができる
ようにすべき（ただし、該当商工会議所の了解が要）。

［再掲］
４【経済産業省】
（２）商工会議所法（昭28法143）
商工会議所に係る設立の認可、定款変更の認可等の事務・権限については、関
係団体の意見及び地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図る
ための関係法律の整備に関する法律（平26法51）38条の施行状況等を踏まえつ
つ、実施主体の在り方について平成27年中に検討を行い、その結果に基づいて
必要な措置を講ずる。

H26 335 05_教育・文化 都道府県 群馬県 文部科学省 B　地方に対す
る規制緩和

地方教育行政の組織及び運営に
関する法律第30条及び32条
博物館法第19条
図書館法第13条

博物館・図書館の設置・運営
主体を教育委員会から首長
部局へ移管することを可能と
する規制緩和

全国一律で教育委員会が所管することを定めることなく、条例で
所管部局を決定できるように制度改正すべき。

【支障事例】
文化振興を図る観点から、博物館及び美術館を知事部局において処理しているが、博物館法等の規定があるため、やむを得ず事
務委任や事務補助執行で対応している。このため、本来知事の責任の下、事務を行いたいところ、制度上は、当該事務の執行に対
する知事に権限がなく、知事部局の補助職員（部長）が、教育委員会の指揮命令の下事務を行なわざるを得ないといった問題があ
る。
【制度改正の必要性】
公立の博物館・図書館は、博物館法・図書館法等において、社会教育を行う施設として教育委員会が所管することが規定されてい
るが、昨今では、社会教育の視点にとどまらず、文化振興や観光振興などの目的も兼ね備えた施設として位置づけられ、地域資源
として効果的に活用を図る取り組みが進められている。こうしたことから、法律により全国一律で教育委員会が所管することを定める
必要性は薄れている。

６【文部科学省】
（２）地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭31法162）
図書館・博物館の設置・管理の所管部局（23条12号及び32条）を地方公共団体
の判断により決定することができる制度については、法制度上の課題等を精査
し、その実現方策について検討の上、必要な措置を講ずる。

H26 336 10_運輸・交通 一般市 山武市 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

地域公共交通確保維持改善事業
費補助金交付要綱別表６、ロ

地域公共交通確保維持改善
事業費補助制度の改善

地域公共交通確保維持改善事業費補助金制度について、現
在、地域間幹線系統に接続している地域内フィーダー系統であ
れば、仮に今後、地域間幹線系統が廃線となった場合であって
も、従前の補助対象人口を国庫補助上限額の算定に使えるよう
制度を見直していただきたい。

地域公共交通確保維持改善事業費補助金の現行制度では、複数の自治体間を結ぶ地域間幹線系統に接続する地域内フィー
ダー系統でなければ、市内全域を交通不便地域とし、市内全人口を補助対象数とすることができないこととされている【地域公共交
通確保維持改善事業費補助金交付要綱（以下要綱という。）、別表６、ロ、①・②】が、仮に民間バス路線等の廃止等により地域間
幹線系統が無くなった場合、補助額算定の基礎となる補助対象人口が大幅に減少し、現状でも苦しい地域内フィーダー系統の維
持がさらに困難になる。
地域間幹線系統が廃線となった場合であっても、交通空白地域等における公共交通の確保維持のため、地域内フィーダー系統に
ついては維持していかなければならない。この場合において、交通不便地域だけを対象人口として算定するのは不合理ではないか
と考えるため、地域間幹線系統が廃線となった場合についても、他の地域間交通ネットワーク（鉄軌道路線等）に接続する地域内
フィーダー系統については、従前の補助対象人口を国庫補助上限額の算定【要綱別表７、５】に使えるよう見直していただきたい。
（補助額算定の基礎となる対象人口の考え方は別添参照）
現状、山武市地域公共交通活性化協議会で実施している公共交通は、幸いにも地域間幹線系統に接続する地域内フィーダー系
統であるため、対象人口は市内全域56,089人（平成22年実施の国勢調査時人口）であるが、今後もし地域間幹線系統が市内に無
くなった場合、運輸局長指定交通不便地域のみが対象人口となる。この場合の想定される対象人口は14,190人である。
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H26 337 09_土木・建築 中核市 尼崎市 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

社会資本整備総合交付金交付要
綱第６ 交付対象事業

社会資本整備総合交付金に
おける補助要件の緩和

・防災・安全交付金における補助要件の緩和
平成２４年度補正予算において防災・安全交付金が創設され、個
別事業分野にとらわれずに地方自らが計画するインフラの老朽化
対策や、事前防災・減災対策や、生活空間の安全確保のための
整備が可能となっている。しかしながら同交付金についても、従前
からある社会資本整備総合交付金と同様、従来の補助要件に該
当する事業を基幹事業として位置づけ、関連事業や効果促進事
業の実施が可能という制度となっている。
このため、地域の安全防災の確保に必要不可欠な事業であって
も、基幹事業に該当する事業が無い場合は交付金事業として実
施することができない状況にあるため、補助要件における「基幹
事業の必置」という条件を緩和し、従来の補助要件にとらわれず
に活用が可能な交付金となるよう、要件の緩和をお願いする。

本市は大阪平野の西部にあり、丘一つない平坦な土地で、市域の約３０％にあたる地域が平均満潮位以下の低地盤のため、南部
臨海地域における雨水排水には、専用の排水ポンプ（抽水場）を活用しなければ海域へ排水ができない状況にある。また、市内に
は総延長約２０９ｋｍに渡る水路が縦横に走り、雨水排水において重要な役割を担っているが老朽化が進み、また、地震・津波への
対策も十分ではない。
上記施設は、本市特有の性質によるところが大きいため、今までの全国画一的な補助事業には馴染まず、単独事業として整備更新
を実施してきたところである。
一方国におかれては、平成24年度補正予算において地域の主体性を尊重した「防災・安全交付金」制度を創設していただいたとこ
ろである。しかしながら、社会資本整備総合交付金要綱第6において、「基幹事業のうちいずれか一以上を含むものとする。」と定め
られているため、防災安全面において重きをなす施設である抽水場や水路の老朽化・地震津波対策について、防災・安全交付金
を活用することができない状態である。
こうした実態を踏まえ、地方が臨む防災・安全対策へ活用できる交付金制度となるよう、交付要綱における要件の緩和を求めるもの
である。

H26 338 03_医療・福祉 中核市 尼崎市 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

・地方改善事業費（隣保館運営費
等）補助金交付要綱
・地方改善施設整備費(隣保館等
施設整備費)補助金交付要綱
・隣保館に指定管理者制度を導入
した場合の補助金の取扱いについ
て(厚生労働省課長補佐通知)

地方改善事業費（隣保館運
営費等）補助金交付要綱及
び地方改善施設整備費(隣
保館等施設整備費)補助金
交付要綱における補助要件
の緩和

隣保館に指定管理者制度を導入した場合、現行では国の「地方
改善事業費（隣保館運営費等）補助金」及び「地方改善施設整
備費(隣保館等施設整備費)補助金」の交付対象外になるとされ
ているが、施設の役割や事業等は直営時と変わりないため、指定
管理者制度の導入後も引き続き補助金の交付対象となるよう、特
段のご配慮をお願いしたい。

現在、本市の隣保館(総合センター)においては、これまで実施してきた隣保事業や、同和問題をはじめとするあらゆる人権問題啓
発への取り組みをさらに発展させ、隣保事業も実施する全市的、総合的な人権尊重意識の普及高揚を図るための開かれたコミュニ
ティ施設として、より効果的・効率的に運営するため、民間活力の導入(指定管理者制度の導入)に向けた取り組みを進めている。
しかしながら、「隣保館に指定管理者制度を導入した場合の補助金の取扱いについて(厚生労働省課長補佐通知)」によると、指定
管理者制度を導入した場合、現行制度では、施設の役割や事業等が同じでも当該補助金の交付対象外となる。
指定管理者制度を導入したとしても、当該施設の役割が直営時と変わるわけではない。更なるサービスの向上と効率的な運営と管
理運営経費の節減を両立させる取り組みである指定管理者制度導入を促進するため、「地方改善事業費（隣保館運営費等）補助
金」及び「地方改善施設整備費(隣保館等施設整備費)補助金」の補助要件の緩和をお願いする。

H26 339 01_土地利用（農
地除く）

一般市 北上市 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

都市公園法施行令第十四条第三
号

都市公園にかかる占有期間
の設定の条例委任

都市公園法施行令第十四条第三号の「第十二条第十号に掲げ
るものについては、六月」の規定を、「第十二条第十号に定めるも
のについては、地方公共団体が条例で定める期間」に改める等、
法律が定める10年以内の期間を条例により設定できるよう改正さ
れたい。

【制度改正の必要性】
市の事務においては、自治会の自主防災用の看板、倉庫など地域住民が利用する施設や地区スポーツ団体の用具庫等は、法第
七条第六号の物件として令第十四条第四号の適用を行っているが、地緑団体や地区スポーツ団体にとっては、１年に４度申請手続
きを行う事務的な負担感は強く、事前相談は多数あるものの、実際の制度利用は低調となっている。本市では現在、街区公園等周
辺住民の利用頻度が特に高い公園について、より地緑団体や地区スポーツ団体の利用を円滑ならしめるよう都市公園条例の改正
を検討しているが、改正により条例で定める物件として規定した上であっても、第十四条第三号の適用により許可期間は六カ月以
内と短期であるため、これまでと同じ理由で制度利用が進まないおそれがある。

【制度改正の効果】
改正がされた場合、多様な施設や構造物に対し、公園管理者の判断により10年以内の適切な期間について占用許可を出すことが
できると考えられるが、そればかりではなく、公園の利用者と相対し、利用方法や利用者の実情を把握し得る立場にある地方公共団
体が直接条例で定めることにより、公園の多様な利活用が促進されるものと考える。さらに、この制度は、おそらく全国的にもあまり活
用されていないと考えられることから、改正によって地方の特色や実情に応じて大いに制度活用がされる可能性があるものと考える。

６　【国土交通省】
（７）都市公園法（昭31法79）
（ⅳ）地方公共団体が条例で定める仮設の物件又は施設（施行令12条10号）に係
る占用期間（施行令14条３号）の区分については、制度の運用実態や地方公共
団体の意向を調査し、その結果等を踏まえ、見直しを検討し、平成27年中に結論
を得る。

H26 340 01_土地利用（農
地除く）

一般市 北上市 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

都市公園法第16条 都市公園の保存規定の弾力
化

都市公園法第十六条各号の規定に第四号を加え、「四　地方公
共団体の設置に係る都市公園にあっては当該地方公共団体の
条例に定める場合」とする等、条例により設定できるよう改正され
たい。

【制度改正の必要性】
現行制度においては、供用済の都市公園を全部又は一部廃止する場合、第十六条により廃止が制限されている。このため市街地
周辺や郊外部に開発行為による設置緑地を含め、老朽化し、または利用が低調な小公園が多数存在し、地緑団体や地域住民に
活用されていないばかりか、犯罪や不法投棄、野焼きによる火災、不法占用、景観悪化、災害時の防減災機能を発揮しない等の懸
念もある。本市は緩やかながら人口が減少しており、こうした懸念は今後一層増すものと考えられる。なお、本市都市公園数は平成
26年７月現在125箇所・約125ha。このうち、約24％（箇所ベース）が供用後30年以上経過。10年後は約４割が供用後30年を経過す
る見通し。平成26年７月現在0.1ha以下の狭小公園は約43％（箇所ベース）。制度が改正された場合、老朽化、または利用が低調
な都市公園を供用廃止することにより、用地の広範な有効利用が可能となり、市街地環境が好転することが期待される。

【現行制度で対応困難な理由】
本市においても都市公園の廃止を現行法制度下で行っているが、法第十六条第一号「都市公園の区域内において（中略）都市計
画事業が施行される場合その他公益上特別の必要がある場合」における「公益上特別の必要がある場合」については、都市公園
法運用指針（Ｈ24）によって、「その区域を都市公園の用に供しておくよりも、他の施設のために利用することの方が公益上より重要
と判断される場合」とされており、他の公共事業が施行される場合に限定されているため、本市が意図する都市公園の廃止につい
ては対応していない。このため、市街地整備などに伴い近隣に同規模以上の公園を供用し、法第十六条第二号を適用させない限
り、老朽化・機能劣化した公園を廃止できない状況である。

〔再掲〕
６　【国土交通省】
（７）都市公園法（昭31法79）
（ⅰ）公園管理者である地方公共団体が、都市の集約化等の地域の実情に応じ、
都市公園を廃止することが都市公園を存続させることと比較し公益上より重要で
あると、客観性を確保しつつ慎重に判断した場合については、都市公園の廃止
に係る「公益上特別の必要がある場合」（16条１号）に該当し廃止できることを明確
化し、地方公共団体に通知する。

H26 341 11_その他 都道府県 奈良県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

「厚生労働省所管一般会計補助金
等に係る財産処分承認基準」第３
の１（１）

水道資産の有効活用のため
の有償譲渡に係る国庫補助
金返還免除

地方公共団体が補助対象財産を処分する場合、有償譲渡につ
いては国庫納付に関する条件を付さずに承認することができず、
国庫補助金の返還が免除されないところ、水道資産の有効活用
のため、国庫補助金の返還免除を有償譲渡についても適用でき
るようにする。

【現状】
奈良県では平成23年12月に「県域水道ビジョン」を策定し、県営水道と市町村水道が共同して水道資産（施設、人材、財務、技術
力）の最適化を図る「県域水道ファシリティマネジメント」に取り組んでいるところ。水需要の減少により、利用が見込めなくなった県営
水道の保有している水道水源を、県営水道供給エリア外で水道水源が不足している市町村水道に有償譲渡して、県域水道全体で
有効活用の検討を行っている。
【支障事例】
運営主体が異なるのみで、譲渡後も同じ水道目的に使われるにもかかわらず、「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処
分承認基準」から、県営水道の水源確保を目的とした国庫補助金の返還が必要となっている。このため、水利権を譲渡する県営水
道は、譲渡先の市町村に対し返還する国庫補助金相当額を請求することになり、市町村は新たに国庫補助金の申請手続きが必要
になる。
【改正の必要性】
県営水道が水源の不足する市町村に有償で水利権を分轄譲渡しても、国や県に返還額を支払うのみで、不当利得は一切ないこと
から、「国庫納付を求めない財産処分」に相当すると考える。県営水道の水源確保を目的とする国庫補助金の返還が不要であれ
ば、県営水道から水利権の譲渡先である市町村に対し国庫補助金返還相当額の請求は不要であり、市町村も国庫補助金申請の
必要がなくなることから、財産処分に係る手続きの簡素化となる。この規制緩和が実現することにより、人口減少社会に直面する水
道事業の抜本的構築に向けて、水道資産の最適化をスムーズに進めることが可能となる。

H26 342 06_環境・衛生 都道府県 香川県 厚生労働省 A　権限移譲 栄養士法第１条第２項、第２条第３
項、第３条の２第２項、第４条第３
項・第４項、第５条第２項・第４項

管理栄養士免許の免許者
を、厚生労働大臣から各都
道府県知事とする。

管理栄養士の免許は、管理栄養士国家試験に合格した者に対し
て、厚生労働大臣が与える（栄養士法第２条第３項）が、都道府
県知事が免許を与えることとする。
これに伴い、免許事項を登録する管理栄養士名簿についても、
現在厚生労働省に備えている（同法第３条の２第２項）が、都道府
県に備えることとするなど、栄養士免許と同様の規定とする。

管理栄養士免許の免許者は厚生労働大臣であるが（栄養士法第２条第３項）、その名簿の登録、訂正、抹消に係る申請や免許証
の交付は、都道府県知事を経由して行われる（同法施行令第１条第２項等）。
現在、県で当該免許に係る申請を受けた後、（申請書等を国に進達し、国から免許証の送付を受けて、）当該申請者に免許証を交
付するまで、２～３箇月の期間を要している。
他方、同じく栄養士法に基づく免許である栄養士免許については、免許者が都道府県知事であり（栄養士法第２条第１項）、申請か
ら交付まで、大半が１週間程度で完結している。
免許者を、厚生労働大臣から都道府県知事に変更することにより、申請から交付までの期間を短縮することが可能となり、住民サー
ビスの向上を図ることができる。
都道府県で、管理栄養士免許に係る名簿の登録や免許証の交付に係る事務が増えることになるが、既に行っている栄養士免許の
それと共通する部分が多く、その実施は可能である。
また、管理栄養士国家試験に合格した者に対して都道府県知事が免許を与えるのであれば、地域によって免許取得の難易度が変
わるといった弊害は起こらない。
（なお、栄養士免許は、厚生労働大臣の指定した養成施設において２年以上必要な知識及び技能を修得した者に対して交付す
る。（栄養士法第２条第１項））
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求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
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地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 344 01_土地利用（農
地除く）

一般市 合志市 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

都市計画法　第３４条 市街化調整区域における開
発許可基準の緩和（公共施
設跡地利用）

市街化調整区域は市街化を抑制する区域であり、市街化調整区
域において行うことの出来る開発行為は制限されている。
合併した自治体が持つ公共施設においては統廃合等の検討を
行っている自治体も多く、また、本市においては、市街化調整区
域にも多くの公共施設が建築されいる。
しかし、公共施設においては開発許可不要として建築された施設
が数多く存在し、市街化調整区域内で見直された施設において
は多くの制限があり有効利用が困難な状況であるため、公共施
設跡地の有効利用に関して制限等の緩和をお願いしたい。

【制度改正の必要性】
本市は平成18年2月27日に旧合志町と旧西合志町が市町村合併し誕生したが、合併前にそれぞれで、整備した庁舎、文化施設、
体育施設等、多様な用途の重複する公共施設が多く存在する。
公共施設の維持管理に要する費用負担は、今後の財政運営における大きな課題の一つであり、将来的な、社会情勢やニーズの変
化によっては、統廃合等の措置が必要となる。
しかし、現在、本市面積の約9割を占める市街化調整区域内に立地する公共施設については、都市計画法第34条の規定により開
発が制限されることから、現在の要件では、民間事業者へ売買などを行う際に支障があり多くの土地が市の遊休財産となることが想
定されるため。
【都市計画法第３４条の改正（案）】
「ただし、普通地方公共団体が相当期間保有し適切に維持管理された公共施設等の跡地利用については、地域の振興と活性化に
寄与し周辺の市街化を促進しない行為である場合にあってはこの限りではない。」

H26 345 01_土地利用（農
地除く）

一般市 合志市 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

都市計画法　第３４条 市街化調整区域における開
発許可基準の緩和（市町村
の財政的自立に資する開
発）

市街化調整区域は市街化を抑制する区域であり、市街化調整区
域において行うことの出来る開発行為は制限されていることから、
地方自治体による創造的なまちづくりに支障を来している。
そのため、市街化調整区域内の開発要件について、一部規制緩
和を行うことにより、土地利用についての自由度を高め、新たな
雇用の場の創出による、地域経済の活性化を図りたい。

【制度改正の必要性】
本市は、政令市である熊本市に隣接しており、都市計画法上の熊本都市計画区域内に位置している。
市域の約９割は市街化が抑制されている市街化調整区域であることから、市南部の熊本市に隣接する約１割の市街化区域に人口
が集中し、地域バランスを欠く状況。また、人口については、年々増加している状況であるが、個人市民税等の税収増加は緩やか
であり、一部地域に集中した人口増加に対応するための、道路、上下水道、学校、保育所等のインフラ整備に必要な財源の確保が
喫緊の課題となっている。
そのため、本市では、企業誘致、６次産業化の促進、産学金官連携促進等、新たな雇用創出による市財政基盤強化への様々な取
り組みを行っている。
しかし、本市の市街化区域においては余剰地が殆ど無く、約９割を占める、市街化調整区域内においては、開発行為が制限される
ことから、新たな企業誘致に伴う事務所・工場の設置や６次産業化に必要な農産物の加工場の設置等について土地利用の観点で
支障を来している。
そのため、都市計画法第３４条による市街化調整区域内の開発許可要件を一部緩和し、各自治体の創意工夫によるまちづくりを促
進すべきと考える。
【都市計画法第３４条の改正（案）】
 新たな要件見直しとして「市町村の財政的自立に資する、開発であり、かつ、周辺地域における市街化を促進する恐れがなく、市
町村長と都道府県知事が協議のうえ認めたもの」について市街化調整区域内の開発を認めるものとする。

H26 346 05_教育・文化 中核市 大分市 文部科学省 A　権限移譲 地方教育行政の組織及び運営に
関する法律第37条及び第41条
公立義務教育諸学校の学級編制
及び教職員定数の標準に関する法
律第３条
市町村立学校職員給与負担法第１
条

県費負担教職員の人事権等
の移譲

・都道府県教育委員会に属する、県費負担教職員の任命権を中
核市教育委員会に移譲する。
・都道府県が定めるように規定されている学級編制基準及び県費
負担教職員の定数決定権を中核市に移譲する。
・都道府県の負担としている市町村立小中学校の職員の給与等
を中核市の負担とする。
（参考）
指定都市については、第４次一括法により移譲済み

【支障事例】
市町村にとって、県費負担教職員は市町村の職員であるものの、その任命権は都道府県にあるため、所属市町村への帰属意識が
乏しい面がある。また、中核市独自の教職員研修を実施しても、養成した教職員が他市町村に異動することが多く、費用対効果の
面でも課題がある。
学級編制について、法的には各市町村の判断により柔軟な編制が可能となっているが、教職員配当などの定数決定権がない。
【制度改正の必要性】
教育の責任を負う市町村が、学校設置者として、より主体性を発揮し、創意工夫した特色ある教育を行うためには、地域に根ざした
意識をもつ優秀な教職員の確保が必要である。
定数決定権が、給与・手当等の決定権限及びその財源を伴い移譲されることにより、学校の実情に応じた定数措置や少人数学級
の編制など、児童生徒一人一人に対するきめ細かな指導の充実が可能となる。

［再掲］
５【文部科学省】
（２）市町村立学校職員給与負担法（昭23法135）、義務教育費国庫負担法（昭27
法303）、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭31法162）、公立義務教
育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律（昭33法116）
県費負担教職員の給与等の負担（市町村立学校職員給与負担法１条）、都道府
県教育委員会の県費負担教職員の任命権（地方教育行政の組織及び運営に関
する法律37条１項）、県費負担教職員に係る定数の決定（地方教育行政の組織
及び運営に関する法律41条１項及び２項）及び学級編制基準の決定（公立義務
教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律３条２項）について
は、県費負担教職員の任命権に係る条例による事務処理特例制度（地方教育行
政の組織及び運営に関する法律55条１項）の運用状況を踏まえつつ、広域での
人事調整の仕組みにも配慮した上で、中核市等に権限を移譲する方向で検討を
行い、小規模市町村を含めた関係者の理解を得て、結論が得られたものから順
次実施する。
また、条例による事務処理特例制度のより一層の活用を図るため、当該制度によ
る人事権の移譲を希望する中核市等については、平成27年度以降、関係する都
道府県や市町村との協議の場を設けるなど、合意形成に向けた支援を行うこと
を、関係団体に速やかに通知する。

H26 347 02_農業・農地 中核市 大分市 農林水産省 A　権限移譲 農地法第４条、第５条 農地転用に関する知事・農
林水産大臣の許可権限の市
町村への移譲

農地転用に関する知事・農林水産大臣の許可権限を市町村へ
移譲すること

【提案事項】
農地転用に関する知事・農林水産大臣の許可権限の市町村への移譲
【支障事例】
農地転用許可にあたっては、申請を市町村農業委員会が受理し、十分な審査ののち意見を付して都道府県知事に送付しているに
も関わらず、知事は形式的に都道府県農業会議への諮問を行う。市町村は地域の実情を把握しており、自ら十分に適切な判断が
できるにも関わらず、こうした事務処理は多大な時間や手間を要し、迅速な事務処理を妨げるとともに、総合的なまちづくりを進めて
いく上での支障となっている。
【制度改正の必要性】
農地転用許可は、農用地区域の設定とともに、優良農地を守る制度であると同時に、土地利用行政の一角を占める制度である。都
市、農村、山村にわたる一体的な地域づくりのためには、本来、土地利用行政は基礎自治体である市町村が総合的に担い、地域
における最適な土地利用の実現を図るべきである。本提案は、「都道府県農業会議への諮問の廃止」と併せて移譲されることにより
事務の簡素化・迅速化に寄与するとともに、地域の実情に即した農地を含めた総合的な土地利用行政が基礎自治体の主体的判断
と責任において実施することを可能とするものと考える。

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国と地方の役
割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕組みの充実を図るととも
に、農地転用に係る事務・権限について、地方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条の２第１項）
を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の設定基準案に加え、国の
目標面積案について、都道府県知事の意見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及び都道府県の
目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定
するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と協議する場（協議の場）を
設けることとする。協議の場の議事等については、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案及び都道府県
の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違がある場合には、その要因
分析等を行い、施策効果の見込み方等について協議する。これらの過程を通じ
て、国と地方が十分な議論を行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び
都道府県の目標面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日地方六団体）
において提案されている「農地の総量確保の目標管理」の仕組みに係る実効性を
検証することとし、今後の制度設計の議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置については、別紙を
基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法附則２項）につ
いては、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農林水産大臣
との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指定市町村にあっては、当
該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確保する目標
を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣が指定する市町村（指
定市町村）の長については、都道府県知事と同様の権限を有するものとして、農
地転用に係る事務・権限を移譲する。あわせて、農用地区域内における開発許
可（農振法15条の２）に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項及び５条３
項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せて検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏まえ、必要に
応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るとともに、農地転用許可等に係
る事例集を作成するなど地方公共団体における農地転用許可制度等の適正な
運用の確保に資するよう必要な支援を行うものとする。
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地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 348 03_医療・福祉 中核市 大分市 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

国民健康保険法第８条 資格喪失した被保険者の受
診に伴う過誤調整手続の簡
素化・迅速化

資格を喪失した被保険者の受診に伴う過誤調整について、被保
険者を介さず保険者間において直接処理できるよう措置を講じる
こと。

【支障事例】
国保加入者（被保険者）が資格喪失（就職や扶養等）後に誤って国保を利用して受診した場合、その期間に市町村国保から支払わ
れた給付費（保険者負担分）は、一旦全額を当該被保険者から市町村国保が徴収し、そののち新保険者（社保等）から相当額が被
保険者に対して支払われることとなっている。しかし、その給付費が特に高額に及ぶ場合、被保険者からの徴収が不調を来すケー
スが多い。
【懸念の解消策】
このように、現行では当該被保険者との間で事務手続き（連絡調整及び徴収）が必要であるが、本提案が実現し保険者間での調整
が可能となれば、当該被保険者にとっては負担が軽減され、市町村国保にとっては確実な徴収が可能となる。さらに被保険者との
手続きが省略されることにより、事務の簡素化・迅速化が図られるとともに資格の適正化を期することができる。

［再掲］
６【厚生労働省】
（７）国民健康保険法（昭33法192）
資格を喪失した被保険者の受診に伴う過誤調整について、被保険者から旧保険
者に対し療養費の受領について委任を行うことで、現保険者から旧保険者に直接
支払う事務処理の普及を図る。その上で、被保険者資格のオンライン確認により
過誤を減少させるための仕組み等、保険者の事務負担の更なる軽減に繋がる方
策を検討し、必要な措置を講ずる。

H26 349 06_環境・衛生 都道府県 徳島県、京都府、和歌
山県

厚生労働省 A　権限移譲 食鳥処理の事業の規制及び食鳥
検査に関する法律第２１条

指定検査機関（食鳥検査法
の指定検査機関）の指定等
の権限移譲

食鳥の指定検査機関の指定・監督の権限を都道府県に移譲する 食鳥検査は、都道府県知事もしくは厚生労働大臣が指定した指定検査機関が実施する。本県では、指定検査機関に検査を委託し
ており、監督上必要な命令は国が実施している。本権限の移譲により、知事が指定検査機関への命令を直接実施することが出来、
食鳥肉等に起因する衛生上の危害が発生した場合などに迅速な対応が可能となる。
特に、食鳥検査の指定検査機関として、本県では獣医師会となっておりますが、地方公共団体の獣医師不足もあり、県との連携は
益々強化する必要性があること、また、食鳥検査は、都道府県の（特に本県のような農業県では）基幹産業である農畜産業の振興と
大きくリンクするものであり、その点でも、都道府県全体の農政・産業振興を推進する都道府県において実施することが妥当である。

なお、「事務・権限の移譲等の見直し方針」（２５年１２月２０日閣議決定）において「都道府県、保健所設置市及び特別区への移譲
について検討を進める」とされておりますところ、その早期の具体化を求めるもの。

４【厚生労働省】
（12）食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律（平２法70）
指定検査機関の指定及び監督については、都道府県、保健所設置市及び特別
区に移譲することについて検討を進め、平成27年中に結論を得る。

H26 350 07_産業振興 都道府県 徳島県・京都府・大阪
府・兵庫県・鳥取県

内閣官房、内閣府 B　地方に対す
る規制緩和

総合特別区域基本方針
総合特区推進調整費の使途等に
関する基準について

総合特区推進調整費の使途
等に関する基準の要件緩和

総合特区推進調整費の使途について縛りを外し、地域の判断で
自由に活用できるものとする。
※事業予算の補完的な役割としてではなく，各総合特区に枠配
分していただき，その中で特区目標実現のための事業に，弾力
的に活用できることとしていただきたい，

【支障事例】
当該調整費の使途については、現行制度では、各省の既存の予算制度を活用した上でなお不足する場合に補完するものとなって
いるため、既存の予算制度に基づかない新規の取組に対応できない
関係府省による予算措置の対応方針の検討を待つこととなり、迅速な事業執行ができない
補助用件が既存の補助制度と同様となり、重点化を図るなど独自の財政支援ができない（既存の補助制度にとらわれない弾力的な
財政支援を図ることとしたい趣旨）
複数年の継続的な取組が必要な事業に対応できない
などの隘路が生じている。

【対応策】
総合特区のポイントは、地域の包括的・戦略的なチャレンジを、オーダーメードで財政支援も含め、総合的に支援するという点にあ
るにもかかわらず、現状ではせっかく総合特区として区域指定を受けていても、財政的な支援措置については、まず既存の各省の
予算制度の活用により対応をする必要があり、当該制度の縛りの中で、動いていかなければならない（補助事業であれば、年度毎
に交付申請→交付決定→事業執行→事業報告といった手順を踏む必要がある）し、また各予算制度を継ぎ合わせたパッチワーク
的な対応となっている。
総合特区の事業は１年のみで完結する事業ではないため、総合特区の目標実現に向けて、調整費を複数年に渡って使えるよう規
制緩和することで、地方の実情に応じた柔軟かつ継続性をもった財政支援が行えることとなる。

H26 351 11_その他 都道府県 徳島県、京都府、兵庫
県、鳥取県

総務省 A　権限移譲 無線システム普及支援事業費等補
助金交付要綱第20条

移動通信用鉄塔整備事業に
係る財産処分の届出の移譲

移動通信用鉄塔施設・設備の財産処分の承認権限を都道府県
に移譲する。

補助金の交付を受けて整備された移動通信用鉄塔について、事業者が利便性向上のための機器更新を行う場合、処分許可年限
未了のものは、財産処分の届出が必要となる。　鉄塔・鉄柱本体は処分制限期間が４０年と長いため、通信事業者は鉄塔・鉄柱本
体を利用して、MOVAからFOMA、LTEへと時代のニーズに応じて無線通信設備の機能・エリアの拡張や変更を急速に進めており、
その都度、国への届出が必要となっている状況にある。通信事業者によっては、毎年、何十件も機器更新を行う場合があり、都道府
県を経由して、その都度国への届出が必要となる。
鉄塔に関する機器更新の届出については、権限を都道府県におろすことで、住民の利便性向上やエリア拡大を迅速かつ効率的に
行うことが可能となる。（他の国の補助事業の財産処分の場合とは、処分の性質を異にする）もちろん、鉄塔本体の処分のような重大
な資産の財産処分については、これまでどおり国に申請が必要とすべきであると考えます。
権限委譲に伴う期間の短縮について、都道府県に権限を委譲することにより、全体で１ヶ月以上の期間かかっていたものが、約２週
間以上の期間短縮が可能となる。

［再掲］
４【総務省】
（３）移動通信用鉄塔施設整備事業
財産処分の届出受理権限については、都道府県及び市町村の意見を踏まえ、都
道府県に移譲する方向で、権限移譲の対象とする財産処分の範囲等の検討を進
め、平成27年中に結論を得る。

H26 352 06_環境・衛生 都道府県 徳島県、兵庫県 環境省 B　地方に対す
る規制緩和

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に
関する法律第44条第2項

狩猟免許の有効期間の延長 有害鳥獣、個体数調整捕獲等に従事する者が所有する狩猟免
許の有効期間を地域の判断で設定できる（延長する）ものとする。

人口減少社会の本格到来により、中山間地域の山林管理が不十分で、鳥獣被害が都市部にまで拡大している。本県の狩猟者登
録数は、昭和５３年度から年々減少し、平成２４年度ではピーク時の約１／３となっているところ、有害鳥獣対策としての狩猟者の確
保は、喫緊の課題である。狩猟免許の有効期限は現行３年と定められているが、これを有害鳥獣駆除のための人材確保を必要とす
る地域ニーズに応じて、４年、５年と延長できるよう、地域において免許期限を延長できるように、法律の縛りを解除し、地域の判断
で設定できることとすること。

６【環境省】
（５）鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平14法88）
狩猟免許の有効期間（44条２項）については、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に
関する法律の一部を改正する法律（平26法46）の施行状況を踏まえ、都道府県の
意見や安全確保に留意しつつ、狩猟者確保のための総合的な方策の一環とし
て、その在り方を検討し、必要な措置を講ずる。

H26 353 03_医療・福祉 都道府県 徳島県・大阪府・鳥取
県・兵庫県

厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

保育対策等促進事業費補助金交
付要綱

病児・病後児保育の補助要
件の設定

現状における病児・病後児保育の補助要件を、地域の実情に応
じて事業実施できるよう、保育士の配置要件を緩和。

人口減少社会において、特に中山間地域など過疎地域における子育て環境の充実を図るため、保育士の配置が難しい地域には、
「子育て支援員（仮称）」を、地域の判断で、保育士に代えて配置できることとすべきである。
本県において、本県では、病児病後児保育の全県展開を推進しているが、高齢化の進む地域において、保育士の確保が困難であ
るとの状況を、地域の声として承っており、残されたエリアは、山間部であって、高齢者ばかりの地域に、子育て世代が少数存在す
るようなエリアである。
ここで保育士の設置を義務付けてしまうと、病児病後児保育自体が成立しえず、そこで、保育士ではなく、「子育て支援員」に要件
緩和することを提案したもの。
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地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 354 03_医療・福祉 都道府県 徳島県 厚生労働省 A　権限移譲 健康保険法第65条、第66条、第68
条、第71条、第73条、第78条、第80
条、第81条
国民健康保険法第41条、第45条の
２、高齢者の医療の確保に関する
法律第66条、第72条　等

保険医療機関の指定・指導
権限の移譲

健康保険法及び国民健康保険法に基づく「保険医療機関の指
定・指導権限」について、都道府県への移譲を求める。

【移譲の必要性】
今後大きな課題となる「2025年」問題への対応として、「社会保障制度改革」の中で、地域で必要な医療の確保に向けて「地域医療
ビジョンの策定」「病床の機能分化」等について、地方分権の観点から、今こそ、地方が主体的に医療体制のあり方を考える時期を
迎えている。こうした状況下において、地方が、その地域における必要な医療を確保していくためには、医療提供体制の整備につ
いて、積極的に関わっていくシステムづくりが必要となる。
このためには、「医療法人の認可・指導監督」、「病院の開設許可等の権限」を有する都道府県において「保険医療機関の指定・指
導権限」を受け、地方において効果的な「医療提供体制の確保」を図ることを目指す。
【支障事例】
現状において、診療報酬に関する個別指導の実施率が十分ではないとの指摘があり、ガバナンスの効いた適正な個別指導の実施
により、医療費の適正化に向けた動きとなる。
なお、保険医療機関の指定等については、高度な専門知識が必要となるため、保険医療業務に精通した医師、歯科医師及び専門
官等の人材及び事務費にかかる財源を確保する必要がある。

H26 355 03_医療・福祉 都道府県 徳島県・京都府・大阪
府・兵庫県・鳥取県

厚生労働省 対象外 国民健康保険の事務費負担金等
の交付額等の算定に関する省令第
4条第1項

地方の医療費助成に対する
国保ペナルティの廃止

地方が、子育て支援のため、現物給付による医療費助成を行っ
た場合の国民健康保険国庫負担金の減額措置を廃止する。

人口減少社会からの脱却を図るためには、既成概念にとらわれない分権施策を推進する必要があり、少子化の改善に向けて、子
育て世帯の経済的負担の軽減を図るためには、現物給付による医療費助成によって、窓口負担軽減を行っていくことは重要な取
組み。全国的にこの取組みを拡大していくために、現物給付の場合に課せられる国民健康保険国庫負担金の減額措置を廃止す
る。

H26 356 03_医療・福祉 都道府県 徳島県、京都府、和歌
山県、鳥取県、兵庫県

厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律に
基づく指定障害福祉サービスの事
業等の人員、設備及び運営に関す
る基準第186条、第190条等
障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律に
基づく指定障害福祉サービス等に
要する費用の額の算定に関する基
準別表第14の11、第15の12

施設外就労加算要件におけ
る規制緩和

施設外における支援を行う場合の要件を、地域の実情に応じて、
地方が独自に緩和できるようにすること。

【現状】
これからの人口減少社会に対応し、集落を守っていく手法として、本県では、障がい者の自立支援を図りつつ、地域貢献活動として
「高齢者等の見守り活動」を行うといった取組みを進めている。
【制度改正の必要性】
こうした取組みをさらに広げていくためには、より事業者が参画しやすくするため、地方の裁量の範囲を拡大する必要がある。
現状の施設外就労加算の算定については、人員要件が細かく規定されており、１ユニットにつき、支援員１名、利用者３名が対象、
加えて、施設外就労先との契約が必要となる。これらの縛りを外し、地域が中山間地域などの実情に応じて、要件を緩和出来るよう
制度改革を図る。

H26 357 06_環境・衛生 都道府県 徳島県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

旅館業法第３条 滞在施設の旅館業法の許可
制の見直し

外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約に基づき一定期
間以上使用させ、外国人旅客の滞在に必要な役務を提供する事
業は、旅館業法の許可の対象外とする。

2019年のラグビーワールドカップ、2020年の東京五輪オリンピック・パラリンピックに続き、2021年にはワールドマスターズゲームズ
（生涯スポーツの国際大会）が関西一円で開催されることが決定しており、政府も外国人観光客倍増を打ち出していることから、今
後、増加が見込まれる（また、それに向けた各種施策展開が図られる）外国人誘客に対して、国内における円滑な役務提供のため
には、旅館業法の規制緩和が必要である。

H26 358 07_産業振興 都道府県 徳島県、兵庫県、鳥取
県

経済産業省 A　権限移譲 中小企業による地域産業資源を活
用した事業活動の促進に関する法
律第6条

地域産業資源活用事業計画
の認定権限の都道府県への
移譲

現在、本事業計画は、事業者から、都道府県経由で、経済産業
局に申請、経産局等設置の委員会の評価等を経て認定される。
この事業認定について、地域の実情及び地域産業資源を熟知し
ている各都道府県（のうち希望する都道府県）」に権限を移譲す
る。

地域産業資源を熟知し、地域の中小企業を間近で支援する各都道府県が認定業務を実施する方が、より適正・効果的に事業認定
することが出来る。また、都道府県が認定権限を持つことで、事業者は身近なところで相談が出来、また都道府県も実情を知る事業
者に対して細やかな指導が可能となる。さらに、都道府県が実施する個別の企業支援と一体的に中小企業者に対応することで、地
域産業の活性化に資するものと考える。

［再掲］
４【経済産業省】
（15）中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律（平
19法39）
（ⅰ）地域産業資源活用事業計画の認定（６条１項）については、国と都道府県の
連携強化を図るため、都道府県に対し、事業実施主体から提出された地域産業
資源活用事業計画に係る情報提供を、原則として経済産業局に事前相談があっ
た段階で行うとともに、各経済産業局が設置している評価委員会に関係都道府県
が構成員として参画し、認定の判断に主体的に関与できることなどを、平成26年
度中に通知する。その上で、都道府県への権限移譲については、平成29年度ま
での法施行状況を検証し、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
（ⅱ）地域産業資源活用事業計画の認定事業者に対する補助（地域産業資源活
用支援事業）については、国と都道府県の連携強化を図るため、都道府県に対
し、支援要件等の公募に関する情報提供を行う。あわせて、都道府県が自ら支援
を行う案件を優先的に採択するなどの措置を講ずる。

H26 359 06_環境・衛生 都道府県 茨城県 環境省 B　地方に対す
る規制緩和

浄化槽設置整備事業実施要綱第３ 浄化槽設置整備事業に係る
単独処理浄化槽の撤去補助
要件の撤廃

国では，「浄化槽設置整備事業実施要綱」に基づき，単独処理
浄化槽撤去補助を行っているが，同要綱第３において，単独処
理浄化槽撤去跡地に合併処理浄化槽を設置する場合及び施工
上の制約により撤去跡地以外に合併処理浄化槽を設置する場合
のみ補助対象となっている。
このため，「撤去跡地以外に合併処理浄化槽を設置する場合」も
補助対象となるよう補助要件の見直しをしていただきたい。

【支障事例】
本県は，湖沼水質保全特別措置法に基づく指定湖沼（霞ヶ浦）を抱え，湖沼水質保全計画を策定して水質浄化に取り組んでいる。
富栄養化防止のためには，高度処理型浄化槽の設置促進，特に，単独処理浄化槽から合併処理浄化槽（高度処理型浄化槽）へ
の転換が喫緊の課題となっている。
国では，「浄化槽設置整備事業実施要綱」に基づき，単独処理浄化槽撤去補助を行っているが，同要綱第３において，単独処理
浄化槽撤去跡地に合併処理浄化槽を設置する場合及び施工上の制約により撤去跡地以外に合併処理浄化槽を設置する場合の
み補助対象となっている。
しかし，撤去跡地への合併処理浄化槽の設置は，一定期間トイレ等が使用できず不便であること等の理由から，本県ではほとんど
該当がなく，補助を利用できていない。
こうした状況に鑑み，本県では，個人県民税の超過課税として徴収している「森林湖沼環境税」を活用し，上記の場合にも県独自の
補助を行っているが，財政的に大きな負担となっている。（補助実績は別添のとおり）
【制度改正による効果】
当該県独自の補助に係る予算を転換促進策の拡充（配管工事費補助等）に充当できれば，より一層の単独処理浄化槽から合併処
理浄化槽（高度処理型浄化槽）への転換促進が見込めるところである。
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H26 360 09_土木・建築 都道府県 茨城県 国土交通省 A　権限移譲 河川法施行令第２条第１項 指定区間内の一級河川に係
る河川現況台帳を調製する
事務・権限の移譲

一級河川の管理は，河川法第9条第2項の規定により，指定区間
外は国土交通大臣，指定区間内は都道府県知事が行うことと
なっているが，河川現況台帳の調製については，同法施行令第2
条第1項の規定により，指定区間内においても，国土交通大臣が
調製することとされており，効率的・効果的な河川の維持・管理に
支障を来たしている。
このため，指定区間内における河川現況台帳を調製する事務・
権限を都道府県に移譲していただきたい。なお，移譲に当たって
は，事務に係る財源も併せて移譲していただきたい。

【支障事例】
国が調製している河川現況台帳の図面には，主に都道府県が提供したデータを基にした河川占用案件しか記載がなく，堤防の状
況（矢板等）や番地などの維持管理に必要な情報が記載されていないため，維持管理業務には使用できない台帳となっている。
このため，住民問い合わせがあった際には河川現況台帳と住宅地図を照らし合わせて使用しており非効率的であるほか，点検の
データ集積や修繕更新計画の集積を行う際には，河川現況台帳とは別の台帳を調製しており，二重の事務となっている。
【制度改正による効果】
実際に管理している者が河川管理台帳を作成することで，より実態にあった台帳となるため，上記支障が解決し，パトロール等の効
率化，効率的・効果的な河川の維持管理につながり，事務量の軽減にもつながる。
【懸念の解消策・制度改正による効果】
法律上の河川管理者（国）と河川現況台帳の調製者（都道府県）が異なることへの懸念については，都道府県が調製した台帳を定
期的に国に提供すれば，国側で不便を来たすことはないと考える。
県境をまたがって流れる一級河川について，指定区間ごとに各都道府県が河川現況台帳を調製するためフォーマットが不統一に
なるのではないかとの懸念については，各都道府県ごとに維持管理をしているためフォーマットが統一されていなくても問題はなく，
各都道府県間において定期的な意見交換会を行うことで円滑に維持管理できる。
一級河川について指定区間と直轄区間で河川現況台帳の調製者が異なることへの懸念については，都道府県が調製した河川現
況台帳を国へ提供することで，河川の一体的な把握の面からの支障は生じないと考える。

H26 361 09_土木・建築 都道府県 茨城県 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

・河川法施行規則第11条第2項
・河川法施行令第18条第2項

流水占用許可等の手続き及
び流水占用料等の徴収の手
続きに係る見直し

流水占用許可等に当たり，治水・利水上の観点からの安全性の
みならず，申請者の経営の健全性を審査対象とし，占用の目的
を安全・確実に実行させるため，都道府県が有する流水占用許
可等の権限に関して，
①河川法施行規則第11条第2項等に定める流水占用許可等の
申請書類に，申請者の「法人登記簿」，「財務諸表」及び「流水占
用料等を納付したことを証する書類」を追加していただきたい。
②河川法施行令第18条の改正により，許可の附款（解除条件）と
して，流水占用料等の納付義務を課することができるようにしてい
ただきたい。

【支障事例】
本県においては，河川法第32条第1項の規定に基づき，条例により，同法第23条等の流水占用許可等を受けた者に対して流水占
用料等の納付義務を課しているところであるが，経営が健全でない法人等が未納のまま許可等の更新を行う例があり，占用目的が
適切に実行されない懸念がある。
（河川流水占用料等の収入未済額：平成25年度　29,927千円）
【制度改正の必要性】
現行の占用許可に当たっては，治水・利水上の観点から許可基準を定めており，許可申請者が許可を受けた後，占用の目的を安
全かつ確実に実行できるかという観点が欠けている。
許可等を受けた者は，公共財産を排他的に使用し，営利を上げることになることから，河川が適正に利用され，公共の安全が保持
されるよう，許可の審査に当たっては，治水・利水上の観点からの安全性のみならず，申請者の経営の健全性を確認する必要があ
る。
【改正案】
①河川法施行規則第11条第2項第7号を第8号とし，第7号として次の条文を追加
「七　法人登記簿，財務諸表及び流水占用料等を納付したことを証する書類」
※現行の第7号「その他参考となるべき事項を記載した図書」で対応可能ではないかとの指摘については，同号は，治水・利水上の
観点から許可を出すに当たって必要とされる書類を想定していることから，当該規定で対応するのではなく，明確化することを希望
する。
②河川法施行令第18条第2項第3号の次に，第4号として次の条文を追加
「四　法第23条，第24条若しくは第25条の規定による河川管理者たる都道府県知事の許可を得た者が，都道府県知事から課され
た流水占用料等を納付しない場合は，都道府県知事は，当該許可を取り消し又は許可の更新をしないことができること。」

H26 362 01_土地利用（農
地除く）

都道府県 広島県 国土交通省 A　権限移譲 ・屋外広告物法第7条，第8条，第
28条
・平成16年12月17日付け国都公緑
第148号　国土交通省都市・地域整
備局長通知「屋外広告物法の一部
改正について」Ⅰ２．（4）

違反広告物に対する簡易除
却等に係る景観行政団体へ
の権限移譲

屋外広告物法第28条により屋外広告物事務を行う景観行政団体
である基礎自治体に対して，都道府県の条例による移譲ではな
く，自らの判断と責任で簡易除却等を実施できるよう制度の見直
しを行うとともに，それに応じた普通交付税等の必要な財源措置
を講じること。

【制度改正要望の経緯・必要性】
景観行政団体は景観計画に基づき屋外広告物条例を策定することにより屋外広告物の規制(第3条～5条、７条・8条)を自ら行うこと
ができる。
一方で，違反広告物に対する処置の法第7条及び第8条に規定されている簡易除却等を行う場合には，権限を持つ県からの権限
移譲を受けて行わなくてはならない。
景観行政団体が景観行政と屋外広告物の規制を一元的に実施する際には，簡易除却等の対応も不可欠なものであり，これを現行
法のように，権限を持つ主体を分離していることは不合理である。
【具体的支障事例】
また、具体的支障事例として、簡易除却等を行う権限を特例条例により県から景観行政団体に移譲しているため、県から財源移譲
すべきという考えがある一方で、景観行政団体は独自条例を制定済であるため独自財源で対応すべきという考えがある。このため，
県から景観行政団体への財源移譲が困難である。
【課題の解消策】
よって，景観行政団体においても，自らの権限に基づき簡易除却等が行えるように法第7条第2項から第4項及び第8条において，
「条例で定めるところにより」の文言を加えることを求める。また，法律の改正が実現した際には、これらの事務を行うのに必要となる
財源措置をあわせて求める。

H26 363 03_医療・福祉 都道府県 広島県 厚生労働省 A　権限移譲 麻薬及び向精神薬取締法第3条 保健所設置市への麻薬免許
事務権限の移譲

麻薬取扱者免許に係る事務権限を保健所設置市へ移譲し、併
せて麻薬取扱者に交付する免許の効力が国内全域でも有効とな
るよう制度の見直しを行う。

【制度改正要望の経緯・必要性】麻薬取扱者免許に係る事務が保健所設置市に権限移譲されれば，次の住民サービス向上が見込
まれる。
①本権限移譲により，薬事，医療等の監視指導業務と一体で行うことができるようになり，効率的な業務実施が可能となる。また，保
健所設置市は住民により近い立場で業務を実施することから，麻薬の取扱い等に係る指導をより綿密に行うことにより，麻薬の不適
切な取扱い等から生じる医療事故等の事前防止を図ることができる。
②保健所設置市の区域内については，現在，保健所設置市を窓口として申請受付・免許交付を行っているため，本権限移譲によ
り，申請書の県への進達及び免許証の保健所設置市への送付等で余分にかかっている４日程度を短縮できる。
③本権限の移譲により，薬事・医療の許可と当該事務が同時に新規申請された場合，２つの事務を併行して行うことができるため，
現行制度下（県は，薬事・医療の許可を把握してから当該事務の手続きを開始）よりも，４日程度短縮できる。
【具体的支障事例】しかし，現行制度のままで移譲された場合，麻薬取扱者に交付する免許は，当該保健所設置市の管轄区域内
のみで有効であることから，特に麻薬取扱者の大部分を占める麻薬施用者については，当該保健所設置市の管轄区域外の病院
へ移った場合，新たに免許交付申請を行わなければならず，その結果，手間・手数料という新たな負担が生じ，住民サービスの低
下を招くこととなるため，現行制度のままで保健所設置市へ権限移譲することは困難な状況にある。
【課題の解消策】麻薬取扱者に交付する免許が交付自治体の管轄区域外でも有効となるよう制度の見直しを求める。

H26 364 11_その他 都道府県 広島県 総務省 対象外 地方交付税 町村設置の福祉事務所に係
る経費の特別交付税から普
通交付税への変更

特別交付税で措置されている福祉事務所設置町村に要する経
費の普通交付税への移行

【具体的支障事例】
特別交付税による措置の場合，留保等により年度末の3月にならないと福祉事務所経費の措置が確定されないため，予見性及び安
定的な財政運営に問題がある。
経常的経費である福祉事務所設置費の財源が，特別交付税（臨時的収入）で措置されているため，経常収支比率が実態を反映し
たものとならない。
【課題の解消策】
このため、特別交付税で措置されている福祉事務所設置町村に要する経費の普通交付税への移行を求める。
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H26 365 03_医療・福祉 都道府県 広島県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

特別児童扶養手当等の支給に関
する法律第14条
特別児童扶養手当等の支給に関
する法律に基づき都道府県及び市
町村に交付する事務費に関する政
令第１条、第２条
特別児童扶養手当事務取扱交付
金交付要綱第２の２

特別児童扶養手当事務取扱
交付金の交付対象の拡大

事務委託による方法を，条例移譲による方法に変更できるよう，
国からの財源（交付金）を県のみでなく条例移譲した場合の市町
へも交付するように変更すること。

【制度改正要望の経緯・必要性】
現在広島県では，全国に先駆けて市町に特別児童扶養手当の受給資格の認定等の事務を委託しているが，本来は特例条例によ
る移譲を検討していた。しかし，国からの財源が交付税ではなく交付金（特別児童扶養手当事務取扱交付金）であり，交付対象が都
道府県に限定されているため，特例条例による移譲では財源が失われるため，やむを得ず事務委託の手法を採用している。
類似の特別障害者手当等については，福祉事務所を設置している市町に法律で権限移譲されている。
また第４次一括法により政令指定都市に２７年度から特別児童扶養手当の認定等の事務の移譲が予定されている。
このため，政令市以外の基礎自治体に対しても，現在の事務委託ではなく，条例移譲として位置付けを明確化できるよう提案してい
るものである。
【課題の解消策】
具体的な変更要望は「特別児童扶養手当事務取扱交付金交付要綱第２　２　市町村に交付する事務費の額」に「都道府県から特
例条例で移譲を受けた都道府県の事務に係る経費」の追加を求める。

H26 366 07_産業振興 都道府県 広島県 経済産業省 A　権限移譲 工場立地法第４条の２ 工場立地法第４条の２の緑
地面積率等に係る地域準則
の条例制定権限の町村への
移譲

工場立地法第４条の２の緑地面積率等に係る地域準則の条例制
定主体への「町村」の追加を行う。

【制度改正要望の経緯・必要性】
工場立地法上の特定工場の新設等の届出に係る基準面積の条例制定については，工場立地法第４条の２第１項により都道府県
が，第２項により基礎自治体である政令指定都市，市は行うことが可能であるが，町村については，法令上，権限がない。
市までは移譲済みであるところ，町村だけを除外する理由に乏しい。また町村の判断による条件の緩和により企業誘致につながるメ
リットもある。
なお，工場立地法の規定により，緑地面積率等に係る地域準則の策定の事務は，「都道府県の条例で定めることとされている事務」
であるため，特例条例による町村への移譲はできない（県の条例でのみ定めることができる事務）。
【具体的支障事例】
本県では企業立地促進法の集積区域以外の区域や住宅地や学校のまわりに工場立地法の特定工場が立地している町村もあり、
企業立地促進法による特例も適用できず、町村独自の企業誘致等の取組に支障がある状況である。
【課題の解消策】
このため、工場立地法第４条の２の緑地面積率等に係る地域準則の条例制定主体への「町村」の追加を求める。

H26 367 07_産業振興 都道府県 広島県 経済産業省 A　権限移譲 大規模小売店舗立地法
第３条第２項

大規模小売店舗の新設等の
届出に係る基準面積等の条
例制定権限の市町村への移
譲

大規模小売店舗の新設等の届出に係る基準面積等の条例制定
を基礎自治体が行えるよう制度の見直しを行う。

【制度改正要望の経緯・必要性】
新設等の届出は，本県では各市町に特例条例で移譲済である。市町が基準面積設定を希望する場合は，独自で行うことができ
ず，県が条例を制定して設定する必要があり非効率である。このため，本事務の移譲により，新設に係る事務を市町がより一体的に
自ら実施できるようになる。
また本県は市町村合併が大きく進展した県であり，市町村合併により広域化した基礎的自治体（県内市町の平均面積368.7ｋｍ2）
は，住民に身近な行政主体として，地域の実情に応じた適切な判断が可能となっている。
なお，大規模小売店舗法の規定により，基準面積等を定める事務は，「都道府県の条例で定めることとされている事務」であるた
め，特例条例による市町への移譲はできない（県の条例でのみ定めることができる事務）。
【課題の解消策】
このため大規模小売店舗法第３条第２項の大規模小売店舗の新設等の届出に係る基準面積等の条例制定主体へ「市町村」の追
加を求める。

H26 368 07_産業振興 知事会 九州地方知事会 経済産業省、農林
水産省、国土交通
省、警察庁、金融
庁、総務省、財務
省、文部科学省、
厚生労働省、環境
省

A　権限移譲 エネルギーの使用の合理化に関す
る法律第６条，第５３条，第６０条，
第６７条、第８７条

省エネ法に基づく特定事業
者等に対する指導・助言、報
告徴収、立入検査の都道府
県への権限移譲

エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく指導・助言、
報告徴収及び立入検査権限を、並行権限として、希望する都道
府県に移譲すること。

【必要性】エネルギー政策基本法第６条においては、「地方公共団体は、基本方針にのっとり、エネルギーの需給に関し、国の施策
に準じて施策を講ずるとともに、その区域の実状に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。」こととされている。　地方公
共団体は、本規定に基づき、特に地域として取り組むべき「エネルギー使用の合理化（省エネルギー）の促進」「再生可能エネル
ギーの普及」の施策の充実等に努めている。
これらの取組みをより効果的なものとするため、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づく、特定事業者等に対する指
導・助言、報告徴収及び立入検査権限を、並行権限として、都道府県に移譲する必要がある。
【具体的な効果】地方公共団体においては、省エネルギー促進のための取組みを行っているが、地域におけるエネルギーの使用
状況等を把握することができないため対象を重点化等することができず、また指導・助言する権限もないため、取組の成果が限定的
となっている。例えば、本県においては、工場・事業場等の省エネルギー診断事業を無料で行っているが、エネルギー多消費事業
者の情報を把握し、これら事業者に対し省エネ診断の活用を指導・助言することが可能となれば、地域内におけるエネルギー使用
の合理化が大幅に進むことが期待される。
【効果的な取組みとするための工夫】「求める措置の具体的内容」にあわせて、当該法令に基づき国において収集した事業者等情
報を、都道府県の求めに応じ提供することで、より効果的な取組とすることができる。

４【警察庁（１）】【金融庁（１）】【総務省（１）】【財務省（２）】【文部科学省（２）】【厚生
労働省（10）】【農林水産省（５）】【経済産業省（４）】【国土交通省（３）】【環境省
（１）】
エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭54法49）
特定事業者等（事業所等が一の都道府県の区域内のみにあるものに限る。）に対
する指導、助言、報告徴収及び立入検査については、関係する審議会において
都道府県等から意見聴取を行いつつ、実施主体や国の関与等の在り方につい
て、平成27年中に検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

H26 369 07_産業振興 知事会 九州地方知事会 経済産業省 A　権限移譲 電気事業者による再生可能エネル
ギー電気の調達に関する特別措置
法第４条，第５条、第４０条

電気事業者による再生可能
エネルギー電気の調達に関
する特別措置法に基づく指
導・助言、報告徴収及び立
入検査権限の移譲

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特
別措置法に基づく指導・助言、報告徴収及び立入検査権限を、
並行権限として、希望する都道府県に移譲すること。

【必要性】エネルギー政策基本法第６条においては、「地方公共団体は、基本方針にのっとり、エネルギーの需給に関し、国の施策
に準じて施策を講ずるとともに、その区域の実状に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。」こととされている。地方公共
団体は、本規定に基づき、特に地域として取り組むべき「エネルギー使用の合理化（省エネルギー）の促進」「再生可能エネルギー
の普及」の施策の充実等に努めている。
これらの取組みをより効果的なものとするため、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基づ
く、電気事業者及び認定発電設備を用いて再生可能エネルギー電気を供給する事業者に対する指導・助言、報告徴収及び立入
検査権限を、並行権限として、都道府県に移譲する必要がある。
【具体的な効果】地方公共団体においては、再生可能エネルギー普及促進のための取組みを行っているが、地域におけるエネル
ギーの普及状況や課題等を把握することができず、また指導・助言する権限もないため、取組の成果が限定的となっている。今回の
権限移譲が実現すれば、再生可能エネルギー発電設備を設置しようとする事業者からの相談等に対し、都道府県において地域の
実状に応じた適切な対応が可能となることから、健全な再生可能エネルギーの普及促進が期待される。民間事業者が、地元との調
整を行わないまま太陽光発電等の開発計画を進めた結果、地元とトラブルとなり、地方公共団体が対応に苦慮するケースが全国的
に増加している。（福岡県においても、内容証明郵便により県庁に苦情が寄せられた事例がある。）地域に近接した都道府県に権限
を付与することにより、地元との調整等について対応が可能となれば、このようなトラブルも減少することが期待される。
【効果的な取組みとするための工夫】「求める措置の具体的内容」にあわせて、当該法令に基づき国において収集した事業者等情
報を、都道府県の求めに応じ提供することで、より効果的な取組とすることができる。

４【経済産業省】
（20）電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平
23法108）
（ⅰ）以下に係る事務・権限については、都道府県等の意見も踏まえつつ、地方
に移譲する場合の国のエネルギー政策と地域振興の整合性確保の在り方や、こ
れを踏まえた実施主体、国の関与の在り方等について、検討を行い、平成27年
中に結論を得る。
・電気事業者に対する特定契約の締結に関する指導、助言、勧告及び命令（４条
２項から４項）
・電気事業者に対する電気事業者がその事業の用に供する電気工作物との
接続に関する指導、助言、勧告及び命令（５条２項から４項）
・再生可能エネルギー発電設備を用いた発電の認定等（６条）
・電気事業者等に対する報告徴収及び立入検査（40条１項から３項）
（ⅱ）再生可能エネルギーの普及に資するため、再生可能エネルギー発電設備
を用いた発電の認定について、都道府県への情報提供を行う。

H26 370 07_産業振興 知事会 九州地方知事会 経済産業省 B　地方に対す
る規制緩和

企業立地の促進等による地域にお
ける産業集積の形成および活性化
に関する法律
第5条及び第6条

企業立地促進法に基づく産
業集積の形成又は活性化に
関する基本的な計画に係る
国の同意協議の見直し

法第5条第2項第8号及び第9号に係る部分について、同意協議
ではなく事後報告または届出とすること。

【支障】企業立地促進法第５条及び第６条に基づく「基本計画の主務大臣への同意協議」については、これまでに協議の迅速化を
図るため、提出書類の簡素化が行われたが、現状においても、基本計画の同意を得るための主務大臣と他省庁間の事前協議に時
間を要しており、地域産業活性化協議会での協議期間を含めると、承認までに６か月程度を要する事例がある。初期投資を抑制し
ようとする企業は、同法に基づく低利子融資等の優遇策の活用の適否が不明なため、法に基づく基本計画が同意（計画の変更を
含む）されるまでの間工事着工が出来ず、場合によっては投資計画そのものを見直す必要が生じるなど、長期の協議期間が企業の
円滑な事業推進に大きな支障を生じている。特に近年、設備投資を決定してから実行に移すまでのスパンが短い企業が多く、平成
２５年度には、法に基づく低利子融資活用決定までに数か月を要することがネックとなり、活用を断念した事例もあり、法の目的と実
務が乖離している。一連の手続きに時間を要する主な理由のひとつとして、関係省庁との事前協議に多くの時間を要していることが
挙げられる。この点については、事前に関係省庁の審査項目を県に示すことにより、事前協議段階で県内部や市町村等関係団体
との協議を進めることが可能となり、協議の迅速化に繋がる。
【必要性】関係法令との整合性については、県がその責任において、関係部局との連携を図りながら確認することとし、主務大臣、特
に経済産業省以外の関係大臣との同意協議については事後報告又は届出とする必要がある。

６【経済産業省】
（10）企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関す
る法律（平19法40）
基本計画及びその変更に係る同意（５条１項及び６条１項）については、同意を得
るまでの時間の短縮を図るため、事前審査・事前協議を原則行わないこととすると
ともに、法定協議に当たっての留意事項を取りまとめ、地方公共団体に情報提供
を行う。
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【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 371 06_環境・衛生 知事会 九州地方知事会 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

旅館業法第３条第２項、第８条 旅館業から暴力団排除する
ための条例委任又は法改正
による排除条項の追加

現行法の許可及び取消基準は限定的であり、地域の実情に応じ
法の目的を阻害する要因を排除することができない。このため、
必要な基準を条例で付加することができるよう、条例委任又は法
改正による暴力団排除条項の追加を行うこと。

【支障】
福岡県では、暴力団対策を推進するため、暴力団排除条例を制定し、行政事務事業からの排除を進めている。条例施行後、警察
からの通報により暴力団と密接に関係する者が、当該事業の許可を受けている事例が見られる。暴力団は反社会的勢力の中心で
あり、暴力団員及びその密接な関係者を当該事業から排除したいが、法律に暴力団排除条項がなく、排除措置を実施することがで
きない。
【地域の実情を踏まえた必要性】
福岡県には、全国最多の５つの指定暴力団が存在し、民間人への襲撃事件や、暴力団同士の対立抗争が断続的に発生している。
暴力団対策は喫緊の課題である。暴力団による業の許認可、ひいては社会経済活動への影響を排除することは、県民の安全で安
心な生活を確保する上で重要な課題である。このような地域の実情を踏まえ、法の許可及び取消基準に関し、必要な基準を条例で
付加することができるようにすることは、業の健全な発達を図ることを目的とする法の趣旨にもかなうものである。
【業の健全な発達のための必要性】
旅館業法において、営業者等が当該営業に関し、刑法（公然わいせつ等）や売春防止法、風営法、児童買春・児童ポルノ禁止法に
規定する罪を犯したときには、都道府県知事は許可の取消し又は営業の停止を命ずることができる旨、規定されている。これは、法
の目的が公衆衛生の維持だけでなく、業の健全な発達を図ることにもあることを明確に示している。暴力団が旅館業の経営に影響
を及ぼすことは、こうした業の健全な発達を阻害することにつながることは明らかであり、旅館業から暴力団の影響を排除することが
できる法整備が必要である。

H26 372 03_医療・福祉 知事会 九州地方知事会 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

児童福祉法　第45条
児童福祉施設の設備及び運営に
関する基準　附則第2項

保育所保育士定数への准看
護師算入を可能とする規制
緩和

児童福祉施設の設備運営基準（省令）により、乳児4人以上を入
所させる保育所においては、看護師と保健師が保育士定数に算
入することができるとされている（従うべき基準、民間保育所に対
する国庫負担対象）が、当該既定を参酌基準化することなどによ
り、准看護士も定数算入対象とすること。

【支障】保育所における乳幼児の受入れが増える中、こどもの体調急変への適切な対応などのため、看護師など医療・保健の有資
格者を保育所に配置する必要性が高まっている。省令では、乳児４人以上を入所させる保育所にあって、看護師又は保健師を１人
に限って保育士とみなして配置することができることとされ、看護師配置を促進している。
しかしながら、保育所からは、保育士定数に算入できるのが正看護師に限定されていることに加え、医療機関においても看護師不
足が課題となっている中、保育所における看護師確保が困難となっており、准看護師まで認めてほしいという意見が上がっている。
【改正の必要性】当該規定を参酌基準化することや、省令改正により算入対象を准看護師まで拡大する規制緩和を行うことで、安
心な子育て環境の整備、また女性の就労促進につながる。
【懸念の解消策】１人限って保育所に配置できる対象範囲を拡大することを考えており、保育士を無限定に看護師などに置き換える
ことは想定していない。

６【厚生労働省】
（１）児童福祉法（昭22法164）
（ⅱ）児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭23厚生省令63）のうち、保
育所に係る基準については、次のとおりとする。
　・乳児４人以上を入所させる保育所に係る保育士の数の算定（同基準33条２項
及び附則）については、当分の間、当該保育所に勤務する保健師又は看護師に
加え、准看護師についても保育士とみなすことができるよう措置する。

H26 373 03_医療・福祉 知事会 九州地方知事会 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律に
基づく指定障害福祉サービス等及
び基準該当障害福祉サービスに要
する費用の額の算定に関する基準
（平成18年厚生労働省告示第523
号）別表第5注１（２）

療養介護の利用対象者要件
に関する規制緩和

療養介護の利用対象者の要件を緩和（告示で利用対象者である
ことの明確化）し、「動く重症心身障害者」が安心して療養介護が
受けられるようにすること。

【支障】
「動く重症心身障害者」（重度の肢体不自由はないが、重度の知的障害で行動障害を有する方）は、告示の文面上は療養介護の
利用対象者の対象外となっており、生活介護（福祉施設での介護）で対応することとなっている。しかし、「動く重症心身障害者」の中
には、生活介護による集団生活指導が不可能で、療養介護による医学的管理下における介護等が不可欠な方々もいる。いくつか
の県においては、厚生労働省に対して照会した結果、当面の措置として療養介護の対象として差し支えない旨の事務連絡を得てお
り、サービスを提供しているが、照会した県に対する事務連絡回答を根拠としているため、法的安定性に不安がある。
【改正の必要性】
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サー
ビスに要する費用の額の算定に関する基準（平成１８年厚生労働省告示第５２３号）」別表第５注１（２）に定める療養介護の利用対
象者の要件を緩和（告示改正）することで、「動く重症心身障害者」の方が、個々の状況に応じた適切な福祉サービスを受けることが
できるようにする。なお、幹事県には、利用者団体からも安定したサービスを利用できるよう、告示改正を求める意見が寄せられてい
る。

H26 374 02_農業・農地 知事会 九州地方知事会 農林水産省、厚生
労働省、経済産業
省、国土交通省

B　地方に対す
る規制緩和

農村地域工業等導入促進法第２条
第１項本文カッコ書き
同法施行令第３条第４号ア

農村地域工業等導入促進法
の適用人口要件の緩和

人口２０万人以上の市は農村地域工業等導入促進法の農村地
域に該当しないとして適用から除外されるが、市町村合併によっ
て人口が２０万人以上となった市については、合併前の市の人口
をもって農工法の対象とするように適用要件を緩和すること。

【支障】企業誘致は地域経済の振興、雇用創出効果が期待できる即効性の高い施策であり、地方への企業誘致を進めるには、そ
の受け皿となる工業団地の整備は不可欠なものとなっている。提案県にあるＡ市は、農村地域工業等導入促進法の農村地域として
工業団地を整備し企業誘致を進めてきたが、平成１７年に周辺町村（農村地域）との合併によって市の人口が２０万人以上となった
ため農工法の適用要件から除外されることになった。しかし、合併によって人口規模が増加しても、Ａ市の財政力指数が高くなるも
のではなく、農業振興地域、山村振興地域、過疎地域を有し、工業等の導入による雇用創出が必要な農村地域であるという実態は
何ら変わりはないことから、地域振興に支障が生じている。
【改正の必要性】農業と工業等の均衡ある発展を図るために、例えば市の人口規模は合併前の旧市町村単位で適用する（過疎法
では、市町村合併に伴い人口が増加した自治体においても、合併前の旧市町村単位で適用を判断している）など、人口要件を緩
和すること。

６【厚生労働省（８）】【農林水産省（11）】【経済産業省（７）】【国土交通省（13）】
農村地域工業等導入促進法（昭46法112）
（ⅱ）農村地域工業等導入促進法については、農村において雇用の確保等により
所得を向上させるため、制度の活用が一層促進されるよう農村地域（２条１項）に
係る人口要件（施行令３条）の緩和を含めて見直しを検討し、平成27年中に一定
の結論を得る。

H26 375 07_産業振興 知事会 九州地方知事会 経済産業省（資源
エネルギー庁）

B　地方に対す
る規制緩和

採石法第32条の4第1項及び第32
条の10第1項

採石業からの暴力団排除の
ための採石法の改正

採石法に基づく業者から暴力団を排除できるよう、条例委任又は
法改正による暴力団排除条項の追加を行うこと。

【支障】各県は暴力団の排除のための施策を総合的に推進しており、各種許認可等からも可能な限り、暴力団を排除している。しか
し、採石法第３２条に規定する採石業の登録については、同法第３２条の４第１項及び第３２条の１０第１項に暴力団排除規定がない
ため、暴力団から申請があっても登録を拒否し、又は取り消すことができない状況にあり、現に警察からの通報により暴力団と密接
に関係する者が採石業の登録を受けていることが判明した際も登録を取り消すことができず、対応に苦慮した県もある（ある企業に
対して、産業廃棄物関係の許可は取り消すことができたが、採石法関係は取り消すことができなかった）。
【改正の必要性】反社会的勢力の中心である暴力団を排除するには、社会全体で取り組む必要があり、犯罪対策閣僚会議の「「世
界一安全な日本」創造戦略」においても、「各種業・公共事業等からの暴力団排除の徹底」が明記されている。このため、採石法を
改正し、暴力団排除規定を自治体が設けることができるよう条例委任するか、又は暴力団等の排除規定を法令上の要件として追加
することを求める。なお、採石法と同じく業者登録制を採用している割賦販売法においても、暴力団排除条項が設けられている。

６【経済産業省】
（１）採石法（昭25法291）
採石業者の登録の拒否（32条の４）及び登録の取消し等（32条の10）の要件等に
暴力団員等を加える。

H26 376 07_産業振興 知事会 九州地方知事会 経済産業省 B　地方に対す
る規制緩和

砂利採取法第6条第1項及び第12
条第1項

砂利採取業からの暴力団排
除のための砂利採取法の改
正

砂利採取法に基づく業者から暴力団を排除できるよう、条例委任
又は法改正による暴力団排除条項の追加を行うこと。

【支障】各県は暴力団の排除のための施策を総合的に推進しており、各種許認可等からも可能な限り、暴力団を排除している。しか
し、砂利採取法法第６条に規定する砂利採取業の登録については、同法第６条第１項及び第１２条第１項に暴力団排除規定がない
ため、暴力団から申請があっても登録を拒否し、又は取り消すことができない状況にある。過去において、砂利採取業の登録を受け
ている者が暴力団関係者と関係がある疑いが出た際に、対応に苦慮した県もある（この経験を踏まえ、ある法については暴力団排
除条項を条例で設け、今後同様の事案が生じない措置を講じたが、砂利採取法関係は暴力団排除条項を条例で設けることができ
なかった）。
【改正の必要性】反社会的勢力の中心である暴力団を排除するには、社会全体で取り組む必要があり、犯罪対策閣僚会議の「「世
界一安全な日本」創造戦略」においても、「各種業・公共事業等からの暴力団排除の徹底」が明記されている。このため、砂利採取
法を改正し、暴力団排除規定を自治体が設けることができるよう条例委任するか、又は暴力団等の排除規定を法令上の要件として
追加することを求める。なお、砂利採取法と同じく業者登録制を採用している割賦販売法においても、暴力団排除条項が設けられ
ている。

６【経済産業省】
（６）砂利採取法（昭43法74）
砂利採取業者の登録の拒否（６条）及び登録の取消し等（12条）の要件等に暴力
団員等を加える。
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求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 377 05_教育・文化 知事会 九州地方知事会 文部科学省 B　地方に対す
る規制緩和

地方教育行政の組織及び運営に
関する法律第23条、24条、24条の2
（平成26年改正法施行後は、それ
ぞれ21条、22条、23条）
社会教育法第5条、6条
図書館法第13条、15条
博物館法第19条、21条

社会教育に関する事務を教
育委員会から首長部局へ移
管することを可能とする規制
緩和

図書館法、博物館法により、図書館、博物館は教育委員会の所
管とされているが、この規定を改正し、図書館、博物館の所管を
首長、教育委員会のいずれとするかは地教行法に基づく条例に
より決めることができるようにすること。

【支障】
地方教育行政の組織及び運営に関する法律では、文化に関すること（文化財の保護に関することを除く。）は、条例の定めるところ
により、首長が管理・執行することができるとされている。一方、図書館及び博物館は社会教育機関とされ、個別法により教育委員
会の所管とされていることから、文化に関する事務を首長が担う場合であっても、図書館及び博物館に係る教育委員会の事務を別
途首長部局の職員等に補助執行させることが必要である。また重要な意思決定に際しては、教育長の決裁が必要である。この結
果、図書館、博物館の管理責任は教育委員会に残ることから、行政組織上の体系と法的な責任の所在が整合しない状態となって
おり、図書館等の管理責任が法的に問われた場合に、教育委員会の責任が問われる可能性もある。
【改正の必要性】
社会教育行政は、地域づくりや福祉、青少年の健全育成など首長部局との関係が深く、諸施策との連携・協力を通じて、地域の多
様な社会教育活動を一層促進することが期待されていることから、文化に関する事務を首長が行う場合、個別法に規定された事務
も条例により首長の権限とすることができるように改正する。これにより、責任の所在も明確となる。
【懸念の解消策】
中教審「社会教育推進体制の在り方に関するWGにおける議論の整理」で示されたように、政治的中立性、継続性・安定性の確保、
住民の意向反映を確保するため、法定の図書館協議会等の位置づけをより明確化すること（審議会に首長に対する勧告権を付与
など）により、確保できる。

［再掲］
６【文部科学省】
（２）地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭31法162）
図書館・博物館の設置・管理の所管部局（23条12号及び32条）を地方公共団体
の判断により決定することができる制度については、法制度上の課題等を精査
し、その実現方策について検討の上、必要な措置を講ずる。

H26 378 11_その他 知事会 九州地方知事会 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

水産多面的機能発揮対策事業交
付要綱

水産多面的機能発揮対策交
付金事業の制度及び手続き
の見直し

年度当初から活動できるよう、事業の事前着手を認める措置を講
じること。併せて、国交付金の概算払いについて、年度の早い時
期に概算払いをお願いしたい。

本交付金には、交付決定前の事前着手の規定がなく、年度ごとに交付決定と実績報告を行い、残金は全て返還することとなってい
る。事業の実施にあたっては、海域の状況や現地の事情に応じたタイムリーな活動が必要であり、特に藻場対策のために必要な作
業は３～６月に時期が集中しているため、交付決定が遅れると、予定していた活動ができない可能性が出てくる。そこで、年度当初
からの活動ができるよう、要綱等に「産地活性化総合対策事業実施要領（２２生産第１０８９０号平成２３年４月１日付け生産局長通
知）」に準じて事前着手を認める規定を設けていただきたい。
国交付金の概算払いについては、水産多面的機能発揮対策交付金交付要綱第１２に規定されている。年度の早い時期から資金の
不足なく活動できるよう、請求に基づき所要見込額を４月中に交付していただきたい。
【長崎県における支障事例】
①交付決定の遅れによるもの　Ｈ25 年度は交付決定が６月となり、事業計画時点で藻場保全活動を断念した団体が８団体あった。
計画はしていたが、交付決定の遅れにより活動開始時期が遅れ、適期を逃してしまい、十分な活動ができなかった団体が５団体
あった。
②概算払いの遅れによるもの　活動費が不足し、参加者の日当、用船料等の支払いが遅れたり、資材の購入ができない事例があっ
た。平成２５年度は、交付決定が６月２１日、初回の概算払いが１０月８日であった。

６　【農林水産省】
（24）水産多面的機能発揮対策交付金
事業の速やかな実施を行う観点から、毎年度可能な限り早期に交付決定及び概
算払いを実施する。

H26 379 11_その他 知事会 九州地方知事会 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

漁業近代化資金融通法施行令第２
条

漁業近代化資金の償還期限
の延長

漁業近代化資金融通法施行令第２条では、漁船の建造等の償
還期限を「15年」と定めているが、「20年」に延長する。

【支障事例】
漁船漁業では、魚価の低迷や燃油価格の急騰といった経営環境の悪化により、漁船の更新が進まず、平成24年度水産白書によれ
ば、沿岸漁業に従事する漁船では、船齢20年を超える漁船が66.3%を占めるなど、法定耐用年数を超過して操業している。
本県でも、ＦＲＰ漁船約23千隻の約86％が船齢20年以上となっており、今後、生産性の低化やメンテナンス経費の増大等によって
収益性の更なる悪化を招き、生産構造が脆弱化することが懸念される。
一方、漁業近代化資金で漁船を建造等する場合、漁業近代化資金融通法第２条及び同法施行令第２条で償還期限が15年以内と
されているが、収益性の悪化により借入金の償還が負担となっている。
漁業近代化資金については、平成17年度の税源移譲後、都道府県の判断で、法令で定める償還期限を越えた償還猶予措置を行
うことが可能となっている。
漁業者等が金融機関から融資を受ける場合、漁業信用基金協会が行う債務保証制度を利用しているが、都道府県が独自に法令
で定める償還期限を越える償還猶予措置を行うときは、漁業信用基金協会の債務保証において、漁業近代化資金融通法に基づく
「漁業近代化資金」ではなく、「一般資金」としての保証となる。
「一般資金」の保証料率は、「漁業近代化資金」の保証料率と比較し高率のため、漁業者の保証料負担が増えてしまう。
【制度改正の必要性】
法令で定める償還期限を「20年」に延長することは、漁船の実耐用年数に合わせたものであり、漁業者の借入金の１年あたりの償還
額や保証料の支払いの負担を軽減することから、収益性の向上を図ることができる。

６　【農林水産省】
（８）漁業近代化資金融通法（昭44法52）
漁船の建造等に必要な資金の償還期限の上限（施行令２条）を現行の15年から
20年に延長するため、政令改正を行い、平成27年４月から施行する。

H26 380 06_環境・衛生 知事会 九州地方知事会 環境省、国土交通
省

B　地方に対す
る規制緩和

社会資本整備総合交付金交付要
綱
下水道法第４条

し尿処理施設(環境省)と下
水道施設(国土交通省)の統
合整備

し尿等の受入施設を下水道施設として位置付け、社会資本整備
交付金の対象とするとともに、総合的に下水道施設に下水道処
理区域外のし尿を集めて処理した方が有利ならば、下水道計画
処理能力に下水道処理区域外のし尿全量を加えて計画ができる
よう規制緩和すること。

【制度改正の必要性】
下水道の整備により、その地域の浄化槽やくみ取り便所は減少するため、し尿処理施設は下水道施設が整備され水洗化された分
だけ処理量も減少する。一方、近年、市町村の管理するし尿処理施設は老朽化により建替の時期に来ている。この様な中、下水道
の整備が進んだ市町村については、新たにし尿処理施設を建設するよりも下水道施設で一括して処理した方が経済性・効率性の
観点から有利である。
本県では2町において、人口減少などで下水道施設の処理能力にし尿を受け入れる余裕があったため、し尿処理施設の建替をせ
ずに、下水道施設で一緒に処理した事例がある。その場合に、し尿等の受入施設は下水道施設とは認められていないため、下水
道用地に設置する場合は暫定的な措置として国土交通省より目的外使用承認が必要だった。また、し尿等の受入施設は、前処理
のみを行い、最終目的のし尿の処理をしないため、し尿処理施設としても認められず、費用を縮減したにもかかわらず市町村の単独
費での対応となった。このためし尿等の受入施設を下水道施設として位置づけ、目的外使用承認を不要とし、社会資本整備交付金
の対象に入れることを提案する。
また、現在も１市2町で同様な対応を検討しているが、１市についてはし尿の量が多く、下水道計画処理能力を超えるため１下水道
施設では受入が厳しい状態。このため、総合的に下水道施設に下水道処理区域外のし尿を集めて処理した方が有利ならば、下水
道計画処理能力に下水道処理区域外のし尿全量を加えて計画ができることとすることを併せて提案する。

H26 381 06_環境・衛生 知事会 九州地方知事会 環境省 A　権限移譲 循環型社会形成推進基本法
循環型社会形成推進交付金交付
要綱
地域再生法
汚水処理施設整備交付金交付要
綱

汚水処理施設（浄化槽）に係
る循環型社会形成推進交付
金及び汚水処理施設整備交
付金の交付決定事務・権限
の都道府県への移譲

循環型社会形成推進交付金及び汚水処理施設整備交付金の浄
化槽事業については、環境省において自治体ごとに内示・交付
がなされている。この手続きの一部を都道府県に移譲する。

【制度改正の必要性】個人設置型合併浄化槽の設置費補助については、各自治体（市町村）において住民からの申請に対し補助
事業を行っており、国は循環型社会形成推進交付金及び汚水処理施設整備交付金により、基準額に対して本土1/3、離島1/2の
額を自治体に交付している。
本事業は、年度内の設置基数が地域住民の意思によるため予測できず、交付金額を最後まで確定できないという性格を持ってい
る。一方、上記の交付金制度は、環境省において、自治体毎に内示・交付決定がなされるため、年度途中で各自治体の予算に過
不足が生じた場合でも、自治体間での調整はできない制度になっている。
【支障事例】H25の例では、当初の内示・交付決定額が要望額より削減された影響もあり、年度途中に住民からの申請受付を締め
切ったり、国費が不足して市単独費で対応したりした自治体が発生した。（単独で負担した件数、金額、他市町の余剰金額等は別
添資料のとおり。）市町間で国費をうまく調整できればさらなる整備が進んだと思われる。また、交付金手続きが自治体毎であるた
め、各種手続きに時間を要していると思われ、交付申請から交付決定までが遅く、事業執行や資金計画に支障をきたしている状況
である。
【効果】このため、国土交通省が所管している社会資本整備総合交付金のように、各都道府県に対し、一括内示を行い、市町への
交付は各都道府県の裁量により行ったほうが、自治体間の調整も適時適切に行うことができ、より円滑な執行事務がなされるのでは
ないかと考える。（別添流用スキーム案のとおり）

４【環境省】
（９）循環型社会形成推進交付金及び汚水処理施設整備交付金
循環型社会形成推進交付金及び汚水処理施設整備交付金による浄化槽整備事
業に係る交付については、効率的な浄化槽の整備を図るため、毎年度の早い段
階で地方公共団体における執行状況を確認し、調整するなど、予算配分の方法
についての運用改善を行う。

H26 382 05_教育・文化 知事会 九州地方知事会 文部科学省 B　地方に対す
る規制緩和

学校施設環境改善交付金交付要
綱別表１項35
H26年4月1日付け26施施助第6号
「平成26年度学校施設環境改善交
付金の事業概要について（通知）」
の[18]防災機能強化事業

学校施設環境改善交付金の
防災機能強化事業における
対象校ただし書きの撤廃

学校施設環境改善交付金の防災機能強化事業について、高等
学校及び中等教育学校（後期課程）においても、小中学校同様、
屋外防災施設以外の施設整備を交付金の対象とするため、学校
施設環境改善交付金交付要綱及び同交付金に係る通知から、
対象校のただし書きを撤廃することを求める。

学校施設環境改善交付金の防災機能強化事業について、(1)建築非構造部材の耐震化工事、(2)児童生徒等の安全を確保する上
で必要な工事、(3)屋外防災施設、(4)自家発電設備の整備、(5)その他防災機能強化に資する工事を対象事業としているが、高等
学校については、要綱及び通知の但し書きにより、(3)以外は対象としていないため、発災時における児童生徒等のための応急避
難場所としての一体的な整備ができず十分な避難所機能が確保できない状況にある。
そのため、社会資本整備総合交付金をはじめ、既存の交付金等で対象とならない(2)、(4)、(5)について交付金の対象として追加す
るとともに、(1)についても、学校施設環境改善交付金において措置できるよう但し書きの撤廃を求めるものである。
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H26 383 03_医療・福祉 知事会 九州地方知事会 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

地域保健法第１０条
地域保健法施行令第４条

保健所長の資格要件の条例
委任(参酌基準化）

地域保健法施行令の規定により保健所長には原則として医師資
格が要求されているところ、当該資格要件の参酌基準化（条例委
任）を求める。

【支障事例】
保健所長の医師資格要件については、保健所に医師が配置されている場合に限り、医師と同等以上の専門性を有すると認められ
る場合等一定要件を満たす職員であれば医師以外の者であっても保健所長に充てることができるよう要件緩和がされているもの
の、なお要件が厳しく、該当職員の確保は困難である。保健所長職に適した人材の確保が非常に難しいことから、地域によっては、
一人の所長が他の管轄地域の所長を兼務するケースも出ている。このケースでは、保健所長不在の保健所はもとより、本務側の保
健所においても円滑な業務運営に支障が生じる場合がある。また、突発的な健康危機管理事案等に対して、本務・兼務の両管轄
地域の対応が十分に行えない場合も想定される。九州各県の兼務の状況は別紙のとおり。
【制度改正の必要性】
保健所長の資格要件を保健所設置主体の条例に委ねることにより、保健所における健康危機管理等の役割を十分考慮しつつも、
地域における公衆衛生医師不足の実情に応じた対応措置が可能となる。特に、所長クラスの公衆衛生医師の確保困難な地域や複
数保健所長を一人の所長が兼務しているような事態が生じている地域等においては、保健所内に医師を配置した場合に保健所長
の資格要件が廃止できれば、柔軟な人事配置が可能なことから、管轄地域における円滑な業務運営に寄与するものである。
なお、保健所長の医師資格要件を緩和する場合においても、保健所に公衆衛生に対応できる医師を確保することを条件にすること
により、国が想定している危機管理対応も十分可能である。

H26 384 01_土地利用（農
地除く）

知事会 九州地方知事会 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

国土利用計画法第23条第1項
昭和54年12月24日付け54国土利
第401号土地利用調整課長通達
「無届取引等の事務処理について」
の別添「無届取引等事務処理基
準」

国土利用計画法に基づく土
地売買等届出の届出期限の
緩和

国土利用計画法第23条第1項に基づく大規模土地取引に係る土
地売買等届出（事後届出）の届出期限を、現行の２週間以内から
３週間以内に緩和することを求める。

【支障事例】
土地売買等届出（事後届出）の届出期限は契約日から２週間以内であるが、全国の期限内届出率は73.9％（H24）と低く、無届取引
件数は4,400件（H24）に及ぶ。熊本県においても、期限内届出率は71.1％（H24）と低く、無届取引件数は73件（H24）に及び、無届
取引件数の76.5％（H23～H25熊本県平均）は遅延届出（期限後に自主的に提出するもの）であり、遅延届出のうち約１割（同平均）
は契約日から３週間以内に提出されている。
このことから遅延届出者は、制度を認識しているものの期限内に提出できない者が多いことや、離島等遠隔地にいる者には負担で
あることが推測され、その要因として届出期間の不足が考えられる。
また、都道府県は、昭和54年土地利用調整課長通達を踏まえ、無届取引に関する事務処理要領を定めており、違反者に対して指
導を行っている。さらに、遅延届出は法による届出とみなされないため、土地取引の現況把握や傾向分析に活用する土地取引規
制実態統計に含まれず実態が反映されないほか、届出者にとっても森林取得時の届出免除（森林法第10条の7の2）が適用されな
い。
【制度改正の必要性】
上記実態を踏まえれば、届出期限を３週間に緩和することで、遅延取引の約１割（熊本県を基にした試算：H24全国無届取引件数：
4,400件×0.765×0.1＝336件）が期限内届出となることにより、遅延取引に係る都道府県、市町村の違反指導事務（（県・市町村合
計2h/件程度）や届出者の負担が軽減される。また、期限内届出が増えることで、統計データの精度向上や、森林法届出免除の適
用者の増加が見込まれる。

H26 385 08_消防・防災・
安全

知事会 九州地方知事会 内閣府、国土交通
省

B　地方に対す
る規制緩和

災害救助法第4条

災害救助法による救助の程度、方
法及び期間並びに実費弁償の基
準第２条第１項第２号のト

建築基準法第85条

応急仮設住宅の入居期間の
延長

応急仮設住宅の入居期間は２年間となっているが、被災地域の
実情に応じて延長できるよう制度の見直しを行うこと

【支障】九州北部豪雨災害では４８世帯１４５名が応急仮設住宅に入居し、復旧工事が終了していないなどの理由により、入居期限
までの退去が困難な者が２１世帯７１人いる。（H26.4調査）
【制度改正の必要性】応急仮設住宅の入居期間は２年間（災害救助法に基づく告示で、建築基準法第85条第4項に定める期間）で
あり、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」第２条に規定する「特定非常災害」に指
定されれば、同法第８条に基づき許可の期間を延長することが認められている。しかし、九州北部豪雨災害は指定されなかったた
め、災害の規模ではなく、地域の実情に応じて入居期間を延長できるよう制度を見直してほしい。
（参考）
入居者は農業従事者や高齢者が多く、地域の結びつきが強いため、地元を離れたくないとの意見が多い。
被災地域は民間賃貸住宅が少なく、公営住宅も不足している状況である。また持ち家志向も強く、住宅再建に向けた準備は進めら
れているが、期限までの退去が難しい。
入居期間が延長されれば、自宅再建までの間の仮住まいを探す必要がなくなるため、入居者の経済的・精神的負担が少なくなり、
安心して生活再建ができる。
県では被災市と協力し、入居者が住み続けることができるよう、建築基準法に適合するよう仮設住宅の基礎改修を行ったうえで、住
居として提供する。
なお、被災者生活再建支援法による加算支援金の申請期間は37か月以内である。

H26 386 03_医療・福祉 知事会 九州地方知事会 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

厚生労働省保険局医療課長及び
歯科医療管理官通知「基本診療料
の施設基準等及びその届出に関す
る手続きの取扱いについて」

保険医療機関における付添
介護要件の緩和

重度障がい児・者が入院した場合、保険医療機関において付き
添いができるのは「家族等患者の負担によらない者」とされている
が、これをヘルパー等についても認めること。

【制度改正の必要性】
国の通知では、「看護は、当該保険医療機関の看護要員のみによって行われるものであり、当該保険医療機関において患者の負
担による付添看護が行われてはならない。ただし、患者の病状により、又は治療に対する理解が困難な小児患者又は知的障害を
有する患者等の場合は、医師の許可を得て家族等患者の負担によらない者が付き添うことは差し支えない。」とされている。
しかし、会話ができず、ナースコールボタンすら押せない患者の場合は常時見守りが必要であり、障がいの程度によっては表情から
要求を読み取るしかなく、自宅で普段介護を行っているヘルパーしか対応できない事例もあるため、通常の医療機関の看護の体制
では十分な支援を行うことは難しい。
そのため、重度の身体障がい児・者や意思疎通の困難な重度の知的、精神障がい児・者に限定したうえで、入院中も障害福祉サー
ビスの居宅介護が利用できるよう改正する必要がある。
【支障事例】
重度障がい者が入院した際に、病院から家族等の付き添いを求められたが、家族等が常時付き添うことは困難であり、やむなく自己
負担によりヘルパーを雇ったという事例があった。
【懸念の解消策】
（１）医療機関における看護について
重度の障がい児・者に対し、ヘルパーが見守りを中心とする付き添いを行うことができるよう改正するものであり、看護の代替や補完
ではない。
（２）障害者総合支援法第５条第２項にいう「居宅介護」の解釈について
障害者総合支援法第５条第２項の「居宅」の解釈について、入院も含むとする解釈が可能か懸念が示される可能性があるが、入院
まで含めるべきと考える。

H26 387 03_医療・福祉 知事会 九州地方知事会 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

医療法第42条の2
厚生労働省医政局長通知（平成20
年3月31日医政発第0331008号）
「社会医療法人の認定について」

社会医療法人の認定要件緩
和

社会医療法人の認定に当たって、複数の県に医療施設を設置し
ている医療法人について、地域の医療提供体制を確保するた
め、例えば、当該施設の設置エリアが一の「定住自立圏」内にあ
る場合や事業規模が一の県に集中している場合は、一の県に医
療施設を設置する医療法人とみなし、一の県のみに医療施設を
設置している医療法人と同等の取扱いとすること。
（参考）
「同等の取扱い」とは、一の県のみで救急医療確保等事業を行っ
ていれば認定要件を満たすこととすることを指す。

【支障】
複数の県に医療施設を設置している医療法人が厚生労働大臣による社会医療法人の認定を得るためには、厚生労働省医政局長
通知に基づき、それぞれの県の医療施設において救急医療確保等事業を実施することが要件の一つとして定められており、一の県
にしか施設を有さない医療法人と比較しハードルが高い。
そのため、医療法人が社会医療法人の認定要件を満たすために、一方の県に置く医療施設の数が少なく、不採算の場合、一方の
県の全ての医療施設を廃止する可能性がある。そうした場合、廃止となる地域に他の医療施設が少ない場合、医療の安定的な提
供体制が崩壊するおそれがある。
【改正の必要性】
複数の県に医療施設を設置している医療法人が社会医療法人の認定を得る場合において、例えば「定住自立圏」を県境を越えて
形成している場合又は事業規模（経営規模・人員規模等）が一の県に集中している場合、社会医療法人の認定にあっては一の県
に医療施設を設置しているとみなし、一の県のみに医療施設を置く医療法人と同様の取扱いとする。
そうすることで、社会医療法人の認定のために、一の県の医療施設を廃止する等の動きを誘発することはなく、引き続き医療提供が
継続されるため、関係県の地域住民にとってもウインウインの関係を築くことができる。（なお、一旦社会医療法人の認定を受けれ
ば、その後、不採算の医療施設を廃止するためには、それまでの税の優遇措置分も返還する必要があるため、医療法人に対し施
設廃止の動きに一定のブレーキがかかる。）

［再掲］
６【厚生労働省】
（３）医療法（昭23法205）
（ⅱ）社会医療法人の認定（42条の２第１項）については、以下の方向で認定要件
の緩和について検討し、平成27年度中の実施を目指す。
・二の都道府県において病院及び診療所を開設する医療法人について、全ての
医療機関が一の二次医療圏及び隣接する市町村に設置されている場合には、
当該二の都道府県の医療計画に必要な事項が記載されていること等を要件とし
て、当該病院において救急医療等確保事業を実施することにより、社会医療法人
として認定できることとする。
・へき地の医療の確保に必要な事業に係る業務の基準として、へき地診療所への
医師の派遣等の要件について、へき地医療拠点病院への医師の派遣及び当該
へき地医療拠点病院からへき地診療所への医師の派遣等についても加え、社会
医療法人として認定できることとする。
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H26 388 11_その他 知事会 九州地方知事会 内閣府（消費者庁） B　地方に対す
る規制緩和

地方消費者行政活性化基金管理
運営要領

地方消費者行政活性化基金
に係る活用期限の廃止

自治体の状況に応じた相談員の設置及びそれに付随する相談
体制の整備ができるよう、関係する事業メニューの新規開始時期
の期間制限を廃止すること
定期的或いは継続的に相談員等の専門性の維持ができるよう、
レベルアップ事業の活用期間を廃止すること

【支障】地方消費者行政活性化基金の活用については、同管理運営要領に事業メニュー毎に基金の活用期間及び新規事業が開
始できる期間が定められている。
消費者行政は、本格的な取組が始まったばかりの行政分野であり、県内市町村では同基金を活用して相談員の設置を進めてきた
が、未だ未設置の自治体も多い。これらの自治体にあっては、相談機能の充実の観点から、今後も相談員設置を進めていく必要が
ある。
しかしながら、相談員の設置は、自治体の財政状況によるところが大きく、財政面の調整等に時間を要する。また、他方では相談員
の確保自体も容易でなく、その養成も併せて進めていかねばならず、それにも時間を要する。
活用期限が設定されることにより、一定の事業促進効果が期待されることは否定しないものの、持続的な体制を見据えた上で相談
員を設置するためには、自治体にとっては期限の設定は支障となる。また、自治体間で相談員設置開始の時期（期限以前か以後
か）による負担の不公平感も発生する。
加えて、相談員が、複雑・多様化する消費生活相談に対応するためには、定期的に知識を蓄えていく必要があるが、事業メニュー
の活用期限終了後は、一律にすべて自主財源で賄わなければならず、自治体の財政状況によっては相談員の専門性の維持が困
難となる。
なお、地域の詳しい実情については、別紙のとおり。
【制度改正の必要性】基金事業の一部メニューの活用期限を廃止し、活用期間を柔軟なものとすることで、自治体の実情に応じた
持続的な体制を見据えての相談員の設置促進が図られるとともに、複雑・多様化する消費生活相談に対応できる専門性を維持して
いくことが可能となる。

H26 389 04_雇用・労働 知事会 九州地方知事会 厚生労働省 A　権限移譲 職業安定法第５条第３号他 ハローワーク業務の国から都
道府県への移譲

公共職業安定所が行う職業紹介業務について、都道府県に対し
権限を移譲すること

【現行制度の支障】
１）二重行政により利用者にとって不便が生じコストも割高。
２）地方が行う産業人材育成、企業の人材確保支援、産業振興策などの地域施策と一体となった地域の特性を踏まえた雇用対策
が実現できない。
【制度改正の必要性】
１）地方が行う就業支援（キャリアカウンセリング、住宅や生活に関する相談）に加え、職業紹介が実現できることにより、県民にワン
ストップでのサービス提供ときめ細かい支援ができることとなり、コスト削減と利用者の利便性が向上する。
２）地域が取り組む産業人材育成施策、新産業育成施策などの独自の産業施策と雇用対策を一体的に取り組むことが可能となり、
効果的で戦略的な企業、求職者支援を実現できる。
３）職業紹介業務については、地域経済と密接に関連するため、地域の実情を把握している都道府県が行うことで、現場や実態を
踏まえ、企業や求職者それぞれにきめ細かい支援を行うことが可能となる。
【懸念の解消策】
国が法令等で基準を定めたうえで、地方が執行すればよいので、全国統一性が損なわれることはない。
現在、佐賀県と埼玉県で実施されている「ハローワーク特区」の成果や課題についての検証結果を踏まえることで、円滑な移管が可
能となる。

［再掲］
４【厚生労働省】
（１）職業安定法（昭22法141）及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派
遣労働者の保護等に関する法律（昭60法88）
公共職業安定所（ハローワーク）が行う無料職業紹介事業、地方公共団体が行う
無料職業紹介事業の指導監督並びに国以外の者が行う職業紹介、労働者の募
集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の指導監督については、以下の方向
性により見直す。
（ⅰ）国と地方公共団体が同一施設内で国の無料職業紹介事業と地方公共団体
の業務を一体的に実施する取組（一体的実施）、「ハローワーク特区」の取組、ハ
ローワークの求人情報を地方公共団体にオンラインで提供する取組など、ハロー
ワークと地方公共団体との一層の連携強化の取組を通じ、地方公共団体と一体と
なった雇用対策をこれまで以上に推進する。
（ⅱ）以上の取組の成果と課題を検証し、その結果等を踏まえ、これらの事務・権
限の移譲等について、引き続き検討・調整を進める。その際には、ＩＬＯ第88号条
約との整合性、都道府県を越えた職業紹介の適切な実施、雇用対策における機
動性の担保、保険者の変更等雇用保険財政の根本に関わる議論等に留意す
る。
（ⅲ）地方公共団体が行う無料職業紹介事業について、民間とは明確に異なる公
的性格を持つものであり、国に準ずるものとして法律上位置付けるなどの措置を
講ずる。
（ⅳ）ハローワークの求職情報を地方公共団体に提供する取組を、平成27年度か
ら開始する。

H26 390 11_その他 知事会 九州地方知事会 内閣官房、国土交
通省

B　地方に対す
る規制緩和

行政手続における特定の個人を識
別するための番号の利用等に関す
る法律第９条第１項、第１９条第７項

社会保障・税番号制度にお
ける個人番号利用事務の拡
大

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等
に関する法律第９条第１項別表第１にマイナンバーを活用できる
事務が掲げられているが、その別表に記載されていない法律の
中にも、番号法別表第一に記載されている法律と同様の手続とな
るものがあることから、それらの事務も対象とするよう、別表への掲
載を求める。
（参考）
「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」（国交省）に係
る事務等

【改正の必要性】個人番号は、将来的には幅広い行政分野で利活用することも念頭に置きつつ、まずは、社会保障制度、税制、災
害対策に関する分野において利用することとされており、番号法第９条第１項別表第一で個人番号を利用できる事務が列挙されて
いる。これらの列挙された事務では、例えば、住民票や所得証明など添付書類が提出不要となるが、現状では、別表第一に挙げら
れていない社会保障等に関する法律で行われている事務で、同様に住民票や所得証明など添付書類を求めている事務がある。例
えば、「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」（国交省）に係る事務については、番号法別表第一項番１９「公営住宅法に
よる公営住宅の管理に関する事務」と同様の添付書類を申請者に求めることになっている。申請の根拠法の違いから添付書類の
要・不要が混じることは住民の混乱を招くため、このような事務について番号制度の対象事務とすることを求める。

６【内閣官房（３）】【国土交通省（19）】
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平
25法27）
個人番号利用事務（９条１項）及び特定個人情報の提供制限の例外となる事務
（19条７号）に、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平５法52）に基づ
き地方公共団体が供給する賃貸住宅の管理に関する事務を追加する。

H26 391 07_産業振興 知事会 九州地方知事会 経済産業省、総務
省

A　権限移譲 産業競争力強化法第113条、第114
条、第137条
産業競争力強化法施行規則第41
条～第45条

創業支援事業計画の認定権
限の都道府県への移譲

産業競争力強化法第113条に基づいて市区町村が作成する創
業支援事業計画の認定権限を都道府県に移譲する。

【支障】現在、計画申請、認定に当たっては、地方経済産業局が市区町村と入念な事前調整を行い、申請に向けた助言・指導を
行っているが、今後認定取得を希望する市区町村からの相談が増加すれば、経済産業局に過度な負担が発生するおそれがある。
また、平成26年4月に中小企業庁が発行した「産業競争力強化法における 市区町村による創業支援のガイドライン」によれば、申
請の素案受付から認定までの所要期間は2ヶ月以上とされており、この期間中は素案を提出した市区町村内の創業者が法に基づく
優遇措置を受けることができないため、場合によっては支援継続中の案件が優遇措置の対象外となってしまうおそれがある。さら
に、本法に基づく創業支援計画は、市区町村が主体的に地域内の創業の促進を計画・実践するという画期的な制度であるが、多く
の市区町村にとっては創業支援に正面から取り組む初めての機会となるため、頻繁に計画変更が生じる可能性がある。窓口が地方
経済産業局のみである場合、こうした計画変更への迅速な対応が困難となるおそれがある。
【改正の必要性】本事務を都道府県に移譲すれば、市町村の申請から認定までの所要期間は1ヶ月程度に短縮でき、地方経済産
業局との調整に係る旅費、人件費等の低減にもつながる。また、大分県における「スタートアップ支援機関連絡会議（県、商工団
体、金融機関等で組織。年間1,500件の創業相談を受け、うち400件が創業を実現）などの全県組織から市町村への情報提供も可
能になることから、法の趣旨、地域の実情に即した円滑な事務が行えるものと思われる。

［再掲］
４【総務省（２）】【経済産業省（22）】
産業競争力強化法（平25法98）（総務省と共管）
（ⅰ）創業支援事業計画の認定（113条１項）については、当該計画の策定及び実
施に資するため、都道府県に当該計画の認定申請等の情報提供を行うとともに、
都道府県の関係機関が創業支援事業者として参画できることを、平成26年度中
に地方公共団体に通知する。
（ⅱ）創業支援事業計画の認定については、創業支援に係る国家目標の早期達
成に向け、原則として平成27年度中に現在の制度枠組みを含めた検証を行い、
その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

H26 392 07_産業振興 知事会 九州地方知事会 内閣官房、内閣府 B　地方に対す
る規制緩和

総合特別区域基本方針
総合特区推進調整費の使途等に
関する基準について（平成23年8月
23日付府地活第126号）

総合特区推進調整費の申請
手続きの簡素化

課題解決型医療機器等開発事業などに総合特区推進調整費を
活用した場合にも、課題解決型医療機器等開発事業などと同様
に、切れ目無く計画に必要な範囲の調整費の交付を求めるもの

【改正の必要性】現在、大分県では産学官で連携しながら、特区推進調整費を活用し、在宅用人工呼吸器の開発に取り組んでお
り、当該開発プロジェクトは平成25年度からスタート（国の24年度補正予算「課題解決型医療機器等開発事業」を本体事業として活
用）し、3カ年分の開発計画について了承を受けている。しかしながら、初年度の事業終了に伴い、新年度の活用要望を提出した
が、国の了承が得られず、空白期間が生じているため、人件費の負担等事業者の負担が増大しているほか、試作に必要な材料の
購入ができず、試作機の製作ができないなど、開発計画の遂行に支障がでており、このままでは当初計画の変更を余儀なくされる
恐れがある。
よって、本体事業の予算制度と同様に、開発計画の承認をもって計画期間中の予算を担保し、開発の空白期間を無くし、開発計画
の円滑な遂行を可能にするよう要望する。なお、現行制度においても毎年度の評価と実地調査は実施されるため、必要に応じた計
画の変更・是正は可能であると思われる。

６【内閣官房（２）】【内閣府（１）】
総合特別区域法（平23法81）
（ⅴ）認定総合特区計画に盛り込まれた複数年計画の事業に関し、事業実施主
体が切れ目なく事業を推進できるよう、当該事業を支援する関係府省において、
所管する予算制度を活用して重点的に財政支援を行うとともに、これによっても支
援が不足する場合には、関係府省の予算制度で対応が可能となるまでの間、総
合特区推進調整費が活用できることを、関係府省及び指定地方公共団体に通知
する。
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求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 393 02_農業・農地 知事会 九州地方知事会 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

新規就農・経営継承総合支援事業
実施要綱

農業青年給付金の年齢要件
の緩和

農業青年給付金の年齢要件の引き上げ（年齢要件：原則45歳未
満→55歳未満）を求めるもの。

【改正の必要性】
大分県では、農業就業人口が平成１７年から２２年の５年間で約１万１千人（１９．６％）減少していることから、県内外での就農セミ
ナー、相談会などの取り組みにより、新規就農者の確保・育成に積極的に取り組んでいる。平成２１～２５年度の新規就農者数は８８
４名であり、うち就農時年齢４５～５４歳の者は１０５名（自営就農者７１名、雇用就農者３４名）と、自営就農者の１３．６％を占めてい
る。また、地域農業の担い手である認定農業者のうち５５歳以上の割合は、６７．４％と高齢化が進んでいるため、４５～５４歳はまだ
まだ若手であり、大分県の基幹的農業従事者の平均年齢は６８．０歳であることから、５５歳で就農しても１０年以上農業経営に従事
し、地域農業の振興を担うことができる。
このようなことから、新規就農者の確保に向けて、青年就農給付金について、廃止された就農支援資金（研修資金）の中高年と同様
の「５５歳未満」への年齢要件の緩和を要望する。
なお、青年等就農資金については、新規就農時の施設等整備にかかる設備投資に対して融資される制度のため、中高年はある程
度自己資金を有するものの、研修時の生活を支援する制度が必要と考える。
【現行要件：原則45歳未満→改定案：55歳未満】

H26 394 06_環境・衛生 その他 越谷・松伏水道企業団 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

水道水源開発等施設整備費補助
金国庫補助金交付要綱

水道水源開発等施設整備費
国庫補助金に係る平均単価
要件の廃止

水道水源開発等施設整備費国庫補助金交付要綱の別表第１の
採択基準の内の「給水人口５万人以上の水道事業者における平
均料金」（平成２６年度１，１２３円）よりも高い料金の事業体が補助
対象となっている。「緊急時給水拠点確保等事業費」の「重要給
水施設配水管」及び「水道管路耐震化等推進事業費」の「老朽管
更新事業」の採択基準において、平均単価要件の撤廃を提案す
る。

【支障事例】
水道事業者毎に異なる地域性及び経営状況を反映した水道料金によって算定される平均料金を補助金の採択基準とすることは、
水道料金を低く抑える経営努力によって低廉な料金を維持している事業体が当該補助制度を活用できないこととなり、重要給水施
設配水管及び老朽管更新事業等の財源を確保する一つの術が断たれることとなっている。
なお、当企業団の当該採択基準における料金は９９７円であり、採択基準を満たしていない。
【制度改正の必要性】
平均料金を採択基準とする現要綱では、収益的収入と支出のバランスが考慮されておらず、水道料金が平均料金を上回りさえす
れば、給水に係る費用が賄えているか否かは関係なく、補助金の交付対象となっている。
また、過去の建設改良事業実施に伴う企業債残高が多額に上る事業体にあっては、その利息の支払いが未だ大きな負担となって
おり、給水に係る費用を押し上げている。
しかし、今後経年化を迎える水道施設の更新には膨大な費用を要するため、新たな企業債の発行は不可避となり、更なる利息負担
が生じると見込まれる。それにより、安易に水道料金の値上げが行われては、水道利用者の生活に少なからず影響を及ぼすことか
ら、水道料金の高騰を防ぐため当該補助採択基準の緩和が求められる。
【懸念の解消策】
料金回収率（算定式：供給単価／給水原価）及び企業債利息の負担割合を示す指標（算定式：費用構成比・支払利息＝支払利息
／収益的費用合計）を補助採択基準とし、これまでよりもさらに踏み込んだ基準を採用する。

H26 395 01_土地利用（農
地除く）

市区長会 特別区長会 国土交通省 A　権限移譲 都市計画法第87条の３第1項 用途地域等の都市計画決定
権限の特別区への移譲

用途地域等の都市計画決定権限を特別区に移譲するために、
都市計画法第87条の３第1項で規定する都市計画法施行令第48
条第1項を改正する。

【制度改正の必要性】
平成２４年４月１日、三大都市圏等における用途地域等の都市計画決定権限が市町村に移譲されたが、特別区においては引き続
き、東京都に残されたままとなっている。
用途地域は、合理的土地利用を図る最も基本的な制度であり、土地利用の実情を踏まえて、都市構造や都市の骨格に即して定め
る地域に密着した制度である。しかし、現行では、東京都が用途地域の指定権限等を保持しており、地域に密着した自治体である
区は、主体的に地域に関わることができない状況にある。特別区に決定権限があれば、土地利用の状況等の変化に応じて柔軟に
対応ができる等、より臨機に円滑な指定が可能となる。

【懸念に対する方策】
東京大都市地域の一体性は、国土形成計画をはじめとした都市計画区域の整備、開発及び保全の方針といった自治体の区域を
超えた広域計画や都、関係自治体との協議により確保が可能である。
このことから、都市計画決定権限の移譲は一体性を損なうものではなく、権限を移譲することに特段の問題が生じる恐れはないもの
と考えられる。
また、用途地域は都が決定しているため、同一の用途が区をまたがっている箇所もあるが、現在、用途地域の原案は、区が作成し
ており、区界の場合、関係自治体と必要に応じて協議して作成しているところである。

※その他（特記事項）欄のとおり、「より具体的な支障事例」「過去の議論に係る意見」については、別紙に記載。

H26 396 03_医療・福祉 市区長会 特別区長会 厚生労働省 A　権限移譲 児童福祉法第12条第1項、第59条
の4
同法施行令第45条、第45条の2

児童相談所の設置権限の移
譲

特別区において迅速かつ漏れのない児童相談支援を実施する
ため、東京都が有する児童相談所の設置権限を特別区に移譲
するとともに、児童相談所設置市の事務を併せて移譲し、総合的
な児童相談支援体制を構築する。

特別区は、児童虐待その他の児童家庭相談の一義的窓口として、「先駆型子供家庭支援センター」を中心に相談体制を強化して
おり、区への虐待通告件数や相談件数は年々増加している。児童虐待の未然防止、重篤化予防のための様々な事業を実施する
ほか、要保護児童対策地域協議会の運営により、関係機関、地域との連携強化を行い、着実に対応を進めている。しかし、緊急性
や危険性の高い事案については区の権限では対応できず、児童相談所に一時保護や専門的な対応を委ねることとなっている。虐
待通告受理から支援終結まで一連の対応を同機関で切れ目なく行うことは、児童の安全確保だけでなく、虐待の再発防止、継続的
な保護者指導・支援が可能となるが、二つの機関が存在することにより、認識に温度差が生じ、迅速な対応や子どもの状況に応じた
きめ細かな対応が取れないことがある。
また、今般、死亡事例が報告されている「居住実態が把握できない児童」についても、虐待発生ハイリスクと捉え、区でもその把握と
支援を積極的に実施しているが、全国の児童相談所が所有するCAシステム等を持たず、立入調査権もない区においては調査にも
限界がある。
このような現状を改善するためにも、区民に最も身近な行政機関である区に児童相談所を移管し、学校や保健センターなどの関係
機関や地域との連携を密にしながら、相談から支援、指導、養護まで実施していく必要がある。

５【厚生労働省】
（１）児童福祉法（昭22法164）
児童相談所の設置権限の特別区への移譲については、東京都と特別区の協議
状況を踏まえつつ、協議が整った場合には、その結果に基づいて必要な措置を
講ずる。

H26 397 09_土木・建築 市区長会 特別区長会 国土交通省 A　権限移譲 建築基準法第97条の3第1項、2項
建築基準法施行令第149条第1項

延べ面積が1万㎡を超える建
築物等に係る建築主事の事
務の権限移譲について

建築基準法施行令第149条第1項第１号に規定する「延べ面積が
1万㎡を越える建築物」、同項3号に規定する「工作物」及び同項
4号に規定する「建築設備」のうち、同項2号の規定により都知事
の許可を必要としないものに係る事務を、特別区が置く主事の事
務に改める。

建築主事の設置は、都道府県又は人口25万人以上の市等建築主事を設置する市が行うこととされているが、特別区においては都
区双方に建築主事を設置し、都の建築主事が処理する事務以外の事務を特別区の建築主事が処理することとされている。本事務
は、現行の建築基準法では、特別区の建築主事の権限に属しないものとされているため、都の建築主事の事務となっている。
移譲された場合、「特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例」に規定されている申請書等を都へ送付する事務、手
数料の都への報告及び納付事務及び証書等を都から区に送付する事務や、事務処理特例交付金にかかる事務の負担が軽減さ
れるとともに、書類等の往復にかかる期間が短縮されることで事務の効率化が図られる。また、利用者は、当該手続・協議の際にか
かる移動距離、事務処理期間等の短縮による物理的な負担の軽減や、窓口の一本化による審査状況、進捗などの行程管理が容
易になるなど、利便性が向上する。
さらに、実際の事務においても、1万㎡を越える建築物如何に係らず、原則的には法の適用は一律であって、事務の実施には問題
はない。
以上の観点から、特に都の建築主事でなければ実施できない根拠はなく、かつ特別区において実施することが合理的であるため、
本事務の権限移譲を求める。
また、「床面積が大きくなるほど審査の事務負担が増す」「３１ｍ超の建築物は審査項目が数多くある」との懸念があるが、現在特別
区が行っている事務でも、３１ｍ超の建築物はあり、事務処理に関して支障はなく、区での対応は十分に可能である。

H26 398 09_土木・建築 市区長会 特別区長会 国土交通省 A　権限移譲 建築基準法第2条第1項第35号、同
法第97条の3第3項
建築基準法施行令第2条の2第2
項、同施行令第149条第2項、3項

延べ面積が1万㎡を超える建
築物等に係る特定行政庁の
事務の権限移譲について

建築基準法施行令第149条第1項第１号に規定する「延べ面積が
1万㎡を越える建築物」、同項3号に規定する「工作物」及び同項
4号に規定する「建築設備」のうち、同項2号の規定により都知事
の許可を必要としないものに係る事務を、特別区が置く主事の事
務に改める。

特別区の区域内における特定行政庁の事務は、建築基準法施行令第149条第１項に規定する建築物（1万㎡を超える建築物等）
については都の事務として、都が処理する事務以外の事務を特別区が処理することとされている。本事務は、現行の建築基準法で
は、特別区の権限に属しないものとされているため、都の事務となっている。
移譲された場合、「特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例」に規定されている申請書等を都へ送付する事務、手
数料の都への報告及び納付事務及び証書等を都から区に送付する事務や、事務処理特例交付金にかかる事務の負担が軽減さ
れるとともに、書類等の往復にかかる期間が短縮されることで事務の効率化が図られる。また、利用者は、当該手続・協議の際にか
かる移動距離、事務処理期間等の短縮による物理的な負担の軽減や、窓口の一本化による審査状況、進捗などの行程管理が容
易になるなど、利便性が向上する。
さらに、実際の事務においても、1万㎡を越える建築物如何に係らず、原則的には許認可の基準は一律であって、事務の実施には
問題はない。建築基準法第12条第1項及び第3項の定期報告先を統一し、一元管理することで、事務のスリム化、所有者への利便
性の向上と合理的な指導が可能となることから安全性の向上も図られる。
以上の観点から、特に都が特定行政庁として処理する事務でなければ実施できない根拠はなく、かつ特別区において処理すること
が合理的であるため、本事務の権限移譲を求める。
また、「床面積が大きくなるほど審査の事務負担が増す」「３１ｍ超の建築物は審査項目が数多くある」との懸念があるが、現在特別
区が行っている事務でも、３１ｍ超の建築物はあり、事務処理に関して支障はなく、区での対応は十分に可能である。



年
年度別
管理番

号
分野

提案団体の
属性

提案
団体

関係府省
提案
区分

根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 399 05_教育・文化 市区長会 特別区長会 文部科学省 A　権限移譲 地方教育行政の組織及び運営に
関する法律第37条、第40条、第41
条
公立義務教育諸学校の学級編成
及び教職員定数の標準に関する法
律第10条

県費負担職員の人事権等の
移譲

区立小中学校教職員の人事権、教職員定数などの権限を必要
な財源と併せ、特別区に移譲する。
（参考）
指定都市については、第４次一括法により移譲済み

【支障事例】
現状では、人事権等が都にあることや、各学校の状況を区教育委員会でまとめ、都へ報告するため、区が責任を持って、地域の実
情に応じた学校教育を推進できる体制にはなっていない。（※１）
一方で地域防災拠点としての学校の位置づけ、学校支援地域本部の立ち上げ等、学校と地域（町会、自治会）との結びつきは新た
な局面を迎えている。（※２）

【制度改正の必要性】
人事権等が移譲された場合、①「特別区人事委員会の共同処理により、ある一定規模の安定した採用等が行える一方で、各区独
自の人材育成により、区独自の教育施策を推進することが容易になる。」②「各区の人事構想に基づき人事の調整を図ることによっ
て、施策の推進、課題を解消できる組織力の強化につながる」といった地域の実情に合わせた効率的な人事を行うことが可能とな
る。

＊その他（特記事項）欄のとおり、（※１）（※２）に関する具体的な支障事例は別紙に記載。

［再掲］
５【文部科学省】
（２）市町村立学校職員給与負担法（昭23法135）、義務教育費国庫負担法（昭27
法303）、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭31法162）、公立義務教
育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律（昭33法116）
県費負担教職員の給与等の負担（市町村立学校職員給与負担法１条）、都道府
県教育委員会の県費負担教職員の任命権（地方教育行政の組織及び運営に関
する法律37条１項）、県費負担教職員に係る定数の決定（地方教育行政の組織
及び運営に関する法律41条１項及び２項）及び学級編制基準の決定（公立義務
教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律３条２項）について
は、県費負担教職員の任命権に係る条例による事務処理特例制度（地方教育行
政の組織及び運営に関する法律55条１項）の運用状況を踏まえつつ、広域での
人事調整の仕組みにも配慮した上で、中核市等に権限を移譲する方向で検討を
行い、小規模市町村を含めた関係者の理解を得て、結論が得られたものから順
次実施する。
また、条例による事務処理特例制度のより一層の活用を図るため、当該制度によ
る人事権の移譲を希望する中核市等については、平成27年度以降、関係する都
道府県や市町村との協議の場を設けるなど、合意形成に向けた支援を行うこと
を、関係団体に速やかに通知する。

H26 400 06_環境・衛生 市区長会 特別区長会 環境省 A　権限移譲 ダイオキシン類対策特別措置法第
12条～第19条

ダイオキシン類発生施設設
置届出等受理に関する事務
の移譲

ダイオキシン類の排出の規制等及びダイオキシン類による汚染の
状況に関する調査等に関する事務を移譲する。

現在、特別区では、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（以下、「環境確保条例」という。）に基づく「工場」及び「指定作
業場」についての設置認可申請、設置届等の受理事務を事務処理特例により行っている。一方、ダイオキシン類発生施設設置届
等の受理事務は、東京都が行っている。ダイオキシン類対策特別措置法に規定される特定施設を設置する場合、その多くが環境
確保条例に基づく工場あるいは指定作業場の届け出も必要となる。そのため、都と区の窓口の両方に届け出等を行わなければなら
ず、事業者に負担を課す状況である。
環境確保条例で規制されるばい煙発生施設のある事業所は約180件、うちダイオキシン類対策特別措置法に基づく届け出をしてい
る事業所は約15件である。ダイオキシン類発生施設設置届等の窓口を特別区に一本化することにより、事業者への負担が軽減す
るほか、事業所へのダイオキシン類も含めたすべての規制項目に対する一貫した指導が可能となるなど、迅速かつきめ細やかな対
応を図ることができる。

５【環境省】
（４）ダイオキシン類対策特別措置法（平11法105）
特定施設の設置届出等の受理に関する事務については、東京都と特別区の協
議の状況を踏まえつつ、協議が整った場合には、その結果に基づいて必要な措
置を講ずる。

H26 401 06_環境・衛生 市区長会 特別区長会 環境省 A　権限移譲 特定工場における公害防止組織の
整備に関する法律第11条、第14条

特定事業者からの公害防止
管理者等の選任届受理に関
する事務の移譲

相当量のばい煙・汚水・粉じん・騒音、ダイオキシン類を発生させ
る特定事業者（製造業、電気・ガス・熱供給業）からの公害防止管
理者等の選任届の受理に関する事務を移譲する。

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律では、特定工場に国家資格である公害防止統括者や公害防止管理者を選
任した場合は、騒音・振動は区へ、ばい煙・汚水等は東京都へ届出を提出することとなっている。一方、東京都の『都民の健康と安
全を確保する環境に関する条例（環境確保条例）』では、東京都の資格である公害防止管理者を選任した場合には、区に届出を
提出している。このような二重行政とも言える問題を解決し、工場の公害防止の管理を一元化させるため、特定施設の公害防止統
括者の専任届等の事務は区が行うべきものと考える。

５【環境省】
（３）特定工場における公害防止組織の整備に関する法律（昭46法107）
特定事業者からの公害防止管理者等の選任届の受理に関する事務について
は、東京都と特別区の協議の状況を踏まえつつ、協議が整った場合には、その
結果に基づいて必要な措置を講ずる。

H26 402 06_環境・衛生 市区長会 特別区長会 環境省 A　権限移譲 水質汚濁防止法第5条 排出水の排出の規制及び水
質の汚濁の状況の監視等に
関する事務の移譲

排出水の排出の規制及び水質の汚濁の状況の監視等に関する
事務を移譲する。

『水質汚濁防止法』に基づく特定施設となる工場の設置届は東京都に提出されている。この中で、東京都では工場から排出される
汚水や有害物質などの処理について指導を行っている。一方、東京都の『環境確保条例』による工場認可申請は、区の事務となっ
ており、この中で水質汚濁防止法の規制などと重なっている部分が多くある。また、汚水の公共水域への流出事故等が発生した場
合にも、東京都と区で現場に向かい対応しているのが実情である。このような二重行政とも言える問題を解決し、工場の汚水の管理
を一元化させるため、特定施設の設置届の事務は区が行うべきものと考える。
なお、工場認可申請について、都と区で重なっている部分としては、平成23年の水質汚濁防止法改正により、工場に有害物質貯蔵
タンクが設置されている場合は、法の規制を受けるようになったが、その部分はもともと東京都環境確保条例で規制している部分で
あり重複している。
また、公共水域への工場排水の流出事故等は、水濁法と環境確保条例の適用を受けるため、都と区の双方が現場出動し調査して
いる。

５【環境省】
（２）水質汚濁防止法（昭45法138）
特定施設の設置届出等の受理に関する事務については、東京都と特別区の協
議の状況を踏まえつつ、協議が整った場合には、その結果に基づいて必要な措
置を講ずる。

H26 403 06_環境・衛生 市区長会 特別区長会 環境省 A　権限移譲 大気汚染防止法第6条 ばい煙の排出規制、粉じん
に関する監視等に関する事
務の移譲

ばい煙の排出の規制、粉じんに関する監視、大気の汚染状況の
監視等に関する事務を特別区へ移譲する。

区の事務である、東京都の『環境確保条例』に規定するばい煙発生施設等には、ばい煙の規制基準がある。一方、東京都の事務
である『大気汚染防止法』に基づく特定施設の設置届やばい煙の測定結果等は東京都に提出されている。公衆浴場などで発生す
る煙突からのばい煙の苦情の多くは区に寄せられており、都区で個別に処理することは合理的ではなく、公害苦情としての適切な
対応が困難な状況にある。このため、大気汚染防止法の特定施設の設置の受理などに関する事務についても、区が一元管理すべ
きものと考える。

５【環境省】
（１）大気汚染防止法（昭43法97）
ばい煙発生施設の設置届出等の受理に関する事務については、東京都と特別
区の協議の状況を踏まえつつ、協議が整った場合には、その結果に基づいて必
要な措置を講ずる。
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H26 404 06_環境・衛生 市区長会 特別区長会 環境省 A　権限移譲 土壌汚染対策法第3条 土壌汚染状況調査、指定地
域の指定及び土壌汚染によ
る健康被害の防止措置に関
する事務の移譲

土壌汚染状況調査、指定地域の指定及び土壌汚染による健康
被害の防止措置に関する事務を移譲する。

【土壌汚染対策法施行令第８条（政令で定める市の町による事務
の処理）に特別区を含める】

『土壌汚染対策法』第３条に規定する有害物質使用特定施設において、『環境確保条例』第116条に規定する有害物質取扱事業者
である場合においては、汚染状況調査報告書を東京都及び区に提出することになっており、調査者等に過分の負担となっている。
また、指定地域に指定された後の土壌の汚染状況及び健康被害防止措置の確認が出来ないため、区内の土地の土壌汚染状況及
び汚染土壌の処理の状況を把握することが困難な状況である。このような二重行政ともいえる問題を解決し、効率的な事務を進める
ため、区の事務とすべきものと考える。

５【環境省】
（５）土壌汚染対策法（平14法53）
土壌汚染状況調査、要措置区域等の指定等に関する事務については、東京都と
特別区の協議の状況を踏まえつつ、協議が整った場合には、その結果に基づい
て必要な措置を講ずる。

H26 405 01_土地利用（農
地除く）

市区長会 特別区長会 国土交通省 A　権限移譲 都市再開発法第7条の9、第11条 区市町村施行を除く区市町
村が決定した市街地再開発
事業に係る認可権限の区市
町村への移譲

市街地再開発事業を施行しようとするときは「市町村にあっては
都道府県知事の認可を受けなければならない(特別区を含む)」と
都市再開発法に定められているが、市町村が決定をした市街地
再開発事業においては、市町村施行を除き、市町村は都道府県
知事に協議をしたうえで市街地再開発事業の認可をすることがで
きるよう、法改正をされたい。

※その他（特記事項）のとおり「具体的な条文改正イメージ」は別
紙に記載

【制度改正の必要性】
都市再開発法に基づいて、土地の合理的かつ健全な土地利用と都市機能の更新が必要な区域として都市計画に定めた区域内に
おいて、土地所有者等が権利変換方式による共同ビル建設を促進するための手続きであり、住民に最も身近で地域の実情に詳し
い区市町村が認可事務処理することが好ましい。そのことにより、区市町村の独自性を発揮でき、事業期間も短縮することができる。
なお、区市町村施行については、都道府県の認可事務とすることとされたい。

【制度改正の効果等】
権限移譲がされた場合の効果として、「地元市町村からの経由事務が不要となる。地権者の合意形成状況を的確に把握できる。地
元市町村からの意見聴取が不要となる。公共施設管理者との協議状況を的確に把握できる。従前従後配置の照応関係が的確に
把握できる。過小床基準を速やかに判断できる。従前従後配置の照応関係が的確に把握できる。」といった事務処理が効率化され
ることが見込まれる。
また、特別区における本業務を処理するために必要な技術職の職員確保については、区毎ではなく、特別区人事委員会の共同処
理によりスケールメリットを活かして採用等を行うことから可能である。

※その他（特記事項）のとおり、「東京都における本業務の実績」は別紙に記載。

H26 406 01_土地利用（農
地除く）

市区長会 特別区長会 国土交通省 A　権限移譲 屋外広告物法26条 屋外広告物法に基づく条例
制定権限の移譲

現在、屋外広告物法で規定されている、景観行政団体である市
町村の特例において、都道府県との協議に縛られず市町村にお
いて屋外広告物条例を定め規制を行うことができるよう求める。

※具体的な条文改正イメージは、別紙のとおり

【制度改正の必要性】
「景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」が平成１６年１２月に施行され、市町村である景観行政団体であっても景観
計画に基づく規制等と一元的に行うことを可能とするため、都道府県と普通市町村とが協議の上、屋外広告物に関する条例の制定
又は改廃に関する事務の全部又は一部を、当該都道府県の条例で、普通市町村が処理することができることとされたが、東京都に
おいては実績がない。
特別区においては、それぞれの地域の実情に合わせ各区が景観行政団体としての屋外広告物の規制に取り組むべきであり、東京
都との協議に縛られず、条例制定を可能とする必要がある。

【現行制度で対応困難な理由】
条例制定に向けた正式な協議は行っていないものの、事前に東京都の考えを確認したところ、「首都景観は一体的に統制されるべ
きと考えている。また、地方都市と異なり街並みの連続性があるため、区境をこえた途端に屋外広告の扱いが異なり景観が変わるこ
とは大都市東京にふさわしくないと考えている。過去に相談があった区にも、このような理由で断っている。」との見解が示されている
ため、制度改正が必要である。

H26 407 10_運輸・交通 市区長会 特別区長会 国土交通省 A　権限移譲 道路運送法第4条 一般乗合旅客自動車運送事
業の運行許可権限の地方運
輸局から区市町村への移譲

道路運送法の一般乗合旅客自動車運送事業について、道路運
送法第４条を改正し、運行地域がそれぞれの自治体区域内であ
るという条件に限り、運行許可権限を地方運輸局から区市町村に
移譲する。

【制度改正の必要性・支障事例】
これからの高齢者人口の増加や子育て世帯へのさらなる支援が求められる中で、買い物、公共施設利用、通院の移動手段として、
バス路線の社会的な需要はさらに増大することが予想される。こうした社会情勢の中、自治体は、バス路線網の充実に向けた取り組
みを行っていく必要がある。
現在、運行地域に関わらず、路線バスを運行開始するには、運行するバス事業者が、道路運送法に基づき一般乗合旅客自動車
運送事業の許可申請書を国土交通省に提出し、審査を経て許可を受ける必要がある。
バス路線は、日々の生活において利用される身近な交通手段であり、地域の要望への対応は、迅速に行われるべきものであるが、
現状、許可申請書を提出してから許可が下りるまで相当の時間を要している。また、許可手続きの進捗状況が分からないため、広報
誌への掲載手続き等の住民への周知に関する事務手続きに入るタイミングに苦慮しているところである。
こうしたことから、地域の要望に迅速に対応するため、また、地方自治体において実施している住民への周知に関する事務の円滑
化、効率化を図るため、運行地域がそれぞれの自治体区域内に限るバス路線の新設や変更等についての運行許可権限は、地域
に密着した基礎自治体にあるべきである。

［再掲］
４【国土交通省】
（７）地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平19法59）及び道路運送法
（昭26法183）
平成26年11月20日に施行された地域公共交通の活性化及び再生に関する法律
の一部を改正する法律（平26法41）により、地方公共団体が先頭に立って、まち
づくりと連携して、持続可能な公共交通ネットワークを実現するための新たな枠組
みが整備されたことを踏まえ、地域公共交通網形成計画等を作成する意欲のあ
る地方公共団体に対し、計画作成のノウハウや知識・データを提供し、個別に相
談に対応するなど、地域の取組の効果が十分発揮されるよう、環境整備を進め
る。

H26 408 02_農業・農地 市区長会 特別区長会 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

生産緑地法第3条第1項 生産緑地指定下限面積の廃
止

生産緑地地区として指定できる面積要件に係る下限面積の枠付
けを廃止し、市（特別区を含む）において設定できるようにする。

本提案は、生産緑地法第2条の2に規定された「国及び地方公共団体の責務」をより効果的に発揮するためのものであり、下限面積
をより緩和し、生産緑地地区を最大限に確保することを目的とするものである。
大都市における宅地化農地は小規模であるが、地価が高いため税負担は重く、営農者はできるだけ多くの農地を生産緑地として
指定したいと希望しているが、営農者が生産緑地の指定を望んでも500㎡の指定下限面積があるので指定が進まない現状である。
また、貴重な農地であるにもかかわらず、それに満たない農地が適用に当たらず保全され難い現状がある。
これらの実情を踏まえて、都市農地が地域環境に安らぎと潤いを醸成し快適な都市社会の形成に寄与している事実に鑑み、営農者
の保護育成を図るとともに、これらの農地を積極的に保全するため、生産緑地指定下限面積の枠付けを廃止し、指定下限面積設
定ができるようにすべきである。
なお、農業者の負担を軽減し都市農地が保全されることにより、意欲を持って営農に精進できる環境を整備され、都市農地の持つ
多面的機能（農産物供給機能、レクリエーション、コミュニティ機能、福祉・保健機能、環境保全機能、教育機能、防災機能、景観形
成・歴史文化伝承機能）が発揮され、都市住民の生活の質の向上にもつながることが期待される。

H26 409 09_土木・建築 市区長会 特別区長会 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

建築基準法第4条第3項、同法第97
条の3

市（特別区を含む）が建築主
事を設置する際の都道府県
知事同意の廃止

建築基準法第4条第1項の市以外の市が建築主事を設置する際
に必要な都道府県知事の同意を要する協議を、同意を要しない
協議とする。あわせて、同法第97条の3の規定を廃止する。

建築・まちづくり行政は地域に身近な市町村が担っている。これまでの義務付け・枠付けの見直しにより、市が都市計画決定する際
の都道府県知事の同意は既に廃止されており、都市計画施設内の建築許可事務についても、規模に係わりなく都道府県知事から
市長に移譲されている。
しかしながら、建築基準法第4条第3項には、いまだに知事同意の規定が残されており、市町村の主体的な取り組みを結果的に阻害
している。このため、少なくとも市（特別区を含む）については、同法第4条の2の規定に基づき建築主事を設置する際の知事同意の
規定を廃止していただきたい。
ちなみに、同法第97条の3に基づき確認権限を延べ面積1万㎡以下に制限された建築主事を設置している特別区では、市並みの
建築主事の設置について東京都と意見を交わしてきた（都区のあり方検討委員会幹事会）。その中で、東京都側は広域調整の必
要性を主張し権限移譲を否定しているが、特別区の区域は、東京都市計画として既に一体的に整理がされており、各特別区におい
て当該都市計画の内容に反する建築確認が行われることは有りえない。また、指定確認検査機関による確認検査が質・量ともに
年々が充実してきている状況も踏まえると、特別区に権限移譲しても過大な業務負担となることは考えづらい。特に、既存建築物を
含めた地域の安全・安心といった特定行政庁業務については、延べ面積の如何に係わらず、地元自治体である特別区が地域住民
に対して責任を果たしていくしかない。知事同意の規定の廃止と併せ、同法第97条の3の規定も廃止することで、具体の権限移譲が
進捗するものと期待する。

６　【国土交通省】
（１）建築基準法（昭25法201）
（ⅰ）市町村（特別区を除く。）の建築主事の設置に係る都道府県知事への同意
を要する協議（４条３項）については、同意を要しない協議とする。
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H26 410 03_医療・福祉 市区長会 特別区長会 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

母子保健医療対策等総合支援事
業の実施について(平成17年8月23
日雇児発第0823001号厚生労働省
雇用均等・児童家庭局長通知)

産後ケア事業に対する補助
条件の見直し

国の「母子保健医療対策等総合支援事業」中の「妊娠・出産包括
支援モデル事業の補助条件（実施要綱）を緩和し、産後ケア事業
など各事業単独での補助申請が可能となる仕組みとする。
（現状の補助条件）「妊娠・出産包括支援モデル事業」中の３事業
全てを実施
（提案内容）３事業全てを実施だけではなく、各事業単独での実
施も可とする

２６年度国では、地域における切れ目ない妊娠・出産支援の強化として「母子保健相談支援事業（母子保健コーディネーターの配
置）」「産前・産後サポート事業」「産後ケア事業」の３事業が盛り込まれた「妊娠・出産包括支援モデル事業」を「母子保健医療対策
等総合支援事業」により実施している。
当区では児童虐待防止対策として、全国に先駆け「産後ケアセンター桜新町」を開設しており、育児不安等を抱える出産後の母親
から大変好評を得ているが、利用ニーズの高まりから、利用希望の母子が利用できないといった状況が生じてきており、「産後ケア事
業」の拡充が課題となっているため、「妊娠・出産包括支援モデル事業」の活用し、事業拡充策の検討を進めたいが、当該事業は、
３事業全てを実施することが補助条件とされており利用できない状況である。
補助条件を緩和し「産後ケア事業」単独で実施したとしても、当区の保健師、助産師の全戸訪問率は高く（２５年：９５％）、母子の状
態を把握して必要に応じ、「産後ケア事業」につないでいることから、国の事業目的に沿った地域における切れ目ない支援を実施し
ていくことは可能である。
「妊娠・出産包括支援モデル事業」の補助条件が緩和され、各事業単独での補助申請が可能となれば、当区においても、産後ケア
事業の拡充に向けた検討の幅が広がり、ひいては区民に対するサービスの向上を図ることが可能となる。
また、当区の「産後ケアセンター桜新町」は先駆的な取組みであることから法的事業として位置づけられていないが、全国的にもこう
した産後ケアセンターが展開させるために今後法的事業として位置付ける必要があると考える。

６【厚生労働省】
（18）母子保健医療対策等総合支援事業
（ⅱ）現在、妊娠・出産包括支援モデル事業の補助条件として、①母子保健相談
支援事業、②産後ケア事業及び③産前・産後サポート事業の３つ全ての事業の
実施を求めていることについて、平成27年度から①母子保健相談支援事業のみ
を必須事業とし、②産後ケア事業及び③産前・産後サポート事業を任意事業とす
るよう見直す。

H26 411 03_医療・福祉 市区長会 特別区長会 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

介護保険法第２８条第１項、介護保
険法施行規則第３８条第１項
介護保険法第３３条第１項、介護保
険法施行規則第５２条第１項

要介護認定「更新申請」にお
ける認定有効期間の延長

複数回、更新認定を受けている要介護認定者の以下状況に係る
「更新申請」については、今後心身の状態に変化が見込まれない
場合、認定有効期間を最長３６か月間（３年間）まで延長すること

【延長を提案する状況】
・前回要介護→今回要介護
・前回要支援→今回要介護

新規申請や区分変更申請は有効期間が短いことにより、認定申請者の負担が大きくなっていたことから、直近３年間で、「新規申
請」、「区分変更申請」の認定有効期間の延長が行われ、その結果、認定申請者の負担の軽減とともに、要介護認定事務の軽減に
もつながっている。
今後は、年々増加する高齢者の状況から介護保険の給付を受ける人も増加が見込まれ、要介護認定申請の増大が避けられない
状況である。心身の状態にあまり変化のない被保険者については、「更新申請」の結果が前回認定結果と同じになる方が一定程度
いる。さらに、要介護度４･５の重度要介護認定者のうち８０歳を超える高齢者は、「更新申請」を行っても、心身の状態に大きな変化
が見込まれず、結果的に要介護度の変更がない確率が高い状況にある。現行の更新申請の有効期間では、心身の状態に変化が
見込まれないにもかかわらず、要介護認定申請者とその家族に認定申請や認定調査、認定調査時の立会い等の負担だけを生じさ
せる結果となってしまう。
要介護認定の更新申請については、申請者等の負担軽減及び認定事務の効率化のため、認定有効期間を最長３６か月間（３年
間）に延長する必要がある。
また、更新勧奨時の問い合わせや認定調査実施の際に本人や家族から、認定申請や認定調査の回数（頻度）の軽減について、
度々意見・要望が出されている。

H26 412 03_医療・福祉 市区長会 特別区長会 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

生活保護法３４条（医療扶助の方
法）

生活保護医療扶助給付にお
ける外来診療時等窓口一時
負担金制度の導入

医療扶助適正化の一環として、被保護者が指定医療機関等で外
来診療等を受けた場合や指定調剤薬局で処方を受けた場合、
一定額または一定割合額を一時的に負担する仕組みを導入す
る。

医療扶助の適用においては、医療要否意見書により主治医の意見を求め、審査の上給付を決定しているが、同一疾病についての
頻回受診や重複受診につては、レセプトの返還を待った数か月後の事後チェックとならざるを得ない。また、後発医薬品の利用促
進にあたっても窓口での支払いを要しない現行の医療扶助の給付方法では、後発医薬品に対する積極的な選択行動が得られにく
い。そのため、被保護者自身に医療機関等窓口で医療費の一部を一時負担させ、内容審査の上、負担額を還付する仕組みを導
入する。
これにより、頻回受診や重複受診等については、早ければ受診月の内に適切な指導を行うことで解消が図られる。

H26 413 03_医療・福祉 市区長会 特別区長会 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

生活保護 実施要領 局長通知12 1
訪問調査 (2)訪問計画に基づく訪
問 ア家庭訪問を少なくとも1年に2
回以上すること

被保護世帯に対する訪問調
査活動の一部業務委託

高齢世帯への訪問調査活動のうち、安否確認や生活状況を踏ま
えた認知症の早期発見、その他の身体状態の把握、介護予防事
業及び介護保険等の生活支援サービスの適正利用支援等を目
的とした訪問調査について民間活力を利用できる制度構築とす
る。

全国的に被保護世帯数と被保護人員は、ともに過去最高値を更新し続けている。また、高齢者人口の推移予測からは、今後もその
増加は避けられない見込みであるが、国が示す福祉事務所現業員配置基準に従った職員の増強は困難である。
当区においては、居宅における安定した自立生活が維持されている高齢者世帯については、現業員が行うこととされている訪問調
査活動の一部について、外部委託を導入することで業務の効率化を図っているが、生活保護法の施行事務監査においては訪問調
査活動実績として評価されていない。
保護の開・廃、変更等に係る業務は区の職員が実施しており、現在まで適正な保護の実施が確保されており業務委託による問題は
生じていない。

H26 414 08_消防・防災・
安全

市区長会 指定都市市長会 内閣府 A　権限移譲 災害救助法第2条 災害対応法制の見直し
（救助の主体権限を都道府
県知事から指定都市の市長
へ移譲）

救助の主体が都道府県知事に限定され、その委任を受けない限
り、指定都市の市長は救助に主体的に当たれないため、指定都
市の市長を救助の主体に位置付ける。

【支障事例】
原則として都道府県知事が救助を行い、市町村長がその補助を担うが、東日本大震災は、この仕組みで対処できるものではなかっ
た。
県がプレハブ仮設を1,505戸整備するのに、発災から96日を要した。仮に市がこれを担った場合、発災から約50日での整備が可能
であった。
【制度改正の必要性】
局所的な災害が発生し、被災者を直ちに救助しなければならないときに、県に報告し、委任を受ける暇がない。
避難所開設や給食等の期間延長は都道府県から国へ申請する手続を踏まなければならず、被災者に対する食料供給等に支障を
来すおそれがあるなど。
災害時の救助の実施は迅速かつ的確な対応が求められるため、対応能力のある指定都市は、県を介することなく自立的・自発的に
救助にあたることができるようにすべきである。
災害は局所的なものも想定されるため、指定都市の市長も権限を有するのが効率的・効果的である。
【制度改正による効果】
役割分担を見直すことは、救助活動等における選択肢を拡大するものであり、住民の生命や財産を守る上で非常に有効である。
災害対応をはじめ多様な能力を有する指定都市を救助の主体に位置付け、権限を合わせて保有することは地域住民のニーズ等を
踏まえた自立的、自発的な活動を可能にする。
指定都市は災害に対応できる能力をフルセットで有しており、指定都市が迅速に災害対応に当たることにより被害を最小限に食い
止めることが可能になる。

５【内閣府】
（１）災害救助法（昭22法118）
都道府県から市町村に対して救助の実施に関する事務を委任することは現行規
定上も可能であり、災害救助法の適用後速やかに救助が実施できるよう、あらか
じめ都道府県と市町村の間で十分調整を行った上で、委任する救助の内容やど
のような場合に委任するのかを定めておくことが有効であることを、地方公共団体
に通知する。
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求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 415 08_消防・防災・
安全

市区長会 指定都市市長会 内閣府 A　権限移譲 災害対策基本法第71条 災害対応法制の見直し
（災害時の従事命令等権限
の都道府県知事から指定都
市の市長への移譲）

指定都市の市長には応急措置の実施義務があるが、従事命令
等の権限は、災害対策基本法第71条により都道府県知事に限定
されている。応急措置に係る従事命令等の権限を指定都市の市
長にも移譲する。また、国における広域支援の枠組みの検討に
当たっては、指定都市も支援の主体とするとともに、指定都市の
意見を反映する。

【支障事例】
東日本大震災では、発災直後から食料、飲料水等が買い占められ、物資不足が問題となった。物資の保管命令を発せるのは都道
府県知事となっており、指定都市の市長にはその権限がないため、迅速かつ適切な対応が取れない。
【制度改正の必要性】
応急措置に係る従事命令等の権限についても、その対応能力を有し、現場に密接した災害応急活動を行う指定都市において権限
を行使できるようにすべきである。
指定都市は多くの住民を抱えるとともに物流拠点も多く、発災直後に物資の流通をコントロールするためには、指定都市の市長も物
資の保管命令の権限を持つ必要がある。
【制度改正による効果】
指定都市は人口が集積した地域であり、災害が発生すると被災者数も甚大になる。一方で、指定都市は消防、まちづくり、住宅など
の分野で災害に対応できる能力をフルセットで有しており、指定都市が迅速に災害対応に当たることにより被害を最小限に食い止
めることが可能になる。

H26 416 04_雇用・労働 市区長会 指定都市市長会 厚生労働省 A　権限移譲 職業安定法、労働者派遣事業の適
正な運営の確保及び派遣労働者の
保護等に関する法律等

公共職業安定所（ハロー
ワーク）業務全般の移管

職業訓練の受講あっせんや雇用保険の認定・給付等の業務を希
望する指定都市に「一体的実施」により実施しつつ、ハローワーク
業務に係る国と指定都市の具体的な業務分担や相互の関係に
ついての合意形成のため、国と指定都市との協議の場の設定し、
「一体的実施」として実施しているハローワークの職業紹介・相談
業務を希望する指定都市が受託する「一元的実施」により実施

【現行制度の支障事例】
「見直し方針」では一体的実施の課題の多くを解消できない。一体的実施についての支障事例は、次のとおり。
・一定の成果も挙げているが、今後アクション・プランに基づく協定の範囲を超えて事業展開を検討する場合、市の裁量が及ばず地
域の実情に応じた迅速な対応が図られないおそれがある。
一体的実施施設は指揮・命令系統が複数あることから、運営方針について事前の協議・調整が必要であり、地域の特性・ニーズに
見合った市民サービスが提供されない可能性がある。
・勤務条件の相違や業務の繁閑に合わせた弾力的な人員配置ができないこと等による非効率の発生。
・支援対象者を生活保護受給者等の生活困窮者としており、それ以外の市民（若者、女性、高齢者、障害者等）に対して実施してい
るカウンセリング等の就労支援サービスと職業紹介等サービスを一体化し、相談から就労までの一貫したサービスを地方の責任と判
断で提供できない。
【制度改正の必要性】
全指定都市で一体的実施をしている現状において、更に職業安定法第33条の4に基づく無料職業紹介事業を同一の対象者に対し
て市が実施すると、異なる実施主体が同じ対象者に行政サービスを行う、いわゆる二重行政が生ずる。それに比べると、業務委託
により、一体的実施として実施しているハローワークの職業紹介、相談業務を市が実施することとした方が一体的実施の課題が解消
され、住民にとってのメリットも大きい。
ハローワークにおける就労支援は、地域の実情を熟知し、住民に最も身近な基礎自治体が担うことで住民サービスの向上につなが
る。そのため、「権限移譲」の実を上げるまでの当面の措置として、現行法令の枠内での見直しが必要。

［再掲］
４【厚生労働省】
（１）職業安定法（昭22法141）及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派
遣労働者の保護等に関する法律（昭60法88）
公共職業安定所（ハローワーク）が行う無料職業紹介事業、地方公共団体が行う
無料職業紹介事業の指導監督並びに国以外の者が行う職業紹介、労働者の募
集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の指導監督については、以下の方向
性により見直す。
（ⅰ）国と地方公共団体が同一施設内で国の無料職業紹介事業と地方公共団体
の業務を一体的に実施する取組（一体的実施）、「ハローワーク特区」の取組、ハ
ローワークの求人情報を地方公共団体にオンラインで提供する取組など、ハロー
ワークと地方公共団体との一層の連携強化の取組を通じ、地方公共団体と一体と
なった雇用対策をこれまで以上に推進する。
（ⅱ）以上の取組の成果と課題を検証し、その結果等を踏まえ、これらの事務・権
限の移譲等について、引き続き検討・調整を進める。その際には、ＩＬＯ第88号条
約との整合性、都道府県を越えた職業紹介の適切な実施、雇用対策における機
動性の担保、保険者の変更等雇用保険財政の根本に関わる議論等に留意す
る。
（ⅲ）地方公共団体が行う無料職業紹介事業について、民間とは明確に異なる公
的性格を持つものであり、国に準ずるものとして法律上位置付けるなどの措置を
講ずる。
（ⅳ）ハローワークの求職情報を地方公共団体に提供する取組を、平成27年度か
ら開始する。

H26 418 02_農業・農地 市区長会 指定都市市長会 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

農地法第４条第３項
農地法第５条第３項

農地転用の許可にあたり都
道府県農業会議への意見聴
取の廃止

農地法第４条第３項及び第５条第３項に規定される農地転用許
可にあたり都道府県農業会議への意見聴取を廃止する。

農地法第４条第３項に規定される農地転用の許可の際に義務付けられている都道府県農業会議への意見聴取は、会議が形骸化
していること及び事務の効率化による市民サービス向上を図る観点から廃止する。
【規制緩和等の必要性】
地方の活力をより一層高めるための土地利用は、都市の成長を図るために行う土地利用と農地保全の両方の観点をもって行う必
要があるため、地域の実情を熟知している指定都市に権限を移譲する必要がある。
農地転用の許可及び農業振興地域指定等の事務権限を一括して指定都市が移譲を受け、一元的に取組みを進めることにより、申
請者の負担の軽減等、効率的かつ効果的な施策展開が可能となる。
【支障事例】
農地転用許可権限が道府県から移譲されている場合でも道府県農業会議への意見聴取が法的要件のため、申請者への許可書の
発行までの処理日数は移譲前と変わらない。
道府県農業会議への意見聴取は、農業委員会の審議と二重審議であるとともに会議は形骸化している。また、事務処理期間も長く
なり市民サービスの面からも支障がある。
道府県農業会議への意見聴取には議案の作成、会議への出席、議案の説明等事務処理上、多大な負担となっている。

農地法第４条及び第５条に規定される農地転用の許可権限につ
いて、農林水産大臣又は都道府県知事から指定都市の市長へ
移譲する。

土地利用行政を基礎自治体が総合的に担う観点から、農地法第４条第１項、第５条第１項に規定される農地転用の許可権限につ
いて、農林水産大臣又は都道府県知事から指定都市の市長へ移譲する。
（権限移譲等の必要性）
・地方の活力をより一層高めるための土地利用は、都市の成長を図るために行う土地利用と農地保全の両方の観点をもって行う必
要があるため、地域の実情を熟知している指定都市に権限を移譲する必要がある。
・農地転用許可基準は農地法等で明確化されていることから、その基準への適否については地域の実情を熟知している基礎自治
体が適正に判断することができる。
・農地転用の許可及び農業振興地域指定等の事務権限を一括して指定都市が移譲を受け、一元的に取組みを進めることにより、
申請者の負担の軽減等、効率的かつ効果的な施策展開が可能となる。
・農地転用許可権限を基礎自治体が担い、農業委員と連携することで地域の農業振興を図り、不要な宅地開発を防ぐことができ
る。
・当該許可権限は、都道府県の事務処理特例条例により、多くの市町村に権限の一部が移譲されている。こうした実態を踏まえ、
「市町村優先の原則」の下で、特に、事務処理特例制度による実績が積み上がったものについては、法令により市町村事務として
整理されるべきである。
・農林水産大臣の許可案件についても、農業委員会が申請者からの転用相談を受け、許可基準に係る調査を行っているのが実情
である。
（支障事例）
別紙№1に記載のとおり

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国と地方の役
割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕組みの充実を図るととも
に、農地転用に係る事務・権限について、地方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条の２第１項）
を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の設定基準案に加え、国の
目標面積案について、都道府県知事の意見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及び都道府県の
目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定
するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と協議する場（協議の場）を
設けることとする。協議の場の議事等については、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案及び都道府県
の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違がある場合には、その要因
分析等を行い、施策効果の見込み方等について協議する。これらの過程を通じ
て、国と地方が十分な議論を行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び
都道府県の目標面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日地方六団体）
において提案されている「農地の総量確保の目標管理」の仕組みに係る実効性を
検証することとし、今後の制度設計の議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置については、別紙を
基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法附則２項）につ
いては、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農林水産大臣
との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指定市町村にあっては、当
該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確保する目標
を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣が指定する市町村（指
定市町村）の長については、都道府県知事と同様の権限を有するものとして、農
地転用に係る事務・権限を移譲する。あわせて、農用地区域内における開発許
可（農振法15条の２）に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項及び５条３

） 在 方 農 会 革 併

H26 417 02_農業・農地 市区長会 指定都市市長会 農林水産省 A　権限移譲 農地法第４条第１項、第５条第１項 農地転用の許可権限の移譲
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H26 419 02_農業・農地 市区長会 指定都市市長会 農林水産省 A　権限移譲 農業振興地域の整備に関する法律
第6条第1項、第6項、第7条第1項

農業振興地域の指定、区域
の変更等の事務権限の移譲

農業振興地域の整備に関する法律第6条及び第7条に規定され
る農業振興地域の指定、区域の変更等の事務権限を移譲する。

農業振興地域の整備に関する法律第6条及び第7条に規定される農業振興地域の指定、区域の変更等の事務権限を移譲する。
【権限移譲の必要性】
・農業振興地域の指定・変更とそれに伴う農林水産大臣との協議を基礎自治体が担うことにより、地域の営農者と身近な基礎自治
体が地域ニーズに対応した土地活用を可能とし、真に保全すべき農地の保全や営農者の生活基盤の確保に取り組める。
【支障事例】
農業振興地域の指定、変更については、都市計画の線引き見直しに伴うものなど、あらかじめ所定の調整が行われているケースが
ほとんどである。県は市町村の原案をそのまま公告しているのが実態であり、事務処理自体が形骸化している。（別紙No.2-1、2-2）

H26 421 05_教育・文化 市区長会 指定都市市長会 文部科学省 A　権限移譲 学校教育法第４条第１項第３号
私立学校法第４条第１項第２号、第
８条第１項、第９条第１項
私立学校振興助成法第９条

私立幼稚園の設置認可等権
限の移譲

私立幼稚園の設置認可権限、私立学校審議会の設置権限、運
営指導・補助金交付権限を、現行の都道府県から指定都市へ移
譲する

【制度改正を必要とする理由】
子ども・子育て支援新制度の導入に向けて、国からは、自治体における事業者への相談・支援体制の確保や地方版子ども・子育て
会議等への幼稚園関係者の参画等を求められている。説明、相談、意向調査の実施など、市と私立幼稚園との密接で円滑な関係
が求められている。今後、質の高い幼児期の学校教育・保育を総合的に提供するという新制度の目的を実現していくためには、さら
なる関係強化が不可欠。
私立学校の設置・廃止認可や学校法人の設立に関する認可など、私立各種学校に関する重要事項を審議する私立学校審議会の
設置権限を移譲することによってはじめて、私立幼稚園に関する認可等権限について、適切な執行が可能になる。
各幼稚園において実施している長時間預かり保育は、今後、保育需要の量的及び質的な拡大に対応するための有効な方策の一
つであり、設置認可等の権限が移譲されることで幼稚園に関する情報が蓄積され、保育需要の円滑な解消につなげることが期待で
きる。
【支障事例】
子ども・子育て支援新制度の施行に向けて幼保一体として地域のニーズに対応する必要があるが、市内各私立幼稚園の園舎等の
施設に関する情報ならびに認可や指導の経過などの運営に関する情報も乏しいため、幼稚園（法人）の幼保一体化に向けた具体
的な相談にきめ細かく迅速に対応することが困難である。
子ども・子育て支援新制度における私立幼稚園への指導監督について、設置認可等を行う道府県と給付を行う指定都市による二
重行政が生じる。
　※支障事例の詳細は別紙のとおり

H26 422 03_医療・福祉 市区長会 指定都市市長会 内閣府、文部科学
省、厚生労働省

A　権限移譲 就学前の子どもに関する教育、保
育等の総合的な提供の推進に関す
る法律第３条

幼保連携型認定こども園以
外の認定こども園の認定に
係る権限の移譲

幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定及び認定申
請の受理等の権限を現行の都道府県から指定都市へ移譲する

【制度改正を必要とする理由】
平成27年4月から施行される子ども・子育て支援新制度は、質の高い幼児期の学校教育・保育を総合的に提供することを目的として
おり、住民に身近で高度な専門能力を有する指定都市が認定こども園に係る権限を包括的に持つことにより、地域の実情に応じた
効率的、効果的な事業実施が可能となる。
また、併せて移譲を求めている私立幼稚園の設置認可等の権限移譲を受けることにより、上記の総合的な施策実施がより効果的に
なされることとなる。
【支障事例】
平成27年4月から幼保連携型認定こども園の認可権限が指定都市に移譲されるが、他の「幼稚園型」「保育所型」「地方裁量型」の
認定こども園の認定権限は引き続き道府県に存置され、認定権者が異なることから二重行政となる。
具体的には、保育所型認定こども園については，児童福祉法上の認可権限は指定都市が有するにもかかわらず、認定こども園とし
ての認定権限は都道府県が有し、地方裁量型認定こども園については、児童福祉法上の認可外保育施設としての届出は指定都
市に対して行うにもかかわらず、認定こども園としての認定権限は都道府県が有する。そのために、事業者は道府県と指定都市の
両方に手続を行わなければならず煩雑である。
子ども・子育て支援新制度では、地域の保育・教育ニーズに応じた事業計画を策定し施策実施に関する責任を負うが、幼保連携型
認定こども園以外の認定こども園の認定権限を有しないため、計画的・機動的な基盤整備の推進に支障が生じる。

H26 420 02_農業・農地 市区長会 指定都市市長会 農林水産省 A　権限移譲 農業振興地域の整備に関する法律
第15条の2

農用地区域内における開発
行為の許可権限の移譲

農業振興地域の整備に関する法律第15条の2に規定される農用
地区域内における開発行為の許可権限について、都道府県知
事から指定都市の市長へ移譲する。

【権限移譲の必要性】
農業振興地域の整備に関する法律第15条の2に規定される農用地区域内における開発行為の許可は、農用地区域内において農
業用施設を新設する場合などのほか、学校、診療所、国・都道府県・市町村庁舎などを新設する場合などが想定される。当該事務
権限が指定都市に移譲されることにより、指定都市は地域の実情に応じたまちづくりを主体的かつ迅速に行うことが可能となる。
当該許可権限は、都道府県の事務処理特例条例により、多くの市町村に権限が移譲されている。こうした実態を踏まえ、「市町村優
先の原則」の下で、特に、事務処理特例制度による実績が積み上がったものについては、法令により市町村事務として整理される
べきである。

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国と地方の役
割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕組みの充実を図るととも
に、農地転用に係る事務・権限について、地方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条の２第１項）
を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の設定基準案に加え、国の
目標面積案について、都道府県知事の意見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及び都道府県の
目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定
するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と協議する場（協議の場）を
設けることとする。協議の場の議事等については、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案及び都道府県
の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違がある場合には、その要因
分析等を行い、施策効果の見込み方等について協議する。これらの過程を通じ
て、国と地方が十分な議論を行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び
都道府県の目標面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日地方六団体）
において提案されている「農地の総量確保の目標管理」の仕組みに係る実効性を
検証することとし、今後の制度設計の議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置については、別紙を
基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法附則２項）につ
いては、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農林水産大臣
との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指定市町村にあっては、当
該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確保する目標
を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣が指定する市町村（指
定市町村）の長については、都道府県知事と同様の権限を有するものとして、農
地転用に係る事務・権限を移譲する。あわせて、農用地区域内における開発許
可（農振法15条の２）に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項及び５条３
項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せて検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏まえ、必要に
応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るとともに、農地転用許可等に係
る事例集を作成するなど地方公共団体における農地転用許可制度等の適正な
運用の確保に資するよう必要な支援を行うものとする。
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H26 423 09_土木・建築 都道府県 熊本県 国土交通省 対象外 社会資本整備総合交付金交付要
綱第Ⅱ編の各事業細目

社会資本整備総合交付金に
おける交付金事業の細目の
大枠化

社会資本整備総合交付金交付要綱附属編第Ⅱ編で定める交付
金事業の細目をより大枠とし、地方の裁量により運用できるように
すること

【支障】
現在の交付金事業の要件は交付金要綱附属編第Ⅱ編で規定されており、道路事業以外は細分化されている。道路事業は大枠で
あるため、事業内での流用等、地方の裁量で対応ができているが、他事業は、事業の要件が細分化されており地方の裁量は小さい
ものとなっている。
【制度改正の必要性】
現場の状況や事業の進捗に流動的に対応するため、事業の要件を大きくし、事業内の流用等による地方の裁量を大きくする必要
がある。

H26 424 07_産業振興 都道府県 熊本県、福岡県 経済産業省、国土
交通省

B　地方に対す
る規制緩和

工業用水道事業法第２条
河川法第２３条

工業用水の用途拡大に関す
る規制緩和

経済産業省通達にて規定されている工業用水道からの雑用水の
供給条件の緩和や手続の簡素化、工業用水道事業法で規定さ
れている供給対象業種及び供給方法の拡大及び河川法で規定
されている水利権の弾力的な運用を実現すること

【支障】工業用水の需要が漸減し、施設能力と水需要のかい離が拡大している中、工業用水及び雑用水の供給拡大を検討している
工業用水道事業者にとっては、通達及び法に規定されている供給条件（供給区域、供給対象）や手続きが供給拡大の支障になっ
ている。なお、具体的な支障例として想定されるものとしては次のようなものがある。
植物工場等への給水が工業用水では不可（植物工場は、日本標準産業分類上においては「農業」と定義されるため） 。
工業用水は、工業用水道事業法第２条第３項で、導管による（製造業への）給水を定めていることから、船舶（タンカー）による国内
外への輸送等に対応できない。
雑用水や大規模災害時の他用途利用（消防利水、飲用等生活用水への一時的な利用）等に伴う水利権上の制約（本来的には、雑
用水等の供給は工業用水の目的外使用となるため弾力的な運用が必要）。
【制度改正の必要性】工業用水の未利用水を幅広く活用することは、工業用水道事業の経営改善のみならず、国内外の水資源に
関する課題に対応できることから、農業用水、都市活動用水や海外での産業用水など、工業の垣根を越えた幅広い産業への活用
や環境用水などの多様な水需要に対応できるよう、雑用水の供給要件緩和や手続きの簡素化、工業用水道事業法の適用範囲の
拡大、水利権等の弾力的な運用といった規制緩和が必要である。

６【経済産業省】
（４）工業用水道事業法（昭33法84）
工業用水道による工業の用以外の用途（飲用を除く。）への水の供給について
は、雑用水比率10％以下の場合の届出の廃止等の手続の簡素化、供給条件の
緩和等を含む運用を改正し、平成26年度中に工業用水道事業者に通知する。
［措置済み（平成26年12月25日付け経済産業省経済産業政策局産業施設課通
知）］

H26 425 05_教育・文化 都道府県 熊本県 文部科学省 B　地方に対す
る規制緩和

スポーツ・青少年局委託事業事務
処理要領

文部科学省委託事業「体験
活動プロジェクト」（防災教育
推進事業）における事業計
画作成手続の簡素化

事業計画段階では、大まかな内容の計画で認定し、その後の運
営委員会等の意見による計画の変更を可能とすること

【支障事例】
委託決定から計画書提出までの期間が３週間程度の中、会場、委員及び事業の方向性が不確定な状況下で、消耗品や旅費等の
費用について詳細な根拠書類の添付を求められる。
しかし、実施段階では、場所や委員、事業詳細、物品等の価格が変わるため、計画段階での書類の作成事務、文部科学省におけ
る確認事務の双方に無駄が非常に大きい。
また、実行委員会等の意見により、事業内容に変更が生ずる場合には、事業計画書を遡って修正することが求められる。
【制度改正の必要性】
事業計画段階で詳細に計画する負担に加えて、計画提出後の変更が原則認められないため、提出後に開催する運営委員会や実
行委員会で具体的な案が出されてもプログラムに盛り込むことができない。事業内容を検討して質の向上を図るための同委員会の
関与できる範囲や意見内容に大きな制約を与えている。
【懸念の解消策】
都道府県が受託して実施する事業については、会計規則や旅費規程等に沿って実施するので、委託契約前の事業計画書等は概
算の積算で済むよう簡素化したうえで、ある程度大まかな事業計画や概算費用の範囲内で、実行委員会等の地域の声を反映させ
るための内容変更に対応できるようにすべきである。

H26 426 05_教育・文化 都道府県 熊本県 文部科学省 B　地方に対す
る規制緩和

公立学校施設費国庫負担金等に
関する関係法令等の運用細目
学校施設環境改善交付金交付要
綱
学校施設環境改善交付金事業概
要

廃校・余裕教室等改修事業
（学校施設環境改善交付金）
の事業要件の緩和
（H26年度に新設された、特
別支援学校の教室不足対策
として、廃校や余裕教室等の
既存施設を活用した整備に
対する補助）

既存交付金事業よりも地方自治体が使いやすく柔軟な事業要件
となっているものの、緊急対策として、知的障がい特別支援学校
の教室確保のために既存施設を活用し分教室をまず開設し、後
年度に施設整備（いわゆる後整備）を行う場合、事業の趣旨に
沿っていても既に学校開設後となることから事後着工となり対象外
となる。
知的障がい対象児童生徒のための学校の設置等については、
学校教育法第80条により県に義務があることから、財政負担等を
考慮し、当初の計画外で緊急に行う後整備についても対象とする
こと

【支障事例】
近年、知的障がい対象児童生徒数が増加傾向にあり、想定を上回って増加したため、本県では受入れ困難者を出さないため、分
教室の開設等による緊急対応を行ってきた。しかし、十分な準備期間がない中での受入れ対策を余儀なくされているため、施設整
備前の開設となっている。廃校施設の利活用については、現有施設では、対応困難な場合の緊急的な受入れが短期間かつ必要
最小限の整備で可能となり、結果として余裕資産の有効活用に繋がっている。ただ、本格整備については、後年度に行うことにな
り、既に特別支援学校として開設しているがために、本事業の対象外となる。
【制度改正の必要性】
緊急対応による特別支援学校開設について、廃校施設等の利活用が促進され、必要最小限の整備で可能となることから、事業の
趣旨に基づいた後整備も対象とすることが必要である。
【懸念の解消策】
特別支援学校の開設については、計画に基づいた前整備が原則であり、緊急対応の場合に限り、開設後２年間程度を補助対象と
することで現行事業要件との整合性は保たれると考える。

６【文部科学省】
（７）学校施設環境改善交付金
（ⅱ）廃校・余裕教室等改修事業については、既存施設を活用して特別支援学校
を開設した後に施設を整備する場合であっても、本事業の対象となることを、地方
公共団体に周知する。

H26 427 05_教育・文化 都道府県 熊本県 文部科学省 B　地方に対す
る規制緩和

英語教育強化地域拠点校事業実
施要項

「英語教育強化地域拠点事
業」における対象要件の緩
和

「英語教育強化地域拠点事業」について、採択の対象が「小・中・
高の連携した取組み」に限定されているが、都道府県の実態に応
じて、「小・中の連携した取組み」「中・高の連携した取組み」等に
ついても対象とすること

【支障事例】
本事業では、「小学校、中学校及び高等学校」が一体となった取組みのみが採択の対象とされているが、小・中・高の連携では、対
象となる児童生徒が特定しにくいこと等により、本事業の効果検証が難しい。
【制度改正の必要性】
小・中では中学校区での地域指定、中・高では県立中学・高等学校での指定により、対象となる児童生徒が明確であり、効果的な
事業実施が見込まれる。本県では、指導法研修会を各管内で開催し、小中学校合同で協議・演習等を実施したり、小中一貫校等
において、中学校教諭の校区内小学校の兼務辞令等により、小学校英語の授業を実施したりしている。また、本県は県立高等学校
附属中学校を有しており、中高の英語教員による定期的な情報交換会や、相互の乗り入れ授業の実施など、中高連携の取組につ
いても実施している。地理的条件や児童生徒の進路状況など、都道府県等の実態に応じて本事業を実施できる方が、事業効果が
高いと考える。
【懸念の解消策】
小・中・高の連携し一体となった実施により、本事業の趣旨に沿った検証が可能となるが、公立学校については、そのような地域や
学校は稀であり、本事業の実施を希望する地域や学校は少ないと聞いている。そこで、小・中では中学校区での地域指定、中・高
では県立中学・高等学校での指定とすることで本事業の実施を希望する地域や学校が増加することが見込まれ、「小・中」及び「中・
高」の限定した取組みではあるが、より多くの有効な検証データが得られると考える。

６【文部科学省】
（10）英語教育強化地域拠点事業
都道府県又は指定都市の教育委員会が、事業成果を得ることができる体制及び
事業計画を有する場合、小学校と中学校、中学校と高等学校の両方がそれぞれ
連携した英語教育強化の取組であっても、本事業の対象であることを、地方公共
団体に周知する。

H26 428 08_消防・防災・
安全

一般市 苫小牧市、市原市、高
石市、山陽小野田市

経済産業省（資源
エネルギー庁）

B　地方に対す
る規制緩和

石油貯蔵施設立地対策等交付金
交付規則第3条、第4条、別表
昭和53年9月28日付け、53資油計
第16号
資源エネルギー庁石油部計画課長
通知
特別会計に関する法律（第85条第2
項第2号ヘ）

石油貯蔵施設立地対策等交
付金の国庫補助事業への充
当制限の撤廃

昭和53年の資源エネルギー庁石油部計画課長通知により、国庫
補助事業のうち、予算補助について国による補助率が1／2以下
の補助金だけに同交付金を充当できるようになっているが、その
補助率の制限を撤廃し、同交付金の弾力的運用を可能とした
い。

【提案の背景】　石油貯蔵施設立地等の市町村は、住民の安全を確保し、不安のない地域社会を構築するため、特段の安全・防災
対策等の環境整備を推進している。特に、防災対策については、首都直下地震・南海トラフ巨大地震に備えるべく更なる対策の推
進が喫緊の課題となっている。
【支障事例】防災施設等の整備には、財政負担が大きく、「石油貯蔵施設立地対策等交付金」は、貴重な財源となっている。同交付
金は、「石油貯蔵施設立地対策等交付金交付規則」の備考により、「国がその経費の一部を負担し又は補助する事業は除く。ただ
し、当該事業の経費に対する国の負担又は補助の割合が法令により定められているもの（一定割合「以内」の割合で負担又は補助
することになっているものを含む。）以外のものについては、石油貯蔵施設の設置の円滑化に資するため特に必要があると認められ
る場合に限り、交付対象とすることができる。」とされている。それにも関わらず、昭和53年9月28日の「資源エネルギー庁石油部計
画課長」通知により、補助の割合が1/2より高い事業に充当できないなど運用上の制限が課されている。
【解消策】立地交付金は、特別会計法及び同法施行令等上、交付対象事業につき何ら制限を課しておらず、同様の充当制限が
あった「電源立地地域対策交付金」では、すでに充当制限が撤廃されており、「石油貯蔵施設立地対策等交付金」の充当制限が撤
廃されれば、農山漁村地域整備交付金（うち農地防災事業、畜産環境総合整備事業等）事業など、国による補助率が1/2より高い
事業にも充当が可能となり、同交付金の弾力的な運用と使途の拡大を通じ、更なる防災対策や住民の福祉向上が実現できる。
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求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 429 01_土地利用（農
地除く）

一般市 東広島市 国土交通省 A　権限移譲 都市計画法第29条第1項、第78条
第1項

開発行為の許可権限の希望
する市への移譲

都市計画法第29条第1項の規定において、あらかじめ国土交通
省令で定めるところにより、都道府県知事（指定都市、中核市又
は特例市（以下「指定都市等」という。）の区域内にあっては、当
該指定都市等の長）の許可を受けなければならない、としている
現行の規定を、都道府県知事（指定都市、中核市又は特例市そ
の他国土交通大臣が認めた市（以下、「指定都市等」という）の区
域内にあっては、当該指定都市の長）の許可を受けなければなら
ない、と改正する。
（上記に伴い、同法第78条第1項に規定する開発審査会の設置
も可能となる。）

【具体的な支障事例】
都市計画法第34条第14号の規定により開発審査会へ諮問する場合、都道府県知事の権限に属する事務処理を移譲された市では
開発審査会を設置できないため、県の開発審査会を利用することになる。
しかし、開発審査会の開催にあたっては県との事前協議、県及び他市の案件との調整等が必要であるなど、開催までに4～5か月の
期間を要している状況であり、実際、開発審査会への諮問を敬遠し、規模を縮小して都市計画法第34条第12号による許可を受ける
ケースが度々あるなど、迅速性が要求される民間の経済活動を円滑に進めていく上での妨げになっている。
【制度改正の効果】
希望市において開発審査会を設置することが可能となれば、市単独での日程調整が可能となり、諮問に要する期間を2カ月程度に
短縮できることから、開発審査会の開催回数を増やすことや開催時期についても柔軟な対応が可能となり、民間の経済活動の活性
化にもつながるものである。
また、諮問案件は地域特有の課題に起因したものなど、ますます複雑なものとなっており、現状の開発審査会においても地域の特
性、社会経済の発展状況の変化等の事情を総合的に勘案し、個別具体的に検討されているが、市の実情に精通した審査会委員
を選定することにより更なる地域の実情に応じた運用が可能となる。
【過去の検討経緯】
過去において類似の提案がなされてはいるが、本市は県内で最も多くの申請件数を処理している実績を踏まえ、地方分権社会の
新たな担い手となる自主性・自立性の高いまちづくりを目指すため、都市計画法上での開発許可権限の移譲と開発審査会の設置
主体の拡大を組み合わせた提案をするものである。

〔再掲〕
５　【国土交通省】
（１）都市計画法（昭43法100）
（ⅱ）開発許可に関する事務（29条１項）については、条例による事務処理特例制
度（地方自治法（昭22法67）252条の17の２第１項）を活用して当該事務を処理す
る市町村（34条14号に該当する開発行為の許可に係る事務を処理する市町村に
限る。）において、より主体的かつ円滑に当該事務を行うことができるよう運用を見
直すこととし、当該市町村が、地域の実情に応じて自らの案件を効率的に処理す
る観点から、特段の支障がない限り都道府県開発審査会の開催に係る事務を自
ら行うことができること、都道府県開発審査会への提案基準を主体的に作成でき
ること等を明確化することについて、制度の運用実態や都道府県の意向等を調査
した上で、地方公共団体に通知する。

H26 430 08_消防・防災・
安全

中核市 郡山市 防衛省、内閣府、
総務省（消防庁）

A　権限移譲 自衛隊法第８３条第１項
災害対策基本法第６８条の２

自衛隊災害派遣要請権限の
市長への付与

浸水被害による住民の孤立化、雪害における道路の除雪等など
の地域のみが直接的に把握できる被害に限定し、市長が自衛隊
に対して直接、災害派遣を要請できるよう権限を付与し、都道府
県へは事後報告とする。

【提案事項・制度改正の必要性】
自衛隊法第８３条第１項に「都道府県知事その他政令で定める者は、天災地変その他の災害に際して、人命又は財産の保護のた
め必要があると認める場合には、部隊等の派遣を防衛大臣又はその指定する者に要請することができる。」と示されている都道府県
知事の自衛隊への災害派遣の要請権限について、浸水被害による住民の孤立化、大雪による雪害において道路の除雪等を速や
かに行う場合などに限定し、災害救助活動をより迅速かつ的確に行うため、地域の被災状況を最も把握し、警察、消防等関係機関
との連携により、市民の生命、身体及び財産を守る被災市から直接、自衛隊の派遣を要請できるよう権限を移譲すること提案する。
詳細については別紙あり。

H26 431 02_農業・農地 町 立山町 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

鳥獣被害防止総合対策交付金実
施要綱別表１

鳥獣被害防止総合対策交付
金の採択要件の緩和につい
て

鳥獣被害防止施設（電気柵等）の整備事業を実施する場合、受
益戸数が「３戸以上」であることが採択要件とされているが、これを
１戸でも集落で共同管理する場合には対象となるよう要件の緩和
を行う。

【具体的な支障事例】
農地の集約化が進む中、一団の農地を１人の担い手が耕作する場合は、本交付金の対象とならず、一方で集約化されずに３戸以
上の担い手が耕作する場合には対象となるのは、不公平感を生じさせ、農地の集約化を目指す現行施策と整合しない。
【制度改正必要性】
１戸の担い手に農地を集約した場合、国の採択要件に合わず、電気柵等を張る場合に自己負担となるため、受益戸数が１戸でも集
落で共同管理する場合には対象となるよう要件の緩和を行う。

６　【農林水産省】
（19）鳥獣被害防止総合対策交付金
戸数要件については、侵入防止柵設置等の鳥獣被害防止対策の実施により受
益する農家の範囲について、地方公共団体に通知する。

H26 432 05_教育・文化 町 立山町 文部科学省 B　地方に対す
る規制緩和

教育支援体制整備事業費補助金
（補習等のための指導員等派遣事
業）交付要綱

教育支援体制整備事業費補
助金（補習等のための指導
員等派遣事業）交付要綱の
変更

教育支援体制整備事業費補助金（補習等のための指導員等派
遣事業）について、市町村も直接補助の対象とする。

【支障事例】
国の「補習等のための指導員等派遣事業」において、市町村は直接補助対象ではない。間接補助対象となっているが、県負担金
が発生するため、事業活用が難しい。
【制度改正の必要性】
当町では多人数学級校に、授業中、個別指導や担任教諭の補助を行う町独自の「スクールケア・サポーター」を限られた予算で配
置し、基礎学力や望ましい学習態度の定着を図っている。
近年、特別支援学級以外でも、特別な支援が必要な児童生徒が増加傾向にあることや学習内容の理解力不足が見られることから
も、より多くの学習サポーターの配置が必要である。

６【文部科学省】
（９）補習等のための指導員等派遣事業
本事業の実施に当たっては、市町村の要望に応じたきめ細かな指導体制の整備
を可能にする観点から、都道府県は市町村の意見を聴き、その意見を十分に尊
重することが望ましいことを、都道府県に通知する。

H26 433 11_その他 指定都市 神戸市 法務省 B　地方に対す
る規制緩和

戸籍法第１条、第３条、第４条
平成１３年１２月１２日付法務省民一
第３０４７号札幌法務局長あて民事
局長回答

戸籍の届出があった場合の
証明書発行禁止処理の撤廃

市町村は、法務局からの指導により、戸籍の届出があった場合、
その内容が戸籍システムに反映されるまで、戸籍の証明書の発
行禁止処理を行っている。これを見直し、届出を受領した「受領
日」と、処理を行った「受理日」を戸籍に記載し、効力は「受領日」
に遡って発生することとする取り扱いにより発行禁止処理を撤廃
するよう提案する。

【提案概要】市町村は、法務局からの指導により、戸籍の届出があった場合には、届出の内容が反映されていない証明書が発行さ
れないよう、届出の内容が戸籍システムに反映されるまでの間、戸籍の証明書の発行禁止処理を行うことが求められている。
そのため、開庁時間外の戸籍の届出については、職員が常駐していない限り証明書を発行することができないことから、コンビニエ
ンスストアにおける交付も開庁時間内のみとせざるを得なくなる。
したがって、開庁時間外にも戸籍の証明書を発行することができるよう処理基準を見直し、届出を受領した「受領日」と、処理を行っ
た「受理日」を戸籍に記載することにより、戸籍の受理は「受理日」とするが、効力は「受領日」に遡って発生することとする取り扱いを
提案する。
なお、現在の処理基準の下でも、戸籍の届出を本籍地以外の市町村で受領する場合は、戸籍システムを操作できるのが本籍地市
町村の職員のみであることから、受領の時点で発行禁止処理を行うことはできず、本籍地市町村に届出書類が転送され処理が行わ
れた時点で、民法に基づき届出時点に遡って効力が発生するとされている。（本籍地市町村が受領市町村から書類の送付を受け
た日を入力している。）
【支障事例】本市においてもコンビニ交付の導入を検討しているが、戸籍の証明については開庁時間しか発行できないとなれば、市
民サービスの点でコンビニ交付のメリットを活かしきれない。

H26 434 01_土地利用（農
地除く）

指定都市 神戸市 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

都市計画法第１９条３項 一の市域内で都市計画区域
が完結している指定都市の
都市計画決定案件（国同意
不要分）に係る都道府県協
議の廃止

一の市域内で都市計画区域が完結している指定都市が、当該都
市計画区域内における都市計画決定を行う場合において、県知
事への協議を廃止することを提案する。

【提案概要】
都市計画法において、市が都市計画決定を行う場合には、県知事に協議することが必要とされている。
このたびの第４次一括法により、一の指定都市の区域の内外にわたり指定されている都市計画区域にかかるものを除いて、都市計
画区域マスタープラン決定権限が指定都市に移譲されることとなった。
このような状況の変化を踏まえ、都市計画区域マスタープランを定めることができる指定都市が、都市計画区域内における都市計
画決定を行う場合において、県知事への協議を廃止することを提案する。
なお、県知事への協議の廃止により、広域調整機能が失われるとの懸念があるが、本市においては都市計画道路等の計画段階に
おいて、関係市と直接協議を行っており、関係市間で調整が図られていることから、協議の廃止による広域調整面の支障は生じな
い。
【支障事例】
各都市計画案件ごとに下協議１か月＋本協議３週間＝合計約２か月の期間を要している。
年３回の都市計画決定・変更を行う場合、１回あたりの事務処理期間が４か月となるため、その半分の２か月間を協議に要し、残りの
２か月間で、市民に対する説明、案の縦覧、都市計画審議会などを実施しなければならない。
また、県市の協議は、上記の下協議・本協議以外にも必要に応じて複数回行っており、概要資料・法定図書に加えて参考資料（都
市施設などの変更を行う場合は数十種類）の提出が求められる。
さらに、協議であっても同意と同様の資料提出が必要であるため、事務の簡素化につながっていない。
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求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 435 10_運輸・交通 指定都市 神戸市 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

地域公共交通確保維持改善事業
費補助金交付要綱別表４のニ、ホ

地域公共交通確保維持改善
事業（国庫補助）関係の補助
要件の緩和

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱における補
助要件「計画運行回数３回以上」及び「１日あたりの輸送量15～
150人」について、下限の３回及び15人を撤廃するよう提案する。

【提案概要】
平成14年2月に施行された改正道路運送法により、路線バス事業の参入・退出規制が廃止されたことから、利用者の少ない、いわ
ゆる過疎地域等においては、交通事業者により採算が見込めないことを理由とした路線バスの減便・撤退が繰り返されており、地域
住民の重要な生活交通手段が危機にさらされている状況である。
一方で国の補助制度、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱においては、人口が少なく採算を取るのが難しい過疎
地域の広域的・幹線的路線バスについて、要件を満たすことができず補助対象外となっている。本市でも、過疎地自家用有償運送
の実施例があり、また新たな取り組みに向けた検討も行っているが、ＮＰＯなどの主体による持続的な実施が困難な場合も多く、路
線バスの維持の社会的使命は依然として非常に大きい。周辺市も含めた生活圏の維持・活性化のためにも、国レベルでより細やか
な施策を展開することが必要不可欠と考える。
そこで、補助要件「計画運行回数３回以上」及び「１日あたりの輸送量15～150人」については、昨今、全国的に過疎化ないし過疎地
域における高齢化が急速に進んでいる社会情勢の変化もふまえ、地域の実情に合わせた補助制度とするため、下限の３回及び15
人を撤廃するよう要件の見直しを求める。
【支障事例】
別紙のとおり

［再掲］
６【国土交通省】
（20）地域公共交通確保維持改善事業費補助金
（ⅰ）地域間幹線系統及び地域内フィーダー系統に対する補助については、地
域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律（平26法41）
により整備された新たな枠組みの下、国土交通大臣が認定した地域公共交通再
編実施計画に基づいて地域公共交通ネットワークを再構築する取組に対する支
援の要件を見直す。

H26 436 03_医療・福祉 指定都市 神戸市 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

放課後児童健全育成事業費等補
助金交付要綱　別表　放課後児童
健全育成事業費等　３（２）障害児
受け入れ推進事業

放課後児童健全育成事業等
実施要綱の緩和

放課後児童クラブの障がい児受入加算の要件（現行は１クラブあ
たり）について、１人あたり基準を加えるよう提案する。

【提案概要】放課後児童クラブの需要は今後も増加することが見込まれ、それに伴い障がい児の受入体制の整備を図る必要があ
る。大都市においては、多人数の児童を抱えるクラブも多く、障がい児受入加算の要件（現行は１クラブあたり）について、１人あたり
基準を加えることを提案する。
【支障事例】本市では196施設中119施設で244人（１施設平均２人）の障がい児を受け入れており、各施設は障がい児の人数に応じ
て受入体制を整備しているが、加算要件が実態と合致していない。
〔障がい児を多く受け入れている施設の学童保育指導員の配置状況の例〕
　児童数37人（うち障がい児3人）→学童保育指導員8人を配置
　児童数45人（うち障がい児4人）→学童保育指導員7人を配置
　児童数56人（うち障がい児4人）→学童保育指導員10人を配置
　児童数86人（うち障がい児5人）→学童保育指導員11人を配置

〔ほぼ同数の児童数で障がい児のいない施設の学童保育指導員の配置状況の例〕
　児童数33人（うち障がい児0人）→学童保育指導員3人を配置
　児童数44人（うち障がい児0人）→学童保育指導員3人を配置
　児童数57人（うち障がい児0人）→学童保育指導員3人を配置
　児童数86人（うち障がい児0人）→学童保育指導員8人を配置

障がい児を多く受け入れている施設では、本人や他の児童にケガなどが生じないよう、よりきめ細やかに見守りを行うことが保護者
からも強く求められており、学童保育指導員を増員して対応する必要が生じている。

現在の加算要件では、平成25年度実績で約127百万円を神戸市において負担している。

H26 437 03_医療・福祉 指定都市 神戸市 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

放課後児童健全育成事業費等補
助金交付要綱　別表　放課後児童
健全育成事業費等　１（２）長時間
開設加算額

放課後児童健全育成事業等
実施要綱の緩和

長時間開設加算（保育緊急確保事業における放課後児童クラブ
開所時間延長支援含む）について、平日一日６時間超という現行
基準を、平日一日「６時間以上」という基準に見直すことを提案す
る。

【提案概要】長時間開設加算（保育緊急確保事業における放課後児童クラブ開所時間延長支援含む）について、平日一日６時間
超という現行基準は、全国で７時間以上開設しているクラブが約21％しかない現状からも要件を満たすことが難しい。
本市が昨年実施した利用者のニーズ調査によると、就学前児童・低学年・高学年のそれぞれの保護者が学童保育を利用する際の
希望時間については、18時台～19時台までを希望する声が多く、そのニーズに沿うためにも、平日一日「６時間超」という現行基準
を、平日一日「６時間以上」という基準に見直すことを提案する。
【支障事例】現在の要件による本市の長時間開設加算（平日分）対象施設は196施設中17施設（平成25年度）に過ぎず、加算要件
が実態と合致していない。

H26 438 05_教育・文化 市区長会 全国特例市市長会 文部科学省 A　権限移譲 地方教育行政の組織及び運営に
関する法律37条1項、43条3項、58
条1項

県費負担教職員の人事権の
市への移譲

県費負担教職員の人事権について、都道府県から移譲を希望す
る市へ移譲ができるようにするとともに、移譲に伴う経費について
確実な財政措置を講じること。
（参考）
指定都市については、第４次一括法により移譲済み

【支障事例】
小中学校は、市町村が設置し、教職員も市町村に身分を有していながら、市町村立学校職員給与負担法により給与負担が、地方
教育行政の組織及び運営に関する法律第37条第１項の規定により人事権が都道府県・指定都市にあるため、市が行おうとする教
育行政に必要な人材を確保することができない。
県費負担教職員の不祥事等に関しては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第43条第３項の規定により任免、分限又は
懲戒に関する事項は都道府県条例で定めることとされているため、市では懲戒処分をすることができず、教職員は、人事権や処分
権がある都道府県への帰属意識が強くなり、地域に根差す意識を持ちにくくなっている。
市町村の教職員人事権について、都道府県から義務教育の実施主体である市町村に移譲することが望ましいといった中央教育審
議会の答申が出されているが、一向に進展がない。

【懸念の解消策】
別紙のとおり

［再掲］
５【文部科学省】
（２）市町村立学校職員給与負担法（昭23法135）、義務教育費国庫負担法（昭27
法303）、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭31法162）、公立義務教
育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律（昭33法116）
県費負担教職員の給与等の負担（市町村立学校職員給与負担法１条）、都道府
県教育委員会の県費負担教職員の任命権（地方教育行政の組織及び運営に関
する法律37条１項）、県費負担教職員に係る定数の決定（地方教育行政の組織
及び運営に関する法律41条１項及び２項）及び学級編制基準の決定（公立義務
教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律３条２項）について
は、県費負担教職員の任命権に係る条例による事務処理特例制度（地方教育行
政の組織及び運営に関する法律55条１項）の運用状況を踏まえつつ、広域での
人事調整の仕組みにも配慮した上で、中核市等に権限を移譲する方向で検討を
行い、小規模市町村を含めた関係者の理解を得て、結論が得られたものから順
次実施する。
また、条例による事務処理特例制度のより一層の活用を図るため、当該制度によ
る人事権の移譲を希望する中核市等については、平成27年度以降、関係する都
道府県や市町村との協議の場を設けるなど、合意形成に向けた支援を行うこと
を、関係団体に速やかに通知する。

農地の転用に関する許可権限を市町村長に移譲する。 【現状】
県内の市町村が工業団地開発などを進めるうえで、農地転用が課題となり、計画的なまちづくりが進んでいない。
【支障事例】
Ａ地区で検討されている工業団地開発構想では、数年前より農地転用に関する協議を進めている。当該工業団地は、高速道路のＩ
Ｃ周辺という企業立地の絶好の場所に位置しているとともに、雇用の場の創出のため企業誘致を望む地域住民の要望があることか
ら、市町村が主体となって進めている。しかし、農地転用の具体性（当該工業団地に立地する企業の具体的な企業名の提示等）
等、現状における回答が困難な説明を求められ、協議が進展しない。
【支障事例の解消策及び効果】
農地転用を、地域の実情に精通している市町村長の許可とすることにより、工場団地の造成など主体的かつ総合的なまちづくりを行
うことができ、効果的な企業誘致等を進めることができる。

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国と地方の役
割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕組みの充実を図るととも
に、農地転用に係る事務・権限について、地方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条の２第１項）
を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の設定基準案に加え、国の
目標面積案について、都道府県知事の意見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及び都道府県の
目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定
するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と協議する場（協議の場）を
設けることとする。協議の場の議事等については、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案及び都道府県
の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違がある場合には、その要因
分析等を行い、施策効果の見込み方等について協議する。これらの過程を通じ
て、国と地方が十分な議論を行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び
都道府県の目標面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日地方六団体）
において提案されている「農地の総量確保の目標管理」の仕組みに係る実効性を
検証することとし、今後の制度設計の議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について

H26 439 02_農業・農地 都道府県 岐阜県 農林水産省 A　権限移譲 農地法4条1項、5条1項 農地転用の権限移譲
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H26 441 09_土木・建築 都道府県 岐阜県 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

道路法第３３条第１項
（道路の占用の許可基準）

道路占用許可基準の緩和
（道の駅への充電インフラ整
備の許可）

充電器の道路占用許可の基準を緩和し、道の駅への次世代自
動車用充電器の積極的な導入促進を図る。

【現状】
岐阜県においては、５４か所の道の駅が中山間地を中心に所在しており、そのうち６か所にはすでに急速充電器が導入されている。
これらの道の駅は、道路施設（駐車場、トイレなど）に、地域振興施設（物販施設、飲食施設など）が併設されており、急速充電器を
地域振興施設に付随する駐車場に設置する場合は、道路占用の許可は必要ないが、道路施設へ設置する場合は道路管理者の
許可が必要となり、その際の許可の要件として無余地の原則（道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものに限るという原
則）が適用されている。
【支障事例】
県内の道の駅では利用頻度、電気配線等の工事費の低減等を総合的に勘案し、道路施設への設置を検討しているところである
が、無余地の原則により占用不可といわれ、設置が難航している。
【支障事例の解消策】
無余地の原則を撤廃し、急速充電器等施設は、道の駅の地域振興施設部分への設置が可能な場合でも、道路施設（道路管理者
の管理地）への設置を可能とする。
【効果】
道の駅への次世代自動車用充電器の積極的な導入促進を図ることにより、電気自動車等の次世代自動車の普及、関連産業の更
なる成長につなげる。

６　【国土交通省】
（５）道路法（昭27法180）
　道路の占用の許可基準（33条１項）について、電気自動車のための充電機器を
道の駅の道路区域外に設置することが利用者の利便性又は設置費用の観点から
適当でない場合には、同項の「道路の敷地外に余地がないためにやむを得ない
もの」に該当し、道の駅の道路区域内に設置することが可能であることを、地方公
共団体に通知する。

H26 442 01_土地利用（農
地除く）

都道府県 岐阜県 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

地籍整備推進調査費補助金制度
要綱第３第１項

地籍整備推進調査費補助金
に係る補助対象地域要件の
拡大

地籍整備推進調査費補助金に係る補助対象地域要件として、農
村部、中山間地域を対象に加えることを求める。

【現状】
岐阜県の地籍調査進捗率（平成25年度末）は１５％であり、全国の５１％と比較して、非常に遅れている。特に、県土の８割以上を占
める山林部は１４％と、他の地帯(人口集中地区１５％、宅地１７％、農地２５％）に比べて遅れている。また、第6次国土調査事業10
箇年計画の岐阜県計画では、平成22年度から31年度までの１０年間で770ｋ㎡2を地籍調査を実施する（平成31年度末に進捗率２
３％とする）ことと定めている。
【支障事例】
地籍整備を推進するための地籍整備推進調査費補助金制度は、地方公共団体及び民間事業者が、用地測量等の成果を活用し
て、国土調査法第19条第5項指定に係る申請を積極的に行えるよう創設されたものであるが、補助対象地域が都市部に限定されて
いる。平成25年度末時点の当県の地籍調査対象面積8,625ｋ㎡のうち当制度の対象面積は2,369ｋ㎡で、約7割の土地が補助対象
外のため、現行制度では山林部の地籍整備率の向上がほとんど見込めない。
【支障事例の解消策及び効果】
公共事業等に伴う用地測量は、補助対象地域である都市部（人口集中地区及び都市計画区域）外でも多数実施されており、また、
補助対象地域外の市町村等から補助制度の相談も受けていることから、補助対象地域要件として農村部、中山間地域を加えること
で、更に積極的に法第19条第5項指定に係る申請が行われることが予想され、地籍調査の進捗率が特に低い山林部の地籍整備の
推進を図ることができると考えられる。

H26 443 03_医療・福祉 都道府県 岐阜県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

指定居宅サービスに要する費用の
額の算定に関する基準（平成１２年
厚生省告示第１９号）別表１の注２
指定居宅サービスに要する費用の
額の算定に関する基準及び指定居
宅介護支援に要する費用の額の算
定に関する基準の制定に伴う実施
上の留意事項について（平成１２年
３月１日老企第３６号厚生省老人保
健福祉局企画課長通知）第２の２の
(4)(5)

短時間訪問介護の算定要件
の対象拡大

「身体介護２０分未満」の日中区分利用対象者が要介護３～５に
限定されているところ、要介護１、２も含める。

【現状】
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定
居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」において、日中（午前８時から午
後６時まで）における利用者の基準は要介護３～５の者と定められている。
【支障事例】
身体介護２０分未満の区分は、要介護者本人の生活リズムに合わせ、必要なタイミングで必要なケアを提供するサービスであり、服
薬確認や水分補給等の短時間でできるケアを確実に行うことで、健康状態と本人の自立度の維持、向上につながる効果がある。こ
うしたケアは軽度の要介護者に対して、より導入しやすいが、日中時間帯の利用制限があることで、必要なタイミングで必要なケアを
受けることができない弊害が生じている。
【支障事例の解消策】
「身体介護２０分未満」の算定要件に要介護１、２を日中区分利用対象者に含める。
【対象拡大の必要性】
平成２４年度の当該区分導入前に当県が実施したモデル事業において、約３４％は軽度者の利用であり、うち７～８割は日中の時
間帯での利用であった。実際に、軽度者に対する短時間ケアの導入により、生活リズムが整い、体調も維持できたことで、生活の質
の向上につながった事例もある。また、モデル事業に参加した訪問介護事業所、ケアマネジャーともに、その効果を実感する一方
で、制度に日中時間帯の軽度者利用制限がかかることについて疑問の声が挙げられていた。
【効果】
要介護者は要介護度にかかわらず、必要なケアを必要なタイミングで利用することができる。また、短時間ケアにより、要介護者の状

H26 444 03_医療・福祉 都道府県 岐阜県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

予防接種法施行令第１条の２ 定期予防接種の対象拡大 平成２年４月１日以前の生まれの者（定期接種の機会が２回な
かった世代）に対する風しんワクチンの接種を定期化できるように
すること。

【現状】
風しんの定期接種は、現在、１歳と小学校就学前１年間の２回接種となっているが、平成２年４月1日以前に生まれた者は、未接種
又は１回接種のみであるため、風しんへの免疫が十分でない可能性がある。
【支障事例】
平成２４、２５年に、風しんの全国的な流行があり、先天性風しん症候群が増加した。このうち、風しん患者の７割以上が男性、うち２０
代～４０代が８割を占め、風しんワクチン接種が十分に行われなかった世代と一致する。今後も免疫が十分でない者が風しんにか
かった場合、風しんが流行し、先天性風しん症候群が発生する恐れがある。
【支障事例の解消策】
風しんの定期接種の対象者を拡大し、平成２年４月１日以前の生まれの者（風しんの免疫が不十分な者）が定期接種として予防接
種を受けられるようにする。
【効果】
風しんの感染リスクが低下するとともに、免疫の不十分な女性が妊娠した際の先天性風しん症候群の発生が抑制されることで、安心
して妊娠・子育てができる。また、定期接種の費用負担は地方交付税措置されるため、任意の予防接種よりも自己負担が軽減さ
れ、ワクチンを接種しやすくなる。その他に万が一、予防接種の副反応による健康被害が生じた場合、定期接種であれば、接種に
係る過失の有無にかかわらず、予防接種健康被害救済制度により救済される。

事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置については、別紙を
基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法附則２項）につ
いては、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農林水産大臣
との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指定市町村にあっては、当
該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確保する目標
を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣が指定する市町村（指
定市町村）の長については、都道府県知事と同様の権限を有するものとして、農
地転用に係る事務・権限を移譲する。あわせて、農用地区域内における開発許
可（農振法15条の２）に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項及び５条３
項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せて検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏まえ、必要に
応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るとともに、農地転用許可等に係
る事例集を作成するなど地方公共団体における農地転用許可制度等の適正な
運用の確保に資するよう必要な支援を行うものとする。
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H26 445 03_医療・福祉 都道府県 岐阜県 厚生労働省 対象外 国民健康保険法第７０条第２項
国民健康保険の国庫負担金等の
算定に関する政令第２条２項

国民健康保険国庫負担金の
減額措置の撤廃

乳幼児医療費の無償化に伴い発生する国民健康保険負担金の
減額措置を撤廃する。

【現状】
　国民健康保険においては、被保険者の診療に対し保険者である市町村が保険給付を行った場合、法律により国がその費用の３
２％を負担することとなっている（これを国庫負担金という）。
【支障事例】
　市町村が、福祉政策の一環として乳幼児の医療費自己負担分を肩代わりして負担している場合（現物給付に限る）、国は、当該市
町村に対する国庫負担金を減額して交付している（なお、岐阜県では、乳幼児医療費の自己負担分の５０％、国庫負担金の減額分
の５０％を補助している）。
　この減額措置は少子化対策等に取り組んでいる地方の努力と相反し､これを阻害している。
【支障事例の解消策】
　乳幼児医療費の無償化に伴い発生する国民健康保険負担金の減額措置を撤廃する。

H26 446 07_産業振興 都道府県 神奈川県 経済産業省 A　権限移譲 割賦販売法第40条第３項、第41条
第１項
割賦販売法施行令第33条

割賦販売法に基づく包括信
用購入あっせん業者に対す
る報告徴収、立入検査の都
道府県への権限移譲

割賦販売法に基づき、包括信用購入あっせん業者に対して、報
告徴収、立入検査に関する事務を実施する。(勧誘が一の都道
府県内のみで行われる場合の権限付与)（併行権限）

割賦販売法第47条で都道府県が処理する事務を政令で定めるよう規定し、具体的には施行令第33条により都道府県が処理する
事務を定めている。施行令第33条の改正により対象となる事業者の範囲と業務の範囲を定めるもの。
この権限移譲により、当該都道府県内で消費者被害が発生した場合、個別信用購入あっせん業者と同様に包括信用購入あっせん
業者に対する報告徴収及び立入検査を行うことになり、地域に密着した行政を行うことができる。（なお、複数都道府県にまたがる場
合は広域的指導の観点から従来どおり国が行う。）
包括信用購入あっせん業者に対する報告徴収、立入検査以外の権限移譲については、権限を行使した時の影響が全国に及ぶこ
とや、機動的に実施することが難しくなるため、従来どおりの広域的行政が望ましいと考える。

H26 447 06_環境・衛生 都道府県 神奈川県 環境省 A　権限移譲 環境省関係石綿による健康被害の
救済に関する法律施行規則第25条
第1項

環境省関係石綿による健康
被害の救済に関する法律施
行規則（平成18年環境省令
第3号）第25条第1項に規定
する申請等の経由に係る事
務の移譲

申請等の経由に係る事務は、保健所設置自治体で実施している
が、独立行政法人環境再生保全機構法第10条の２の規定に基
づく委託契約事務となっているので、法に基づく事務として明確
にする必要がある。

独立行政法人環境再生保全機構法第10条の2の規定に基づき、都道府県、保健所を設置する市若しくは特別区又は環境大臣の
指定する者と、委託契約を締結して経由事務を既に実施しているところなので、実態にあわせ法に基づく事務として位置づける必要
がある。

H26 448 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 A　権限移譲 感染症の予防及び感染症患者に
対する医療に関する法律第４３条
第１項

指定医療機関等の指定等
特定感染症医療機関からの
報告聴取等の移譲

特定感染症指定医療機関からの報告聴取等
感染性指定医療機関の管理者に対して必要な報告を求め、当該
職員に管理者の同意を得て検査をさせる規定。

感染症患者に対する医療が公費負担とされていることから、必要時に行うことができる規定になっていて、特定感染症指定医療機
関にあっては、その権限を厚生労働大臣または都道府県知事で持っている。
特定感染症指定医療機関の指定は、国が行うものの、医療費公費負担の実務は他の感染症指定医療機関と同様に県又は保健所
設置市で担っているため、当該権限についても、他の感染症指定医療機関と同様に県単独の権限として支障がない。

H26 449 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 A　権限移譲 生活保護法第４９条 指定医療機関等の指定等
・「生活保護法」に規定する
指定医療機関の指定の移譲

各都道府県が従前から指定を行っている医療機関等と合わせ、
国開設病院等の指定事務についても、都道府県で一括して行う
ことが効率的であるため提案する。

生活保護法に規定する指定医療機関の指定は、国が行うものの、医療費公費負担の実務は県で担っているため、当該権限につい
ても、県の権限として支障がない。

H26 450 06_環境・衛生 都道府県 神奈川県 厚生労働省 A　権限移譲 栄養士法第２条第１項、栄養士法
施行令等、栄養士法施行規則等、
栄養士養成施設指導要領等

養成施設の指定の移譲（栄
養士）

栄養士養成施設に関しては、現在地方厚生局が行う、養成施設
の指定、取消し、内容変更、廃止、指導調査等の事務を県で行う
ことが可能であり、権限を県に移譲することを求める。

管理栄養士養成施設（栄養学科系の４年制大学）は、同時に栄養士養成施設も兼ねている。今後も管理栄養士養成施設に関して
は、大学に対する設置認可権は国（文部科学省）と同様に、国（厚生労働省）に指定権限が残る。栄養士養成施設の指定権限が県
に移譲されると、国と県が一つの養成施設に対して、同時に指定権限を持つ状態になる。
そういった事情から、現在管理栄養士養成施設をもつ栄養士養成施設については、事務権限の移譲が可能かどうか、国が調整を
行っている段階である。
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H26 452 06_環境・衛生 都道府県 神奈川県 厚生労働省 A　権限移譲 食品衛生法第13条、第14条 総合衛生管理製造過程（Ｈ
ＡＣＣＰ）の承認等
(海外施設の承認、総合衛生
管理製造過程における例外
承認を除く)の移譲

①現在地方厚生局で実施している総合衛生管理製造過程の承
認等の事務の移譲を求める。
②現行の実施主体：地方厚生局
移譲後の実施主体：都道府県、保健所設置市及び特別区

総合衛生管理製造過程の承認等の事務は地方厚生局が所管する一方で、食品衛生法に基づく営業許可事務は自治体が所管し
ており、営業者からの相談等の窓口が複数となっている状況にあることから、権限移譲により、所管行政機関が一元化されることで、
営業者の利便性が向上する。
移譲される場合には、自治体間の指導内容の差が生じないよう、国による審査基準に係るガイドライン等の技術的助言は不可欠で
あると考える。
また、権限の移譲により、審査に係る人材の育成、事務処理量の増加、施設への立入り頻度の増加などへの対応のため、職員の増
員やこれらに伴う経費の増加などが想定される。

[再掲]
４【厚生労働省】
（２）食品衛生法（昭22法233）
総合衛生管理製造過程の承認等については、地方分権の観点及び食品の安全
性の確保を図る観点から、現在、地方厚生局が行っている承認等を含め、制度の
在り方について検討し、平成27年中に結論を得る。

H26 453 06_環境・衛生 都道府県 神奈川県 厚生労働省 A　権限移譲 食鳥処理の事業の規制及び食鳥
検査に関する法律第21条から第35
条

食鳥検査法の指定検査機関
の指定等の移譲

①現在地方厚生局で実施している食鳥検査法の指定検査機関
の指定等の事務の移譲を求める。
②現行の実施主体：地方厚生局
移譲後の実施主体：都道府県、保健所設置市及び特別区

地域の状況をより把握している都道府県において事務を担うことで、指定だけでなく、立入や指導等の際にも迅速な対応が可能とな
ると考える。

[再掲]
４【厚生労働省】
（12）食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律（平２法70）
指定検査機関の指定及び監督については、都道府県、保健所設置市及び特別
区に移譲することについて検討を進め、平成27年中に結論を得る。

H26 454 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 A　権限移譲 医療法第25条第3項、第4項 医療監視（特定機能病院の
指導監督及び緊急時におけ
る医療監視）の移譲

国から都道府県への権限移譲 病院に対する報告徴収、立入検査権限は、都道府県にあるが、特定機能病院といえども地域における医療体制を担う役割を有し
ているため、当該病院に関する報告徴収、立入検査についても、都道府県で一元化して把握した方が、地域医療を推進するため
に有効である。
ただし、特定機能病院は、高度の医療の提供、高度の医療技術の開発及び評価、高度の医療に関する研修を担う病院であること
から、権限移譲を受けるにあたっては、専門性の高い知識を有する医師等のスタッフの配置が必要である。

H26 455 07_産業振興 都道府県 神奈川県 経済産業省、農林
水産省

A　権限移譲 中小企業等協同組合法施行令第３
４条

事業協同組合等の設立認可
等に関する事務の都道府県
への権限移譲

中小企業等協同組合法に基づく２以上の都道府県の区域にわた
る事業協同組合等の設立の認可、定款変更の認可、報告の徴
収、検査等、法令等の違反に対する処分等の事務について、関
東農政局から都道府県へ権限の移譲
（参考)
２以上の都道府県の区域にわたる組合の設立認可及び監督（厚
生労働省（地方厚生局所管業務））については、第４次一括法に
関連する政令改正で都道府県に移譲。

中小企業等協同組合法等に基づく事業協同組合等の設立の認可、定款変更の認可、報告の徴収、検査等、法令等の違反に対す
る処分等の事務について、第４次一括法において厚生労働省及び国土交通省所管の組合に係る事務権限が移譲される。地方農
政局（関東農政局）所管の二以上の都道府県の区域にわたる組合に係る事務についても権限移譲されることにより、県内を活動地
区とする組合に対して統一的な対応を行うことができ、県民サービスの向上につながるものと考えられる。
ただし、代表理事の交替により、主たる事務所が変わることがあり、それに伴い決算書類等の届出先の都道府県が変わることも考え
られることから、指導等の継続性の観点を踏まえ、都道府県間の連絡調整等について整理する必要がある。
（参考)
２以上の都道府県の区域にわたる組合の設立認可及び監督（厚生労働省（地方厚生局所管業務））については、第４次一括法に関
連する政令改正で都道府県に移譲。

４【農林水産省（１）】【経済産業省（１）】
中小企業等協同組合法（昭24 法181）及び中小企業団体の組織に関する法律
（昭32法185）（農林水産省と共管）［再掲］
事業協同組合等に係る認可等の事務・権限（二以上の都道府県の区域にわたる
事業協同組合等であって地方農政局の所管に係るものに関する事務・権限に限
る。）については、都道府県に移譲する方向で、関係する都道府県が連携する仕
組みを整備すること等について検討を行い、平成27年中に結論を得る。

H26 456 07_産業振興 都道府県 神奈川県 経済産業省 A　権限移譲 工業標準化法19条1項・2項、20条1
項・2項、21条1項から3項、22条、25
条2項、28条1項、29条2項、31条3
項、32条、33条1項、34条、36条、
37条、38条、40条1項

工業標準化法に基づく事業
所への立入検査等の都道府
県への移譲

JISマークの認証に関して
一の都道府県の管轄区域内のみにある認証機関の登録等に関
する業務
認証を受けた者の向上、事業所等に対する報告徴収、立入検査
等に関する業務

製造業者にとっては、登録、検査事務ともに移動時間の短縮につながる。
本県の公試機関には、工業品等の試験・検査を行っている技術職が配置されており、これまで行ってきた業務での見地を活かして
本事務を行うことは可能であり、件数にもよるが、特に新たな組織の設置は要しないものと考える。
ただし、地域別に手続きの相違が生じないよう統一した手引きなどの整備は事前に必要となるものと考える。

H26 458 10_運輸・交通 都道府県 神奈川県 国土交通省 A　権限移譲 地域公共交通の活性化及び再生
に関する法律、地域公共交通活性
化・再生総合事業交付要綱、地域
公共交通活性化・再生総合事業実
施要領

地域公共交通活性化・再生
総合事業費補助金の国から
都道府県及び市町村への移
譲

現在国が協議会に対して交付している地域公共交通活性化・再
生総合事業費補助金に係る事務等を都道府県及び市町村に移
譲すること。

地方公共団体が地域の実情を踏まえて、持続可能な公共交通ネットワークを実現するための実効性のある取り組みを柔軟に行うた
め、事務、財源の移譲を受ける必要がある。
地域公共交通活性化・再生総合事業費補助金における交付申請の受付等の事務を国が行うにあたって、地域の実情に応じた事
業の認定、評価、アドバイスを行うことは困難であり、円滑な地域公共交通活性化・再生総合事業の執行に支障をきたす。
この事務を都道府県が行うことで、市町村等が単独で作成する事業計画を、県単位における地域の実情に応じた支援を行うことが
でき、また連携計画においてもより密に市町村の連携に資する支援を行うこと、地域の実情に応じた支援を行うことができるため、本
事業に係る事務・財源の移譲を求める。
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H26 459 09_土木・建築 都道府県 神奈川県 内閣府、国土交通
省

A　権限移譲 道路法12条 直轄国道の整備や保全に関
する計画並びに工事の実施
（高規格幹線道路以外の国
道）の移譲

直轄国道に係る道路の整備及び保全(除雪を含む。）に関する計
画や工事の設計、施工及び施行管理に関する事項を都道府県・
指定市に移譲する。

「事務・権限の移譲等に関する見直し方針について」（平成25年12月閣議決定）に基づき、権限移譲に向けて国と地方公共団体で
個別協議を行っているところである。
住民に身近な地方自治体が管理等行うことによって、地域の実情を反映した効果的な管理・活用等を図ることが可能となる。
移譲に伴う財源措置・人員確保については、今後、内閣府が主導して政府内で検討を進めることとされており、引き続き実現に向け
た検討を行っていただきたい。
また、その他の路線については、バイパスの整備や無料化後に現道の移管について協議を行うこととしたい。

H26 460 09_土木・建築 都道府県 神奈川県 内閣府、国土交通
省

A　権限移譲 道路法32条 直轄国道の管理に関する許
認可等（高規格幹線道路以
外の国道）の移譲

直轄国道に係る許認可等に関する権限を都道府県・指定市に移
譲する。

「事務・権限の移譲等に関する見直し方針について」（平成25年12月閣議決定）に基づき、権限移譲に向けて国と地方公共団体で
個別協議を行っているところである。
住民に身近な地方自治体が管理等行うことによって、地域の実情を反映した効果的な管理・活用等を図ることが可能となる。
移譲に伴う財源措置・人員確保については、今後、内閣府が主導して政府内で検討を進めることとされており、引き続き実現に向け
た検討を行っていただきたい。
また、その他の路線については、バイパスの整備や無料化後に現道の移管について協議を行うこととしたい。

H26 461 09_土木・建築 都道府県 神奈川県 国土交通省 対象外 道路法、河川法
地方整備局組織規則

土地等の評価基準及び損失
補償額の算定基準等に関す
る事務（地方自治体事業に
係るもの）の移譲

直轄事業の移譲を求めるものであるが、その際には事業を実施
する地方自治体が損失補償等の事務を行うこと。

公共用地取得に伴う損失補償の補償基準等は、事業主体が地域の実情を踏まえ策定及び運用することが必要であるため、地方自
治体事業に係るものについては事業主体である地方自治体が実施することが適切である。
仮にダム事業、海岸事業が移譲される場合、当県において事例がないためノウハウの継承が必要と考える。

H26 462 04_雇用・労働 都道府県 神奈川県 厚生労働省 A　権限移譲 労働保険の保険料の徴収等に関
する法律第45条

労働保険の保険関係の成
立・消滅及び労働保険料等
の徴収・経理の移譲

労働保険関連業務を都道府県に移譲する。 職業紹介事業と雇用保険関連事業は現在一体的に行われており、職業紹介業務と併せて移管することが望ましい。雇用失業情勢
や事業所開設に係る情報等地域の産業の実情を把握している都道府県により、適切に実行されるべきである。

H26 463 04_雇用・労働 都道府県 神奈川県 厚生労働省 A　権限移譲 労働保険の保険料の徴収等に関
する法律第45条

労働保険事務組合の業務に
係る監督の移譲

労働保険事務組合の業務に係る監督権限を都道府県に移譲す
る。

雇用保険に関する事務を都道府県に移管した場合は、労働保険事務組合に委託する事業主からの保険料の徴収に関しても、地
方が直接、労働保険事務組合に対する監督を適正に行うことにより、その履行を確実に確保できる。
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H26 464 04_雇用・労働 都道府県 神奈川県 厚生労働省 A　権限移譲 職業安定法第30条、第48条の２
労働者派遣法第５条、第48条

国以外が実施している職業
紹介事業、労働者派遣事業
の監督等の移譲

国以外が実施している職業紹介等事業の事業者への監督権限
を一体的に都道府県に移譲する。

職業紹介等事業に関しては、官・民及び有料・無料を問わず、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図るため、一体的な権
限として行使されるべきであるため、地域の実情を熟知した都道府県により、現場実態を踏まえた雇用対策として適切に実行される
べきである。

［再掲］
４【厚生労働省】
（１）職業安定法（昭22法141）及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派
遣労働者の保護等に関する法律（昭60法88）
公共職業安定所（ハローワーク）が行う無料職業紹介事業、地方公共団体が行う
無料職業紹介事業の指導監督並びに国以外の者が行う職業紹介、労働者の募
集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の指導監督については、以下の方向
性により見直す。
（ⅰ）国と地方公共団体が同一施設内で国の無料職業紹介事業と地方公共団体
の業務を一体的に実施する取組（一体的実施）、「ハローワーク特区」の取組、ハ
ローワークの求人情報を地方公共団体にオンラインで提供する取組など、ハロー
ワークと地方公共団体との一層の連携強化の取組を通じ、地方公共団体と一体と
なった雇用対策をこれまで以上に推進する。
（ⅱ）以上の取組の成果と課題を検証し、その結果等を踏まえ、これらの事務・権
限の移譲等について、引き続き検討・調整を進める。その際には、ＩＬＯ第88号条
約との整合性、都道府県を越えた職業紹介の適切な実施、雇用対策における機
動性の担保、保険者の変更等雇用保険財政の根本に関わる議論等に留意す
る。
（ⅲ）地方公共団体が行う無料職業紹介事業について、民間とは明確に異なる公
的性格を持つものであり、国に準ずるものとして法律上位置付けるなどの措置を
講ずる。
（ⅳ）ハローワークの求職情報を地方公共団体に提供する取組を、平成27年度か
ら開始する。

H26 465 04_雇用・労働 都道府県 神奈川県 厚生労働省 A　権限移譲 厚生労働省設置法第４条第１項第
54号、第23条、第24条
職業安定法第５条第３号、第８条、
第17条、第18条

公共職業安定所が行う無料
職業紹介事業の移譲

公共職業安定所（ハローワーク）が実施している無料の職業紹介
事業を一体的に都道府県に移譲する。

公共職業安定所（ハローワーク）が持つ膨大なデータやノウハウは、ナショナルミニマムの範囲で活用されるものにとどまらず、住民
の福祉の増進、産業経済の発展、教育等に資する施策を効果的に実施するためにこそ活用されるべきものであるから、当該業務に
ついては、地域の実情を熟知した都道府県によって、地域の雇用対策が最大限の効果を発揮するように現場実態を踏まえた対策
として適切に実行されるべきである。

［再掲］
４【厚生労働省】
（１）職業安定法（昭22法141）及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派
遣労働者の保護等に関する法律（昭60法88）
公共職業安定所（ハローワーク）が行う無料職業紹介事業、地方公共団体が行う
無料職業紹介事業の指導監督並びに国以外の者が行う職業紹介、労働者の募
集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の指導監督については、以下の方向
性により見直す。
（ⅰ）国と地方公共団体が同一施設内で国の無料職業紹介事業と地方公共団体
の業務を一体的に実施する取組（一体的実施）、「ハローワーク特区」の取組、ハ
ローワークの求人情報を地方公共団体にオンラインで提供する取組など、ハロー
ワークと地方公共団体との一層の連携強化の取組を通じ、地方公共団体と一体と
なった雇用対策をこれまで以上に推進する。
（ⅱ）以上の取組の成果と課題を検証し、その結果等を踏まえ、これらの事務・権
限の移譲等について、引き続き検討・調整を進める。その際には、ＩＬＯ第88号条
約との整合性、都道府県を越えた職業紹介の適切な実施、雇用対策における機
動性の担保、保険者の変更等雇用保険財政の根本に関わる議論等に留意す
る。
（ⅲ）地方公共団体が行う無料職業紹介事業について、民間とは明確に異なる公
的性格を持つものであり、国に準ずるものとして法律上位置付けるなどの措置を
講ずる。
（ⅳ）ハローワークの求職情報を地方公共団体に提供する取組を、平成27年度か
ら開始する。

H26 466 04_雇用・労働 都道府県 神奈川県 厚生労働省 A　権限移譲 雇用保険法第７条、第15条
雇用保険法施行規則第６条、第７
条、第28条の２

雇用保険法に基づく雇用保
険の適用・認定・給付等の移
譲

公共職業安定所（ハローワーク）が実施している事務である事業
主が新たに労働者を雇用したときや労働者が離職したときの届出
の受理、失業者に対する失業給付の受給資格決定・認定・給付
等の事務を都道府県に移譲する。

雇用保険法に基づく雇用保険の適用・認定・給付等については、現在、国において一連の事務を処理しているが、受給者に格差を
生じさせないため、都道府県の法定受託事務として位置づけ、国において統一的な基準を策定し、具体的な運用は地方に委ね、
必要に応じて国が指導監督することとしたうえで、都道府県が職業紹介事業と一体的に当該事務を実施できるよう、その権限を都
道府県に移譲すべきである。

［再掲］
４【厚生労働省】
（９）雇用保険法（昭49法116）
雇用保険の適用、認定、給付等については、国と地方公共団体が同一施設内で
国の無料職業紹介事業と地方公共団体の業務を一体的に実施する取組（一体
的実施）を行う施設における雇用保険関係業務の実施について、引き続き、地方
公共団体の希望を踏まえ、利用者から十分なニーズが見込める場合には、積極
的に取り組む。

H26 467 09_土木・建築 都道府県 神奈川県 国土交通省 対象外 河川法 河川等に係る整備等に関す
る計画、工事及び管理の実
施の移譲

直轄河川の整備等に関する計画、工事及び管理の権限を国から
都道府県に移譲する。

「事務･権限の移譲等に関する見直し方針について」（平成25年12月20日閣議決定）を踏まえ、国土交通省との協議を進めることと
し、関係市町村の意見を確認する必要があるとともに、関係都県と協調していく必要がある。
また、「事務･権限の移譲等に関する見直し方針について」では、移譲に伴う財源措置及び人員確保の方策については、今後、内
閣府が主導して政府内で検討を進めることとされており、引き続き検討を行っていただきたい。

H26 468 02_農業・農地 都道府県 神奈川県 農林水産省 A　権限移譲 農地法第４条及び第５条 農地の転用に関する事務の
国からの権限移譲

・４ｈａを超える農地転用許可事務の都道府県への移譲 開発計画等の大規模な農地転用が予定された場合、大臣許可に至るまでの国との調整が長期間に及ぶ可能性もある。このため、
農地転用許可事務における、４ha超の転用許可を権限移譲することで、事務が地方に一本化され、事務処理期間の短縮が見込め
るとともに、地域の実情に応じた土地利用が可能となる。
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H26 469 07_産業振興 都道府県 神奈川県 経済産業省 A　権限移譲 産業クラスター計画 産業クラスターの支援に関す
る事務の都道府県への権限
移譲

企業や大学等への訪問等により、産業実態、ニーズ、課題等の
情報収集・分析を行い、国際競争力強化や成長産業創出等のた
めの地域の成長ビジョンの提示
地域の強みを幅広く結集するために、県境やブロックを超え、より
強みと強みが結びつく産学官（含自治体）等のコーディネート
補助事業の交付決定及び確定手続き
採択事業の進捗管理及び指導、助言、協力　等

現在、経済産業局で行っている産業クラスターに係る事務を都道府県に移譲する。
「地域新成長産業創出促進事業費補助金」など産業クラスターに係る補助金の執行、フォローアップ及び成果普及業務を都道府
県に移譲。
　＊従前のスキームで国庫補助金とし、間接補助先を都道府県とすることを想定している。
　＊地域の実情に応じた弾力的運用ができる補助率の設定をしてほしい。（現行：国2/3　⇒　例：国2/3、都道府県　1/3以内など）
産学公連携については、地方でも行っているところである。地方で実施している施策との乖離や補助の重複などが生じる可能性が
ある。
都道府県において実施することで、地域の特性や既に実施している産業活性化施策との整合性を図ることができる。
補助金については、移譲を行うことで、従前から都道府県で実施している施策との整合性を図り、より効果のある支援策として展開
することが可能と考える。
事業主が相談や申請等の手続きをする際の移動時間の短縮に繋がるとともに、さらにきめ細かいフォローアップなども可能と考え
る。

H26 470 07_産業振興 都道府県 神奈川県 経済産業省 A　権限移譲 科学技術基本計画
地域新成長産業創出促進事業費
補助金（地域新産業戦略推進事業
（地域新産業集積戦略推進事業））
交付要綱
地域新成長産業創出促進事業費
補助金（地域新産業戦略推進事業
(イノベーション基盤強化事業)）
交付要綱

地域技術の振興に関する事
務の都道府県への権限移譲

大学、研究機関、企業などの産学官連携による高度技術の開発
に係る事前相談、応募受付、実施体制等の審査、執行管理、プ
ロジェクト管理、プロジェクト終了後のフォローなど一貫した管理

「相談内容」に係る、現在、経済産業局が行っている補助事業の執行、フォローアップ及び成果普及業務等を都道府県に移譲。
＊従前のスキームで国庫補助金とし、間接補助先を都道府県とすることを想定している。
＊地域の実情に応じた弾力的運用ができる補助率の設定をしてほしい。（現行：国2/3　⇒　例：国2/3、都道府県　1/3以内など）

産学公連携事業や新産業振興事業は、地方でも地域の実態に合わせて行っているところである。地方で実施している施策との乖
離や補助の重複などが生じる可能性がある。こうした事務を移譲することで、地域の特性や都道府県で既に実施している産業活性
化施策との整合性を図ることができる。
補助事業について、移譲を行うことで、従前から都道府県で実施している施策との整合性を図り、より効果のある支援策として展開
することが可能と考える。
事業主が相談や申請等の手続きをする際の移動時間の短縮に繋がるとともに、さらにきめ細かいフォローアップなども可能と考え
る。

H26 471 07_産業振興 都道府県 神奈川県 経済産業省 A　権限移譲 中小企業のものづくり基盤技術の
高度化に関する法律　第４条第３
項、第５条第２項、同条第３項、第
11条から第13条

ものづくり高度化支援に関す
る事務の都道府県への権限
移譲

「中小ものづくり高度化法」や「戦略的基盤技術高度化支援事業」
への改善要望受付や相談
「中小ものづくり高度化法」における研究開発計画の認定

ものづくり中小企業への支援策については、地方でも地域の実態に合わせて行っているところである。地方で実施している施策との
乖離や補助の重複などが生じる可能性がある。
「中小ものづくり高度化法」における研究開発計画の認定業務等を移譲することで、地域の特性や都道府県で既に実施している産
業活性化施策との整合性を図ることができる。

［再掲］
４【経済産業省】
（14）中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律（平18法33）
法４条３項に基づき認定された特定研究開発等計画に基づく特定研究開発等に
対する補助等（戦略的基盤技術高度化支援事業）については、国と都道府県の
連携強化を図るため、都道府県における相談事務の強化を目的とした公募前の
情報提供及び意見交換を行うとともに、都道府県に対し、交付決定等に係る情報
提供を行う。

H26 472 07_産業振興 都道府県 神奈川県 経済産業省 A　権限移譲 中小企業による地域産業資源を活
用した事業活動の促進に関する法
律第6条
小規模事業者等ＪＡＰＡＮブランド育
成・地域産業資源活用支援補助金
交付要綱

地域産業資源活用事業計画
の認定権限等の都道府県へ
の権限移譲

地域資源活用促進法による事業計画の認定業務
小規模事業者等ＪＡＰＡＮブランド育成・地域産業資源活用支援
補助金の交付に係る事務
について、関東経済産業局及び関東農政局から都道府県へ権
限の移譲

計画の認定及び補助金交付に係る事務は、地域産業の振興の観点から重要な業務であるが、現状では、専ら国と事業者が調整し
ており、県は計画が策定された後に求められる意見書程度しか関与できていない。
その結果、例えば、計画が実行されても、開発された商品が販売に結びつかないケースが散見されている。これは、計画段階にお
ける地元での販路の分析や支援体制の構築が不十分であることが原因である。国が現在行っている、人口の多い都心部における
販路開拓は、重要であり、今後も継続した支援が必要である。しかし、産地における販路開拓や地元の支援などのバックグラウンド
が無いものが、都心部で売れ続けることも難しく、都心と地元における販路開拓支援は、車輪の両輪であり、ともに推進するべきであ
る。そして、現状の方式では、地元の体制づくりが困難であるため、権限と財源の移譲による事業のあり方の見直しを求めるものであ
る。
また、全国的な視点から先進的な事例のみを支援するべきという意見もあるだろうが、地域的なレベル格差があるなかで、全国的に
は遅れている都道府県であっても、当該地域のなかで先進的なモデル事業を実施している事業者に対しては必要な支援をするべ
きである。
現状は国が計画を認定し、国が事業者に補助しているが、これを変更し、国が県内の都道府県中小企業センター等の運営管理法
人に基金を設立し、県が計画を認定し、県が基金を通じて事業者に補助するよう権限と財源の移譲を求めるものである。
なお、国は全国的な視点から評価の準則を定め、県は準則を踏まえながら各県の評価基準を定めることで、広い視野や全国的な
視点も踏まえた、事業としての一定の水準を保つ。

［再掲］
４【経済産業省】
（15）中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律（平
19法39）
（ⅰ）地域産業資源活用事業計画の認定（６条１項）については、国と都道府県の
連携強化を図るため、都道府県に対し、事業実施主体から提出された地域産業
資源活用事業計画に係る情報提供を、原則として経済産業局に事前相談があっ
た段階で行うとともに、各経済産業局が設置している評価委員会に関係都道府県
が構成員として参画し、認定の判断に主体的に関与できることなどを、平成26年
度中に通知する。その上で、都道府県への権限移譲については、平成29年度ま
での法施行状況を検証し、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
（ⅱ）地域産業資源活用事業計画の認定事業者に対する補助（地域産業資源活
用支援事業）については、国と都道府県の連携強化を図るため、都道府県に対
し、支援要件等の公募に関する情報提供を行う。あわせて、都道府県が自ら支援
を行う案件を優先的に採択するなどの措置を講ずる。

H26 473 07_産業振興 都道府県 神奈川県 経済産業省 A　権限移譲 中心市街地の活性化に関する法律
第40条

中心市街地再興戦略事業費
補助金（旧：戦略的中心市街
地商業等活性化支援事業費
補助金）の交付事務の都道
府県への権限移譲

中心市街地再興戦略事業費補助金の交付
特定民間中心市街地活性化事業計画の認定
中心市街地活性化に関する委託事業の実施
市町村が作成した中心市街地活性化基本計画に対する助言

中心市街地の活性化に取り組む市町村やまちづくり会社を支援するためのものであり、地域経済の活性化を目的とするものである。
これらの地域の産業・経済の振興に関する事務は、権限や財源の移管と併せて、地域の実情を把握している地方に移管されるべき
である。

［再掲］
４【経済産業省】
（８）中心市街地の活性化に関する法律（平10法92）（内閣官房と共管）
民間事業者等が特定民間中心市街地活性化事業計画や中心市街地活性化に
対する補助（中心市街地再興戦略事業費補助金）等を活用する際に、都道府県
に対する事前の情報提供や都道府県としての意見表明など積極的な関与を促す
ため、中心市街地活性化協議会に都道府県が参加することが可能であることに
ついて、地方公共団体に周知する。

H26 474 07_産業振興 都道府県 神奈川県 経済産業省 B　地方に対す
る規制緩和

企業立地の促進等による地域にお
ける産業集積の形成及び活性化に
関する法律第5条

企業立地促進法に基づく産
業集積の形成又は活性化に
関する基本的な計画に係る
国の同意協議の見直し

・企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活
性化に関する法律（以後　企業立地促進法）の第５条２項１号、６
号、８号に関する主務大臣との協議及びその同意について廃止
し、２項７号、９号については事後報告・届出・通知などとすべき。

企業立地促進法第５条２項の各号の内容について、同法第５条１項に規定されている主務大臣との協議及び同意に、およそ一ヶ月
程度の時間を要するため、経済状況に適応した迅速な基本計画の策定の支障となっている。
協議会で承認を得ている計画の策定やその変更に対しての事務が煩雑で、時間がかかっている。
法第５条規定による計画の策定や法第６条の変更の場合、協議及び同意に向けての段取りとして、まず協議会での承認、県警への
法定協議が行われ、関東経済産業局へ事前に案(変更案)を提出。次に案(変更案)に基づき本省協議が行われ、関係各省の事前
協議を経て、ようやく正式な変更協議書の提出が可能となる。そこから更に法定協議を経て同意となるが、国から聞いたところ、主務
大臣の同意タイミングが月1回程度とのことであり、これでは、タイムリーな計画策定や変更の支障となる。
直近の事例では、法第６条の変更についてであるが、平成２６年３月に協議会の承認を得たにもかかわらず、定められた国との協議
を経たことにより、正式な協議書の提出が平成２６年７月になっており、主務大臣の同意は平成２６年８月の予定である。この変更内
容は、基本計画の中から、市の財団が行っている事業が廃止になったため、計画の記述から削除するものであるが、その程度の変
更に半年近くの時間を費やし、協議会の会員である各市町の長の印を集め、さらに関係省庁数分の大臣の同意を得る必要がある。
地方が定め、地方が行う計画であるにもかかわらず、このように主務大臣との協議及び同意を得ることが経済状況に適応した迅速な
対応の支障となっている。そのため、協議及び同意を廃止し事後報告・届出・通知等で対応することで良しとすべきである。

［再掲］
６【経済産業省】
（10）企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関す
る法律（平19法40）
基本計画及びその変更に係る同意（５条１項及び６条１項）については、同意を得
るまでの時間の短縮を図るため、事前審査・事前協議を原則行わないこととすると
ともに、法定協議に当たっての留意事項を取りまとめ、地方公共団体に情報提供
を行う。
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H26 475 10_運輸・交通 都道府県 神奈川県 国土交通省 A　権限移譲 地域公共交通の活性化及び再生
に関する法律、地域公共交通確保
維持改善事業費補助金交付要綱、
地域公共交通確保維持改善事業
実施要領

地域公共交通確保維持事業
補助金の国から都道府県及
び市町村への移譲

現在国が乗合バス事業者に対して交付している地域公共交通確
保維持事業補助金に係る事務等を都道府県及び市町村に委譲
する。

地方公共団体が地域の実情を踏まえて、持続可能な公共交通ネットワークを実現するための実効性のある取り組みを柔軟に行うた
め、事務、財源の移譲を受ける必要がある。
地域公共交通確保維持事業補助金における交付申請の受付等の事務を国が行うにあたって、地域の実情に応じた事業の認定、
評価、アドバイスを行うことは困難であり、円滑な地域公共交通確保維持事業の執行に支障をきたす。
この事務を都道府県が行うことで、市町村等が単独で作成する事業計画を、県単位における地域の実情に応じた支援を行うことが
でき、また連携計画においてもより市町村の連携に資する支援を行うこと、地域の実情に応じた支援を行うことができるため、本事業
に係る事務・財源の移譲を求める。

［再掲］
４【国土交通省】
（７）地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平19法59）及び道路運送法
（昭26法183）
平成26年11月20日に施行された地域公共交通の活性化及び再生に関する法律
の一部を改正する法律（平26法41）により、地方公共団体が先頭に立って、まち
づくりと連携して、持続可能な公共交通ネットワークを実現するための新たな枠組
みが整備されたことを踏まえ、地域公共交通網形成計画等を作成する意欲のあ
る地方公共団体に対し、計画作成のノウハウや知識・データを提供し、個別に相
談に対応するなど、地域の取組の効果が十分発揮されるよう、環境整備を進め
る。

H26 476 07_産業振興 都道府県 神奈川県 経済産業省 A　権限移譲 エネルギーの使用の合理化等に関
する法律第6条、第87条
エネルギーの使用の合理化等に関
する法律施行令第24条、第25条、
第26条

省エネ法に基づく特定事業
者等に対する指導・助言、報
告徴収、立入検査の都道府
県への権限移譲

一の都道府県内で完結する事業者への措置（指導・助言、報告
徴収・立入検査）に関する事務・権限を、都道府県に付与する。

当該事務・権限は国による自己仕分け結果で、一の都道府県で完結する特定事業者等に対しての権限を地方に付与することを
「全国一律・一斉に委譲するもの（A-a）」としている。
エネルギーの使用の合理化等に関する法律等による事業者への措置（指導・助言、報告徴収・立入検査）は、都道府県条例に基
づく事業活動に伴う地球温暖化対策に係る計画書制度等の事務・権限と類似する点が多く、権限移譲により事務が一元化し、事務
の効率化や事業者の利便性向上を図られることから、国の仕分けに基づき、都道府県に権限を付与すべきものと考える。
ただし、権限移譲にあたっては、以下の事項について、調整する必要がある。
特定事業者等への措置に関する事項について、地方自治体と国との間や、地方自治体間の役割の明確化や情報共有の仕組み
特定事業者への措置の遂行に必要な専門人材の確保・育成及び財源の配分
検査マニュアルの整備など立入検査等の統一的な実施を行うための仕組み

［再掲］
４【経済産業省】
（４）エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭54法49）（警察庁、金融庁、
総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省及び環境
省と共管）
特定事業者等（事業所等が一の都道府県の区域内のみにあるものに限る。）に対
する指導、助言、報告徴収及び立入検査については、関係する審議会において
都道府県等から意見聴取を行いつつ、実施主体や国の関与等の在り方につい
て、平成27年中に検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

H26 477 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 A　権限移譲 医師臨床研修費補助事業実施要
綱
医療関係者研修費等補助金及び
臨床研修費等補助金交付要綱

補助金の執行等の移譲
・臨床研修施設（学校法人を
含む）への臨床研修費等補
助金
・交付申請の受理
・交付決定　等

地方厚生局からの依頼に基づき、県が交付申請等の進達及び交
付決定を行っているが、経由事務を削減し、県が交付申請等の
受理及び交付決定をできるようにする。

地方厚生局からの交付申請依頼に基づき、県が各臨床研修施設へ交付申請依頼を行っているが、地方厚生局が提示する提出期
限が短いため、県への提出期限をさらに短いものにせざるを得ず、各臨床研修施設の大きな負担となっている。また、移譲にあたっ
て、事務事業が広域的であることによる支障が少なく、まとまった規模の事務・権限を移譲することで、国の出先機関の見直しにもつ
ながる。

４【厚生労働省】
（17）医師臨床研修費補助事業
医師臨床研修費補助金の交付申請手続については、臨床研修施設が申請に係
る準備作業を行う期間を十分確保できるよう、提出依頼に係る事前連絡を、毎年
度の予算成立後速やかに行う。

H26 478 06_環境・衛生 都道府県 神奈川県 厚生労働省 A　権限移譲 食品衛生法第33条～第47条 登録検査機関の登録等の移
譲
・食品衛生法の登録検査機
関

①現在地方厚生局で実施している登録検査機関の登録等の事
務の移譲を求める。
②現行の実施主体：地方厚生局
移譲後の実施主体：都道府県、保健所設置市及び特別区

従来から各都道府県が許認可及び監視指導している食品等事業者と併せ、食品の検査機関の登録等についても、都道府県で一
括して監督したほうが、食品衛生行政を効率的かつ効果的に遂行することができるため、移譲を求める。
ただし、登録検査機関に対する指導については、全国統一的な基準に基づき行う必要があることから、国が登録検査機関の指導に
関するガイドライン等の技術的助言は不可欠である。また、検査機関に問題があった場合には、食品の輸出入に深刻な影響を与え
ることも想定されるため、国の権限を残すことも検討する必要がある。

H26 479 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 A　権限移譲 高齢者の医療の確保に関する法律
第134条

後期高齢者医療制度に係る
市町村・広域連合に対する
報告徴収、実地検査の実施
等

後期高齢者医療制度の運営に関し、厚生労働大臣と都道府県
知事で重複する権限を一元化するため、都道府県知事への移譲
を求める。
　・市町村及び後期高齢者医療広域連合に対する報告徴収等

高齢者の医療の確保に関する法律第134条第１項において「厚生労働大臣又は都道府県知事は、後期高齢者医療広域連合又は
市町村について、この法律を施行するために必要があると認めるときは、その事業及び財産の状況に関する報告を徴し、又は当該
職員に実地にその状況を検査させることができる。」と定められている。一方同法第133条第１項において、「都道府県は、後期高齢
者医療広域連合又は市町村に対し、後期高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助
をしるうものとする。」とされている。現在、県及び地方厚生局が134条による広域連合に対する報告徴収を実施しており、重複してい
るうえ、地方厚生局はこの結果に基づき都道府県知事に対し、133条に基づく指導を行うよう求めている状況であり、国の権限として
も完結していない。プログラム法に基づき制度の存続が図られることとなったことや、平成20年度の制度発足から一定期間を経過し
安定的な運営がなされていることを踏まえ、報告徴収等について重複を解消し都道府県に一元化することで、都道府県における報
告徴収・指導が一体的かつ効率的効果的な政策展開が図られることとなる。なお、保険事業を実施するうえで参考とすべき全国状
況は国ホームページ等による公開情報や国及び関係団体から情報提供を随時受けていることから、広域的事務であることの支障が
ない。

H26 480 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 A　権限移譲 健康保険法第２９条 健康保険組合等の指導監督 医療保険制度の運営に関し、厚生労働大臣が行う健康保険組合
等への指導監督等の権限について、都道府県知事への移譲を
求める。
・健康保険組合等の事業及び財産の状況等に係る立入り検査等
・健康保険組合等からの届出受理、各種認可事項の審査
・健康保険組合等の事務に係る疑義照会の対応

この間進められている社会保障制度改革では、先に成立した医療介護総合法も含め、増大を続ける医療介護給付費の中で持続
可能な社会保障制度を維持するために、都道府県の役割の強化が行われている。公的医療保険制度では国民健康保険制度の財
政責任を都道府県が担うこととされたところであるが、住民人口の7割を占める健保組合等に対して都道府県は何ら権限を有してい
ない。
これまでも、高齢者の医療の確保に関する法律に基づく医療費適正化計画の策定や保険者協議会の運営で健保組合等の役割が
大きいが、都道府県からは協力要請依頼に留まっているのが現状である。
包括ケアシステムなど、今後の社会保障制度、特に医療介護制度において地方自治体や地域の役割が重視される方向のなかで、
国と地方の役割について改めて整理し、社会保障の重要な一翼を担う健保組合等に対する指導監督権限も厚生労働省ではなく都
道府県に移譲することが望ましい。
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H26 481 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 A　権限移譲 国民健康保険法第106条、第108条
地方自治法第245条の4

国民健康保険の保険者の指
導の移譲

国民健康保険制度の運営に関し、厚生労働大臣と都道府県知
事で重複する権限を一元化するため、都道府県知事への移譲を
求める。
・保険者及び国保連に対する事業等に関する検査等
・国保組合及び国保連に対する監督上必要な命令
・保険者である市町村に対する地方自治法上の技術的助言等

この間進められている社会保障制度改革では、先に成立した医療介護総合法も含め、増大を続ける医療介護給付費の中で持続
可能な社会保障制度を維持するために、都道府県の役割の強化が行われている。公的医療保険制度では国民健康保険制度の財
政責任を都道府県が担うこととされたところであることから、国と地方の役割について改めて整理し、国保の保険者及び国保連に対
する検査・命令等について国との重複を解消し、都道府県に一元化することで、効率的効果的な政策展開が図られることとなること
から、都道府県に移譲することが望ましい。

H26 482 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 A　権限移譲 健康保険法第73条等
社会保険診療報酬支払基金法第
18条、第19条等
社会保険審査官及び社会保険審
査会法

保険医療機関、社会保険診
療報酬支払基金支部の指導
監督等、社会保険に係る不
服申立てに関する社会保険
審査官の事務

医療保険制度の運営に関し、厚生労働大臣が行う保険医療機関
への指導監督等の権限について、都道府県知事への移譲を求
める。
○保険医療機関等に対する指導・監査業務、保険医療機関等の
指定及び保険医等の登録の申請等、施設基準の届出等に関す
る業務
○社会保険診療報酬支払基金支部における適正な審査と迅速
適正な支払を確保するための事務
　・審査委員会からの診療担当者に対する出頭、報告等の要求
の承認及び診療報酬の支払いの一時差し止めの承認
○社会保険審査官及び社会保険審査会法に規定する健康保険
法・船員保険法による審査請求に係る事務

この間進められている社会保障制度改革では、先に成立した医療介護総合法も含め、増大を続ける医療介護給付費の中で持続
可能な社会保障制度を維持するために、都道府県の役割の強化が行われている。
今後の社会保障制度、特に医療介護制度において地方自治体や地域の役割が重視される方向のなかで、国と地方の役割につい
て改めて整理し、保険医療機関への指導監督について都道府県に一元化するとともに、社会保障の重要な一翼を担う社会保険診
療報酬支払基金支部に対する指導監督権限及び社会保険に係る不服申立てに関する社会保険審査官の事務も厚生労働省では
なく都道府県に移譲することが望ましい。

H26 483 04_雇用・労働 都道府県 神奈川県 厚生労働省 A　権限移譲 個別労働関係紛争の解決の促進
に関する法律(平成13年法律第112
号）第3条、第4条

個別労働関係紛争の解決の
促進に関する事務の移譲

個別労働関係紛争の解決の促進に関すること（相談、助言・指
導、紛争調整委員会によるあっせんの事務）を都道府県に移譲
する。

現状において、都道府県では労働センター、労政事務所等において同様な事務を行っており、国と都道府県の二重行政により行
政コストが余分にかかっている。
従来から、労働組合を介さない個別的紛争については、都道府県（労政所管課が中心）において、地域の実情に応じて、労働相談
業務やあっせん事業を行っていたが、平成13年に法律を制定したうえで国が直轄事業の一つとした。
その一方で、都道府県においても利用者の利便性を考慮し、窓口が拡充されることが望ましいとの考えから、引き続き業務を行って
いる。そのため、国から都道府県への権限移譲により、都道府県の一体的な業務とすることで行政コストの削減が可能である。
また、都道府県は日常業務として労働情勢の把握を行っていることから、労働組合、社会福祉団体、教育機関や警察等の各種機
関との接点を有しており、さまざまな観点から紛争解決に向けて動くことが可能であるとともに、県行政として問題を取り上げ各種施
策に生かすことも可能となる。
さらに、労働組合と使用者との間の紛争（集団的労使紛争）のあっせんは、都道府県の労働委員会が担っていることから、これとの
一体的な取組により、地域の実情や特性を踏まえた総合的で柔軟な対応が可能となる都道府県に権限を移譲するべきである。

４【厚生労働省】
（16）個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律（平13法112）
個別労働関係紛争の迅速かつ適切な解決のため、国と都道府県等との合同相談
会や合同研修会を開催する等の労働相談・紛争解決関係機関間の連携を、引き
続き促進する。

H26 484 04_雇用・労働 都道府県 神奈川県 厚生労働省 A　権限移譲 労働基準法第99条、第101条、第
102条
労働安全衛生法第90条、第91条、
第92条

労働条件、労働者の保護な
どに関する監督等の移譲

労働条件、労働者の保護などに関する監督等の業務を都道府県
に移譲する。

一般的に労働基準行政は産業行政ときわめて密接な関係にあることから、その地域の特性を踏まえたうえで、都道府県が一体的な
行政事務として担うことで、効果的かつ効率的な行政事務の執行が可能となることから、労働行政全般の事務権限移譲を求める。
現状において、都道府県では権限はないものの、労働センター、労政事務所等において同様な事務を行っており、国と都道府県の
二重行政により行政コストが余分にかかっている。
国から都道府県への権限移譲により、都道府県の一体的な業務とすることで行政コストの削減が可能である。

H26 485 04_雇用・労働 都道府県 神奈川県 厚生労働省 A　権限移譲 労働基準法第99条、第101条、第
102条
労働安全衛生法第90条、第91条、
第92条

労働基準監督官が司法警察
員として行う捜査等の移譲

労働基準監督官が司法警察員として行う捜査等の業務を都道府
県に移譲する。

一般的に労働基準行政は産業行政ときわめて密接な関係にあることから、その地域の特性を踏まえたうえで、都道府県が一体的な
行政事務として担うことで、効果的かつ効率的な行政事務の執行が可能となることから、労働行政全般の事務権限移譲を求める。
現状において、都道府県では権限はないものの、労働センター、労政事務所等において同様な事務を行っており、国と都道府県の
二重行政により行政コストが余分にかかっている。権限を踏まえた司法警察官の業務自体は都道府県にはないが、他の労働基準
行政と併せて当業務も国から都道府県に移譲されることにより、行政コストを削減することができる。

H26 486 04_雇用・労働 都道府県 神奈川県 厚生労働省 A　権限移譲 社会保険労務士法第30条 社会保険労務士に関する監
督等の移譲

社会保険労務士に関する監督等の業務を都道府県に移譲す
る。

社会保険労務士は、厚生労働省所管の国家資格であり、その目的を「企業の健全な発達とそこに働く労働者の福祉の向上」とし、
労働者及び使用者の両者に対して、「労働条件」、「労働安全衛生」及び「労働保険・社会保険等の手続きに係る事務」を行い、さら
に「人事労務管理のコンサルティング」や「年金相談」も行うなど、広く労働基準行政を補完する役割を担っている。
また、今後増加が想定される個別労働紛争等への対応で「裁判外紛争解決手続（ＡＤＲ）」における「紛争解決手続代理業務」もより
幅広く行うべく、現在法改正も検討されている。
これらを総合的に勘案し、労働基準行政全般の都道府県への権限移譲を求めることと併せて、社会保険労務士の監督権限も都道
府県に権限移譲することを求める。
現状において、国と都道府県で労働行政全体が二重行政となっており、行政コストが余分にかかっている。国から都道府県への権
限移譲により、都道府県の一体的な業務とすることで行政コストが削減されるとともに、社会保険労務士は労働相談をはじめとした
事業面でも都道府県の労働センターや労政事務所等と連携があり、他の労働行政と併せて都道府県が担うことで、効果的な事業展
開にもつながる。
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H26 487 04_雇用・労働 都道府県 神奈川県 厚生労働省 A　権限移譲 労働者災害補償保険法第49条の５ 労働者災害補償保険法に基
づく労災保険の認定・給付
等の移譲

労働者災害補償保険法に基づく労災保険の認定・給付等の業務
を都道府県に移譲する。

労災に係る事務権限は、労働基準監督署が担っていることから、労働基準監督署そのもの及びこれに対する指導監督権限の移管
を求めることに併せて、事務権限移譲を求める。
現状において国と都道府県で労働行政全体が二重行政となっており、行政コストが余分にかかっている。そこで、国から都道府県へ
の権限移譲により、都道府県の一体的な業務とすることで行政コストが削減されるとともに、都道府県が担う産業施策や建設土木施
策との連携により、労災保険の効果的な認定・給付が可能となる。

H26 488 04_雇用・労働 都道府県 神奈川県 厚生労働省 A　権限移譲 労働基準法第99条
安全衛生法第90条

労働基準監督署の指揮監督
の移譲

労働基準監督署の指揮監督権を都道府県に移譲する。 労働基準監督署に対する指揮監督権限についても、一般的に労働基準行政は産業行政と極めて密接な関係にあることから、その
地域の特性を踏まえたうえで、都道府県が一体的な行政事務として担うことで、効果的かつ効率的な行政事務の執行が可能となる
ことから、労働行政全般の事務権限移譲を求める。
現状において国と都道府県で労働行政全体が二重行政となっており、行政コストが余分にかかっている。そこで、国から都道府県へ
の権限移譲により、都道府県の一体的な業務とすることで行政コストが削減されるとともに、都道府県が担う産業施策との連携によ
り、労働基準行政の効果的な指揮監督が可能となる。

H26 489 04_雇用・労働 都道府県 神奈川県 厚生労働省 A　権限移譲 雇用対策法第７条、第９条、第10条
高年齢者等の雇用の安定等に関
する法律第９条、第10条
障害者の雇用の促進等に関する法
律第38条、第43条

各種法令に基づく事業主へ
の指導権限（報告・徴収・助
言・指導・命令・勧告）の移譲
・雇用対策法
・高齢者雇用安定法
・障害者雇用促進法　等

各種法令（雇用対策法、高齢者雇用安定法、障害者雇用促進法
等）に基づく事業主への指導権限（報告･徴収・助言・指導・命令・
勧告）を都道府県に移譲する。

各種法令に基づいた事業主への指導権限（報告徴収・助言・指導・命令・勧告）については、事業主への支援や広報啓発活動を補
完する業務であり、地域の実情を熟知した地方自治体が取り組むべきである。
現状において、都道府県では権限はないものの、労働センター、労政事務所等において同様な事務を行っており、国と都道府県の
二重行政により行政コストが余分にかかっている。そこで、都道府県で業務を担うことで行政コストが削減されるとともに、都道府県が
担う産業施策との連携により、事業主への効果的な指導が可能となる。

H26 490 04_雇用・労働 都道府県 神奈川県 厚生労働省 A　権限移譲 雇用保険法第62条
雇用保険法施行規則第102条の２、
第102条の４、第103条、第109条、
第111条、第115条

雇用対策に取り組む事業主
に対する助成の移譲

雇用対策に取り組む事業主に対する各種雇用関係給付金の支
給に係る事務を都道府県に移譲する。

現在、雇用対策の一環として、雇用関係事業（求人開拓等）に関しては、各種雇用関係の給付金が支給されているが、職業紹介業
務を国から都道府県に権限移譲するよう求めていることからも、これらは一体であると考え、地域の雇用対策が最大限の効果を発揮
するように現場実態を踏まえた対策を取ることができる都道府県に権限を移譲するべきである。
現行において、国と都道府県で労働行政全体が二重行政となっており、行政コストが余分にかかっている。そこで、都道府県で業務
を担うことで行政コストが削減されるとともに、都道府県が担う産業施策との連携により、事業主への効果的な助成が可能となる。

H26 491 04_雇用・労働 都道府県 神奈川県 厚生労働省 A　権限移譲 男女雇用機会均等法第29条第2項
育児・介護休業法第56条
次世代育成支援対策推進法第12
条第６項
パートタイム労働法第16条第２項

各種法令に基づく事業主へ
の指導権限（報告・徴収・助
言・指導・命令・勧告）の移譲
・男女雇用機会均等法
・育児・介護休業法
・次世代育成支援対策推進
法
・パートタイム労働法

各種法令（雇用対策法、高齢者雇用安定法、障害者雇用促進法
等）に基づく事業主への指導権限（報告･徴収・助言・指導・命令・
勧告）を都道府県に移譲する。

都道府県では労働センター、労政事務所等において同様な事務を行っており、国と都道府県の二重行政により行政コストが余分に
かかっている。そこで、国から都道府県への権限移譲により、都道府県の一体的な業務とすることで行政コストの削減が可能であ
る。各種法令に基づいた事業主への指導権限（報告徴収・助言・指導・命令・勧告）については、事業主への支援や広報啓発活動
を補完する業務であり、地域の実情を熟知した地方自治体が取り組むべきである。

H26 492 04_雇用・労働 都道府県 神奈川県 厚生労働省 A　権限移譲 男女雇用機会均等法第17条、第18
条
育児・介護休業法第52条の４、第52
条の５
パートタイム労働法第21条、第22条

紛争の解決に関すること（男
女雇用機会均等法、パート
タイム労働法に係る相談、助
言・指導・勧告、紛争調整委
員会による調停の事務）の移
譲

紛争の解決に関すること（男女雇用機会均等法、パートタイム労
働法に係る相談、助言・指導・勧告、紛争調整委員会による調停
の事務）を都道府県に移譲する。

現状において、都道府県では労働センター、労政事務所等において同様な事務を行っており、国と都道府県の二重行政により行
政コストが余分にかかっている。そこで、国から都道府県への権限移譲により、都道府県の一体的な業務とすることで行政コストの削
減が可能である。
現行の都道府県の事務（労働相談、雇用平等・仕事と家庭の両立、若者、高年齢者、障害者等の就業支援、労働委員会における
紛争処理等）と関連して考えることが可能であるため、さまざまな観点から紛争解決に向けて動くことが可能であるとともに、地域の実
情や特性を踏まえた総合的で柔軟な対応が可能である。
さらに、県行政の課題として取り上げることで、各種施策に生かすことも可能であることからも、都道府県に権限を移譲するべきであ
る。
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H26 493 04_雇用・労働 都道府県 神奈川県 厚生労働省 A　権限移譲 育児・介護休業法第30条
雇用保険法第62条第１項第５号
雇用保険法施行規則第116条第１
号附則第17条の３

両立支援に取り組む事業主
への助成の移譲

両立支援に取り組む事業主から各種給付に係る支給申請受理
及び支給決定事務を都道府県に移譲する。

両立支援に取り組む事業主への助成については、国による一律的な支援ではなく、地方の実情に応じた支援が求められている。育
児介護休業法第30条を改正して「事業主等に対する援助」の主体を国から都道府県に変更することにより、事業主に対して様々な
支援策を示すことができると考える。本県では、県が認証した事業者が融資における優遇措置や入札における加点評価を受けるこ
とができるが、両立支援の助成金事務を県に移管されれば、事業主にこれらとセットで周知することができ、二重行政を防ぐこととな
る。
なお、支給要件の1つに、一般事業主行動計画の届出があるが、届出先は都道府県労働局となっていることから、支給に当たって
の要件の確認のため、都道府県労働局への照会事務が発生し、そのための時間を要することが想定される。

H26 494 07_産業振興 都道府県 神奈川県 経済産業省 A　権限移譲 商工会議所法第３条第２項以外 商工会議所に係る経済産業
大臣の許認可権限の都道府
県への移譲

現在、一部移譲されている「商工会議所法」に基づく許認可等に
ついて、第３条第２項の名称使用の許可を除く、すべてを権限移
譲する

商工会議所法許認可関係事務について、現在、一部しか都道府県事務になっていない。特に、商工会議所法第46条第２項の定款
変更の許可については、第25条の定款記載事項により所管行政庁が経済産業省であったり、都道府県であったりする。権限移譲
により、このような二重行政の解消を図ることで、県民サービスの向上につながるものと考えられる。
商工会議所側からすると、定款変更する事項により、国に申請したり県に申請したりしている。権限が移譲することにより、一括して
都道府県に申請することになり、時間的にも費用的にも少なくて済む点が、県民サービスの向上につながるものと考えている。
ただし、第３条第２項の名称使用の許可については、都道府県区域を越えた広域的対応が必要なことから、都道府県への移譲には
なじまないと考えられる。
また、類似の団体である商工会の設立、定款変更等の許認可は、「商工会法第60条」において、都道府県が処理する事務になって
おり、このことからも都道府県等に権限移譲すべきものと考える。

［再掲］
４【経済産業省】
（２）商工会議所法（昭28法143）
商工会議所に係る設立の認可、定款変更の認可等の事務・権限については、関
係団体の意見及び地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図る
ための関係法律の整備に関する法律（平26法51）38条の施行状況等を踏まえつ
つ、実施主体の在り方について平成27年中に検討を行い、その結果に基づいて
必要な措置を講ずる。

H26 495 07_産業振興 都道府県 神奈川県 経済産業省 A　権限移譲 知的財産推進計画 産業財産権に関する相談事
務(知的財産権に関する相
談受付、説明会)の都道府県
への権限移譲

特許等の手続全般や活用についての相談受付支援、説明会の
開催等
（相談業務については、未公開情報（出願公開前情報等）を用い
た相談対応や、産業財産権申請を円滑に行うための申請書類の
確認などを含む）

当該相談事務は、弁理士等による産業財産権に係る一般的な相談とは異なり、特許庁で行う方式審査に向けた相談業務を行って
おり、相談業務に際して未公開情報を用いる場合があるため、特許の出願を行うこともある都道府県が同様の業務を行うことは公平
性の確保に著しい支障があるとの懸念が考えられるが、未公開情報を用いた相談業務を都道府県が行ったとしてもなんら公平性を
害することにはならず、むしろ、都道府県で行うことで相談者の相談等に係る移動時間の短縮につながるとともに、事務の効率化も
図られると考える。

H26 496 07_産業振興 都道府県 神奈川県 経済産業省 A　権限移譲 産業競争力強化法第75条

産業技術力強化法第17、18条

産業財産権に関する確認事
務(中小企業に対する特許
料軽減申請の受付と確認書
受付)の都道府県への権限
移譲

特許料又は審査請求料の軽減措置を受けようとする一定要件に
該当する中小企業や公設試験研究機関（地方公共団体に設置
される機関）からの事前相談の対応をはじめ、提出された軽減申
請の内容（要件）について確認（不備がある場合の訂正等の対応
を含む）、申請者への軽減対象者である旨の確認書の交付

当該事務は、「産業技術力の強化を図る」という趣旨のもと定められているが、産業技術力の強化は地域ごとに図るべきものであるこ
とから考えると、本県での特許料の納付猶予等の事務についても、地域の財力等に応じた事務を行った方が、事務の効率化が図ら
れ、かつ、相談等に係る移動時間の短縮につながるものと考える。

H26 497 07_産業振興 都道府県 神奈川県 経済産業省 A　権限移譲 広域関東圏産業立地ガイドブック 地域経済動向の把握及び分
析等の事務の都道府県への
権限移譲

県内立地企業等の業況、生産、設備投資などの地域ごとの経済
動向をヒアリング調査等を実施し、その結果の集約・分析等を行う

地域経済動向の把握、分析・調査については、現在も各都道府県を単位として行われており、分析結果の活用や機動性確保の観
点からも、地域が行うことが望ましいと考える。
また、広域的な実施体制を補完する観点からは、日本銀行が実施している企業短期経済観測調査の活用なども可能であることか
ら、都道府県が当該事務を行った方が、より効率的で地方の実情に応じた処理がなせると考える。

４【経済産業省】
（24）地域経済産業調査に関する事務
経済産業省が行う地域経済産業調査については、希望する都道府県と事務の実
施方法等について協議を行い、協議の整った都道府県が実施することとする。

H26 498 07_産業振興 都道府県 神奈川県 経済産業省 A　権限移譲 官公需についての中小企業者の受
注の確保に関する法律第3条、官
公需適格組合の証明及び競争契
約参加資格申請書の内容確認要
領

官公需対策に関する事務の
都道府県への権限移譲

官公需適格組合の証明申請対応業務
管内の都県で官公需確保対策地方推進協議会の開催

官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律第3条に基づく「官公需適格組合の証明及び競争契約参加資格申請書
の内容確認要領」に規定する証明申請対応業務を都道府県に移譲することを求めるもの。
この権限移譲により、県の施策に応じた証明申請対応業務等（都道府県ごとに施策を生かした証明申請対応業務が可能となると想
定したもの）が行えるようになるものである。
なお、国は毎年度「中小企業に関する国等の契約の方針」を閣議決定していることから、官公需における都道府県間の基本的な取
扱いの均衡は保たれると考える。
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H26 499 07_産業振興 都道府県 神奈川県 経済産業省 A　権限移譲 商品取引所法第86条の３、第96条
の21、第96条の30、第96条の33、
第96条の39、第157条、第184条、
第231条、第240条の22、第263条、
第322条、
商品投資に係る事業の規制に関す
る法律第30条、
犯罪による収益の移転防止に関す
る法律第14条、第15条

商品取引所への立入検査等
に関する事務の都道府県へ
の権限移譲

商品取引所法に基づく、①商品取引所等への報告徴収、立入検
査、②商品取引員への報告徴収、立入検査、業務改善命令、業
務停止命令、聴聞、③委託者への報告徴収、損失補てんに関す
る確認
商品投資に係る事業の規制に関する法律に基づく、商品投資顧
問業者に対する変更の届出の受理、報告徴収、立入検査、業務
改善命令、指示、業務停止命令
犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく商品取引員へ
の報告徴収、立入検査、指導、是正命令

事業者の適切な監督及び消費者保護の観点から、より機動的な地方が事務を担うことが効率的である。
また、広域的な実施体制の確保については、自治体間での広域連合の形成等による対応も可能と考える。

H26 500 07_産業振興 都道府県 神奈川県 経済産業省 A　権限移譲 コンテンツの創造、保護及び活用
の促進に関する法律第19条

コンテンツ産業等の振興に
関する事務の都道府県への
権限移譲

中小コンテンツ企業等の事業創出、新市場開拓、海外展開のた
めの見本市開催や海外へのミッション派遣
コンテンツ・ビジネススキル向上、新技術の習得、人的ネットワー
ク形成のためのセミナー開催や異業種交流会の開催
コンテンツ産業関連調査研究

魅力あるコンテンツの海外への紹介、コンテンツの取引の活性化を図るための国際的な催しの実施又はこれへの参加に対する支
援、コンテンツに係る海外市場に関する情報の収集及び提供その他の必要な施策を講ずることにより、地域独自のコンテンツ事業
の事業規模の拡大を図るとともに、その地域の海外におけるコンテンツの普及を通じて日本の各地域の文化等に対する各国の
人々の理解の増進を図ることができるが、現在は国が当該事業を行う権限を有しているため、各地域の特色を出すことができず、ひ
いては日本の発展につながっていないという支障がある。

H26 501 07_産業振興 都道府県 神奈川県 経済産業省 A　権限移譲 航空機製造事業法第8条第2項、第
6項、第10条第2項、第12条第2項

航空機の関連法令の施行に
関する事務の都道府県への
権限移譲

航空機の製造確認、修理確認及び航空機用機器の製造証明に
関する届出の受理

関東地方産業競争力協議会でも航空宇宙産業を戦略産業の一つと位置付け、今後は受注拡大に向けた一貫受注生産体制の確
立により、戦略産業に係る中小企業等の広域連携の場を創出し、関東地方の産業競争力強化を図ることを目指していることから、
航空機に係る経済産業局の事務権限の移譲を求める。

H26 502 07_産業振興 都道府県 神奈川県 経済産業省 A　権限移譲 伝統的工芸品産業の振興に関する
法律第4条
伝統的工芸品産業の振興に関する
法律施行規則

伝統的工芸品産業の振興に
関する事務等の都道府県へ
の権限移譲

振興計画等、各種計画の認定業務の権限の移譲
伝統的工芸品産業支援補助金の交付に係る事務の移譲

振興計画等、各種計画の認定・補助金交付決定は、地域の産業の振興の観点からも重要な業務であり、その対応としては、都道府
県が「市町村」、「商工会、商工会議所」、「業界団体、観光振興団体」等、地域の実情に即した上で、地域と緊密に連携し、総合的
かつ継続的な支援を実施していくことが、より有効であると考えられるため、権限の移譲を求める。
具体的な支障事例としては、①計画の認定及び補助金の申請について、国と事業者が調整しており、県が計画認定に関与していな
いため、県が計画認定に関与していないため、県が計画策定に関われば紹介することができた伝統的工芸品が、支援計画の対象
に入っていなかった事例や、②どの事業者が計画を検討しているか、国から支援体制を構築できた可能性がある事例がある。

４【経済産業省】
（３）伝統的工芸品産業の振興に関する法律（昭49法57）
（ⅰ）振興計画の認定（４条１項）等については、国と都道府県の連携強化を図る
ため、都道府県に対し、事業実施主体から提出された振興計画等各種計画に係
る情報提供を、経済産業局に事前相談があった段階で行うなど、地方公共団体
がより積極的に案件組成に関与できる仕組みを構築する。
（ⅱ）伝統的工芸品産業に対する補助（伝統的工芸品産業支援補助金）について
は、国と都道府県の連携強化を図るため、都道府県に対し、事業実施主体から
提出された補助金事業計画等に係る情報提供を行うとともに、当該計画等につい
て意見聴取を行うなど、地方公共団体がより積極的に案件組成に関与できる仕
組みを構築する。

H26 503 07_産業振興 都道府県 神奈川県 経済産業省 A　権限移譲 工業用水道事業法(以下「法」とい
う)第３条～５条、第９条第３項、第
10条、第13条、第17条第１項及び
第2項、第21条に規定する工業用
水道の届出・許可
法第６条、法第７条、第８条、第９条
第１項、第12条に規定する変更の
届出・許可
法第23条に規定する工業用水道事
業に関する報告
工業用水道事業法施行令第１条に
規定する水質測定項目免除の承認
の申請
法第18条、第22条、第24条に規定
する命令、処分、調査、検査

工業用水道事業法の施行に
関する事務（給水開始前の
届出、事業休止等）の都道
府県への権限移譲

工業用水道事業法の施行に関する以下の事務の権限を移譲
工業用水道の届出・許可
給水能力の変更等の届出・許可
工業用水道事業に関する報告
水質測定項目免除の承認の申請　ほか

県内の工業用水道事業者である横浜市及び川崎市にとって、届出や報告等の提出先が県になれば、地域の実情に応じた相談対
応が可能となることから、県が行うべきである。
現在のところ大きな支障事例はないが、次年度計画に関する国からのヒアリングなどを、国ではなく地域に近い県が行うことにより、
距離の面を含めて、県内の工業水道事業者が相談しやすい環境になると考えられる。
県ではこれまで工業用水道事業法に係る事務は行っていない。なお、法第15条第1項及び第2項では、工業用水道施設の設置や
変更のための土地の立ち入りについて、知事の許可を受けるように規定されている。
横浜市及び川崎市からは、手続の際、距離的なメリットが生じるとの意見を聞いている。

H26 504 07_産業振興 都道府県 神奈川県 経済産業省 A　権限移譲 計量法第93条、第94条、第98条 適切な計量の実施の確保に
関する事務・計量法に基づく
製造、修理、販売業者等の
届出、命令、検査等の都道
府県への権限移譲

計量法に基づく電気計器（電気メーター）の検定を免除された製
造事業者（指定製造事業者として経済産業大臣が指定）の製品
についての各種届出の受理、定期的な立入検査、命令

各都道府県が、製造事業者の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問さ
せることができることで、届出受理や命令も含めた移動時間の短縮、地域の実情に応じたきめ細かい検査の実施につながる。
現在は、国（経済産業大臣）が事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問さ
せることを行っていることで、手続きが時間がかかり過ぎ、かつ、地域の実情に応じた対応ができていないという支障がある。
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H26 505 07_産業振興 都道府県 神奈川県 経済産業省 対象外 エネルギー政策基本法第14条 エネルギーに関する広報に
関する事務の都道府県への
権限移譲

エネルギー教育の普及、省エネルギー・新エネルギーの普及促
進のための事務を都道府県に移譲

国は「原子力広報等のエネルギー広報を全面的に都道府県に委ねた場合、国と地方とで意見が分かれがちになってしまうことか
ら、原子力政策の推進等に著しい支障を生じる恐れがあり」としているが、次の理由から、地方がエネルギー広報を行うことに支障は
ないと考える。
エネルギー政策基本法第６条で「地方公共団体は、基本方針にのっとり、エネルギーの需給に関し、国の施策に準じて施策を講ず
る」と規定されており、「国と地方とで意見が分かれ」ることを基本的に想定していないこと。
エネルギー政策基本法第14条で規定されている「エネルギーに関する知識の普及等」は、エネルギー全般を対象としていること。ま
た、平成26年４月11日に閣議決定された「エネルギー基本計画」では、「原発依存度については、省エネルギー・再生可能エネル
ギーの導入や火力発電所の効率化などにより、可能な限り低減させる」としており、地域に密着した省エネルギー・再生可能エネル
ギーの広報が重要性を増していること。
もとより国がエネルギー広報を行うことを否定するものではないが、特に再生可能エネルギーの普及や省エネ活動の促進について
は、地方に委ねるべきである。エネルギーの使用の合理化等に関する法律第85条では、「地方公共団体は、教育活動、広報活動
等を行うに当たっては、できる限り、エネルギーの使用の合理化等に関する地域住民の理解の増進に資するように配慮する」として
いるように、正に地域の住民や事業者の理解を得ることがエネルギー広報の目的と考える。

H26 506 07_産業振興 都道府県 神奈川県 経済産業省 A　権限移譲 新エネルギー利用等の促進に関す
る特別措置法第８条

新エネルギー利用等の促進
に関する特別措置法(平9法
37)に基づく利用計画の認定
権限の移譲

新エネ法に基づく新エネルギー等利用計画認定に係る各種届出
の受理

国は「新エネルギーの普及促進にかかる業務は、原子力も含めたエネルギー政策全般を実施する国が行わなければ、エネルギー
政策のバランスを失することになり、著しい支障が生じる」としているが、新エネルギーの普及促進は、地域の自然環境や立地条件
等の制約を受けることから、地域の状況を熟知している地方自治体が行うことが合理的かつ効率的である。
前述した理由から、新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第８条に基づく「新エネルギー利用等に関する計画」の認定に
関する事務は、地方に移譲するべきである。
また、電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関
する特別措置法の施行に伴い廃止されている。したがって、同特別措置法第６条による「再生可能エネルギー発電設備を用いた発
電の認定等」に関する事務を、地方に移譲するべきである。

H26 507 07_産業振興 都道府県 神奈川県 経済産業省 A　権限移譲 電気事業者による再生可能エネル
ギー電機の調達に関する特別措置
法第６条

電気事業者による再生可能
エネルギー電気の調達に関
する特別措置法に基づく再
生可能エネルギー発電の認
定権限等の都道府県への移
譲

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特
別措置法に基づく、再生可能エネルギー発電の認定に関する事
務を都道府県に移譲

再生可能エネルギーで発電した電気を、固定価格買取制度を利用して電気事業者（電力会社）に売却するためには、電気事業者
による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第６条に基づき、発電設備の認定を受ける必要がある。
この発電設備の認定の基準は、「点検及び保守を行うことを可能とする体制が国内に備わっていること」、「供給する電気の量を的
確に計測できる構造であること」、「太陽光発電設備であるときは、（一定）移譲の性能を有する太陽電池を利用するものであること」
など、もっぱら技術的な観点から定められている。そのため認定を受けた後に、土地所有者や地域住民との調整が整わず、事業化
を断念するケースや認定の取り消しを受けるケースが相次いでいる。また、自治体にとっても、次のような課題が生じている。
地域の土地利用計画等との整合性
メガソーラー等の大規模な太陽光発電設備の設置が急速に進んでいるが、地域の土地利用計画との調整、森林法に基づく林地開
発許可、農地法に基づく農地転用許可等の前に認定されることから、地域住民とトラブルが発生するケースが生じている。また、景
観に及ぼす影響も大きいことから、自治体によっては条例を制定し、事前の届出を義務付けているケースもある。
再生可能エネルギーの普及状況の把握
設備を認定した件数と容量（発電出力）は、再生可能エネルギーの種類ごとに、毎月、都道府県別に公表されているが、設備の所
在地や設置する者など、具体的な情報が公表されていない。したがって、自治体は再生可能エネルギーの普及状況を詳細に把握
することができず、また、効果的な普及促進策を検討することが困難となっている。
設備の認定に関する事務が都道府県に移ると、地域の土地利用計画等と整合性を図った運用が可能となり、また、効果的な普及
促進策を検討し、実施することができる。
なお、設備の認定に関する技術的な基準については、技術革新の状況等を考慮して、引き続き国が定めることが効率的である。ま
た認定の申請手続きは既に電子化されており、このシステムの運用も引続き国が行うことが効率的である。

［再掲］
４【経済産業省】
（20）電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平
23法108）
（ⅰ）以下に係る事務・権限については、都道府県等の意見も踏まえつつ、地方
に移譲する場合の国のエネルギー政策と地域振興の整合性確保の在り方や、こ
れを踏まえた実施主体、国の関与の在り方等について、検討を行い、平成27年
中に結論を得る。
・電気事業者に対する特定契約の締結に関する指導、助言、勧告及び命令（４条
２項から４項）
・電気事業者に対する電気事業者がその事業の用に供する電気工作物との
接続に関する指導、助言、勧告及び命令（５条２項から４項）
・再生可能エネルギー発電設備を用いた発電の認定等（６条）
・電気事業者等に対する報告徴収及び立入検査（40条１項から３項）
（ⅱ）再生可能エネルギーの普及に資するため、再生可能エネルギー発電設備
を用いた発電の認定について、都道府県への情報提供を行う。

H26 508 07_産業振興 都道府県 神奈川県 経済産業省 対象外 九州成長戦略アクションプラン 国際ビジネス交流・対日投資
に関する事務に係る改善

当該事務に係る経済産業局としての事務の廃止 都道府県と重複している、経済産業局におけるセミナー・商談会の開催や英語版ツールの作成等の国際ビジネス交流・対日投資
に関する事務を廃止し、二重行政を解消することにより、国としては、オールジャパンとしての事務に特化し、都道府県としては地域
に根ざした国際ビジネス交流・対日投資に関する事務を担うことで、国と地方が連携した効果的な政策展開が期待できる。

H26 509 10_運輸・交通 都道府県 神奈川県 国土交通省（観光
庁）

A　権限移譲 ・外国人観光旅客の旅行の容易化
等の促進による国際観光振興に関
する法律
・観光圏の整備による観光旅客の
来訪及び滞在の促進に関する法律

国際観光振興の事務（ビジッ
ト・ジャパン地方連携事業）
の国から都道府県への移譲

現在、国と地方が連携して実施している国際観光振興の事務（ビ
ジット・ジャパン地方連携事業）について移譲することで、都道府
県の広域連携の取組として実施できるようにする。

ビジット・ジャパン地方連携事業は、民間を主体とした組織等が実施しようとする事業のうち、広域的・効果的な訪日旅行を促進する
事業であり、地方自治体等と負担を共有して実施するもの。
民間を主体とした組織等と、産業振興等の施策で日ごろから密接に連携する都道府県が単独で連携主体となることで、事業者の利
便性やより地域の実情に応じた（他の企業・団体との橋渡し等）連携が可能になると考える。
現在、ビジット・ジャパン地方連携事業は、都道府県域を越えた広域で取り組む訪日プロモーションを実施しているが、自治体の広
域連携の枠組みでも実施が可能なため、国の直接的な関与を求める必要はない。
また、国の関与があることで、地方自治体と事業者との連携における十分な機動性や意思決定が阻害されることが想定されるため、
本事業に係る事務・財源の移譲を求める。
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H26 510 07_産業振興 都道府県 神奈川県 国土交通省、経済
産業省、農林水産
省

A　権限移譲 流通業務の総合化及び効率化の
促進に関する法律第４条、第５条、
第７条、第21条

「総合効率化計画」の認定、
報告徴収、取消、確認事務
等の国から都道府県への移
譲

①事業者から申請のある「総合効率化計画」の認定、②認定事業
者からの報告徴収、③認定の取消、④特定流通業務施設の基準
適合の確認事務について、移譲を求める。

当該業務は、県（一部市）が行っている農地転用の許可事務や開発行為の許可事務と密接に関連しており、都道府県に事務を移
譲することで効率的な事務の執行が期待できる。
国において当該事務を実施することで、県が実施する上記事務との乖離や矛盾が生じる可能性がある。
そのため、県において実施することで、上記事務との連携を図ることができ、地域の特性を反映したきめ細かい施策を展開できると
ともに、流通業務施設の設置を含む総合効率化計画の認定事務とあわせ、同一の行政庁が農地転用と開発行為の許可を効率的
に進めることで、迅速な流通業務施設の整備が可能となり、効率的で環境負荷の小さな物流の構築という法の目的に対して総合的
な対応が図られ、流通の効率化に資する。
なお、国の自己仕分けにて、従来から国が一元的に実施していること、安全対策や事業者の円滑な事業活動等の観点から国が引
き続き所管すべき事務とされているが、地域の特性や県で実施する施策との整合性を図る観点から県が所管すべきと考える。また、
H25年の各省の検討においては、流通業務施設が所在する市町村や都道府県に止まらず、国際・国内の物流網の効率化につい
て念頭に置く必要があり、総合効率化計画の認定は国が行うことが適切とされているが、各拠点が創意工夫を図り、それぞれが地域
の状況に応じた効率化を図ることによっても、都道府県域に止まらない効率化が見込めることから、都道府県が担うべきと考える。

H26 511 07_産業振興 都道府県 神奈川県 国土交通省 A　権限移譲 倉庫業法第3条～第7条、第25条、
第27条

倉庫業の登録・指導監督事
務等の国から都道府県への
移譲

倉庫業の営業登録、変更登録、軽微変更の届出、トランクルーム
認定等に係る事務、倉庫業の監査等の指導監督事務について、
移譲を求める。

当該事務は、県（一部市）が行っている建築基準法の建築確認事務、農地転用の許可事務や開発行為の許可事務と密接に関連し
ており、都道府県に事務を移譲することで効率的な事務の執行が期待できる。
国において当該事務を実施することで、県が実施する上記事務との乖離や矛盾が生じる可能性がある。
そのため、県において実施することで、上記事務との連携を図ることができ、地域の特性を反映したきめ細かい施策を展開できると
ともに、倉庫業の営業登録などの事務と合わせて、同一の行政庁が建築確認事務、農地転用の許可事務や開発行為の許可事務
を効率的に進めることで、適正な倉庫業の運営を確保しつつ、倉庫利用者の利益を保護するなどの対応が総合的なものとなり、倉
庫の円滑な整備に資する。
なお、国の自己仕分けにて、従来から国が一元的に実施していること、安全対策や事業者の円滑な事業活動等の観点から国が引
き続き所管すべき事務とされているが、地域の特性や県で実施する施策との整合性を図る観点から県が所管すべきと考える。

H26 512 04_雇用・労働 都道府県 神奈川県 国土交通省 A　権限移譲 船員職業安定法第15条（求人求職
の申込みの受理）、第16条（労働条
件の明示）、第17・18条（紹介）、第
20条（求人求職の開拓等）

船員の職業紹介の国から都
道府県への移譲

船員の職業紹介に係る事務（求職申込の受付、職業紹介、相
談、情報提供等）を都道府県に移譲する。

職業紹介業務については、地域の実情を熟知した都道府県によって、地域の雇用対策が最大限の効果を発揮するように現場実態
を踏まえた対策として適切に実行されるべきである。横浜や川崎といった大きな港を抱えている本県としては、より地域の事情に即し
た効果的な無料職業紹介を実施できるものと考えられる。公共職業安定所の移管と同様で、県労働センターや市役所等の船員の
住所地である身近な場所で職業紹介を行えるようにすれば、相談から就職・定着まで（本県においては、現在キャリアカウンセリング
や労働相談等を実施）一貫した支援を行うことができ、求職者等の利便性が向上する。なお、雇用保険の財政責任と運営主体の不
一致、職業紹介の全国ネットワークが維持できなくなる、全国一斉の雇用対策が講じられなくなる、ILO条約を守ることができなくな
る、という点については、全国知事会が作成した「ハローワークは地方移管でこう変わる」（別添参照）により、解決できるものと考え
る。また、都道府県は産業振興施策等により、船員の職業紹介先企業と国以上に密に接点を持っており、よりきめ細かい職業紹介
や相談への対応が可能である。

H26 513 04_雇用・労働 都道府県 神奈川県 国土交通省 A　権限移譲 雇用保険法第7条（被保険者に対
する届出）、第9条（確認）、第10条
の4（返還命令等）、第15条（失業の
認定）、第19条（基本手当ての減
額）、第24条（訓練延長給付）、第
25条（広域延長給付）、第27条（全
国延長給付）

船員の雇用保険関係事務の
国から都道府県への移譲

船員の雇用保険関係事務（失業認定、賃金日額確定等）を都道
府県に移譲する。

雇用保険法に基づく雇用保険の適用・認定・給付等については、現在、国において一連の事務を処理しているが、受給者に格差を
生じさせないため、都道府県の法定受託事務として位置付け、国において統一的な基準を策定し、具体的な運用は地方に委ね、
必要に応じて国が指導監督することとした上で、都道府県が職業紹介事業と一体的に当該事務を実施できるよう、その権限を都道
府県に移譲するべきである。横浜や川崎といった大きな港を抱えている本県としては、移譲により、より地域の事情に即した効果的
な無料職業紹介を実施できるものと考えられる。
また、船員の職業紹介の国から都道府県の移譲に伴って、当該事務を国から都道府県に移譲することは船員の失業から就職・定
着までの一貫した支援の実施に当たっては不可欠であり、移譲されることで、求職者等が身近な支援を受けられることで利便性が
向上する。

H26 514 04_雇用・労働 都道府県 神奈川県 国土交通省 A　権限移譲 船員法第101条、第102条 運航労務検査の国から都道
府県への移譲

船舶所有者及び船員の労働基準行政に関する事務及び個別労
働関係紛争の解決の促進に関することを都道府県に移譲する。

労働基準行政は産業行政と極めて密接な関係にあることから、その地域の特性を踏まえたうえで、都道府県が一体的な行政事務と
して担うことで、効果的かつ効率的な行政事務の執行が可能となると考えられる。
そこで船舶所有者及び船員等と他の行政分野において、より接点のある都道府県が当該事務を所管することで、より具体的な相談
業務や紛争解決に資することが可能であり、かつ都道府県は地域において労働組合や警察等との接点があるため、国が実施する
より多様な観点からの紛争解決を図ることができる。また、これらの事務を都道府県が執行することで、船舶所有者や船員の労使等
の問題について、スピード感を持って県行政へ反映することが可能であると考える。
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H26 515 09_土木・建築 都道府県 神奈川県 国土交通省 A　権限移譲 建設業法第３条等 営業所が複数都道府県に跨
る業者に係る建設業の許可
の移譲

建設業許可の事務の内、営業所が複数都道府県に跨る業者に
係る国土交通大臣の事務権限を都道府県知事に移譲（現行の
都道府県知事の事務権限を希望する政令市等の長への移譲を
含む)

【支障事例】
建設業に係る許可権限については、建設業法第３条第１項により営業所が複数の都道府県に跨るか否かで国土交通大臣と都道府
県知事の権限が区分され、経営事項審査の審査権限についても、同法第27条の26第１項・第２項により許可をした大臣又は知事と
されているが、当該申請書類等の提出は第一号法定受託事務とされ(同法第44条の５)、知事を経由することとされている(同法第44
条の４)。したがって、例えば神奈川県内に本店がある大臣許可業者が建設業許可の取得や決算、役員の変更等の届出を行おうと
する場合、必ず本県を経由して、関東地方整備局(埼玉県)に提出しなければならず、その分処理期間が長くなっている。
同様に、権限移譲を希望する政令市等に対して当該権限を移譲することは、建設業者の利便性を向上させるものである。
【移譲に当たっての懸念】
許可権限に付随して、同法に基く報告・検査(法第31条)及び指導(法第41条)・監督(法第28条等)の権限も移譲されるとした場合、現
在の大臣許可業者のうち、都道府県の区域内に本店のある業者に対して都道府県が許可等の権限を持つことになると推定する。
この際、現大臣許可を受けている建設業者は、本店所在地以外に、他都道府県に主たる営業所を設置している場合が多く、現行
の制度のままで検査権等を委譲した場合は、許可をした都道府県知事が全国の営業所の検査等を行わなければならず、実態に合
わないと考える。
【懸念の解消策】
移譲にあたっては、検査権等の行使については、許可権者から営業所の所在地を管轄する都道府県への委任の法制化などの対
応の検討を要する。

H26 516 09_土木・建築 都道府県 神奈川県 国土交通省 A　権限移譲 宅地建物取引業法第５条等 事務所が複数都道府県に跨
る業者に係る宅地建物取引
業の免許の移譲

宅地建物取引業免許の事務の内、事務所が複数都道府県に跨
る業者に係る国土交通大臣の事務権限を都道府県知事に移譲（
現行の都道府県知事の事務権限を希望する政令市等の長への
移譲を含む)

【支障事例】
宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合は国土交通大臣の免許を受けなけれ
ばならない。国土交通大臣の免許の申請は、本店所在地の都道府県を経由して、所管の地方整備局に提出することとなっている
が、審査等の重複が生じており、免許までの期間が延びる原因となっている。
【移譲に当たっての懸念】
免許権限に付随して、宅建業法に基く報告・検査(法第72条)及び指導(法第71条)・監督(法第65条等)の権限も移譲されるとした場
合、現在の国土交通大臣免許業者のうち、都道府県の区域内に本店のある業者に対して都道府県が免許等の権限を持つことにな
ると推定する。
現在、免許の基準については宅建業法に定められているが、事務所の定義等が漠然としており、その運用にあたっては各都道府
県において違いが生じている。同一都道府県内の事務所であるにもかかわらず免許した都道府県によって大きな差が生じないよう
に具体的な基準が必要であると考える。
また、現国土交通大臣免許を受けている宅建業者は、本店所在地以外に、他都道府県に従たる事務所を設置している場合が多
く、現行の制度のままで検査権等を移譲した場合は、免許をした都道府県知事が全国の事務所の検査等を行わなければならず、
実態に合わないと考える。
【懸念の解消策】
よって、移譲にあたっては、検査権等の行使については、免許権者から事務所の所在地を管轄する都道府県への委任の法制化な
どの対応の検討を要する。

H26 517 09_土木・建築 都道府県 神奈川県 国土交通省 対象外 道路法、河川法等
地方整備局組織規則
第12条

直轄事業に係る土地等の収
用、使用、買収及び寄附並
びにこれらに伴う地上物件の
移転及び損失補償に関する
事務（地方自治体事業に係
るもの）の移譲

直轄事業の移譲を求めるものであるが、その際には事業を実施
する地方自治体が損失補償等の事務を行うこと。

用地取得は事業実施の一段階であり、地方自治体事業に係るものについては事業主体である地方自治体が実施することが適切で
ある。
仮にダム事業、海岸事業が移譲される場合、当県において事例がないためノウハウの継承が必要と考える。

H26 518 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

児童福祉施設の設備及び運営に
関する基準第32条の２

保育所における給食の外部
搬入の拡大

保育所の給食は、3歳以上児への給食の提供に限り外部搬入が
認められているが、3歳未満児についても外部搬入を認めること。

保育所の給食は原則自園調理であるが、3歳以上児への給食の提供に限り一定の条件の下、外部搬入（保育所以外で調理し搬入
する方法）が認められている。
3歳未満児への外部搬入は、構造改革特別区域法による認定を受けた場合に限り、公立保育所のみ認められている。
本県所管域では3歳以上児のみの保育所は存在せず、全て3歳未満児を保育している中で、3歳以上児のみを外部搬入、3歳未満
児を自園調理とするメリットはなく、全ての園で自園調理を行っている。
3歳未満児も認めることで、全年齢への給食を外部搬入できるよう規制緩和されれば、外部搬入に切り替え、不要となった調理室を
保育室に転用することで受入児童数が増え、待機児童解消に資することが期待できる。

[再掲]
６【厚生労働省】
（１）児童福祉法（昭22法164）
（ⅱ）児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭23厚生省令63）のうち、保
育所に係る基準については、次のとおりとする。
・保育所における食事の提供（同基準11条１項）に関し、３歳未満児に対する給食
の外部搬入については、平成28年度の構造改革特別区域推進本部評価・調査
委員会の評価を踏まえて検討する。

H26 519 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 内閣府、文部科学
省、厚生労働省

B　地方に対す
る規制緩和

就学前の子どもに関する教育・保
育等の総合的な提供の推進に関す
る法律第３条第２項及び第４項の規
定に基づき文部科学部と厚生労働
大臣とが協議して定める施設の設
備及び運営に関する基準

認定こども園における給食の
外部搬入の拡大

認定こども園の給食は、３歳以上児への給食の提供に限り外部
搬入が認められているが、３歳未満児についても外部搬入を認め
ること。

認定こども園の給食は、保育所同様原則自園調理であるが、３歳以上児への給食の提供に限り一定の条件の下、外部搬入（保育
所以外で調理し搬入する方法）が認められている。
幼稚園から認定こども園化の相談を受ける際、地域のニーズとして３歳未満児の受入れを検討しているが、自園調理（調理室の設
置）がハードルとなり、認定こども園化に踏み切れないという現状がある。
３歳未満児も認めることで、全年齢への給食を外部搬入できるよう規制緩和されれば、外部搬入に切り替えることにより、３歳未満児
を受け入れる認定こども園が増え、待機児童解消に資することが期待できる。

６【文部科学省（３）】【厚生労働省（14）】
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平
18法77）
（ⅱ）幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準
（平26内閣府・文部科学省・厚生労働省令１）のうち、３歳未満児の食事の提供に
ついては、次のとおりとする。
・公立の幼保連携型認定こども園については、公立の保育所と同様、構造改革特
別区域において外部搬入方式を認めることができるよう措置する。
・私立の幼保連携型認定こども園については、平成28年度の構造改革特別区域
推進本部評価・調査委員会の評価を踏まえて検討する。
（ⅲ）就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
第３条第２項及び第４項の規定に基づき内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生
労働大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準（平26内閣府・文部科学
省・厚生労働省告示２）のうち、幼保連携型認定こども園以外の認定こども園にお
ける食事の提供に関し、３歳未満児に対する給食の外部搬入については、平成
28年度の構造改革特別区域推進本部評価・調査委員会の評価を踏まえて検討
する。
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H26 520 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

児童福祉法第45条第２項
児童福祉施設の設備及び運営に
関する基準第８条等

児童福祉施設の設備及び運
営に関する基準における「従
うべき基準」の緩和

「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」において「職員」
の配置については、都道府県が条例を定めるに当たって「従うべ
き基準」とされている。
「児童家庭支援センターの設置運営等について」（厚生省児童家
庭局長）では、当センターに配置する職員を「相談・支援を担当
する職員」（2名）と心理療法等を担当する職員(1名）と示してお
り、児童福祉施設等に附置している場合、入所者等の直接処遇
の業務は行わないものであることとされている。
これを本体施設の業務に支障のない範囲において兼務を認める
ことを求める。

国が示す「社会的養護の課題と将来像」では、施設で生活する子どもが9割、里親家庭で生活する子どもが1割である現状を、①ユ
ニット化した本体施設、②グループホーム、③里親・ファミリーホームで生活する子どもの割合を3分の１ずつにするなどの目標を掲
げており、これを実現するため都道府県計画の策定が義務付けられているところであるが、特に③里親・ファミリーホームについて
は、３割へ引き上げるには相当の行政によるバックアップが必要な状況にある。
施設内附置の方法による同センター設置が現実的なところではあるものの、各施設とも人員配置上の余裕も少なく、専従要件を満
たすことができない。一般的には、職員配置については、子どもの処遇に直接影響する内容ではあるので安易な緩和は適当では
ないと考えるが、里親等への支援を期待される「児童家庭支援センター」の職員配置に関しては、業務に支障のない範囲での兼務
であれば、子どもの処遇への大きな影響は考えにくく、むしろセンターを設置することによるメリットの方が大きいと考える。

H26 521 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

社会福祉法第65条第２項
婦人保護施設の設備及び運営に
関する基準第9条

婦人保護施設の設備・運営
に関する基準の緩和

施設長の資格要件を緩和し、県独自の基準を設定できるように
するため、省令で県が「従うべき基準」とされているところを、「参
酌すべき基準」とする。

現在、婦人保護施設の設備及び運営に関する基準（厚生労働省令第150号）第1条により、施設長の資格要件については都道府
県が条例を定めるに当たって「従うべき基準」とされているため、
一律で施設長の年齢や経験などを定めている。
施設長の要件を都道府県ごとに柔軟に設定できるよう、「参酌すべき基準」とすることにより、幅広い人材の中からより適切な人選を
行うことができるため。

６【厚生労働省】
（５）社会福祉法（昭26法45）
婦人保護施設の施設長の資格要件（婦人保護施設の設備及び運営に関する基
準（平14厚生労働省令49）９条１号）のうち年齢要件については、廃止する。

H26 522 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

児童福祉法第21条の5の18第3項
児童福祉法に基づく指定通所支援
の事業等の人員、設備及び運営に
関する基準第５条、第６条等

指定通所支援に従事する従
業者に関する基準の緩和

指定通所支援に従事する従業者に関する基準に関して、「従うべ
き基準」が設定されていることにより、本県の独自性を発揮するこ
とができないため、規制緩和を求める。

指定通所支援については、通所給付決定保護者及び障害児の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画を
作成した上で実施し、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより障害児に対して適切かつ効
果的に支援を提供しなければならない。
指定通所支援に従事する従業者及びその員数等に関して、「従うべき基準」が設定されていることから、指定通所の規模が小さくて
もよりきめの細かい支援を受けたい、若しくは基準を満たせる指定児童発達事業者が少なく、受け入れ可能な施設が見つからない
といった通所給付決定保護者及び障害児の意向（ニーズ）に十分対応することができなくなることが想定される。また、様々な状況を
抱える障害児の立場に立った指定通所支援の提供において、指定児童発達支援事業者の創意工夫が活かせない状況にあり、地
域の状況に応じた柔軟な対応が困難となることが考えられる。
この「従うべき基準」を撤廃することにより、都道府県は、指定障害児通所支援事業者の創意工夫を県行政に反映することを検討す
ることが可能になり、地域の状況に応じ、通所給付決定保護者及び障害児への効果的な支援が図れると考える。
なお、地方分権改革の理念からすれば、国が「従うべき基準」として、地方の自主的な判断を認めず、全国一律の規制を残している
こと自体が問題であり、地域の実情に応じた地方自治体の判断に委ねるべきである。

H26 523 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

児童福祉法第21条の5の18第3項
児童福祉法に基づく指定通所支援
の事業等の人員、設備及び運営に
関する基準第10条第2項、第11条
等

指定通所支援の事業の設備
及び運営に関する基準の緩
和

指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に関して、
「従うべき基準」が設定されていることにより、本県の独自性を発
揮することができないため、規制緩和を求める。

指定通所支援については、通所給付決定保護者及び障害児の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画を
作成した上で実施し、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより障害児に対して適切かつ効
果的に支援を提供しなければならない。
現在、指定通所支援の居室及び病室の床面積等に関して、「従うべき基準」が設定されていることから、施設設備に必要なまとまっ
た土地の確保が難しく、また地価が高く土地の購入に対する負担が大きいことから、今後の施設整備を進める上で支障が生じること
が想定される。このため、利用希望者の受け入れ可能な施設が見つからず、通所給付決定保護者及び障害児の意向（ニーズ）に
十分対応することができず、様々な課題を抱える地域の状況に応じた柔軟な対応が困難となることが考えられる。
この「従うべき基準」を撤廃することにより、都道府県は地域が抱える課題やニーズに応じた対応を柔軟に行うことができ、法の基本
方針である「当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行う」こ
とが可能になると考える。
なお、地方分権改革の理念からすれば、国が「従うべき基準」として、地方の自主的な判断を認めず、全国一律の規制を残している
こと自体が問題であり、地域の実情に応じた地方自治体の判断に委ねるべきである。

H26 524 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

児童福祉法第24条の12第3項
児童福祉法に基づく指定障害児入
所施設等の人員、設備及び運営に
関する基準第４条等

指定障害児入所施設等に従
事する従業者に関する基準
の緩和

指定障害児入所施設等に従事する従業者に関する基準に関し
て、「従うべき基準」が設定されていることにより、本県の独自性を
発揮することができないため、規制緩和を求める。

指定入所支援については、入所給付決定保護者及び障害児の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画を
作成した上で実施し、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより障害児に対して適切かつ効
果的に指定入所支援を提供しなければならない。
現在、指定入所支援に従事する従業者及びその員数に関して、「従うべき基準」が設定されていることから入所施設の規模が小さく
てもよりきめの細かい支援を受けたい、若しくは基準を満たせる指定障害児入所施設等が少なく、受け入れ可能な施設が見つから
ないといった入所給付決定保護者及び障害児の意向（ニーズ）に十分対応することができなくなることが想定される。また、様々な状
況を抱える障害児の立場に立った指定通所支援の提供を図るにあたって、指定児童発達支援事業者の創意工夫が活かせない状
況にあり、地域の状況に応じた柔軟な対応が困難となることが考えられる。
この「従うべき基準」を撤廃することにより、都道府県は、指定児童発達支援事業者の創意工夫を県行政に反映することを検討する
ことが可能になり、地域の状況に応じ、入所給付決定保護者及び障害児への効果的な支援が図れると考える。
なお、地方分権改革の理念からすれば、国が「従うべき基準」として、地方の自主的な判断を認めず、全国一律の規制を残している
こと自体が問題であり、地域の実情に応じた地方自治体の判断に委ねるべきである。

H26 525 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

児童福祉法第24条の12第3項
児童福祉法に基づく指定障害児入
所施設等の人員、設備及び運営に
関する基準第５条第３項等

指定障害児入所施設等の設
備及び運営に関する基準等
の緩和

指定障害児入所施設等の設備及び運営に関する基準等に関し
て、「従うべき基準」が設定されていることにより、本県の独自性を
発揮することができないため、規制緩和を求める。

指定入所支援については、入所給付決定保護者及び障害児の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画を
作成した上で実施し、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより障害児に対して適切かつ効
果的に指定入所支援を提供しなければならない。
現在、指定入所支援の居室及び病室の床面積等に関して、「従うべき基準」が設定されていることから、施設設備に必要なまとまっ
た土地の確保が難しく、また地価が高く土地の購入に対する負担が大きいことから、今後の施設整備を進める上で支障が生じること
が想定される。このため、利用希望者の受け入れ可能な施設が見つからず、入所給付決定保護者及び障害児の意向（ニーズ）に
十分対応することができず、様々な課題を抱える地域の状況に応じた柔軟な対応が困難となることが考えられる。
この「従うべき基準」を撤廃することにより、都道府県は地域が抱える課題やニーズに応じた対応を柔軟に行うことができ、指定障害
児入所施設等が常に障害児の立場に立った指定入所支援の提供に努めことが可能になると考える。
なお、地方分権改革の理念からすれば、国が「従うべき基準」として、地方の自主的な判断を認めず、全国一律の規制を残している
こと自体が問題であり、地域の実情に応じた地方自治体の判断に委ねるべきである。
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H26 526 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

児童福祉法第45条第2項
児童福祉施設の設備及び運営に
関する基準

児童福祉施設の設備及び運
営に関する基準の緩和

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に関して、「従うべき
基準」が設定されていることにより、本県の独自性を発揮すること
ができないため、規制緩和を求める。

児童福祉施設に配置する従業者及びその員数、居室及び病室の床面積等に関して、「従うべき基準」が設定されていることから、各
施設とも専従要件を満たせない、面積基準を十分に満たせず量的なサービスの提供ができないといった、地域の状況に応じた柔
軟な対応が困難となることが想定される。
当該施設の専従要件や面積基準における「従うべき基準」を撤廃することにより、都道府県は地域が抱える課題やニーズに応じた
対応を柔軟に行うことができ、児童福祉施設が常に利用者の立場に立った支援の提供に努めことが可能になると考える。
地方分権改革の理念からすれば、国が「従うべき基準」として、地方の自主的な判断を認めず、全国一律の規制を残していること自
体が問題であり、地域の実情に応じた地方自治体の判断に委ねるべきである。

H26 527 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

老人福祉法第17条第2項
特別養護老人ホームの設備及び運
営に関する基準第５条等

養護老人ホーム及び特別養
護老人ホームの設備及び運
営に関する基準の緩和

人員配置、居室面積及び入所者の適切な処遇等の運営に関し
て、「従うべき基準」が設定されているため、今後、地域の実情に
応じた施策を進めていくために、規制緩和を求める。

都市部においては、施設整備に必要となるまとまった土地を確保することが難しいことや、地価が高く、土地の購入に対する負担が
大きいことなどから、今後、施設整備を進める上で支障となることが考えられ、「参酌基準」とすることで、地域の実情に応じた施設整
備が可能となる。
人員配置及び入所者の適切な処遇等の運営について、今後、社会環境等の変化に伴い、基準の見直しが必要となった場合に、
「参酌基準」とすることで、地域の実情に応じた、より適切かつ柔軟な対応が可能となる。

H26 528 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

介護保険法第42条第２項
指定居宅サービス等の事業の人
員、設備及び運営に関する基準第
40条等

基準該当居宅サービスの従
業者、設備及び運営に関す
る基準の緩和

人員配置及び居室面積に関して、「従うべき基準」が設定されて
いるため、今後、地域の実情に応じた施設整備を進めていくため
に、規制緩和を求める。
利用者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保等
に関して「従うべき基準」が設定されているが、今後、基準を見直
すことによって、利用者のサービスの利用等がより適切に図られ
ることも考えられるため、規制緩和を求める。

都市部においては、施設整備に必要となるまとまった土地を確保することが難しいことや、地価が高く、土地の購入に対する負担が
大きいことなどから、今後、施設整備を進める上で支障となることが考えられ、「参酌基準」とすることで、地域の実情に応じた施設整
備が可能となる。
人員配置及び利用者のサービスの利用等について、今後、社会環境等の変化に伴い、基準の見直しが必要となった場合に、「参
酌基準」とすることで、地域の実情に応じた、より適切かつ柔軟な対応が可能となる。

H26 529 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

介護保険法第54条第２項
指定介護予防サービス等の事業の
人員、設備及び運営並びに指定介
護予防サービス等に係る介護予防
のための効果的な支援の方法に関
する基準第58条等

基準該当介護予防サービス
の従業者、設備及び運営に
関する基準の緩和

人員配置及び居室面積に関して、「従うべき基準」が設定されて
いるため、今後、地域の実情に応じた施設整備を進めていくため
に、規制緩和を求める。
利用者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保等
に関して「従うべき基準」が設定されているが、今後、基準を見直
すことによって、利用者のサービスの利用等がより適切に図られ
ることも考えられるため、規制緩和を求める。

都市部においては、施設整備に必要となるまとまった土地を確保することが難しいことや、地価が高く、土地の購入に対する負担が
大きいことなどから、今後、施設整備を進める上で支障となることが考えられ、「参酌基準」とすることで、地域の実情に応じた施設整
備が可能となる。
人員配置及び利用者のサービスの利用等について、今後、社会環境等の変化に伴い、基準の見直しが必要となった場合に、「参
酌基準」とすることで、地域の実情に応じた、より適切かつ柔軟な対応が可能となる。

H26 530 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

介護保険法第74条第３項
指定居宅サービス等の事業の人
員、設備及び運営に関する基準第
５条等

指定居宅サービスの従業
者、設備及び運営に関する
基準の緩和

人員配置及び居室面積に関して、「従うべき基準」が設定されて
いるため、今後、地域の実情に応じた施設整備を進めていくため
に、規制緩和を求める。
利用者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保等
に関して「従うべき基準」が設定されているが、今後、基準を見直
すことによって、利用者のサービスの利用等がより適切に図られ
ることも考えられるため、規制緩和を求める。

都市部においては、施設整備に必要となるまとまった土地を確保することが難しいことや、地価が高く、土地の購入に対する負担が
大きいことなどから、今後、施設整備を進める上で支障となることが考えられ、「参酌基準」とすることで、地域の実情に応じた施設整
備が可能となる。
人員配置及び利用者のサービスの利用等について、今後、社会環境等の変化に伴い、基準の見直しが必要となった場合に、「参
酌基準」とすることで、地域の実情に応じた、より適切かつ柔軟な対応が可能となる。

H26 531 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

介護保険法第115条の４第３項
指定介護予防サービス等の事業の
人員、設備及び運営並びに指定介
護予防サービス等に係る介護予防
のための効果的な支援の方法に関
する基準第５条等

指定介護予防サービスの従
業者、設備及び運営に関す
る基準の緩和

人員配置及び居室面積に関して、「従うべき基準」が設定されて
いるため、今後、地域の実情に応じた施設整備を進めていくため
に、規制緩和を求める。
利用者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保等
に関して「従うべき基準」が設定されているが、今後、基準を見直
すことによって、利用者のサービスの利用等がより適切に図られ
ることも考えられるため、規制緩和を求める。

都市部においては、施設整備に必要となるまとまった土地を確保することが難しいことや、地価が高く、土地の購入に対する負担が
大きいことなどから、今後、施設整備を進める上で支障となることが考えられ、「参酌基準」とすることで、地域の実情に応じた施設整
備が可能となる。
人員配置及び利用者のサービスの利用等について、今後、社会環境等の変化に伴い、基準の見直しが必要となった場合に、「参
酌基準」とすることで、地域の実情に応じた、より適切かつ柔軟な対応が可能となる。
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H26 532 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

介護保険法第88条第３項
指定介護老人福祉施設の人員、設
備及び運営に関する基準第２条等

指定介護老人福祉施設が有
する従業者の員数に関する
基準の緩和

人員配置に関して、「従うべき基準」が設定されているため、今
後、地域の実情に応じた施策を進めていくために、規制緩和を求
める。

現在、指定介護老人福祉施設に従事する従業者及びその員数に関して、「従うべき基準」が設定されていることから、この基準を満
たせる指定介護老人福祉施設が少なく、受け入れ可能な施設が見つからないといった入所者の意向（ニーズ）に十分対応すること
ができなくなることが想定される。
また、様々な状況を抱える入所者の立場に立った支援の提供において、指定介護老人福祉施設の創意工夫が活かせない状況に
あり、地域の状況に応じた柔軟な対応が困難となっている。
この「従うべき基準」を撤廃することにより、都道府県は、指定介護老人福祉施設を利用する入所者がその有する能力に応じ自立し
た日常生活を営むことができるよう施策を図ることができる。
このため、人員配置について、今後、社会環境等の変化に伴い、基準の見直しが必要となった場合に、「参酌基準」とすることで、地
域の実情に応じた、より適切かつ柔軟な対応が可能となる。

H26 533 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

介護保険法第88条第３項
指定介護老人福祉施設の人員、設
備及び運営に関する基準第３条第
１項第１号ロ等

指定介護老人福祉施設の設
備及び運営に関する基準の
緩和

居室面積及び入所者の適切な処遇等の運営に関して、「従うべき
基準」が設定されているため、今後、地域の実情に応じた施策を
進めていくために、規制緩和を求める。

都市部においては、施設整備に必要となるまとまった土地を確保することが難しいことや、地価が高く、土地の購入に対する負担が
大きいことなどから、今後、施設整備を進める上で支障となることが考えられ、「参酌基準」とすることで、地域の実情に応じた施設整
備が可能となる。
入所者の適切な処遇等の運営について、今後、社会環境等の変化に伴い、基準の見直しが必要となった場合に、「参酌基準」とす
ることで、地域の実情に応じた、より適切かつ柔軟な対応が可能となる。

H26 534 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

介護保険法第97条第２項、第４項
介護老人保健施設の人員、施設及
び設備並びに運営に関する基準第
２条等

介護老人保健施設が有する
従業者の員数に関する基準
の緩和

人員配置に関して、「従うべき基準」が設定されているため、今
後、地域の実情に応じた施策を進めていくために、規制緩和を求
める。

現在、介護老人保健施設に従事する従業者及びその員数に関して、「従うべき基準」が設定されていることから、この基準を満たせ
る介護老人保健施設が少なく、受け入れ可能な施設が見つからないといった入所者の意向（ニーズ）に十分対応することができなく
なることが想定される。
また、様々な状況を抱える入所者の立場に立った支援の提供において、介護老人保健施設の創意工夫が活かせない状況にあり、
地域の状況に応じた柔軟な対応が困難となっている。
この「従うべき基準」を撤廃することにより、都道府県は、介護老人保健施設を利用する入所者がその有する能力に応じ自立した日
常生活を営むことができるよう施策を図ることができる。
このため、人員配置について、今後、社会環境等の変化に伴い、基準の見直しが必要となった場合に、「参酌基準」とすることで、地
域の実情に応じた、より適切かつ柔軟な対応が可能となる。

H26 535 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

介護保険法第97条第１項、第４項
介護老人保健施設の人員、施設及
び設備並びに運営に関する基準第
５条等

介護老人保健施設の設備及
び運営に関する基準の緩和

入所者の適切な処遇等の運営に関して、「従うべき基準」が設定
されているため、今後、地域の実情に応じた施策を進めていくた
めに、規制緩和を求める。

入所者の適切な処遇等の運営について、今後、高齢化社会が更に進むことから、入所者の処遇を確保しつつも、施設そのものに対
する更なる需要増加は必須であり、全国一律の基準が足かせとなり、需要に応えられなくなることが危惧される。そこで、地域の特性
を重視した施設運営を図るため、「従うべき基準」から「参酌基準」とすることで、利用者からの様々なニーズに対して、より身近な地
方自治体が適切かつ柔軟に対応出来るようにする必要がある。

H26 536 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

旧介護保険法110条第３項
旧指定介護療養型医療施設の設
備及び運営に関する基準第２条等

指定介護療養型医療施設が
有する従業員の員数に関す
る基準の緩和

人員配置に関して、「従うべき基準」が設定されているため、今
後、地域の実情に応じた施策を進めていくために、規制緩和を求
める。

人員配置について、今後、高齢化社会が更に進むことから、施設そのものに対する要介護者からの需要増加は必須であり、全国一
律の基準が足かせとなり、需要に応えられなくなることが危惧される。
そこで、地域の特性を重視した人員配置を図るため、「従うべき基準」から「参酌基準」とすることで、利用者からの様々なニーズに対
して、より身近な地方自治体が適切かつ柔軟に対応出来るようにする必要がある。

H26 537 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

旧介護保険法110条第３項
旧指定介護療養型医療施設の設
備及び運営に関する基準第３条等

指定介護療養型医療施設の
設備及び運営に関する基準
の緩和

病室面積及び入所者の適切な処遇等の運営に関して、「従うべき
基準」が設定されているため、今後、地域の実情に応じた施策を
進めていくために、規制緩和を求める。

病室面積及び入所者の適切な処遇等の運営に関して、今後、高齢化社会が更に進むことから、施設そのものに対する要介護者か
らの需要増加は必須であり、全国一律の基準が足かせとなり、需要に応えられなくなることが危惧される。
そこで、地域の特性を重視した人員配置を図るため、「従うべき基準」から「参酌基準」とすることで、利用者からの様々なニーズに対
して、より身近な地方自治体が適切かつ柔軟に対応出来るようにする必要がある。
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H26 538 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律第
30条第２項
障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律に
基づく指定障害福祉サービスの事
業等の人員、設備及び運営に関す
る基準第44条等

基準該当障害福祉サービス
の従業者、設備及び運営に
関する基準の緩和

基準該当障害福祉サービスの従業者、設備及び運営に関する
基準に関して、「従うべき基準」が設定されていることにより、本県
の独自性を発揮することができないため、規制緩和を求める。

基準該当障害福祉サービスに従事する従業者及びその員数については、離島等を1人以上とする以外は、一律に3人以上としてい
る。
また、居室及び病室の床面積等については、通所介護においては3㎡以上、短期入所においては、7、43㎡以上が全国一律の従う
べき基準とされており、地域の状況に応じた柔軟な対応が困難となっている。
本県においては、今後利用者数の増加が見込まれていることから、柔軟な対応を図れるようにすべき。
そこで、食堂等と同様に、地方自治体が適切かつ柔軟に設定できる参酌基準とすべき。

H26 539 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律第
43条第3項
障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律に
基づく指定障害福祉サービスの事
業等の人員、設備及び運営に関す
る基準第５条等

指定障害福祉サービスに従
事する従業者に関する基準
の緩和

指定障害福祉サービスに従事する従業者に関する基準に関し
て、「従うべき基準」が設定されていることにより、本県の独自性を
発揮することができないため、規制緩和を求める。

指定障害福祉サービスに従事する従業者及びその員数に関して、常勤換算法にて2.5人以上とする従うべき基準があることから、地
域の状況に応じた柔軟な対応が困難となっている。
本県においては、今後見込まれる利用者数などの増加に備える必要があり、利用者にとって身近な地方自治体が主体的に対応で
きる参酌基準とすべきである。
参酌基準とすることにより、各地方自治体毎に異なる利用者数に柔軟に対応することが出来るようになり、地域のニーズにきめ細かく
応えることが出来るようになる。

H26 540 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律第
43条第3項
障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律に
基づく指定障害福祉サービスの事
業等の人員、設備及び運営に関す
る基準第52条第１項等

指定障害福祉サービスの事
業の設備及び運営に関する
基準の緩和

指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に
関して、「従うべき基準」が設定されていることにより、本県の独自
性を発揮することができないため、規制緩和を求める。

指定障害福祉サービスの事業に係る居室及び病室の床面積が、従うべき基準とされており、地域の状況に応じた柔軟な対応が困
難となっている。
本県においては、今後見込まれる利用者数などの増加に備える必要があり、利用者にとって身近な地方自治体が主体的に対応で
きる参酌基準とすべきである。
参酌基準とすることにより、各地方自治体毎に異なる状況に応じた対応が出来るようになる。

H26 541 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律第
44条第3項
障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律に
基づく指定障害者支援施設等の人
員、設備及び運営に関する基準第
４条等

指定障害者支援施設が有す
る従業者に関する基準の緩
和

指定障害者支援施設が有する従業者に関する基準に関して、
「従うべき基準」が設定されていることにより、本県の独自性を発
揮することができないため、規制緩和を求める。

現状では、指定障害者支援施設での職員確保は容易では無いため、、一律の員数が規定されている現状の基準を規制緩和する
ことで、柔軟な運営体制が可能となり、施設設置の促進が期待される。
なお、地方分権改革の理念からすれば、国が「従うべき基準」として、地方の自主的な判断を認めず、全国一律の規制を残している
こと自体が問題であり、地域の実情に応じた地方自治体の判断に委ねるべきである。

H26 542 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律第
44条第3項
障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律に
基づく指定障害者支援施設等の人
員、設備及び運営に関する基準第
６条第１項等

指定障害者支援施設の事業
の設備及び運営に関する基
準の緩和

指定障害者支援施設の事業の設備及び運営に関する基準に関
して、「従うべき基準」が設定されていることにより、本県の独自性
を発揮することができないため、規制緩和を求める。

指定障害者支援施設等において、利用者1名あたりの居室の床面積は、一律で規定されているが、都市部と地方では設置コストに
差が生じていることから、規制緩和により、地域の状況に応じた柔軟な対応を可能とすることで、施設設置の促進が期待される。
なお、地方分権改革の理念からすれば、国が「従うべき基準」として、地方の自主的な判断を認めず、全国一律の規制を残している
こと自体が問題であり、地域の実情に応じた地方自治体の判断に委ねるべきである。

H26 543 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律第
80条第2項
障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律に
基づく障害福祉サービス事業の設
備及び運営に関する基準第12条等
障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律に
基づく福祉ホームの設備及び運営
に関する基準第10条等

障害福祉サービス事業、地
域活動支援センター及び福
祉ホームの設備及び運営に
関する基準の緩和

障害福祉サービス事業、地域活動支援センター及び福祉ホーム
の設備及び運営に関する基準に関して、「従うべき基準」が設定
されていることにより、本県の独自性を発揮することができないた
め、規制緩和を求める。

現状では、職員確保が容易でないところ、規定では従業者の員数は利用者数に応じた一律の員数となっており、また、利用者1名
当たりの居室の床面積も一律で定められている。こうした基準をを規制緩和することで、立地環境に応じた柔軟な対応を可能とする
ことで、施設設置の促進が期待される。
なお、地方分権改革の理念からすれば、国が「従うべき基準」として、地方の自主的な判断を認めず、全国一律の規制を残している
こと自体が問題であり、地域の実情に応じた地方自治体の判断に委ねるべきである。
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H26 544 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律第
84条第2項
障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律に
基づく障害者支援施設の設備及び
運営に関する基準第11条等

障害者支援施設の設備及び
運営に関する基準の緩和

障害者支援施設の設備及び運営に関する基準に関して、「従う
べき基準」が設定されていることにより、本県の独自性を発揮する
ことができないため、規制緩和を求める。

障害者支援施設では、従業者の員数は利用者数に応じた一律の規定となっているが、地域により職員の確保は困難な状況にあ
る。設備面においても、利用者1名当たりの居室の床面積も一律で定められている。こうした基準をを規制緩和することで、立地環境
に応じた柔軟な対応を可能とすることで、施設設置の促進が期待される。
なお、地方分権改革の理念からすれば、国が「従うべき基準」として、地方の自主的な判断を認めず、全国一律の規制を残している
こと自体が問題であり、地域の実情に応じた地方自治体の判断に委ねるべきである。

H26 545 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

児童福祉法第21条の5の15第3項
児童福祉法施行規則第18条の34
第１項

指定障害児通所支援事業者
の指定に関する基準のうち、
申請者の法人格の有無に係
る基準の緩和

指定障害児通所支援事業者の指定に関する基準のうち、申請者
の法人格の有無に係る基準に関して、「従うべき基準」が設定さ
れていることにより、本県の独自性を発揮することができないた
め、規制緩和を求める。

指定障害児通所支援事業者の指定に関しては、法人格の有無が基準として定められており、現状では、地域の状況に応じた柔軟
な対応が困難となっている。
地方分権改革の理念からすれば、国が「従うべき基準」として、地方の自主的な判断を認めず、全国一律の規制を残していること自
体が問題であり、地域の実情に応じた地方自治体の判断に委ねるべきである。

H26 546 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

児童福祉法第24条の9第2項
児童福祉法施行規則第18条の34
第１項

指定障害児入所施設の指定
に関する基準のうち、申請者
の法人格の有無に係る基準
の緩和

指定障害児入所施設の指定に関する基準のうち、申請者の法人
格の有無に係る基準に関して、「従うべき基準」が設定されている
ことにより、本県の独自性を発揮することができないため、規制緩
和を求める。

指定障害児入所施設の指定に関しては、法人格の有無が基準として定められており、現状では、地域の状況に応じた柔軟な対応
が困難となっている。
地方分権改革の理念からすれば、国が「従うべき基準」として、地方の自主的な判断を認めず、全国一律の規制を残していること自
体が問題であり、地域の実情に応じた地方自治体の判断に委ねるべきである。

H26 547 06_環境・衛生 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

食品衛生法第29条 食品衛生検査施設の設備及
び職員配置に関する基準の
緩和

食品衛生検査施設に関して、都道府県等が条例で基準を定める
にあたり、厚生労働省令で「従うべき基準」の緩和を求める。

食品衛生検査施設の設備については、検査室等の設置が「従うべき基準」として一律に規定されており、地域における必要性の有
無に関らず求められている。こうした部分を規制緩和することで、検査施設ごとの特性を生かした設置の拡充が期待される。
なお、都道府県等が条例で基準を定めるにあたり、厚生労働省令で「従うべき基準」が設定されていることにより、本県の独自性を
発揮することができないため、ガイドラインとする等の規制緩和を求めるものである。

６【厚生労働省】
（２）食品衛生法（昭22法233）
食品衛生検査施設の設備に関する基準（施行規則36条１項２号）については、従
うべき基準として備える必要がある機械及び器具の例示をしているものであって、
これらの機械等の機能と同等以上の機能を有するものを地域の実情に応じて備
えることができることについて、地方公共団体に周知する。

H26 548 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

医療法第7条の2第4項 病院等の病床数算定に当
たっての補正の基準の緩和

地域医療の実情に応じた補正項目を設定することができるように
緩和を図る

既存病床数及び申請病床数について、地域医療の実情に応じた補正を行うことで、適正な病床数管理ができ、都道府県の独自性
を高める。

［再掲］
６【厚生労働省】
（３）医療法（昭23法205）
（ⅰ）医療計画に定める基準病床数制度（30条の４第２項12号）については、都道
府県における地域医療構想の策定・運用状況を共有しつつ、今後の医療需要の
増大や地域ごとに異なる実情を踏まえた医療提供体制の在り方について検討を
進める。

H26 549 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

医療法第7条の2第5項 病院及び診療所の既存の病
床数を算定する場合の介護
老人保健施設に係る入所定
員数に関する基準の緩和

当該基準を廃止する 介護老人保健施設の入所定員に係る補正については、現在経過措置により適用していない。経過措置が終了したときには当該基
準により既存病床数が圧迫されるため、当該基準を廃止することで、適正な病床数管理ができ、都道府県の独自性を高める。
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H26 550 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

医療法第18条 病院及び診療所の薬剤師の
配置に関する基準の緩和

病院の実情に応じた配置を行うことができるように緩和を図る 専属薬剤師の配置について、病院の実情に応じた配置を認めることで、医療従事者の適正配置ができ、地域医療に資するとともに
都道府県の独自性を高める。

H26 551 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

医療法第21条第1項 病院の従業者に関する基準
のうち、医師及び歯科医師
以外の従業者の配置に関す
る基準並びに病院の施設の
一部に関する基準の緩和

病院の実情に応じ設定することができるように緩和を図る 看護師等の医療従事者について、病院の実情に応じた配置を認めることで、医療従事者の適正配置ができ、地域医療に資するとと
もに都道府県の独自性を高める。

H26 552 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

医療法第21条第２項 療養病床を有する診療所の
従業者に関する基準のうち、
医師及び歯科医師以外の従
業者の配置に関する基準並
びに療養病床を有する診療
所の施設の一部に関する基
準の緩和

病院の実情に応じ設定することができるように緩和を図る 看護師等の医療従事者について、病院の実情に応じた配置を認めることで、医療従事者の適正配置ができ、地域医療に資するとと
もに都道府県の独自性を高める。

H26 553 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

生活保護法第39条第２項
救護施設、更生施設、授産施設及
び宿所提供施設の設備及び運営
に関する基準第５条等

保護施設の設備及び運営に
関する基準の緩和

地域の実情に応じ設定することができるように緩和を図る 保護施設における職員及び員数や、居室の床面積等が一律の基準として定められているため、職員や面積の確保が難しい地域に
おいては、設置が困難となっている。このため、規制緩和により、立地環境に応じた柔軟な対応を可能とすることで、面積要件が厳
しい都市部においても、施設設置の促進が期待される。
社会環境等の変化や地域の実情に応じて基準の見直しが必要となった場合に、国の基準を参酌基準とすることで、適切かつ柔軟
な対応を可能となる。

H26 554 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

社会福祉法第65条第2項
老人福祉法20条の６
軽費老人ホームの設備及び運営に
関する基準第５条等

社会福祉施設の設備及び運
営に関する基準
（軽費老人ホームに係る部
分）の緩和

人員配置、居室面積及び利用者の適切な処遇等の運営に関し
て、「従うべき基準」が設定されているため、今後、地域の実情に
応じた施策を進めていくために、規制緩和を求める。

都市部においては、施設整備に必要となるまとまった土地を確保することが難しいことや、地価が高く、土地の購入に対する負担が
大きいことなどから、今後、施設整備を進める上で支障となることが考えられ、「参酌基準」とすることで、地域の実情に応じた施設整
備が可能となる。
人員配置及び利用者の処遇等について、今後、社会環境等の変化に伴い、基準の見直しが必要となった場合に、「参酌基準」とす
ることで、地域の実情に応じた、より適切かつ柔軟な対応が可能となる。

H26 555 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

介護保険法第70条第3項
介護保険法施行規則第126条の４
の２

指定居宅サービス事業者の
指定に関する基準のうち、申
請者の法人格の有無に係る
基準の緩和

「従うべき基準」とされているが、今後、基準を見直すことによっ
て、利用者のサービスの利用等がより適切に図られることが考えら
れるため、撤廃するなど規制緩和を求める。

指定居宅サービス事業の申請者を、「従うべき基準」により法人格を有する者に限定することは、事業者の拡大の検討に支障があ
る。
今後の指定居宅サービスの需要を賄う手段として、地域の実情に応じた事業者の拡大を図るためには、法人格の無い事業者の参
入も検討できるようにする必要がある。
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H26 556 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

介護保険法第115条の２第3項
介護保険法施行規則第140条の17
の２

指定介護予防サービス事業
者の指定に関する基準のう
ち、申請者の法人格の有無
に係る基準の緩和

「従うべき基準」とされているが、今後、基準を見直すことによっ
て、利用者のサービスの利用等がより適切に図られることが考えら
れるため、撤廃するなど規制緩和を求める。

指定介護予防サービス事業の申請者を、「従うべき基準」により法人格を有する者に限定することは、事業者の拡大の検討に支障
がある。
今後の指定介護予防サービスの需要を賄う手段として、地域の実情に応じた事業者の拡大を図るためには、法人格の無い事業者
の参入も検討できるようにする必要がある。

H26 557 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

介護保険法第86条第1項 指定介護老人福祉施設の指
定に関する基準のうち、指定
対象となる施設及びその入
所定員に係る基準の緩和

指定対象となる施設及びその入所定員に関して、「従うべき基準」
が設定されているため、今後、地域の実情に応じた施策を進めて
いくために、撤廃するなど規制緩和を求める。

指定介護老人福祉施設として指定対象となる施設及び入所定員を、「従うべき基準」により限定することは、施設の拡充の検討に支
障がある。
今後の指定介護老人福祉施設の需要を賄う手段として、地域の実情に応じた施設の拡充を図るためには、基準の緩和も検討でき
るようにする必要がある。

H26 558 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律第
36条第４項
障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律施
行規則第34条の21

指定障害福祉サービス事業
者の指定に関する基準のう
ち申請者の法人格の有無に
係る基準の緩和

指定障害福祉サービス事業者の指定に関する基準のうち申請者
の法人格の有無に係る基準に関して、「従うべき基準」が設定さ
れていることにより、本県の独自性を発揮することができないた
め、規制緩和を求める。

指定障害福祉サービス事業者の指定に関しては、法人格の有無が基準として定められており、地域の状況に応じた柔軟な対応が
困難となっている。
地方分権改革の理念からすれば、国が「従うべき基準」として、地方の自主的な判断を認めず、全国一律の規制を残していること自
体が問題であり、地域の実情に応じた地方自治体の判断に委ねるべきである。

H26 559 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

介護保険法第81条第3項
指定居宅介護支援等の事業の人
員及び運営に関する基準第２条等

指定居宅介護支援事業者が
有する従業者の員数に関す
る基準の緩和

「従うべき基準」とされているが、今後、基準を見直すことによっ
て、利用者のサービスの利用等がより適切に図られることが考えら
れるため、撤廃するなど規制緩和を求める。

指定居宅介護支援事業者が有する従業者の員数を、「従うべき基準」により限定することは、地域の実情に応じた適切な職員配置
基準の検討に支障がある。
今後の指定居宅介護支援における地域の実情に応じた適切な職員配置を図るためには、基準以外の方法によることも検討できる
ようにする必要がある。

H26 560 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

介護保険法第81条第3項
指定居宅介護支援等の事業の人
員及び運営に関する基準第４条等

指定居宅介護支援事業者の
支援の事業の運営に関する
基準の緩和

一部基準が「従うべき基準」とされているが、今後、基準を見直す
ことによって、利用者のサービスの利用等がより適切に図られるこ
とが考えられるため、撤廃するなど規制緩和を求める。

指定居宅介護支援事業者の支援の事業の運営に関する基準を、「従うべき基準」により限定することは、地域の実情に応じた適切
な事業運営基準の検討に支障がある。
今後の指定居宅介護支援における地域の実情に応じた適切な事業運営を図るためには、基準以外の方法によることも検討できる
ようにする必要がある。

H26 561 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

介護保険法第79条第2項 指定居宅介護支援事業者の
指定に関する基準のうち、申
請者の法人格の有無に係る
基準の緩和

「従うべき基準」とされているが、今後、基準を見直すことによっ
て、利用者のサービスの利用等がより適切に図られることも考えら
れるため、規制緩和を求める。

【支障事例】
現行規定では、申請者が法人格を有しない場合、居宅介護支援事業の指定ができないため、事業を実施する能力はあるが法人格
のない団体への指定ができず、県が実施する高齢者福祉事業の推進に支障を来たしている。
【地域の実情を踏まえた必要性】
本県では居宅介護支援事業者が不足しているが、規制を緩和することによって、今後高齢者が増加が想定される本県において、地
域の実情に応じた居宅介護支援事業を展開することが可能となり、高齢者福祉に資する。
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H26 562 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

介護保険法第47条第1項
指定居宅介護支援等の事業の人
員及び運営に関する基準第30条等

基準該当居宅介護支援の従
業者及び運営に関する基準
の緩和

「従うべき基準」とされているが、今後、基準を見直すことによっ
て、利用者のサービスの利用等がより適切に図られることも考えら
れるため、規制緩和を求める。

【支障事例】
現行規定では、居宅介護支援の従業者及び運営について、介護保険法第47条第１項に基づく「指定居宅介護支援等の事業の人
員及び運営に関する基準」で詳細に定められているため、事業を実施する能力はあるが、個別の基準を満たさない団体が除外され
ており、県が実施する高齢者福祉事業の推進に支障を来たしている。
【地域の実情を踏まえた必要性】
本県では居宅介護支援事業者が不足しているが、規制を緩和することによって、今後高齢者が増加が想定される本県において、地
域の実情に応じた居宅介護支援事業を展開することが可能となり、高齢者保健福祉に資する。

H26 563 04_雇用・労働 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

職業能力開発促進法第28条第１項
職業能力開発促進法施行規則第
36条の15、第46条、第48条の３

地方に条例委任されている
「普通職業訓練における職
業訓練指導員の資格」が従う
べき基準とされていることに
対する規制緩和

職業能力開発促進法第28条第1項により都道府県又は市町村の
条例に委任された｢普通職業訓練における職業訓練指導員の資
格｣に関する基準は、法と異なる内容を条例で定めることができな
い｢従うべき基準｣とされているが、地域の事情に応じて異なる内
容を定めることができる｢参酌基準｣に緩和することを求めるもの。

【制度改正の必要性】
普通職業訓練における職業訓練指導員の資格に関する基準については、職業能力開発促進法施行規則（以下、｢省令｣という。）
第36条の15及び省令第48条の３と省令46条により、一定の幅広い人材が普通職業訓練に関わることが可能となっているが、職業訓
練指導員免許持たない高卒や中卒の実務経験者は、たとえ優れた実績を残していたとしても、普通職業訓練を担当することはでき
ず、また、職業訓練指導員免許以外の公的資格所有者等が普通職業訓練を担当することができるものの、その範囲は限定的と
なっている。
こうした法の定めについては、職業訓練の質を保つうえでの必要性は認められるものの、技術革新の進展速度が加速していること
や、それに伴い新たな技術的資格等が生まれる可能性もあり、今後は法の基準を参酌基準とし、都道府県や市町村が自ら職業訓
練指導員免許資格所有者と同等な者を定めていく余地を設けることで、都道府県や市町村が主体的に、地域の事情を踏まえた効
果的な訓練を、幅広い人材を登用しながら速やかに実施していくことが可能となる。

H26 564 11_その他 都道府県 神奈川県 総務省 B　地方に対す
る規制緩和

地方自治法第96条第1項第12号 支払督促への異議申立てに
よる訴訟の提起に係る議会
の議決事項の例外化

民事訴訟法第395条規定の支払督促への異議申立てによる訴訟
の提起については、議会の議決事項を定めた地方自治法第96
条第1項第12号の例外とし、首長が行えることとする。

訴訟の提起は、地方自治法第96条第1項第12号により、議会の議決事項となっている。
一方、民事訴訟法第395条では、債権者の申立てに基づき裁判所が支払を督促する支払督促に対し、債務者から異議の申立てが
行われた場合、支払督促の申立て時に遡って訴訟の提起があったものとみなされ、「支払督促」から「訴訟」へ移行する。
これに伴い、裁判所の指定期限（訴訟移行後１ヶ月半程度）までに、議会の議決又は地方自治法に基づく知事専決の手続を経た
上で訴訟手数料を納付することが必要となる。
ところが、議会開会中は法179条による専決処分を行うことができず、あらかじめ法180条に基く指定を受けていない団体では、議決
日以前に指定期限が経過し、訴訟が却下される事案の発生が懸念される。
支払督促は、請求が金銭債権やその代替物に限られ、異議申立てによる訴訟は自治体の債権実現の手段としてその是非を判断
する余地はないと思われることから、議会の議決事項を定めた地方自治法第96条第1項第12号の例外とし、首長が行えることとす
る。
なお本県において、支払督促への異議申立てによる訴訟が議会の委任による専決処分事項となっていない理由（地方自治法第
180条に基づく指定を受けていない理由）は次の通りです。
　①　議会の委任による専決処分事項の指定の提案権は議員に専属し、地方自治体の長には提案権がないこと
　②　異議申立てによる訴訟提起の事案が少なかったこと

H26 565 11_その他 都道府県 神奈川県 総務省 B　地方に対す
る規制緩和

地方公務員法第17条、第18条
（国と民間企業との間の人事交流に
関する法律と同様の制度整備）

地方公共団体と民間企業と
の間の交流派遣及び交流採
用の可能化

「国と民間企業との間の人事交流に関する法律」と同様の制度
を、地方公務員において創設することを目的として、「地方公共団
体と民間企業との間の人事交流に関する法律（仮称）」の制定を
求める。

国では、平成12年３月に、「国と民間企業との間の人事交流に関する法律」（以下、「官民人事交流法」という。）が施行され、国と民
間企業の双方向の人事交流システムが整備されている。この人事交流は、民間企業が一定の期間を定めて国家公務員を自らの従
業員として雇用する「交流派遣」と、国が期間を定めて民間企業の従業員を常勤の国家公務員として採用する「交流採用」から成っ
ており、交流する者は、期間中、それぞれ交流先に採用され、期間終了後は派遣元の業務に復帰する仕組みとなっている。こうし
た透明性、公開性が確保された公正な手続きのもと、公務の公正な運営を確保しつつ、国の機関と民間企業との人事交流を通じ
て、相互理解を深めるとともに、双方の組織の活性化と人材育成を図ることが可能な制度となっている。
一方、地方公共団体については、官民人事交流法のような制度がなく、地方公務員法の範囲内での任用とせざるを得ず、それゆ
え、企業との雇用関係を維持したまま自治体に任用することが不可能となっており、民間企業の従業員を、身分の安定や守秘義務
を担保した上で権限を行使する業務に従事させることができない。また、地方公務員の身分を有したまま民間企業に雇用されること
もない。こうしたことから、手続きの透明性を担保した上で民間企業と地方公共団体との相互理解を深め、双方の組織の活性化と人
材育成を図るため、地方公共団体においても、地方公務員法の改正や、また、地方公務員法によらずに任用できるような抜本的な
見直しである、官民人事交流法と同様の制度を創設することが必要である。

H26 566 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

医療法第30の４第2項
医療法施行規則第30条の30

基準病床数の算定に関する
基準の緩和

保健医療計画で定める基準病床数の算定の基準について、地
域医療の実情に応じ設定することができるように緩和を図る。

保健医療計画で定める基準病床数の算定の基準について、地域医療の実情に応じた特定の課題を解決するためにも、全国一律
の計算式に加え、都道府県の裁量により基準病床数に上乗せして設定することができる要件を定め、都道府県の独自性を高める。

［再掲］
６【厚生労働省】
（３）医療法（昭23法205）
（ⅰ）医療計画に定める基準病床数制度（30条の４第２項12号）については、都道
府県における地域医療構想の策定・運用状況を共有しつつ、今後の医療需要の
増大や地域ごとに異なる実情を踏まえた医療提供体制の在り方について検討を
進める。

H26 567 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

医師法施行令第3条、②歯科医師
法施行令第3条、③保健師助産師
看護師法施行令第１条の３第１項、
④臨床検査技師等に関する法律施
行令第1条及び附則第2条2項、⑤
診療放射線技師法施行令第1条の
２、⑥理学療法士及び作業療法士
法施行令第1条、⑦視能訓練士法
施行令第1条、⑧栄養士法施行令
第１条２項　等

厚生労働大臣発行医療系免
許申請書類等の経由事務の
廃止
（医師、歯科医師、保健師、
助産師、看護師、臨床検査
技師、診療放射線技師、理
学療法士、作業療法士、視
能訓練士、衛生検査技師、
管理栄養士）

標記の医療職種免許は、厚生労働大臣免許である。
すでに実施済の他の医療職種免許と同様に、国において直接実
施することとし、経由事務の廃止を求める。

免許の申請において、住所地の保健所及び県を経由して厚生労働省へ進達することは、国までの日数を要するため、事務的に非
効率的である。その上、国の免許登録日以降でないと申請者が行えない業務があるため（診療報酬求められている）、交付事務を
含めて往復の経由日数がかかるのは適切さを欠くと言わざるをえない。免許の早期発行は、申請者等から強く求められているところ
である。
例えば、歯科衛生士等の免許は、国の指定した指定登録機関(H3.7.1～)が、直接免許事務を行っており、郵送等での申請も認め
られている。申請者の利便性の観点からも直接、厚生労働省（あるいは指定登録機関）が扱うこととして、経由事務の廃止を求める。
（臨床工学技師免許：国直接実施。）
（歯科技工士免許：H27.4.1～国の指定した指定登録機関実施。H26.6医療介護法　法案成立）
なお、経由事務としながらも、国からは審査業務まで求められているのが現状である。このため、県等が申請業務等における過失責
任を求められ、訴訟に発展する可能性が存在する。
国の免許であるから、国の責任において免許申請等の対応を行っていただきたい。
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H26 568 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

①医療法第30条の12
②医療法第30条の4
③地域における医療及び介護の総
合的な確保の促進に関する法律第
4条、第6条及び第7条

①病床機能報告制度の運
用、②地域医療ビジョンの策
定、③新たな財政支援制度
の創設

①②ガイドラインの策定はこれからであるが、国による細かな制度
設計等は必要最低限に止めるべきである。
③方針や要綱の策定はこれからであるが、国への計画提出など
の手続や使途の制約などは必要最低限に止めるべきである。

病床機能報告制度の運用や地域医療ビジョンの策定、新たな財政支援制度により、都道府県が主体的に医療提供体制の改革を
進めるにあたっては、地域の実情に応じて柔軟に取り組めるようにすることが不可欠である。
そのため、報告制度の運用やビジョンの策定については、国による細かな制度設計等は必要最低限に止めるべきである。
また、財政支援制度については、国への計画提出などの手続や使途の制約などは必要最低限に止めるべきである。

H26 569 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 内閣官房、厚生労
働省

B　地方に対す
る規制緩和

新型インフルエンザ等対策特別措
置法第28条第4項

新型インフルエンザ等対策
特別措置法に基づく特定接
種の登録事業者の登録事務
の役割明確化

特定接種の登録事務について県や市町村に必要な協力を求め
ることができるという規定を使い、登録事業者との調整をすべて県
及び保健所設置市に任せてしまっているので、協力の範囲を明
確化し、適切な運用とする。

県や市町村に協力を求めることができるという規定を利用し、特定接種にかかる登録事務について登録事業者との調整を全て県や
保健所設置市に任せてしまっている状況であり、膨大な業務であることから、非常に混乱が生じているため、役割の明確化を図る必
要がある。
例えば、特定接種の疑義照会は、約３､７００事業所のうち、４４０件で、県・保健所設置市が照会する中で、事業所から制度に対する
意見、要望等があり調整が発生し業務が増えている。特定接種の登録の可否といった質問が多いので、今後の登録者の調整は、
国において行っていただきたい。

H26 570 11_その他 都道府県 神奈川県 法務省 対象外 会計法第48条 会計法に基づく国庫の支出
負担行為者の変更

会計法では、国庫の支出負担行為、支出負担行為の確認等に
関する事務を、都道府県の知事又は知事の指定する職員が行う
こととすることができる、とされているため、県で実施しない国庫事
業の契約手続き等の事務を県が行っているため制度の見直しを
求める。

横浜市等の政令指定都市等が独自に実施している国庫事業であるにもかかわらず、県が契約書の作成を求められており、非効率
的且つ事務的な負担も大きい。

H26 571 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

地域保健法施行令第４条 保健所長の医師資格要件の
撤廃

公衆衛生に精通した適切な医師が確保できない場合には、平成
16年に、一定の条件を満たす、医師以外の者を保健所長とする
ことを可能とされているが、この条件の撤廃を求める。

公衆衛生医師の確保は厳しさを増しており、保健所長たる医師が十分確保できない状況にある。
保健所への医師の配置は必要であるが、スタッフとしての医師が医学的判断を行えば、保健所長業務に必要な見識と管理監督能
力を有する医師以外の者が保健所長の業務を担うことが出来ると考える。
平成16年に保健所長の資格要件が条件付で一部緩和されたが、具体的適用が極めて困難な状況にあり、実効性がないことから、
この条件の撤廃を求めるものである。

H26 572 10_運輸・交通 都道府県 神奈川県 国土交通省（観光
庁）

B　地方に対す
る規制緩和

観光圏の整備による観光旅客の来
訪及び滞在の促進に関する基本方
針　二－１－（５）

観光圏整備実施計画の認定
基準の緩和

「複数の民間人材による観光地域づくりマネージャーで構成され
た、法人格をもつ観光地域づくりプラットフォーム等を設置」など、
現在の観光圏整備実施計画の認定基準を緩和すること。

現在、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律第８条に基づく、国による総合的支援の前提となる観光
圏整備実施計画の認定には、複数の民間人材による観光地域づくりマネージャーで構成された、法人格をもつ観光地域づくりプ
ラットフォームの設置等が要件とされるなど、要件を満たすための地域の負担が重く、広域連携の促進に向けた制度の活用が図ら
れていない状況になっていることから、観光圏整備実施計画の認定基準の緩和が必要である。
観光圏の認定を受け、整備を進めたくても、左記根拠法令等の欄に記載の基本方針をクリアすることが難しいため認定を諦める
ケースもあり、実際、平成24年の基本方針改正後、本県内では、制度に認定された事例が皆無。
地域のやる気をそぐ高い要件を緩和すれば観光圏を目指す地域の増加が期待される。
観光圏内の幅広い関係者の観光圏整備事業の実施段階における連携を強化するため、観光地域づくりマネージャーで構成する
観光地域づくりプラットフォーム等を設置し、同組織が、事業実施の基本的な方針の策定、地域におけるワンストップ窓口の構築及
び事業のマネジメントを行うことが観光圏認定の際の要件になっているが、地域内でこのような人材を確保することが容易でない点
が支障になっている。
プラットフォームの設置要件を緩和する代替としては、プラットフォームの基準を満たさなくても、市町村の職員等が事務局となって
いる協議会等の連携組織であれば、整備事業の進行管理・関係者の調整など、観光圏整備事業の実現に向けた役割を果たすこと
は可能だと考える。

６【国土交通省】
（18）観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律（平20
法39）
観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する基本方針（平20
農林水産省・国土交通省告示３）に基づき、観光地域づくりプラットフォームの構
成員とされている観光地域づくりマネージャーについては、民間からは１名を確保
すればよいことを、地方公共団体に通知する。

H26 573 09_土木・建築 都道府県 神奈川県 国土交通省 対象外 河川法第２３条 水利使用許可に関する基準 河川法第23条（流水の占用の許可）における、水道事業者等から
の水利使用許可申請に対する河川管理者の審査の判断は、「需
要量」が基準となっているが、今後は、大規模災害等の発生に備
えた水源量も含めて予め許可していただけるように、申請者の立
場として、規制の緩和を提案するもの。

　これまで神奈川県は、戦後高度経済成長期に急増する水需要に対し、県の重要施策として、相模川と酒匂川の水源開発を行っ
てまいりました。
　現在、水需要が安定して推移している現状において、神奈川県の水源量は、県民が安心して生活し、企業も安定した事業活動を
営むための必要量を確保できている状況です。
　近年、水資源をとりまく社会情勢においては、今後起こり得る大規模災害や水質事故に備え、必要最低限の水の確保、いわゆる
「ゼロ水」とならないための方策が求められており、水道事業者等は、大規模災害等に備えるべく、これまで開発してきた水源量を最
大限確保する事を目指しています。
しかし、現行の河川法に基づく水利使用許可に係る水量の判断は、「需要量」が基準となっており、今後人口減が予測されるなか、
水源量を最大限確保する事について、河川管理者から許可を受けることが難しくなることが懸念されています。
　また、水道事業者等は、これまで、相模川及び酒匂川における水質事故や大震災等に備え、『災害時に備えた水量』の検討を実
施してきましたが、東日本大震災を契機に、更なる検討が必要となりました。
　そこで、水利使用許可の審査にあたり、神奈川県が水源開発をしてきた範囲の中で、大規模災害等の発生に備えた水源量を予
め許可していただけるように、水利使用申請者の立場として、規制の緩和を提案します。
　これにより、我々水利使用申請者は、大規模災害発生時等においても、必要最低限な水の確保が可能となり、幅を持った社会シ
ステム構築の一翼を担えると考えられます。
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H26 574 05_教育・文化 都道府県 神奈川県 文部科学省 B　地方に対す
る規制緩和

公立義務教育諸学校の学級編制
及び教職員定数の標準に関する法
律第３条第２項

全国一律の学級編制の基準
緩和

公立学校における学級編制を定める義務標準法により、１学級あ
たりの児童生徒数の上限が定められているが、地域の実情の応じ
た工夫により上下させる柔軟な対応ができるような措置を求める。

【支障事例】
学級編制の標準を定める義務標準法において、教育委員会がその定められた数を下回る数を学級編制の基準とすることを可能と
しているが、上回る数を定める余地がないため、この基準を超える場合は学級の分割が必要となる。このため、国が１学級あたりの
児童・生徒数を一律に引き下げていくと、教職員数が大幅に増加していくこととなる。
【制度改正の必要性】
本県では、域内の児童生徒は減少傾向にあるものの、教員の年齢構成が不均一であり、当面は大量採用が見込まれているため、
採用試験倍率を含めた優秀な教員の確保が大きな課題の一つである。また、現在、学校では、いじめ、不登校、授業離脱、学力の
低下・二極化等、様々な教育課題が顕在化しており、こうした課題解決のためには、教育委員会が主体的に取り組む必要があり、学
級編制の集団単位について、柔軟に上下させる工夫の余地があれば、教育委員会自らの判断により、課題に応じた分野や地域・
学校に人材を重点配置するなど、地域性に応じた教職員の活用が期待できる。
このため、学校設置者が学校の実情に応じて弾力的な学級編制を行うため、都道府県が定める学級編制基準を柔軟に設定できる
ようにすることが課題となっている。

H26 576 10_運輸・交通 都道府県 長野県 国土交通省（観光
庁）

B　地方に対す
る規制緩和

旅行業法第３条、７条、１１条の２、
12条の２、旅行業法施行規則第３
条

過疎地域市町村における旅
行業登録要件の緩和

過疎地域自立促進特別措置法に規定する過疎地域を有する市
町村で、域内（隣接市町村を含むことも可）の着地型旅行事業を
企画・実施しようとする市町村については、旅行業法で規定して
いる旅行業務取扱管理者の選任と営業保証金の供託を免除し、
旅行業を容易に行えるようにする。

【現行制度】
旅行業登録のためには、財産的基礎や旅行業取扱管理者の選任が必要であり、人材の確保が容易ではない中山間地域の小規模
自治体では旅行業登録が困難。
【制度改正の必要性・支障事例】
中山間地における安定した地域経済の確立には、観光交流人口の獲得が不可欠である。特に中山間地は今、物から心への時代
の潮流の中で魅力に溢れているが、都市部の旅行業者には営業的に魅力と映らず、旅行商品の造成が可能な旅行業者の参入が
少ない。このような現状から、自治体が自ら地域の観光資源を活用した「着地型旅行商品」を造成し、実施せざるを得ない場合があ
る。
市町村が主体となった着地型の募集型企画旅行（農村体験エコツアー等）では、旅行業登録がないことから、旅行業者への業務委
託や実施形態の是正を指示せざるを得ないケースが例年散見されており、委託のための新たな予算確保などが旅行商品造成を阻
害する要因となっている。
一方で、近年は地域での着地型旅行商品造成に向け新たな取り組みや提案（第3種旅行業よりも営業保証金額を引き下げた「地
域限定旅行業」の創設（平成25年）や「観光産業政策検討会提言」（平成25年４月））等がされており、着地型旅行商品造成への要
請は当時に比し増大していることから、本提案の実現により、着地型旅行商品の更なる普及を通じた中山間地の活性化を図ることが
可能となる。
【想定される懸念への対策】
制度改正後、旅行取引の公正の維持や消費者保護の担保が懸念されるが、①要件緩和の対象を行政に限定すること②旅行業務
取扱管理者の選任に代えた、相当の研修会の実施により補完されると考える。

６【国土交通省】
（６）旅行業法（昭27法239）
地域限定旅行業を営む地方公共団体については、営業保証金の供託義務（７条
１項）及び旅行業務取扱管理者の資格要件（11条の２第５項）の在り方について検
討し、平成27年中に結論を得る。

H26 577 03_医療・福祉 都道府県 長野県 厚生労働省 対象外 高齢者の医療の確保に関する法律
第55条

後期高齢者医療制度におけ
る財政調整の仕組みづくり

後期高齢者医療制度における住所地特例制度の対象とならない
次の①・②の場合について、施設所在地の市町村の財政負担が
生じないよう、財政調整の仕組みを構築すること
①７５歳以上の者が、老人福祉施設等への入所のために、広域
連合内の市町村をまたぐ移動をした場合
②７５歳に達する前に、老人福祉施設等への入所のために、広
域連合間で移動した場合及び広域連合内の市町村をまたぐ移
動をした場合

【現行制度】
高齢者の医療の確保に関する法律第55条により、後期高齢者医療制度では、都道府県ごとに設置される広域連合が運営主体と
なっており、施設への入所等のため広域連合をまたぐ住所の移動があった場合には、前住所の広域連合が引き続き保険者となる
住所地特例制度があるが、広域連合内の市町村間の移動については、広域連合間の移動の際に適用される住所地特例制度のよ
うな仕組みがない。
【制度改正の必要性】
老人福祉施設等が所在する市町村では、他市町村から入所している高齢者の定率公費負担分について財政負担が生じる。
加えて、７５歳未満の者が他市町村の老人福祉施設等へ入所した場合、国民健康保険の住所地特例制度により前住所の市町村が
保険者となるが、後期高齢者医療制度においては住所地特例制度が引き継がれないため、当該高齢者が７５歳に達した際に、施
設所在地の市町村の財政負担が生じることとなり、市町村間の財政負担の均衡を図る必要がある。

H26 578 04_雇用・労働 都道府県 長野県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

雇用保険法第63条、雇用保険法施
行規則第121条及び第123条、職業
能力開発校設備整備費等補助金
交付要綱

認定職業訓練助成事業費
（運営費）における補助対象
経費の算定基準の緩和

算定基準第２の２で規定されている、補助金の交付対象となる訓
練生の人数要件（５人）を撤廃し、１人でも訓練生がいれば、補助
対象とする。

【現行制度】
職業能力開発校設備整備費等補助金は、事業主等が行う労働者の能力開発のうち省令で定める基準に適合する職業訓練を県が
認定し、運営費等を補助することにより民間における職業訓練を振興するものであり、地域の企業が求める人材の育成にとって重
要。この補助要件として、１訓練科当たりの訓練生が５人以上であることが必要であるが、普通課程では、これを満たさない場合でも
概ね３年（特に必要な場合は５年）を目途に訓練生を確保できる見込があれば、この期間は補助対象とすることができる。また、訓練
開始時に35歳未満の訓練生が３人以上いる場合も補助対象とすることができる。
【制度改正の必要性】
中小企業の新規雇用の抑制等により訓練生の確保は年々困難になってきており、本県では平成26年度に１訓練科が補助対象から
外れることとなった。今後同様に多くの訓練科が補助対象外となる可能性があるが、訓練生が少ない訓練科では会費等の収入によ
る運営は困難であり、補助対象外とされた場合、訓練科が休止又は廃止されるケースが懸念される。当該訓練は職場のＯＪＴと組み
合わせて実施されることから訓練科が休廃止されると訓練生が職場から通うことができなくなり、地域での職業訓練の実施は困難と
なる。
しかし、こうした訓練によりモノづくりの担い手を育成することは、地域における産業人材の育成ひいては地域産業の発展にとって必
要不可欠であり、現在の訓練科を継続させていくことが訓練生本人及び地域にとって望ましいと考えられる。
よって、訓練生が５人に満たない場合であっても訓練科を安定して運営できるよう、訓練生５人以上という補助要件の撤廃が必要で
ある。

６【厚生労働省】
（16）職業能力開発校設備整備費等補助金
認定職業訓練助成事業については、訓練生の人数要件の緩和を含め、制度の
活性化について検討し、平成27年中に結論を得る。

H26 579 02_農業・農地 都道府県 長野県 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

農地法第３条第２項第１号、農地法
関係事務に係る処理基準について
第三の３の（１）

農地等への権利設定等にお
ける全部効率利用要件の緩
和

農地等に権利を設定し、若しくは移転しようとする者は、他者へ
農地等を貸し付けていたとしても、当該農地等が適切に耕作等さ
れていれば、法第３条第２項第１号の全部効率利用要件を満た
すものとする。

【現行制度】
農地等の権利を移転し、または設定しようとする者は、法第３条の許可を受けなければならないとされているが、許可の要件のうち、
法第３条第２項第１号に定める全部効率利用要件が、農地等の利用集積等に支障となる事例が見受けられる。
【制度改正の必要性】
自宅から遠隔地にあり耕作に不便な農地等を他者に貸し付けている者が、居住地周辺の農地等を取得する際に、農地を他者に貸
し付けているという理由で、全部効率利用要件を満たせず、法第３条の許可が認められないケースがある。また、田と畑（樹園地）の
両方を所有している農家が、経営の効率化を図るために、他者に田を貸し付け果樹栽培に専念している場合、新たに樹園地の権
利取得をしようとしたところ、他者に田を貸し付けていることをもって、法第３条の許可が認められないケースがある。
現在の制度においては、貸し付けている農地等を他者へ売却するか、賃貸借契約を解除した上で当該農地等を自ら耕作しなけれ
ば、新たに農地等を取得等することができないので、農地等に権利を設定し、若しくは移転しようとする者は、他者へ農地等を貸し
付けていたとしても、当該農地等が適切に耕作等されていれば、法第３条第２項第１号の全部効率利用要件を満たすものとすべき
である。

６　【農林水産省】
（５）農地法（昭27法229）
（ⅲ）農地等の権利移動の許可要件のうち「農地等の権利を取得しようとする者
が、耕作の事業に供すべき農地等の全てを効率的に利用して耕作の事業を行う
と認められること」（全部効率利用要件）（３条２項１号）については、新たに農地等
の権利を取得しようとする者が、他者に貸し付けている農地等の権利を有している
場合において、当該貸付地が適切に耕作されているときは、当該貸付地は、全部
効率利用要件の判断をする上では勘案しないことなど全部効率利用要件の解釈
を明確化し、地方公共団体に通知する。
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求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 580 07_産業振興 都道府県 長野県 経済産業省 A　権限移譲 中小企業信用保険法第2条第5項 中小企業者に対するセーフ
ティネット保証(4号)に係る地
域指定の都道府県知事への
移譲

中小企業者に対するセーフティネット保証のうち、災害により影響
を受けている中小企業者を支援する４号に係る地域指定につい
て、以下の場合には、指定の権限を国から都道府県知事に移譲
する。
①災害救助法の適用地域等、被害が甚大であることが明確な地
域
②それ以外の場合であっても、国が設けた基準に基づき、都道
府県等の調査により被害程度が一定要件を満たすと判断できる
地域

【現行制度】
突発的な災害（自然災害等）の発生により売上高等が減少している中小企業者を支援するためのセーフティーネット保証４号にお
いては、災害により中小企業者の相当部分が事業活動に著しい支障を生じている地域を、都道府県や市町村の調査を基に、経済
産業大臣が指定している。
【制度改正の必要性】
平成26年2月の大雪被害の際は、国による地域指定が災害発生から2か月近くかかるなど、中小企業者の迅速な資金調達（売上げ
の減少に伴い必要となる当面の運転資金の調達等）に支障が生じている。
地域指定の権限を国から都道府県に移譲することにより、災害により影響を受けている中小企業者にとってより身近な行政機関であ
る都道府県が災害発生後、短期間で保証に必要な地域指定を行うことが可能となり、結果として中小企業者の喫緊の資金需要に迅
速に対応することができ、中小企業者の経営の安定につながるものと期待される。なお、地域指定に必要な調査は現在でも都道府
県等が行うこととなっており、地域指定の権限を都道府県知事に移譲しても、事務処理を含め支障が生じることはないと考える。

H26 581 03_医療・福祉 都道府県 長野県 厚生労働省 A　権限移譲 麻薬及び向精神薬取締法第２４条
第１０項、第１１項
同法施行規則第９条の２

麻薬小売業者間譲渡の許可
の都道府県知事への移譲

現在、麻薬小売業者間の医療用麻薬の譲渡は、厚生労働大臣
の許可となっているが、在宅医療推進の観点から小売業者間の
医療用麻薬の譲渡を促進させる必要があることから、当該許可権
限を都道府県知事に移譲する。

【現行制度】
麻薬及び向精神薬取締法第24条第11項により、麻薬小売業者は、麻薬処方せんを所持する者以外の者に麻薬を譲り渡す場合に
は、厚生労働大臣の許可を受けなければならないこととなっている。この許可の申請先は、厚生労働省（厚生局）である。
【制度改正の必要性】
許可申請を麻薬小売業免許の権限を有する知事へと移譲することで、申請先が一本化され、申請者にとって時間的・経済的な負
担が軽減される。
また、譲渡許可の取得が促進され、麻薬調剤業務の円滑化及び患者の利便性が向上する。
麻薬小売業者間の譲渡許可の前提となる麻薬小売業の免許は知事権限となっており、事務処理も含め、支障が生じることはない。
麻薬小売業者間の医療用麻薬の譲渡は、監視指導・麻薬対策課長通知等で許可要件も明確になっている上、全国的にも広がりを
見せており、譲渡許可を例外的な取扱いとする事案には当たらない。

[再掲]
４【厚生労働省】
（６）麻薬及び向精神薬取締法（昭28法14）
麻薬小売業者間での麻薬の譲渡しの許可に関する事務・権限（24条11項、施行
規則９条の２）については、都道府県に移譲する。

H26 582 04_雇用・労働 都道府県 山形県 厚生労働省 A　権限移譲 ○厚生労働省設置法第４条第１項
第54 号、第23 条、第24条
○職業安定法第５条第３号、第８
条、第17条、第18条
○厚生労働省組織規則　第792
条、第793条
○雇用保険法 第15条、第19条、第
20条、第21条、第24条、第25条、第
26条、第30条、第31条、第32条、第
33条、第37条、第37条の3、第37条
の4、第39条、第40条、第44条、第
47条、第51条、第52条、第53条、第
56条の3、第58条、第59条
○職業能力開発促進法第26条の7

ハローワーク業務の都道府
県への速やかな移譲

職業安定、労働保険、労働基準等の労働行政及び職業訓練
は、地域の雇用・就労ニーズに応じた一元的、総合的な対応が
可能な地方に移管することが適当であることから、以下の業務に
ついては、本県を含む「一体的取組」の成果を検証したうえで、
速やかに都道府県への移譲を行うこと。
（１）職業安定法に基づき公共職業安定所が行う無料職業紹介業
務
（２）雇用保険法に基づく雇用保険の適用・認定・給付等
（３）国以外の者が行う職業紹介事業、労働者の募集、労働者供
給事業及び労働者派遣事業の監督

【制度改正の必要性】安定的な雇用の確保は、本県経済の持続的発展にとって、最も重要な課題の一つであり、現在、職業紹介な
どを所管する政府と、職業訓練や人材育成を所管する県が連携して取り組んでいるところである。
しかしながら、これら雇用対策に関する政府と県の機能を一元化し、ワンストップサービスを提供する方が、事業の効果は飛躍的に
向上すると考えられる。
実際、本県では平成25年度から、労働局とともに、一部機能を一体的に実施する「トータル・ジョブサポート」を立ち上げ、大きな成
果を上げていることからも、早期の完全一体的な雇用施策の実施をすべきである。
また、本県の雇用情勢は、平成26年5月の有効求人倍率が1.26倍と回復基調にあるが、業種により求人・求職の偏りが生じている。
さらに正規雇用率や新卒者の就職率の向上、東日本大震災の避難者支援など、まだまだ対応しなければならない課題がある。これ
らの課題に対して、雇用対策を一体的に実施することが重要であり、地域の実情に精通し、産業施策を始めとする多様な関連施策
をきめ細かく、かつ柔軟に対応できる県において、一体的に実施する方が、より効率的であると考えるところである。
このことから、「事務・権限の移譲等に関する見直し方針について」では、「取組の成果と課題を検証し、その結果等を踏まえ、事務・
権限の移譲等について、引き続き検討・調整を進める」とされていることから、本県を含む地方の「一体的取組」の成果を検証したう
えで、速やかに移譲を行うべきである。
【閣議決定（H25.12）後の事情変更】【現行制度の支障事例】【懸念の解消策】　別添のとおり

［再掲］
４【厚生労働省】
（１）職業安定法（昭22法141）及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派
遣労働者の保護等に関する法律（昭60法88）
公共職業安定所（ハローワーク）が行う無料職業紹介事業、地方公共団体が行う
無料職業紹介事業の指導監督並びに国以外の者が行う職業紹介、労働者の募
集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の指導監督については、以下の方向
性により見直す。
（ⅰ）国と地方公共団体が同一施設内で国の無料職業紹介事業と地方公共団体
の業務を一体的に実施する取組（一体的実施）、「ハローワーク特区」の取組、ハ
ローワークの求人情報を地方公共団体にオンラインで提供する取組など、ハロー
ワークと地方公共団体との一層の連携強化の取組を通じ、地方公共団体と一体と
なった雇用対策をこれまで以上に推進する。
（ⅱ）以上の取組の成果と課題を検証し、その結果等を踏まえ、これらの事務・権
限の移譲等について、引き続き検討・調整を進める。その際には、ＩＬＯ第88号条
約との整合性、都道府県を越えた職業紹介の適切な実施、雇用対策における機
動性の担保、保険者の変更等雇用保険財政の根本に関わる議論等に留意す
る。
（ⅲ）地方公共団体が行う無料職業紹介事業について、民間とは明確に異なる公
的性格を持つものであり、国に準ずるものとして法律上位置付けるなどの措置を
講ずる。
（ⅳ）ハローワークの求職情報を地方公共団体に提供する取組を、平成27年度か
ら開始する。

H26 584 07_産業振興 都道府県 北海道 経済産業省 B　地方に対す
る規制緩和

計量法第107条第２号
計量法施行令第28条第１号

都道府県が行うＪＡ等に対す
る計量証明事業の登録に係
る規制緩和

計量法では、大気、水又は土壌中の物質の濃度について、分析
値を提供する場合、計量証明事業とされ、当該事業の実施に当
たっては、環境計量士を配置し、事業所ごとに都道府県知事の
登録を受けなければならない。ＪＡ等が行う土壌診断については、
当該計量証明事業に該当しないものとなるよう、関係政令に規定
を設けていただきたい。

【制度改正の経緯】
平成24年2月、全国計量行政会議において、農協等が行う土壌分析は、計量法に基づく計量証明事業に該当するとの見解が示さ
れ、農協等が計量証明事業の登録（環境計量士の配置義務）を行わなければ、農業者に分析値の提供ができなくなった。
【支障事例】
農業者は、土壌の分析値により自作地の状況を的確に把握し、作物ごとに自らが判断して施肥量を決定することで、環境への配慮
とコスト削減に努めている。このため、25年10月に、北海道と農業団体が開催した、土壌分析施設関係者を対象とした説明会では、
複数の農協から、「農協が行う土壌分析については、計量証明事業の適用除外とすべき」との意見が出されており、ＪＡ北海道中央
会の会議の場においても同様の意見が出ている。さらに、北海道では、クリーン農業（環境保全型農業）を推進しているが、分析値
の提供が困難となれば、安全・安心な食料の安定供給という、食料供給地域”北海道”が果たしてきた役割に大きな支障が生じる恐
れがある。
【制度改正の必要性】
ＪＡ等が行う土壌分析は、農業者が適正施肥を行うための営農指導の一環であり、また、分析値の使用も農業者が自己責任におい
て、自作地の施肥量を決定するという限定的なものである。さらに、簡易な測定に基づく、簡便な分析値であっても利用可能であり、
分析結果の評価についても、一定程度の幅が設けられているのが実態である。このため、計量法が求める厳格な分析値を担保する
必要がないものと考える。
【懸念の解消策】
計量法施行令第28条第１号「大気、水又は土壌中の物質の濃度」に、ただし書きとして、ＪＡ等が行う土壌分析を適用除外とするよう
規定すること。

H26 585 03_医療・福祉 都道府県 京都府・兵庫県・徳島
県

厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

地域保健法第１０条
地域保健法施行令第４条

保健所長の医師資格要件の
緩和

保健所長の医師資格要件及び医師以外の者を保健所長にする
場合の要件を、所内に医師が配置されている場合に廃止する。

【具体的な支障】
各都道府県においては、保健所長をはじめとした行政医師の確保に努めているところであるが、慢性的な不足が課題となっている。
保健所長の資格要件については、医師以外の者についても①公衆衛生の専門知識に関し医師と同等以上の知識を有する者、②5
年以上の実務従事経験、③養成訓練課程の受講を要件に認められているところであるが、上記の厳しい要件や、３ヶ月の養成課程
の義務づけ、２年以内（1回に限り更新可）という期間上限が設けられていることなどから、実際には導入が難しい状況である。
本府においても導入は難しく、保健所長の定年延長で対応するなど苦慮している。保健所内に医師がいる場合、保健所長が医師
でなくても公衆衛生行政に精通した職員であれば、緊急時の判断等を含め遂行可能であるため、さらなる規制緩和を提案する。
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H26 586 03_医療・福祉 都道府県 京都府・大阪府・兵庫
県・徳島県

厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

社会福祉法第７条 地方社会福祉審議会必置規
定の廃止

社会福祉法第7条の地方社会福祉審議会必置規定を廃止し、民
生、障害、児童福祉などの分野ごとの個別法に位置づけなお
す。

【支障事例】
社会福祉に関しては民生、障害、児童福祉、高齢者など個別分野ごとに重要な懸案事項が数多くあり、それぞれ社会福祉審議会
の専門分科会等の協議の場が存在している。
地方社会福祉審議会は法定必置となっているが、大括りの「社会福祉に関する事項」を幅広な見識を持つ委員が集まり協議する場
では、実質的な審議を行うのが難しい一方で、多くの委員を委嘱する必要があるため、事務が煩雑である。
【制度改正の効果】
実質的審議が形骸化している地方社会福祉審議会の必置規定を廃止し、個別法に位置づけなおすことで、地方社会福祉審議会
本体の運営事務（委員委嘱、開催等）の軽減につながるとともに、地方の実情や社会福祉分野の現状に即した運営が可能となる。

H26 588 03_医療・福祉 都道府県 京都府、兵庫県、和歌
山県、徳島県

厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

指定居宅サービスに要する費用の
額の算定に関する基準（平成12年
厚生省告示第19号）別表４の注１
平成24年度介護報酬改定に関する
Ｑ＆Ａ　vol.1 問48

訪問リハビリテーションサー
ビスの利便向上及び供給拡
大

介護報酬に係る訪問リハビリテーションの実施は、別の医療機関
からの情報提供に基づいて実施する場合、情報提供を受けた医
療機関の医師の診察があらためて必要となるが、都道府県の定
めた一定の基準を満たす医師からの情報提供である場合は、必
ずしも診察を必要とせず、提供された情報をもとに、リハビリテー
ションの指示を行うことができるものとする。

【支障事例】
訪問リハビリテーションを実施する場合に、別の医療機関の主治医の診察のほか、訪問リハビリテーション事業所内の医師によるリ
ハビリテーションの指示のため、あらためて診察が必要となっているが、重複した診察を行うことになり、患者及び医療従事者の負担
となっている。
【制度改正の効果】
本府の訪問リハビリテーション利用件数は増加しており、今後も高齢化に伴い需要の増加が見込まれるが、質の担保として、都道府
県が行う研修の参加等一定の基準を満たすことを条件に、当該主治医からの情報提供のみで訪問リハビリテーション事業所の医師
がリハビリテーションの指示を行えるようにすることができれば、患者の身体的・経済的負担を軽減できる上、医師の負担が軽減さ
れ、他の診療等に注力できる・患者の待ち時間が減る等、限られた医療資源の中で、効率的な供給体制を構築することができる。

H26 589 03_医療・福祉 都道府県 京都府、兵庫県 厚生労働省 A　権限移譲 麻薬及び向精神薬取締法第２４条
第１０項、第１１項
同法施行規則第９条の２

医療用麻薬に係る薬局間の
譲受・譲渡許可権限の都道
府県知事への移譲

医療用麻薬に係る薬局間の譲受・譲渡許可権限の都道府県知
事に移譲する

薬局の麻薬の譲渡許可は、麻薬及び向精神薬取締法施行規則第9条の2により、在庫量の不足のため調剤することができない場合
に限り認められており、特例的な許可を受けても自由に相互融通できず、許可期間も最長で１年とされているため、制度が十分に機
能していない。結果として在庫麻薬の使用期限が到来、不良在庫化し、廃棄に至る事例が数多く認められており、緩和医療薬学会
の調査によれば、保険薬局の不動在庫は１年間で推計約７５億円、廃棄金額は推計約７億円にも上るとされている。
また、本府薬剤師会からも、経済的負担の軽減や患者への迅速・円滑な流通や医療資源の有効活用のため、薬局間の麻薬譲受・
譲渡に係る規制緩和を求める声が強い。
都道府県の許可制のもと、在庫量の不足以外の緊急性がなくても通常から融通できるようになれば、不良在庫のリスクが減るため、
在宅緩和ケアに取り組む薬局が増え、患者の在宅療養環境が充実することが期待される。

[再掲]
４【厚生労働省】
（６）麻薬及び向精神薬取締法（昭28法14）
麻薬小売業者間での麻薬の譲渡しの許可に関する事務・権限（24条11項、施行
規則９条の２）については、都道府県に移譲する。

H26 591 03_医療・福祉 都道府県 京都府、兵庫県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

麻薬及び向精神薬取締法第２９条 医療用麻薬の廃棄にあたっ
ての行政職員の立会要件の
廃止

麻薬の廃棄の際に、都道府県の職員の立会いの下に行わなけれ
ばならないこととされている要件をなくし、事後届出のみでよいこと
とする

未使用麻薬は、予め届け出を行い、都道府県職員の立会いの下で廃棄しなければならないとされているが、在宅医療の進展によ
り、患者に投与される麻薬の数量や品目が急増する中、麻薬の廃棄処理に時間がかかり、医療機関や薬局（麻薬小売業）に勤務
する薬剤師への時間的、身体的な負担が大きく、本府薬剤師会からも、立会いの要件の撤廃を求める声が根強い。
医療用麻薬の流通を真に予防すべきであれば、紛失・盗難等のリスクにも一定対応すべきだが、これらの日常的な管理は薬局や医
療機関の自主的な管理にゆだねられており、一定の秩序が保たれていることから、廃棄のみ行政機関の立ち会いを求めるのは、整
合性に欠けると言える。
また、医療用麻薬と同様に幻覚・依存作用のあるシンナーは毒物劇物取締法の適用を受け、廃棄に立ち会いが必要ないのに医療
用麻薬のみ必要なのも整合性に欠けると言える。

H26 592 07_産業振興 都道府県 京都府、兵庫県、和歌
山県、徳島県

経済産業省 A　権限移譲 商工会議所法第84条
商工会議所法施行令第7条

商工会議所に係る経済産業
大臣の許認可権限の都道府
県への移譲

商工会議所法に基づく商工会議所に係る設立、解散等国に残っ
ている全ての権限を都道府県に移譲する

商工会議所については、多くの権限が都道府県に移譲されているが、地域の中小企業支援などの産業振興施策と密接な関わりを
もち、都道府県の実施する産業振興策と関連が深いことから、現在国に残されている設立・解散等の認可についても地方において
権限を有すべきであり、未だ国において権限を有する設立・解散等の認可についても移譲を求める。
なお、第４次一括法の成立に向けた整理の中で、本件について経済産業省からは「商工会議所は…国境を越えた事業への支援活
動を行っており、…国際的な信用を維持するために国が…指導・監督について一定の権限を保持」する必要があるとの回答がなさ
れているが、その事業実態から商工会議所の業務は地域の中小企業支援などの産業振興施策と密接な関連を持ち、都道府県の
施策との関連が深いことから、移譲を求めるもの。

［再掲］
４【経済産業省】
（２）商工会議所法（昭28法143）
商工会議所に係る設立の認可、定款変更の認可等の事務・権限については、関
係団体の意見及び地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図る
ための関係法律の整備に関する法律（平26法51）38条の施行状況等を踏まえつ
つ、実施主体の在り方について平成27年中に検討を行い、その結果に基づいて
必要な措置を講ずる。

H26 593 07_産業振興 都道府県 京都府、大阪府、鳥取
県

経済産業省 B　地方に対す
る規制緩和

企業立地の促進等による地域にお
ける産業集積の形成及び活性化に
関する法律第５条

企業立地促進法に基づく産
業集積の形成又は活性化に
関する基本的な計画に係る
国の同意協議の見直し

企業立地促進に関する権限について、同法第5条において都道
府県が作成することとされている産業集積に関する基本計画に係
る国の同意手続を廃止、簡素化する

計画を策定後、国の各関係省庁における同意の手続に相当の期間（3ヶ月程度）がかかっており、立地企業の産業活動をその間
待っていただくなどの支障が生じているところ。
なお、義務付け・枠付けの第４次見直しにおいて提出書類の簡素化が行われたが、本手続きにより地域の強みを活かしたスピード
感のある産業の発展を阻害することのないよう、国への事前届出とする等、手続期間を短縮することを求めるもの。
また、地方分権改革推進委員会第3次勧告においては、同意を要する協議が許容される場合として、「法制度上当然に、国の税
制・財政上の特性措置が講じられる計画を策定する場合」が示されているが、本法に基づく国税上の課税の特例、国から補助金
（人材育成に関するもの）は平成26年4月から廃止されていることから、国の関与を少なくすることを求めるものであり、国関係機関に
よる確認の機会は、事前届出により担保できると考えている。

［再掲］
６【経済産業省】
（10）企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関す
る法律（平19法40）
基本計画及びその変更に係る同意（５条１項及び６条１項）については、同意を得
るまでの時間の短縮を図るため、事前審査・事前協議を原則行わないこととすると
ともに、法定協議に当たっての留意事項を取りまとめ、地方公共団体に情報提供
を行う。
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H26 594 07_産業振興 都道府県 京都府、兵庫県 経済産業省 A　権限移譲 中小企業による地域産業資源を活
用した事業活動の促進に関する法
律 第4条、第6条、第7条、第13～
18条

小規模事業者等ＪＡＰＡＮブランド育
成・地域産業資源活用支援補助金
交付要綱

地域産業資源活用事業計画
の認定権限等の都道府県へ
の移譲

中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関
する法律に基づく計画認定権限を支援施策の財源とともに都道
府県へ移譲する

地域産業資源活用事業は、①都道府県が地域産業資源を指定、②国が事業計画を認定、③国が補助金等各種支援施策を実施
という事業スキームにより、中小企業による地域産業資源を使った商品開発等を支援することとなっているが、都道府県の行ってい
る中小企業支援と重複し、企業にとって窓口が二つある状態であり、企業が支援制度を選択する際、経済産業局と都道府県の施策
双方を検討しなければならないなど障害となっている。
中小企業のさらなる躍進を促すため、農林水産物、鉱工業品、観光資源等の地域資源の活用・結集・ブランド化を図るには、その
施策の内容を考慮し、地域の実情を把握している都道府県において実施すべきものであるため、②、③も含め、制度全体を都道府
県が実施するよう②③の権限および③の財源の移譲（基金化など）を求める。
本補助金は26年度は212件（うち京都府内企業8件）が採択されており、制度が変更されているものの、毎年同様の採択規模である
ことから、全国レベルの先端的なモデルと言うよりも地域の名産品を活かした新製品開発・販路開拓に向けた補助としての側面が強
いと言え、地域の企業や産業資源に詳しく、伴走支援が可能な都道府県が当該事業を包括的に担うことが望ましい。

［再掲］
４【経済産業省】
（15）中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律（平
19法39）
（ⅰ）地域産業資源活用事業計画の認定（６条１項）については、国と都道府県の
連携強化を図るため、都道府県に対し、事業実施主体から提出された地域産業
資源活用事業計画に係る情報提供を、原則として経済産業局に事前相談があっ
た段階で行うとともに、各経済産業局が設置している評価委員会に関係都道府県
が構成員として参画し、認定の判断に主体的に関与できることなどを、平成26年
度中に通知する。その上で、都道府県への権限移譲については、平成29年度ま
での法施行状況を検証し、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
（ⅱ）地域産業資源活用事業計画の認定事業者に対する補助（地域産業資源活
用支援事業）については、国と都道府県の連携強化を図るため、都道府県に対
し、支援要件等の公募に関する情報提供を行う。あわせて、都道府県が自ら支援
を行う案件を優先的に採択するなどの措置を講ずる。

H26 595 09_土木・建築 都道府県 京都府、徳島県 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

土地改良法第96条の４が準用する
同法第52条、第53条の４

市町村営ほ場整備事業にお
ける換地計画認可について

市町村営ほ場整備事業（区画整理）の手続きにおいて、換地計
画の府知事の認可を廃止し、事後報告とする

市町村営ほ場整備事業（区画整理）においては、事業主体である市町村が当該事業の事業計画を決定しており、事業計画策定
後、府は報告を受けるのみだが、当該事業地区内の換地計画は府知事の認可を要することとなっている。第2次一括法における土
地改良法改正により、換地計画の前提となる事業計画に対して都道府県知事の認可が廃止され、事後報告となったことから、土地
改良事業計画と一体のものである換地計画についても両計画の整合を図る観点で、都道府県知事の認可を廃止し、事後報告とす
ることを求める。

H26 596 02_農業・農地 都道府県 京都府 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

農地法第３条第２項第５号、農地法
施行規則第１７条第２項

遊休農地等の権利移動に係
る許可要件（下限面積要件）
の撤廃

遊休農地等の権利移動に関して、解除条件付き貸借により権利
を取得する場合（法人を除く）には、許可要件である下限面積に
ついては撤廃する。

【制度改正の内容】
農地の権利移動の許可を受けるためには、５０アール以上の権利移動であることが必要（下限面積要件）だが、市町村農業委員会
は、遊休農地等が相当数存在する区域において、新規就農を促進するために当該面積を引き下げることができる。そのような中、
喫緊の課題である耕作放棄地対策や空き家対策等を京都府全域で迅速に進めるため、遊休農地等に関し、個人が解除条件付き
貸借関係による権利取得をする場合に限り、下限面積の撤廃を求めるもの。（なお、「効率的かつ総合的な利用の確保に支障を及
ぼすおそれがないこと」を許可要件とする。）
【支障事例・提案の必要性】
京都府では、農山村地域の再生のため、耕作放棄地の未然予防、耕作放棄地及び空き家の利活用並びに新たな担い手づくりを
目指した条例の制定を検討しているが、農業研修等によりある程度の農業技術を習得した者が、農村で空き家と小規模農地をセッ
トで借り入れ、移住等を推進する施策を円滑に進めるためには、農地取得の制限中、下限面積がネックとなっている。
【農業経営基盤強化促進法との関係】
なお、農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画を定めた場合、賃貸借に関し下限面積制限が適用されないこととな
るが、賃貸借期間満了後返還される仕組みであり、借り主の立場が不安定なことから、許可又は解約の合意がない限り契約が解除
されない農地法第3条の許可を得て行う制度の緩和を求めるもの。

６　【農林水産省】
（５）農地法（昭27法229）
（ⅳ）農地等の権利移動の許可要件のうち下限面積要件（３条２項５号）について
は、農業委員会が地域の実情を踏まえ、市町村内で区域を区切り、任意の面積
を設定することができることを、地方公共団体に周知する。

H26 597 10_運輸・交通 都道府県 京都府、大阪府、徳島
県

国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

港湾法第2条第6項 港湾施設に係る国土交通大
臣の認定の廃止

港湾施設に係る国土交通省大臣の認定を廃止する 【制度改正の必要性・支障事例】
港湾区域及び臨港地区を外れて整備される港湾施設については、国において、港湾計画策定時又は補助採択時に建設が了承さ
れているため、国とも十分協議の上、整備建設されるものである。このため、改めて施設認定の手続きを行うことは、事務的にも二度
手間であり、廃止を求める。
平成26年5月30日付け事務連絡で、国土交通省から、施設認定に係る手続きの見直しについて、通知があったところではあるが、
当該見直しは、従来よりも早い段階で施設認定手続きを開始するというものであり、上述のように前段階で了承されているものにつ
いて、申請することは二度手間であることに変わりはなく、事務的な負担がある。
また、義務付け・枠付けの第4次見直しにより、標準処理期間は事前調整２月、申請後１月と設定されたが、その後の協議でも申請
から協議完了まで６月を要した事例があるなど、未だに協議に時間を要している。

H26 598 01_土地利用（農
地除く）

都道府県 京都府、徳島県 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

都市計画法第６条第１項 都市計画基礎調査の実施主
体及び実施時期の見直し

地域の実情に応じた都市計画に関する基礎調査の実施義務の
廃止

【制度改正の内容】
都道府県はおおむね5年ごとに都市計画に関する詳細な基礎調査を行うこととされているが、地域が主体的なまちづくりを進めるに
当たって必要となる調査であり、実施時期や主体を限定する必要はなく、地域の実情に応じて実施されるべきである。
【具体的な支障事例】
事業が展開されていない区域や土地利用・基盤整備状況に大きな変化がない区域では、新たに調査を行う必要性に乏しいが、現
行法に基づき5年をかけて全都市計画区域の調査を行っており、5年間で7,300万円程度の調査費を要しているため、「都道府県ま
たは市町村が、必要があると認めるとき」に実施する旨の規定に改めるよう求める。

H26 599 01_土地利用（農
地除く）

都道府県 京都府、大阪府、徳島
県、鳥取県

国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

都市計画法第１８条第３項 「都市計画区域の整備、開
発及び保全の方針」及び「区
域区分」に関する都市計画
決定に係る国の同意協議の
廃止

都道府県が決定する「都市計画区域の整備、開発及び保全の方
針」、及び「区域区分」の大臣同意の廃止

【制度改正の必要性】
都道府県が決定する「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」、及び「区域区分」は、一律に大臣同意が求められているが、
大臣同意に5～7ヶ月の期間を要し、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」や「区域区分」に即して作成される市町村都市
計画の策定や、計画に基づく整備事業に遅れを生じさせている。
【廃止を求める理由】
「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」は、具体的な都市施設、市街地開発等にかかる都市計画の上位計画であるため、
概括的な記述が多く、国の利害に具体的に重大な関係がある内容とは考えにくい。
また、「区域区分」に関しても、市街化調整区域の一部を市街化区域にする等の軽微な変更が大多数であり、国の利害に重大な関
係があるとは考えにくいため、これらの都市計画が必ずしも「国の利害に重大な関係がある都市計画」とはいえないことから、大臣同
意の廃止を求める。

〔再掲〕
６　【農林水産省】
（７）都市計画法（昭43法100）
国土交通大臣が区域区分（７条１項）に関する都市計画を定め、若しくはその決
定若しくは変更に同意しようとするとき、又は都道府県が区域区分に関する都市
計画を定めようとするとき（国土交通大臣の同意を要するときを除く。）における農
林水産大臣に対する協議（23条１項）については、市街化区域となる区域が農用
地区域（農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）（農振法）８条２項１号）と
重複する場合等に限ることとし、その対象範囲を見直す。
なお、上記の措置に伴い、農地法（昭27法229）、農振法等において所要の見直
しを行うこととする。
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H26 600 05_教育・文化 都道府県 京都府、兵庫県 文部科学省 A　権限移譲 高等学校等就学支援金の支給に
関する法律第４条、第６条、第８条
～第１１条、同施行規則第３条、第
４条、第８条～第１２条

高等学校等就学支援金制度
に係る認定等事務の都道府
県から指定都市・中核市へ
の権限移譲

都道府県が行う市町村立高等学校生徒の就学支援金の受給資
格認定事務や、同支援金の支給等について、財源も含め、各校
の設置者である指定都市・中核市への移譲を求める。

【支障事例】
　京都市立高等学校生徒に係る高等学校就学支援金の認定申請審査や支給決定、支援金の支給業務について、法律上、学校
設置者を通じて都道府県に対し申請等をすることとなっているため、学校設置者（京都市）と認定権者（京都府（教育委員会））とで、
所得制限基準該当性・加算支給基準の該当性の確認又は判定を行うなど、二重の審査となっている状況がある。
【制度改正の必要性】
　就学支援金は、授業料へ充当するものであるため、各高等学校等と学校設置者間で認定等の事務が完結することで十分足りると
考えるため、都道府県知事・都道府県教育委員会が行う就学支援金に係るすべての事務・権限を市町村に移譲するとともに、財源
も含めて、国から直接指定都市・中核市に交付される枠組みを提案する。なお、今回は、設置校・生徒数が多い指定都市・中核市
を対象に移譲を提案する。
　また、現在、都道府県における事務（所得確認事務等）については、学校設置者や外部団体等に委託可能であるが、都道府県に
より認定申請の問い合わせ窓口が異なる（Ａ県では都道府県教育委員会、Ｂ県では設置者である市町村等）のは、兄弟姉妹が異な
る都道府県の高等学校に通う保護者等にとってわかりにくいこと、また、毎年都道府県において委託契約の締結事務や、受託者へ
の就学支援金の支払い事務が発生し労力となることから、法改正により全国的に対応することを提案する。

５【文部科学省】
（３）高等学校等就学支援金の支給に関する法律（平22法18）
市町村が設置した高等学校等の生徒に係る高等学校等就学支援金の支給に関
する権限については、条例による事務処理特例制度（地方教育行政の組織及び
運営に関する法律（昭31法162）55条１項）を活用することにより、学校設置者であ
る市町村に移譲できることについて、事務処理要領において明確化し、地方公共
団体に通知する。

H26 601 01_土地利用（農
地除く）

中核市 函館市 国土交通省 A　権限移譲 都市計画法施行令（昭和４４年政令
第１５８号）第９条第２項第１号イ

一部が一般国道または都道
府県道になっている市町村
道にかかる都市計画決定権
限の市町村への移譲

都市計画法第十五条第一項では，広域の見地から決定すべき
都市施設等に関する都市計画は，都道府県が定めるよう規定さ
れている。さらに，都市計画法施行令第九条第二項では，この都
市施設等の中に一般国道と都道府県道（道路法第三条）を掲げ
ている。つまり，都市計画道路のうち，一部が一般国道または都
道府県道になっている市町村道において，一部を変更しようとす
る場合，市町村ではなく，都道府県にその決定の権限がある。そ
こで本提案では，この場合について，市町村が決定できるよう都
市計画法施行令の改正を求める。

【制度改正の必要性】
都市計画道路のうち，一部が一般国道または都道府県道になっている市町村道にかかる計画を変更する際には，都道府県が定め
た都市計画の変更を行うことになる。この場合，市町村の内部協議や都市計画審議会において議論が交わされた後，都道府県に
おける内部協議や都道府県都市計画審議会を経て，都市計画の変更が決定される。このため，都市計画の変更（事業の着手）ま
でに長期間を要する。市町村に権限が移譲されれば，各市町村設置の都市計画審議会を経ることによって都市計画の変更を決定
することができる。したがって，都市計画の変更までの期間（事業着手までの期間）を短縮できるほか，それぞれの地域の実情に速
やかに対応した変更が可能となる。（参考）都市計画変更に係る所要時間・・・北海道の場合は１１か月程度，函館市の場合は４か
月程度。
【事例】
交通事故防止のため市道部分の交差点を改良する都市計画道路の変更（縮小変更）をしようとしたが，当該都市計画道路におい
て縮小地点とは約３㎞離れた地点で道道を含んでいるため道決定となった。また，約５０年にわたって事業未着手であった都市計
画道路について，長期未着手都市計画道路の見直方針に基づき市道である都市計画道路の一部区間を廃止しようとしたが，当該
都市計画道路において廃止地点とは約２㎞離れた地点で国道及び道道を含んでいるため国同意を要する道決定となった。
【懸念に対する方策等】
権限移譲により市町村と都道府県の都市計画に不整合が生じるのではないかという懸念については，両者間では従来必ず情報交
換が図られ，必要な調整が行われてきたことから，防止できると考える。また，本提案は，平成２５年６月１４日閣議決定「経済財政運
営と改革の基本方針」の「地方は，インフラ機能の集約・減量化を反映するよう都市計画を見直す」という事項と関連していると考え
る。

５　【国土交通省】
（１）都市計画法（昭43法100）
（ⅰ）一般国道又は都道府県道と市町村道で構成される一の路線の都市計画道
路を変更する場合の決定主体については、都市計画の変更に際して合理的な対
応ができるよう、制度の運用実態や地方公共団体の意向を調査し、その結果等を
踏まえて運用方法を検討し、平成27年中に結論を得る。

H26 602 09_土木・建築 一般市 宮津市 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

建築基準法第48条第14号 自校分とあわせて他校分の
給食を作る場合（いわゆる親
子方式）の給食施設に係る
建築基準の緩和

用途地域内の建築物の制限を見直し、学校給食共同調理場を
住居地域においても建築できるようにする。

【制度改正の内容】
用途地域内の建築物の制限を見直し、自校分とあわせて他校分の給食を作る場合（いわゆる親子方式）の給食施設を住居地域
（第1種住居地域）においても、建築できるようにする。

【現行制度で対応困難な理由】
建築基準法第48条第14号の規定では、前各項のただし書きの規定による制限建築物の建築を許可する場合においては、利害関
係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ、建築審査会の同意を得なければならないとある。このような手続
きに関しては、時間がかなり必要となり、また、建築の許可もおりるとは限らないため、給食共同調理場の建築場所が決定できず、保
護者等への説明ができない。

【具体的な支障事例】
当市においては、小学校の敷地内に給食共同調理場の建築を検討しているが、その場所が第1種住居地域に指定されており支障
を来たしている。

〔再掲〕
６　【国土交通省】
（１）建築基準法（昭25法201）
（ⅵ）住居系の用途地域における自校分と併せて他校分の給食を作る場合の学
校給食共同調理場の建築については、特定行政庁が許可（48条１項から７項）を
するに当たって積極的な対応を行うことができるよう、先進的な事例に関して、地
方公共団体に情報提供を行う。

H26 603 03_医療・福祉 都道府県 長崎県、福岡県、熊本
県、大分県、宮崎県、
沖縄県

厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

セーフティネット支援対策等事業費
補助金交付要綱８、10等

セーフティネット支援対策等
補助金の早期交付決定

セーフティネット支援対策等補助金の早期交付決定 【支障事例】
セーフティネット支援対策等補助金は、自治体が地域の実情に応じ、生活保護受給者や低所得者、ホームレスといった地域社会の
支えを必要とする要援護者全般に一貫した施策を推進し、地域社会のセーフティネット機能の強化を図る目的の補助金である。し
かし、別添資料①にあるように、交付決定が遅い。
セーフテイネット補助金は、多くは、運営費や、人件費等に対して補助を行っているため、事前着手を行っているのが、現状であ
る。
しかし、社協などへの交付決定は、国からの交付決定を待って県の補助金交付を行っており、その間は、社協などに補助金を支払
えておらず、過大の負担になっている。（社協へ交付決定後、支払った額は、８９，４６８千円）
また、事前協議を年度当初に行っていることも、交付決定の遅延につながっていると思われる。
この補助金に関しては、他の補助金にある前年度のヒアリング等がないため、別添資料②にあるように、前年度から事前協議をして
いただき、年度当初の早期交付決定をお願いしたい。

６【厚生労働省】
（17）セーフティネット支援対策等事業
セーフティネット支援対策等事業費補助金について、平成27年度からの新制度
の詳細が固まり次第速やかに、年間協議スケジュールを、地方公共団体に周知
する。

H26 604 03_医療・福祉 都道府県 長崎県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

セーフティーネット支援対策等事業
実施要綱３の(3)のエ
安心生活基盤構築事業実施要領３

買い物弱者支援制度の充実 買い物弱者支援等を実施するための補助制度の条件緩和 【支障事例】
買い物支援にかかる補助制度として、セーフティネット補助金の安心生活創造推進事業の活用も考えられるが、モデル的な事業で
あることに加え、①抜け漏れのない実態把握事業、②生活課題検討・調整事業、③抜け漏れのない支援実施事業、④地域支援活
性化事業、⑤自主財源確保事業、⑥住民参加型まちづくり普及啓発事業の基本事業を全て行う必要があるため、過疎化が進行
し、財政的、体制的に脆弱な市町においては、ハードルが高く、活用できる状況にない。
そこで、必須６事業の減数又は選択事業にする等、市町が取り組みやすい補助制度にしていただくよう要望するもの。
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H26 605 03_医療・福祉 都道府県 長崎県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

H23.8.18日付区政労働省高齢者
支援課長他通知「指定居宅サービ
ス等の事業の人員、設備及び運営
に関する基準等の一部改正につい
て」

特別養護老人ホームにおい
て、利用者の意向に沿う居
室形態を利用者が選択でき
るよう一部ユニット型施設類
型を認めるような基準の改正

H23.8.18の厚生労働省高齢支援課長他の「指定居宅サービス等
の事業の人員、設備及び運営に関する基準等」の改正により関
係通知から削除された特別養護老人ホームの一部ユニット型の
施設類型にかかる事項について再度改正掲載し、当該施設にお
ける一部ユニット型の施設形態を認めること。

【支障事例】
H23.8.18の厚生労働省高齢支援課長他の「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等」の改正通知によ
り、一部ユニット型の施設類型が廃止され、ユニット型個室とそれ以外の居室形態で別々の施設として認可・指定を行なうこととなっ
たため、次のような支障等が生じている。
①施設全てをユニット化した場合、利用者の負担増による継続利用ができないことを危惧し、ユニット化が進展しない地域もある。こ
のため、地域の中で利用者が居室形態を選択できない状況にある。
②本県の特養1施設の平均定員は60床未満であり、一部ユニット型の施設を別々の施設として認可･指定した場合、いずれかが地
域密着型になり、当該施設においては、他市町からの利用ができず、広域型としての当初の目的が果たせない不合理が生じるととも
に、将来的な利用者の確保の問題が生じる懸念があることから、施設の中にはユニット型を従来型個室へ変更する施設が出ることも
懸念され、ユニット型を推進する国の施策に逆行することが危惧される。
③ユニット型とそれ以外(多床室等）を分け、認可・指定を行なったことにより、広域型を計画している県の老人福祉計画及び介護保
険事業支援計画と実態とに齟齬が生じている。
【制度改正の必要性】
このようなことから、利用者の意向に沿う居室形態を利用者が選択できる施設を整備するうえで、また、広域型の設置目的を充足す
るうえにおいても一部ユニット型施設類型を認める必要がある。
この改正を行なうことにより、H25.4.1施行の県条例（特養基準条例）においても一部ユニット型を認める条例に改正したい。

６【厚生労働省】
（12）介護保険法（平９法123）
（ⅲ）地域密着型サービス事業所及び地域密着型介護予防サービス事業所の指
定（42条の２第１項及び54条の２第１項）については、当該サービス事業所所在地
の市町村長の同意を得て（78条の２第４項４号及び115条の12第２項４号）、他の
市町村長が指定することで、当該他の市町村の被保険者もサービスを利用できる
こと、及び市町村長間の協議により事前の同意を得ることで、指定手続の簡素化
も可能である（78条の２第10項及び115条の12第７項）ことを、地方公共団体に改
めて周知する。

H26 606 03_医療・福祉 都道府県 長崎県・大分県・宮崎
県・沖縄県・山口県

厚生労働省 A　権限移譲 精神保健及び精神障害者福祉に
関する法律第２２条、２３条、２６条
の２、第２７条、第３４条

精神保健福祉法における一
般人の申請・警察官通報・精
神科病院管理者の届出から
指定医の診察等の事務の都
道府県から中核市、保健所
設置市への移譲

精神保健福祉法第２２条、２３条、２６条の２における一般人の申
請・警察官通報・精神科病院管理者の届出受理後の調査、診察
依頼、立会い、移送等に関する事務権限を都道府県から中核市
及び保健所設置市へ権限移譲する。

【支障事例】
精神保健福祉法第２２条、２３条、２６条の２の規定により、自傷他害の恐れがあると認められた精神障害者については、最寄りの保
健所長を経て、都道府県知事が申請・通報・届出を受理し、知事は調査の上、必要があると認めるときは、精神保健指定医の診察
を行っている。
また、診察の結果、今後も自傷他害の恐れがあると認められた時には、知事は国等の設置した精神科病院及び指定病院に移送
し、入院させることができることとなっている。
このように、現在、申請・通報・届出の受理のほか、その後の調査、診察依頼、立会い、移送等に関する業務についても、すべて都
道府県保健所において対応しているところであるが、県保健所から、保健所設置市までの管轄警察署までは１時間３０分程度を要
する移動距離があり、対象者に対し、早期の対応が出来ないなどの支障をきたしているところもある。また、保健所設置市の通報対
象者が、再通報になる事例も複数みられる状況にある。
【制度改正の必要性】
よって、日頃から対象者や家族の生活相談・支援を行っている機関は、身近な市保健所であることから、これらの業務を市保健所が
実施するように権限を委譲することで、入院の段階から、退院に向けた支援の対象として、退院後の再発防止や定期的な通院継続
までの一貫した支援策を計画することができるとともに、長期入院防止や患者の社会復帰に向けた早期の支援が可能となる。
【参考】
Ｈ２５年度の県内の全通報件数は１８９件、保健所設置市管轄県保健所通報件数　９８件、内保健所設置市管轄保健所件数　７３
件　約７５％を占める。

５【厚生労働省】
（３）精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭25法123）
診察及び保護の申請、警察官の通報及び精神科病院の管理者の届出等の受
理、届出等に基づき行われる指定医の診察、入院措置及び移送等を中心とした
措置入院に関する事務について、都道府県と保健所設置市又は特別区との調整
により、地域の実情に応じて条例による事務処理特例制度（地方自治法（昭22法
67）252条の17の２第１項）を活用できることを改めて周知する。その上で、条例に
よる事務処理特例制度に基づく保健所設置市及び特別区における事務処理の
状況等も踏まえつつ、保健所設置市及び特別区への移譲について検討を進め
る。

H26 607 11_その他 都道府県 長崎県、大分県、宮崎
県、沖縄県、山口県

農林水産省（水産
庁）

B　地方に対す
る規制緩和

漁船法施行規則第１４条第１項 漁船登録事務にかかる水産
庁報告の簡素化

都道府県が行っている漁船登録事務については、漁船法施行規
則第14条第1項に基づき毎月10日までに、前月に登録した総トン
数15トン以上の漁船原簿副本や登録、変更、抹消等の処理件数
を報告しているが、事務の簡素化のため、報告を年１回とするとと
もに漁船原簿副本の提出を廃止すること。

【支障事例】
本県には約２万４千隻の漁船が登録されており、本庁及び４地方機関で行っている漁船登録等にかかる事務処理件数は約１万３千
件（平成２５年度）にのぼることから、根拠法令を改正し、事務の簡素化をお願いしたい。
漁船登録件数等の報告については、漁船登録の実態把握のためと思われるが、例えば｢鯨類の捕獲・混獲・座礁等の実態調査」で
は鯨種毎捕獲、混獲、座礁等の頭数を年１回報告（水産庁長官通知）しており、漁船登録件数を月毎に報告しなくても、年１回報告
で問題ないと考える。また、漁船原簿副本の提出については、都道府県において適切に管理を行えば、水産庁への報告は不要と
考える。
【制度改正の必要性】
毎月の報告や漁船原簿副本の提出を廃止し、年１回の報告とすることで、事務の簡素化が図られるとともに、集計作業等を行う時期
を、他業務の状況に合わせて調整できることから、業務の効率化につながる。

６　【農林水産省】
（２）漁船法（昭25法178）
漁船の登録等の報告書の提出（施行規則14条１項）については、毎月から年１回
に変更するとともに、登録した総トン数15トン以上の動力漁船に係る漁船原簿の
副本の提出（同項）については、廃止する。

H26 608 09_土木・建築 都道府県 長崎県 農林水産省（水産
庁）

B　地方に対す
る規制緩和

平成21年3月27日20水港第2607号
水産庁長官
水産物供給基盤整備事業等実施
要領の運用について

水産基盤整備事業の実施要
領の改正による計画変更事
務の簡素化

「水産物供給基盤整備事業等実施要領の運用　第2の3（1）イ」に
おいては「２０％以上の増減がある場合には、国の承認が必要で
ある」となっているが、この２０％以上の増減を３０％以上の増に緩
和すること。

【支障事例】
水産基盤整備事業の事業基本計画において、「各計画種目ごとの計画数量の変更であって２０％以上の増減がある場合」は、国の
承認が必要となっているが、詳細設計の結果や地元調整、社会情勢の変化等により個別施設の計画延長に２０％以上の増減が生
じた場合、国の承認を待ってからの補助金申請となり、その手続きに早くても２～３ヶ月を要することから、工事の着手が遅れ、完了
も遅れることとなる。
平成２５年度は、計画変更申請を行ったものが６件あり、うち２件については、今回の緩和をすることにより計画変更申請が不要な案
件である。
①用地舗装面積が2,000㎡から1,300㎡へ変更になった箇所では、計画変更手続きに３ヶ月を要し、工事着手が次年度へずれ込ん
だ。
②防風フェンス延長が120ｍから95ｍになった箇所においても計画変更手続きが必要であった。
【制度改正の必要性】
計画変更申請・承認が必要となる要件を、「３０％以上の増」に緩和することにより、事務作業の軽減、工事の早期着手・早期完成が
図られることから、実施要領の運用の改正をお願いしたい。
なお、事業実施計画においては、事業費の変更に伴う計画変更の申請・承認が必要となるのは、「工事費目ごとの経費の増加額が
当該経費の額の100分の30に相当する額を超えるもの」となっており、これを参考に「３０％以上の増」とした。

６　【農林水産省】
（16）水産物供給基盤整備事業
事業基本計画の変更に係る水産庁長官の承認については、計画変更手続が円
滑に進むよう、承認申請に当たって特に留意すべき事項などに関して、地方公共
団体に改めて情報提供を行う。

H26 609 02_農業・農地 都道府県 長崎県 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

強い農業づくり交付金実施要綱別
表１のⅠのメニューの欄の４

強い農業づくり交付金事業
（国庫補助事業）の要件の明
確化

強い農業づくり交付金の「経営資源有効活用の推進」メニューに
おける、鉄骨ハウス補改修の補助対象基準を明確化し汎用性を
高めること。

【制度改正の必要性】
離農した農家や後継者不在の農家が有する経営資源を、既存農家の規模拡大や新規就農者への営農に有効に活用することが事
業の趣旨であり、実施要領には「既存の鉄骨（アルミ骨を含む。）ハウス（基礎を有するものに限る。）について、補修及び改修による
整備を行うことができるものとする」とあるが、農林水産省からは、補助対象である鉄骨ハウスの補修後の強度が、低コスト耐侯性ハ
ウス並みであること、との指導を受けている。
しかし、現場で活用が検討されるハウスは、強度が低コスト耐候性ハウスに満たないものがほとんどである。これらのハウスが補修・
改修の補助対象となれば、新規参入者等が就農する際、低コストでハウスを取得でき、経営安定支援策として活用しやすくなる。
よって、事業検討時の現場での混乱を防ぐためにも、鉄骨ハウスの強度基準を実施要領等において明確化し、現場で普及するタイ
プのハウスも事業対象とすべきである。
【支障事例】
長崎県内では、ほぼ全てのハウスについて、ソイルセメントによる基礎部強化の補強を行っている。しかし、現場で普及するタイプの
ハウスを補修し、低コスト耐候性ハウス程度の強度を有するためには、ハウス基礎の周辺を全て掘削し、ソイルセメントで固め戻す等
の必要があり、多額の事業費を要することになる。この場合、ハウスを新設で導入した方が、費用が安く済むことも考えられる。また、
台風シーズンを避けて作付けする等の理由により、低コスト耐候性ハウスの強度を必要としない品目（いちご等）の場合には、過分
の補改修となる。これらの理由により、本県における本事業の執行は、過去０件の状況である。



年
年度別
管理番

号
分野

提案団体の
属性

提案
団体

関係府省
提案
区分

根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 611 02_農業・農地 都道府県 長崎県 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

野菜生産出荷安定法施行令第１条 野菜生産出荷安定法施行令
の対象出荷期間の緩和

野菜生産出荷安定法施行令第1条で定められている出荷期間
を、地域の実情に合わせて設定できるようにすること。

【支障・制度改正の必要性】
野菜生産出荷安定事業において、野菜価格暴落時に価格差補填給付金を交付することにより、野菜農家経営を安定させ、再生産
を促し、消費者への安定供給を図っているところであるが、野菜生産出荷安定法施行令第1条で定められている出荷期間を、地域
の実情に合わせて設定できるようにすること。
（具体例）　春だいこん　4月1日～6月30日　→　3月1日～6月30日
春だいこんの集荷については、３月に全体比率の３割を占めており、比重が高いため、集荷期間の延長が必要である。

H26 612 09_土木・建築 都道府県 長崎県 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

農業競争力強化基盤整備事業実
施要綱、要領

農業競争力強化基盤整備事
業・農地整備事業・中山間地
域型にかかる採択要件の一
部（水田要件）撤廃

農林水産省の補助事業である「農業競争力強化基盤整備事業」
の中でも、農地の基盤整備を行う「農地整備事業」のメニューであ
る「中山間型」について、実施要件として「受益面積１０ｈａ以上」、
付加要件として「水田が５０％以上」となっている。
このうち「水田５０％以上」を撤廃する。

【支障事例】
農業競争力強化基盤整備事業の農地整備事業については、平成２６年２月の要綱改正により、従来の採択要件である「受益面積２
０ｈａ以上」を中山間地域に限っては「１０ｈａ以上」に緩和した「中山間地域型」が新たに創設されている。
長崎県の農地は大半が中山間地域で狭小農地も多いため、受益面積２０ｈａ以上を確保できない場合もあることから有効な要綱改
正だと考えているが、その対象地域には水田が５０％以上という制限がかかっており、畑地帯においては、従来どおり２０ｈａ以上と
なっている。
【制度改正の必要性】
長崎県では、「県民所得向上」を政策目標としており、農業に関する施策として、整備が遅れている畑地帯の区画整理を重点的に
推進することで農業所得の向上を図ることとしている。今回新たに創設された制度の有効活用のため、畑地帯においても中山間地
域型を適用できるよう、要件撤廃が必要。

６　【農林水産省】
（23）農業競争力強化基盤整備事業
　　農地整備事業のうち中山間地域型については、水田地帯を対象としたもので
あるため、水田の面積が50％以上の地域を対象としているが、これに満たない場
合においても、地区の状況を踏まえて判断することとしている旨を、地方公共団体
に周知する。

H26 613 01_土地利用（農
地除く）

都道府県 長崎県 農林水産省（林野
庁）

B　地方に対す
る規制緩和

森林法第３４条第２項 保安林内作業（土地の形質
の変更）許可の一部廃止

森林経営計画に基づいて整備される森林作業道については、保
安林内での土地の形質の変更に伴う行為であっても、保安林内
作業許可申請及び伐採届は不要とする。

【支障・制度改正の必要性】
森林法第３４条第２項に、「保安林においては、都道府県知事の許可を受けなければ、立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧
し、下草、落葉若しくは落枝を採取し、又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をしてはならな
い。」となっている。
近年、間伐材を搬出するための森林作業道の開設が多く、林業公社等の一部事業体の負担が多大なものになっている。
そこで、市町村長が審査・認定を行う、森林経営計画に記載された森林作業道等の整備については、保安林内作業（土地の形質
の変更）許可を不要とできないか。

H26 614 11_その他 都道府県 長崎県 総務省 B　地方に対す
る規制緩和

後進地域の開発に関する公共事業
に係る国の負担割合の特例に関す
る法律施行令第１条第１項ニ

後進地域の開発に関する公
共事業に係る国の負担割合
の特例の拡大

現在定められている後進地域の開発に関する公共事業に係る国
の負担割合の特例対象地の指定を無くす。

【支障事例】
後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例の適用地域は事業によって条件が付され、治山施設及び地すべり
防止施設の工事に際しては、一級河川または二級河川 の流域におけるものに係る補助事業のみが対象になっている。しかし、離
島半島を多く抱え海岸に面した集落の保全が大半を占める本県では、施工箇所によっては対象とならない事業が大半となるため、
その特例の対象を地域全体に広げることはできないか。本県では平成２４年度に９２箇所で治山事業を実施したが４６箇所が対象と
なったものの残りの半分に当たる４６箇所については対象外となった。対象外となった４６箇所の内訳は本土２箇所、半島１８箇所、
離島部２６箇所となっており、半島・離島部を多く抱える本県においては折角の特例措置も十分に行き渡っていない状況である。
【現況】
H24年度の事業実績は別紙のとおり。

H26 615 09_土木・建築 都道府県 長崎県 農林水産省（林野
庁）

B　地方に対す
る規制緩和

林野庁長官通達16林整治第２３１７
号

治山事業の採択要件の緩和 過疎化が進む離島地域における治山事業採択基準の緩和 【支障・制度改正の必要性】
現在治山事業の採択条件の一つに市街地集落の保護を目的とする場合、人家１０戸以上の要件となっている。しかし、離島におい
ては１０戸未満の集落が多く点在しており、森林の荒廃があっても現行採択基準の人家１０戸以上を満たさないところもある。
そこで、国の採択基準を１０戸以上から５戸以上・全体計画額及び年度計画額半減等の緩和出来ないか。
(例：現在離島地区では水源地域等保安林整備事業は事業対象地域の保安林面積が内地50haのところ25ha以上となっている。）具
体的事例としては過去２年間で採択基準が５戸以上１０戸未満の為国庫補助事業にのらず県単独で実施せざるを得なかった地区
は五島地区３箇所、対馬地区１箇所となる。また、県における予算措置の関係もあるが、規模によっては複数年にまたがる事業と
なっている。併せて、復旧治山事業においては全体計画額７０，０００千円以上となっており、もっと事業に取り組みやすくするために
１／２まで引き下げを希望する。

H26 617 06_環境・衛生 都道府県 長崎県 環境省 B　地方に対す
る規制緩和

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に
関する法律第44条

狩猟免許の有効期間の延長 現行の鳥獣保護法では、狩猟免許の有効期間は免許の種類に
関わらず一律基本３年とされている。狩猟免許の内、比較的安全
なわなと網の免許について、有効期間を６年に延長すること。

【支障・制度改正の必要性】
近年、野生鳥獣による農作物等への被害が増加する中、農作物と集落を守るため、有害鳥獣捕獲を目的に、農業者や地域住民自
らがわな免許を取り「捕獲隊」など捕獲組織を作り対策を行っており、毎年約３万頭のイノシシが捕獲されている。捕獲されるイノシシ
の約９６％が有害鳥獣捕獲によるもので、さらにその約９４％がわなによる捕獲である。
現在長崎県では、狩猟免許取得や捕獲技術向上への支援を実施し、新規の免許所持者を増やしているが、捕獲の実践不足や高
齢化等で免許を手放す者も多い状況である。
新規に免許を取得しても、３年間では捕獲技術が上達できない初心者や、高齢で引退する熟練者等は、更新手続きや経費負担が
必要となる３年に１回の更新をきっかけに免許を手放してしまう事例が多い。狩猟免許の更新時には、適性検査と併せ、法令や安全
対策等の講習が実施される。
近年の銃猟による狩猟事故に対し、比較的安全なわなと網の免許については有効期間を延長し、狩猟者の確保を図ることを提案し
ます。
なお、わな免許と銃猟免許の両方を所持する者が同時更新を可能とするために、５年ではなく６年とする。

［再掲］
６【環境省】
（５）鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平14法88）
狩猟免許の有効期間（44条２項）については、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に
関する法律の一部を改正する法律（平26法46）の施行状況を踏まえ、都道府県の
意見や安全確保に留意しつつ、狩猟者確保のための総合的な方策の一環とし
て、その在り方を検討し、必要な措置を講ずる。
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H26 618 02_農業・農地 都道府県 長崎県 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

強い農業づくり交付金実施要綱 強い農業づくり交付金の要
件緩和

強い農業づくり交付金における面積要件について、都道府県知
事が､地域の実情により必要と認めた場合にあっては要件を緩和
できることとする。

【支障事例】
強い農業づくり交付金においては、取組に係る品目毎に面積要件が設定されており、中山間地域等については要件緩和されてい
るものの、露地野菜、施設野菜等の大きな分類であるため、インゲンマメやスナップエンドウ等の労働集約的な品目においては取組
が困難となっている。
【制度改正の必要性】
離島や中山間地域等を多く有する長崎県の地理的条件に適した農業振興を図る上では、軽量高単価が期待できる労働集約的な
品目の推進が必要であることから、受益戸数や下限事業費と同様、面積要件についても、都道府県知事が地域の実情により必要と
認めた場合にあっては、要件を緩和できるよう規制緩和を行うことで、離島や中山間地域等における農業振興と活性化につなげる
ことができる。

H26 619 02_農業・農地 都道府県 長崎県 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

強い農業づくり交付金実施要綱 強い農業づくり交付金の要
件緩和

強い農業づくり交付金における
受益戸数要件の５戸については、都道府県知事が、地域の実情
により必要と認めた場合にあっては３戸とすることができるが、離
島に限り２戸まで緩和できることとする。

【支障事例】
強い農業づくり交付金の受益戸数要件の５戸については、都道府県知事が、地域の実情により必要と認めた場合にあっては３戸と
することができるが、離島においては担い手が限られており、受益戸数３戸の確保が困難となる場合がある
【制度改正の必要性】
離島に限っては受益戸数要件を２戸まで緩和することで、限られた意欲ある担い手の規模拡大等を促進し、離島における農業振興
を図ることができる。

H26 620 02_農業・農地 都道府県 長崎県 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

「農業用機械施設補助の整理合理
化について」（昭和57年4月5日付け
57予第401号農林水産事務次官依
命通知）等

「農業用機械施設補助の整
理合理化について」等の見
直し

補助対象とする範囲の基準を示している「農業用機械施設補助
の整理合理化について」等を見直し、都道府県が策定している特
定高性能農業機械導入計画に則した機械等については補助対
象とできるよう規制緩和を行う。

【支障・制度改正の必要性】
「農業用機械施設補助の整理合理化について」（昭和57年4月5日付け57予第401号農林水産事務次官依命通知）等において、補
助対象とする範囲の基準が示されているが、傾斜地が多く圃場面積が狭いといった長崎県の圃場条件や、葉菜類における半自動
移植機の方が適する等の品目毎の栽培特性によっては、基準に示された機械等の能力が適さない場合がある。
このため、地域の実情に合わせて都道府県が策定している特定高性能農業機械導入計画に則した機械等については、補助対象と
するよう規制緩和を行うことで、効果的な産地振興につながる。

６　【農林水産省】
（26）農業機械の導入に係る支援施策に関する事務
農業機械の導入に係る支援施策の検討に当たっては、地方の意見や地域のほ
場条件、品目ごとの栽培特性等を踏まえた上で、施策目的に照らし必要な措置に
ついて検討を進める。

H26 621 02_農業・農地 都道府県 長崎県 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

強い農業づくり交付金実施要綱 強い農業づくり交付金にお
ける農業用機械の補助対象
化

強い農業づくり交付金において、農業用機械を補助対象とする。 【支障事例】
中間管理機構等を活用した担い手への農地集積・規模拡大や加工・業務用野菜の推進等を図っていく上で、農業用機械の導入
は必須であるが、強い農業づくり交付金においては、平成22年度以降、共同利用機械整備が補助対象から除外されている。現在、
機械の導入が可能な国庫補助事業として、経営体育成支援事業や農山漁村活性化プロジェクト支援交付金等があるが、経営体育
成支援事業は事業規模や対象地域が限定されており、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金での機械の整備においては、最も
活用が想定される農業者が組織する団体等での取り組みができない。
【制度改正の必要性】
長崎県においては、今後、大規模経営を行う担い手の育成や加工・業務用野菜の推進等を図っていくこととしており、強い農業づく
り交付金において共同利用機械が補助対象となれば、取組が促進されると考える。

H26 622 09_土木・建築 都道府県 長崎県 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

かんがい排水事業便覧Ｐ３４２　第３
章質疑応答（６）
通達　昭和４８年２月８日構改Ｂ第１
９３号｢土地改良法の一部を改正す
る法律の運用について」
補助金等に係る予算の執行の適正
化に関する法律
第１７条、第１８条

かんがい排水事業で建設し
た農業用ダム用水の利用緩
和

かんがい排水事業で建設したダム用水は、土地に着目した利用
しか出来ないため、かんがい用水、防除用水、施設園芸用水以
外の利用は目的外使用となってしまう状況にある。このため、社
会情勢の変化による営農飲雑用水などへの要望にも対応できる
ように制度の規制緩和を行う。

【支障・制度改正の必要性】
農業用水確保のためにダムが建設できる事業は、かんがい排水事業と畑地帯総合整備事業の２つの事業があります。
しかしながら、かん排事業は土地に着目したかんがい用水に使用が限定されているのに対し、畑総事業では営農飲雑用水への使
用も事業目的となっております。これは、かん排事業を原点として土地改良法が施行され、中途、多様な農業経営に対応するため
に昭和４３年に畑総事業を創設しその後、水需要の社会的状況の変化を鑑み昭和４８年に土地改良法の改正を行い、かんがい排
水施設を畑総事業と同じように農業用用排水施設として改正されましたが土地に着目した観点は変更されずに防除用水や施設園
芸用水への利用が可能となっただけのもであります。
かんがい排水事業で建設したダムは、畑総事業で建設したダムと同じように農業用水を確保するためのダムでありながら畜産用水
などの営農飲雑用水への使用が取り組めない事業制度になっており、ダム建設後の農村地域の過疎化や高齢化などによる耕作放
棄地の増大など社会情勢の変化に伴う、かんがい用水の余剰も考えられるなか高額なインフレ整備を行った農業用ダムの有効な利
活用とともに水使用料による土地改良区による維持管理費などの経費軽減、農業の競争力強化に資するための畜産用水などの営
農飲雑用水について取り込めるような制度緩和が必要と考えられます。

６　【農林水産省】
（22）農業生産基盤整備事業（かんがい排水事業）
かんがい排水事業で整備した農業用ダムの貯水の使用については、営農飲雑用
水など補助対象財産の本来の目的の外であっても、地域活性化に資する目的で
の使用であって、地方公共団体等に収益が生じない限り、補助金の返還を伴わな
いことを、地方公共団体に通知する。

H26 623 09_土木・建築 都道府県 長崎県 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

「農業競争力強化基盤整備事業水
利施設整備事業（排水対策特別
型）」
「農山漁村地域整備交付金水利施
設整備事業（排水対策特別型）」
同上要綱・要領

水利施設整備事業（排水対
策特別型）の要件緩和

事業実施に際して、受益面積２０ｈａ以上で末端支配面積５ｈａ以
上が採択要件であるが末端支配面積区域については特例の場
合を除き排水対策整備が出来ない。農地を汎用化し高度利用を
図るためには暗渠排水などが出来るように末端支配面積区域で
の整備について要件緩和を行う。

【制度改正の必要性】
排水対策特別事業は、水田を対象として転作作物を取り入れた収益性の高い水田農業を確立するために創設された事業でありま
すが、現行制度においては受益農地のうち基幹排水路に接続されてる末端支配面積区域については排水路整備ができない制度
になっております。
水田フル活用の農業施策が始まった現在、水田は畑と同等の乾田化が求められており、常時地下水位の強制低下が必要不可欠
であります。そのためには全ての受益地に排水路を整備することが求められており、同じ事業受益者でありながら隣接して排水路が
整備された農地と整備されていない農地がある結果となってしまいます。
排水対策事業により基幹排水施設を整備し、二次整備として末端支配面積区域の排水路などは別途事業で実施することと理解し
ておりますが、干拓地などの低平地にある水田地帯においては排水路整備が主工事となることから制度内容の見直しを行ったほう
が施策ともマッチするのはないかと考えます。
事業制度上、受益地内であっても末端支配面積と重複しない区間までしか排水対策（排水路）整備が出来ないが、農地の汎用化を
促進するには末端支配面積区域についても地下水位を下げるために暗渠排水などの計画が必要であり、そのためには排水路整
備が必要不可欠と考えられます。
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H26 625 01_土地利用（農
地除く）

都道府県 長崎県 農林水産省（林野
庁）

B　地方に対す
る規制緩和

森林・林業再生基盤づくり交付金実
施要綱第２の２

国補助事業における事業主
体要件を林業者２戸以上に
緩和すること

国補助事業（森林・林業再生基盤づくり交付金等）における特用
林産振興施設等の整備を行う際、その事業主体が林業者等で組
織する場合、５戸以上が要件となっているが、離島においてはこ
れを２戸以上に要件を緩和する

【支障事例】
本県では、高齢化とともに若年労働者の流出が続き、人口減少が加速しており、特に離島において顕著である。
さらには、全国的なしいたけ需要や価格低迷の影響も相まって、県内主産地対馬では基幹産業としての存続が厳しい状況に置か
れている。
これらを背景として、県では労働軽減や商品の高品質化を目的に、人工ホダ場や乾燥機、散水施設などの導入支援を行っている
が、林業者等が組織する団体が事業を行う場合、５戸以上が要件となっており、事業を進める上で大きな障壁になっている。
【制度改正の必要性】
このため、要件を緩和することにより、一定規模の生産団地化を進め、足腰の強いしいたけ生産を目指したい。
平成１８年から２５年までの８年間で１３の団体が新規事業体が参入していることから、２戸以上に規制緩和することで、２～３倍の参
入が見込める。
【参考】
平成１８年から２５年までの８年間で、市開催の説明会で参画の意向を示したものの、５戸以上の要件に満たず断念した生産者数
は、年平均１０名～２０名いた。

H26 627 02_農業・農地 都道府県 長崎県 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

耕作放棄地再生利用緊急対策実
施要綱

耕作放棄地再生利用緊急対
策交付金における簡易な基
盤整備の緩和

耕作放棄地再生利用緊急対策交付金について、耕作放棄地に
隣接する森林、原野等についても一体的に整備できるよう制度の
緩和を行うこと。

【支障事例】
本県では、生産基盤整備と農地の集積により、経営力の強化に取組んでいるところであり、耕作放棄地の活用による規模拡大の場
合は、耕作放棄地再生利用緊急対策交付金を有効に活用しているところである。
しかし、離島や半島、中山間地域においては、一筆あたりの面積が小さいため、耕作放棄地と隣接地を一体的に再生し、農地として
利用することが有効と考えられるが、隣接地が原野等農地以外の地目となっているケースも多く、一体的な解消に取り組めない状況
にある。
【制度改正の必要性】
小面積の耕作放棄地の解消を加速させるためにも、耕作放棄地を含む複数筆を一体に整備する場合においては、原野等につい
ても当該交付金の支援対象していただくよう、要件緩和を要望する。

H26 628 08_消防・防災・
安全

都道府県 長崎県 防衛省、内閣府、
総務省（消防庁）

A　権限移譲 自衛隊法第83条第１項
災害対策基本法第６８条の２

自衛隊に対する災害派遣の
要請手続きの都道府県知事
から市町村長への権限移譲

自衛隊への災害派遣の要請手続きを、都道府県知事から直接市
町村長まで拡大する権限移譲

【支障・制度改正の必要性】
現状では、自衛隊法第８３条第1条により、災害発生後、人命・財産の保護のために必要がある場合、市町村長が都道府県知事に
依頼し、自衛隊への災害派遣要請をすることが原則となっている。
しかしながら、市町村合併も進展し、区域が広域化するとともに、災害の種類の多様化、大型化している中で、より迅速に効率的に
対応するためには、市町村長の権限として、直接災害派遣要請ができることが求められると考える。
台風や大雨などの風水害はある程度の予測・準備の対応は可能であるが、地震や大規模な事故などの対応は特に緊急性を要す
るので、避難勧告、避難指示の権限を有する市町村長の判断のバックボーンとなるものと考える。
市町村長へ権限を拡大しても、同時に都道府県知事への通知や報告を行うことで、都道府県の応援や協力体制も可能になるものと
考える。

H26 629 08_消防・防災・
安全

都道府県 長崎県 総務省（消防庁） B　地方に対す
る規制緩和

消防組織法第44条第１項、第2項 緊急消防援助隊の要請方法
の見直し

緊急消防援助隊の要請について、被災地の市町村長がいかなる
場合でも都道府県知事を経由せず、直接消防庁長官へ応援要
請することができるよう規制緩和を行う

【支障・制度改正の必要性】
緊急消防援助隊は、大規模災害で都道府県内での対応が困難な場合、県域を超えた消防の応援体制であり、原則としては消防組
織法第44条第１項により、緊急消防援助隊を要請する場合は、都道府県知事を通じ、消防庁長官へ応援要請をすることとなってい
る。なお、緊急消防援助隊運用要綱第６条第２項で都道府県知事と連絡を取ることができない場合には、直接消防庁長官に対して
要請するものとする、とされている。
しかしながら、緊急消防援助隊の応援要請は、県内での広域応援体制では消防活動が対応できない大規模な緊急性のある活動
要請であり、消防管理者は市町村長であることからも、都道府県知事を経由せずに直接消防庁長官へ要請を出すことが効果的効
率的である。
なお、市町村長から直接消防庁長官へ派遣要請した状況を都道府県知事へ通知・報告することにより、都道府県の応援体制も可
能となるものと考える。

６【総務省】
（２）消防組織法（昭22法226）
緊急消防援助隊の応援等に係る市町村長、都道府県知事及び消防庁長官の間
における情報提供について、消防の応援等に関する要綱等において明確化する
方向で検討し、平成26年度中に結論を得る。

H26 630 05_教育・文化 都道府県 長崎県 文部科学省（文化
庁）

対象外 文化財保護法第43条 歴史的建造物の活用におけ
る文化財保護法の規制の一
部緩和（重文施設）

地方公共団体が所管する重要文化財等の活用にあたって、当該
文化財の保存や価値に影響を及ぼさない範囲で、一時的に現状
を変更するが、容易に原状に復することが可能行為については、
文化財保護法第４３条による文化庁長官の許可を要しないものと
する。

＜提案の詳細は別紙のとおり＞
重要文化財については、文化財保護法第４３条によって、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするとき
は、文化庁長官の許可を受けなければならないこととなっている。
【支障事例】
現在、重要文化財である長崎市の旧香港上海銀行長崎支店記念館（長崎市所有。以下「記念館」という。）内に設置している「長崎
近代交流史と孫文・梅屋庄吉ミュージアム」（長崎県と長崎市で共同設置。以下「ミュージアム」という。）の展示等について、文化庁
との事前協議において困難との判断が示される場合が多い。
【制度改正の必要性】
記念館の利活用と保存の調和を図りながらミュージアムの展示内容を充実させ、これを広く広報することは、誘客効果が高く、重要
文化財の価値そのものを広く知っていただくことにも繋がると考えられるので、記念館の保存に影響を及ぼさない範囲での展示や外
壁の掲示等を積極的に行うことは、文化財行政の観点からも必要な取組と考えている。
【改正の内容】
文部科学省令で定める「維持の措置の範囲」の拡大と、保存に及ぼす影響が軽微な行為の範囲拡大を提案する。

H26 631 05_教育・文化 都道府県 長崎県 文部科学省（文化
庁）

B　地方に対す
る規制緩和

文化芸術振興費補助金（地域発・
文化芸術創造発信イニシアチブ）
交付要綱

文化芸術振興費補助金（地
域発・文化芸術創造発信イ
ニシアチブ）の採択時期の変
更

文化芸術振興費補助金（地域発・文化芸術創造発信イニシアチ
ブ）の採択時期を前年の12月までに変更

【支障・制度改正の必要性】
文化芸術振興費補助金（地域発・文化芸術創造発信イニシアチブ）について、「ながさき音楽祭」事業を平成２６年度募集案内に基
づき平成２５年１２月に申請したが、平成２６年３月に不採択の通知があった。
「ながさき音楽祭」は平成２４年度に３年間継続する事業として申請しており、平成２６年度はその３年目にあたる申請であった。各関
係団体を通じて事業実施を計画していたが、不採択になったことにより大幅に計画を修正せざるを得なかった。
平成２６年度の申請についてはこの事業に限らず、全国で１９４件中７９件が不採択となっている。この補助金がつくことが前提で予
算を組んでいる自治体も多いと思われるところであり、採択される可能性が低いことが前提の補助金であるのであれば、各地方自治
体の予算要求の変更が可能な時期（少なくとも前年１2月まで）に採択の成否が示されるようなスケジュールに変更していただきた
い。
また、採択された場合においても、採択後、補助対象事業にかかる出演者や関係者などと十分な調整を図る必要があるため、可能
な限り早期の採択が望ましい。

６【文部科学省】
（８）文化芸術振興費補助金
地域発・文化芸術創造発信イニシアチブ（平成27年度以降は、文化芸術による地
域活性化・国際発信推進事業）については、地方公共団体の予算措置の時期に
配慮して従前よりも早期に採択できるよう、平成28年度分以降の募集手続につい
て、募集開始から採択までのスケジュールを見直す。
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【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 632 11_その他 都道府県 長崎県 内閣府 B　地方に対す
る規制緩和

特定非営利活動促進法第５９条第
２号

ＮＰＯ法人仮認定申請に係
る設立後経過年数の延長

特定非営利活動促進法において、仮認定特定非営利活動法人
の申請ができる法人は設立から５年を超えない法人に限定されて
いる。平成27年３月31日までに申請する場合は経過措置により、
５年を経過した法人も可とされているが、今後とも設立後５年を越
える法人も仮認定申請ができるよう法改正を求める。

【支障・制度改正の必要性】
認定特定非営利活動法人になるためには、収入金額に占める寄附金の割合が20％を超えること、又は年3,000円以上の寄附者の
数が年平均100人以上といった「PST基準」を満たす必要があるため、この基準が要件となっていない仮認定特定非営利活動法人
制度は、今後、幅広く人々の寄附をはじめとした支持を集め活動を充実していこうとする特定非営利活動法人にとっては、重要な支
援制度となっている。仮認定申請は、特定非営利活動促進法第59条第２号の規定により、設立の日から５年を経過しない法人に限
られているが、現在は、平成27年３月31日までの経過措置により５年を超える法人も申請が可能となっている。特定非営利活動法人
の支援充実のため、５年を経過しても、仮認定特定非営利活動法人制度を利用できるよう法改正を求めたい。
仮認定申請及び相談のある法人は、ほとんどが設立後５年を超えている。仮認定申請であっても、基準を満たす運営に到達するま
ではある程度の活動期間が必要であり、設立後５年を超える法人のニーズは高いと考える。
＜本県の状況＞
仮認定特定非営利活動法人　３団体　仮認定の時期　設立後７年経過１法人　８年経過１法人　10年経過１法人
現在仮認定の相談があっている法人　５法人　うち設立後５年を経過している法人　４法人

H26 633 06_環境・衛生 都道府県 長崎県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

食品衛生法第11条、第48条、第52
条
食品衛生法施行令第13条、第35条
第34号
平成19年3月30日食安発第
0330001号「食品、添加物等の規格
基準の一部を改正する件につい
て」

規格基準が定められた添加
物からの、粗製海水塩化マ
グネシウム(にがり)の除外

都道府県知事が許可する添加物製造業に関して、平成１９年３月
３０日付け国の通知により規格基準が定められた、６３の添加物か
ら、粗製海水塩化マグネシウム(にがり)を除外すること。

【支障・制度改正の必要性】
粗製海水塩化マグネシウム(にがり)を含む６３の添加物については、「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について」平
成１９年３月３０日付け厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知により、新たに規格基準(食品衛生法第11条第１項)が定められ
た。
これにより、粗製海水塩化マグネシウムの製造については、都道府県知事が行う添加物製造業の営業許可と食品衛生管理者の設
置が義務付けされ、平成２０年４月１日より施行されることとなったが、粗製海水塩化マグネシウムの営業許可等に係る経過措置期
間が設けられており、現在も従前の例（営業許可及び専任の食品衛生管理者の設置が不要）によることができるとされている。
しかしながら、その経過期間が終了した場合、添加物製造業の営業許可と食品衛生管理者の設置義務が発生するが、「食品衛生
管理者」は、医師、歯科医師、薬剤師、獣医師の資格を有する者、畜産学、水産学、農芸化学の過程を修了したもの、食品衛生管
理者養成施設で所定の過程を修了したもの、食品衛生管理者養成講習会の課程を修了したもの等の要件がある。
県内の粗製海水塩化マグネシウム製造業者は、経営者を含め従業員に要件を満たしているものは少なく、零細事業者が多数であ
り、要件を満たすためには、多額の費用と期間を要するため、廃業せざるを得ない事業者が多数生じることが予想される。
【参考】
粗製海水塩化マグネシウム（にがり）とは、海水から食塩を製造する際に副産物として発生するもので、事業者はこれまで豆腐凝固
剤や調味料として販売し、広く利活用されている。

H26 634 07_産業振興 都道府県 長崎県 経済産業省 B　地方に対す
る規制緩和

計量法施行令第２５条
基準器検査規則第５条第１項第３
号

計量法で定める基準器検査
に係る規制緩和

全量25Lを超える液体メーター用基準タンク（燃料油メーターの
検査を行うもの）の基準器検査を都道府県が行えるよう規制緩和
すること

【支障事例】
計量器の検定等を行う計量器の検査（基準器検査）については、計量法施行令第２５条第１項及び基準器検査規則第５条第１項第
３号により都道府県が検査を行うものが定められている。
県の計量検定所が所持する全量２５Ｌを超える燃料油メーターの検査に使用する液体メーター用基準タンク（５０L、２００Ｌ）は、県が
検査を行うことはできず、茨城県に所在する（独）産業技術総合研究所にて基準器検査を受検する必要がある。また、検査は、計量
法第１０４条により、５年に１回受けることとされている。
基準器検査の受検にあたっては、基準器運搬に多額の費用がかかり、検査期間も１～２ヶ月を要し、検査に職員の同行が必要なこ
とから大きな負担となっている。
【制度改正の必要性】
都道府県が基準器検査を行えるようにすることで、運搬費用や時間を軽減することができることから、基準器検査規則第５条第１項
第３号について、「全量が２５Ｌ以下の」要件を削除することを提案する。
なお、県では、液体メーター用基準タンクの他に、法１０４条に基づき定期的に検査を受けている基準器（１０Ｌ、５L、その他の基準
フラスコ）を所持しており、この基準器を活用することにより、適切な基準器（液体メーター用タンク）検査を実施することが可能であ
る。

H26 635 06_環境・衛生 都道府県 長崎県 環境省 B　地方に対す
る規制緩和

浄化槽法第48条 浄化槽保守点検業の登録制
度の合理化

浄化槽法に基づく浄化槽保守点検業登録の範囲について、営業
範囲が保健所設置市とそれ以外の市町村にまたがる場合は、都
道府県又は保健所設置市のどちらか一方のみで可能とする規制
緩和を行う。

【支障事例】
現在、浄化槽保守点検業の登録は、浄化槽法に基づき、都道府県及び保健所設置市（又は特別区）において行われている。
そのため、営業範囲が保健所設置市とそれ以外の市町村にまたがる事業者においては、都道府県及び保健所設置市の両方にお
いて登録が必要である。
長崎県にて登録している保守点検業者173者のうち、保健所設置市（長崎市及び佐世保市）において重複登録している事業者は31
業者となっている（平成26年6月末現在）。
【制度改正の必要性】
ついては、事業者の行政手続きを緩和する観点から、都道府県及び保健所設置市のどちらか一方において浄化槽保守点検業登
録を行うことで、県内一円で希望する営業範囲での営業を可能とするよう、法改正をお願いしたい。

６【環境省】
（４）浄化槽法（昭58法43）
浄化槽保守点検業の登録（48条１項）について、都道府県と保健所設置市又は
特別区が協議の上で、地域の実情に応じて、生活環境の保全及び公衆衛生の向
上に寄与するという法の目的に照らして適正な登録制度を設けることができること
を、地方公共団体に周知する。

H26 636 03_医療・福祉 都道府県 長崎県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

麻薬及び向精神薬取締法第５条 麻薬取扱者の免許の期限延
長

麻薬取扱者の免許の有効期間について、免許の日の属する年の
翌年の１２月３１日までとなっている規定を、５年後の１２月３１日ま
でとすること。(最長６年の有効期間とする。)

【支障・制度改正の必要性】
麻薬免許証の最長有効期間は、麻薬及び向精神薬取締法第５条に基づき、最長２年間（免許の日からその日の属する年の翌年の
１２月３１日まで）となっている。
免許については、本県で年間１５００～２０００件程度の申請があるが、その大半の申請が１２月に集中するため、その事務処理に苦
慮している。
免許の期限が延長されれば、免許申請が分散することにより、事務処理が円滑に進行すると考えられる。

６【厚生労働省】
（６）麻薬及び向精神薬取締法（昭28法14）
（ⅰ）麻薬取扱者の免許（５条）については、有効期間を最長２年から最長３年に
延長する。

H26 637 03_医療・福祉 都道府県 長崎県 厚生労働省 A　権限移譲 介護保険法第115条の32、115条の
33、115条の34

業務管理体制の整備等に係
る事務権限の中核市への移
譲

介護保険法第115条の32（業務管理体制の整備等）、115条の33
（報告等）及び115条の34（勧告、命令等）に係る都道府県の権限
を中核市に移譲する。

【制度改正の必要性】
「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律（平成23年法律第72号）」の施行に伴い、大都市特例の
創設により、平成24年4月1日にそれまで都道府県が処理していた指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介
護老人福祉施設、介護老人保健施設及び指定介護予防サービス事業者の指定等、報告命令、立入検査等の権限が中核市へ移
譲され、併せて、条例制定の権限も中核市へ移譲されたが、介護保険法第115の32、同条の33及び同条34の業務管理体制に係る
事務は、いまだ都道府県の権限となっている。
業務管理体制は、介護サービス事業者に適切なサービス提供だけでなく、法令等の自主的な遵守を求めて不正事案の再発を防
ぎ、介護事業運営をさらに適正なものとするため、法人に対して法令遵守等の業務管理体制の整備・届出を義務づけたものです。
現行では、個別の介護サービス事業所の指導・監督は中核市（長崎市）が行い、その法人の指導等（地域密着型サービスのみを行
う法人は除く）は長崎県が行っている。指導・監督を一体的に一貫して行う上からも、権限を中核市に移譲すべきと考える。



年
年度別
管理番

号
分野

提案団体の
属性

提案
団体

関係府省
提案
区分

根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 638 07_産業振興 都道府県 長崎県 経済産業省 A　権限移譲 商店街の活性化のための地域住民
の需要に応じた事業活動の促進に
関する法律第4条、第11条

地域商店街活性化法に基づ
く商店街活性化事業計画の
認定事務の権限委譲

地域商店街活性化法に基づき商店街振興組合等が作成する商
店街活性化事業計画の認定権限を都道府県に移譲する。

【制度改正の必要性】
地域商店街活性化法第４条において、商店街活性化事業を行おうとする商店街振興組合等は、作成した商店街活性化事業計画
について経済産業大臣の認定を受けることができることとされている。
同法第１１条により、国は商店街活性化事業の促進を図るため必要な支援を行うこととしており、国においては地域商店街への補助
事業を各種実施しており、上記の計画認定を受けた事業には補助率の嵩上げも行っている。
申請については、申請者（商店街）が直接国（経済産業局）へ計画書等を提出し両者で内容を調整するため、県には、計画の最終
案について意見照会がされるのみである。
商店街活性化に関する事務は地域の実情に応じた視点が必要であり、都道府県において認定事務を行うことにより、市町村や都
道府県が実施する事業と横断的な連携を図るなど、計画実施の支援を進めることができ、商店街の活性化を図ることが可能となる。

［再掲］
４【経済産業省】
（19）商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関す
る法律（平21法80）
（ⅰ）商店街活性化事業計画の認定（４条１項）及び商店街活性化支援事業計画
の認定（６条１項）については、国と都道府県の連携強化を図るため、都道府県に
対し、事業実施主体から提出された当該計画に係る情報提供を、原則として経済
産業局に事前相談があった段階で行うとともに、意見聴取を行う。
（ⅱ）商店街活性化に対する補助（地域商業自立促進事業）については、国と都
道府県の連携強化を図るため、都道府県に対し、支援要件等の公募に関する情
報提供を行う。あわせて、事業への地方公共団体による関与の強い案件を優先
的に採択するなどの措置を講ずる。

H26 640 06_環境・衛生 都道府県 長崎県 環境省 B　地方に対す
る規制緩和

廃棄物の処理及び清掃に関する法
律第14条
廃棄物の処理及び清掃に関する法
律施行令第6条

産業廃棄物処理に係る規制
緩和

FRP漁船を廃船処理するにあたり、地元造船所や漁協が漁船を
解体・運搬する場合、産業廃棄物の処理に係る許可を例外的に
不要とすること

【支障・制度改正の必要性】
長崎県内のFRP漁船は老朽化が進んでおり、漁業者の高齢化や廃業に伴い、今後廃船処理が増加するとみられるが、漁船の多い
離島等では、大村市にあるFRP船リサイクル処理場をはじめ島外の産廃処分場に搬出する必要があるものの、産業廃棄物処理の
許可を持った事業者が少なく、処分経費も高いため、一部では漁船登録抹消後に不法に放置されている事例もみられる。
FRP漁船の廃船処理について、地元造船所や漁協が漁業者から持ち込まれた船を解体・集積し、まとめて島外処分場への搬出が
できるよう、例外的に産業廃棄物処理関係の許可を不要とする規制緩和を行うことで、漁業者の処分経費の負担軽減が図られ、円
滑な廃船処理につながるものである。
【参考】
長崎県内のFRP漁船数は約23千隻で、うち20年以上約19千隻、30年以上約10千隻
FRPリサイクルシステムは、県内では大村市の1箇所のみ。搬入は年3回。

６【環境省】
（２）廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭45法137）
（ⅱ）廃ＦＲＰ漁船の運搬を効率化させるための簡単な解体行為については、収
集運搬に伴う積替え保管に該当するものとして、廃棄物の処理及び清掃に関する
法律上の処分には当たらず、産業廃棄物処分業の許可（14条６項）の取得を不
要とすることが可能であることを、都道府県等に周知する。

H26 641 02_農業・農地 都道府県 長崎県 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

新規就農・経営継承総合支援事業
実施要綱

青年就農給付金の要件緩和 青年就農給付金に係る対象者要件の「経営の全部または一部を
継承する場合は、給付期間中に新規参入者と同等の経営リスク
を負って経営を開始する経営開始計画であると市町村長に認め
られること」を離島地域に限って適用外としていただきたい。

【支障・制度改正の必要性】
離島地域においては、本土地域と比較して、農業従事者のみならず人口の減少が顕著であり、早急な定住及び人口減少抑制対策
が必要である。また、資材の購入や生産物の出荷等に係るコストが本土地区と比較して割高となり、かつ輸送についても気象の影響
を受けるなど、本土地区に無い経営リスクを負っている現状がある。
一方、青年就農給付金（経営開始型）における対象者要件は、「経営の全部または一部を継承する場合は、給付期間中に新規参
入者と同等の経営リスクを負って経営を開始する経営開始計画であると市町村長に認められること」とされているが、離島部におい
ては更なるリスクを求める要件となっており、離島に戻って農業を継承しようと考える農家子弟の、就農のネックとなる場合があるた
め、中山間地域等直接支払交付金と同様に、条件不利地域における適切な補完となるよう、本要件を離島地域に限って適用外とし
ていただきたい。

H26 642 02_農業・農地 都道府県 長崎県 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

農地集積・集約化対策事業実施要
綱

経営転換協力金の交付要件
の緩和

農振地域外に遊休農地を所有している農家においても、経営転
換協力金の交付対象としていただきたい。

農地中間管理事業において、リタイヤする農家等に対し、機構への農地貸し出しを推進するため、経営転換協力金を交付する制
度が平成26年度から始まっているが、当該農家等が遊休農地を所有している場合は、その農地が農振地域外であっても協力金の
交付対象外となっている。
農地中間管理事業における対象農地は、農振地域内の農地とされており、農振地域外の農地は中間管理事業を介した再生利用
の推進ができない。本県の場合、総農家数３８千戸のうち４７％の１８千戸の農家が耕作放棄地を所有していることから、活用が困難
な状況にある。
担い手への農地集積をさらに進めるために、農振地域外のみに遊休農地を所有している場合には、経営転換協力金の対象とする
よう、要件を緩和していただきたい。

H26 643 02_農業・農地 都道府県 長崎県 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

強い農業づくり交付金実施要綱 肉用牛施設整備事業におけ
る要件の緩和

強い農業づくり交付金事業における、施設の分散設置を認めるこ
と。

【支障・制度改正の必要性】
強い農業づくり交付金事業を活用した牛舎整備については、同一敷地内での一体的な施設整備が要件となっているが、本県は中
山間地が多く、まとまった施設用地の確保が困難であることから、本事業の活用が図れない状況にある。
低コスト耐候性ハウスの共同利用に係る要件と同様に、地域の立地条件等を考慮して、飼料の共同購入や共同出荷等、共同利用
が確保される場合に限り、地域内において当該施設を分けて設置することができるよう、実施要領の補助対象基準の見直しをお願
いしたい。

６　【農林水産省】
（25）畜産収益力強化対策畜産競争力強化整備事業
畜舎の分散設置については、施設の立地条件よりも地域の中心的な畜産経営体
等に着目した畜産収益力強化対策畜産競争力強化整備事業の創設により、新た
に助成対象とする。

H26 644 09_土木・建築 都道府県 長崎県 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

土地改良法第8条第5項
土地改良法の一部を改正する法律
の施行について（昭和48年2月8日
48構改Ｂ第第192号農林事務次官）
第2 1（3）エ

土地改良事業にかかる非農
用地の編入要件緩和

基盤整備事業の地区設定において、非農用地についても、「農
用地の集団化その他農業構造の改善に必要な限りにおいて（中
略）施行区域内に含めることができる。（法第８条第５項）」、「その
規模は、施工地域面積の３割以内とする。（土地改良法の一部を
改正する法律の施行について）」の要件を緩和し、周辺の山林・
原野等を取り込んだ区域一帯を整備可能とする。

【支障事例】
中山間地域や傾斜地の基盤整備において、農用地のみの整備では区域が狭小で、効率的な区画配置や担い手の規模拡大意向
に沿えない場合がある。現状の制度では、農地の集団化などに必要な場合に限り３割以内であれば非農用地の編入が認められて
いるものの、農用地周辺のまとまった山林や原野を農地として整備することが出来ない。
【制度改正の必要性】
基盤整備区域の農用地周辺には、活用されていない、または、活用の見込みがない山林や原野が存在している場合がある。農用
地と一体的に整備し、農業生産を行うこと以外に、その土地の有効活用が見込まれないと判断される山林・原野については、３割を
超えても農用地と一体的に整備できるよう要件を緩和することで、効率的な基盤整備が可能となる。

６　【農林水産省】
（15）農業生産基盤整備事業（区画整理事業）
区画整理と区画整理に附帯して施行することを相当とする農用地の造成との工事
の面積の割合については、地形、土地利用状況等を勘案し、設定することが可能
であることを、地方公共団体に通知する。
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H26 645 05_教育・文化 都道府県 長崎県 文部科学省 A　権限移譲 学校教育法施行規則第５５条の２、
第８５条の２、第１３２条の２
平成20年文部科学省告示第30号
教育課程特例校制度実施要項

教育課程特例校の指定にか
かる権限移譲

教育課程特例校にかかる許可制度について、国において定めた
許可の基準に基づき、設置者（市町村教育委員会等）が県教育
委員会と協議して教育課程特例校を指定できるような柔軟な制度
となるよう権限を移譲する。

文部科学省は、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校において、各学校又は当該学校が設置されている
地域の実態に照らし、より効果的な教育を実施するため、当該学校又は当該地域の特色を生かした特別の教育課程を編成して教
育を実施する必要性が認められる場合に、教育課程特例校としての指定を行っている。
【支障】
特例校指定についての妥当性を検討する手続きは必要であるが、現行では、学校の設置者(市町村教育委員会等)が県教育委員
会を通じて文部科学省に申請を行う必要があり、申請から指定までに相当の期間を要している状況である。
【制度改正の必要性】
教育課程特例校にかかる許可制度について、国において定めた許可の基準に基づき、設置者が県教育委員会と協議して教育課
程特例校を指定できるような柔軟な制度となるよう権限を移譲する。地域を熟知している市町村教育委員会が県教育委員会と協議
して指定を行うことで、迅速な事務処理が可能となり、より地域に根ざした教育課程編成が期待できる。併せて、人事配置の面にお
いても、教育課程に応じた配置が可能となると考えられる。
（国への事後届出制、県への事前協議（届出）制）

４【文部科学省】
（１）学校教育法（昭22法26）
教育課程特例校の指定（施行規則55条の２、79条、85条の２及び132条の２）につ
いては、学校における翌年度の教育課程の編成に支障が生じないよう、前年度の
12月を目途に地方公共団体に通知することとする。
また、指定権限の地方公共団体への移譲について、地方公共団体の意見も踏ま
えて課題等を精査した上で検討し、平成27年中に結論を得る。

H26 646 01_土地利用（農
地除く）

都道府県 長崎県 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

測量法第第14条、第21条、第23
条、第39条

都道府県が行う公共測量の
実施・終了時における公示
義務、公共測量における永
久標識の設置等に係る都道
府県事務の廃止

事務の簡素化の観点から、公共測量の実施時及び終了時にお
ける都道府県の公示義務を廃止し、測量計画機関が行うことを求
める。
また、公共測量における永久標識及び一時標識の設置、移転、
撤去及び廃棄の通知について、都道府県を介さず、測量計画機
関が関係市町村へ通知するよう求める。

【制度改正の必要性】
測量法第１４条及び第３９条により、公共測量においては、都道府県は、測量計画機関から通知を受けた時は、その実施時及び終
了時における公示が義務付けられており、本県においては、平成２５年度に４８件×２（実施、終了）＝９６件の実績がある。当該制
度は、広く一般に周知することによって、関係地域の住民に、いつ、どこで公共測量が行われ、そのために必要な、土地の立入及
び通知、障害物の除去、土地等の一時使用、土地の収用又は使用の権利行使が起こり得ることを知らせるものであるが、周知につ
いては測量計画機関が直接行うことが可能と考えられ、事務の簡素化の観点から、都道府県知事が公示する必要性に疑問がある。
また、測量法第２１条、第２３条及び第３９条により、公共測量において、都道府県知事は、測量計画機関から永久標識及び一時標
識の設置、移転、撤去及び廃棄の通知を受けた時は、その旨を関係市町村長に通知することとなっているが、都道府県知事に通
知する必要性は特になく、都道府県知事が関与する事務については、事務の簡素化の観点から、必要性に疑問がある。
【具体的な効果】
これら事務の変更により、80時間／年間程度の事務の簡素化が図られると想定される。

H26 647 09_土木・建築 都道府県 長崎県 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

社会資本整備総合交付金交付要
綱
ﾛ-2港湾事業
ﾛ-2-(1)港湾改修事業

社会資本整備総合交付金の
採択要件の緩和
　（港湾改修事業のうち維持
補修を対象としたもの（港湾
施設改良費統合補助事業））

港湾改修事業のうち小規模なものは採択要件が事業費２億円以
上５億円未満となっているため、採択要件下限額を１億円に引き
下げる。

【支障事例】
社会資本整備総合交付金（港湾改修事業のうち維持補修を対象とする港湾施設改良費統合補助事業）の採択要件は事業費で２
億円以上５億円未満となっており、１港で採択要件に満たない場合は、他港の補修事業と合併するなどで採択要件に合致するよう
調整する必要があり、補修箇所が点在しないような調整に苦慮している。
例えば１港の１施設が要補修となっても、他施設や周辺港湾との合併で１件２億円以上とならなければ採択不可となるため、車止め
や防舷材の欠損など、安全対策上早期の補修が必要でも対応できず、港湾利用者の安全性確保が出来ないことから、利用制限等
の支障が生じている。現在、採択要件に合致しない施設の補修は県単独費での対応となるが、予算不足により必要最小限の部分
的な補修のみで十分な対応が出来ないのが実情である。
【制度改正の必要性】
本県管理港湾は重要港湾４港、地方港湾７７港で、港湾施設約３，３００施設を有しており、今後増加する港湾施設の維持・補修事
業を計画的に行うためには県単独費用のみでの対応が困難なため、今後も統合補助事業の活用が不可欠であり、採択要件の緩
和（下限額の引き下げ）によって効率的な港湾施設の維持補修が可能となるものと考えている。
なお、道路事業の採択要件は下限額設定なし、当該事業の市町村管理港湾の採択要件が9千万円以上となっていることから、県管
理港湾の下限額を１億円程度とすることが妥当と考えている。

H26 649 09_土木・建築 都道府県 長崎県 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

社会資本整備総合交付金交付要
綱
ﾛ-3河川事業
ﾛ-3-(12)大規模河川管理施設機能
確保事業

大規模河川管理施設機能確
保事業による交付対象事業
の緩和

大規模河川管理施設機能確保事業による交付対象事業は５０億
円以上となっているため、採択要件を緩和する。

【支障事例】
　県内の二級河川は２１０水系３４１河川あり、整備後５０年以上を経過し老朽化が進行している河川も多く改築が必要となっている。
しかしながら、 現在、社会資本整備総合交付金の対象事業である大規模河川管理施設機能確保事業の採択要件は、全体計画５
０億円以上となっているため、県が管理する小規模な河川では対象とならないことが多い状況である。
【制度改正の必要性】
　治水上の安全確保や適正な維持管理を行うには、社会資本整備交付金のさらなる柔軟化が必要であり、予算の増を目的とするも
のではなく、現在の予算の範囲内で、地方公共団体の裁量において優先順位をつけて事業を実施できるよう、採択要件の緩和（下
限額の引き下げ）を提案する。

H26 650 09_土木・建築 都道府県 長崎県 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

社会資本整備総合交付金交付要
綱
ﾛ-3河川事業
ﾛ-3-(13)特定構造物改築事業

特定構造物改築事業によ
る、管理施設の更新・点検業
務の交付金対象事業の緩和

特定構造物改築事業による交付対象事業は、長寿命化計画の
策定、延命化に必要な措置、改築の費用が合計約４億円以上と
なっているため、採択要件を緩和する。

【支障事例】
現在、社会資本整備総合交付金の対象事業である特定構造物改築事業の交付対象は、長寿命化計画の策定、延命化に必要な
措置、及び改築に要する費用合計が約４億円以上となっているが、県が管理する施設については小規模なものが多く、対象となら
ない施設が多い状況である。
【制度改正の必要性】
計画的な維持管理を行うには、社会資本整備交付金のさらなる柔軟化が必要であり、予算の増を目的とするものではなく、現在の
予算の範囲内で、地方公共団体の裁量において優先順位をつけて事業を実施できるよう、採択要件の緩和（下限額の引き下げ）を
提案する。

H26 651 09_土木・建築 都道府県 長崎県 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

公共土木施設災害復旧事業費国
庫負担法事務取扱要綱第14・(二)
公共土木施設災害復旧事業査定
方針第3・2・(六)

災害復旧事業における採択
条件の緩和（河道の異常埋
そく）

災害復旧事業における採択条件を緩和する。（河道の異常埋そ
くの基準値の引き下げ）

【支障事例】
災害復旧事業における河道の異常埋そくの採択要件は、「河道断面の３割程度以上の埋そく」となっているが、現地では３割に満た
ない箇所が多く、ほとんが県単独費で実施せざるを得ない。
【制度改正の必要性】
適正な維持管理を行うには、県単独費では財政負担が大きいため、採択要件の緩和（基準値の引き下げ）を提案する。
※方針第3・2・（六）の「河道が著しく埋そくした」とは、原則として河道断面の３割程度以上と記載してある内容を、「河道が著しく埋そ
くした」とは、原則として、余裕高見合い程度以上という内容に改正することを提案する。
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H26 652 09_土木・建築 都道府県 長崎県 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

社会資本整備総合交付金交付要
綱
ﾛ-3河川事業
ﾛ-3-(15)堰堤改良事業

堰堤改良事業による交付対
象事業の緩和

堰堤改良事業による交付対象事業は、総事業費が概ね４億円以
上となっているため、採択要件を緩和する。

【支障事例】
現在、社会資本整備総合交付金の対象事業である堰堤改良事業の交付対象は、総事業費が概ね４億円以上となっているが、長
崎県が管理する３５ダムについてはそのほとんどが小規模であり、対象とならないダムが多い状況である。
【制度改正の必要性】
計画的な維持管理を行うには、社会資本整備交付金のさらなる柔軟化が必要であり、予算の増を目的とするものではなく、現在の
予算の範囲内で、地方公共団体の裁量において優先順位をつけて事業を実施できるよう、採択要件の緩和（下限額の引き下げ）を
提案する。

H26 654 03_医療・福祉 一般市 福島市 厚生労働省 A　権限移譲 民生委員法第５条 民生委員委嘱に係る委嘱権
限の都道府県への移譲

民生委員委嘱に係る委嘱権限の都道府県への移譲 【支障事例】
民生委員法第３条において、民生委員を市町村の区域に置くこととなっており、同法第５条で都道府県知事の推薦によって厚生労
働大臣が民生委員を委嘱すると規定されている。
都道府県知事の推薦の前に、市町村で民生委員推薦会を開催し候補者の推薦を行うことになっているが、市町村の候補者推薦以
降、委嘱状の送付までに２ヶ月、場合によってはそれ以上要することがある。
このため、民生委員に欠員が生じた場合、地区民生委員で組織する民生委員協議会では、欠員委員の分を他の民生委員がカ
バーしている状況にある。
【制度改正の必要性】
上記のとおり委嘱までの期間が２ヶ月以上要している現状は、地区民生委員協議会の職務遂行に多大なる影響がある。
よって、委嘱権限を厚生労働省から都道府県へ移譲すれば、委嘱までの期間が短縮され、地域の実情に応じた民生委員活動を早
期に開始できるとともに、地区民生委員協議会の職務遂行にかかる負担軽減となると考えられる。"

H26 655 01_土地利用（農
地除く）

一般市 大野市 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

地籍調査作業規程準則、第23条、
第30条第1項･第2項
地籍調査作業規程準則運用基準
第15条の2
平成23年3月18日付け国土国第
633号国土交通省土地・水源局国
土調査課長通知

山林の土地境界確認方法の
簡素化

山林の境界確認について、代表者以外の権利保護を図ることを
前提として、地権者全員でなく、代表者のみによる境界確認を可
能とすることを求める。

【制度改正の必要性】
大野市内の広大な山林において境界が確定していないことにより、村離れや森林の荒廃が進むとともに、森林の多面的機能の低下
で台風等の豪雨により土砂崩れや災害が近年多数発生している。これを受け、市としても順次、市内各地で地籍調査を進めている
が、予算の制約、制度の制約、未相続等もあり、なかなか境界の確定が進まない状況である。
ついては、権利者が複数いる場合は、権利者確認に要する時間を短縮化するため、代表者（地権者の代表、地権者以外の現地に
精通した者）のみにより境界確認を行うことを可能としたい。
【懸念の解消策】
代表者ではない者の権利が侵害される恐れがあるが、予防措置として、異議・誤りを申し出る機会を設けて対応することにより、問題
は生じないと考える。
例えば、度々訴訟に発展する土地収用に関する制度をみると、買受権の消滅など、公告後一定期間内に権利者（確知できない者）
から申し出がなければ、関係者の同意、権利の消滅を擬制する制度がある。よって、共有地の境界確定案について、土地収用の制
度同様、公告、一定期間（必要に応じて期間を設定）の縦覧を行い、代表者以外（確知できない者）の権利保護を図ることにより、代
表者のみの境界確認を可能にできないか。

H26 656 05_教育・文化 一般市 加茂市 文部科学省 B　地方に対す
る規制緩和

公立義務教育諸学校の学級編成
及び教職員定数の標準に関する法
律、公立義務教育諸学校の学級編
成及び教職員定数の標準に関する
法律施行令

公立義務教育諸学校の学級
編成及び教職員定数の標準
の見直しについて

公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標準に関す
る法律、公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標
準に関する法律施行令にある小学校の二の学年の児童で編成
する学級の基準（小学校の引き続く二の学年（第一学年を含むも
のを除く。）の児童の数の合計数が十六人以下である場合）を中
学校と同じ「八人以下」とすること。

【制度改正の必要性】
少子化が急速に進み、小規模校の複式学級の増加が全国的に広がる傾向にある。特に、北海道や日本海側の道県ではその傾向
がさらに強い状況である。また、学校は地域の文化的、社会的、あるいは歴史的中核であることから、複式学級を嫌っての無理な学
校の統廃合により地域が衰退していくことが懸念される。
【具体的な支障事例】
①異なる学年で構成された学級では、異なる学年の内容を同じ教室で１人の教師が指導するため、一方の学年に教師が指導に
入っているときは、他方の学年の子どもたちは自学の体制をとらざるをえなくなる。特に、算数や国語などの積み重ねの必要な教科
における指導にきめ細やかさがなくなる。
②指導する教師にとって異なる学年を同時に指導しなければならないため負担が多く、つまずきを持つ子どもの見とりができないこ
とも多くなる。
③低学年など、特に手のかかる時期の子どもにとっては、同一の学年で構成されていない学級では心の安定が図れない。
【実現した場合の効果】
地域住民、保護者、行政が上記のような複式学級の支障事例により、子どもたちの学力低下を招くことになりかねないと懸念してい
る。提案の実現によって上記のような問題点は解消される。

H26 657 08_消防・防災・
安全

一般市 加茂市 総務省（消防庁） 対象外 消防組織法、市町村の消防長及び
消防署長の資格の基準を定める政
令

市町村の消防長及び消防署
長の職に必要な消防に関す
る知識及び経験を有する者
の資格の基準について

市町村の消防長及び消防署長の職に必要な消防に関する知識
及び経験を有する者の資格の基準を蔑ろにする地方自治体が
多いことから、基準を徹底するよう措置すること。

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」（平成25年法律第44号。以下
「第３次一括法」という。）により、消防組織法第15条に定められていた市町村の消防長及び消防署長の職に必要な消防に関する知
識及び経験を有する者の資格を市町村の条例で定めることになった。市町村が条例を定めるに当たっては、政令で定める基準を
参酌することになっているが、政令第１条（消防長の資格の基準）第２号の「消防団員として消防事務に従事した者で、消防団長の
職に二年以上あったものであること。」という基準を削除して条例制定する市町村が多く見受けられる。
　地方分権により、いくら条例で自由に定められるからといっても、徒に消防長及び消防署長の資格基準を狭め、政令の基準が理
不尽に守られない事態は地方分権の行き過ぎであるので、是正するよう措置すること。
この件は、地方の消防官僚による民主主義の否定であり、改めるよう指導すべきである。

H26 658 01_土地利用（農
地除く）

中核市 八王子市 国土交通省 A　権限移譲 都市計画法第15条第1項、第87条
の2第1項

区域区分等に関する都市計
画の決定権限に係る市への
移譲

現在都道府県が処理している区域区分等に関する都市計画の
決定の権限を、市に移譲する。

【制度改正の経緯】平成22年6月22日閣議決定「地域主権戦略大綱」に基づき、第２次一括法により都市計画法第87条の2が改正さ
れ、区域区分及び都市再開発方針等に関する都市計画決定権が都道府県から指定都市に移譲された。また、平成25年12月20日
閣議決定「事務・権限の移譲等に関する見直し方針について」に基づき、第４次一括法により都市計画法第87条の2が改正され、都
市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関する都市計画決定権が都道府県から指定都市に移譲された。
【支障事例】首都圏中央連絡自動車道（圏央道）の高尾山インター―相模原愛川インター間の開通に伴い東名高速道路、中央自
動車道及び関越自動車道をつなぐ新しい大動脈ができる。また、八王子西インター近くの約172ヘクタールについて、物流拠点とし
て整備を進めている。このインターを含めた一団の土地は市街化調整区域に定められており、今後、市街化区域に編入をする予定
である。このように、八王子市を取り巻く交通環境は大きな転換期を迎えるとともに、郊外の都市基盤施設も大きく変わった。これか
らは、地域の実情に合わせたきめ細やかな都市計画の変更が急務となる。
【制度改正の必要性】上記の社会・経済活動の背景を踏まえて、土地利用のコントロールの基となる市町村都市計画マスタープラン
を定めている市に対して、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針並びに区域区分について決定する権限を移譲することで、
従来から処理している事務と一体的かつ総合的に行うことが可能となる。また、迅速な都市計画行政及び基礎自治体として地域の
特質を活かした土地利用の誘導等が可能になる。
【懸念の解消策】懸念は特になし。



年
年度別
管理番

号
分野

提案団体の
属性

提案
団体

関係府省
提案
区分

根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 659 06_環境・衛生 指定都市 川崎市 環境省 A　権限移譲 環境影響評価法第10条、第20条 環境影響評価法に基づく方
法書等についての指定都市
から事業者への意見提出機
会の拡大

環境影響評価法の対象事業が指定都市の市域内で行われる場
合について、環境影響を受ける範囲が市域外に及ぶ場合にあっ
ても指定都市の市長が事業者に直接意見を述べることができるこ
ととする。

【制度の経過】
平成24年４月から、環境影響評価法の改正により、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域の全部が施行令
第11条に定める市の区域に限られるものである場合は、事業者に対し、当該市の市長が環境保全の見地からの意見を書面により
述べるものとされている。
【支障事例】
大規模事業の場合、地域環境への影響も大きく市民生活に重大な影響を与えることになるが、複数の市町村にまたがる場合には、
市長が意見を事業者に直接述べることができず、県知事が関係市町村の意見をとりまとめて提出する。
また、県知事は、複数の市長意見をとりまとめるため、事業者に提出する意見書には、各市長の個別・具体的な意見が反映されな
い場合もある。そのため、評価書に掲載される知事意見に対する事業者の見解では、市長意見の評価書への具体的な反映状況が
確認できない、あるいは、市民等へ市長意見の反映状況の具体的な説明ができないという支障がある。
【制度改正の必要性】
地域住民の最も身近で環境保全に対し配慮する立場にある市長が、直接事業者に意見を述べることが可能となるようにする必要性
があり、多数の市民を有する政令都市が直接事業者へ意見を提出し、市長意見に対する見解を示すこととするよう法改正を求める
もの。
【懸案の解消策】
事業者側の事務負担の増加について懸念されることがあるが、現行の制度においても、県知事に提出する市長意見の形成手続き
として市の審議会での審議を行っており、大幅な負担増加にはつながらないと考えられる。

H26 660 03_医療・福祉 指定都市 川崎市 厚生労働省 A　権限移譲 医療法第30条の４、第30条の５、第
30条の６、第30条の９、第30条の11

医療計画の策定権限等の都
道府県から指定都市への移
譲

医療計画の策定業務及び病院開設者等に関する病床数に係る
勧告事務等を都道府県から希望する指定都市に移譲する。

【支障事例】
神奈川県が医療圏を設定することで、武蔵小杉駅周辺地区の人口増など地域の実情に応じた医療圏の設定が困難であり、より地
域の実情にあった医療圏の設定ができない。医療計画の策定は、医療や保健の面だけでなく、本市では、武蔵小杉駅周辺地区に
おける人口の急増（10年前との比較で約４割増）や再開発といった事柄に加え、災害時救急医療体制の整備や福祉行政との連携と
いった、地域の課題が益々増大していることから、今まで以上に連携を緊密にして対応することが求められる。
【制度改正の必要性】
医療計画の策定は、住民の健康の保持、生命の保護に直接かかわるものであり、住民に最も身近な基礎自治体の長期計画へ位置
付けた上で、課題解決に取り組む必要があると考えている。二次医療圏に関する内容について、指定都市が自ら医療計画に反映
させた場合には、庁内や関係団体との調整及び市の附属機関での審議などに２箇月程度を要すると見込んでいるが、県と調整す
る場合には、上記期間に加え、県への説明や県の事務手続き（庁内調整、審議会等）が必要となることから、指定都市が自ら医療
計画に反映させた方が、大幅に時間を短縮することができる。なお、医療計画の実現に向けては、補助金を活用した誘導策が有効
であると考えている。医療計画の策定と国からの補助金が直接市に入ることは、一体的なものであると考えている。
【懸案の解消策】
懸案として精神病床、結核病床及び感染症病床の整備や特殊な診断や医療などについては、引き続き、都道府県域又は新たな
地域との協力体制を構築することで解消すると考えている。

H26 661 07_産業振興 指定都市 川崎市 法務省 B　地方に対す
る規制緩和

人権擁護委員法第６条 人権擁護委員の委嘱に関す
る事務権限の指定都市等へ
の移譲

人権擁護に関する諸事務のうち、人権擁護委員の委嘱に関する
事務権限全般について、法務省から指定都市及び希望する市町
村へ移譲する。

【制度改正の経緯】
法務省は、平成25年に人権擁護委員の委嘱に関する事務権限全般について全国の地方自治体に一律・一斉に移譲する事務と整
理した旨の見解を示した。一方、「全国一律」の移譲について、全国市長会が反対意見を表明し、第４次見直しの対象とはならな
かった。
【支障事例】
法務大臣が委嘱することで、結果として保護司等が兼務する例が多くなるため、人権擁護委員の活動に専念しづらく支障をきたす
事例が散見される。また、就任した委員が、各市町村への帰属意識を持ちづらい場合があるなど、市町村との円滑な連携に支障を
きたしている。この点、法務省における平成25年の検討等の後も、依然として支障がある状況に変わりはない。
【制度改正の必要性】
事務権限全般について移譲を受けることで、市民に身近な基礎自治体において、地域の実情に即した活動を行うことが可能とな
る。また、基礎自治体で委嘱に係る事務を担当することで、人権擁護委員に基礎自治体の人権施策と連携する意識づけの効果が
生じ、相談、啓発等の事業について、より一層連携を進めることが可能となるほか、人権擁護委員に民生委員など地域の実情を把
握した人員を選任することが可能となる。
さらには、川崎市独自の制度である人権オンブズパーソン制度と、相談、啓発等の事業との連携をより一層進めることが可能となる。
【懸念の解消策】
必ずしも権限移譲を希望しない市町村があることが想定されるが、手挙げ方式の採用により希望しない市町村への権限移譲を回避
することができる。
また、法務大臣表彰等を廃止し、あるいは叙勲対象から除外する場合は、これに代わる表彰制度を市町村において検討する必要
がある。

H26 662 11_その他 指定都市 川崎市 法務省 B　地方に対す
る規制緩和

人権啓発活動地方委託要綱
人権啓発活動地方委託実施要領

人権啓発活動地方委託要綱
及び人権啓発活動地方委託
実施要領の改正

人権啓発活動地方委託要綱及び人権啓発活動地方委託実施
要領について、地方の自由度を高め、創意工夫が可能となるよう
更なる見直し・改正を行う。
また、委託要綱や実施要領の見直しを行うに当たり、地方の意見
を採り入れるための仕組みを導入する。

【制度改正の経緯】
法務省が、第４次見直し時に、一定水準の人権啓発活動の確保という観点から、地方交付税交付金による財源措置はできないとい
う見解を示し、平成26年３月、人権啓発活動地方委託要綱及び人権啓発活動地方委託実施要領の改正が行われた。
【支障事例】
平成26年の見直しにおいて、自由度の面での委託要綱の改正を行ったが十分ではなく、第10条で委託費の種別相互間の配分変
更の際に承認が必要であると定めていることや、実施要領の改正に伴い「ラッピングバスの運行」が削除され、また講師に対する講
演料等謝金の上限額が２０万円に設定されていることなど、依然として、事業執行に当たって制限となっている事項が多く残ってお
り、創意工夫の妨げとなっている。また、国による委託要綱等の見直しは、委託事業を実際に執行している地方の意見を採り入れる
仕組みがない中で行われていることから、必ずしも地方の創意工夫や円滑な事業執行を促すようなものとなっていない。
【制度改正の必要性】
地方の自由度を高めるために委託要綱等の更なる見直しを行うことで、指定都市の他の事業との一体的な実施など創意工夫を活
かした事業や、地域の実情や特性に合わせた効果的な活動や事業の展開が容易となる。また、地方の自由度が高まることで、地域
特性に適した啓発を実施することが可能となり、全国一律的に同一事業を実施することによる非効率を防ぐことができる。例えばラッ
ピングバスは大都市以外の地域では効果が低いと推測されるが、大都市では効果的である。
さらに、地方の意見を採り入れる仕組みを導入することで、委託要綱等のより効果的な見直しにつながる。
【懸念の解消策】
懸念なし。

H26 663 03_医療・福祉 指定都市 川崎市 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援する法律第38条
地方自治法施行令第174条の32

障害者入所支援施設の指定
に係る都道府県知事の同意
の廃止

指定都市及び中核市が行う障害福祉サービス事業所及び障害
者支援施設の指定事務について、当該都道府県が定める都道
府県障害福祉計画において定める当該都道府県の当該指定障
害者支援施設の必要入所定員総数に既に達しているか、又は当
該申請に係る施設の指定によってこれを超えることになると認め
るとき、その他の当該都道府県障害福祉計画の達成に支障を生
ずるおそれがあると認めるときは、障害者総合支援法第29条第１
項の指定をしないことができることを根拠とした都道府県知事の同
意を廃止する。

【支障事例】
障害者支援施設の指定については権限移譲がされたが、地方自治法施行令において都道府県知事の同意が必要となっている。
本市においては、従前から障害者数に比して障害者支援施設の定員数が極端に少なく、特に市内南部地域には入所施設がなく設
置について強く市民から要望されている。定員増については、県の障害福祉計画に基づき協議が行われたが、人口増加を平成42
年度まで見込んでいる中、比較的手厚い支援が必要な障害者も増加が予想されており、このような本市の実態を踏まえた指定が事
実上できない状況にある中では、障害者の支援ニーズに対応できず支障をきたすことが想定される。
【制度改正の必要性】
平成25年度まで135名を入所施設から地域へ移行させるなど様々な地域生活支援及び地域移行に向けた取組を行っているところ
である。しかしながら、強度行動障害等の障害特性等により地域生活の継続が困難な方も多く、障害者を支える家族の高齢化も急
速に進展してきている状況から、「親なきあと」の障害者の生活を支えるための仕組みづくりが喫緊の課題であり、グループホームな
ど障害者が地域で生活していくための支援ができる‘通過型・拠点型の入所施設’の整備等に対して、県知事の同意が廃止されるこ
とにより、本市の実態に応じた、きめ細かな障害者支援施策を実施することが可能となる。
【懸念の解消策】
法で定められている計画との整合性については、障害者が地域生活をしていく上で、必要な支援ニーズにも対応していかなければ
ならない状況など、地域の実情について丁寧な説明し、策定の段階で市と連絡調整を行うことで担保できると考えられる。
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H26 665 01_土地利用（農
地除く）

指定都市 川崎市 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

都市計画法第33条
都市計画法施行令第25条
都市計画法施行令第29条の２

開発許可の技術的細目に関
して定める条例の自由度の
拡大

開発行為における公園の設置については、都市計画法施行令
第25条において開発区域の規模に応じて基準が定められている
が、全国で一律的な設置基準であることから技術的細目の内容
を条例委任する。
また、開発許可の技術的細目に関して定める条例の自由度の拡
大を図るため、条例の制定範囲を極めて限定的に定めている都
市計画法施行令第29条の２を廃止もしくは「参酌すべき基準」と
するよう提案する。

【制度改正の経緯】
都市計画法第29条に基づく開発許可に関する事務は、地方分権一括法の施行により、従来の機関委任事務から自治事務となり、
地方自治体の実情に応じて当該事務を処理することができるようになった。特に、開発許可の技術的細目については、土地利用に
影響が大きいことから、地域の特性に応じるべく、平成12年に都市計画法第33条第３項により条例による制限の強化、緩和が追加し
て設けられているが、同時に都市計画法施行令第29条の２により条例制定に関する基準も設けられている。
【支障事例】
公園については、都市計画法施行令25条第１項第６号で、公園の設置基準に係る開発区域面積を0.3ヘクタール以上と規定されて
いることによって、本市では0.3ヘクタールを下回る小規模な分割型開発行為が主流となり、公園の提供がなされない等の弊害を生
じている。
【制度改正の必要性】
開発許可基準について、技術的細目における政省令を撤廃し、条例委任されることにより、市民のニーズにあった公共施設等の整
備に誘導するためのツールとして条例を活用することが可能となる。
【懸念の解消策】
地域の特性に応じた条例とするため、客観的根拠を収集するとともに市民のニーズを把握し、近隣の自治体と調整を図る必要があ
る。

６　【国土交通省】
（12）都市計画法（昭43法100）
（ⅱ）開発許可の基準を適用するについて必要な技術的細目のうち、公園等　の
設置基準（施行令25条６号）については、制度の運用実態や地方公共団体等の
意向等を調査し、その結果等を踏まえ、公園等の設置を義務付ける下限面積を
条例に委任することを含めて見直しを検討し、平成27年中に結論を得る。

H26 666 03_医療・福祉 指定都市 堺市、大阪府 内閣府、文部科学
省、厚生労働省

A　権限移譲 就学前の子どもに関する教育、保
育等の総合的な提供の推進に関す
る法律第3条等

幼保連携型認定こども園以
外の認定こども園認定権限
の移譲

都道府県が持つ幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の
認定権限を指定都市に移譲する。

【支障事例】
平成27年4月から幼保連携型認定こども園の認可権限が指定都市に移譲されるが、他の「幼稚園型」「保育所型」「地方裁量型」の
認定こども園の認定権限は引き続き都道府県に存置され、類型によって認定権者が異なることになる。
そのため、認定こども園に係る事務を指定都市が一体的・包括的に実施することができず、待機児童解消に向けた需給調整等の
地域の実情に応じた計画的な施策が実施できない。
また、市内の私立幼稚園及び民間保育所を対象に、子ども・子育て支援新制度にかかる移行調査を実施したが、事業者の方から、
類型の違いにより認可主体に差があることについて分かりにくいとの指摘がある。このことについては大阪府と共通認識。
【制度改正の必要性】
住民に身近で高度な専門能力を有し子育てや教育に関する広範な事務を実施している指定都市が、認定こども園に係る権限を包
括的に持つことにより、地域の実情に応じた効率的・効果的な事業実施が可能になる。
なお、まずは事務処理特例の活用状況を踏まえて権限移譲を進めるという2段階の移譲とされているが、指定都市等においては当
該事務を実施する能力を一律に有しており、特別な地域性を考慮すべき内容ではないことから、法令によって移譲すべきものと考
える。

H26 667 05_教育・文化 指定都市 堺市、大阪府 文部科学省 A　権限移譲 学校教育法第4条第1項第3号他 私立幼稚園の設置認可権限
の移譲

都道府県がもつ私立幼稚園の設置認可権限を指定都市に移譲
する。

【制度改正の必要性】
子ども・子育て支援新制度の導入に向けて、国からは自治体における事業者への相談・支援体制の確保や地方版子ども・子育て
会議等への幼稚園関係者の参加等を求められている。また、説明、相談、意向調査の実施など、市と私立幼稚園が密接な関係を
築くことが求められている。今後、質の高い幼児期の学校教育・保育を総合的に提供するという子ども・子育て支援新制度の目的を
実現していくためには、さらなる関係強化が必要。
【支障事例】
また私立幼稚園の運営実態や施設・設備面の詳細な情報を市が把握できていないため、待機児童解消に向けた幼保一体化等の
迅速な取組の推進に支障がある。事業者側からも、子ども・子育て支援新制度に係る権限が市と府にまたがっていることについて、
分かりにくいとの指摘がある。

H26 668 07_産業振興 指定都市 堺市 経済産業省（中小
企業庁）

A　権限移譲 商店街の活性化のための地域住民
の需要に応じた事業活動の促進に
関する法律第11条
地域商業自立促進事業費補助金
交付要綱

地域商店街活性化地域振興
に資する事務の希望市町村
への移譲

国が公募する補助事業の中で地域振興に資するものは、希望す
る指定都市など地域に最も身近な基礎自治体に移譲すべきであ
る。

これまで国が実施していた施策の中でも、商店街の各種事業に対する補助（地域商業自立促進事業など、地域振興に資する支援
事業については、地方の実情に応じたより効果の高い事業とすることが必要であると考えます。地域の特性に精通している基礎自
治体が、それら事業を具体的な施策として設計・運用する制度への変更、及びそれに伴う必要な財源措置(交付金）を講じて頂きた
い。
工事内容に変更があった場合等、申請者である商店街は不慣れで説明資料の作成等の書類作成が困難なことが多く、地域の実
情や工事内容を理解している地方自治体職員に問い合わせが入る場合があります。
希望する基礎自治体に、地域振興に資する国の補助金の予算が配分され、移譲される権限と財源をもとに制度設計や運用をでき
るようになれば、地域の実情に合わせて、基礎自治体が既存施策と一体的に中小企業振興に取り組むことができ、中小企業に対し
てタイムリーかつ分かりやすい施策案内・活用を促すことが可能となります。
地域商店街等に身近な基礎自治体が実施することにより、地域商店街の一層の活性化に加えて、全国レベルのモデルとして国内
に波及できるような取り組みとなることも期待できます。また、地域振興に資する補助金の中でも、全国的な視点のもと国が実施する
必要があるものについては、運用面で基礎自治体がより関与できるような仕組みができれば、より実効的な制度になると考えます。"

［再掲］
４【経済産業省】
（19）商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関す
る法律（平21法80）
（ⅱ）商店街活性化に対する補助（地域商業自立促進事業）については、国と都
道府県の連携強化を図るため、都道府県に対し、支援要件等の公募に関する情
報提供を行う。あわせて、事業への地方公共団体による関与の強い案件を優先
的に採択するなどの措置を講ずる。

H26 669 07_産業振興 指定都市 堺市 経済産業省 A　権限移譲 伝統的工芸品産業の振興に関する
法律第16条
中小企業経営支援等対策費補助
金（伝統的工芸品産業支援補助
金）交付要綱

地域伝統産業活性化地域振
興に資する事務の希望市町
村への移譲

国が公募する補助事業の中で地域振興に資するものは、希望す
る指定都市など地域に最も身近な基礎自治体に移譲すべきであ
る。

これまで国が実施していた施策の中でも、伝統産業の振興に対する補助（伝統的工芸品産業支援補助金）など、地域振興に資す
る支援事業については、地方の実情に応じたより効果の高い事業とすることが必要であると考えます。地域の特性に精通している基
礎自治体が、それら事業を具体的な施策として設計・運用する制度への変更、及びそれに伴う必要な財源措置を講じて頂きたい。
申請者となる伝統産業の組合や事業者は、従事者の高齢化等もあり、公募事業に関する情報の収集や補助金等の関係書類の作
成が困難なことが多く、地域の実情を理解している地方自治体職員に問い合わせが入る場合があります。
希望する基礎自治体に、地域振興に資する国から交付金により予算が配分され、移譲される権限と財源をもとに制度設計や運用を
できるようになれば、地域の実情に合わせて、基礎自治体が既存施策と一体的に中小企業振興に取り組むことができ、中小企業に
対してタイムリーかつ分かりやすい施策案内・活用を促すことが可能となります。
伝統産業事業者等に身近な基礎自治体が実施することにより、地域に集積する伝統産業の一層の活性化に加えて、全国レベルの
モデルとして国内に波及できるような取り組みとなることも期待できます。また、地域振興に資する補助金の中でも、全国的な視点の
もと国が実施する必要があるものについては、運用面で基礎自治体がより関与できるような仕組みができれば、より実効的な制度に
なると考えます。

［再掲］
４【経済産業省】
（３）伝統的工芸品産業の振興に関する法律（昭49法57）
（ⅱ）伝統的工芸品産業に対する補助（伝統的工芸品産業支援補助金）について
は、国と都道府県の連携強化を図るため、都道府県に対し、事業実施主体から
提出された補助金事業計画等に係る情報提供を行うとともに、当該計画等につい
て意見聴取を行うなど、地方公共団体がより積極的に案件組成に関与できる仕
組みを構築する。
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求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 670 01_土地利用（農
地除く）

指定都市 堺市 国土交通省 A　権限移譲 都市計画法第5条、第6条の2、第
15条、第87条の2

一の指定都市の区域を一の
都市計画区域とすることによ
る指定都市の都市計画決定
権限の強化

都市計画法5条第1項に規定する都市計画区域を指定するとき
は、一の指定都市の区域を一の都市計画区域とする旨の規定の
設置

【支障事例】
区域区分の変更は、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」（特に、同方針の中に定める「区域区分の決定に関する方
針」）に即して行わなければならない。
広域都市計画区域に属する本市（指定都市）が区域区分の変更を行うためには、都道府県が決定権限を有する「都市計画区域の
整備、開発及び保全の方針」（特に、同方針の中に定める「区域区分の決定に関する方針」）について、都道府県が作成するものを
ベースに調整する必要がある。
制度上、法第15条の2の申出、法第18条の意見聴取、法第87条の協議により、指定都市の考えを大阪府へ伝えることが可能であ
り、現状は実務的協議により内容の調整を行っている状況である。

【制度改正の必要性】
一方、単独都市計画区域である指定都市は、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」の決定権限を有するため、当該指定
都市の考えで「区域区分の決定に関する方針」を定めることができる。
同じ指定都市であっても、都道府県が定める都市計画区域（広域都市計画区域か単独都市計画区域）により、権限の格差が生じて
いる。

【制度改正の内容】
一の指定都市の区域を一の都市計画区域（単独都市計画区域）とする旨の法整備を行うことにより、「都市計画区域の整備、開発
及び保全の方針」の権限を全ての指定都市が有することになり、主体性が発揮できるとともに、指定都市の格差が解消される。

H26 671 03_医療・福祉 指定都市 堺市・大阪府 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

介護保険法第１７条
介護保険法施行令第６条第1項

介護保険法施行令第６条に
規定する介護保険認定審査
委員の任期の緩和

介護保険認定審査会委員の任期を市町村の裁量で定めるように
する。

【支障事例】
介護保険認定審査会委員の任期は、介護保険法施行令第６条により、全国一律に２年とされている。
委員の改選時には、関係機関等との調整や委員の研修を実施するなど相当の時間と労力を要しているが、本市では、平成２６年４
月現在の委員３９０名のうち、平成２５年４月の改選時に再任された委員が３５５名と９割以上を占めており、２年を超えて再任される
委員が大多数である。
【制度改正の必要性】
今後の介護需要の増加に対応するためにも、委員の任期は全国一律に２年とするのではなく、市町村の実情に応じて柔軟に対応
できるように措置することを求めるものである。

６【厚生労働省】
（12）介護保険法（平９法123）
（ⅰ）介護認定審査会の委員の任期（施行令６条１項）については、３年を上限とし
て条例（制定主体は市町村等）で定める期間とすることを可能とする。

農林水産省須坂市一般市02_農業・農地673H26

H26 672 02_農業・農地 一般市 須坂市 農林水産省

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国と地方の役
割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕組みの充実を図るととも
に、農地転用に係る事務・権限について、地方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条の２第１項）
を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の設定基準案に加え、国の
目標面積案について、都道府県知事の意見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及び都道府県の
目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定
するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と協議する場（協議の場）を
設けることとする。協議の場の議事等については、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案及び都道府県
の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違がある場合には、その要因
分析等を行い、施策効果の見込み方等について協議する。これらの過程を通じ
て、国と地方が十分な議論を行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び
都道府県の目標面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日地方六団体）
において提案されている「農地の総量確保の目標管理」の仕組みに係る実効性を
検証することとし、今後の制度設計の議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分 個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置については 別紙を

調整に時間を要することから、地域や企業のニーズに応じた土地利用に支障が生じている。
また、現状として、
１　現在、農業振興地域内では、農業後継者がおらず荒廃農地が目立つ状況であり農業政策上からも好ましい状況とは言えない。
２　既存集落においては高齢化と人口減少が進行している。
ことが挙げられる。
これらを打破するための施策として、①企業誘致等を進める場合、過剰な規制が迅速な対応を求める企業との交渉の支障となって
いる。②既存集落の維持のためには、兼業農家（農業後継者）が居住できるよう、就労場所の確保が必用である。

地域の実情を把握している地方公共団体が主体となって農用地
の利活用が可能となるよう制度の改正をしていただきたい。

2haを超え4ha以下の農地転
用に対する農林水産大臣の
協議廃止

農地法附則第２項B　地方に対す
る規制緩和

A　権限移譲 農地法第4条、第5条 4haを超える農地転用に対す
る農林水産大臣許可を県知
事に権限移譲

地域の実情を把握している地方公共団体が主体となって農用地
の利活用が可能となるよう制度の改正をしていただきたい。

調整に時間を要することから、地域や企業のニーズに応じた土地利用に支障が生じている。
また、現状として、
１　現在、農業振興地域内では、農業後継者がおらず荒廃農地が目立つ状況であり農業政策上からも好ましい状況とは言えない。
２　既存集落においては高齢化と人口減少が進行している。
ことが挙げられる。
これらを打破するための施策として、①企業誘致等を進める場合、過剰な規制が迅速な対応を求める企業との交渉の支障となって
いる。②既存集落の維持のためには、兼業農家（農業後継者）が居住できるよう、就労場所の確保が必用である。

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国と地方の役
割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕組みの充実を図るととも
に、農地転用に係る事務・権限について、地方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条の２第１項）
を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の設定基準案に加え、国の
目標面積案について、都道府県知事の意見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及び都道府県の
目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定
するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と協議する場（協議の場）を
設けることとする。協議の場の議事等については、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案及び都道府県
の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違がある場合には、その要因
分析等を行い、施策効果の見込み方等について協議する。これらの過程を通じ
て、国と地方が十分な議論を行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び
都道府県の目標面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日地方六団体）
において提案されている「農地の総量確保の目標管理」の仕組みに係る実効性を
検証することとし、今後の制度設計の議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置については、別紙を
基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法附則２項）につ
いては、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農林水産大臣
との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指定市町村にあっては、当
該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確保する目標
を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣が指定する市町村（指
定市町村）の長については、都道府県知事と同様の権限を有するものとして、農
地転用に係る事務・権限を移譲する。あわせて、農用地区域内における開発許
可（農振法15条の２）に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項及び５条３
項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せて検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏まえ、必要に
応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るとともに、農地転用許可等に係
る事例集を作成するなど地方公共団体における農地転用許可制度等の適正な
運用の確保に資するよう必要な支援を行うものとする。
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求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
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地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 674 01_土地利用（農
地除く）

指定都市 横浜市 国土交通省 A　権限移譲 都市計画法第59条 都市計画事業の認可権限に
係る指定都市への移譲

現在指定都市が都道府県知事の認可を受けて施行することに
なっている都市計画事業の認可権限を指定都市に移譲

【具体的な支障事例】
都市計画法第61条において、「事業の内容が都市計画に適合し、かつ事業施行期間が適切であること」と規定されていることから
も、都市計画と事業の認可は一体のものである。現在、県の認可を受けるには、本市所管課（建築局都市計画課）が事業部署にヒ
アリングし、確認・調整しながら認可図書等の取りまとめを行い、県へ説明しているため、認可に伴う事務処理などに時間を要してい
る。また、都市計画決定権者と認可権者が別のため、事務効率に支障が生じている。

【懸念に対する方策】
都市計画事業認可権限の移譲に際しては、例えば事務処理の所管部署を別部署にするなど、土地収用に関する権限を事業認可
権者と分けることで、収用に対する公平性・公正性・透明性を確保できると考える。なお、土地収用法の事業認定権限を県に残す制
度の創設なども検討していく必要があると考える。
都市計画事業の認可権限が指定都市に移譲されれば、地域の実情に応じ事業効果の早期発現を優先に考えた事業推進が可能と
なり、事業の進捗にあわせた迅速な事務処理の実現により事業期間の短縮につながる。

【法改正イメージ】
都市計画法第87条の２に、「指定都市の区域においては、第59条から第64条にかかわらず、都道府県知事又は都道府県が行うとさ
れている事務においては指定都市の長又は指定都市が行うものとする。」という条文を追加する。

H26 675 01_土地利用（農
地除く）

指定都市 横浜市 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

都市計画法第19条第３項、第87条
の２、都市計画法施行令第14条、
都市計画法施行規則第13条

都市計画の軽易な変更の見
直し

現在市町村が行う「都市計画の軽易な変更」が適用されている内
容を指定都市においては道府県と同様とし、道路や公園等に関
する都市計画の変更を軽易な変更とする措置

【制度改正の必要性】
都市計画法施行規則第13条第３号及び第13条第４号の規定が指定都市決定の都市計画に関する軽易な変更として認められてい
ないことにより、都市計画変更を行う場合に実施する大臣への協議、同意の手続が省略できない。道府県と同様とする措置となれ
ば、手続の一部省略化となり、効率的な事務執行が可能となり事業期間の短縮につながる。

【実例（予定含む）】
１　都市高速鉄道
①横浜国際港都建設計画 都市高速鉄道中第6号相鉄・JR直通線（変更）
（告示 H24.10.5）　区域変更区間　約190m、中心線の振れは100m未満
②横浜国際港都建設計画 都市高速鉄道 相模鉄道本線（変更）
（告示 H26.3.5）　区域変更区間　約330m、中心線の振れは100m未満
※施行規則第13条第4号イ（起点又は終点の変更を伴わない線形の変更による位置又は区域の変更で、中心線の振れが百メート
ル未満であり、かつ、当該変更に係る区間の延長が千メートル未満であるもの）に該当。
２　自動車専用道路（首都高速道路）（予定）
①横浜国際港都建設計画 道路　高速横浜環状北線（変更）
変更区域区間　1000m未満、中心線の振れは100ｍ未満
※施行規則第13条第3号イ（線形の変更による位置又は区域の変更で、中心線の振れが百メートル未満であり、かつ、当該変更に
係る区間の延長が千メートル未満であるもの）に該当。

〔再掲〕
６　【国土交通省】
（12）都市計画法（昭43法100）
（ⅲ）市町村が都市計画の変更を行う場合における軽易な変更とされる事項（施
行規則13条の２）については、制度の運用実態や地方公共団体の意向を調査
し、その結果等を踏まえて見直しを検討し、平成27年中に結論を得る。

H26 676 01_土地利用（農
地除く）

指定都市 横浜市 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

都市計画法第６条の２、第７条、第
18条、第87条の２

「都市計画区域の整備、開
発及び保全の方針」、「区域
区分」等に関する都市計画
決定に係る国の同意協議の
廃止

「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」、「区域区分」及
び「近郊緑地特別保全地区」に関する都市計画の決定に際する
国への協議、同意の廃止

【制度改正の必要性】
第１次勧告では、区域区分の大臣同意不要、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（以下「整開保」という。）の大臣同意は
区域区分の方針に係る部分を除き不要とすべきとしている。
整開保、区域区分及び近郊緑地特別保全地区に関する都市計画は、地域の実情にあった計画であるべきだが、国の関与が必要
なため、市民に最も身近な基礎自治体が自らの責任で都市づくりを進める支障となっており、また迅速な手続を進める上でも支障と
なっている。

【協議、同意を廃止した場合でも国の利害に重大な関係がないと考える理由】
①整開保及び区域区分について
以前は大規模開発の影響から当制度の意義が大きかったが、現在は一般的に市街化調整区域の開発制限のため、国の施策の実
現ができない恐れはないと考えることに加え、必要があると認めるときは、都市計画法第24条第１項に基づき、国土交通大臣の指示
等を出すことができるため。
また、農林漁業との調和は、農振法等との調整を図る必要があるが、必要な許可手続を経れば足りると考える。
②近郊緑地特別保全地区について
近郊緑地特別保全地区は近郊緑地保全区域・保全計画との整合性や交付金活用等との調整はあるが、都市計画としては他の特
別緑地保全地区と同様と考えるため。

【法改正イメージ】
都市計画法第19条第３項及び法第87条の２第３項の規定に「但し、法第６条の２の規定は、適用しない。」を追加する。

〔再掲〕
６　【国土交通省】
（７）都市計画法（昭43法100）
国土交通大臣が区域区分（７条１項）に関する都市計画を定め、若しくはその決
定若しくは変更に同意しようとするとき、又は都道府県が区域区分に関する都市
計画を定めようとするとき（国土交通大臣の同意を要するときを除く。）における農
林水産大臣に対する協議（23条１項）については、市街化区域となる区域が農用
地区域（農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）（農振法）８条２項１号）と
重複する場合等に限ることとし、その対象範囲を見直す。
なお、上記の措置に伴い、農地法（昭27法229）、農振法等において所要の見直
しを行うこととする。

H26 677 08_消防・防災・
安全

指定都市 横浜市 内閣府 A　権限移譲 災害救助法第２条・４条・18条・21条 救助の主体権限を指定都市
長へ移譲、救助の種類・程
度の拡充及び事務手続の簡
素化

災害救助法における指定都市の権限強化、救助の種類・程度の
拡充及び事務手続の簡素化

【制度改正の必要性】
災害時に市が主体的な役割を担い、緊急かつ迅速に対応するためには、災害救助法において、指定都市が道府県と同様の権限
を持つことが必要であるが、災害救助法等に規定されている救助の種類だけでは、対応しきれない状況であり、また、救助の程度に
おける費用限度額についても、現在の費用水準からかけ離れている。
対象・費用を拡充するとともに、被災自治体の判断により現物給付か現金給付かを選択できるようにすることが必要である。
【提案事項】
経費は、道府県を経由して求償することとなっているが、求償内容の確認等は、国から道府県を通じて求償した指定都市に依頼が
あり、その間の余分な事務負担と処理時間の増加が生じているため、地方分権の観点からも指定都市で要した救助経費について、
直接国に対して求償できる制度とすることが必要である。

[再掲]
５【内閣府】
（１）災害救助法（昭22法118）
都道府県から市町村に対して救助の実施に関する事務を委任することは現行規
定上も可能であり、災害救助法の適用後速やかに救助が実施できるよう、あらか
じめ都道府県と市町村の間で十分調整を行った上で、委任する救助の内容やど
のような場合に委任するのかを定めておくことが有効であることを、地方公共団体
に通知する。

事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置については、別紙を
基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法附則２項）につ
いては、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農林水産大臣
との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指定市町村にあっては、当
該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確保する目標
を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣が指定する市町村（指
定市町村）の長については、都道府県知事と同様の権限を有するものとして、農
地転用に係る事務・権限を移譲する。あわせて、農用地区域内における開発許
可（農振法15条の２）に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項及び５条３
項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せて検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏まえ、必要に
応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るとともに、農地転用許可等に係
る事例集を作成するなど地方公共団体における農地転用許可制度等の適正な
運用の確保に資するよう必要な支援を行うものとする。
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求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 678 03_医療・福祉 指定都市 横浜市 厚生労働省 A　権限移譲 医療法第30条の４ 医療計画等の策定権限等の
移譲

現在,道府県が行っている「医療計画の策定」にかかる事務の権
限・財源を指定都市に移譲する。

【移譲の必要性】
医療計画に記載される二次保健医療圏の区域設定及び基準病床数の算定等については、現行、都道府県が定めることとされてい
る。また、今後、二次医療圏ごとに策定される地域医療構想（ビジョン）や病床機能報告についても、同様とされている。
本市では、大都市における2025年問題への課題解決策の一つとして、地域の実情に応じた適切な医療機能の分化と連携が必要と
考えている。
【移譲による効果】
地域医療構想（ビジョン）の策定、稼働していない病床の削減要請及び医療機関が指示に従わない場合の勧告等の権限が移譲さ
れることで、医療政策を円滑に進めることができる。

H26 679 05_教育・文化 指定都市 横浜市 文部科学省 A　権限移譲 学校教育法第４条、私立学校法第
９条、私立学校振興助成法第９条

私立幼稚園の認可権限等の
移譲

現在都道府県が行っている「私立幼稚園の認可」、認可に必要な
答申を審議する「私立学校審議会の設置運営」、私立幼稚園へ
の「運営指導」及び「補助金交付」にかかる事務の権限・財源を、
指定都市に移譲

【支障事例】
保育所待機児童ゼロに向けた取組の継続に向け、幼稚園を貴重な保育資源として位置づけて、本市独自施策として、幼稚園にお
ける長時間の預かり保育の拡充を進めているが、私立幼稚園に係る事務・権限が道府県にあるため、事務執行に当たっては、都道
府県との調整が必要な状況である等、資源を有効に活用できていない。
具体的には、東日本大震災直後の預かり保育の実施について、早急な対応が求められる中、制度の趣旨から引き続き実施してもら
うよう協力要請する方針を市として打ち出したが、日中の教育時間にかかることは県の所管であるため、調整を行う必要が生じ、幼
稚園への周知に時間を要した。
【制度改正の必要性】
現在子ども・子育て支援新制度の施行に向けて幼稚園の給付対象施設への移行を進めているが、私学助成の幼稚園も残ることが
想定されている。
今回の提案が実現することで、幼児教育行政と保育行政の一体的な実施により、保育所待機児童ゼロに向けた取組の継続や子ど
も・子育て支援新制度への移行を見据えた円滑な対応が可能となる。

H26 680 11_その他 指定都市 横浜市 総務省 B　地方に対す
る規制緩和

地方財政法第５条第５項 地方債対象事業の拡充 民間事業者による公共施設整備（株式会社による保育所整備な
ど）補助に要する経費、公共施設の維持補修に要する経費、基
本設計等の建設に係る事務的経費等への起債充当を可能とす
ること

横浜市では、施策推進と財政健全性のバランスをとりながら地方債を活用しているが、地方債は地方財政法により充当対象の制限
があり、地方債の対象となる新規の施設整備から対象とならない保全への移行、扶助費の増加等による所要一般財源が増加してい
る中では、今後、予算全体の収支を合わせるための財源が確保できない状況が生じかねない。地方が自主的・自律的に地方債発
行総額を決定するにあたり、充当対象事業の選択肢を増やすことが必要。
保育所待機児童ゼロに向け、株式会社の参入を進める等の取組を行っているが、他団体への補助に関する地方債の対象は「公共
的団体が設置する公共施設の建設事業に係る助成に要する経費」に限定されており、株式会社に対する補助には地方債を充当で
きないため、財源の確保が困難となる恐れがある。（例：保育所整備　27件　約7億円　（26年度予算・一般財源ベース）、この他小規
模多機能型居宅介護事業所、グループホームも株式会社が整備している例あり（26年度予算は全額国費又は県費だが、今後市費
負担が発生する可能性あり））
公共施設の長寿命化に資する大規模修繕は起債対象だが、それ以外の維持補修費についても施設を耐用年数まで活用するため
に必要な経費であり、平準化により安定的な財政運営が可能となる。（公共施設の保全費計 約312億円（26年度予算・一般財源
ベース））
その他、基本設計など建設に係る事務的経費等についても、地方債の対象として拡充することにより、自主的かつ安定的な財政運
営が可能となる。（例：施設等整備費1,835億円に対し、基本設計約15億円等（26年度予算・一般財源ベース））

H26 681 11_その他 指定都市 横浜市 財務省 B　地方に対す
る規制緩和

財政融資資金の管理及び運用の
手続に関する規則第14条他

地方債の財政融資資金借入
に係る提出書類の簡素化

財政融資資金の借入にあたって、財務事務所への提出書類の
簡素化

地方債の発行にあたっては、地方の自主性をより高める観点に立って導入された地方債協議制度に則って、各団体で適債性や充
当事業の進捗状況を責任もって判断した上で総務省との協議等を経るなど、地方財政法に基づいた適正な手続きを踏んでいる
が、財政融資資金の借入にあたっては、充当対象事業の説明を詳細に行うための書類の提出が財務事務所から求められており、
事務負担が増大している。
借入時の提出書類を簡素化することにより、さらなる自主的かつ効率的な運用が可能となる。
具体的には、申込書（公印付きのあたま紙）以外の全ての書類を廃止いただきたいが、現実的に困難であれば、申込書以外の書
類の記載項目を減らし、統合することを提案する。
【書類の廃止・統合が可能と考える理由】
総務省との協議等を経るなどの適正な手続きに則っていることや、財務省としても貸付先の償還確実性を考慮して貸付を行ってい
ることを踏まえれば、事業の詳細な説明を地方に求める必要性や合理性は乏しいのではないかと考える。事業の概要のみ把握する
という観点から、必要事項を絞って書式を最小限に統一することが可能ではないか。

６【財務省】
（１）財政融資資金法（昭26法100）
財政融資資金の借入に係る財務大臣への申込み（財政融資資金の管理及び運
用の手続に関する規則（昭49大蔵省令42）29条）については、融資審査の手続を
簡素化・効率化するため、提出書類について削減等の見直しを行う。

H26 682 02_農業・農地 指定都市 横浜市 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

農業振興地域の整備に関する法律
第8条第1項、第4項

農業振興地域制度の農用地
利用計画の策定・変更に係
る県の同意の廃止

市が定めている農業振興地域整備計画について、県知事が行う
「同意」を不要とする。

・横浜市の農業振興地域整備計画の策定、変更に対し、神奈川県知事の同意が不可欠な制度となっており、市の行政計画としての
自主性を発揮するための支障となっている。
・農業振興地域整備計画の変更に際し、県知事の同意を得るための現地案内や説明資料作成、調整等に多大な時間及び作業を
要し迅速性を欠いている。
・例えば、市が行う公共事業に係る案件の県との調整が長引くことにより、道路事業に遅れが生じている。この結果、見通しの悪い不
整形な道路が長期間にわたり存在することになり、バスや大型トラックの通行に支障が出ていることや、歩道が途切れる原因となって
いる。

H26 683 08_消防・防災・
安全

指定都市 横浜市 防衛省、内閣府、
総務省（消防庁）

A　権限移譲 自衛隊法第８３条
災害対策基本法第６８条の２

自衛隊の災害派遣要請権限
の全市長への移譲

市長が自衛隊に対して直接、災害派遣を要請できるようにし、派
遣要請は都道府県に事後報告することとする。

【制度改正の必要性】
大規模災害発生時においては、72時間以内の人命救助に象徴されるように、迅速な応急対策が求められる。
【制度改正による効果】
事態を最も把握している現場の被災市の長である市長から、取りまとめ役の県を経由することなく、直接、自衛隊に対して災害派遣
を直接要請できる権限が付与されれば、大規模災害発生時の通知事務の簡素化や迅速な派遣要請の実施につながり、住民の生
命を守るための救助活動等も、より迅速な対応となることが見込まれる。
【懸念の解決策】
なお、本提案は、災害対策法の前提である「地方公共団体による広域的な対応を行っても解決できない場合」を崩しておらず、要
請をするときは、既に地方公共団体では対応できない状況で、迅速性や事務の効率化を最優先に考えるべきであることから、都道
府県知事のみが災害派遣要請を行う合理的な理由はない。また「要請が集中する」との懸念については、そのような状態は甚大な
被害が想定される災害であり、権限移譲による弊害ではなく、むしろ国において情報収集が遅くなる要因となるのではないか。
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H26 684 08_消防・防災・
安全

指定都市 横浜市 内閣府、警察庁 A　権限移譲 災害対策基本法第76条第１項
災害対策基本法施行令第33条第１
項及び第２項

緊急通行車両の確認（通行
許可）権限の指定都市長へ
の移譲

現在、緊急通行車両の許可は、政令市で判断できず、各事業所
が知事又は都道府県公安委員会に申請を行うこととなっている。
災害時の緊急通行車両の確認権限を指定都市にも付与するこ
と。

【提案事項】
災害時においては、緊急通行車両の許可の手続きについて迅速な対応が求められることから、規模・能力のある政令指定都市も窓
口となり、緊急通行車両の許可について判断を行うことができるようにすべきであると考える。
【制度改正の必要性】
また、実際の災害の状況によりどのような車種が必要になるか、その際にどの車両が使用可能であるかは、発災後初めてわかるもの
であり、緊急通行車両として申請が必要な車両は、事前にすべてを予測し得るような性質のものではなく、「事前届出制度」で全てを
対応できると結論づけるには限界がある。
また、今後の震災時の対応についても、例えば民間の運送会社等を利用する際に、今現在、どの車両が本市近辺に在しており、使
用可能であるかは、発災の際にわかることであり、事前の申請のみでは対応できない事態も容易に想定される。
【支障事例】
東日本大震災においては、本市に対して被災地から救援要請があり、迅速な対応が求められた。物資の搬送や本市職員の応援派
遣にあたり申請を行ったが、その申請の度に手続きを行わなければならず、事前届出を行っていない車両に関しては審査が省略で
きないなど、申請確認に時間を要した実態がある。この権限が本市にあれば、さらに迅速な対応ができたと考える。
結果として14件の申請を行ったが、その中には災害対策用の車両のみならず、被災地からの要請に応じ、給水車や市営バスの車
両等を活用するなど、想定とは異なる車両も活用している。
【制度改正の効果】
このように、発災時には混乱が生じ、申請確認に時間がかかることが想定されるが、仮に権限が指定都市にあれば、より迅速かつ多
様な応援派遣等の実施が可能となる。

H26 685 07_産業振興 指定都市 横浜市 経済産業省 A　権限移譲 ものづくり中小企業・小規模事業者
試作開発等支援補助金交付要綱
エネルギー使用合理化等事業者支
援補助金交付要綱
エネルギー使用合理化等事業者支
援補助金（小規模事業者実証分）
交付要綱

国が地方自治体を経由せず
民間事業者に直接交付して
いる補助金の地方移管

地方自治体が独自制度と一体的に実施できるよう、国が実施す
る地方自治体を経由せず中小企業等へ直接交付している中小
企業支援や地域の産業振興のための補助金（いわゆる「空飛ぶ
補助金」）の地方自治体への交付金化

多くの地方自治体では、それぞれの創意工夫のもと、地域の実情を踏まえた中小企業に対する独自の助成制度を実施している。
一方で、国の平成25年度補正予算事業「中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業」は、平成24年度補正予算
事業を拡大して実施されているが、地方自治体が直接関与しない制度となっており、地域の事業者の様々な要望や要請等を踏まえ
た運用がしにくい仕組みとなっている。また、「エネルギー使用合理化等事業支援者補助金」も同様に、地方自治体が関与しない制
度となっている。
横浜市では、新技術・新製品開発に取り組む中小企業を支援する「中小企業新技術・新製品開発促進事業（ＳＢＩＲ）」、中小製造業
が行う設備投資等について経費を助成する「中小製造業設備投資等助成事業」を行っているが、国の支援制度は本市制度との一
体的な支援とはなっていない。
地域の産業振興に密着した事業については、地域の中小企業の課題を把握している地方自治体が、より柔軟に運用できる仕組み
とすることが必要と考える。国において、過去２か年の補正予算事業等も含め、同種の事業を展開するのであれば、上記の趣旨を
踏まえ、地方自治体が関与できる制度としていただきたい。
　※補助金の流れ：経済産業省→横浜市（交付金）
地方自治体が、国の交付金を活用し、独自制度と一体的に中小企業への支援を実施することで、自治体の判断による対象の上乗
せや制度拡充、地方の実情や中小企業からの要望等を踏まえた効果的・効率的運用、申請手続きの簡素化等が可能となる。
・また、地域の中小企業にとっては、ワンストップでの申請・利用が可能になるなど利便性の向上となる。

H26 686 04_雇用・労働 指定都市 横浜市 厚生労働省 A　権限移譲 緊急雇用創出事業等実施要領 国が都道府県に設置する緊
急雇用創出事業臨時特例基
金の指定都市への設置

緊急雇用創出事業臨時特例交付金の基金事業の実施主体に指
定都市を追加

【現状】
緊急雇用創出事業臨時特例基金（厚生労働省所管）を財源としている事業は、基金の造成主体は県となっている。県に基金がある
ことで、国との調整等は県がとりまとめて行うものの、県に設置された基金のうち、どの程度本市が活用できるかが、国から県に交付
された時点ではわからず、事業の確実性が担保されないため、地域の実情に応じた効果的な施策展開を迅速かつ計画的に行うこ
とができない。また基金の積み増し等が行われた場合、各市町村ごとの活用額がすぐには判明しないため、結果として市町村の予
算計上のタイミングを逸することになり、対応が遅れる場合がある（市では25年度は5月補正、9月補正、26年度は5月補正を行って
いる）。
【効果】
基金の造成を指定都市にも認めることで、基金事業に関する指定都市の裁量による主体的かつ弾力的な取組を計画的かつ迅速
に行うことが可能となる。

H26 687 11_その他 指定都市 横浜市 内閣府（消費者庁） A　権限移譲 地方消費者行政活性化基金交付
要綱

国が県に設置する地方消費
者行政活性化基金の指定都
市への設置

国が県に設置する地方消費者行政活性化基金の造成につい
て、指定都市にも造成することを可能にする措置

【現状】
地方消費者行政活性化基金（消費者庁所管）を財源としている事業は、基金の造成主体は県となっている。県に基金があることで、
国との調整等は県がとりまとめて行うものの、県に設置された基金のうち、どの程度本市が活用できるかが、国から県に交付された時
点ではわからず、事業の確実性が担保されないため、地域の実情に応じた効果的な施策展開を迅速かつ計画的に行うことができな
い。また基金の積み増し等が行われた場合、各市町村ごとの活用額がすぐには判明しないため、結果として市町村の予算計上のタ
イミングを逸することになり、対応が遅れる場合がある。
【効果】
基金の造成を指定都市にも認めることで、基金事業に関する指定都市の裁量による主体的かつ弾力的な取組を計画的に行うこと
が可能となる。

H26 688 04_雇用・労働 都道府県 大阪府、和歌山県、鳥
取県

厚生労働省 A　権限移譲 職業安定法 ハローワークの都道府県へ
の移管（特に「わかものハ
ローワーク」等の先行実施）

ハローワークを都道府県へ移管する。また、特に「わかものハ
ローワーク」等について、移管を先行実施する。

【現状・支障事例】
本府では、求職者の個々の状況に応じた就職支援や、中小企業向けの人材採用支援等を行う「ＯＳＡＫＡしごとフィールド」を設置
し、ハローワーク大阪東の分室と一体的実施に取り組んでいる。
具体的には、大阪労働局の協力を得ながら、府の受託事業者によるきめ細かなカウンセリングとハローワークの有する豊富な求人
を組み合わせた就職支援を実施しているが、一体的実施ではハローワークの実施する職業相談や職業紹介に関し地方自治体が
責任を負うことができず、また、府内各地域での展開ができないため、地方が自らの判断と責任で各地域の諸課題に取り組もうとす
る地方分権改革の観点からは不十分。
【制度改正の必要性】
今後、生活困窮者自立支援法の施行により、市町村とハローワークとの一体的な就労支援が求められることから、市町村と緊密に
連携できる都道府県にハローワークを移管すべきである。
【閣議決定を踏まえた必要性】
国においては、ハローワーク特区や一体的実施の取組みなどが進められていることは理解するが、とりわけ若年者に対する就職支
援は、都道府県で実施しているキャリア教育や職業訓練、中小企業支援との緊密な連携が重要であることに加え、労働力人口の減
少が進む中で若者と魅力ある中小企業とのマッチングを早急に促進することが不可欠であることから、「わかものハローワーク」と「新
卒応援ハローワーク」については、先行して都道府県に移管することが必要である。

［再掲］
４【厚生労働省】
（１）職業安定法（昭22法141）及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派
遣労働者の保護等に関する法律（昭60法88）
公共職業安定所（ハローワーク）が行う無料職業紹介事業、地方公共団体が行う
無料職業紹介事業の指導監督並びに国以外の者が行う職業紹介、労働者の募
集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の指導監督については、以下の方向
性により見直す。
（ⅰ）国と地方公共団体が同一施設内で国の無料職業紹介事業と地方公共団体
の業務を一体的に実施する取組（一体的実施）、「ハローワーク特区」の取組、ハ
ローワークの求人情報を地方公共団体にオンラインで提供する取組など、ハロー
ワークと地方公共団体との一層の連携強化の取組を通じ、地方公共団体と一体と
なった雇用対策をこれまで以上に推進する。
（ⅱ）以上の取組の成果と課題を検証し、その結果等を踏まえ、これらの事務・権
限の移譲等について、引き続き検討・調整を進める。その際には、ＩＬＯ第88号条
約との整合性、都道府県を越えた職業紹介の適切な実施、雇用対策における機
動性の担保、保険者の変更等雇用保険財政の根本に関わる議論等に留意す
る。
（ⅲ）地方公共団体が行う無料職業紹介事業について、民間とは明確に異なる公
的性格を持つものであり、国に準ずるものとして法律上位置付けるなどの措置を
講ずる。
（ⅳ）ハローワークの求職情報を地方公共団体に提供する取組を、平成27年度か
ら開始する。
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H26 689 05_教育・文化 都道府県 大阪府 文部科学省 A　権限移譲 市町村立学校職員給与負担法（5
条）
地方教育行政の組織及び運営に
関する法律（附則15条）
義務教育費国庫負担法（8条）
公立義務教育諸学校の学級編制
及び教職員定数の標準に関する法
律（9条）

県費負担教職員の給与等の
負担・定数の決定・学級編制
基準の決定の移譲

県費負担教職員の給与等の負担・定数の決定・学級編制基準の
決定の移譲
（参考）
指定都市については、第４次一括法により移譲済み

【制度改正の経緯】
県費負担教職員の人事権を有する指定都市に対して、給与等の負担・定数の決定・学級編制基準の決定を移譲することを内容と
する「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」（第４次一括法）が本年６
月４日に公布され、平成２９年度を目途に移譲されることとなった。
大阪府では、地方分権をより一層推進する観点から、義務教育の実施主体である市町村の権限と責任を明確化するため、条例に
よる事務処理の特例制度を活用し、小中学校の教職員の人事権を平成２４年度に豊能地区３市２町（豊中市、池田市、箕面市、豊
能町、能勢町）へ移譲した。
【制度改正の必要性】
県費負担教職員の人事権と給与負担は一致すべきであることから、特例制度により人事権を移譲した市町村に対しても指定都市と
同様の取扱いがなされれば、市町村がより主体的に義務教育を実施することができるようになる。
【制度改正の効果】
義務教育の実施主体である市町の責任と権限が明確になる。
給与や勤務条件を独自に決定できることにより、地域の実情に応じた特色ある教育を行なうための人材を確保する事ができる。

［再掲］
５【文部科学省】
（２）市町村立学校職員給与負担法（昭23法135）、義務教育費国庫負担法（昭27
法303）、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭31法162）、公立義務教
育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律（昭33法116）
県費負担教職員の給与等の負担（市町村立学校職員給与負担法１条）、都道府
県教育委員会の県費負担教職員の任命権（地方教育行政の組織及び運営に関
する法律37条１項）、県費負担教職員に係る定数の決定（地方教育行政の組織
及び運営に関する法律41条１項及び２項）及び学級編制基準の決定（公立義務
教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律３条２項）について
は、県費負担教職員の任命権に係る条例による事務処理特例制度（地方教育行
政の組織及び運営に関する法律55条１項）の運用状況を踏まえつつ、広域での
人事調整の仕組みにも配慮した上で、中核市等に権限を移譲する方向で検討を
行い、小規模市町村を含めた関係者の理解を得て、結論が得られたものから順
次実施する。
また、条例による事務処理特例制度のより一層の活用を図るため、当該制度によ
る人事権の移譲を希望する中核市等については、平成27年度以降、関係する都
道府県や市町村との協議の場を設けるなど、合意形成に向けた支援を行うこと
を、関係団体に速やかに通知する。

H26 690 03_医療・福祉 都道府県 大阪府・兵庫県・和歌
山県・鳥取県

厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

平成１８年３月１４日厚生労働省令
第３４号「指定地域密着型サービス
の事業の人員、設備及び運営に関
する基準」第６６条第２項第１号、同
項第２号、第７４条第１項
介護保険法第７８条の４第５項（関
連）

小規模多機能型居宅介護
（地域密着型サービス）の普
及に向けた基準の緩和

認知症高齢者が住み慣れた地域での生活を維持するために有
効な介護サービスである小規模多機能型居宅介護（地域密着型
サービス）を普及させるため、人員、運営等の基準を緩和する。

【現状・支障事例】
「小規模多機能型居宅介護」は、「通い」「訪問」「泊まり」を柔軟に組み合わせて、利用者の在宅生活の継続を支援するものであり、
今後、増加が予想される認知症高齢者が住み慣れた地域での生活を維持するために有効な、市町村が指定する介護サービスで
ある。また、地域包括ケアシステムにおいても、中核的な役割を担っていくことが可能と考えられている。
しかし、大阪府内市町村における当該サービスは、地域包括ケアシステムの圏域である中学校区（４６４校区）と比較し１７６事業者と
普及が進んでいない状況である。
これは、サービスの利用に介護支援専門員（ケアマネジャー）を変更する必要があることや、少ない登録定員や利用定員などの基
準が、地域の利用者ニーズや事業者の採算性などの課題となり、事業者参入の障壁となっているためである。
【制度改正の必要性】
このため、「小規模多機能型居宅介護」が普及できるよう、通いサービスの利用定員数の上限の引き上げや、介護支援専門員との
契約を利用者選択とするなど、厚生労働省令（平成１８年３月１４日厚生労働省令第３４号「指定地域密着型サービスの事業の人
員、設備及び運営に関する基準」。）の基準の緩和を求める。

H26 691 03_医療・福祉 都道府県 大阪府、京都府、兵庫
県、鳥取県、徳島県

厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

老人福祉法第１５条、第１５条の２、
第１６条
介護保険法第７０条、第７５条、第８
６条、第８９条、第９１条

介護保険法及び老人福祉法
に基づく重複する申請等の
一本化

老人福祉法と介護保険法では、同一施設について各々の法で規
定されているため、事業開始時やその後変更が生じた際には各
法に基づく書類の提出が必要となっている。
事業者にとっては、一つの事業であるにもかかわらず、2種類の
書類の提出が必要であり、非効率かつ負担となっているため、介
護保険法上の申請があった際には老人福祉法上の届出があっ
たとみなす「みなし規定」を老人福祉法に設ける。

【現状・支障事例】
介護保険法に規定される「通所介護事業所」、「短期入所生活介護事業所」、「介護老人福祉施設」等は、それぞれ老人福祉法に
規定される「老人デイサービスセンター」、「老人短期入所施設」、「特別養護老人ホーム」であり、事業開始時や、その後変更が生じ
た際には、それぞれの法に基づく届出が必要となっている。このため、社会福祉法人等の事業者は、事業としては一つであるにもか
かわらず、二種類の書類の提出が必要となっており、非効率な状況となっている。
【制度改正の必要性】
このため、老人福祉法に基づく届出を行うもののうち、介護サービス事業者が、介護保険法の規定による指定申請（第70条、第86
条、老人福祉法第15条）、変更届出（第75条、第89条、老人福祉法第15条の2）又は廃止・休止届出（第75条、第91条、老人福祉法
第16条）を行うものについては、老人福祉法の届出があったこととする「みなし規定」を老人福祉法に設けることによって、非効率な
状況を改善し、届出事務の効率化及び事業者の負担を軽減することができる。
【懸念の解消策】
「みなし規定」を設けることによる支障としては、介護保険法に係る事務と老人福祉法に係る事務の所管が別所属となっている場合
等に、関係所属に十分情報が伝わらず、事務に支障を来す場合が考えられるが、この問題については所属間の連携、情報交換を
密にすることにより対応が可能と考える。

［再掲］
６【厚生労働省】
（11）老人福祉法（昭38法133）及び介護保険法（平９法123）
介護保険サービスを提供するに当たって、老人福祉法上の老人居宅生活支援事
業の開始、変更の届出（老人福祉法14条及び14条の２）等と、介護保険法上の指
定居宅サービス事業所の指定、変更の申請（介護保険法70条及び75条）等のそ
れぞれの手続が必要であるが、申請書の一本化や重複する必要書類の省略等、
地域の実情に応じて手続を簡素化することは現行制度上問題ないことを、地方公
共団体に周知する。

H26 692 03_医療・福祉 都道府県 大阪府・京都府・兵庫
県・徳島県

厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

介護保険法施行規則第38条、第41
条、52条、55条

要介護認定の有効期間の延
長

要介護認定の有効期間の更なる延長及び基準の簡素化を求め
る。

【現状・支障事例】
介護サービスを利用するために必要となる要介護（要支援）認定には有効期間があり、有効期間を過ぎてなお、介護サービスを受
けるためには、有効期間を更新することが必要である。団塊の世代が65歳を超え、今後、要介護（要支援）認定の申請件数が増加
することが見込まれている中で、現在の有効期間は、最長で2年であり、更新のための件数もますます増加することが予想される。
また、有効期間の基準としては、別添参考資料「現状の要介護（要支援）認定の有効期間について」のとおり、複雑多岐にわたって
いる。
【制度改正の必要性】
このため、認定事務を行う保険者の負担軽減のために、要介護認定の有効期間の更なる延長（原則の有効期間の延長、設定可能
な有効期間の期間延長。なお、延長期間を何月にするかは、その根拠とともに別途検討が必要)及び、更新申請については①～④
の種別に関わらず、有効期間を統一するなど基準の簡素化を求める。
【懸念の解消策】
なお、有効期間の延長は、介護報酬増加となるのではという懸念があるが、状態が変われば、区分変更申請が可能であり、また、長
期に高い介護度で推移し今後も改善が見込まれない高齢者(例えば、寝たきりなど)に対しては、更新の認定を行うことで、本人の負
担や保険者の負担が生じているため、設定可能な有効期間を延長することで、事務負担の軽減が図れるものと考える。

H26 693 03_医療・福祉 都道府県 大阪府 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

介護保険法第129条、介護保険法
施行令第38条

介護保険料の賦課にかかる
負担の公平化

現在、本人や同じ世帯に属する者の個人住民税の課税状況に
応じて段階的に設定している第１号保険者の介護保険料につい
て、被保険者個人の所得の実態に合ったものとし、負担の公平性
を確保する観点から、被保険者個人単位での賦課や、保険料の
算定に定額制と定率制を併用する「新しい仕組み」の導入ができ
るよう、介護保険法等について、所要の規定整備を行う。

【現状・支障事例】
現在、第１号保険者（６５歳以上の高齢者）の介護保険料については、本人や同じ世帯に属する者の個人住民税の課税状況に応じ
て段階的に設定しているが、本人が非課税でも世帯に課税者がいるため保険料が高くなるなど、必ずしも被保険者個人の所得の実
態と合っていない。
【制度改正の必要性】
このため、保険料を被保険者個人の所得の実態に合ったものとし、負担の公平性を確保する観点から、被保険者個人単位で賦課
することができるようにする。
また、低所得者の保険料負担を軽減するため、保険料の算定に定額制と定率制を併用する「新しい仕組み」を導入する。

※保険料の額は、各市町村における介護サービスにかかる費用の総額（利用者負担分を除く）の２１％分に応じて第１号保険者の
保険料の基準額を算出し、市町村は、その基準額に、所得段階に応じた割合を乗じて保険料を決定している。（別紙参考資料のと
おり）
また、保険料は、被保険者の所得状況に応じてきめ細かな段階を設定できるよう配慮されている。
設定方法の原則は、本人が市民税非課税の場合は基準額を納め、世帯非課税の場合は軽減された額を、本人課税の場合は基
準額より高い額を負担する仕組みとなっている。
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H26 694 03_医療・福祉 都道府県 大阪府、京都府、兵庫
県、徳島県

厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

介護保険法第５１条の３ 介護保険制度における「補
足給付」の拡充

低所得者が施設サービス及び短期入所サービスを利用するにあ
たり、居住費及び食費について、所得に応じた負担限度額を設
定し、基準額との差額を支給する「特定入所者介護（予防）サー
ビス費」の支給（補足給付）の対象に「認知症対応型共同生活介
護」（グループホーム）も含めるよう、介護保険法について所要の
規定整備を行う。

【現状】
介護保険制度では、低所得者の施設サービス利用が困難とならないよう、低所得者が施設サービス及び短期入所サービスを利用
するにあたり、居住費及び食費について、所得に応じた負担限度額を設定し、基準額との差額を支給する特定入所者介護（予防）
サービス費」を支給（以下「補足給付」という。）することとしている。
【支障事例】
現在、補足給付は、特別養護老人ホーム等の介護保険施設に常時入所する施設サービスと、介護保険施設に短期間入所する短
期入所サービスのみが支給対象で、居住系のサービスは対象となっておらず、居住費や食費の負担等により、低所得者がグルー
プホームを利用できないという事態が生じている。
【制度改正の必要性】
今後、認知症高齢者の急激な増加が見込まれる中、低所得の認知症高齢者のサービス利用が困難とならないよう、認知症のため
介護を必要とする人が少人数で共同生活するための居住系サービスである「認知症対応型共同生活介護」（グループホーム）も補
足給付の対象とする必要がある。

H26 695 09_土木・建築 都道府県 大阪府、兵庫県 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

農業基盤整備促進事業実施要綱
第３　事業の実施区域

都市部における小規模集団
農地の生産基盤整備に係る
支援

農業振興地域内外の概ね５ｈａ以上の集団農地においても、都道
府県が守り、活用すべき農地として府県条例で指定した農地であ
れば、ほ場整備をはじめとした生産基盤整備が国庫補助により実
施可能となるよう「農業基盤整備促進事業実施要綱　第３　事業
の実施区域」の改正を求める。

【制度改正の経緯】
近年、農空間（農地）を支える農業者の高齢化や後継者不足が顕著になっており、府内農地の面積は年々減少傾向にあり、その公
益的機能の低下が府民生活にも大きな影響を及ぼす恐れがあるため、本府では、平成20年に施行の「大阪府都市農業の推進及
び農空間の保全と活用に関する条例」に基づき、市街化調整区域内の概ね５ha以上の集団農地等を農空間保全地域として指定
し、農空間の保全を推進してきたところ。今後、これらの農地を営農者が地域の協力の下にしっかり保全し、大消費地である都市近
郊を活かした農業を振興するためには、国庫補助事業を導入し、ほ場整備など営農条件の改善を図る必要がある。
【支障事例】
国庫補助事業を受けて実施する生産基盤整備の要件は、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、農業振興地域農用地区
域であることとなっているが、府では農用地区域に含めなければならない10haの集団的農地が少なく、また、法10条3項5号の規定
による、10ha以下の集団的農地の農用地区域の指定についても土地所有者の都市的土地利用への期待感などから、非常に難し
く、府内の13,711haの農地の中で農振農用地は4,633haと1/3程度である。
【留意点】
府条例に基づく農空間保全地域に指定に関する規制条項は定めていないが、市街化調整区域内の概ね５ha以上の集団農地
4,680haを国庫対象として生産基盤整備を実施した場合おいても、「補助金等に係る予算の執行に関する法律適正化法」第17条
（義務違反に対する交付決定の取り消し）、第22条（財産処分制限）等を遵守することにより、目的外使用や受益地の転用防止が図
られる。

H26 696 02_農業・農地 都道府県 大阪府、兵庫県 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

農業経営基盤強化促進法第5条第
3項、第17条第2項
農地中間管理事業の推進に関する
法律第2条第3項

生産緑地における農業経営
基盤強化促進法及び農地中
間管理事業法に基づく農地
貸借を可能とすること

生産緑地において、都市住民など多様な担い手の参入を促進す
ることで都市農業の振興や都市農地の保全が図られるよう、農業
経営基盤強化促進法及び農地中間管理事業法に基づく農地貸
借を可能とされたい。

【現状】
大阪府の農地面積13,711haのうち市街化区域内農地は約3割。その中の約6割、2,139haが生産緑地であり、大きなウエートを占め
ている。
収穫量が全国でも上位を占めるシュンギク（2位）、コマツナ（8位）などの軟弱野菜は、消費地に近い生産緑地で多く生産されてお
り、新鮮で安全・安心な農産物供給の重要な場となっている。
また、同時に生産緑地は、都市部のみどりの創出、教育、防災など多様な公益的機能を発揮している。
【制度改正の必要性】
一方、農業者の高齢化や担い手不足、農地面積の減少、遊休農地の増加など、都市農業を取り巻く状況は非常に厳しく、いかにし
て農地を保全し農業振興を図っていくかが課題。
大阪府では平成20年に「大阪府都市農業の推進及び農空間の保全と活用に関する条例」を制定し、担い手対策はもとより、生産緑
地を含む優良農地を「農空間保全地域」として指定・公表し、農地保全を図ってきたところ。
なかでも、農地保全の有効な方策として農地貸借があるが、生産緑地に関しては農業生産基盤強化促進法や農地中間管理事業
法による貸借が法令上認められていない。
これらを可能とする措置を講じていただくことで、一層の都市農地保全と都市農業の振興を図りたい。

６　【農林水産省】
（28）都市農業の振興に関する事務
都市農業の振興の在り方等については、農林水産業・地域の活力創造プラン（平
成25年12月10日農林水産業・地域の活力創造本部決定）における位置付け等を
踏まえつつ、都市における農地の有効な活用及び適正な保全を図る観点から、
検討を進める。

H26 697 09_土木・建築 都道府県 大阪府 内閣府、総務省、
国土交通省

A　権限移譲 地方交付税法第10条（普通交付税
の額の算定）、第11条（基準財政需
要額の算定方法）等

直轄道路の移管路線の維持
管理費に関する財源措置

平成25年12月20日の閣議決定に基づく権限移譲における直轄
国道の移管路線の財源措置について、維持管理費は、個別の箇
所に係る所要額を適切に積み上げた総額を、基準財政需要額
に反映し、事業費に応じた交付税措置を講ずるとされているとこ
ろ。

移管にあたっては、従前の管理水準を確保するため、上記の交
付税による措置額と、現在の維持管理に関する所要額との間に
乖離が生じる場合、不足額について、交付税額の上乗せや、交
付金等による財源措置を提案する。

【現状】
「事務・権限移譲の移譲等に関する見直し方針について」（H25.12.20閣議決定）に基づく、権限移譲における移管路線の維持管理
費に対する財源措置については、全国知事会が、H25.11.14「『直轄道路・河川の権限移譲に伴う財源措置について（案）』に対す
る意見」にて言及しているように、地方に移譲された道路・河川の維持管理に支障が生じることのないよう、維持管理に要する費用に
ついて歳入歳出両面にわたって適切かつ明確な財政措置を講じること、事業費に応じた交付税措置を講ずることにより、従前と同
様の管理水準を確保することを前提に行うことを求めているところ。
【支障事例】
移管路線の維持管理に関する措置額は、既管理路線の維持管理にも影響を及ぼすこととなるが、現行の交付税措置では、全国一
律の算定方法により基準財政需要額を算出しており、大阪府下の対象路線においては、交通量も多く、都市部の特殊性等から、従
前の管理水準を確保するための所要額が措置されない可能性がある。
【制度改正の必要性】
まずは、閣議決定に基づく交付税措置に関し、維持管理に関する所要額が確保されていることを判断するため、移管路線におけ
る、現状の維持管理に係る費用の提示を受ける必要がある。

H26 698 06_環境・衛生 都道府県 大阪府
和歌山県
鳥取県

厚生労働省 A　権限移譲 水道法施行令第14条第1項 水道事業経営の認可等の権
限移譲

厚生労働大臣が有する水道事業経営の認可等の権限につい
て、都道府県知事への移譲を進める。
【具体的な改正内容】
水道法施行令第14条第1項中「及び河川の流水を水源とする水
道用水供給事業を経営する者から供給を受ける水を水源とする
水道事業」を削除し、水道用水供給事業を経営する者から水の
供給を受ける水道事業に係る事務についてはすべて都道府県が
行う。また、それが困難であれば、当該規定中の給水人口を5万
人の規模から拡大する。

【現状・支障事例】
別紙参照。
【制度改正の必要性】
地方分権に関する過去の厚生労働省見解では、5万人超の規模の水道事業認可における水利調整等の必要性から、河川の流水
を水源とする水道事業については国において直接管轄することが適切とされ、水道用水供給事業者についても、同様の取り扱いと
なっている。しかし、近年、水需要が年々減少し、自己水を廃止して企業団から全量を受水する事業体が増加している中、今後、新
たな水源開発を伴う事業認可は見込まれない。隣接水道事業や、水道用水供給事業と水道事業等の間での水平統合・垂直統合
の検討が進められている現状においては、隣接している水道事業者について水利調整の有無、5万人超の認可権限のラインで分断
することは、事業間調整を複雑にし、広域化を加速できないひとつの要因となっている。
【提案が実現した場合の効果】
そこで、今後は、水利調整に主眼を置くのではなく、地域の一体性に主眼を置くことに転換し、一定規模まで（大臣認可の水道用水
供給事業からの受水のみの水道事業）の権限を都道府県知事に移譲していただきたい。水道法第5条の2の広域的水道整備計画
と、同法第6条の事業認可の権限を併せ持つことで、都道府県知事が水道の広域化をさらに推進することができるようになる。また、
水利調整の必要があると考えられる大規模な水道用水供給事業、水道事業については、引き続き大臣認可として国による関与も存
続させることで、役割分担が適切化されると考える。

［再掲］
４【厚生労働省】
（７）水道法（昭32法177）
以下に掲げる事務・権限（厚生労働省の所管に係るものに限る。）については、広
域化等を推進する水道事業基盤強化計画（仮称）を策定した上で、業務の監視
体制を十分に整える都道府県であって、当該事務・権限の移譲を希望するものに
対し、都道府県内で水利調整が完結する水道事業等（都道府県が経営主体であ
るものを除く。）を対象に移譲する。
なお、都道府県内で水利調整が完結しない水道用水供給事業から受水する水道
事業については、当該水道用水供給事業との事業統合を行うことを上記計画に
盛り込んだ場合には移譲対象とする。
（以下一部抜粋）
・水道事業の認可（６条１項）
・水道用水供給事業の認可（26条）
・水道事業及び水道用水供給事業に係る報告の徴収及び立入検査（39条１項）
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H26 699 07_産業振興 都道府県 大阪府、京都府、兵庫
県、徳島県

経済産業省、総務
省

A　権限移譲 産業競争力強化法第１１３条、第１
１４条、第１３７条３項、第１４０条１項
６号

創業支援事業計画の認定権
限の都道府県への移譲

産業競争力強化法　第１１３条、第１１４条、第１３７条３項、第１４０
条１項６号に規定する「市区町村創業支援計画」に関する経済産
業大臣、総務大臣及びその他の主務大臣（関係する施行令、施
行規則を含む）における権限を都道府県に移譲されたい。
第１１３条　創業支援事業計画の認定
第１１４条　創業支援事業計画の変更等
第１３７条３項　報告書の徴収
第１４０条１項６号　 主務大臣等

【具体的な支障事例】創業支援事業計画の認定に際し、国が全国約1700の市区町村のきめ細かな実情を把握することは現実的で
はなく、計画認定に向けた指導・助言等のフォローアップを的確に行うことは難しいと考えられる。
国の第一回認定(3月20日)では、2月4日に説明会を実施、2月7日に近畿経済産業局に素案を提出、2月14日に中小企業庁に計画
を提出という、極めてタイトな日程であり、このため大阪府内で６市がこのスケジュールに間に合わなかった。都道府県に認定権限が
あれば、下記理由（※１）で十分対応できたと考えられる。
さらに、中小企業白書（2013年版　p.47 ※２）で示されているように、創業者のマーケットは市区町村エリアを超えており、都道府県
レベルの創業支援施策と密接に連携した取組が求められる。しかし、現行制度においては、都道府県レベルの官民の創業支援施
策との調整・最適化を行うことができない。
【制度改正の必要性】計画策定にあたり複数の市区町村による共同申請ができるが、第１回・第２回認定において、各々２件しかな
かった。創業者のマーケットの広さは多種多様であり、現行制度では創業者のマーケットに合わせた市区町村の組合せを一律で構
成することはできないため、都道府県レベルの官民の創業支援施策との調整・最適化が不可欠である。
行政効率的な観点からも共同計画が策定されるべきであるが、都道府県が認定を行えば、場合によっては地方自治法上の様々な
連携手続（機関等の共同設置、事務の委託等）で、市区町村間のより強固な絆づくりを誘導することも可能である。
【都道府県が認定を行うことによる効果 ※１】現行制度で所管が複数の省庁に関係する内容が含まれた場合、各所管省庁との調整
に時間を要すると想定される。一方、都道府県はあらゆる分野に対し、計画策定に係る指導・助言から認定までの手続を一元的か
つ円滑に行うことができる。申請者である市区町村にとっても事務の効率化ができる。
※２　創業者が目指している今後の市場について、「地域需要創出型」では全体の80％以上が市区町村のエリアを超えている。（同
一市町村19.6％、同一都道府県39.1％、全国38.2％、海外3.2％）

［再掲］
４【総務省（２）】 【経済産業省（22）】
産業競争力強化法（平25法98）
（ⅰ）創業支援事業計画の認定（113条１項）については、当該計画の策定及び実
施に資するため、都道府県に当該計画の認定申請等の情報提供を行うとともに、
都道府県の関係機関が創業支援事業者として参画できることを、平成26年度中
に地方公共団体に通知する。
（ⅱ）創業支援事業計画の認定については、創業支援に係る国家目標の早期達
成に向け、原則として平成27年度中に現在の制度枠組みを含めた検証を行い、
その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

H26 700 09_土木・建築 都道府県 大阪府 国土交通省 A　権限移譲 道路法第12条（国道の新設又は改
築）、第13条（国道の維持、修繕そ
の他の管理）、河川法第9条（一級
河川の管理）等（道路法、河川法等
に基づく、直轄国道及び直轄河川
に係る整備等に関する計画、工事
及び管理の実施等に係る部分）

複数都道府県に跨る直轄国
道・河川に係る権限の移譲

昨年12月20日の政府の「事務・権限の移譲等に関する見直し方
針について」の閣議決定を受けて、直轄国道・河川の権限移譲に
ついて、国土交通省地方整備局と都道府県及び政令市との個別
協議が再開され、協議が整ったものについては、移譲が進められ
ることとされている。
しかしながら、今回の権限移譲は、同一府県内に起終点がある区
間やバイパスの現道区間などに限定されており、移譲先も単独の
都道府県及び政令市のみとなっている。
複数の都道府県に跨がるものについて、関西広域連合など、広
域行政組織等への移譲を求める。

【制度改正のメリット】
道路・河川のインフラ整備等については、国土交通省地方整備局と都道府県及び政令市がそれぞれ事業を実施していることから総
合的な対応が困難な状況であるが、関西広域連合であれば、防災、観光・文化振興、産業振興、医療、環境保全など広域行政を
現在推進しており、構成府県・政令市と一体的に事業を実施することで、圏域内の市町村や各種団体、地域住民の声を幅広く聞き
ながら、従来の縦割り行政にとらわれない、より地域の実情に応じた総合的な施策展開が可能となる。
【地域の実情を踏まえた必要性】
また、国による直轄事業では、住民から距離があるため、その意向が反映されにくいが、地方が事業を実施することで、地域住民
(議会)の関心やチェック機能も高まり、その民意を反映しやすいものとなるとともに、許認可に係る事務も含めて道路や河川に関する
窓口を一元化することで、地域住民や民間事業者の利便性が向上する。
地域の実情を踏まえた地方分権改革の取組をさらに進めるために、災害時の対応等を含めた国と地方との適切な役割分担を考慮
しながらも、複数の都道府県に跨がる直轄国道・河川についても可能な限り移譲を実現することで、防災、観光・文化振興、産業振
興、医療、環境保全と連携した総合行政の観点から、住民目線にたった地域ニーズを反映した効率的・効果的なまちづくりが可能と
なる。
【懸念の解消策】
全国知事会（平成２５年１１月１４日、「直轄道路・河川の権限移譲に伴う財源措置について（案）に対する意見」）で言及されているよ
うに、複数の都道府県に跨るものについて広域での移譲を進めるため、財源措置等を含めて、その受入体制の枠組みづくりの検討
が必要であり、具体の移譲に当たっては、所要財源の確保、人員・資機材の移管が前提となる。

H26 701 03_医療・福祉 都道府県 鹿児島県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

地域保健法第10条、地域保健法施
行令第４条

保健所長の資格要件の条例
委任（参酌基準化）

保健所長の資格要件を条例委任（参酌基準化）とすること。（ただ
し、保健所内には医師を配置することを条件とする。）

【支障事例】
保健所長の医師資格要件については、保健所に医師が配置されている場合に限り、医師と同等以上の専門性を有すると認められ
る場合等一定要件を満たす職員であれば医師以外の者であっても保健所長に充てることができるよう要件緩和がされているもの
の、なお要件が厳しく、該当職員の確保は困難である。
保健所長職に適した人材の確保が非常に難しいことから、地域によっては、一人の所長が他の管轄地域の所長を兼務するケースも
出ている。このケースでは、保健所長不在の保健所はもとより、本務側の保健所においても円滑な業務運営に支障が生じる場合が
ある。また、突発的な健康危機管理事案等に対して、本務・兼務の両管轄地域の対応が十分に行えない場合も想定される。
当県においては、離島を有するなどの地理的な特性により、１３保健所のうち、４保健所で保健所長が兼務している状況。（県内の
保健所設置位置及びその兼務状況は別紙のとおり）
【制度改正の必要性】
保健所に公衆衛生に対応できる医師を配置することを条件に、保健所長の資格要件を保健所設置主体の条例に委ねることにより、
保健所における健康危機管理事案等等の役割を十分考慮しつつも、地域における公衆衛生医師不足の実情に応じた対応措置が
可能なるとともに、危機管理対応も十分可能である。
特に、所長クラスの公衆衛生医師の確保困難な地域や複数保健所長を一人の所長が兼務しているような事態が生じている地域等
においては、保健所内に医師を配置した場合に保健所長の資格要件が廃止できれば、柔軟な人事配置が可能なことから、管轄地
域における円滑な業務運営に寄与するものである。

H26 702 03_医療・福祉 都道府県 鹿児島県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

児童福祉法第45条，児童福祉の設
備及び運営に関する基準附則第２
項

保育所の保育士定数への准
看護師の算入を可能とする
規制緩和

児童福祉施設の設備運営基準（省令）により，乳児４人以上を入
所させる保育所においては，看護師と保健師が保育定数に算入
することができるとされている（従うべき基準，民間保育所に対す
る国庫負担対象）が，当該省令を参酌基準化することなどにより，
准看護師も定数算入対象とすること。

【支障事例】保育所における乳幼児の受入れが増える中、こどもの体調急変への適切な対応などのため、看護師など医療・保健の
有資格者を保育所に配置する必要性が高まっている。
省令では、乳児４人以上を入所させる保育所にあって、看護師又は保健師を１人に限って保育士とみなして配置することができるこ
ととされ、看護師配置を促進している。
しかしながら、保育所においては、保育士定数に算入できるのが正看護師に限定されており，また，運営費に保育士と看護士の人
件費差額が反映されていないこと等から，看護師の確保が難しく看護師の配置が進んでいないのが現状である。
【改正の必要性】当該規定を参酌基準化することや、省令改正により算入対象を准看護師まで拡大する規制緩和を行うことが必
要。
准看護師は，嘱託医の指導の下，適切な保健指導など看護師と同様な役割を担うことが可能と考えられ，また，病児・病後児保育
対策事業の職員配置では，准看護師まで認められていることから，保育士定数に算入できる範囲を、看護師のみでなく准看護師ま
で拡大し，看護師等を配置しやすくすることが必要である。

[再掲]
６【厚生労働省】
（１）児童福祉法（昭22法164）
（ⅱ）児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭23厚生省令63）のうち、保
育所に係る基準については、次のとおりとする。
　・乳児４人以上を入所させる保育所に係る保育士の数の算定（同基準33条２項
及び附則）については、当分の間、当該保育所に勤務する保健師又は看護師に
加え、准看護師についても保育士とみなすことができるよう措置する。

農地転用面積が４ヘクタールを超える場合の農地転用許可権限
を現行の農林水産大臣から都道府県知事に移譲する。

【権限移譲の必要性】
農地の総量確保のあり方と併せて検討すべきものと考えるが、４ha超の農地転用許可については、国よりも農地の状況をより把握で
きる県に権限移譲を行うことで、事務処理全体の時間短縮や申請人の負担軽減等が図られる。

【当県における事務の実績】
平成23年から平成25年までで５件発生
所要期間が長いものの例としては、２年８ヶ月（協議５回）、１年６ヶ月（協議４回）

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国と地方の役
割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕組みの充実を図るととも
に、農地転用に係る事務・権限について、地方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条の２第１項）
を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の設定基準案に加え、国の
目標面積案について、都道府県知事の意見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及び都道府県の
目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定
するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と協議する場（協議の場）を
設けることとする。協議の場の議事等については、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案及び都道府県
の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違がある場合には、その要因
分析等を行い、施策効果の見込み方等について協議する。これらの過程を通じ
て、国と地方が十分な議論を行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び
都道府県の目標面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日地方六団体）
において提案されている「農地の総量確保の目標管理」の仕組みに係る実効性を
検証することとし、今後の制度設計の議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について

H26 703 02_農業・農地 都道府県 鹿児島県 農林水産省 A　権限移譲 農地法第４条及び第５条 ４ヘクタールを超える農地転
用に係る都道府県知事への
許可権限の移譲
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H26 704 01_土地利用（農
地除く）

都道府県 鹿児島県 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

都市計画法第18条第３項，同法施
行令第12条

指定区間外の国道に関する
都市計画決定等に係る国へ
の同意協議の廃止

都市計画法では，都道府県が管理する指定区間外国道に関す
る都市計画決定（変更）について，国土交通大臣の協議同意が
定められているが，事前相談を含め，相当に時間を要している現
状から，同意等の手続を廃止すべきである。

【規制緩和の必要性】
都市計画法第18条第３項において，都道府県は，国の利害に重大な関係がある政令で定める都市計画を決定又は変更するとき
は，国土交通大臣の同意協議が必要とされ，同法施行令第12条において，一般国道に関する都市計画についても，国の利害に重
大な関係があるものと規定されている。
しかし，一般国道に関する都市計画については，国の利害に影響を及ぼさないと考えられる事案であっても，法に基づき国土交通
大臣に協議が必要とされているところであり，事前相談を含め，相当に時間を要している現状から，同意等の手続を廃止すべきであ
る。（国との同意協議を要しないと考えられる事案及びその理由は別紙のとおり）

【県管理国道に係る同意協議の事務の実績】
平成10年度から平成21年度：７件
申請書提出から同意までに要した期間は平均して約１か月半であるが，申請前には下協議等があり，それらの協議には数ヶ月要す
る場合もあった。

H26 705 09_土木・建築 都道府県 鹿児島県 国土交通省、財務
省

A　権限移譲 河川法第100条，国有財産法第9条
第３項，第31条の２，第31の３，第
31条の４及び第31条の５，国有財
産法施行令第６条第２項第１号ヲ，
不動産登記法116条

準用河川の用に供されてい
る国土交通省所管の国有財
産の登記嘱託及び境界決定
事務の権限移譲

不動産登記法及び国有財産法に基づき，都道府県は，国土交
通省大臣所管の国有財産のうち，準用河川の用に供されている
ものについては，所有権保存登記の嘱託を行うこととされている。
また，国有財産法に基づき都道府県は，国土交通省所管の国有
財産のうち，準用河川の用に供されているものについて，隣接地
との境界確定を行っている。これらの事務については，特例条例
による権限移譲が進んでいる現状があるため，市町村へ権限移
譲を行うべきである。

【権限移譲の必要性】
１　国有財産法に基づく県の事務
都道府県は，準用河川に隣接する土地所有者からの申請に基づき，県が準用河川の境界立会を行っている。
２　不動産登記法に基づく県の事務
都道府県は，準用河川に供する国有財産について，所有権保存登記等の登記所への嘱託を行っている。
３　河川法に基づく市町村の事務
市町村は，準用河川の機能の維持のため，準用河川の管理者として，準用河川の境界立会を行っている。
市町村は，準用河川の機能の維持のため河川法に基づき管理を行っていることから，国有財産法等に基づく財産管理としての境
界立会，登記嘱託等の事務も市町村が行うことが効率的である。
１と２の事務は，特例条例による権限移譲が進んでいる現状があるため，法改正による市町村への権限移譲を行うべきである。
【当県における事務の実績】
１　国有財産法に基づく県の事務
平成22年度から平成24年度：実績なし
２　不動産登記法に基づく県の事務
平成23年度：16件，平成24年度：14件
【特例条例による市町村への移譲状況】
本県内：１，２ともに42市町村中，３２市町村（76.2％）
全国：国有財産法に基づく事務→31道府県，不動産登記法に基づく事務→22道府県

H26 706 11_その他 都道府県 鹿児島県 総務省 A　権限移譲 地方自治法第９条の５ 新たに生じた土地の告示事
務の権限移譲

地方自治法では，市町村の区域内に新たに土地が生じたとき，
市町村長はこれを確認し，都道府県知事に届出を行い，知事は
直ちに告示しなければならないとされている。一方で，全国的に
特例条例による権限移譲が進んでいる現状があるほか，告示の
迅速化，手続の簡素化の観点からは市町村へ権限移譲を行うべ
きである。

地方自治法に基づき，市町村の区域内に新たに土地が生じたときは，市町村長はこれを確認し，都道府県知事に届出を行い，都
道府県知事は直ちにこれを告示しなければならない。
この事務については，全国的に特例条例による権限移譲が進んでおり，また，告示の迅速化，手続の簡素化の観点から市町村へ
権限移譲を行うべきである。
＜事務の実績＞
平成22年度：５市町村において14件
平成23年度：１市町村において１件
平成24年度：５市町村において15件

H26 707 05_教育・文化 指定都市 大阪市、大阪府 文部科学省 A　権限移譲 私立学校法第9条
私立学校振興助成法第9条
学校教育法第4条他

私立幼稚園の設置認可・指
導にかかる権限移譲

私立幼稚園にかかる設置認可、認可に必要な答申を審議する
「私立学校審議会の設置運営」、指導及び補助金交付の権限・
財源を指定都市に移譲

子育て支援や教育等、市民生活に直結する事務事業については、基礎自治体が地域の実情に合わせた行政サービスを提供する
必要がある。
子ども子育て支援新制度の施行に伴い、「認定こども園（幼保連携型）」の認可については、政令指定都市及び中核市が行うことと
なるが、私立幼稚園の認可については、都道府県の認可権限となっており、子ども子育て支援新制度を効果的に展開していくため
にも、基礎自治体に設置認可、認可に必要な答申を審議する「私立学校審議会の設置運営」、指導及び補助金交付の権限並びに
財源を移譲し、認可にかかる窓口の一元化を図るべきである。

事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置については、別紙を
基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法附則２項）につ
いては、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農林水産大臣
との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指定市町村にあっては、当
該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確保する目標
を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣が指定する市町村（指
定市町村）の長については、都道府県知事と同様の権限を有するものとして、農
地転用に係る事務・権限を移譲する。あわせて、農用地区域内における開発許
可（農振法15条の２）に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項及び５条３
項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せて検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏まえ、必要に
応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るとともに、農地転用許可等に係
る事例集を作成するなど地方公共団体における農地転用許可制度等の適正な
運用の確保に資するよう必要な支援を行うものとする。
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H26 708 03_医療・福祉 一般市 安城市 内閣府、文部科学
省、厚生労働省

B　地方に対す
る規制緩和

幼保連携型認定こども園の学級の
編制、職員、設備及び運営に関す
る基準第７条第３項及び同基準第１
３条第１項において読み替えて準用
する児童福祉施設の設備及び運営
に関する基準第３２条の２

公立施設が幼保連携型認定
こども園に移行する際に必
要な設備基準（自園調理）の
緩和

幼保連携型認定こども園に係る省令に規定される食事の提供に
ついて、満三歳児以上の園児に対する場合にのみ認められる外
部搬入を、公立施設についてはすべての年齢の園児に対して外
部搬入による食事の提供を認めるよう、当該年齢制限を撤廃する
こと。

現在、当市では保育所の食事の提供については、「構造改革特別区域法第３条に基づく構造改革特別区域基本方針別表２の
「920　公立保育所における給食外部搬入の容認事業」」の認定を受け、給食センター方式による外部搬入により、０・１・２歳児の給
食を提供している。
子ども子育て支援新制度施行に伴い、公立の保育所及び幼稚園が幼保連携型認定こども園に移行する際、現在は満３歳未満児
について、自園調理が義務付けられているため、当市では公立施設が幼保連携型認定こども園へ移行することが困難になってい
る。
そこで、公立施設については特区における実績を踏まえ年齢制限を撤廃することにより、幼保連携型認定こども園への円滑な移行
を可能とすることを提案するもの。
なお、「構造改革特別区域法第３条に基づく構造改革特別区域基本方針別表２の「920　公立保育所における給食外部搬入の容
認事業」」の認定内容を保育所だけではなく、幼保連携型認定こども園も追加することにより、対応できる場合はそちらで対応をお
願いしたい。

６【文部科学省（３）】【厚生労働省(14)】
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平
18法77）（厚生労働省と共管）
（ⅱ）幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準
（平26内閣府・文部科学省・厚生労働省令１）のうち、３歳未満児の食事の提供に
ついては、次のとおりとする。
・公立の幼保連携型認定こども園については、公立の保育所と同様、構造改革特
別区域において外部搬入方式を認めることができるよう措置する。

H26 709 01_土地利用（農
地除く）

一般市 安城市 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

都市計画法第34条、同法施行令第
21条

市街化調整区域における開
発許可基準の追加

都市計画法第34条に定める開発許可の基準において、市町村
が任意事業として実施する障害者の地域生活支援事業の用に供
する施設を追加する。

【制度改正の必要性】
市街化調整区域内においては、都市計画法第34条第１号及び同法施行令第21条第26号ロの規定により、社会福祉法第２条に規
定する社会福祉事業に係る施設については、開発行為が認められているが、障害者総合支援法第77条に基づき、市町村が任意
事業として実施する障害者の地域生活支援事業に係る施設は原則開発行為が認められていない。日中一時支援サービスなど、利
用できる事業所が不足しており、障害者が住み慣れた地域で身近な場所で障害福祉サービスを提供してもらうための障害者の特性
に応じた適切な対応施策の実施が求められていることも踏まえ、市街化調整区域内においても当該事業に係る施設の建築を行い
やすくし、日中一時支援などのサービスができるようにしたい。

【現行制度で対応困難な理由】
都市計画法第34条第14号（開発審査会）において、愛知県開発審査基準において定められていないため、対応が困難です。

H26 710 10_運輸・交通 一般市 安城市 国土交通省 対象外 道路運送法施行規則第５条 タクシー営業区域の緩和 一般乗用旅客自動車運送事業におけるタクシー営業区域は、道
路運送法施行規則第５条に基づき中部運輸局長が定める営業
区域（西三河南部交通圏：碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知
立市、高浜市）としている。この区域により市域が隣接していなが
らタクシー営業できない地区が存在する不合理が生じ、運行事業
者の参入が限られてしまう弊害が出ている。
従って、地方自治体が行なうコミュニティ交通の場合に限り、当該
都市及び隣接する市町に営業拠点を置く事業者全てに、事業参
入できるよう営業区域の規制緩和を行なう。

地方自治体が行なうコミュニティバスを補完する形で、公共交通不便地域に市民の移動手段として一般タクシーを利用した予約式
乗り合いタクシー実施している。この事業については、昼間の空きタクシーを利用する触れ込みで、運行事業者の参入については
問題なく実施できるものと考えていたが、近年のタクシー運転手不足の問題もあり、事業継続を行う場合の事業者選定に支障が出
ている。広く運行事業者を選定しようにも縛りとしてタクシー営業区域が定められており参加できる事業者が限られてしまうため、せめ
て当該自治体に隣接するすべての自治体に営業拠点を置く事業者については事業参入できるようタクシー営業区域の緩和をお願
いしたい。

H26 711 10_運輸・交通 一般市 安城市 国土交通省 対象外 道路運送法第７８条 自家用自動車による無償住
民輸送における緩和

自家用自動車（白ナンバー）による無償輸送を行なう場合、地域
住民が運転手を行う対価の支払いについて、自治体から現金等
での支払いが出来るように規制緩和したい。

地方自治体が行なうコミュニティバスを補完する形で、公共交通不便地域に市民の移動手段を確保するにあたり、近年のタクシー
運転手不足から予約式乗合い方式での事業継続が難しい状況となっている。そこで、地域住民による自家用車を利用した無償住
民輸送を行う場合、その対価として現金等の支給が道路運送法上できない状況であるため、自治体から運行に必要な費用につい
ては現金等での対価の支払いが出来るよう規制緩和をお願いしたい。

H26 712 02_農業・農地 一般市 近江八幡市 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

農地法第3条第1項第5号
農地法第3条第2項第2号
農地法施行令第6条第1項第1号ロ

市町村が農地を取得する
際、許可不要にすることにつ
いて

国または都道府県の場合は、この権利が認められており、その許
可も不要とされている。これについては、農業大学や農業高校や
試験場等の所有・運営の必要性からと考えるが、今後において
は、農業の一層の振興、特に食育や地産地消をはじめとしたまち
づくりの観点と多角的な都市経営の観点により、基礎自治体であ
る市町村においても、農地の権利移動を許可不要としていただく
よう取り計らいをいただきたい。

これからの農業の保全振興を考えた場合、基礎自治体である市町村が農地を積極的に取得し、食育や地産地消をはじめ、都市と
農村地域の交流等を見据えた様々な事業を展開しながら、活用を進めていくことは大変重要である。また、長期的にはまちづくりや
都市経営の観点からも、基礎自治体の農地取得による多角的な活用が求められると考える。
したがって、現在の農地法で規制されている基礎自治体の農地の所有権取得及び活用の要件を緩和し、許可不要としていただき
たい。。
また、本件については、これからの特色あるまちづくりの重要性から、個々の自治体の発意に応じて選択する「手挙げ方式」の採用
についても、考慮いただきたい。

６　【農林水産省】
（５）農地法（昭27法229）
（ⅱ）農地の利活用を目的とした市町村による農地の権利取得については、市町
村が作成する農用地利用集積計画に基づいて権利の設定又は移転が行われる
場合には、農地の権利移動に係る農業委員会の許可が不要である場合（３条１項
７号）に該当することを、地方公共団体に周知する。

H26 713 01_土地利用（農
地除く）

町 聖籠町 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

都市計画法第29条及び43条 地方公共団体が行う市街化
調整区域内の開発行為等に
ついて開発許可を不要とす
ること

開発許可権者が行う開発行為または建築行為（以下「開発等行
為」という。）については、行為目的により必要な開発審査会の議
を不要とすることを含めて許可制度対象外とする。

【法改正による規制強化】
都市計画法第２９条（４３条）においては、線引き都市計画区域内では、開発許可権者についても開発等行為の目的によって、許可
制度の対象となっている。現行法は、「都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律」による都市計画法
の改正（H18.5.31公布）によるものであるが、この法改正以前においては、開発許可権者が行う開発等行為は許可対象外とする規
定があった。つまり、法改正により、国・県のみならず、事務権限移譲市町村も一律に開発等行為への規制強化となった。
【今後の懸念】
今後において、「個性を活かし自立した地方」に向けたまちづくりを推進するにあたっては、市町村が設置する施設（建築物）の用途
がますます多様化するとともに、開発等行為も多岐にわたるものと推測される。案件によっては開発審査会（事務局：県）を経る必要
が生じるものとなるが、開催は３ケ月毎を予定としており、そのため開発許可権者側も相当の事務量を費やしている一方で、付議
は、開発権者が許可妥当と判断するもののみ上程していることから、実質的に形骸化していくことも考えられる。
【制度改正の必要性】
市町村が強い意志をもって行う政策としての開発等行為は、市町村が定めている土地利用計画上の整合等を踏まえ位置を選定
し、他法令との調整を経て行うものでもあり、まちの特色や独自性を活かし、地方公共団体がスピード感あふれる住民サービスの向
上や大幅な事務量の削減のためにも、地方公共団体、特に事務権限委譲市町村が行う開発等行為に対しては、開発許可制度適
用除外とすべきと考えるものである。
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【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 714 01_土地利用（農
地除く）

町 聖籠町 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

都市計画法第7条
都市計画運用指針Ⅳ-2-1-B

区域区分の決定（変更）に係
る要件の緩和

「都市計画運用指針」で示している市街化区域の要件に関して、
「特殊な事情により、市町村土地利用施策が制度面から支障が
生じているなどの市町村の場合は、その市町村の土地利用構想
に基づき市街化を図るべき区域」とするなど考えられる。

【町都市計画の経緯】
本町は、S39年に新産業都市建設促進法の指定がされ、国・県主導の新潟東港開発を機にS39年都市計画指定、S45年に近隣市
町村と新潟都市計画区域として線引きされた。結果、政策的な必要性に迫られたものといえ、大部分を占める地域は市街化調整区
域となった。
【支障事例】
現在、町都市計画マスタープランに基づき、個性豊かで特色ある独自のまちづくりを進めているが、実現化にあたっては区域区分
規制で困難となっている。例として、S52年の役場庁舎移転や町制施行を機に、役場周辺地区に公共施設を整備し、地区を「中心
市街地促進エリア」とし住環境整備促進しているが、市街化調整区域により円滑な促進が抑制されている。新潟都市計画区域は、3
市町構成で、区域区分変更は単独市町ではできず、また、区域区分の考え方は、都市計画法第7条に関連して都市計画運用指針
に示されているが、市街化区域編入は確固たる整備の担保性、さらに、全体人口フレームの調整等から変更要件が厳しく、まちづく
りの自由度は極めて低いものとなっている。
【制度改正の必要性】
線引き都市計画は大都市圏では効果的に機能していると理解されるが、線引き後40年以上経過し、時代の潮流の中で町の姿は大
きく変わり、当初から引きずる土地利用規制の下で、描くまちづくり推進の方向性と法制度とが大きく乖離している事例もあるものと考
える。よって、特色あるまちづくりを目指すためには、特殊事情により支障が生じている市町村においては、区域区分の変更等に関
する都市計画決定に対して、要件を大幅に緩和することで、実態に応じた柔軟で適正な都市計画の推進が図られるよう改革を望む
ものである。

H26 715 07_産業振興 町 聖籠町 経済産業省 A　権限移譲 工場立地法第4条の2 工場立地法第４条の２の緑
地面積率等に係る地域準則
の条例制定権限の希望町村
への移譲

工場立地法に規定する緑地面積率等の規制緩和に関する地域
準則の制定権限を、都道府県から希望する町村に移譲する。

【支障事例】当町に唯一存在する工業団地「新潟東港工業地帯」は概ね分譲済みであり、隣接地に事業用地を求めることが困難な
状況。今後同工業団地において更なる事業拡大を望む特定工場に対する行政側の支援策としては、緑地面積率の緩和による支
援が考えられるが、工場立地法の地域準則制定に係る事務権限は都道府県が有しているため、町村における準則制定はできな
い。
緑地面積率については、企業立地促進法第10 条の規定により特例措置を実施する手法もあるが、同法の実施要領においては、
第10 条に規定する工場立地法の特例措置が実施された場合、相当程度の効果が見込まれるものとされている。しかし、今後同工
業団地の拡張計画はないため、今後見込まれる投資は、既立地企業の同一敷地内での事業拡大に伴う設備投資が主となることが
想定でき、相当程度の企業立地や雇用拡大を伴うものではないと考える。以上のことから、同工業団地を企業立地基本計画上の重
点促進区域に指定し、緑地面積率の緩和を図ることは不適当であると考える。
【制度の必要性】今後の産業振興・企業立地支援施策として工場立地法の緑地面積率等に関する特例を実施する際は、企業立地
促進法よりも、環境保全を図りつつ適正に工場立地が行われるようにすることを目的とする工場立地法の主旨のもと、工場立地法に
おける地域準則の制定による特例措置を行うことが適当と考える。
また、移譲が実現した際には、環境保全を図りつつ周囲の環境と調和の取れる範囲で積極的な企業支援施策を図ることで、より地
域の自主性を発揮することができる。

H26 716 02_農業・農地 町 聖籠町 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

農業振興地域の整備に関する法律
第8条第4項・第13条第2項・第4項

農振農用地区域からの除外
に係る都道府県知事への届
出制への緩和

①～④を満たす場合は都道府県知事への届出により除外とす
る。
①10ha未満の農用地区域であり、他の農用地区域と連たんせ
ず、通作ができないこと
②現状が遊休農地又は荒廃農地
③転用目的が再生可能エネルギー施設設置
④除外要件を市町村長が適当と認める（但し、農業委員会及び
土地改良区並びに農業協同組合の同意を得る）
また、上記で当該農用地区域の半分以上除外される場合、当該
農用地区域の残農用地区域についても③④を満たす場合は、併
せて届出により除外とする。

【支障事例】
農振法で農地の合理的利用を目的のひとつとしているが、現況が遊休農地又は荒廃農地であったとしても第13条第4項により、都
道府県知事との協議に半年以上要している。加えて現状では、再生可能エネルギー施設は同意しかねる除外理由であり、事業申
請者が発意できない状況になっている。
【制度改正の必要性】
エネルギー政策基本法で定めるエネルギー基本計画において再生可能エネルギーに関して遊休地の活用も支援していくとされて
いる。また、10ha未満の連たんせず、通作ができない農用地区域は、除外しても集団化又は効率化に支障を及ぼすとは考えられ
ず、担い手への農地集積に支障を及ぼす恐れもない。よって土地の有効活用の観点から、再生可能エネルギー施設を設置するこ
とにより、我が国の持続的発展に寄与することができる。
【懸念の解消策】
都道府県知事との協議・同意をなくすことで、他市町村間の隣接農用地区域の効用が損なわれる懸念が想定されるが、届出により
県に調整役として関与してもらうことで補填できることから懸念は解消される。

H26 717 02_農業・農地 町 聖籠町 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

農地法第4条・第5条 農地転用基準の緩和 当町提案4による除外後の農地に限り、農地法の規定に関わらず
転用可とする。

【支障事例】
当町提案4による農振除外後も農地法第4条及び第5条により転用して有効活用を図ることが出来ない場合がある。特に農地種の判
断基準については、農地の性質そのものに着目したものではなく、周囲の状況等により判断されるため、遊休農地又は荒廃農地で
あっても、原則転用出来ない第1種以上農地として扱われることがある。
【制度改正の必要性】
エネルギー政策基本法で定めるエネルギー基本計画において再生可能エネルギーに関して遊休地の活用も支援していくとされて
いるが、第1種以上農地と扱われる限り転用できない。しかし、この制度改正により土地の有効活用の観点から、再生可能エネル
ギー施設を設置することが可能となれば我が国の持続的発展に寄与することができる。
【懸念の解消策】
第1種以上農地で再生可能エネルギー施設を無秩序に開発される懸念が想定されるが、当町提案4による農振除外後の区域に
限って転用を認めることから当該懸念は解消される。また、当該区域の第1種以上農地が開発されることにより、隣接農地への往
来、通作等に影響がある懸念も想定されるが、もともと遊休農地又は荒廃農地であり、往来、通作等への新たな影響があるとは想定
されない。

H26 718 01_土地利用（農
地除く）

都道府県 栃木県 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

国土利用計画法第９条第14項 都道府県の土地利用基本計
画の変更に係る国土交通大
臣への協議の事後報告への
変更

国土利用計画法に基づき都道府県が土地利用基本計画（計画
図）を変更する際に義務付けられている国土交通大臣への協議
を廃止し、事後報告へ変更する。

【制度改正の必要性】
国土利用計画法第９条第14項の規定により、都道府県が策定する土地利用基本計画の変更のうち、計画図の変更（都市計画見直
しに伴う都市地域の拡大又は縮小、農業的土地利用を図る必要がなくなったことによる農業地域の縮小（市街化区域編入）、農業
振興事業の実施に伴う農業地域の拡大、林地開発に伴う森林地域の縮小、自然環境保全に伴う自然保全地域の拡大等）は、国と
協議を要することとされている。
土地利用基本計画は、都道府県レベルの土地利用調整等に関して都道府県が策定しているもので、また、計画図の変更案件につ
いては、各個別規制法において、事前に国の関係機関との調整を終了している。さらに、知事の附属機関である栃木県国土利用計
画審議会において、多方面からの意見聴取を行っており、国との協議自体が形式的なものとなっていることが多いため、協議事項で
はなく、簡易な資料による事後報告事項とするべきである。
【支障事例】
計画図変更に伴う国との協議は、年１、２回であるが、案件毎に提出書類（※）を作成しなければならず、事務負担軽減の観点から
も、協議事項ではなく、事後報告事項とするべきである。なお、今後は、メガソーラー事業に伴う森林地域の縮小案件の大幅な増加
が予想される(平成26年度は、森林地域の縮小案件５件のうち、３件がメガソーラー事業に伴うものであり、平成27年度は、20件程度
が予想される）。
（※）提出書類：変更内容総括表、変更地域別概要、変更区域図（縮尺５万分の１）、変更区域図（縮尺１０万分の１）、市町村・国土
利用計画審議会への意見聴取の結果

［再掲］
６【国土交通省】
（14）国土利用計画法（昭49法92）
（ⅱ）土地利用基本計画の変更（９条10項及び14項）については、過去の国と都
道府県との協議における国の指摘事項等、計画変更に当たって有益な情報を地
方公共団体に提供するなど、国と都道府県の協議の円滑化を図る。

H26 719 02_農業・農地 都道府県 徳島県、兵庫県 農林水産省 A　権限移譲 地域資源を活用した農林漁業者等
による新事業の創出等及び地域の
農林水産物の利用促進に関する法
律第５条
農林漁業者等による農林漁業及び
関連事業の総合化並びに地域の
農林水産物の利用の促進に関する
基本方針

六次産業化・地産地消法に
基づく総合化事業計画の認
定

現在、本計画の認定は農林水産大臣が実施しているが、この権
限を都道府県に移譲する。併せて認定要件を緩和する。

本法に基づく地域の農林水産物の利用促進計画の策定は都道府県で行っており、本計画の認定に当たっての十分な知見を都道
府県が有しているところ。一方、申請者にとっては、本計画の認定について国（農政局）において認定を受けるという点については、
一定の時間を要することから、農業の成長産業化に向けて、円滑な事業実施を行うためにも、本計画の認定を、地域の実情に熟知
した都道府県が実施することにより、認定件数の増加につなげ、地域農業の活性化につなげることが出来る。また、併せて、開発済
商品の生産拡大及び機械化による省力化を対象とするよう、認定要件を緩和する。
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求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 721 09_土木・建築 都道府県 徳島県、大阪府、鳥取
県、兵庫県

国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

社会資本整備総合交付金交付要
綱　附属第Ⅱ編　施設機能向上事
業 (ロ-３-(2))

｢防災・安全交付金｣の要件
を緩和

地域の判断により、「小規模な河川管理施設の機能向上」を事業
の対象と出来るよう規制を緩和する（予算の増そのものを目的と
するものではなく、予算の枠内で、地方公共団体の裁量で優先
順位をつけて事業実施できるようにすることを目的とする）

社会資本整備総合交付金交付要綱附属第Ⅱ編P345の｢２．交付対象事業｣中の｢広域河川改修事業(ロ-3-(1))に該当する事業で
あって、｣を削除。
財政制度等審議会 財政制度分科会（H26/4/4）において｢社会資本の整備水準の向上や今後の人口減少を踏まえると、今後の新
規投資は、国際競争力強化や防災対策などに厳選していくことが必要。むしろ、既存ストックの適切な維持管理や人口減少を見据
えた更新投資が課題ではないか。｣との課題提起がなされたところ。また、国家として｢インフラ長寿命化基本計画｣を策定し、都道府
県においても｢インフラ長寿命化計画｣、｢公共施設等総合管理計画｣を策定する等、河川管理施設の機能向上に公共事業の方向
を転換する必要に迫られているが、現時点では、その交付対象事業として｢広域河川改修事業に該当する｣との制約が付されてい
る。この｢交付対象事業｣から｢広域河川改修事業｣を削除する｢規制緩和｣が行われることにより、都道府県が多く所管する小規模な
河川管理施設への適用が可能となり、コストを平準化しつつ、地域住民への安全・安心を確保することができる。(徳島県において
は、県管理河川497河川中、広域河川改修事業は8河川なので、全体の約2%にしか適用できない。)

H26 722 09_土木・建築 都道府県 徳島県、大阪府、鳥取
県、兵庫県

国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

社会資本整備総合交付金交付要
綱　附属第Ⅱ編　堰堤改良事業(ロ
-３-(15))

｢防災・安全交付金｣の要件
を緩和

地域の判断により、「既存ダムの小規模な延命化工事」を事業の
対象と出来るよう規制を緩和する（予算の増そのものを目的とす
るものではなく、予算の枠内で、地方公共団体の裁量で優先順
位をつけて事業実施できるようにすることを目的とする）

社会資本整備総合交付金交付要綱附属第Ⅱ編P360の｢３．交付対象事業の要件　(2)堰堤改良事業｣中の｢①(a)　総事業費が概ね
４億円以上…｣を｢…１．５億円以上｣に規制緩和。
財政制度等審議会 財政制度分科会（H26/4/4）において｢社会資本の整備水準の向上や今後の人口減少を踏まえると、今後の新
規投資は、国際競争力強化や防災対策などに厳選していくことが必要。むしろ、既存ストックの適切な維持管理や人口減少を見据
えた更新投資が課題ではないか。｣との課題提起がなされたところ。また、国家として｢インフラ長寿命化基本計画｣を策定し、都道府
県においても｢インフラ長寿命化計画｣、｢公共施設等総合管理計画｣を策定する等、河川管理施設の機能向上に公共事業の方向
を転換する必要に迫られているが、現時点では、その交付対象要件として｢…４億円以上…｣との制約が付されている。この｢交付対
象事業の要件｣を｢…１．５億円以上｣と｢規制緩和｣が行われることにより、都道府県が所管する既存ダムの小規模な延命化対策へ
の適用が可能となり、コストを平準化しつつ、地域住民への安全・安心を確保することができる。

H26 723 09_土木・建築 都道府県 徳島県、大阪府、兵庫
県

国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

社会資本整備総合交付金交付要
綱　附属第Ⅱ編　砂防設備等緊急
改築事業（ロ-８-(1)中）

｢防災・安全交付金｣の要件
を緩和

地域の判断により、「土石流区間以外の砂防設備の老朽化対策」
を事業の対象と出来るよう規制を緩和する（予算の増そのものを
目的とするものではなく、予算の枠内で、地方公共団体の裁量で
優先順位をつけて事業実施できるようにすることを目的とする）

社会資本整備総合交付金交付要綱附属第Ⅱ編P386の「⑤-1砂防設備等緊急改築事業」のイ－（ⅰ）「昭和52年以前の技術基準に
より設計されており、土石流に対して」を「現在の技術基準に照らして」に拡充。
総合流域防災事業における砂防設備等緊急改築事業（以下、「緊急改築」）の事業採択要件では、「昭和５２年以前の技術基準に
より設計されており、土石流に対して構造物の安全性、安定性が確保されていない砂防設備」に該当することとなっており、土石流
区間の砂防堰堤等が対象となっている。しかし土石流区間以外についても老朽化や損傷により当初の安定性が確保されていない
砂防設備があり、河床の安定や流出土砂の調整は土石流対策と並んで重要である。今後作成する砂防関連施設の長寿命化計画
では全ての砂防設備を対象にする予定であるが、厳しい財政状況の中、現在の緊急改築の採択要件に合致しない施設を県単独
費で対応するのは難しい。
緊急改築の採択要件を拡充することにより、土石流区間以外の砂防設備への対策が可能となり、コストを平準化しつつ国土保全と
民生の安定を図ることができる。

H26 720 02_農業・農地 都道府県 徳島県、大阪府 農林水産省 A　権限移譲 農地法第４条、第５条 農地の転用に関する事務 農林水産大臣許可案件（4ha以上）の権限を地方に移譲する。 大臣転用案件については、都道府県を経由して国において許可・不許可を判断しているところ、地域の状況（地理的・地勢的）につ
いてどうしても国では把握が十分ではなく、結果的に都道府県等に状況の確認を行うこととなり、申請者にとっては多大な時間を要
しており、その部分の負担を軽減するために、権限を地方に移譲して、申請者側の負担を軽減する。

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国と地方の役
割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕組みの充実を図るととも
に、農地転用に係る事務・権限について、地方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条の２第１項）
を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の設定基準案に加え、国の
目標面積案について、都道府県知事の意見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及び都道府県の
目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定
するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と協議する場（協議の場）を
設けることとする。協議の場の議事等については、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案及び都道府県
の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違がある場合には、その要因
分析等を行い、施策効果の見込み方等について協議する。これらの過程を通じ
て、国と地方が十分な議論を行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び
都道府県の目標面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日地方六団体）
において提案されている「農地の総量確保の目標管理」の仕組みに係る実効性を
検証することとし、今後の制度設計の議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置については、別紙を
基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法附則２項）につ
いては、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農林水産大臣
との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指定市町村にあっては、当
該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確保する目標
を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣が指定する市町村（指
定市町村）の長については、都道府県知事と同様の権限を有するものとして、農
地転用に係る事務・権限を移譲する。あわせて、農用地区域内における開発許
可（農振法15条の２）に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項及び５条３
項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せて検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏まえ、必要に
応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るとともに、農地転用許可等に係
る事例集を作成するなど地方公共団体における農地転用許可制度等の適正な
運用の確保に資するよう必要な支援を行うものとする。
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求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 724 05_教育・文化 都道府県 徳島県、京都府、和歌
山県、大阪府

厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

児童福祉施設の設備及び運営に
関する基準第32条の２

小中学校の給食センターか
ら保育所への給食搬入に関
する規制緩和

小学校、中学校の給食センターから、保育所に給食を搬入する
ことができるよう、国の規制を緩和すること

保育所においては、３歳未満児に対する給食の外部搬入は原則として認められていない。本県では、特に過疎地域において、保・
小・中一貫教育に取り組んでおり、この取組みをさらに推進するに当たり、保育所の給食を小学校、中学校の給食センターから搬入
できるよう、国の規制を緩和する。

[再掲]
６【厚生労働省】
（１）児童福祉法（昭22法164）
（ⅱ）児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭23厚生省令63）のうち、保
育所に係る基準については、次のとおりとする。
・保育所における食事の提供（同基準11条１項）に関し、３歳未満児に対する給食
の外部搬入については、平成28年度の構造改革特別区域推進本部評価・調査
委員会の評価を踏まえて検討する。

H26 725 03_医療・福祉 都道府県 徳島県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律第
29条第１項
障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律に
基づく指定障害福祉サービス等及
び基準該当障害福祉サービスに要
する費用の額の算定に関する基準
別表第６の２等

重度障害者の地域生活支援
を行うための報酬体系の見
直し

医療依存度や介護の困難性が高い者が利用する事業所の報酬
体系を見直すこと。
具体的には、①現行の人員配置体制加算(Ⅰ)の配置基準を超え
て手厚い人員配置をしている事業所に対する加算区分の新設、
②「重症心身障害者対応看護師配置加算」の新設、③「強度行
動障害者通所特別支援加算」の新設を図ること。

【支援事例】
重症心身障害者を多数受入れている生活介護事業所では、看護師は約３人（運営基準では、”常勤・非常勤を問わず１人置く”と
なっているのみ。）、生活支援員は１：１対応に近い人員配置を行っており、こうした事業所に対して、報酬に上乗せ補助を行ってい
る。
【制度改正の必要性】
重症心身障害者への支援にあたっては密度の高い医療的なケアが求められ、また強度行動障害者の支援にあたっては常時見守り
が必要であることから、こうした重度障害者への適切な支援を行うためには、現行の報酬基準では対応が困難であり、現場の実態に
即した報酬体系への見直しが必要である。

H26 726 03_医療・福祉 都道府県 徳島県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

社会福祉施設等施設整備費国庫
補助金交付要綱別表第３－１等
社会福祉施設等耐震化等臨時特
例基金管理運営要領別紙２

重度障害者の地域生活支援
を支える施設整備基準等の
見直し

社会福祉施設等施設整備費の国庫負担（補助）基準を見直すこ
と。
具体的には、①「共同生活介護・共同生活援助」（グループホー
ム）の整備基準（単価）に、重度障害対応事業所を対象とした区
分の新設、②「生活介護」の整備基準（単価）に、重度障害対応
事業所を対象とした区分の新設を図ること。
社会福祉施設等耐震化等臨時特例交付金交付基準（単価）を見
直すこと。
具体的には、グループホームのスプリンクラー等整備における基
準単価の見直しを図ること。

【支援事例】
本県では、重症心身障害者等に対応した生活介護事業所やグループホームの整備を促進するため、特殊浴槽等設備の整備等の
掛かり増し経費の補助を行っている。
【制度改正の必要性】
ストレッチャー等を利用することが多い重症心身障害者が通所事業所やグループホームを利用するにあたっては、特殊浴槽の設置
のほか、廊下や部屋等のスペースも広くとる必要がある。
災害時の対応にあたっては、スプリンクラーの設置など施設設備面での対応も重要である。
重症心身障害者や強度行動障害者等の重度の障害がある人が、身近な地域で継続した生活を送るためには、こうした人たちを受
け入れることができるための施設整備と、それを支援するための制度見直しが必要である。

H26 727 02_農業・農地 都道府県 徳島県 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

大豆・麦等生産体制緊急整備事業
実施要綱

大豆・麦等生産体制緊急整
備事業の簡素化

都道府県が構成員として間接的に携わっている協議会から、都
道府県に直接交付するよう交付先を見直すことにより、事務手続
を簡素化する。

都道府県協議会への交付を義務付けるのではなく、都道府県への交付とし、現状の「協議会」に参画している団体等に対しては、
事業実施に際して、その意見を聞くことが出来る、というように制度改革を行う。このことにより、「協議会」が多額の資金を扱うという
実態を解消し、都道府県が公金として、適正・安全に管理することが出来る。

H26 729 11_その他 都道府県 新潟県 総務省 対象外 地方自治法第14条 条例制定権の抜本的な拡大 地方のことは地方で決定できることが基本となるよう、法律の実施
規定を「包括的に条例に委任」する一般原則・基準を定めること。

【制度改正の必要性】
これまでの義務付け・枠付けの見直しは、対象項目の選定や「従うべき基準」の存在など、国主導の下で進められ、地方の意欲や
工夫が十分反映できないため、地域の実情に応じた制度設計が行えるよう、抜本的かつ包括的に条例に委任できる仕組みが必要
である。
【制度改正の内容】
個別法令・個別条項の内容を問わず、通則法による条例の上書き権を保障すること。特に法律の規定（例：包括委任規定）を根拠と
して政省令等で義務付け・枠付けをしているものについては、条例委任すること。

H26 730 11_その他 都道府県 新潟県 総務省 対象外 地方財政法第５条、第５条の３、第
５条の４

地方債制度の見直し 成果指標と結果に基づく目標管理型の新たな地方債制度への転
換
・地方債の使途ではなく、効果を重視した制度への転換
・成果指標を設定し、その目標達成のために必要な施策を展開
するための財源として、使途の定めのない地方債を一定枠で自
由に発行できる制度
・地方分権時代にふさわしい、地方の裁量と責任を尊重した制度

【制度改正の必要性】
現在の地方債制度は、地方財政法により対象事業が建設事業等に限定されるなど、使途に制限がある。
また、地方債が正しく使用されているかが重視されており、施策目的達成のために有効かといった観点での制度になっていない。
【制度改正の内容】
地方債の使途ではなく、効果を重視した制度のへの転換を図り、地方自治体において成果指標を設定し、その目標達成のために
必要な施策を展開するための財源として、使途の定めのない地方債を一定枠で自由に発行できる制度に転換すべき。
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求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 731 08_消防・防災・
安全

都道府県 新潟県 内閣府 B　地方に対す
る規制緩和

災害対策基本法第86条の２から第
86条の５まで

災害対応時における包括的
な適用除外措置

災害対応に係る平常時の規制の適用除外にあたっては、災害対
策基本法第86条の２から86条の５に規定された限定的な適用除
外ではなく、包括的な適用除外措置を規定すべき

【制度改正の必要性】
平成25年の災害対策基本法改正においては、臨時に避難所として使用する施設の構造等に係る平常時の規制の適用除外が新た
に規定された（第86条の２～86条の５の新設）が、個別法レベルの限定列挙に留まっている。
災害は、いつも新しい顔、違う顔でやって来る。災害対応（特に緊急時対応）の場面では、平常時には想像のつかない事態に遭遇
するもの。しかし、平常時の規制は、法律だけでなく政省令で無数に定められている。
緊急時対応の場面において、政省令を含めた一連の規制をクリアするためには、“包括的な”適用除外措置が可能となるような仕組
みが必要である。
【制度改正の内容】
現場の最前線に立つ地方公共団体による迅速かつ適切な災害対応を可能とするため、法律及び政省令を一時停止・緩和するよう
な包括的な規定、緊急時対応の規定を設けるべき。
【国の施策との関連】
「防災対策推進検討会議最終報告」（H24.7.13）39ページにおいては、今後重点的にとりくむべき事項の一つとして、各種規制に係
る災害時の緩和について言及している。
【支障事例】
東日本大震災における石油不足　→　このような非常時に際しては、緊急輸入のために製品規格（成分基準）を緩めることも考えて
いただけないか（「揮発油等の品質の確保等に関する法律」の規格緩和）

H26 732 08_消防・防災・
安全

都道府県 新潟県 内閣府 B　地方に対す
る規制緩和

災害救助法第４条第３項
災害救助法施行令第３条

災害救助法に係る救助の程
度、方法及び期間の決定権
限の地方委任

災害救助法について、救助の程度、方法及び期間については、
地方の主体的な判断で決定できるようにすべき

【制度改正の必要性】
災害救助法第４条第３項では、救助の程度、方法及び期間に関し必要な事項は政令で定めるとされている。同法施行令第３条第１
項では、内閣総理大臣が定める基準に従い都道府県知事が定めるとされ、同条第２項では、内閣総理大臣の定める基準での救助
の実施が困難な場合は、内閣総理大臣と協議し、同意を得た上で定めることができるとされているが、地域の実情に応じた救助を、
地方公共団体が主体的に、かつ、より迅速に実施する必要がある。
【支障事例】
同法に基づく応急救助の内容等については、内閣総理大臣による一般基準が定められている。災害の態様に応じ、この一般基準
では適切な救助を実施することが困難な場合は、国と相談の上、特別基準の設定が可能とされており、国の見解としては、現行制
度においても被災地の実情に応じて弾力的な運用が可能とされているところ。
しかしながら、特別基準の協議等による国の関与が、地方公共団体による迅速かつ適切な災害救助の支障となっている。
【懸念の解消策】
国による関与は、例えば、精算監査等の事後チェックで救助の実施を確認することにより、事後的に責任を果たせるのではないか。
【制度改正の内容】
地方が地域の実情に応じて主体的に救助できる仕組みを検討すべき。
【国の施策との関連】
「防災対策推進検討会議最終報告」（H24.7.13）１６ページにおいては、各種救助に関する実施基準について、地方公共団体が
個々の災害に適切に対応できるよう、より使い勝手の良い制度に改めるべきである旨言及されている。

H26 733 05_教育・文化 都道府県 新潟県 文部科学省、厚生
労働省

対象外 大学、大学院、短期大学及び高等
専門学校の設置等に係る認可の基
準（平成十五年文部科学省告示第
四十五号）第１条第二号
大学設置基準（昭和31年文部科学
省第28号）別表第１　ロ

医学部新設等医師養成に関
する規制緩和

医学部新設に関する規制緩和
医学部定員の上限に関する規制緩和

【制度改正の必要性】
本県の平成24 年末現在における人口10 万人当たり医師数は195.1 人で、全国平均（237.8 人）と比較し約43 人少ない全国第42
位となっており、全国との格差は広がる傾向にあるなど、医師の絶対数不足が深刻。
医療の高度化や専門化等により、外科、産科・産婦人科、麻酔科などの人口10 万人当たり医師数は、それぞれ全国順位第46 位、
第43 位、第41 位と特定診療科の医師が不足しており、救急医療や出産などへの影響が懸念。
本県の人口当たり医師数が少ない原因は、医師養成機関である新潟大学医学部定員が人口に比べて大幅に少ないことが主な要
因と考えられている。
【支障事例】
　現在、医学部の設置については、大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準（平成十五年文部科
学省告示第四十五号）により、認可に係る審査の対象外となっている。
　医学部定員についても、H20以降臨時的に増員が図られているものの、大学設置基準（昭和31年文部科学省第28号）により、現
在140人が上限となっている。
【制度改正の内容】
　こうした規制を廃止又は緩和し、地域の実情に応じて医師養成数の増を可能とすることが必要である。

H26 734 06_環境・衛生 都道府県 新潟県 環境省、経済産業
省（資源エネルギー
庁）

対象外 環境影響評価法
環境影響評価法施行令

再生可能エネルギー発電設
備導入に係る環境アセスメン
トの期間短縮

再生可能エネルギー発電設備の導入に係る環境アセスメントの
期間短縮等、規制を緩和する。

【制度改正の必要性】
平成24年10月から風力発電が環境アセスメントの対象となり、平成25年４月から配慮書手続が導入され、環境アセスメントの手続に
３～４年程度の期間を要すること等が、風力発電等の再生可能エネルギーの導入拡大の障壁となっている。
【制度改正の内容】
再生可能エネルギー発電設備の導入に係る環境アセスメントの期間短縮等、規制を緩和する。
【国の施策との関連】
国（資源エネルギー庁）では、平成26年度から「環境アセスメント調査早期実施実証事業」を実施し、環境アセスメントの手続期間の
半減のための実証事業に取り組んでいる。

H26 735 05_教育・文化 都道府県 新潟県 文部科学省、総務
省

対象外 学校教育法附則第５条
地方独立行政法人法第21条第２号

公立大学法人の附属幼稚園
の設置

公立大学法人が、附属幼稚園を設置できるようにする。 【制度改正の必要性】
公立大学法人は、当分の間、大学及び高等専門学校以外の学校を設置することができないと定められているが、実践的な能力を
持つ幼稚園教諭を養成するためには、大学と教育や研究面で十分な連携が図れる附属幼稚園を、公立大学法人が設置できるよう
制度改正が必要である。
【支障事例】
平成21年に新潟県立女子短大を４年制大学化し、設置運営を公立大学法人が行うに当たり、同短大の附属幼稚園を法人に引き継
ぐことができず、当該幼稚園を県の機関として残さざるを得なかった。
付属幼稚園から県立幼稚園になったために生じる問題点として、次のとおりである。
１　幼稚園の組織体制について、法人化前は大学教職員により幼稚園の園長を含む組織編成ができたが、法人化後は県立高校の
校長を園長兼務とするなどの体制となっているのが現状である。
２　次の理由から、県立大学の教育実習等の日程調整が難しくなっている。
県実施の教職12年経験者の研修（県立幼稚園も会場となる）等が優先される。
附属ではなくなったため、他大学からの実習生受入れが多くなっている。
【制度改正の内容】
公立大学法人が、附属幼稚園を設置できるようにする。



年
年度別
管理番

号
分野

提案団体の
属性

提案
団体

関係府省
提案
区分

根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 736 02_農業・農地 都道府県 秋田県 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

たい肥舎等建築コストガイドライン
（H19年2月）

たい肥舎等建築コストガイド
ライン（H19年2月）の上限単
価の見直し

たい肥舎等建築コストガイドライン（H19年2月）の上限単価を実勢
単価に即したものに見直すこと

【見直しの必要性】
たい肥舎等建築コストガイドライン（H19年2月）による工事費単価の上限が、現在の工事費単価の実情と乖離したものとなっている。
国では、本ガイドライン等を基にした事業費算定による予算措置がなされているため、事業実施に際しては、実勢価格と予算額の差
額が増大し、度重なる入札不調により工事の遅れや冬期工事による費用のかかり増しが発生したり、事業内容の見直しや事業参加
者の負担額の増加が発生するなど、計画どおりの事業実施が困難となるケースが発生している。

６　【農林水産省】
（18）たい肥舎等建築コストガイドライン
たい肥舎等建築コストガイドラインについては、たい肥舎等整備をめぐる情勢の変
化に関する実態調査の結果等に基づき、必要な見直しを行う。

H26 738 06_環境・衛生 中核市 豊田市 環境省、農林水産
省

B　地方に対す
る規制緩和

特定外来生物による生態系等に係
る被害の防止に関する法律第４
条、第９条、第１１条及び第１８条
同法施行令第２条、施行規則第２３
条～第２７条

特定外来生物の防除活動の
手続の見直し

既に野外に存在する特定外来生物を防除の目的で捕獲又は採
取した直後の運搬行為の規制緩和
主務大臣等以外の者による防除に係る確認及び認定手続きの
簡略化

【地域の実情等】
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律（平成１６年法律第７８号。以下「法」という。）では、主務大臣等が防
除を行うものとされているが、オオキンケイギク等の特定外来生物に指定された植物等では、地域住民の環境美化活動等を活用し
た官民一体の効率的な防除活動が効果的であると考え、地域住民への情報提供等を実施している。
【支障事例】
特定外来生物の捕獲又は採取は地域住民でも行うことができるが、特定外来生物を処分する目的でも他の場所に運搬することが
規制されているため、地域住民が行う防除活動の妨げとなる恐れがある。
防除に係る確認及び認定には、「防除の従事者に関する事項」等を記載した防除実施計画書を作成する必要があるが、不特定多
数の地域住民による防除活動においては、その従事者管理が困難であり、また、不特定多数の地域住民により、広域圏内で複数
の防除活動が行われた際には、防除活動実施後のモニタリング作業が極めて困難である。
【制度改正の必要性】
特定外来生物の防除推進のため、防除を行うべき主務大臣等による防除活動の促進、既に野外に存在する特定外来生物を捕獲
又は採取した直後の運搬行為に係る規制緩和、地方公共団体及び地域住民等による防除活動に係る手続き等の簡略化のための
見直しを要望する。
【解消策】
法第４条における飼養等禁止の規制緩和並びに法施行規則第２３条、第２４条及び第２５条における各種手続き等の簡略化
【効果】
地域住民の環境美化活動等を活用した、オオキンケイギク等の植物の特定外来生物に対する防除活動が容易となり、生態系に係
る被害を防止し生物多様性の確保に資することができる。

６【農林水産省（14）】【環境省（６）】
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律（平16法78）（農林
水産省と共管）
特定外来生物の防除活動の手続については、ボランティアによる小規模な防除
活動を推進するため、特定外来生物の植物を防除する場合に、逸出しないことが
確実であって処分を目的として移動させる行為は、禁止される運搬行為に該当し
ないとする見直しを行う。
［措置済み（平成27 年１月９日付け環境省自然環境局野生生物課通知）］

H26 739 06_環境・衛生 中核市 豊田市 環境省 B　地方に対す
る規制緩和

廃棄物の処理及び清掃に関する法
律第８条の２、第１４条第５項、第１４
条の５第５項、第１５条の２

廃棄物処理施設等の設置許
可に当たっての立地基準等
の条例委任

廃棄物の処理施設の立地基準について、地域の実情に合わせ
て、条例により設定できるよう規制緩和を行う。

【地域の実情】
現行の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、同法に定める施設の技術的基準に適合していれば、廃棄物の処理施設を設
置する場所について規制を受けないため、許可権者としては許可せざるをえない。
【支障事例】
豊田市においては、住宅地の隣地における廃棄物の処理施設の不適正処理（過剰保管）により、周辺環境への影響が問題となり、
また、自然豊かな山間での産業廃棄物最終処分場計画に対して反対署名運動が行われた。
【制度改正の必要性】
施設の技術的基準のみによって廃棄物の処理施設が許可されると、廃棄物の処理施設のもつ負のイメージや不適正処理が行われ
た場合の影響などから、廃棄物の処理施設が建設される場所の周辺における住宅の立地状況や自然環境、地域（観光）資源等の
状況によっては、住環境や地域経済は大きな影響を受けることになる。よって、各地域の実情に合わせて、条例により立地基準を
設定できるようにしていただきたい。
【解消策】
　「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を改正して、住宅環境、自然環境、地域資源等の各地域の実情に合わせて、廃棄物の
処理施設の立地基準を条例により設定することができるように、立地基準の設定権限を都道府県、指定都市、中核市等に移譲して
もらいたい。
【効果】
地域の実情に合わせた立地基準に従って廃棄物の処理施設が立地することにより、計画的なまちづくりを行うことができ、住民の生
活環境の保全や地域振興に寄与することができる。

H26 740 06_環境・衛生 中核市 豊田市 環境省 B　地方に対す
る規制緩和

騒音規制法第５条、第６条～第１１
条

騒音規制法に係る特定施設
の届出制度の廃止等

騒音規制法では、特定施設を設置していない限り、規制基準の
適用を受けない。
しかし、現状、騒音の発生は多岐に渡っており、特定工場等から
発生する騒音が原因とする苦情よりも規制基準の適用を受けな
い事業場からの騒音が原因の苦情の方が多い。
悪臭防止法と同様、全ての事業場に規制基準が適用されるよう、
法改正するとともに、当該改正に伴い、不要になる特定施設の届
出制度を廃止するよう要望する。

【地域の実情】
本市内の全事業場数１４，８３１（平成２１年７月実施経済センサスによる）のうち、騒音規制法に係る特定工場等の数は、８２９（平成
２６年３月末現在）と、規制対象外の事業場数が圧倒的に多い。
【支障事例】
平成２５年度中の騒音苦情件数は、７２件であり、そのうち、特定工場等に係る苦情件数は１５件と規制対象外となるカラオケ等の営
業騒音に係る苦情件数は１１件と比較しても大きな差はなく、大半を占める状況にない。
また、法第８条に基づく特定施設の数等の変更届出についても、騒音規制法施行規則第６条第３項の規定で、数を減少する場合
及び直近の届出により届け出た数の二倍以内の変更は届出をしなくても良いことになっており、行政も事業者も特定施設の数につ
いて、「現状の数」と「届出の数」を二重管理することになり、負担が大きい。
【制度改正の必要性】
騒音の発生原因は多岐に渡っており、規制基準の適用を受けない事業場に対しては指導が難しい。また、苦情を申し立てる市民に
とっては、規制基準が適用されるか否かは関係がないため。
【解消策】
全ての事業場を法第５条の規制基準遵守義務の対象とする。
【効果】
法に基づく監視指導が行いやすく、指導結果に対する市民の理解も一層得られる。
また、全ての事業場を規制対象とすることで、法第６条～第１１条に係る届出制度も不要となる。

H26 741 06_環境・衛生 中核市 豊田市 環境省 B　地方に対す
る規制緩和

振動規制法第５条、第６条～第１１
条

振動規制法に係る特定施設
の届出制度の廃止等

振動規制法では、特定施設を設置していない限り、規制基準の
適用を受けない。
しかし、現状、振動の発生は多岐に渡っており、特定工場等から
発生する振動が原因とする苦情よりも規制基準の適用を受けな
い事業場からの振動が原因の苦情の方が多い。
悪臭防止法と同様、全ての事業場に規制基準が適用されるよう、
法改正するとともに、当該改正に伴い、不要になる特定施設の届
出制度を廃止するよう要望する。

【地域の実情】
本市内の全事業場数１４，８３１（平成２１年７月実施経済センサスによる）のうち、振動規制法に係る特定工場等の数は、６８１（平成
２６年３月末現在）と、規制対象外の事業場数が圧倒的に多い。
【支障事例】
平成２５年度中の振動苦情件数は、１２件であり、そのうち、特定工場等に係る苦情件数は３件と大半を占める状況にない。
また、法第８条に基づく特定施設の数等の変更届出についても、振動規制法施行規則第６条第２項の規定で、数を減少する場合
は届出をしなくても良いことになっており、行政も事業者も特定施設の数について、「現状の数」と「届出の数」を二重管理することに
なり、負担が大きい。
【制度改正の必要性】
振動の発生原因は多岐に渡っており、規制基準の適用を受けない事業場に対しては指導が難しい。また、苦情を申し立てる市民に
とっては、規制基準が適用されるか否かは関係がないため。
【解消策】
全ての事業場を法第５条の規制基準遵守義務の対象とする。
【効果】
法に基づく監視指導が行いやすく、指導結果に対する市民の理解も一層得られる。
また、全ての事業場を規制対象とすることで、法第６条～第１１条に係る届出制度も不要となる。
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H26 742 03_医療・福祉 一般市 豊田市 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

民生委員法第１０条、昭和２８年法
律第１１５号の改正附則第３項

民生委員の任期の始期又は
終期の設定の条例委任

民生委員の任期の始期について、民生委員法第１０条の規定に
より任期３年と、昭和２８年法律第１１５号の改正附則第３項の規
定により改正時の民生委員の任期の終期を昭和２８年１１月３０日
と定められているため、一斉改選が１２月１日となっているが、この
任期の始期又は終期の設定を条例委任する。

【地域の実情】
民生委員の定数：５６９人　平成２５年１２月１日時点の欠員３人
民生委員児童委員協議会地区協議会（以下「地区協議会」という。）設置数：２７
【支障事例】
民生委員のなり手を探す場合に、地域の役員をやっている人や翌年３月末で定年退職する人など翌年の４月１日からであれば引き
受けることができるというパターンが２件あった。民生委員のなり手不足の一因になっているといえる。
また、地区協議会に対して市から補助金を出しており、各地区協議会の補助金申請等の手続についても指導・支援をするが、一斉
改選のある年度については、地区協議会の役員改選等が発生し、指導・支援が煩雑になる傾向がある。多数の地区協議会を設置
している市にとっては支障となる。なお、この市の補助制度は、交付税措置の対象となっている。
【制度改正の必要性】
全国民生委員・児童委員連合会から要望としても厚生労働省に対して、一斉改選時期の見直しについて提出されているし、地区協
議会において、民生委員から同様の意見が出されることが度々ある。市としても【支障事例】に記述の内容の改善につながるため、
任期の始期を４月１日に改めることができる制度改正が必要である。
【解消策】
民生委員法第１０条の規定により任期３年と、昭和２８年法律第１１５号の改正附則第３項の規定により改正時の民生委員の任期の
終期を昭和２８年１１月３０日と定められているため、一斉改選が１２月１日となっているが、地域の実情に応じて、この任期の始期又
は終期を規定できるように条例委任する。
【効果】
民生委員のなり手不足の解消、民生委員児童委員地区協議会の補助金に関する事務手続の支援の軽減につながる。

H26 743 09_土木・建築 中核市 豊田市 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

公営住宅法第２９条 公営住宅の明渡し請求に係
る収入基準の条例委任

入居収入基準を超える高額の収入として定められている（令第９
条第１項）収入基準を、事業主体が条例で定めるように改正。

【制度改正内容】公営住宅法施行令第九条を「法第二十九条第一項に規定する政令で定める基準は、三十一万三千円以下で事
業主体が条例で定める基準とする。」に改正する。
【支障事例】公営住宅に入居後、収入が増加しすでに低額所得者とは言えなくなったものが、依然として低家賃で公営住宅に入居
している。本市の平成25年度の状況は、明渡努力義務が課せられている収入超過者235名（全体の13.16％）が引き続き入居してお
り、入居待機者は152名に及んでいる。
【制度改正による効果】基準額を258,000円と定めた場合、235名のうち69名が高額所得者になり、住宅の明渡を請求することができ
るようになる。69名を退去させることにより、待機している住宅に困窮する低額所得者の入居が可能となる。
【制度改正の必要性】入居者資格を有して公営住宅への入居を希望しながら入居できない低所得者がいる一方で、収入超過者が
入居し続け、その公平性、的確性に問題が生じている。したがって、入居待機者数、住宅確保のしやすさや空き家状況など地域の
実情に合った高額所得者の収入基準設定が必要と考える。
【国の各種施策との関連】第１次一括法により、公営住宅の入居に関する収入基準について条例委任がなされた。本提案はこれに
続いて明渡し請求の基準も条例委任とすることで、さらなる自治体の自主性の強化と自由度の拡大をはかり、地方分権を進めるもの
である。

H26 744 03_医療・福祉 都道府県 東京都 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

児童福祉法第４５条
児童福祉施設の設備及び運営に
関する基準第３２条、第３２条の２、
第３３条、第３５条

保育所に関する基準に係る
地方の裁量拡大

保育所の基準にかかる条例を都道府県が制定するに当たり、従
わなければならないとされている府省令で定める事項について、
参酌化すること。

【現在の制度】児童福祉法第45条にて、都道府県は、児童福祉施設の設備及び運営について、条例で定めることを求められてい
る。条例制定にあたっては、同条第2項により厚生労働省令の定めるところに従うこととされている。
【制度改正の必要性】平成13年度に創設した都独自の基準を定めた認証保育所では、基準面積の年度途中の弾力的運用を認め
（2歳未満児居室面積について年度当初3.3㎡→年度途中2.5㎡）、産休、育休明けなどの年度途中の保育ニーズの受け皿として柔
軟に対応している。また、保育従事職員の資格要件について、保育士以外の多様な人材の活用を可能にするため、保育士につい
ては常勤6割としており、制度開設後12年を経過しているが、これまで適切に運営され、多様な保育ニーズに応えている。
こうした地域の実情に応じた基準により設置している認証保育所は、制度創設以来、毎年度増え続け、直近10年でみると、認証保
育所が543か所、認可保育所296か所増加し、増加の7割を認証保育所が占めており、都の保育施策で大きな実績を上げている。そ
れでもなお、都内の待機児童数は8千人を超えており、解消に向けた保育サービスの拡充が急務である。
そのため、児童福祉施設の整備及び運営に関する基準のうち保育所に係る「従うべき基準」について、「参酌すべき基準」に見直し
ていただきたい。
これにより、認証保育所と同様に、認可保育所についても基準面積の弾力的運用が可能となり、待機児童対策や要支援児童への
適切な保育の提供に資する。また、保育士以外の資格を持つ者の活用や資格要件の緩和により、現状でも不足している保育人材
の有効活用が図られる。

[再掲]
６【厚生労働省】
（１）児童福祉法（昭22法164）
（ⅱ）児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭23厚生省令63）のうち、保
育所に係る基準については、次のとおりとする。
・居室面積（同基準32条）については、三大都市圏の一部に限り、待機児童解消
までの一時的措置として、平成27年3月31日までの間、居室の面積に関する基準
に係る規定を「標準」としている措置を、平成32年3月31日まで延長する。
・朝、夕の時間帯であって、保育する児童が１人である場合等における保育士の
数が２人を下回ってはならないという取扱い（同基準33条２項）について、地方の
実情を踏まえて、引き続き検討を進める。
上記（ⅰ）（ⅱ）に加え、平成27年４月からの子ども・子育て支援新制度の着実な施
行を図るとともに、「待機児童解消加速化プラン」及び「保育士確保プラン」に基づ
き、地方公共団体と連携して、保育士確保対策（潜在保育士の復帰支援を含
む。）に強力に取り組む。

H26 746 02_農業・農地 中核市 豊橋市 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

農地法第２条第１項、第４条、第５
条

「施設園芸用地等の取扱い
について」の改正

「施設園芸用地等の取扱いについて」（平成１４年４月１日　１３経
営第６９５３号）にて示された農地の判断について、温室の床面全
面にコンクリートを舗装した場合、農地ではないとされている。ま
た、集出荷のための駐車場用地や作業用地も農地ではないとさ
れている。しかしながら、作業効率の観点から農地に隣接して駐
車場用地や作業用地を確保するニーズは高い。よって、温室内
の床面全面にコンクリート舗装した状態や温室に隣接して農地を
駐車場用地や作業用地とし舗装を行った状態にあっても引き続
き農地とみなすこと。

【具体的な支障事例と必要性】
本地域では、トマト、ミニトマトの施設園芸が盛んで、従来から養液栽培を行う農家の割合が大変多く、次世代植物工場ともいえる統
合環境制御を伴う養液栽培も急速に増加している。また、イチゴ栽培においては高設ベンチによる栽培が一般的になっている。こう
した中、更なる効果的な産地強化を図る上で以下の事項が問題となっている。
通路のみにコンクリートを舗装した場合、育成作物の変更などにより養液設備や通路の間取りを変更する場合に柔軟な対応ができ
ない。
一部舗装は、通路をコンクリートとし、養液設備の下の未舗装部分にも防草シート等を敷く必要があり、一般的に全面舗装よりも割高
になってしまう。そのため、施設園芸で養液栽培の農家は、温室内の地面に全面農業用シートを敷いて対応しているが、シートは定
期的な交換が必要でランニングコストが高い。また、地面が安定しないため、高所作業車を使う際に不安定で、安定性の高いコンク
リート比べ、危険な作業となっている。
収穫したトマトなどを出荷するための荷さばきスペースやトラックの駐車スペースなどについては、出荷物を台車で運搬するため、ス
ムーズな運搬を実現するためにはコンクリートの舗装が必要となる。
転用等許可に要する期間の長さ、固定資産税や相続税での不利益を考慮し、温室内の床面全面にコンクリート舗装した状態や温
室と一体として農地を駐車場用地や作業用地とし舗装を行った状態にあっても引き続き農地とみなすよう提案する。

６　【農林水産省】
（５）農地法（昭27法229）
（ⅵ）植物工場など農業の六次産業化・成長産業化に資する農地の転用につい
ては、より円滑な転用を可能とする観点から、基準の明確化を図る。
　なお、地域再生法の一部を改正する法律（平26法128）において、植物工場を
含む六次産業化に資する施設等の整備について、農地法及び農業振興地域の
整備に関する法律（昭44法58）における農地転用許可及び農用地区域の変更基
準等の特例を措置したところであり、当該特例措置について、地方公共団体に周
知する。

H26 747 02_農業・農地 中核市 豊橋市 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

農地法第5条第1項第1号 市町村に対する農地転用制
限の緩和

国又は都道府県が、地域振興上または農業振興上必要性が高
いと認められる施設のために行う農地転用は、許可不要とされて
いるが、市町村についても同様に許可不要となるよう農地転用の
規制緩和を求める。

【理由】
東日本大震災以降、内陸部産業用地の需要が全国的に高まる中、本市では、南海トラフ巨大地震など大災害発生後も企業が安心
して事業活動を継続できる新たな産業用地の確保が急務となっている。
しかしながら、新たな産業用地の候補となる内陸部の土地の多くは農地であり、農地にかかる規制が、新たな産業の育成や企業誘
致などの地域振興対策の妨げになっている。
農地転用等、農地にかかる規制緩和を実施することで、農工商のバランスの取れた地域独自のまちづくりを促進し、生産性の高い
農業と産業の集積による地域振興を図るとともに、新産業の創出、市内企業の移転防止、地域の雇用創出や企業誘致による自主
財源確保等、地域経済の活性化を図ることができる。
【支障事例】
国県が農地転用する際の許可は不要であるが、市が農地転用する場合は、許可を受ける必要があるため、多大な時間と手間を要
するほか、許可基準によっては、許可されない場合もある。
これら農地規制にかかる手続きに多大な時間と手間を要するため、引合い企業に待ってもらえない。
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H26 748 02_農業・農地 中核市 豊橋市 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

農業振興地域の整備に関する法律
第8条第4項

農業振興地域整備計画にか
かる県の同意の廃止

農業振興地域整備計画にかかる県の同意を廃止するよう規制緩
和を求める。

【理由】
東日本大震災以降、内陸部産業用地の需要が全国的に高まる中、本市では、南海トラフ巨大地震など大災害発生後も企業が安心
して事業活動を継続できる新たな産業用地の確保が急務となっている。
しかしながら、新たな産業用地の候補となる内陸部の土地の多くは農地であり、農地にかかる規制が、新たな産業の育成や企業誘
致などの地域振興対策の妨げになっている。
農地転用等、農地にかかる規制緩和を実施することで、農工商のバランスの取れた地域独自のまちづくりを促進し、生産性の高い
農業と産業の集積による地域振興を図るとともに、新産業の創出、市内企業の移転防止、地域の雇用創出や企業誘致による自主
財源確保等、地域経済の活性化を図ることができる。
【支障事例】
本市の場合、豊川用水事業が完了していないため、区域内の産業用地の開発には、一定の要件を満たす地域の農業の振興に関
する地方公共団体の計画（以下、27号計画という。）の作成が求められる。27号計画に定める施設は、地域の特性に応じた農業の
振興を図るために必要なものに限られているが、県の意向に大きく左右されるため、市の実情に合った戦略的な地域振興の取組み
ができない。
これら農地規制にかかる手続きに多大な時間と手間を要するため、引合い企業に待ってもらえない。

H26 749 08_消防・防災・
安全

中核市 豊橋市 内閣府、国土交通
省

B　地方に対す
る規制緩和

南海トラフ地震防災対策の推進に
関する特別措置法第１２条、第１６
条

「南海トラフ地震津波避難対
策特別強化地域」の指定地
域における要配慮者施設の
単独移転を進める制度改正

国民の命を守ることを最優先に、第二次救急医療機関や福祉施
設などの重要な要配慮施設は、集団移転促進事業にかかわらず
単独での移転が推進されるよう、南海トラフ地震対策特措法第12
条及び第16条の規定の見直しを図ること。

【地域の実情を踏まえた必要性】
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法における「津波避難対策特別強化地域」に指定されている本市の
三河湾側の低地部においては、津波浸水想定区域や液状化危険度の高い区域が広がり、災害時医療の重要な役割を果たす病床
数１３０床の第二次救急医療機関や要配慮者施設が存在している。
また、最大で１５ｍ以上の津波が押し寄せると予測される太平洋側に、約８０人が入所する特別養護老人ホームが存在している。
これらの施設は、集団移転促進事業に関連して移転が必要と認められる場合に限り、津波避難対策緊急事業計画を作成し、同法
に基づく国の補助の特例や集団移転促進事業に係る特例措置を受けることが可能であるが、単独での高台移転は特例の対象外と
なっている。
しかしながら、これらの施設の周辺には住居が無い、もしくは住居が少なく、集団移転促進事業の対象にはならない立地状況となっ
ている。こうした民間の重要施設(要配慮者施設)の移転促進は、災害時の医療ネットワークを中心とした対応能力の確保、入所者
の命の確保を進めるのに必要な措置であるため、要配慮者施設が単独で高台移転が行えるよう、同法第12条及び第16条の規定の
見直しを図る必要がある。

H26 750 02_農業・農地 中核市 豊橋市 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

農業振興地域の整備に関する法律
第１０条
農業振興地域の整備に関する法律
施行令第８条
農業振興地域の整備に関する法律
施行規則第４条の４

「南海トラフ地震津波避難対
策特別強化地域」の指定地
域における要配慮者施設等
移転に係る、農振除外の要
件緩和

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法
による「南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域」の関係市町
村が実施する津波避難対策緊急事業計画に基づく集団移転促
進事業については、農業振興地域の整備に関する法律施行規
則第４条の４の該当項目とすること。

【地域の実情を踏まえた必要性】
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法における「津波避難対策特別強化地域」に指定されている本市の
三河湾側の低地部においては、津波浸水想定区域や液状化危険度の高い区域が広がり、災害時医療の重要な役割を果たす病床
数１３０床の第二次救急医療機関や要配慮者施設が存在している。
また、最大で１５ｍ以上の津波が押し寄せると予測される太平洋側に、約８０人が入所する特別養護老人ホームが存在している。
国民の命を守ることを最優先に、重要な要配慮者施設の移転促進を図る必要があるが、本市においては、市街地区域内に購入可
能である程度まとまった土地が少ないことから、近傍の農地への移転が現実的である。しかし、農用地区域への移転にあたっては、
現行の農業振興地域の整備に関する法律に即した要件が適用されるものと考えている。
このような事例に限っては、早期の実施を促すため、特に公益性が高い事業として同法における例外規定とするよう提案する。
【制度改正の内容】
津波避難対策緊急事業計画に規定する要配慮者施設を農業振興地域の整備に関する法律施行規則第４条の４に定める公益性
が特に高いと認められる事業に係る施設として追加すること。

H26 751 01_土地利用（農
地除く）

中核市 豊橋市 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

開発許可制度運用指針 都市計画法に基づく開発許
可制度運用指針の改訂

開発許可制度運用指針　Ⅲ-7　法第34条第14号等関係　（１８）
医療施設関係において、④として「津波浸水対策特別強化地域
に指定された市町村において、津波浸水想定区域内に既に立地
する第二次救急医療機関が移転する場合」を追加すること。

【地域の実情を踏まえた必要性】
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法「津波避難対策特別強化地域」に指定されている本市の三河湾側
の低地部においては、津波浸水想定区域や液状化危険度の高い区域が広がり、災害時医療の重要な役割を果たす病床数１３０床
の第二次救急医療機関（要配慮者施設）が存在している。
こうした施設は、集団移転促進事業に関連して移転が必要と認められる場合に限り、集団移転促進事業に係る特例措置を受けるこ
とが可能となっている。単独での高台移転は同法の特例の対象外という制度である。
 しかしながら、被災時における救急医療体制を確保するため地域性を踏まえたときに、該当施設の場合、市街化区域内にある程
度まとまった土地が無いことから、近傍の市街化調整区域への移転が最適であると判断されるが、運用指針に記載が無いため、許
可が得られない状況である。
そのため、開発許可制度運用指針　Ⅲ-7　法第34条第14号等関係　（１８）医療施設関係において、④として「津波浸水対策特別強
化地域に指定された市町村において、津波浸水想定区域内に既に立地する第二次救急医療機関が移転する場合」を追加するこ
とにより市街化調整区域内の適地への移転許可が可能となり、被災時の救急医療が強化できる。

農地転用については、現行では４ｈａを超える案件は大臣許可が
必要とされているが、当該許可について許可権限を都道府県に
移譲すること。

【現行】
４ha以下の農地転用については、都道府県知事が許可することとされているが、４haを超える転用についても、地域の実情に応じた
農業生産の基盤である農地の確保といった県全体の農業施策の観点から、都道府県知事による許可が望ましい。
【制度改正の必要性】
全国知事会による自治体アンケートによれば、企業誘致や新駅設置に伴う周辺整備などの具体的計画が存在したにもかかわらず、
国との事前協議開始から正式協議までに長期間（２年程度）要した事例もあり、計画的な地方の施策展開に支障が生じている。そも
そも許可基準は同一であり、面積で許可権者が異なるのは不合理。大規模農地の農地転用許可権限を都道府県に移譲すること
で、農地転用事務の迅速化及び地域の実情に応じた土地利用調整が可能となる。
【改正による効果】
地域の実情を把握する県において、国のような縦割りではなく農政部局とまちづくり部局が連携し、農地単体ではなく総合的な土地
利用の観点から判断することができる。
県が行う農地転用許可事務は、市町農業委員会での審議や県農業会議への諮問手続きによって、客観的かつ総合的な判断が担
保されているにもかかわらず、転用面積の大小によって許可権者が変わることに合理性はない。

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国と地方の役
割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕組みの充実を図るととも
に、農地転用に係る事務・権限について、地方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条の２第１項）
を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の設定基準案に加え、国の
目標面積案について、都道府県知事の意見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及び都道府県の
目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定
するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と協議する場（協議の場）を
設けることとする。協議の場の議事等については、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案及び都道府県
の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違がある場合には、その要因
分析等を行い、施策効果の見込み方等について協議する。これらの過程を通じ
て、国と地方が十分な議論を行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び
都道府県の目標面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日地方六団体）
において提案されている「農地の総量確保の目標管理」の仕組みに係る実効性を
検証することとし、今後の制度設計の議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について

H26 752 02_農業・農地 都道府県 兵庫県、大阪府 農林水産省 A　権限移譲 農地法第４条、第５条 大臣許可を要する農地転用
許可権限（４ha超）の都道府
県への移譲
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求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 753 02_農業・農地 都道府県 兵庫県、大阪府、徳島
県

農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

攻めの農業実践緊急対策事業実
施要綱

攻めの農業実践緊急対策事
業に係る補助金交付事務手
続きの簡素化

攻めの農業実践緊急対策事業の補助金交付事務を協議会から
都道府県、市町村へ交付先を見直し事務手続を簡素化するこ
と。

【現行】
効率的な機械の導入や高収益品目への作付転換により、低コスト・高収益な生産体制への転換を図る「攻めの農業実践緊急対策
事業」では、都道府県農業再生協議会に基金を造成し、地域農業再生協議会へ助成金を交付し、地域農業再生協議会が農業者
等の事業計画を精査し承認することになっている。
【制度改正の必要性】
上記の事務手続きについては、非常に煩雑になっているため、事務手続を簡素化するために、通常の国庫補助金と同様に、都道
府県、市町村に直接交付するべきである。
【改正による効果】
地域農業再生協議会の事務局は市町村が執り行っている場合が多く、技術的指導が困難であるため、事務手続きの見直しにより、
地域事情に精通し広域的な観点を有する都道府県が関与することになるため、農業者等に対する指導もより公平性を有するように
なり、かつ総合的に事業効果を高めることができるようになる。
さらに、協議会ではなく、都道府県・市町村が事務を行うことにより、公金支出のガバナンス強化を図ることができる。

H26 754 02_農業・農地 都道府県 兵庫県、大阪府、徳島
県

農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

耕作放棄地再生利用緊急対策実
施要綱

耕作放棄地再生利用緊急対
策交付金に係る交付事務手
続きの簡素化

耕作放棄地再生利用緊急対策交付金に係る交付先を協議会か
ら都道府県、市町村へ交付先を見直し事務手続を簡素化するこ
と。

【現行】
耕作放棄地を再生利用する活動への支援を行う「耕作放棄地再生利用緊急対策交付金」では、都道府県協議会に基金を造成し、
都道府県協議会が、地域協議会を経由して申請される農業者等の事業計画を精査し承認することになっている。
【制度改正の必要性】
しかし、事業実施にあたっては、各協議会において、構成員である農業委員会やJA等の各団体に諮る必要があるなど事務手続が
煩雑であるため、事務手続を簡素化するために、通常の国庫補助金と同様に、都道府県、市町村に直接交付するべきである。
【改正による効果】
耕作放棄地の再生については、Ｈ２６年度に創設した農地中間管理機構を活用した取組みなど、構成員である県や市町が主体的
に行っているため、県、市町村に直接交付することにより、地域の実情に精通する県地方機関による事業の周知や指導があわせて
可能になるとともに、営農など技術的指導については農業改良普及センターによる、地域に根付いた知識に基づく指導も可能にな
るなど、より総合的に事業効果を高めることができるようになる。
さらに、協議会ではなく、都道府県・市町村が事務を行うことにより、公金支出のガバナンス強化を図ることができる。
なお、改正後、協議会は、関係団体との情報共有を図り、連携して進めるための重要な協議の場として活用される。

H26 755 02_農業・農地 都道府県 兵庫県、徳島県 農林水産省 A　権限移譲 産地活性化総合対策事業実施要
綱

産地活性化総合対策事業に
係る補助金交付事務の都道
府県への移譲

産地活性化総合対策事業に係る補助金交付事務を、必要となる
人員とともに、国から都道府県へ移譲すること。

【現行】
新品種・新技術等を活用した産地形成の取組に対する支援など産地活性化総合対策事業においては、国から民間団体等の事業
主体へ直接交付されている。
【制度改正の必要性】
当該事業の実施には高度な農業技術の確立や技術確立後の広域的な技術普及が必要であるため、農林振興事務所や農業改良
普及センター、専門技術員等との連携によるきめ細やかな技術指導が必要である。
【支障事例・効果】
実際には、市町、生産者団体、農協の三者だけで事業を進めている背景があり、専門の技術職員の不足から、地域全体への波及
効果や技術の底上げ効果が低い。
実際に事業を実施した小野市の事例では、事業前の平成21年度1.1haであった有機農業面積が、事業実施後には約5.1haにとどま
るなど、面積の広がりも小さかった。
したがって、円滑に事業を推進するために補助金交付事務は都道府県が担うべきである。また、都道府県が実施する事業との連携
を図ることによって、地域の実情に応じたより効果の高い事業とすることが可能となる。

４　【農林水産省】
（13）産地活性化総合対策事業
国と都道府県の一層の連携強化を図るため、都道府県に対し、事業の採択状況
等に係る情報提供を行う。

H26 756 02_農業・農地 都道府県 兵庫県、大阪府、徳島
県

農林水産省 A　権限移譲 農山漁村の活性化のための定住等
及び地域間交流の促進に関する法
律第６条、農山漁村活性化プロジェ
クト支援交付金実施要綱

農山漁村活性化プロジェクト
支援交付金に係る交付事務
の都道府県への移譲

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金に係る交付事務を、必
要となる人員とともに、国から都道府県へ一括交付金化し、移譲
すること。

【現行】
農山漁村地域の居住者・滞在者を増やすための対策を支援する「農山漁村活性化プロジェクト支援交付金」において、市町が策定
した計画に基づく事業については、都道府県を経由せず国から直接市町に交付されている。
【支障事例】
県が計画策定に関与することがないため、計画主体となる市町に対し、広域的な観点での計画策定に対する指導等が実施できて
いない。
【改正による効果】
中山間地域の活性化については、都道府県においても複数の部局が連携して総合的な対策を講じているところであり、それら対策
との相乗効果を高め、より効果の高い事業とすることが可能となるため、国から都道府県に一括交付金化し、交付事務を移譲すべき
である。
なお、「農山漁村活性化プロジェクト支援交付金」、「都市農村共生・対流総合対策交付金」、「『農』のある暮らしづくり交付金」につ
いては、農山漁村の活性化という趣旨が類似しており、地域の実情に応じた配分が可能となることから、一括交付金化を求めるもの
である。

４　【農林水産省】
（12）農山漁村活性化プロジェクト支援交付金
関係行政機関の一層の連携強化を図るため、都道府県及び市町村に対し、活性
化計画を作成したときは、都道府県にあっては関係市町村に、市町村にあっては
都道府県に情報提供を行うことを周知するとともに、関係行政機関が十分な意見
交換等を行うことができるよう支援する。

事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置については、別紙を
基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法附則２項）につ
いては、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農林水産大臣
との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指定市町村にあっては、当
該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確保する目標
を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣が指定する市町村（指
定市町村）の長については、都道府県知事と同様の権限を有するものとして、農
地転用に係る事務・権限を移譲する。あわせて、農用地区域内における開発許
可（農振法15条の２）に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項及び５条３
項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せて検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏まえ、必要に
応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るとともに、農地転用許可等に係
る事例集を作成するなど地方公共団体における農地転用許可制度等の適正な
運用の確保に資するよう必要な支援を行うものとする。
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求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 757 02_農業・農地 都道府県 兵庫県、大阪府、徳島
県

農林水産省 A　権限移譲 都市農村共生・対流総合対策交付
金実施要綱

都市農村共生・対流総合対
策交付金に係る交付事務の
都道府県への移譲

都市農村共生・対流総合対策交付金に係る交付事務を、必要と
なる人員とともに、国から都道府県へ一括交付金化し、移譲する
こと。

【現行】
福祉・教育・観光等と連携した都市と農山漁村の共生・対流等に係る取組を支援する「都市農村共生・対流総合対策交付金」につ
いては、各地方農政局が公募及び採択し、都道府県を経由せずに地域協議会等へ直接交付されている。
【制度改正の必要性】
都市と農山漁村の交流、グリーン・ツーリズムなどを推進する組織づくりや人材育成を図るためには、地域によって地勢や社会条件
が異なるにもかかわらず、全国的視点で画一的に選定することで効果的と言えるのか疑問である。
【改正による効果】
そこで、地域の実情を把握し、かつ広域的な地域振興に精通している都道府県が総合的な視点に立った実施主体の選定や指導
等を行うことにより、より効果の高い事業とすることが可能となるため、国から都道府県に一括交付金化し、交付事務を移譲すべきで
ある。
なお、「農山漁村活性化プロジェクト支援交付金」、「都市農村共生・対流総合対策交付金」、「『農』のある暮らしづくり交付金」につ
いては、農山漁村の活性化という趣旨が類似しており、地域の実情に応じた配分が可能となることから、一括交付金化を求めるもの
である。

４　【農林水産省】
（18）都市農村共生・対流総合対策交付金
国と都道府県の連携強化を図るため、都道府県に対し、事業実施主体から提出
された促進計画等に係る情報提供を行うとともに、当該計画等について意見聴取
を行う。

H26 758 02_農業・農地 都道府県 兵庫県、大阪府、徳島
県

農林水産省 A　権限移譲 「農」のある暮らしづくり交付金実施
要綱

「農」のある暮らしづくり交付
金に係る交付事務の都道府
県への移譲

「農」のある暮らしづくり交付金に係る交付事務を、必要となる人
員とともに、国から都道府県へ一括交付金化し、移譲すること。

【現行】
交流農園や福祉農園の整備を支援する「「農」のある暮らしづくり交付金」については、各地方農政局が公募及び採択し、都道府県
を経由せずに地域協議会等へ直接交付されている。
【制度改正の必要性・効果】
都道府県においては、農園の整備というハード面だけでは不十分なことから、体験農園や実習講座などのソフト事業についても事
業を実施している。
また、当該事業の目的は、社会の高齢化・成熟化が進むことによる「農」のある暮らしを楽しみたいとの要望拡大や、高齢者や障害
者の介護・福祉等を目的とした福祉農園に対するニーズ拡大への対応であるが、高齢者・障害者への支援については、都道府県
において複数の部局が連携して総合的な対策を講じているところであり、それら対策との相乗効果を高めることにより、より効果的・
効率的な事業とすることが可能となるため、国から都道府県に一括交付金化し、交付事務を移譲すべきである。
なお、「農山漁村活性化プロジェクト支援交付金」、「都市農村共生・対流総合対策交付金」、「『農』のある暮らしづくり交付金」につ
いては、農山漁村の活性化という趣旨が類似しており、地域の実情に応じた配分が可能となることから、一括交付金化を求めるもの
である。
【支障事例】
都市計画区域内で施設を整備をするのに必要な法手続を、国が指導していなかったことから、事業実施を延期した例があるなど、
都道府県が介していれば防ぐことのできた事例もあり、多方面にわたる事情に精通した都道府県が実施する事業とすべきである。

H26 759 02_農業・農地 都道府県 兵庫県 農林水産省 A　権限移譲 経営所得安定対策等実施要綱 経営所得安定対策等に係る
「水田活用の直接支払交付
金」交付事務の国から都道
府県への移譲

経営所得安定対策等に係る「水田活用の直接支払交付金」の対
象作物及び交付単価を決定し、農業者に交付する事務を国から
都道府県へ交付金化し、移譲すること。

【現行】
経営所得安定対策等に係る「水田活用の直接支払交付金」については、主食用米からの転換作物等について、特定の品目を戦略
作物として指定し、全国一律の単価を設定しており、国が、直接、農業者にその作付けに合わせて交付金を交付している。
【支障事例】
本県で作付を推進している野菜は、本県の水田への作付面積では、麦や大豆、飼料作物よりも大きく（約4倍）、水田活用を進める
ための最も重要な作物となっている。
野菜の作付推進には、県や地域段階の産地交付金活用も実施しているが、その他の地域特産物の振興や、麦・大豆の団地化の取
組推進との兼ね合いもあり、十分な支援につながっていない。（本県の野菜作付面積：H22年 9,480ha → H24年 9,340ha（△
140ha））
【制度改正の必要性・効果】
現状では、戦略作物として対象となる作物は全国一律であり、上記のように、本県で作付を推進している野菜は、対象作物とされて
いない状況である。
地域の実情に合わせた水田転換作物への誘導を図る上でも、交付金の財源を国から都道府県へ交付金化し、移譲したうえで、助
成対象作物や、単価の設定を都道府県で出来るようすべきである。
また、都道府県が実施する各種振興施策と連動させることによって、より効果の高い事業展開が可能となる。

４　【農林水産省】
（14）水田活用の直接支払交付金
国と都道府県の連携強化を図るため、都道府県に対し、当該都道府県の水田フ
ル活用ビジョンを踏まえて事業実施主体から提出された事業計画等に係る情報
提供を行うとともに、当該計画等について意見聴取を行う。

H26 760 02_農業・農地 都道府県 兵庫県 農林水産省 A　権限移譲 経営所得安定対策等実施要綱 経営所得安定対策等に係る
「米の直接支払交付金」交付
事務の国から都道府県への
移譲

経営所得安定対策等に係る「米の直接支払交付金」交付事務を
国から都道府県へ交付金化し、移譲すること。

【現行】
米の直接支払交付金は、米の生産数量目標に従い、主食用米の作付けを行った農業者に交付されるものである。
【制度改正の必要性】
米の生産数量目標の配分の業務は、都道府県が市町に対し実施していることから、「米の直接支払交付金」交付事務についても国
から都道府県へ交付金化し、移譲すべきである。
【改正による効果】
これにより、現状では、平地と中山間地等の条件不利地との間や、大規模稲作農家などの担い手と兼業農家の間でも一律である助
成単価に差を設けるなど、各都道府県の地域性に合わせた交付金の活用が図られ、需要に応じた主食用米生産とともに水田の維
持管理につながる。
　（平成29年度までの時限措置）

H26 761 02_農業・農地 都道府県 兵庫県 農林水産省 A　権限移譲 日本の食魅力再発見・利用促進事
業実施要綱

日本食・食文化魅力発信プ
ロジェクト　日本の食魅力発
見・利用促進事業のうち「食
のモデル地域育成事業」に
係る交付事務の都道府県へ
の移譲

「食のモデル地域育成事業」に係る交付事務を国から都道府県
へ移譲すること。

【現行】
地域で生産・製造される国産農林水産物や食品の消費拡大を図るための商品開発、販路拡大、人材育成等に係る取組を支援す
る「食のモデル地域育成事業」では、農林水産省が公募、採択し、交付金は「食のモデル地域実行協議会」に直接交付され、当該
協議会に県が構成員となっていない場合は、都道府県の関与なく事業が実施される。
【制度改正の必要性】
都道府県においては、特徴ある食品の加工技術の開発や、その生産者の育成に係る事業を展開しており、また都道府県が展開し
ている独自のブランド戦略との連携を図ることで、蓄積された技術情報やデータベースを有効に活用できることから、より効率的に事
業を展開することが可能となるため、国から都道府県に事務を移譲すべきである。
【支障事例】
具体的な支障事例として、本県では淡路島の農水産物・加工食品の生産・流通・観光・消費が一体となって、食料生産拠点としての
淡路島の魅力をさらに引き出すとともに、島内はもちろん京阪神などの大消費地での新たな需要を開拓することを目的として、22年
度に「食のブランド淡路島推進協議会」（事務局：洲本農林）を設置し、ブランド推進戦略を展開してきた背景がある。一方で、25年
度に淡路市や(株)パソナ等が構成メンバーとなり、「淡路地域食のモデル構築協議会」を設立し、本事業を行っているが、同団体が
本事業に採択されたことについて後日に県に情報が入り、取組内容についても、県の「食のブランド淡路島推進協議会」と重複する
部分があり、県が本事業の交付事務を行っていれば、応募団体に対し既存団体との調整や県のブランド戦略等を指導することで、
より効果的に事業展開が可能となったが、調整不足が見られた。

４　【農林水産省】
（17）食のモデル地域育成事業
国と都道府県の連携強化を図るため、都道府県に対し、事業実施主体から提出
された事業計画等に係る情報提供を行うとともに、当該計画等について意見聴取
を行う。
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H26 762 04_雇用・労働 都道府県 兵庫県、大阪府、鳥取
県

厚生労働省 A　権限移譲 厚生労働省設置法第4条第1項第
54号、第23条、第24条、職業安定
法第5条第3号、第8条、第17条、第
18条等

ハローワークの都道府県へ
の移管

平成24年10月から３年間を目処として埼玉県、佐賀県でハロー
ワーク特区の取組の検証が進められているところであるが、より踏
み込んだ施策を展開するため、ハローワークに係る権限、人員、
財源の全面的な都道府県への移管を進めること。

【提案による効果】
①　身近な場所での必要な支援の提供
・求職者の能力・適性に応じた就職相談をはじめ、職業訓練・職業紹介まで一貫したきめ細かいサービスが実現し、着実な就労に
結びつけることが可能
・住居・生活・福祉等に係る必要な支援のワンストップでの提供、市町村と連携した求職者本位のトータルな支援が可能
・交通至便地や身近な施設にサテライトを設置したり、託児サービスや利用時間延長など様々なサービスを各地域の判断で展開可
能
・インターネット等を活用した求人・求職情報へのアクセス環境の整備による利便性の向上
②　企業支援と雇用政策の一体化
・産業振興部門と一体となった企業の人材確保支援や新産業育成などの産業振興政策と連携した雇用政策の展開が可能
③　学校教育との連携の強化
・学校との連携強化により、キャリア教育の拡充や若年就労の改善が可能
④　行政改革の推進
・省庁の縦割りがないため、首長の判断で部局の枠を超えた弾力的な人員配置が可能
・求職者のニーズに対し、所管外であっても、的確な相談窓口に迅速・確実に引き継ぐことが可能
・住民や議会の監視の目が届きやすく、透明度が向上
【国が指摘する問題点への回答】
・地方移管しても、雇用保険の財政責任は国が担えばよく、運営主体が都道府県になることで、地方議会の監視の目も行き届き、よ
り透明性の高い運営が可能になる。
・職業紹介の全国ネットワークは、都道府県が共同で設立する組織が引き継ぎ管理を行うなどにより維持することが可能になる。
・全国一斉の雇用対策の視点については、国が統一性を保持すべき点は法令等で基準を定めればよく、地方移管により、地域の
実情に応じた雇用対策が可能になる。

［再掲］
４【厚生労働省】
（１）職業安定法（昭22法141）及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派
遣労働者の保護等に関する法律（昭60法88）
公共職業安定所（ハローワーク）が行う無料職業紹介事業、地方公共団体が行う
無料職業紹介事業の指導監督並びに国以外の者が行う職業紹介、労働者の募
集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の指導監督については、以下の方向
性により見直す。
（ⅰ）国と地方公共団体が同一施設内で国の無料職業紹介事業と地方公共団体
の業務を一体的に実施する取組（一体的実施）、「ハローワーク特区」の取組、ハ
ローワークの求人情報を地方公共団体にオンラインで提供する取組など、ハロー
ワークと地方公共団体との一層の連携強化の取組を通じ、地方公共団体と一体と
なった雇用対策をこれまで以上に推進する。
（ⅱ）以上の取組の成果と課題を検証し、その結果等を踏まえ、これらの事務・権
限の移譲等について、引き続き検討・調整を進める。その際には、ＩＬＯ第88号条
約との整合性、都道府県を越えた職業紹介の適切な実施、雇用対策における機
動性の担保、保険者の変更等雇用保険財政の根本に関わる議論等に留意す
る。
（ⅲ）地方公共団体が行う無料職業紹介事業について、民間とは明確に異なる公
的性格を持つものであり、国に準ずるものとして法律上位置付けるなどの措置を
講ずる。
（ⅳ）ハローワークの求職情報を地方公共団体に提供する取組を、平成27年度か
ら開始する。

H26 763 07_産業振興 都道府県 兵庫県、京都府、徳島
県

経済産業省 対象外 ものづくり中小企業・小規模事業者
試作開発等支援補助金交付要綱、
ものづくり中小企業・小規模事業者
試作開発等支援補助金実施要領

中小企業・小規模事業者も
のづくり・商業・サービス革新
事業の補助事業の一連業務
の都道府県への移譲

中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業等
（同様の目的・方法で実施する補助事業含む）の補助要件設定
のほか、公募、審査・採択、補助金交付等の一連の業務を、必要
となる人員、財源とともに、都道府県へ移譲すること。

『別紙参照』

H26 764 07_産業振興 都道府県 兵庫県、徳島県 経済産業省 A　権限移譲 地域商店街活性化法第４条～第７
条、第11条、地域商業自立促進事
業費補助金交付要綱

地域商店街活性化法に関す
る認定事務及び地域商業自
立促進事業の補助金交付事
務の都道府県への移譲

地域商店街活性化法による商店街活性化事業計画・商店街活
性化支援事業計画の認定事務及び地域商業自立促進事業費補
助金の交付事務を、必要となる人員、財源とともに、国から都道
府県へ、移譲すること。

【支障事例】
国は地方が行うことのできない全国レベルの先端的なモデル事業に限定し、全国的視点のもとで採択を行っているとしているが、国
が地域商業自立促進事業として実施するにぎわい創出イベントの開催支援、地域住民のニーズに合った商店街の新陳代謝を図る
取組、地域コミュニティの形成に向けた取組の支援は、県施策と内容が類似しており、支援の対象となる事業者にも差異はない（本
県でも、国と同種の事業である、商店街新規出店・開業等支援事業、商店街支援事業、商店街整備事業等を実施）。
平成26年６月に国が認定した事業を見ても、①イベント開催、②地域コミュニティ活動拠点施設整備、③空き店舗を活用したアート
活動支援、イベント開催等となっており、全国レベルの先端的なモデル事業とは考えられない。
【制度改正の必要性】
商店街の支援については、住民に身近な行政として地域の実情を熟知した地方公共団体に委ねるべきであり、また、商店街の商圏
が複数の市町域にまたがることから、広域団体である都道府県が行う方が総合的な施策展開が望める。
そこで、地域商店街活性化法による商店街活性化事業計画・商店街活性化支援事業計画の認定事務及び地域商業自立促進事
業費補助金の交付事務を国から都道府県へ移譲し、都道府県施策との一元化を図ることにより、総合的な商店街の活性化施策を
実施する。
【想定される事業スキーム】
①金の流れ：経産省→県（交付金）→商店街振興組合等
②内容：　経産省では、多種多岐にわたる補助金が毎年新設・増額されており、１件あたりの補助額も100万～5億円と幅広く設定さ
れている。均等配分を求めているものではなく、商店街数など地域の実情に応じて配分されればよいと考える。
③全国的な視点から計画の認定及び補助金の採択
　　　通常分は交付金として国の施策とも整合を図った都道府県の全体計画に基づいて配分、先導的かつ一定規模以上の事業に
ついては、経産省と個別協議するスキームで担保することが可能。

［再掲］
４【経済産業省】
（19）商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関す
る法律（平21法80）
（ⅰ）商店街活性化事業計画の認定（４条１項）及び商店街活性化支援事業計画
の認定（６条１項）については、国と都道府県の連携強化を図るため、都道府県に
対し、事業実施主体から提出された当該計画に係る情報提供を、原則として経済
産業局に事前相談があった段階で行うとともに、意見聴取を行う。
（ⅱ）商店街活性化に対する補助（地域商業自立促進事業）については、国と都
道府県の連携強化を図るため、都道府県に対し、支援要件等の公募に関する情
報提供を行う。あわせて、事業への地方公共団体による関与の強い案件を優先
的に採択するなどの措置を講ずる。

H26 765 07_産業振興 都道府県 兵庫県、京都府、徳島
県

経済産業省 A　権限移譲 中心市街地の活性化に関する法律
第14条第３項、第40条、第41条、中
心市街地再興戦略事業費補助金
交付要綱

中心市街地の活性化に関す
る補助金交付事務等の都道
府県への移譲

中心市街地再興戦略事業費補助金の交付事務及び中心市街地
活性化法第40条第4項に規定する特定民間中心市街地活性化
事業計画の認定事務、同条第5項による通知、第41条第2項によ
る認定の取消し　など、中心市街地の活性化に関する事務を、必
要となる人員、財源とともに、国から都道府県へ移譲すること。

【支障事例】
国は中心市街地の活性化に関する事務は、施策効果の適正化・最大化を図るため、各地域の特性や近隣地域の状況を配慮しつ
つ、国が地方自治体の枠を超えた全国的視点のもとで行う必要があるとしているが、国が中心市街地再興戦略事業費補助金の対
象としている子育て支援施設等を併設した複合商業施設や地域産品の販売所の整備、持続的なにぎわい創出につながるイベント
の開催支援等は、住民に身近な行政として地域の実情を熟知した地方公共団体に委ねるべきであり、また、商店街の商圏が複数
の市町域にまたがることから、広域団体である県が行う方が総合的な施策展開が望める。
また、経産省では、商店街関係の補助金も含め、多種多岐にわたる補助金が毎年新設・増額されている。県として地域の産業振興
施策を一元化し、効率的に推進するにあたり支障があり、非効率である。
そこで、中心市街地再興戦略事業費補助金の交付事務及び特定民間中心市街地活性化事業計画の認定事務等の中心市街地の
活性化に関する事務を国から県へ移譲し、県施策との一元化を図ることにより、総合的な中心市街地の活性化施策を実施する。
【想定される事業スキーム】
①金の流れ：経産省　→　県（交付金）　→　商店街振興組合等
②内容：中心市街地再興戦略事業補助金は、１件あたりの補助額が100万～5億円と幅広く設定されている。
均等配分を求めているものではなく、商店街数など地域の実情に応じて配分されればよいと考える。
③全国的な視点から計画の認定及び補助金の採択
通常分は交付金として国の施策とも整合を図った都道府県の全体計画に基づいて配分、先導的かつ一定規模以上の事業につい
ては、経産省と個別協議するスキームで担保することが可能。

［再掲］
４【経済産業省】
（８）中心市街地の活性化に関する法律（平10法92）（内閣官房と共管）
民間事業者等が特定民間中心市街地活性化事業計画や中心市街地活性化に
対する補助（中心市街地再興戦略事業費補助金）等を活用する際に、都道府県
に対する事前の情報提供や都道府県としての意見表明など積極的な関与を促す
ため、中心市街地活性化協議会に都道府県が参加することが可能であることに
ついて、地方公共団体に周知する。

H26 766 07_産業振興 都道府県 兵庫県、京都府、徳島
県

経済産業省（中小
企業庁）

A　権限移譲 中小企業･小規模事業者ワンストッ
プ総合支援事業公募要領

中小企業・小規模事業者ワ
ンストップ総合支援事業（よ
ろず支援事業）の都道府県
への移譲

各都道府県内の中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援
の体制整備に必要な「よろず支援拠点」及び「コーディネーター」
選定等の事務を、必要となる人員、財源とともに、中小企業庁か
ら各都道府県へ移譲すること。

【制度改正の必要性】中小企業は多種多様であるとともに地域毎の特性があるため画一的な運用を行うべきでなく、コーディネー
ター・よろず支援拠点についても国の統一的な施策方針を踏まえながら都道府県が選定し、地域の中小企業の実情に応じた重点
的･効果的・効率的な施策を展開することが望ましい。
【支障事例】今回、兵庫県においてはよろず支援拠点に活性化センター、コーディネーターに活性化センターと密な連携がとれる
専門家が選定されているが、国から、活性化センター内に既存の管理体制と別の管理体制をつくることが要求されており、団体内の
予算と人員を効率的に配置することができず、運営が非効率なものとなっている。
また、活性化センターのような都道府県等中小企業支援センター以外の機関や専門家が選定された場合には、
①財源と人員の運営が2団体に分散し、非効率的になる。
②都道府県等中小企業支援センター（兵庫県は活性化センター）も総合的支援の窓口となっており、利用者（中小企業者）が混乱
する。
③各支援機関は連携する総合的支援窓口が2箇所となり、混乱が生じるとともに対応において負担が生じる。
などの問題がある。
【移譲による効果】兵庫県においてはよろず支援拠点と同じ目的を有する「中小企業支援ネットひょうご」を以前から構築済みであ
る。財源が移譲されれば、既に整備されている「中小企業支援ネットひょうご」との一元的な運用や財源の有効活用による支援体制
の強化を図ることが可能となる。
【想定される事業スキーム】
金の流れ：経産省　→　県（交付金）　→　よろず支援拠点（委託費）
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【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 767 07_産業振興 都道府県 兵庫県、京都府、徳島
県

経済産業省（特許
庁）

対象外 中小企業知的財産活動支援事業
費補助金交付要綱第２条第２項

中小企業知的財産活動支援
事業費補助金(中小企業外
国出願支援事業）の実施主
体要件の拡大

中小企業外国出願支援事業では、都道府県ごとに事業を実施
することとしているが、各都道府県での事業実施主体（特許庁か
らの補助金交付対象）を「都道府県中小企業支援センター」（※
（以下「中小企業支援センター」という））に限っている。
現在、中小企業支援センターに指定される機関は各都道府県に
１機関のみであるが、技術や知的財産等の専門知識を有してい
る機関が他にも存在する場合があることから、より効果的に事業を
実施するため、本事業の実施主体を１機関に限らず拡大するこ
と。

【現行】
特許庁では、中小企業の海外への出願に係る費用の一部を補助する「地域中小企業外国出願支援事業」を平成２０年度から実施
している（平成２６年度からは「中小企業知的財産活動支援事業費補助金（中小企業外国出願支援事業）」）。特許庁は、本事業は
中小企業への経営支援の一貫として実施しているとの理由によって、各都道府県での実施主体を中小企業支援センターに限り認
めている。
【支障事例】
兵庫県の中小企業支援センターである（公財）ひょうご産業活性化センター（以下「センター」という）は、特許に関するノウハウを十
分有しておらず、また県の産業振興に係る事業を多数抱えており業務を遂行するリソースが不足しているため、平成２５年度まで兵
庫県では本事業が実施できていなかった。平成２６年度からは、本事業を実施することになったものの、センターが抱える課題は解
決されていないため、県が業務の多くをサポートしながら実施する状況となっている。
一方、県内における知的財産に係る事業（「知財総合支援窓口」業務等）は県の関係団体である（公財）新産業創造研究機構（以
下「NIRO」という）で実施しており、知財に関するノウハウはNIROに集約されている。
【改正による効果】
本事業の実施主体を１機関に限らず、県の実情にあわせて、県内で中小企業の支援等を行い、かつ知的財産に関するノウハウ及
び本事業の実施に意欲を有する機関においても実施可能とすることによって、中小企業に対してきめ細かく一貫した支援を実施す
ることが可能となる。

H26 768 07_産業振興 都道府県 兵庫県、京都府、和歌
山県、徳島県

経済産業省（中小
企業庁）

A　権限移譲 中小企業基本法第24条第４項、産
業競争力強化法第127条

中小企業再生支援に関する
事務の都道府県への移譲

中小企業再生支援に関する、支援業務を行う認定支援機関（中
小企業再生支援協議会等）の業務運営の適正化や監督、中小
企業承継事業再生計画（第二会社方式）の認定について、必要
となる人員、財源とともに、中小企業庁（経済産業局）から各都道
府県へ移譲すること。

【現行】
平成18年度から中小企業支援の業務については移譲が進められたところであるが、再生支援については中小企業再生支援協議
会等（本県：神戸商工会議所）への国の関与が残った状況にある。
【支障事例・制度改正の必要性】
見直し方針を受けて同法に基づいて定められた指針において、再生支援の体制構築のために、①国は地方公共団体等との連携
体制の構築に努め、②地方公共団体は認定支援機関の事業の適切な運営に向け、人材の確保に努めるとともに、助言・支援等を
行うとされているものの、プロダクトマネージャー等の人選において、金融機関出身者等直接利害関係のある人物が選ばれることも
あり、相談者が安心して相談できる体制の構築の面での支障が懸念されるなど、県の方針と必ずしも一致しない。
業種･企業形態も多種多様であるとともに地域性も強い中小企業の再生支援にきめ細かく対応していくためには、権限移譲を行い、
都道府県が主体的に取り組む体制構築の必要がある。
各都道府県が中小企業支援センター等を中心に整備した支援体制において、再生支援は不可欠であり、国の関与が残っているこ
とは、プロダクトマネージャー等について地域ニーズに合っている人選ができていない等の課題もあり、少なくとも地域で中小企業支
援を実施している都道府県の意見を反映させるべきと考えられる。
【改正による効果】
中小企業を創業、成長支援、経営革新等から再生まで一貫して支援するという観点から見て、再生支援業務のみ国の役割とするの
は不合理であり、国施策と絡む支援内容については国と連携して、地域の中小企業の実態を把握している都道府県が実施すれ
ば、国が直接実施するよりも、より効果的な支援が可能となると考えられる。
兵庫県においては、(公財)ひょうご産業活性化センターを中核機関として県内の支援機関（１９）と金融機関･大学等の連携団体（２
９）と「中小企業支援ネットひょうご」を構築しており、再生支援業務が県に移譲されれば、県内支援機関等との連携が密になりること
から、他の経営支援、雇用支援との一体的な運用や財源の有効活用が可能となり、ワンストップ総合支援体制が強化される。

H26 769 09_土木・建築 都道府県 兵庫県 内閣府、国土交通
省

A　権限移譲 道路法第12条、第13条、河川法第
９条

直轄道路・河川の維持管理
権限の移譲及び維持管理費
の財源を交付金により措置
する枠組みの構築

直轄道路・河川の維持管理権限の移譲及び維持管理費の財源
を交付金により措置する枠組みを構築すること。

【現行】
現在、国との間で直轄道路・河川の管理権限を段階的に移譲しているが、維持管理費についての財源措置が適切に行われるか不
明確な状況である。
【制度改正の必要性】
道路・河川のインフラ整備等については、国土交通省地方整備局と都道府県及び政令市がそれぞれ事業を実施していることから、
総合的な対応が困難な状況であるが、都道府県では防災、観光・文化振興、産業振興、医療、環境保全など、総合行政主体して
各種事業を展開しており、市町村や各種団体、地域住民の声を幅広く聞きながら、従来の縦割り行政にとらわれない、より地域の実
情に応じた総合的な施策展開が可能となる。
また、国による直轄事業では、住民から距離があるため、その意向が反映されにくいが、地方が事業を実施することで、地域住民
(議会)の関心やチェック機能も高まり、その民意を反映しやすいものとなるとともに、許認可に係る事務も含めて道路や河川に関する
窓口を一元化することで、地域住民や民間事業者の利便性が向上する。
【改正による効果】
地域の実情を踏まえた地方分権改革の取組をさらに進めるため、直轄国道・河川について、交付金による財源措置を講じた上で、
移譲を実現することで、防災、観光・文化振興、産業振興、医療、環境保全と連携した総合行政の観点から、住民目線にたった地
域ニーズを反映した効率的・効果的なまちづくりが可能となる。

H26 770 10_運輸・交通 都道府県 兵庫県、大阪府 国土交通省 A　権限移譲 港湾法第52条、第54条 国有港湾施設の管理権限の
国土交通大臣から港湾管理
者への移譲

国直轄事業により整備された港湾施設を港湾管理者が効率的に
維持管理するため、国有港湾施設の管理権限を移譲することを
求める。

【現行】
国は一定の条件のもと、予算の範囲内で港湾工事を自ら実施でき、直轄工事により生じた港湾施設は港湾管理者に貸し付けるか、
管理を委託することとされている。これは、国が自ら施設の管理を行うよりも、港湾管理者が所有する施設と一体的に行った方が効
率的であるからである。
【制度改正の必要性】
その趣旨をより徹底するため、管理委託ではなく、国有港湾施設の管理権限自体を港湾管理者へ移譲することにより、国と調整す
ることなく施設の管理及び保全ができるようになり、事務手続きが省略できるとともに、県が実施している防災、港湾振興等と連携し
た施策を展開することが可能となる。
【支障事例】
国有港湾施設の管理委託契約においては、原状又は用途を変更するときは、予め国（整備局）の承認を得ることが規定されてい
る。港湾利用者の要望により小型防舷材（1基）を設置した際には、事前協議から1ヶ月以上の期間を要しており、さらに着工は承認
後となったことから、早期の荷役を希望する利用者の対応が困難となった。管理委託制度を廃止し、県への管理権限の委譲により、
協議等に要する期間が短縮され、タイムリーに利用者ニーズに対応できる。

６【国土交通省】
（２）港湾法（昭25法218）
国有港湾施設の管理受託者による原状変更の大臣承認（施行令17条の６）につ
いては、事務の円滑化を図るため、大臣承認を要しない軽微な変更の範囲を、管
理受託者に通知する。

H26 771 01_土地利用（農
地除く）

都道府県 兵庫県 国土交通省 A　権限移譲 都市公園法第２条の３ 都道府県内の供用済の国営
公園の都道府県への移譲

都市公園法第2条第１項第2号に規定するイ号公園のうち、一つ
の都道府県で完結する公園の供用した区域の管理に関する権
限については、関係法令の改正により、移管に必要な新たな制
度を設け、都道府県との調整が図られた公園から、必要となる人
員、財源とともに移管すること。

【本県の状況】
本県においては、国営明石海峡公園があり、淡路地区と神戸地区で構成されている。そのうち、淡路地区については一部が開園し
ており、周辺の淡路夢舞台、県立淡路島公園等の県管理施設との連携による一体的な利用促進に取り組んでいる。
【移譲による効果】
淡路地区ではこのように、国と県で、同様の公園事業を展開していることから、国管理の国営公園（国営明石海峡公園）を県に移管
し、県管理公園（県立淡路島公園）と一体的な管理をすることで、費用の軽減が見込めるとともに、集客イベントなどを総合的に行う
ことができ、相乗効果が見込める。
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提案団体の
属性

提案
団体

関係府省
提案
区分

根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 772 06_環境・衛生 都道府県 兵庫県、和歌山県、鳥
取県、徳島県

経済産業省、環境
省

A　権限移譲 特定家庭用機器再商品化法第15
条、第16条、第52条、第53条

特定家庭用機器再商品化法
に基づく権限の都道府県へ
の移譲

事業者等の各都道府県内事務所への家電リサイクル法に基づく
立入検査、報告徴収等以下の権限を、必要となる人員、財源とと
もに、国から都道府県へ移譲すること。（大臣・知事の並行権限と
する）
事業者等への立入検査、報告徴収
事業者等への指導、助言
事業者等への勧告、命令

【現行】
現在、一の都道府県内にのみに事務所がある小売業者はもとより、複数府県にまたがって事務所を有する小売業者に対する権限
は都道府県には付与されていない。
【支障事例】
本県の廃棄物処理計画では、リサイクル率の目標を定めているが、目標達成のために事業者を指導する権限はないことから、報告
徴収、立入検査を実施するにしても、国に協力を依頼しなければならない。また、立入検査を実施したとしても、指導、助言等の権
限が無ければ実効性がない。現状では、立入検査、報告徴収等の権限がないため、支障があっても把握できない。（具体的に問題
が表面化してから後追いで状況把握、対応を行うなどすることを懸念し、提案するものである。）
【移譲による効果】
都道府県内のすべての事務所に対する報告徴収、立入検査とあわせ、指導、助言等の権限についても都道府県に移譲すること
で、元々廃棄物であり、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく権限を有する県として、適正に処理されているかどうかを
確認することが可能となり、事業者への統一的な指導を実施することができる。また、大臣と並行権限とすることで、合同で立入検査
を行うとともに、指導、助言、勧告、命令を行うにあたり、事前に大臣と調整することで、統一的な運用を担保できるようにする。
なお、これらの権限の移譲により、全国規模の大手量販店への立入が可能となり、引取義務、引渡義務について、小規模店舗と足
並みをそろえた指導が可能となる。

［再掲］
４【経済産業省（９）】【環境省（４）】
特定家庭用機器再商品化法（平10法97）（環境省と共管）
小売業者又は製造業者等に対する指導、助言、勧告、命令、報告徴収及び立入
検査については、関係する審議会において都道府県等から意見聴取を行いつ
つ、実施主体や国の関与等の在り方を含めた的確な執行の在り方について、原
則として平成27年中に検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

H26 773 06_環境・衛生 都道府県 兵庫県、和歌山県、鳥
取県、徳島県

環境省、経済産業
省、農林水産省、
厚生労働省、財務
省

A　権限移譲 容器包装に係る分別収集及び再商
品化の促進等に関する法律第19
条、第20条、第39条、第40条

容器包装に係る分別収集及
び再商品化の促進等に関す
る法律に基づく権限の都道
府県への移譲

事業者等の各都道府県内事務所への容器包装リサイクル法に基
づく立入検査、報告徴収等以下の権限を、必要となる人員、財源
とともに、国から都道府県へ移譲すること。（大臣・知事の並行権
限とする）
事業者等への立入検査、報告徴収
事業者等への指導、助言
事業者等への勧告、公表、命令

【現行・支障事例】
本県の廃棄物処理計画では、リサイクル率の目標を定めているが、目標達成のために事業者を指導する権限はないことから、報告
徴収、立入検査を実施するにしても、国に協力を依頼しなければならない。また、立入検査を実施したとしても、指導、助言等の権
限が無ければ実効性がない。現状では、立入検査、報告徴収等の権限がないため、支障があっても把握できない。（具体的に問題
が表面化してから後追いで状況把握、対応を行うなどすることを懸念し、提案するものである。）
【改正による効果】
都道府県内のすべての事務所に対する報告徴収、立入検査とあわせ、指導、助言等の権限についても都道府県に移譲すること
で、元々廃棄物であり、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく権限を有する県として、適正に処理されているかどうかを
確認することが可能となり、事業者への統一的な指導を実施することができる。また、大臣と並行権限とすることで、合同で立入検査
を行うとともに、指導、助言、勧告、命令を行うにあたり、事前に大臣と調整することで、統一的な運用を担保できるようにする。

４【財務省（４）】【厚生労働省（14）】【農林水産省（７）】【経済産業省（７）】
　【環境省（３）】
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（平７法112）（財
務省、厚生労働省、農林水産省及び経済産業省と共管）
特定事業者等に対する指導、助言、勧告、命令、報告徴収及び立入検査につい
ては、関係する審議会において都道府県等から意見聴取を行いつつ、実施主体
や国の関与等の在り方を含めた的確な執行の在り方について、原則として平成27
年中に検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

H26 774 06_環境・衛生 都道府県 兵庫県、和歌山県、鳥
取県、徳島県

環境省、経済産業
省

A　権限移譲 使用済小型電子機器等の再資源
化の促進に関する法律第15条、第
16条、第17条

使用済小型電子機器等の再
資源化の促進に関する法律
に基づく権限の都道府県へ
の移譲

事業者等の各都道府県内事務所への小型家電リサイクル法に基
づく立入検査、報告徴収等以下の権限を、必要となる人員、財源
とともに、国から都道府県へ移譲すること。（大臣・知事の並行権
限とする）
事業者等への立入検査、報告徴収
事業者等への指導、助言
事業者等への勧告、命令

【現行・支障事例】
本県の廃棄物処理計画では、リサイクル率の目標を定めているが、目標達成のために事業者を指導する権限はないことから、報告
徴収、立入検査を実施するにしても、国に協力を依頼しなければならない。また、立入検査を実施したとしても、指導、助言等の権
限が無ければ実効性がない。現状では、立入検査、報告徴収等の権限がないため、支障があっても把握できない。（具体的に問題
が表面化してから後追いで状況把握、対応を行うなどすることを懸念し、提案するものである。）
【改正による効果】
都道府県内のすべての事務所に対する報告徴収、立入検査とあわせ、指導、助言等の権限についても都道府県に移譲すること
で、元々廃棄物であり、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく権限を有する県として、適正に処理されているかどうかを
確認することが可能となり、事業者への統一的な指導を実施することができる。また、大臣と並行権限とすることで、合同で立入検査
を行うとともに、指導、助言、勧告、命令を行うにあたり、事前に大臣と調整することで、統一的な運用を担保できるようにする。

４【経済産業省（21）】【環境省（８）】
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律（平24法57）
認定事業者等に対する指導、助言、報告徴収及び立入検査については、関係す
る審議会において都道府県等から意見聴取を行いつつ、実施主体や国の関与
等の在り方を含めた的確な執行の在り方について、原則として平成27年中に検討
を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

H26 775 06_環境・衛生 都道府県 兵庫県、和歌山県、鳥
取県、徳島県

農林水産省、環境
省、経済産業省、
国土交通省、財務
省、厚生労働省

A　権限移譲 食品循環資源の再生利用等の促
進に関する法律第８条、第10条、第
24条

食品循環資源の再生利用等
の促進に関する法律に基づ
く権限の都道府県への移譲

事業者等の各都道府県内事務所への食品リサイクル法に基づく
立入検査、報告徴収等以下の権限を、必要となる人員、財源とと
もに、国から都道府県へ移譲すること。（大臣・知事の並行権限と
する）
事業者等への立入検査、報告徴収
事業者等への指導、公表、助言
事業者等への勧告、命令

【現行・支障事例】
本県の廃棄物処理計画では、リサイクル率の目標を定めているが、目標達成のために事業者を指導する権限はないことから、報告
徴収、立入検査を実施するにしても、国に協力を依頼しなければならない。また、立入検査を実施したとしても、指導、助言等の権
限が無ければ実効性がない。現状では、立入検査、報告徴収等の権限がないため、支障があっても把握できない。（具体的に問題
が表面化してから後追いで状況把握、対応を行うなどすることを懸念し、提案するものである。）
【改正による効果】
都道府県内のすべての事務所に対する報告徴収、立入検査とあわせ、指導、助言等の権限についても都道府県に移譲すること
で、元々廃棄物であり、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく権限を有する県として、適正に処理されているかどうかを
確認することが可能となり、事業者への統一的な指導を実施することができる。また、大臣と並行権限とすることで、合同で立入検査
を行うとともに、指導、助言、勧告、命令を行うにあたり、事前に大臣と調整することで、統一的な運用を担保できるようにする。審議
会の意見聴取についても、主務大臣が行うこととする。

４【財務省（５）】【厚生労働省（15）】【農林水産省（８）】【経済産業省（11）】
　【国土交通省（５）】【環境省（５）】
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（平12法116）
食品関連事業者等に対する指導、助言、勧告、命令、報告徴収及び立入検査に
ついては、関係する審議会において都道府県等から意見聴取を行いつつ、実施
主体や国の関与等の在り方を含めた的確な執行の在り方について、原則として平
成27年中に検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

H26 776 06_環境・衛生 都道府県 兵庫県、徳島県 経済産業省、環境
省、財務省、厚生
労働省、国土交通
省、農林水産省

A　権限移譲 資源有効利用促進法第11条、第13
条、第16条、第17条、第19条、第20
条、第22条、第23条、第25条、第32
条、第33条、第35条、第36条、第37
条

資源有効利用促進法に基づ
く権限の都道府県への移譲

事業者等の各都道府県内事務所への資源有効利用促進法に基
づく立入検査、報告徴収等以下の権限を、必要となる人員、財源
とともに、国から都道府県へ移譲すること。（大臣・知事の並行権
限とする）
事業者等への立入検査、報告徴収
事業者等への指導、助言
事業者等への勧告、公表、命令

【現行・支障事例】
本県の廃棄物処理計画では、リサイクル率の目標を定めているが、目標達成のために事業者を指導する権限はないことから、報告
徴収、立入検査を実施するにしても、国に協力を依頼しなければならない。また、立入検査を実施したとしても、指導、助言等の権
限が無ければ実効性がない。現状では、立入検査、報告徴収等の権限がないため、支障があっても把握できない。（具体的に問題
が表面化してから後追いで状況把握、対応を行うなどすることを懸念し、提案するものである。）
【改正による効果】
都道府県内のすべての事務所に対する報告徴収、立入検査とあわせ、指導、助言等の権限についても都道府県に移譲すること
で、元々廃棄物であり、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく権限を有する県として、適正に処理されているかどうかを
確認することが可能となり、事業者への統一的な指導を実施することができる。また、大臣と並行権限とすることで、合同で立入検査
を行うとともに、指導、助言、勧告、命令を行うにあたり、事前に大臣と調整することで、統一的な運用を担保できるようにする。審議
会の意見聴取についても、主務大臣が行うこととする。
なお、指定表示事業者に対して、県独自の表示を勧告、公表、命令するものではない。

４【財務省（３）】【厚生労働省（13）】【農林水産省（６）】【経済産業省（５）】
　【国土交通省（４）】【環境省（２）】
資源の有効な利用の促進に関する法律（平３法48）
特定省資源事業者等に対する指導、助言、勧告、命令、報告徴収及び立入検査
については、関係する審議会において都道府県等から意見聴取を行いつつ、実
施主体や国の関与等の在り方を含めた的確な執行の在り方について、原則として
平成27年中に検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

H26 777 06_環境・衛生 都道府県 兵庫県、徳島県 環境省 A　権限移譲 自然公園法第10条から第15条、第
17条、第20条から第36条、第38条
から第40条、第42条から第43条、第
46条から第47条、第49条、第52条
から第53条

国立公園事務に関する環境
大臣権限の所在都道府県へ
の移譲

山陰海岸国立公園及び瀬戸内海国立公園の自然公園法５条か
ら５４条までの環境大臣権限のうち、都道府県で実施可能な事業
執行権限、許認可権限、公園管理団体等の指定権限について、
必要となる人員、財源とともに、所在都道府県に移譲すること。

【現行】
自然公園制度は、優れた風景や自然環境を保全しつつ利活用することを目的とした制度である。
【支障事例】
現状、環境省による国立公園の管理は、保全が主になっており、その豊かな自然の活用までは、踏み込めていない。
【移譲による効果】
事業実施権限や許認可権限等の管理権限が財源とともに移譲されることにより、山陰海岸ジオパークなど、県及び地元市町等が実
施する地域振興施策と連携した管理が可能となり。
そうすることで、管内の国立公園が適正に保全され、魅力を高めることになり、地域の活性化に寄与する。
【地方に移譲された場合の懸念への対応】
なお、地方自治体は、開発部局を有し各事業を推進する立場も兼ね備えることから、地方自治体が国立公園の管理を行うことは利
益相反になるため、国立公園の管理を行うことはできないという意見がある。しかし、県は国定公園を、事業部局とは独立した環境
部局が、国立公園と同等の水準で管理しており、国立公園の管理は可能であると考える。
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H26 779 03_医療・福祉 都道府県 兵庫県

【共同提案】
京都府、大阪府、和歌
山県、徳島県

厚生労働省 A　権限移譲 がん診療連携拠点病院等の整備に
関する指針

がん診療連携拠点病院の指
定権限の都道府県への移譲

がん診療連携拠点病院の指定権限を都道府県へ移譲すること。 【現行】
都道府県が、専門的ながん医療の提供等を行う医療機関の整備、がん患者に対する相談及び情報提供を行うため設置しているが
ん診療連携拠点病院の設置については、その設置基準を厚生労働省が「がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針」におい
て定め、適当と認める場合には指定することとされている。
【移譲による効果】
厚生労働省の指定にはかなりの時間を要し、都道府県の施策展開に支障を生じている。指定基準との適合は都道府県でも判断可
能であることから、より素早い対応が可能である都道府県に指定権限を移譲すべきである。
また、指定権限の移譲を受ければ、都道府県は地域医療の実情を国よりも把握していることから、より適切ながん医療の提供が可
能となる。
なお、権限移譲により、国への推薦に関する事務の省略や、国における検討会の廃止等により、３ヶ月程度の事務の迅速化を図る
ことができる。

H26 780 03_医療・福祉 都道府県 兵庫県

【共同提案】
京都府

厚生労働省 A　権限移譲 感染症の予防及び感染症の患者
に対する医療に関する法律第38条

特定感染症指定医療機関の
指定権限の都道府県への移
譲

新感染症患者の入院を担当する特定感染症指定医療機関の指
定権限を、必要となる人員、財源とともに都道府県へ移譲するこ
と。
なお、都道府県への指定権限の移譲ができない場合でも、当該
施設に対し、都道府県が必要に応じて、報告の徴収及び検査を
行えるようこれらの権限を都道府県に移譲すること。

【現行】
特定感染症指定医療機関は、重篤で未知の感染症であり、そのまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれが
ある新感染症の患者を受け入れる機関であることから、現在、国が指定を行っている（指定状況：３病院）
【制度改正の必要性・効果】
特定感染症のまん延防止を図るためには、より迅速な指定と指定後の医療機関の適正な運営管理が不可欠であることから、第一
種、第二種感染症指定医療機関と同様に、国が特定感染症指定医療機関に係る指定基準を示し、これに基づき、地域医療の実
情を把握した都道府県が指定等を行うことにより、法第38条に基づく指定・指導と法第43条に基づく報告徴収・検査が一体的かつ
効果的に実施でき、医療機関のより適正な運営確保が可能となるため、都道府県知事に指定権限を移譲することが望まれる。
指定権限の移譲ができない場合にも、当該医療機関の適正な運営確保の観点から、特定感染症指定医療機関に係る指定基準を
示すとともに、法第43条に基づく当該医療機関に対する報告の請求や検査を行う権限だけではなく、法第38条第4項（指導）の権限
を都道府県に移譲することが望まれる。

H26 782 03_医療・福祉 都道府県 兵庫県

【共同提案】
大阪府、和歌山県

厚生労働省 A　権限移譲 健康保険法第7条の38､第7条の
39、第12条、第23条、第24条、第26
条、第29条　等

健康保険法上の保険者に関
する業務の権限移譲

効率的な地域医療体制の整備を実効あるものとするため、保健
事業の推進等による医療費の適正化を図る観点から、以下の権
限を、必要となる人員、財源とともに、都道府県に移譲すること。
(1)健康保険組合の設立認可
(2)健康保険組合の合併・分割・解散認可
(3)健康保険組合の実地指導監査
(4)全国健康保険協会（協会けんぽ）の支部が行う業務の検査

【現行】
都道府県では「医療費適正化計画」の達成に向け特定健診・特定保健指導の推進を図っている。
【支障事例】
現状では管内の被用者の特定健診等実施率や事業の取組状況が適時に把握できない。
【移譲による効果】
権限移譲により、①被用者保険も含めた特定健診・特定保健指導事業の実施率向上　②県が行う企業向け健康推進事業への参
画促進　③勤労者に対する健康づくり事業等の充実強化が可能となり、国保と併せて都道府県内のすべての保険者の医療費適正
化事業の推進が図ることができる。
※　(1)～(4)の権限移譲項目のうち、特に医療費適正化に係るものとして、健康保険法第７条の38・39に該当する健康保険組合及
び全国保険協会（支部）に対する指導権限の移譲を求める。

農林水産省兵庫県、大阪府都道府県02_農業・農地778H26 ４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国と地方の役
割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕組みの充実を図るととも
に、農地転用に係る事務・権限について、地方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条の２第１項）
を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の設定基準案に加え、国の
目標面積案について、都道府県知事の意見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及び都道府県の
目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定
するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と協議する場（協議の場）を
設けることとする。協議の場の議事等については、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案及び都道府県
の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違がある場合には、その要因
分析等を行い、施策効果の見込み方等について協議する。これらの過程を通じ
て、国と地方が十分な議論を行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び
都道府県の目標面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日地方六団体）
において提案されている「農地の総量確保の目標管理」の仕組みに係る実効性を
検証することとし、今後の制度設計の議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置については、別紙を
基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法附則２項）につ
いては、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農林水産大臣
との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指定市町村にあっては、当
該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確保する目標
を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣が指定する市町村（指
定市町村）の長については、都道府県知事と同様の権限を有するものとして、農
地転用に係る事務・権限を移譲する。あわせて、農用地区域内における開発許
可（農振法15条の２）に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項及び５条３
項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せて検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏まえ、必要に
応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るとともに、農地転用許可等に係
る事例集を作成するなど地方公共団体における農地転用許可制度等の適正な
運用の確保に資するよう必要な支援を行うものとする。

【現行】
農地転用については、現行では、２ｈａ超４ｈａ以下の案件は知事許可に際し大臣協議が必要とされている。
【支障事例】
過去において企業誘致や新駅設置に伴う周辺整備などの具体的計画が存在したにもかかわらず、国との事前協議開始から正式協
議までに長期間要した事例があり、計画的な地方の施策展開に支障が生じた。
【改正による効果】
知事許可案件に係る大臣協議を廃止することで、農地転用事務の迅速化及び地域の実情に応じた土地利用調整が可能となる。
また、地域の実情を把握する県において、国のような縦割りではなく農政部局とまちづくり部局が連携し、農地単体ではなく総合的
な土地利用の観点から判断することができる。
なお、県が行う農地転用許可事務は、市町農業委員会での審議や県農業会議への諮問手続きによって、客観的かつ総合的な判
断が担保されているにもかかわらず、転用面積の大小によって協議の要否を区別することに合理性はない。

農地転用については、２ｈａ超４ｈａ以下の案件は知事許可に際し
大臣協議が必要とされているが、知事許可に際しての大臣協議
を廃止すること。

知事許可案件である農地転
用（２ha超４ha以下）の許可に
際しての大臣協議の廃止

農地法附則第２項B　地方に対す
る規制緩和
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H26 783 03_医療・福祉 都道府県 兵庫県

【共同提案】
京都府、大阪府、徳島
県

厚生労働省 A　権限移譲 外国医師等が行う臨床修練に係る
医師法第17条等の特例等に関する
法律第２条第４号、第３条

医師臨床修練制度（外国人
医師、看護師など）に関する
事務・権限の都道府県への
移譲

臨床修練を実施する病院の指定権限を都道府県に移譲するこ
と。

【現行】
現在、臨床修練は厚生労働大臣が指定する病院において実施することとされている。
【制度改正の必要性】
国よりも都道府県の方が、地域医療の実情に精通しているため、都道府県知事が臨床修練を実施する病院の指定を行うべきである
（国においては、下記基準の③の病院についての判断が書面等でしか判断できない）。
　《受入病院の基準》
　　①大学病院
　　②臨床研修病院
　　③臨床研修病院と同等の教育体制を有する病院
【支障事例・改正による効果】
現状における国による指定には、①制度の申請窓口が厚生労働省のみとなっていること、②申請には多くの添付書類が要求されて
いること、③近年、修練制度の許可件数が大幅に増えていること等から、申請から概ね半年程度の期間を要するため、機動的な対
応ができていない。病院の指定権限を都道府県に移譲し、申請窓口を増やすこと等で分散化され、迅速な対応が可能となる。
　《参考》
　　臨床修練制度許可件数
　　　H23実績　１８０（６７）
　　　H24実績　１６９（３１）
　　　※　（　）内は当初見込件数
以上より、臨床修練を実施する病院の指定権限を都道府県に移譲することにより、地方の実情にあった機動的、弾力的な運用が可
能となる。

４【厚生労働省】
（11）外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する
法律（昭62法29）
厚生労働大臣が行う臨床修練病院等の指定（２条５号）については、当該指定の
迅速化を図るため、事前調整を含めた標準的な処理期間を設定する。

H26 784 03_医療・福祉 都道府県 兵庫県 厚生労働省 A　権限移譲 健康保険法第65条、第71条、第80
条、第81条

保険医療機関等の指定・取
消処分に関する権限移譲

地域の実情に応じた医療機関、診療科及び医師の需給調整を
行うため、健康保険法等に基づく保険医療機関・保険薬局、保険
医・保険薬剤師の指定・取消等の処分権限を、必要となる人員、
財源とともに、都道府県に移譲すること。

【現行】
保険医療機関・保険薬局、保険医・保険薬剤師の指定・取消等の処分に関する権限は地方厚生局の権限とされている。
社会保障制度改革国民会議において、県は「地域医療の提供水準を定め、県民の負担水準を定める」責任主体と位置づけられ
た。
【移譲による効果】
保険医療機関の指定・取消権限を移譲することで、診療報酬決定の一部権限移譲と相まって、地域で必要とされる診療科（医）の
適正配置を誘導することが可能となるとともに、取消権限により医療費適正化の推進が図れ、地域医療の提供体制と医療費水準の
確保が可能となる。

H26 785 03_医療・福祉 都道府県 兵庫県

【共同提案】
和歌山県、徳島県

厚生労働省 A　権限移譲 健康保険法第76条第2項
高齢者の医療の確保に関する法律
第71条
厚生労働省告示（診療報酬の算定
方法）　等

診療報酬の決定に関する権
限移譲

医療機関が不足する地域での診療報酬単価（１点＝10円）につ
いて、一定の要件のもとに独自設定を可能とするなど、健康保険
法等に基づく診療報酬決定に関する一部の権限を都道府県に
移譲すること。

【現行】
健保法、高確法に規定する療養の給付に要する費用の額は厚生労働大臣が定めることとなっている。
【移譲による効果】
この権限のうち、診療報酬単価を定める権限（１点を10円と定める権限）の移譲により、へき地等医療機関の不足する地域に必要と
される診療科の報酬面での優遇設定が可能となり、地域毎のバランスのとれた医療提供体制の確立を図ることができる。

H26 787 09_土木・建築 都道府県 兵庫県

【共同提案】
大阪府、徳島県

国土交通省 A　権限移譲 建築基準法第85条の２、第85条の
３

建築基準法における伝統的
建造物群保存地区内の建築
物等に係る市町村条例によ
る制限緩和の際の承認権限
の都道府県への移譲

市町村の条例により建築基準法の規定による制限を緩和する際
の「国土交通大臣」の承認を「都道府県知事」の承認に改める。

【現行】
都市計画法上は、伝統的建造物群保存地区については当該地区の保存のため、必要な現状変更の規制について定めるものとし
て、市町村に決定権限が付与されており、決定にあたっても都道府県との協議（町村にあっては同意）で足ることとされている。
【制度改正の必要性】
これと同様に都道府県知事が市町村の条例による制限の緩和を承認することにより、手続の整合及びその円滑化を図ることがで
き、より地域の実態に即した緩和を行うことができる。
【改正による効果】
建築基準法第３条１項各号の法の適用除外等については、国からの技術的助言等により、建築審査会での調査審議を経ながら、
特定行政庁である都道府県が法の趣旨に反しないことなどを判断している。
今後、今回の提案項目についても技術的助言等が発出されることにより、国に代わり都道府県が確認機能を果たすことができると考
えられる。
また、景観重要建造物である建築物に対する制限の緩和についても、伝統的建造物群保存地区内の制限の緩和と同様の手続で
あることから、都道府県知事が市町村の条例による制限の緩和を承認することとし、これにより、手続の整合及びその円滑化を図る
ことができる。

［再掲］
６　【国土交通省】
（１）建築基準法（昭25法201）
（ⅶ）以下に掲げる事務については、事務の迅速かつ円滑な執行に資するため、
国土交通大臣が認めた具体的な事例に関して、地方公共団体に情報提供を行
う。
・特別用途地区内における地方公共団体の条例による建築基準法の制限緩
和（49条２項）
・地区計画等の目的を達成するために行う市町村の条例による建築基準法
の制限緩和（68条の２第５項）
・伝統的建造物群保存地区内における市町村の条例による建築基準法の制
限緩和（85条の３）

H26 788 09_土木・建築 都道府県 兵庫県 国土交通省 A　権限移譲 建築基準法第20条第１号、第68条
の26、同施行令第108条の３第１項
第２号及び第４項、第129条の２第１
項、第129条の２の２第１項、第139
条第１項第３号及び第４号ロ（令第
140条第２項 、令第141条第２項、
令第143条第２項、 において準用
するものを含む。）、第144条第１項
第１号ロ及びハ(2)

建築基準法に定める基準等
によらない大規模な建築物
等における特殊な避難や構
造方法などの構造方法等の
認定権限の都道府県への移
譲

超高層建築物や大規模な建築物等における特殊な方法による
耐震性能や防火避難性能の確保について、建築物ごとに構造方
法等を「国土交通大臣」が認定する仕組みを「都道府県知事」の
認定に改めること。

【現行】建築基準法に定めていない特殊な建築材料や構造方法などの認定(構造方法等の認定）については、国土交通大臣はそ
の性能を評価し、その結果に基づき審査することとされており、その審査に必要な評価を指定性能評価機関に行わせている。
【支障事例】例えば、兵庫県立芸術文化センター建設時において、大規模な空間を確保するため、法の認定が必要な避難安全検
証法に基づく設計としたため、国への認定手続きに時間を要した。
【移譲による効果】認定対象となる構造方法等のうち、「超高層建築物等」、「避難安全検証」、「耐火性能検証」は、①建築物等ごと
の個別検証となること、②民間の性能評価機関において性能評価の実務が行われていることから、都道府県知事の認定とすること
が可能で、かつ認定に要する期間の短縮を図ることができる。
＜認定対象となる構造方法等のうち、移譲を求めるもの＞
・超高層建築物等の認定（構造耐力）（建築基準法第20条第１号）
・耐火性能検証等の認定（建築基準法施行令第108条の３第１項第２号及び第４項）
・避難安全検証の認定（第129条の２第１項及び第129条の２の２第１項）
・煙突の認定（構造耐力）（第139条第１項第３号及び第４号ロ）
・鉄筋コンクリート造の柱等の認定（構造耐力）（第140条第２項において準用する（第139条第１項第３号及び第４号ロ）
・広告塔又は高架水槽等の認定（構造耐力）（第141条第２項において準用する（第139条第１項第３号及び第４号ロ）
・乗用エレベーター又はエスカレーターの認定（構造耐力）（第143条第２項において準用する（第139条第１項第３号及び第４号ロ）
・遊戯施設の認定（構造耐力）（第144条第１項第１号ロ及びハ(2)）

４　【国土交通省】
（２）建築基準法（昭25法201）
超高層建築物等の構造方法に係る国土交通大臣の認定（20条１項１号）につい
ては、認定手続の迅速化等を図るとともに、事業者の円滑な申請に資するよう、
申請内容に関するチェックリストの作成等の措置を講ずる。
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求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 789 03_医療・福祉 都道府県 兵庫県

【共同提案】
京都府、大阪府、和歌
山県、鳥取県、徳島県

内閣府、文部科学
省、厚生労働省

B　地方に対す
る規制緩和

就学前のこどもに関する教育、保育
等の総合的な提供の推進に関する
法律第５条

保育所型認定こども園に規
定されている認定の有効期
間の廃止

保育所型認定こども園のみ規定されている認定の有効期間を廃
止すること。

【支障事例】
有効期間を設定することにより、５年後の事業継続が確保されないため事業の安定的運営が難しい、また保護者も「途中退所を求
められるかもしれない」と不安に思うなどの支障がある。
【改正による効果】
保育所型のみ期限（５年を超えない範囲内）を定め認定することとされている規定を廃止し、更新手続き等の事務負担及び都道府
県における更新管理業務の軽減を図る。

６【文部科学省（３）】【厚生労働省（14）】
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平
18法77）（厚生労働省と共管）
（ⅰ）保育所型認定こども園を認定する際に定めることとされている有効期間（５
条）については、廃止する。

H26 790 03_医療・福祉 都道府県 兵庫県

【共同提案】
京都府、大阪府、和歌
山県、鳥取県、徳島県

内閣府、文部科学
省、厚生労働省

B　地方に対す
る規制緩和

就学前のこどもに関する教育、保育
等の総合的な提供の推進に関する
法律第13条第２項

認定こども園における保育
室面積、食事の提供方法、
園舎及び園庭の位置等に関
する事項等、「従うべき基準」
とされている事項の見直し

認定こども園における保育室の面積、食事の提供方法、園舎及
び園庭の位置等に関する事項等について、「従うべき基準」とさ
れているものについて、必要となる財源を措置した上で、「参酌す
べき基準」に見直すこと。

【支障事例】
児童の年齢などの状況に応じた職員配置基準や地域の実情を踏まえた面積基準の設定など、自治体が主体的に決定することがで
きない。中でも特に、児童一人当たりの面積を全国一律の統一基準として維持するのは、土地の確保が難しい都市部では問題があ
る。
乳幼児の減少から、設備や調理員の確保が必要となる自園調理が施設運営の大きな負担となっている施設がある。
都市部において、土地不足や賃料が高い等の理由から、園舎と同一敷地内に園庭を設けることが困難な地域がある。
【改正による効果】
地域の実情に応じて基準を定めることにより、待機児童の解消や施設の合理化を図ることができる。

[再掲]
６【文部科学省（３）】【厚生労働省（14）】
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平
18法77）
（ⅱ）幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準
（平26内閣府・文部科学省・厚生労働省令１）のうち、３歳未満児の食事の提供に
ついては、次のとおりとする。
・公立の幼保連携型認定こども園については、公立の保育所と同様、構造改革特
別区域において外部搬入方式を認めることができるよう措置する。
・私立の幼保連携型認定こども園については、平成28年度の構造改革特別区域
推進本部評価・調査委員会の評価を踏まえて検討する。
（ⅲ）就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
第３条第２項及び第４項の規定に基づき内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生
労働大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準（平26内閣府・文部科学
省・厚生労働省告示２）のうち、幼保連携型認定こども園以外の認定こども園にお
ける食事の提供に関し、３歳未満児に対する給食の外部搬入については、平成
28年度の構造改革特別区域推進本部評価・調査委員会の評価を踏まえて検討
する。

H26 791 05_教育・文化 都道府県 兵庫県 文部科学省、総務
省

対象外 学校教育法　第２条、附則第５条、
地方独立行政法人法第21条、第70
条

公立大学法人の業務範囲の
拡大

公立大学法人が、現行の学校教育法、地方独立法人法では認
められていない大学及び高等専門学校以外の学校（小学校・中
学校・高等学校）の設置管理を行えるよう現行法の改正を行うこ
と。

【現行】
兵庫県立大学は、附属の高等学校及び中学校を管理、運営し、大学やSPring-8等の近隣の研究施設等の活用により生徒の科学
技術への関心を高めるとともに、中学・高校と大学を一貫した教育期間として捉え、特別推薦入試の実施や研究施設と連携した教
育プログラムを開発し、これまで高い学習効果を得てきた。
【支障事例】
平成25年４月、兵庫県立大学が公立大学法人に移行したことから、現行の学校教育法、地方独立行政法人法では、附属中学校及
び附属高等学校を管理、運営することができないため、県立大学の附属機関から附属中学校及び高等学校を切り離さざるを得なく
なった。
【制度改正の必要性】
次代を担う科学技術における学術研究の後継者や国際感覚豊かな創造性溢れる人材を育成していくためには、県立大学のイニシ
アチブのもと、最先端の研究施設や人的資源を有効に活用した県立大学との連携が不可欠である。

H26 792 03_医療・福祉 都道府県 兵庫県

【共同提案】
京都府、大阪府、鳥取
県、徳島県

厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

医療法第30条の４第５項 基準病床数の算定における
各種規制の緩和

医療計画で定める基準病床数について、地域の実情や課題に
応じて算定できるよう、算定式に用いる数値の指定や上下限の制
限の撤廃又は参酌基準化すること。

【現行】
現状では、基準病床数について、国が定める全国一律の算定基準に基づき算出されている。
【制度改正の必要性】
過去に、基準病床数の見直しを行った結果、過剰となる圏域から地域の実情に応じた病床の配分について要望があったが、基準
病床数の算定式が国の一律基準により定められていることから、県において地域の実情を踏まえたバランスのとれた病床の配分が
できなかった。
したがって、基準病床数について、地域の実情や課題に応じて算定できるよう、算定式に用いる数値の算定や上下限の制限の撤
廃又は「従うべき基準」を参酌基準化すべきである。
なお、県民に支障なく継続的・安定的に需要バランスのとれた医療を提供できるよう、地域のニーズを含めた実態に沿った病床数
の加算のみを想定しているものであり、県独自の算定が直ちに過度の病床超過を招くものではない。
【具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性】
１　国の見直しにより「既存病床」の補正基準について条例に委任されたが、「従うべき基準」であり、地方に裁量の余地がない。ま
た、地方提言の趣旨である「基準病床」数設定の廃止ではなく、実質的には現行の制度と同じ状況である。
２　基準病床数制度は、全国一律の算定方式であることから、全国から患者が集まるような高度医療を行う病院が病床過剰圏域に
ある場合など、地域医療の実態を反映させることができない（増床のためには特例病床制度での対応を強いられ、適時適切な病床
整備は困難である）。

［再掲］
６【厚生労働省】
（３）医療法（昭23法205）
（ⅰ）医療計画に定める基準病床数制度（30条の４第２項12号）については、都道
府県における地域医療構想の策定・運用状況を共有しつつ、今後の医療需要の
増大や地域ごとに異なる実情を踏まえた医療提供体制の在り方について検討を
進める。

H26 793 03_医療・福祉 都道府県 兵庫県

【共同提案】
京都府、大阪府、和歌
山県、鳥取県、徳島県

厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

医療法第30条の４第８項
医療法施行令第５条の４第２項

病床過剰圏域での新規病床
設置に係る厚生労働省との
事前協議及び同意の廃止

医療計画公示後に特別の事情などが生じた場合に、病床過剰圏
域における病院・診療所の開設・増床の許可に関する厚生労働
大臣との事前協議及び同意を廃止すること。

【現行】
現状では、都道府県の医療計画が公示された後、病院の開設許可や病床数の増加等の申請があった場合には、厚生労働大臣と
の協議を行い、その同意を得た数を加えた数を基準病床数にすることとされている。
【支障事例】
厚生労働大臣との事前協議及び同意には１年程度という長い時間を要するため、地域の実情に応じた病床の早急な整備が妨げら
れている。
【改正による効果】
厚生労働大臣との事前協議を廃止することで、審査期間が１～２ヶ月に短縮されるため、地域の実情に応じた病床の早急な整備が
可能になる。
なお、厚生労働大臣への事前協議・同意を不要とすることで必要以上の病床が設置されることの懸念は、「医療審議会の意見を聞
くこと」等の条件を付することで一定の歯止めをかけられる。ただ１ヶ月程度で協議終了できるのであれば、本制度を継続しても良い
と考えられる。その場合でも、受付時期によって必要日数が変動しないよう、配慮頂くことが必要。

［再掲］
６【厚生労働省】
（３）医療法（昭23法205）
（ⅰ）医療計画に定める基準病床数制度（30条の４第２項12号）については、都道
府県における地域医療構想の策定・運用状況を共有しつつ、今後の医療需要の
増大や地域ごとに異なる実情を踏まえた医療提供体制の在り方について検討を
進める。
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提案団体の
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提案
団体

関係府省
提案
区分

根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 794 03_医療・福祉 都道府県 兵庫県

【共同提案】
京都府、大阪府

厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

医療法第７条の２第３項 休眠病床を有する医療機関
に対する許可病床数削減勧
告制度の範囲の拡大

公的医療機関に対してのみ都道府県に認められている病床削減
命令（休眠病床の範囲内に限る）の対象を、公的医療機関以外
の医療機関にまで拡大すること。

【現行】
現状では、病床削減命令は、公的医療機関のみに対して認められている。
【改正による効果】
しばしば病床過剰地域から病床設置したい旨の要望を受けるが、病床過剰地域であるため、不可能との回答をしている。一方、当
該地域での民間病院における休眠病床が一定程度存在しており、矛盾が存在する。休眠病床の削減を命ずることが出来れば、新
たな需要に応じた病床を整備することが出来る。
県内の休眠病床は2300床程度存在しており、仮に休眠病床の全てを削減した上で新たな病床を整備できれば、地域医療の更なる
充実に寄与出来る。
《本県の提案内容》
新法では、「構想区域の病床数が基準病床数を超えている」場合に、休眠病床に対して「許可病床数削減の要請」が出来るとされて
おり、一定条件下で「要請」が可能となった。一方本提案では条件を設けず、休眠病床に対する「削減命令」を可能とした。
【条件を設けない事の理由】
県内１０圏域の内、過剰病床圏域は１カ所のみであり、新法下では当該圏域に所在する医療機関のみに対して病床削減の要請が
出来る。一方「構想区域の病床数と基準病床数との差」が100床未満の圏域は7圏域にのぼり、これら圏域についても病床削減が成
されない限り、新規事業者による病院開設といった新たな医療の提供を期待することは難しい。
【要請ではなく命令とした理由】
「要請」では病床削減の効果を得づらいと考えており、「命令」まで踏み込んだ。
【公的医療機関に対する削減命令では足りない旨の理由】
公的病院に対しての病床削減のみでは削減出来る数が限られてしまい、医療機能の提供（病院開設）に結びつきづらい。公的医療
機関は救急医療などの必要な医療を提供する責務があり、地域中核病院として一定の機能を担っていることが多く、削減の余地が
限られる。
民間病院が保有する病床数の割合が大きい（78.8%：兵庫県内医療機関 H25兵庫県調べ）
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【共同提案】
和歌山県

厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

介護保険法第88条の３
指定介護老人福祉施設の人員、設
備及び運営に関する基準第２条第
１項第３号イ
指定施設サービス等に要する費用
の額の算定に関する基準

指定介護老人福祉施設（特
別養護老人ホーム）及び介
護老人保健施設の設備及び
運営に関する基準の「従うべ
き基準」の見直し

指定介護老人福祉施設及び介護老人保健施設の設備及び人員
配置基準について、全国一律で「従うべき基準」とされているもの
を、必要となる財源を措置した上で「参酌すべき基準」に見直すこ
と。

【本県の状況】
特別養護老人ホームの場合、現在は要介護１以上の高齢者が入所可能であるが、入所者の平均要介護度が４を超えているため、
職員配置基準（利用者：職員＝３：１）を超えた人員配置を行っている（従来型2.19、ユニット型1.60）。
【支障事例】
平成27年度から特別養護老人ホームへの入所要件が原則要介護３以上となるため、平均要介護度は更に高くなると見込まれ、職
員も今以上の人員配置を行わなければ運営は困難となる。また、退所率は現在の約22％から30％程度まで上昇する見込みであ
る。
2025年を見据えると、今後高齢化率が安定化すると予想される（65歳以上人口増加率が比較的低い）ものの施設整備が量的に進
んでいる県と、今後急速な高齢化が予想（65歳以上人口増加率が比較的高い）されながら施設整備が進んでいない都府県におい
て、退所率の増加に伴う特養の利用状況が異なる（空室の増加等）ことが予測される。
【制度改正の必要性】
利用状況に応じた人員配置を行わないと運営が成り立たない施設も生じると考えられるため、全国一律の配置基準ではなく、都道
府県の実情に応じた対応ができるよう参酌標準（要介護度の割合別や規模別の人員配置基準を段階別に設定）が必要である。
必要な設備や人員配置については、全国一律で「従うべき基準」とされている、各都道府県がそれぞれ利用実態を踏まえた基準を
定めるとともに、当該基準に連動した介護報酬が確保されることにより、住み慣れた地域で安定したサービスの提供が可能となる。
【改正による効果】
全国一律の人員配置基準から施設の利用実態を踏まえた基準（要介護度の割合別、規模別等）に見直すことにより、充実した人員
配置が確保できることから、利用者の立場に立ったケアが可能となる。
ケアに応じた介護報酬の適切な評価に繋がり、職員の給与改善にも資する。
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【共同提案】
和歌山県、鳥取県、徳
島県

厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

児童福祉法第21条の５の４第２項等
児童福祉法に基づく指定通所支援
の事業等の人員、設備及び運営に
関する基準第５条第６項

指定通所支援、指定入所支
援の事業等の人員、設備及
び運営の基準の「従うべき基
準」の見直し

指定障害児通所支援等に配置する従業者及びその員数、居室
の床面積その他設備に関する事項等について、「従うべき基準」
とされているものを、必要となる財源を措置したうえで、「参酌すべ
き基準」に見直すこと。

【第1次一括法制定時からの状況変化】
平成24年４月より障害児相談支援事業所による障害児支援利用計画の作成が必須化されている。
【支障事例】
障害児相談支援事業所の開設には、相談支援専門員の設置が必要となるが、相談支援専門員が見つからない等の事由で、平成
26年６月１日現在兵庫県内の４町（市川町、香美町、新温泉町、福崎町）で障害児相談支援事業所が開設できていない。
【改正による効果】
専従要件を撤廃したとしても、障害児相談支援事業所の指定権者である市町村が必要と認める場合のみ兼務と認めることにより、
サービス提供の質が保たれる。
例えば、10人規模の放課後等デイサービス事業所と障害児相談支援事業所を一体で運営する場合、児童発達支援管理責任者と
相談支援専門員を兼務してもサービス提供に支障をきたすとは考えにくい。（業務量から見て、それぞれ専従で配置しても安定した
事業運営が困難）
このような兼務を認めることにより、相談支援専門員の職に就くことができる人材が拡大し、現在不足している障害児相談支援事業
所の開設を促す事ができる。
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【共同提案】
和歌山県、鳥取県、徳
島県

厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律第
30条第２項等
障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律に
基づく指定障害者福祉サービスの
事業等の人員、設備及び運営に関
する基準第50条第６項

指定障害者支援施設等の人
員、設備及び運営の基準の
うち「従うべき基準」の見直し

指定障害者支援施設等に配置する従業者及びその員数、居室
の床面積その他設備に関する事項等について、「従うべき基準」
とされているものを、必要となる財源を措置したうえで、「参酌すべ
き基準」に見直すこと。

【第1次一括法からの状況変化】
平成２４年４月より計画相談支援事業所によるサービス等利用計画の作成が必須化されている。
【支障事例】
計画相談支援事業所の開設には、相談支援専門員の設置が必要となるが、相談支援専門員が見つからない等の事由で、平成２６
年６月１日現在兵庫県内の３町（市川町、香美町、新温泉町）で計画相談支援事業所が開設できていない。
【改正による効果】
専従要件を撤廃したとしても、計画相談支援事業所の指定権者である市町村が必要と認める場合のみ兼務と認めることにより、サー
ビス提供の質が保たれる。
例えば、１０人規模の生活介護事業所と計画相談支援事業所を一体で運営する場合、サービス管理責任者と相談支援専門員を兼
務してもサービス提供に支障をきたすとは考えにくい。（業務量から見て、それぞれ専従で配置しても安定した事業運営が困難）
このような兼務を認めることにより、相談支援専門員の職に就くことができる人材が拡大し、現在不足している計画相談支援事業所
の開設を促す事ができる。
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【共同提案】
大阪府、和歌山県、鳥
取県、徳島県

厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

児童福祉法第45条第２項 児童福祉施設の設備及び運
営に関する基準のうち「従う
べき基準」の見直し

児童福祉施設に配置する従業者及びその員数、居室及び病室
の床面積その他設備に関する事項等について、「従うべき基準」
とされているものを、必要となる財源を措置したうえで、「参酌すべ
き基準」に見直すこと。

【改正による効果】
保育士の配置や設備の面積については、「従うべき基準」とされているが、地域の実情に応じた基準を地域で定めることが出来れ
ば、子どもが少なく、保育士の確保も困難な郡部や離島等で円滑な事業の実施が可能となる。
【支障事例】
保育所における給食の外部搬入について、地域によっては乳幼児数の減少から設備や調理員の確保が必要となる自園調理が大
きな負担になっている民間保育所がある。運営の合理化を図るため、外部搬入を行おうとしても、この基準のために実施できない。
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【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容
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【共同提案】
和歌山県、鳥取県、徳
島県

厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

改正後児童福祉法第34条の８の２
第２項

放課後児童健全育成事業の
設備及び運営に関する基準
のうち「従うべき基準」の見直
し

放課後児童健全育成事業に従事する者の資格及びその員数に
ついて、「従うべき基準」とされているものを、必要となる財源を措
置したうえで、「参酌すべき基準」に見直すこと。

【現行】
放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）に従事する者（放課後児童支援員）の資格や配置については、「従うべき基準」とさ
れている。
【改正による効果】
地域の実情に応じた基準を地域で定めることが出来れば、従事者の確保が困難な郡部や離島等で円滑な事業の実施が可能とな
る。

H26 800 03_医療・福祉 都道府県 兵庫県 厚生労働省 対象外 医師法第2条、第6条、第17条 粒子線治療施設等先端医療
施設における外国医師の診
察の業務解禁

自国において専ら放射線腫瘍医として従事し3年（注1）以上の経
験を有する外国医師については、粒子線治療施設等先端医療
施設での1年（注2）以上の研修の後、日本人の指導医のもと粒子
線治療施設での診察を可能とすること。
※注１　外国人臨床修練制度の許可条件である外国医師の資格
取得後の業務経験年数
※注2　粒子線医療センターにおける標準研修期間

【現行】
医師になろうとする者は、医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならず、医師でなければ、医業をなしては
ならないこととされている。
【支障事例】
現在、国内の放射線腫瘍医は絶対数が不足しているが、一方で、放射線治療患者はこの１０年間で倍増しており、今後も増えていく
ものと考えられる。
【改正による効果】
外国医師を受入ることで放射線腫瘍医の絶対数の不足解消に役立つことが見込まれる。
あわせて、日本が誇る粒子線医療の海外における普及の促進に寄与し、粒子線治療装置の輸出の促進にも繋がっていくものと考
えられる。

※　なお、粒子線治療においては、内科や外科などと違い、患者の容態が急変するようなことは少ないことから、外国医師に業務を
解禁しても支障は少ない
※　また、海外からの患者にとっても自国の言葉を話せる医者の存在が安心感を与える。
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【共同提案】
徳島県

厚生労働省、法務
省

C　A又はBに関
連する見直し

外国医師等が行う臨床修練に係る
医師法第17条等の特例等に関する
法律第２条第４号、第３条
（出入国管理法及び難民認定法）

医師臨床修練制度（外国人
医師、看護師など）に関する
規制緩和等

「医学物理士」の臨床修練制度対象者への追加や、外国人医師
の臨床修練期間の弾力的運用を可能にすること。

【現行】
外国医師等が行う臨床修練は、医師、歯科医師、助産師等が対象とされているが、粒子線治療を行うために必要不可欠である「医
学物理士」は対象となっていない。
【制度改正の必要性】
粒子線治療を行うためには、個々人の人材育成ではなく、治療を担うスタッフ全員を対象としたチームとしての人材育成が不可欠で
ある。
その中で粒子線治療には大学院で物理を履修した「医学物理士」の存在が重要となるが現在の臨床修練制度ではこのような人材
は対象となっていないことから、粒子線治療の普及・発展の観点からも制度の対象とすることは必要である。
また、現状の２年という臨床修練期間では、一連の技術習得には十分な期間が担保できない（日本人（大学院博士課程で物理を履
修）の場合であってもその教育に２年はかかる）ことから、臨床修練期間の弾力的運用は必要である。
【別案】
粒子線医療は、医学物理士も含めたチーム医療で成立することから、臨床修練制度への位置付けが必要と考えるが、国家資格で
はないという理由で　「医学物理士」の臨床修練制度への位置付けが困難な場合は、出入国管理法及び難民認定法の別表第一の
二に規定される在留資格「研修」の在留期間として「２年」を追加し、「外国人医師等臨床修練制度」と同期間の在留期間とすること
で対応可能。

B　地方に対す
る規制緩和

農業振興地域の整備に関する法律
第４条第５項、第５条第３項

農業振興地域整備基本方針
変更に係る農林水産大臣へ
の協議の廃止

国が農地確保の目標面積を定める際に地方と議論を尽くすことを
前提として、知事が定める農業振興地域整備基本方針の策定・
変更に必要とされている農林水産大臣への協議を廃止すること。

【支障事例】
平成２１年の農振法改正により、農業振興地域整備基本方針に「確保すべき農用地等の面積の目標」を定めることとされたことを受
けて、平成２２年度に基本方針の変更に係る農林水産大臣への事前協議及び本協議を行ったが、協議において、国から各都道府
県に対し、国の設定基準に即した算定に直すこと等、目標の上積みを要請され、最終的に国の同意を得る必要があることから応じ
た。
その結果、現在、各都道府県の面積目標は、国と同様、実効性がなく、達成できる見通しがないものとなっている。（全国知事会・地
方分権推進特別委員会による「農地制度のあり方」においても課題とされている。）。
【提案内容】
まず国が「農用地等の確保等に関する基本指針」において国の目標面積を定める際に、国・地方が議論を尽くし、農地確保の施策
実施について果たす役割が大きい市町が、地域の実情を踏まえて主体的に定める合理的な目標面積を積み上げた数値をベース
にする。
【改正による効果】
県が県基本方針に目標面積を設定する際には国との協議が不要となるとともに、国・地方が責任を共有しつつ、実効性のある農地
の総量確保が可能となる。

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国と地方の役
割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕組みの充実を図るととも
に、農地転用に係る事務・権限について、地方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条の２第１項）
を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の設定基準案に加え、国の
目標面積案について、都道府県知事の意見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及び都道府県の
目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定
するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と協議する場（協議の場）を
設けることとする。協議の場の議事等については、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案及び都道府県
の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違がある場合には、その要因
分析等を行い、施策効果の見込み方等について協議する。これらの過程を通じ
て、国と地方が十分な議論を行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び
都道府県の目標面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日地方六団体）
において提案されている「農地の総量確保の目標管理」の仕組みに係る実効性を
検証することとし、今後の制度設計の議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置については、別紙を
基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法附則２項）につ
いては、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農林水産大臣
との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指定市町村にあっては、当
該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確保する目標
を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣が指定する市町村（指
定市町村）の長については、都道府県知事と同様の権限を有するものとして、農
地転用に係る事務・権限を移譲する。あわせて、農用地区域内における開発許
可（農振法15条の２）に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項及び５条３
項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せて検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏まえ、必要に
応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るとともに、農地転用許可等に係
る事例集を作成するなど地方公共団体における農地転用許可制度等の適正な
運用の確保に資するよう必要な支援を行うものとする。

H26 802 02_農業・農地 都道府県 兵庫県、徳島県 農林水産省
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求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 803 01_土地利用（農
地除く）

都道府県 兵庫県、京都府、大阪
府、徳島県

国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

公有水面埋立法第27条第3項、第
29条第3項

港湾区域内の埋立地に係る
権利移転等の許可に関する
大臣協議の廃止

港湾区域内の埋立地に係る権利移転、用途変更等の許可につ
いて、国土交通大臣協議を廃止することを求める。

【支障事例】
港湾管理者 が行う港湾区域内の埋立地に係る権利移転、用途変更等の許可について、埋立面積５０ha超等の国の認可を要する
埋立ての場合は、埋立に関する工事竣功の告示日より起算し10年以内は国土交通大臣への協議が必要とされている。
当該協議に係る審査内容は、処分価格、処分相手方の選考方法、用途等で、都道府県が行う許可基準と同じであって重複が生じ
ている。この審査には事前協議を開始してから約２～３ヶ月の期間を要しており、迅速な事務処理を行ううえで支障が生じている。
【制度改正の必要性】
港湾管理者は背後の都市計画との整合性等地域の実情に応じた港湾行政を行っており、埋立地の有効かつ適切な利活用の観点
から、国土交通大臣への協議を廃止することにより、用地の売却・貸付、用途変更について迅速な対応が可能となる。これにより、
国・都道府県双方の事務の効率化が図られ、早期に進出を希望する民間企業等のニ－ズにタイムリ－に対応できる。

H26 804 01_土地利用（農
地除く）

都道府県 兵庫県

【共同提案】
大阪府

国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

都市計画法第18条第３項、都市計
画法施行令第12条第１項

「区域区分」、「都市再生特
別地区」等に関する都市計
画決定における国の同意協
議の廃止

県決定の都市計画のうち、国の利害に重大な関係のある都市計
画(政令第12条に列挙)については、国土交通大臣に協議の上、
その同意を得ることとされているが、国の利害に重大な関係がな
いと思慮される都市計画について廃止すること

【現行】県決定の都市計画のうち、国の利害に重大な関係のある都市計画（政令第12条に列挙）は、国土交通大臣に協議の上同意
が必要とされている。
【提案内容】道路（高速自動車国道、一般国道、阪神高速道路）、空港（関西国際空港）、河川（１級）など県域を越え、広域的見地
から確認が必要な施設は国の利害に重大な関係があるため協議等は必要であるが、それ以外の都市計画は以下の観点から廃止
を求める。
【廃止を求める理由】
① 住民に身近な所で都市計画決定すべき
・多様化複雑化した住民ニーズへの迅速柔軟な対応が可能
・地域の実情に合った創意工夫により豊かな暮らしの実現が可能
② 地方自治体の基盤強化に繋がる
・多種多様な土地利用が可能となり産業等の都市基盤強化による地域活性化が期待される
③迅速な意思決定による業務効率の向上
・意思決定に要する時間を短縮化し多様なニーズへの迅速な対応が可能
【廃止対象都市計画及び国の利害に重大な関係がないと判断した理由】
①区域区分：一府県内で完結するため、府県の都市部局と農政部局等との調整等で適切に対応可能
②都市再生特別地区：都市再生特別措置法に定める都市再生緊急整備地域指定等の諸手続の中で、国の経済政策に即した施
策展開が図られるよう充分に担保されており、同地域内で用途、容積率等の緩和を行う都市再生特別地区について改めての大臣
協議等は不要
③臨港地区：港湾法に基づく港湾管理者である地方公共団体からの申出により都市計画決定するもので国の関与は不要
④近郊緑地特別保全地区、歴史的風土特別地区：区域が限定的で一府県内で完結するため、府県の都市部局と関係部局との調
整等で適切に対応可能

〔再掲〕
６　【農林水産省】
（７）都市計画法（昭43法100）
国土交通大臣が区域区分（７条１項）に関する都市計画を定め、若しくはその決
定若しくは変更に同意しようとするとき、又は都道府県が区域区分に関する都市
計画を定めようとするとき（国土交通大臣の同意を要するときを除く。）における農
林水産大臣に対する協議（23条１項）については、市街化区域となる区域が農用
地区域（農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）（農振法）８条２項１号）と
重複する場合等に限ることとし、その対象範囲を見直す。
なお、上記の措置に伴い、農地法（昭27法229）、農振法等において所要の見直
しを行うこととする。

H26 805 01_土地利用（農
地除く）

都道府県 兵庫県、大阪府、和歌
山県、鳥取県、徳島県

国土交通省、農林
水産省

B　地方に対す
る規制緩和

都市計画法第23条第1項 区域区分に関する都市計画
決定にかかる農林水産大臣
への協議の廃止

都道府県が区域区分に関する都市計画を定めようとするときは農
林水産大臣との協議が必要とされているが、当該農林水産大臣と
の協議を廃止すること。

【現行】
都道府県が区域区分に関する都市計画を定めようとするときは農林水産大臣との協議が必要とされている。
【支障事例・改正による効果】
農林水産大臣との協議にはかなりの時間を要しており、大臣協議を廃止することで、より地域の実情に合った創意工夫に満ちた積
極的な取り組みが一層推進できるとともに、迅速かつ効率的な業務の遂行が可能となることから、当該協議を廃止すべきである。
【改正後の対応】
なお、農水大臣との協議が廃止された場合、都市的土地利用制度と農地保全制度との調整が図られなくなるという懸念が生じるも
のの、区域区分に関する都市計画は、一都道府県の範囲内で完結するものであることから、都道府県の都市部局と農政部局等との
調整等により適切に対応することが可能である。
（大臣許可を要する農地転用許可権限についても、都道府県への移譲を提案している。）
【本県における協議状況】
区域区分の変更（阪神間都市計画区域）に係る協議期間（通常10ヶ月程度）
　平成19年8月～12月　近畿農政局下協議（基本的事項に係る協議））
　平成20年8月～12月　近畿農政局下協議（素案作成に係る協議）
　平成21年4月28日     変更告示

６　【農林水産省】
（７）都市計画法（昭43法100）
国土交通大臣が区域区分（７条１項）に関する都市計画を定め、若しくはその決
定若しくは変更に同意しようとするとき、又は都道府県が区域区分に関する都市
計画を定めようとするとき（国土交通大臣の同意を要するときを除く。）における農
林水産大臣に対する協議（23条１項）については、市街化区域となる区域が農用
地区域（農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）（農振法）８条２項１号）と
重複する場合等に限ることとし、その対象範囲を見直す。
なお、上記の措置に伴い、農地法（昭27法229）、農振法等において所要の見直
しを行うこととする。

H26 806 11_その他 都道府県 兵庫県、徳島県 総務省 A　権限移譲 地域経済循環創造事業交付金交
付要綱

地域経済循環創造事業交付
金の交付申請事務の見直し

当該交付金については、直接総務省に申請を行っているが、都
道府県を経由することとし、交付決定に当たり、優先順位を求め
るなど都道府県意見を反映させること。

【現行】
地域経済循環創造事業交付金では、交付対象は都道府県、市町村とされており、両者ともに交付申請にあたっては、直接総務省
に提出することとされている。
【支障事例】
現在、各都道府県では、交付決定後に総務省から応募事業の総括表を提出することが求められているため、市町が総務省に申請
後に、市町から申請書の写しを入手しているが、煩雑な作業となっている。
また、当事業を広域的観点から効果的に実施するためにも、都道府県が市町村の補完をすることが不可欠である。
【改正による効果】
交付申請の段階で都道府県を経由させ、地域の現状を把握している各都道府県において、申請事業に意見や優先順位等を付す
ることにより、より効果的な事業実施が可能となる。
【要綱への反映】
具体的には、交付要綱の「第7 交付申請」において、市町村は都道府県を通じて交付申請書を大臣に提出すること、都道府県は、
市町村から提出された交付申請書について、本事業の趣旨に添ったものであるか審査することを規定することが必要である。

４【総務省】
（５）地域経済循環創造事業交付金
市町村と都道府県の連携強化の観点から、都道府県が市町村の応募事業に助
言を行うなど、市町村と積極的に情報の共有を図ることを明確化し、地方公共団
体に周知する。

H26 807 07_産業振興 都道府県 兵庫県、大阪府、鳥取
県、徳島県

経済産業省 B　地方に対す
る規制緩和

企業立地促進法第５条第１項 企業立地促進法に基づく産
業集積の形成又は活性化に
関する基本的な計画の策定
主体及び大臣協議の見直し

現行、都道府県と市町村が共同して基本計画を策定することと
なっているが、「市町村のみで策定」できることとすること
基本計画の対象地区が一つの都道府県内に留まる場合(全域に
わたる場合を除く)には、法第5条第1項に定める「主務大臣への
協議(同意)」は、「知事への協議(同意)及び国への報告」でよいと
すること。

【現行】
同法に基づく同意を得るには、必ず都道府県と市町村が共同して基本計画を策定し、関係省庁へ協議を行うこととなっている。
【支障事例】
現在、対象エリアが一つの市町村内に留まる場合など、必ずしも都道府県と市町村が共同して計画を策定する必要がない場合に
も、共同策定が義務付けられているため、国提出の前段階において都道府県と市町村の間とで共同策定のための事前調整を実施
している。事前調整には、地域産業活性化協議会の開催も含め、概ね６ヶ月の期間を要している。（県の大規模プロジェクトにより企
業集積を推進している地区など、必要であれば共同策定するので、一律の義務付けは必要ない）
また、関係省庁が複数に渡るため、事前協議（調整）等に時間を要し、同意までに2～3月間の時間がかかる。
【制度改正の必要性】
基本計画は、国の定める基本方針に基づき、地元の産業関係機関で構成する地域産業活性化協議会(法第7条)における協議を
経て策定されるものであるため、この手続に沿う限り、市町村主体の計画策定も認めるべきである。また、基本計画の対象地区が都
道府県内に留まる限り、国の同意を得ることを義務付ける必要はない。
なお、課税の特例、農地法等の処分に係る配慮等を行うに当たって国が支援対象の取組を把握し、支援を行う妥当性等の判断を
可能にするためには、国への事前調整等の実施や、国において事前に必要な確認事項を示し、それを受けて都道府県が確認する
ことで足りる。

［再掲］
６【経済産業省】
（10）企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関す
る法律（平19法40）
基本計画及びその変更に係る同意（５条１項及び６条１項）については、同意を得
るまでの時間の短縮を図るため、事前審査・事前協議を原則行わないこととすると
ともに、法定協議に当たっての留意事項を取りまとめ、地方公共団体に情報提供
を行う。
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H26 808 03_医療・福祉 都道府県 兵庫県

【共同提案】
和歌山県

厚生労働省 A　権限移譲 原子爆弾被爆者に対する援護に関
する法律第10条、第11条、第24
条、第25条

原子爆弾被爆者に対して必
要な医療の給付を行う場合
に必要な厚労大臣の認定権
限の都道府県への移譲

原子爆弾被爆者に対して、必要な医療の給付を行う場合に必要
な厚生労働大臣による認定権限を都道府県へ移譲すること

【現行】
被爆者が、原子爆弾の傷害作用に起因した負傷等により、必要な医療の給付（医療特別手当）を受けるには、厚生労働大臣による
認定が必要である。
【支障事例】
認定に際して、都道府県を経由して国に申請を行うこととなっているが、当県申請件数は過去５年間で２００件にも及び、また国審査
にも半年程度の時間を要している。
【制度改正の必要性】
高齢化が進んでいる被爆者の状況を考慮すると、速やかな審査が必要であると考えられることから、都道府県へ移譲することにより
審査事務の迅速化を図ることが必要である。

H26 809 01_土地利用（農
地除く）

都道府県 兵庫県、大阪府、徳島
県

農林水産省（林野
庁）

A　権限移譲 森林法第25条、第26条 大臣権限に係る保安林指定
及び解除の権限の都道府県
知事への移譲

大臣権限の保安林（重要流域内における法第25条第１項第１号
から第３号まで）の指定及び解除について、当該権限を都道府県
知事に移譲すること。

【現行】
重要流域において水源のかん養や、土砂の流出・崩壊の防備のため必要がある場合において、農林水産大臣は保安林として指
定・解除を行うことができる。
【制度改正の必要性】
実際には、これまでも大臣権限の保安林の指定及び指定解除について、都道府県知事が国の委託を受けており、指定、解除に必
要な専門的知識を有している。
大臣権限と知事権限で指定及び解除の基準に差異はない。
【支障事例】
指定、解除申請の標準処理期間について、解除申請の場合、本申請前の事前相談で了承を得るのに２ヶ月、大臣（林野庁）が申
請書を受理してから予定通知の施行まで３ヶ月とされているが、国に進達して以降、都道府県知事に予定通知があるまで相当な期
間（指定の場合、進達から予定通知があるまでに１年６ヵ月の事例も）を要しており、申請者からの問い合わせに対応するケースも見
受けられる。
【改正による効果】
このため、申請者をはじめ関係者から迅速な対応が求められることもあり、権限移譲により、相当な事務の迅速化が図られる。
地方分権により、森林保全の観点から世界的に疑問や懸念の声があるとは考えられず、国土保全の根幹を揺るがすことなく都道府
県知事が重要流域も含め一括して地域の実情に応じた事務を遂行することにより、柔軟かつ迅速な事務手続きが可能となる。

［再掲］
４　【農林水産省】
（３）森林法（昭26法249）
（ⅰ）保安林の指定・解除については、一の都道府県内で完結する一級水系内の
一級河川の全区間の都道府県への移譲が行われた場合に加え、一級河川を擁
さない重要流域においては、当該流域の全ての県から要請があるときに、国と当
該流域の県が協議を行い、協議が整った場合、重要流域の指定を外すことによ
り、当該流域の保安林の指定・解除の権限を都道府県に移譲する。協議に際して
は、関係する市町村の意見を十分に聴取するとともに、近年の集中豪雨等による
山地災害が多発している状況も踏まえ、法25条１項１号から３号までに掲げる保安
林の指定の趣旨に鑑み、権限移譲後においても保安林の適正配備がなされるよ
う留意する。

H26 810 10_運輸・交通 都道府県 兵庫県、京都府、大阪
府、徳島県

国土交通省 A　権限移譲 港湾法第４条第４項、同条第８項 港湾区域の設定に関する国
土交通大臣の同意権限の都
道府県への移譲及び国への
届出の廃止

・国際戦略港湾等の港湾区域の新設、変更についての国土交通
大臣の同意権限を都道府県に移譲するとことを求める。
・都道府県管理の地方港湾の港湾区域の新設、変更にあたって
の国土交通大臣への届出を廃止することを求める。

【現行】
国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾及び都道府県管理の避難港の港湾区域の新設、変更については国土交通大臣に協議
し、その同意を得なければならない。また、都道府県管理の地方港湾の港湾区域の新設、変更については国土交通大臣への届出
が必要とされている。
【制度改正の必要性】
新設、変更にあたっては、利害関係人や河川管理者等の協議や地方公共団体の議会の議決を経ており、港湾管理者による十分
な内容確認が実施されているものである。
【改正による効果】
この同意には事前協議から約１年程度の期間を要することから、国土交通大臣から都道府県知事に権限を移譲することにより、事
務の迅速化、効率化を図ることができ、港湾施設利用者の利便性の向上につながる。

H26 811 10_運輸・交通 都道府県 兵庫県、大阪府、徳島
県

国土交通省 A　権限移譲 港湾法第２条第５項、第６項 港湾区域及び臨港地区以外
の施設を港湾施設と認定す
る権限の国土交通大臣から
都道府県への移譲

港湾区域及び臨港地区内にない施設を港湾施設とみなすため
には、港湾管理者が申請し国土交通大臣が認定する必要がある
が、この認定権限を国土交通大臣から都道府県へ移譲すること
を求める。

【現行】
港湾区域及び臨港地区内にない施設を港湾施設とみなすためには、港湾管理者が申請し国土交通大臣が認定する必要がある。
【制度改正の必要性】
県に権限が委譲されれば、事務の効率化が図られ、地域の実情に応じた迅速な施設整備が可能となる。
【支障事例・効果】
港湾区域及び臨港地区内にない施設についての港湾施設の認定については、事前協議から約６ヶ月程度の期間を要していること
から、国土交通大臣から都道府県知事に権限を移譲することにより、事務の迅速化、効率化を図ることができ、利用者ニーズに対応
した迅速な港湾施設の整備が可能となる。

H26 813 11_その他 都道府県 兵庫県、和歌山県、徳
島県

総務省、内閣府 B　地方に対す
る規制緩和

官報及び法令全書に関する内閣府
令第１条
「地方自治事項」の官報掲載につ
いて（平成19年2月21日総官総第
24号総務省大臣官房総務課長通
知）

地方自治事項の官報報告事
項の掲載廃止

地方自治事項の官報掲載事項（６項目）の官報掲載業務を廃止
すること。
＜官報掲載事項＞
①条例の制定又は改廃（義務を課し、権利を制限する条例で、
全国的に影響が大きく、特に掲載の必要があるものに限る）、②
地方税法第19条第３号から第８号までに掲げる処分についての
不服申し立てに対する決定等の要旨、③長の選挙結果、④特別
法の住民投票結果、⑤人事異動、⑥都道府県等の主たる事務
所の設置又は変更

【現行】
「官報及び法令全書に関する内閣府令」では、第１条において、官報では地方自治事項を掲載するものとされている。
【支障事例】
官報掲載事項については、総務省あて紙原稿で３部送付することとなっている。特に人事異動については、国の行政機関等に係る
職員と併せて官報に掲載されるため、発令日から1週間以内に原稿送付をしなければ掲載されないなど、事務処理上時間の制約が
ある。
【改正の必要性】
官報記載事項については県公報に掲載することで、住民等関係者への周知は行えるものであり、HPで全国どこからでも県公報閲
覧が可能となっている現在においては、官報に掲載する意義は薄い。従って、事務の効率化の観点から、官報掲載事項の掲載廃
止（義務付けの廃止）を提案する。
＜官報掲載事項報告件数＞
H23：６件、H24：９件、H25：４件（いずれも選挙結果及び人事異動）

６【内閣府（３）】【総務省（12）】
「地方自治事項」の官報掲載［再掲］
「地方自治事項」の官報掲載については、地方公共団体に官報掲載義務がない
ことを改めて明確化する。
［措置済み（平成26年８月６日付け総務省大臣官房総務課通知）］

H26 814 05_教育・文化 都道府県 兵庫県、大阪府、徳島
県

文部科学省 B　地方に対す
る規制緩和

学校教育法施行例第22条３項、要
保護児童生徒援助費補助金及び
特別支援教育就学奨励費補助金
交付要綱

特別支援教育就学奨励費補
助金（小学校及び中学校分）
について、市町村への交付
金化による事務の合理化

特別支援教育就学奨励費補助金（小学校及び中学校分）につい
て、交付金化し直接市町村に交付する制度とすること

【改正による効果】
市町村への負担を強いることのないよう必要総額を維持しつつ、補助金交付要綱第３条を見直し、同条にある別記に示されている
費目をまとめ、これまでの実施報告額に応じた都道府県平均単価を算出することにより単価の標準化を図るなど、事務の簡素化を
図った上で、交付金化等とすることにより、実態を把握している市町村による弾力的な運用が可能となる。
なお、交付金化の場合は、現状の補助申請においても県の裁量の余地が少ないこと、また、県・市町村双方の事務の削減を図るこ
とから、国から直接市町村へ措置する制度とされたい。
【支障事例】
現状では市町村において、対象児童生徒の世帯所得に応じた支弁段階の決定、生活保護との重複有無確認、学用品費、修学旅
行費、通学用品費、通学費、医療費、学佼給食費、新入学児童生徒学用品費等、それぞれの費目で異なった補助基準限度額の
確認など、他の補助事業と比較しても確認項目は多い。市町は年度当初の認定作業を行う一方、旧年度の実績報告書の作成、新
年度の計画申請が重なるなど短期間に事務作業が集中している。

６【文部科学省】
（６）特別支援教育就学奨励費補助金
単価の標準化を図るなど、地方公共団体の事務負担を軽減する方策を検討し、
平成27年中に結論を得る。



年
年度別
管理番

号
分野

提案団体の
属性

提案
団体

関係府省
提案
区分

根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 815 05_教育・文化 都道府県 兵庫県、大阪府、徳島
県

文部科学省 B　地方に対す
る規制緩和

就学困難な児童及び生徒に係る就
学奨励についての国の援助に関す
る法律第2条、学校保健安全法第
24条第1項、学校給食法第11条第2
項、第12条第2項、要保護児童生
徒援助費補助金及び特別支援教
育就学奨励費補助金交付要綱

要保護児童生徒援助費補助
金（学用品費等・医療費・学
校給食費）について、市町村
への交付金化による事務の
合理化

要保護児童生徒援助費補助金（学用品費等・医療費・学校給食
費）について、交付金化し直接市町村に交付する制度とすること

【改正による効果】
市町村への負担を強いることのないよう必要総額を維持しつつ、補助金交付要綱第３条を見直し、同条にある別記に示されている
費目をまとめ、これまでの実施報告額に応じた都道府県平均単価を算出することにより単価の標準化を図るなど、事務の簡素化を
図った上で、交付金化等とすることにより、実態を把握している市町村による弾力的な運用が可能となる。
なお、交付金化の場合は、現状の補助申請においても県の裁量の余地が少ないこと、また、県・市町村双方の事務の削減を図るこ
とから、国から直接市町村へ措置する制度とされたい。
【支障事例】
現状では市町村において、対象児童生徒の世帯所得に応じた支弁段階の決定、生活保護との重複有無確認、学用品費、修学旅
行費、通学用品費、通学費、医療費、学佼給食費、新入学児童生徒学用品費等、それぞれの費目で異なった補助基準限度額の
確認など、他の補助事業と比較しても確認項目は多い。市町村は年度当初の認定作業を行う一方、旧年度の実績報告書の作成、
新年度の計画申請が重なるなど短期間に事務作業が集中している。

６【文部科学省】
（５）要保護児童生徒援助費補助金
単価の標準化を図るなど、地方公共団体の事務負担を軽減する方策を検討し、
平成27年中に結論を得る。

H26 816 05_教育・文化 都道府県 兵庫県、和歌山県、徳
島県

文部科学省 B　地方に対す
る規制緩和

学校教育法施行規則　第４９条、第
７９条、第１０４条　等

県立学校における学校評議
員の委嘱権限の学校設置者
から校長への変更

現行では、校長の推薦により学校設置者が行うこととされている
学校評議員の委嘱について、校長が行うものとすること。

【制度改正の必要性】
管轄区域が狭く、地域と密接な関係がある市町村教育委員会が学校評議員を委嘱することは適切であると考えるが、県下広域に設
置されている各県立学校の場合、評議員を設置者である県教育委員会が委嘱するよりも、地域事情に詳しく、住民との関わりが深
い校長が、直接、学校評議員を委嘱する方が、より校長の責任と権限を高める観点からも適切であるとともに、権限変更により委嘱
決定までの時間や事務処理の軽減も図られる。
なお、平成１２年度導入当初は制度の理解が十分でなかったため、議員や教育委員会関係者等の公務員の推薦例があったが、現
在は制度の趣旨が定着しており、校長が推薦した者について教育委員会が委嘱しなかった事例は皆無である。
【支障事例】
学校から推薦があった場合、県教育委員会事務局が、その人物等が適切かどうか全てを把握することは困難なため、たびたび学
校に確認するなど、事務作業量が増える。
【改正による効果】
当該人物について十分把握している学校長が決定・委嘱できることから、それぞれの学校にとってより適切な人物を選定し、決定す
るまでの時間が大幅に短縮できるとともに、事務処理の軽減にもつながる。
県教育委員会は、毎年行っている１０００名分を超える推薦状の受理、書類の確認、審査および委任状作成等の事務処理が軽減さ
れる。また、各学校は５～７名程度の学校評議員の委任状を作成することになるが、推薦状を送付する等の事務作業が軽減される
とともに、委嘱までの時間が２週間程度短縮できる。

６【文部科学省】
（１）学校教育法（昭22法26）
学校評議員の委嘱（施行規則49条３項等）については、学校設置者の判断により
校長も行うことができるよう措置する。
［措置済み（平成27年１月15日付け文部科学省初等中等教育局通知）］

H26 817 02_農業・農地 都道府県 兵庫県 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

農業委員会法第７条～第１７条 農業委員の選挙制度を廃止
し、市町村長による選任制度
に一元化

農業委員については、農業者による選挙制度と市町村長による
選任制度が併用されているが、後者（市町村長による選任制度）
に一元化すること。

【現行】
農業委員については、農業者による選挙制度と市町村長による選任制度が併用されている。
選任委員については、農業協同組合や農業共済組合、土地改良区から推薦された者や市町村議会から学識経験者として推薦さ
れた者で構成されている。
【改正による効果】
市町村長による選任制度に一元化することにより、消費者、女性、農業者の創意工夫を引き出すことに優れた識見を有する者等、
幅広い分野からの参画を得ることにより、農業委員会の事務の円滑な遂行を図ることができるとともに、より実務的に機能する者を選
任することができる。

６　【農林水産省】
（３）農業委員会等に関する法律（昭26法88）
農業委員の選挙・選任方法については、規制改革実施計画（平成26年６月24日
閣議決定）に基づき、農業委員の選挙制度（７条）及び議会推薦・団体推薦による
選任制度（12条）を廃止し、市町村議会の同意を要件とする市町村長の選任委員
に一元化する。その際、事前に地域からの推薦・公募等を行うことができることと
する。

H26 818 11_その他 都道府県 兵庫県、京都府、大阪
府、和歌山県、徳島県

農林水産省（水産
庁）

B　地方に対す
る規制緩和

資源管理指針・資源管理計画作成
要領第２の３（３）及び（４）

都道府県資源管理指針の策
定・変更の際に必要とされる
水産庁長官への協議の廃止

都道府県海面での水産資源の管理のあり方の基本方針について
各都道府県が策定する「資源管理指針」の策定・変更の際に必
要とされる水産庁長官への協議、同意を不要とし、報告とするこ
と。

【現行】
資源管理指針・資源管理計画作成要領では、資源管理指針は国及び各都道府県が、それぞれの管理する漁業に関連する水産
資源にかかる管理方針及びこれを踏まえた魚種又は漁業種類ごとの具体的方策を内容として策定することとされ、各都道府県の指
針策定にあたっては、水産庁と協議を行うこととされている。
【支障事例】
この水産庁との協議が必要なことにより、事務が煩雑になるだけでなく、地域の実情に合わせた迅速な変更が困難になっている。
【制度改正の必要性】
国と都道府県が管理する漁業及びその利用する資源が互いに重複することはなく、また、瀬戸内海におけるサワラのように知事が
管理する漁業が利用する資源のうち都道府県の範囲を越えた広域な管理を要するものについては、別途、広域漁業調整委員会等
で調整が行われ、関係都道府県の資源管理指針はそれを反映したものとなっているため、改めて協議する必要はないものと考え
る。

H26 819 01_土地利用（農
地除く）

都道府県 兵庫県、京都府、大阪
府、徳島県

農林水産省（林野
庁）

B　地方に対す
る規制緩和

森林法第26条の２第４項第１号、森
林法施行令第３条の３

知事権限に係る保安林解除
（１ha又は５ha以上）に際して
の大臣協議の廃止

知事権限の保安林（重要流域外における法第25条第１項第１号
から第３号まで）の指定の解除については、現行では指定の理由
の消滅（法第26条の２第１項）にあっては１ha以上、公益上の理由
の解除（同条第２項）にあっては５ha以上の場合、大臣協議を必
要とされているが、解除に際しての大臣協議を廃止すること。

【現行】
これまで大臣権限の保安林の指定解除についても都道府県知事が国の委託を受けており、解除に必要な専門的知識を有してい
る。
このため、大臣協議の必要な案件にあっても、地方自治法第250条の３第１項の規定による農林水産大臣の同意の基準等を定め
て、都道府県知事がこれを基に審査を行い、形式的な補正作業はあっても最終的には権限者の都道府県知事に判断を委ねてい
るのが実情である。
【制度改正の必要性】
都道府県毎の執行に大きな差異が生じかねないとの懸念は、上記の同意基準があるため問題はなく、仮に懸念があるとすれば、同
意基準の内容充実で対応できる。
大規模解除案件が今後増加するものと見込まれることから、申請者をはじめ関係者から迅速な対応が求められる中、国における当
該協議の標準処理期間は１ヵ月であり、都道府県における協議書作成時間を合わせると廃止により一層の事務の簡素化が図れる。
これまでの実績から協議制を廃止しても何ら支障は生じないと考える。

［再掲］
６　【農林水産省】
（４）森林法（昭26法249）
（ⅲ）法25条１項４号から７号に掲げる目的を達成するために指定される保安林の
うち、その全部又は一部が保安施設事業等の施行に係る土地の区域内にある保
安林の解除を都道府県知事が行う場合の農林水産大臣への同意を要する協議
（26条の２第４項２号）については、制度の運用実態を調査しつつ、同意を要しな
い協議に見直す方向で検討し、平成27年中に結論を得る。

H26 820 01_土地利用（農
地除く）

都道府県 兵庫県、京都府、大阪
府、和歌山県、鳥取
県、徳島県

国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

国土利用計画法第９条第10項 土地利用基本計画の変更に
係る国土交通大臣への協議
の報告への変更

都道府県が土地利用基本計画を変更する場合に必要とされる、
都道府県から国土交通大臣への協議について、その実態を踏ま
えて「報告」へ変更することを求める。

【制度改正の経緯】
土地利用基本計画を定める場合には、あらかじめ国土交通大臣に協議することとなっている。当該協議は、第１次一括法（平成23
年5月2日公布）において、「同意を要する協議」から「同意を要しない協議」に改正されたが、改正後も協議が必要である。
【支障事例】
この協議期間として、運用指針において事前協議の標準処理期間は４週間、本協議は２週間を目途としているところ、平成25年度
の事前協議には35日、本協議には20日を要しており、迅速化が図られていない。
また、土地利用基本計画の策定・変更にあたっては、事前に農振法や森林法等の個別規制法を所管する県の担当課から各省庁
に内容を協議し、その協議結果を受けて土地利用基本計画を策定・変更している。これは、土地利用基本計画が、農振法や森林
法等の諸計画に対する上位計画として位置づけられているためであり、例えば地域森林計画の変更を行う場合、森林法第６条第５
項により農林水産大臣に協議することとなっているが、この協議内容は、実質的に土地利用基本計画の変更内容と同内容であるこ
とから、これに重ねて国土利用計画の変更時に再度、法定協議として国土交通省を通じて協議しなくてよいのではないかと考えてい
る。
【制度改正の必要性】
国土利用計画（都道府県計画）を変更する場合と同様、土地利用基本計画を変更する場合についても、協議から報告に変更する
ことで、より迅速な農振法や森林法等の個別規制法にかかる事務執行や県民への公表が可能となる。なお、国土利用計画の策定
は任意とされているが、土地利用基本計画は国土利用計画を基本とするとされ、制度上、国土利用計画の策定が前提となってい
る。

［再掲］
６【国土交通省】
（14）国土利用計画法（昭49法92）
（ⅱ）土地利用基本計画の変更（９条10項及び14項）については、過去の国と都
道府県との協議における国の指摘事項等、計画変更に当たって有益な情報を地
方公共団体に提供するなど、国と都道府県の協議の円滑化を図る。
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H26 821 09_土木・建築 都道府県 兵庫県、大阪府、徳島
県

国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

補助金等に係る予算の執行の適正
化に関する法律第22条

駐車場の外部開放等、公営
住宅財産の目的外使用承認
の簡素化

駐車場の外部開放等、公営住宅財産の目的外使用について、
事後報告とすることにより補助金等に係る予算の執行の適正化に
関する法律第22条の承認があったものとして取り扱う。

【現行】
公営住宅財産の目的外使用には、国土交通大臣の承認を要することになっている。
【支障事例】
現在、目的外使用する際、特に駐車場の外部開放については、過年度に承認を受けたものも含めて毎年度、地方整備局に事前承
認を受けており、事務が煩雑となるとともに、承認まで時間を要し、有効活用に支障がある。
【改正内容】
公営住宅の本来の入居対象者の入居を阻害せず、公営住宅の適正かつ合理的な管理に支障がない範囲内で、公営住宅を住宅
又は住宅以外の用途として目的外使用する場合には、当該公営住宅の目的外使用について事後報告することにより、「補助金等
に係る予算の執行の適正化に関する法律第22条」に規定する国土交通大臣の承認があったものとして取り扱う。
【改正による効果】
社会経済情勢の変化等に伴い需要の著しく減少している補助対象財産の転用を弾力的に認めるとともに、事前承認手続を簡素合
理化することにより、公営住宅の有効活用促進はもとより、地域の課題解決支援、地域活性化に資することができる。

H26 822 09_土木・建築 都道府県 兵庫県、京都府、大阪
府、徳島県

国土交通省、厚生
労働省

B　地方に対す
る規制緩和

公営住宅法第45条第１項の事業等
を定める省令
第1条、第２条

公営住宅の目的外使用の制
限の緩和

公営住宅の目的外使用の対象となる社会福祉事業等は、グルー
プホーム事業、ホームレスの自立支援のための事業に限られてい
る。対象事業をこの二つの事業に限らず、同様の社会福祉事業
についても対象となるよう制限を緩和すること。

【現行】
公営住宅の目的外使用の対象事業として、グループホーム事業（数名で共同生活をする認知症の高齢者や障害者に世話人等が
生活や健康管理面のサポートをする）が認められているが、事業内容が類似する「小規模多機能型居宅介護事業」（要介護の高齢
者に訪問介護、デイサービス、ショートスティのサービスを提供する）については、案件ごとに、国土交通大臣の事前承認手続きが
必要である。
【改正内容・効果】
対象事業に老人福祉法第５条の２に規定する「小規模多機能型居宅介護事業」等を追加することによって、国土交通大臣の事前
承認手続きが事後報告となり、事務処理が合理化、簡素化されるため、同事業による公営住宅の有効活用促進に資することができ
る。
・また、法令で規定されていない事業で、例えば、阪神・淡路大震災復興基金を活用した「高齢者自立支援拠点づくり事業」（「高齢
者自立支援ひろば」）についても対象に加えていただきたい。
・同事業では、公営住宅等に拠点（ひろば）を設置し、見守り機能(巡回見守り、各種相談への対応等)、健康づくり機能(保健指導、
栄養指導等)、コミュニティ支援機能(入居者間、入居者と地域との交流事業等)、支援者のプラットフォーム機能(高齢者に係る情報
交換、高齢者に向けた情報発信等)を持たせて高齢者の支援を行っている。
・同事業の拠点については、介護保険法第115条の39第１項に規定する「地域包括支援センター」のブランチ的な位置づけであると
考えられる。

H26 823 06_環境・衛生 都道府県 兵庫県、京都府、徳島
県

環境省 対象外 環境影響評価法第５条ほか 火力発電所等の環境影響評
価手続きの合理化

各手続段階に規定されている縦覧期間を短縮するなど、国・自治
体・事業者の運用改善等による審査の期間短縮や、火力発電所
の設置に関してはこれまで蓄積してきた過去の事例や知見を基
に方法書手続を簡略化するなど、環境影響評価手続を合理化す
ること。

【支障事例】
環境影響評価手続は、開発と環境保全を総合的に進めるために不可欠な仕組みではあるが、その手続には３年程度の期間が必
要とされている。特に東日本大震災以降の厳しい電力需給ひっ迫等により、火力発電所の環境影響評価手続の迅速化が求められ
ている。
【改正による効果】
環境影響評価法の各手続段階で規定されている縦覧期間を半減するなど、国・自治体・事業者の運用改善等による審査の期間短
縮や、火力発電所の設置に関してはこれまで蓄積してきた過去の事例や知見を基に方法書手続を簡略化することなど、環境影響
評価手続を合理化することで、事業計画の策定から運転開始までの期間短縮が可能となる（火力発電所の現状：新設で10年以上、
更新で７～８年程度）。
【提案理由】
火力発電所の設置などの事業は、単に事業者の営利事業というだけでなく、県施策と密接な関連を有する事業であり、縦覧期間や
審査期間が長期化することにより県施策への影響が及ぶなど、実質的には「県に対する規制」と捉えることができることから提案する
ものである。
【環境影響評価手続の国の審査のための期間設定（火力発電所の場合）】
配慮書： 90日（環境影響評価法施行令第９条）　　　　配慮書の縦覧：30日間（主務省令第13条）
方法書：180日 (電気事業法施行規則第61条の５)　　方法書の縦覧：1月間（環境影響評価法第7条）
準備書：270日 (電気事業法施行規則第61条の８)　　準備書の縦覧：1月間（環境影響評価法第16条）
評価書： 30日 (電気事業法施行規則第61条の10)　 評価書の縦覧：１月間（環境影響評価法第27条）

H26 824 06_環境・衛生 都道府県 兵庫県、大阪府 環境省 B　地方に対す
る規制緩和

自動車から排出される窒素酸化物
及び粒子状物質の特定地域にお
ける総量の削減等に関する特別措
置法第７条第３項

自動車から排出される窒素
酸化物及び粒子状物質の特
定地域における総量の削減
等に関する特別措置法に基
づく総量削減計画の策定に
おける環境大臣への協議の
廃止

計画対象範囲が県内で完結する総量削減計画を策定時の環境
大臣への協議を不要とし、報告とすること。

【現行】
現行では、計画対象範囲が県内で完結する総量削減計画の策定時には、環境大臣に協議しなければならない。
【支障事例】
県の策定協議会を経た計画案について、関係府省との調整に時間を要する上、国との協議で修正が必要となった場合、再度協議
会に説明する必要が生じ、策定まで更に時間を要することとなる。
【改正の必要性】
そもそも、国の基本方針そのものが、国の関係省庁の施策及び対策地域間における施策の整合性を反映させたものであり、その基
本方針の枠内で、県が総量削減計画を策定する限り、調整を再度行う必要はない。
また、総量削減計画の策定に当たっては、県内関係者により構成される協議会からの意見聴取を経て策定されることから、国が関
与を行うことは、効率的な総量削減計画の策定を阻害し、都道府県毎の特徴的な施策の自主性を損なうことになるため、環境大臣
への協議は不要である。

H26 825 06_環境・衛生 都道府県 兵庫県、大阪府、和歌
山県、徳島県

環境省 B　地方に対す
る規制緩和

水質汚濁防止法第４条の３第３項 水質汚濁防止法に基づく総
量削減計画の策定に係る環
境大臣の同意協議の廃止

都道府県知事は、総量削減計画を定めようとするときは、関係市
町村長の意見を聴くとともに、環境大臣に協議し、その同意を得
なければならないとされているが、総量削減計画の策定に関し
て、計画対象範囲が県内で完結する場合には、環境大臣の協
議、同意を不要とし、報告とすること。

【現行】
現行では、各都府県が総量削減計画を策定する際、環境大臣が定めた基本方針に基づき各都府県が計画案を策定し、環境大臣
に協議し同意を得なければならない。
【改正の必要性】
「水質総量削減は各都府県間の調整を十分に行い、関係者が一致協力して汚濁負荷量の削減を図ることが必要であり、環境大臣
への協議は必要」との意見があるが、各都府県間の調整については、県が削減計画を策定する以前に、環境省が策定する総量削
減基本方針（同法第４条の２）策定時に、アンケートの実施等により、関係都府県間の調整を図りながら策定されており、既に調整さ
れているものと考えられる。
このため、県が削減計画を策定する場合、国が示した基本方針で割り当てられた各都府県の削減目標量の枠内で計画を策定する
限り、調整を再度行う必要はなく、よって環境大臣への協議も不要と考える。
【支障事例】
実際に第7次総量削減計画策定時の協議、同意の手続きには約2か月を要しているが、手続の簡素化を図ることでより積極的に目
標を達成させることが可能となる。
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H26 826 03_医療・福祉 都道府県 兵庫県 厚生労働省 対象外 国民健康保険の事務費負担金等
の交付額等の算定に関する省令第
４条など

地方単独福祉医療費助成制
度の実施に伴う国民健康保
険の国庫負担金減額措置の
廃止

地方が単独で実施している重度心身障害児（者）、老人、ひとり親
家庭、乳幼児・こどもを対象とした医療費助成制度の重要性や必
要性に鑑み、国民健康保険の国庫負担金減額措置を直ちに廃
止すること

【制度改正の必要性】
重度心身障害児（者）、老人、ひとり親家庭、乳幼児・こどもを対象として、各自治体において実施されている医療費助成制度は、医
療費の一部を助成することにより、経済的負担を軽減し、安心して医療が受けられるようにすることで健康の保持と福祉の増進を図
るものとして、地方自治体で単独で実施しており、医療に関わるセーフティネットとして必要不可欠なものである。
【改正による効果】
地方単独福祉医療費助成制度の実施に伴う国民健康保険の国庫負担金減額措置は、国が本来果たすべきセーフティネットを
担っている地方自治体の努力を阻害するものである。
また、当該措置の廃止は、国民健康保険の財政基盤強化に資する。

H26 827 02_農業・農地 都道府県 兵庫県 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

生産緑地法第3条 生産緑地地区指定の面積要
件及び解除要件の緩和

生産緑地地区指定の面積要件及び解除要件を緩和すること 【現行】
現行制度においては、面積の一団が500㎡以上の農地として後継者が農業を継続した場合は、相続税の納税猶予措置を受けるこ
とが出来ることとなっている。
【支障事例】
複数人からなる生産緑地地区において、農業後継者がいない農家が生産緑地を廃止することに伴い、他の農家が引き続き農業を
行う意思がある場合においても、生産緑地地区の面積要件を欠いているとされ、生産緑地地区の指定が解除される。
また、農業用施設用地を相続した場合においては、農地と同様に農業の継続に必要であるにもかかわらず、相続税の納税猶予措
置を受けることが出来ない。
一方、後継者がやむを得ず農業は行えないものの農地として継続させたい意思があり、市町・JA等が開設する市民農園など農地を
貸し出した場合は、相続税の納税猶予措置が打ち切られてしまう。
このように、相続税の納税猶予措置が打ち切られた場合又は措置が受けられない場合は、相続税、利子税を納めるために農地の
転用・売却が進み、農地の減少に一層の拍車がかかることになってしまう。
【提案内容】
そこで、自己都合によらず現行の生産緑地地区の面積要件を満たさなくなった場合、農業用施設用地を相続した場合、農地を守る
ために生産緑地を賃貸する場合、についても生産緑地地区の面積要件及び解除要件を緩和すべきである。また、公共事業用地と
して収用された場合にも、自己都合によらず生産緑地地区が農地面積が減少した場合と同様の措置を受けられるようにすべきであ
る。

H26 828 01_土地利用（農
地除く）

都道府県 兵庫県 国土交通省 A　権限移譲 国土形成計画法第９条（広域地方
計画）、第10条（広域地方計画協議
会）

国土形成計画法に基づく広
域地方計画の策定権限の移
譲

国土形成計画法に基づく広域地方計画の策定権限について、関
西広域連合のような府県域を越える広域行政組織への移譲を求
める。
また、権限の移譲がなされるまでの当面の措置として、広域地方
計画協議会への参画等を通じてその意見が反映されることを併
せて求める。

現在は、個別に広域地方計画協議会に参画している構成府県・政令市の意見を踏まえ計画が策定されているが、その意見は地方
において広域的に意見調整されたものではなく、必ずしも地方の側にとって地域ニーズを十分に反映できるしくみとはなっていな
い。関西広域連合であれば、既に防災、観光・文化振興、産業振興、医療、環境保全などの広域事務や関西全体の利害調整を図
るための取組を推進していることから、構成府県・政令市と密接に連携しながら、また、市町村や各種団体、地域住民の声を幅広く
聞きながら計画策定に取り組むことができ、関西地域内で意見調整され、地域の実情を踏まえた広域地方計画の策定が可能であ
る。
地方分権の観点から、府県域を越える広域行政組織において地方自らが地域間の意見調整等を積極的に行い、主体的に企画・
立案することで、市町村や関係団体等の意見も踏まえ、住民目線にたった地域ニーズを反映した広域的なプロジェクトの効率的・効
果的な実施が可能となる。

H26 829 09_土木・建築 都道府県 兵庫県 国土交通省 A　権限移譲 道路法第12条（国道の新設又は改
築）、第13条（国道の維持、修繕そ
の他の管理）、河川法第9条（一級
河川の管理）等（道路法、河川法等
に基づく、直轄国道及び直轄河川
に係る整備等に関する計画、工事
及び管理の実施等に係る部分）

複数都道府県に跨がる直轄
国道・河川に係る権限の移
譲

昨年12月20日の政府の「事務・権限の移譲等に関する見直し方
針について」の閣議決定を受けて、直轄国道・河川の権限移譲に
ついて、国土交通省地方整備局と都道府県及び政令市との個別
協議が再開され、協議が整ったものについては、移譲が進められ
ることとされている。
しかしながら、今回の権限移譲は、同一府県内に起終点がある区
間やバイパスの現道区間などに限定されており、移譲先も単独の
都道府県及び政令市のみとなっている。
複数の都道府県に跨がるものについて、関西広域連合など、広
域行政組織等への移譲を求める。

道路・河川のインフラ整備等については、国土交通省地方整備局と都道府県及び政令市がそれぞれ事業を実施していることから総
合的な対応が困難な状況であるが、関西広域連合であれば、防災、観光・文化振興、産業振興、医療、環境保全など広域行政を
現在推進しており、構成府県・政令市と一体的に事業を実施することで、圏域内の市町村や各種団体、地域住民の声を幅広く聞き
ながら、従来の縦割り行政にとらわれない、より地域の実情に応じた総合的な施策展開が可能となる。
また、国による直轄事業では、住民から距離があるため、その意向が反映されにくいが、地方が事業を実施することで、地域住民
(議会)の関心やチェック機能も高まり、その民意を反映しやすいものとなるとともに、許認可に係る事務も含めて道路や河川に関する
窓口を一元化することで、地域住民や民間事業者の利便性が向上する。
地域の実情を踏まえた地方分権改革の取組をさらに進めるために、災害時の対応等を含めた国と地方との適切な役割分担を考慮
しながらも、複数の都道府県に跨がる直轄国道・河川についても可能な限り移譲を実現することで、防災、観光・文化振興、産業振
興、医療、環境保全と連携した総合行政の観点から、住民目線にたった地域ニーズを反映した効率的・効果的なまちづくりが可能と
なる。
全国知事会の意見（平成25年11月14日、「直轄道路・河川の権限移譲に伴う財源措置について(案)」に対する意見）で言及されて
いるように、複数の都道府県に跨がるものについて広域での移譲を進めるため、財源措置等を含めて、その受入体制の枠組みづく
りの検討が必要であり、具体の移譲に当たっては、所要財源の確保、人員・資機材の移管が前提となる。

H26 830 10_運輸・交通 都道府県 兵庫県 国土交通省
（観光庁）

A　権限移譲 「観光圏の整備による観光旅客の
来訪及び滞在の促進に関する法
律」第８条第３項（観光圏整備実施
計画の認定）

観光圏整備実施計画の認定
に係る事務・権限の国から関
西広域連合への移譲

観光圏整備実施計画の認定に係る事務・権限（広域連合の構成
府県市が実施主体である観光圏整備事業は除く）について、広
域連合への移譲を求める。
また、広域連合による認定を受けた団体等が、従来の国の認定と
同様に、国の特例措置の支援（旅行業法の特例等）が受けられる
こと及び補助事業「観光ブランド確立支援事業」の補助対象者と
なることを求める。

関西広域連合は、関西地域をエリアとする広域観光に取り組んでおり、観光圏の整備においては、各構成府県市が行う観光圏整
備事業を広域的視点で捉え、関西全体を「日本の顔」となる国際観光エリアとしてそれぞれの観光圏を効果的に整備し、有機的に
結びつけて周遊型に国内外の観光客を誘致するなど、広域連合が認定において主体性を発揮することにより、国際観光エリア
「KANSAI」のブランド確立と創意・工夫に基づく効果的な観光地整備を行うことができる。
現行の観光庁の認定は、全国的見地から一元的に実施するため、関西など一定エリア内における複数の観光圏相互の連携や効
果的な誘客など、エリア全体の最適化の視点が弱い。

H26 831 11_その他 都道府県 兵庫県 総務省 B　地方に対す
る規制緩和

地方自治法第291条の２第４項 広域連合が国に移譲を要請
できる事務の範囲の拡大

地方自治法において、広域連合が国に移譲を要請することがで
きる事務は、広域連合に密接に関連する事務に限定されている
が、同法の規定を改正し、「当該広域連合の事務に密接に関連
する」を削除し、幅広い事務の移譲を要請できる仕組みの構築を
求める。

関西広域連合は、関西２府５県における広域行政を担う責任主体として平成22年12月に設立された。設立から３年以上が経過し、７
つの広域事務を始めとした課題に、構成団体が一丸となって取り組んできた。
今後更なる広域行政に取り組むため、直轄道路、河川の管理権限の移譲など、国が実施している様々な事務・権限について移譲
を求めようとしている。
しかし、当該規定により移譲を求めることができる事務は、関西広域連合が現在担っている事務と密接に関連する事務に限定され
ることから、地方自治法に基づく国への事務移譲の要請ができない。
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H26 832 11_その他 都道府県 兵庫県 総務省 B　地方に対す
る規制緩和

地方自治法第291条の３第２項 広域連合の規約変更手続き
の弾力化

地方自治法において、広域連合が規約変更を行うにあたって
は、総務大臣許可を受ける際に、国の関係行政機関の長との協
議が必要とされているが、同法を改正し、協議を廃止し報告にか
えるなど規約変更手続きを弾力化することを求める。

規約変更を行う場合、総務大臣の許可が必要となるが、総務大臣許可の際には関係行政機関の長への協議が必要となっている。

当該協議には相当の期間を要し、その間、広域連合が処理する広域行政課題への的確かつ迅速な対応に支障が生じるおそれが
あるため、協議を廃止し報告にかえるなど、規約変更手続きを弾力化する必要がある。

H26 833 11_その他 一般市 三鷹市 総務省、法務省 B　地方に対す
る規制緩和

(総務省関係）平成20年3月31日付
総行市第75号、総行自第38号、総
税企第54号「住民基本台帳関係の
事務等に係る市町村の窓口業務に
関して民間事業者に委託することが
できる範囲について」、平成20年9
月9日付総務省自治行政局市町村
課事務連絡「住民基本台帳関係の
事務等に係る市町村の窓口業務の
民間委託に関する質疑応答につい
て」
（法務省関係）平成25年3月28日付
法務省民一第317号「戸籍事務を
民間事業者に委託することが可能
な業務の範囲について（通知）」

住民基本台帳関係事務及び
戸籍事務に係る市窓口業務
の委託に係る規制緩和

住民票の写し等の交付請求に対する交付・不交付の決定や請求
等に関する審査以外の業務については、「市町村の適正な管理
下」にあれば民間事業者が行うことができるとされている。また、
戸籍謄抄本の交付請求や戸籍の届出に関して「事実上の行為又
は補助的行為」について「市町村職員が常駐し、不測の事態等
に際しては当該職員自らが臨機適切な対応を行うことができる体
制であれば」民間事業者がその業務を行うことができるとされてい
る。ICTの利活用を含めて本庁舎の市民課職員と密に連携し「適
正な管理下又は臨機適切な対応ができる体制」があれ

当市においても市政窓口において業務委託を実施しているが、ICTの利活用を含めて職員が（遠隔で）適正な指示を行うことによ
り、職員が常駐する場合と同様に、不測の事態等に際しても臨機適切な対応が可能と考える。

６【総務省】
（６）住民基本台帳法（昭42法81）
住民基本台帳関係事務に係る市町村の窓口業務を民間事業者へ委託する場合
については、民間事業者の従業員の事務処理に目が届く状態で管理する措置
や、異例・困難な事案が生じたときに市町村職員自らが事務を掌握し、処理する
措置など、「住民基本台帳関係の事務等に係る市町村の窓口業務に関して民間
事業者に委託することができる業務の範囲について」（平20総務省自治行政局市
町村課等）における措置と同様の措置が常に実現されるような仕組みが構築され
るのであれば、必ずしも同一施設内に市町村職員が常駐しない場合であっても業
務委託は可能であり、その旨を市町村に周知する。

６【法務省】
（１）戸籍法（昭22法224）
（ⅱ）戸籍事務の一部を民間事業者に委託する場合において、不測の事態にお
いて市町村職員による臨機適切な対応を行うことができる体制等が確保されてい
ると法務局が判断する場合に限り、必ずしも同一施設内に市町村職員が常駐しな
い形態での業務委託も可能であり、特定の市町村においてその取扱いが認めら
れた場合は、その旨を他の市町村に周知する。

H26 834 11_その他 一般市 三鷹市 総務省、法務省 B　地方に対す
る規制緩和

(総務省関係）平成20年3月31日付
総行市第75号、総行自第38号、総
税企第54号「住民基本台帳関係の
事務等に係る市町村の窓口業務に
関して民間事業者に委託することが
できる範囲について」、平成20年9
月9日付総務省自治行政局市町村
課事務連絡「住民基本台帳関係の
事務等に係る市町村の窓口業務の
民間委託に関する質疑応答につい
て」
（法務省関係）平成25年3月28日付
法務省民一第317号「戸籍事務を
民間事業者に委託することが可能
な業務の範囲について（通知）」

住民基本台帳関係事務及び
戸籍事務に係る証明書等の
交付に係る規制緩和

住民票の写しや戸籍等抄本などの証明書等の交付については、
本人等が取得する場合には、交付・不交付の決定や請求内容等
の審査においても困難でないと考えられるため、証明書等の交付
において交付・不交付の決定や請求内容の審査を民間事業者が
行うことができるようにしていただきたい。

証明書等の交付については、自動交付機やコンビニ交付も普及している状況である。
異例ないし困難な事例については、職員が決定や審査を行うこととし、平易な事案については委託することが可能と考える。

H26 835 11_その他 一般市 三鷹市 総務省 B　地方に対す
る規制緩和

平成20年3月31日付総行市第75
号、総行自第38号、総税企第54号
「住民基本台帳関係の事務等に係
る市町村の窓口業務に関して民間
事業者に委託することができる範囲
について」

住民基本台帳関係事務にお
ける委託事業者によるコミュ
ニケーションサーバ端末の
操作に係る規制緩和

民間事業者が住民基本台帳事務に関してコミュニケーションサー
バ端末の操作は認められないとされているが、民間事業者による
操作も可能としていただきたい。

住民基本台帳カードを利用した証明書等のコンビニ交付の普及などにより、現在、住民基本台帳カードの利用が伸びている。住民
基本台帳カードの継続利用やコンビニ交付等の手続は住民異動の手続に併せて申請されることが多く、窓口業務の委託を行って
いる市政窓口等の施設においては、コミュニケーションサーバ端末（以下「CS端末」という。）の操作を職員が行わなければならない
ことから、手続に来られた市民をお待たせすることにもつながりかねない状況となっている。
セキュリティに関しても平成26年５月以降は、全国の自治体においてCS端末の生態認証が導入されるなど、操作ログも適正に管理
されている。
CS端末の操作を受託事業者においても使用可能とすることで、住民サービスの向上や内部事務の効率化につながるものと考える。

H26 836 09_土木・建築 一般市 三鷹市 国土交通省、環境
省

B　地方に対す
る規制緩和

下水道法第22条 公共下水道の設計者等の資
格制度の条例委任について

公共下水道を設置、改築する場合の設計者及び工事の監督管
理者、維持管理を行う者の資格を条例に委任し、より地域の実情
に応じた資格の設定を可能とする。

公共下水道を設置、改築する場合の設計者及び工事の監督管理者、維持管理を行う者の資格について下水道法第22条で定めら
れているが、職員の配置については、各自治体における人事や人財育成方針等に基づき実施され、職員採用や人事任用制度も
あり、当該観点のみの職員配置は難しい状況にある。
また、職員の在職年数が長くなりがちになり、新たな職員が配置できず技術の伝承に支障をきたしている。

６【国土交通省（９）】【環境省（１）】
下水道法（昭33法79）
公共下水道又は流域下水道の設計若しくは工事の監督管理又は維持管理を行
う者の資格要件（施行令15条及び15条の３）のうち技術上の実務従事経験につい
て、下水道管理をめぐる状況の変化に鑑み、下水道以外の一定のインフラに関
する経験を算入できるようにするとともに、下水道に関する経験を緩和する方向で
検討を行い、平成27年中に必要な措置を講ずる。

H26 837 09_土木・建築 一般市 三鷹市 国土交通省 対象外 特定優良賃貸住宅の供給の促進
に関する法律第2、3、5、8、9、10、
11、19条

特定優良賃貸住宅に関する
権限移譲の見直し

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るため
の関係法律の整備に関する法律によ
る特定優良賃貸住宅（都民住宅）に関する権限について、東京
都に移譲するよう要望する。

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律は、中堅所得者の居住の安定を図ることを目的としているが、現在、中堅所得者層
が通勤等により移動する範囲は複数区・市に渡っており、優良賃貸住宅の建設にあたっては、各区・市等の小さな地域内ではなく、
都・県等の大きな地域内での全体的住宅事情を考慮した供給計画の作成が必要である。今回の権限移譲により供給計画の認定権
限その他が各区・市になったことにより、周辺区・市等全体の配置状況などを把握しないまま認定されることになり、目的に沿った効
率のよい住宅建設計画の作成・認定が困難になった。また、既存の特定優良賃貸住宅の大半は都・県の管理によるものであり、区・
市管理によるものは少ない。そのため供給計画変更認定や地位承継の承認等、事業者から都・県を経て区・市に申請されるものが
多数であり、区・市に権限が移譲されたことによる事務効率の改善は図られず、区・市の負担のみ増加する結果となった。また、都・
県が自ら管理する特定優良賃貸住宅に係る地位承継の承認等の事務を行う事は必然であり、適切な管理につながるものと考える。
したがって、都・県が管理する特定優良賃貸住宅に係る供給計画変更の認定や地位承継の承認等の権限は都・県に戻すことを強
く要望する。
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H26 838 06_環境・衛生 一般市 三鷹市 厚生労働省 対象外 水道法37条、39条の３、48条の２な
ど

水道法に関する権限移譲の
見直し

地域主権改革一括法(第2次）において基礎自治体に権限移譲さ
れた専用水道、簡易水道に関する事務権限について、東京都に
移譲するよう要望する。

権限移譲された市の専用水道、簡易水道に関する事務については、東京都が水道事業を一元的に行っていることから、地方自治
法に基づき東京都に事務委託をしている。事業主体である基礎自治体には、専門知識を有する職員がいないことなどから、東京都
に委託料を支払い、年度の事業報告を受けているのが現状である。また、三鷹市は、地方交付税の不交付団体であることから、財
源保障がされていない。事業の実施にあたっては、住民生活に支障を来すことなく、効率的に実施されることが求められることから、
事業主体と権限が一致していることが望まれる。
このほか、飲用井戸等衛生対策要領に関する事務についても市が実施することとされ、東京都に事務委託をしている。こうしたこと
から、水道法及び飲用井戸等衛生対策要領に関する専用水道等事務については、東京都に権限移譲するよう要望する。

H26 839 01_土地利用（農
地除く）

町 茨城町 国土交通省 A　権限移譲 都市計画法第１５条第１項 区域区分に関する都市計画
の決定権限に係る市町村へ
の移譲

区域区分に関する都市計画決定権限を市町村へ移譲する。
現在、都市計画法第１５条第１項に基づき都道府県が区域区分
の指定を行っている。これを市町村が主体性をもって地域の実情
に合わせた運用がきるように所要の措置を求めます。

【本町の可能性】
本町は、県都水戸市の南に位置しており、北関東自動車道、東関東自動車道の２本の高速道路及び３つのインターチェンジといっ
た高規格道路網の整備を中心に優れた都市的機能を有し、さらに大洗港やひたちなか港、そして平成２２年３月に開港した茨城空
港など、陸、海、空の交通アクセスに恵まれたポテンシャルの高い町として、県央地域の枢要な地位を占めつつあります。
【制度改革の必要性】高度成長期につくられてきた市街化区域や用途地域の指定が現在、産業の振興や活性化を図る上でのひと
つの障壁になっています。近年の社会経済情勢下で徐々に増加している空き地などの土地活用が円滑に進まず、土地を有効に活
かすことができなくなっています。都市計画法第１５条第１項の定めにより町に区域区分の決定権がないため、土地の取得希望者が
現れても用途指定があるために期待する目的に使用できない、町内に定住を希望する者がいても家を建てられないため町外に出
ることを黙認しているほかないという問題があります。かつて、効果的利用と乱開発の防止を目的として定められ有効に機能していた
制度が、時代背景が１８０度変わった今日ではむしろまちづくりや土地活用上の大きな足かせになっているのが現実です。これは紛
れもなく町にとっての大きな損失です。
【制度改革の効果】貴重な公共資産である土地の活用を適正かつ円滑に行いながら、地域の活性化を図る土地政策を行うことが可
能になる。
【まとめ】
ついては、本町の市街化区域指定や用途地域指定の見直し、又は廃止について大幅な規制緩和を要望いたします。

H26 840 10_運輸・交通 都道府県 愛媛県 国土交通省 対象外 道路運送車両法第67条第1項、自
動車登録令第19条

租税債権者の自動車の所有
権移転代位登録

租税債権者が自動車の所有権移転代位登録を行うことができる
よう、具体的に、以下の法改正を求めるものとする。
①　自動車検査証の記載事項の変更を使用者たる租税債権者
の意思に依らずに行うことができる旨の規定の創設（道路運送車
両法第67条関係の改正）
②　前記①に基づき、租税債権者から請求があった場合、留保
権者は、「譲渡証明書」、「印鑑証明書」等、代位原因証明書類
の提出を義務付ける規定の創設（自動車登録令第19条の改正）

　所有権留保のある自動車で割賦販売代金が完済された場合には、留保の原因が消滅し自動車の所有権は留保権設定者である
使用者に移転することになるが、一般的には、道路運送車両法に規定する移転登録がなされず、登録されている所有権留保は解
除されないことが多い。県税滞納者がこのような自動車の使用者である場合は、当該自動車に対して国税徴収法第71条に規定する
自動車の差押えをしても、所有者（留保権者）と使用者（滞納者）で登録上の名義が異なるため、国土交通省運輸支局に対して、第
三者対抗要件である差押登録の嘱託を行うことができない。
　自動車登録令第19条では、所有権移転登録について債権者代位による申請を規定しているが、運輸支局において差押登録を
するためには、次の手続を経る必要があるとされており、②の委任状の入手が極めて困難であるため、債権者代位による移転登録
が事実上不可能となっている。
①　「変更登録申請」と「自動車検査証」の記入申請は同時に行わなければならない。（道路運送車両法第12条）
　・　所有者の氏名・住所等について15日以内に変更（道路運送車両法第12条）
　・　15日以内に、上記変更登録について自動車検査証の記入（道路運送車両法67条）
②　租税債権者が①の手続きを行う場合、滞納者からの委任状を入手する必要がある。
③　租税債権者が移転登録を代位する場合に、留保権者（所有者）から「譲渡証明書」「印鑑証明書」等を入手する必要がある。

　自動車税の滞納案件は非常に多く、課税客体となる自動車の差押は県税の滞納整理において大きなウエイトを占めているが、上
記のことが自動車差押の阻害要因となっており、また、税徴収における公平性の問題もあるため制度等の見直しが必要である。
　滞納者の意思によらずに租税債権者である県が、差押自動車の所有権移転代位登録を行うことができ、納税の公平性確保、徴
収金の確保が図られる。

H26 841 10_運輸・交通 都道府県 愛媛県 国土交通省 対象外 道路運送法第82条 過疎地域における人・物の
効率的な輸送に向けた規制
緩和

過疎地域等において、旅客及び貨物を効率的に運送できるよう、
道路運送法等の弾力的な運用を可能とする。
①自家用有償旅客運送についても、事業者運行のバスと同様
に、有償・無償を問わず少量の貨物運送を可能とする。
②旅客予約の無いデマンド運行便での貨物のみの運送を可能と
する。

　過疎地等における市町村バスやＮＰＯ等による有償運送である自家用有償旅客運送については、「旅客の運送に付随して、少量
の郵便物、新聞紙その他の貨物を運送することができる。」とする道路運送法上の規定が適用されないため、事業者運行バスと同
程度の輸送サービス（有償・無償を問わず少量の貨物運送）ができない。
　また、旅客の効率的な輸送手段であるデマンド運行（予約がある場合のみ運行する形態）においては、（事業者バス、自家用有償
旅客運送車両ともに）旅客予約の無い便での貨物のみの運送はできないと解されている。
　山間部から「道の駅」まで、高齢者の生きがいづくりの一環として農産物等の輸送ニーズがあり、これに対応するため、地域内を走
る既存の旅客運送車両を活用したいが、現行制度では、車両を有効に活用することができない。
　自家用有償旅客運送車両では、(旅客の運送に付随する)定期路線運行であっても、貨物の運送を有償で行うことはできないこと
から、農産物等の輸送のための料金を設定することはできない。
　デマンド運行の朝１便目で農産物等を道の駅まで出荷したいが、旅客予約が無い便で貨物のみ運送することが現行では認められ
ていないことから、毎日必ず出荷できるとは限らない。

　過疎地域等における貨物も含めた効率的な運送が可能となる。また、限られた車両の有効活用が図られる。

H26 843 10_運輸・交通 都道府県 愛媛県 国土交通省 対象外 （法令）道路運送法第78条、道路運
送法施行規則第48条ほか
（通達等）過疎地有償運送の登録
に関する処理方針について　ほか

自家用有償旅客運送事業の
事務権限の移譲に合わせた
運用ルールの緩和

自家用有償旅客運送について、当該運送形態に頼らざるを得な
い地域の実情を踏まえた運用ルール等の緩和を求める。

　中山間地域や島嶼部等においては、採算性の点から交通事業者参入が期待できない地域が存在し、このような地域においては、
自治体やＮＰＯ法人が運行する自家用有償旅客運送が行われている。
　自家用有償旅客運送の登録には、その前提としてＮＰＯ等の法人格のある団体を設立する必要があるが、高齢者の多い過疎地
域等では、登録の条件である法人格のある団体を地元住民で設立すること等は難しく、また、自家用有償旅客運送の登録手続きも
煩雑でハードルが高い。
　例えば、バス事業者に加え、タクシー事業者の参入も見込めない限定された地域内における住民の足の確保のための一つの手
法として、地域通貨を活用した住民相互活動による運送形態についても、燃料費の負担や事業の反復性の度合いによっては、現
行制度上では、自家用有償旅客運送としての登録が必要となる。
　制度を活用できる地域が広がることが想定され、特に過疎地域等における地域交通の課題解決に向けた取組みへの支援となる。
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H26 844 07_産業振興 都道府県 愛媛県 経済産業省 A　権限移譲 液化石油ガスの保安の確保及び取
引の適正化に関する法律第3条1
項、第3の2第3項、第8条、第10条
第3項、第13条第2項、第16条第3
項、第16条の2第2項、第19条第2
項、第21条第2項、第22条、第23
条、第25条、第26条、第26条の2、
第29条第1項、第32条第2項、第33
条第2項、第35条第1項、第35条の
2、第35条の3、第35条の4（第8条、
第10条、第23条）、第35条の6第1
項、第35条の7、第35条の10、第82
条第1項、第83条第1項（液化石油
ガス販売事業者に係るもの）及び第
2項、規則第132条、規則第133条

液化石油ガス販売事業者の
登録等の市町村への権限移
譲

液化石油ガス販売事業者の登録等の事務について、効率的・効
果的な事務が可能となるよう、以下のとおりとする。

現在は、同じ都道府県内に事業所を設置する販売事業者でありながら、県域内のみに事業所を設置する販売事業者に対して都道
府県は指導できるが、県域をまたがって事業所を設置している販売事業者は国所管であり都道府県では指導できない二重行政と
なっている。
さらには、液化石油ガス販売事業者の登録等の事務は、基礎自治体が所掌する消費者行政や消防行政との関係が深く、これらと
連携して対応することが有効であるものの、現在、当該事務は県（一部国）が所管しており、効率的・効果的な行政運営の妨げとなっ
ている。例えば、事故の届出については、国所管の事業所であっても、販売店の所在する都道府県に届出することになっているな
ど、事務処理が混乱するおそれが指摘されている。
本業務に従事する国の人件費、組織維持の経費が不要となる。また、地域の事業所は地域で統一した指導をすることができる。
一般消費者や地域店舗に最も近い基礎自治体で指導等を行うことにより、効率的な行政運営が可能となる。また、火災事故等の際
に、消防を所管する基礎自治体の方がより密に消防と連携を図ることができる。
なお、現在、本県が所管する事業者数は約400事業所。このほか、複数の県域に跨る事業所として国が所管するものは県内に約10
事業所。

H26 845 07_産業振興 都道府県 愛媛県 経済産業省 A　権限移譲 電気工事業の業務の適正化に関
する法律第3条第1項、第3項、第6
条、第7条第1項、第8条、第9条第2
項、第10～12条、第14～16条、第
17条第2項、第17条の2、第17条の
3、第27条第1項、第4項、第28条、
第29条、第30条第1項、第2項、第
33条、第34条第2～6項

電気工事業者の登録等の市
町村への権限移譲

電気工事業者の登録等の事務について、効率的・効果的な事務
が可能となるよう、以下のとおりとする。
① 事業者が県域をまたがって複数の事業所を設置している場合
の国が所管する仕組みを見直し、事業所単位で地方自治体が所
管できるようにする。
② 電気工事業者の登録等の事務は、基礎自治体が所掌する消
費者行政や消防行政との連携という観点から、適宜、県から基礎
自治体への権限移譲を行い、事業所の所在する基礎自治体が
所管させるとともに、届出についても、基礎自治体に行うこととす
る。

現在は、同じ都道府県内に事業所を設置する電気工事業者でありながら、県域内のみに事業所を設置する電気工事業者に対して
都道府県は指導できるが、県域をまたがって事業所を設置している電気工事業者は国所管であり都道府県では指導できない二重
行政となっている。
さらには、電気工事業者の登録等の事務は、基礎自治体が所掌する消費者行政や消防行政との関係が深く、これらと連携して対
応することが有効であるものの、現在、当該事務は県（一部国）が所管しており、効率的・効果的な行政運営の妨げとなっている。例
えば、国所管の事業所によるオール電化切替工事に伴うトラブルが発生した場合であっても、直接、調査や指導を行えないといっ
たことが指摘されている。
本業務に従事する国の人件費、組織維持の経費が不要となる。また、地域の事業所は地域で統一した指導等することができる。
 一般消費者や地域店舗に最も近い基礎自治体で指導等を行うことにより、効率的な行政運営が可能となる。また、火災事故等の
際に、消防を所管する基礎自治体の方がより密に消防と連携を図ることができる

H26 846 06_環境・衛生 都道府県 愛媛県 環境省 B　地方に対す
る規制緩和

廃棄物の処理及び清掃に関する法
律第14条第１項、同条第２項、第14
条の２第１項、第14条の４第１項、同
条第２項、第14条の５第１項

複数の都道府県にまたがる
産業廃棄物収集運搬業等の
許可に係る規制緩和

産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の
事業範囲が複数の都道府県にまたがる場合(積替え保管施設が
ない場合に限る）は、主たる事務所を所管する都道府県が許可
することとし、その情報を関係都道府県が共有するシステムを構
築すべきである。
なお、積替保管施設を有する場合は、保管基準への適合状況の
確認や不適正保管に対する指導の観点から、従来どおり各都道
府県等が許可を行うこととする。

事業者にとれば、自治体ごとに許可を要するため、事業範囲が複数の都道府県にまたがる場合、それぞれの都道府県ごとに許可
を要するため、事務手続や経費にかかる負担が大きい。

事業者にとって、書類作成に係る業務負担及び経費(手数料)の削減が図られる。また、県にとっても、事務負担の軽減が図られる。

（参考）
１　許可件数（平成22年度）
　(1) 産業廃棄物収集運搬業　　1,473件
　　　　（うち県外業者で積替保管施設なし　349件）
　(2) 特別管理産業廃棄物収集運搬業　　　220件
　　　　（うち県外業者で積替保管施設なし　　93件）
２　事務手数料
　　　・産業廃棄物収集運搬業の許可申請手数料　　　　81,000円/件
　　　・産業廃棄物収集運搬業の許可更新申請手数料　73,000円/件
　　　・産業廃棄物収集運搬業の変更許可申請手数料　71,000円/件
　　　・特別産業廃棄物収集運搬業の許可申請手数料　　　　81,000円/件
　　　・特別産業廃棄物収集運搬業の許可更新申請手数料　74,000円/件
　　　・特別産業廃棄物収集運搬業の変更許可申請手数料　72,000円/件

６【環境省】
（２）廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭45法137）
（ⅰ）産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可（14条
１項及び14条の４第１項）については、当該業を行おうとする区域を管轄する都道
府県等ごとに許可を要することとされている現行制度において、欠格要件該当性
等の審査に必要な情報を許可主体間で共有し、審査に係る行政の事務負担の
軽減を図るため、現行の産業廃棄物行政情報システムの充実・改善を行う。

H26 847 03_医療・福祉 都道府県 愛媛県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

医療法第30条の4第5項 基準病床数算定における都
道府県独自加減算方式の導
入

基準病床数について、都道府県が独自に加減可能とすることで、
基準病床を超えている地域でも、臨機に地域医療ニーズに応じ
た病床を整備する。

【支障事例】
基準病床数は全国一律の算定方式で定められているため、地域に必要な病床の適時適切な整備に支障をきたしているのが現状
である。また、基準病床超過を理由に、高度ながん医療を提供する病床や緩和ケアなど地域に必要な病床の整備が困難になって
いる。
【改正の必要性】
義務付け・枠付けの第４次見直しの際、全国知事会が基準病床数を都道府県において独自に加減が可能となるようにすべきと提案
し、厚生労働省から適当でないと回答があったものの、地域の医療ニーズに即応するため、地域の現状を知る知事の判断で病床を
加減できるようにする必要がある。
【改正による効果】
地域で真に必要な病床が臨機に整備できる。

［再掲］
６【厚生労働省】
（３）医療法（昭23法205）
（ⅰ）医療計画に定める基準病床数制度（30条の４第２項12号）については、都道
府県における地域医療構想の策定・運用状況を共有しつつ、今後の医療需要の
増大や地域ごとに異なる実情を踏まえた医療提供体制の在り方について検討を
進める。

H26 848 03_医療・福祉 都道府県 愛媛県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

医療法施行令第5条の4第2項 特例病床許可に係る厚生労
働大臣同意の廃止

特例病床許可に係る厚生労働省同意の廃止し、知事判断で特
例病床の許可を行う。

【支障事例】
特例病床とは、病床制限の例外措置であり、病床過剰により病床の新・増設が制限される場合であっても、更なる整備が必要な一
定の病床数を、基準病床数に加えて病院開設・増床の許可を行うことができる（法第30条の４第８項）制度であるが、厚生労働大臣
の同意を必要とするため、地域の実情に合わせた迅速な対応に支障をきたしている。
【改正の必要性】
義務付け・枠付けの第４次見直しの際、全国市長会が、特例病床許可に係る厚生労働省同意の廃止を提案し、厚生労働省から適
当でないと回答があったものの、地域の実情に合わせた迅速な対応を行うため、地域の現状を知る知事の判断で病床許可できるよ
うにする必要がある。
【改正による効果】
地域で真に必要な病床が臨機に整備できる。

［再掲］
６【厚生労働省】
（３）医療法（昭23法205）
（ⅰ）医療計画に定める基準病床数制度（30条の４第２項12号）については、都道
府県における地域医療構想の策定・運用状況を共有しつつ、今後の医療需要の
増大や地域ごとに異なる実情を踏まえた医療提供体制の在り方について検討を
進める。
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H26 849 03_医療・福祉 都道府県 愛媛県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

介護保険法第41条第４項、指定居
宅サービスに要する費用の額の算
定に関する基準（厚生省告示）第２
号、厚生労働大臣が定める一単位
の単価（厚生労働省告示）等

介護サービスの地域間格差
の是正

市町村と協議の上、都道府県において、介護報酬単価の上乗せ
設定を可能とする制度の創設により、離島等過疎地域への介護
サービス事業者の誘導等を図る。

【支障事例】
現行制度では、人件費などの地域差を適正に反映させるために、全国を7つの地域区分（単位：10円～11.26円）に分類し、都市部
においては、その区分ごとに介護報酬単価が割り増しされているが、愛媛県の市町は全て同一の区分に属しているため、介護報酬
単価は愛媛県下で統一（1単位10円）されている。
愛媛県内の都市部とそれ以外の地域では、介護サービスの集積度に差があり、同じ要介護度で認定されても受けられるサービスに
違いが生じている。
　例：①デイサービス事業所の分布状況（事業所数）
　   　→多い順：松山市（178）、宇和島市（52）、新居浜市（48）
　　　 →少ない順：松野町（3）、上島町・久万高原町・砥部町・伊方町（5）
  　　 ②認知症対応型共同生活介護事業所（グループホーム）の分布状況（事業所数）
　　　 →多い順：松山市（111）、新居浜市（28）、今治市（24）
　　　 →少ない順：上島町（0）、松野町（1）、伊方町・鬼北町（3）
また、離島地域は、介護サービスに係る経費が割高で人材の確保が困難であることから、現行制度の範囲内で加算を行っているに
もかかわらず、事業者の参入が進まないため、十分なサービス量が確保されていない。
【制度改正の必要性】
このため、中山間や離島など条件不利地域においては、介護事業者が進出するインセンティブとし、介護報酬単価の上乗せ設定を
可能とする制度の創設により、離島等過疎地域への介護サービス事業者の進出が容易となることや、県内のどの地域においても同
等のサービスが受けられるようになり、サービスの不平等感の解消が図られるとともに、地域の実情に合った介護サービスの提供が
可能となる。
具体的には、「厚生労働大臣が定める一単位の単価（厚生労働省告示）」に、都道府県及び市町村との協議の上「地域の実情に合
わせて単価の設定ができる」旨の例外規定を追加する。

H26 850 03_医療・福祉 都道府県 愛媛県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

介護保険法第41条
指定居宅サービスに要する費用の
額の算定に関する基準別表６等

介護サービス事業者及び利
用者における要介護状態改
善への意識向上

更新認定等において要介護度が改善した場合に、サービス事業
者にインセンティブが働く仕組み（例えば介護報酬加算や一時金
など介護保険に成功報酬を導入）をつくるとともに、サービス利用
者には次回更新までの自己負担額の軽減措置等を図る。

【支障事例】
介護保険サービスは、要介護状態や要支援状態の軽減又は悪化の防止に役立つよう提供されなければならないが、以下のような
ことが指摘されている。
①サービス事業者は、要介護状態の悪化すると、結果として介護報酬が増えることがあり、要介護状態の軽減等に向けた意識が働
きにくい。
　具体例１：通所介護（デイサービス　通常施設、７～9時間利用の場合）における要介護度の改善
　　（要介護度３）9,440円／1回　－改善→　（要介護度２）8,170円／1回　　　（差額）△1,270円／1回
　具体例２：介護度が改善した者の割合が低い
　　平成24年度介護度：前回より高くなった者28.3％、前回と変わらなかった者64.3％、前回より低くなった者7.4％
②居宅サービスの利用者は、要介護度が改善すると、利用できるサービスの量（区分支給限度額）が下がることになり、従前のサー
ビスの利用を継続できなくなることへの不満や不安を抱くことが多い。
　　（要介護度３）269,310円／月　－改善→　（要介護度２）196,160円／月　　　（差額）73,150円／月
【制度改正の必要性】
そこで、更新認定等において要介護度が改善した場合に、サービス事業者には、介護報酬加算や一時金など介護保険に成功報
酬を導入をつくるとともに、サービス利用者には、次回更新までの自己負担額の軽減措置等を図るといった、インセンティブが働く
仕組みを提案するものである。
【効果】
この提案が実現した場合、次の効果が発現すると考える。
１　サービス事業者において、要介護度改善の実績をアピールすることにより、信頼向上につなげることができるほか、事業者間の
競争によるサービスの質の向上も期待
２　サービス利用者において、要介護度改善や自立した生活に戻ることへの意識向上
３　要介護度改善者の増加による介護給付費の抑制と要介護度が改善することへの苦情の減少

H26 851 07_産業振興 都道府県 愛媛県 経済産業省、農林
水産省

A　権限移譲 中小企業者と農林漁業者との連携
による事業活動の促進に関する法
律第４条

農商工等連携促進法に基づ
く計画認定等の事務及び財
源の都道府県への移譲

農商工連携の促進及び地域の実情や事業者等のニーズを踏ま
えた支援を行うため、現在、国が行っている事業計画の認定や補
助金の採択の権限及び財源を地方へ移譲する。

農商工連携は、異なる産業間の連携により新たなビジネスチャンスに取り組むものであり、これまでの相談事例からも、事業展開の
初期段階から支援することが必要である。しかしながら、国の事業計画認定においては、新商品の開発等が完成品に近い段階まで
進んでいることなどが要件となっているとともに、地域性や事業者の二ーズ等が考慮することなく全国一律に評価していることから、
事業者が申請を断念するケースが散見される。
全国を見据えた視点についても、現地、連携体の現状を掌握している県などの地域行政の判断（審査会等や専門家の意見照会
等）が必要である。
認定要件「新商品（新規性）」「有機的連携」「経済資源の有効活用」の審査については、農商工連携ファンド事業等においても判断
基準としており、県段階で情報を有していることから、県段階で審査実施することで情報の精度が高まる。
認定件数が年間0件の都道府県は、現場での事業推進、認識等の低さ等問題を抱えている背景もあり、県に計画認定や補助金採
択の権限を移管することで、連携事業者の掘り起し等につなげることができる。
（参考）
認定数Ｈ26..2.3現在　全国　計画認定626件、都道府県平均13.3件（愛媛県18件）、最少認定4件（佐賀県、長崎県）、最多認定
45件（愛知県）
愛媛県内計画認定者のうち、補助事業者実施　11/18件
年度別　農商工等連携事業認定数
Ｈ20（176件）、Ｈ21（184件）、Ｈ22（65件）、Ｈ23（60件）、Ｈ24（60件）、Ｈ25（67件）
農商工連携ファンドや６次産業化事業の採択が増加しているのに対し、減少している。地域とのつながりや事業ＰＲが弱い。
県等が実施している農商工連携の促進に向けた各種支援事業との一体的な実施が可能となり、より効果的な支援につながる。

［再掲］
４【農林水産省（９）】【経済産業省（18）】
中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律（平20法
38）（農林水産省と共管）［再掲］
（ⅰ）農商工等連携事業計画の認定（４条１項）については、都道府県に対し、事
業実施主体から提出された当該計画の認定に関する情報提供を行うとともに、法
認定取得後の事業化状況について都道府県と連携して事業化に向けた指導及
び助言を行うなど、都道府県との連携強化を図る。
（ⅱ）農商工等連携事業計画の認定事業者に対する補助（農商工等連携対策支
援事業）については、国と都道府県の連携強化を図るため、都道府県に対し、支
援要件等の公募に関する情報提供を行う。

H26 852 07_産業振興 都道府県 愛媛県 経済産業省（資源
エネルギー庁）

A　権限移譲 電源立地地域対策交付金交付規
則第3条、第19条

電源立地地域対策交付金交
付規則における事業採択及
び交付額配分等の都道府県
への移譲

電源立地地域対策交付金における事業の採択や交付額の配分
などの権限を都道府県に移譲する。

現行制度は、膨大な国への申請処理があり、また採択事業が限定されていること及び一旦国へ事業計画を提出した後の変更手続
に柔軟性を欠くなど、地方の自由裁量を尊重した制度スキームとはなっていない。
現行制度上、事業費の30％以上の増減がある場合には、それが入札減少金によるものであっても、事業内容の変更について、大
臣承認が必要とされ、事務手続が煩雑となっている。
電源立地地域対策交付金交付規則第19条第3号に規定する交付金事業の変更承認申請について、入札減少金の発生に伴うもの
などについては県の裁量とするよう権限を移譲する。
変更承認申請の省略化及び入札減少金等の余剰財源について、他の行政需要事業への県の裁量による充当を行った上で、実績
報告により額を確定する。
煩雑な事務手続が軽減され、使い勝手の良い制度となる。

６【経済産業省】
（８）発電用施設周辺地域整備法（昭49法78）
電源立地地域対策交付金における入札による金額の減少については、減少額が
交付対象経費の30％未満の場合にも、変更承認申請（電源立地地域対策交付
金交付規則（平16文部科学省・経済産業省告示２）19条３号）及び新たな交付申
請（同規則17条１項）が可能であることを、地方公共団体に通知する。

H26 853 07_産業振興 都道府県 愛媛県 経済産業省（資源
エネルギー庁）

A　権限移譲 石油貯蔵施設立地対策等交付金
交付規則第3条、第11条、

石油貯蔵施設立地対策等交
付金交付規則における事業
採択及び交付額配分等の都
道府県への移譲

石油貯蔵施設立地対策等交付金における事業の採択や交付額
の配分などの権限を都道府県に移譲する。

現行制度は、膨大な国への申請処理があり、また採択事業が限定されていること及び一旦国へ事業計画を提出した後の変更手続
に柔軟性を欠くなど、地方の自由裁量を尊重した制度スキームとはなっていない。
当交付金は石油貯蔵施設の設置の円滑化に資することを目的とするものであるが、交付対象事業は公共用施設の整備に限定され
ていることから、その他の行政需要には充当できない。
石油貯蔵施設立地対策等交付金交付規則第3条に規定する交付対象経費（公共用施設の整備費用）について、県が必要と判断
する経費に充当できるよう権限を移譲する。
交付対象を公共用施設の整備に限定しない制度設計とする。
煩雑な事務手続が軽減され、使い勝手の良い制度となる。
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H26 854 07_産業振興 都道府県 愛媛県 経済産業省（資源
エネルギー庁）

A　権限移譲 原子力発電施設立地地域共生交
付金交付規則第3条、第9条

原子力発電施設立地地域共
生交付金交付規則における
事業採択及び交付額配分等
の都道府県への移譲

原子力発電施設立地地域共生交付金における事業の採択や交
付額の配分などの権限を都道府県に移譲する。

現行制度は、膨大な国への申請処理があり、また採択事業が限定されていること及び一旦国へ事業計画を提出した後の変更手続
に柔軟性を欠くなど、地方の自由裁量を尊重した制度スキームとはなっていない。
当交付金は県が作成する地域振興計画に基づき、交付されるものであるが、入札減少金が生じ、執行額が事業ごとの計画額を割り
込んだ場合には、他の行政需要事業に充当できず、交付限度額どおりの交付が受けれない。
原子力発電施設立地地域共生交付金交付規則第3条第3項に規定する大臣の承認が必要な地域振興計画の策定や変更につい
て、県の裁量で策定や変更ができるよう権限を移譲する。
地域振興計画の策定・変更について、国の承認を不要とし、届出制などとする制度設計とする。
煩雑な事務手続が軽減され、使い勝手の良い制度となる。

H26 855 07_産業振興 都道府県 愛媛県 経済産業省（資源
エネルギー庁）

A　権限移譲 核燃料サイクル交付金交付規則第
3条、第8条

核燃料サイクル交付金交付
規則における事業採択及び
交付額配分等の都道府県へ
の移譲

核燃料サイクル交付金における事業の採択や交付額の配分など
の権限を都道府県に移譲する。

現行制度は、膨大な国への申請処理があり、また採択事業が限定されていること及び一旦国へ事業計画を提出した後の変更手続
に柔軟性を欠くなど、地方の自由裁量を尊重した制度スキームとはなっていない。
当交付金は県が作成する地域振興計画に基づき、交付されるものであるが、入札減少金が生じ、執行額が事業ごとの計画額を割り
込んだ場合には、他の行政需要事業に充当できず、交付限度額どおりの交付が受けれない。
核燃料サイクル交付金交付規則第3条第3項に規定する大臣の承認が必要な地域振興計画の策定や変更について、県の裁量で
策定や変更ができるよう権限を移譲する。
地域振興計画の策定・変更について、国の承認を不要とし、届出制などとする制度設計とする。
煩雑な事務手続が軽減され、使い勝手の良い制度となる。

H26 856 07_産業振興 都道府県 愛媛県 経済産業省（中小
企業庁）

対象外 大規模小売店舗立地法第６条第２
項、同条第３項、同条第４項

大規模小売店舗立地法に基
づく駐車場収容台数変更手
続の緩和

大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針
に基づく必要駐車台数を確保した上での収容台数の変更など、
周辺地域の生活環境に重大な影響を与えない変更については、
８か月の変更制限を廃止する。

駐車場の収容台数を減少させる場合、「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」に基づく必要駐車台数を
満たした範囲内の変更のときでも、地元説明会や騒音調査などの手続が必要で、かつ８か月の期間を要する。
自治体において当該届出に係る意見を有しない旨を届出者に通知した場合は、大規模小売店舗立地法第８条５項に基づき、その
時点で８か月制限が解除されるものの、当該通知を行うまでの間、届出の縦覧手続き等により少なくとも４か月の期間を要するため、
事業者が月極駐車場や借地駐車場を確保している場合は、その期間については、費用を負担することとなる。
事務手続に関する小売業者の負担が軽減される。

H26 857 07_産業振興 都道府県 愛媛県 経済産業省 B　地方に対す
る規制緩和

工場立地法第８条第１項、同法施
行規則第９条

工場立地法に基づく緑地面
積に係る変更届出に関する
規制緩和

一定面積以上の緑地を整備している場合であって、緑地の移設
（新たな設備投資に伴う緑地の削減も含む。）に伴う緑地面積の
減少が一定割合以下である場合（周辺地域の生活環境の保持に
支障を及ぼすおそれがない場合に限る。）は、軽微な変更に該
当するものとして変更届出の対象から除外する。
なお、緑地整備の適切な推進を図り、周辺地域の生活環境を保
持する観点から、既整備緑地面積の大きさ要件、減少面積率の
要件については、都市計画法上の用途地域等に照らし、地域区
分ごとに設定する（国の助言に基づき、県又は市が独自に設定
できるようにする）。

工場立地法では一定規模以上の工場に対して、敷地面積に対して国が定める比率（県又は市が別途定める場合はその比率）以上
の緑地を整備することが義務付けられており、現在、軽微な変更にあたるものとして、変更届出の対象から除外されているのは次の
場合のみである。
①周辺地域の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがない場合であって、緑地の移設により緑地面積が減少しない場合、
②保安上その他やむを得ない事由により速やかに削減する必要がある場合であって、減少する緑地面積が10㎡以下の場合
本法の規制趣旨が地域の生活環境との調和であることを踏まえると、大規模な緑地が整備されている工場や周辺に住居がない森
林に囲まれた工場などに対しても一律に取り扱う現在の規定は過剰な規制となっている。
工場立地法に基づく特定工場を設置する企業に対し、事務手続きを簡素化することによって新たな設備投資の円滑化を図ることが
できる。
また、同時に行政の事務コストを削減することができる。
（具体的事例は別紙のとおり）

６【経済産業省】
（５）工場立地法（昭34法24）
緑地面積の減少に係る軽微な変更（施行規則９条６号）の範囲については、規制
の基準の在り方や具体的な支障事例を踏まえた上で検討を行い、その結果に基
づいて必要な措置を講ずる。

H26 858 02_農業・農地 都道府県 愛媛県 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

野菜生産出荷安定法施行規則第２
条

野菜価格安定対策事業にお
ける共同出荷割合の見直し

中山間地域や条件不利地域の野菜産地に適応した独自の制度
設計による価格保証が行えるよう、共同出荷割合に係る国の一
律の要件を弾力化する。

指定野菜価格安定事業の対象については、野菜生産出荷安定法第４条に基づき、種類、面積、共同出荷割合（農協等の共同出
荷組織による出荷数量の全出荷数量に対する割合で2/3又は1/2）が設定されているが、本県の野菜の多くは、急傾斜地や中山間
地で生産されており、一律のまとまり要件を満たすことが難しく、指定産地数は、平成15年度26産地あったが、26年度には17産地と
大幅に減少してしており、さらに、さといも、たまねぎの２産地では、共同出荷割合が1/2を下回ることが懸念される。
国は、平成26年3月31日付けで面積要件を緩和したが、共同出荷割合は見直しがされなかったため、一律要件の弾力化（中山間
地域や条件不利地域では共同出荷割合を1/3にするなど）が必要である。
これにより、地域の立地条件や気象条件に適した独自性を有する野菜産地拡大維持を図ることができる。

H26 859 02_農業・農地 都道府県 愛媛県 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

強い農業づくり交付金実施要綱 強い農業づくり交付金の採
択要件の緩和

強い農業づくり交付金については、事業採択要件に３～５戸の集
団でないと利用できない。１戸でも、ある程度の規模を有してお
り、地域の合意が得られていれば、事業利用できるようにする。

近年、県外の企業から、本県の温暖な気候と遊休農地を利用して、農場開設をしたい旨の要望があり、耕作放棄地対策の一助にな
る上、地元雇用につながるため、事業主体の市町としても受け入れ体制を整備したい意向がある。
当該交付金は、「食料・農業・農村基本計画」により消費者・実需者ニーズを踏まえた国産農畜産物の安定供給体制の構築を図る
ため、産地としての持続性を確保し、収益力の向上に資するための取り組み等を推進することとしており、この趣旨には合うものの、
事業採択要件に該当しないため、事業を活用した農業支援ができない。
このような農業参入企業や大規模法人は、栽培面積の拡大や新規就農者の受け入れ先等、産地の維持・発展に大きく寄与するも
のと期待できることから、支援が必要である。
また、この緩和により、地域農業の活性化、県産農畜産物の安定供給体制が整備できる。
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H26 860 09_土木・建築 都道府県 愛媛県 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

河川法第79条第２項第４号 一の都道府県で完結する二
級河川の水利使用手続円滑
化のための国の同意の廃止

一の都道府県で完結する二級河川の水利権の更新（軽微な変更
を含む。）における国の同意を廃止する。

現在、二級河川の特定水利使用に係る水利権の許可については、河川法第79条第２項第４号の規定により、国に協議し同意を得
ることが必要とされているところ、許可期間の単純更新など軽易な案件は、国の通知により同意が省略可能である。しかしながら、当
該水利使用の重要な変更を行う場合は、国への手続が必要である。
上記許可に関し国の同意が必要である理由は、広域にわたる水資源開発とその合理的な利用について、複雑な利害関係を国家
的見地から調整し、適正な処分を確保するためとされているが、当該許可に係る処理基準が示されるのであれば、地方が単独で処
分する場合であっても統一的な取扱いが可能であると考えられる。さらに、県内で完結する二級河川については、その全体を県が
管理しており、地方が単独で水利権の更新に係る判断主体となることに不合理な点があるとは言えないものと思料する。
県の審査後に、国の同意が必要な案件で協議から同意まで５か月を要したものもあり、更新手続に一定の時間が必要な状況である
ことに加え、協議に係る事務負担もある。

河川法第79条第２項第４号を改正し、一の都道府県で完結する二級河川の水利権の更新については、現在国の通知により認めら
れている軽易な案件だけでなく、全ての場合において国の同意を廃止する。

地域の実情や水利使用等のあり方も勘案しながら、国の基準を遵守して判断することで、効率的に事務処理を進めることが可能とな
り、その結果、処理期間の短縮も可能となる。

H26 862 03_医療・福祉 指定都市 さいたま市 内閣府、文部科学
省、厚生労働省

A　権限移譲 就学前の子どもに関する教育、保
育等の総合的な提供の推進に関す
る法律第3条

「幼保連携型」以外の認定こ
ども園の認定権限の移譲

県が持つ「幼保連携型」以外の認定こども園の認定権限を市に
移譲する

「子ども子育て支援新制度」においては、「幼保連携型認定こども園」は指定都市に権限が委譲されることとなるが、幼稚園型、保育
所型、地方裁量型の認定こども園の認定権限は県に残る。
施設の移行を考える幼稚園事業者などが、認定こども園の類型によって相談窓口が異なることは非効率的であり、利便性をも欠くこ
とになる。
類型を越えた認定子ども園への移行を推進する上で窓口を一本化することが必要と考える。

H26 863 02_農業・農地 指定都市 さいたま市 農林水産省 A　権限移譲 農業振興地域の整備に関する法律
第６条、 第７条

農業振興地域の指定権限の
移譲

県が持つ農業振興地域の指定権限を市に移譲する 農用地等として保全すべき土地の区域については、市で定める農業振興地域整備計画において農用地区域として指定を行ってい
るが、首都圏に位置する本市においては、農用地等の確保が困難な状況になりつつある。
このような中、農業振興地域に指定されてない区域においても、新たに農用地区域として指定を行い、農業振興を進めたいと考えて
いるが、農業振興地域の変更は県の事務とされているため、地域の実情に応じた農地の保全が行えず、農業振興に関する公共投
資を行いたくても行えない状況にある。
また、都市の成長を図るために行う土地利用についても、地域の実情に合った土地利用ができない状況にもある。
都市の成長を促す都市化と農業振興を並行して推進するためにも、地域の実情を把握している市の裁量において、農用地区域の
指定を行うため、農業振興地域の変更をも可能とすることが必要と考える。

H26 864 03_医療・福祉 指定都市 さいたま市 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

介護保険法第１７条
介護保険法施行令第６条第１項

介護保険認定審査会委員任
期を定める規定の緩和

介護保険認定審査会委員任期について、現在は介護保険法施
行令により2年とされているが、地域の実情に応じて柔軟に対応で
きるよう、規定を緩和する。

【支障事例】
介護保険法施行令第６条第１項により、介護保険認定審査会委員の任期は、全国一律に２年とされている。しかしながら、実際には
２年を超えて再任される方も多く、一度に多くの改選手続きを行うのは、事務上相当の労力と準備期間を要する。（平成２６年４月現
在、認定審査会委員３００名、うち再任された委員２６３人）
【制度改正の必要性】
また、認定審査は専門性を要することから一定期間の任期が必要である。
このことから、委員の任期については全国一律に２年とするのではなく、市町村の実情に応じて柔軟に対応できることが必要と考え
る。

［再掲］
６【厚生労働省】
（12）介護保険法（平９法123）
（ⅰ）介護認定審査会の委員の任期（施行令６条１項）については、３年を上限とし
て条例（制定主体は市町村等）で定める期間とすることを可能とする。

H26 865 03_医療・福祉 指定都市 さいたま市 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

精神保健福祉法第１３条 精神医療審査会委員の任期
を定める規定の緩和

精神医療審査会委員任期について、現在は精神保健及び精神
障害者福祉に関する法律により2年とされているが、地域の実情
に応じて柔軟に対応できるよう、規定を緩和する。

【支障事例】
精神医療審査会委員の任期については、精神保健福祉法第１３条第２項により、２年と定められている。しかしながら、委員には専
門的な知識や経験が必要であるため、再委嘱しているのが現状である。
委員の委嘱にあたっては、医師会等の協議が必要であり、手続き等を含め相当の労力と準備期間を要している。（平成２６年４月現
在、審査会委員１４名、うち再任された委員９人）
【制度改正の必要性】
このことから、委員の任期については全国一律に２年とするのではなく、地域の実情に応じて柔軟に対応できることが必要と考える。

６【厚生労働省】
（４）精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭25法123）
精神医療審査会の委員の任期（13条２項）については、３年を上限として条例（制
定主体は都道府県及び指定都市）で定める期間とすることを可能とする。

H26 866 03_医療・福祉 指定都市 さいたま市 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律第
１５条
障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律施
行令第５条

障害支援区分認定審査会委
員任期を定める規定の緩和

障害支援区分認定審査会委員任期について、現在は障害者の
日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令
により2年とされているが、地域の実情に応じて柔軟に対応できる
よう、規定を緩和する。

【支障事例】
障害支援区分認定審査会委員の任期については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令によ
り、全国一律に２年とされている。しかしながら、実際には２年を超えて再任される方も多く、一度に多くの改選手続きを行うのは、事
実上相当の労力と準備期間を要する。（平成２６年４月現在、認定審査会委員４０名、うち再任された委員３６人）
【制度改正の必要性】
また、審査の公平性を確保するためにも一定期間の任期が必要である。
このことから、委員の任期については全国一律に２年とするのではなく、市町村の実情に応じて柔軟に対応できることが必要と考え
る。

６【厚生労働省】
（13）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平17法
123）
（ⅰ）市町村審査会の委員の任期（施行令５条１項）については、３年を上限として
条例（制定主体は市町村等）で定める期間とすることを可能とする。
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求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 867 09_土木・建築 指定都市 さいたま市 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

建築基準法第80条 建築審査会委員任期を定め
る規定の緩和

建築審査会委員任期について、現在は建築基準法により2年とさ
れているが、地域の実情に応じて柔軟に対応できるよう、規定を
緩和する。

建築審査会の審議に際しては、専門的かつ高度の見識、厳密な理論展開が求められることから、建築関係法令や行政法関連に精
通した建築や法律等の各分野の専門家の方を任命する必要があるが、人材不足の状況も相まって、適切な委員の確保に苦慮して
いる。
また、本市では年間８回程度建築審査会を開催しているが、本市のような建築紛争が頻繁に起こる都市部に設置されている建築審
査会と、地方に設置されている建築審査会とでは、建築審査会の開催回数や許可同意件数及び審査請求提起件数など、その内
容に大きな違いがある。
以上のことから、委員の任期については全国一律に２年とするのではなく、地域の状況を踏まえて柔軟に対応できることが必要と考
える。

６　【国土交通省】
（１）建築基準法（昭25法201）
（ⅱ）建築審査会の委員の任期（80 条１項）は、条例（制定主体は建築主事を置く
市町村及び都道府県）に委任する。
条例制定の基準については、「参酌すべき基準」とする。

H26 868 08_消防・防災・
安全

指定都市 さいたま市 内閣府 対象外 民法第７１７条 災害時の、民間事業者が保
有する施設における一時滞
在施設の「建物所有者の無
過失責任」の免除

災害時に民間事業者が保有する施設を一時滞在施設として使用
した際の施設管理責任について、施設を開放し、かつ、災害発
生時前の施設管理を怠らなかった場合に、民法における「建物
所有者の無過失責任」を免除する

　帰宅困難者を受け入れる一時滞在施設について、自治体の公共施設だけで想定される帰宅困難者を収容することは不可能であ
り、民間事業者の協力が不可欠である。
　しかし、民法第７１７条の「建物所有者の無過失責任」では、災害時に善意で帰宅困難者を受け入れた場合であっても、建物所有
者に賠償責任が及ぶ場合があり、民間事業者が自治体に一時滞在施設として協力することへの阻害要因となっている。
　そのため、民間事業者の協力をさらに得るために、施設を開放し、かつ、災害発生時前の施設管理を怠らなかった場合に、民法
における「建物所有者の無過失責任」を免除する等の見直しが必要と考える。

H26 869 05_教育・文化 指定都市 さいたま市 文部科学省 B　地方に対す
る規制緩和

学校施設環境改善交付金交付要
綱別表１（５）（６）（７）
26施施助第６号「平成26年度学校
施設環境改善交付金の事業概要
について（通知）」[６]大規模改造事
業

学校施設の耐震化事業に係
る補助要件の緩和

非構造部材の耐震化事業について、構造物の耐震補強と同様
に、同時に行う大規模改造事業と合算して国庫補助の対象事業
費の下限額を設定することを求める。

【支障事例】
本市では、非構造部材の防災機能強化事業と大規模改造事業（トイレ改修、障害児等対策）を同時に行うことで、児童・生徒が安全
に過ごせる場所にするとともに、災害時の避難場所としての機能を高めようとしている。しかし、現行の制度では、構造物の耐震補強
事業と同時に行う大規模改造事業については、合算して国庫補助の対象事業費が算定されるのに対し、非構造部材の防災機能強
化事業と同時に行う大規模改造事業については、それぞれ別に算定されることから、大規模改造事業費の下限額400万円を下回
り、国庫補助の対象とならない学校施設（平成25年度１８校（うち避難所指定校１８校））が多く出てしまっている。
【制度改正の必要性】
本市のように学校数（同１６６校（うち同１６５校））が多い場合、市単独でこれらの事業を実施するのは困難である。そのため、災害時
の避難場所としての機能も有する学校施設における耐震化工事は、構造物・非構造部材によりその扱いを異なるものとする必要は
ないと考える。よって、いずれも大規模改造事業と一体となって実施できるよう、同時に行う大規模改造事業と合算できる国庫補助
の対象事業費として、構造物の耐震補強事業と同様に、非構造部材の防災機能強化事業についても対象とすることを求める。

H26 870 05_教育・文化 指定都市 さいたま市 文部科学省 B　地方に対す
る規制緩和

公立義務教育諸学校の学級編制
及び教職員定数の標準に関する法
律第３条、第４条

学級編制の標準について、
地域の実情に合わせた弾力
化

義務標準法に定める学級編制の標準において、少人数教育を推
進するため、一定の枠組みの中で地域の実情に合わせた学級編
制を可能にすることを求める。

【支障事例】
現在本市では、独自のスクールアシスタントなどの施策を充実させ、少人数学級と少人数指導のそれぞれの良さを取り入れ、少人
数で指導する効果を最大限に生かしながら、「日本一の教育都市・さいたま市」の実現に努めている。しかし、国においては、平成26
年度予算の概算要求において、「世界トップレベルの学力・規範意識を育むための教師力・学校力向上７か年戦略」（H25.8.30文科
省）として、少人数教育の推進など教職員等指導体制の整備を挙げたが、少人数教育の推進については予算計上に至っておら
ず、学級編成の標準の見直しが図られていない。
【制度改正の必要性】
今後、基礎学力の向上と習熟度別学習など、個に応じたきめ細かな指導を実現し、いじめ等の学校教育上の課題等に適切に対応
するためには、教職員定数の改善が不可欠である。そのため、学級編制の標準を弾力化し、一定の枠組みの中で地域の実情に合
わせた標準の設定を可能とする制度の見直しが必要であると考える。

H26 871 01_土地利用（農
地除く）

指定都市 さいたま市 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

「都市・地域整備局所管の補助事
業の用に供する土地を国庫債務負
担行為により先行取得する場合の
取扱い要領について」平成14年6月
28日付け国都総第633号

都市計画決定以前の緑地に
ついて国庫債務負担行為に
よる先行取得を可能とするこ
と

相続等により緊急に保全が必要となる緑地の用地取得につい
て、都市計画決定前に用地の取得を可能にするよう制度を見直
す。

【支障事例】
「特別緑地保全地区」等に指定されていない緑地について、相続等により緊急に保全が必要となった場合、現行制度では、国庫債
務負担行為による先行取得が不可能である。そのため、市単独での用地取得となるが、財政的負担が大きく対応に苦慮しており、
緑地の保全が難しい状況となっている。
【制度改正の必要性】
「都市・地域整備局所管の補助事業の用に供する土地を国庫債務負担行為により先行取得する場合の取扱い要領について」（平
成14年6月28日付け国都総第633号）によると、国庫債務負担行為により先行取得を認める事業として緑地保全事業が示されている
が、先行取得の対象となる土地の範囲について、土地計画決定が行われており、かつ、都市計画事業認可を受けている事業という
要件が設定されているため、緊急に保全が必要となった緑地を国庫債務負担行為により先行取得することができない。緑地保全の
観点から、緊急に保全が必要となった緑地については、地権者の了承が得られ、かつ、都市計画を予定している土地についても対
象とするよう要件を緩和することを求める。

H26 873 03_医療・福祉 指定都市 さいたま市 厚生労働省 対象外 国民健康保険の国庫負担金等の
算定に関する政令

地方単独事業として実施す
る福祉医療制度における国
庫負担金の減額措置の撤廃

地方自治体が単独事業として、医療費の一部負担の免除等の福
祉医療制度等を実施している場合に行われる、国庫負担金の減
額調整措置を廃止すること

　地方自治体が、単独事業として実施している医療費の一部負担金の免除等の福祉医療制度等は、地域住民の福祉向上を目的と
した重要な施策であり、国庫負担金等において減額措置を講ずるべきではなく、住民福祉に大きく貢献している実態を踏まえた制
度とすべきであると考える。
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H26 874 03_医療・福祉 指定都市 さいたま市 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

医療法第３０条の４
医療法施行令第５条の２

基準病床数に関する基準に
ついての都道府県への策定
権限の移譲

基準病床数の算定式を全国統一のものから、将来的な人口動態
等、地域の実情に合った算定方式となるよう、医療法第30条の4
第5項により厚生労働省令が定めることとされている基準病床数
に関する基準について、都道府県への策定権限の移譲を求め
る。

【制度改正の必要性】
病院・診療所の病床数は、都道府県が医療法に基づく医療計画において医療圏域で必要とされる「基準病床数」を全国統一の算
定方式により定めているが、　単独の医療圏域を構成している本市では、既存病床数が基準病床数と拮抗しているため、新たな病
床の整備を行うことができない状況である。
今後、急速な高齢化が見込まれる本市にあっては、高齢者人口の急増に伴う病床不足が予想される。
以上のことから、基準病床数の算定方式については、将来的な人口動態等を踏まえ、地域が必要と認める基準病床数を設定できる
よう、医療法第30条の4第5項により厚生労働省令が定めることとされている基準病床数に関する基準について、都道府県へ策定権
限を移譲する必要があると考える。
【具体的な支障事例】
さいたま保健医療圏基準病床数7,066に対し既存病床数は7,066となっており、現時点でも新たな病院の開設はできない状況にあ
る。

H26 875 01_土地利用（農
地除く）

一般市 近江八幡市 国土交通省 A　権限移譲 都市計画法１５条 区域区分に関する都市計画
の決定権限に係る市町村へ
の移譲

都市計画法第１５条を改正し、区域区分に関する都市計画につ
いて、都道府県決定を市町村決定にする。

【現行制度の支障事例】
少子高齢化や人口減少が予測される中で、21世紀の市町村単位での生き残りをかけ、緊急的に各種施策を取り組むことが必要で
ある。その手法の一つである土地の有効活用を実施する際、都市計画の区域区分の権限については都道府県がもっているため、
手続き処理や同じ都市計画区域内の市町との調整等に多大な時間を要することになる。
また、区域区分等の変更をする際、市町村の政策と都道府県の政策の方向性に差がある場合、市町村の独自色が発揮できない。
ただし、都道府県と協議をすることは必要と考える。

【制度改正による効果】
この区域区分の決定（変更）について、市町村が権限をもつことにより、地域の個性や魅力を兼ね添えた政策展開が機動的に実施
可能となる。

H26 876 02_農業・農地 一般市 近江八幡市 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

・農業振興地域の整備に関する法
律第8条第4項、第13条第4項
・農業振興地域の整備に関する法
律施行令第4条

県知事の協議・同意を必要と
する農業振興地域整備計画
農用地利用計画の見直しに
ついて

地方分権のもと、市町が土地利用の権限と責任を担うことで、そ
れぞれの市町の特性と実態に応じた施策を、迅速に、機を逃すこ
となく実現出来るためにも、県知事の協議・同意を必要とする現
行制度の見直しをお願いしたい。

農用地区域設定率が、近畿2府4県の中で最も高い滋賀県の中にあって、近江八幡市は県内1位の96.7％（平成24年12月）となって
いるが、一方で、農村集落においては高齢化や若者の減少による農業の担い手・後継者不足が進んでいることから、大規模農家へ
農地を集積することなどで農業の効率化を推進し、魅力のある農業、自立する農業の実現に向け取り組んでいかなければならな
い。そのための一つの手段として、農地の一部を有効活用して大型農業機械を購入するための資金を確保するなど、新たな施策の
展開による農業振興が必要となっている。
また、平成２５年に全農業集落（８６集落）の全ての世帯を対象として実施した「農村のまちづくり」に関するアンケート結果（回収率７
１．２％）を見てみると、農業の後継者がいない農家が６割を超えているだけでなく、既に、集落営農など、他に任せている人が６割を
超えている。他方で、集落を活性化するためなら外部からの移住を容認するという回答は８７％もある。にもかかわらず、本市には、
こうした県内外からの人々を受け入れることのできる白地農地はほとんど無い。
こうした状況において、農業振興地域整備計画農用地利用計画の見直しには、県知事の同意が不可欠となっているため、事務の
迅速化が図れず、そのため、県内外からの農業の担い手も含めた住民の呼び込み、新たな産業の育成、企業誘致、地域振興対策
等による活力に満ちたまちづくりに向けた施策も、状況に応じて的確に実施することが出来ない。

H26 877 02_農業・農地 一般市 近江八幡市 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

・農業振興地域の整備に関する法
律第13条第2項第5号
・農業振興地域の整備に関する法
律施行令第9条
・農業振興地域の整備に関する法
律施行規則第4条の3
・農業振興地域制度に関するガイド
ライン第13-1（2）

灌がい排水施設更新事業の
土地改良事業に係る農振除
外の要件緩和

農業振興地域内の老朽化した灌がい排水施設の更新事業は、
機能の現状維持のための事業であって、農業の生産性を今以上
に向上させるものではないと解せられるため、8年未経過の対象と
なる土地改良事業には含まないものとして扱うようお願いしたい。

昭和47年度に農業を基幹産業と位置付け、農振農用地区域を集落界ぎりぎりまで設定した本市では、社会経済情勢の変化により、
企業等が用地を規模拡大しようとしても農振除外できず、他市への転出を模索されるという事例が発生しており、まちの発展に支障
をきたしている。
これは、圃場整備完了後、相当年数が経過した区域であっても、ポンプ設備をはじめとした灌がい排水施設の老朽化により、維持
管理等の事業が数年ごとに実施されれば、その地域一体には半永久的に８年未経過の要件が付加され、農業に資するもの以外へ
の転用が不可能となるためである。

H26 878 03_医療・福祉 都道府県 栃木県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

児童福祉法第21条の５の18外、老
人福祉法第17条第１項、介護保険
法第42条第１項外、障害者自立支
援法第30条第１項外

福祉施設等の設備及び運
営、職員の員数等に係る従う
べき基準の見直し

福祉施設等の設備及び運営、職員の員数等に関する基準等に
ついて、「従うべき基準」を見直し、「標準」や「参酌すべき基準」と
するべきである。

福祉施設等の設備及び運営に関する基準や配置する職員の員数に関する基準等については、都道府県が条例を定めるに当たっ
て、「厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとする」とされている（児童福祉法第21条の５の18外、老人福祉法第17条第１
項、介護保険法第42条第１項外、障害者自立支援法第30条第１項外）が、少子高齢化の急速な進行を背景とする人口減少社会の
到来により、地域の実情は今後ますます多様化するものと考えられることから、自治体の裁量による基準設定が可能となるよう、「従
うべき基準」の見直しを行い、「標準｣や「参酌すべき基準」とすべきである。

H26 879 10_運輸・交通 指定都市 広島市 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

地域公共交通確保維持改善事業
費補助金交付要綱別表４のホ、別
表６の二①

バス路線の再編を促進する
ための補助要件の見直し

バス路線の再編に当たって、路線を分割する場合、国庫補助事
業（地域公共交通確保維持事業（地域間幹線系統補助））の補助
要件を満たさなくなる場合があるため、こうしたケースに柔軟に対
応できるよう制度改正を行う。

広島都市圏においては、多くの路線バスが郊外から都心へ直通路線となっていることから、都心では供給過剰となっている。その対
応として、バス路線の途中に乗継拠点を設けて、都心側を運行する基幹バスと郊外側を運行するフィーダー系統に分割し効率化を
図る手法について、現在検討を行っている。
検討に当たっては、地域公共交通確保維持事業：地域間幹線系統補助（複数市町村にまたがることや１日当たりの輸送量が15人
以上と見込まれることなどを要件とする国庫補助）を受けている路線も対象としているが、分割によりフィーダー系統になった区間に
ついては、こうした補助の要件を満たさなくなる場合が想定される。
この結果、バス事業者や地方自治体の負担が大きくなり、こうしたことが支障となり再編が進まなくなる可能性がある。
一方、国においては、本年５月、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律を改正され、同法に基づく交通計画を自治体が策
定した場合は、道路運送法上の特例を受けることができるなど、路線等の再編を実現しやすくする制度が盛り込まれた。こうした制
度を有効に活用し、バス路線の再編等によりバス活性化を図るため、同法に基づく交通計画を策定した場合は、その計画期間内に
おいて、地域間幹線系統補助については、再編により輸送量の補助要件を満たさない場合においても、再編前と同様に補助対象
として取り扱うこと、また、再編により、既存系統の一部を地域内フィーダー系統に移行する場合は、新たに運行を開始するものの
補助要件を満たさなくなるが、補助対象として取り扱うことなどの補助要件の緩和が必要である。

［再掲］
６【国土交通省】
（20）地域公共交通確保維持改善事業費補助金
（ⅰ）地域間幹線系統及び地域内フィーダー系統に対する補助については、地
域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律（平26法41）
により整備された新たな枠組みの下、国土交通大臣が認定した地域公共交通再
編実施計画に基づいて地域公共交通ネットワークを再構築する取組に対する支
援の要件を見直す。
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H26 880 10_運輸・交通 指定都市 広島市 国土交通省、総務
省

B　地方に対す
る規制緩和

地方財政法第5条 新交通ネットワークにおける
インフラ外施設の整備及び
設備更新に対する起債制限
の緩和

新交通ネットワークにおけるインフラ外施設の整備及び設備更新
に係る地方自治体が負担する財源に対して地方債が充当できな
いため、地方債の制限緩和を行う。

新交通ネットワークについては、平成６年８月、広域的な拠点であるひろしま西風新都と都心部を結ぶ約18.4kmのアストラムラインが
開業しており、現在は、ネットワークの広域化を目指し、JR山陽本線と結節する白島新駅の整備を平成27年春の開業を目指して推
進するとともに、広域公園前駅からの延伸整備について、「利便性とコスト節約の両立」の観点からルート・構造の見直しを進めてい
る。
その一方で、アストラムラインは今年で開業後20年を迎え設備等の老朽化が進み、今後、設備機器の更新が本格化していくことにな
る。
こうしたことから、交通事業者（広島高速交通㈱：広島市出資比率51％）が実施するインフラ外施設の整備や設備更新に対する地方
負担を軽減するため、地方負担額についても、地方財政法第５条第５号に規定する経費とみなせるよう、地方債の制限の緩和が必
要である。
（詳細は別紙１を参照。）

H26 881 10_運輸・交通 指定都市 広島市 国土交通省、総務
省

B　地方に対す
る規制緩和

地域公共交通の活性化及び再生
に関する法律

地域公共交通の利便性向上
に資する事業に対する起債
制限の緩和

「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」に基づく軌道
運送高度化事業及び道路運送高度化事業同様、連携計画事業
（コミュニティ・レール化）について、地方財政法第５条第５号に規
定する経費とみなせるよう、地方債の制限緩和を行う。

地域公共交通総合連携計画に位置付けた事業を連携計画事業（コミュニティ・レール化）として行う法定協議会が、幹線鉄道等活
性化事業費補助交付要領に基づく国庫補助を受けており、本市も負担金を拠出している。
「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」に基づく軌道運送高度化事業及び道路運送高度化事業には、地方債の特例が
認められていることに鑑み、これらの事業の性格と同様と思われる連携計画事業（コミュニティ・レール化）についても、補助制度をよ
り有効活用するために、地方財政法第５条第５号に規定する経費とみなせるよう、連携計画事業においても「地域公共交通の活性
化及び再生に関する法律」第12条、第17条と同趣旨の特例を設けることにより地方債の制限の緩和を行うことで、地域公共交通の
更なる利便性の向上を図る。
（詳細は別紙２を参照。）

H26 882 03_医療・福祉 指定都市 広島市 厚生労働省 A　権限移譲 健康保険法第76条第２項（同法第
149条において準用する場合を含
む。）
高齢者の医療の確保に関する法律
第71条第１項
診療報酬の算定方法（平成20年厚
生労働省告示第59号）
基本診療料の施設基準等（平成24
年厚生労働省告示第77号）

入院基本料の施設基準に関
する特例を認める権限の移
譲

厚生労働省告示（診療報酬の算定方法）により厚生労働大臣が
定めることとされている基本診療料の施設基準等における一般病
棟入院基本料の施設基準について、地域の実情に応じた特例的
な取り扱いができるよう、認める権限を指定都市に移譲する。

【制度改正の必要性】
地域の実情に応じた医療政策を実現するためは、厚生労働大臣が一律に定めている一般病棟入院基本料の施設基準について、
特例的な取り扱いができるよう、指定都市へ権限を移譲すべきである。
【具体的な支障事例】
広島市では、現在、夜間に入院を必要とする重症患者の受入れを担う病院群輪番制を運営しているが、近年、夜間に多くの軽症
患者等が病院群輪番制病院へ来院し､医師等の疲弊やモチベーションの低下を招き、病院群輪番制からの離脱や当番回数の減
少の一因となっており、夜間の救急医療体制の確保が急務となっている。また、夜間における医療従事者の不足が課題となってお
り、特に看護職員の不足が顕著となっている。
現状では、入院基本料の施設基準により、病棟における夜勤の看護職員の数が２人以上配置することとされ、また、その数の算定
については、通知により外来勤務の看護職員を算入できないこととされている。
こうした中、医療機関（病院）から、病棟の夜勤の看護師が救急外来の患者に対応できない現状の制度では病院群輪番制への参
加や当番回数の増加は困難であるため、柔軟に対応できる特例措置を講じてほしいとの意見が提出されている。
【制度改正による効果】
地域の実情に応じた施設基準を設定することにより、病院群輪番制への新規加入や当番回数の増加が見込まれ、受入困難事案の
解消や救急車による搬送時間の短縮を図ることが可能となり、夜間における救急医療体制を確保することができる。

H26 883 06_環境・衛生 指定都市 広島市 厚生労働省 A　権限移譲 地方自治法施行令第１７４条の３４
食品衛生法第５１条

飲食店営業等に関する公衆
衛生上の施設基準の策定権
限の移譲

飲食店営業等に関する公衆衛生上の施設基準の策定は、現
在、都道府県が行うこととされているが、当該基準の策定権限を
政令指定都市に移譲する。

【支障事例及び制度改正による効果】本市は県が定める施設基準に従って、飲食店営業等に関する許可を行っているが、その基
準の斟酌や運用については、県が決定している。このため、都市部を抱え、新たな営業形態の出現も多々ある中で、迅速かつ適切
な対応が困難な状況である。本市が、現行基準を緩和することを含め、本市独自の施設基準を策定できることとなれば、より本市の
実情を考慮した基準の策定及びその斟酌や運用が可能となる。
・支障事例の一例
デパートの屋上等で、営業者が客席の一部で調理行為を行う場合、県が定める施設基準では隔壁を設けた調理場内で行わなけ
ればならないため、県と基準を緩和することについて協議したが、県の了解が得られず、当該行為を認めることができなかった。
【平成25年12月20日閣議決定の方向性と異なる提案を提出する理由】厚生労働省の回答では、「現行法により指定都市が処理す
ることができる事務・権限」とされ、移譲が見送られている。地方自治法施行令第174条の34第２項では、県条例を基本として指定都
市が付加する基準を策定することができるとされているが、今回本市が求めているのは、現行基準を緩和することも含めた、施設基
準そのものを策定する権限である。
なお、平成25年度に、県と施設基準の策定権限事務の移譲に関する検討を行ったが、①当該事務は都道府県が行うとした食品衛
生法の趣旨から、都道府県レベルで制定し、県内統一的な基準を適用することが適当②業者が県内で複数の施設を営業する場合
に、混乱を生じさせる可能性がある等の理由により難色を示されている。（詳細は別紙３を参照。）

５【厚生労働省】
（２）食品衛生法（昭22法233）
飲食店営業等の施設基準の策定（51条）については、保健所設置市及び特別区
から地域の実情を踏まえて都道府県の基準の見直しに関する要請があった場合
には、都道府県と保健所設置市及び特別区において、公衆衛生上の観点から見
直しを検討するために、円滑な協議が実施されることが望ましい旨を周知する。

H26 884 06_環境・衛生 指定都市 広島市 経済産業省、環境
省

A　権限移譲 フロン類の使用の合理化及び管理
の適正化に関する法律第２７条～
第３５条

第一種フロン類充填回収業
者の登録等に係る指定都市
への権限移譲

都道府県知事が行う第一種フロン類充填回収業の登録等の権
限を指定都市市長に移譲する。
この際、業者の不利益を回避するため、指定都市市長が登録し
た業者が、その業務を行える区域は、指定都市市域内に限るの
ではなく、都道府県域全体となるよう制度改正を行う。

【制度改正による効果】
フロン回収破壊法の改正により、第一種特定製品の管理者に対する都道府県知事の指導・助言等の権限が定められ、フロン使用
製品の使用から廃棄に至る一連の過程における適正な管理に関する法制度が整えられた。
基礎自治体である指定都市は、大気汚染防止法、騒音規制法等に基づく工場・事業場への立ち入りや、住民からの苦情申し出に
よる法令に基づかない立ち入り指導を日常的に行っているが、これらの工場・事業場には第一種特定製品を設置しているものも多
い。
第一種フロン類充填回収業の登録、指導等の権限と第一種特定製品管理者に対する指導・助言等の権限を併せて指定都市に移
譲することで、他法令に基づく事業者の立入・指導と併せて、フロン類の適正な管理に関する指導が可能となり、より効率的かつ効
果的である。
【権限移譲について懸念される事項】
第一種フロン類充填回収業者の多くは、その活動の範囲が市域内にとどまらないものが多い。そのため、事業者の負担が過大とな
らないよう、指定都市市長への登録を行った業者は、都道府県知事が登録を行った業者同様、当該都道府県域全体で業務を行う
ことができるよう、措置を講ずる必要がある。
【平成25年12月20日閣議決定との関係】
地方制度調査会の答申を受けて、当該権限の指定都市への移譲を議論した際には、「仮に、第一種フロン類回収業者に係る権限
を新たに保健所設置市又は特別区に付与することになれば、・・・登録手続きや登録手数料等の負担が上乗せされることとなるた
め、事業者の理解を得ることが困難である」との理由を掲げていることから、業者の不利益を回避するための解決方法も併せて提案
する。
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H26 886 07_産業振興 都道府県 埼玉県 経済産業省 A　権限移譲 経済産業省組織規則第230条35、
36号、第231条18号
中小企業のものづくり基盤技術の
高度化に関する法律第4条第1項、
第5条第1、2項、12条
平成２５年度補正　中小企業・小規
模事業者ものづくり・商業・サービス
革新事業（第１次公募要領）
ものづくり中小企業・小規模事業者
試作開発等支援補助金交付要綱
戦略的基盤技術高度化支援事業
補助金要綱等

革新的なものづくりにチャレ
ンジするための試作品開発・
設備投資などの技術開発支
援に関する事務・権限の都
道府県への移譲

経済産業局等が行っている中小企業やベンチャーの支援、地域
産業の振興、産学官連携推進に関する事務・権限のうち、革新
的なものづくりにチャレンジするための試作品開発・設備投資など
の技術開発支援に関する事務・権限を都道府県に移譲すること。

【制度改正の必要性等】
県では、地域経済の担い手である中小企業に対して、資金融資、経営革新、技術開発等の支援を行っている。一方、経済産業局
においても、中小企業の技術開発・人材育成等による事業高度化や経営の向上、新事業の創出等の支援、中心市街地の活性化
等に関する事務を行っている。
このため、中小企業への支援に関して、国と地方に窓口が分かれており、ワンストップでの総合的な支援が実現していない。
しかし、地域経済の担い手である中小企業への支援は、地域の情報やネットワークを有し、日頃から地域の中小企業と連携が深い
都道府県が一元的に積極的に担うことにより、ワンストップで効果的・効率的に行える。
こうしたことから、革新的なものづくりにチャレンジするための試作品開発・設備投資などの技術開発支援に関する事務・権限（中小
企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第4条第1項に規定する特定研究開発等計画等の認定等）を都道府県に移譲す
べきである。
また、これに関連する下記の補助事業等についても移譲すべきである（都道府県に交付金として交付し、都道府県の判断で柔軟に
対象団体に交付できる自由度の高い制度とすること。）。
戦略的基盤技術高度化支援事業（サポーティング・インダストリー）
課題解決型医療機器の開発・改良に向けた病院・企業間の連携支援
地域中小企業知的財産戦略支援事業費補助金
ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金（ものづくり補助金）
ものづくり・商業・サービス補助金

［再掲］
４【経済産業省】
（14）中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律（平18法33）
法４条３項に基づき認定された特定研究開発等計画に基づく特定研究開発等に
対する補助等（戦略的基盤技術高度化支援事業）については、国と都道府県の
連携強化を図るため、都道府県における相談事務の強化を目的とした公募前の
情報提供及び意見交換を行うとともに、都道府県に対し、交付決定等に係る情報
提供を行う。

H26 887 07_産業振興 都道府県 埼玉県 経済産業省 A　権限移譲 経済産業省組織規則第231条11号
商店街の活性化のための地域住民
の需要に応じた事業活動の促進に
関する法律第4条第1、3、4項、第5
条1、2、3項、第13条1項、第6条第
1、3項、第7条第1、2、3項、第13条
第2項
商店街まちづくり事業募集要領、地
域商店街活性化事業募集要領、商
店街まちづくり事業（中心市街地活
性化事業）募集要領、地域商業自
立促進事業募集要領
地域商業自立促進事業補助金交
付要綱等

地域の商店街等の活性化支
援に関する事務・権限の都
道府県への移譲

経済産業局等が行っている中小企業やベンチャーの支援、地域
産業の振興、産学官連携推進に関する事務・権限のうち、地域の
商店街等の活性化支援に関する事務・権限を都道府県に移譲
すること。

【制度改正の必要性等】
県では、地域経済の担い手である中小企業に対して、資金融資、経営革新、技術開発等の支援を行っている。一方、経済産業局
においても、中小企業の技術開発・人材育成等による事業高度化や経営の向上、新事業の創出等の支援、中心市街地の活性化
等に関する事務を行っている。このため、中小企業への支援に関して、国と地方に窓口が分かれており、ワンストップでの総合的な
支援が実現していない。
しかし、地域経済の担い手である中小企業への支援は、地域の情報やネットワークを有し、日頃から地域の中小企業と連携が深い
都道府県が一元的に積極的に担うことにより、ワンストップで効果的・効率的に行える。こうしたことから、地域の商店街等の活性化
支援に関する事務・権限（商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第4条第1項に規定す
る商店街活性化事業計画の認定等）を都道府県に移譲すべきである。
また、これに関連する下記の補助事業等についても移譲すべきである（都道府県に交付金として交付し、都道府県の判断で柔軟に
対象団体に交付できる自由度の高い制度とすること。）。
商店街まちづくり事業
地域商店街活性化事業
商店街まちづくり事業（中心市街地活性化事業）補助金
地域商業自立促進事業補助金
ものづくり・商業・サービス補助金

［再掲］
４【経済産業省】
（19）商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関す
る法律（平21法80）
（ⅰ）商店街活性化事業計画の認定（４条１項）及び商店街活性化支援事業計画
の認定（６条１項）については、国と都道府県の連携強化を図るため、都道府県に
対し、事業実施主体から提出された当該計画に係る情報提供を、原則として経済
産業局に事前相談があった段階で行うとともに、意見聴取を行う。
（ⅱ）商店街活性化に対する補助（地域商業自立促進事業）については、国と都
道府県の連携強化を図るため、都道府県に対し、支援要件等の公募に関する情
報提供を行う。あわせて、事業への地方公共団体による関与の強い案件を優先
的に採択するなどの措置を講ずる。

H26 888 07_産業振興 都道府県 埼玉県 経済産業省 A　権限移譲 経済産業省組織規則第231条21号

中小企業の新たな事業活動の促進
に関する法律第11条第1項

小規模事業者持続化補助金交付
要綱（日本商工会議所及び全国商
工会連合会）

地域力活用市場獲得等支援補助
金交付要綱

商工会・商工会議所と一体と
なった販路開拓に関する事
務・権限の都道府県への移
譲

経済産業局等が行っている中小企業やベンチャーの支援、地域
産業の振興、産学官連携推進に関する事務・権限のうち、商工
会・商工会議所と一体となった販路開拓に関する事務・権限を都
道府県に移譲すること。

【制度改正の必要性等】
県では、地域経済の担い手である中小企業に対して、資金融資、経営革新、技術開発等の支援を行っている。一方、経済産業局
においても、中小企業の技術開発・人材育成等による事業高度化や経営の向上、新事業の創出等の支援、中心市街地の活性化
等に関する事務を行っている。
このため、中小企業への支援に関して、国と地方に窓口が分かれており、ワンストップでの総合的な支援が実現していない。
しかし、地域経済の担い手である中小企業への支援は、地域の情報やネットワークを有し、日頃から地域の中小企業と連携が深い
都道府県が一元的に積極的に担うことにより、ワンストップで効果的・効率的に行える。
こうしたことから、商工会・商工会議所と一体となった販路開拓に関する事務・権限を都道府県に移譲すべきである。
また、これに関連する下記の補助事業等についても移譲すべきである（都道府県に交付金として交付し、都道府県の判断で柔軟に
対象団体に交付できる自由度の高い制度とすること。）。
地域力活用市場獲得等支援事業

H26 885 02_農業・農地 都道府県 埼玉県 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

農地法附則第２項 農地転用許可に係る協議の
廃止

２ha超４ha以下の農地転用許可の際行うこととされている農林水
産大臣への協議を廃止すること。

【制度改正の必要性等】
農地法第４条、第５条による2ha超4ha以下の農地転用許可については、都道府県知事から農林水産大臣への協議制とされてい
る。このため、県で審査を行った後で国において再度同様の協議を行うなど、二重行政の状態となっており、事業者の事務的な負
担が大きいとともに、審査期間が長期化している。
【制度改正の経緯】
平成２５年１２月２０日に閣議決定された「事務・権限の移譲等に関する見直し方針について」では、「農地転用に係る事務・権限に
ついては、地方の意見も踏まえつつ、農地法等の一部を改正する法律（Ｈ２１法５７）附則第１９条第４項に基づき、同法施行後５年
（平成２６年）を目途として、地方分権の観点及び農地の確保の観点から、農地の確保のための施策の在り方等とともに、農地転用
事務の実施主体や国に関与等の在り方について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」とされている。
農林水産省は、「大規模な農地の転用許可については、農地がまとまって失われるだけでなく、集団的な優良農地において、周辺
農地の無秩序な開発を招くおそれがあることなど影響が大きく、国レベルの視点に立った判断を行うことが必要」との見解を示してい
る。
【懸念への対応】
本県では、2ha超4ha以下の転用許可権限が移譲された平成10年11月から平成25年末までの間に、2ha超4ha以下の知事許可案件
を28件処理しており、協議が廃止されても、法を適正に運用し、事務処理を行う十分な能力を備えている。

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国と地方の役
割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕組みの充実を図るととも
に、農地転用に係る事務・権限について、地方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条の２第１項）
を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の設定基準案に加え、国の
目標面積案について、都道府県知事の意見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及び都道府県の
目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定
するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と協議する場（協議の場）を
設けることとする。協議の場の議事等については、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案及び都道府県
の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違がある場合には、その要因
分析等を行い、施策効果の見込み方等について協議する。これらの過程を通じ
て、国と地方が十分な議論を行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び
都道府県の目標面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日地方六団体）
において提案されている「農地の総量確保の目標管理」の仕組みに係る実効性を
検証することとし、今後の制度設計の議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置については、別紙を
基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法附則２項）につ
いては、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農林水産大臣
との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指定市町村にあっては、当
該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確保する目標
を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣が指定する市町村（指
定市町村）の長については、都道府県知事と同様の権限を有するものとして、農
地転用に係る事務・権限を移譲する。あわせて、農用地区域内における開発許
可（農振法15条の２）に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項及び５条３
項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せて検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏まえ、必要に
応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るとともに、農地転用許可等に係
る事例集を作成するなど地方公共団体における農地転用許可制度等の適正な
運用の確保に資するよう必要な支援を行うものとする。
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求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
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地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 890 07_産業振興 都道府県 埼玉県 経済産業省 A　権限移譲 中小企業における労働力の確保及
び良好な雇用の機会の創出のため
の雇用管理の改善の促進に関する
法律第16条

中小企業・小規模事業者人材対策
事業に係る委託要綱、補助金交付
要綱

中小企業・小規模事業者の
高度人材育成支援に関する
事務・権限の都道府県への
移譲

経済産業局等が行っている中小企業やベンチャーの支援、地域
産業の振興、産学官連携推進に関する事務・権限のうち、中小
企業・小規模事業者の高度人材育成支援に関する事務・権限を
都道府県に移譲すること。

【制度改正の必要性等】
県では、地域経済の担い手である中小企業に対して、資金融資、経営革新、技術開発等の支援を行っている。一方、経済産業局
においても、中小企業の技術開発・人材育成等による事業高度化や経営の向上、新事業の創出等の支援、中心市街地の活性化
等に関する事務を行っている。
このため、中小企業への支援に関して、国と地方に窓口が分かれており、ワンストップでの総合的な支援が実現していない。
しかし、地域経済の担い手である中小企業への支援は、地域の情報やネットワークを有し、日頃から地域の中小企業と連携が深い
都道府県が一元的に積極的に担うことにより、ワンストップで効果的・効率的に行える。
こうしたことから、中小企業・小規模事業者の高度人材育成支援に関する事務・権限（中小企業における労働力の確保及び良好な
雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第16条に規定する国の施策等）を都道府県に移譲すべきであ
る。
また、これに関連する下記の補助事業等についても移譲すべきである（都道府県に交付金として交付し、都道府県の判断で柔軟に
対象団体に交付できる自由度の高い制度とすること。）。
中小企業・小規模事業者人材対策事業（地域中小企業の人材確保・定着支援事業）
中小企業・小規模事業者人材対策事業（中小企業新戦力発掘プロジェクトコーディネート等事業）
中小企業・小規模事業者人材対策事業（新卒者就職応援プロジェクトコーディネイト等事業）

H26 891 11_その他 都道府県 埼玉県 内閣府 A　権限移譲 特定地域再生事業費補助金交付
要綱

都道府県を介さない国の補
助金（いわゆる「空飛ぶ補助
金」）について、都道府県へ
の財源・権限の移譲

「空飛ぶ補助金」のうち特定地域再生事業費補助金について、都
道府県へ財源・権限を移譲し、都道府県から市町村や民間事業
者等へ補助する制度とすること

【制度改正の必要性等】
国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」）は、地方の実情が反映され
ない恐れがあるばかりか、国による地方への過度な関与や二重行政の拡大につながるなど、地方分権改革に逆行するものである。
特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助対象、補助率等を地方の裁量で決定するとともに、都
道府県等が実施する事業との連携を図ることによって、地方の実情に応じたより効果の高い事業とすることが必要である。
ついては、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振興に資するものは、都道府県へ財源・権限を移譲し、
都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること。
【地方移管を求める理由】
少子高齢化や産業振興に関しては、本県においても重要課題として取り組んでおり二重行政となる恐れが大きい。さらに、事業の実
施において、地域特性を活かすことが効果の増大に寄与すると考えられるため、情報を把握する都道府県に移管することが望まし
い。

H26 892 11_その他 都道府県 埼玉県 総務省 A　権限移譲 過疎地域等自立活性化推進交付
金交付要綱

過疎地域等自立活性化推進
交付金に関する事務の都道
府県への移譲

「空飛ぶ補助金」のうち過疎地域等自立活性化推進交付金につ
いて、都道府県へ財源・権限を移譲し、都道府県から市町村や
民間事業者等へ補助する制度とすること

【制度改正の必要性等】
国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」）は、地方の実情が反映され
ない恐れがあるばかりか、国による地方への過度な関与や二重行政の拡大につながるなど、地方分権改革に逆行するものである。
特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助対象、補助率等を地方の裁量で決定するとともに、都
道府県等が実施する事業との連携を図ることによって、地方の実情に応じたより効果の高い事業とすることが必要である。
ついては、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振興に資するものは、都道府県へ財源・権限を移譲し、
都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること。
【地方移管を求める理由】
過疎法に基づく埼玉県過疎地域自立促進方針及び埼玉県過疎地域自立促進計画との整合を図るため。

経済産業局等が行っている中小企業やベンチャーの支援、地域
産業の振興、産学官連携推進に関する事務・権限のうち、地域
資源活用に関する事務・権限を都道府県に移譲すること。

【制度改正の必要性等】
　県では、地域経済の担い手である中小企業に対して、資金融資、経営革新、技術開発等の支援を行っている。一方、経済産業
局においても、中小企業の技術開発・人材育成等による事業高度化や経営の向上、新事業の創出等の支援、中心市街地の活性
化等に関する事務を行っている。
このため、中小企業への支援に関して、国と地方に窓口が分かれており、ワンストップでの総合的な支援が実現していない。
しかし、地域経済の担い手である中小企業への支援は、地域の情報やネットワークを有し、日頃から地域の中小企業と連携が深い
都道府県が一元的に積極的に担うことにより、ワンストップで効果的・効率的に行える。
こうしたことから、地域資源活用に関する事務・権限（中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第６条
に規定する地域産業資源活用事業計画の認定等）は都道府県に移譲すべきである。
また、これに関連する下記の補助事業等についても移譲すべきである（都道府県に交付金として交付し、都道府県の判断で柔軟に
対象団体に交付できる自由度の高い制度とすること。）。
中小企業経営支援等対策費補助金（伝統的工芸品産業支援補助金）
地域資源活用新事業展開支援事業費補助金
農商工等連携対策支援事業（事業化・市場化支援事業）

４　【農林水産省】
（９）中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律（平
20法38）（経済産業省と共管）
（ⅰ）農商工等連携事業計画の認定（４条１項）については、都道府県に対し、事
業実施主体から提出された当該計画の認定に関する情報提供を行うとともに、法
認定取得後の事業化状況について都道府県と連携して事業化に向けた指導及
び助言を行うなど、都道府県との連携強化を図る。
（ⅱ）農商工等連携事業計画の認定事業者に対する補助（農商工等連携対策支
援事業）については、国と都道府県の連携強化を図るため、都道府県に対し、支
援要件等の公募に関する情報提供を行う。

［再掲］
（３）伝統的工芸品産業の振興に関する法律（昭49法57）
（ⅰ）振興計画の認定（４条１項）等については、国と都道府県の連携強化を図る
ため、都道府県に対し、事業実施主体から提出された振興計画等各種計画に係
る情報提供を、経済産業局に事前相談があった段階で行うなど、地方公共団体
がより積極的に案件組成に関与できる仕組みを構築する。
（ⅱ）伝統的工芸品産業に対する補助（伝統的工芸品産業支援補助金）について
は、国と都道府県の連携強化を図るため、都道府県に対し、事業実施主体から
提出された補助金事業計画等に係る情報提供を行うとともに、当該計画等につい
て意見聴取を行うなど、地方公共団体がより積極的に案件組成に関与できる仕
組みを構築する。

［再掲］
４【経済産業省】
（15）中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律（平
19法39）
（ⅰ）地域産業資源活用事業計画の認定（６条１項）については、国と都道府県の
連携強化を図るため、都道府県に対し、事業実施主体から提出された地域産業
資源活用事業計画に係る情報提供を、原則として経済産業局に事前相談があっ
た段階で行うとともに、各経済産業局が設置している評価委員会に関係都道府県
が構成員として参画し、認定の判断に主体的に関与できることなどを、平成26年
度中に通知する。その上で、都道府県への権限移譲については、平成29年度ま
での法施行状況を検証し、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
（ⅱ）地域産業資源活用事業計画の認定事業者に対する補助（地域産業資源活
用支援事業）については、国と都道府県の連携強化を図るため、都道府県に対
し、支援要件等の公募に関する情報提供を行う。あわせて、都道府県が自ら支援
を行う案件を優先的に採択するなどの措置を講ずる。

（18）中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律（平
20法38）（農林水産省と共管）［再掲］
（ⅰ）農商工等連携事業計画の認定（４条１項）については、都道府県に対し、事
業実施主体から提出された当該計画の認定に関する情報提供を行うとともに、法
認定取得後の事業化状況について都道府県と連携して事業化に向けた指導及
び助言を行うなど、都道府県との連携強化を図る。
（ⅱ）農商工等連携事業計画の認定事業者に対する補助（農商工等連携対策支
援事業）については、国と都道府県の連携強化を図るため、都道府県に対し、支
援要件等の公募に関する情報提供を行う。

H26 889 07_産業振興 都道府県 埼玉県 経済産業省、農林
水産省

A　権限移譲 経済産業省組織規則第230条35
号、第231条19号等

中小企業による地域産業資源を活
用した事業活動の促進に関する法
律第6条、第7条、第15条等

地域資源活用新事業展開支援事
業費補助金交付要綱等

地域資源活用に関する事
務・権限の都道府県への移
譲
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求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 893 11_その他 都道府県 埼玉県 総務省 A　権限移譲 地域経済循環創造事業交付金交
付要綱

地域経済循環創造事業交付
金に関する事務の都道府県
への移譲

「空飛ぶ補助金」のうち地域経済循環創造事業交付金について、
都道府県へ財源・権限を移譲し、都道府県から市町村や民間事
業者等へ補助する制度とすること

【制度改正の必要性等】
国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」）は、地方の実情が反映され
ない恐れがあるばかりか、国による地方への過度な関与や二重行政の拡大につながるなど、地方分権改革に逆行するものである。
特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助対象、補助率等を地方の裁量で決定するとともに、都
道府県等が実施する事業との連携を図ることによって、地方の実情に応じたより効果の高い事業とすることが必要である。
ついては、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振興に資するものは、都道府県へ財源・権限を移譲し、
都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること。
【地方移管を求める理由】
地域資源や地域特性を活かす事業を展開するためには、情報を把握している県が行うことが望ましい。

［再掲］
４【総務省】
（５）地域経済循環創造事業交付金
市町村と都道府県の連携強化の観点から、都道府県が市町村の応募事業に助
言を行うなど、市町村と積極的に情報の共有を図ることを明確化し、地方公共団
体に周知する。

H26 894 11_その他 都道府県 埼玉県 総務省（消防庁） A　権限移譲 消防組織法第42条第2項
緊急消防援助隊設備整備費補助
金交付要綱

緊急消防援助隊設備整備費
補助金に関する事務の都道
府県への移譲

「空飛ぶ補助金」のうち緊急消防援助隊設備整備費補助金につ
いて、都道府県へ財源・権限を移譲し、都道府県から市町村や
民間事業者等へ補助する制度とすること

【制度改正の必要性等】
国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」）は、地方の実情が反映され
ない恐れがあるばかりか、国による地方への過度な関与や二重行政の拡大につながるなど、地方分権改革に逆行するものである。
特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助対象、補助率等を地方の裁量で決定するとともに、都
道府県等が実施する事業との連携を図ることによって、地方の実情に応じたより効果の高い事業とすることが必要である。
ついては、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振興に資するものは、都道府県へ財源・権限を移譲し、
都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること。
【地方移管を求める理由】
消防組織法で県が所掌する事務とされている「消防の応援及び緊急消防援助隊に関する事項」に密接に関連するが、交付先を県
が選定できないため、県が把握している地域の実情を反映できない。

H26 895 11_その他 都道府県 埼玉県 総務省（消防庁） A　権限移譲 消防組織法第42条第3項
消防施設強化促進法
消防防災施設整備費補助金交付
要綱

消防防災施設整備費補助金
に関する事務の都道府県へ
の移譲

「空飛ぶ補助金」のうち消防防災施設整備費補助金について、都
道府県へ財源・権限を移譲し、都道府県から市町村や民間事業
者等へ補助する制度とすること

【制度改正の必要性等】
国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」）は、地方の実情が反映され
ない恐れがあるばかりか、国による地方への過度な関与や二重行政の拡大につながるなど、地方分権改革に逆行するものである。
特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助対象、補助率等を地方の裁量で決定するとともに、都
道府県等が実施する事業との連携を図ることによって、地方の実情に応じたより効果の高い事業とすることが必要である。
ついては、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振興に資するものは、都道府県へ財源・権限を移譲し、
都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること。
【地方移管を求める理由】
消防組織法で県が所掌する事務とされている「消防施設の強化拡充の指導及び助成に関する事項」に該当するが、交付先を県が
選定できないため、県が把握している地域の実情を反映できない。

H26 896 11_その他 都道府県 埼玉県 総務省 A　権限移譲 無線システム普及支援事業費等補
助金交付要綱

無線システム普及支援事業
費等補助金に関する事務の
都道府県への移譲

「空飛ぶ補助金」のうち無線システム普及支援事業費等補助金に
ついて、都道府県へ財源・権限を移譲し、都道府県から市町村
や民間事業者等へ補助する制度とすること

【制度改正の必要性等】
国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」）は、地方の実情が反映され
ない恐れがあるばかりか、国による地方への過度な関与や二重行政の拡大につながるなど、地方分権改革に逆行するものである。
特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助対象、補助率等を地方の裁量で決定するとともに、都
道府県等が実施する事業との連携を図ることによって、地方の実情に応じたより効果の高い事業とすることが必要である。
ついては、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振興に資するものは、都道府県へ財源・権限を移譲し、
都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること。
【地方移管を求める理由】
県に対する情報提供が不十分であり、県内市町村の実情を反映できない。

４【総務省】
（４）無線システム普及支援事業
周波数有効利用促進事業については、市町村からの要望調査を行う際、都道府
県が評価できることとし、その旨を地方公共団体に周知する。
また、民放ラジオ難聴解消支援事業については、市町村への補助に対する都道
府県の主体的な関与を促進するよう、平成26年度中に必要な周知を行う。

H26 897 11_その他 都道府県 埼玉県 文部科学省（文化
庁）

A　権限移譲 文化芸術振興費補助金（地域発・
文化芸術創造発信イニシアチブ）
交付要綱

地域発・文化芸術創造発信
イニシアチブに関する事務に
ついて、都道府県への財源・
権限の移譲

「空飛ぶ補助金」のうち地域発・文化芸術創造発信イニシアチブ
について、都道府県へ財源・権限を移譲し、都道府県から市町村
や民間事業者等へ補助する制度とすること

【制度改正の必要性等】
国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」）は、地方の実情が反映され
ない恐れがあるばかりか、国による地方への過度な関与や二重行政の拡大につながるなど、地方分権改革に逆行するものである。
特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助対象、補助率等を地方の裁量で決定するとともに、都
道府県等が実施する事業との連携を図ることによって、地方の実情に応じたより効果の高い事業とすることが必要である。
ついては、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振興に資するものは、都道府県へ財源・権限を移譲し、
都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること。
【地方移管を求める理由】
県が把握する地域の事業等を反映させ、地域文化の再生やコミュニティの再構築によって地域文化の活性化をより一層促すため
には、補助を県に移管する必要がある。

４【文部科学省】
（３）文化芸術振興費補助金
以下の事業については、都道府県が実施する文化活動やまちづくり事業と連携
するなど、地方の実情をより反映した取組が採択されるよう、応募書類の記載事
項を変更するなどの改善を図る。
（ⅰ）地域発・文化芸術創造発信イニシアチブ（平成27年度以降は、文化芸術に
よる地域活性化・国際発信推進事業）
（ⅱ）劇場・音楽堂等活性化事業
（ⅲ）伝統文化親子教室事業

H26 898 11_その他 都道府県 埼玉県 文部科学省（文化
庁）

A　権限移譲 ・「劇場、音楽堂等の活性化に関す
る法律
・文化芸術振興費補助金（劇場・音
楽堂等活性化事業）交付要綱

劇場・音楽堂等活性化事業
に関する事務について、都
道府県への財源・権限の移
譲

「空飛ぶ補助金」のうち劇場・音楽堂等活性化事業について、都
道府県へ財源・権限を移譲し、都道府県から市町村や民間事業
者等へ補助する制度とすること

【制度改正の必要性等】
国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」）は、地方の実情が反映され
ない恐れがあるばかりか、国による地方への過度な関与や二重行政の拡大につながるなど、地方分権改革に逆行するものである。
特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助対象、補助率等を地方の裁量で決定するとともに、都
道府県等が実施する事業との連携を図ることによって、地方の実情に応じたより効果の高い事業とすることが必要である。
ついては、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振興に資するものは、都道府県へ財源・権限を移譲し、
都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること。
【地方移管を求める理由】
県が把握する地域の事業等を反映させ、地域コミュニティの創造と再生をより一層推進していくためには、補助を県に移管する必要
がある。

［再掲］
４【文部科学省】
（３）文化芸術振興費補助金
以下の事業については、都道府県が実施する文化活動やまちづくり事業と連携
するなど、地方の実情をより反映した取組が採択されるよう、応募書類の記載事
項を変更するなどの改善を図る。
（ⅰ）地域発・文化芸術創造発信イニシアチブ（平成27年度以降は、文化芸術に
よる地域活性化・国際発信推進事業）
（ⅱ）劇場・音楽堂等活性化事業
（ⅲ）伝統文化親子教室事業
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H26 899 11_その他 都道府県 埼玉県 文部科学省（文化
庁）

A　権限移譲 伝統文化親子教室事業費国庫補
助要項

伝統文化親子教室事業に関
する事務について、都道府
県への財源・権限の移譲

「空飛ぶ補助金」のうち伝統文化親子教室事業について、都道府
県へ財源・権限を移譲し、都道府県から市町村や民間事業者等
へ補助する制度とすること

【制度改正の必要性等】
国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」）は、地方の実情が反映され
ない恐れがあるばかりか、国による地方への過度な関与や二重行政の拡大につながるなど、地方分権改革に逆行するものである。
特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助対象、補助率等を地方の裁量で決定するとともに、都
道府県等が実施する事業との連携を図ることによって、地方の実情に応じたより効果の高い事業とすることが必要である。
ついては、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振興に資するものは、都道府県へ財源・権限を移譲し、
都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること。
【地方移管を求める理由】
対象となる各教室は、地域における団体等が主催する比較的小規模な教室である。それぞれの地域の事情等にあった事業を展開
するため、また県が情報を把握するためには、補助を県に移管する必要がある。
さらに、県に移管することで地域間バランスの確保や業務の迅速化が図れる。

［再掲］
４【文部科学省】
（３）文化芸術振興費補助金
以下の事業については、都道府県が実施する文化活動やまちづくり事業と連携
するなど、地方の実情をより反映した取組が採択されるよう、応募書類の記載事
項を変更するなどの改善を図る。
（ⅰ）地域発・文化芸術創造発信イニシアチブ（平成27年度以降は、文化芸術に
よる地域活性化・国際発信推進事業）
（ⅱ）劇場・音楽堂等活性化事業
（ⅲ）伝統文化親子教室事業

H26 900 11_その他 都道府県 埼玉県 厚生労働省 A　権限移譲 セーフティネット支援対策等事業費
補助金交付要綱

都道府県を介さない国の補
助金（いわゆる「空飛ぶ補助
金」）について、都道府県へ
の財源・権限の移譲

「空飛ぶ補助金」のうちセーフティネット支援対策等事業費補助
金（地域福祉等推進特別支援事業の小地域福祉活動推進事業）
について、都道府県へ財源・権限を移譲し、都道府県から市町村
や民間事業者等へ補助する制度とすること

【制度改正の必要性等】
国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」）は、地方の実情が反映され
ない恐れがあるばかりか、国による地方への過度な関与や二重行政の拡大につながるなど、地方分権改革に逆行するものである。
特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助対象、補助率等を地方の裁量で決定するとともに、都
道府県等が実施する事業との連携を図ることによって、地方の実情に応じたより効果の高い事業とすることが必要である。
ついては、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振興に資するものは、都道府県へ財源・権限を移譲し、
都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること。
【地方移管を求める理由】
埼玉県の地域福祉の推進と密接な関係があるので、県で一体的に実施した方がより効果的であるため。

H26 901 11_その他 都道府県 埼玉県 厚生労働省 A　権限移譲 児童福祉法35条第3項、第40条
次世代育成支援対策施設整備交
付金交付要綱

都道府県を介さない国の補
助金（いわゆる「空飛ぶ補助
金」）について、都道府県へ
の財源・権限の移譲

「空飛ぶ補助金」のうち次世代育成支援対策施設整備交付金(児
童館関係）について、都道府県へ財源・権限を移譲し、都道府県
から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること

【制度改正の必要性等】
国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」）は、地方の実情が反映され
ない恐れがあるばかりか、国による地方への過度な関与や二重行政の拡大につながるなど、地方分権改革に逆行するものである。
特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助対象、補助率等を地方の裁量で決定するとともに、都
道府県等が実施する事業との連携を図ることによって、地方の実情に応じたより効果の高い事業とすることが必要である。
ついては、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振興に資するものは、都道府県へ財源・権限を移譲し、
都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること。
【地方移管を求める理由】
県の少子政策事業と密接な関係があり、県として市町村の整備動向を把握する必要があるため。

H26 902 11_その他 都道府県 埼玉県 厚生労働省 A　権限移譲 感染症予防事業費等国庫負担（補
助）金交付要綱

都道府県を介さない国の補
助金（いわゆる「空飛ぶ補助
金」）について、都道府県へ
の財源・権限の移譲

「空飛ぶ補助金」のうちがん検診推進事業　（女性特有のがん検
診推進事業）について、都道府県へ財源・権限を移譲し、都道府
県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること

【制度改正の必要性等】
国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」）は、地方の実情が反映され
ない恐れがあるばかりか、国による地方への過度な関与や二重行政の拡大につながるなど、地方分権改革に逆行するものである。
特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助対象、補助率等を地方の裁量で決定するとともに、都
道府県等が実施する事業との連携を図ることによって、地方の実情に応じたより効果の高い事業とすることが必要である。
ついては、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振興に資するものは、都道府県へ財源・権限を移譲し、
都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること。
【地方移管を求める理由】
県により地域の実態に応じた事業とした方が受診率の向上が図れる。

H26 903 11_その他 都道府県 埼玉県 厚生労働省 A　権限移譲 セーフティネット支援対策等事業費
補助金交付要綱

都道府県を介さない国の補
助金（いわゆる「空飛ぶ補助
金」）について、都道府県へ
の財源・権限の移譲

「空飛ぶ補助金」のうちセーフティネット支援対策等事業費補助
金（安心生活基盤構築事業）について、都道府県へ財源・権限を
移譲し、都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度と
すること

【制度改正の必要性等】
国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」）は、地方の実情が反映され
ない恐れがあるばかりか、国による地方への過度な関与や二重行政の拡大につながるなど、地方分権改革に逆行するものである。
特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助対象、補助率等を地方の裁量で決定するとともに、都
道府県等が実施する事業との連携を図ることによって、地方の実情に応じたより効果の高い事業とすることが必要である。
ついては、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振興に資するものは、都道府県へ財源・権限を移譲し、
都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること。
【地方移管を求める理由】
埼玉県の地域福祉の推進と密接な関係があるので、県で一体的に実施した方がより効果的であるため。

H26 904 11_その他 都道府県 埼玉県 厚生労働省 A　権限移譲 地域生活支援事業実施要綱 都道府県を介さない国の補
助金（いわゆる「空飛ぶ補助
金」）について、都道府県へ
の財源・権限の移譲

「空飛ぶ補助金」のうち地域生活支援事業費補助金について、都
道府県へ財源・権限を移譲し、都道府県から市町村や民間事業
者等へ補助する制度とすること

【制度改正の必要性等】
国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」）は、地方の実情が反映され
ない恐れがあるばかりか、国による地方への過度な関与や二重行政の拡大につながるなど、地方分権改革に逆行するものである。
特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助対象、補助率等を地方の裁量で決定するとともに、都
道府県等が実施する事業との連携を図ることによって、地方の実情に応じたより効果の高い事業とすることが必要である。
ついては、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振興に資するものは、都道府県へ財源・権限を移譲し、
都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること。
【地方移管を求める理由】
国が補助した額の１／２を県も別途補助しているため、県に移管すれば二重行政の解消になる。
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H26 905 11_その他 都道府県 埼玉県 厚生労働省 A　権限移譲 障害者自立支援給付費国庫負担
金交付要綱

都道府県を介さない国の補
助金（いわゆる「空飛ぶ補助
金」）について、都道府県へ
の財源・権限の移譲

「空飛ぶ補助金」のうち障害者自立支援給付費国庫負担金交付
要綱について、都道府県へ財源・権限を移譲し、都道府県から市
町村や民間事業者等へ補助する制度とすること

【制度改正の必要性等】
国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」）は、地方の実情が反映され
ない恐れがあるばかりか、国による地方への過度な関与や二重行政の拡大につながるなど、地方分権改革に逆行するものである。
特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助対象、補助率等を地方の裁量で決定するとともに、都
道府県等が実施する事業との連携を図ることによって、地方の実情に応じたより効果の高い事業とすることが必要である。
ついては、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振興に資するものは、都道府県へ財源・権限を移譲し、
都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること。
【地方移管を求める理由】
国が補助した額の１／２を県も別途補助しているため、県に移管すれば二重行政の解消になる。

H26 906 11_その他 都道府県 埼玉県 厚生労働省 A　権限移譲 感染症予防事業費等国庫負担（補
助）金交付要綱

都道府県を介さない国の補
助金（いわゆる「空飛ぶ補助
金」）について、都道府県へ
の財源・権限の移譲

「空飛ぶ補助金」のうち働く世代の女性支援のためのがん検診推
進事業について、都道府県へ財源・権限を移譲し、都道府県から
市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること

【制度改正の必要性等】
国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」）は、地方の実情が反映され
ない恐れがあるばかりか、国による地方への過度な関与や二重行政の拡大につながるなど、地方分権改革に逆行するものである。
特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助対象、補助率等を地方の裁量で決定するとともに、都
道府県等が実施する事業との連携を図ることによって、地方の実情に応じたより効果の高い事業とすることが必要である。
ついては、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振興に資するものは、都道府県へ財源・権限を移譲し、
都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること。
【地方移管を求める理由】
県により地域の実態に応じた事業とした方が受診率の向上が図れる。

H26 907 11_その他 都道府県 埼玉県 厚生労働省 A　権限移譲 障害児施設措置費（給付費等）国
庫負担金交付要綱

都道府県を介さない国の補
助金（いわゆる「空飛ぶ補助
金」）について、都道府県へ
の財源・権限の移譲

「空飛ぶ補助金」のうち障害児施設措置費（給付費等）国庫負担
金について、都道府県へ財源・権限を移譲し、都道府県から市町
村や民間事業者等へ補助する制度とすること

【制度改正の必要性等】
国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」）は、地方の実情が反映され
ない恐れがあるばかりか、国による地方への過度な関与や二重行政の拡大につながるなど、地方分権改革に逆行するものである。
特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助対象、補助率等を地方の裁量で決定するとともに、都
道府県等が実施する事業との連携を図ることによって、地方の実情に応じたより効果の高い事業とすることが必要である。
ついては、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振興に資するものは、都道府県へ財源・権限を移譲し、
都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること。
【地方移管を求める理由】
国が補助した額の１／２を県も別途補助しているため、県に移管すれば二重行政の解消になる。

H26 908 11_その他 都道府県 埼玉県 厚生労働省 A　権限移譲 介護保険事業費保険事業費補助
金交付要綱

都道府県を介さない国の補
助金（いわゆる「空飛ぶ補助
金」）について、都道府県へ
の財源・権限の移譲

「空飛ぶ補助金」のうち介護保険事業費補助金について、都道府
県へ財源・権限を移譲し、都道府県から市町村や民間事業者等
へ補助する制度とすること

【制度改正の必要性等】
国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」）は、地方の実情が反映され
ない恐れがあるばかりか、国による地方への過度な関与や二重行政の拡大につながるなど、地方分権改革に逆行するものである。
特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助対象、補助率等を地方の裁量で決定するとともに、都
道府県等が実施する事業との連携を図ることによって、地方の実情に応じたより効果の高い事業とすることが必要である。
ついては、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振興に資するものは、都道府県へ財源・権限を移譲し、
都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること。
【地方移管を求める理由】
事業実施に際して地域の実情を反映させる必要がある。全国一律の基準ではなく、国よりもその地域の実情を把握している県が
行ったほうが、地域に即した効果的な補助が期待できる。

H26 909 11_その他 都道府県 埼玉県 厚生労働省 A　権限移譲 紹介予定派遣活用型正社員就職
応援事業実施要領

都道府県を介さない国の補
助金（いわゆる「空飛ぶ補助
金」）について、都道府県へ
の財源・権限の移譲

「空飛ぶ補助金」のうち紹介予定派遣活用型正社員就職応援事
業（通称：若者キャリア応援制度）について、都道府県へ財源・権
限を移譲し、都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制
度とすること

【制度改正の必要性等】
国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」）は、地方の実情が反映され
ない恐れがあるばかりか、国による地方への過度な関与や二重行政の拡大につながるなど、地方分権改革に逆行するものである。
特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助対象、補助率等を地方の裁量で決定するとともに、都
道府県等が実施する事業との連携を図ることによって、地方の実情に応じたより効果の高い事業とすることが必要である。
ついては、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振興に資するものは、都道府県へ財源・権限を移譲し、
都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること。
【地方移管を求める理由】
埼玉県では平成２２年度から緊急雇用創出基金を活用して同種の事業を実施してきた。この事業は若年者の正規雇用促進ととも
に、県内中小企業への人材供給、企業における人材育成支援という側面を併せ持っている。
新卒未就職者の状況は、地方の実情がそれぞれ異なることから、事業ノウハウや実績を有する県が一元的に実施することが望まし
い。
特に埼玉県の場合は、ハローワーク浦和就業支援サテライト（若者コーナー）を活用し、本事業を必要とする若者に対し直接アプ
ローチすることが可能である。

H26 910 11_その他 都道府県 埼玉県 厚生労働省 A　権限移譲 両立支援等助成金支給要領 都道府県を介さない国の補
助金（いわゆる「空飛ぶ補助
金」）について、都道府県へ
の財源・権限の移譲

「空飛ぶ補助金」のうち事業所内保育施設設置・運営等支援助成
金について、都道府県へ財源・権限を移譲し、都道府県から市町
村や民間事業者等へ補助する制度とすること

【制度改正の必要性等】
国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」）は、地方の実情が反映され
ない恐れがあるばかりか、国による地方への過度な関与や二重行政の拡大につながるなど、地方分権改革に逆行するものである。
特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助対象、補助率等を地方の裁量で決定するとともに、都
道府県等が実施する事業との連携を図ることによって、地方の実情に応じたより効果の高い事業とすることが必要である。
ついては、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振興に資するものは、都道府県へ財源・権限を移譲し、
都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること。
【地方移管を求める理由】
同種の事業を県も行っているため。県に移管すれば二重行政の解消になる。

４【厚生労働省】
（18）事業所内保育施設設置・運営等支援助成金
助成金の支給決定をした事業主の名称等を都道府県に通知することにより、国と
都道府県との連携を促進する。
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H26 911 02_農業・農地 都道府県 埼玉県 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

耕作放棄地再生利用緊急対策実
施要綱

都道府県を介さない国の補
助金（いわゆる「空飛ぶ補助
金」）について、都道府県の
判断に基づく交付等による
自由度向上

「空飛ぶ補助金」のうち耕作放棄地再生利用緊急対策交付金に
ついて、県の判断で柔軟に対象団体に交付できる自由度の高い
制度とすること

【制度改正の必要性等】
国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」）は、地方の実情が反映され
ない恐れがあるばかりか、国による地方への過度な関与や二重行政の拡大につながるなど、地方分権改革に逆行するものである。
特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助対象、補助率等を地方の裁量で決定するとともに、都
道府県等が実施する事業との連携を図ることによって、地方の実情に応じたより効果の高い事業とすることが必要である。
そのため、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振興に資するものは、都道府県へ財源・権限を移譲し、
都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすることが必要である。
本提案においては、県の判断で柔軟に対象団体に交付できる自由度の高い制度とすることを求めるものである。
【地方移管を求める理由】
県の遊休農地対策や農地中間管理事業と密接な関連があるため、県で一体的に実施した方がより効果的な事業展開が可能にな
る。

H26 912 02_農業・農地 都道府県 埼玉県 内閣府 A　権限移譲 地域再生法第13条、汚水処理施設
整備交付金交付要綱

都道府県を介さない国の補
助金（いわゆる「空飛ぶ補助
金」）について、都道府県へ
の財源・権限の移譲

「空飛ぶ補助金」のうち汚水処理施設整備交付金について、都道
府県へ財源・権限を移譲し、都道府県から市町村や民間事業者
等へ補助する制度とすること

【制度改正の必要性等】
国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」）は、地方の実情が反映され
ない恐れがあるばかりか、国による地方への過度な関与や二重行政の拡大につながるなど、地方分権改革に逆行するものである。
特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助対象、補助率等を地方の裁量で決定するとともに、都
道府県等が実施する事業との連携を図ることによって、地方の実情に応じたより効果の高い事業とすることが必要である。
ついては、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振興に資するものは、都道府県へ財源・権限を移譲し、
都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること。
【地方移管を求める理由】
生活排水処理施設整備構想を効果的に実施することが可能。

H26 913 02_農業・農地 都道府県 埼玉県 農林水産省 A　権限移譲 農業基盤整備促進事業実施要綱 都道府県を介さない国の補
助金（いわゆる「空飛ぶ補助
金」）について、都道府県へ
の財源・権限の移譲

「空飛ぶ補助金」のうち農業基盤整備促進事業について、都道府
県へ財源・権限を移譲し、都道府県から市町村や民間事業者等
へ補助する制度とすること

【制度改正の必要性等】
国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」）は、地方の実情が反映され
ない恐れがあるばかりか、国による地方への過度な関与や二重行政の拡大につながるなど、地方分権改革に逆行するものである。
特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助対象、補助率等を地方の裁量で決定するとともに、都
道府県等が実施する事業との連携を図ることによって、地方の実情に応じたより効果の高い事業とすることが必要である。
ついては、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振興に資するものは、都道府県へ財源・権限を移譲し、
都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること。
【地方移管を求める理由】
市町村が単独で行うよりも、県と一体として実施した方が効果が期待できる。

４　【農林水産省】
（16）農業基盤整備促進事業
平成26年２月以降、都道府県以外が事業実施主体となる場合においても、都道
府県経由で国に申請を行うよう採択申請を一本化したところであり、交付方法に
ついても都道府県の判断に基づき、都道府県経由で交付することが可能であるこ
とを、地方公共団体に周知する。

H26 914 02_農業・農地 都道府県 埼玉県 農林水産省 A　権限移譲 環境保全型農業直接支援対策実
施要綱

都道府県を介さない国の補
助金（いわゆる「空飛ぶ補助
金」）について、都道府県へ
の財源・権限の移譲

「空飛ぶ補助金」のうち環境保全型農業直接支援対策交付金に
ついて、都道府県へ財源・権限を移譲し、都道府県から市町村
や民間事業者等へ補助する制度とすること

【制度改正の必要性等】
国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」）は、地方の実情が反映され
ない恐れがあるばかりか、国による地方への過度な関与や二重行政の拡大につながるなど、地方分権改革に逆行するものである。
特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助対象、補助率等を地方の裁量で決定するとともに、都
道府県等が実施する事業との連携を図ることによって、地方の実情に応じたより効果の高い事業とすることが必要である。
ついては、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振興に資するものは、都道府県へ財源・権限を移譲し、
都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること。
【地方移管を求める理由】
県で交付金を受け入れ、生産者への支払いを一本化することで、事務処理の効率化を図ることができる。

４　【農林水産省】
（15）環境保全型農業直接支払交付金
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律（平26法78）に基づき、国
から農業者等へ直接交付する仕組みから、都道府県及び市町村を経由して農業
者の組織する団体等に交付する仕組みに見直す。

H26 915 02_農業・農地 都道府県 埼玉県 農林水産省 A　権限移譲 農山漁村の活性化のための定住等
及び地域間交流の促進に関する法
律第６条、農山漁村活性化プロジェ
クト支援交付金実施要綱

都道府県を介さない国の補
助金（いわゆる「空飛ぶ補助
金」）について、都道府県へ
の財源・権限の移譲

「空飛ぶ補助金」のうち農山漁村活性化プロジェクト支援交付金
について、都道府県へ財源・権限を移譲し、都道府県から市町村
や民間事業者等へ補助する制度とすること

【制度改正の必要性等】
国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」）は、地方の実情が反映され
ない恐れがあるばかりか、国による地方への過度な関与や二重行政の拡大につながるなど、地方分権改革に逆行するものである。
特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助対象、補助率等を地方の裁量で決定するとともに、都
道府県等が実施する事業との連携を図ることによって、地方の実情に応じたより効果の高い事業とすることが必要である。
ついては、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振興に資するものは、都道府県へ財源・権限を移譲し、
都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること。
【地方移管を求める理由】
市町村が単独で行うよりも、県と一体として実施した方が効果が期待できる。

［再掲］
４　【農林水産省】
（12）農山漁村活性化プロジェクト支援交付金
関係行政機関の一層の連携強化を図るため、都道府県及び市町村に対し、活性
化計画を作成したときは、都道府県にあっては関係市町村に、市町村にあっては
都道府県に情報提供を行うことを周知するとともに、関係行政機関が十分な意見
交換等を行うことができるよう支援する。

H26 917 02_農業・農地 都道府県 埼玉県 農林水産省 A　権限移譲 「農」のある暮らしづくり交付金実施
要綱

都道府県を介さない国の補
助金（いわゆる「空飛ぶ補助
金」）について、都道府県へ
の財源・権限の移譲

「空飛ぶ補助金」のうち「農」のある暮らしづくり交付金について、
都道府県へ財源・権限を移譲し、都道府県から市町村や民間事
業者等へ補助する制度とすること

【制度改正の必要性等】
国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」）は、地方の実情が反映され
ない恐れがあるばかりか、国による地方への過度な関与や二重行政の拡大につながるなど、地方分権改革に逆行するものである。
特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助対象、補助率等を地方の裁量で決定するとともに、都
道府県等が実施する事業との連携を図ることによって、地方の実情に応じたより効果の高い事業とすることが必要である。
ついては、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振興に資するものは、都道府県へ財源・権限を移譲し、
都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること。
【地方移管を求める理由】
県の都市農業施策と一体的に実施した方がより効果的に実施が可能。
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H26 918 02_農業・農地 都道府県 埼玉県 農林水産省 A　権限移譲 都市農村共生・対流総合対策交付
金実施要綱

都道府県を介さない国の補
助金（いわゆる「空飛ぶ補助
金」）について、都道府県へ
の財源・権限の移譲

「空飛ぶ補助金」のうち都市農村共生・対流総合対策交付金につ
いて、都道府県へ財源・権限を移譲し、都道府県から市町村や
民間事業者等へ補助する制度とすること

【制度改正の必要性等】
国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」）は、地方の実情が反映され
ない恐れがあるばかりか、国による地方への過度な関与や二重行政の拡大につながるなど、地方分権改革に逆行するものである。
特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助対象、補助率等を地方の裁量で決定するとともに、都
道府県等が実施する事業との連携を図ることによって、地方の実情に応じたより効果の高い事業とすることが必要である。
ついては、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振興に資するものは、都道府県へ財源・権限を移譲し、
都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること。
【地方移管を求める理由】
県のグリーンツーリズム関連事業と一体的に実施した方がより効果的に実施が可能。

［再掲］
４　【農林水産省】
（18）都市農村共生・対流総合対策交付金
国と都道府県の連携強化を図るため、都道府県に対し、事業実施主体から提出
された促進計画等に係る情報提供を行うとともに、当該計画等について意見聴取
を行う。

H26 919 02_農業・農地 都道府県 埼玉県 農林水産省 A　権限移譲 日本の食魅力発見・利用促進事業
実施要綱

都道府県を介さない国の補
助金（いわゆる「空飛ぶ補助
金」）について、都道府県へ
の財源・権限の移譲

「空飛ぶ補助金」のうち食のモデル地域育成事業について、都道
府県へ財源・権限を移譲し、都道府県から市町村や民間事業者
等へ補助する制度とすること

【制度改正の必要性等】
国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」）は、地方の実情が反映され
ない恐れがあるばかりか、国による地方への過度な関与や二重行政の拡大につながるなど、地方分権改革に逆行するものである。
特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助対象、補助率等を地方の裁量で決定するとともに、都
道府県等が実施する事業との連携を図ることによって、地方の実情に応じたより効果の高い事業とすることが必要である。
ついては、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振興に資するものは、都道府県へ財源・権限を移譲し、
都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること。
【地方移管を求める理由】
同趣旨の地産地消を県も推進しているため、県に移管すれば二重行政の解消になる。
また、県で一体的に実施した方がより事務の効率化が期待できる。

［再掲］
４　【農林水産省】
（17）食のモデル地域育成事業
国と都道府県の連携強化を図るため、都道府県に対し、事業実施主体から提出
された事業計画等に係る情報提供を行うとともに、当該計画等について意見聴取
を行う。

H26 920 02_農業・農地 都道府県 埼玉県 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事
業推進交付金交付要綱

都道府県を介さない国の補
助金（いわゆる「空飛ぶ補助
金」）について、都道府県の
判断に基づく交付等による
自由度向上

「空飛ぶ補助金」のうち鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業推進
交付金について、県の判断で柔軟に対象団体に交付できる自由
度の高い制度とすること

【制度改正の必要性等】
国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」）は、地方の実情が反映され
ない恐れがあるばかりか、国による地方への過度な関与や二重行政の拡大につながるなど、地方分権改革に逆行するものである。
特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助対象、補助率等を地方の裁量で決定するとともに、都
道府県等が実施する事業との連携を図ることによって、地方の実情に応じたより効果の高い事業とすることが必要である。
そのため、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振興に資するものは、都道府県へ財源・権限を移譲し、
都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすることが必要である。
本提案においては、県の判断で柔軟に対象団体に交付できる自由度の高い制度とすることを求めるものである。
【地方移管を求める理由】
同主旨の鳥獣被害防止総合対策交付金では、県を経由して事業を実施しているため、一体的に実施した方が事務の効率化が図
れる。

H26 921 02_農業・農地 都道府県 埼玉県 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

燃油価格高騰緊急対策事業推進
費補助金交付要綱

都道府県を介さない国の補
助金（いわゆる「空飛ぶ補助
金」）について、都道府県の
判断に基づく交付等による
自由度向上

「空飛ぶ補助金」のうち燃油価格高騰緊急対策について、県の判
断で柔軟に対象団体に交付できる自由度の高い制度とすること

【制度改正の必要性等】
国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」）は、地方の実情が反映され
ない恐れがあるばかりか、国による地方への過度な関与や二重行政の拡大につながるなど、地方分権改革に逆行するものである。
特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助対象、補助率等を地方の裁量で決定するとともに、都
道府県等が実施する事業との連携を図ることによって、地方の実情に応じたより効果の高い事業とすることが必要である。
そのため、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振興に資するものは、都道府県へ財源・権限を移譲し、
都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすることが必要である。
本提案においては、県の判断で柔軟に対象団体に交付できる自由度の高い制度とすることを求めるものである。
【地方移管を求める理由】
野菜振興総合対策事業と一体的に推進することで省エネルギーに向けた取組が強化され、野菜生産農家の経営安定を効率的に
図ることができる。

H26 922 02_農業・農地 都道府県 埼玉県 農林水産省 A　権限移譲 果実等生産出荷安定対策実施要
綱

都道府県を介さない国の補
助金（いわゆる「空飛ぶ補助
金」）について、都道府県へ
の財源・権限の移譲

「空飛ぶ補助金」のうち果樹経営支援対策事業について、都道府
県へ財源・権限を移譲し、都道府県から市町村や民間事業者等
へ補助する制度とすること

【制度改正の必要性等】
国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」）は、地方の実情が反映され
ない恐れがあるばかりか、国による地方への過度な関与や二重行政の拡大につながるなど、地方分権改革に逆行するものである。
特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助対象、補助率等を地方の裁量で決定するとともに、都
道府県等が実施する事業との連携を図ることによって、地方の実情に応じたより効果の高い事業とすることが必要である。
ついては、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振興に資するものは、都道府県へ財源・権限を移譲し、
都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること。
【地方移管を求める理由】
産地の実情を把握している県が行うことで、より効率よく、効果的な事業実施が可能となる。

H26 923 02_農業・農地 都道府県 埼玉県 農林水産省 A　権限移譲 果実等生産出荷安定対策実施要
綱

都道府県を介さない国の補
助金（いわゆる「空飛ぶ補助
金」）について、都道府県へ
の財源・権限の移譲

「空飛ぶ補助金」のうち茶改植等支援事業について、都道府県へ
財源・権限を移譲し、都道府県から市町村や民間事業者等へ補
助する制度とすること

【制度改正の必要性等】
国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」）は、地方の実情が反映され
ない恐れがあるばかりか、国による地方への過度な関与や二重行政の拡大につながるなど、地方分権改革に逆行するものである。
特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助対象、補助率等を地方の裁量で決定するとともに、都
道府県等が実施する事業との連携を図ることによって、地方の実情に応じたより効果の高い事業とすることが必要である。
ついては、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振興に資するものは、都道府県へ財源・権限を移譲し、
都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること。
【地方移管を求める理由】
産地の実情を把握している県が行うことで、より効率よく、効果的な事業実施が可能となる。

４　【農林水産省】
（11）茶改植等支援事業
国と都道府県の連携強化を図るため、都道府県に対し、事業実施主体から提出
された事業計画等に係る情報提供を行うとともに、当該計画等について意見聴取
を行う。
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H26 924 02_農業・農地 都道府県 埼玉県 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

産地活性化総合対策事業実施要
綱

都道府県を介さない国の補
助金（いわゆる「空飛ぶ補助
金」）について、都道府県の
判断に基づく交付等による
自由度向上

「空飛ぶ補助金」のうち国産花きイノベーション推進事業につい
て、県の判断で柔軟に対象団体に交付できる自由度の高い制度
とすること

【制度改正の必要性等】
国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」）は、地方の実情が反映され
ない恐れがあるばかりか、国による地方への過度な関与や二重行政の拡大につながるなど、地方分権改革に逆行するものである。
特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助対象、補助率等を地方の裁量で決定するとともに、都
道府県等が実施する事業との連携を図ることによって、地方の実情に応じたより効果の高い事業とすることが必要である。
そのため、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振興に資するものは、都道府県へ財源・権限を移譲し、
都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすることが必要がある。
本提案においては、県の判断で柔軟に対象団体に交付できる自由度の高い制度とすることを求めるものである。
【地方移管を求める理由】
本事業は生産・供給体制の強化と需要拡大に向けた取組の支援を目的としており、県が行う花植木の生産振興・消費拡大に向け
た事務・事業と密接な関連がある。
そのため、県が一体的に実施した方が事務の効率化、事業実施の迅速化が期待できる。

H26 925 01_土地利用（農
地除く）

都道府県 埼玉県 農林水産省（林野
庁）

A　権限移譲 林産物供給等振興対策事業実施
要綱

都道府県を介さない国の補
助金（いわゆる「空飛ぶ補助
金」）について、都道府県へ
の財源・権限の移譲

「空飛ぶ補助金」のうち地域材利活用倍増戦略プロジェクトにつ
いて、都道府県へ財源・権限を移譲し、都道府県から市町村や
民間事業者等へ補助する制度とすること

【制度改正の必要性等】
国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」）は、地方の実情が反映され
ない恐れがあるばかりか、国による地方への過度な関与や二重行政の拡大につながるなど、地方分権改革に逆行するものである。
特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助対象、補助率等を地方の裁量で決定するとともに、都
道府県等が実施する事業との連携を図ることによって、地方の実情に応じたより効果の高い事業とすることが必要である。
ついては、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振興に資するものは、都道府県へ財源・権限を移譲し、
都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること。
【地方移管を求める理由】
地域材の利用促進等、県の施策と重複しているので、県で一体的に実施したほうがより効果が期待できる。

H26 926 01_土地利用（農
地除く）

都道府県 埼玉県 農林水産省（林野
庁）

B　地方に対す
る規制緩和

分収林契約適正化事業実施要領 都道府県を介さない国の補
助金（いわゆる「空飛ぶ補助
金」）について、都道府県の
判断に基づく交付等による
自由度向上

「空飛ぶ補助金」のうち分収林契約適正化事業について、都道府
県へ財源・権限を移譲し、県の判断で柔軟に対象団体に交付で
きる自由度の高い制度とすること

【制度改正の必要性等】
国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」）は、地方の実情が反映され
ない恐れがあるばかりか、国による地方への過度な関与や二重行政の拡大につながるなど、地方分権改革に逆行するものである。
特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助対象、補助率等を地方の裁量で決定するとともに、都
道府県等が実施する事業との連携を図ることによって、地方の実情に応じたより効果の高い事業とすることが必要である。
そのため、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振興に資するものは、都道府県へ財源・権限を移譲し、
都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすることが必要がある。
本提案においては、県の判断で柔軟に対象団体に交付できる自由度の高い制度とすることを求めるものである。
【地方移管を求める理由】
県の森林・林業施策及び農林公社支援策と密接な関係があるため、県で実施した方が多様な森づくりと公社の経営改善に繋がる。

H26 927 11_その他 都道府県 埼玉県 農林水産省（水産
庁）

B　地方に対す
る規制緩和

水産多面的機能発揮対策交付金
実施要領

都道府県を介さない国の補
助金（いわゆる「空飛ぶ補助
金」）について、都道府県の
判断に基づく交付等による
自由度向上

「空飛ぶ補助金」のうち水産多面的機能発揮対策事業交付金に
ついて、県の判断で柔軟に対象団体に交付できる自由度の高い
制度とすること

【制度改正の必要性等】
国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」）は、地方の実情が反映され
ない恐れがあるばかりか、国による地方への過度な関与や二重行政の拡大につながるなど、地方分権改革に逆行するものである。
特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助対象、補助率等を地方の裁量で決定するとともに、都
道府県等が実施する事業との連携を図ることによって、地方の実情に応じたより効果の高い事業とすることが必要である。
そのため、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振興に資するものは、都道府県へ財源・権限を移譲し、
都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすることが必要がある。
本提案においては、県の判断で柔軟に対象団体に交付できる自由度の高い制度とすることを求めるものである。
【地方移管を求める理由】
類似のふるさとの川増殖事業を実施していることや、漁業協同組合指導事務と密接な関連があり、県で一体的に実施した方が効果
が期待できる。

H26 928 09_土木・建築 都道府県 埼玉県 国土交通省 A　権限移譲 先導的都市環境形成促進事業費
補助金交付要綱

都道府県を介さない国の補
助金（いわゆる「空飛ぶ補助
金」）について、都道府県へ
の財源・権限の移譲

「空飛ぶ補助金」のうち先導的都市環境形成促進事業について、
都道府県へ財源・権限を移譲し、都道府県から市町村や民間事
業者等へ補助する制度とすること

【制度改正の必要性等】
国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」）は、地方の実情が反映され
ない恐れがあるばかりか、国による地方への過度な関与や二重行政の拡大につながるなど、地方分権改革に逆行するものである。
特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助対象、補助率等を地方の裁量で決定するとともに、都
道府県等が実施する事業との連携を図ることによって、地方の実情に応じたより効果の高い事業とすることが必要である。
ついては、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振興に資するものは、都道府県へ財源・権限を移譲し、
都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること。
【地方移管を求める理由】
県に対する情報提供が不十分であるため、県が把握している地域の事情等を反映できない。

H26 929 09_土木・建築 都道府県 埼玉県 国土交通省 A　権限移譲 耐震対策緊急促進事業制度要綱 都道府県を介さない国の補
助金（いわゆる「空飛ぶ補助
金」）について、都道府県へ
の財源・権限の移譲

「空飛ぶ補助金」のうち耐震対策緊急促進事業補助金について、
都道府県へ財源・権限を移譲し、都道府県から市町村や民間事
業者等へ補助する制度とすること

【制度改正の必要性等】
国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」）は、地方の実情が反映され
ない恐れがあるばかりか、国による地方への過度な関与や二重行政の拡大につながるなど、地方分権改革に逆行するものである。
特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助対象、補助率等を地方の裁量で決定するとともに、都
道府県等が実施する事業との連携を図ることによって、地方の実情に応じたより効果の高い事業とすることが必要である。
ついては、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振興に資するものは、都道府県へ財源・権限を移譲し、
都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること。
【地方移管を求める理由】
所管行政庁に耐震化補助がある場合には、移管すれば二重行政の解消になる。



年
年度別
管理番

号
分野

提案団体の
属性

提案
団体

関係府省
提案
区分

根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 930 09_土木・建築 都道府県 埼玉県 国土交通省 A　権限移譲 スマートウェルネス住宅等推進事業
補助金交付要綱

都道府県を介さない国の補
助金（いわゆる「空飛ぶ補助
金」）について、都道府県へ
の財源・権限の移譲

「空飛ぶ補助金」のうちスマートウェルネス住宅等推進事業（ス
マートウェルネス拠点整備事業、スマートウェルネス住宅等推進
モデル事業）について、都道府県へ財源・権限を移譲し、都道府
県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること

【制度改正の必要性等】
国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」）は、地方の実情が反映され
ない恐れがあるばかりか、国による地方への過度な関与や二重行政の拡大につながるなど、地方分権改革に逆行するものである。
特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助対象、補助率等を地方の裁量で決定するとともに、都
道府県等が実施する事業との連携を図ることによって、地方の実情に応じたより効果の高い事業とすることが必要である。
ついては、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振興に資するものは、都道府県へ財源・権限を移譲し、
都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること。
【地方移管を求める理由】
県で行っている県営住宅団地再生事業と密接な関係があり、県で実施することにより事業推進効果が期待できる（施設整備に係る
部分に限る）。

H26 931 09_土木・建築 都道府県 埼玉県 国土交通省 A　権限移譲 集約都市形成支援事業費補助金
交付要綱

都道府県を介さない国の補
助金（いわゆる「空飛ぶ補助
金」）について、都道府県へ
の財源・権限の移譲

「空飛ぶ補助金」のうち集約都市形成支援事業について、都道府
県へ財源・権限を移譲し、都道府県から市町村や民間事業者等
へ補助する制度とすること

【制度改正の必要性等】
国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」）は、地方の実情が反映され
ない恐れがあるばかりか、国による地方への過度な関与や二重行政の拡大につながるなど、地方分権改革に逆行するものである。
特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助対象、補助率等を地方の裁量で決定するとともに、都
道府県等が実施する事業との連携を図ることによって、地方の実情に応じたより効果の高い事業とすることが必要である。
ついては、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振興に資するものは、都道府県へ財源・権限を移譲し、
都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること。
【地方移管を求める理由】
地方移管により地域の特性や実情を反映したまちづくりが可能となるため

H26 932 09_土木・建築 都道府県 埼玉県 国土交通省 A　権限移譲 都市安全確保促進事業費補助金
交付要綱

都道府県を介さない国の補
助金（いわゆる「空飛ぶ補助
金」）について、都道府県へ
の財源・権限の移譲

「空飛ぶ補助金」のうち都市安全確保促進事業費補助金交付要
綱について、都道府県へ財源・権限を移譲し、都道府県から市町
村や民間事業者等へ補助する制度とすること

【制度改正の必要性等】
国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」）は、地方の実情が反映され
ない恐れがあるばかりか、国による地方への過度な関与や二重行政の拡大につながるなど、地方分権改革に逆行するものである。
特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助対象、補助率等を地方の裁量で決定するとともに、都
道府県等が実施する事業との連携を図ることによって、地方の実情に応じたより効果の高い事業とすることが必要である。
ついては、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振興に資するものは、都道府県へ財源・権限を移譲し、
都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること。
【地方移管を求める理由】
地方移管により地域の特性や実情を反映したまちづくりが可能となるため。

H26 933 09_土木・建築 都道府県 埼玉県 国土交通省 A　権限移譲 民間まちづくり活動促進事業交付
要綱

都道府県を介さない国の補
助金（いわゆる「空飛ぶ補助
金」）について、都道府県へ
の財源・権限の移譲

「空飛ぶ補助金」のうち民間まちづくり活動促進事業について、都
道府県へ財源・権限を移譲し、都道府県から市町村や民間事業
者等へ補助する制度とすること

【制度改正の必要性等】
国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」）は、地方の実情が反映され
ない恐れがあるばかりか、国による地方への過度な関与や二重行政の拡大につながるなど、地方分権改革に逆行するものである。
特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助対象、補助率等を地方の裁量で決定するとともに、都
道府県等が実施する事業との連携を図ることによって、地方の実情に応じたより効果の高い事業とすることが必要である。
ついては、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振興に資するものは、都道府県へ財源・権限を移譲し、
都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること。
【地方移管を求める理由】
県に対する情報提供が不十分であるため、県が把握している地域の事情等を反映できない。

H26 934 11_その他 都道府県 埼玉県 環境省 A　権限移譲 生物多様性保全推進支援事業実
施要領
生物多様性保全推進交付金交付
要綱
生物多様性保全推進交付金取扱
要領

生物多様性保全推進支援事
業に関する事務の都道府県
への移譲

「空飛ぶ補助金」のうち生物多様性保全推進支援事業について、
都道府県へ財源・権限を移譲し、都道府県から市町村や民間事
業者等へ補助する制度とすること

【制度改正の必要性等】
国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」）は、地方の実情が反映され
ない恐れがあるばかりか、国による地方への過度な関与や二重行政の拡大につながるなど、地方分権改革に逆行するものである。
特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助対象、補助率等を地方の裁量で決定するとともに、都
道府県等が実施する事業との連携を図ることによって、地方の実情に応じたより効果の高い事業とすることが必要である。
ついては、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振興に資するものは、都道府県へ財源・権限を移譲し、
都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること。
【地方移管を求める理由】
地域の実情にあった補助金活用で、県内の保全活動の活性化につながる。
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B　地方に対す
る規制緩和

農地法附則第２項 農地転用の許可等に関する
国への協議の廃止

農地法附則第２項の２ha超４ha以下の農地転用に係る国への協
議を廃止する。

【支障事例等】
現在の農地転用事務においては、２ha超４ha以下の農地転用については知事許可であるものの、農林水産大臣への協議が必要と
なることから、大規模な農地転用では、国との協議・調整に多大な時間と手間を要し、迅速に農地転用ができない場合があり、これ
により企業が進出をとりやめるといったケースがある。
【制度改正の必要性】
都市計画法では都市計画決定権限の多くが市町村に移譲されているにも関わらず、農地では国の関与が残っており、総合的な地
域づくりのためには、土地利用行政は基礎自治体である市町村が総合的に担い、地域の実情に怖じた土地利用を市町村が自ら判
断する仕組みを実現する必要がある。農地の重要性については地方も認識しており、適正な審査を行っている。実情を把握する地
方が事務を行うことで事務の迅速化が図られ、地域における農業の事情とスピードを重視する企業のニーズに対応しながら、優良
農地の確保と地域経済の活性化の両立が可能となることから、協議を廃しすべきである。。

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国と地方の役
割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕組みの充実を図るととも
に、農地転用に係る事務・権限について、地方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条の２第１項）
を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の設定基準案に加え、国の
目標面積案について、都道府県知事の意見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及び都道府県の
目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定
するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と協議する場（協議の場）を
設けることとする。協議の場の議事等については、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案及び都道府県
の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違がある場合には、その要因
分析等を行い、施策効果の見込み方等について協議する。これらの過程を通じ
て、国と地方が十分な議論を行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び
都道府県の目標面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日地方六団体）
において提案されている「農地の総量確保の目標管理」の仕組みに係る実効性を
検証することとし、今後の制度設計の議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置については、別紙を
基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法附則２項）につ
いては、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農林水産大臣
との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指定市町村にあっては、当
該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確保する目標
を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣が指定する市町村（指
定市町村）の長については、都道府県知事と同様の権限を有するものとして、農
地転用に係る事務・権限を移譲する。あわせて、農用地区域内における開発許
可（農振法15条の２）に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項及び５条３
項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せて検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏まえ、必要に
応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るとともに、農地転用許可等に係
る事例集を作成するなど地方公共団体における農地転用許可制度等の適正な
運用の確保に資するよう必要な支援を行うものとする。

農林水産省三重県都道府県02_農業・農地935H26

H26 936 02_農業・農地 都道府県 三重県 農林水産省

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国と地方の役
割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕組みの充実を図るととも
に、農地転用に係る事務・権限について、地方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条の２第１項）
を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の設定基準案に加え、国の
目標面積案について、都道府県知事の意見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及び都道府県の
目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定
するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と協議する場（協議の場）を
設けることとする。協議の場の議事等については、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案及び都道府県
の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違がある場合には、その要因
分析等を行い、施策効果の見込み方等について協議する。これらの過程を通じ
て、国と地方が十分な議論を行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び
都道府県の目標面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日地方六団体）
において提案されている「農地の総量確保の目標管理」の仕組みに係る実効性を
検証することとし、今後の制度設計の議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置については、別紙を
基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法附則２項）につ
いては、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農林水産大臣
との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指定市町村にあっては、当
該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確保する目標
を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣が指定する市町村（指
定市町村）の長については、都道府県知事と同様の権限を有するものとして、農
地転用に係る事務・権限を移譲する。あわせて、農用地区域内における開発許
可（農振法15条の２）に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項及び５条３
項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せて検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏まえ、必要に
応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るとともに、農地転用許可等に係
る事例集を作成するなど地方公共団体における農地転用許可制度等の適正な
運用の確保に資するよう必要な支援を行うものとする。

【支障事例等】
現在の農地転用事務においては、４ha超の場合には農林水産大臣の許可が必要となることから、大規模な農地転用では、国との協
議・調整に多大な時間と手間を要し、迅速に農地転用ができない場合があり、これにより企業が進出をとりやめるといったケースがあ
る。
【制度改正の必要性】
都市計画法では都市計画決定権限の多くが市町村に移譲されているにも関わらず、農地では国の関与が残っており、総合的な地
域づくりのためには、土地利用行政は基礎自治体である市町村が総合的に担い、地域の実情に怖じた土地利用を市町村が自ら判
断する仕組みを実現する必要がある。農地の重要性については地方も認識しており、適正な審査を行っている。実情を把握する地
方が事務を行うことで事務の迅速化が図られ、地域における農業の事情とスピードを重視する企業のニーズに対応しながら、優良
農地の確保と地域経済の活性化の両立が可能となることから、移譲すべきである。

農地法第４条及び５条の農地転用の許可に関する事務・権限を
市町村に移譲する。

農地転用の許可等に関する
事務・権限の移譲

農地法第4条、第5条A　権限移譲
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H26 937 01_土地利用（農
地除く）

一般市 安城市 財務省（国税庁） 対象外 租税特別措置法第３３条の４ 5000万円控除特例の拡充 土地区画整理事業地区内において、事業のために土地建物の
資産を譲渡した場合における租税特別措置法第３３条の４の規
定による５，０００万円特別控除の特例について、同一事業で年を
またがって２回以上譲渡した場合でも、異なった場所の資産を、
事業の進捗により年をまたがって２回以上譲渡する場合は、何度
でも適用できることとする。

既成市街地の土地区画整理事業において、地区内に複数の土地・建物を所有している権利者の移転をする場合、一度の移転（建
物除却）では対応できない。よって、複数年に渡り、複数物件の移転を行うが、２回目の移転の際、除却のみの場合だと収用代替も
適用されないため、移転に対して権利者理解を得にくく、事業が停滞し、後続（玉突き）の移転者にも影響が出てしまう。計画的かつ
円滑に事業を進めるためにも、異なった場所に複数の土地・建物を所有する者には、５０００万円控除の適用を何回でも適用できる
ようにお願いしたい。

H26 939 07_産業振興 都道府県 神奈川県 経済産業省 A　権限移譲 中小企業の新たな事業活動の促進
に関する法律第25条

ベンチャー支援に関する事
務の都道府県への権限移譲

地域での独自の産業クラスター形成に向けた取組に対して、地
域からの求めに応じたアドバイス等（県境を超えてクラスターを形
成にも対応。また、全国的視野で形成を推進していく必要がある
先導的クラスターについては、国際競争力等の観点から国が主
導）
補助事業の交付決定及び確定手続き
採択事業の進捗管理及び指導、助言、協力　等

現在、経済産業局で行っているベンチャー支援に係る事務を都道府県に移譲する。
「地域新成長産業創出促進事業費補助金」などベンチャー支援に係る補助金の執行、フォローアップ及び成果普及業務を都道府
県に移譲。
　＊従前のスキームで国庫補助金とし、間接補助先を都道府県とすることを想定している。
　＊地域の実情に応じた弾力的運用ができる補助率の設定をしてほしい。（現行：国2/3　⇒　例：国2/3、都道府県　1/3以内など）
新産業ベンチャーへの支援については、地方でも行っているところである。地方で実施している施策との乖離や補助の重複などが
生じる可能性がある。
都道府県において実施することで、地域の特性や既に実施している産業活性化施策との整合性を図ることができる。
補助金については、移譲を行うことで、従前から都道府県で実施している施策との整合性を図り、より効果のある支援策として展開
することが可能と考える。
事業主が相談や申請等の手続きをする際の移動時間の短縮に繋がるとともに、さらにきめ細かいフォローアップなども可能と考え
る。

H26 940 07_産業振興 都道府県 神奈川県 経済産業省 A　権限移譲 「産学人材育成パートナーシップ今
後の取組の方向性について」
ものづくり中小企業・小規模事業者
等連携事業創造促進事業公募要
領

産学人材育成パートナー
シップに関する事務の都道
府県への権限移譲

大学、研究機関、企業などの産学官連携による高度技術の開発
に係る事前相談、応募受付、実施体制等の審査、執行管理、プ
ロジェクト管理、プロジェクト終了後のフォローなど一貫した管理

「相談内容」に係る、現在、経済産業局が行っている補助事業の執行、フォローアップ及び成果普及業務等を都道府県に移譲。
＊従前のスキームで国庫補助金とし、間接補助先を都道府県とすることを想定している。
＊地域の実情に応じた弾力的運用ができる補助率の設定をしてほしい。（現行：国2/3　⇒　例：国2/3、都道府県　1/3以内など）

産学公連携事業や新産業振興事業は、地方でも地域の実態に合わせて行っているところである。地方で実施している施策との乖
離や補助の重複などが生じる可能性がある。こうした事務を移譲することで、地域の特性や都道府県で既に実施している産業活性
化施策との整合性を図ることができる。
補助事業について、移譲を行うことで、従前から都道府県で実施している施策との整合性を図り、より効果のある支援策として展開
することが可能と考える。
事業主が相談や申請等の手続きをする際の移動時間の短縮に繋がるとともに、さらにきめ細かいフォローアップなども可能と考え
る。

H26 938 02_農業・農地 都道府県 福島県 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

農地法附則第2項 2ha超から4ha以下の農地転
用許可を知事が行う際に義
務付けされた国との協議の
廃止

2ha超から4ha以下の農地転用許可を知事が行う際に義務付けさ
れた国との協議を廃止する。

【提案事項・支障事例】
平成10年の農地法改正で、2ha超から4ha以下の農地転用許可を知事が行う際に農林水産大臣との協議を義務付けされたが、同
年の事務次官通知では「農林水産大臣の同意まで求める趣旨のものではない。」とされている。
実際の大臣協議においては、１ヶ月弱の協議時間を要することが通常となっており、場合によっては約80キロメートル離れた東北農
政局（仙台市）における協議が必要なものがある。大臣協議が終了するまでは、当然のことながら、県農業会議に諮問することがで
きず、転用許可まで時間を要している。
2ha超から4ha以下の農地転用許可について、知事の権限で許可を行っている2ha以下と同じ許可基準であり、本県において2ha以
下の転用許可に係る事務を適正に行っているところ、協議に費やす時間と労力の軽減、許可の迅速化を図り、住民サービスの向上
につなげるため、協議手続きの廃止をお願いしたい。

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国と地方の役
割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕組みの充実を図るととも
に、農地転用に係る事務・権限について、地方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条の２第１項）
を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の設定基準案に加え、国の
目標面積案について、都道府県知事の意見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及び都道府県の
目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定
するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と協議する場（協議の場）を
設けることとする。協議の場の議事等については、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案及び都道府県
の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違がある場合には、その要因
分析等を行い、施策効果の見込み方等について協議する。これらの過程を通じ
て、国と地方が十分な議論を行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び
都道府県の目標面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日地方六団体）
において提案されている「農地の総量確保の目標管理」の仕組みに係る実効性を
検証することとし、今後の制度設計の議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置については、別紙を
基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法附則２項）につ
いては、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農林水産大臣
との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指定市町村にあっては、当
該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確保する目標
を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣が指定する市町村（指
定市町村）の長については、都道府県知事と同様の権限を有するものとして、農
地転用に係る事務・権限を移譲する。あわせて、農用地区域内における開発許
可（農振法15条の２）に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項及び５条３
項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せて検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏まえ、必要に
応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るとともに、農地転用許可等に係
る事例集を作成するなど地方公共団体における農地転用許可制度等の適正な
運用の確保に資するよう必要な支援を行うものとする。
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H26 941 07_産業振興 都道府県 神奈川県 経済産業省 A　権限移譲 ＩＴの戦略的導入のための行動指
針、
ＩＴ経営力指標、
下請中小企業・小規模事業者自立
化支援対策費補助金交付要綱

情報処理の促進に関する事
務の都道府県への権限移譲

補助事業や委託事業の実施による、地域における先進的な情報
処理・ソフトウェア産業の振興事業、中小企業のIT化の推進
企業・地域住民等に対するコンピュータウィルス対策や情報セ
キュリティ強化の普及・促進
地域におけるIT動向の実態の調査

「相談内容」に係る、現在、経済産業局が行っている補助事業の執行、フォローアップ及び成果普及業務等を都道府県に移譲。
＊従前のスキームで国庫補助金とし、間接補助先を都道府県とすることを想定している。
＊地域の実情に応じた弾力的運用ができる補助率の設定をしてほしい。（現行：国2/3　⇒　例：国2/3、都道府県　1/3以内など）

産学公連携事業や新産業振興事業は、地方でも地域の実態に合わせて行っているところである。地方で実施している施策との乖
離や補助の重複などが生じる可能性がある。こうした事務を移譲することで、地域の特性や都道府県で既に実施している産業活性
化施策との整合性を図ることができる。
補助事業について、移譲を行うことで、従前から都道府県で実施している施策との整合性を図り、より効果のある支援策として展開
することが可能と考える。
事業主が相談や申請等の手続きをする際の移動時間の短縮に繋がるとともに、さらにきめ細かいフォローアップなども可能と考え
る。

H26 942 07_産業振興 都道府県 神奈川県 経済産業省 A　権限移譲 中小企業の新たな事業活動の促進
に関する法律施行令　第10条第１
項、同条第２項、第11条第１項、第
12条第１項

新連携支援に関する事務の
都道府県への権限移譲

「戦略的基盤技術高度化支援事業」執行、フォローアップ及び成
果普及　等

「戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン）」「中小企業・小規模事業者連携促進支援補助金」の執行、フォローアップ及び成果
普及業務を都道府県に移譲。
　※従前のスキームで国庫補助金とし、間接補助先を都道府県とすることを想定している。
　※地域の実情に応じた弾力的運用ができる補助率の設定をしてほしい。（現行：国2/3　⇒　例：国2/3、都道府県　1/3以内など）
「戦略的基盤技術高度化支援事業」については、移譲を行うことで、従前から都道府県で実施している施策との整合性を図り、より
効果のある支援策として展開することが可能と考える。
連携体に属する企業の所在地が都道府県を跨っていても、補助事業主は代表となる一社だけであることから、都道府県単独でも交
付事務は行えるものと考える。

［再掲］
４【経済産業省】
（14）中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律（平18法33）
法４条３項に基づき認定された特定研究開発等計画に基づく特定研究開発等に
対する補助等（戦略的基盤技術高度化支援事業）については、国と都道府県の
連携強化を図るため、都道府県における相談事務の強化を目的とした公募前の
情報提供及び意見交換を行うとともに、都道府県に対し、交付決定等に係る情報
提供を行う。

H26 943 06_環境・衛生 知事会 中国地方知事会 厚生労働省 A　権限移譲 水道法第6条ほか 水道事業に係る厚生労働大
臣の認可・指導監督権限の
都道府県知事への移譲

水道法に基づき厚生労働大臣が行っている水道事業等（計画給
水人口５万人超の特定水源水道事業及び１日最大給水量が２万
５千立方メートルを超える水道用水供給事業）に関する認可等の
権限を都道府県に移譲する。

【制度改正の必要性】
事業認可の事前協議及び審査に要する時間は（国よりも）県の方が短いため，市町からは県への移譲要望あり（担当者レベルで聞
取り）
国がH25.3に公表した「新水道ビジョン」には，都道府県の役割について「認可権限等の枠組みにとらわれることなく，広域的な事業
間調整機能や流域単位の連携推進機能を発揮することが求められる。」と記述されている。これを実現するためには，平素からの認
可や指導監督を通じた水道事業者との連携関係の構築や水道事業者の状況把握が必要であるところ，現行制度ではこれを図るこ
とができない。
【懸念の解消】
給水人口が5万人を超える水道事業であっても，認可事務の基準は同様であり，技術的な問題はない。

［再掲］
４【厚生労働省】
（７）水道法（昭32法177）
以下に掲げる事務・権限（厚生労働省の所管に係るものに限る。）については、広
域化等を推進する水道事業基盤強化計画（仮称）を策定した上で、業務の監視
体制を十分に整える都道府県であって、当該事務・権限の移譲を希望するものに
対し、都道府県内で水利調整が完結する水道事業等（都道府県が経営主体であ
るものを除く。）を対象に移譲する。
なお、都道府県内で水利調整が完結しない水道用水供給事業から受水する水道
事業については、当該水道用水供給事業との事業統合を行うことを上記計画に
盛り込んだ場合には移譲対象とする。
（以下一部抜粋）
・水道事業の認可（６条１項）
・水道用水供給事業の認可（26条）
・水道事業及び水道用水供給事業に係る報告の徴収及び立入検査（39条１項）

H26 944 04_雇用・労働 知事会 中国地方知事会 厚生労働省 A　権限移譲 職業安定法第5条第3号ほか 職業安定業務の都道府県へ
の移管

職業安定業務について，ハローワーク特区及び一体的実施を地
方の提案に沿って速やかに進め，移管可能性の検証を行い，都
道府県労働局（公共職業安定所）から都道府県へ移管する。

【制度改正の必要性】
利用者にとって複数の行政機関を行き来することが大きな負担となっている。ハローワークの移管により，次のような効果がある。
①就職だけでなく必要な支援を身近な場所で受けられる。
②企業支援と雇用政策の一体化が可能になる。
③学校教育との連携を強化できる。
【現行制度の支障事例】
一体的実施や求人情報オンライン提供では，県に職業紹介の権限がないため，企業支援や人材育成など産業施策との一体的な
展開は困難。また，現行の地方公共団体の無料職業紹介は，Ｕターンなど業務範囲が限定されるため，広範囲な産業施策との展
開は困難。
【懸念の解消】
①「雇用保険の財政責任と運営主体の不一致」については，職業紹介だけでなく雇用保険の認定・給付を含む一体的な事務移管
を求めており，働く意思の確認が可能であるため，両者の分離による濫給は生じない。また，雇用保険を都道府県で分離することな
く全国単位で維持することを想定しているため，保険集団は大きいままであり，保険の分割による地域格差などの発生はない。
②「職業紹介の全国ネットワークの維持」については，総合的雇用情報システムの一体性維持を想定している。（統一マニュアルに
従い運用管理）
③「全国一斉の雇用対策」については，一斉の対応が必要な場合は，連絡調整を行えば統一的・機動的な連携は十分可能であり，
むしろ，移譲により地方自治体が情勢に応じて臨機応変な対応をとることが可能になる利点が大きい。
④「ILO条約」については，国が全国統一基準を設計し，法に基づき地方に助言・勧告，是正指示をすれば条約の趣旨を満たすこ
とは可能

［再掲］
４【厚生労働省】
（１）職業安定法（昭22法141）及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派
遣労働者の保護等に関する法律（昭60法88）
公共職業安定所（ハローワーク）が行う無料職業紹介事業、地方公共団体が行う
無料職業紹介事業の指導監督並びに国以外の者が行う職業紹介、労働者の募
集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の指導監督については、以下の方向
性により見直す。
（ⅰ）国と地方公共団体が同一施設内で国の無料職業紹介事業と地方公共団体
の業務を一体的に実施する取組（一体的実施）、「ハローワーク特区」の取組、ハ
ローワークの求人情報を地方公共団体にオンラインで提供する取組など、ハロー
ワークと地方公共団体との一層の連携強化の取組を通じ、地方公共団体と一体と
なった雇用対策をこれまで以上に推進する。
（ⅱ）以上の取組の成果と課題を検証し、その結果等を踏まえ、これらの事務・権
限の移譲等について、引き続き検討・調整を進める。その際には、ＩＬＯ第88号条
約との整合性、都道府県を越えた職業紹介の適切な実施、雇用対策における機
動性の担保、保険者の変更等雇用保険財政の根本に関わる議論等に留意す
る。
（ⅲ）地方公共団体が行う無料職業紹介事業について、民間とは明確に異なる公
的性格を持つものであり、国に準ずるものとして法律上位置付けるなどの措置を
講ずる。
（ⅳ）ハローワークの求職情報を地方公共団体に提供する取組を、平成27年度か
ら開始する。

H26 945 04_雇用・労働 知事会 中国地方知事会 厚生労働省 A　権限移譲 雇用保険法第7条、第15条
雇用保険法施行規則第6条、第7
条、第28条の2等

雇用保険法に基づく雇用保
険の適用・認定・給付等業務
の地方（ふるさとハローワー
ク等）への移譲

【仮にハローワークの都道府県移管が実現しなかった場合でも】
都道府県が設置するふるさとハローワークにおいて雇用保険手
続きが行えるよう、雇用保険法に基づく雇用保険の適用・認定・
給付等業務を希望する都道府県に移譲する。

鳥取県では、ハローワークの廃止された境港市、八頭郡について、住民サービスを維持するため、「鳥取県ふるさとハローワーク」
をそれぞれ設置し、職業紹介事業等を継続して実施している。しかしふるさとハローワークでは雇用保険手続ができず、該当者はそ
の都度米子市、鳥取市のハローワークに出向かねばならず、利便性を著しく損ね、利用者数も伸び悩んでいる。。
現在、雇用保険への加入や喪失、失業認定・給付等の手続業務は国の所管（雇用保険法第７条、第１５条）となっており、自治体が
運営するふるさとハローワークでは実施できない。
権限移譲によって、ふるさとハローワークのエリア内の事業所及び雇用保険の被保険者は、わざわざ遠方に出向かないでも手続き
が可能となり、ハローワークの本来機能である雇用保険手続と職業紹介の一体サービスを、地域ごとに格差なく享受できることとな
る。
今後、地方では人口の激減が予測されており、地域内で雇用保険手続から職業紹介までを完結できる仕組みを設けることが必要
であり、移譲を強く希望する。

４【厚生労働省】
（９）雇用保険法（昭49法116）
雇用保険の適用、認定、給付等については、国と地方公共団体が同一施設内で
国の無料職業紹介事業と地方公共団体の業務を一体的に実施する取組（一体
的実施）を行う施設における雇用保険関係業務の実施について、引き続き、地方
公共団体の希望を踏まえ、利用者から十分なニーズが見込める場合には、積極
的に取り組む。
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求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 946 07_産業振興 知事会 中国地方知事会 経済産業省 A　権限移譲 商工会議所法第25条第1号，第2号
及び第4号，第46条第2項
商工会議所法施行令第7条第1項
第4号

商工会議所に係る経済産業
大臣の認可権限の都道府県
知事への移譲

商工会議所法に基づく商工会議所に係る経済産業大臣の定款
変更の認可権限を都道府県知事に移譲する。

【制度改正の必要性】
定款変更の認可権限については，国と都道府県に権限が分散している。都道府県に移譲されることにより定款変更の窓口一元化，
申請者の負担軽減につながる。
【懸念の解消】
第４次一括法で移譲とならなかった定款変更の３事項については，次のとおり，都道府県においても認可事務を実施することは可能
と考える。
（目的）法で実施事業が規定され，日本商工会議所による標準定款例に倣って各商工会議所の定款が作られている。県に移譲す
ることで同質性が堅持できなくなるとは考えにくい。
（名称）既会議所の名称は県においても把握でき，県に移譲することで誤認混同を与えるような名称変更が発生することは考えにく
い。
（地区）県境を越えた区域を商工会議所の地域とする場合の定款変更について国に権限を残すという対処も検討できるのではない
か。

［再掲］
４【経済産業省】
（２）商工会議所法（昭28法143）
商工会議所に係る設立の認可、定款変更の認可等の事務・権限については、関
係団体の意見及び地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図る
ための関係法律の整備に関する法律（平26法51）38条の施行状況等を踏まえつ
つ、実施主体の在り方について平成27年中に検討を行い、その結果に基づいて
必要な措置を講ずる。

H26 947 07_産業振興 知事会 中国地方知事会 経済産業省 A　権限移譲 中小企業による地域産業資源を活
用した事業活動の促進に関する法
律第6条
小規模事業者等JAPANブランド育
成・地域産業資源活用支援補助金
（地域産業資源活用支援事業）交
付要綱

地域産業資源活用事業計画
の認定権限等の都道府県へ
の移譲

中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関
する法律に基づき，都道府県が指定する地域産業資源について
中小企業者が作成する地域産業資源活用事業計画の認定権限
及びその支援措置に係る財源を都道府県知事に移譲する。

【制度改正の必要性】
地方が地域の中小企業・経済団体のニーズに基づき，きめ細かい支援を行うことが必要であり，また，地域振興に関するものである
ことから，個々の地域が有する地域産業資源の強みを生かした事業展開を行うため，都道府県の自由度を高めることが適当と考え
られる。
現行では，国の計画承認手続が，概ね７月，１０月，２月の年３回とされているが，都道府県が認定を行うことで，必要な時期に必要
な回数を実施でき，実効性の高い施策展開ができる。
【懸念の解消】
それぞれの地域の資源を活用するという事業の性格上，モデル事業として全国的に普及・拡大していくケースは想定しにくく，国が
行うメリットは少ない。一方で，国が画一的な視点で認定を行うことで，地域の実情や課題が十分に反映されないデメリットの方が大
きい。

［再掲］
４【経済産業省】
（15）中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律（平
19法39）
（ⅰ）地域産業資源活用事業計画の認定（６条１項）については、国と都道府県の
連携強化を図るため、都道府県に対し、事業実施主体から提出された地域産業
資源活用事業計画に係る情報提供を、原則として経済産業局に事前相談があっ
た段階で行うとともに、各経済産業局が設置している評価委員会に関係都道府県
が構成員として参画し、認定の判断に主体的に関与できることなどを、平成26年
度中に通知する。その上で、都道府県への権限移譲については、平成29年度ま
での法施行状況を検証し、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
（ⅱ）地域産業資源活用事業計画の認定事業者に対する補助（地域産業資源活
用支援事業）については、国と都道府県の連携強化を図るため、都道府県に対
し、支援要件等の公募に関する情報提供を行う。あわせて、都道府県が自ら支援
を行う案件を優先的に採択するなどの措置を講ずる。

H26 948 03_医療・福祉 知事会 中国地方知事会 厚生労働省 A　権限移譲 介護保険法第１１５条の３２、第１１５
条の３３、１１５条の３４

介護サービス事業者の業務
管理体制の整備に関する届
出受理等事務の都道府県か
ら中核市への移譲

介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出受理
等事務を都道府県からを中核市へ移譲すること。

【制度改正の必要性】
中核市にある介護サービス事業者の指定権限は中核市にあるが、法の規定により、業務管理体制の整備に関する事項の届出先は
県(地域密着型は市町村）とされ、中核市に業務管理体制の整備に関する監督権限がない。
中核市における介護サービス事業所やその運営法人等の指導監督上、課題があるため、中核市への届出とするべき。
【具体的な支障例】
サービス事業所の指導・監督権限を有する中核市の監査により、取消相当事案が生じた場合、その時点で、県に対して、当該事業
所を運営する法人の業務管理体制の特別検査の要請があるため、それまで関与していない県が、当該中核市から経緯を聴取する
ことから対応しなければならず、不合理である。
このため、指導監督権限のあるサービス事業所を運営する法人の業務管理体制の整備も、一連として中核市において、監督するこ
とが望ましい。
【Ａ県の状況（H26.6.1現在）】
対象となる介護保険サービス事業所数（地域密着型サービスを除く）：Ａ県指定→2,039、Ｂ市（中核市）→510（20.0%）
業務管理体制届出対象法人数：741（うちＢ市に事業所を有する法人150）

H26 949 09_土木・建築 知事会 中国地方知事会 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

・会計法第48条
・農林畜水産業関係補助金等交付
規則第3条第2号

農林水産省（林野庁及び水
産庁を除く）が所管する農山
漁村地域整備交付金以外の
補助公共事業の繰越及び翌
債の手続に関する事務の委
任

農林水産省（林野庁及び水産庁を除く。）が所管する農山漁村地
域整備交付金以外の補助公共事業（岩美広域の道整備交付金
など）の繰越事務を都道府県知事又は知事の指定する職員に委
任すること。

繰越制度の活用については、財務省においてヒアリングの省略、添付資料の撤廃等の事務の見直し・改善が行われている。（「繰越
制度の一層の活用に向けた取組について」（平成22年1月15日財務省））
農林水産省が所管する補助公共事業のうち、林野庁及び水産庁が所管するもの並びに農山漁村地域整備交付金における繰越事
務は、会計法第48条第１項により都道府県に委任されているため、上記の事務の改善もあっておよそ1週間程度の短期間で処理さ
れているが、
その他の補助公共事業については、繰越事務が都道府県に委任されていないため、農林畜水産業関係補助金等交付規則第３条
第２号に基づき、県が地方農政局に対して繰越承認申請した後地方農政局が地方財務局に繰越承認申請を行う2段階の手続が必
要で、繰越の承認まで約３～４週間を要している。
特に年度末近くに成立する補正予算については、経済対策等の趣旨に則り年度内発注等迅速な対応が求められるが、繰越事務
委任を受けていない事業については繰越承認までに時間がかかるうえ、地方農政局が財務局に繰越申請するまで繰越承認日の見
通しも立たないことから、入札に際しては中止となることも視野に入れて手続を行っている状況にあり、繰越手続に要する期間を短
縮する必要がある。
ついては、農林水産省が所管する補助公共事業について、林野庁及び水産庁所管事業並びに農山漁村地域整備交付金の繰越
事務が委任されている実情を鑑みて、その他の補助公共事業についても繰越事務処理の簡素化及び迅速化を図るため、繰越事
務を委任していただきたい。

［再掲］
６　【農林水産省】
（27）農林水産省が所管する補助公共事業に係る繰越し（翌債）の手続に関する
事務
　農林水産省が所管する補助公共事業に係る繰越し（財政法（昭22法34）14条の
３第１項及び42条ただし書）及び繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担
（43条の３）の手続に関する事務を、都府県の知事又は知事の指定する職員が行
う（会計法（昭22法35）48条１項）ことについては、実現に向け、予算決算及び会
計令（昭22勅令165）140条に規定する手続を進める。

H26 950 11_その他 知事会 中国地方知事会 総務省 B　地方に対す
る規制緩和

地方公共団体の物品等又は特定
役務の調達手続の特例を定める政
令
（国の物品等又は特定役務の調達
手続の特例を定める政令第11条に
準じた条項の追加）

地方公共団体における複数
落札入札制度による調達の
可能化

地方公共団体が需要数量の多い物品等又は特定役務の調達を
行う場合に、複数落札入札制度による調達ができるようにする。

本県流域下水道から発生する下水汚泥については、収集運搬及び処分を民間事業者への業務委託(特定調達契約)により実施し
ている。
当該業務については、その需要数量が年間約14,500t(約55t/日)と多く、また毎日発生する下水汚泥を継続的かつ安定的にリスク
分散を図りながら処分する必要がある。
しかし、県内事業者については、その処理能力が5t～10t/日程度しかなく、県内事業者のみで全量を処分することができない。ま
た、県外事業者については、処理能力は35t/日以上あるが、県内事業者よりも約1割程度処分費が高く、処分費用の抑制という観
点から課題がある。
このことから、1者ではなく複数の事業者がそれぞれの処理能力に応じて受注でき、かつできるだけ処分費用が抑制できる入札制度
として複数落札入札制度が適切と考えている。しかし、国が特定調達を行う際には認められている複数落札入札制度が地方公共団
体では認められていないことから、やむを得ず通常の一般競争入札により処分方法ごとに分割して業務委託を発注しており、事務
量も多くなっている。
以上より、地方公共団体においても複数落札入札制度が実施できるよう、政令の改正を求めるものである。
なお、複数落札入札制度の実施が可能となった場合、入札件数を現在の5件から2件にまとめることができ、入札に要する事務の効
率化を大幅に図ることができる。

６【総務省】
（１）地方自治法（昭22法67）
地方公共団体の調達における複数落札入札制度については、国における複数
落札入札方式による調達の実態や、地方公共団体の意見を踏まえて検討を進
め、平成27年度中に導入する。
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H26 951 03_医療・福祉 知事会 中国地方知事会 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

児童福祉施設の設備及び運営に
関する基準第１１条

児童発達支援センターにお
ける利用者への食事提供方
法の基準の緩和

児童福祉施設の利用者への食事提供方法については、「児童福
祉施設の設備及び運営に関する基準」により、施設内での調理
が義務付けられているが、児童発達支援センターにおける食事
提供方法について、施設外で調理されたものを搬入し提供する
方法等施設内での調理以外の方法も認める。

【現行制度】
児童発達支援センターを利用している障がい児に食事（給食）を提供する場合は，「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」
により、当該センター内で調理をする方法により提供しなければならないとされていることから、当該センターを設置する場合は、調
理員の確保や調理用設備などの整備が必要となってくる。
【支障事例】
しかし、本県のような人口が少ない県では、児童発達支援センターの規模が小さく、利用者も少なく、かつサービス提供に係る報酬
額（収入額）が少ない中で、自前の施設で食事を提供することは、非常にコストがかかり、非効率的であり、当該センターの設置や施
設の経営上大きな問題となっている。
【規制緩和の効果】
食事提供の方法として、施設内で調理をする以外の方法、例えば、外部搬入方式が可能となれば、設置や運営に係るコストが削減
できるとともに、食事の提供数が少数であっても、食材の質の確保及び種類豊富な献立を効率的に提供することが可能となる。
また、コストの削減により、経営の効率化が図られることから、新たな児童発達支援センターの設置を促し地域支援体制の強化が図
られるとともに、削減したコストを障がい特性に応じた療育の実施等障がい児の処遇の向上に充てることができる。
【規制緩和の必要性】
児童発達支援センターの設置促進と安定的な経営を行うため、施設内調理以外の方法（配食を行っている民間事業者が調理した
食事を外部搬入する方法、関連する施設で一体的に調理した食事を提供する方法、地域の学校給食センターが調理した給食を
搬入する方法等）も認めるなど、地域の実情に合わせた柔軟な対応ができるよう、基準を緩和すべきである。
なお、同じ通所サービスである保育所や、障害福祉サービス事業所においては、既に、ある一定の要件を満たせば、外部搬入方式
などが認められている。

H26 952 03_医療・福祉 知事会 中国地方知事会 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

「児童福祉法による保育所運営費
国庫負担金について」（S51.4.16厚
生省発児第59号の2厚生事務次官
通知）

多子世帯保育料軽減制度に
おける同時入所要件の撤廃

保育料の軽減制度について、兄弟姉妹が同時入所している場合
に限り２人目を1/2軽減、３人目を無料化にしている現行制度の、
兄弟姉妹の同時入所要件を撤廃すること

現行制度は、兄弟姉妹が同時入所している場合に限り、２人目1/2軽減、３人目を無料化としているが、少子化対策の観点から多子
世帯の経済的負担軽減は重要であり、同時入所要件は撤廃すべき。（なお、要件撤廃に伴う財政負担が地方に転嫁されることのな
いようあわせて提案する。）

H26 954 11_その他 知事会 中国地方知事会 総務省 対象外 地方交付税 町村設置の福祉事務所に係
る経費の特別交付税から普
通交付税への変更

特別交付税で措置されている福祉事務所設置町村に要する経
費の普通交付税への移行

【具体的支障事例】
特別交付税による措置の場合，留保等により年度末の3月にならないと福祉事務所経費の措置が確定されないため，予見性及び安
定的な財政運営に問題がある。
経常的経費である福祉事務所設置費の財源が，特別交付税（臨時的収入）で措置されているため，経常収支比率が実態を反映し
たものとならない。
【課題の解消策】
このため、特別交付税で措置されている福祉事務所設置町村に要する経費の普通交付税への移行を求める。

H26 955 03_医療・福祉 知事会 中国地方知事会 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

特別児童扶養手当等の支給に関
する法律第14条
特別児童扶養手当等の支給に関
する法律に基づき都道府県及び市
町村に交付する事務費に関する政
令第１条、第２条
特別児童扶養手当事務取扱交付
金交付要綱第２の２

特別児童扶養手当事務取扱
交付金の交付対象の拡大

事務委託による方法を，条例移譲による方法に変更できるよう，
国からの財源（交付金）を県のみでなく条例移譲した場合の市町
へも交付するように変更すること。

【制度改正要望の経緯・必要性】
現在広島県では，全国に先駆けて市町に特別児童扶養手当の受給資格の認定等の事務を委託しているが，本来は特例条例によ
る移譲を検討していた。しかし，国からの財源が交付税ではなく交付金（特別児童扶養手当事務取扱交付金）であり，交付対象が都
道府県に限定されているため，特例条例による移譲では財源が失われるため，やむを得ず事務委託の手法を採用している。
類似の特別障害者手当等については，福祉事務所を設置している市町に法律で権限移譲されている。
また第４次一括法により政令指定都市に２７年度から特別児童扶養手当の認定等の事務の移譲が予定されている。
このため，政令市以外の基礎自治体に対しても，現在の事務委託ではなく，条例移譲として位置付けを明確化できるよう提案してい
るものである。
【課題の解消策】
具体的な変更要望は「特別児童扶養手当事務取扱交付金交付要綱第２　２　市町村に交付する事務費の額」に「都道府県から特
例条例で移譲を受けた都道府県の事務に係る経費」の追加を求める。

H26 956 06_環境・衛生 知事会 中国地方知事会 環境省 B　地方に対す
る規制緩和

瀬戸内海環境保全特別措置法第５
条及び第８条

瀬戸内海環境保全特別措置
法に基づく許可手続の見直
し

瀬戸内海沿岸域での事業活動において、瀬戸内海環境保全特
別措置法に基づく許可手続きを一部簡素化すること。
＜具体的内容＞
現状では、水量水質に全く変更がなくても特定施設を更新するだ
けで、事前の水質影響評価や申請後３週間の告示縦覧が必要で
あるなど、地域の事業活動を妨げる要因となっているので、原則
汚濁負荷量が増加しない場合には、事前の水質影響評価及び
申請後の告示縦覧を省略する。

瀬戸内海の流域では、水質汚濁防止法に基づく特定施設を設置する工場・事業場のうち、最大排水量が50m3/日以上のものは、
瀬戸内海環境保全特別措置法（以下「瀬戸内法」という。）に基づき、特定施設等の設置・変更を行う場合はあらかじめ許可が必要
であり、その手続きの際には、汚濁負荷量が増加しないケースにおいても事前に周辺水域の水質影響評価を行うことや申請後３週
間の告示縦覧を行うことが定められており、事業者に大きな負担と時間的制約がかかっている。
このため、汚濁負荷量が増加しないケースにおいては手続の一部簡素化を図り、瀬戸内地域の事業活動を迅速かつ円滑に行うこと
ができるようにすべきである。

［再掲］
６【環境省】
（３）瀬戸内海環境保全特別措置法（昭48法110）
特定施設の構造等の変更許可（８条１項）については、円滑な事業活動への配慮
という観点も踏まえ、事前の環境影響評価や告示縦覧の省略が可能であるか（施
行規則７条の２の適用対象となるか）の照会について速やかに検討し、関係地方
公共団体に必要な周知を行う。
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H26 957 06_環境・衛生 知事会 中国地方知事会 環境省 B　地方に対す
る規制緩和

水質汚濁防止法第4条の3 水質汚濁防止法に基づく総
量削減計画の策定における
環境大臣の同意協議の廃止

国の定める総量削減基本方針に基づき都道府県知事が総量削
減計画を策定・変更する際に義務付けられている環境大臣の同
意協議を廃止し，意見聴取へ変更する。

【制度改正の必要性】
国への協議を行うことにより，計画策定に時間を要する（H23策定時には，国への協議に約2か月を要した。）。
同意協議を廃止して意見聴取に変更することにより，現在の手続フロー（①国との事前調整→②審議会諮問→③国への協議）にお
ける③の廃止となり，H23実績では約2か月（現行の標準処理期間ベースで協議40日）の期間短縮効果が見込まれる。
【懸念の解消】
国は，同意協議を行う理由として，各都道府県間の調整，国の諸施策との整合性確保を挙げているが，都道府県は，国と事前調整
を行いながら，都道府県ごとの削減目標量を定めた国総量削減基本方針に基づき，総量削減計画を策定している。大臣同意を廃
止したとしても，上記①の段階で大臣意見を聴取することにより，各都道府県間の調整，国の諸施策との整合性確保は担保される。

H26 958 05_教育・文化 知事会 中国地方知事会 文部科学省 B　地方に対す
る規制緩和

高等学校等就学支援金の支給に
関する法律施行規則第８条

高等学校等就学支援金の受
給権者に対する通知事務の
簡素化

高等学校等就学支援金の給付事務のうち都道府県又は学校設
置者から生徒個人に対する通知を、学校が別途行っている徴収
金のお知らせと兼ねることを認めることとする。（個人ごとの支給額
については学校設置者に対する一覧の送付とし、受給資格認定
通知、支給停止通知など資格に係るものは従前のとおりとする。）

高等学校等就学支援金に係る生徒個人に対する通知は、平成26年度約14,000件（鳥取県）と数量が膨大であり、事務負担が大き
い。一方、学校設置者は、対象生徒に対して、各学校の規程に基づき授業料及び学校徴収金の金額を記載した納付通知を納付
の時機が到来するごとに作成しており、当該納付通知により、生徒は授業料及び就学支援金の交付額を確認できる。このため、都
道府県及び学校設置者の事務負担の軽減を図る観点から、生徒個人に対する支給決定（変更）通知書及び支給実績通知書につ
いては、学校設置者への一覧の通知をもって代えることができることとしてもらいたい。

［再掲］
６【文部科学省】
（４）高等学校等就学支援金の支給に関する法律（平22法18）
高等学校等就学支援金の支給額の通知（施行規則８条）については、授業料等
の納付通知に支給額を記載し、支給額の通知とすることも可能であること等を、事
務処理要領において明確化し、都道府県等に通知する。

H26 959 05_教育・文化 知事会 中国地方知事会 文部科学省 B　地方に対す
る規制緩和

補助金等に係る予算の執行の適正
化に関する法律第２２条
文部科学省所管一般会計補助金
等に係る財産処分承認基準（通達）

公立学校施設整備費補助金
等に係る財産処分における
国庫納付金不要条件の緩和

国庫補助事業完了後１０年未満に当該学校施設の取壊しや有償
譲渡等を行う場合、国庫納付金が必要とされているが、地域の児
童福祉や高齢者福祉に資する施設への活用等の一定の条件を
満たすものについては、１０年以上経過した学校施設と同様に、
国庫納付金相当額以上の額の基金積立を行うことにより国庫納
付金を不要とする。

【支障事例】
国庫補助事業完了後１０年未満の学校において、余裕教室を放課後児童クラブに貸与・譲渡等しようとすると、「文部科学省所管一
般会計補助金等に係る財産処分承認基準」により、有償無償にかかわらず耐用年数に応じた残存価額相当額の国庫納付金が生じ
るため、保護者からの強い要望があるにもかかわらず適当な設置場所がなく、放課後児童クラブの設置を見送っている事例がある。
【改正の必要性】
児童生徒の減少により余裕教室が増加傾向にある中、その有効な活用を進める必要があるが、放課後児童クラブは主に当該学校
の在籍児童が利用するものであり、地域の児童福祉に資するものである。児童福祉法の改正（H27.4.1施行）により、児童クラブの対
象が小4から小6に拡大するため、放課後児童クラブの場所の確保の必要性が一層増大することが見込まれるが、特に都市部を中
心として、運動場にプレハブを建てるスペースもないため、余裕教室を転用することが益々求められる。また、地域のお年寄りの利
用が見込まれる民間デイケア施設等の高齢者福祉に資する利用も考えられる。
【懸念の解消策】
現行制度において国庫納付金が必要となる国庫補助事業完了後１０年未満の学校施設の財産処分についても、地域の児童福祉
や高齢者福祉に資する施設への活用等の一定の条件を満たすものについては、国庫納付金の納付に代えて、学校施設整備のた
めに市町村に設置した基金に国庫納付金相当額以上の額を積み立てることを条件として貸与・譲渡等を認めてほしい。

H26 960 04_雇用・労働 知事会 中国地方知事会 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

介護労働者の雇用管理の改善等
に関する法律第8条第3項

介護労働者の雇用管理の改
善等に関する法律に基づく
改善計画の都道府県の認定
の廃止

介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律に基づき事業主
が策定する改善計画について，都道府県の認定を廃止する。

企業が当該計画の認定申請を行うのは国の助成金受給申請の条件になっていたためであるが、現在、当法律に基づく支援策のう
ち当該認定を条件としているものはなく、認定そのものの必要性が薄れていると思われる。
当該計画の認定を条件とする国の助成金がなくなったことに伴い、本県への当該改善計画の認定申請は、平成２３年度以降実績
がない(全国的にも同様と推測)。
当該認定を条件とした支援策が新たに創設された場合においても、助成金の受給資格認定申請を行う前に、下記②及び③の手続
が必要となることから、既存の助成制度と同様、当該改善計画の認定を条件としないことが、企業等にとって負担軽減になる。
①企業等は、改善計画が助成金の対象となるか、労働局に確認
②企業等は、都道府県に対して、改善計画の認定申請を行う
③都道府県は、申請内容を確認し、認定手続等を行う。
④企業等は、定められた期日までに、労働局に助成金の受給資格認定申請を行う。

［再掲］
６【厚生労働省】
（10）介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律（平４法63）
介護事業主が策定する改善計画の認定（８条）の廃止を含め、介護労働者の労
働環境の改善による魅力ある職場づくりに向けた実効性のある仕組みについて、
地方の意見も踏まえつつ検討し、平成27年中に結論を得る。

H26 961 04_雇用・労働 知事会 中国地方知事会 厚生労働省、経済
産業省

B　地方に対す
る規制緩和

中小企業における労働力の確保及
び良好な雇用の機会の創出のため
の雇用管理の改善の促進に関する
法律第4条第3項

中小企業労働力確保法に基
づく改善計画の都道府県の
認定の廃止

中小企業労働力確保法に基づき事業主が策定する改善計画に
ついて，都道府県の認定を廃止する。

企業が当該計画の認定申請を行うのは国の助成金受給申請の条件になっていることによるもの。
当該計画の認定が助成金申請要件となっている場合の手順は次のとおりで煩雑。
①企業等は、予定している改善計画が助成金の対象となるか、労働局に相談する。
②企業等は、都道府県への認定申請書を作成し提出する。
③都道府県は、国が定める認定審査基準等に照らして認定するか否かを判断する（場合によっては、あらかじめ国に協議し同意を
得る必要がある）。
④都道府県から認定通知を受領した後、企業等は、国の定める日までに、労働局に助成金の受給資格認定申請を行う。
改善計画に係る都道府県の認定事務を廃止し、改善計画の項目のうち必要なものを助成金受給資格認定申請書に追加すること
で、企業は、上記の②の手続が不要となり、企業等の負担が軽減され、助成金を活用して雇用環境の改善を図る企業等が増加す
る可能性がある。
②、③がなくなることで、事務の簡素化が図られるとともに、企業等は、労働局への申請までの時間短縮を図ることができ、事業実施
期間開始予定までのスケジュールをたてやすくなる。
現在、中小企業等に対する従業員の処遇や環境改善促進のための助成制度の中で当該認定を条件としている助成金は、事業主
団体を対象としたもの１件しかなく、従業員の処遇改善等に関する国の政策において、認定そのものの必要性が薄れていると思わ
れる。
改善計画の認定を条件とする助成制度が減ったことに伴い、本県に改善計画を提出する企業等もほとんどなくなっている。

［再掲］
６【厚生労働省（９）】【経済産業省（９）】
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管
理の改善の促進に関する法律（平３法57）（経済産業省と共管）
事業協同組合等が作成する改善計画の認定（４条１項）については、これを要件
とする現行の助成金の活用促進を図る観点から検討し、手続の簡素化を図る。

H26 962 07_産業振興 知事会 中国地方知事会 経済産業省 B　地方に対す
る規制緩和

企業立地の促進等による地域にお
ける産業集積の形成及び活性化に
関する法律第５条

企業立地促進法に基づく産
業集積の形成又は活性化に
関する基本的な計画に係る
国の同意協議の見直し

企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活
性化に関する法律の規定による、基本計画に係る国の協議、同
意の廃止

都道府県が定める基本計画に係る国の協議、同意を廃止すべき。
国との協議や意見の調整に6か月かかるなど時間を要し、迅速な企業立地の支障となっている。
地域の特性・強みを生かした企業立地を通じて地域産業の活性化を目指すという法の考え方によれば、都道府県と市町村等が協
議して策定する「基本計画」に国の同意を義務付ける必要はない。

［再掲］
６【経済産業省】
（10）企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関す
る法律（平19法40）
基本計画及びその変更に係る同意（５条１項及び６条１項）については、同意を得
るまでの時間の短縮を図るため、事前審査・事前協議を原則行わないこととすると
ともに、法定協議に当たっての留意事項を取りまとめ、地方公共団体に情報提供
を行う。
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求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 963 07_産業振興 知事会 中国地方知事会 経済産業省 A　権限移譲 工場立地法第４条の２ 工場立地法第４条の２の緑
地面積率等に係る地域準則
の条例制定権限の町村への
移譲

工場立地法第４条の２の緑地面積率等に係る地域準則の条例制
定主体への「町村」の追加を行う。

【制度改正要望の経緯・必要性】
工場立地法上の特定工場の新設等の届出に係る基準面積の条例制定については，工場立地法第４条の２第１項により都道府県
が，第２項により基礎自治体である政令指定都市，市は行うことが可能であるが，町村については，法令上，権限がない。
市までは移譲済みであるところ，町村だけを除外する理由に乏しい。また町村の判断による条件の緩和により企業誘致につながるメ
リットもある。
なお，工場立地法の規定により，緑地面積率等に係る地域準則の策定の事務は，「都道府県の条例で定めることとされている事務」
であるため，特例条例による町村への移譲はできない（県の条例でのみ定めることができる事務）。
【具体的支障事例】
本県では企業立地促進法の集積区域以外の区域や住宅地や学校のまわりに工場立地法の特定工場が立地している町村もあり、
企業立地促進法による特例も適用できず、町村独自の企業誘致等の取組に支障がある状況である。
【課題の解消策】
このため、工場立地法第４条の２の緑地面積率等に係る地域準則の条例制定主体への「町村」の追加を求める。

H26 964 01_土地利用（農
地除く）

知事会 中国地方知事会 農林水産省（林野
庁）

B　地方に対す
る規制緩和

森林法第26条の2第4項 保安林解除に係る農林水産
大臣への協議の廃止

森林法に基づき保安林の指定を解除する際に義務付けられてい
る農林水産大臣への同意協議を廃止する。

森林法第２６条の２第４項第２号に基づく「保安施設事業等の施行に係る土地の区域内にある保安林」の保安林解除にあたっては、
農林水産大臣に協議し、同意を得なければならないとされている。
前記以外の４号以下の保安林解除にあたっては、国との協議は不要であり、保安施設事業により、保安林機能の維持向上を図っ
た４号以下保安林の解除にあたっても県による適正な審査が可能であり、国との協議は不要と考える。
国への協議を廃止することで保安林解除手続きをより速やかに行い、事業進捗を図ることが可能となる。（国の標準処理期間は、協
議書受理日から起算して30日）。

［再掲］
６　【農林水産省】
（４）森林法（昭26法249）
（ⅲ）法25条１項４号から７号に掲げる目的を達成するために指定される保安林の
うち、その全部又は一部が保安施設事業等の施行に係る土地の区域内にある保
安林の解除を都道府県知事が行う場合の農林水産大臣への同意を要する協議
（26条の２第４項２号）については、制度の運用実態を調査しつつ、同意を要しな
い協議に見直す方向で検討し、平成27年中に結論を得る。

H26 965 01_土地利用（農
地除く）

知事会 中国地方知事会 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

都市計画法第18条第3項、都市計
画法施行令12条第4号イ及びホ

一般国道（指定区間外）及び
一級河川（指定区間）に関す
る都市計画決定に係る国の
同意協議の廃止

都道府県が定める都市計画のうち、国土交通大臣協議～同意
(都市計画法18条3項）が必要なものについては、「国の利害に重
大な関係がある都市計画」 として、都市計画法施行令12条に明
記されている。
（都市計画区域の整備、開発及び保全の方針・区域区分・高速
自動車国道・一般国道・一級河川等）
このうち、一般国道（指定区間外）・一級河川（指定区間）につい
ては、国土交通大臣協議～同意手続きの廃止を提案するもの。

【具体的な支障事例】
都市計画法に基づく国土交通大臣協議～同意（以下「国協議～同意」という。）については、本県においても、過去に多数の国協議
～同意を必要とする案件があったが、国から直轄事業との整合性の観点で構造設計に対して反対意見が出された等の要因により、
いずれも協議が長期化し、中には開始から半年以上を要したケースもある。これにより、事業着手や供用が遅れるといった支障が生
じている。
【過去の検討経緯を踏まえた制度改正の必要性】
当該協議については、「義務付け・枠付けの第４次見直し」の検討の際に、既に上記と同様の理由により地方から国に対して廃止の
提案がなされたが、当該提案に対して国は、「国の利害に重大な関係がある都市計画であり、国協議～同意の廃止は困難」である
との見解を示した。ただし、国において地方の意見を踏まえ、手続きの迅速化のために「義務付け・枠付けの第４次見直し（平成25
年7月24日付都市局長通知）」（以下「標準処理期間通知」という。）において、標準処理期間(事前協議60日間、法定協議30日間）
を設定していただいたところである。
これに対し中国地方知事会としては、国の利害に重大な関係がある」という国の見解について、具体的にどのようなものを想定して
いるのか不明確であるため、当該見解を理由に廃止しないことについて承服できないこと、標準処理期間通知以後、国協議～同意
の案件があったが、国から協議時期が遅いという指摘を受け、その遅延理由を問われ続けたことにより、事前協議前の下協議に半
年程度を要す結果となるなど、手続きの迅速化に繋がっていないこと、「一般国道（指定区間外）」及び「一級河川（指定区間）」（以
下これらを「協議不要希望施設」という。）については、都道府県が整備や管理を主体的に行っており、個別法（道路法等）において
同様の審査が行われていることから、国協議～同意を廃止しても国との利害の調整は担保され得るものと考えていることから、協議
不要希望施設に係る国の関与を廃止することを提案する。
これにより、県民の悲願である高速道路ネットワークの早期供用や、県民の安全安心のための県土の強靭化に向けた取組の促進
が可能となる。

H26 966 01_土地利用（農
地除く）

知事会 中国地方知事会 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

都市計画法第18条第3項、都市計
画法施行令12条第4号イ及びホ

区域区分に関する都市計画
決定に係る国の同意協議の
廃止

都市計画法に基づき都道府県が区域区分を決定・変更する際の
国土交通大臣への同意協議を廃止する。

【具体的な支障事例】
都市計画法に基づく国土交通大臣協議～同意（以下「国協議～同意」という。）については、本県においても、過去に多数の国協議
～同意を必要とする案件があったが、いずれも協議が長期化し、区域区分に関する協議においては、開始から２年以上を要した
ケースもある。
【過去の検討経緯を踏まえた制度改正の必要性】
当該協議については、「義務付け・枠付けの第４次見直し」の検討の際に、既に上記と同様の理由により地方から国に対して廃止の
提案がなされたが、当該提案に対して国は、「国の利害に重大な関係がある都市計画であり、国協議～同意の廃止は困難」である
との見解を示した。ただし、国において地方の意見を踏まえ、手続きの迅速化のために「義務付け・枠付けの第４次見直し（平成25
年7月24日付都市局長通知）」（以下「標準処理期間通知」という。）において、標準処理期間(事前協議60日間、法定協議30日間）
を設定していただいたところである。
これに対し中国地方知事会としては、「国の利害に重大な関係がある」という国の見解について、具体的にどのようなものを想定して
いるのか不明確であるため、当該見解を理由に廃止しないことについて承服できないこと、当該協議～同意を廃止したとしても、国
土形成全国計画を基本とした広域地方計画（国土形成計画法）において今後10年間の国土形成に関する方針が定められているた
め、これに基づき、都道府県の責任で国土形成上の観点での調整は可能と考えること、さらに、都道府県内部で農政部局との調整
を行うため、都市的土地利用と農地保全との調整も可能と考えることから、地域の実情に応じたまちづくりを自らの判断で迅速に進
めるために、区域区分に係る国土交通大臣への同意協議を廃止して頂きたい。

〔再掲〕
６　【農林水産省】
（７）都市計画法（昭43法100）
国土交通大臣が区域区分（７条１項）に関する都市計画を定め、若しくはその決
定若しくは変更に同意しようとするとき、又は都道府県が区域区分に関する都市
計画を定めようとするとき（国土交通大臣の同意を要するときを除く。）における農
林水産大臣に対する協議（23条１項）については、市街化区域となる区域が農用
地区域（農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）（農振法）８条２項１号）と
重複する場合等に限ることとし、その対象範囲を見直す。
なお、上記の措置に伴い、農地法（昭27法229）、農振法等において所要の見直
しを行うこととする。

H26 967 01_土地利用（農
地除く）

知事会 中国地方知事会 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

国土利用計画法第9条第10項、第
14項

土地利用基本計画の策定・
変更に係る国土交通大臣へ
の協議の意見聴取への変更

国土利用計画法に基づき、都道府県が土地利用基本計画を策
定・変更する際に義務付けられている国土交通大臣への協議を
廃止し，意見聴取へ変更する。

【制度改正の必要性】
国への協議を行うことにより，計画策定・変更に時間を要する（広島県では、H25計画変更時には、国への協議を行ってから回答を
得るまでに約1か月を要した。）。協議を廃止して意見聴取に変更することにより，現在の処理手順（①市町村意見聴取→②国との
事前調整→③審議会諮問→④国への協議）における④の廃止となり、約1か月間の期間短縮が図られる。
【懸念の解消】
国は、協議を行う理由として、個別規制法の地域・区域には、国の権限・関与に係るものが多く（都市計画に係る大臣協議、国立公
園に係る大臣指定など）、あらかじめ調整が必要であることなどを挙げている。
事前調整が必要であることには異論ないが、都市計画決定等の事務が自治事務化され、用途地域等、都市計画決定の権限が移
譲されるなど、土地利用基本計画の変更の中で最も件数が多い都市計画の分野で権限を有している関係市町村との調整は意見
聴取で対応していることから、同様に、国立公園・国定公園の指定等の権限を有する国との調整も意見聴取で担保できるものと考え
る。具体的には、意見照会を受けた国土交通省が、関係省庁に意見照会を行い、取りまとめ結果を都道府県に回答する制度を想
定している。

［再掲］
６【国土交通省】
（14）国土利用計画法（昭49法92）
（ⅱ）土地利用基本計画の変更（９条10項及び14項）については、過去の国と都
道府県との協議における国の指摘事項等、計画変更に当たって有益な情報を地
方公共団体に提供するなど、国と都道府県の協議の円滑化を図る。
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求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 968 09_土木・建築 知事会 中国地方知事会 国土交通省 対象外 道路整備特別措置法第10条第4
項，第12条，第13条第1項

地方道路公社が管理する有
料道路の料金設定における
国土交通大臣の許可及び認
可の廃止

道路整備特別措置法に基づく地方道路公社が管理する有料道
路の料金設定における国土交通大臣の許可及び認可を廃止し，
届出制に変更する。

【制度改正の必要性】
地方道路公社が管理する有料道路は，利用実態上，地域に密着した利用が大勢であり，その料金は地域生活に大きな影響を与え
ることから，地域の実情に応じた柔軟な対応が必要である。
届出制とされた場合，地方道路公社が管理する有料道路において，生活対策・観光施策など地方の裁量で，地域の実情に応じた
整備・管理・運営が可能となる。
【支障事例】
直近において，料金値下げに伴う償還期間延長について国に事前相談したところ，他事例がないこと，他の全国の有料道路への波
及が懸念されることなどから，認められなかった事例がある。

H26 969 05_教育・文化 市区長会 中核市市長会 文部科学省 A　権限移譲 地方教育行政の組織及び運営に
関する法律
公立義務教育諸学校の学級編制
及び教職員定数の標準に関する法
律
市町村立学校職員給与負担法

県費負担教職員人事権の移
譲
教職員の定数決定権及び学
級編制基準制定権の移譲
教職員の給与等決定権の移
譲

教職員の人事権等を都道府県から中核市に移譲することで、地
域の実情に応じた特色ある教育の実施が可能になる。中核市に
は既に研修権が移譲されているが、異動によりその効果を活かし
づらいことや研修意識の高揚を図るという点で支障となっており、
中核市に人事権が移譲されることで、地域に根ざした優秀な人材
の育成・確保が可能になる。また、人事権と給与負担は一致すべ
きであり、給与等決定権についても移譲するとともに学級編制基
準制定権及び教職員定数権の移譲も併せて求めるものである。
（参考）
指定都市については、第４次一括法により移譲済み

【支障事例】
英語科の副読本を独自に作成し英語教育研修に注力するも、育成した教諭が他市町に異動することがあり、研修の成果を地域の
教育に還元できない。
市の職員である一方、人事権が県にあるのは責任と権限の不一致であり、教職員が不祥事を起こした場合等の懲戒処分を決める
際、服務監督者は市でありながら、処分の決定は県が行っているため、県と市の懲戒処分の基準が異なり、市職員の処分と整合し
ない場合がある。
中学に入学すると不登校になる生徒が多いため、その対応として中１を35人学級にしたいと考えても、県の方針に従わなけれならな
いので市の方針で進めることができない。
市内に多くの外国人児童生徒が在籍しているにもかかわらず、外国語に堪能な教員や日本語指導ができる教員の加配が十分では
ない。
【制度改正の必要性】
地域の実情に応じた特色ある教育行政が市の行政と一体となって行われるためには、人事権等の移譲が必要であり、また、複式学
級など地域の実態に応じた教職員の配置を行うことで課題への柔軟かつ迅速な対応が可能となるとともに，教育活動の充実につな
がるものである。
【懸念の解消策】
人事異動はできるだけ広域性が必要であるなどの懸念については、現状においても市内での人事異動がほとんどであり固定化して
いないとする市があるほか、近隣市町村との人事交流や広域連合等広域連携の仕組みの中で解消できると考える。そうした状況は
各中核市で事情が異なるので、選択制とすることにより実情に応じた移譲ができると考える。

［再掲］
５【文部科学省】
（２）市町村立学校職員給与負担法（昭23法135）、義務教育費国庫負担法（昭27
法303）、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭31法162）、公立義務教
育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律（昭33法116）
県費負担教職員の給与等の負担（市町村立学校職員給与負担法１条）、都道府
県教育委員会の県費負担教職員の任命権（地方教育行政の組織及び運営に関
する法律37条１項）、県費負担教職員に係る定数の決定（地方教育行政の組織
及び運営に関する法律41条１項及び２項）及び学級編制基準の決定（公立義務
教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律３条２項）について
は、県費負担教職員の任命権に係る条例による事務処理特例制度（地方教育行
政の組織及び運営に関する法律55条１項）の運用状況を踏まえつつ、広域での
人事調整の仕組みにも配慮した上で、中核市等に権限を移譲する方向で検討を
行い、小規模市町村を含めた関係者の理解を得て、結論が得られたものから順
次実施する。
また、条例による事務処理特例制度のより一層の活用を図るため、当該制度によ
る人事権の移譲を希望する中核市等については、平成27年度以降、関係する都
道府県や市町村との協議の場を設けるなど、合意形成に向けた支援を行うこと
を、関係団体に速やかに通知する。

H26 970 01_土地利用（農
地除く）

町村会 全国町村会 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

都市計画法第19条第3項(市町村の
都市計画の決定）

町村の都市計画の決定に関
する都道府県の同意の廃止

町村が都市計画を決定する場合の都道府県知事の同意を不要
とする。

【制度の現状】
「市町村」が都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならなかったが、第１次
一括法の義務付け・枠付けの改正により、都道府県知事の同意については、「町村」のみ必要であるとされ、「市」と「町村」で都道府
県の関与に差が生じている。
【制度改正の必要性】
首都圏等に位置し、都市計画に関わる行政経験も十分ある町村や人口規模において市よりも大きい町村がある中で、町村が一律
に執行体制、経験等が不足しているとの理由から同意が必要との考え方は合理性がない。
都市計画は、それぞれ市町村単位で行われるが、行政区域を越えた広域的な土地利用など、隣接する市と町村が連携した「まち
づくり」を進めるためにも、都道府県への事務の扱いは「協議」に一本化すべきである。

〔再掲〕
６　【国土交通省】
（12）都市計画法（昭43法100）
（ⅳ）町村の都市計画の決定又は変更に係る都道府県知事への同意を要する協
議（19条３項（21条２項で準用する場合を含む。））については、制度の運用実態
等を調査し、その結果等を踏まえて検討し、平成27年中に結論を得る。

H26 974 06_環境・衛生 その他 関西広域連合 環境省、経済産業
省、農林水産省、
厚生労働省、財務
省

A　権限移譲 容器包装に係る分別収集及び再商
品化の促進等に関する法律第7条
の5、第7条の7,第19条,第20条,第
39条,第40条

容器包装に係る分別収集及
び再商品化の促進等に関す
る法律に基づく権限の広域
連合への移譲

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
に基づく報告・立入検査・指導・助言および勧告・命令に係る事
務・権限の広域連合への移譲を求める（事業所が複数ある場合
はそのすべてが広域連合の区域内にある場合に限る。）

３Ｒ等に関する消費者への啓発は各府県・市町村が実施し、法律上再生利用・再資源化の責任を負う事業者への指導は国が行っ
ているため、一連の施策としての連携が取りにくい状況にある。
事業所が一の府県の区域を越えて存在する場合は、事務・権限を広域連合へ移譲することにより、事務の効率化を図ることができ
る。また、各府県・市町村の３Ｒ等への取組との連携が可能となる。

なお、事務・権限の移譲にあたっては財源、人材等の移管が前提となる。

［再掲］
４【環境省】
（３）容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（平７法112）
（財務省、厚生労働省、農
林水産省及び経済産業省と共管）
特定事業者等に対する指導、助言、勧告、命令、報告徴収及び立入検査につい
ては、関係する審議会にお
いて都道府県等から意見聴取を行いつつ、実施主体や国の関与等の在り方を含
めた的確な執行の在り方
について、原則として平成27年中に検討を行い、その結果に基づいて必要な措
置を講ずる。

H26 975 06_環境・衛生 その他 関西広域連合 農林水産省、環境
省、経済産業省、
国土交通省、財務
省、厚生労働省

A　権限移譲 食品循環資源の再生利用等の促
進に関する法律第8条,第10条,第
24条第1項から第3項

食品循環資源の再生利用等
の促進に関する法律に基づ
く権限の広域連合への移譲

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく報告・
立入検査・指導・助言および勧告・命令に係る事務・権限の広域
連合への移譲を求める（事業所が複数ある場合はそのすべてが
広域連合の区域内にある場合に限る。）

　３Ｒ等に関する消費者への啓発は各府県・市町村が実施し、法律上再生利用・再資源化の責任を負う事業者への指導は国が
行っているため、一連の施策としての連携が取りにくい状況にある。
　事業所が一の府県の区域を越えて存在する場合は、事務・権限を広域連合へ移譲することにより、事務の効率化を図ることができ
る。また、各府県・市町村の３Ｒ等への取組との連携が可能となる。

　なお、事務・権限の移譲にあたっては財源、人材等の移管が前提となる。

〔再掲〕
４　【農林水産省】
（８）食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（平12法116）（財務省、厚
生労働省、経済産業省、国
土交通省及び環境省と共管）
食品関連事業者等に対する指導、助言、勧告、命令、報告徴収及び立入検査に
ついては、関係する審議会
において都道府県等から意見聴取を行いつつ、実施主体や国の関与等の在り方
を含めた的確な執行の在
り方について、原則として平成27年中に検討を行い、その結果に基づいて必要な
措置を講ずる。



年
年度別
管理番

号
分野

提案団体の
属性

提案
団体

関係府省
提案
区分

根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 976 06_環境・衛生 その他 関西広域連合 経済産業省、環境
省

A　権限移譲 使用済自動車の再資源化等に関
する法律第37条,第38条,第130条
第3項,第131条第2項

使用済自動車の再資源化等
に関する法律に基づく権限
の広域連合への移譲

使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づく報告・立入検
査・指導・助言および勧告・命令に係る事務・権限の広域連合へ
の移譲を求める（事業所が複数ある場合はそのすべてが広域連
合の区域内にある場合に限る。）

３Ｒ等に関する消費者への啓発は各府県・市町村が実施し、法律上再生利用・再資源化の責任を負う事業者への指導は国が行っ
ているため、一連の施策としての連携が取りにくい状況にある。
事業所が一の府県の区域を越えて存在する場合は、事務・権限を広域連合へ移譲することにより、事務の効率化を図ることができ
る。また、各府県・市町村の３Ｒ等への取組との連携が可能となる。

なお、事務・権限の移譲にあたっては財源、人材等の移管が前提となる。

４【経済産業省（12）】【環境省（６）】
使用済自動車の再資源化等に関する法律（平14法87）（環境省と共管）
自動車製造業者等に対する指導、助言、勧告、命令、報告徴収及び立入検査並
びに自動車製造業者等の委託を受けた者に対する報告徴収及び立入検査につ
いては、関係する審議会において都道府県等から意見聴取を行いつつ、実施主
体や国の関与等の在り方を含めた的確な執行の在り方について、原則として平成
27年中に検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

H26 977 06_環境・衛生 その他 関西広域連合 環境省、経済産業
省

A　権限移譲 使用済小型電子機器等の再資源
化の促進に関する法律第15条から
第17条

使用済小型電子機器等の再
資源化の促進に関する法律
に基づく権限の広域連合へ
の移譲

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律に基づ
く報告・立入検査および指導・助言に係る事務・権限の広域連合
への移譲を求める（事業所が複数ある場合はそのすべてが広域
連合の区域内にある場合に限る。）

３Ｒ等に関する消費者への啓発は各府県・市町村が実施し、法律上再生利用・再資源化の責任を負う事業者への指導は国が行っ
ているため、一連の施策としての連携が取りにくい状況にある。
事業所が一の府県の区域を越えて存在する場合は、事務・権限を広域連合へ移譲することにより、事務の効率化を図ることができ
る。また、各府県・市町村の３Ｒ等への取組との連携が可能となる。
なお、事務・権限の移譲にあたっては財源、人材等の移管が前提となる。

［再掲］
４【環境省】
（８）使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律（平24法57）（経済
産業省と共管）
認定事業者等に対する指導、助言、報告徴収及び立入検査については、関係す
る審議会において都道府県等から意見聴取を行いつつ、実施主体や国の関与
等の在り方を含めた的確な執行の在り方について、原則として平成27年中に検討
を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

H26 978 06_環境・衛生 都道府県 鳥取県 環境省、経済産業
省、農林水産省、
厚生労働省、財務
省

A　権限移譲 容器包装に係る分別収集及び再商
品化の促進等に関する法律第7条
の5、第19～20条、第39～40条

容器包装に係る分別収集及
び再商品化の促進等に関す
る法律に基づく報告・立入検
査・勧告・命令に係る事務・
権限の移譲

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
に基づく国の報告・立入検査・勧告・命令に係る事務・権限を都
道府県へ移譲する。
なお、各自治体、地域の状況は様々であることから希望する都道
府県の手上げ方式とする。
権限の移譲を受けた都道府県は、希望する市町村に一般廃棄
物処理関係の権限を移譲できるものとする。

廃棄物処理法に基づく指導監督や３Ｒ等に関する消費者への啓発等は都道府県・市町村が実施している一方、各種リサイクル法
に基づく事業者への指導監督は国が行っており、一連の施策としての連携が取りにくい状況にある。
また、国の各府省が共管していることにより、縦割り行政の弊害が生じるおそれがある。
そのため、事業所が一の都道府県の区域内のみにある場合は、事務・権限を都道府県、市町村に移譲することで、事務の効率化
を図ることが可能である。
その際、権限に係る事務処理基準、財源、人材等について併せて国から措置することが必要である。

［再掲］
４【財務省（４）】【厚生労働省（14）】【農林水産省（７）】【経済産業省（４）】
　【環境省（３）】
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（平７法112）（財
務省、厚生労働省、農林水産省及び経済産業省と共管）
特定事業者等に対する指導、助言、勧告、命令、報告徴収及び立入検査につい
ては、関係する審議会において都道府県等から意見聴取を行いつつ、実施主体
や国の関与等の在り方を含めた的確な執行の在り方について、原則として平成27
年中に検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

H26 979 06_環境・衛生 都道府県 鳥取県 農林水産省、環境
省、経済産業省、
国土交通省、財務
省、厚生労働省

A　権限移譲 食品循環資源の再生利用等の促
進に関する法律第8条、第24条

食品循環資源の再生利用等
の促進に関する法律に基づ
く報告・立入検査・勧告・命
令に係る事務・権限の移譲

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく国の
報告・立入検査・勧告・命令に係る事務・権限を都道府県へ移譲
する。
なお、各自治体、地域の状況は様々であることから希望する都道
府県の手上げ方式とする。
権限の移譲を受けた都道府県は、希望する市町村に一般廃棄
物処理関係の権限を移譲できるものとする。

廃棄物処理法に基づく指導監督や３Ｒ等に関する消費者への啓発等は都道府県・市町村が実施している一方、各種リサイクル法
に基づく事業者への指導監督は国が行っており、一連の施策としての連携が取りにくい状況にある。
また、国の各府省が共管していることにより、縦割り行政の弊害が生じるおそれがある。
そのため、事業所が一の都道府県の区域内のみにある場合は、事務・権限を都道府県、市町村に移譲することで、事務の効率化
を図ることが可能である。
その際、権限に係る事務処理基準、財源、人材等について併せて国から措置することが必要である。

〔再掲〕
４【財務省（５）】【厚生労働省（15）】【農林水産省（８）】【経済産業省（11）】
　【国土交通省（５）】【環境省（５）】
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（平12法116）
食品関連事業者等に対する指導、助言、勧告、命令、報告徴収及び立入検査に
ついては、関係する審議会において都道府県等から意見聴取を行いつつ、実施
主体や国の関与等の在り方を含めた的確な執行の在り方について、原則として平
成27年中に検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

H26 980 06_環境・衛生 都道府県 鳥取県 経済産業省、環境
省

A　権限移譲 使用済自動車の再資源化等に関
する法律第24条、第26条、第37～
38条、第90条、第130～131条

使用済自動車の再資源化等
に関する法律に基づく報告・
立入検査・勧告・命令に係る
事務・権限の移譲

使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づく国の報告・立
入検査・勧告・命令に係る事務・権限を都道府県へ移譲する。
なお、各自治体、地域の状況は様々であることから希望する都道
府県の手上げ方式とする。
権限の移譲を受けた都道府県は、希望する市町村に一般廃棄
物処理関係の権限を移譲できるものとする。

廃棄物処理法に基づく指導監督や３Ｒ等に関する消費者への啓発等は都道府県・市町村が実施している一方、各種リサイクル法
に基づく事業者への指導監督は国が行っており、一連の施策としての連携が取りにくい状況にある。
また、国の各府省が共管していることにより、縦割り行政の弊害が生じるおそれがある。
そのため、事業所が一の都道府県の区域内のみにある場合は、事務・権限を都道府県、市町村に移譲することで、事務の効率化
を図ることが可能である。
その際、権限に係る事務処理基準、財源、人材等について併せて国から措置することが必要である。

［再掲］
４【経済産業省（12）】【環境省（６）】
使用済自動車の再資源化等に関する法律（平14法87）（環境省と共管）
自動車製造業者等に対する指導、助言、勧告、命令、報告徴収及び立入検査並
びに自動車製造業者等の委託を受けた者に対する報告徴収及び立入検査につ
いては、関係する審議会において都道府県等から意見聴取を行いつつ、実施主
体や国の関与等の在り方を含めた的確な執行の在り方について、原則として平成
27年中に検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

H26 981 06_環境・衛生 都道府県 鳥取県 環境省、経済産業
省

A　権限移譲 使用済小型電子機器等の再資源
化の促進に関する法律第15条～第
17条

使用済小型電子機器等の再
資源化の促進に関する法律
に基づく報告・立入検査・勧
告・命令に係る事務・権限の
移譲

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律に基づ
く国の報告・立入検査・勧告・命令に係る事務・権限を都道府県
へ移譲する。
なお、各自治体、地域の状況は様々であることから希望する都道
府県の手上げ方式とする。
権限の移譲を受けた都道府県は、希望する市町村に一般廃棄
物処理関係の権限を移譲できるものとする。

廃棄物処理法に基づく指導監督や３Ｒ等に関する消費者への啓発等は都道府県・市町村が実施している一方、各種リサイクル法
に基づく事業者への指導監督は国が行っており、一連の施策としての連携が取りにくい状況にある。
また、国の各府省が共管していることにより、縦割り行政の弊害が生じるおそれがある。
そのため、事業所が一の都道府県の区域内のみにある場合は、事務・権限を都道府県、市町村に移譲することで、事務の効率化
を図ることが可能である。
その際、権限に係る事務処理基準、財源、人材等について併せて国から措置することが必要である。

［再掲］
４【経済産業省（21）】【環境省（８）】
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律（平24法57）（経済産業
省と共管）
認定事業者等に対する指導、助言、報告徴収及び立入検査については、関係す
る審議会において都道府県等から意見聴取を行いつつ、実施主体や国の関与
等の在り方を含めた的確な執行の在り方について、原則として平成27年中に検討
を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
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H26 982 07_産業振興 都道府県 神奈川県 経済産業省、農林
水産省

A　権限移譲 中小企業者と農林漁業者との連携
による事業活動の促進に関する法
律第4条

農商工等連携促進法による
事業計画の認定権限等の都
道府県への移譲

農商工等連携促進法による事業計画の認定業務
中小企業・小規模事業者連携促進支援補助金の交付に係る事
務
について、関東経済産業局及び関東農政局から都道府県へ権
限の移譲

計画の認定及び補助金交付に係る事務は、地域産業の振興の観点から重要な業務であるが、現状では、専ら国と事業者が調整し
ており、県は計画が策定された後に求められる意見書程度しか関与できていない。
その結果、例えば、計画が実行されても、開発された商品が販売に結びつかないケースが散見されている。これは、計画段階にお
ける地元での販路の分析や支援体制の構築が不十分であることが原因である。国が現在行っている、人口の多い都心部における
販路開拓は、重要であり、今後も継続した支援が必要である。しかし、産地における販路開拓や地元の支援などのバックグラウンド
が無いものが、都心部で売れ続けることも難しく、都心と地元における販路開拓支援は、車輪の両輪であり、ともに推進するべきであ
る。そして、現状の方式では、地元の体制づくりが困難であるため、権限と財源の移譲による事業のあり方の見直しを求めるものであ
る。
また、全国的な視点から先進的な事例のみを支援するべきという意見もあるだろうが、地域的なレベル格差があるなかで、全国的に
は遅れている都道府県であっても、当該地域のなかで先進的なモデル事業を実施している事業者に対しては必要な支援をするべ
きである。
現状は国が計画を認定し、国が事業者に補助しているが、これを変更し、国が県内の都道府県中小企業センター等の運営管理法
人に基金を設立し、県が計画を認定し、県が基金を通じて事業者に補助するよう権限と財源の移譲を求めるものである。
なお、国は全国的な視点から評価の準則を定め、県は準則を踏まえながら各県の評価基準を定めることで、広い視野や全国的な
視点も踏まえた、事業としての一定の水準を保つ。

［再掲］
４【農林水産省（９）】【経済産業省（18）】
中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律（平20法
38）（農林水産省と共管）［再掲］
（ⅰ）農商工等連携事業計画の認定（４条１項）については、都道府県に対し、事
業実施主体から提出された当該計画の認定に関する情報提供を行うとともに、法
認定取得後の事業化状況について都道府県と連携して事業化に向けた指導及
び助言を行うなど、都道府県との連携強化を図る。
（ⅱ）農商工等連携事業計画の認定事業者に対する補助（農商工等連携対策支
援事業）については、国と都道府県の連携強化を図るため、都道府県に対し、支
援要件等の公募に関する情報提供を行う。

農地転用面積が２ヘクタールを超え４ヘクタール以下の場合の農
地転用許可に係る農林水産大臣への協議を廃止する。

【規制緩和の必要性】
２ha超４ha以下の農地転用許可については、農林水産大臣への協議を廃止することで、事務処理全体の時間短縮や申請人の負担
軽減等が図られる。

【当県における事務の実績】
平成23年から平成25年までで22件発生
所要期間は、約２か月から５か月半

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国と地方の役
割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕組みの充実を図るととも
に、農地転用に係る事務・権限について、地方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条の２第１項）
を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の設定基準案に加え、国の
目標面積案について、都道府県知事の意見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及び都道府県の
目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定
するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と協議する場（協議の場）を
設けることとする。協議の場の議事等については、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案及び都道府県
の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違がある場合には、その要因
分析等を行い、施策効果の見込み方等について協議する。これらの過程を通じ
て、国と地方が十分な議論を行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び
都道府県の目標面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日地方六団体）
において提案されている「農地の総量確保の目標管理」の仕組みに係る実効性を
検証することとし、今後の制度設計の議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置については、別紙を
基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法附則２項）につ
いては、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農林水産大臣
との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指定市町村にあっては、当
該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確保する目標
を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣が指定する市町村（指
定市町村）の長については、都道府県知事と同様の権限を有するものとして、農
地転用に係る事務・権限を移譲する。あわせて、農用地区域内における開発許
可（農振法15条の２）に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項及び５条３
項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せて検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏まえ、必要に
応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るとともに、農地転用許可等に係
る事例集を作成するなど地方公共団体における農地転用許可制度等の適正な
運用の確保に資するよう必要な支援を行うものとする。

H26 984 02_農業・農地 都道府県 広島県 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

農地法附則第2 2ヘクタールを超える農地転
用の都道府県知事許可に係
る農林水産大臣への協議の
廃止

2ヘクタールを超える農地転用の都道府県知事の許可に係る農
林水産大臣への協議を廃止する。

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国と地方の役
割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕組みの充実を図るととも
に、農地転用に係る事務・権限について、地方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条の２第１項）
を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の設定基準案に加え、国の
目標面積案について、都道府県知事の意見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及び都道府県の
目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定
するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と協議する場（協議の場）を
設けることとする。協議の場の議事等については、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案及び都道府県
の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違がある場合には、その要因
分析等を行い、施策効果の見込み方等について協議する。これらの過程を通じ
て、国と地方が十分な議論を行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び
都道府県の目標面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日地方六団体）
において提案されている「農地の総量確保の目標管理」の仕組みに係る実効性を
検証することとし、今後の制度設計の議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置については、別紙を
基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法附則２項）につ
いては、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農林水産大臣
との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指定市町村にあっては、当
該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確保する目標
を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣が指定する市町村（指
定市町村）の長については、都道府県知事と同様の権限を有するものとして、農
地転用に係る事務・権限を移譲する。あわせて、農用地区域内における開発許
可（農振法15条の２）に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項及び５条３
項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せて検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏まえ、必要に
応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るとともに、農地転用許可等に係
る事例集を作成するなど地方公共団体における農地転用許可制度等の適正な
運用の確保に資するよう必要な支援を行うものとする。

【支障事例】
2ヘクタールを超える農地転用について農林水産大臣へ協議する場合であっても、農業委員会でも審査は行われており、二重の審
査が行われている。また、地方農政局における手続に一定程度時間を要する。このため、刻々と変化する経済情勢に基づくビジネ
スチャンスを企業等が逃す場合や、不要な出費を強いる場合があり、農林水産大臣への協議を廃止することにより事務の迅速化を
図るべきである。
【懸念の解消】
国は、現行制度について、大規模農地転用については、優良農地の確保や大規模農地転用によって用排水系統を分断し周辺農
地に大きな影響をもたらすこととなり慎重な判断が必要となるなど農地転用制度の適正な運用を図るためとしているが、農地転用許
可について県（本県では市町へ権限移譲済）が行う場合と農林水産大臣への協議を行う場合で許可の基準が変わるものではなく、
都道府県（本県では市町）は審査能力を有することから、農林水産大臣への協議を廃止することによる支障はない。

H26 983 02_農業・農地 都道府県 鹿児島県 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

農地法附則第２項 ２ヘクタールを超え４ヘク
タール以下の農地転用許可
に係る農林水産大臣への協
議の廃止
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管理番
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提案団体の
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提案
団体

関係府省
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根拠法令等
提案事項
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求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 986 02_農業・農地 都道府県 神奈川県 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

農地法第４条及び第５条、同法附
則第２項

農地の転用に関する事務の
国の関与の廃止

・２ｈａ超４ｈａ以下農地転用許可に係る協議の廃止
・農地転用許可事務実態調査の廃止

開発計画等による農地転用が予定された場合、国との協議により、調整が長期間に及ぶ可能性もある。このため、農地転用許可事
務における、２～４haの農地転用に係る国との協議を廃止することで、事務が地方に一本化され、事務処理期間の短縮が見込める
とともに、地域の実情に応じた土地利用が可能となる。

2ha超4ha以下の農地転用許可に係る農林水産大臣への協議の
廃止

【現状】
県内の市町村が工業団地開発などを進めるうえで、農地転用が課題となり、計画的なまちづくりが進んでいない。
【支障事例】
Ａ地区で検討されている工業団地開発構想では、数年前より農地転用に関する協議を進めている。当該工業団地は、高速道路のＩ
Ｃ周辺という企業立地の絶好の場所に位置しているとともに、雇用の場の創出のため企業誘致を望む地域住民の要望があることか
ら、市町村が主体となって進めている。しかし、農地転用の具体性（当該工業団地に立地する企業の具体的な企業名の提示等）
等、現状における回答が困難な説明を求められ、協議が進展しない。
【支障事例の解消策及び効果】
農地転用を、地域の実情に精通している市町村長の許可とし、国の協議を廃止することで、工場団地の造成など主体的かつ総合
的なまちづくりを行うことができ、効果的な企業誘致等を進めることができる。

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国と地方の役
割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕組みの充実を図るととも
に、農地転用に係る事務・権限について、地方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条の２第１項）
を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の設定基準案に加え、国の
目標面積案について、都道府県知事の意見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及び都道府県の
目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定
するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と協議する場（協議の場）を
設けることとする。協議の場の議事等については、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案及び都道府県
の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違がある場合には、その要因
分析等を行い、施策効果の見込み方等について協議する。これらの過程を通じ
て、国と地方が十分な議論を行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び
都道府県の目標面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日地方六団体）
において提案されている「農地の総量確保の目標管理」の仕組みに係る実効性を
検証することとし、今後の制度設計の議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置については、別紙を
基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法附則２項）につ
いては、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農林水産大臣
との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指定市町村にあっては、当
該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確保する目標
を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣が指定する市町村（指
定市町村）の長については、都道府県知事と同様の権限を有するものとして、農
地転用に係る事務・権限を移譲する。あわせて、農用地区域内における開発許
可（農振法15条の２）に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項及び５条３
項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せて検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏まえ、必要に
応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るとともに、農地転用許可等に係
る事例集を作成するなど地方公共団体における農地転用許可制度等の適正な
運用の確保に資するよう必要な支援を行うものとする。

H26 987 02_農業・農地 都道府県 徳島県、大阪府 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

農地法附則第２項 農地の転用に関する事務 農林水産大臣協議案件（2ha以上）については、協議の義務づけ
を廃止する。

大臣協議案件については、国において協議しているところ、地域の状況（地理的・地勢的）についてどうしても国では把握が十分で
はなく、結果的に都道府県等に状況の確認を行うこととなり、申請者にとっては多大な時間を要しており、その部分の負担を軽減す
るために、協議の義務づけを廃止し、申請者側の負担を軽減する。

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国と地方の役
割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕組みの充実を図るととも
に、農地転用に係る事務・権限について、地方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条の２第１項）
を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の設定基準案に加え、国の
目標面積案について、都道府県知事の意見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及び都道府県の
目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定
するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と協議する場（協議の場）を
設けることとする。協議の場の議事等については、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案及び都道府県
の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違がある場合には、その要因
分析等を行い、施策効果の見込み方等について協議する。これらの過程を通じ
て、国と地方が十分な議論を行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び
都道府県の目標面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日地方六団体）
において提案されている「農地の総量確保の目標管理」の仕組みに係る実効性を
検証することとし、今後の制度設計の議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置については、別紙を
基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法附則２項）につ
いては、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農林水産大臣
との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指定市町村にあっては、当
該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確保する目標
を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣が指定する市町村（指
定市町村）の長については、都道府県知事と同様の権限を有するものとして、農
地転用に係る事務・権限を移譲する。あわせて、農用地区域内における開発許
可（農振法15条の２）に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項及び５条３
項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せて検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏まえ、必要に
応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るとともに、農地転用許可等に係
る事例集を作成するなど地方公共団体における農地転用許可制度等の適正な
運用の確保に資するよう必要な支援を行うものとする。

H26 985 02_農業・農地 都道府県 岐阜県 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

農地法附則2項 農地転用に係る農林水産大
臣への協議を廃止



年
年度別
管理番

号
分野
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根拠法令等
提案事項
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求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

２ｈａ～４ｈａの農地転用許可にかかる大臣協議を廃止し、都道府
県知事の専権事項する。

【根拠条文】
平成１０年農地法改正により、４ｈａまでの農地転用の許可権限が都道府県に移譲されたが、農地法附則により、当分の間、２ｈａを
超える農地転用の許可をしようとする場合には、あらかじめ農林水産大臣に協議することが必要である。
【改正の必要性】
農地転用の大臣協議については、多大な時間を要し、迅速性に欠け、地域の活性化や県内の雇用を生み出す工場や商業施設の
立地を進めていく上で課題となっている。
地域の実情を把握する地方が事務を行うことで、地域における農業の実情とスピードを重視する企業のニーズに対応しながら、優
良農地の確保と地域経済の活性化の両立が可能となり、総合的なまちづくりを進めることができる。
【具体的な支障事例】
市街化区域内の大型店舗出店であるが、駐車場の一部が市街化調整区域の農地約０．３ｈａにかかることとなり、市街化区域の農地
転用面積と併せて２ｈａを超えるため、市街化調整区域部分は大臣協議が必要となり、農政局への事前相談から協議回答まで約７
月を要した。

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国と地方の役
割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕組みの充実を図るととも
に、農地転用に係る事務・権限について、地方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条の２第１項）
を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の設定基準案に加え、国の
目標面積案について、都道府県知事の意見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及び都道府県の
目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定
するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と協議する場（協議の場）を
設けることとする。協議の場の議事等については、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案及び都道府県
の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違がある場合には、その要因
分析等を行い、施策効果の見込み方等について協議する。これらの過程を通じ
て、国と地方が十分な議論を行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び
都道府県の目標面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日地方六団体）
において提案されている「農地の総量確保の目標管理」の仕組みに係る実効性を
検証することとし、今後の制度設計の議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置については、別紙を
基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法附則２項）につ
いては、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農林水産大臣
との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指定市町村にあっては、当
該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確保する目標
を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣が指定する市町村（指
定市町村）の長については、都道府県知事と同様の権限を有するものとして、農
地転用に係る事務・権限を移譲する。あわせて、農用地区域内における開発許
可（農振法15条の２）に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項及び５条３
項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せて検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏まえ、必要に
応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るとともに、農地転用許可等に係
る事例集を作成するなど地方公共団体における農地転用許可制度等の適正な
運用の確保に資するよう必要な支援を行うものとする。

H26 989 02_農業・農地 中核市 大分市 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

農地法附則第２項 ２ヘクタールを超え４ヘク
タール以下の農地転用許可
に係る農林水産大臣への協
議の廃止

２ヘクタールを超え４ヘクタール以下の農地転用許可に係る農林
水産大臣への協議を廃止すること

【提案事項】
２ヘクタールを超え４ヘクタール以下の農地転用許可に係る農林水産大臣への協議の廃止
【支障事例】
農地転用許可にあたっては、申請を市町村農業委員会が受理し、十分な審査ののち意見を付して都道府県知事に送付しているに
も関わらず、知事は形式的に都道府県農業会議への諮問を行う。市町村は地域の実情を把握しており、自ら十分に適切な判断が
できるにも関わらず、こうした事務処理は多大な時間や手間を要し、迅速な事務処理を妨げるとともに、総合的なまちづくりを進めて
いく上での支障となっている。
【制度改正の必要性】
農地転用許可は、農用地区域の設定とともに、優良農地を守る制度であると同時に、土地利用行政の一角を占める制度である。都
市、農村、山村にわたる一体的な地域づくりのためには、本来、土地利用行政は基礎自治体である市町村が総合的に担い、地域
における最適な土地利用の実現を図るべきである。本提案は、「都道府県農業会議への諮問の廃止」と併せて移譲されることにより
事務の簡素化・迅速化に寄与するとともに、地域の実情に即した農地を含めた総合的な土地利用行政が基礎自治体の主体的判断
と責任において実施することを可能とするものと考える。

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国と地方の役
割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕組みの充実を図るととも
に、農地転用に係る事務・権限について、地方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条の２第１項）
を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の設定基準案に加え、国の
目標面積案について、都道府県知事の意見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及び都道府県の
目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定
するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と協議する場（協議の場）を
設けることとする。協議の場の議事等については、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案及び都道府県
の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違がある場合には、その要因
分析等を行い、施策効果の見込み方等について協議する。これらの過程を通じ
て、国と地方が十分な議論を行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び
都道府県の目標面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日地方六団体）
において提案されている「農地の総量確保の目標管理」の仕組みに係る実効性を
検証することとし、今後の制度設計の議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置については、別紙を
基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法附則２項）につ
いては、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農林水産大臣
との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指定市町村にあっては、当
該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確保する目標
を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣が指定する市町村（指
定市町村）の長については、都道府県知事と同様の権限を有するものとして、農
地転用に係る事務・権限を移譲する。あわせて、農用地区域内における開発許
可（農振法15条の２）に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項及び５条３
項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せて検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏まえ、必要に
応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るとともに、農地転用許可等に係
る事例集を作成するなど地方公共団体における農地転用許可制度等の適正な
運用の確保に資するよう必要な支援を行うものとする。

H26 988 02_農業・農地 都道府県 奈良県 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

農地法附則第２項 農地転用許可にかかる大臣
協議の廃止
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提案事項
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求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 991 02_農業・農地 中核市 大分市 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

農業振興地域の整備に関する法律
第８条（市町村の定める農業振興
地域整備計画）

農用地利用計画の変更等の
際の都道府県知事への協
議・同意の廃止

農用地利用計画の変更等の際の都道府県知事への協議・同意
を廃止すること

【提案事項】
農用地利用計画の変更等の際の都道府県知事への協議・同意の廃止
【支障事例】
農用地区域の設定を含む農用地利用計画についても市町村が策定するが、都道府県知事へ協議し、同意を得なければならない。
市町村は地域の実情を把握しており、自ら十分に適切な判断ができるにも関わらず、事務処理は多大な時間や手間を要し、迅速な
事務処理を妨げるとともに、総合的なまちづくりを進めていく上での支障となっている。
【制度改正の必要性】
土地利用行政は基礎自治体である市町村が総合的に担い、地域における最適な土地利用の実現を図るべきである。提案内容
は、その際の事務の簡素化・迅速化に寄与するとともに、地域の実情に即した農地を含めた総合的な土地利用行政が基礎自治体
の主体的判断と責任において実施することを可能とするものと考える。

H26 992 02_農業・農地 市区長会 指定都市市長会 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

農業振興地域の整備に関する法律
第8条第4項

農用地利用計画の策定、変
更にかかる知事への協議・
同意の廃止

農業振興地域の整備に関する法律第8条第4項に規定される農
業振興地域整備計画のうち、農用地利用計画の策定、変更につ
いて、都道府県知事の同意を不要とする。

農業振興地域の整備に関する法律第8条第4項に規定される農業振興地域整備計画のうち、農用地利用計画の策定、変更につい
て、都道府県知事の同意を不要とする。
【権限移譲の必要性】
・除外等の申し出に対応するための期間が短縮され、市民サービスの向上につながる。
・基礎自治体が地域の実情に即した農業振興施策と農業振興に係る権限とを併せ持つことで、地産地消推進や福祉農業実施等、
都市農業振興と地域活性化に繋げる取組を行うことが可能となる。
・地域のニーズに対応する土地活用は、宅地開発者の意向が強く反映されがちであるため、適正な農地保全を行うために、地域の
営農者と身近な基礎自治体が連携することで、地域農業の振興策に対応した土地活用が可能となる。
【支障事例】
・農用地利用計画の策定、変更にかかる知事の協議・同意が必要なことによって、計画の公告までの期間が２か月程度長くなる。
・農業振興地域内の農用地区域以外で有効活用できる見込みの農地がある場合、農用地区域として指定するなど優良農地の確保
を地域の実情をよく把握する市町村が主体的に実施できない。

農地の転用に係る都道府県農業会議への諮問を廃止すること 【提案事項】
農地の転用に係る都道府県農業会議への諮問の廃止
【支障事例】
農地転用許可にあたっては、申請を市町村農業委員会が受理し、十分な審査ののち意見を付して都道府県知事に送付しているに
も関わらず、知事は形式的に都道府県農業会議への諮問を行う。市町村は地域の実情を把握しており、自ら十分に適切な判断が
できるにも関わらず、こうした事務処理は多大な時間や手間を要し、迅速な事務処理を妨げるとともに、総合的なまちづくりを進めて
いく上での支障となっている。
【制度改正の必要性】
農地転用許可は、農用地区域の設定とともに、優良農地を守る制度であると同時に、土地利用行政の一角を占める制度である。都
市、農村、山村にわたる一体的な地域づくりのためには、本来、土地利用行政は基礎自治体である市町村が総合的に担い、地域
における最適な土地利用の実現を図るべきである。本提案は、「農地転用許可権限の移譲」と併せて移譲されることにより事務の簡
素化・迅速化に寄与するとともに、地域の実情に即した農地を含めた総合的な土地利用行政が基礎自治体の主体的判断と責任に
おいて実施することを可能とするものと考える。

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国と地方の役
割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕組みの充実を図るととも
に、農地転用に係る事務・権限について、地方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条の２第１項）
を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の設定基準案に加え、国の
目標面積案について、都道府県知事の意見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及び都道府県の
目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定
するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と協議する場（協議の場）を
設けることとする。協議の場の議事等については、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案及び都道府県
の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違がある場合には、その要因
分析等を行い、施策効果の見込み方等について協議する。これらの過程を通じ
て、国と地方が十分な議論を行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び
都道府県の目標面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日地方六団体）
において提案されている「農地の総量確保の目標管理」の仕組みに係る実効性を
検証することとし、今後の制度設計の議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置については、別紙を
基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法附則２項）につ
いては、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農林水産大臣
との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指定市町村にあっては、当
該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確保する目標
を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣が指定する市町村（指
定市町村）の長については、都道府県知事と同様の権限を有するものとして、農
地転用に係る事務・権限を移譲する。あわせて、農用地区域内における開発許
可（農振法15条の２）に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項及び５条３
項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せて検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏まえ、必要に
応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るとともに、農地転用許可等に係
る事例集を作成するなど地方公共団体における農地転用許可制度等の適正な
運用の確保に資するよう必要な支援を行うものとする。

H26 993 02_農業・農地 都道府県 鳥取県、大阪府 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

農地法附則第2項 農地転用に係る農林水産大
臣への協議の廃止

2ヘクタールを超える農地転用の都道府県知事の許可に係る国
への協議に係る農地法附則第2項の規定を削り、農林水産大臣
への協議を廃止する。

【必要性】
農地転用許可に係る協議期間の短縮により、農地以外の土地利用計画との調整の迅速化を図ることができる。また、農地転用許可
事務の効率化により、地域の実情に応じた迅速な調整が可能となる（住民に、より身近な基礎的自治体において総合的な土地利用
の観点からの判断が迅速にできる。）。
農地転用は、営農条件や周辺の市街地化の状況など許可の可否を判断する基準が明確であり、転用申請に対して当該農地が許
可基準に適合している場合は許可しなければならないものである。また、今まで協議を行った案件のいずれも異議無しと回答されて
いるところである。
農業を含む地域経済の活性化のためには、長期にわたる事前調整や協議を廃止して農地転用事務の迅速化を図り、地域の実情
に応じた土地利用調整や許可事務が必要である。

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国と地方の役
割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕組みの充実を図るととも
に、農地転用に係る事務・権限について、地方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条の２第１項）
を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の設定基準案に加え、国の
目標面積案について、都道府県知事の意見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及び都道府県の
目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定
するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と協議する場（協議の場）を
設けることとする。協議の場の議事等については、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案及び都道府県
の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違がある場合には、その要因
分析等を行い、施策効果の見込み方等について協議する。これらの過程を通じ
て、国と地方が十分な議論を行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び
都道府県の目標面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日地方六団体）
において提案されている「農地の総量確保の目標管理」の仕組みに係る実効性を
検証することとし、今後の制度設計の議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について

H26 990 02_農業・農地 中核市 大分市 農林水産省 B　地方に対す
る規制緩和

農地法第４条第３項、第５条第３項 農地の転用に係る都道府県
農業会議への諮問の廃止
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提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 106-1 09_土木・建築 中核市 金沢市 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

都市公園法第7条
河川敷地占用許可準則（河川法第
24条関係）

駐輪場の設置占用許可要件
の緩和

現行では法令等に占用許可が可能な施設として駐輪場が規定さ
れていない公園敷地や河川敷にも、駐輪場の設置が可能となる
よう、占用許可設置要件を緩和したい。

占用許可により駐輪場を設置する場合において、現行は、道路法施行令第7条により道路敷地には設置可能である一方、都市公
園法及び河川法には占用許可が可能な施設等に駐輪場を読み取れる規定がないことから、公園敷地や河川敷に駐輪場を設置で
きないこととなっている。
駐輪場は、利便性の高い場所での設置が望ましく、利用者の目的地から離れた場所に設置しても、利用が低く、歩道等での放置・
違法駐車となる場合もある。
金沢市のまちなかは、道路の幅員が狭く、駐輪場としての適地が少ない一方、利便性の高い場所に公園や緑地等の空間が多い特
性を持つことから、これらの一部を公園利用者以外の駐輪場として活用できれば、利用者にとっての駐輪環境の向上に繋がり、まち
なかの賑わい創出や放置自転車対策などの効果も期待できる。加えて、金沢市で導入しているレンタサイクルシステムのポート（駐
輪場）としても活用することで、歩けるまちづくりの推進にも繋がる。
このようなことから、都市公園法や河川法の占用許可要件の緩和を図り、柔軟な駐輪場の設置を可能としたい。

H26 106-2 09_土木・建築 中核市 金沢市 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

都市公園法第7条
河川敷地占用許可準則（河川法第
25条関係）

駐輪場の設置占用許可要件
の緩和

現行では法令等に占用許可が可能な施設として駐輪場が規定さ
れていない公園敷地や河川敷にも、駐輪場の設置が可能となる
よう、占用許可設置要件を緩和したい。

占用許可により駐輪場を設置する場合において、現行は、道路法施行令第8条により道路敷地には設置可能である一方、都市公
園法及び河川法には占用許可が可能な施設等に駐輪場を読み取れる規定がないことから、公園敷地や河川敷に駐輪場を設置で
きないこととなっている。
駐輪場は、利便性の高い場所での設置が望ましく、利用者の目的地から離れた場所に設置しても、利用が低く、歩道等での放置・
違法駐車となる場合もある。
金沢市のまちなかは、道路の幅員が狭く、駐輪場としての適地が少ない一方、利便性の高い場所に公園や緑地等の空間が多い特
性を持つことから、これらの一部を公園利用者以外の駐輪場として活用できれば、利用者にとっての駐輪環境の向上に繋がり、まち
なかの賑わい創出や放置自転車対策などの効果も期待できる。加えて、金沢市で導入しているレンタサイクルシステムのポート（駐
輪場）としても活用することで、歩けるまちづくりの推進にも繋がる。
このようなことから、都市公園法や河川法の占用許可要件の緩和を図り、柔軟な駐輪場の設置を可能としたい。

６　【国土交通省】
（11）河川法（昭39法167）
（ⅰ）河川敷地の占用許可（24条）について、通知において例示している一般的な
施設のほか、駐輪場については、当該施設の公共性等を勘案して、「その他の河
川空間を活用したまちづくり又は地域づくりに資する施設」等として、占用許可の
目的である施設となり得ることを、地方公共団体に情報提供する。

H26 118-1 03_医療・福祉 都道府県 静岡県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

介護保険法第78条の４第３項
指定地域密着型サービスの事業の
人員、設備及び運営に関する基準
（平成18年厚生労働省令第34号）
第１条第３号、第66条第１項
障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律第
30条第２項
障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律に
基づく指定障害福祉サービスの事
業等の人員、設備及び運営に関す
る基準（平成18年厚生労働省令第
171号）第１条第９号、第94条の２第
１号

小規模多機能型居宅介護事
業所での障害者受入基準
（登録定員）を定める条例に
係る基準の緩和

介護保険法の指定小規模多機能型居宅介護事業所を、障害者
総合支援法の基準該当生活介護事業所・基準該当短期入所事
業所として利用する際の登録定員については、介護保険法第78
条の4第3項の規定により厚生労働省令で定める基準に従い市町
村条例で定めることとされている。合理的な理由がある範囲内
で、地域の実情に応じて必要な内容を各市町村条例で定めるこ
とができるようにするため、当該「従うべき基準」を「参酌基準」又
は「標準」に改めることを求める。

【提案の背景】
介護保険制度の定着に伴い、高齢者介護サービスの基盤整備が進む一方で、障害福祉サービスが身近にない、または施設まで
通うことが困難な場合があるなどの課題も生じている。平成26年３月現在、本県においては、支給決定を受けたが、障害サービスを
受けていない障害者が、生活介護は142人、短期入所は4,557人いる状況である。障害のある方が住みなれた地域でサービスを受
けられるようにするためには、高齢者施設での障害のある方の受入を促進していく必要がある。一方、障害者総合支援法の基準該
当制度を活用可能な事業所は、平成22年度に０箇所であったものが、現在15箇所と増加し、今後も増えていくことが見込まれてい
る。
【制度改正の必要性】
介護保険法の小規模多機能型居宅介護事業所において、障害者総合支援法の基準該当生活介護・基準該当短期入所を受け入
れる場合、その登録定員は、高齢者、障害者あわせて25人以下とされている。一方で、現行の報酬体系では、障害者の登録が１人
増えるごとに高齢者１人分の包括報酬が減額され、事業所としては経営面でマイナスとなることから、障害者の受入が進まない状況
にある。障害者を受け入れる場合に登録定員を増やすことを可能とすることにより、事業所の経営の安定を保ちつつ、障害者の受
入を促進することができる。
【懸念への対応】
登録定員を増やすことにより、「なじみの関係」の構築や家庭的な環境の保持が難しくなる可能性が考えられるが、29人以下の定員
である地域密着型介護老人福祉施設においても「小規模」の特色を活かしたケアが行われている。増やす定員数を3人以下（登録
定員を28人以下）とすることで、「なじみの関係」の構築や家庭的な環境の保持が可能であると考える。

H26 118-2 03_医療・福祉 都道府県 静岡県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

介護保険法第78条の４第３項
指定地域密着型サービスの事業の
人員、設備及び運営に関する基準
（平成18年厚生労働省令第34号）
第１条第３号、第66条第１項
障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律第
30条第２項
障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律に
基づく指定障害福祉サービスの事
業等の人員、設備及び運営に関す
る基準（平成18年厚生労働省令第
171号）第１条第９号、第94条の２第
１号

小規模多機能型居宅介護事
業所での障害者受入基準
（登録定員）を定める条例に
係る基準の緩和

介護保険法の指定小規模多機能型居宅介護事業所を、障害者
総合支援法の基準該当生活介護事業所・基準該当短期入所事
業所として利用する際の登録定員については、介護保険法第78
条の4第3項の規定により厚生労働省令で定める基準に従い市町
村条例で定めることとされている。合理的な理由がある範囲内
で、地域の実情に応じて必要な内容を各市町村条例で定めるこ
とができるようにするため、当該「従うべき基準」を「参酌基準」又
は「標準」に改めることを求める。

【提案の背景】
介護保険制度の定着に伴い、高齢者介護サービスの基盤整備が進む一方で、障害福祉サービスが身近にない、または施設まで
通うことが困難な場合があるなどの課題も生じている。平成26年３月現在、本県においては、支給決定を受けたが、障害サービスを
受けていない障害者が、生活介護は142人、短期入所は4,557人いる状況である。障害のある方が住みなれた地域でサービスを受
けられるようにするためには、高齢者施設での障害のある方の受入を促進していく必要がある。一方、障害者総合支援法の基準該
当制度を活用可能な事業所は、平成22年度に０箇所であったものが、現在15箇所と増加し、今後も増えていくことが見込まれてい
る。
【制度改正の必要性】
介護保険法の小規模多機能型居宅介護事業所において、障害者総合支援法の基準該当生活介護・基準該当短期入所を受け入
れる場合、その登録定員は、高齢者、障害者あわせて25人以下とされている。一方で、現行の報酬体系では、障害者の登録が１人
増えるごとに高齢者１人分の包括報酬が減額され、事業所としては経営面でマイナスとなることから、障害者の受入が進まない状況
にある。障害者を受け入れる場合に登録定員を増やすことを可能とすることにより、事業所の経営の安定を保ちつつ、障害者の受
入を促進することができる。
【懸念への対応】
登録定員を増やすことにより、「なじみの関係」の構築や家庭的な環境の保持が難しくなる可能性が考えられるが、29人以下の定員
である地域密着型介護老人福祉施設においても「小規模」の特色を活かしたケアが行われている。増やす定員数を3人以下（登録
定員を28人以下）とすることで、「なじみの関係」の構築や家庭的な環境の保持が可能であると考える。

事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置については、別紙を
基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法附則２項）につ
いては、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農林水産大臣
との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指定市町村にあっては、当
該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確保する目標
を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣が指定する市町村（指
定市町村）の長については、都道府県知事と同様の権限を有するものとして、農
地転用に係る事務・権限を移譲する。あわせて、農用地区域内における開発許
可（農振法15条の２）に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項及び５条３
項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せて検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏まえ、必要に
応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るとともに、農地転用許可等に係
る事例集を作成するなど地方公共団体における農地転用許可制度等の適正な
運用の確保に資するよう必要な支援を行うものとする。



年
年度別
管理番

号
分野

提案団体の
属性

提案
団体

関係府省
提案
区分
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求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 119-1 03_医療・福祉 都道府県 静岡県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

介護保険法第78条の４第３項
指定地域密着型サービスの事業の
人員、設備及び運営に関する基準
（平成18年厚生労働省令第34号）
第１条第３号、第66条第２項
障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律第
30条第２項
障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律に
基づく指定障害福祉サービスの事
業等の人員、設備及び運営に関す
る基準（平成18年厚生労働省令第
171号）第１条第４号、第94条の２第
２号

小規模多機能型居宅介護事
業所での障害者受入基準
（通所利用定員）を定める条
例に係る基準の緩和

介護保険法の指定小規模多機能型居宅介護事業所を、障害者
総合支援法の基準該当生活介護事業所・基準該当短期入所事
業所として利用する際の通所利用定員については、介護保険法
第78条の4第3項の規定により厚生労働省令で定める基準に従い
市町村条例で定めることとされている。合理的な理由がある範囲
内で、地域の実情に応じて必要な内容を各市町村条例で定める
ことができるようにするため、当該「従うべき基準」を「参酌基準」
又は「標準」に改めることを求める。

【提案の背景】
介護保険制度の定着に伴い、高齢者介護サービスの基盤整備が進む一方で、障害福祉サービスが身近にない、または施設まで
通うことが困難な場合があるなどの課題も生じている。平成26年３月現在、本県においては、支給決定を受けたが障害サービスを受
けていない障害者が、生活介護は142人、短期入所は4,557人いる状況である。障害のある方が住みなれた地域でサービスを受け
られるようにするためには、高齢者施設での障害のある方の受入を促進していく必要がある。一方、障害者総合支援法の基準該当
制度を活用可能な事業所は、平成22年度に０箇所であったものが、現在15箇所と増加し、今後も増えていくことが見込まれている。
【制度改正の必要性】
介護保険法の小規模多機能型居宅介護事業所において、障害者総合支援法に基づく基準該当生活介護・基準該当短期入所を
受け入れる場合、その通いの利用定員は高齢者、障害者あわせて15人以下とされているが、現状では、高齢者の通いの利用者は
定員に対して飽和状態のため、障害者の受入が不可能となっているケースも多い。障害者を受け入れる場合には、通所利用定員
を増やすことを可能とすることにより、障害者の受け入れを促進することができる。
【懸念への対応】
通所利用定員を増やすことによる介護の質の低下が懸念されるが、介護保険法に基づく人員基準は遵守されるため介護の質の低
下は防ぐことができる。
また、増やす定員数を３人以下（通所利用定員を18人以下）とすることで、影響を最小限にすることができる。

H26 119-2 03_医療・福祉 都道府県 静岡県 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

介護保険法第78条の４第３項
指定地域密着型サービスの事業の
人員、設備及び運営に関する基準
（平成18年厚生労働省令第34号）
第１条第３号、第66条第２項
障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律第
30条第２項
障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律に
基づく指定障害福祉サービスの事
業等の人員、設備及び運営に関す
る基準（平成18年厚生労働省令第
171号）第１条第４号、第94条の２第
２号

小規模多機能型居宅介護事
業所での障害者受入基準
（通所利用定員）を定める条
例に係る基準の緩和

介護保険法の指定小規模多機能型居宅介護事業所を、障害者
総合支援法の基準該当生活介護事業所・基準該当短期入所事
業所として利用する際の通所利用定員については、介護保険法
第78条の4第3項の規定により厚生労働省令で定める基準に従い
市町村条例で定めることとされている。合理的な理由がある範囲
内で、地域の実情に応じて必要な内容を各市町村条例で定める
ことができるようにするため、当該「従うべき基準」を「参酌基準」
又は「標準」に改めることを求める。

【提案の背景】
介護保険制度の定着に伴い、高齢者介護サービスの基盤整備が進む一方で、障害福祉サービスが身近にない、または施設まで
通うことが困難な場合があるなどの課題も生じている。平成26年３月現在、本県においては、支給決定を受けたが障害サービスを受
けていない障害者が、生活介護は142人、短期入所は4,557人いる状況である。障害のある方が住みなれた地域でサービスを受け
られるようにするためには、高齢者施設での障害のある方の受入を促進していく必要がある。一方、障害者総合支援法の基準該当
制度を活用可能な事業所は、平成22年度に０箇所であったものが、現在15箇所と増加し、今後も増えていくことが見込まれている。
【制度改正の必要性】
介護保険法の小規模多機能型居宅介護事業所において、障害者総合支援法に基づく基準該当生活介護・基準該当短期入所を
受け入れる場合、その通いの利用定員は高齢者、障害者あわせて15人以下とされているが、現状では、高齢者の通いの利用者は
定員に対して飽和状態のため、障害者の受入が不可能となっているケースも多い。障害者を受け入れる場合には、通所利用定員
を増やすことを可能とすることにより、障害者の受け入れを促進することができる。
【懸念への対応】
通所利用定員を増やすことによる介護の質の低下が懸念されるが、介護保険法に基づく人員基準は遵守されるため介護の質の低
下は防ぐことができる。
また、増やす定員数を３人以下（通所利用定員を18人以下）とすることで、影響を最小限にすることができる。

H26 220-1 06_環境・衛生 中核市 尼崎市 環境省 B　地方に対す
る規制緩和

平成１８年１月１３日付環廃対発第
060113001号 廃棄物対策課長通
知「廃焼却炉の円滑な解体の促進
について」
循環型社会形成推進交付金交付
取扱要領　１４（３）改良・改造に係
る事業

循環型社会形成推進交付金
（廃焼却施設解体及び廃棄
物処理施設の改良等）の補
助要件の緩和

【廃焼却施設解体及び廃棄物処理施設の改良等に係る補助要
件の緩和】
現在、廃焼却炉解体と廃棄物処理施設整備を一体として行う事
業では、経費の約60%が支援されるが、跡地利用計画がなく更地
にする場合は、経費の約30%の支援（特別交付税措置）のみと
なっている。
また、廃棄物処理施設の改良・改造については、交付基準が「整
備により二酸化炭素の排出量が3%以上削減されるもの」とされて
おり、既に先駆的施設を導入した自治体においては、大幅に削
減することは困難である。
上記2点の基準等の緩和をお願いしたい。

廃焼却炉解体について
【制度改正の必要性】現在、尼崎市では、廃止し未撤去の焼却施設が2施設ある。本来であれば旧施設を解体の上、建替えるべき
であったが、環境基準の強化等により以前の敷地では建てられず、やむなく他の土地に新設炉を建設したためで、両施設ともに解
体せず放置されている。しかし、施設の老朽化が進み、次期施設の建設計画も未策定の中、外壁等の崩落など危険な状態にあり、
解体のみを先行して行えるなら実施したいのが現状である。
跡地については次期施設の用地として確保しておく必要があり、他の施設を建設することはできない。また、逼迫する地方財政の現
状を考えた場合、財源についてはできるだけ確保しなければならない。特別交付税についても全額が配分される保障はなく、確実
的な財源と見なせない状況である。

廃棄物処理施設の改良・改造の交付要綱について
【制度改正の必要性】焼却工場については、そのまま維持した場合、17年ほどで寿命を迎えるため、建設から8年目頃に大規模な
改良・改造を行い延命するのが通常であるが、現在の要綱上、年間CO2排出量について3%以上の改善が必要となっている。現在、
尼崎市で主に稼動している第2工場の年間CO2排出量は2,130t（24年度）で、既にCO2削減効果の高い施設となっており、3%相当
の効果を出すため尼崎市ではメーカーと検討を重ねたが、
・費用が莫大に係ること
・莫大な費用をかけても達成できるかはわからないこと
などの理由により、交付申請を見送っている。

H26 220-2 06_環境・衛生 中核市 尼崎市 環境省 B　地方に対す
る規制緩和

平成１８年１月１３日付環廃対発第
060113001号 廃棄物対策課長通
知「廃焼却炉の円滑な解体の促進
について」
循環型社会形成推進交付金交付
取扱要領　１４（３）改良・改造に係
る事業

循環型社会形成推進交付金
（廃焼却施設解体及び廃棄
物処理施設の改良等）の補
助要件の緩和

【廃焼却施設解体及び廃棄物処理施設の改良等に係る補助要
件の緩和】
現在、廃焼却炉解体と廃棄物処理施設整備を一体として行う事
業では、経費の約60%が支援されるが、跡地利用計画がなく更地
にする場合は、経費の約30%の支援（特別交付税措置）のみと
なっている。
また、廃棄物処理施設の改良・改造については、交付基準が「整
備により二酸化炭素の排出量が3%以上削減されるもの」とされて
おり、既に先駆的施設を導入した自治体においては、大幅に削
減することは困難である。
上記2点の基準等の緩和をお願いしたい。

廃焼却炉解体について
【制度改正の必要性】現在、尼崎市では、廃止し未撤去の焼却施設が2施設ある。本来であれば旧施設を解体の上、建替えるべき
であったが、環境基準の強化等により以前の敷地では建てられず、やむなく他の土地に新設炉を建設したためで、両施設ともに解
体せず放置されている。しかし、施設の老朽化が進み、次期施設の建設計画も未策定の中、外壁等の崩落など危険な状態にあり、
解体のみを先行して行えるなら実施したいのが現状である。
跡地については次期施設の用地として確保しておく必要があり、他の施設を建設することはできない。また、逼迫する地方財政の現
状を考えた場合、財源についてはできるだけ確保しなければならない。特別交付税についても全額が配分される保障はなく、確実
的な財源と見なせない状況である。

廃棄物処理施設の改良・改造の交付要綱について
【制度改正の必要性】焼却工場については、そのまま維持した場合、17年ほどで寿命を迎えるため、建設から8年目頃に大規模な
改良・改造を行い延命するのが通常であるが、現在の要綱上、年間CO2排出量について3%以上の改善が必要となっている。現在、
尼崎市で主に稼動している第2工場の年間CO2排出量は2,130t（24年度）で、既にCO2削減効果の高い施設となっており、3%相当
の効果を出すため尼崎市ではメーカーと検討を重ねたが、
・費用が莫大に係ること
・莫大な費用をかけても達成できるかはわからないこと
などの理由により、交付申請を見送っている。

H26 322-1 03_医療・福祉 一般市 萩市 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

介護保険法第70条
障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律第
36条

介護保険サービス事業所や
福祉サービス事業所の指
定・許可に係る市町村長との
事前協議制の確立

通所介護事業所や住宅型有料老人ホーム、障害者福祉サービ
ス等を整備する場合について、都道府県が市町村に対して事前
協議を実施することを定める規定の設置を求めるもの。

【支障事例】
市町村においては、介護保険サービスや障害者福祉サービスについて、中期的な見通しに基づき施設の設置やサービス量の確保
の計画を住民の参加を得て策定し、介護保険については、それに基づき介護保険料の設定等を行い、計画的な運営を実施してい
る。
近年、住宅型有料老人ホームに併せ通所の介護サービス事業を展開する事業者の進出や新らたな障害者福祉サービスを展開す
る事業者が増加傾向にあるが、これらのサービス事業についての指定・許可の権限は、地域密着型サービスを除いて市町村にはな
く、都道府県において行われている。
市町村が策定している計画を考慮することなく、指定・許可の決定を行うことで、新たな事業展開により事業費が市町村の計画数値
を上回り、市の負担や介護保険料の増加が見込まれる。
【制度改正の必要性】
このように福祉サービス事業の指定・許可は、市町村の財政負担や介護保険料の増加等多大な影響を及ぼすため、全ての福祉施
設の設置及びサービス事業の開始について市町村長との事前協議制の確立を図り、市町村長の意見を十分に考慮した指定・許可
を行うことができるように制度改正することが必要である。少なくとも、例外なく市町村へ事前情報の提供を行うように制度改正するこ
とが必要である。

６【厚生労働省】
（12）介護保険法（平９法123）
（ⅱ）介護保険事業の健全かつ円滑な運営のため、介護サービス事業所の指定
の状況の共有等、都道府県及び関係市町村が日常的に十分な連携を図ることが
望ましいことについて、地方公共団体に改めて周知する。

H26 322-2 03_医療・福祉 一般市 萩市 厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

介護保険法第70条
障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律第
36条

介護保険サービス事業所や
福祉サービス事業所の指
定・許可に係る市町村長との
事前協議制の確立

通所介護事業所や住宅型有料老人ホーム、障害者福祉サービ
ス等を整備する場合について、都道府県が市町村に対して事前
協議を実施することを定める規定の設置を求めるもの。

【支障事例】
市町村においては、介護保険サービスや障害者福祉サービスについて、中期的な見通しに基づき施設の設置やサービス量の確保
の計画を住民の参加を得て策定し、介護保険については、それに基づき介護保険料の設定等を行い、計画的な運営を実施してい
る。
近年、住宅型有料老人ホームに併せ通所の介護サービス事業を展開する事業者の進出や新らたな障害者福祉サービスを展開す
る事業者が増加傾向にあるが、これらのサービス事業についての指定・許可の権限は、地域密着型サービスを除いて市町村にはな
く、都道府県において行われている。
市町村が策定している計画を考慮することなく、指定・許可の決定を行うことで、新たな事業展開により事業費が市町村の計画数値
を上回り、市の負担や介護保険料の増加が見込まれる。
【制度改正の必要性】
このように福祉サービス事業の指定・許可は、市町村の財政負担や介護保険料の増加等多大な影響を及ぼすため、全ての福祉施
設の設置及びサービス事業の開始について市町村長との事前協議制の確立を図り、市町村長の意見を十分に考慮した指定・許可
を行うことができるように制度改正することが必要である。少なくとも、例外なく市町村へ事前情報の提供を行うように制度改正するこ
とが必要である。

６【厚生労働省】
（13）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平17法
123）
（ⅱ）障害福祉サービス事業の健全かつ円滑な運営のため、障害福祉サービス事
業所の指定の状況の共有等、都道府県及び関係市町村が日常的に十分な連携
を図ることが望ましいことについて、地方公共団体に改めて周知する。
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求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 343-1 10_運輸・交通 都道府県 香川県 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

地域公共交通確保維持改善事業
費補助金交付要綱別表６ロ①、別
表21

地域公共交通確保維持改善
事業における補助要件の緩
和や弾力的な運用

地域公共交通確保維持改善事業について、地域の実情に応じ
た柔軟な活用が可能となるよう、地域内フィーダー系統補助の補
助対象路線及び利用環境改善促進等事業の補助要件につい
て、緩和や弾力的な運用を図ること。

【地域内フィーダー系統補助】
平成２３年度に創設された「地域内フィーダー系統補助」において補助対象とされるフィーダー系統は、輸送量が１５人～１５０人／
日などの要件を満たす「地域間幹線バス系統」と接続することが要件(要綱別表６ロ①)となっているが、本県の西讃地域のように、鉄
道はあっても地域間幹線バス系統がない地域においては、十分な活用ができない状況にあるので、国庫補助対象であるバス路線
の部分に鉄道を含める等、地域の実状に合わせ柔軟に運用できるようにしていただきたい。
そうすることにより、市町におけるバス路線の確保維持費が年々増加する中で、補助メニューの充実により住民の利便性の向上に
資するバス路線の一層の充実が図れる。
【利用環境改善促進等事業】
公共交通の利用環境改善の面では、Ｓｕｉｃａをはじめとした全国１０交通系ＩＣカードの相互利用が始まったが、県内の地方鉄道や
バスに普及しているＩＣカードとの間では、相互利用ができない状況にある。ＩＣカードの共通化を図るためにも本制度の活用を図り
たいが、補助対象となるＩＣカードシステムは新規に導入されるものに限定されており活用ができない。また、導入済みのＩＣカード
は、普及促進や利用対象の拡充についても制度の利用ができない状況にある。(要綱別表21（鉄道）)そのため、「ICカードシステム
導入その他・・・」の部分をICカードシステムの導入や高度化（共通化）に要する経費その他・・・」等に変更していただきたい。
そうすることにより、カード利用の普及促進により地域における人の移動の円滑化が図られ、公共交通の利用の増加に資するものと
考える。

H26 343-2 10_運輸・交通 都道府県 香川県 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

地域公共交通確保維持改善事業
費補助金交付要綱別表６ロ①、別
表21

地域公共交通確保維持改善
事業における補助要件の緩
和や弾力的な運用

地域公共交通確保維持改善事業について、地域の実情に応じ
た柔軟な活用が可能となるよう、地域内フィーダー系統補助の補
助対象路線及び利用環境改善促進等事業の補助要件につい
て、緩和や弾力的な運用を図ること。

【地域内フィーダー系統補助】
平成２３年度に創設された「地域内フィーダー系統補助」において補助対象とされるフィーダー系統は、輸送量が１５人～１５０人／
日などの要件を満たす「地域間幹線バス系統」と接続することが要件(要綱別表６ロ①)となっているが、本県の西讃地域のように、鉄
道はあっても地域間幹線バス系統がない地域においては、十分な活用ができない状況にあるので、国庫補助対象であるバス路線
の部分に鉄道を含める等、地域の実状に合わせ柔軟に運用できるようにしていただきたい。
そうすることにより、市町におけるバス路線の確保維持費が年々増加する中で、補助メニューの充実により住民の利便性の向上に
資するバス路線の一層の充実が図れる。
【利用環境改善促進等事業】
公共交通の利用環境改善の面では、Ｓｕｉｃａをはじめとした全国１０交通系ＩＣカードの相互利用が始まったが、県内の地方鉄道や
バスに普及しているＩＣカードとの間では、相互利用ができない状況にある。ＩＣカードの共通化を図るためにも本制度の活用を図り
たいが、補助対象となるＩＣカードシステムは新規に導入されるものに限定されており活用ができない。また、導入済みのＩＣカード
は、普及促進や利用対象の拡充についても制度の利用ができない状況にある。(要綱別表21（鉄道）)そのため、「ICカードシステム
導入その他・・・」の部分をICカードシステムの導入や高度化（共通化）に要する経費その他・・・」等に変更していただきたい。
そうすることにより、カード利用の普及促進により地域における人の移動の円滑化が図られ、公共交通の利用の増加に資するものと
考える。

６【国土交通省】
（20）地域公共交通確保維持改善事業費補助金
（ⅲ）利用環境改善促進等事業については、ICカードシステムの相互利用化・片
利用化を図る事業も補助対象であることを、地方公共団体に通知する。

H26 451-1 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 A　権限移譲 医師法第16条の2第1項に規定する
臨床研修に関する省令第13条等
歯科医師法第16条の第一項に規
定する臨床研修に関する省令第13
条等

医師等の臨床研修施設等の
指導監督の移譲

都道府県は、管轄する地域における各病院の募集定員につい
て、各病院の研修医の受入実績、地域の実情等を勘案して必要
な調整を行うことができることから、臨床研修施設としての病院に
対する実地調査等についても都道府県で行ったほうが、より地域
の臨床研修施設の状況を把握ができるため、移譲を提案する。

都道府県の募集定員の調整については、現在は病院の増員希望、募集状況、採用実績など、病院からの提供された情報を基に
判断せざるを得ない状況であるが、臨床研修施設の実地調査等ができるようになれば、病院の研修体制などを把握することがで
き、より地域医療の実情を踏まえた調整を行えるようになる。

４【厚生労働省】
（３）医師法（昭23法201）
（ⅲ）臨床研修病院に対する実地調査については、任意の調査として実施可能で
あることを、都道府県に周知する。

（４）歯科医師法（昭23法202）
（ⅱ）臨床研修施設に対する実地調査については、任意の調査として実施可能で
あることを、都道府県に周知する。

H26 451-2 03_医療・福祉 都道府県 神奈川県 厚生労働省 A　権限移譲 医師法第16条の2第1項に規定する
臨床研修に関する省令第13条等
歯科医師法第16条の第一項に規
定する臨床研修に関する省令第13
条等

医師等の臨床研修施設等の
指導監督の移譲

都道府県は、管轄する地域における各病院の募集定員につい
て、各病院の研修医の受入実績、地域の実情等を勘案して必要
な調整を行うことができることから、臨床研修施設としての病院に
対する実地調査等についても都道府県で行ったほうが、より地域
の臨床研修施設の状況を把握ができるため、移譲を提案する。

都道府県の募集定員の調整については、現在は病院の増員希望、募集状況、採用実績など、病院からの提供された情報を基に
判断せざるを得ない状況であるが、臨床研修施設の実地調査等ができるようになれば、病院の研修体制などを把握することがで
き、より地域医療の実情を踏まえた調整を行えるようになる。

４【厚生労働省】
（３）医師法（昭23法201）
（ⅱ）以下に掲げる事務については、都道府県が希望する場合には、臨床研修病
院が都道府県を経由して厚生労働大臣に提出する方法を、当該都道府県が選
択できるようにする。
・臨床研修病院の指定（医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関す
る省令（平14厚生労働省令158）４条１項及び５条）
・臨床研修病院の変更の届出（同令８条）
・臨床研修病院の研修プログラムの変更等の届出（同令９条）
・臨床研修病院の報告（同令12条）
・臨床研修病院の指定の取消し（同令15条）

（４）歯科医師法（昭23法202）
（ⅰ）以下に掲げる事務については、都道府県が希望する場合には、臨床研修施
設が都道府県を経由して厚生労働大臣に提出する方法を、当該都道府県が選
択できるようにする。
・臨床研修施設の指定（歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に
関する省令（平17厚生労働省令103）４条１項及び５条）
・臨床研修施設の変更の届出（同令８条）
・臨床研修施設の研修プログラムの変更等の届出（同令９条）
・臨床研修施設の報告（同令12条）
・臨床研修施設の指定の取消し（同令15条）

H26 457-1 10_運輸・交通 都道府県 神奈川県 国土交通省（観光
庁）

A　権限移譲 国際観光ホテル整備法第３条及び
第18条

観光振興等に係る事務・権
限の都道府県への移譲
（国際観光ホテル整備法に
関する事務、観光地域づくり
相談窓口）

・国際観光ホテル整備法に関する登録実施事務の移譲
・観光地域づくり相談窓口の移譲

【国際観光ホテル整備法に関する登録実施事務の移譲】
国際観光ホテル整備法に基づく登録ホテル又は登録旅館（以下、「登録ホテル等」という。）を営むものに対し、観光庁長官又は都
道府県知事はその事業に関し報告をさせ、また、立入検査を実施できる（法第44条第１項及び第３項）こととなっているが、登録とそ
の後の報告・検査の実施主体が一致しない場合があり得ることから、登録ホテル等にはわかりにくい制度である。また、現在、登録は
地方運輸局が行っているが、地方運輸局は全国に10か所（神戸運輸監理部を含む）しかなく、各種登録や相談を行う者にとっては
不便であることから、登録を受けようとするホテル・旅館の利便性を考えると、都道府県への移譲が適切である。
（参考）
神奈川県における国際観光整備法登録ホテル（全登録数及び新規登録数）の年次推移（当課でわかる範囲の約５年ごとの推移）
H17：ホテル49件　旅館53件、H22：ホテル41件　旅館47件、H26現在：ホテル42件　旅館46件
なお、新規登録数の詳細は不明。
国際観光ホテル整備法第12条、第13条、第44条第1項及び第3項における指示・報告の実績は無し。検査は国の依頼に基づき、平
成24年度まで年間５～10件程度(H25は国から依頼なし)
【観光地域づくり相談窓口の移譲】
観光圏整備法に基づく観光圏整備実施計画の認定など、国の観光地域作り事業には地方の実情に合わない制度があるため、相
談窓口を地方に移譲するとともに、事業実施上の都道府県の裁量範囲を広げる必要がある。

４【国土交通省】
（１）国際観光ホテル整備法（昭24法279）
ホテル及び旅館の登録制度の在り方については、旅行者及び業界の意向やニー
ズを調査し、その結果等を踏まえ、抜本的な見直しも視野に入れて検討を行い、
平成27年中に結論を得る。



年
年度別
管理番

号
分野

提案団体の
属性

提案
団体

関係府省
提案
区分

根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 457-2 10_運輸・交通 都道府県 神奈川県 国土交通省（観光
庁）

A　権限移譲 国際観光ホテル整備法第３条及び
第18条

観光振興等に係る事務・権
限の都道府県への移譲
（国際観光ホテル整備法に
関する事務、観光地域づくり
相談窓口）

・国際観光ホテル整備法に関する登録実施事務の移譲
・観光地域づくり相談窓口の移譲

【国際観光ホテル整備法に関する登録実施事務の移譲】
国際観光ホテル整備法に基づく登録ホテル又は登録旅館（以下、「登録ホテル等」という。）を営むものに対し、観光庁長官又は都
道府県知事はその事業に関し報告をさせ、また、立入検査を実施できる（法第44条第１項及び第３項）こととなっているが、登録とそ
の後の報告・検査の実施主体が一致しない場合があり得ることから、登録ホテル等にはわかりにくい制度である。また、現在、登録は
地方運輸局が行っているが、地方運輸局は全国に10か所（神戸運輸監理部を含む）しかなく、各種登録や相談を行う者にとっては
不便であることから、登録を受けようとするホテル・旅館の利便性を考えると、都道府県への移譲が適切である。
（参考）
神奈川県における国際観光整備法登録ホテル（全登録数及び新規登録数）の年次推移（当課でわかる範囲の約５年ごとの推移）
H17：ホテル49件　旅館53件、H22：ホテル41件　旅館47件、H26現在：ホテル42件　旅館46件
なお、新規登録数の詳細は不明。
国際観光ホテル整備法第12条、第13条、第44条第1項及び第3項における指示・報告の実績は無し。検査は国の依頼に基づき、平
成24年度まで年間５～10件程度(H25は国から依頼なし)
【観光地域づくり相談窓口の移譲】
観光圏整備法に基づく観光圏整備実施計画の認定など、国の観光地域作り事業には地方の実情に合わない制度があるため、相
談窓口を地方に移譲するとともに、事業実施上の都道府県の裁量範囲を広げる必要がある。

H26 575-1 10_運輸・交通 都道府県 長野県 国土交通省 A　権限移譲 道路運送法第4条、道路運送車両
の保安基準第50条

小規模旅客自動車運送事業
の事務・権限を地方運輸局
から都道府県知事等に移譲

次の旅客自動車運送事業に係る事務・権限を都道府県知事等
へ移譲し、必要な規制緩和を行う。
①過疎地域等の小規模な地域交通需要に対応するために実施
する小型車両（現行での定員10人以下→規制緩和による定員15
人以下）による旅客自動車運送事業の事務・権限を地方に移
譲。
②①にあたって、事業実施の「許可」を「登録」に、事業計画変更
の「認可」を「登録変更」等へと規制を緩和。
③定員15人以下の小型コミュニティバスに係る車両基準を見直
し、現行10人以下の車両に係る基準と同程度にする。

【現行制度】
大規模広域幹線交通と小規模地域内交通等を問わず、バス等の旅客自動車運送を実施する場合には、一律に道路運送法により
国土交通大臣の許可・認可を要する。
道路運送車両の保安基準では、室内照明灯や動力式扉の乗降口等に関する保安基準が設けられている。
【制度改正の必要性】
権限移譲により、交通事業者等の時間的・経済的負担が軽減される。
既に自家用有償旅客運送の事務・権限を地方公共団体へ移譲する方針が示されており、地域の小規模公共交通の確保という観点
から、地方が一体的に処理する必要がある。
現行の旅客自動車運送に用いる車両の保安基準等は大型車を前提として策定されており、小型コミュニティバスには過剰な規制と
なっており、最近の過疎地等における小規模な旅客需要に対応した小型コミュニティバスの導入を阻害している。
また、一般的に、登録制にすることで許可制より事務上の負担が軽減される。登録制としても輸送の安全の一定の確保が図られる
ばかりか、迅速な実施が可能となり、利用者の利益の保護及び利便の増進を確保できるものと考えられることから、「許可」を「登録」
とすべきである。
地方公共交通の活性化及び再生に関する法律が改正され、「地方公共団体が中心となり公共交通を再構築する」方針がより明確
に示されたところであり、この提案は、同法に基づく協議会等で合意（「地域公共交通網形成計画」へ搭載）した事業を対象としてい
るため、地方の責任において処理することが望ましい。

［再掲］
４【国土交通省】
（７）地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平19法59）及び道路運送法
（昭26法183）
平成26年11月20日に施行された地域公共交通の活性化及び再生に関する法律
の一部を改正する法律（平26法41）により、地方公共団体が先頭に立って、まち
づくりと連携して、持続可能な公共交通ネットワークを実現するための新たな枠組
みが整備されたことを踏まえ、地域公共交通網形成計画等を作成する意欲のあ
る地方公共団体に対し、計画作成のノウハウや知識・データを提供し、個別に相
談に対応するなど、地域の取組の効果が十分発揮されるよう、環境整備を進め
る。

H26 575-2 10_運輸・交通 都道府県 長野県 国土交通省 A　権限移譲 道路運送法第4条、道路運送車両
の保安基準第50条

小規模旅客自動車運送事業
の事務・権限を地方運輸局
から都道府県知事等に移譲

次の旅客自動車運送事業に係る事務・権限を都道府県知事等
へ移譲し、必要な規制緩和を行う。
①過疎地域等の小規模な地域交通需要に対応するために実施
する小型車両（現行での定員10人以下→規制緩和による定員15
人以下）による旅客自動車運送事業の事務・権限を地方に移
譲。
②①にあたって、事業実施の「許可」を「登録」に、事業計画変更
の「認可」を「登録変更」等へと規制を緩和。
③定員15人以下の小型コミュニティバスに係る車両基準を見直
し、現行10人以下の車両に係る基準と同程度にする。

【現行制度】
大規模広域幹線交通と小規模地域内交通等を問わず、バス等の旅客自動車運送を実施する場合には、一律に道路運送法により
国土交通大臣の許可・認可を要する。
道路運送車両の保安基準では、室内照明灯や動力式扉の乗降口等に関する保安基準が設けられている。
【制度改正の必要性】
権限移譲により、交通事業者等の時間的・経済的負担が軽減される。
既に自家用有償旅客運送の事務・権限を地方公共団体へ移譲する方針が示されており、地域の小規模公共交通の確保という観点
から、地方が一体的に処理する必要がある。
現行の旅客自動車運送に用いる車両の保安基準等は大型車を前提として策定されており、小型コミュニティバスには過剰な規制と
なっており、最近の過疎地等における小規模な旅客需要に対応した小型コミュニティバスの導入を阻害している。
また、一般的に、登録制にすることで許可制より事務上の負担が軽減される。登録制としても輸送の安全の一定の確保が図られる
ばかりか、迅速な実施が可能となり、利用者の利益の保護及び利便の増進を確保できるものと考えられることから、「許可」を「登録」
とすべきである。
地方公共交通の活性化及び再生に関する法律が改正され、「地方公共団体が中心となり公共交通を再構築する」方針がより明確
に示されたところであり、この提案は、同法に基づく協議会等で合意（「地域公共交通網形成計画」へ搭載）した事業を対象としてい
るため、地方の責任において処理することが望ましい。

［再掲］
４【国土交通省】
（７）地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平19法59）及び道路運送法
（昭26法183）
平成26年11月20日に施行された地域公共交通の活性化及び再生に関する法律
の一部を改正する法律（平26法41）により、地方公共団体が先頭に立って、まち
づくりと連携して、持続可能な公共交通ネットワークを実現するための新たな枠組
みが整備されたことを踏まえ、地域公共交通網形成計画等を作成する意欲のあ
る地方公共団体に対し、計画作成のノウハウや知識・データを提供し、個別に相
談に対応するなど、地域の取組の効果が十分発揮されるよう、環境整備を進め
る。

H26 575-3 10_運輸・交通 都道府県 長野県 国土交通省 A　権限移譲 道路運送法第4条、道路運送車両
の保安基準第50条

小規模旅客自動車運送事業
の事務・権限を地方運輸局
から都道府県知事等に移譲

次の旅客自動車運送事業に係る事務・権限を都道府県知事等
へ移譲し、必要な規制緩和を行う。
①過疎地域等の小規模な地域交通需要に対応するために実施
する小型車両（現行での定員10人以下→規制緩和による定員15
人以下）による旅客自動車運送事業の事務・権限を地方に移
譲。
②①にあたって、事業実施の「許可」を「登録」に、事業計画変更
の「認可」を「登録変更」等へと規制を緩和。
③定員15人以下の小型コミュニティバスに係る車両基準を見直
し、現行10人以下の車両に係る基準と同程度にする。

【現行制度】
大規模広域幹線交通と小規模地域内交通等を問わず、バス等の旅客自動車運送を実施する場合には、一律に道路運送法により
国土交通大臣の許可・認可を要する。
道路運送車両の保安基準では、室内照明灯や動力式扉の乗降口等に関する保安基準が設けられている。
【制度改正の必要性】
権限移譲により、交通事業者等の時間的・経済的負担が軽減される。
既に自家用有償旅客運送の事務・権限を地方公共団体へ移譲する方針が示されており、地域の小規模公共交通の確保という観点
から、地方が一体的に処理する必要がある。
現行の旅客自動車運送に用いる車両の保安基準等は大型車を前提として策定されており、小型コミュニティバスには過剰な規制と
なっており、最近の過疎地等における小規模な旅客需要に対応した小型コミュニティバスの導入を阻害している。
また、一般的に、登録制にすることで許可制より事務上の負担が軽減される。登録制としても輸送の安全の一定の確保が図られる
ばかりか、迅速な実施が可能となり、利用者の利益の保護及び利便の増進を確保できるものと考えられることから、「許可」を「登録」
とすべきである。
地方公共交通の活性化及び再生に関する法律が改正され、「地方公共団体が中心となり公共交通を再構築する」方針がより明確
に示されたところであり、この提案は、同法に基づく協議会等で合意（「地域公共交通網形成計画」へ搭載）した事業を対象としてい
るため、地方の責任において処理することが望ましい。

H26 583-1 09_土木・建築 都道府県 山形県 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

社会資本整備総合交付金交付要
綱　イー３（１３）、（１５）、イー８（１）、
ロー３（１３）、（１５）、ロー８（１）

社会資本整備総合交付金交
付要綱の要件緩和

平成22年度の社会資本整備総合交付金の創設に伴い、地方公
共団体はより地域の実態に即した柔軟な事業実施が可能になっ
た。
一方で、河川事業などの一部事業においては、従前の補助要綱
に定める金額要件が、現行の交付要綱にそのまま移行されたた
め、交付金充当を希望する事業箇所について、依然採択を受け
ることが出来ず、地域が真に望む事業実施が困難な状況にある。
このため、従前の補助要綱に定める金額要件が依然として残る事
業についても、他事業と同様、当該要件を撤廃するなど地域の実
情に沿った柔軟な運用を要望するものである。

【制度改正の必要性】
社会資本整備総合交付金の創設に伴い、道路事業等については、申請にあたっての金額要件が撤廃されたことにより、従前の補
助金では実施できなかった事業の実施が可能となり、地域の実情に即した柔軟な事業実施が可能となった。
一方で、以下の事業においては、従前の補助要綱に規定されていた申請にあたっての金額要件がそのまま踏襲され、依然として事
業の採択を受けることができないなど、地域の実情に即した柔軟な事業実施が困難な現状にある。
ついては、交付金の創設目的に照らし、従前の補助要綱に定める金額要件が依然として残る事業についても、他事業と同様、当該
要件を撤廃するなど地域の実情に沿った柔軟な運用を要望するものである。
【支障事例】
①特定構造物改築事業及び堰堤改良事業
特定構造物改築事業においては、県が管理する施設の大部分が交付要綱の定める補助要件（総事業費４億円以上等）を満たして
いない現状にある。（496の県施設のうち492施設（約99％）が特定構造物改築事業の対象外となっている。）
また、堰堤改良事業についても、県管理ダム12施設のうち10施設（83.3％）が補助の対象外であり、これらについては県単独事業で
長寿命化等の対策を実施しているものの、今後ますます更新費用が増大することが見込まれるなかで、適切な時期での事業実施が
困難となることが想定される。
②準用河川改修事業
当該事業についても、本県の実態上、交付金の採択要件（総事業費４億円以上等）に満たない小規模な改修事業が大部分を占め
ていることから、予算の確保等に苦慮している。（市町村が交付金による事業実施を要望する４事業すべてが補助の対象外となって
いる。）
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管理番

号
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提案団体の
属性

提案
団体

関係府省
提案
区分

根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 583-2 09_土木・建築 都道府県 山形県 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

社会資本整備総合交付金交付要
綱　イー３（１３）、（１５）、イー８（１）、
ロー３（１３）、（１５）、ロー８（１）

社会資本整備総合交付金交
付要綱の要件緩和

平成22年度の社会資本整備総合交付金の創設に伴い、地方公
共団体はより地域の実態に即した柔軟な事業実施が可能になっ
た。
一方で、河川事業などの一部事業においては、従前の補助要綱
に定める金額要件が、現行の交付要綱にそのまま移行されたた
め、交付金充当を希望する事業箇所について、依然採択を受け
ることが出来ず、地域が真に望む事業実施が困難な状況にある。
このため、従前の補助要綱に定める金額要件が依然として残る事
業についても、他事業と同様、当該要件を撤廃するなど地域の実
情に沿った柔軟な運用を要望するものである。

【制度改正の必要性】
社会資本整備総合交付金の創設に伴い、道路事業等については、申請にあたっての金額要件が撤廃されたことにより、従前の補
助金では実施できなかった事業の実施が可能となり、地域の実情に即した柔軟な事業実施が可能となった。
一方で、以下の事業においては、従前の補助要綱に規定されていた申請にあたっての金額要件がそのまま踏襲され、依然として事
業の採択を受けることができないなど、地域の実情に即した柔軟な事業実施が困難な現状にある。
ついては、交付金の創設目的に照らし、従前の補助要綱に定める金額要件が依然として残る事業についても、他事業と同様、当該
要件を撤廃するなど地域の実情に沿った柔軟な運用を要望するものである。
【支障事例】
①特定構造物改築事業及び堰堤改良事業
特定構造物改築事業においては、県が管理する施設の大部分が交付要綱の定める補助要件（総事業費４億円以上等）を満たして
いない現状にある。（496の県施設のうち492施設（約99％）が特定構造物改築事業の対象外となっている。）
また、堰堤改良事業についても、県管理ダム12施設のうち10施設（83.3％）が補助の対象外であり、これらについては県単独事業で
長寿命化等の対策を実施しているものの、今後ますます更新費用が増大することが見込まれるなかで、適切な時期での事業実施が
困難となることが想定される。
②準用河川改修事業
当該事業についても、本県の実態上、交付金の採択要件（総事業費４億円以上等）に満たない小規模な改修事業が大部分を占め
ていることから、予算の確保等に苦慮している。（市町村が交付金による事業実施を要望する４事業すべてが補助の対象外となって
いる。）

H26 583-3 09_土木・建築 都道府県 山形県 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

社会資本整備総合交付金交付要
綱　イー３（１３）、（１５）、イー８（１）、
ロー３（１３）、（１５）、ロー８（１）

社会資本整備総合交付金交
付要綱の要件緩和

平成22年度の社会資本整備総合交付金の創設に伴い、地方公
共団体はより地域の実態に即した柔軟な事業実施が可能になっ
た。
一方で、河川事業などの一部事業においては、従前の補助要綱
に定める金額要件が、現行の交付要綱にそのまま移行されたた
め、交付金充当を希望する事業箇所について、依然採択を受け
ることが出来ず、地域が真に望む事業実施が困難な状況にある。
このため、従前の補助要綱に定める金額要件が依然として残る事
業についても、他事業と同様、当該要件を撤廃するなど地域の実
情に沿った柔軟な運用を要望するものである。

【制度改正の必要性】
社会資本整備総合交付金の創設に伴い、道路事業等については、申請にあたっての金額要件が撤廃されたことにより、従前の補
助金では実施できなかった事業の実施が可能となり、地域の実情に即した柔軟な事業実施が可能となった。
一方で、以下の事業においては、従前の補助要綱に規定されていた申請にあたっての金額要件がそのまま踏襲され、依然として事
業の採択を受けることができないなど、地域の実情に即した柔軟な事業実施が困難な現状にある。
ついては、交付金の創設目的に照らし、従前の補助要綱に定める金額要件が依然として残る事業についても、他事業と同様、当該
要件を撤廃するなど地域の実情に沿った柔軟な運用を要望するものである。
【支障事例】
①特定構造物改築事業及び堰堤改良事業
特定構造物改築事業においては、県が管理する施設の大部分が交付要綱の定める補助要件（総事業費４億円以上等）を満たして
いない現状にある。（496の県施設のうち492施設（約99％）が特定構造物改築事業の対象外となっている。）
また、堰堤改良事業についても、県管理ダム12施設のうち10施設（83.3％）が補助の対象外であり、これらについては県単独事業で
長寿命化等の対策を実施しているものの、今後ますます更新費用が増大することが見込まれるなかで、適切な時期での事業実施が
困難となることが想定される。
②準用河川改修事業
当該事業についても、本県の実態上、交付金の採択要件（総事業費４億円以上等）に満たない小規模な改修事業が大部分を占め
ていることから、予算の確保等に苦慮している。（市町村が交付金による事業実施を要望する４事業すべてが補助の対象外となって
いる。）

H26 587-1 11_その他 都道府県 京都府、大阪府、兵庫
県、徳島県

厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

・平成２４年７月１７日統人発0717第
１号「人口動態調査事務システムの
導入等に関する申請について」厚
生労働省大臣官房統計情報部人
口動態・保健社会統計課長通知
・平成２４年７月12日統発0712第１
号「人口動態調査オンライン報告シ
ステム利用要領」の改正について厚
生労働省大臣官房統計情報部長
通知

人口動態調査事務システム
及び人口動態調査オンライ
ン報告システムの導入等に
関する手続の簡素化

①人口動態調査事務システムの導入申請に関する添付書類の
廃止
②人口動態調査事務システムに係るパソコン・プリンター変更時
の変更申請の廃止
③人口動態調査事務システム及び人口動態調査オンライン報告
システム関連の申請事務における経由機関（都道府県・保健所）
の省略

【制度改正の必要性・支障事例】
人口動態調査事務については、手書き紙媒体での報告方法から、システム導入による事務の簡素化が図られているところである
が、導入を申請するに当たってシステム仕様書を添付する必要があり、導入ＰＣの仕様や接続プリンターに変更があった場合にも、
その都度変更申請を提出することとなっている。また、経由機関から進達する必要があるため、利用機関だけでなく、経由機関にお
ける事務量も煩雑である。
また、府内市町村からのシステム導入・変更申請において承認に半年程度を要するなど、厚生労働省においても事務遅滞が見受
けられ、事務の簡素化のために申請を行った市町村が長期にわたり手書き報告で対応せざるを得ないなどの事象が起こっている。
【効果】
昨今のパソコン・プリンターは人口動態統計死亡票等に使用する字体に対応しており、導入申請時にチェックする必要性が低いこと
から、システム導入時の届出書類を省略するととともに、変更申請や経由機関を省略する等、事務の簡素化を図ることで、人口動態
調査事務システムに係る事務手続きが大幅に簡素化され、市町村、都道府県、厚生労働省それぞれの事務量軽減につながる。

６【厚生労働省】
（15）人口動態調査事務システムの導入等に関する事務
（ⅰ）人口動態調査事務システムの導入・変更に係る申請については、添付書類
を簡素化する。
（ⅱ）人口動態調査事務システムの導入・変更に係る申請及び人口動態調査オン
ライン報告システムの利用・変更・廃止に係る届出の際の関係機関の経由につい
ては、廃止する。

H26 587-2 11_その他 都道府県 京都府、大阪府、兵庫
県、徳島県

厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

・平成２４年７月１７日統人発0717第
１号「人口動態調査事務システムの
導入等に関する申請について」厚
生労働省大臣官房統計情報部人
口動態・保健社会統計課長通知
・平成２４年７月12日統発0712第１
号「人口動態調査オンライン報告シ
ステム利用要領」の改正について厚
生労働省大臣官房統計情報部長
通知

人口動態調査事務システム
及び人口動態調査オンライ
ン報告システムの導入等に
関する手続の簡素化

①人口動態調査事務システムの導入申請に関する添付書類の
廃止
②人口動態調査事務システムに係るパソコン・プリンター変更時
の変更申請の廃止
③人口動態調査事務システム及び人口動態調査オンライン報告
システム関連の申請事務における経由機関（都道府県・保健所）
の省略

【制度改正の必要性・支障事例】
人口動態調査事務については、手書き紙媒体での報告方法から、システム導入による事務の簡素化が図られているところである
が、導入を申請するに当たってシステム仕様書を添付する必要があり、導入ＰＣの仕様や接続プリンターに変更があった場合にも、
その都度変更申請を提出することとなっている。また、経由機関から進達する必要があるため、利用機関だけでなく、経由機関にお
ける事務量も煩雑である。
また、府内市町村からのシステム導入・変更申請において承認に半年程度を要するなど、厚生労働省においても事務遅滞が見受
けられ、事務の簡素化のために申請を行った市町村が長期にわたり手書き報告で対応せざるを得ないなどの事象が起こっている。
【効果】
昨今のパソコン・プリンターは人口動態統計死亡票等に使用する字体に対応しており、導入申請時にチェックする必要性が低いこと
から、システム導入時の届出書類を省略するととともに、変更申請や経由機関を省略する等、事務の簡素化を図ることで、人口動態
調査事務システムに係る事務手続きが大幅に簡素化され、市町村、都道府県、厚生労働省それぞれの事務量軽減につながる。

H26 587-3 11_その他 都道府県 京都府、大阪府、兵庫
県、徳島県

厚生労働省 B　地方に対す
る規制緩和

・平成２４年７月１７日統人発0717第
１号「人口動態調査事務システムの
導入等に関する申請について」厚
生労働省大臣官房統計情報部人
口動態・保健社会統計課長通知
・平成２４年７月12日統発0712第１
号「人口動態調査オンライン報告シ
ステム利用要領」の改正について厚
生労働省大臣官房統計情報部長
通知

人口動態調査事務システム
及び人口動態調査オンライ
ン報告システムの導入等に
関する手続の簡素化

①人口動態調査事務システムの導入申請に関する添付書類の
廃止
②人口動態調査事務システムに係るパソコン・プリンター変更時
の変更申請の廃止
③人口動態調査事務システム及び人口動態調査オンライン報告
システム関連の申請事務における経由機関（都道府県・保健所）
の省略

【制度改正の必要性・支障事例】
人口動態調査事務については、手書き紙媒体での報告方法から、システム導入による事務の簡素化が図られているところである
が、導入を申請するに当たってシステム仕様書を添付する必要があり、導入ＰＣの仕様や接続プリンターに変更があった場合にも、
その都度変更申請を提出することとなっている。また、経由機関から進達する必要があるため、利用機関だけでなく、経由機関にお
ける事務量も煩雑である。
また、府内市町村からのシステム導入・変更申請において承認に半年程度を要するなど、厚生労働省においても事務遅滞が見受
けられ、事務の簡素化のために申請を行った市町村が長期にわたり手書き報告で対応せざるを得ないなどの事象が起こっている。
【効果】
昨今のパソコン・プリンターは人口動態統計死亡票等に使用する字体に対応しており、導入申請時にチェックする必要性が低いこと
から、システム導入時の届出書類を省略するととともに、変更申請や経由機関を省略する等、事務の簡素化を図ることで、人口動態
調査事務システムに係る事務手続きが大幅に簡素化され、市町村、都道府県、厚生労働省それぞれの事務量軽減につながる。

［再掲］
６【厚生労働省】
（15）人口動態調査事務システムの導入等に関する事務
（ⅰ）人口動態調査事務システムの導入・変更に係る申請については、添付書類
を簡素化する。
（ⅱ）人口動態調査事務システムの導入・変更に係る申請及び人口動態調査オン
ライン報告システムの利用・変更・廃止に係る届出の際の関係機関の経由につい
ては、廃止する。
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管理番

号
分野

提案団体の
属性

提案
団体

関係府省
提案
区分

根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 590-1 03_医療・福祉 都道府県 京都府、兵庫県 厚生労働省 C　A又はBに関
連する見直し

麻薬及び向精神薬取締法第２４条
第１０項、第１１項
同法施行規則第９条の２

医療用麻薬に係る薬局間の
譲受・譲渡許可要件の緩
和、許可期間の延長

医療用麻薬に係る薬局間の譲受・譲渡許可を「在庫量の不足に
より調剤することができない場合」に限らず認められるよう要件を
緩和する。また、譲受・譲渡許可申請者の麻薬小売業者免許が
全て翌年の12月31日までの場合は、翌年12月31日までの許可を
認めるようにする。

薬局の麻薬の譲渡許可は、麻薬及び向精神薬取締法施行規則第9条の2により、在庫量の不足のため調剤することができない場合
に限り認められており、特例的な許可を受けても自由に相互融通できず、許可期間も最長で１年とされているため、制度が十分に機
能していない。結果として在庫麻薬の使用期限が到来、不良在庫化し、廃棄に至る事例が数多く認められており、緩和医療薬学会
の調査によれば、保険薬局の不動在庫は１年間で推計約７５億円、廃棄金額は推計約７億円にも上るとされている。
また、本府薬剤師会からも、経済的負担の軽減や患者への迅速・円滑な流通や医療資源の有効活用のため、薬局間の麻薬譲受・
譲渡に係る規制緩和を求める声が強い。
在庫量の不足以外の緊急性がなくても通常から融通できるようになれば、不良在庫のリスクが減るため、在宅緩和ケアに取り組む薬
局が増え、患者の在宅療養環境が充実することが期待される。
国は構造改革特区第20次・地域再生第9次検討要請に対し、医療用麻薬については国際条約に基づき、適切な流通管理が求めら
れていることを理由に権限移譲・規制緩和が困難である旨回答しているが、麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連
合条約及び麻薬に関する単一条約では、製造業者及び分配業者の手元にその業務の正常な遂行及び市場の一般的状況に必要
な数量を超えて当該物質（＝麻薬）が蓄積されることを防止することが定められているが、現行のように薬局必要品目を全てそろえる
ことを求めることの方が、余剰在庫を増やし、「業務の正常な遂行及び市場の一般的状況に必要な数量を超えて当該物質が蓄積さ
れる」と言えなくもないことから、適正な管理のためにも規制緩和を求めるもの。

６【厚生労働省】
（６）麻薬及び向精神薬取締法（昭28法14）
（ⅱ）麻薬小売業者間での麻薬の譲渡しの許可（24条11項、施行規則９条の２）に
ついては、麻薬の譲渡しができる場合として、新規の処方の場合に限ったもので
はなく、同一患者で引き続き麻薬処方が必要な場合も譲り受けることができること
等について、地方公共団体及び関係団体等に周知する。

H26 590-2 03_医療・福祉 都道府県 京都府、兵庫県 厚生労働省 C　A又はBに関
連する見直し

麻薬及び向精神薬取締法第２４条
第１０項、第１１項
同法施行規則第９条の２

医療用麻薬に係る薬局間の
譲受・譲渡許可要件の緩
和、許可期間の延長

医療用麻薬に係る薬局間の譲受・譲渡許可を「在庫量の不足に
より調剤することができない場合」に限らず認められるよう要件を
緩和する。また、譲受・譲渡許可申請者の麻薬小売業者免許が
全て翌年の12月31日までの場合は、翌年12月31日までの許可を
認めるようにする。

薬局の麻薬の譲渡許可は、麻薬及び向精神薬取締法施行規則第9条の2により、在庫量の不足のため調剤することができない場合
に限り認められており、特例的な許可を受けても自由に相互融通できず、許可期間も最長で１年とされているため、制度が十分に機
能していない。結果として在庫麻薬の使用期限が到来、不良在庫化し、廃棄に至る事例が数多く認められており、緩和医療薬学会
の調査によれば、保険薬局の不動在庫は１年間で推計約７５億円、廃棄金額は推計約７億円にも上るとされている。
また、本府薬剤師会からも、経済的負担の軽減や患者への迅速・円滑な流通や医療資源の有効活用のため、薬局間の麻薬譲受・
譲渡に係る規制緩和を求める声が強い。
在庫量の不足以外の緊急性がなくても通常から融通できるようになれば、不良在庫のリスクが減るため、在宅緩和ケアに取り組む薬
局が増え、患者の在宅療養環境が充実することが期待される。
国は構造改革特区第20次・地域再生第9次検討要請に対し、医療用麻薬については国際条約に基づき、適切な流通管理が求めら
れていることを理由に権限移譲・規制緩和が困難である旨回答しているが、麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連
合条約及び麻薬に関する単一条約では、製造業者及び分配業者の手元にその業務の正常な遂行及び市場の一般的状況に必要
な数量を超えて当該物質（＝麻薬）が蓄積されることを防止することが定められているが、現行のように薬局必要品目を全てそろえる
ことを求めることの方が、余剰在庫を増やし、「業務の正常な遂行及び市場の一般的状況に必要な数量を超えて当該物質が蓄積さ
れる」と言えなくもないことから、適正な管理のためにも規制緩和を求めるもの。

６【厚生労働省】
（６）麻薬及び向精神薬取締法（昭28法14）
（ⅲ）麻薬小売業者間での麻薬の譲渡しの許可（24条11項、施行規則９条の２）に
ついては、有効期間を最長１年から３年に延長するとともに、共同申請者を追加
する場合の軽易な変更届出制度を創設する。

H26 664-1 01_土地利用（農
地除く）

指定都市 川崎市 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

駐車場法施行令第７条
駐車場法施行令第第12条

駐車場法施行令の見直し 駐車場法施行令では、路外駐車場の構造及び設置に関する技
術基準が定められているが、駐車場の配置や立地特性等を勘案
した適用除外の取扱いがほぼ認められず、設置基準が一律に政
令で定められているため、硬直的な運用をせざるを得ないのが現
状であり、地域の実情に応じた設置基準、適用除外の改正を求
める。
また、自動車の環境性能の向上等により、基準が過大と懸念され
る条文もあることから、駐車場法施行令の技術基準について、駐
車場を取り巻く環境変化等を踏まえた早急な見直しを求める。

【支障事例】
施行令第７条では路外駐車場の出入口に関する基準が定められているが、一部例外を除き適用除外の規定がほぼないことから、
基準に適合させるため、例えば、公園や交差点からの距離を確保するために、既存駐車場の出入口を狭めるなどの指導をしてお
り、こうした措置により逆に駐車場の円滑な出入庫に支障を来す場合がある。現地の状況を確認するとほとんど通行のない道路の交
差点や、マンションの隅に設置された見通しの良い小規模公園などが障害となっている例が多く、駐車場の出入に支障がないと想
定されるにも関わらず、実態に即さない指導を行うこととなり対応に苦慮している。
また、建築物である路外駐車場の換気施設について、施行令第12条では「内部の空気を１時間につき10回以上直接外気と交換す
る能力を有する換気装置を設けなければならない」とあり、「内部の空気」の計算方法を国交省に確認したところ、「駐車マスの合計
面積×高さ」ではなく、より厳しい「車路も含む駐車施設面積の合計×高さ」との回答である。
一方、車の環境性能の向上や排ガス規制の強化により一酸化炭素の排出量が減少している中、事業者からは現行の計算では換
気能力が過大であるとの主張を受けており対応に苦慮している。
【制度改正の必要性】
施行令を適切に運用することにより、逆に駐車場の円滑な出入庫に支障を来していることから、駐車場の配置や周辺状況等を勘案
した柔軟な対応ができるよう基準の見直しが必要である。
また、建築物である路外駐車場については近年の車の環境性能の向上を考慮しておらず、事業者に過剰な設備投資を行わせてお
り、基準の検証、改正が必要である。
【懸念の解消策】
懸念無し

６　【国土交通省】
（８）駐車場法（昭32法106）
路外駐車場の自動車の出口及び入口に関する技術的基準のうち、児童公園から
の距離に関する事項（施行令７条１項１号）及び換気装置の設置基準（施行令12
条）については、制度の運用実態を調査し、その結果等を踏まえて見直しを検討
し、平成27年中に結論を得る。
また、当該技術的基準のうち交差点からの距離に関する事項（施行令７条１項１
号）については、施行令７条２項に基づき技術的基準を適用しないものとして国土
交通大臣が認めた具体的な事例に関して、地方公共団体に情報提供を行う。

H26 664-2 01_土地利用（農
地除く）

指定都市 川崎市 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

駐車場法施行令第７条
駐車場法施行令第第12条

駐車場法施行令の見直し 駐車場法施行令では、路外駐車場の構造及び設置に関する技
術基準が定められているが、駐車場の配置や立地特性等を勘案
した適用除外の取扱いがほぼ認められず、設置基準が一律に政
令で定められているため、硬直的な運用をせざるを得ないのが現
状であり、地域の実情に応じた設置基準、適用除外の改正を求
める。
また、自動車の環境性能の向上等により、基準が過大と懸念され
る条文もあることから、駐車場法施行令の技術基準について、駐
車場を取り巻く環境変化等を踏まえた早急な見直しを求める。

【支障事例】
施行令第７条では路外駐車場の出入口に関する基準が定められているが、一部例外を除き適用除外の規定がほぼないことから、
基準に適合させるため、例えば、公園や交差点からの距離を確保するために、既存駐車場の出入口を狭めるなどの指導をしてお
り、こうした措置により逆に駐車場の円滑な出入庫に支障を来す場合がある。現地の状況を確認するとほとんど通行のない道路の交
差点や、マンションの隅に設置された見通しの良い小規模公園などが障害となっている例が多く、駐車場の出入に支障がないと想
定されるにも関わらず、実態に即さない指導を行うこととなり対応に苦慮している。
また、建築物である路外駐車場の換気施設について、施行令第12条では「内部の空気を１時間につき10回以上直接外気と交換す
る能力を有する換気装置を設けなければならない」とあり、「内部の空気」の計算方法を国交省に確認したところ、「駐車マスの合計
面積×高さ」ではなく、より厳しい「車路も含む駐車施設面積の合計×高さ」との回答である。
一方、車の環境性能の向上や排ガス規制の強化により一酸化炭素の排出量が減少している中、事業者からは現行の計算では換
気能力が過大であるとの主張を受けており対応に苦慮している。
【制度改正の必要性】
施行令を適切に運用することにより、逆に駐車場の円滑な出入庫に支障を来していることから、駐車場の配置や周辺状況等を勘案
した柔軟な対応ができるよう基準の見直しが必要である。
また、建築物である路外駐車場については近年の車の環境性能の向上を考慮しておらず、事業者に過剰な設備投資を行わせてお
り、基準の検証、改正が必要である。
【懸念の解消策】
懸念無し

［再掲］
６　【国土交通省】
（８）駐車場法（昭32法106）
路外駐車場の自動車の出口及び入口に関する技術的基準のうち、児童公園から
の距離に関する事項（施行令７条１項１号）及び換気装置の設置基準（施行令12
条）については、制度の運用実態を調査し、その結果等を踏まえて見直しを検討
し、平成27年中に結論を得る。
また、当該技術的基準のうち交差点からの距離に関する事項（施行令７条１項１
号）については、施行令７条２項に基づき技術的基準を適用しないものとして国土
交通大臣が認めた具体的な事例に関して、地方公共団体に情報提供を行う。

H26 664-3 01_土地利用（農
地除く）

指定都市 川崎市 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

駐車場法施行令第７条
駐車場法施行令第第12条

駐車場法施行令の見直し 駐車場法施行令では、路外駐車場の構造及び設置に関する技
術基準が定められているが、駐車場の配置や立地特性等を勘案
した適用除外の取扱いがほぼ認められず、設置基準が一律に政
令で定められているため、硬直的な運用をせざるを得ないのが現
状であり、地域の実情に応じた設置基準、適用除外の改正を求
める。
また、自動車の環境性能の向上等により、基準が過大と懸念され
る条文もあることから、駐車場法施行令の技術基準について、駐
車場を取り巻く環境変化等を踏まえた早急な見直しを求める。

【支障事例】
施行令第７条では路外駐車場の出入口に関する基準が定められているが、一部例外を除き適用除外の規定がほぼないことから、
基準に適合させるため、例えば、公園や交差点からの距離を確保するために、既存駐車場の出入口を狭めるなどの指導をしてお
り、こうした措置により逆に駐車場の円滑な出入庫に支障を来す場合がある。現地の状況を確認するとほとんど通行のない道路の交
差点や、マンションの隅に設置された見通しの良い小規模公園などが障害となっている例が多く、駐車場の出入に支障がないと想
定されるにも関わらず、実態に即さない指導を行うこととなり対応に苦慮している。
また、建築物である路外駐車場の換気施設について、施行令第12条では「内部の空気を１時間につき10回以上直接外気と交換す
る能力を有する換気装置を設けなければならない」とあり、「内部の空気」の計算方法を国交省に確認したところ、「駐車マスの合計
面積×高さ」ではなく、より厳しい「車路も含む駐車施設面積の合計×高さ」との回答である。
一方、車の環境性能の向上や排ガス規制の強化により一酸化炭素の排出量が減少している中、事業者からは現行の計算では換
気能力が過大であるとの主張を受けており対応に苦慮している。
【制度改正の必要性】
施行令を適切に運用することにより、逆に駐車場の円滑な出入庫に支障を来していることから、駐車場の配置や周辺状況等を勘案
した柔軟な対応ができるよう基準の見直しが必要である。
また、建築物である路外駐車場については近年の車の環境性能の向上を考慮しておらず、事業者に過剰な設備投資を行わせてお
り、基準の検証、改正が必要である。
【懸念の解消策】
懸念無し

［再掲］
６　【国土交通省】
（８）駐車場法（昭32法106）
路外駐車場の自動車の出口及び入口に関する技術的基準のうち、児童公園から
の距離に関する事項（施行令７条１項１号）及び換気装置の設置基準（施行令12
条）については、制度の運用実態を調査し、その結果等を踏まえて見直しを検討
し、平成27年中に結論を得る。
また、当該技術的基準のうち交差点からの距離に関する事項（施行令７条１項１
号）については、施行令７条２項に基づき技術的基準を適用しないものとして国土
交通大臣が認めた具体的な事例に関して、地方公共団体に情報提供を行う。
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根拠法令等
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求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 737-1 09_土木・建築 都道府県 香川県 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

社会資本整備総合交付金交付要
綱　附属第Ⅱ編　高潮対策事業、
特定構造物改築事業

社会資本整備総合交付金事
業の交付要件の緩和

社会資本整備総合交付金（高潮対策事業、特定構造物改築事
業）については、交付対象として一定の事業規模が求められるな
ど、必ずしも地方の実態を反映したものとなっていないことから、
総事業費等の要件を緩和し、地方の自由度を高める必要があ
る。

【支障事例・必要性】
１）高潮対策事業
本県では、津波・高潮対策整備推進アクションプログラムを策定し、関係市町とも連携して計画的に防護施設の整備を実施している
ところであるが、「高潮対策事業」の事業費要件は都道府県・市町ともに総事業費が１億円以上（離島等は５千万円以上）と同じ条件
となっており、整備規模の小さい市町事業が交付対象とならないため進捗が遅れ、県事業と市町事業の一体的な効果発現に影響
が生じている。
具体的には、津波・高潮対策整備推進アクションプログラムに位置づけ整備する市町の２８港湾のうち、現行の事業費要件を満た
すのは２港湾のみであり、早急に防災対策を推進するため、一定の計画に位置づけられた事業については、総事業費に係る事業
費要件を廃止する必要がある。
２）特定構造物改築事業
本県では、水門等の河川管理施設について長寿命化修繕計画を策定し、計画的に延命化対策を実施しているところであるが、「特
定構造物改築事業」の交付要件は合計事業費が４億円以上とされており、事業規模は小さいが優先度の高い施設が数多くあるにも
かかわらず、交付金が活用できないため、今後の計画的な長寿命化対策に支障をきたす恐れがある。
具体的には県が管理する水門等の河川管理施設９７基のうち、現行の事業費要件を満たすのは１５基のみでり、長寿命化計画に基
づき着実に対策を実施し施設管理していくため、一定の計画に位置づけられた施設については、総事業費に係る事業費要件を廃
止する必要がある。

H26 737-2 09_土木・建築 都道府県 香川県 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

社会資本整備総合交付金交付要
綱　附属第Ⅱ編　高潮対策事業、
特定構造物改築事業

社会資本整備総合交付金事
業の交付要件の緩和

社会資本整備総合交付金（高潮対策事業、特定構造物改築事
業）については、交付対象として一定の事業規模が求められるな
ど、必ずしも地方の実態を反映したものとなっていないことから、
総事業費等の要件を緩和し、地方の自由度を高める必要があ
る。

【支障事例・必要性】
１）高潮対策事業
本県では、津波・高潮対策整備推進アクションプログラムを策定し、関係市町とも連携して計画的に防護施設の整備を実施している
ところであるが、「高潮対策事業」の事業費要件は都道府県・市町ともに総事業費が１億円以上（離島等は５千万円以上）と同じ条件
となっており、整備規模の小さい市町事業が交付対象とならないため進捗が遅れ、県事業と市町事業の一体的な効果発現に影響
が生じている。
具体的には、津波・高潮対策整備推進アクションプログラムに位置づけ整備する市町の２８港湾のうち、現行の事業費要件を満た
すのは２港湾のみであり、早急に防災対策を推進するため、一定の計画に位置づけられた事業については、総事業費に係る事業
費要件を廃止する必要がある。
２）特定構造物改築事業
本県では、水門等の河川管理施設について長寿命化修繕計画を策定し、計画的に延命化対策を実施しているところであるが、「特
定構造物改築事業」の交付要件は合計事業費が４億円以上とされており、事業規模は小さいが優先度の高い施設が数多くあるにも
かかわらず、交付金が活用できないため、今後の計画的な長寿命化対策に支障をきたす恐れがある。
具体的には県が管理する水門等の河川管理施設９７基のうち、現行の事業費要件を満たすのは１５基のみでり、長寿命化計画に基
づき着実に対策を実施し施設管理していくため、一定の計画に位置づけられた施設については、総事業費に係る事業費要件を廃
止する必要がある。

H26 745-1 11_その他 都道府県 東京都 内閣府（消費者庁） A　権限移譲 消費者安全法第４０条、第４４条、
第４５条
消費者安全法施行令第９条

消費者安全法に基づく勧
告・命令等の権限移譲

消費者安全法に基づく勧告・命令に係る並行権限の付与及び報
告徴収対象の拡大をすること。

【現在の制度】
平成２４年８月に改正され、平成２５年４月に施行された消費者安全法において、同法第２条第５項第３号に規定する財産に関する
事故等が発生した場合における報告徴収・立入調査の権限が、当該自治体の同意を前提に地方自治体に委任されることになっ
た。
【制度改正の必要性】
現在、地方自治体は、報告徴収・立入調査を行うことはできるが、勧告・命令の権限が国に留保されており、消費者の財産被害拡
大防止のための迅速な対応の妨げになっている。
例えば、都において調査等を行い消費者庁に措置要求を行った場合、消費者庁で事実関係の確認や当該事案が「すき間事案」に
該当するかどうかについて再検証を行うため、時間を要することになり、その間に消費者被害が拡大することが懸念される。
そこで、消費者安全法による国からの権限の受任に基づき、地方自治体が報告徴収・立入調査だけでなく、勧告・命令を行うことが
できるよう、並行権限を付与していただきたい。
また現在、地方自治体が報告徴収等を行うことができる対象は、当該地方自治体の区域内に所在する事業者に限られている。この
ため、都民が被害にあっても都外の事業者であれば対応することができないことから、その対象を当該地方自治体の区域外に所在
する事業者まで拡大していただきたい。
これにより、調査から事業者処分まで一貫した迅速な対応が可能となり、消費者の財産被害の拡大を防止することで、消費者が安
心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に繋がる。

４【消費者庁】
（１）消費者安全法（平21法50）
（ⅱ）多数消費者財産被害事態を発生させた事業者に対する勧告（40条４項）及
び命令（40条５項）については、現行制度の下で共同調査の実施など国と地方の
連携を強化しつつ、希望する都道府県に権限を付与することについて検討を行
い、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

H26 745-2 11_その他 都道府県 東京都 内閣府（消費者庁） A　権限移譲 消費者安全法第４０条、第４４条、
第４５条
消費者安全法施行令第９条

消費者安全法に基づく勧
告・命令等の権限移譲

消費者安全法に基づく勧告・命令に係る並行権限の付与及び報
告徴収対象の拡大をすること。

【現在の制度】
平成２４年８月に改正され、平成２５年４月に施行された消費者安全法において、同法第２条第５項第３号に規定する財産に関する
事故等が発生した場合における報告徴収・立入調査の権限が、当該自治体の同意を前提に地方自治体に委任されることになっ
た。
【制度改正の必要性】
現在、地方自治体は、報告徴収・立入調査を行うことはできるが、勧告・命令の権限が国に留保されており、消費者の財産被害拡
大防止のための迅速な対応の妨げになっている。
例えば、都において調査等を行い消費者庁に措置要求を行った場合、消費者庁で事実関係の確認や当該事案が「すき間事案」に
該当するかどうかについて再検証を行うため、時間を要することになり、その間に消費者被害が拡大することが懸念される。
そこで、消費者安全法による国からの権限の受任に基づき、地方自治体が報告徴収・立入調査だけでなく、勧告・命令を行うことが
できるよう、並行権限を付与していただきたい。
また現在、地方自治体が報告徴収等を行うことができる対象は、当該地方自治体の区域内に所在する事業者に限られている。この
ため、都民が被害にあっても都外の事業者であれば対応することができないことから、その対象を当該地方自治体の区域外に所在
する事業者まで拡大していただきたい。
これにより、調査から事業者処分まで一貫した迅速な対応が可能となり、消費者の財産被害の拡大を防止することで、消費者が安
心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に繋がる。

４【消費者庁】
（１）消費者安全法（平21法50）
（ⅰ）希望する都道府県等に権限が付与されている、事業者に対する報告徴収及
び立入調査等（施行令９条）については、その対象を当該都道府県等の区域外
に所在する事業者にも拡大する。

H26 781-1 03_医療・福祉 都道府県 兵庫県

【共同提案】
京都府、徳島県

厚生労働省 A　権限移譲 医師法第16条の２第１項に規定す
る臨床研修に関する省令

臨床研修病院の指定、研修
医受入定員調整権限の都道
府県への移譲

・人口１０万人に対する医師数が全国及び県平均を下回るへき地
の医師増を図る取組として、循環型研修プログラム設定にともなう
裁量拡大と地域枠出身の臨床研修医を別枠扱いできるよう求め
る。
※循環型研修プログラム（都市部、へき地等の医療機関が連携し
て一つの臨床研修として運営するプログラム）
・加えて、国が一方的に定めている臨床研修病院の指定、研修
医受入定員調整について、都道府県が地域事情や政策的な必
要性も勘案して設定できるよう制度を見直すこと。
(1) へき地とそれ以外の地域に所在する臨床研修病院をグルー
プ化して循環型研修を実施するプログラムを設定し、当該プログ
ラムでの研修希望者が研修定員を超過した場合、超過分を都道
府県全体の定員枠として調整できるように見直すこと。
(2) いわゆる地域枠出身の臨床研修医は個々の臨床研修病院の
研修医受入定員枠とは別枠で扱い、都道府県の裁量で配分でき
るように見直すこと。

【現行】
臨床研修病院の研修医受入定員に関し、国が示す定員枠は、各都道府県の人口、医師養成数、面積、離島の有無など、地理的
条件等を考慮して算出されており、医師が大都市へ集中しないように一定程度の配慮がなされている。
【支障事例】
本県は、10万人あたりの医師数の平均が全国平均並であるものの、圏域によっては、全国平均及び県平均を下回る圏域が存在す
ることから、特にへき地の医師増を図る取組が必要である。
国の医学部入学定員の緊急・臨時的増員も含めた地域枠出身の臨床研修医も、各病院の定員内数として処理されていることから、
へき地等における医師不足病院においては現状以上の臨床研修医の確保が困難な状況にある。
【移譲による効果】
見直しにより、医師の募集定員の増加等が見込めることから、研修医のへき地等における医師不足が一定程度緩和されることにな
る。

H26 781-2 03_医療・福祉 都道府県 兵庫県

【共同提案】
京都府、徳島県

厚生労働省 A　権限移譲 医師法第16条の２第１項に規定す
る臨床研修に関する省令

臨床研修病院の指定、研修
医受入定員調整権限の都道
府県への移譲

・人口１０万人に対する医師数が全国及び県平均を下回るへき地
の医師増を図る取組として、循環型研修プログラム設定にともなう
裁量拡大と地域枠出身の臨床研修医を別枠扱いできるよう求め
る。
※循環型研修プログラム（都市部、へき地等の医療機関が連携し
て一つの臨床研修として運営するプログラム）
・加えて、国が一方的に定めている臨床研修病院の指定、研修
医受入定員調整について、都道府県が地域事情や政策的な必
要性も勘案して設定できるよう制度を見直すこと。
(1) へき地とそれ以外の地域に所在する臨床研修病院をグルー
プ化して循環型研修を実施するプログラムを設定し、当該プログ
ラムでの研修希望者が研修定員を超過した場合、超過分を都道
府県全体の定員枠として調整できるように見直すこと。
(2) いわゆる地域枠出身の臨床研修医は個々の臨床研修病院の
研修医受入定員枠とは別枠で扱い、都道府県の裁量で配分でき
るように見直すこと。

【現行】
臨床研修病院の研修医受入定員に関し、国が示す定員枠は、各都道府県の人口、医師養成数、面積、離島の有無など、地理的
条件等を考慮して算出されており、医師が大都市へ集中しないように一定程度の配慮がなされている。
【支障事例】
本県は、10万人あたりの医師数の平均が全国平均並であるものの、圏域によっては、全国平均及び県平均を下回る圏域が存在す
ることから、特にへき地の医師増を図る取組が必要である。
国の医学部入学定員の緊急・臨時的増員も含めた地域枠出身の臨床研修医も、各病院の定員内数として処理されていることから、
へき地等における医師不足病院においては現状以上の臨床研修医の確保が困難な状況にある。
【移譲による効果】
見直しにより、医師の募集定員の増加等が見込めることから、研修医のへき地等における医師不足が一定程度緩和されることにな
る。

４【厚生労働省】
（３）医師法（昭23法201）
（ⅰ）厚生労働省が設定する各臨床研修病院における研修医の募集定員につい
ては、都道府県が希望する場合には、直近の研修医採用実績を踏まえ設定され
る都道府県の調整枠に加え、人口、医学部入学定員、地理的条件等に応じ設定
される基礎数も含めて、当該都道府県が各臨床研修病院に配分できるようにする
方向で検討し、平成27年中に結論を得る。
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H26 786-1 09_土木・建築 都道府県 兵庫県

【共同提案】
和歌山県、徳島県

国土交通省 A　権限移譲 建築基準法第49条第２項、第68条
の２第５項

建築基準法における特別用
途地区等内の建築物に係る
市町村等条例による制限緩
和の際の承認権限の都道府
県への移譲

建築基準法第49条第２項中「地方公共団体」を「市町村」に改め
るとともに、法第49条第２項及び第68条の２第５項中条例により建
築基準法の規定による制限を緩和する際の「国土交通大臣」の
承認を「都道府県知事」の承認に改める。

【現行】
都市計画法上は、特別用途地区については、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、
環境の保護等の特別の目的の実現を図るため、地区計画については、区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街
区を整備・開発・保全するため、市町村に決定権限が付与されており、決定にあたっても都道府県との協議（町村にあっては同意）
で足ることとされている。
【制度改正の必要性】
これと同様に都道府県知事が市町村の条例による制限の緩和を承認することにより、手続の整合及びその円滑化を図ることがで
き、より地域の実態に即した緩和を行うことができる。
【改正による効果】
建築基準法第48条各項の用途地域の例外許可については、国からの技術的助言等により、建築審査会での調査審議を経ながら、
特定行政庁である都道府県が法の趣旨に反しないことなどを判断している。
今後、今回の提案項目についても技術的助言等が発出されることにより、国に代わり都道府県が確認機能を果たすことができると考
えられる。

［再掲］
６　【国土交通省】
（１）建築基準法（昭25法201）
（ⅶ）以下に掲げる事務については、事務の迅速かつ円滑な執行に資するため、
国土交通大臣が認めた具体的な事例に関して、地方公共団体に情報提供を行
う。
・特別用途地区内における地方公共団体の条例による建築基準法の制限緩
和（49条２項）
・地区計画等の目的を達成するために行う市町村の条例による建築基準法
の制限緩和（68条の２第５項）
・伝統的建造物群保存地区内における市町村の条例による建築基準法の制
限緩和（85条の３）

H26 786-2 09_土木・建築 都道府県 兵庫県

【共同提案】
和歌山県、徳島県

国土交通省 A　権限移譲 建築基準法第49条第２項、第68条
の２第６項

建築基準法における特別用
途地区等内の建築物に係る
市町村等条例による制限緩
和の際の承認権限の都道府
県への移譲

建築基準法第49条第２項中「地方公共団体」を「市町村」に改め
るとともに、法第49条第２項及び第68条の２第６項中条例により建
築基準法の規定による制限を緩和する際の「国土交通大臣」の
承認を「都道府県知事」の承認に改める。

【現行】
都市計画法上は、特別用途地区については、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、
環境の保護等の特別の目的の実現を図るため、地区計画については、区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街
区を整備・開発・保全するため、市町村に決定権限が付与されており、決定にあたっても都道府県との協議（町村にあっては同意）
で足ることとされている。
【制度改正の必要性】
これと同様に都道府県知事が市町村の条例による制限の緩和を承認することにより、手続の整合及びその円滑化を図ることがで
き、より地域の実態に即した緩和を行うことができる。
【改正による効果】
建築基準法第48条各項の用途地域の例外許可については、国からの技術的助言等により、建築審査会での調査審議を経ながら、
特定行政庁である都道府県が法の趣旨に反しないことなどを判断している。
今後、今回の提案項目についても技術的助言等が発出されることにより、国に代わり都道府県が確認機能を果たすことができると考
えられる。

［再掲］
６　【国土交通省】
（１）建築基準法（昭25法201）
（ⅶ）以下に掲げる事務については、事務の迅速かつ円滑な執行に資するため、
国土交通大臣が認めた具体的な事例に関して、地方公共団体に情報提供を行
う。
・特別用途地区内における地方公共団体の条例による建築基準法の制限緩
和（49条２項）
・地区計画等の目的を達成するために行う市町村の条例による建築基準法
の制限緩和（68条の２第５項）
・伝統的建造物群保存地区内における市町村の条例による建築基準法の制
限緩和（85条の３）
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【共同提案】
京都府、鳥取県、徳島
県

内閣官房、内閣府 B　地方に対す
る規制緩和

総合特別区域法第35条第７項、第
37条、総合特別区域法施行規則第
31条等

国際戦略総合特別区域及び地
域活性化総合特別区域にかかる
規制緩和について
(1) 総合特区計画の変更に係る
内閣総理大臣認定事項の範囲
及び運用上の「軽微な変更」の
「届出」制度の明文化
(2) 規制の特例措置に係る「国と
地方の協議」や金融上の支援措
置の集中受付期間の回数増
(3) 現行対象外となっている３～
５月までの融資実行分も金融上
の支援措置の対象とすること
などの制度の運用改善
※以下地域活性化総合特別区
域を例として記載するが、国際戦
略総合特別区域についても同様
の措置。

(1) 地域活性化総合特別区域計画の変更を行う際、規制の特例
措置や指定金融機関の追加変更は、総理大臣の認定が不要の
「軽微な変更」とするとともに、運用で行われている事務局への
「届出」制度を明文化すること。
(2) 上記が認められた場合、速やかな計画変更により、特例・支
援措置の効果の即時発揮が可能となるため、その効果を最大限
発揮するためにも規制の特例措置に係る「国と地方の協議」や金
融上の支援措置の集中受付期間の回数を増やすこと。
(3) 融資の実行時期については、３～５月も支援措置の融資対象
期間に含めること。

【(1)について】これまでの計画変更申請は全て、指定金融機関の追加が主であり、追加に必要となる地域協議会の事前協議に時間
を要し、年３回の申請受付の関係で、融資予定日までに認定を受けられず、支援措置の活用を断念したケースがあった。計画変更
に係る総理大臣認定事項を限定的に明記することで、計画への記載が形式的なものは、「軽微な変更」として明確になり、事務局へ
の「届出」ですみ、より速やかな変更が可能となる。また、上記の変更は、既に国と協議済みの内容であり、改めて地域協議会の事
前協議を得る実益はなく事後報告で十分であり、「軽微な変更」として事前協議が不要となれば、さらに速やかな計画変更が可能と
なる。運用で行われている事務局への「届出」制度が明文化されていないため、「評価指標及び数値目標」の変更に当たり、地域協
議会による事前協議が必要か事務局へ照会したところ、回答までに時間を要した。運用方法が明文化されていれば、このような時
間的ロスがなくなり、速やかに事務手続きができる。
【(2)について】国と地方の協議は年２回と限られ、協議結果を待たなければ、特例・支援措置を活用できず、(1)が認められたとして
も、回数が限られていれば、即座に効果を最大限発揮できない。金融上の支援措置の集中受付回数についても同様であり、集中
受付期間の見直しが必要。
【(3)について】金融上の支援措置は、３～５月までの融資分が対象外となっており、６～２月に融資を行う事業者との不公平が生じて
いる。融資の実行時期は事業スケジュールと密接に関係しているが、現行の対象期間に融資を行うよう、事業スケジュールをずらす
ケースもあり、事業の計画的遂行に支障を来している。

６【内閣官房（２）】【内閣府（１）】
総合特別区域法（平23法81）
（ⅲ）国際戦略総合特別区域計画の認定（12条10項）及び地域活性化総合特別
区域計画の認定（35条10項）に係る法に定める認定事項（12条２項又は35条２
項）以外の届出を求めている事項について、関係者向けの文書で明確化する。
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【共同提案】
京都府、鳥取県、徳島
県

内閣官房、内閣府 B　地方に対す
る規制緩和

総合特別区域法第35条第７項、第
37条、総合特別区域法施行規則第
31条等

国際戦略総合特別区域及び地
域活性化総合特別区域にかかる
規制緩和について
(1) 総合特区計画の変更に係る
内閣総理大臣認定事項の範囲
及び運用上の「軽微な変更」の
「届出」制度の明文化
(2) 規制の特例措置に係る「国と
地方の協議」や金融上の支援措
置の集中受付期間の回数増
(3) 現行対象外となっている３～
５月までの融資実行分も金融上
の支援措置の対象とすること
などの制度の運用改善
※以下地域活性化総合特別区
域を例として記載するが、国際戦
略総合特別区域についても同様
の措置。

(1) 地域活性化総合特別区域計画の変更を行う際、規制の特例
措置や指定金融機関の追加変更は、総理大臣の認定が不要の
「軽微な変更」とするとともに、運用で行われている事務局への
「届出」制度を明文化すること。
(2) 上記が認められた場合、速やかな計画変更により、特例・支
援措置の効果の即時発揮が可能となるため、その効果を最大限
発揮するためにも規制の特例措置に係る「国と地方の協議」や金
融上の支援措置の集中受付期間の回数を増やすこと。
(3) 融資の実行時期については、３～５月も支援措置の融資対象
期間に含めること。

【(1)について】これまでの計画変更申請は全て、指定金融機関の追加が主であり、追加に必要となる地域協議会の事前協議に時間
を要し、年３回の申請受付の関係で、融資予定日までに認定を受けられず、支援措置の活用を断念したケースがあった。計画変更
に係る総理大臣認定事項を限定的に明記することで、計画への記載が形式的なものは、「軽微な変更」として明確になり、事務局へ
の「届出」ですみ、より速やかな変更が可能となる。また、上記の変更は、既に国と協議済みの内容であり、改めて地域協議会の事
前協議を得る実益はなく事後報告で十分であり、「軽微な変更」として事前協議が不要となれば、さらに速やかな計画変更が可能と
なる。運用で行われている事務局への「届出」制度が明文化されていないため、「評価指標及び数値目標」の変更に当たり、地域協
議会による事前協議が必要か事務局へ照会したところ、回答までに時間を要した。運用方法が明文化されていれば、このような時
間的ロスがなくなり、速やかに事務手続きができる。
【(2)について】国と地方の協議は年２回と限られ、協議結果を待たなければ、特例・支援措置を活用できず、(1)が認められたとして
も、回数が限られていれば、即座に効果を最大限発揮できない。金融上の支援措置の集中受付回数についても同様であり、集中
受付期間の見直しが必要。
【(3)について】金融上の支援措置は、３～５月までの融資分が対象外となっており、６～２月に融資を行う事業者との不公平が生じて
いる。融資の実行時期は事業スケジュールと密接に関係しているが、現行の対象期間に融資を行うよう、事業スケジュールをずらす
ケースもあり、事業の計画的遂行に支障を来している。

６【内閣官房（２）】【内閣府（１）】
総合特別区域法（平23法81）
（ⅱ）規制の特例措置に関する提案（10条及び33条）は通年で受け付けていること
や、総合特別区域に指定された地方公共団体からの提案数及び要望を踏まえて
効率的かつ効果的に国と地方の協議を行うなど、提案の実現に向けて最大限努
力することを、地方公共団体に通知する。
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【共同提案】
京都府、鳥取県、徳島
県

内閣官房、内閣府 B　地方に対す
る規制緩和

総合特別区域法第35条第７項、第
37条、総合特別区域法施行規則第
31条等

国際戦略総合特別区域及び地
域活性化総合特別区域にかかる
規制緩和について
(1) 総合特区計画の変更に係る
内閣総理大臣認定事項の範囲
及び運用上の「軽微な変更」の
「届出」制度の明文化
(2) 規制の特例措置に係る「国と
地方の協議」や金融上の支援措
置の集中受付期間の回数増
(3) 現行対象外となっている３～
５月までの融資実行分も金融上
の支援措置の対象とすること
などの制度の運用改善
※以下地域活性化総合特別区
域を例として記載するが、国際戦
略総合特別区域についても同様
の措置。

(1) 地域活性化総合特別区域計画の変更を行う際、規制の特例
措置や指定金融機関の追加変更は、総理大臣の認定が不要の
「軽微な変更」とするとともに、運用で行われている事務局への
「届出」制度を明文化すること。
(2) 上記が認められた場合、速やかな計画変更により、特例・支
援措置の効果の即時発揮が可能となるため、その効果を最大限
発揮するためにも規制の特例措置に係る「国と地方の協議」や金
融上の支援措置の集中受付期間の回数を増やすこと。
(3) 融資の実行時期については、３～５月も支援措置の融資対象
期間に含めること。

【(1)について】これまでの計画変更申請は全て、指定金融機関の追加が主であり、追加に必要となる地域協議会の事前協議に時間
を要し、年３回の申請受付の関係で、融資予定日までに認定を受けられず、支援措置の活用を断念したケースがあった。計画変更
に係る総理大臣認定事項を限定的に明記することで、計画への記載が形式的なものは、「軽微な変更」として明確になり、事務局へ
の「届出」ですみ、より速やかな変更が可能となる。また、上記の変更は、既に国と協議済みの内容であり、改めて地域協議会の事
前協議を得る実益はなく事後報告で十分であり、「軽微な変更」として事前協議が不要となれば、さらに速やかな計画変更が可能と
なる。運用で行われている事務局への「届出」制度が明文化されていないため、「評価指標及び数値目標」の変更に当たり、地域協
議会による事前協議が必要か事務局へ照会したところ、回答までに時間を要した。運用方法が明文化されていれば、このような時
間的ロスがなくなり、速やかに事務手続きができる。
【(2)について】国と地方の協議は年２回と限られ、協議結果を待たなければ、特例・支援措置を活用できず、(1)が認められたとして
も、回数が限られていれば、即座に効果を最大限発揮できない。金融上の支援措置の集中受付回数についても同様であり、集中
受付期間の見直しが必要。
【(3)について】金融上の支援措置は、３～５月までの融資分が対象外となっており、６～２月に融資を行う事業者との不公平が生じて
いる。融資の実行時期は事業スケジュールと密接に関係しているが、現行の対象期間に融資を行うよう、事業スケジュールをずらす
ケースもあり、事業の計画的遂行に支障を来している。

６【内閣官房（２）】【内閣府（１）】
総合特別区域法（平23法81）
（ⅳ）国際戦略総合特区支援利子補給金（28条）及び地域活性化総合特区支援
利子補給金（56条）の融資対象時期に、３月及び翌年度予算の成立を条件として
翌年度の４・５月を追加する。さらに、事業者推薦の申請受付については、４・５月
の融資を対象とした受付時期を追加する。
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提案
団体

関係府省
提案
区分

根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容
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【共同提案】
京都府、鳥取県、徳島
県

内閣官房、内閣府 B　地方に対す
る規制緩和

総合特別区域法第35条第７項、第
37条、総合特別区域法施行規則第
31条等

国際戦略総合特別区域及び地
域活性化総合特別区域にかかる
規制緩和について
(1) 総合特区計画の変更に係る
内閣総理大臣認定事項の範囲
及び運用上の「軽微な変更」の
「届出」制度の明文化
(2) 規制の特例措置に係る「国と
地方の協議」や金融上の支援措
置の集中受付期間の回数増
(3) 現行対象外となっている３～
５月までの融資実行分も金融上
の支援措置の対象とすること
などの制度の運用改善
※以下地域活性化総合特別区
域を例として記載するが、国際戦
略総合特別区域についても同様
の措置。

(1) 地域活性化総合特別区域計画の変更を行う際、規制の特例
措置や指定金融機関の追加変更は、総理大臣の認定が不要の
「軽微な変更」とするとともに、運用で行われている事務局への
「届出」制度を明文化すること。
(2) 上記が認められた場合、速やかな計画変更により、特例・支
援措置の効果の即時発揮が可能となるため、その効果を最大限
発揮するためにも規制の特例措置に係る「国と地方の協議」や金
融上の支援措置の集中受付期間の回数を増やすこと。
(3) 融資の実行時期については、３～５月も支援措置の融資対象
期間に含めること。

【(1)について】これまでの計画変更申請は全て、指定金融機関の追加が主であり、追加に必要となる地域協議会の事前協議に時間
を要し、年３回の申請受付の関係で、融資予定日までに認定を受けられず、支援措置の活用を断念したケースがあった。計画変更
に係る総理大臣認定事項を限定的に明記することで、計画への記載が形式的なものは、「軽微な変更」として明確になり、事務局へ
の「届出」ですみ、より速やかな変更が可能となる。また、上記の変更は、既に国と協議済みの内容であり、改めて地域協議会の事
前協議を得る実益はなく事後報告で十分であり、「軽微な変更」として事前協議が不要となれば、さらに速やかな計画変更が可能と
なる。運用で行われている事務局への「届出」制度が明文化されていないため、「評価指標及び数値目標」の変更に当たり、地域協
議会による事前協議が必要か事務局へ照会したところ、回答までに時間を要した。運用方法が明文化されていれば、このような時
間的ロスがなくなり、速やかに事務手続きができる。
【(2)について】国と地方の協議は年２回と限られ、協議結果を待たなければ、特例・支援措置を活用できず、(1)が認められたとして
も、回数が限られていれば、即座に効果を最大限発揮できない。金融上の支援措置の集中受付回数についても同様であり、集中
受付期間の見直しが必要。
【(3)について】金融上の支援措置は、３～５月までの融資分が対象外となっており、６～２月に融資を行う事業者との不公平が生じて
いる。融資の実行時期は事業スケジュールと密接に関係しているが、現行の対象期間に融資を行うよう、事業スケジュールをずらす
ケースもあり、事業の計画的遂行に支障を来している。

［再掲］
６【内閣官房（２）】【内閣府（１）】
総合特別区域法（平23法81）
（ⅳ）国際戦略総合特区支援利子補給金（28条）及び地域活性化総合特区支援
利子補給金（56条）の融資対象時期に、３月及び翌年度予算の成立を条件として
翌年度の４・５月を追加する。さらに、事業者推薦の申請受付については、４・５月
の融資を対象とした受付時期を追加する。

H26 842-1 10_運輸・交通 都道府県 愛媛県 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

地域公共交通確保維持改善事業
費補助金交付要綱別表４のホ、別
表６のロ②（1）（及びニ）、表７の５、
別表８

地域公共交通確保維持改善
事業費補助金の補助要件の
緩和

【地域間幹線系統確保維持費国庫補助金】
・輸送量要件15人/日以上を10人/日以上に緩和する。
【地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金】
・現行の法指定による過疎地域や振興山村での運行という要件
に加え、地域の実情を踏まえた基準（高齢化率概ね50％超等）を
加える。
・市町毎に人口等を基準に国が算定する補助上限額を引上げ
る。
【車両減価償却費等国庫補助金】
・車両購入費補助について、現行の５ヶ年の減価償却費補助か
ら、従前の購入時一括補助とする。

本県の生活バス路線は、国庫補助制度の補助要件となる輸送量（１５人/日以上）を満たさない路線がほとんどであることから、四国
ブロックの実情（１０人/日以上）に応じて輸送量要件の緩和が必要である。
山間部が点在している市町では、複数のフィーダー系統（バスの停留所、鉄軌道駅などで幹線交通に接続して乗り継ぎすることの
できる系統）の役割を担う路線があるが、現行の地域内フィーダー系統補助金の要件では、採択されない路線があり、また市町毎
に補助上限額が設定されるため、地方負担が大きいものとなっている。
車両の更新は、安全性や路線維持の観点からも必要であり、更新(購入)時には多額の経費が一括で必要となるにもかかわらず、そ
の経費に係る補助は、５年間に分割されたものとなっている。
（詳細は別紙のとおり）

［再掲］
６【国土交通省】
（20）地域公共交通確保維持改善事業費補助金
（ⅰ）地域間幹線系統及び地域内フィーダー系統に対する補助については、地
域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律（平26法41）
により整備された新たな枠組みの下、国土交通大臣が認定した地域公共交通再
編実施計画に基づいて地域公共交通ネットワークを再構築する取組に対する支
援の要件を見直す。

H26 842-2 10_運輸・交通 都道府県 愛媛県 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

地域公共交通確保維持改善事業
費補助金交付要綱別表４のホ、別
表６のロ②（1）（及びニ）、表７の５、
別表８

地域公共交通確保維持改善
事業費補助金の補助要件の
緩和

【地域間幹線系統確保維持費国庫補助金】
・輸送量要件15人/日以上を10人/日以上に緩和する。
【地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金】
・現行の法指定による過疎地域や振興山村での運行という要件
に加え、地域の実情を踏まえた基準（高齢化率概ね50％超等）を
加える。
・市町毎に人口等を基準に国が算定する補助上限額を引上げ
る。
【車両減価償却費等国庫補助金】
・車両購入費補助について、現行の５ヶ年の減価償却費補助か
ら、従前の購入時一括補助とする。

本県の生活バス路線は、国庫補助制度の補助要件となる輸送量（１５人/日以上）を満たさない路線がほとんどであることから、四国
ブロックの実情（１０人/日以上）に応じて輸送量要件の緩和が必要である。
山間部が点在している市町では、複数のフィーダー系統（バスの停留所、鉄軌道駅などで幹線交通に接続して乗り継ぎすることの
できる系統）の役割を担う路線があるが、現行の地域内フィーダー系統補助金の要件では、採択されない路線があり、また市町毎
に補助上限額が設定されるため、地方負担が大きいものとなっている。
車両の更新は、安全性や路線維持の観点からも必要であり、更新(購入)時には多額の経費が一括で必要となるにもかかわらず、そ
の経費に係る補助は、５年間に分割されたものとなっている。
（詳細は別紙のとおり）

［再掲］
６【国土交通省】
（20）地域公共交通確保維持改善事業費補助金
（ⅰ）地域間幹線系統及び地域内フィーダー系統に対する補助については、地
域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律（平26法41）
により整備された新たな枠組みの下、国土交通大臣が認定した地域公共交通再
編実施計画に基づいて地域公共交通ネットワークを再構築する取組に対する支
援の要件を見直す。

H26 842-3 10_運輸・交通 都道府県 愛媛県 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

地域公共交通確保維持改善事業
費補助金交付要綱別表４のホ、別
表６のロ②（1）（及びニ）、表７の５、
別表８

地域公共交通確保維持改善
事業費補助金の補助要件の
緩和

【地域間幹線系統確保維持費国庫補助金】
・輸送量要件15人/日以上を10人/日以上に緩和する。
【地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金】
・現行の法指定による過疎地域や振興山村での運行という要件
に加え、地域の実情を踏まえた基準（高齢化率概ね50％超等）を
加える。
・市町毎に人口等を基準に国が算定する補助上限額を引上げ
る。
【車両減価償却費等国庫補助金】
・車両購入費補助について、現行の５ヶ年の減価償却費補助か
ら、従前の購入時一括補助とする。

本県の生活バス路線は、国庫補助制度の補助要件となる輸送量（１５人/日以上）を満たさない路線がほとんどであることから、四国
ブロックの実情（１０人/日以上）に応じて輸送量要件の緩和が必要である。
山間部が点在している市町では、複数のフィーダー系統（バスの停留所、鉄軌道駅などで幹線交通に接続して乗り継ぎすることの
できる系統）の役割を担う路線があるが、現行の地域内フィーダー系統補助金の要件では、採択されない路線があり、また市町毎
に補助上限額が設定されるため、地方負担が大きいものとなっている。
車両の更新は、安全性や路線維持の観点からも必要であり、更新(購入)時には多額の経費が一括で必要となるにもかかわらず、そ
の経費に係る補助は、５年間に分割されたものとなっている。
（詳細は別紙のとおり）

H26 861-1 09_土木・建築 都道府県 愛媛県 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

公営住宅法第２条・第36条
公営住宅法施行令第10条

地域の実情に応じた事業実
施のための公営住宅建替事
業の施行要件の一部の廃止
等

公営住宅建替事業の定義である現地建替要件を廃止して、非現
地建替も公営住宅建替事業とする。
公営住宅建替事業の施行要件である敷地規模要件（市街地
0.1ha以上）及び戸数要件（従前戸数以上）を廃止する。

敷地が小規模である（建替時において時代により見直されている最低居住水準を確保するため、１住戸の床面積を大きくする必要
があることから、従前の整備戸数以上を当該敷地で確保することが困難）等の理由により別の敷地に建替える場合は、公営住宅建
替事業（法定建替）の定義から外れることから、従前住宅（除却予定住宅）の入居者に対する明渡請求権が付与されず、入居者との
移転に関する協議が難航し事業が長期化する等、円滑な建替に支障（移転に関する協議が長期化し従前住宅敷地の売却等に支
障）をきたすことがある。
都市計画区域外等の郊外や小規模敷地での建替、人口減少を受けた従前戸数未満の建替といった地域の実情、個々の団地事
情に応じた公営住宅建替事業が不可能である。

敷地規模要件や戸数要件がなければ、人口減少を受けた中長期的な公営住宅の需要に応じ、公営住宅の直接供給だけではな
く、借上げ公営住宅の導入や公営住宅以外の住宅による対応等、地方の実情、個々の団地事業に応じた柔軟かつ円滑な建替や
非現地建替が公営住宅建替事業として可能となる。

６　【国土交通省】
（４）公営住宅法（昭26法193）
（ⅰ）公営住宅の建替えについては、公営住宅建替事業の施行に係る現地要件
（公営住宅の存していた土地の全部又は一部の区域に、新たに公営住宅を建設
することを必要とするもの）（２条15号）を満たさない事業についても、事業主体に
おいて円滑な施行が可能となるよう、引き続き財政面の支援など必要な措置を講
ずる。

H26 861-2 09_土木・建築 都道府県 愛媛県 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

公営住宅法第２条・第36条
公営住宅法施行令第10条

地域の実情に応じた事業実
施のための公営住宅建替事
業の施行要件の一部の廃止
等

公営住宅建替事業の定義である現地建替要件を廃止して、非現
地建替も公営住宅建替事業とする。
公営住宅建替事業の施行要件である敷地規模要件（市街地
0.1ha以上）及び戸数要件（従前戸数以上）を廃止する。

敷地が小規模である（建替時において時代により見直されている最低居住水準を確保するため、１住戸の床面積を大きくする必要
があることから、従前の整備戸数以上を当該敷地で確保することが困難）等の理由により別の敷地に建替える場合は、公営住宅建
替事業（法定建替）の定義から外れることから、従前住宅（除却予定住宅）の入居者に対する明渡請求権が付与されず、入居者との
移転に関する協議が難航し事業が長期化する等、円滑な建替に支障（移転に関する協議が長期化し従前住宅敷地の売却等に支
障）をきたすことがある。
都市計画区域外等の郊外や小規模敷地での建替、人口減少を受けた従前戸数未満の建替といった地域の実情、個々の団地事
情に応じた公営住宅建替事業が不可能である。

敷地規模要件や戸数要件がなければ、人口減少を受けた中長期的な公営住宅の需要に応じ、公営住宅の直接供給だけではな
く、借上げ公営住宅の導入や公営住宅以外の住宅による対応等、地方の実情、個々の団地事業に応じた柔軟かつ円滑な建替や
非現地建替が公営住宅建替事業として可能となる。

６　【国土交通省】
（４）公営住宅法（昭26法193）
（ⅱ）公営住宅建替事業の施行に係る市街地要件（除却すべき公営住宅が市街
地の区域又は市街化が予想される区域内の一定規模以上の土地に集団的に存
していることを必要とするもの）（36条１号）については、除却すべき公営住宅が都
市計画区域外等の郊外にある場合を一律に排除する趣旨ではないことを、地方
公共団体に通知する。



年
年度別
管理番

号
分野

提案団体の
属性

提案
団体

関係府省
提案
区分

根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）記載内容

H26 861-3 09_土木・建築 都道府県 愛媛県 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

公営住宅法第２条・第36条
公営住宅法施行令第10条

地域の実情に応じた事業実
施のための公営住宅建替事
業の施行要件の一部の廃止
等

公営住宅建替事業の定義である現地建替要件を廃止して、非現
地建替も公営住宅建替事業とする。
公営住宅建替事業の施行要件である敷地規模要件（市街地
0.1ha以上）及び戸数要件（従前戸数以上）を廃止する。

敷地が小規模である（建替時において時代により見直されている最低居住水準を確保するため、１住戸の床面積を大きくする必要
があることから、従前の整備戸数以上を当該敷地で確保することが困難）等の理由により別の敷地に建替える場合は、公営住宅建
替事業（法定建替）の定義から外れることから、従前住宅（除却予定住宅）の入居者に対する明渡請求権が付与されず、入居者との
移転に関する協議が難航し事業が長期化する等、円滑な建替に支障（移転に関する協議が長期化し従前住宅敷地の売却等に支
障）をきたすことがある。
都市計画区域外等の郊外や小規模敷地での建替、人口減少を受けた従前戸数未満の建替といった地域の実情、個々の団地事
情に応じた公営住宅建替事業が不可能である。

敷地規模要件や戸数要件がなければ、人口減少を受けた中長期的な公営住宅の需要に応じ、公営住宅の直接供給だけではな
く、借上げ公営住宅の導入や公営住宅以外の住宅による対応等、地方の実情、個々の団地事業に応じた柔軟かつ円滑な建替や
非現地建替が公営住宅建替事業として可能となる。

６　【国土交通省】
（４）公営住宅法（昭26法193）
（ⅲ）公営住宅建替事業の施行に係る戸数要件（新たに整備すべき公営住宅の
戸数が除却すべき公営住宅の戸数以上であることを必要とするもの）（36条３号）
については、地域の公営住宅に対するニーズが減少している場合には、居住者
の再入居を保障することを前提に、同号の「特別の事情」に該当し、新たに整備
すべき公営住宅の戸数が入居者の存する戸数を超えていれば足りることを、地方
公共団体に通知する。

H26 87-1 09_土木・建築 中核市 松山市 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

社会資本整備総合交付金交付要
綱
附属第２編
イ-12-（１）、イ-12-（11）

都市公園等の整備に係る交
付対象事業要件の緩和

地域の実情に合った交付対象事業要件の緩和
１．イ-12-（１）都市公園事業の交付対象面積要件を「2ha以上」か
ら、街区公園程度（0.25ha）の面積に緩和。
２．イ-12-（１）都市公園事業の交付対象事業のうち帰宅支援場
所の機能を有する公園緑地について、対象となる施設に遊戯施
設を追加することに緩和。
３．イ-12-（11）市民緑地等整備事業の借地公園の整備におい
て、要件③で定められる“（平成23年度までに着手された事業に
限る。）”を恒久措置化、若しくは、期間延長することに緩和。

要約版
【制度改正の経緯】
近年のゲーム機やスマホ・携帯電話の普及は社会現象になっており、多くの大人たちは子どもたちが外遊びをしなくなったと懸念し
ていることから、市民に最も身近に利用できる公園である街区公園は、「ボール遊びのできる公園」や「健康遊具の設置」など地域
ニーズに即した効率的で効果的な対応が求められている。
【支障事例】
本市では、「市民１人当たりの公園面積10㎡以上」を目標にしているが現在約7.0㎡であり、他の中核市に比較しても少ない状況で
あるが、整備が求められる中心市街地及び周辺住宅地では、要件となっている2ha以上の用地確保が困難なことから、新規整備が
停滞している。
一方、要件緩和されている「防災公園」においても「5)帰宅支援場所の機能を有する公園緑地」は、交付対象事業に「遊戯施設」が
含まれていない。
また、用地購入する場合と比べ経費を節減できる借地公園についても、平成23年度までに着手された事業に限られ、新規公園整
備の推進に支障となっている。
【懸念の解消策】
そこで、面積要件が街区公園程度（0.25ha）に緩和されること、及び、防災公園であっても防災機能を備えた遊戯施設を設置するこ
と、また、借地公園整備の期間を恒久措置化、若しくは、期間延長されることは、地域住民に身近な公園整備が一層推進できる環
境となる。
このことは、民間開発事業者が設置するべき公園・緑地を緩和でき、民間事業の促進につながる。
さらに、都市公園事業で街区公園の改築が可能となることで、策定した長寿命化計画に沿ったリフレッシュが可能となり、健全な公
共施設管理につながる。

H26 87-2 09_土木・建築 中核市 松山市 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

社会資本整備総合交付金交付要
綱
附属第２編
イ-12-（１）、イ-12-（11）

都市公園等の整備に係る交
付対象事業要件の緩和

地域の実情に合った交付対象事業要件の緩和
１．イ-12-（１）都市公園事業の交付対象面積要件を「2ha以上」か
ら、街区公園程度（0.25ha）の面積に緩和。
２．イ-12-（１）都市公園事業の交付対象事業のうち帰宅支援場
所の機能を有する公園緑地について、対象となる施設に遊戯施
設を追加することに緩和。
３．イ-12-（11）市民緑地等整備事業の借地公園の整備におい
て、要件③で定められる“（平成23年度までに着手された事業に
限る。）”を恒久措置化、若しくは、期間延長することに緩和。

要約版
【制度改正の経緯】
近年のゲーム機やスマホ・携帯電話の普及は社会現象になっており、多くの大人たちは子どもたちが外遊びをしなくなったと懸念し
ていることから、市民に最も身近に利用できる公園である街区公園は、「ボール遊びのできる公園」や「健康遊具の設置」など地域
ニーズに即した効率的で効果的な対応が求められている。
【支障事例】
本市では、「市民１人当たりの公園面積10㎡以上」を目標にしているが現在約7.0㎡であり、他の中核市に比較しても少ない状況で
あるが、整備が求められる中心市街地及び周辺住宅地では、要件となっている2ha以上の用地確保が困難なことから、新規整備が
停滞している。
一方、要件緩和されている「防災公園」においても「5)帰宅支援場所の機能を有する公園緑地」は、交付対象事業に「遊戯施設」が
含まれていない。
また、用地購入する場合と比べ経費を節減できる借地公園についても、平成23年度までに着手された事業に限られ、新規公園整
備の推進に支障となっている。
【懸念の解消策】
そこで、面積要件が街区公園程度（0.25ha）に緩和されること、及び、防災公園であっても防災機能を備えた遊戯施設を設置するこ
と、また、借地公園整備の期間を恒久措置化、若しくは、期間延長されることは、地域住民に身近な公園整備が一層推進できる環
境となる。
このことは、民間開発事業者が設置するべき公園・緑地を緩和でき、民間事業の促進につながる。
さらに、都市公園事業で街区公園の改築が可能となることで、策定した長寿命化計画に沿ったリフレッシュが可能となり、健全な公
共施設管理につながる。

H26 872-1 06_環境・衛生 指定都市 さいたま市 環境省 B　地方に対す
る規制緩和

【循環型社会形成推進交付金交付
要綱について】交付日：平成17年4
月11日（改正：平成26年4月1日　環
境事務次官通知から各都道府県知
事あて）第二定義２交付対象事業

循環型社会形成推進交付金
（廃焼却施設解体及び廃棄
物処理施設の改良等）の補
助要件の緩和

循環型社会形成推進交付金制度について
①交付対象基準をＣＯ₂排出量から設備の耐用年数に変更するこ
と
②施設の統廃合に伴う解体工事すべてを交付対象とすること

循環型社会形成推進交付金の交付条件の緩和
（１）施設の改良・改造に係る事業の交付条件をＣＯ₂排出量から設備の耐用年数も考慮するよう変更すること
循環型社会形成推進交付金交付取扱要領では、施設の改良・改造の条件が、「熱回収量の増強、省エネルギー化等につながる設
備」であることが基準となっており、施設稼働時のＣＯ₂排出量の削減が求められている。このため、長寿命化対策として耐用年数を
考慮して必要な設備の改良を行っているにもかかわらず、交付対象とならない状況が生じていることから、長寿命化につながる施設
の改良・改造（基幹的設備改良）が広く交付対象となるよう条件を緩和してほしい。
（２）施設の解体工事すべてを当該交付金の交付対象とすること
本市では、市域から発生する廃棄物を安定的に処理するために廃棄物処理施設の統廃合を計画的に進めており、廃棄物処理施
設を廃止・削減することにしている。当該交付金の交付条件は、跡地に廃棄物処理施設の整備計画が伴わない解体工事に対して
は、交付対象外となっている。施設の解体撤去に際しては、一定の条件の下地方債を活用できる制度が創設されたが、焼却施設を
解体する際は、残留ダイオキシン対策や汚染土壌対策工事が必要な事例も多く、一般的な施設解体工事に比べ多額であることか
ら、全ての解体工事を交付対象となるよう条件を緩和してほしい。

H26 872-2 06_環境・衛生 指定都市 さいたま市 環境省 B　地方に対す
る規制緩和

【循環型社会形成推進交付金交付
要綱について】交付日：平成17年4
月11日（改正：平成26年4月1日　環
境事務次官通知から各都道府県知
事あて）第二定義２交付対象事業

循環型社会形成推進交付金
（廃焼却施設解体及び廃棄
物処理施設の改良等）の補
助要件の緩和

循環型社会形成推進交付金制度について
①交付対象基準をＣＯ₂排出量から設備の耐用年数に変更するこ
と
②施設の統廃合に伴う解体工事すべてを交付対象とすること

循環型社会形成推進交付金の交付条件の緩和
（１）施設の改良・改造に係る事業の交付条件をＣＯ₂排出量から設備の耐用年数も考慮するよう変更すること
循環型社会形成推進交付金交付取扱要領では、施設の改良・改造の条件が、「熱回収量の増強、省エネルギー化等につながる設
備」であることが基準となっており、施設稼働時のＣＯ₂排出量の削減が求められている。このため、長寿命化対策として耐用年数を
考慮して必要な設備の改良を行っているにもかかわらず、交付対象とならない状況が生じていることから、長寿命化につながる施設
の改良・改造（基幹的設備改良）が広く交付対象となるよう条件を緩和してほしい。
（２）施設の解体工事すべてを当該交付金の交付対象とすること
本市では、市域から発生する廃棄物を安定的に処理するために廃棄物処理施設の統廃合を計画的に進めており、廃棄物処理施
設を廃止・削減することにしている。当該交付金の交付条件は、跡地に廃棄物処理施設の整備計画が伴わない解体工事に対して
は、交付対象外となっている。施設の解体撤去に際しては、一定の条件の下地方債を活用できる制度が創設されたが、焼却施設を
解体する際は、残留ダイオキシン対策や汚染土壌対策工事が必要な事例も多く、一般的な施設解体工事に比べ多額であることか
ら、全ての解体工事を交付対象となるよう条件を緩和してほしい。
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H26 87-3 09_土木・建築 中核市 松山市 国土交通省 B　地方に対す
る規制緩和

社会資本整備総合交付金交付要
綱
附属第２編
イ-12-（１）、イ-12-（11）

都市公園等の整備に係る交
付対象事業要件の緩和

地域の実情に合った交付対象事業要件の緩和
１．イ-12-（１）都市公園事業の交付対象面積要件を「2ha以上」か
ら、街区公園程度（0.25ha）の面積に緩和。
２．イ-12-（１）都市公園事業の交付対象事業のうち帰宅支援場
所の機能を有する公園緑地について、対象となる施設に遊戯施
設を追加することに緩和。
３．イ-12-（11）市民緑地等整備事業の借地公園の整備におい
て、要件③で定められる“（平成23年度までに着手された事業に
限る。）”を恒久措置化、若しくは、期間延長することに緩和。

要約版
【制度改正の経緯】
近年のゲーム機やスマホ・携帯電話の普及は社会現象になっており、多くの大人たちは子どもたちが外遊びをしなくなったと懸念し
ていることから、市民に最も身近に利用できる公園である街区公園は、「ボール遊びのできる公園」や「健康遊具の設置」など地域
ニーズに即した効率的で効果的な対応が求められている。
【支障事例】
本市では、「市民１人当たりの公園面積10㎡以上」を目標にしているが現在約7.0㎡であり、他の中核市に比較しても少ない状況で
あるが、整備が求められる中心市街地及び周辺住宅地では、要件となっている2ha以上の用地確保が困難なことから、新規整備が
停滞している。
一方、要件緩和されている「防災公園」においても「5)帰宅支援場所の機能を有する公園緑地」は、交付対象事業に「遊戯施設」が
含まれていない。
また、用地購入する場合と比べ経費を節減できる借地公園についても、平成23年度までに着手された事業に限られ、新規公園整
備の推進に支障となっている。
【懸念の解消策】
そこで、面積要件が街区公園程度（0.25ha）に緩和されること、及び、防災公園であっても防災機能を備えた遊戯施設を設置するこ
と、また、借地公園整備の期間を恒久措置化、若しくは、期間延長されることは、地域住民に身近な公園整備が一層推進できる環
境となる。
このことは、民間開発事業者が設置するべき公園・緑地を緩和でき、民間事業の促進につながる。
さらに、都市公園事業で街区公園の改築が可能となることで、策定した長寿命化計画に沿ったリフレッシュが可能となり、健全な公
共施設管理につながる。

H26 953-1 03_医療・福祉 知事会 中国地方知事会 内閣府、厚生労働
省

B　地方に対す
る規制緩和

「平成26年度保育緊急確保事業費
補助金の国庫補助について」
（H26.5.29府政共生第383号内閣
府事務次官通知）
「放課後児童健全育成事業費等の
国庫補助について」（H26.4.1厚生
労働省発雇児0401第15号厚生労
働事務次官通知）

地域子育て支援拠点事業、
放課後児童クラブの補助要
件緩和

地域子育て支援拠点事業、放課後児童クラブの補助要件緩和を
緩和し、地方の実情に応じた制度とすること

人口減少の課題を抱えた地方においても、多様な保育ニーズへの対応を実情に応じて柔軟に対応できるよう、補助要件を緩和し、
小規模事業も実施可能とするべき。

≪地域子育て支援拠点事業≫
開設時間や職員の配置基準等の要件緩和
【支障事例】
・Ａ町では、町単独事業として子育て支援センターを運営しているが、補助がないため、安定的な運営が難しい。
【提案実現の効果】
・現在、市町単独事業や事業者の自主事業として実施している地域子育て支援拠点事業の安定的かつ充実した運営が図られる
他、人口減少地域における更なる設置が期待される。

≪放課後児童クラブ≫
利用児童数の下限等の要件緩和
【支障事例】
・市町は小規模クラブに対する補助が受けられなくても、ニーズがあれば事業を継続せざるを得ない。
【提案実現の効果】
・小規模クラブを運営する市町への財政的な支援につながるため、クラブのより一層の資質向上が期待される。

H26 953-2 03_医療・福祉 知事会 中国地方知事会 内閣府、厚生労働
省

B　地方に対す
る規制緩和

「平成26年度保育緊急確保事業費
補助金の国庫補助について」
（H26.5.29府政共生第383号内閣
府事務次官通知）
「放課後児童健全育成事業費等の
国庫補助について」（H26.4.1厚生
労働省発雇児0401第15号厚生労
働事務次官通知）

地域子育て支援拠点事業、
放課後児童クラブの補助要
件緩和

地域子育て支援拠点事業、放課後児童クラブの補助要件緩和を
緩和し、地方の実情に応じた制度とすること

人口減少の課題を抱えた地方においても、多様な保育ニーズへの対応を実情に応じて柔軟に対応できるよう、補助要件を緩和し、
小規模事業も実施可能とするべき。

≪地域子育て支援拠点事業≫
開設時間や職員の配置基準等の要件緩和
【支障事例】
・Ａ町では、町単独事業として子育て支援センターを運営しているが、補助がないため、安定的な運営が難しい。
【提案実現の効果】
・現在、市町単独事業や事業者の自主事業として実施している地域子育て支援拠点事業の安定的かつ充実した運営が図られる
他、人口減少地域における更なる設置が期待される。

≪放課後児童クラブ≫
利用児童数の下限等の要件緩和
【支障事例】
・市町は小規模クラブに対する補助が受けられなくても、ニーズがあれば事業を継続せざるを得ない。
【提案実現の効果】
・小規模クラブを運営する市町への財政的な支援につながるため、クラブのより一層の資質向上が期待される。

[再掲]
６【厚生労働省】
（21）放課後児童健全育成事業
放課後児童健全育成事業の補助要件について、子ども・子育て支援新制度の施
行に伴い、平成27年度から、10人未満の放課後児童クラブについても補助対象と
するよう見直す。

H26 971-1 01_土地利用（農
地除く）

町村会 全国町村会 農林水産省（林野
庁）

B　地方に対す
る規制緩和

「森林法第26条の２第４項の規定に
基づく協議に係る農林水産大臣の
同意の基準等について」（平成12年
６月23日　林野庁治山課長通知）
「規制緩和推進３か年計画に基づく
許認可等の審査・処理の迅速化等
について」（18林整治第2729号）

市町村が施行者となる公益
的な事業の用地として供する
場合の保安林指定解除の取
扱い

「森林法第26条の２第４項の規定に基づく協議に係る農林水産大
臣の同意の基準等について」（平成12年６月23日　林野庁治山課
長通知）、「規制緩和推進３か年計画に基づく許認可等の審査・
処理の迅速化等について」（18林整治第2729号）の改正

一の市町村内で完結する民有保安林であって、市町村が施行者となり事業を行う際に必要となる保安林指定解除については、当
該市町村に存する保安林における指定目的の達成と事業に伴う解除との間で比較衡量を行ったものとして、市町村が策定する土
地利用計画等に位置づけることにより、「公益上の理由」による解除として取り扱うことができるよう基準の明確化を図る。
また、その申請に当たっては、市町村において当該計画等の策定段階で十分な比較衡量が行われていることに鑑み、申請に係る
都道府県知事の処理のうち、例えば「調査」「適否審査」については、相当程度処理期間を短縮できると考えられることから、標準処
理期間を短縮するなど、手続上の迅速化・簡素化を図ることとする。
【求める制度改正の詳細】
森林法第26条の２第４項の規定に基づく協議に係る農林水産大臣の同意の基準等について（平成12年６月23日　林野庁治山課長
通知）を改正し、の１（２）に、「また一の市町村の区域内の保安林において市町村が施行者となり行う事業のうち、当該市町村の策
定する計画に位置付けられたものに係る指定解除」などを加える。
また、規制緩和推進３か年計画に基づく許認可等の審査・処理の迅速化等について（18林整治第2729号）を改正し、（１）ウに「ただ
し、一の市町村内で完結する民有林について、当該市町村が指定解除を申請する場合にあっては、２か月」を追加するなどの措置
を講じる。

６　【農林水産省】
（４）森林法（昭26法249）
（ⅱ）保安林の解除（26条１項及び２項、26条の２第１項及び２項）について、市町
村が策定した土地利用に関する計画に基づき当該市町村が実施主体となる事業
の実施に伴い行う場合、手続の円滑化に資するよう、「他に適地がない」等の用地
事情の確認を行う範囲を当該計画の区域内とすることを明確化し、地方公共団体
に通知する。

H26 971-2 01_土地利用（農
地除く）

町村会 全国町村会 農林水産省（林野
庁）

B　地方に対す
る規制緩和

「森林法第26条の２第４項の規定に
基づく協議に係る農林水産大臣の
同意の基準等について」（平成12年
６月23日　林野庁治山課長通知）
「規制緩和推進３か年計画に基づく
許認可等の審査・処理の迅速化等
について」（18林整治第2729号）

市町村が施行者となる公益
的な事業の用地として供する
場合の保安林指定解除の取
扱い

「森林法第26条の２第４項の規定に基づく協議に係る農林水産大
臣の同意の基準等について」（平成12年６月23日　林野庁治山課
長通知）、「規制緩和推進３か年計画に基づく許認可等の審査・
処理の迅速化等について」（18林整治第2729号）の改正

一の市町村内で完結する民有保安林であって、市町村が施行者となり事業を行う際に必要となる保安林指定解除については、当
該市町村に存する保安林における指定目的の達成と事業に伴う解除との間で比較衡量を行ったものとして、市町村が策定する土
地利用計画等に位置づけることにより、「公益上の理由」による解除として取り扱うことができるよう基準の明確化を図る。
また、その申請に当たっては、市町村において当該計画等の策定段階で十分な比較衡量が行われていることに鑑み、申請に係る
都道府県知事の処理のうち、例えば「調査」「適否審査」については、相当程度処理期間を短縮できると考えられることから、標準処
理期間を短縮するなど、手続上の迅速化・簡素化を図ることとする。
【求める制度改正の詳細】
森林法第26条の２第４項の規定に基づく協議に係る農林水産大臣の同意の基準等について（平成12年６月23日　林野庁治山課長
通知）を改正し、の１（２）に、「また一の市町村の区域内の保安林において市町村が施行者となり行う事業のうち、当該市町村の策
定する計画に位置付けられたものに係る指定解除」などを加える。
また、規制緩和推進３か年計画に基づく許認可等の審査・処理の迅速化等について（18林整治第2729号）を改正し、（１）ウに「ただ
し、一の市町村内で完結する民有林について、当該市町村が指定解除を申請する場合にあっては、２か月」を追加するなどの措置
を講じる。

〔再掲〕
６　【農林水産省】
（４）森林法（昭26法249）
（ⅱ）保安林の解除（26条１項及び２項、26条の２第１項及び２項）について、市町
村が策定した土地利用に関する計画に基づき当該市町村が実施主体となる事業
の実施に伴い行う場合、手続の円滑化に資するよう、「他に適地がない」等の用地
事情の確認を行う範囲を当該計画の区域内とすることを明確化し、地方公共団体
に通知する。


